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第 2図



口
　
絵
　
　
伊
豆
蔵
五
兵
衛
の
店
則
「
店
法
度
・
作
法
幷
異
見
之
事
」

口
絵
は
「
店
法
度
・
作
法
幷
異
見
之
事
」
の
写
真
で
、
第
１
図
は
史
料

冒
頭
部
分
、
第
２
図
は
末
尾
部
分
、
第
３
図
は
署
名
部
分
の
拡
大
で
あ
る
。

史
料
の
概
要
・
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
誌
史
料
紹
介
「
貞
享
五
年
・
伊
豆

蔵
五
兵
衛
「
店
法
度
・
作
法
幷
異
見
之
事
」
―
伊
勢
商
人
の
江
戸
店
の
店

則
―
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

（
下
向
井
紀
彦
）

第 3図
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三
井
物
産
に
よ
る
海
外
綿
布
市
場
の
開
拓
と�

�
織
機
メ
ー
カ
ー
・
織
布
工
場

鈴
木
邦
夫

　
　
は
じ
め
に

Ⅰ
　
三
井
物
産
と
織
機
メ
ー
カ
ー
と
の
取
極
め

Ⅱ
　
三
井
物
産
に
よ
る
海
外
綿
布
市
場
の
開
拓
と
日
本
の
織
布
工
場

　
　
お
わ
り
に

は
じ
め
に

本
稿
は
三
井
物
産
が
、
紡
績
会
社
・
中
小
力
織
機
工
場
へ
供
給
す
る
織
機
を
製
造
す
る
会
社
（
個
人
を
含
む
）
と
ど
の
よ
う
な
関
係
（
織

機
の
販
売
契
約
）
を
結
ん
だ
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
日
清
戦
争
後
〜
一
九
一
〇
年
代
の
中
国
（
と
り
わ
け
満
州
）
で
、
兼
営
織
布
の
紡
績
会
社
や
中
小
力
織
機
工
場
と
連
携
し
て
三
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井
物
産
が
イ
ギ
リ
ス
綿
布
・
米
国
綿
布
や
清
国
土
布
と
対
抗
し
て
市
場
を
開
拓
す
る
過
程
を
分
析
す
る
。

三
井
物
産
に
よ
る
満
州
へ
の
輸
出
綿
布
は
、
兼
営
織
布
の
紡
績
会
社
が
生
産
し
た
製
品
（
主
に
粗
布sheeting

）［
Ａ
系
製
品
関
係
と
す

る
］
と
中
小
力
織
機
工
場
が
生
産
し
た
製
品
（
主
に
土
布
＝
大
尺
布
［
た
い
し
ゃ
く
ふ
］）［
Ｂ
系
製
品
と
す
る
］
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
系
で
は
広
幅
綿
布
を
生
産
し
、
Ｂ
系
で
は
小
幅
綿
布
（
＝
並
幅
綿
布
）
を
生
産
し
た
（
の
ち
に
広
幅
綿
布
も
生
産
）。
両
者
の
生
産
・
販

売
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
織
幅
が
二
〇
イ
ン
チ
（
五
〇
・
八
セ
ン
チ
）
未
満
の
織
機
を
小
幅
織
機
、
二
〇
イ
ン
チ
以
上

を
広
幅
織
機
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
）
（
（

る
。

つ
ぎ
に
本
稿
に
関
係
す
る
研
究
史
を
み
よ
う
。

豊
田
佐
吉
発
明
の
織
機
に
関
わ
る
研
究
で
は
、
す
で
に
鈴
木
淳
「
第
一
一
章
　
力
織
機
製
造
に
お
け
る
互
換
性
生
産
の
開
始
」（
鈴
木
淳

『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
）
と
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式

織
機
の
研
究
」
上
、
中
、
下
（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
四
―
三
六
、
二
〇
〇
〇
―
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
詳
細
な
実
証
研
究
が
あ
る
。
さ
ら

に
『
愛
知
県
史
』
に
お
い
て
も
、「
第
六
章
　
繊
維
機
械
工
業
」（『
愛
知
県
史
』
資
料
篇
二
九
、
近
代
六
工
業
一
、
二
〇
〇
四
年
）
で
関
係

資
料
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
第
五
章
の
「
第
四
節
　
近
代
機
械
器
具
工
業
の
勃
興
と
電
力
業
」（『
愛
知
県
史
』
通
史
編
六
、
近
代
一
、
二
〇

一
七
年
）
で
概
要
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

満
韓
向
綿
布
輸
出
に
関
す
る
研
究
を
み
る
と
、
広
幅
綿
布
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
口
和
雄
「
第
一
節
　
三
井
物
産
」（
山
口
和
雄
編
著

『
日
本
産
業
金
融
史
研
究
　
紡
績
金
融
編
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）
が
三
井
物
産
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
り
、
村
上
勝
彦
「
日

本
資
本
主
義
に
お
け
る
朝
鮮
綿
業
の
再
編
」（
小
島
麗
逸
編
『
日
本
帝
国
主
義
と
東
ア
ジ
ア
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）
と
村

上
勝
彦
「
日
本
綿
業
と
朝
鮮
綿
製
品
市
場
」（
逆
井
孝
仁
・
保
志
恂
・
関
口
尚
志
・
石
井
寬
治
編
『
日
本
資
本
主
義
―
展
開
と
論
理
―
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
が
日
本
か
ら
朝
鮮
へ
の
輸
出
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
小
幅
綿
布
関
係
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
二
つ
の
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村
上
論
文
が
朝
鮮
へ
の
輸
出
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
、
満
州
へ
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
発
表
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
小
幅
綿
布
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
す
る
。

以
上
に
掲
出
し
た
研
究
の
う
ち
、
豊
田
佐
吉
発
明
の
織
機
に
関
わ
る
研
究
で
抜
け
落
ち
て
い
る
重
要
な
点
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
書

（
一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
付
け
）
を
紹
介
・
分
析
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
の
分
析
結
果
を
先
取
り
す
れ
ば
、
主
に
紡
績
機
械

に
つ
い
て
三
井
物
産
を
総
代
理
店
と
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
た
こ
の
契
約
書
が
、
三
五
年
も
の
間
、
三
井
物
産
の
織
機
販
売
を
制
約
し
た
の

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
契
約
書
が
、
三
井
物
産
と
合
名
会
社
井
桁
商
会
、
豊
田
商
会
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
、
豊
田
自
動
織
機
製
作

所
と
の
織
機
販
売
関
係
を
制
約
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

つ
ぎ
に
、
豊
田
佐
吉
発
明
の
織
機
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
き
、
し
ば
し
ば
参
考
に
さ
れ
る
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』

（
一
九
三
三
年
）
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
関
係
す
る
研
究
論
文
・
研
究
書
に
は
、
こ
の
伝
記
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
り
、
拡
大

解
釈
し
た
り
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
豊
田
佐
吉
に
関
し
て
残
存
し
て
い
る
史
料
・
文
献
が
す
く

な
い
た
め
、
こ
の
伝
記
の
記
述
に
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
な
い
史
料
・
文
献

を
使
っ
て
、
伝
記
の
い
く
つ
か
の
記
述
に
つ
い
て
そ
れ
が
妥
当
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
予
め
記
述
の
問
題
部
分
四
つ
を
示
せ
ば
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
を
退
職
し
た
理
由
に
つ
い
て
の
記
述
、
豊
田
式
織
機
の
社
長
谷
口
が
豊
田
佐
吉
に
対
し
て
常
務
取
締
役
辞
任
を
求

め
た
と
い
う
記
述
、
常
務
取
締
役
を
辞
任
し
た
た
め
に
洋
行
し
た
と
い
う
記
述
、
日
清
戦
争
後
に
軍
票
回
収
の
た
め
豊
田
の
織
機
に
よ
っ
て

製
織
さ
れ
た
綿
布
が
満
州
へ
輸
出
さ
れ
た
と
い
う
記
述
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
な
い
主
な
史
料
・
文
献
を
挙
げ
れ
ば
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
書
（
一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
付
け
）、
同
（
一
九
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
）（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
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二
三
六
七
―
六
）

二
、「
井
桁
商
会
貸
金
整
理
ノ
件
」
一
九
〇
四
年
二
月
九
日
廻
議
お
よ
び
付
属
資
料
（
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
四
年
、
三
井
文
庫

所
蔵
史
料
、
物
産
一
五
三
）。

三
、「
豊
田
式
織
機
一
手
販
売
契
約
締
結
ノ
件
」
一
九
〇
五
年
二
月
一
四
日
廻
議
（
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
五
年
一
―
六
月
、
三

井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
五
五
）。

四
、
豊
田
式
織
機
・
三
井
物
産
「
販
売
契
約
覚
書
」
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
二
三
六
七
―
一
三
）。

五
、
河
村
直
「
自
動
織
機
を
以
て
世
界
に
名
を
成
し
た
豊
田
佐
吉
」
上
、
中
、
下
の
一
、
下
の
二
（『
科
学
画
報
』
二
六
―
四
〜
七
、
一

九
三
七
年
四
月
〜
七
月
）。

こ
の
う
ち
河
村
直
の
論
考
に
つ
い
て
は
予
め
説
明
す
る
。
こ
の
論
考
は
、
明
ら
か
に
寺
島
昇
か
ら
の
聴
き
取
り
に
基
づ
い
て
記
述
し
た
も

の
で
あ
る
。
寺
島
昇
は
か
つ
て
三
井
物
産
職
員
で
あ
っ
た
。
寺
島
昇
（
万
延
元
年
［
一
八
六
〇
］
七
月
八
日
生
ま
れ
）
は
、
和
歌
山
中
学
卒

業
後
、
上
京
し
て
第
四
十
五
国
立
銀
行
に
勤
務
し
た
の
ち
、
一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
）
一
二
月
一
二
日
に
三
井
物
産
に
職
員
と
し
て
採
用

さ
れ
た
。
一
八
九
七
年
六
月
二
三
日
に
名
古
屋
出
張
常
置
員
支
配
人
、
つ
い
で
名
古
屋
支
店
設
置
に
伴
い
一
八
九
九
年
六
月
二
〇
日
に
名
古

屋
支
店
長
に
就
任
し
て
い
る
。
名
古
屋
支
店
長
退
任
は
一
九
〇
三
年
一
〇
日
二
二
日
で
あ
る
。
つ
い
で
一
〇
月
二
六
日
設
立
の
品
川
毛
織
株

式
会
社
の
専
務
取
締
役
に
就
任
し
、
同
社
の
経
営
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
一
一
月
二
〇
日
に
三
井
物
産
か
ら
罷
役
を
命
じ
ら
れ

て
い
る
。
一
九
〇
五
年
一
一
月
九
日
、
罷
役
満
期
と
な
っ
て
三
井
物
産
を
退
職
し
）
（
（
た
。
し
た
が
っ
て
、
寺
島
昇
は
三
井
物
産
が
豊
田
佐
吉
と

関
連
を
持
つ
最
初
の
時
か
ら
、
豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
を
退
職
す
る
頃
ま
で
、
豊
田
佐
吉
と
業
務
上
で
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

業
務
上
で
は
関
係
し
な
い
も
の
の
、
豊
田
佐
吉
の
豊
田
式
織
機
退
職
騒
ぎ
と
洋
行
、
特
許
契
約
の
改
定
ま
で
関
係
が
あ
る
。
し
か
も
寺
島
昇

は
著
名
な
発
明
家
で
あ
り
、
豊
田
佐
吉
発
明
の
織
機
の
構
造
に
つ
い
て
理
解
で
き
た
人
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
九
年
に
工
業
所
有
権
保
護
協
会
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（
帝
国
発
明
協
会
の
前
身
の
組
織
）
で
表
彰
さ
れ
た
一
四
人
の
な
か
に
、
豊
田
佐
吉
、
高
峰
譲
吉
と
と
も
に
寺
島
昇
（
断
片
織
機
の
発
明

者
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
寺
島
が
発
明
し
た
の
は
筵
織
機
な
ど
六
〇
件
以
上
に
上
っ
て
い
）
（
（
る
。

つ
ぎ
に
委
託
販
売
契
約
の
う
ち
の
、
一
手
販
売
契
約
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
三
井
物
産
は
一
九
一
五
年
上
期
（
一
九
一
四
年
一
一
月

〜
一
九
一
五
年
四
月
）
の
「
事
業
報
告
書
」
か
ら
「
今
期
中
一
手
販
売
契
約
を
締
結
シ
タ
ル
モ
ノ
左
ノ
如
シ
」
と
し
て
、
そ
の
期
に
締
結
さ

れ
た
契
約
を
掲
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
し
た
組
織
（
支
店
や
部
な
ど
）、「
商
品
」
の
種

類
、「
締
結
」
年
月
日
、「
期
間
」、「
区
域
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

三
井
物
産
で
は
、「
事
業
報
告
書
」
な
ど
で
「
一
手
販
売
契
約
」
と
い
う
用
語
を
明
確
な
意
味
付
け
を
さ
れ
ず
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
は
、
そ
の
持
つ
意
味
は
個
々
の
契
約
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
た
め
持
つ
意
味
の
違
い
に
注
目
す
る
と
、
一

手
販
売
契
約
は
、「
完
全
な
一
手
販
売
契
約
」、「
部
分
的
な
一
手
販
売
契
約
」、「
例
外
条
件
付
の
一
手
販
売
契
約
」、「
部
分
的
な
、
例
外
条

件
付
の
一
手
販
売
契
約
」
の
四
つ
に
区
分
で
き
る
。

「
完
全
な
一
手
販
売
契
約
」
と
は
、
製
造
業
者
（
契
約
相
手
）
の
生
産
品
の
す
べ
て
（
さ
ま
ざ
ま
な
種
目
）
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
局
面

（
内
国
売
買
と
貿
易
）
で
、
一
社
（
商
社
。
た
と
え
ば
三
井
物
産
）
だ
け
が
委
託
を
受
け
て
独
占
的
に
販
売
す
る
と
い
う
契
約
で
あ
る
。
も

し
、
製
造
業
者
が
顧
客
か
ら
商
社
を
介
さ
ず
に
直
接
購
入
依
頼
が
あ
り
、
そ
れ
を
製
造
業
者
が
受
注
し
た
場
合
で
も
、
製
造
業
者
は
商
社
に

販
売
手
数
料
を
支
払
う
。
実
際
の
三
井
物
産
の
契
約
書
を
み
る
と
、
製
造
業
者
が
直
接
受
注
し
た
場
合
に
も
、
三
井
物
産
に
販
売
手
数
料
を

支
払
う
と
か
、
あ
る
い
は
三
井
物
産
の
同
意
な
し
に
他
社
に
商
品
を
販
売
し
な
い
と
明
記
し
て
い
る
も
の
）
（
（
と
、
製
造
業
者
の
直
接
受
注
に
つ

い
て
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
も
、
製
造
業
者
は
直
接
に
受
注
・
販
売
せ
ず
、
注
文
が
あ
っ
た

と
き
に
は
三
井
物
産
に
そ
れ
を
引
き
渡
す
（
つ
ま
り
三
井
物
産
が
受
注
す
る
）
こ
と
が
背
後
に
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
部
分
的
な
一
手
販
売
契
約
」
と
は
、
製
造
業
者
の
生
産
品
の
う
ち
、
全
部
で
は
な
く
特
定
の
商
品
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
輸
出
（
あ
る
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い
は
輸
入
）
に
つ
い
て
な
ど
、
一
部
に
限
定
し
て
、
一
社
だ
け
が
委
託
を
受
け
て
独
占
的
に
販
売
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
例
外
条
件
付
の
一
手
販
売
契
約
」
も
、
製
造
業
者
（
契
約
相
手
）
の
生
産
品
の
す
べ
て
（
さ
ま
ざ
ま
な
種
目
）
に
つ
い
て
、
一
社
（
商

社
。
た
と
え
ば
三
井
物
産
）
だ
け
が
委
託
を
受
け
て
独
占
的
に
販
売
す
る
と
い
う
契
約
で
あ
る
。
た
だ
し
、
製
造
業
者
が
直
接
受
注
し
た
場

合
は
商
社
に
販
売
手
数
料
を
支
払
わ
な
い
と
か
、
商
社
の
同
意
な
し
に
他
社
に
商
品
を
販
売
で
き
な
い
と
い
う
例
外
条
項
を
認
め
た
も
の
で

あ
る
。

「
例
外
条
件
付
の
、
部
分
的
な
一
手
販
売
契
約
」
も
、
製
造
業
者
の
生
産
品
の
う
ち
の
特
定
の
商
品
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
輸
出
（
あ
る

い
は
輸
入
）
に
つ
い
て
な
ど
、
一
部
に
限
定
し
て
、
一
社
だ
け
が
委
託
を
受
け
て
独
占
的
に
販
売
す
る
契
約
で
あ
る
。
た
だ
し
、
製
造
業
者

が
直
接
受
注
し
た
場
合
に
は
委
託
引
受
け
商
社
に
手
数
料
は
支
払
わ
な
い
と
い
う
例
外
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

三
井
物
産
に
と
っ
て
は
、
例
外
条
件
付
か
否
か
（
販
売
手
数
料
を
取
得
で
き
る
か
否
か
）
が
重
要
で
あ
っ
た
。
取
扱
商
品
の
種
目
が
部
分

的
か
全
部
か
に
つ
い
て
は
、
一
手
販
売
契
約
を
結
ぶ
と
、
そ
の
商
品
に
つ
い
て
売
る
責
任
が
生
じ
る
た
め
、
す
べ
て
の
種
目
を
扱
う
方
が
よ

い
と
は
限
ら
な
い
。

三
井
物
産
で
は
、
四
つ
タ
イ
プ
の
一
手
販
売
契
約
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
委
託
さ
れ
た
商
品
が
機
械
の
場
合
、
総
代
理
店
と
か
総
代
理

店
契
約
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

以
上
の
四
つ
の
契
約
は
、
い
ず
れ
も
一
社
だ
け
が
独
占
的
に
販
売
す
る
契
約
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
一
手
販
売
契
約
と
一
括
で
き
る
。

こ
の
う
ち
、
文
字
通
り
の
一
手
販
売
契
約
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
完
全
な
一
手
販
売
契
約
」
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
三
井
物
産
の

文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
「
一
手
販
売
契
約
」
と
い
う
も
の
の
な
か
に
は
、
例
外
条
件
付
で
あ
っ
た
り
、
部
分
的
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
が
含

ま
れ
て
い
る
。

な
お
、
委
託
さ
れ
た
商
品
が
機
械
の
場
合
、
三
井
物
産
で
は
代
理
店
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
代
理
店
と
い
う
用
語
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は
、
独
占
的
な
代
理
店
（
総
代
理
店
）
で
は
な
く
、
販
売
の
委
託
を
受
け
た
店
（
製
造
業
者
を
代
理
し
て
販
売
す
る
店
）
と
い
う
意
味
で
使

う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
製
造
業
者
が
一
社
（
商
社
）
だ
け
を
代
理
店
と
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
複
数
の

代
理
店
も
あ
り
う
る
。
と
こ
ろ
が
、
三
井
物
産
で
使
用
さ
れ
て
い
る
代
理
店
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
は
、
総
代
理
店
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
場
合
が
あ
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
（
）　『
ト
ヨ
タ
自
動
車
七
五
年
史
』（
ト
ヨ
タ
自
動
車
、
二
〇
一
三
年
）
一
七
頁
。

�

　
清
川
雪
彦
に
よ
る
と
、
広
幅
織
機
の
広
幅
な
る
概
念
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
時
代
・
地
域
な
ど
に
よ
り
異
な
る
と
い
う
（
清
川
雪
彦

『
日
本
の
経
済
発
展
と
技
術
普
及
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
五
年
）
二
〇
七
―
二
〇
八
頁
）。『
繊
維
辞
典
』（
一
九
五
一
年
）
一
〇
七
八

頁
で
は
、
広
幅
は
「
通
常
鯨
一
尺
三
寸
以
上
の
も
の
を
い
う
」（
鯨
尺
一
尺
三
寸
は
四
九
・
二
セ
ン
チ
）
と
し
て
お
り
、
こ
れ
以
外
が
小
幅
に
な

る
。
本
稿
で
使
う
区
分
に
近
い
。

（
（
）　「
寺
島
昇
氏
に
発
明
の
昔
を
聴
く
」（『
発
明
』
三
一
―
六
。
一
九
三
四
年
六
月
）
一
四
―
一
六
頁
、「
寺
島
昇
解
傭
之
件
」
一
九
〇
五
年
一
〇

月
二
七
日
三
井
家
同
族
会
認
可
（
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
一
九
〇
五
―
一
九
〇
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
八
）。

（
（
）　「
寺
島
昇
君
」（『
代
表
的
人
物
及
事
業
』
時
事
通
信
社
、
一
九
一
三
年
）
一
二
七
―
一
二
八
頁
、「
豊
田
佐
吉
氏
」（
帝
国
発
明
家
伝
刊
行
会

『
帝
国
発
明
家
伝
』
上
、
帝
国
発
明
家
伝
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）
五
五
―
五
六
頁
。

（
（
）　
た
だ
し
、
実
際
に
は
契
約
書
に
三
井
物
産
の
同
意
な
し
に
他
社
に
商
品
を
販
売
し
な
い
旨
の
条
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
炭
種
の
石
炭
の
販
売
を
契
約
書
で
三
井
物
産
に
委
託
し
た
貝
島
太
助
が
、
一
九
〇
〇
年
頃
に
三
井
物
産
の
同
意
を
え
ず
に
他
社
へ
直

接
販
売
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
三
井
物
産
が
販
売
で
き
な
い
た
め
、
山
元
に
在
庫
が
積
み
上
が
っ
た
時
に
、
炭
礦
主
が
や
む
な
く
こ
の

よ
う
な
行
動
を
取
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
鈴
木
邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ
い
て
の
覚
書
―
一
八
九
〇
年
代
後
半
〜
一
九
一
〇
年
代
の
三

井
物
産
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
一
五
，
一
九
八
一
年
一
二
月
）
六
三
―
六
五
頁
。
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Ⅰ
　
三
井
物
産
と
織
機
メ
ー
カ
ー
と
の
取
極
め

1
．
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
と
の
紡
績
機
械
・
織
機
販
売
契
約
［
Ａ
系
製
品
関
係
］

日
本
最
初
の
一
万
錘
紡
績
の
大
阪
紡
績
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
（
以
下
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
略
記
）
の
紡
績
機
械
を
設
置
し

た
。
三
井
物
産
は
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
に
プ
ラ
ッ
ト
社
と
交
渉
し
て
、
こ
の
機
械
の
買
付
け
・
代
金
の
支
払
い
を
担
当
し
）
（
（

た
。
三
井

物
産
と
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
関
係
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
継
続
的
な
取
引
関
係
は
す
ぐ
に
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
三
井
物

産
ロ
ン
ド
ン
支
店
の
渡
辺
専
次
郞
ら
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
紡
績
機
械
製
造
会
社
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
、「
プ
ラ
ッ
ト
社
の
紡
績
機
械
が
世
界

中
で
一
番
良
い
と
云
ふ
こ
と
を
調
べ
）
（
（

て
」、
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
に
期
間
三
か
年
の
販
売
代
理
店
契
約
を
締
結
し
た
。
つ
い
で
一
八

八
九
年
（
明
治
二
二
）
に
契
約
を
更
新
し
た
（
期
間
三
か
年
）。
と
こ
ろ
が
一
八
九
二
年
に
期
限
が
到
来
し
て
、
契
約
自
体
は
消
滅
し
た
。

そ
の
た
め
、
以
後
は
契
約
な
し
で
継
続
的
に
取
引
す
る
関
係
に
な
っ
た
（
三
井
物
産
で
い
う
「
好
関
係
」
の
状
態
）。
日
清
戦
争
前
の
一

八
九
二
年
九
月
頃
で
は
、
三
井
物
産
は
ル
カ
ス
商
会
（
ド
ブ
ソ
ン
社
製
紡
績
機
械
の
取
扱
）
と
売
込
競
争
を
お
こ
な
っ
た
結
果
、
関
西
の
紡

績
会
社
一
〇
社
（
増
錘
六
万
〇
五
九
五
錘
）
の
す
べ
て
で
契
約
を
獲
得
）
（
（

し
、
プ
ラ
ッ
ト
社
か
ら
紡
績
機
械
を
買
い
付
け
た
。
ま
た
、
一
八
九

二
年
一
月
か
ら
一
八
九
三
年
一
月
ま
で
の
増
錘
注
文
高
二
一
万
八
八
九
〇
錘
（
二
二
社
）
の
う
ち
、
三
井
物
産
（
プ
ラ
ッ
ト
社
）
は
一
七
万

六
七
九
四
錘
（
一
八
社
）
を
獲
得
し
、
ル
カ
ス
商
会
（
ド
ブ
ソ
ン
社
）
三
社
（
三
万
五
〇
九
六
錘
）、
イ
リ
ス
商
会
（
サ
ミ
ュ
エ
ル
ブ
ル
ッ

ク
ス
＆
ド
キ
シ
ー
社
）
一
社
（
七
〇
〇
〇
錘
）
を
圧
倒
し
て
い
）
（
（
る
。

日
清
戦
争
終
結
後
、
プ
ラ
ッ
ト
社
重
役
会
で
無
契
約
状
態
の
た
め
に
「
担
当
者
モ
交
代
ス
ル
ア
ツ
テ
自
然
契
約
ニ
戻
ル
事
有
シ
カ
、
双
方

ノ
不
幸
ナ
ル
ヲ
以
テ
」、
三
井
物
産
に
契
約
締
結
を
申
し
入
れ
）
（
（

た
。
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こ
れ
を
受
け
て
、
一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
、
日
本
お
よ
び
韓
国
に
お
い
て
綿
糸
紡
績
機
械
・
紡
毛
紡
績
機
械
・
梳
毛
紡
績
機
械
に
つ
い

て
プ
ラ
ッ
ト
社
製
だ
け
を
販
売
す
る
と
い
う
総
代
理
店
契
約
を
、
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
間
で
締
結
し
）
（
（
た
。
原
資
料
は
英
文
の
た
め
、

本
稿
末
に
英
文
資
料
1
と
し
て
掲
出
し
た
。
こ
こ
で
は
、
引
用
者
に
よ
る
日
本
語
訳
を
記
す
。

一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
州
オ
ル
ダ
ム
所
在
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
鉄
工
所
で
あ
る
機
械
メ
ー
カ
ー
の
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商

会
と
日
本
商
社
の
三
井
物
産
、（（（,�Lim

e�Street,�London

）
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
協
定
覚
書

一
、
本
契
約
は
、
三
井
物
産
に
よ
る
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
大
日
本
帝
国
及
び
韓
国
に
お
け
る
代
理
業
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
契
約

は
五
か
年
間
有
効
と
し
、
そ
の
後
、
い
ず
れ
か
一
方
か
ら
一
二
か
月
前
に
通
知
さ
れ
る
ま
で
有
効
で
あ
る
（
通
知
さ
れ
た
日
か
ら
起

算
す
る
）。

二
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
を
大
日
本
帝
国
お
よ
び
韓
国
に
お
け
る
総
代
理
店
（exclusive�agents

）
と
し
て
承
認
す

る
こ
と
に
同
意
す
る
。

三
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
が
そ
の
代
理
人
と
し
て
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、
強
化
す
る
た
め
に
、
尽
力
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

可
能
な
精
神
的
支
援
を
行
う
こ
と
を
約
束
す
る
。

四
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
機
械
事
業
を
そ
の
代
理
店
に
割
り
当
て
ら
れ
た
様
々
な
市
場
で
最
大
限
に
発
展
さ
せ
、
自

ら
あ
る
い
は
正
当
な
資
格
を
有
す
る
代
理
人
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
市
場
に
お
け
る
取
引
を
随
時
熱
心
に
お
こ
な
う
こ
と
を
義
務
と

す
る
。

五
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
以
外
の
機
械
、
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
種
類
の
機
械
を
受
注
し
た
り
、
指
定
さ
れ
た
地
域
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で
販
売
し
た
り
し
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
。

　
　
　
綿
花
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
の
た
め
の
機
械
。

　
　
　
羊
毛
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
の
た
め
の
機
械
。

　
　
　
梳
毛
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
の
た
め
の
機
械
。

　
　
　
修
理
の
た
め
に
必
要
な
部
品
な
ど
す
べ
て
の
物
あ
る
い
は
上
記
ク
ラ
ス
の
機
械
類
の
更
新

　
　
綿
、
羊
毛
、
梳
毛
用
の
織
機
に
関
し
て
、
三
井
物
産
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
価
格
を
顧
客
に
提
示

し
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
へ
の
注
文
を
確
保
す
る
た
め
最
善
の
努
力
を
払
う
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
へ
注
文
を
得
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
他
社
製
の
綿
・
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
の
販
売
を
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

六
、
三
井
物
産
は
、
ど
の
顧
客
に
対
し
て
も
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
請
求
書
と
同
一
の
価
格
で
、
す
べ
て
の
機
械
製
品
ま
た
は
機
械

付
属
品
に
つ
い
て
仕
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
対
し
、
後
述
の
方
法
で
、
そ
の
指
示
に
従
い
納
入
さ
れ
た
機
械
製
品
お
よ
び
機
械
付
属
品
の

イ
ン
ボ
イ
ス
の
全
額
（
梱
包
お
よ
び
配
送
料
を
含
む
）、
す
な
わ
ち
毎
週
（
毎
週
土
曜
日
）
当
地
に
納
入
さ
れ
当
該
土
曜
日
の
一
か

月
前
の
日
付
の
機
械
製
品
お
よ
び
機
械
付
属
品
の
未
払
い
イ
ン
ボ
イ
ス
の
金
額
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。

八
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
顧
客
か
ら
直
接
ま
た
は
他
の
や
り
方
で
、
上
記
地
域
に
関
す
る
注
文
を
受
け
る
権
利
を
持
つ
。
こ
の
場

合
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
三
井
物
産
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
こ
と
を
通
知
し
、
注
文
確
定
後
、
直
ち
に
注
文
内
容
を
三
井
物
産

に
報
告
す
る
。

九
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
と
同
じ
市
場
に
お
い
て
三
井
物
産
以
外
の
者
に
対
し
て
機
械
お
よ
び
付
属
品
の
価
格
を
提
示

す
る
場
合
に
は
、
二
・
五
％
以
上
の
手
数
料
を
付
加
さ
れ
、
さ
ら
に
同
品
目
の
三
井
物
産
へ
の
提
示
価
格
を
上
回
る
価
格
を
提
示
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〇
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
代
理
人
を
通
じ
て
発
送
し
た
機
械
類
イ
ン
ボ
イ
ス
（
明
記
さ
れ
た
梱
包
料
・
配
送
料
を
除
く
）
の
金

額
に
対
し
て
二
・
五
％
の
手
数
料
を
支
払
い
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
が
直
接
ま
た
は
他
の
代
理
店
を
通
じ
て
受
注
し
た
機
械
類
の
イ

ン
ボ
イ
ス
（
梱
包
・
配
送
料
金
を
除
く
）
の
金
額
に
対
し
て
二
・
五
％
の
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。
前
者
の
手
数
料
は

支
払
時
に
各
イ
ン
ボ
イ
ス
か
ら
差
し
引
く
。
後
者
の
手
数
料
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
が
六
か
月
後
に
戻
し
て
精
算
す
る
。

�

　
予
備
部
品
、
修
理
品
ま
た
は
更
新
品
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
に
対
し
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
金
額
の
五
％

（
梱
包
・
配
送
料
は
除
く
）
の
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。

一
一
、
三
井
物
産
は
顧
客
か
ら
契
約
履
行
の
保
証
と
し
て
前
受
金
を
実
際
に
受
領
し
た
場
合
は
す
べ
て
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
通
知

す
る
。
ま
た
、
契
約
が
失
効
し
た
場
合
ま
た
は
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
前
受
金
を
引
き

渡
す
。
た
だ
し
、
納
入
が
完
了
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
金
額
が
三
井
物
産
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
場
合
、
顧
客
が
機
械
を
引
き
渡
さ
な
い

こ
と
に
よ
り
三
井
物
産
が
被
る
可
能
性
の
あ
る
損
失
を
補
填
す
る
た
め
に
、
当
該
前
受
金
の
う
ち
の
一
定
額
を
三
井
物
産
が
受
け
取

る
こ
と
を
了
解
す
る
。
そ
の
結
果
、
同
じ
も
の
が
他
の
場
所
で
処
分
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
残
額
は
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟

商
会
に
引
き
渡
す
。

一
二
、
あ
る
年
度
に
お
い
て
、
直
接
ま
た
は
他
の
代
理
店
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取
引
が
、
三
井
物
産
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取
引
量
を
上

回
っ
た
場
合
、
直
接
ま
た
は
他
の
代
理
人
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取
引
に
対
す
る
二
・
五
％
の
手
数
料
は
、
同
額
に
限
り
支
払
わ
れ
る

も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
期
間
に
お
い
て
代
理
人
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
取
引
の
総
額
が
三
井
物
産
よ
り
多
い
分
に
つ
い

て
は
三
井
物
産
へ
の
手
数
料
は
な
い
。

一
三
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
と
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
商
会
の
間
で
締
結
さ
れ
た
、
中
国
（
香
港
を
含
む
）
に
お
け
る
機
械
類
の
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販
売
代
理
店
契
約
及
び
本
契
約
の
期
間
中
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
以
外
の
メ
ー
カ
ー
の
機
械
類
を
販
売
し
な
い
こ
と

を
約
束
す
る
。
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
が
代
理
人
ま
た
は
そ
の
他
の
手
段
に
よ
り
中
国
か
ら
受
注
し
た
す
べ

て
の
機
械
類
の
受
注
に
対
し
て
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
手
数
料
を
三
井
物
産
に
支
払
う
こ
と
に
合
意
す
る
。

一
四
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
が
中
国
向
け
に
受
注
し
た
場
合
、
三
井
物
産
に
日
本
か
ら
の
受
注
と
同
じ
率
、
す
な
わ
ち

二
・
五
％
の
手
数
料
を
与
え
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

上
述
の
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
を
代
表
し
て
署
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
を
代
表
し
て

（
署
名
）　
Ｃ
・
Ａ
・
ヘ
ン
プ
ス
ト
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
署
名
）
Ｓ
・
Ｒ
・
プ
ラ
ッ
ト

上
述
の
三
井
物
産
を
代
表
し
て
署
名

（
署
名
）　
Ｎ
．
イ
ン
ル
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
井
物
産
を
代
表
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
署
名
）　
渡
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
店
長
兼
取
締
役

紡
績
機
械
の
販
売
手
数
料
は
二･

五
％
で
あ
る
。
契
約
期
間
に
つ
い
て
は
、
特
に
定
め
ず
、
ど
ち
ら
か
が
一
二
か
月
前
に
通
知
す
る
こ
と

で
契
約
は
終
了
す
る
と
し
た
。
つ
ま
り
契
約
終
了
を
通
知
し
な
け
れ
ば
、
契
約
は
継
続
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
契
約
は
、
プ
ラ

ッ
ト
社
の
製
造
品
目
の
う
ち
、
紡
績
機
械
に
つ
い
て
、
し
か
も
日
本
・
朝
鮮
へ
の
輸
出
に
つ
い
て
三
井
物
産
を
総
代
理
店
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
ま
た
プ
ラ
ッ
ト
社
が
直
接
受
注
し
た
場
合
な
ど
で
も
三
井
物
産
に
手
数
料
を
払
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
契
約
は
、「
部
分

的
な
一
手
販
売
契
約
」
で
あ
っ
た
。
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織
機
に
関
し
て
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
製
し
か
三
井
物
産
は
扱
え
な
い
と
す
る
対
象
か
ら
除
か
れ
、
第
五
項
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。

　
綿
糸
・
紡
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
に
関
し
て
、
三
井
物
産
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
価
格
を
顧
客
に
提
示

し
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
へ
の
注
文
を
確
保
す
る
た
め
最
善
の
努
力
を
払
う
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
へ
注
文
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
場
合
、
他
社
製
の
綿
・
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
の
販
売
を
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
三
井
物
産
は
、
綿
糸
・
紡
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
を
販
売
す
る
場
合
、
す
べ
て
の
顧
客
に
対
し
て
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
製
品
の

価
格
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
プ
ラ
ッ
ト
社
製
品
の
注
文
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
時
に
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
以
外
の
会

社
の
製
品
を
販
売
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
縛
り
が
あ
る
た
め
、
三
井
物
産
は
他
社
と
綿
糸
・
紡
毛
・
梳
毛
用
織
機
に
つ
い
て
代
理
店
契
約
あ

る
い
は
一
手
販
売
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
井
物
産
で
は
、「
三
井
ハ
代
理
店
契
約
ヲ
取
結
ハ
ザ
ル
コ
ト
」
と
重
役
が
認
識
し
て

い
）
（
（

た
。

プ
ラ
ッ
ト
社
が
製
造
し
て
い
た
織
機
は
広
幅
織
機
で
あ
り
、
プ
ラ
ッ
ト
社
は
小
幅
織
機
を
製
造
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
小
幅

織
機
も
潜
在
的
に
製
造
可
能
で
あ
る
た
め
、
広
幅
・
小
幅
を
問
わ
ず
、
織
機
全
体
が
取
扱
規
制
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
の
覚
書
で
の
取
り
決
め
は
、
一
九
三
二
年
一
二
月
八
日
ま
で
継
続
さ
れ
た
よ
う
で
あ
）
（
（
る
。
途
中
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
国

に
お
け
る
紡
績
会
社
の
新
設
と
増
錘
に
対
応
し
て
、
一
九
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
付
け
で
中
国
・
香
港
に
つ
い
て
覚
書
（
総
代
理
店
契
約
）

が
締
結
さ
れ
る
。
一
九
〇
六
年
の
覚
書
で
も
、
織
機
に
つ
い
て
の
規
定
は
一
八
九
八
年
の
覚
書
と
同
じ
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
の
覚
書
で
は
、
織
機
販
売
に
つ
い
て
、
上
記
の
よ
う
な
縛
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
三
井
物
産
が
豊
田
佐
吉
に
働
き
か
け
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て
織
機
の
製
造
・
販
売
を
計
画
し
た
と
き
、
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
配
慮
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
三
井
物
産
理
事
の
上
田

安
三
郎
は
、「
プ
ラ
ッ
ト
社
ト
ノ
約
定
熟
読
セ
シ
ニ
何
分
同
社
ニ
対
シ
当
会
社
ノ
名
義
ヲ
出
シ
、
又
ハ
公
然
売
捌
ノ
周
旋
等
致
兼
ヌ
ル
次
第

ヲ
見
出
シ
タ
ル
ニ
付
、
非
職
者
ナ
リ
誰
カ
三
井
関
係
ノ
可
然
人
ニ
多
少
ノ
資
本
ヲ
貸
出
シ
、
利
益
ノ
幾
分
ヲ
収
メ
テ
名
義
ト
共
ニ
担
当
為

致
）
（
（

度
」
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
田
は
、
第
一
に
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
が
あ
る
た
め
、
三
井
物
産
は
織
機
製
造
会
社
に
公
然
と
出

資
し
た
り
、
公
然
と
織
機
の
販
売
を
仲
介
（「
周
旋
」）
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
第
二
に
、
誰
か
三
井
物
産
と
関
係
の
あ
る
人
に
資

本
を
貸
し
付
け
て
、
そ
の
人
の
名
義
で
織
機
製
造
会
社
を
経
営
さ
せ
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

2
．
合
名
会
社
井
桁
商
会
の
織
機
販
売
引
受
け
［
Ｂ
系
製
品
関
係
］

一
八
九
九
年
一
〇
月
三
一
日
、
織
機
製
造
会
社
を
設
立
す
る
た
め
に
、
本
店
の
調
査
課
長
松
本
常
磐
と
漁
業
本
部
長
服
部
種
次
郎
を
罷
役

と
し
、
以
後
、
そ
れ
ぞ
れ
に
月
給
二
四
〇
円
と
月
給
二
二
五
円
を
三
井
物
産
が
支
給
す
る
こ
と
と
し
）
（1
（

た
。
松
本
と
服
部
の
職
歴
は
、
織
機
な

ど
機
械
の
販
売
に
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
人
が
織
機
製
造
会
社
の
経
営
を
担
当
す
る
の
は
、
三
井
物
産
の

な
か
で
こ
れ
以
上
昇
進
す
る
ポ
ス
ト
が
な
い
二
人
に
つ
い
て
、
益
田
孝
が
寺
島
昇
（
名
古
屋
支
店
支
配
人
）
に
二
人
の
身
の
ふ
り
方
に
つ
い

て
相
談
し
、
名
古
屋
支
店
の
方
に
適
当
な
仕
事
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
聞
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
寺
島
昇
は
「
豊
田
の
織
機
に
一
つ

力
を
い
れ
て
や
り
度
い
と
思
つ
て
ゐ
る
矢
先
で
す
か
ら
、
其
の
御
両
人
と
豊
田
と
を
組
ま
し
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
答
え
た
と

い
）
（（
（
う
。

つ
い
で
、
一
一
月
一
〇
日
、
新
会
社
と
し
て
松
本
服
部
合
名
会
社
が
設
立
さ
れ
た
（
一
一
月
六
日
設
立
と
す
る
説
は
誤
）
（（
（
り
）。
本
店
は
東

京
市
浅
草
区
猿
屋
町
一
七
番
地
、
目
的
は
「
綿
布
器
械
ノ
製
造
並
販
売
」、
社
員
は
松
本
常
磐
・
服
部
種
次
郎
、
社
員
の
出
資
額
は
松
本
一

万
五
〇
〇
〇
円
、
服
部
一
万
五
〇
〇
〇
円
で
あ
）
（（
（

る
。
し
た
が
っ
て
同
社
の
資
本
金
は
三
万
円
で
あ
）
（（
（

る
。
本
店
を
置
い
た
と
こ
ろ
は
服
部
種
次
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郎
の
自
宅
で
あ
）
（（
（

る
。
な
お
、
公
称
資
本
金
三
万
円
、
実
際
の
出
資
額
（
払
込
資
本
金
）
を
八
〇
〇
〇
円
と
し
て
い
る
論
考
が
あ
）
（（
（

る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
実
際
の
出
資
額
も
三
万
円
で
あ
る
。
ま
た
、
会
社
設
立
時
の
本
店
を
東
京
市
日
本
橋
区
大
坂
町
一
〇
番
地
と
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
も
誤
り
で
あ
り
、
一
一
月
二
七
日
に
猿
屋
町
か
ら
大
坂
町
に
本
店
の
移
転
登
記
が
な
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。

一
人
当
た
り
一
万
五
〇
〇
〇
円
（
現
在
価
値
三
億
円
）
出
資
の
資
金
は
ど
の
よ
う
に
調
達
さ
れ
た
の
か
。
三
井
物
産
本
店
の
元
帳
（
一
八

九
九
年
下
期
）
の
「
貸
シ
金
」
勘
定
に
、
そ
れ
ら
し
き
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。「
表
面
上
は
寺
島
昇
の
金
を
貸
し
出
）
（（
（
す
」
と
い
う
や
り
方

が
採
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
三
万
円
が
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
の
勘
定
か
ら
寺
島
昇
（
名
古
屋
支
店
長
）
に
支
出
さ
れ
（
貸
し
付
け

ら
れ
）、
寺
島
昇
か
ら
松
本
・
服
部
へ
貸
し
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
豊
田
佐
吉
は
井
桁
商
会
に
出
資
し
な
か
っ
た
。「
技
師
長
と

い
ふ
格
で
、
専
ら
発
明
に
精
進
し
た
」
と
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。

一
一
月
一
五
日
、
松
本
服
部
合
名
会
社
は
商
号
を
合
名
会
社
井
桁
商
会
に
変
更
す
る
こ
と
を
登
記
し
た
。
そ
し
て
、
同
日
、
井
桁
商
会
は

三
井
物
産
に
対
し
て
、「
豊
田
式
織
機
並
附
属
品
」
に
つ
い
て
販
売
を
依
頼
す
る
文
書
を
提
出
し
、
そ
の
「
承
諾
」
を
「
願
上
」
げ
た
。
文

書
の
内
容
は
、
第
一
に
井
桁
商
会
の
製
品
の
購
入
希
望
者
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
井
桁
商
会
に
報
告
す
る
こ
と
、
第
二
に
売
上
代
金
の
五

％
を
三
井
物
産
に
支
払
う
こ
と
、
第
三
に
井
桁
商
会
が
直
接
、
購
入
希
望
者
か
ら
注
文
を
受
け
た
場
合
も
、
三
井
物
産
に
売
上
代
金
の
五
％

を
支
払
う
こ
と
、
第
四
に
注
文
が
あ
っ
た
場
合
、
三
井
物
産
は
代
価
の
三
〇
％
を
井
桁
商
会
に
交
付
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
な
お
、

「
承
諾
」
を
求
め
た
期
間
は
一
八
九
九
年
一
一
月
一
五
日
か
ら
一
九
〇
九
年
一
一
月
一
四
日
ま
で
の
満
一
〇
か
年
で
あ
）
（1
（
る
。

こ
の
文
書
か
ら
、『
愛
知
県
史
』
の
よ
う
に
、
井
桁
商
会
が
「
三
井
物
産
と
の
一
手
販
売
契
約
を
結
ん
だ
」
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
）
（（
（
い
。

と
い
う
の
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
関
係
で
、
三
井
物
産
は
井
桁
商
会
と
の
間
で
製
品
の
一
手
販
売
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

の
た
め
、
一
手
販
売
契
約
書
を
作
成
す
る
代
わ
り
に
、
井
桁
商
会
が
文
書
を
三
井
物
産
に
提
出
し
て
、
三
井
物
産
が
そ
れ
を
受
け
取
る
と
い

う
や
り
方
が
採
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
実
上
、
三
井
物
産
が
井
桁
商
会
製
品
（
改
良
特
許
第
九
七
号
織
機
、
特
許
第
三
二
五
〇
号
管
捲
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機
、
特
許
第
三
六
〇
五
号
杼
お
よ
び
付
属
品
）
を
一
手
に
販
売
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
井
物
産
は
井
桁
商
会
と

の
間
で
契
約
書
を
締
結
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
上
、「
完
全
な
一
手
販
売
」
を
委
託
さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
九
九
年
一
一
月
二
三
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
（
七
頁
）
の
井
桁
商
会
広
告
で
は
、「
本
織
機
に
関
す
る
件
ハ
三
井
物
産
合
名

会
社
本
支
店
又
ハ
名
古
屋
市
武
平
町
三
丁
目
豊
田
佐
吉
の
内
へ
御
問
合
被
下
候
は
ば
詳
細
相
分
り
申
候
」、
一
一
月
二
六
日
の
『
中
外
商
業

新
報
』（
一
頁
）
で
は
、「
本
織
機
に
関
す
る
件
は
三
井
物
産
合
名
会
社
本
支
店
又
は
名
古
屋
市
武
平
町
二ママ
丁
目
豊
田
佐
吉
の
内
へ
御
問
合
被

下
候
は
ば
詳
細
相
分
り
申
候
」、
井
桁
商
会
支
店
（
名
古
屋
市
武
平
町
）
登
記
後
の
一
二
月
六
日
の
『
新
愛
知
』（
○
頁
）
で
は
、「
本
織
機

に
関
す
る
件
は
弊
商
会
本
支
店
又
は
三
井
物
産
合
名
会
社
本
支
店
へ
御
問
合
被
下
候
は
ゞ
詳
細
相
分
可
申
候
」
一
二
月
一
五
日
の
『
読
売
新

聞
』
朝
刊
（
八
頁
）
で
は
、「
本
織
機
に
関
す
る
件
ハ
弊
商
会
本
支
店
又
ハ
三
井
物
産
合
名
会
社
本
支
へ
御
問
合
被
下
候
ハ
ヾ
詳
細
相
分
リ

可
申
候
」
と
説
明
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
、
井
桁
商
会
が
三
井
物
産
に
販
売
を
委
託
し
て
い
る
と
は
宣
伝
し
て
い
な
い
。

一
八
九
九
年
一
二
月
一
六
日
に
は
、
井
桁
商
会
は
目
的
を
「
織
布
器
械
ノ
製
造
並
ニ
販
売
業
、
代
弁
業
、
仲
買
業
」
へ
変
更
す
る
こ
と
を

登
記
し
た
。
ま
た
、
一
一
月
二
四
日
に
支
店
を
名
古
屋
市
武
平
町
三
丁
目
一
五
番
地
に
設
置
す
る
こ
と
を
同
日
登
記
し
）
（（
（
た
。
武
平
（
ぶ
へ

い
）
町
三
丁
目
一
五
番
地
は
豊
田
佐
吉
が
土
地
を
借
り
て
工
場
を
建
て
、
織
機
の
製
造
と
織
機
に
よ
る
織
布
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で

あ
）
（（
（

る
。
豊
田
佐
吉
の
と
こ
ろ
に
、
井
桁
商
会
が
支
店
を
設
置
し
、
こ
こ
で
織
機
の
製
造
を
豊
田
佐
吉
か
ら
引
き
継
い
だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

後
、
名
古
屋
市
広
井
町
二
六
七
番
地
へ
の
支
店
設
置
を
一
九
〇
〇
年
三
月
五
日
に
登
記
し
た
。
こ
の
支
店
の
場
所
は
、
か
つ
て
の
日
本
車
輌

「
笹
島
仮
工
場
」（
一
八
九
九
年
に
日
本
車
輌
が
売
却
）
の
所
在
地
と
思
わ
れ
）
（（
（
る
。
井
桁
商
会
は
こ
こ
で
も
織
機
の
製
造
を
始
め
、
翌
一
九
〇

一
年
に
は
広
井
町
の
工
場
が
同
社
の
主
要
な
工
場
と
な
っ
）
（（
（
た
。

井
桁
商
会
が
主
に
製
造
し
た
織
機
は
改
訂
特
許
第
九
七
号
織
機
で
あ
）
（（
（
る
。
改
訂
特
許
第
九
七
号
は
、
特
許
第
三
一
七
三
号
織
機
に
つ
い
て

の
改
訂
を
一
八
九
九
年
に
出
願
し
、
同
年
中
に
取
得
し
た
も
の
で
あ
）
（（
（

る
。
こ
の
織
機
は
木
鉄
混
製
で
、「
豊
田
式
汽
力
織
機
」
と
呼
ば
れ
）
（（
（

た
。
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こ
れ
以
前
に
、
豊
田
佐
吉
は
、
一
八
九
六
年
一
一
月
一
五
日
に
力
織
機
を
発
明
し
、
一
八
九
七
年
八
月
二
五
日
に
こ
の
織
機
に
つ
い
て
特
許

を
出
願
し
、
一
八
九
八
年
八
月
一
日
に
第
三
一
七
三
号
（
期
限
一
五
年
）
と
し
て
特
許
を
取
得
し
て
い
）
（（
（
る
。
特
許
第
三
一
七
三
号
の
織
機
は
、

豊
田
佐
吉
が
日
本
で
最
初
に
発
明
・
完
成
さ
せ
た
動
力
織
機
で
あ
っ
た
。
改
訂
特
許
第
九
七
号
は
、
特
許
第
三
一
七
三
号
の
う
ち
、
た
て
糸

送
出
装
置
を
改
良
し
た
も
の
で
あ
）
（1
（

る
。

一
九
〇
一
年
時
点
で
は
、
同
社
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
井
桁
商
会
『
専
売
特
許
豊
田
式
織
機
説
明
書
』）
に
よ
る
と
、
織
立
て
の
幅
が
鯨
）
（（
（
尺

一
尺
一
寸
の
織
機
（
小
幅
織
機
）
か
ら
同
二
尺
四
寸
（
広
幅
織
機
）
ま
で
の
幅
の
織
機
を
製
造
し
て
い
る
（
全
部
で
何
種
類
の
幅
の
織
機
を

製
造
し
て
い
る
か
不
明
）。
と
は
い
え
、
製
造
・
注
文
の
ほ
と
ん
ど
は
小
幅
織
機
と
思
わ
れ
る
。
三
井
物
産
営
業
部
が
一
八
九
九
年
九
月
一

一
日
付
け
で
豊
田
佐
吉
発
明
の
上
記
小
幅
織
機
の
一
手
販
売
を
三
井
物
産
社
長
に
願
い
出
た
と
き
、
豊
田
佐
吉
は
上
記
小
幅
織
機
（
木
鉄
混

製
の
織
機
）
を
三
八
円
で
販
売
し
て
い
た
。
製
造
原
価
は
二
三
円
〇
二
銭
な
の
で
、
一
台
当
た
り
一
四
円
九
八
銭
の
利
益
で
あ
っ
）
（（
（

た
。
お
そ

ら
く
井
桁
商
会
も
、
鯨
尺
一
尺
一
寸
の
小
幅
機
を
三
八
円
（
一
九
〇
〇
年
に
販
売
と
す
る
と
、
現
在
価
値
六
六
万
円
）
で
売
り
出
し
た
と
思

わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
輸
入
の
広
幅
鉄
製
織
機
は
一
九
〇
一
年
頃
、
一
六
〇
円
―
四
八
〇
円
（
現
在
価
値
二
一
三
万
円
―
六
三
八
万
円
）
く

ら
い
で
あ
り
、
こ
れ
に
比
し
て
、
井
桁
商
会
の
織
機
は
極
め
て
廉
価
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
二
年
一
〇
月
時
点
で
は
、
井
桁
商
会
は
四
種
類
の
幅
の
織
機
を
製
造
し
て
い
る
。
鯨
尺
一
尺
幅
（
並
製
）
三
三
円
（「
定
価
」、
以

下
同
じ
）、
同
一
尺
一
寸
幅
（
特
製
）
三
八
円
、
同
一
尺
三
寸
幅
（
改
良
製
）
五
五
円
、
同
一
尺
三
寸
幅
（
改
良
特
製
）
六
五
円
、
同
二
尺

四
寸
幅
（
並
製
）
六
五
円
、
同
二
尺
四
寸
幅
（
特
製
）
七
五
円
の
計
六
種
類
の
織
機
を
製
造
し
て
い
）
（（
（
る
。
広
幅
に
含
ま
れ
る
鯨
尺
二
尺
四
寸

（
九
〇
・
九
）
幅
の
織
機
も
製
造
し
て
は
い
る
も
の
の
、
販
売
台
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

織
機
の
生
産
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
会
社
設
立
か
ら
二
か
月
後
の
一
九
〇
〇
年
一
月
二
一
日
、
三
井
物
産
の
内
地
支
店
長
会
議
に
お
い

て
、
名
古
屋
支
店
長
寺
島
昇
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
）
（（
（

る
。
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今
日
ハ
製
造
方
ヲ
名
古
屋
車
輌
会
社
ニ
託
シ
一
ヶ
月
五
百
台
宛
ヲ
造
ル
ノ
約
束
ナ
ル
モ
其
運
ニ
至
ラ
ス
、
十
二
月
ニ
ハ
五
十
台
、
一

月
ニ
ハ
二
百
台
ヲ
作
リ
得
ヘ
キ
予
定
ナ
リ
、
然
ル
ニ
注
文
ハ
非
常
ニ
多
ク
名
古
屋
ノ
ミ
ニ
テ
モ
既
ニ
注
文
台
数
七
百
五
十
ニ
上
リ
、
其

後
続
々
申
込
ア
ル
モ
出
来
期
限
不
明
ナ
ル
ト
以
テ
仮
相
談
ニ
止
ム
ル
位
ナ
リ

井
桁
商
会
は
自
社
工
場
で
織
機
を
製
造
す
る
だ
け
で
は
注
文
に
追
い
つ
か
な
い
た
め
、
会
社
設
立
後
直
ぐ
に
日
本
車
輌
株
式
会
社
（
本
社

は
名
古
屋
市
）
に
生
産
を
依
頼
し
て
い
た
。
一
八
九
九
年
一
二
月
は
五
〇
台
製
造
、
一
九
〇
〇
年
一
月
は
二
〇
〇
台
製
造
予
定
で
あ
り
、
約

束
で
は
一
か
月
五
〇
〇
台
ま
で
日
本
車
輌
は
製
造
を
請
け
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
寺
島
の
説
明
か
ら
推
測
す
る
と
、
井
桁
商
会

で
の
自
社
製
造
よ
り
も
、
日
本
車
輌
で
の
下
請
け
製
造
の
方
が
製
造
規
模
は
ず
っ
と
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。

日
本
車
輌
で
は
一
九
〇
〇
年
一
月
一
五
日
の
定
時
株
主
総
会
で
監
査
役
に
松
本
常
磐
（
井
桁
商
会
社
員
）
を
選
出
し
、
井
桁
商
会
と
経
営

上
の
関
係
を
つ
け
た
（
松
本
は
三
年
間
勤
め
て
、
退
任
は
一
九
〇
三
年
一
月
一
四
日
）。
当
時
の
日
本
車
輌
は
不
況
下
に
お
い
て
鉄
道
車
両

の
注
文
激
減
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
日
本
車
輌
に
と
っ
て
も
井
桁
商
会
か
ら
の
織
機
製
造
の
依
頼
は
難
局
を
乗
り
切
る
助
け
と
な
っ
た
。
織

機
製
造
が
軌
道
に
の
っ
た
一
九
〇
〇
年
下
期
（
七
―
一
二
月
）
で
は
売
上
高
六
万
三
〇
八
〇
円
の
う
ち
、
井
桁
商
会
が
二
万
二
二
二
七
円
に

上
っ
た
（
売
上
高
全
体
の
三
五
・
二
％
）。
そ
の
後
、
井
桁
商
会
へ
の
売
上
高
は
一
九
〇
一
年
上
期
四
九
一
四
円
、
同
下
期
四
九
四
円
へ
と
低

下
し
、
一
九
〇
二
年
上
期
二
二
七
五
円
と
増
加
し
た
の
ち
、
一
九
〇
二
年
下
期
か
ら
消
滅
し
て
い
）
（（
（
る
。

と
こ
ろ
で
、
井
桁
商
会
は
一
九
〇
一
年
三
月
二
七
日
に
本
店
を
愛
知
県
名
古
屋
市
広
井
町
二
六
一
番
戸
に
移
転
し
た
。
井
桁
商
会
は
名
古

屋
市
広
井
町
に
本
店
を
置
き
、
武
平
町
に
支
店
を
有
す
る
企
業
と
な
っ
た
（
広
井
町
二
六
七
番
地
の
支
店
は
三
月
二
七
日
に
廃
）
（（
（
止
）。
と
こ

ろ
が
豊
田
佐
吉
は
井
桁
商
会
を
退
職
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
一
九
〇
一
年
末
ま
で
に
退
職
し
た
と
す
る
説
は
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
よ
う
に
早



三井物産による海外綿布市場の開拓と織機メーカー・織布工場（鈴木）

19

す
ぎ
）
（（
（

る
。

ま
た
、
退
職
の
理
由
に
つ
い
て
、『
豊
田
佐
吉
伝
』
は
、「
営
利
と
発
明
の
衝
突
か
ら
生
れ
る
事
情
が
続
出
し
て
動
も
す
れ
ば
両
立
し
難
き

事
多
く
、
翁
は
遂
に
会
社
か
ら
身
を
退
い
た
の
で
あ
つ
た
」
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
記
述
に
依
拠
し
て
、「
井
桁
商
会
が
結
局
失

敗
し
た
理
由
、
豊
田
佐
吉
が
同
社
を
辞
任
し
た
要
因
と
し
て
は
、
会
社
側
た
る
役
員
二
人
と
、
豊
田
佐
吉
と
の
間
の
、
経
営
方
針
を
め
ぐ
る

対
立
が
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
）
（（
（
る
」
と
い
う
評
価
が
生
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
『
豊
田
佐
吉
伝
』
に
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
評
価
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
妥
当
で
は
な
い
。
以
下
、
五
点
に
わ
た
っ
て
理
由
を
述
べ
る
。

第
一
に
、
豊
田
佐
吉
が
発
明
し
た
織
機
（
改
訂
特
許
第
九
七
号
）
に
は
性
能
の
点
で
問
題
が
あ
っ
た
。
技
師
の
高
辻
奈
良
造
は
「
何
百
台

と
い
ふ
様
な
多
数
を
一
工
場
内
に
据
附
く
る
が
如
き
事
あ
れ
ば
、
久
し
か
ら
ず
し
て
く
る
ひ
、
不
調
子
の
修
理
に
追
つ
附
か
な
く
な
り
、
其

操
業
を
廃
止
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
事
に
立
至
り
て
本
織
機
の
信
用
は
全
く
地
に
落
ち
、
同
時
に
豊
田
の
名
も
傷
つ
け
ら
れ
て
再
び
立
つ
能
は

ざ
る
事
に
な
る
は
見
え
透
い
た
道
理
で
あ
る
。
由
つ
て
本
織
機
の
注
文
に
は
一
口
或
少
数
台
数
の
も
の
に
限
り
引
受
く
る
事
、
並
に
其
使
用

年
限
の
長
か
ら
ざ
る
事
の
了
解
あ
る
向
き
の
み
に
対
し
て
応
諾
す
る
事
に
で
も
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
」、
そ
の
点
に
つ
い
て
豊
田
佐
吉
に

意
見
を
求
め
た
。
井
桁
商
会
設
立
か
ら
約
一
か
月
後
の
一
二
月
一
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
豊
田
佐
吉
は
「
高
辻
さ
ん
、
そ

ん
な
事
は
お
尋
ね
迄
も
あ
り
ま
せ
ん
、
こ
の
次
上
京
せ
ら
る
ゝ
時
に
本
織
機
販
売
関
係
の
人
達
に
お
話
の
通
り
の
制
限
受
注
の
事
を
篤
と
御

注
意
く
だ
さ
れ
た
い
」
と
述
べ
、
今
後
、
鉄
製
小
幅
織
機
を
考
案
す
る
見
込
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
語
っ
た
と
い
）
（（
（
う
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
織
機
（
改
良
特
許
第
九
七
号
）
で
は
、
遠
か
ら
ず
し
て
狂
い
が
生
じ
、
そ
れ
を
修
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
が
、
井
桁
商
会
設
立
直
後
に
お
い
て
、
高
辻
に
も
豊
田
佐
吉
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。

第
二
に
、
こ
の
織
機
で
の
織
布
の
前
工
程
に
も
後
工
程
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
先
述
の
一
九
〇
〇
年
一
月
の
三
井
物
産
内
地
支
店
長
会
議
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で
の
席
上
、
名
古
屋
支
店
長
寺
島
昇
は
「
前
後
ノ
設
備
未
タ
完
全
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
大
数
ヲ
据
付
ク
ル
モ
之
カ
始
末
方
困
難
」
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
「
今
日
ハ
糊
付
器
械
ノ
設
備
ナ
キ
為
メ
糊
ヲ
手
ニ
テ
コ
ネ
、
一
反
宛
塗
ル
ト
云
フ
カ
如
キ
有
様
ナ
リ
、
又
機
ニ
掛
ケ
ル
前
糸
ヲ
揃
ヘ

ル
器
械
ノ
如
キ
モ
モ
旧
式
ノ
モ
ノ
ニ
拠
リ
ツ
ヽ
ア
ル
現
況
ナ
レ
ハ
是
等
モ
改
良
ヲ
要
ス
」
と
い
う
。
し
か
も
織
機
だ
け
は
安
く
て
も
、「
前

後
ノ
器
械
ハ
鉄
製
ノ
外
国
品
等
ヲ
買
入
レ
サ
レ
ヘ
カ
ラ
ス
、
甚
タ
不
釣
合
」
に
な
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、「
大
口
物
ハ
引
合
ヲ
見
合
ハ

セ
」
て
お
り
、「
今
日
ノ
処
ニ
テ
は
十
台
、
二
十
台
位
ヲ
据
付
ケ
水
車
又
ハ
石
油
機
関
ヲ
応
用
シ
テ
、
織
立
ヲ
為
ス
位
カ
丁
度
」
良
い
と
述

べ
て
い
）
（1
（

る
。

以
上
に
述
べ
た
第
一
、
第
二
は
、
数
百
台
規
模
の
大
口
の
受
注
を
す
べ
き
で
は
な
く
、
受
注
を
小
口
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ

と
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
小
口
に
受
注
を
限
定
し
て
も
、
問
題
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
、「
色
々
と
問
題
が
起
こ
り
、

豊
田
を
は
じ
め
松
本
・
服
部
、
は
て
は
寺
島
ま
で
引
ぱ
り
出
さ
れ
て
大
苦
労
を
」
し
た
と
い
う
。

そ
の
一
例
が
白
木
綿
の
産
地
の
伊
勢
松
坂
で
、
白
木
綿
を
製
織
す
る
た
め
に
井
桁
商
会
へ
織
機
を
発
注
し
た
白
塚
大
三
郎
の
件
で
あ
る
。

こ
の
件
は
、
白
塚
大
三
郎
ら
三
人
が
業
務
担
当
社
員
で
あ
っ
た
松
阪
木
綿
合
資
会
社
（
一
八
九
九
年
四
月
設
立
、
資
本
金
二
万
円
、
本
社
は

阪
南
郡
松
阪
町
）
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
〇
二
年
時
点
で
み
る
と
、
同
社
の
織
物
工
場
（
製
造
品
種
は
「
綿
布
類
」）
は
、
職

工
が
男
七
人
、
女
一
〇
五
人
で
あ
）
（（
（

り
、
中
小
規
模
の
工
場
で
あ
る
。
こ
の
工
場
は
「
急
製
の
バ
ラ
ッ
ク
で
」、
そ
こ
に
発
動
機
と
し
て
、
当

時
英
国
で
最
も
評
判
の
よ
い
英
国
製
の
チ
ャ
ン
バ
ー
を
用
い
、
シ
ャ
フ
ト
は
当
時
の
権
威
者
服
部
俊
一
博
士
が
日
本
車
輌
で
作
っ
て
も
ら
っ

た
も
の
を
用
い
た
。
白
塚
は
、
こ
の
よ
う
に
遺
漏
な
く
工
作
し
て
井
桁
商
会
製
の
織
機
を
据
え
付
け
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
運
転
を
始
め
る
と
、
織
機
の
杼
が
飛
び
出
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。
白
塚
が
調
べ
て
ほ
し
い
と
い
っ
て
き
た
た
め
、
名
古
屋
か
ら

豊
田
佐
吉
ら
が
出
向
い
て
調
査
し
た
結
果
、
第
一
に
工
場
が
バ
ラ
ッ
ク
の
た
め
、
シ
ャ
フ
ト
が
歪
む
こ
と
、
第
二
に
地
業
（
地
盤
に
施
さ
れ

る
基
礎
工
事
部
分
）
が
悪
い
た
め
に
発
動
機
が
傾
い
て
、
故
障
が
頻
発
す
る
こ
と
、
第
三
に
織
機
に
も
不
完
全
な
部
分
が
あ
る
こ
と
が
判
明
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し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
「
修
正
を
一
々
や
り
、
そ
の
間
、
白
塚
方
も
、
豊
田
方
も
非
常
な
努
力
で
あ
っ
た
。
か
く
て
漸
く
運
転
す
る
様
に

な
っ
た
と
い
う
」。

こ
れ
に
加
え
て
、
白
塚
か
ら
織
機
代
金
の
一
部
返
金
を
求
め
ら
れ
た
。
協
議
は
難
航
し
た
も
の
の
、
一
九
〇
二
年
七
月
九
日
、
よ
う
や
く

返
金
額
で
妥
協
が
成
立
し
て
い
）
（（
（

る
。
妥
協
成
立
時
点
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
、
豊
田
佐
吉
は
一
九
〇
一
年
末
ま
で
に
井
桁
商
会
を
退
職
し
た

の
で
は
な
く
、
一
九
〇
二
年
に
入
っ
て
も
在
職
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

の
ち
に
豊
田
佐
吉
は
退
職
し
た
。
豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
を
退
職
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
河
村
直
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
色
々
面
倒
な
こ
と
が
続
出
し
て
困
つ
た
。
豊
田
佐
吉
は
自
分
の
発
明
を
本
当
に
生
か
し
て
、
大
成
さ
せ
る
為
め
に
は
、
こ
ん

な
営
利
的
仕
事
に
忙
殺
さ
れ
て
ゐ
て
は
駄
目
だ
。
何
と
か
し
て
発
明
の
研
究
を
十
分
に
や
り
度
い
も
の
）
（（
（
だ
」。
河
村
は
、
経
営
方
針
を
め
ぐ

る
対
立
の
た
め
で
は
な
く
、
営
利
的
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
て
発
明
に
費
や
す
こ
と
に
専
念
す
る
た
め
に
、
退
職
し
た
と
見
て
い
る
。

第
三
に
、
松
本
常
磐
・
服
部
種
次
郎
を
保
証
人
と
し
、
特
許
証
書
を
担
保
に
し
て
、
豊
田
佐
吉
は
三
井
物
産
か
ら
八
〇
〇
〇
円
（
現
在
価

値
一
億
〇
六
四
〇
万
円
）
を
無
利
子
で
借
り
て
い
る
。
豊
田
は
こ
の
金
を
発
明
の
た
め
の
資
金
や
後
述
す
る
織
布
業
経
営
に
充
当
し
た
と
思

わ
れ
）
（（
（

る
。

　
　
　
証

一
、
金
八
千
円
也
　
　
　
　
　
　
　
　
但
無
利
息

右
者
改
訂
特
許
第
九
七
号
織
機
特
許
証
書
ヲ
質
入
借
用
仕
候
処
実
正
也

御
返
済
之
義
ハ
明
治
三
十
五
年
五
月
ヨ
リ
特
許
料
ト
シ
テ
合
名
会
社
井
桁
商
会
ヨ
リ
受
取
ベ
キ
金
員
ノ
内
ヨ
リ
織
機
壱
台
ニ
付
、
金
壱

円
五
十
銭
ノ
割
合
ヲ
以
テ
御
返
納
可
仕
候
、
仍
テ
農
商
務
省
特
許
証
相
添
ヘ
証
書
如
件
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但
シ
本
契
約
ノ
特
許
証
書
書
入
ニ
関
ス
ル
御
入
用
ニ
書
類
ニ
対
シ
テ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
調
印
可
仕
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
古
屋
市
武
平
町
三
丁
目
拾
五
番
地

　
明
治
三
十
五
年
五
月
一
日
　
　
　
　
　
　
借
用
主
　
　
　
豊
田
佐
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
保
証
人
　
　
合
名
会
社
井
桁
商
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
桁
商
会
社
印
　
松
本
常
磐
　
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
服
部
種
次
郎
　
㊞

　
　
　
寺
島
昇
殿

井
桁
商
会
を
豊
田
佐
吉
が
退
職
し
た
の
は
、
一
九
〇
一
年
末
ま
で
に
で
は
な
く
、
八
〇
〇
〇
円
を
借
り
入
れ
る
一
九
〇
二
年
の
五
月
以
前

で
あ
ろ
う
。
豊
田
は
、
井
桁
商
会
に
二
年
半
く
ら
い
勤
務
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
一
九
〇
二
年
版
の
『
工
場
通
覧
』（
年
末
現
在
の
状

況
を
示
し
て
い
る
と
推
定
）
で
は
、「
井
桁
商
会
工
場
」
の
所
在
地
が
地
名
変
更
（
一
九
〇
一
年
四
月
一
七
日
）
に
伴
い
堀
内
町
と
な
っ
て

い
）
（（
（

る
。
本
社
の
所
在
地
も
、
堀
内
町
四
丁
目
と
な
っ
）
（（
（

た
。

と
こ
ろ
で
、
豊
田
佐
吉
が
借
り
た
八
〇
〇
〇
円
に
つ
い
て
は
、
井
桁
商
会
で
織
機
一
台
が
売
れ
る
ご
と
に
「
織
機
特
許
料
ト
シ
テ
」
一
円

五
〇
銭
が
三
井
物
産
へ
返
済
さ
れ
る
た
め
、
五
三
三
四
台
が
売
れ
る
と
完
済
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
織
機
が
ま
っ
た
く
売
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ま
っ
た
く
返
済
す
る
こ
と
で
き
な
か
っ
た
。
借
入
日
か
ら
計
算
す
る
と
、
半
年
以
上
、
織
機
が
ま
っ
た
く
売

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

井
桁
商
会
は
経
営
的
に
行
き
詰
ま
り
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
二
月
八
日
、
井
桁
商
会
の
服
部
種
次
郎
は
三
井
物
産
に
対
し
て
「
陳

情
書
」
を
提
出
し
た
。
こ
の
な
か
で
、
第
一
に
、「
不
景
気
ニ
テ
織
機
ノ
販
路
ハ
益
閉
塞
シ
」、
そ
の
た
め
「
豊
田
佐
吉
貸
金
八
千
円
モ
販
売
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セ
ザ
ル
上
ハ
取
立
ツ
ベ
キ
見
込
ト
テ
モ
無
之
」、
第
二
に
、
織
機
一
七
五
台
を
担
保
に
井
桁
商
会
が
三
井
物
産
か
ら
借
り
入
れ
て
い
た
六
三

〇
〇
円
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
相
当
分
の
織
機
引
渡
し
の
見
込
み
が
立
た
な
い
と
述
べ
、
救
済
を
願
い
出
）
（（
（
た
。

三
井
物
産
は
、
松
本
・
服
部
に
対
し
て
「
最
初
井
桁
商
会
組
織
ヲ
勧
誘
シ
タ
ル
関
係
モ
有
之
」
の
で
、「
歎
願
ヲ
容
レ
全
部
」（
八
〇
〇
〇

円
と
六
三
〇
〇
円
）
を
「
免
除
」
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
豊
田
佐
吉
は
借
金
八
〇
〇
〇
円
の
返
済
を
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
し
、
経
営
方
針
を
め
ぐ
っ
て
豊
田
佐
吉
と
井
桁
商
会
が
対
立
し
て
、
豊
田
が
井
桁
商
会
を
退
職
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
三
井
物
産
は
現
在
価

値
一
億
円
を
上
回
る
借
金
の
全
額
免
除
と
い
う
優
遇
措
置
を
講
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
井
桁
商
会
の
経
営
方

針
を
巡
っ
て
対
立
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
豊
田
の
借
金
に
重
い
責
任
を
負
う
保
証
人
を
井
桁
商
会
が
引
き
受
け
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
経
営
方
針
を
め
ぐ
る
対
立
を
豊
田
退
職
の
理
由
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。

第
四
に
、
一
九
〇
三
年
一
〇
月
頃
の
時
点
で
三
井
物
産
が
作
成
し
た
「
台
湾
及
内
地
向
小
幅
綿
布
製
織
工
場
」
設
立
計
画
に
、
豊
田
佐
吉

が
協
力
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
計
画
で
建
て
ら
れ
た
予
算
と
機
械
の
選
択
は
、
豊
田
佐
吉
、
寺
島
昇
、
藤
野
亀
之
助
ら

が
「
立
会
査
定
セ
シ
モ
ノ
」
で
あ
っ
た
。
工
場
に
、
豊
田
佐
吉
が
一
九
〇
三
年
に
発
明
し
た
自
動
織
機
（
特
許
申
請
中
）
一
五
〇
台
（
一
台

一
〇
〇
円
）
を
設
置
し
て
、「
本
織
機
ノ
運
転
及
綿
布
ノ
製
織
ハ
豊
田
佐
吉
氏
之
ヲ
担
当
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
宿
料
、
旅
費
及
交
際
費
ト
シ
テ
一

ケ
月
金
五
拾
円
ヲ
給
シ
、
年
度
末
ニ
於
テ
計
算
尻
利
益
ノ
一
割
ヲ
報
酬
ス
ル
予
定
」
で
あ
っ
）
（（
（

た
。

以
上
述
べ
た
五
点
か
ら
、
会
社
側
た
る
役
員
二
人
と
豊
田
佐
吉
と
の
間
の
経
営
方
針
を
め
ぐ
る
対
立
の
た
め
豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
を
退

職
し
た
と
す
る
捉
え
方
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

改
め
て
井
桁
商
会
の
織
機
販
売
に
つ
い
て
み
る
と
、
プ
ラ
ッ
ト
社
か
ら
の
制
約
の
た
め
、
三
井
物
産
は
井
桁
商
会
製
の
織
機
を
代
理
店
と

し
て
販
売
し
て
い
る
こ
と
を
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
で
広
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
一
九
〇
二
年
で
み
る
と
、
井
桁
商
会
は

東
京
の
「
服
部
商
会
」（「
日
本
橋
区
大
伝
馬
町
二
丁
目
廿
五
番
地
」）
を
「
合
名
会
社
井
桁
商
会
代
理
店
　
電
話
浪
花
千
七
十
九
番
」」
と
し
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て
『
大
日
本
織
物
協
会
会
報
』
に
広
告
し
て
い
）
（（
（

る
。

と
こ
ろ
で
豊
田
佐
吉
の
退
職
後
、
井
桁
商
会
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
井
桁
商
会
の
工
場
を
み
る
と
、
職
工
数
は
男
三
八

人
、
女
一
二
人
（
一
九
〇
二
年
一
二
月
三
一
日
現
在
と
推
定
）
か
ら
一
九
〇
四
年
一
二
月
三
一
日
現
在
に
は
男
一
〇
人
に
激
減
し
）
（1
（
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
、
持
ち
直
し
て
、
一
九
〇
八
年
男
二
五
人
、
一
九
一
〇
年
男
二
八
人
、
女
一
人
、
一
九
一
三
年
男
二
〇
人
、
女
一
人
と
推
移
し

て
い
る
。
生
産
数
量
は
、
一
九
〇
八
年
「
豊
田
式
織
機
」
八
六
六
台
（
価
額
四
万
三
〇
〇
〇
円
）、
一
九
一
〇
年
「
力
織
機
」
五
六
六
台

（
三
万
八
八
七
五
円
）・「
付
属
器
」
六
一
台
（
六
二
二
二
円
）、
一
九
一
三
年
「
力
織
機
」
四
〇
八
台
（
二
万
五
五
〇
九
円
）・「
付
属
機
械
」

三
八
台
（
三
一
二
六
円
）
で
あ
っ
た
。
次
第
に
織
機
の
生
産
台
数
は
減
少
し
て
お
り
、
細
々
と
織
機
生
産
が
継
続
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
）
（（
（

る
。

ま
た
、
一
九
〇
二
年
頃
に
井
桁
商
会
は
資
本
金
三
万
円
を
減
資
し
て
、
資
本
金
一
万
円
（
払
込
六
〇
〇
〇
円
）
と
し
）
（（
（
た
。
さ
ら
に
、
一
九

〇
二
年
後
半
頃
に
松
本
常
磐
が
井
上
馨
の
推
薦
で
九
州
の
炭
礦
主
貝
島
太
助
の
顧
問
の
よ
う
な
職
に
つ
い
た
た
め
、
井
桁
商
会
の
社
員
か
ら

抜
け
て
、
社
員
は
服
部
種
次
郎
だ
け
に
な
っ
）
（（
（

た
。
そ
の
後
、
服
部
種
次
郎
は
一
九
一
四
年
頃
ま
で
井
桁
商
会
の
事
業
を
継
続
し
、
同
年
頃
に

事
業
を
停
止
し
た
よ
う
で
あ
）
（（
（
る
。

3
．
豊
田
佐
助
と
の
織
機
一
手
販
売
契
約
［
Ｂ
系
製
品
関
係
］

一
九
〇
二
年
の
豊
田
佐
吉
の
井
桁
商
会
退
職
か
ら
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
二
月
九
日
の
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
設
立
ま
で
の
間
に
、

豊
田
佐
吉
（
豊
田
商
会
）
は
新
た
な
織
機
を
開
発
し
、
販
売
し
た
。
こ
の
間
の
、
新
織
機
「
小
幅
自
働
織
機
」
の
「
販
売
は
三
井
物
産
名
古

屋
支
店
が
担
当
し
た
。
井
桁
商
会
と
の
関
係
悪
化
後
は
三
井
物
産
が
直
接
に
豊
田
の
発
明
活
動
を
援
助
し
て
い
）
（（
（
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
関
係
あ
る
い
は
契
約
が
豊
田
佐
吉
（
豊
田
商
会
）
と
結
ば
れ
て
い
た
の
か
は
未
解
明
で
あ
っ
た
。

以
下
で
は
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
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既
述
の
よ
う
に
豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
を
退
職
し
た
の
は
、
一
九
〇
二
年
の
五
月
以
前
と
推
定
さ
れ
る
。『
豊
田
佐
吉
伝
』
は
、
豊
田
佐

吉
が
一
九
〇
二
年
に
元
の
武
平
町
工
場
で
織
布
業
を
始
め
、
新
た
に
借
り
入
れ
た
西
新
町
工
場
と
の
両
所
で
一
三
八
台
の
織
機
を
運
転
し
た
、

こ
れ
が
豊
田
商
会
の
始
ま
り
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
豊
田
商
会
は
法
人
組
織
で
は
な
く
、
個
人
商
店
で
あ
る
。

一
九
〇
四
年
版
の
『
工
場
通
覧
』
に
よ
る
と
、
西
新
町
所
在
の
「
豊
田
第
三
織
工
場
」（
持
主
は
豊
田
佐
助
）
の
創
業
は
一
九
〇
二
年
三

月
で
あ
り
、
豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
か
ら
の
退
職
に
合
わ
せ
て
、
西
新
町
工
場
を
創
業
し
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
〇
四
年
一
二
月
三
一
日
現

在
、
職
工
は
男
七
人
、
女
五
〇
人
で
あ
っ
た
。
同
日
現
在
、「
豊
田
第
一
織
工
場
」（
武
平
町
、
持
主
は
豊
田
佐
吉
）
で
は
男
四
人
、
女
二
一

人
で
あ
っ
た
。
仮
に
、
女
工
一
人
当
た
り
二
台
取
扱
と
見
積
も
る
と
、
七
一
人
で
一
四
二
台
の
織
機
が
稼
働
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

『
工
場
通
覧
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
第
二
織
工
場
は
、
一
九
〇
〇
年
八
月
創
業
の
「
豊
田
織
布
工
場
」（
工
場
主
豊
田
平
吉
）
で
あ
）
（（
（
る
。
豊

田
佐
吉
は
こ
の
よ
う
に
織
布
業
を
経
営
し
な
が
ら
、「
そ
こ
か
ら
生
ず
る
利
益
金
を
試
験
費
に
充
当
し
」
た
と
い
）
（（
（

う
。

織
機
に
つ
い
て
新
た
な
装
置
を
考
え
て
試
験
を
お
こ
な
っ
た
豊
田
佐
吉
は
弟
の
豊
田
佐
助
の
名
前
で
、
一
九
〇
三
年
八
月
六
日
に
、
杼
の

交
換
装
置
と
た
て
糸
切
断
自
動
停
止
装
置
な
ど
に
つ
い
て
出
願
し
、
同
年
一
一
月
四
日
に
第
六
七
八
七
号
特
許
を
え
た
。
杼
の
交
換
装
置
と

た
て
糸
切
断
自
動
停
止
装
置
を
含
ん
だ
織
機
は
、「
自
動
織
機
と
し
て
の
要
件
を
備
え
た
発
明
で
あ
っ
）
（（
（

た
」。

つ
い
で
一
九
〇
四
年
四
月
一
六
日
に
第
六
七
八
七
号
特
許
の
「
一
要
部
ヲ
利
用
」
し
た
も
の
で
、
た
て
糸
を
激
し
く
引
き
下
げ
る
た
め
切

断
し
や
す
か
っ
た
欠
点
を
是
正
す
る
装
置
に
つ
い
て
出
願
し
、
同
年
八
月
一
〇
日
に
第
七
六
七
六
号
特
許
を
取
得
し
、
さ
ら
に
同
年
四
月
二

三
日
に
第
六
七
八
七
号
特
許
の
「
一
要
部
ヲ
利
用
セ
ル
追
加
」
と
し
て
停
止
時
に
杼
が
飛
び
出
な
い
よ
う
に
し
た
機
に
つ
い
て
出
願
し
て
、

同
年
六
月
一
日
に
第
七
四
三
三
号
特
許
を
取
得
し
、
同
年
一
一
月
二
八
日
に
自
動
的
換
莩
装
置
に
つ
い
て
出
願
し
て
、
翌
一
九
〇
五
年
一
月

一
九
日
に
第
八
三
二
〇
号
特
許
を
取
得
し
）
（（
（
た
。
こ
の
よ
う
に
一
九
〇
四
年
か
ら
一
九
〇
五
年
の
間
に
、
四
件
に
つ
い
て
、
豊
田
佐
吉
は
す
べ

て
豊
田
佐
助
の
名
前
で
特
許
を
取
得
し
た
の
で
あ
る
。
佐
吉
が
自
分
の
名
前
で
特
許
を
取
得
す
る
と
、
井
桁
商
会
に
そ
の
特
許
の
利
用
を
認
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め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
佐
助
の
名
前
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。

新
た
な
装
置
を
考
案
し
た
豊
田
佐
吉
は
、
武
平
町
で
、
こ
れ
ら
の
装
置
を
備
え
た
織
機
の
製
造
を
始
め
た
。
そ
の
際
、
販
売
面
で
再
び
三

井
物
産
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
井
物
産
で
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
二
月
一
四
日
に
議
案
「
豊
田
式
織
機
一
手
販
売
契
約
締

結
ノ
件
」
を
廻
議
に
か
け
、
名
古
屋
支
店
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
承
認
し
）
（1
（

た
。
了
承
し
た
契
約
書
草
案
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
契
約
書
草
案

明
治
三
十
八
年
　
月
　
日
名
古
屋
市
西
新
町
弐
丁
目
拾
五
番
地
豊
田
佐
助
（
以
下
甲
ト
称
ス
）
ト
三
井
物
産
合
名
会
社
名
古
屋
支
店

（
以
下
、
乙
ト
称
ス
）
ト
ノ
間
ニ
左
ノ
契
約
ヲ
締
結
ス

第
壱
条
　
甲
ハ
自
己
ノ
発
明
ニ
係
ル
農
商
務
省
特
許
局
特
許
第
六
七
八
七
号
、
同
追
加
特
許
第
七
四
参
参
号
及
利
用
発
明
特
許
第
七
六

七
六
号
ノ
豊
田
式
新
式
鉄
製
織
機
ノ
本
邦
及
海
外
「
（
朱
書
）ニ

於
ケ
ル
」
一
手
販
売
ヲ
乙
ニ
委
托
シ
乙
ハ
之
ヲ
承
諾
セ
リ

第
弐
条
　
乙
ハ
契
約
締
結
ト
同
時
ニ
乙
ノ
各
地
本
支
店
ヲ
シ
テ
甲
ノ
前
記
織
機
ノ
販
売
方
ヲ
充
分
尽
力
ス
「
（
朱
書
）セ
シ
ム
」
ベ
キ

　
「
（
朱
書
）但

乙
ハ
本
契
約
ニ
依
リ
甲
ノ
希
望
ス
ル
以
外
ノ
織
機
ノ
取
扱
ヲ
制
限
セ
ラ
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」

第
参
条
　
甲
ハ
本
契
約
有
効
期
間
内
ハ
乙
ノ
手
ヲ
経
ズ
シ
テ
「
（
朱
書
）第

一
条
ノ
織
機
」
他
ニ
販
売
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス

　
従
ツ
テ
甲
ガ
他
ヨ
リ
需
要
ノ
申
込
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
之
ヲ
乙
ニ
通
知
シ
乙
ノ
取
扱
ニ
移
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
四
「
（
朱
書
）

五
」
条
　
前
記
「
（
朱
書
）

乙
ニ
於
テ
」
織
機
ハ
「
（
朱
書
）

前
条
ニ
依
リ
乙
ヨ
リ
製
造
ノ
申
出
デ
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
」
甲
ノ
「
（
朱
書
）

ハ
」
自

己
「
（
朱
書
）ノ

」
工
場
若
ク
バ
大
坂
市
南
区
難
波
桜
川
町
木
本
鉄
工
所
ニ
「
（
朱
書
）之

ヲ
」
制
作
供
給
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
五
「
（
朱
書
）四
」
条
　
乙
ハ
注
文
ヲ
受
ク
ル
「
（
朱
書
）引
受
ノ
」
都
度
其
注
文
主
、
員
数
、
代
価
、
引
渡
期
限
ヲ
甲
ニ
報
告
シ
甲
ノ
承
諾
ヲ
受

ク
ベ
シ
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第
六
条
　
乙
ハ
売
上
手
数
料
ト
シ
テ
売
上
高
ニ
対
シ
「
（
朱
書
）代

金
中
ヨ
リ
」
内
地
販
売
ハ
百
分
ノ
弐
・
五
、
海
外
販
売
ハ
百
分
ノ
五
ヲ
注

文
者
ヨ
リ
ノ
受
タ
ル
代
金
額
ヨ
リ
「
（
朱
書
）ヲ

」
引
去
リ
其
残
額
ヲ
甲
ニ
交
附
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
シ
「
（
朱
書
）シ

」

但
シ
甲
ノ
要
求
ア
ル
時
ハ
其
指
定
人
ニ
交
附
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
七
条
　
乙
ガ
「
（
朱
書
）前

条
甲
ヨ
リ
受
ク
ル
売
上
手
数
料
以
外
ニ
」
注
文
主
ニ
対
シ
要
求
ス
ル
乙
ノ
「
（
朱
書
）ヨ

リ
受
取
ル
」
取
扱
口
銭
ハ
内

地
売
ニ
ハ
百
分
ノ
弐
・
五
、
海
外
売
ニ
ハ
百
分
ノ
五
以
内
タ
ル
ベ
シ
「
（
朱
書
）ヲ
限
度
ト
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」

第
八
条
　
甲
ハ
前
記
引
受
機
械
「
（
朱
書
）

織
機
製
造
上
」
ニ
付
キ
充
分
ノ
監
督
ヲ
ナ
シ
「
（
朱
書
）

ス
ヘ
シ
」
万
一
製
作
不
能
「
（
朱
書
）

良
」
不
完
全
若

ク
バ
乙
ガ
注
文
者
ニ
対
ス
ル
引
渡
期
限
ヲ
経
過
セ
キ
メ
タ
ル
時
ハ
注
文
者
ニ
対
シ
責
任
ヲ
負
ビ
依
テ
損
難
ヲ
生
ジ
タ
ル
場
合
ハ
「
（
朱
書
）延

滞
シ
タ
ル
等
ノ
為
メ
損
害
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
」
甲
ハ
乙
ニ
対
シ
其
全
部
ヲ
負
担
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
「
（
朱
書
）ニ
於
テ
全
部
其
損
害
ヲ
賠
償
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」

第
九
条
　
甲
ノ
信
用
ニ
関
ス
ル
事
項
ノ
生
ジ
タ
ル
時
ハ
織
「
（
朱
書
）機

取
扱
上
乙
ト
注
文
主
ト
ノ
間
ニ
於
テ
紛
議
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
」
乙

ノ
「
（
朱
書
）ハ
自
己
ノ
」
意
見
ニ
依
リ
之
ヲ
処
理
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

「
（
朱
書
）但

シ
主
■
承
品
ニ
損
害
ヲ
生
ス
ベ
キ
場
合
ニ
ハ
前
条
ニ
依
リ
凡
テ
甲
ニ
於
テ
負
担
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」

第
十
条
　
乙
ガ
注
文
者
ヨ
リ
収
受
シ
ア
ル
手
附
金
ヲ
甲
ニ
交
付
シ
タ
ル
時
ハ
其
手
附
金
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
責
任
ハ
甲
ノ
負
担
ト
ス

但
シ
甲
ガ
本
項
ニ
違
反
シ
為
メ
ニ
乙
ニ
損
害
ヲ
生
ゼ
シ
メ
タ
ル
時
ハ
甲
之
ガ
弁
償
ニ
任
ズ
ベ
シ

第
十
一
条
　
甲
ハ
向
後
前
記
織
機
ニ
一
層
ノ
改
良
ヲ
加
ヘ
更
ニ
特
許
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
ル
モ
必
ズ
其
「
（
朱
書
）改

良
機
械
ノ
」
本
邦
及
海
外
一

手
販
売
方
ヲ
乙
ニ
委
托
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
「
（
朱
書
）ヘ

ク
」
決
シ
テ
双
方
ノ
協
議
乙
ノ
面
談
ヲ
経
ズ
シ
テ
他
ニ
本
契
約
ニ
ト
類
似
ノ
契
約
ヲ
為

ス
「
（
朱
書
）持
続
ス
ル
」
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
条
　
本
契
約
ノ
有
効
期
間
ハ
明
治
参
拾
八
年
壱
月
壱
日
ヨ
リ
同
四
拾
七
年
拾
弐
月
参
拾
壱
日
迄
満
拾
ケ
年
間
ト
ス
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但
シ
期
間
満
了
一
ケ
月
以
前
ニ
於
テ
双
方
協
議
ノ
上
「
（
朱
書
）本

契
約
ヲ
」
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
三
条
　
本
契
約
ハ
双
方
ノ
合
意
ヲ
以
テ
何
時
タ
リ
ト
モ
其
条
項
ヲ
加
除
増
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

以
上
結
約
ノ
証
ト
シ
テ
正
本
弐
通
ヲ
作
成
シ
各
自
記
名
調
印
ノ
上
其
壱
通
宛
ヲ
所
持
ス
ル
モ
ノ
也

　
明
治
三
十
八
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
名
古
屋
市
西
新
町
二
丁
目
拾
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
田
佐
助
　
㊞

　
　
　
　
名
古
屋
市
堀
江
町
弐
丁
目
壱
番
地

　
　
　
　
　
三
井
物
産
合
名
会
社
名
古
屋
支
店
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
野
悌
二
　
㊞

一
、
豊
田
佐
助
ニ
於
テ
前
記
ノ
如
ク
貴
店
ト
契
約
致
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
拙
者
ニ
於
テ
是
ガ
補
償
ト
シ
テ
豊
田
佐
助
ト
連
帯
義
務
ニ
服
従
シ

本
契
約
ニ
付
キ
貴
店
ニ
対
ス
ル
義
務
ハ
一
切
本
人
同
様
是
ヲ
履
行
可
致
、
其
証
ト
シ
テ
爰
ニ
署
名
捺
印
致
候
也

　
　
　
名
古
屋
市
武
平
町
参
丁
目
拾
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
田
佐
吉
　
㊞

　
三
井
物
産
合
名
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
名
古
屋
支
店
御
中

こ
の
契
約
書
は
契
約
の
一
方
の
当
事
者
は
、
豊
田
佐
吉
で
は
な
く
弟
の
豊
田
佐
助
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
豊
田
佐
助
の
名
義
で
取
得
し
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た
特
許
四
件
の
う
ち
三
件
を
用
い
て
「
豊
田
式
新
式
鉄
製
織
機
」
を
製
造
す
る
た
め
、
豊
田
佐
助
が
契
約
の
当
事
者
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。

契
約
書
の
文
の
後
に
掲
出
し
た
よ
う
に
、
豊
田
佐
吉
は
、
佐
助
と
三
井
物
産
と
の
契
約
に
お
い
て
「
連
帯
義
務
」
を
負
い
、
三
井
物
産
に
対

す
る
「
義
務
ハ
一
切
本
人
同
様
是
ヲ
履
行
」
す
る
旨
を
誓
約
し
て
い
る
。

正
確
な
契
約
日
は
不
明
な
も
の
の
、
後
述
の
豊
田
商
会
の
広
告
文
か
ら
、
豊
田
佐
助
と
三
井
物
産
の
間
で
実
際
に
契
約
が
結
ば
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

織
機
の
一
手
販
売
の
対
象
地
域
は
「
本
邦
及
海
外
」、
つ
ま
り
日
本
お
よ
び
海
外
の
す
べ
て
の
地
域
で
あ
る
。
期
間
は
一
九
〇
五
年
一
月

一
日
か
ら
一
九
一
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
一
〇
年
間
で
あ
る
。
販
売
手
数
料
は
日
本
（「
内
地
」）
が
売
上
高
の
二
・
五
％
、
海
外
が
売

上
高
の
五
％
と
定
め
ら
れ
た
。
販
売
す
る
織
機
は
、
豊
田
佐
助
の
工
場
か
木
本
鉄
工
所
で
製
作
し
た
も
の
と
す
る
。
当
面
販
売
す
る
織
機
は
、

「
豊
田
式
三
十
八
年
式
動
力
織
機
」（
た
て
糸
送
り
出
し
装
置
が
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
式
の
動
力
織
機
）
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
第
一
一

条
で
、
今
後
の
改
良
織
機
に
つ
い
て
も
三
井
物
産
に
販
売
を
委
託
す
る
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
後
「
豊
田
式
三
十
九
年
式
動
力
織
機
」、

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
）
の
「
豊
田
式
軽
便
織
機
」（
三
九
年
式
の
廉
価
版
、
売
行
急
増
）
も
三
井
物
産
が
一
手
に
販
売
を
担
当
し
た
と

思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
井
物
産
と
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
が
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
る
た
め
、
三
井
物
産
は
織
機
に
関
し
て
他
者
と
一
手
販
売

契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
困
難
な
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
井
物
産
が
豊
田
佐
助
と
結
ん
だ
契
約
は
、
明
ら
か
に
織
機
の
一
手
販
売

契
約
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
完
全
な
一
手
販
売
契
約
」
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
契
約
を
結
ん
だ
の
か
。
あ
え
て
推
測
す
る
と
、
プ

ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
は
違
反
す
る
も
の
の
、
法
人
で
は
な
く
、
個
人
と
の
契
約
な
の
で
プ
ラ
ッ
ト
社
に
契
約
内
容
が
漏
れ
る
こ
と
は
な
い

と
判
断
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
豊
田
佐
吉
は
、
豊
田
商
会
と
い
う
名
前
で
織
機
を
製
造
・
発
売
し
た
。
三
井
物
産
と
一
手
販
売
契
約
を
お
こ
な
っ
た
年
（
一
九
〇
五
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年
）
の
一
〇
月
、
豊
田
商
会
は
橋
本
奇
策
『
清
国
の
棉
業
』（
吉
岡
宝
文
館
、
一
九
〇
五
年
）
に
つ
ぎ
の
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
。
宣
伝
し

た
機
種
は
、「
鉄
製
自
動
織
機
」
と
「
三
拾
八
年
式
力
織
機
」
で
あ
る
。

日
本
特
許
　
　
第
五
二
四
壱
号

同
　
　
　
　
　
第
六
七
八
七
号

同
　
　
　
　
　
第
七
四
三
三
号
　
　
　
鉄
製
自
動
織
機

同
　
　
　
　
　
第
七
六
七
六
号

仏
国
特
許
第
三
五
三
三
六
○
号

英
米
特
許
出
願
中

本
機
ハ
工
女
壱
人
ニ
テ
拾
台
ヲ
取
扱
フ

本
機
ハ
壱
人
ニ
テ
壱
日
ニ
五
拾
反
以
上
ヲ
織
上
グ

本
機
ハ
大
阪
木
本
鉄
工
所
ニ
於
テ
製
作
ス

本
機
ハ
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
ニ
於
テ
一
手
販
売
ス

日
本
特
許
　
　
第
五
二
四
壱
号

同
　
　
　
　
　
第
六
七
八
七
号

同
　
　
　
　
　
第
七
六
七
六
号
　
　
　
三
拾
八
年
式
力
織
機

仏
国
特
許
第
三
五
三
三
六
○
号
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英
米
特
許
出
願
中

一
輸
出
綿
布
ノ
製
織
ハ
実
ニ
本
機
ノ
特
長
ナ
リ

一
最
モ
嶄
新
ナ
ル
経
糸
停
止
装
置
ヲ
有
ス

一
壱
人
ニ
シ
テ
六
台
ヲ
扱
ヒ
一
日
三
拾
反
以
上
ヲ
織
ア
グ

詳
細
ナ
ル
説
明
書
ハ
御
申
越
次
第
進
呈
ス

　
　
　
　
名
古
屋
市
武
平
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
　
田
　
商
　
会

　
　
　
　
　
　
技
師

　
　
　
　
　
　
　
工
学
士
　
関
　
盛
　
治

　
　
　
　
　
　
　
工
学
士
　
土
屋
富
五
郎

「
鉄
製
自
動
織
機
」
は
、
豊
田
佐
吉
の
特
許
一
件
（
第
五
二
四
一
号
）
と
豊
田
佐
助
の
特
許
三
件
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
豊
田
自
動

織
機
技
報
』
第
六
八
号
に
よ
る
と
、「
自
働
杼
替
換
装
置
付
で
は
、
一
九
〇
三
年
に
日
本
初
、
押
上
式
の
自
働
杼
換
装
置
を
搭
載
し
た
鉄
製

小
幅
動
力
織
機
（
Ｔ
式
）
を
開
発
、
一
九
〇
六
年
に
は
そ
の
改
良
型
を
開
発
」
し
た
と
あ
る
。
広
告
し
た
「
鉄
製
自
働
織
機
」
は
一
九
〇
三

年
の
「
豊
田
式
自
動
織
機
（
Ｔ
式
）」（
押
上
式
自
働
杼
換
装
置
）
（（
（
付
）
を
改
良
（
一
九
〇
四
年
六
月
一
日
取
得
の
特
許
第
七
四
三
三
号
特
許
と

翌
一
九
〇
五
年
一
月
一
九
日
取
得
の
第
八
三
二
〇
号
特
許
を
使
用
）
し
て
、
一
九
〇
五
年
に
開
発
・
発
売
し
た
織
機
と
思
わ
れ
る
（
し
た
が

っ
て
、
一
九
〇
六
年
に
改
良
型
開
発
と
す
る
の
は
誤
り
と
思
わ
れ
る
）。
一
九
〇
三
年
開
発
の
鉄
製
小
幅
動
力
織
機
（
Ｔ
式
）
は
一
台
一
〇

〇
円
な
の
で
、
そ
の
改
良
型
は
こ
れ
よ
り
も
高
い
は
ず
で
あ
る
。
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「
鉄
製
自
動
織
機
」
の
広
告
文
の
最
後
に
「
本
機
ハ
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
ニ
於
テ
一
手
販
売
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
一
手
販
売
」
と

い
う
言
葉
を
使
う
と
問
題
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
使
っ
た
の
は
豊
田
商
会
が
三
井
物
産
と
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約

内
容
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
鉄
製
自
働
織
機
の
価
格
は
か
な
り
高
額
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
台
一
五
三
円
く

ら
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
三
拾
八
年
式
力
織
機
」
は
、
豊
田
佐
吉
の
特
許
一
件
（
第
五
二
四
一
号
、
た
て
糸
緊
張
装
置
）
と
豊
田
佐
助
の
特
許

二
件
を
用
い
た
、
た
て
糸
停
止
装
置
を
備
え
た
半
木
製
の
も
の
で
、
価
格
は
一
台
八
五
円
で
あ
っ
）
（（
（

た
。
こ
の
織
機
は
、
鯨
尺
一
尺
三
寸
（
四

九
・
二
セ
ン
チ
）
で
あ
っ
た
と
い
）
（（
（

う
。

三
十
八
年
式
織
機
は
豊
田
商
会
で
製
造
す
る
も
の
の
、「
鉄
製
自
動
織
機
」
の
製
造
は
鉄
製
の
た
め
自
製
で
き
ず
、
製
造
を
大
阪
の
木
本

鉄
工
所
に
委
託
し
て
い
る
。

さ
ら
に
豊
田
商
会
は
、「
三
十
九
年
式
」
力
織
機
を
開
発
・
発
売
し
、
つ
い
で
そ
の
た
て
糸
停
止
機
能
を
は
ず
し
て
簡
素
化
し
た
「
軽
便

織
機
」
を
「
三
十
九
年
式
」（
九
五
円
）
の
半
額
ほ
ど
の
五
〇
円
で
売
り
出
し
た
。「
三
十
九
年
式
」
が
鯨
尺
一
尺
三
寸
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、「
軽
便
織
機
」
は
鯨
尺
一
尺
二
寸
（
四
五
・
五
セ
ン
チ
）
で
あ
っ
）
（（
（

た
。
た
だ
し
、
こ
の
安
価
な
織
機
に
よ
る
製
織
品
の
品
質
は
不
十
分
で
、

知
多
木
綿
の
場
合
、
井
桁
商
会
が
四
九
円
で
発
売
し
て
い
た
旧
式
織
機
に
よ
る
製
織
品
よ
り
も
安
く
取
引
さ
れ
た
と
い
）
（（
（

う
。

4
．
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
と
の
中
国
地
域
に
お
け
る
紡
績
機
械
・
織
機
販
売
契
約

一
八
九
七
年
一
二
月
七
日
付
け
の
協
定
覚
書
は
、
大
日
本
帝
国
お
よ
び
韓
国
に
お
い
て
三
井
物
産
が
総
代
理
店
と
な
る
こ
と
を
規
定
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
（
香
港
を
含
む
）
に
関
し
て
は
、
第
一
三
項
に
お
い
て
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
以
外
の
紡
織
機
械
類
を
販
売
せ
ず
、

プ
ラ
ッ
ト
社
が
三
井
物
産
を
通
じ
ず
に
受
注
し
た
場
合
に
は
三
井
物
産
に
一
％
の
手
数
料
を
支
払
う
と
規
定
し
、
第
一
四
項
に
お
い
て
三
井
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物
産
が
受
注
し
た
場
合
に
は
二
・
五
％
の
手
数
料
を
支
払
う
と
規
定
し
て
い
た
。

紡
績
機
械
の
部
品
や
関
係
す
る
雑
品
の
価
格
は
、
一
品
当
た
り
紡
績
機
械
・
織
機
に
比
べ
て
極
め
て
安
い
た
め
、
手
数
料
が
同
率
の
二
・

五
％
で
は
三
井
物
産
に
と
っ
て
不
利
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
品
・
雑
品
に
つ
い
て
、
上
記
契
約
か
ら
九
年
後
、
三
井
物
産
は
手
数
料
率
を
変
更

す
る
よ
う
希
望
し
、
そ
れ
に
対
し
て
日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
六
年
九
月
二
九
日
、
プ
ラ
ッ
ト
社
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
変
更
す
る
こ
と
に
同
意
し

た
。
原
資
料
は
英
文
な
の
で
、
本
稿
末
に
英
文
資
料
2
と
し
て
掲
出
す
る
。
こ
こ
で
は
引
用
者
に
よ
る
日
本
語
訳
を
示
す
。

プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会

　
　
　
　
　
　
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
鉄
工
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ル
ダ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
〇
六
年
九
月
二
九
日

三
井
物
産
（
ロ
ン
ド
ン
）
御
中

　
拝
啓

　
　
　
　
　
　
　
　
中
国
代
理
店
に
関
す
る
協
定

　
昨
日
付
の
貴
社
の
要
望
の
と
お
り
、
当
社
は
貴
社
と
次
の
よ
う
に
協
定
す
る
こ
と
を
こ
こ
に
確
約
す
る
。
部
品
と
雑
品
に
つ
い
て
は
、

貴
社
へ
五
％
の
手
数
料
を
支
払
い
、
こ
れ
と
同
様
に
、
顧
客
に
対
し
て
は
当
社
の
標
準
価
格
か
ら
五
％
を
割
り
引
く
こ
と
を
認
め
、
イ

ン
ボ
イ
ス
か
ら
五
％
の
割
引
分
を
差
し
引
く
。
た
だ
し
、
五
％
の
手
数
料
は
計
算
書
に
の
み
記
載
す
る
。
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新
品
の
機
械
に
つ
い
て
は
、
割
り
引
く
分
は
す
べ
て
イ
ン
ボ
イ
ス
か
ら
差
し
引
き
、
五
％
と
二
・
五
％
の
手
数
料
を
計
算
書
に
記
載

す
る
。

�

敬
具
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｊ
．
Ｓ
．
ナ
ッ
タ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
締
役

中
国
向
の
部
品
・
雑
品
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
の
標
準
価
格
（regular�prices

）
よ
り
も
五
％
割
り
引
い
た
う
え
、
三
井
物
産
に

手
数
料
と
し
て
五
％
を
支
払
う
こ
と
と
し
た
。
つ
ま
り
手
数
料
率
を
二
・
五
％
か
ら
五
％
に
改
定
し
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
同
年
一
二
月
二
七
日
、
三
井
物
産
を
中
国
で
の
プ
ラ
ッ
ト
社
の
総
代
理
店
と
す
る
協
定
を
結
ん
だ
。
原
資
料
は
英
文
の
た
め
、
本

稿
末
に
英
文
資
料
3
と
し
て
掲
出
す
る
。
こ
こ
で
は
、
引
用
者
が
日
本
語
訳
し
た
も
の
を
記
す
。

　
一
九
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
州
オ
ル
ダ
ム
所
在
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
鉄
工
所
で
あ
る
機
械
会
社
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会

と
三
井
物
産
（M

erchants,�（（,�Lim
e�Street,�London,�and�of�C

hina,

）
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
覚
書

一
、
こ
の
協
定
は
、
三
井
物
産
を
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
中
国
に
お
け
る
代
理
店
と
す
る
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
井
物
産
に

よ
る
中
国
に
お
け
る
代
理
業
務
に
つ
い
て
は
五
年
間
有
効
と
し
、
そ
の
後
、
い
ず
れ
か
一
方
か
ら
の
一
二
か
月
の
予
告
に
よ
り
終
了

す
る
ま
で
有
効
と
す
る
（
そ
の
予
告
の
日
か
ら
起
算
）。
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二
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
三
井
物
産
を
中
国
の
総
代
理
店
と
し
て
承
認
す
る
。

三
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
に
対
し
て
、
代
理
店
と
し
て
の
地
位
を
向
上
さ
せ
強
化
す
る
た
め
に
、
可
能
な
限
り
の
精
神

的
支
援
を
行
う
こ
と
を
約
束
す
る
。

四
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
機
械
事
業
を
最
大
限
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
機
械
事

業
を
、
代
理
店
に
割
り
当
て
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
市
場
で
開
拓
し
、
自
ら
、
ま
た
は
正
規
の
資
格
を
有
す
る
代
理
人
を
通
じ
て
、
こ

れ
ら
の
市
場
の
取
引
に
熱
心
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

五
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
以
外
の
機
械
類
の
注
文
を
受
け
ず
、
ま
た
規
定
さ
れ
た
地
域
で
販
売
し
な
い
こ
と
を
約
束
す

る
。

　
　
綿
花
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
の
た
め
の
機
械
。

　
　
羊
毛
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
用
機
械
。

　
　
梳
毛
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
の
た
め
の
機
械
。

　
　
　
　
修
理
の
た
め
に
必
要
な
部
品
な
ど
す
べ
て
の
品

　
　
　
　
　
上
記
ク
ラ
ス
の
機
械
類
の
更
新
。

綿
糸
・
紡
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
に
関
し
て
、
三
井
物
産
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
価
格
を
顧
客
に
提
示
し
、

プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
た
め
に
注
文
を
確
保
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
た
め
に
注
文
を
獲
得

で
き
な
か
っ
た
場
合
、
他
社
製
の
綿
糸
・
紡
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
の
販
売
を
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

六
、
三
井
物
産
は
、
す
べ
て
の
機
械
製
品
お
よ
び
機
械
付
属
品
を
、
ど
の
顧
客
に
対
し
て
も
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
同
一
価
格
で
請

求
す
る
こ
と
と
す
る
。
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七
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
対
し
て
、
以
下
の
方
法
で
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
対
し
て
、

そ
の
指
示
に
従
っ
て
納
入
さ
れ
た
機
械
類
商
品
お
よ
び
機
械
類
付
属
品
の
請
求
書
の
全
額
（
た
だ
し
、
以
下
に
定
め
る
手
数
料
を
除

く
）、
す
な
わ
ち
、
毎
週
（
毎
週
土
曜
日
）、
当
該
土
曜
日
の
一
か
月
前
の
日
付
で
当
方
に
送
付
さ
れ
た
機
械
類
商
品
お
よ
び
機
械
類

付
属
品
の
未
払
い
イ
ン
ボ
イ
ス
の
金
額
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。

八
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会�

は
、
顧
客
自
身
か
ら
直
接
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
、
前
述
の
地
域
に
対
す
る
注
文
を
受
け
る
権
利

を
保
持
す
る
。
こ
の
場
合
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
そ
の
交
渉
内
容
を
三
井
物
産
に
通
知
し
、
注
文
確
定
後
、
直
ち
に
注
文
内
容
を

三
井
物
産
に
報
告
す
る
。

九
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
と
同
じ
市
場
に
お
い
て
機
械
お
よ
び
付
属
品
の
価
格
を
提
示
す
る
場
合
、
二
・
五
％
以
上
の

手
数
料
を
付
加
さ
れ
、
さ
ら
に
三
井
物
産
へ
の
提
示
価
格
を
上
回
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

一
〇
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
同
社
代
理
店
［
三
井
物
産
か
・
・
・
引
用
者
］
を
通
じ
て
発
送
さ
れ
た
機
械
類
の
イ
ン
ボ
イ
ス
（
厳

密
に
定
め
ら
れ
た
梱
包
料
・
配
送
料
を
除
く
）
の
金
額
に
対
し
て
二
・
五
％
の
手
数
料
を
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
が
直
接
ま
た
は
他

の
代
理
店
を
介
し
て
受
注
し
た
機
械
類
の
イ
ン
ボ
イ
ス
（
梱
包
・
配
送
料
金
を
除
く
）
の
金
額
に
対
し
て
は
二
・
五
％
の
手
数
料
を

認
め
る
こ
と
に
合
意
す
る
。
前
者
の
手
数
料
は
支
払
時
に
各
イ
ン
ボ
イ
ス
か
ら
差
し
引
く
。
後
者
の
手
数
料
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商

会
が
六
か
月
毎
に
返
還
し
、
精
算
す
る
。

　
予
備
部
品
、
修
理
品
ま
た
は
更
新
品
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
に
対
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
金
額
の
五
％
（
梱

包
・
配
送
料
は
除
く
）
の
手
数
料
を
認
め
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

一
一
、
三
井
物
産
は
顧
客
か
ら
契
約
履
行
の
保
証
と
し
て
前
払
金
を
実
際
に
取
得
し
た
場
合
は
、
す
べ
て
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
通
知

す
る
。
ま
た
、
契
約
が
失
効
し
た
場
合
ま
た
は
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
前
受
金
を
引
き
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渡
す
。
た
だ
し
、
納
入
が
完
了
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
金
額
が
三
井
物
産
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
場
合
、
顧
客
が
機
械
を
引
き
渡
さ
な
い

こ
と
に
よ
り
三
井
物
産
が
被
る
可
能
性
の
あ
る
損
失
を
補
填
す
る
た
め
に
、
当
該
前
受
金
の
一
定
額
を
三
井
物
産
が
受
け
取
る
こ
と

を
了
解
す
る
。
そ
の
結
果
、
同
じ
も
の
が
他
の
場
所
で
処
分
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
残
額
は
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に

引
き
渡
す
。

一
二
、
あ
る
年
度
に
お
い
て
、
直
接
ま
た
は
他
の
代
理
店
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取
引
が
、
代
理
店
の
三
井
物
産
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取

引
を
上
回
っ
た
場
合
、
直
接
ま
た
は
他
の
代
理
店
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取
引
に
対
す
る
二
・
五
％
の
手
数
料
は
、
同
額
に
限
り
支
払

わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

上
述
の
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
よ
る
署
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会

立
会
人
　
Ｃ
・
Ａ
・
ヘ
ン
プ
ス
ト
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　�����

ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド

　
　
　
　
　
オ
ル
ダ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
締
役

　
　
　
　
　
　
秘
書

　
上
述
の
三
井
物
産
に
よ
る
署
名

立
会
人
　
Ｃ
，　
Ｈ
．�

ド
ー
モ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
井
物
産
を
代
表
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
．
　
山
）
（（
（
本

こ
の
協
定
に
よ
っ
て
、
大
日
本
帝
国
・
韓
国
に
加
え
て
中
国
（
香
港
を
含
む
）
に
お
い
て
も
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
の
総
代
理
店
と
な

り
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
プ
ラ
ッ
ト
社
が
三
井
物
産
を
と
お
さ
ず
に
受
注
し
た
場
合
、
す
べ
て
三
井
物
産
は
二
・
五
％
の
手
数
料
を
プ
ラ
ッ
ト
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社
か
ら
受
け
取
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

5
．
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
と
の
織
機
販
売
覚
書
［
Ｂ
系
製
品
関
係
、
の
ち
Ａ
系
製
品
関
係
も
］

一
九
〇
六
年
五
月
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
綿
布
掛
主
任
の
藤
野
亀
之
助
は
豊
田
佐
吉
を
訪
ね
、
東
京
・
大
阪
・
名
古
屋
の
財
界
人
か
ら
の

出
資
を
え
て
、
豊
田
佐
吉
の
織
機
製
造
事
業
を
株
式
会
社
に
し
て
は
ど
う
か
と
申
し
出
た
と
い
う
。
六
月
一
四
日
に
藤
野
亀
之
助
は
大
阪
支

店
長
に
就
任
し
て
い
る
。
豊
田
佐
吉
を
認
め
た
恩
人
の
藤
野
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
し
て
、
豊
田
佐
吉
は
逡
巡
し
た
も
の
の
、
結
局
、
こ
の

申
出
を
応
諾
し
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
）
（（
（

た
。

最
初
の
藤
野
の
働
き
か
け
か
ら
八
か
月
後
、
一
九
〇
七
年
二
月
九
日
に
創
立
総
会
を
開
催
し
て
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
（
資
本
金
一
〇

〇
万
円
、
二
五
万
円
払
込
）
を
設
立
し
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
発
起
人
と
豊
田
佐
吉
と
の
特
許
権
譲
渡
契
約
（
一
九
〇
六
年
一
二
月
一

日
）
を
承
認
し
、
役
員
（
取
締
役
、
監
査
役
）
を
選
出
し
た
。

三
井
物
産
な
ど
が
株
式
引
受
け
を
働
き
か
け
た
相
手
は
、
大
阪
・
中
京
の
紡
織
業
者
・
繊
維
商
社
な
ど
で
あ
る
（
判
明
す
る
最
初
の
株
主

数
は
一
四
五
人
）。
総
株
数
は
二
万
株
（
一
株
額
面
五
〇
円
、
一
二
円
五
〇
銭
払
込
）、
主
な
株
主
は
、
一
〇
〇
〇
株
が
三
井
物
産
合
名
会
社

社
長
三
井
八
郎
次
郎
と
豊
田
佐
吉
、
五
〇
〇
株
が
飯
田
義
一
（
三
井
物
産
理
事
）、
益
田
太
郎
（
三
井
家
同
族
会
管
理
部
副
部
長
益
田
孝
の

息
子
）、
藤
野
亀
之
助
（
三
井
物
産
大
阪
支
店
長
）、
谷
口
房
蔵
（
大
阪
合
同
紡
績
専
務
取
締
役
）、
石
原
卯
八
（
弁
理
士
）
ら
一
〇
人
で
あ

る
。
そ
の
他
、
岡
野
悌
二
（
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
長
）
が
二
〇
〇
株
を
引
き
受
け
）
（（
（
た
。

二
月
九
日
の
創
立
総
会
で
取
締
役
七
名
、
監
査
役
三
名
を
選
出
し
、
つ
い
で
取
締
役
の
互
選
に
よ
っ
て
取
締
役
社
長
に
谷
口
房
蔵
、
常
務

取
締
役
に
は
豊
田
佐
吉
を
選
出
し
た
。
単
な
る
取
締
役
は
岩
下
清
周
、
岡
野
悌
二
ら
五
名
、
監
査
役
は
伊
藤
伝
七
ら
三
名
で
あ
る
。
ま
た
藤

野
亀
之
助
と
山
辺
丈
夫
が
相
談
役
に
任
命
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
よ
り
先
に
締
結
さ
れ
た
特
許
権
譲
渡
契
約
（
一
九
〇
六
年
一
二
月
一
日
）
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で
は
豊
田
佐
吉
を
技
師
長
と
し
て
雇
い
入
れ
（
年
俸
六
〇
〇
〇
円
）、
取
締
役
と
同
一
に
待
遇
す
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
豊
田
佐
吉

が
取
締
役
会
に
出
席
し
て
意
見
を
開
陳
す
る
権
利
を
認
め
て
い
た
。
会
社
の
設
立
時
に
実
際
に
は
、
豊
田
佐
吉
は
技
師
長
お
よ
び
取
締
役
・

常
務
取
締
役
に
就
任
し
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
豊
田
式
織
機
設
立
の
際
、
三
井
物
産
本
店
は
慎
重
に
こ
れ
に
対
処
し
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
三
井
物
産
は
豊
田
式
織
機

株
式
を
引
き
受
け
る
議
案
を
作
成
し
、
議
案
を
三
井
家
同
族
会
事
務
局
管
理
部
に
提
出
し
て
、
議
案
の
可
決
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
三
井
物
産
の
経
営
者
や
職
員
が
他
社
の
取
締
役
や
監
査
役
に
就
任
す
る
に
は
、
や
は
り
議
案
を
三
井
家
同
族
会
事
務
局
管
理
部
に
提
出

し
て
、
可
決
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
三
井
物
産
本
店
で
は
三
井
家
同
族
会
事
務
局
管
理
部
に
株
式
引
受
議
案
を
提
出
せ
ず
、

三
井
物
産
本
店
ど
ま
り
で
決
済
す
る
株
式
引
受
議
案
さ
え
も
作
成
し
な
か
っ
た
。

実
際
に
は
、
三
井
物
産
は
本
店
本
部
勘
定
で
一
〇
〇
〇
株
（
額
面
五
万
円
、
払
込
一
万
二
五
〇
〇
円
）
を
引
き
受
け
て
い
）
（（
（

る
。
こ
の
他
、

お
そ
ら
く
本
店
営
業
部
勘
定
で
飯
田
義
一
に
六
二
五
〇
円
、
大
阪
支
店
勘
定
で
藤
野
亀
之
助
に
六
二
五
〇
円
、
名
古
屋
支
店
勘
定
で
二
五
〇

〇
円
を
貸
し
付
け
、
そ
の
資
金
に
よ
っ
て
飯
田
・
藤
野
が
五
〇
〇
株
、
岡
野
が
二
〇
〇
株
を
引
き
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
事
実

上
、
三
井
物
産
は
二
二
〇
〇
株
を
引
き
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
三
井
物
産
の
経
営
者
や
職
員
が
他
社
の
取
締
役
・
監
査
役
に
就
任
す
る
場
合
も
、
三
井
家
同
族
会
事
務
局
管
理
部
に
議
案
を
提
出

し
て
、
可
決
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
議
案
が
提
出
さ
れ
な
い
ま
ま
（
三
井
物
産
本
店
ど
ま
り
で
の
議
案
も
作
成
さ
れ

ず
）、
二
月
九
日
の
豊
田
式
織
機
の
創
立
総
会
で
名
古
屋
支
店
長
の
岡
野
悌
二
が
取
締
役
に
選
出
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
四
月
二
日
、
岡
野
悌

二
は
取
締
役
を
辞
任
し
て
い
）
（1
（
る
。
三
井
物
産
本
店
が
岡
野
の
取
締
役
就
任
を
追
認
し
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
井
物
産
本
店
が
豊
田
式
織
機
の
設
立
の
際
、
こ
れ
に
慎
重
に
対
処
し
た
（
株
式
引
受
議
案
を
作
成
せ
ず
、
お
そ
ら
く
取
締

役
就
任
を
認
め
な
か
っ
た
）
の
は
、
織
機
製
造
会
社
の
経
営
に
三
井
物
産
が
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
間
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で
軋
轢
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

話
を
豊
田
式
織
機
自
体
の
動
き
に
戻
す
と
、
豊
田
式
織
機
は
、
一
九
〇
七
年
三
月
五
日
、
元
豊
田
商
会
の
財
産
・
工
員
を
引
き
継
ぎ
、
島

崎
町
工
場
で
織
機
製
造
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
設
立
後
す
ぐ
に
は
三
井
物
産
と
豊
田
式
織
機
は
販
売
契
約
を
締
結
せ
ず
、
し
か
も
か
な
り

の
間
、
包
括
的
な
販
売
契
約
の
未
締
結
状
態
が
続
い
た
。

な
お
、
三
井
物
産
『
挑
戦
と
創
造
』
の
「
年
表
」
で
は
一
九
〇
六
年
一
二
月
に
「
豊
田
式
織
機
と
製
品
の
一
手
販
売
契
約
締
結
」
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。『
挑
戦
と
創
造
』
の
本
文
で
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
の
設
立
を
「
明
治
三
十
九
年
十
二
月
」
と
記
述
し
て

い
る
の
で
（
実
際
の
設
立
は
明
治
四
〇
年
二
月
九
日
）、
設
立
と
同
時
に
一
手
販
売
契
約
を
締
結
し
た
は
ず
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
）
（（
（

い
。

一
九
〇
七
年
五
月
一
日
の
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
朝
刊
（
六
頁
）
に
掲
載
の
豊
田
式
織
機
の
全
面
広
告
で
は
、「
御
註
文
ハ
弊
社
又
ハ
三
井

物
産
合
名
会
社
（
名
古
屋
、
大
阪
）
両
支
店
ノ
内
ヘ
便
宜
御
申
越
ノ
程
願
上
候
」
と
な
っ
て
お
り
、
三
井
物
産
に
販
売
を
委
託
し
て
い
る
と

は
記
し
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
広
告
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
織
機
の
型
は
「
豊
田
式
自
働
織
機
（
鉄
製
）」、「
豊
田
三
十
九
年
式
力
織
機

（
鉄
製
、
木
製
）」、「
豊
田
式
家
軽
便
力
織
機
（
木
製
）」
の
三
種
で
あ
り
、
当
時
販
売
し
て
い
た
の
は
こ
の
三
種
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
の
織
機
の
型
を
み
る
と
、
一
九
〇
七
年
二
月
に
Ａ
型
（
木
鉄
混
製
小
幅
織
機
）、
Ｂ
型
（
軽
便
式
木
鉄
混
製
小
幅
織
機
）、
Ｇ
式

（
軽
便
式
木
鉄
混
製
広
幅
織
機
）
を
発
売
し
、
一
九
〇
八
年
五
月
に
Ｋ
式
（
鉄
製
小
幅
織
機
）、
同
一
一
月
に
Ｈ
式
（
鉄
製
広
幅
織
機
）
を
発

売
し
て
い
る
。
Ｈ
式
が
最
初
の
鉄
製
広
幅
織
機
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
〇
九
年
五
月
に
Ｉ
式
（
改
良
型
木
鉄
混
製
小
幅
織
機
）、
一
二
月

に
は
Ｌ
式
（
鉄
製
広
幅
・
中
幅
織
機
）
を
発
売
し
）
（（
（
た
。
と
こ
ろ
が
豊
田
式
織
機
の
経
営
は
芳
し
く
な
く
、
第
二
期
（
一
九
〇
七
年
四
月
―
九

月
）、
第
六
期
（
一
九
〇
〇
年
四
―
九
月
）
に
は
当
期
損
失
金
を
計
上
し
、
第
七
期
（
一
九
〇
九
年
一
〇
月
一
日
―
一
九
一
〇
年
三
月
三
一

日
）
に
は
、
当
期
利
益
金
は
わ
ず
か
二
五
四
円
だ
け
で
あ
っ
た
。

『
豊
田
佐
吉
伝
』
は
見
出
し
「
河
正
会
議
」
の
項
で
、
第
七
期
決
算
日
の
直
後
の
出
来
事
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
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明
治
四
十
三
年
四
月
上
旬
、
会
社
の
緊
急
重
役
会
が
河
正
旅
館
に
開
か
れ
た
。
翁
が
出
か
け
て
行
く
と
、
岩
下
、
谷
口
、
藤
野
、
石

原
諸
氏
が
出
席
し
て
ゐ
た
。
名
古
屋
は
一
人
も
出
席
せ
ず
妙
な
空
気
で
あ
つ
た
。
話
は
会
社
の
営
業
不
振
に
始
ま
り
岩
下
氏
か
ら
「
何

と
か
具
合
よ
く
行
か
な
い
も
の
だ
ら
う
か
」
と
切
り
出
さ
れ
た
が
、
結
局
谷
口
社
長
か
ら
「
会
社
の
成
績
が
挙
が
ら
な
い
の
は
発
明
や

試
験
の
た
め
、
社
員
の
気
が
そ
ち
ら
へ
ば
か
り
奪
ら
れ
る
結
果
だ
と
思
ふ
。
つ
い
て
は
豊
田
君
気
の
毒
だ
か
君
は
辞
職
し
て
貰
ひ
度
ひ

の
だ
」
と
の
事
に
腹
に
据
へ
兼
ね
た
の
で
あ
ら
う
、
席
を
蹴
つ
て
自
宅
へ
帰
る
と
、
直
ち
に
辞
職
の
手
続
を
と
つ
た
。

こ
の
記
述
に
は
い
く
つ
か
問
題
が
あ
る
。
第
一
は
、「
会
社
の
緊
急
重
役
会
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
月
三
一
日
が
第
七
期
の
決

算
日
で
あ
り
、
四
月
の
下
旬
に
定
時
株
主
総
会
を
開
催
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
重
役
が
集
ま
っ
て
、
定
時
株
主
総
会
の
開
催
日

を
い
つ
に
す
る
か
を
決
め
（
そ
し
て
株
主
に
通
知
し
て
欠
席
者
か
ら
委
任
状
を
取
り
付
け
。
実
際
に
は
、
四
月
二
五
日
に
定
時
株
主
総
会
を

開
催
）、
定
時
株
主
総
会
に
提
出
す
る
決
算
案
と
監
査
役
一
名
の
改
選
案
を
協
議
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
四
月
五
）
（（
（
日
に
開
催
さ

れ
た
の
は
緊
急
の
重
役
会
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
重
役
会
の
は
ず
で
あ
る
。

問
題
点
の
第
二
は
、「
名
古
屋
派
は
一
人
も
出
席
せ
ず
妙
な
空
気
で
あ
つ
た
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
重
役
会
に
出
席
し
た
取
締

役
会
メ
ン
バ
ー
は
、
谷
口
房
蔵
・
豊
田
佐
吉
・
岩
下
清
周
で
あ
る
。
出
席
し
て
い
な
い
メ
ン
バ
ー
は
益
田
太
郎
（
東
京
）・
志
方
勢
七
（
大

阪
）
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
名
古
屋
派
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
人
は
取
締
役
の
中
に
そ
も
そ
も
い
な
）
（（
（
い
。
ま
た
出
席
し
た
監
査
役
は
石
原
卯
八
、

出
席
し
て
い
な
い
監
査
役
は
伊
藤
伝
七
（
三
重
）・
山
辺
丈
夫
（
大
阪
）
で
あ
る
。
出
席
し
た
相
談
役
は
藤
野
亀
之
助
で
あ
り
、
こ
の
時
点

で
他
に
相
談
役
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
伊
藤
伝
七
が
一
人
だ
け
名
古
屋
派
と
み
ら
れ
る
人
で
あ
る
。
伝
記
の
記
述
は
名
古
屋
派
が
複
数
お

り
、
名
古
屋
派
が
反
発
し
て
欠
席
し
た
状
態
で
重
役
会
が
開
催
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
せ
る
。
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問
題
点
の
第
三
は
、
社
長
の
谷
口
が
「
豊
田
君
気
の
毒
だ
か
君
は
辞
職
し
て
貰
ひ
度
ひ
の
だ
」
と
発
言
し
、「
そ
れ
を
聞
い
た
豊
田
が
席

を
蹴
つ
て
自
宅
へ
帰
る
と
、
直
ち
に
辞
職
の
手
続
を
と
つ
た
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
記
述
に
疑
問
を
呈

せ
ず
、
た
と
え
ば
、
和
田
一
夫
・
由
井
常
彦
『
豊
田
喜
一
郎
伝
』
で
は
「
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
四
月
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
の
常

務
取
締
役
を
辞
任
し
た
佐
吉
は
、
挫
折
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
身
を
も
っ
て
、
同
年
五
月
八
日
に
横
浜
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
向
け
て
出
発
し

た
」
と
い
う
ふ
う
に
記
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。
た
だ
し
、
の
ち
に
由
井
常
彦
は
記
述
を
修
正
し
、「
豊
田
佐
吉
が
、
辞
表
を
提
出
し
た
と
さ
れ
て
い

る
が
、
会
社
側
が
正
式
に
受
理
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
常
務
取
締
役
に
再
選
さ
れ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お

き
た
）
（（
（

い
。

豊
田
佐
吉
は
辞
表
を
提
出
し
た
第
八
期
の
末
日
（
一
九
一
〇
年
九
月
三
〇
日
）
現
在
、
常
務
取
締
役
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
第
九
期
末
現

在
か
ら
第
一
三
期
末
（
一
九
一
三
年
三
月
三
一
日
）
現
在
ま
で
、
常
務
取
締
役
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
九
月
三
〇
日
現
在
で
は
平
の
取
締
役

と
な
っ
て
い
る
（
そ
の
後
、
一
九
一
六
年
三
月
三
一
日
現
在
ま
で
取
締
役
。
一
九
一
六
年
四
月
二
〇
日
開
催
の
定
時
株
主
総
会
直
前
に
取
締

役
を
辞
任
。
一
九
一
八
年
一
〇
月
二
六
日
再
び
取
締
役
に
就
任
、
辞
任
は
一
九
二
四
年
一
〇
月
二
五
）
（（
（
日
）。
も
し
、
谷
口
が
豊
田
に
対
し
て

常
務
取
締
役
を
辞
職
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
豊
田
が
取
っ
た
「
辞
職
の
手
続
」（
辞
表
提
出
）
に
よ
っ
て
豊
田
は
常
務
取
締
役
で

は
な
く
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
豊
田
佐
吉
は
そ
の
後
も
約
三
年
の
間
、
依
然
と
し
て
常
務
取
締
役
の
職
に
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
谷
口
が
「
会
社
の
成
績
が
挙
が
ら
な
い
の
は
発
明
や
試
験
の
た
め
、
社
員
の
気
が
そ
ち
ら
へ
ば
か
り
奪
ら
れ
る
結
果
だ
」
と

豊
田
に
不
満
を
述
べ
、
そ
れ
に
対
し
て
、
豊
田
が
怒
っ
て
「
席
を
蹴
つ
て
自
宅
へ
帰
る
と
、
直
ち
に
辞
職
の
手
続
を
と
つ
た
」
と
い
う
あ
た

り
が
実
際
の
事
態
で
は
な
い
か
。
仮
に
、
谷
口
が
豊
田
佐
吉
に
対
し
て
常
務
取
締
役
か
ら
の
辞
職
を
求
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
豊
田

佐
吉
を
高
く
評
価
し
て
い
た
藤
野
亀
之
助
（
三
井
物
産
大
阪
支
店
長
）
が
そ
の
場
で
強
く
反
対
し
た
は
ず
で
あ
る
。
豊
田
佐
吉
が
晩
年
に
近

親
の
人
に
、
こ
の
時
の
こ
と
を
「
発
明
生
活
の
一
生
を
誤
り
た
る
痛
恨
時
だ
」
と
語
っ
た
の
）
（（
（

は
、
辞
職
を
受
け
入
れ
た
た
め
で
は
な
く
、
怒
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り
の
余
り
自
ら
辞
表
を
提
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
豊
田
佐
吉
は
東
京
に
行
っ
て
、「
ボ
ン
ヤ
リ
と
し
て
」
寺
島
昇
（
品
川
毛
織
専
務
取
締
役
、
前
名
古
屋
支
店
長
）
を
訪
ね
て
き

て
、「『
い
や
、
ど
う
も
困
つ
た
こ
と
が
で
き
ま
し
て
・
・
・
・
』
と
い
ふ
前
提
で
、
一
伍ママ
始
終
を
物
語
つ
て
聞
か
せ
た
」
と
い
う
。
豊
田
に

対
し
て
寺
島
は
「『
そ
れ
は
そ
の
筈
で
は
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
、
あ
の
会
社
を
起
す
に
際
し
て
は
石
原
卯
八
弁
理
士
と
謀
つ
て
、

契
約
書
に
う
た
つ
て
を
る
で
は
な
い
で
す
が
。
そ
れ
は
い
か
ん
、
石
原
君
に
も
来
て
も
ら
つ
て
、
交
渉
を
し
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
』。

寺
島
は
尚
ほ
言
葉
を
つ
い
で
い
つ
た
。『
貴
方
が
や
め
る
に
し
て
も
何
等
か
の
報
酬
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
一
つ
私
が
話
を
う

け
て
み
ま
せ
う
』」
と
い
っ
て
、
石
原
に
相
談
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
）
（（
（

う
。

な
お
、
豊
田
佐
吉
が
常
務
取
締
役
・
取
締
役
・
技
師
長
の
辞
表
を
社
長
に
提
出
し
た
も
の
の
、
社
長
の
谷
口
は
辞
表
を
受
理
し
な
か
っ
た

た
め
、
豊
田
佐
吉
は
三
つ
の
職
に
在
職
の
ま
ま
五
月
八
日
横
浜
か
ら
米
国
へ
向
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
会
社
に
お
け
る
豊
田
佐
吉
の
位
置
に

つ
い
て
、
豊
田
式
織
機
の
社
史
の
方
で
は
、「
発
明
意
識
と
事
業
意
識
と
は
協
調
を
失
し
果
は
谷
口
社
長
と
豊
田
常
務
と
の
疎
隔
と
な
り
、

豊
田
常
務
の
現
地
位
引
退
を
視
、
後
日
に
於
け
る
特
許
権
係
争
の
因
を
為
す
」
と
記
述
し
て
い
）
（1
（
る
。「
現
地
位
引
退
」
と
い
う
微
妙
な
表
現

は
、
豊
田
式
織
機
で
の
技
術
開
発
・
技
術
指
導
か
ら
豊
田
佐
吉
が
手
を
引
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
寺
島
昇
が
言
及
し
た
「
特
許
権
譲
渡
契
約
証
書
」
を
み
る
と
、
第
三
条
で
、
特
許
権
譲
渡
の
代
償
と
し
て
、
毎
営
業
年
度
の

利
益
金
か
ら
前
期
繰
越
金
、
積
立
金
、
配
当
金
を
控
除
し
た
額
の
三
分
の
一
を
豊
田
佐
吉
に
支
払
う
と
規
定
し
て
お
り
、
さ
ら
に
第
七
条
で
、

豊
田
佐
吉
を
技
師
長
と
し
て
雇
い
入
れ
て
一
年
間
に
六
〇
〇
〇
円
の
報
酬
を
支
払
う
、
そ
の
職
を
罷
免
あ
る
い
は
解
雇
し
た
と
き
も
会
社
存

続
期
間
に
同
額
を
支
払
う
と
規
定
し
て
い
た
。
そ
の
代
わ
り
、
第
八
条
・
第
九
条
で
、
豊
田
佐
吉
が
技
師
長
の
と
き
に
改
良
発
明
に
関
す
る

特
許
お
よ
び
技
師
長
辞
任
後
の
発
明
に
関
す
る
特
許
は
豊
田
佐
吉
で
は
な
く
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
の
権
利
と
し
て
出
願
す
る
と
規
定
し
て

い
）
（（
（

た
。



44

こ
の
契
約
書
が
改
定
さ
れ
、
豊
田
式
織
機
で
正
式
に
承
認
さ
れ
た
の
は
、
二
年
半
後
の
一
九
一
二
年
一
〇
月
二
七
日
の
定
時
株
主
総
会
で

あ
っ
）
（（
（
た
。
こ
の
改
定
に
よ
っ
て
、
第
三
条
の
報
酬
規
定
の
部
分
が
一
時
金
で
受
け
取
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
、
一
時
金
と
し
て
一
九
一
三
年
一

月
に
豊
田
式
織
機
か
ら
豊
田
佐
吉
に
六
万
円
が
支
払
わ
れ
た
よ
う
で
あ
）
（（
（
る
。
豊
田
佐
吉
が
常
務
取
締
役
で
は
な
く
な
る
の
は
、
一
時
金
支
払

い
後
の
第
一
四
期
（
一
九
一
三
年
四
月
一
日
―
九
月
三
〇
日
）
の
ど
こ
か
の
時
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
豊
田
佐
吉
と
の
特
許
権
を
巡
る
対
立

は
続
き
、
円
満
解
決
す
る
の
は
一
九
二
八
年
四
月
で
あ
）
（（
（
る
。

つ
ぎ
に
補
足
的
に
『
豊
田
佐
吉
伝
』
の
記
述
の
別
の
問
題
点
を
み
よ
う
。
こ
の
伝
記
で
は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
四
月
上
旬
に
緊

急
重
役
会
が
開
催
さ
れ
、
豊
田
佐
吉
が
「
辞
職
の
手
続
」
を
と
り
、
つ
い
で
「
ふ
と
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
外
遊
を
思
い
つ
」
き
、
五
月

八
日
に
西
川
秋
次
を
同
伴
し
、
横
浜
を
出
帆
し
て
米
国
に
向
か
っ
た
と
記
し
て
い
）
（（
（
る
。

現
在
と
異
な
り
、
日
本
政
府
か
ら
旅
券
を
取
得
す
る
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
。
ま
ず
、
書
面
（
海
外
旅
券
下
附
願
）
に
必
要
事
項

（
姓
名
、
生
年
月
日
、
身
分
、
族
称
、
職
業
、
渡
航
地
、
年
限
、
目
的
な
ど
）
を
記
載
し
、
戸
籍
謄
本
な
ど
証
明
書
類
を
添
付
し
て
本
籍
地

（
あ
る
い
は
居
住
地
）
の
役
所
に
提
出
す
る
。
東
京
で
あ
れ
ば
、
願
書
提
出
の
一
週
間
後
く
ら
い
あ
と
に
巡
査
が
家
に
や
っ
て
き
て
、
種
々

問
い
質
す
と
い
う
。
警
察
で
の
調
査
が
終
わ
る
と
、
二
週
間
か
ら
三
週
間
で
旅
券
が
下
附
さ
れ
る
。
も
し
調
査
が
遅
延
す
る
と
一
か
月
余
り

も
手
間
取
る
と
い
）
（（
（

う
。

こ
の
よ
う
に
旅
券
取
得
ま
で
に
か
な
り
の
日
時
を
要
す
る
の
で
、
一
九
一
〇
年
四
月
上
旬
（
正
確
に
は
四
月
五
日
）
重
役
会
か
ら
五
月
八

日
横
浜
出
港
ま
で
の
三
三
日
の
間
に
旅
券
を
申
請
し
、
そ
れ
が
確
実
に
下
附
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
ど
の
都
市
・
工
場
を
訪
れ
る

か
旅
程
表
を
考
え
る
の
に
時
間
を
要
し
、
旅
程
表
に
基
づ
き
三
井
物
産
の
名
古
屋
支
店
（
あ
る
い
は
大
阪
支
店
）
に
依
頼
し
て
、
そ
の
支
店

か
ら
手
紙
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
な
ど
に
連
絡
し
て
訪
問
の
手
配
を
頼
む
に
も
か
な
り
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
乗
船
券
の
予
約
や
ホ
テ
ル

の
手
配
も
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
重
役
会
の
後
に
豊
田
佐
吉
が
洋
行
を
「
思
い
つ
い
た
」
と
い
う
の
は
、
時
間
的
に
ま
っ
た
く
無
理
な
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想
定
で
あ
る
。
し
か
も
、
豊
田
佐
吉
は
米
国
で
「
自
己
の
自
働
織
機
の
特
許
を
出
願
」
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
（
出
発
日
前
に
、
出
願
の
た

め
の
英
文
書
類
を
作
成
す
る
必
要
あ
り
）、
重
役
会
の
あ
と
で
は
な
く
、
そ
の
か
な
り
以
前
か
ら
洋
行
を
計
画
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

豊
田
佐
吉
は
約
五
か
月
米
国
に
滞
在
し
、
同
行
し
た
西
川
秋
次
（
妻
の
遠
縁
に
あ
た
り
、
前
年
一
九
〇
九
年
七
月
東
京
高
等
工
業
学
校
を

卒
業
）
に
は
そ
の
ま
ま
米
国
で
調
査
・
研
究
さ
せ
て
（
西
川
の
帰
国
は
一
九
一
二
年
一
二
月
六
日
）、
途
中
か
ら
加
わ
っ
た
石
原
卯
八
と
と

も
に
、
一
〇
月
一
八
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
出
発
し
て
英
国
に
向
か
い
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
付
近
の
織
機
製
作
お
よ
び
紡
績
業
を
視
察
・
調

査
し
た
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
を
視
察
し
て
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
経
由
で
、
一
九
一
一
年
一
月
一
日
に
下
関
に
帰
着
し
て
い
る
。
出

発
か
ら
帰
国
ま
で
約
八
か
月
に
わ
た
る
長
期
の
視
察
で
あ
っ
）
（（
（

た
。

以
上
か
ら
、
豊
田
佐
吉
は
、
五
月
八
日
の
重
役
会
よ
り
ず
っ
と
前
か
ら
長
期
の
洋
行
を
計
画
し
て
お
り
、
業
績
の
思
わ
し
く
な
い
豊
田
式

織
機
株
式
会
社
か
ら
洋
行
に
必
要
な
資
金
を
求
め
ず
に
、
自
前
で
西
川
秋
次
の
費
用
ま
で
賄
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

社
長
の
谷
口
は
、
豊
田
佐
吉
が
洋
行
す
る
こ
と
を
了
承
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
洋
行
し
て
外
国
の
技
術
を
調
査
し
よ
う
と
意
識
が
高
揚
し

て
い
た
と
き
に
、
そ
れ
に
水
を
差
す
よ
う
な
谷
口
の
発
言
に
豊
田
佐
吉
は
怒
っ
て
席
を
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
）
（（
（
る
。

つ
ぎ
に
三
井
物
産
と
の
包
括
的
な
販
売
契
約
が
い
つ
締
結
さ
れ
た
か
を
み
よ
う
。
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
に
豊
田
式
織
機
と
三
井
物
産

は
つ
ぎ
の
覚
書
を
作
成
し
）
（（
（

た
。

　
　
　
販
売
契
約
覚
書

今
般
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
（
甲
）
ノ
製
作
ス
ル
諸
機
械
ヲ
三
井
物
産
株
式
会
社
大
阪
支
店
（
乙
）
ニ
販
売
セ
シ
ム
ル
ニ
付
キ
契
約
ス

ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

一
、�

甲
ハ
乙
ヲ
シ
テ
自
己
ノ
製
品
ヲ
販
売
セ
シ
メ
他
人
ヲ
通
シ
テ
之
ヲ
為
サ
サ
ル
事
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二
、�

甲
カ
乙
ヲ
労
セ
ス
シ
テ
既
ニ
開
拓
シ
タ
ル
得
意
先
並
ニ
内
地
ニ
於
ケ
ル
小
規
模
ノ
工
場
ハ
甲
ニ
於
テ
直
接
取
引
ヲ
ナ
シ
此
契
約
ヨ

リ
除
外
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ

三
、�
甲
乙
各
々
得
意
先
ノ
見
積
書
ヲ
交
換
ス
ル
事

四
、�

甲
ハ
乙
ニ
手
数
料
ト
シ
テ
（
百
分
ノ
弐
半
）
ヲ
支
払
フ
モ
ノ
ト
ス

五
、�

内
地
製
造
家
ハ
［「
ト
」
の
誤
記
と
推
定
・
・
・
引
用
者
］
競
争
激
シ
キ
モ
ノ
ニ
関
ス
ル
乙
ノ
口
銭
ハ
適
宜
協
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

六
、�

甲
カ
乙
ニ
差
出
ス
値
段
ハ
前
記
手
数
料
ヲ
加
算
シ
タ
ル
値
段
タ
ル
事

七
、�

乙
ハ
外
国
製
造
所
ノ
値
段
ヲ
参
照
シ
甲
ノ
見
積
値
段
以
上
ノ
値
段
ヲ
以
テ
註
文
ヲ
引
受
ク
ル
事
然
シ
テ
第
三
条
ノ
手
数
料
以
上
ノ

利
益
ア
ル
場
合
ハ
其
余
分
ノ
利
益
ニ
対
シ
テ
ハ
甲
乙
折
半
ノ
事

八
、�

甲
カ
得
意
先
ヨ
リ
直
接
見
積
書
提
出
要
求
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
又
ハ
直
接
引
合
ヲ
便
宜
ト
ス
ル
モ
ニ
対
シ
テ
ハ
乙
ト
協
議
ノ
上
引
合
ヲ

為
ス
事

九
、�

本
契
約
ノ
解
除
ヲ
欲
ス
ル
場
合
ニ
ハ
六
ケ
月
以
前
ニ
他
方
ニ
通
告
シ
双
方
合
意
ノ
上
ニ
テ
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

十
、�

本
契
約
ノ
辞
句
ニ
訂
正
ス
ヘ
キ
点
ヲ
発
見
シ
タ
ル
時
ハ
双
方
合
意
ノ
上
之
ヲ
ナ
ス
事
ヲ
得

右
之
通
リ
契
約
シ
タ
ル
事
ヲ
証
ス
ル
為
メ
本
書
弐
通
ヲ
記
名
調
印
ノ
上
各
壱
通
ヲ
保
有
ス

　
大
正
六
年
壱
月
弐
拾
六
日

こ
の
覚
書
よ
り
前
の
一
九
一
六
年
に
作
成
さ
れ
た
草
案
で
は
、
文
書
の
先
頭
が
「
販
売
契
約
書
」
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
、「
約
」
と

「
書
」
の
間
に
「
覚
」
と
い
う
文
字
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
際
の
覚
書
で
は
、
最
後
の
部
分
に
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
と
代
表
者

名
と
三
井
物
産
株
式
会
社
大
阪
支
店
と
代
表
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
以
上
か
ら
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
付
け
の
文
書
は
、
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両
社
が
締
結
し
た
契
約
書
で
は
な
く
、
販
売
契
約
に
つ
い
て
両
社
が
作
成
し
た
覚
書
と
い
う
体
裁
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
覚
書
に
つ
い
て
、

同
年
六
月
二
二
日
の
三
井
物
産
支
店
長
会
で
常
務
取
締
役
武
村
貞
一
郎
は
「『
プ
ラ
ッ
ト
』
社
ト
ノ
関
係
モ
ア
ル
ヲ
以
テ
別
段
正
式
ノ
契
約

書
ハ
作
ラ
ス
」
と
述
べ
て
い
）
（1
（
る
。

な
お
、
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九
一
七
年
上
期
の
「
契
約
」
一
覧
に
は
、「
契
約
店
」
が
機
械
部
大
阪
支
部
、「
会
社
名
」
は
豊
田

式
織
機
株
式
会
社
、「
商
品
」
は
織
機
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
締
結
」・「
期
間
」・「
区
域
」
は
空
欄
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
覚
書
に
よ
る
と
、
三
井
物
産
は
手
数
料
二
・
五
％
で
委
託
販
売
を
引
き
受
け
る
も
の
の
、
豊
田
式
織
機
に
は
直
接
受
注
を
認

め
、
そ
の
取
引
に
つ
い
て
三
井
物
産
に
手
数
料
（
二
・
五
％
）
を
支
払
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
契
約
は
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
受

注
分
以
外
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
三
井
物
産
に
商
品
の
販
売
を
一
手
に
委
託
す
る
と
い
う
、「
例
外
条
件
付
き
一
手
販
売
契
約
」
と
な
っ
て

い
る
。
解
約
し
た
い
場
合
は
六
か
月
以
前
に
通
告
す
る
こ
と
と
し
て
、
契
約
期
間
を
特
に
定
め
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
販
売
契
約
覚
書
」
は
、
形
式
的
に
は
「
契
約
書
」
で
は
な
く
、「
覚
書
」（
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
）
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。
一
九

一
七
年
六
月
二
二
日
の
支
店
長
会
議
に
お
い
て
、「
我
が
社
は
豊
田
式
織
機
と
一
手
販
売
契
約
を
結
べ
る
の
か
」
と
い
う
常
務
取
締
役
藤
瀬

政
次
郎
の
質
問
に
対
し
て
、
武
村
貞
一
郎
は
、
三
井
物
産
と
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
つ
い
て
「
契
約
ノ
精
神
ヨ
リ
云
ヘ
ハ
全
然
内
地
品
ノ

取
扱
ハ
為
シ
得
サ
」
る
（
日
本
製
の
織
機
を
取
扱
こ
と
が
で
き
な
い
）
と
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ッ
ト
社
に
織
機
に
つ
い
て
「
プ

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
」（
優
先
権
）
を
「
与
ヘ
承
諾
ヲ
得
ラ
ル
モ
ノ
ハ
取
扱
フ
モ
可
ナ
ル
ナ
リ
」
と
補
足
説
明
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
事
実
上
、
例
外
条
件
付
き
の
（
製
造
業
者
直
接
受
注
を
例
外
と
し
て
認
め
た
）
一
手
販
売
契
約
を
取
り
決
め
た
豊
田
式
織

機
と
三
井
物
産
と
の
「
覚
書
」
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
武
村
は
「
公
然
豊
田
ノ
製
品
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
能
ハ

ス
」
と
述
べ
て
い
）
（（
（
る
。
つ
ま
り
三
井
物
産
は
公
然
と
（
た
と
え
ば
、
広
告
で
）
豊
田
式
織
機
製
の
織
機
の
販
売
を
担
当
す
る
こ
と
を
明
示
す

る
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
一
九
〇
九
年
二
月
九
日
の
豊
田
式
織
機
設
立
か
ら
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
の
「
販
売
契
約
覚
書
」
作
成
ま
で
約
八
年
も
経

過
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
織
機
の
販
売
面
で
両
社
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
一
三
年
四
月
三
〇
日
に
豊
田
式
織
機
取
締
役
に
就
任
し
た
名
古
屋
支
店
長
児
玉
一
造
は
、
同
年
七
月
二
二
日
の
支
店
長
会
議
に
お
い

て
「
今
ノ
間
ニ
我
々
ニ
於
テ
関
係
ヲ
付
ケ
置
カ
サ
レ
ハ
」、「
販
売
ハ
将
来
他
人
ノ
手
ニ
移
ル
ヘ
シ
」、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
株
式
を
買
い
増

し
し
て
、「
一
手
販
売
ヲ
取
リ
テ
他
ノ
手
ニ
テ
ハ
取
扱
ハ
シ
メ
サ
ル
様
シ
タ
シ
」
と
述
べ
て
い
）
（（
（
る
。
こ
の
頃
、
三
井
物
産
以
外
の
商
社
も
豊

田
式
織
機
製
の
織
機
の
販
売
に
関
与
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
他
社
に
一
手
販
売
権
を
取
ら
れ
て
三
井
物
産
が
織
機
販
売
か
ら
は
ず
さ
れ

る
恐
れ
が
あ
る
と
、
先
行
き
を
懸
念
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
特
に
三
井
物
産
は
豊
田
式
織
機
株
を
買
い
増
し
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
よ
う
や
く
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
に
「
販
売
契
約
覚

書
」
の
作
成
に
こ
ぎ
着
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
社
に
よ
る
製
品
取
扱
を
排
除
し
、
直
販
以
外
は
す
べ
て
三
井
物
産
が
取
り
扱
え
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
七
年
六
月
二
二
日
の
支
店
長
会
議
に
お
い
て
綿
花
部
長
児
玉
一
造
（
一
九
一
三
年
四
月
三
〇
日
、
豊
田
式
織
機
取
締
役
に
就
任
）

は
、
豊
田
式
織
機
は
「
最
近
当
社
ト
一
手
販
売
ノ
契
約
ヲ
取
結
ヒ
タ
ル
カ
、
其
時
ニ
内
部
ニ
於
テ
ハ
重
役
ノ
谷
口
氏
、
同
社
自
カ
ラ
販
売
シ

得
ル
モ
ノ
ヲ
殊
更
ニ
三
井
ニ
一
手
販
売
ヲ
托
ス
ル
必
要
ナ
シ
ト
テ
、
飽
迄
モ
其
説
ヲ
主
張
ス
ル
為
メ
契
約
締
結
ニ
モ
時
日
ヲ
要
シ
タ
リ
」
と

述
べ
て
い
）
（（
（
る
。
社
長
の
谷
口
房
蔵
は
、
自
社
で
織
機
を
販
売
で
き
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
三
井
物
産
に
一
手
に
販
売
を
委
託
す
る
必
要
は
な
い

と
反
対
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

兼
営
織
布
の
紡
績
会
社
が
発
注
す
る
織
機
の
台
数
は
、
千
数
百
台
に
の
ぼ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
豊
田
式
織
機
は
、
商
社
を
介

在
さ
せ
ず
に
、
東
洋
紡
な
ど
い
く
つ
か
の
兼
営
織
布
会
社
か
ら
直
接
大
口
を
受
注
し
て
い
た
よ
う
で
あ
）
（（
（
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
谷
口
は

「
同
社
自
カ
ラ
販
売
シ
得
ル
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
よ
り
台
数
の
少
な
い
口
で
も
、
商
社
を
介
在
さ
せ
ず
に
織
機
を
販
売
す
る
こ
と
が
で
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き
た
よ
う
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
三
井
物
産
が
扱
え
た
の
は
、
日
本
内
地
向
で
は
中
小
織
物
工
場
が
購
入
す
る
織
機
や
輸
移
出
す
る
織
機

（
朝
鮮
や
中
国
上
海
な
ど
の
織
物
工
場
が
購
入
す
る
織
機
）
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
）
（（
（
る
。
一
九
一
七
年
の
「
販
売
契
約
覚
書
」
は
こ
の

制
約
を
な
く
す
も
の
と
な
っ
た
。

6
．
そ
の
後
の
状
況

豊
田
佐
吉
は
、
一
九
二
六
年
一
一
月
一
七
日
、
株
式
会
社
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
の
創
立
総
会
を
開
催
し
、
同
社
を
設
立
し
た
。
同
社
設

立
の
際
、
三
井
物
産
は
株
式
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
児
玉
一
造
（
東
洋
棉
花
専
務
取
締
役
）
が
一
〇
〇
〇
株
（
額
面
五
万

円
）
を
引
き
受
け
た
の
は
、
実
弟
（
豊
田
利
三
郎
）
と
の
関
係
の
た
め
と
思
わ
れ
、
三
井
物
産
あ
る
い
は
東
洋
棉
花
が
児
玉
に
資
金
を
貸
し

付
け
て
、
事
実
上
、
支
配
し
た
株
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
同
社
製
造
の
織
機
に
つ
い
て
も
、
代
理
店
契
約
あ
る
い
は
一
手
販
売
契
約
を
す

ぐ
に
は
締
結
で
き
な
か
っ
た
。
完
全
な
一
手
販
売
契
約
を
締
結
で
き
た
の
は
、
会
社
設
立
の
七
年
後
、
一
九
三
三
年
七
月
四
日
で
あ
っ
）
（（
（

た
。

三
井
物
産
は
、
一
九
三
二
年
一
二
月
八
日
、
英
国
紡
機
製
造
株
式
会
社
（T

extile�M
achinery�M

akers,�Ltd.

プ
ラ
ッ
ト
社
は
こ
の
持

株
会
社
［
三
井
物
産
で
は
「
英
国
紡
機
製
造
合
同
会
社
」
と
も
表
記
］
の
傘
下
に
あ
り
、
こ
の
持
株
会
社
が
傘
下
の
す
べ
て
の
企
業
の
製
品

の
販
売
を
契
約
）
と
の
間
で
日
本
、
満
州
、
お
よ
び
中
国
に
お
け
る
日
系
会
社
を
対
象
地
域
と
す
る
綿
糸
紡
績
機
械
の
一
手
販
売
契
約
を
締

結
す
る
と
と
も
に
、
三
井
物
産
が
豊
田
式
織
機
の
製
品
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
の
製
品
を
販
売
す
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
一

九
三
三
年
七
月
四
日
、
豊
田
式
織
機
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
と
そ
れ
ぞ
れ
「
販
売
契
約
書
」
を
締
結
し
、「
自
動
織
機
及
棉
糸
紡
績
機
械

（
ス
ペ
ア
ー
、
パ
ー
ト
ヲ
含
ム
）
ヲ
販
売
」
す
る
、
ほ
ぼ
完
全
な
一
手
販
売
契
約
（
地
域
は
全
地
域
で
は
な
く
、
大
日
本
帝
国
、
満
州
、
中

国
）
を
締
結
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
三
井
物
産
は
、
英
国
紡
機
製
造
、
豊
田
式
織
機
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
の
三
社
の
織
機
・
紡
績
機
械

の
販
売
を
併
せ
て
お
こ
な
え
る
よ
う
に
な
っ
）
（（
（

た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
春
日
豊
論
文
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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織
機
に
限
定
し
て
み
る
と
、
三
井
物
産
が
プ
ラ
ッ
ト
社
の
く
び
き
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
豊
田
式
織
機
・
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
の
製
品
を

公
然
と
販
売
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
二
年
一
二
月
八
日
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
八
九
七
年
一
二
月
七
日
か
ら
一
九
三
二
年
一
二

月
七
日
ま
で
の
三
五
年
間
、
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
縛
ら
れ
て
、
日
本
の
製
造
家
・
製
造
会
社
と
の
間
で
公
然
と
一
手
販
売

契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
日
本
製
の
織
機
を
公
然
と
広
告
し
、
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
っ
た
。
も
し
、
プ
ラ
ッ
ト
社
の
く

び
き
が
な
け
れ
ば
、
三
井
物
産
に
よ
る
日
本
の
製
造
家
・
製
造
会
社
へ
の
対
応
（
な
か
で
も
出
資
や
役
員
派
遣
）
は
か
な
り
違
っ
た
は
ず
で

あ
り
、
日
本
製
織
機
の
販
売
台
数
・
販
売
額
は
遥
か
に
増
加
し
た
は
ず
で
あ
る
。

（
（
）　
鈴
木
邦
夫
「［
批
判
］
中
上
川
の
工
業
主
義
と
益
田
の
商
業
主
義
と
い
う
図
式
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
四
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
）
三
四

―
三
七
頁
。

（
（
）　
長
井
実
『
自
叙
益
田
孝
翁
伝
』
内
田
老
鶴
圃
、
一
九
三
九
年
、
二
四
五
頁
。

（
（
）　「
三
井
物
産
ル
カ
ス
商
会
と
競
争
」
一
八
九
二
年
九
月
二
八
日
東
京
日
日
新
聞
（『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史
』
第
八
巻
、
一
九
四
〇
年
）
三
〇

四
頁
。

（
（
）　『
稿
本
三
井
物
産
株
式
会
社
一
〇
〇
年
史
』
上
（
日
本
経
営
史
研
究
所
、
一
九
七
八
年
）
一
五
一
頁
。

（
（
）　「
英
国
オ
ー
ル
ダ
ム
府
プ
ラ
ッ
ト
社
ト
棉
糸
及
羊
毛
紡
績
機
械
ノ
日
本
並
朝
鮮
総
代
理
店
約
定
取
結
ノ
件
」
一
八
九
八
年
八
月
六
日
三
井
商

店
理
事
会
可
決
（
三
井
物
産
「
理
事
会
議
案
」
一
八
九
八
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
〇
）。

（
（
）　
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
二
三
六
七
―
六
。

（
（
）　
前
掲
、「
英
国
オ
ー
ル
ダ
ム
府
プ
ラ
ッ
ト
社
ト
棉
糸
及
羊
毛
紡
績
機
械
ノ
日
本
並
朝
鮮
総
代
理
店
約
定
取
結
ノ
件
」

（
（
）　
一
九
三
二
年
一
二
月
八
日
付
け
で
、
三
井
物
産
はT

extile�M
achinery�M

akers,�Ltd.

とC
otton�Spinning�M

achinery

と
の
間
で
日

本
、
満
州
、
中
華
民
国
に
お
け
る
日
系
会
社
を
区
域
と
し
て
一
手
販
売
契
約
を
締
結
し
た
。
な
お
、T

extile�M
achinery�M

akers,�Ltd.

は
、
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一
九
三
一
年
に
プ
ラ
ッ
ト
社
な
ど
同
業
八
社
の
持
株
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
、
従
来
の
プ
ラ
ッ
ト
社
はPlatt�B

rothers�&
�C

om
pany�

（H
oldings

）�Lim
ited�

と
な
っ
た
。
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九
三
三
年
上
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
六
一
五
―
三
六
）、
吉
森

賢
「
プ
ラ
ッ
ト
社
と
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
―
衰
退
と
発
展
の
決
定
要
因
―
」（『
横
浜
経
営
研
究
』
第
三
七
巻
第
三
・
四
号
、
二
〇
一
七
年
三

月
）
八
八
頁
。

（
（
）　「
一
、
豊
田
織
布
機
ニ
関
ス
ル
件
」
上
田
理
事
陳
述
、
一
八
九
九
年
一
〇
月
六
日
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料
篇
四
上
、
三
井
文

庫
、
一
九
七
一
年
）
四
八
九
―
四
九
〇
頁
。

（
（1
）　「
一
、
松
本
常
磐
外
一
名
罷
役
辞
令
案
」
一
八
九
九
年
一
〇
月
三
一
日
（
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料
篇
四
上
）
四
九
八
―

四
九
九
頁
。
の
ち
、
一
九
〇
〇
年
二
月
、
松
本
・
服
部
か
ら
の
希
望
で
三
井
物
産
を
解
雇
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
慰
労
金
」（
退
職
金
に
相
当
）
を

八
〇
〇
〇
円
、
六
〇
〇
〇
円
支
給
し
た
。
こ
れ
を
両
名
は
井
桁
商
会
に
投
入
し
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
〇
二
年
一
二
月
、
井
桁
商
会
で

「
少
カ
ラ
サ
ル
損
失
ヲ
醸
シ
」
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
追
加
慰
労
金
一
五
〇
〇
円
を
支
給
し
す
る
こ
と
と
し
た
（「
水
谷
耕
平
外
弐
名
へ
解
傭
慰

労
金
支
給
ノ
件
」
一
九
〇
二
年
一
二
月
二
日
三
井
営
業
店
重
役
会
可
決
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料
篇
四
下
、
三
井
文
庫
、
一
九
七

一
年
、
三
九
三
頁
）。

（
（（
）　
河
村
直
「
自
動
織
機
を
以
て
世
界
に
名
を
成
し
た
豊
田
佐
吉
」
中
（『
科
学
画
報
』
二
六
―
五
、
一
九
三
七
年
五
月
）。

（
（（
）　『
愛
知
県
史
』
通
史
編
六
、
近
代
一
（
愛
知
県
、
二
〇
一
七
年
）、
四
四
六
頁
で
は
一
八
九
九
年
一
一
月
六
日
「
創
立
」
と
し
て
い
る
。
一
一

月
六
日
は
「
創
立
」
さ
れ
た
日
で
は
な
く
、
会
社
の
設
立
が
登
記
さ
れ
た
日
で
あ
る
。

（
（（
）　『
官
報
』
一
八
九
九
年
一
一
月
一
六
日
。

（
（（
）　
一
九
〇
〇
年
五
月
刊
行
の
『
銀
行
会
社
要
録
』
第
四
版
で
は
、
資
本
金
三
万
円
、
資
本
主
人
員
二
と
な
っ
て
い
る
、

（
（（
）　
服
部
種
次
郎
の
「
移
転
広
告
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
八
九
七
年
一
月
一
七
日
）
四
頁
。
こ
の
広
告
で
、
猿
屋
町
一
七
番
地
に
移
転
し
た
と

し
て
い
る
。

（
（（
）　
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
四
，
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
八
四
頁
で

は
「
資
本
金
三
万
円
（
払
込
八
〇
〇
〇
円
）」
と
し
て
い
る
。
払
込
八
〇
〇
〇
円
を
示
す
資
料
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
前
掲
、『
稿
本
三
井
物
産
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株
式
会
社
一
○
○
年
史
』
上
、
第
三
章
（
執
筆
担
当
由
井
常
彦
）
二
六
七
頁
に
「
三
井
物
産
が
資
本
金
八
〇
〇
〇
円
の
全
額
を
出
資
」
と
記
さ

れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
八
〇
〇
〇
円
と
い
う
数
値
を
使
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
稿
本
三
井
物
産
株
式
会
社
一
○
○
年
史
』
上
の

八
〇
〇
〇
円
は
、
豊
田
佐
吉
が
三
井
物
産
か
ら
借
り
た
八
〇
〇
〇
円
（
後
述
）
を
井
桁
商
会
の
資
本
金
と
混
同
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
前

掲
、『
愛
知
県
史
』
通
史
編
六
、
近
代
一
、
四
四
七
頁
で
も
、
由
井
論
文
を
踏
襲
し
て
「
資
本
金
三
万
円
（
払
込
八
〇
〇
〇
円
）」
と
し
て
い
る
。

�

　
し
か
し
、
会
社
設
立
の
際
の
登
記
事
項
の
う
ち
、
社
員
の
「
出
資
額
」
が
松
本
・
服
部
と
も
「
金
一
万
五
千
円
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
井

桁
商
会
の
資
本
金
払
込
額
は
三
万
円
で
あ
る
。

（
（（
）　
最
初
の
本
店
所
在
地
を
大
坂
町
と
し
て
い
る
の
は
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」
八
四

頁
。
本
店
の
移
転
登
記
は
『
官
報
』
一
八
九
九
年
一
一
月
三
〇
日
。

（
（（
）　
河
村
直
「
自
動
織
機
を
以
て
世
界
に
名
を
成
し
た
豊
田
佐
吉
」
上
（『
科
学
画
報
』
二
六
―
四
、
一
九
三
七
年
四
月
）。
こ
の
記
事
を
、
河
村

は
寺
島
昇
か
ら
の
聴
き
取
り
に
基
づ
い
て
記
述
し
て
い
る
。

（
（（
）　
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』（
一
九
三
三
年
）
一
〇
三
頁
。
こ
の
伝
記
以
降
、「
技
師
長
」
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が

多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
伝
記
で
は
「
技
師
長
」
に
任
命
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
い
な
い
。

（
（1
）　
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
四
，
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
八

三
―
八
四
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、『
愛
知
県
史
』
通
史
編
六
、
近
代
一
、
四
四
七
頁
。

（
（（
）　『
官
報
』
一
八
九
九
年
一
一
月
二
八
日
、
一
八
九
九
年
一
二
月
一
九
日
、
一
九
〇
〇
年
三
月
八
日
。

（
（（
）　
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』（
一
九
六
七
年
）
三
二
―
三
三
頁
お
よ
び
後
に
掲
出
す
る
豊
田
佐
吉
「
証
」（
一
九
〇
二
年
五
月
一

日
）
の
豊
田
佐
吉
の
住
所
。

（
（（
）　
日
本
車
輌
製
造
『
驀
進
』（
一
九
七
七
年
）
四
二
五
頁
。

（
（（
）　
一
九
〇
一
年
五
月
二
二
日
印
刷
の
井
桁
商
会
『
専
売
特
許
豊
田
式
織
機
説
明
書
』
八
七
頁
で
は
、
本
店
は
東
京
市
日
本
橋
区
新
大
阪
町
一
〇

番
地
、
名
古
屋
支
店
は
「
名
古
屋
市
広
井
町
い
ノ
二
六
一
番
戸
（
笹
島
）」
と
な
っ
て
お
り
、
武
平
町
の
支
店
は
事
実
上
、
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
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（
（（
）　
三
井
物
産
宛
井
桁
商
会
書
状
（
一
八
九
九
年
一
一
日
一
五
日
付
け
）（
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の

研
究
（
上
）」、
八
三
―
八
四
頁
）、
前
掲
、
井
桁
商
会
『
専
売
特
許
豊
田
式
織
機
説
明
書
』
一
頁
。

（
（（
）　
特
許
庁
編
『
工
業
所
有
権
制
度
百
年
史
』
上
（
一
九
八
四
年
）
二
二
〇
頁
、
一
二
頁
、
一
八
九
九
年
一
一
月
一
五
日
付
け
の
三
井
物
産
宛
て

井
桁
商
会
書
簡
。

（
（（
）　
井
桁
商
会
『
専
売
特
許
豊
田
式
織
機
説
明
書
』
一
頁
。

（
（（
）　「
佐
吉
翁
が
挑
ん
だ
完
全
な
る
自
動
織
機
へ
の
想
い
」（『
豊
田
自
動
織
機
技
報
』
六
八
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
九
頁
。

（
（1
）　
前
掲
、
特
許
庁
編
『
工
業
所
有
権
制
度
百
年
史
』
上
、
二
二
〇
頁
。

（
（（
）　
鯨
尺
一
尺
は
、
曲
尺
の
一
尺
二
寸
五
分
相
当
で
あ
る
。
鯨
尺
一
尺
は
約
三
七
・
八
八
セ
ン
チ
で
あ
る
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』（
一
九
〇
九
年
）
三
四
―
三
六
頁
。

（
（（
）　『
大
日
本
織
物
協
会
会
報
』
第
一
九
二
号
（
一
九
〇
二
年
一
〇
月
号
）
の
掲
載
の
「
豊
田
式
機
台
割
引
広
告
」。
こ
の
広
告
で
は
、「
東
京
　

服
部
商
会
」（
東
京
市
日
本
橋
区
大
伝
馬
町
二
―
二
五
）
が
「
井
桁
商
会
代
理
店
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
吉
川
容
・
大
島
久
幸
「
三
井
物
産
『
内
地
支
店
長
会
議
々
事
録
』（
明
治
三
三
年
）
第
三
回
・
第
四
回
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
五
．
二
〇

二
一
年
一
二
月
）
四
四
六
頁
。

（
（（
）　
沢
井
実
『
日
本
鉄
道
車
輌
工
業
史
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
八
年
）
五
四
頁
、

（
（（
）　『
官
報
』
一
九
〇
一
年
三
月
三
〇
日
、
同
一
九
〇
一
年
四
月
一
二
日
。

（
（（
）　
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」
八
六
頁
で
は
、「
豊
田
佐
吉
の
同
社
技
師
長
の
在
任
は
一

年
数
カ
月
で
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
末
ま
で
に
辞
任
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
典
拠
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。

�

　
池
田
宣
政
『
織
機
王
豊
田
佐
吉
―
発
明
物
語
―
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
三
九
年
）
一
七
七
―
一
七
八
頁
に
、「
会
社
経
営
の
以
下

案
に
む
づ
か
し
き
か
を
痛
感
し
た
氏
は
潔
く
井
桁
商
会
か
ら
身
を
引
き
、
翌
年
、
明
治
三
五
年
に
、
も
と
の
武
平
町
工
場
で
織
布
業
を
は
じ
め

た
。
豊
田
商
会
が
こ
れ
で
あ
る
」
と
あ
る
。
由
井
論
文
の
「
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
末
ま
で
に
」
は
こ
の
池
田
の
記
述
か
ら
判
断
し
た
も
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の
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」
八
六
頁
。

（
（（
）　
高
辻
奈
良
造
「
故
豊
田
佐
吉
の
追
憶
」（
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』）
二
六
八
―
二
六
九
頁
。

（
（1
）　
前
掲
、
吉
川
容
・
大
島
久
幸
「
三
井
物
産
『
内
地
支
店
長
会
議
々
事
録
』（
明
治
三
三
年
）
第
三
回
・
第
四
回
」
四
四
五
―
四
四
六
頁
。

（
（（
）　『
工
場
通
覧
』
一
九
〇
二
年
版
（
農
商
務
省
商
工
局
、
一
九
〇
四
年
）。
一
九
〇
四
年
版
が
一
二
月
三
一
日
現
在
な
の
で
、
一
九
〇
二
年
版
も

一
二
月
三
一
日
現
在
と
推
定
さ
れ
る
。

（
（（
）　
前
掲
、
河
村
直
「
自
動
織
機
を
以
て
世
界
に
名
を
成
し
た
豊
田
佐
吉
（
中
）」
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。

（
（（
）　
同
上
、
一
一
〇
頁
。

（
（（
）　「
井
桁
商
会
貸
金
整
理
ノ
件
」
一
九
〇
四
年
二
月
九
日
廻
議
お
よ
び
付
属
資
料
（
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
四
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史

料
、
物
産
一
五
三
）。

（
（（
）　
前
掲
、『
工
場
通
覧
』
一
九
〇
二
年
版
、
二
〇
九
頁
。
一
九
〇
四
年
版
の
記
述
か
ら
、
一
九
〇
二
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
状
況
で
あ
る
と

推
定
さ
れ
る
。

（
（（
）　
一
九
〇
二
年
七
月
一
九
日
印
刷
の
『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』（
一
九
〇
二
年
）
で
は
広
井
町
、
一
九
〇
三
年
七
月
一
八
日
印
刷
の
同

（
一
九
〇
三
年
）
で
は
堀
内
町
と
な
っ
て
い
る
。

（
（（
）　
担
保
の
織
機
一
七
五
台
の
う
ち
、
一
〇
〇
台
（「
豊
田
式
尺
壱
幅
織
機
」）
は
日
本
車
輌
に
預
け
入
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
〇
三
年
七

月
九
日
の
暴
風
雨
の
た
め
、
織
機
を
保
管
し
て
い
た
倉
庫
が
倒
壊
し
、
そ
の
た
め
織
機
が
全
部
破
損
し
て
し
ま
っ
た
。
新
規
に
製
造
し
て
三
井

物
産
の
納
品
す
べ
き
七
五
台
に
つ
い
て
は
、
目
下
販
売
の
見
込
み
が
な
か
っ
た
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』
四
四
―
四
六
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、『
大
日
本
織
物
協
会
会
報
』
第
一
九
二
号
（
一
九
〇
二
年
一
〇
月
号
）
の
掲
載
の
「
豊
田
式
機
台
割
引
広
告
」。

（
（1
）　
前
掲
、『
工
場
通
覧
』
一
九
〇
二
年
版
、
二
〇
九
頁
、
同
一
九
〇
四
年
版
（
農
商
務
省
商
工
局
、
一
九
〇
六
年
）
二
三
四
頁
。

（
（（
）　『
愛
知
県
統
計
書
』
各
年
版
。
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（
（（
）　『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』
一
九
〇
二
年
版
、
下
編
二
三
八
頁
で
は
資
本
金
三
万
円
、
一
九
〇
三
年
版
、
二
四
六
頁
で
は
資
本
金
一
万
円
、

払
込
六
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る
。

（
（（
）　
井
上
馨
宛
益
田
孝
書
簡
（
一
九
〇
二
年
二
月
二
五
日
）、
同
（
一
九
〇
二
年
五
月
七
日
）（『
三
井
文
庫
論
叢
』
一
六
，
一
九
八
二
年
）
三
二

六
―
三
二
八
頁
、
同
（
一
九
〇
三
年
三
月
六
日
）（
国
立
国
会
図
書
館
編
『
井
上
馨
関
係
文
書
目
録
』
一
九
七
五
年
）
一
二
五
頁
。

（
（（
）　『
帝
国
銀
行
会
社
）　
要
録
』
に
井
桁
商
会
が
掲
載
さ
れ
た
最
後
の
版
は
、
一
九
一
四
年
版
（
一
九
一
四
年
刊
）
で
あ
り
、
資
本
金
は
二
万
円
、

代
表
社
員
服
部
種
次
郎
、
社
員
服
部
要
と
な
っ
て
い
る
（
愛
知
県
一
一
頁
）。

（
（（
）　
鈴
木
淳
『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
）
三
二
六
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」
九
〇
頁
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び

豊
田
式
織
機
の
研
究
（
下
）」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
六
，
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）
一
四
六
頁
。
愛
知
県
「
工
場
票
」（
一
九
一
一
年
）
に
よ
る

と
、
場
所
は
西
春
日
郡
金
城
町
、
職
工
は
男
六
人
、
女
二
一
人
で
あ
る
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
〇
五
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
特
許
庁
編
『
工
業
所
有
権
制
度
百
年
史
』
上
、
二
二
一
頁
。

（
（（
）　『
第
六
七
八
七
号
明
細
書
　
織
機
』、「
第
七
四
三
三
号
明
細
書
　
織
機
」、「
第
七
六
七
六
号
明
細
書
　
織
機
」、「
第
八
三
二
〇
号
明
細
書
　

織
機
」。

（
（1
）　「
豊
田
式
織
機
一
手
販
売
契
約
締
結
ノ
件
」
一
九
〇
五
年
二
月
一
四
日
廻
議
（
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
五
年
一
―
六
月
、
三
井
文
庫

所
蔵
史
料
　
物
産
一
五
五
）。

（
（（
）　『
豊
田
自
動
織
機
技
報
』
第
六
八
号
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
一
一
頁
。

（
（（
）　「
木
製
織
機
の
発
明
」（『
工
業
雑
誌
』
第
二
二
巻
第
三
一
四
号
（
一
九
〇
五
年
四
月
）。

（
（（
）　『
ト
ヨ
タ
自
動
車
七
五
年
史
』（
二
〇
一
三
年
）
一
一
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、『
ト
ヨ
タ
自
動
車
七
五
年
史
』
一
一
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
鈴
木
淳
『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』
二
七
頁
。
三
二
九
頁
。



56

（
（（
）　「
Ｔ
、
山
本
」
は
、
営
業
部
の
機
械
鉄
道
洋
品
並
金
物
類
取
扱
首
部
主
記
主
任
の
山
本
小
四
郎
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
山
本
は
ロ
ン
ド
ン
支

店
の
支
店
長
代
理
、
器
械
掛
主
任
、
鉄
道
掛
主
任
で
あ
っ
た
。
三
井
物
産
「
職
員
録
」
一
九
〇
五
年
八
月
二
〇
日
現
在
、
同
一
九
〇
六
年
八
月

二
四
日
現
在
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
五
〇
―
一
一
、　
物
産
五
〇
―
一
二
）。

�

　『W
H

1 ’S�W
H

O
�IN

�JA
PA

N

』（
一
九
三
二
年
）
で
は
、
湯
浅
蓄
電
池
製
造
の
役
員
で
あ
る
山
本
小
四
郎
の
英
文
表
記
が
、「Yam

am
oto,�

K
oshiro

」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
同
社
役
員
の
時
の
小
四
郎
の
英
文
表
記
は
確
認
で
き
た
限
り
、
い
ず
れ
もK

oshiro

で
あ
っ
た
。
資

料
の
｛
Ｔ
｝
は
、「
Ｋ
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。

（
（（
）　
豊
田
式
織
機
「
営
業
報
告
書
」（
一
九
〇
七
年
上
期
）。
一
九
〇
七
年
上
期
末
の
一
九
〇
七
年
三
月
三
一
日
頃
の
株
主
・
株
数
で
あ
る
。

（
（（
）　
麻
島
昭
一
『
戦
前
期
三
井
物
産
の
投
資
と
金
融
』（
専
修
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
七
七
頁
。

（
（1
）　
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』（
一
九
三
六
年
）
一
四
五
―
一
四
六
頁
。
こ
の
ほ
か
、
一
九
〇
九
年
一
〇
月
三
〇
日
の
定
時
株
主
総

会
で
取
締
役
が
改
選
さ
れ
、
岡
野
悌
二
が
取
締
役
に
選
出
さ
れ
た
も
の
の
、
岡
野
は
「
差
支
ノ
故
ヲ
以
テ
」
取
締
役
就
任
を
辞
退
し
て
い
る

（
一
四
七
頁
）
の
は
、
岡
野
が
三
井
物
産
本
店
の
許
可
を
得
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　
三
井
物
産
『
挑
戦
と
創
造
』（
一
九
七
六
年
）
七
四
、
三
七
三
頁
。
前
掲
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』
五
〇
頁
が
豊
田
式
織
機

設
立
を
明
治
三
九
年
一
二
月
と
し
た
た
め
に
、
こ
の
記
述
を
踏
襲
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
九
九
―
一
〇
〇
頁
。

（
（（
）　
小
栗
照
夫
『
豊
田
佐
吉
と
ト
ヨ
タ
源
流
の
男
た
ち
』（
新
葉
館
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
一
八
九
頁
。

（
（（
）　
会
社
設
立
の
際
に
奥
田
正
香
（
名
古
屋
）
が
取
締
役
に
選
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
奥
田
は
一
九
〇
七
年
一
〇
月
三
一
日
に
取
締
役
を
辞
任
し

た
た
め
、
そ
れ
以
降
、
取
締
役
会
メ
ン
バ
ー
に
名
古
屋
派
は
い
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
（（
）　
和
田
一
夫
・
由
井
常
彦
『
豊
田
喜
一
郎
伝
』（
ト
ヨ
タ
自
動
車
、
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
下
）」、
一
四
五
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
一
五
九
―
一
六
〇
頁
、
豊
田
式
織
機
「
営
業
報
告
書
」
第
二
〇
期
（
一
九
一
六
年
四
月
一
日



三井物産による海外綿布市場の開拓と織機メーカー・織布工場（鈴木）

57

か
ら
九
月
三
〇
日
）。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
一
三
頁
。

（
（（
）　
河
村
直
「
自
動
織
機
を
以
て
世
界
に
名
を
成
し
た
豊
田
佐
吉
（
下
の
一
）」（『
科
学
画
報
』
二
六
―
六
、
一
九
三
七
年
六
月
）
一
一
八
頁
。

（
（1
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
三
一
頁
。

（
（（
）　『
愛
知
県
史
』
資
料
篇
二
九
、
近
代
六
工
業
一
（
愛
知
県
、
二
〇
〇
四
年
）
六
二
一
―
六
二
二
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
一
四
八
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
自
働
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』
六
七
頁
、
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
二
一
頁
と
も
、
豊
田
佐

吉
へ
の
支
払
額
を
八
万
円
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
豊
田
式
織
機
「
決
算
書
」
第
一
四
期
で
の
資
産
の
部
に
お
け
る
特
許
権
の
計
上
額
は
六
万

円
と
な
っ
て
い
る
の
で
（
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
下
）」、
一
五
六
頁
）、
こ
れ
に
従
っ
た
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
一
五
三
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
一
三
頁
。

（
（（
）　
移
民
保
護
協
会
編
『
海
外
出
稼
案
内
』（
内
外
出
版
協
会
、
一
九
〇
二
年
）
の
附
録
一
―
二
七
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
一
三
―
一
一
九
頁
、
前
掲
、
小
栗
照
夫
『
豊
田
佐
吉
と
ト
ヨ
タ
源
流
の
男
た
ち
』

一
九
四
、
二
四
〇
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
一
三
頁
。

（
（（
）　「
販
売
契
約
覚
書
」
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
二
三
六
七
―
一
三
）。

（
（1
）　
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
一
七
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
九
八
―
五
）
四
三
〇
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
一
七
年
）
四
三
一
頁
。

（
（（
）　
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
一
三
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
九
八
―
二
）。
な
お
、
豊
田
式
織
機
の
取
締
役
の
選
出

さ
れ
た
あ
と
、
一
九
一
三
年
五
月
二
日
の
三
井
物
産
取
締
役
会
で
児
玉
一
造
が
取
締
役
に
就
任
す
る
こ
と
が
仮
決
議
さ
れ
、
就
任
に
つ
い
て
の

議
案
が
三
井
合
名
会
社
に
送
付
さ
れ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
（
三
井
物
産
「
取
締
役
会
議
録
」
一
九
一
三
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
八
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三
）。

（
（（
）　
前
掲
、
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
一
七
年
）
四
二
九
頁
。

（
（（
）　
児
玉
一
造
は
、
豊
田
式
織
機
が
「
最
近
尼
紡
ヨ
リ
千
二
百
台
、
倉
敷
ヨ
リ
千
三
百
台
ノ
注
文
ア
リ
タ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
、
三
井
物

産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
一
七
年
、
四
二
九
頁
）。
武
村
貞
一
郎
は
、
覚
書
に
よ
っ
て
「
従
来
同
社
ニ
テ
直
接
引
受
ケ
タ
ル
東
洋
紡
其

他
一
二
軒
ヲ
除
キ
全
部
当
社
ニ
一
任
」
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
（
同
、
四
三
〇
頁
）。

（
（（
）　
覚
書
作
成
の
一
九
一
七
年
の
事
例
で
あ
る
も
の
の
、
三
井
物
産
上
海
支
店
は
「
三
新
紡
績
ニ
豊
田
式
織
機
五
十
台
ヲ
売
込
」
ん
で
い
る
（
前

掲
、
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
一
七
年
、
二
九
三
頁
）。

（
（（
）　
春
日
豊
「
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
三
井
物
産
会
社
の
展
開
過
程
（
中
）
―
商
品
取
引
と
社
外
投
資
を
中
心
に
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
一

七
，
一
九
八
三
年
）
九
五
―
九
六
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
春
日
豊
「
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
三
井
物
産
会
社
の
展
開
過
程
（
中
）
―
商
品
取
引
と
社
外
投
資
を
中
心
に
―
」
九
四
―
九
六
頁
。

Ⅱ
　
三
井
物
産
に
よ
る
海
外
綿
布
市
場
の
開
拓
と
日
本
の
織
布
工
場

三
井
物
産
は
、
外
国
製
織
機
（
プ
ラ
ッ
ト
社
）
や
日
本
製
織
機
を
販
売
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
購
入
し
た
織
布
会
社
で
の
製
品
（
綿

布
）
も
取
り
扱
っ
た
。
な
か
で
も
綿
布
輸
出
に
力
を
入
れ
、
朝
鮮
・
中
国
へ
輸
出
を
お
こ
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
三
井
物
産
が
ど
の
よ
う
な

織
布
工
場
の
製
品
を
扱
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
海
外
で
綿
布
市
場
を
開
拓
し
た
か
を
検
討
す
る
。

1
．
日
清
戦
後
か
ら
日
露
戦
争
ま
で

三
井
物
産
が
日
本
製
綿
布
の
輸
出
を
始
め
た
の
は
、
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
―
一
八
九
五
年
）
後
で
あ
る
。
そ
の
際
、
中
心
と
な
っ
た
の
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は
「
棉
布
首
部
」
で
あ
る
。

棉
布
首
部
は
、
一
八
九
八
年
七
月
一
八
日
制
定
の
「
共
通
計
算
規
定
」
に
基
づ
き
、
一
八
九
九
年
五
月
二
四
日
に
輸
出
綿
布
を
担
当
す
る

組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
）
（
（
た
。
首
部
と
い
う
組
織
は
「
首
脳
タ
ル
ノ
任
ニ
当
リ
仕
入
並
ニ
販
売
上
ニ
付
キ
諸
般
ノ
指
揮
ヲ
為
ス
」
も
の
で
あ
り
、

経
伺
に
よ
り
許
可
を
受
け
て
商
品
の
売
越
買
越
業
務
を
担
当
し
、
そ
の
損
益
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
）
（
（

た
。
棉
布
首
部
設
立
以
前
、
一
八
九

七
年
三
月
六
日
に
東
京
本
店
に
棉
花
布
掛
が
設
置
さ
れ
て
い
る
（
そ
の
後
、
一
八
九
八
年
六
月
一
日
営
業
部
設
置
に
伴
い
そ
の
一
掛
と
な

る
）。
営
業
部
が
棉
花
首
部
に
指
定
さ
れ
た
の
で
、
営
業
部
の
棉
花
布
掛
が
棉
布
首
部
の
業
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八
九
九
年
（
明
治
三
二
）
に
営
業
部
は
植
民
地
の
台
湾
に
掛
員
を
派
遣
し
て
い
る
。
掛
員
は
台
湾
お
よ
び
清
国
に
お
け
る
綿
布
の
嗜

好
・
需
要
高
な
ど
を
調
査
し
て
「
台
湾
視
察
復
命
書
」
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
台
北
支
店
に
依
頼
し
て
日
本
製
綿
布
の
試
売
も
お
こ
な
っ
た
。

こ
の
調
査
と
試
売
の
経
験
に
基
づ
き
、
六
月
三
日
、
棉
布
首
部
は
重
役
に
対
し
て
「
内
地
棉
布
製
織
中
社
持
ニ
関
ス
ル
願
」
を
提
出
し
た
。

買
持
を
申
請
す
る
理
由
は
、
需
要
地
の
商
人
の
多
く
は
売
行
季
節
前
に
先
約
定
を
な
さ
ず
専
ら
現
物
取
引
の
み
で
あ
る
た
め
、
早
め
に
機
屋

に
発
注
し
て
製
織
し
た
綿
布
を
現
地
に
積
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
賃
金
の
安
い
農
閑
期
に
機
屋
に
製
織
さ
せ
れ
ば
「
上
品
ヲ
廉
価

ニ
得
ラ
レ
」
る
か
ら
と
い
う
。
買
持
を
申
請
し
た
綿
布
は
、
日
本
内
地
で
需
要
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
茶
木
綿
（
一
〇
万
反
、
約
五
万

円
）・
白
木
綿
（
五
万
反
、
約
二
万
五
〇
〇
〇
円
）
と
日
本
内
地
で
模
造
し
た
「
支
那
土
布
」（
五
種
）
と
「
雑
布
」（
両
者
と
も
試
売
用
。

小
計
一
万
反
、
約
五
〇
〇
〇
円
）、
合
計
一
六
万
反
（
八
万
円
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
茶
木
綿
・
白
木
綿
は
、
い
わ
ゆ
る
小
幅
（
並
幅
）
の
も

の
で
あ
り
、
幅
一
尺
一
寸
、
長
さ
二
丈
で
あ
）
（
（
る
。

こ
の
申
請
を
受
け
て
、
六
月
六
日
三
井
物
産
は
三
井
商
店
理
事
会
へ
議
案
「
棉
布
買
持
特
許
之
件
」
を
提
出
し
て
可
決
を
え
て
、
申
請
ど

お
り
棉
花
首
部
に
買
持
許
可
を
与
え
た
。
棉
花
首
部
が
買
持
を
申
請
し
た
時
点
で
は
、
機
屋
に
発
注
し
、
手
織
り
織
機
（
手
機
）・
足
踏
み

織
で
製
織
し
た
製
品
を
買
い
付
け
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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棉
花
首
部
は
、
台
湾
へ
の
綿
布
移
出
だ
け
で
な
く
、
清
国
・
朝
鮮
へ
綿
布
輸
出
に
着
手
し
、
一
八
九
九
年
一
一
月
二
〇
日
に
合
計
五
〇
〇

俵
の
買
持
を
社
長
に
申
請
し
、
一
一
月
二
四
日
に
許
可
を
え
た
。
さ
ら
に
翌
年
二
月
二
四
日
に
は
五
〇
〇
俵
を
一
五
〇
〇
俵
に
増
加
す
る
許

可
を
え
て
い
）
（
（
る
。
シ
ー
チ
ン
グ
・
Ｔ
ク
ロ
ー
ス
は
機
械
織
綿
布
で
あ
る
。
清
国
へ
は
シ
ー
チ
ン
グ
お
よ
び
Ｔ
ク
ロ
ー
ス
、
韓
国
へ
は
シ
ー
チ

ン
グ
を
輸
出
し
）
（
（

た
。

と
こ
ろ
が
、
先
述
の
よ
う
に
三
井
物
産
会
社
は
、
松
本
・
服
部
に
同
年
一
一
月
一
〇
日
に
松
本
服
部
合
名
会
社
を
設
立
さ
せ
て
（
ま
も
な

く
合
名
会
社
井
桁
商
会
に
商
号
変
更
）、
こ
の
会
社
に
豊
田
佐
吉
発
明
の
力
織
機
（
改
訂
特
許
第
九
七
号
）
を
製
造
さ
せ
た
。
井
桁
商
会

『
専
売
特
許
豊
田
式
織
機
説
明
書
』（
一
九
〇
一
年
）
に
よ
る
と
、
従
来
の
織
機
に
比
べ
、
こ
の
力
織
機
で
は
女
工
一
人
当
た
り
の
利
益
が
七
，

八
倍
に
増
加
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
同
社
は
、
織
立
て
の
幅
が
鯨
尺
一
尺
一
寸
の
織
機
（
小
幅
織
機
）
か
ら
同
二
尺
四
寸
の
織
機
（
広

幅
織
機
）
ま
で
の
、
諸
種
の
織
機
を
製
造
し
て
い
た
。
製
織
品
に
は
幅
織
ム
ラ
な
く
、
量
目
が
均
一
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
説
明
書
に
よ
る

と
、
こ
の
織
機
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
布
を
織
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
「
支
那
輸
出
向
白
木
綿
茶
木
綿
」
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
白
木
綿
・
茶
木
綿
は
、
同
社
の
小
幅
織
機
で
織
る
こ
と
の
で
き
る
製
品
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
〇
三
年
四
月
一
五
日
の
支
店
長
会
議
に
お
け
る
台
北
支
店
長
の
藤
原
銀
次
郎
の
発
言
に
よ
る
と
、
井
桁
商
会
製
の
よ
う
な

力
織
機
で
製
織
し
た
綿
布
は
「
糸
ノ
良
過
ギ
ル
為
売
レ
」
ず
、「
台
湾
ニ
ハ
余
リ
綺
麗
ナ
ル
モ
ノ
ハ
向
カ
ス
、
極
メ
テ
外
見
ノ
悪
シ
キ
強
サ

ウ
ニ
見
エ
ル
物
ニ
ア
ラ
サ
レ
バ
見
込
ナ
）
（
（
シ
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
台
湾
で
需
要
さ
れ
る
製
品
は
、
手
機
・
足
踏
み
機
で
製
織
さ
れ
る
よ
う

な
製
品
で
あ
り
、
力
織
機
で
製
織
し
た
綺
麗
な
綿
布
は
台
湾
に
は
不
向
き
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
今
一
度
、
棉
布
首
部
に
即
し
て
み
る
と
、
一
九
〇
〇
年
六
月
八
日
、
三
井
物
産
は
三
井
商
店
理
事
会
に
議
案
「
輸
出
棉
布
取

扱
首
部
ヲ
大
阪
ニ
移
ス
ノ
件
」
と
議
案
「
藤
野
亀
之
助
転
勤
ノ
件
」
を
提
出
し
、
二
つ
の
議
案
が
可
決
さ
れ
た
。
可
決
を
得
て
、「
棉
布
類

ノ
産
地
ハ
近
畿
並
名
古
屋
地
方
」
の
た
め
、「
之
カ
引
合
ハ
大
阪
ヨ
リ
ス
ル
方
便
宜
」
な
た
め
、
三
井
物
産
は
棉
花
首
部
を
営
業
部
か
ら
大
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阪
支
店
に
移
す
と
と
も
に
、
営
業
部
棉
布
掛
主
任
の
藤
野
亀
之
助
を
大
阪
支
店
棉
布
掛
主
任
に
異
動
さ
せ
た
。
ま
た
、
三
井
物
産
本
店
は
八

月
一
三
日
に
、
先
の
一
八
九
九
年
七
月
二
九
日
付
け
買
持
許
可
を
取
り
消
し
、
新
た
に
一
九
〇
〇
年
一
〇
月
四
日
付
け
で
、
棉
布
首
部
（
大

阪
支
店
）
に
機
械
織
綿
布
一
〇
〇
〇
俵
、
手
織
綿
布
五
万
反
の
買
持
を
許
可
し
た
。
機
械
織
綿
布
の
種
類
は
シ
ー
チ
ン
グ
（
中
国
、
朝
鮮
向

け
）
と
Ｔ
ク
ロ
ー
ス
（
中
国
向
け
）
で
あ
る
。
申
請
し
た
仕
向
地
別
内
訳
は
清
国
七
〇
〇
俵
、
韓
国
三
〇
〇
俵
で
あ
っ
た
。
手
織
綿
布
の
種

類
は
茶
木
綿
（
台
湾
向
け
）、
白
木
綿
（
台
湾
向
け
）、
綿
ネ
ル
其
他
（
台
湾
向
け
）、
縮
緬
其
他
（
清
国
向
け
）
あ
る
。
申
請
し
た
仕
向
地

別
買
持
内
訳
は
台
湾
七
万
五
〇
〇
〇
反
（
茶
木
綿
五
万
反
、
白
木
綿
二
万
五
〇
〇
〇
反
、
綿
ネ
ル
其
他
五
〇
〇
〇
反
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
一
連
の
措
置
に
よ
っ
て
、
愛
知
・
大
阪
の
織
物
産
地
に
近
い
大
阪
支
店
に
綿
布
輸
出
を
指
揮
・
担
当
さ
せ
、
輸
出
・
移
出
を
拡
大
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
三
井
物
産
に
よ
る
清
国
へ
の
綿
布
輸
出
の
仕
向
先
は
華
北
の
天
津
、
華
中
の
上
海
な
ど
で
あ
り
、
い
ま
だ
満
州
（
現
、

中
国
東
北
地
区
）
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
）
（
（

た
。

な
お
、
の
ち
に
一
九
〇
二
年
頃
か
ら
は
、
茶
木
綿
の
台
湾
へ
の
移
出
の
み
、
産
地
（
栃
木
県
）
に
近
い
営
業
部
に
担
当
を
変
更
し
て
い
）
（
（

る
。

「
共
通
計
算
規
定
」（
仕
入
店
・
販
売
店
が
共
通
計
算
を
お
こ
な
っ
て
、
店
単
独
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
で
生
じ
る
弊
害
を
な
く
す
た
め

の
規
定
）
が
一
九
〇
〇
年
二
月
九
日
に
廃
止
さ
れ
、
そ
の
細
則
で
あ
る
一
九
〇
一
年
八
月
二
六
日
に
「
輸
出
綿
布
共
通
計
算
規
定
細
則
」
が

廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
同
日
、
棉
花
首
部
は
廃
止
さ
れ
て
、
大
阪
支
店
が
綿
布
輸
出
を
事
実
上
指
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
〇
四
年
二
月
一
〇
日
、
日
露
戦
争
が
勃
発
し
、
日
本
軍
は
ロ
シ
ア
軍
と
戦
う
た
め
満
州
へ
侵
攻
し
た
。
そ
の
際
、
大
量
の
軍
票
を
散

布
し
て
、
物
資
・
サ
ー
ビ
ス
を
調
達
し
た
。
三
井
物
産
は
日
本
政
府
に
協
力
す
る
た
め
、「
日
常
ノ
必
需
品
ニ
シ
テ
且
其
需
要
ノ
宏
大
ナ
ル

小
幅
綿
布
ヲ
輸
出
ス
ル
コ
ト
」
を
計
画
し
、
九
月
三
〇
日
、
三
井
家
同
族
会
管
理
部
に
議
案
「
綿
布
商
売
拡
張
資
金
支
出
方
ノ
件
」
を
提
出

し
て
、
可
決
を
え
た
。
三
井
物
産
で
は
こ
れ
ま
で
「
継
続
商
業
準
備
積
立
金
」
七
〇
万
円
を
積
み
立
て
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
一
〇
万
円
を
割

い
て
満
州
向
け
小
幅
綿
布
調
達
の
た
め
の
手
段
を
講
じ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
う
ち
五
万
円
の
使
途
と
し
て
、
ま
だ
実
施
が
曖
昧
で
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あ
る
も
の
の
、
名
古
屋
に
織
機
一
五
〇
台
の
工
場
を
設
置
す
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
九
〇
五
年
、
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
に
よ
っ
て
二
つ
の
織
布
工
場
の
設
立
計
画
が
進
め
ら
れ
た
。
ひ
と
つ
は
、
三
井
物
産
が
繊
維
業
者

（
紡
績
業
者
や
繊
維
問
屋
）
に
働
き
か
け
て
織
布
会
社
と
新
設
す
る
と
い
う
も
の
、
い
ま
ひ
と
つ
は
三
井
物
産
が
自
前
の
織
布
工
場
を
設
立

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

前
者
の
計
画
で
は
、
一
九
〇
五
年
八
月
二
〇
日
に
名
古
屋
織
布
株
式
会
社
（
資
本
金
二
〇
万
円
、
払
込
五
万
円
。
一
株
五
〇
〇
円
、
総
株

数
四
〇
〇
株
。
本
店
は
愛
知
郡
熱
田
町
大
字
西
熱
田
幣
懸
一
九
番
地
）
が
設
立
さ
れ
た
。
取
締
役
に
は
志
方
勢
七
（
日
本
綿
花
取
締
役
），

奥
田
正
香
（
日
本
車
輌
社
長
、
元
尾
張
紡
績
社
長
）、
岡
野
悌
二
（
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
長
）、
監
査
役
に
は
田
中
市
太
郎
（
日
本
綿
花
社

長
）、
伊
藤
伝
七
（
三
重
紡
績
取
締
役
）
が
就
任
し
た
。
一
九
〇
六
年
一
一
月
三
〇
日
頃
の
大
株
主
の
所
有
株
数
は
、
志
方
勢
七
が
三
〇
株
、

飯
田
義
一
（
三
井
物
産
理
事
）・
渡
辺
専
次
郎
（
三
井
物
産
専
務
理
事
）・
田
中
市
太
郎
な
ど
が
二
〇
株
で
あ
）
（
（

る
。
同
社
の
設
立
趣
意
書
で
は

一
五
〇
台
の
織
機
（
一
台
の
価
格
一
〇
〇
円
）
を
設
置
す
る
予
定
で
あ
っ
）
（1
（

た
。
一
台
の
価
格
か
ら
推
測
す
る
と
、
豊
田
商
会
発
売
の
三
十
九

年
式
織
機
の
よ
う
で
あ
る
。

後
者
の
計
画
で
は
、
一
九
〇
五
年
に
予
算
一
六
万
円
で
工
場
の
建
設
を
始
め
、
一
一
月
に
は
設
置
予
定
の
織
機
二
五
二
台
（
一
台
の
価
格

一
五
三
円
）
の
う
ち
、
一
部
を
設
置
し
た
。
工
事
は
全
体
の
半
分
位
ま
で
進
ん
）
（（
（

だ
。
と
こ
ろ
が
、
名
古
屋
織
布
の
方
は
、「
工
場
え
備
付
く

べ
き
織
機
の
義
は
豊
田
式
新
規
の
器
械
」
を
予
定
し
て
い
た
も
の
の
、
一
一
月
に
な
っ
て
も
工
場
の
建
設
は
ほ
と
ん
ど
進
捗
し
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
一
一
月
七
日
の
名
古
屋
織
布
取
締
役
会
で
三
井
物
産
か
ら
土
地
・
建
物
・
機
械
類
を
一
〇
万
円
で
譲
り
受
け
る
こ
と
（
た
だ
し
、

代
金
は
年
賦
支
払
）
を
交
渉
す
る
こ
と
を
決
議
し
、
一
一
月
九
日
に
文
書
で
三
井
物
産
に
申
し
入
れ
）
（（
（
た
。
三
井
物
産
が
設
置
し
た
織
機
は
一

台
一
五
三
円
も
の
高
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
豊
田
商
会
発
売
の
鉄
製
自
動
織
機
の
よ
う
で
あ
る
。
一
九
〇
六
年
で
み
る
と
、
名
古
屋
織
布
は

豊
田
商
会
製
織
機
に
よ
っ
て
台
湾
向
け
白
木
綿
の
生
産
を
お
こ
な
っ
て
い
）
（（
（

る
。
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な
お
、
実
際
に
は
、
満
州
で
発
行
さ
れ
た
巨
額
の
軍
票
（
一
九
〇
六
年
八
月
一
日
の
計
算
で
は
一
億
四
八
四
一
万
円
）
の
回
収
は
、
綿
布

な
ど
日
常
品
の
販
売
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
横
浜
正
金
銀
行
の
一
覧
払
手
形
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
）
（（
（
た
。
そ
の
た
め
三
井
物
産
が
、
満
州
で

軍
票
回
収
の
た
め
名
古
屋
織
布
株
式
会
社
の
製
品
を
販
売
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

2
．
日
露
戦
後
〜
一
九
一
〇
年
代

日
露
戦
争
の
末
期
、
一
九
〇
五
年
四
月
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
棉
布
掛
主
任
の
藤
野
亀
之
助
は
、
山
辺
丈
夫
（
大
阪
紡
績
）、
武
藤
山
治

（
鐘
淵
紡
績
）、
斎
藤
恒
三
（
三
重
紡
績
）
と
と
も
に
韓
国
と
満
州
の
視
察
に
赴
き
、
綿
布
に
関
す
る
商
況
を
調
査
し
）
（（
（

た
。
こ
の
調
査
に
基
づ

き
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
は
広
幅
綿
布
輸
出
の
た
め
の
措
置
と
小
幅
綿
布
輸
出
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
。
前
者
の
広
幅
に
つ
い
て
は
、
従

来
の
研
究
で
分
析
さ
れ
て
い
る
三
栄
綿
布
組
合
・
日
本
綿
布
輸
出
組
合
の
設
立
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
検
討
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、
以
下
に
詳
述
す
る
。

（
（
）　
広
幅
綿
布
の
輸
出

満
州
向
け
の
日
本
綿
布
輸
出
組
合
は
、
韓
国
で
兼
営
織
布
三
社
に
よ
る
激
化
し
た
競
争
を
終
わ
ら
せ
る
三
栄
綿
布
組
合
と
連
動
し
た
動
き

な
の
で
、
最
初
に
韓
国
へ
の
綿
布
輸
出
を
み
よ
う
。

韓
国
向
け
広
幅
綿
布
の
輸
出
で
は
、
ま
ず
、
一
八
九
五
年
に
金
巾
製
織
株
式
会
社
が
金
巾
の
販
売
を
開
始
し
、
つ
い
で
一
九
〇
四
年
に
大

阪
紡
績
が
仁
川
で
日
本
人
商
人
を
共
盛
社
と
い
う
販
売
組
合
に
組
織
し
て
綿
布
の
販
売
を
始
め
、
一
九
〇
五
年
に
は
三
重
紡
績
が
三
井
物
産

と
特
約
を
結
ん
で
朝
鮮
市
場
に
参
入
し
た
。
三
社
は
高
品
質
・
高
価
格
の
イ
ギ
リ
ス
綿
布
に
対
抗
し
て
、
よ
り
低
い
品
質
の
製
品
を
安
く
販

売
す
る
と
と
も
に
、
三
社
の
間
で
も
品
質
面
・
価
格
面
・
商
標
で
激
し
く
競
争
し
た
。
つ
い
に
は
、
先
発
の
金
巾
製
織
が
大
阪
紡
績
に
対
し

て
商
標
権
侵
害
の
訴
訟
を
提
起
し
、
三
重
紡
績
に
対
し
て
商
標
取
消
し
の
申
入
れ
を
お
こ
な
う
な
ど
、
商
標
や
価
格
面
で
軋
轢
が
激
化
し
、
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そ
の
た
め
関
係
者
は
疲
労
困
憊
す
る
状
況
に
陥
っ
）
（（
（

た
。

こ
の
状
況
を
憂
慮
し
て
一
九
〇
五
年
に
渋
沢
栄
一
が
三
社
に
対
し
て
無
用
の
競
争
を
辞
め
る
よ
う
勧
告
し
た
。
つ
い
で
三
井
物
産
（
大
阪

支
店
綿
布
掛
主
任
藤
野
亀
之
助
や
理
事
飯
田
義
一
）
が
仲
裁
に
乗
り
出
し
、
三
社
は
よ
う
や
く
和
解
し
、
共
同
で
綿
布
輸
出
を
お
こ
な
う
こ

と
な
っ
）
（（
（

た
。
す
な
わ
ち
、
三
社
は
一
九
〇
六
年
三
月
八
）
（（
（

日
に
「
契
約
書
」（
本
稿
末
の
資
料
1
）
を
締
結
し
て
三
栄
綿
布
組
合
（
販
売
カ
ル

テ
ル
組
織
）
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、「
三
栄
棉
布
輸
出
組
合
」
が
正
し
い
表
記
の
よ
う
で
あ
る
も
の
の
、
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の

論
者
が
「
綿
」
の
字
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
な
ら
う
。
そ
の
後
、
九
月
に
は
岡
山
紡
績
も
加
盟
し
た
た
め
、
兼
営
織
布
会
社
で
韓

国
市
場
に
参
入
し
組
合
未
加
盟
の
も
の
（
販
売
カ
ル
テ
ル
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
）
は
富
士
紡
績
と
内
外
綿
だ
け
に
な
っ
）
（（
（

た
。

販
売
に
つ
い
て
は
、
契
約
書
で
「
組
合
員
の
製
品
を
韓
国
に
輸
出
し
及
販
売
す
る
こ
と
を
三
井
物
産
株
式
会
社
大
阪
支
店
に
委
托
す
る
も

の
と
し
」（
第
六
条
）、
製
品
に
添
付
す
る
商
標
に
つ
い
て
は
、
大
阪
紡
績
の
登
録
商
標
一
種
、
三
重
紡
績
の
登
録
商
標
一
種
、
金
巾
製
織
の

登
録
商
標
三
種
を
「
組
合
員
の
韓
国
輸
出
棉
布
に
使
用
す
へ
き
共
同
商
標
と
定
め
」、
こ
の
う
ち
大
阪
紡
績
の
第
二
二
八
四
〇
号
商
標
を
常

用
商
標
と
す
る
（
第
七
条
）
こ
と
と
し
た
。
組
合
取
扱
の
対
象
商
品
は
、
一
五
ポ
ン
ド
以
上
の
綿
布
（
品
目
は
シ
ー
チ
ン
グ
［
粗
布
］）
で
、

こ
の
綿
布
を
組
合
共
通
勘
定
で
買
い
取
る
こ
と
と
し
た
（
第
一
一
条
）。
ま
た
、
三
社
と
三
井
物
産
が
販
売
委
託
に
関
し
て
締
結
し
た
「
契

約
書
」（
一
九
〇
六
年
三
月
八
日
）
で
、
組
合
は
三
井
物
産
に
対
し
販
売
手
数
料
と
し
て
一
俵
（
二
〇
反
入
り
）
当
た
り
二
円
を
支
払
う
こ

と
に
な
っ
た
（
第
一
七
）
（1
（
条
）。

組
合
設
立
直
前
に
一
俵
一
〇
五
円
で
あ
っ
た
価
格
が
設
立
後
、
一
日
で
一
三
〇
円
に
跳
ね
上
が
っ
た
と
い
う
か
）
（（
（
ら
、
手
数
料
二
円
は
一
三

〇
円
の
一
・
五
％
に
相
当
す
る
。
一
〇
五
円
に
対
し
て
で
も
一
・
九
％
な
の
で
、
二
％
未
満
と
い
う
の
は
三
井
物
産
が
受
け
取
る
手
数
料
率
と

し
て
は
か
な
り
低
い
。
し
た
が
っ
て
三
井
物
産
と
し
て
は
、
競
合
し
て
い
た
三
社
の
製
品
の
販
売
を
か
な
り
低
い
手
数
料
で
独
占
的
に
引
き

受
け
た
の
で
あ
る
。
三
井
物
産
は
こ
の
綿
布
を
販
売
す
る
際
、
日
本
人
商
人
を
下
請
の
特
約
店
と
し
て
組
織
し
、
七
月
一
日
か
ら
特
約
店
に
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対
し
て
一
俵
一
円
五
〇
銭
の
販
売
手
数
料
を
払
う
と
い
う
契
約
を
お
こ
な
っ
）
（（
（

た
。
三
井
物
産
の
販
売
手
数
料
純
手
取
り
分
は
差
し
引
き
一
俵

当
た
り
五
〇
銭
に
な
る
。
三
栄
綿
布
組
合
の
朝
鮮
輸
移
出
高
は
、
一
九
〇
六
年
三
月
か
ら
一
九
一
二
年
ま
で
の
六
年
九
か
月
間
で
一
二
万
八

九
六
〇
俵
で
あ
る
の
）
（（
（
で
、
三
井
物
産
の
販
売
手
数
料
純
手
取
り
分
は
六
万
四
四
八
〇
円
（
一
年
当
た
り
九
五
五
三
円
。
九
五
五
三
円
の
現
在

価
値
は
一
億
二
七
〇
五
万
円
）
に
な
る
。

な
お
、
組
合
が
解
散
す
る
の
は
、
一
九
一
四
年
六
月
二
六
日
の
大
阪
紡
績
・
三
重
紡
績
合
併
に
よ
る
東
洋
紡
績
設
立
の
た
め
、
組
合
員
が

東
洋
紡
績
一
社
だ
け
に
な
り
、
つ
い
で
一
九
一
八
年
に
東
洋
紡
績
か
ら
三
井
物
産
へ
の
申
入
れ
に
よ
り
、
東
洋
紡
績
製
品
の
一
手
販
売
に
切

り
替
わ
っ
た
時
の
よ
う
で
あ
）
（（
（

る
。
し
た
が
っ
て
三
井
物
産
は
一
九
一
八
年
ま
で
、
約
一
二
年
に
わ
た
っ
て
低
率
と
は
い
え
安
定
的
に
手
数
料

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
満
州
向
け
の
広
幅
綿
布
の
輸
出
に
つ
い
て
み
よ
う
。
組
合
設
立
の
際
、
日
本
の
広
幅
綿
布
が
外
国
綿
布
（
イ
ギ
リ
ス
綿
布
）
の
市

場
を
か
な
り
蚕
食
し
て
い
た
朝
鮮
市
場
と
異
な
り
、
満
州
市
場
で
は
外
国
綿
布
（
と
く
に
米
国
綿
布
）
が
広
幅
綿
布
の
市
場
を
独
占
し
て
い

た
状
況
の
下
で
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
朝
鮮
市
場
で
は
安
定
的
に
利
益
（
純
手
数
料
）
を
取
得
で
き
た
の
に
対
し
て
、
満
州
で
は

三
井
物
産
は
無
手
数
料
で
、
し
か
も
販
売
経
費
を
自
ら
負
担
し
て
組
合
綿
布
を
販
売
す
る
こ
と
に
な
る
。

満
州
向
け
広
幅
綿
布
に
つ
い
て
は
、
三
井
物
産
が
主
導
し
て
、
一
九
〇
六
年
二
月
一
九
）
（（
（

日
、
兼
営
織
布
の
紡
績
会
社
五
社
に
よ
っ
て
日
本

綿
布
輸
出
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。「
日
本
棉
布
輸
出
組
合
」（
本
稿
末
の
資
料
2
）
が
正
し
い
表
記
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の

論
者
が
「
綿
」
の
字
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
な
ら
う
。
ま
も
な
く
三
栄
綿
布
組
合
に
も
加
盟
す
る
大
阪
紡
績
（
一
九
〇
五
年
一
二

月
末
現
在
、
一
六
二
三
台
）・
三
重
紡
績
（
二
二
二
四
台
）・
金
巾
紡
織
（
八
四
四
台
）
に
加
え
て
、
岡
山
紡
績
（
三
二
〇
台
）・
天
満
織
物

（
四
二
八
台
）
が
組
合
に
参
加
し
）
（（
（
た
。
こ
の
五
社
は
、
日
本
に
お
け
る
広
幅
織
機
台
数
（
七
一
二
八
台
）
の
七
六
％
（
合
計
台
数
五
四
三
九

台
）
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
組
合
に
加
盟
し
な
か
っ
た
兼
営
織
布
会
社
は
、
富
士
紡
績
（
五
一
四
台
）、
内
外
綿
（
四
五
七
台
）、
和
歌
山
紡
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績
織
布
（
三
四
〇
台
）、
京
都
綿
ネ
ル
（
三
〇
三
台
）、
鐘
淵
紡
績
（
七
五
台
）
の
五
社
で
あ
）
（（
（

る
。
上
位
三
社
（
大
阪
紡
績
・
三
重
紡
績
・
金

巾
紡
織
）
が
組
合
に
参
加
し
て
お
り
、
不
参
加
の
会
社
は
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
か
な
り
台
数
の
少
な
い
会
社
で
あ
っ
た
。

規
約
の
要
点
は
、
満
州
向
販
売
を
「
三
ヶ
年
間
の
期
限
に
て
、
三
井
物
産
合
名
会
社
に
委
託
」（
第
一
〇
条
）。
毎
月
少
な
く
と
も
一
〇
〇

〇
俵
を
各
社
按
分
比
例
で
製
織
し
三
井
物
産
へ
引
渡
し
（
第
一
一
条
）。
商
標
に
つ
い
て
は
、「
数
種
の
商
標
を
定
め
、
三
井
物
産
合
名
会
社

の
名
義
に
て
登
録
を
受
け
、
本
規
約
に
よ
り
製
織
す
る
組
合
員
に
の
み
共
同
使
用
し
、
他
に
使
用
せ
さ
る
こ
と
」（
第
一
〇
条
）
で
あ
っ
た
。

な
お
、
日
本
で
登
録
さ
れ
た
商
標
は
、
一
九
〇
四
年
八
月
一
三
日
に
「
大
清
国
商
標
註
冊
試
弁
章
」（
大
清
国
商
標
仮
規
則
）
が
発
布
さ

れ
、
一
〇
月
二
三
日
に
農
工
商
部
内
に
登
録
局
（
北
京
）
と
そ
の
分
局
（
天
津
、
上
海
［
上
海
海
関
内
に
設
置
］）
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
、

日
本
企
業
・
日
本
人
が
外
国
人
登
録
願
書
を
こ
の
役
所
に
提
出
し
登
録
さ
れ
る
こ
と
で
、
中
国
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
）
（（
（
た
。

三
井
物
産
が
取
得
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
松
尾
音
次
郎
が
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）
に
刊
行
し
た
著
書
で
「
三
井
物
産
を
し
て
最
初

二
ヶ
年
は
無
手
数
料
、
其
後
百
分
の
一
に
該
当
す
る
手
数
料
を
以
て
一
手
販
売
の
衝
に
当
た
ら
し
む
）
（（
（

る
」
と
記
し
た
た
め
か
、
こ
の
著
書
の

後
に
刊
行
さ
れ
た
本
・
論
文
（
高
村
直
助
、
山
口
和
雄
、『
三
井
事
業
史
』
な
ど
）
で
は
こ
と
ご
と
く
無
手
数
料
の
期
間
を
最
初
の
二
か
年

と
し
て
い
る
。
引
用
者
（
鈴
木
邦
夫
）
の
論
文
で
も
同
様
で
あ
）
（1
（

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
。

実
際
の
契
約
は
、
最
初
の
一
年
間
だ
け
無
手
数
料
と
す
る
こ
と
、
た
だ
し
、
こ
の
一
年
間
（
一
九
〇
六
年
八
月
か
ら
一
九
〇
七
年
七
月
）

に
お
い
て
兼
営
織
布
会
社
に
利
益
が
生
ま
れ
た
場
合
に
は
、
三
井
物
産
は
手
数
料
を
受
け
取
れ
る
こ
と
、
二
年
目
か
ら
は
兼
営
織
布
会
社
の

利
益
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
手
数
料
を
受
け
取
る
と
な
っ
て
い
）
（（
（
た
。
つ
ま
り
三
井
物
産
は
一
年
間
だ
け
、
兼
営
織
布
会
社
で
利
益
が
生
ま
れ
な

い
場
合
、
無
手
数
料
で
取
り
扱
い
、
二
年
目
か
ら
、
手
数
料
を
受
け
取
る
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
契
約
期
限
は
三
年
と
定
め
ら
れ
て
い

た
の
で
（
第
一
三
条
）、
二
年
目
と
三
年
目
に
所
定
の
手
数
料
を
受
け
取
る
（
な
お
、
満
期
に
至
っ
た
場
合
、
組
合
員
協
議
の
う
え
契
約
を

継
続
す
る
こ
と
が
あ
る
と
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）。
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三
井
物
産
の
い
く
つ
か
の
委
託
販
売
商
品
の
手
数
料
率
を
み
る
と
、
石
炭
で
は
金
田
炭
・
貝
島
炭
な
ど
の
二
・
五
％
が
最
低
の
率
で
あ
り
、

機
械
で
は
プ
ラ
ッ
ト
社
・
井
桁
商
会
で
み
た
よ
う
に
五
％
が
標
準
的
料
率
で
あ
っ
た
。
一
八
九
五
年
に
三
井
物
産
は
鐘
淵
紡
績
・
三
池
紡
績

の
輸
出
綿
糸
の
委
託
販
売
を
手
数
料
率
一
％
で
引
き
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
）
（（
（
の
、
日
本
綿
布
輸
出
組
合
綿
布
の
二
年
目
、
三
年
目
の
手
数

料
率
が
一
％
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
損
失
を
生
む
恐
れ
の
あ
る
極
め
て
低
い
手
数
料
率
で
委
託
販
売
を
引
き
受
け
た
こ
と
に
な
る
。

三
井
物
産
は
組
合
綿
布
（
粗
布
一
四
封
度
物
）
を
米
国
製
品
（
価
格
は
一
反
当
た
り
六
両
前
後
）
よ
り
も
一
両
安
く
、
つ
ま
り
米
国
品
よ

り
一
七
％
く
ら
い
も
安
く
売
り
出
し
）
（（
（

た
。
米
国
製
品
に
く
ら
べ
価
格
を
極
め
て
低
く
設
定
し
た
た
め
、
製
造
者
（
日
本
綿
布
輸
出
組
合
、
つ

ま
り
兼
営
織
布
会
社
）
が
「
大
な
る
犠
牲
を
払
ひ
し
か
を
想
像
す
る
に
余
り
あ
」
っ
た
と
い
）
（（
（

う
。

販
売
を
委
託
さ
れ
た
三
井
物
産
で
は
、
一
九
〇
七
年
八
月
分
か
ら
無
条
件
で
販
売
手
数
料
を
受
け
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
満
州

進
出
の
拠
点
で
あ
る
牛
荘
支
店
（
一
九
〇
七
年
九
月
一
日
現
在
、
鉄
嶺
、
奉
天
、
寛
城
子
、
吉
林
、
大
連
に
出
張
員
を
設
置
）
は
綿
布
売
捌

き
の
た
め
、
一
九
〇
六
年
と
一
九
〇
七
年
平
均
で
一
年
当
た
り
約
一
〇
万
円
（
現
在
価
値
一
三
億
三
〇
〇
〇
万
円
）
も
の
経
費
を
負
担
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
）
（（
（
た
。

三
井
物
産
に
よ
る
組
合
綿
布
の
取
扱
高
は
、
一
九
〇
六
年
一
五
〇
万
円
（
三
一
万
反
）
で
、
以
後
増
加
し
て
、
一
九
一
〇
年
に
は
二
五
三

万
円
（
五
一
六
万
反
）
に
急
増
し
た
（
第
1
表
）。
満
州
に
輸
入
さ
れ
た
日
本
製
の
生
地
綿
布
（
粗
布
と
金
巾
と
推
定
さ
れ
る
）
の
金
額
を

比
べ
る
と
、
一
九
〇
六
年
で
は
九
九
・
四
％
を
占
め
た
。
そ
の
後
、
日
本
か
ら
満
州
へ
生
地
綿
布
の
輸
出
が
急
増
し
た
た
め
、
生
地
綿
布
で

の
組
合
綿
布
の
比
率
は
低
下
す
る
も
の
の
、
そ
れ
で
一
九
一
〇
年
で
は
約
三
割
を
占
め
て
い
る
。

牛
荘
支
店
は
こ
の
組
合
綿
布
だ
け
で
な
く
組
合
以
外
の
綿
布
も
取
り
扱
っ
た
。
組
合
が
扱
っ
て
い
た
綿
布
は
粗
布
一
四
封
度
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
綿
布
だ
け
で
な
く
、
牛
荘
支
店
長
井
上
泰
蔵
は
、
組
合
が
扱
っ
て
い
な
い
粗
布
一
三
封
度
物
（
一
四
封
度
物
よ
り
も
安
価
）
や
ド
リ
ル

（
綾
木
綿
）
で
も
需
要
が
か
な
り
あ
る
と
判
断
し
た
。
当
時
、
満
州
の
中
国
人
商
人
に
は
先
物
約
定
を
結
ぶ
習
慣
が
な
か
っ
た
た
め
、
牛
荘
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支
店
は
在
庫
を
常
備
し
て
現
物
を
販
売
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
組
合
綿
布
で
は
買
い
取
ら
ず
に
社
外
委
託
荷
と
し
て
在
庫
を
常
備
で
き
た
の

に
対
し
て
、
組
合
外
の
商
品
で
は
買
い
取
っ
て
在
庫
を
常
備
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
牛
荘
支
店
は
、
一
九
〇
六
年
に
日
本
綿
布
と

米
国
綿
布
（
上
海
で
買
付
け
）
の
買
持
（
合
計
二
〇
〇
〇
俵
）
を
申
請
し
、
八
月
二
七
日
、
綿
布
二
〇
〇
〇
俵
（
主
に
シ
ー
チ
ン
グ
、
つ
い

で
ド
リ
ル
）
の
買
持
許
可
を
え
）
（（
（

た
。
粗
布
一
三
封
度
物
の
中
で
は
、
特
に
商
標
「
驢
馬
」
貼
付
の
三
重
紡
績
製
が
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
と

い
）
（（
（
う
。
そ
の
た
め
一
九
〇
九
年
頃
か
ら
は
、
三
井
物
産
は
粗
布
一
三
封
度
物
に
つ
い
て
三
重
紡
績
・
大
阪
紡
績
と
満
州
向
け
委
託
販
売
契
約

を
結
ん
で
い
）
（（
（

る
。

組
合
綿
布
を
扱
っ
た
三
井
物
産
な
ど
日
本
企
業
に
よ
る
粗
布
輸
入
拡
大
に
よ
っ
て
、
満
州

へ
の
粗
布
輸
入
額
は
一
九
〇
九
年
の
米
国
品
六
九
万
海
関
両
、
日
本
品
三
七
万
海
関
両
か
ら

一
九
一
〇
年
の
米
国
品
三
八
万
海
関
両
、
日
本
品
七
三
万
海
関
両
へ
と
変
化
）
（（
（

し
、
日
本
品
が

優
位
に
な
っ
た
。
粗
布
を
含
む
広
幅
綿
布
で
み
て
も
（
第
2
表
）
一
九
一
〇
年
に
は
日
本
品

（
三
四
六
万
海
関
両
）
が
米
国
品
（
二
八
三
万
海
関
両
）
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。

つ
い
で
、
中
国
政
府
が
日
本
政
府
の
最
恵
国
待
遇
適
用
の
要
求
を
受
け
）
（1
（

て
、
一
九
一
三
年

（
大
正
二
）
六
月
二
日
か
ら
安
東
海
関
で
鉄
道
輸
送
の
輸
入
品
に
つ
い
て
輸
入
税
の
三
分
の

一
を
軽
減
し
た
。
そ
の
た
め
朝
鮮
鉄
道
経
由
で
安
東
へ
の
綿
布
輸
出
が
急
増
し
、
一
九
一
三

年
に
は
粗
布
な
ど
の
日
本
綿
布
が
米
国
綿
布
に
対
し
て
決
定
的
に
優
位
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
三
年
の
満
州
へ
の
粗
布
輸
入
で
は
日
本
品
二
〇
一
万
反
に
対
し
て
米
国
品
三
〇
万
反
、

一
九
一
四
年
で
は
日
本
品
三
二
三
万
反
に
対
し
て
米
国
品
一
九
万
反
と
な
っ
て
い
）
（（
（
る
。
ま
た
、

一
九
一
八
年
の
綿
布
の
満
州
輸
入
（
南
満
四
港
分
）
で
は
、
第
一
次
大
戦
も
影
響
し
て
、
日

第 1表　満州輸⼊の⽣地棉布

年

国別輸⼊⾼
組合綿布 ⽇本からの輸⼊⾼に対�

する組合綿布の⽐率⽶国・英国 ⽇本 ⼩計 ⽇本の⽐率

数量（反） ⾦額（円） 数量（反） ⾦額（円） 数量（反） ⾦額（円） （⾦額分） 数量（反） ⾦額（円） （数量分） （⾦額分）

（（1（ （（（,（（（ （,（1（,（（（ （（（,（（（ （,（（（,（（（ （（（,（（1 （,（（（,1（（ （（.（% （1（,（11 （,（1（,（（1 （（.（% （（.（%
（（1（ （（（,（（（ （,（（（,（（（ （（（,（（（ （,（1（,（（（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （（.（% （（（,（（1 （,（（（,（（（ （1.（% （（.（%
（（1（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （1（,（11 （,（（（,1（（ （,（（1,（（（ （,（（（,（（（ （（.（% （（（,（（1 （,（（（,（1（ （（.（% （（.（%
（（1（ （,（1（,（（（ （,（（（,（（1 （,（（1,（（（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （（,1（（,（（（ （（.（% （（1,111 （,（（（,111 （（.（% （（.（%
（（（1 （1（,（（（ （,（（（,（（1 （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （,1（（,（1（ （（,（（（,（1（ （（.（% （（（,1（1 （,（（（,（（（ （（.1% （（.（%
（（（（ （1（,（（（ （,1（（,（（（ （,（（（,（（（ （（,（（（,（（（ （,（1（,（（（ （（,（（（,（（（ （（.（% （（（,（（1 （,（（（,（（（ （（.（% （（.（%

出所）　松尾⾳次郎『我国商⼯業の現在及将来』（北⽂館、（（（（ 年）（（（-（（（ ⾴。
注）　（．本表の「⽣地」綿布の数値は、⽣無地の粗布と⽣無地の⾦⼱を合わせたものと推定さ れる。晒・染を含まず。
　　 （．国別輸⼊⾼の「⼩計」は、「⽶国・英国」と「⽇本」を合わせた数値であり、この他の 国（たとえばドイツ、オランダ、インド）からの輸⼊分を含まず。
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本
品
二
〇
九
四
万
海
関
両
に
対
し
て
米
国
品
は
わ
ず
か
四
万
海
関
両
に
止
ま
っ
）
（（
（

た
。
こ
の
よ

う
に
粗
布
な
ど
の
日
本
製
綿
布
は
米
国
製
粗
布
を
満
州
か
ら
駆
逐
し
た
の
で
あ
る
。

話
を
再
び
組
合
綿
布
と
三
井
物
産
に
戻
そ
う
。
販
売
手
数
料
を
一
％
と
す
る
と
、
三
井
物

産
が
組
合
か
ら
受
け
取
る
手
数
料
は
一
九
〇
八
年
に
一
万
七
九
八
二
円
（
現
在
価
値
二
億
三

九
一
六
万
円
）、
一
九
〇
九
年
二
万
四
六
六
〇
円
（
同
三
億
二
七
九
八
万
円
）、
一
九
一
〇
年

二
万
五
二
八
五
円
（
同
三
億
三
六
二
九
万
円
）
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
牛
荘
支
店
で
綿
布
販

売
の
た
め
に
支
出
し
た
経
費
は
一
九
〇
七
年
下
期
（
六
か
月
分
）
だ
け
で
約
五
万
円
（
一
年

間
に
直
す
と
約
一
〇
万
円
）
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
八
年
以
降
に
、
か
な
り
削
減
で
き
た
と
し

て
も
手
数
料
率
一
％
で
は
（
す
べ
て
牛
荘
支
店
が
取
得
と
し
て
）
（（
（

も
）、
綿
布
販
売
経
費
の
う

ち
の
組
合
綿
布
分
を
と
て
も
賄
え
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

牛
荘
支
店
全
体
（
傘
下
の
出
張
員
を
含
む
）
の
当
期
損
益
を
み
る
と
、
一
九
〇
六
年
下
期

に
三
万
四
六
二
〇
円
の
利
益
を
計
上
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
一
九
〇
七
年
上
期
一
一
万
八

九
八
八
円
の
損
失
、
同
下
期
五
万
円
余
り
の
損
失
、
一
九
〇
八
年
上
期
四
七
万
九
三
八
〇
円

（
現
在
価
値
六
三
億
七
五
七
五
万
円
）
の
損
失
、
一
九
〇
八
年
下
期
一
四
万
一
三
四
七
円

（
現
在
価
値
一
八
億
七
九
九
二
万
円
）
の
損
失
を
計
上
し
て
い
る
。
な
お
、
一
九
〇
八
年
上

期
損
失
の
う
ち
、「
棉
糸
布
掛
損
金
」（
総
損
金
。
人
件
費
な
ど
の
経
費
を
含
ま
ず
）
は
一
万

二
千
円
（
現
在
価
値
一
億
五
九
六
〇
万
円
）
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
九
年
上
期
に
な
っ
て
よ
う

や
く
一
〇
万
五
九
二
七
円
の
利
益
を
計
上
し
て
い
）
（（
（

る
。
輸
入
品
で
は
綿
布
を
主
力
商
品
と
し
、

第 1表　満州輸⼊の⽣地棉布

年

国別輸⼊⾼
組合綿布 ⽇本からの輸⼊⾼に対�

する組合綿布の⽐率⽶国・英国 ⽇本 ⼩計 ⽇本の⽐率

数量（反） ⾦額（円） 数量（反） ⾦額（円） 数量（反） ⾦額（円） （⾦額分） 数量（反） ⾦額（円） （数量分） （⾦額分）

（（1（ （（（,（（（ （,（1（,（（（ （（（,（（（ （,（（（,（（（ （（（,（（1 （,（（（,1（（ （（.（% （1（,（11 （,（1（,（（1 （（.（% （（.（%
（（1（ （（（,（（（ （,（（（,（（（ （（（,（（（ （,（1（,（（（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （（.（% （（（,（（1 （,（（（,（（（ （1.（% （（.（%
（（1（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （1（,（11 （,（（（,1（（ （,（（1,（（（ （,（（（,（（（ （（.（% （（（,（（1 （,（（（,（1（ （（.（% （（.（%
（（1（ （,（1（,（（（ （,（（（,（（1 （,（（1,（（（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （（,1（（,（（（ （（.（% （（1,111 （,（（（,111 （（.（% （（.（%
（（（1 （1（,（（（ （,（（（,（（1 （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （,1（（,（1（ （（,（（（,（1（ （（.（% （（（,1（1 （,（（（,（（（ （（.1% （（.（%
（（（（ （1（,（（（ （,1（（,（（（ （,（（（,（（（ （（,（（（,（（（ （,（1（,（（（ （（,（（（,（（（ （（.（% （（（,（（1 （,（（（,（（（ （（.（% （（.（%

出所）　松尾⾳次郎『我国商⼯業の現在及将来』（北⽂館、（（（（ 年）（（（-（（（ ⾴。
注）　（．本表の「⽣地」綿布の数値は、⽣無地の粗布と⽣無地の⾦⼱を合わせたものと推定さ れる。晒・染を含まず。
　　 （．国別輸⼊⾼の「⼩計」は、「⽶国・英国」と「⽇本」を合わせた数値であり、この他の 国（たとえばドイツ、オランダ、インド）からの輸⼊分を含まず。
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こ
れ
に
つ
い
で
綿
糸
・
小
麦
粉
・
砂
糖
・
燐
寸
・
軍
器
な
ど
を
取
り
扱
い
、
輸
出
品
で
は
大

豆
粕
を
主
力
商
品
と
し
て
い
た
牛
荘
支
店
の
業
績
は
、
組
合
綿
布
を
大
量
に
販
売
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
九
〇
八
年
下
期
ま
で
極
め
て
不
振
で
あ
っ
た
。

し
か
も
一
九
一
二
年
六
月
に
三
井
物
産
に
と
っ
て
「
当
社
唯
一
ノ
金
城
鉄
壁
ト
シ
テ
商
戦

上
ノ
保
）
（（
（
障
」
で
あ
っ
た
日
本
綿
布
輸
出
組
合
（
組
合
員
は
東
洋
紡
績
一
社
の
み
）
は
解
散
し

た
。
そ
れ
ま
で
三
井
物
産
は
組
合
綿
布
に
三
井
物
産
の
独
自
の
通
称
「
二
蟹
）
（（
（

甲
」（
あ
る
い

は
「
蟹
印
」
と
も
呼
ば
れ
た
）
商
標
（
一
八
九
七
年
一
一
月
五
日
登
録
）
を
添
付
し
て
販
売

し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
東
洋
紡
績
な
ど
兼
営
織
布
会
社
か
ら
粗
布
を
買
い
付
け
て
も
、
兼
営

織
布
会
社
の
商
標
で
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
市
場
で
広
く
知
ら
れ
信
用
を
得
て
い
た

「
二
蟹
甲
」
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

「
支
那
人
ハ
商
標
ニ
対
ス
ル
信
念
極
メ
テ
深
ク
且
容
易
ニ
移
ラ
サ
ル
コ
ト
」
と
い
う
傾
向

が
あ
り
、「
新
商
標
ノ
モ
ノ
ヲ
輸
入
シ
之
カ
販
路
ヲ
拡
張
セ
ン
ト
セ
ハ
少
ク
モ
数
年
ヲ
要
シ

且
多
大
ノ
犠
牲
ヲ
払
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
）
（（
（

う
。
し
た
が
っ
て
、「
二
蟹
甲
」
商
標
を
使

え
る
か
否
か
は
、
三
井
物
産
の
粗
布
取
引
を
左
右
す
る
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
再
び
組
合

が
結
成
さ
れ
、
組
合
綿
布
の
共
通
商
標
と
し
て
「
二
蟹
甲
」
商
標
を
貼
付
で
き
れ
ば
三
井
物

産
の
粗
布
取
扱
を
拡
大
で
き
る
。

そ
の
た
め
、
一
九
一
三
年
頃
、
三
井
物
産
は
兼
営
織
布
会
社
に
対
し
て
組
合
「
再
興
ノ
事

ヲ
絶
ス
交
渉
」
し
て
い
）
（（
（

た
。
し
か
し
結
局
、
組
合
は
結
成
さ
れ
ず
、
三
井
物
産
の
粗
布
販
売

第 2表　満州輸⼊の広幅綿布・⼩幅綿布国別内訳� （単位：海関両）

年
広幅綿布 ⼩幅綿布

⽶国 英国 ⽇本 清国 ⼩計 ⽇本 清国 ⼩計

（（1（ （,（1（,（（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （,（（（,（（（ ･･･ （,（（1,（（（ （,（（1,（（（
（（1（ （,（（（,（（（ （（1,（（（ （（（,（（1 （（（,（（（ （,（（（,1（（ （11,111 （,（（（,（（1 （,（（（,（（1
（（1（ （,（（1,（1（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（1 （（（,（（（ （,（（（,（（（ （（（,（（（ （,（（1,（（（ （,（（（,1（（
（（（1 （,（（（,（（（ （,1（（,（（1 （,（（1,（（（ （（（,（1（ （,（（（,（1（ （,（（（,（（（ （,1（（,（（（ （,（1（,（（（

出所）　『満州ニ於ケル棉布』（関東都督府⺠政部、（（（（ 年）（（（-（（（ ⾴。
注記）　（．�広幅綿布の数値は、「⼤幅物（⽣⾦⼱、晒⾦⼱、⽣粗布、雲斎布、天竺布、棉「フラン

ネル」、棉縮及び棉絨織ヲ包括ス）」の数値、⼩幅綿布の数値は、「⼩幅物（⼟布及⽇本
製⼤尺布）」の数値である。

　　　 （．�輸⼊のうち、掲出した国以外からの分は「⼩計」に含まれていない。（（（1 年でみると、
「広幅綿布」の「⼩計」と「⼩幅綿布」の「⼩計」を合わせた額は満州輸⼊綿布の約 （
割を占めている。

　　　 （．「･･･」は、輸⼊額が不明。
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は
一
九
一
三
年
度
（
一
九
一
二
年
一
一
月
―
一
九
一
三
年
一
〇
月
）
に
激
減
し
）
（（
（

た
。
な
お
、
日
本
綿
布
輸
出
組
合
の
解
散
時
の
会
員
で
あ
っ

た
東
洋
紡
績
は
、
組
合
解
散
後
に
自
ら
満
州
に
店
舗
を
設
置
し
て
粗
布
な
ど
を
販
売
し
た
わ
け
で
な
い
。
他
の
兼
営
織
布
会
社
と
同
様
、
自

社
の
商
標
を
貼
付
し
て
粗
布
な
ど
を
日
本
商
社
や
現
地
日
本
人
商
店
に
販
売
し
、
日
本
商
社
・
現
地
日
本
人
商
店
が
東
洋
紡
績
の
商
標
で
綿

布
を
販
売
し
た
。
一
九
一
七
年
頃
で
み
る
と
、
粗
布
、
す
な
わ
ち
「
し
ー
ち
ん
ぐ
ニ
在
リ
テ
ハ
東
洋
紡
績
ノ
龍
Ｃ
印
、
鐘
ケ
淵
紡
績
ノ
九
龍

ノ
二
品
名
声
ア
リ
テ
、
輸
出
品
ノ
大
部
分
ヲ
占
メ
」
て
い
）
（1
（
る
。
三
井
物
産
は
こ
れ
ら
の
兼
営
織
布
会
社
か
ら
粗
布
を
買
い
付
け
て
満
州
各
地

で
販
売
す
る
有
力
な
取
扱
商
）
（（
（

社
で
あ
っ
た
も
の
の
、
飛
び
抜
け
て
大
き
な
地
位
を
占
め
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
（
）　
小
幅
綿
布
の
輸
出

つ
ぎ
に
満
州
向
け
小
幅
綿
布
輸
出
を
み
よ
う
。
な
お
、
韓
国
向
け
小
幅
綿
布
輸
出
に
つ
い
て
は
村
上
勝
彦
「
日
本
資
本
主
義
に
よ
る
朝
鮮

綿
業
の
再
編
成
」（
小
島
麗
逸
編
『
日
本
帝
国
主
義
と
東
ア
ジ
ア
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）
で
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
、
記

述
を
省
略
す
る
。

日
露
講
和
条
約
調
印
に
よ
っ
て
日
露
戦
争
が
終
結
（
一
九
〇
五
年
九
月
五
日
）
し
て
ま
も
な
い
九
月
九
日
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
長
は
本

店
に
対
し
て
綿
布
五
〇
〇
〇
俵
の
買
持
を
申
請
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
綿
布
三
〇
〇
俵
（
シ
ー
チ
ン
グ
二
〇
〇
俵
、
白
木
綿
一
〇
〇
俵
）
の
買

持
が
許
可
さ
れ
て
い
た
（
一
九
〇
四
年
三
月
二
日
許
可
）。
そ
れ
を
一
挙
に
一
七
倍
に
ま
で
増
加
し
て
、
清
国
へ
の
綿
布
輸
出
に
本
格
的
に

着
手
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
願
書
で
は
三
井
物
産
が
販
売
す
る
「
製
品
ハ
総
テ
当
社
商
標
ヲ
以
テ
販
売
拡
張
」
し
た
い
の

で
、
綿
布
を
買
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
製
造
者
の
登
録
商
標
で
は
な
く
、
三
井
物
産
の
登
録
商
標
を
付
し
て
綿
布
を

販
売
す
る
に
は
、
買
持
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
小
幅
綿
布
に
関
し
て
は
、「
従
来
至
難
ト
セ
ル
小
幅
木
綿
ノ
輸
出
モ
漸
ク
其
気
運
ニ
向
タ
ル
モ
ノ
ト
確
信
」
さ
れ
、「
満
韓
ヘ
ノ

輸
出
小
幅
木
綿
製
造
ノ
目
的
ニ
テ
豊
田
式
ヲ
始
メ
各
種
器
械
機
ノ
設
置
又
ハ
設
置
ノ
計
画
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
多
ク
」
と
説
明
さ
れ
て
い
）
（（
（

る
。
従
来
、
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輸
出
す
る
こ
と
が
至
難
で
あ
っ
た
、
清
国
の
満
州
と
韓
国
向
け
の
小
幅
綿
布
を
、「
豊
田
式
」（
井
桁
商
会
製
と
豊
田
商
会
製
を
指
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
）
織
機
な
ど
に
よ
っ
て
製
造
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
高
ま
っ
て
い
た
。
一
〇
月
一
一
日
、
本
店
が
許
可
し
た
の
は
申
請
よ
り
も

少
な
い
買
越
限
度
三
〇
〇
〇
俵
（
約
三
〇
万
円
）
で
あ
）
（（
（
る
。

こ
の
頃
に
は
、
豊
田
商
会
が
同
商
会
の
最
新
の
三
十
八
年
式
織
機
（
一
九
〇
五
年
初
め
に
発
売
）
を
三
井
物
産
に
委
託
（
一
九
〇
五
年
二

月
頃
に
一
手
販
売
契
約
締
結
）
し
て
販
売
し
て
い
た
。
織
機
の
価
格
は
一
台
八
五
円
で
あ
り
、
井
桁
商
会
が
一
九
〇
〇
年
頃
に
発
売
し
た
織

機
（
推
定
三
八
円
）
の
二
倍
以
上
の
高
額
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
従
来
の
織
機
で
は
女
工
一
人
で
二
台
か
ら
三
台
持
ち
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、
こ
の
織
機
で
は
優
に
六
台
か
ら
七
台
持
ち
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
三
十
八
年
式
織
機
が
順
調
に
売
れ
た
た
め
、
豊
田
商
会
は
一
九
〇

六
（
明
治
三
九
）
年
一
月
、
島
崎
町
に
五
万
円
を
投
じ
て
八
〇
〇
坪
の
力
織
機
製
造
工
場
を
建
設
し
て
、
月
一
五
〇
台
程
度
を
生
産
し
）
（（
（
た
。

さ
ら
に
豊
田
商
会
は
、
三
十
九
年
式
力
織
機
を
開
発
・
発
売
し
、
つ
い
で
そ
の
た
て
糸
停
止
機
能
を
は
ず
し
て
簡
素
化
し
た
「
軽
便
織
機
」

を
三
十
九
年
式
（
九
五
円
）
の
半
額
ほ
ど
の
五
〇
円
で
売
り
出
し
た
。
三
十
九
年
式
は
鯨
尺
一
尺
三
寸
幅
で
輸
出
小
幅
綿
布
を
生
産
す
る
の

に
適
し
て
い
た
。

満
州
で
大
量
に
消
費
さ
れ
て
い
た
小
幅
綿
布
は
土
布
と
総
称
さ
れ
る
も
の
で
、
清
国
で
生
産
さ
れ
て
い
た
土
布
は
手
織
綿
布
で
あ
っ
た
。

土
布
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
は
大
尺
布
、
清
水
布
、
高
橋
布
、
套
布
の
四
種
で
あ
っ
）
（（
（

た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
日
本

で
豊
田
商
会
製
な
ど
の
力
織
機
に
よ
っ
て
生
産
し
た
小
幅
綿
布
と
は
風
合
い
や
肌
触
り
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三
井
物
産
は
大
庭
敏
太
郎
を
鴨
緑
江
で
朝
鮮
に
隣
接
す
る
安
東
県
へ
派
遣
し
、「
支
那
土
布
」
を
調
査
さ
せ
た
。
一
九
〇
六
年
一
月
二
六

日
、
大
庭
敏
太
郎
は
大
阪
支
店
棉
布
掛
に
調
査
結
果
を
報
告
し
た
。
こ
の
調
査
で
大
庭
は
日
本
の
小
幅
綿
布
の
欠
点
を
現
地
の
清
国
商
人
か

ら
聞
き
取
っ
て
い
る
。「
日
本
カ
ラ
輸
入
セ
ラ
ル
小
幅
木
綿
、
其
経
緯
糸
共
ニ
機
械
紡
綿
糸
ヲ
用
ユ
ル
ニ
付
、
其
機
械
織
ト
手
織
ナ
ル
ヲ
不

論
、
経
緯
糸
ノ
間
ノ
空
間
比
較
的
大
ナ
ル
ニ
反
シ
、
上
海
附
近
製
ノ
モ
ノ
ハ
経
緯
ノ
孰
レ
カ
ヲ
手
紡
糸
ヲ
用
ユ
ル
ヲ
以
テ
繋
リ
宜
ク
総
而
品
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質
堅
牢
ナ
ル
上
、
並
ニ
日
本
布
ハ
手
紡
糸
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
為
メ
微
細
ナ
ル
破
レ
ノ
為
メ
糸
緩
ミ
テ
漸
時
破
レ
ヲ
大
ニ
シ
遂
ニ
用
ユ
ベ
カ
ラ
ザ
ル

ニ
至
ル
事
ア
ル
モ
、
土
布
ニ
至
テ
ハ
此
弊
少
キ
等
ハ
依
然
土
布
ノ
販
路
大
ヲ
保
続
ス
ル
所
以
ニ
有
之
」
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
清
国
商
人
の
否
定
的
な
見
方
に
対
し
て
大
庭
は
、
第
一
に
、「
既
ニ
当
地
方
農
家
ノ
織
ル
土
布
ハ
皆
ナ
綿
糸
ヲ
以
テ
織
ス
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
大
勢
ハ
何
時
迄
モ
清
人
ヲ
シ
テ
従
来
ノ
土
布
ヲ
使
用
セ
シ
メ
ザ
ル
ニ
至
リ
ツ
ヽ
有
」
り
、
第
二
に
、
清
商
か
ら
の
助
言
と
し
て
、

「
土
布
ト
一
見
区
別
出
来
ザ
ル
様
日
本
内
地
ニ
テ
清
人
ノ
嗜
好
ニ
適
ス
ル
色
ニ
染
メ
上
ゲ
テ
輸
入
ス
ル
方
宜
敷
カ
ラ
ン
ト
申
居
」
る
の
で
、

「
必
ズ
ヤ
近
キ
将
来
ニ
於
テ
日
本
手
織
及
ビ
小
幅
木
綿
ノ
嗜
好
ニ
投
ズ
ベ
キ
時
期
到
来
可
仕
」
く
、「
小
幅
綿
布
ノ
前
途
モ
亦
大
ニ
有
望
」
で

あ
る
と
考
え
て
い
）
（（
（

た
。

大
庭
か
ら
の
報
告
に
基
づ
き
二
月
二
四
日
大
阪
支
店
長
は
本
店
に
対
し
て
安
東
県
へ
の
小
幅
綿
布
販
売
拡
張
に
関
し
て
書
状
を
送
付
し
た
。

そ
の
な
か
で
「
守
旧
思
想
ニ
富
メ
ル
清
人
ノ
事
故
如
何
ニ
廉
価
ニ
シ
テ
精
良
ナ
ル
品
物
ヲ
以
テ
競
争
ス
ル
モ
直
チ
ニ
全
ク
彼
ヲ
捨
テ
我
ヲ
執

ル
ト
云
フ
カ
如
キ
事
ハ
ナ
カ
ル
ベ
キ
ニ
付
、
先
ツ
初
季
ニ
於
テ
多
少
ノ
損
失
ヲ
覚
悟
シ
テ
計
画
ス
ル
ヲ
至
当
ト
信
シ
申
候
、
二
季
三
季
漸
次

損
失
ヲ
逓
減
シ
行
キ
遂
ニ
利
益
点
ニ
進
ミ
行
ク
モ
ノ
ト
仮
定
シ
」、
小
幅
綿
布
を
販
売
す
る
計
画
を
立
て
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
大
阪
支
店
の
勘
定
で
、
小
幅
綿
布
を
安
東
県
で
販
売
し
、
一
九
〇
七
年
上
期
（
販
売
五
万
反
）
は
損
失
八
〇
〇
〇
円
、
同
下
期
（
一
〇

万
反
）
は
損
失
八
〇
〇
〇
円
、
一
九
〇
七
年
上
期
（
一
五
万
反
）
は
損
失
四
八
〇
〇
円
が
発
生
す
る
も
の
の
、
一
九
〇
七
年
下
期
（
一
五
万

反
）
に
は
損
失
が
ゼ
ロ
、
一
九
〇
八
年
上
期
（
二
〇
万
反
）
は
利
益
三
二
〇
〇
円
を
計
上
し
、
一
九
〇
九
年
上
期
に
は
五
〇
万
反
（
八
〇
万

円
）
を
販
売
し
て
四
万
円
の
利
益
を
上
げ
る
と
い
う
計
画
を
立
て
た
。
そ
し
て
、
も
し
大
阪
支
店
で
損
失
が
発
生
し
た
場
合
、
大
阪
支
店
が

損
失
を
負
担
す
る
の
は
耐
え
が
た
い
の
で
、
本
店
の
輸
出
奨
励
課
で
負
担
し
て
ほ
し
い
と
申
請
し
た
。
輸
出
奨
励
課
は
「
戦
後
経
営
ノ
手
段

ト
シ
テ
輸
出
商
売
ノ
拡
張
ハ
急
務
中
ノ
急
務
」
で
あ
る
と
し
て
「
重
役
々
場
の
直
轄
」
と
し
て
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
六
日
に
設
置
さ
れ
た

組
織
で
あ
）
（（
（

る
。
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こ
の
申
請
に
対
し
て
本
店
は
、
三
月
一
三
日
、「
当
分
ノ
内
、
該
輸
出
取
扱
ヨ
リ
起
ル
損
失
ヲ
本
店
ニ
テ
負
担
」
す
る
指
令
（
第
二
八

号
）
を
大
阪
支
店
に
発
し
た
。

こ
の
指
令
を
う
け
、
大
阪
支
店
と
名
古
屋
支
店
が
満
州
向
け
小
幅
綿
布
の
輸
出
に
着
手
し
た
。
名
古
屋
支
店
で
は
、
一
九
〇
六
年
七
月
頃

で
は
「
豊
田
の
織
機
を
有
す
る
者
」
が
組
合
を
組
織
し
（
総
数
九
九
二
台
）、
製
品
の
販
売
を
名
古
屋
支
店
へ
委
託
す
る
こ
と
に
な
り
、
し

か
も
製
品
全
部
を
名
古
屋
支
店
が
引
き
受
け
る
契
約
で
は
な
い
た
め
「
す
こ
ぶ
る
便
利
」
で
あ
っ
）
（（
（
た
。
こ
の
よ
う
に
名
古
屋
支
店
は
機
屋
に

豊
田
商
会
製
織
機
を
販
売
し
、
そ
の
機
屋
が
組
織
し
た
組
合
か
ら
必
要
な
量
の
満
州
向
け
小
幅
綿
布
を
調
達
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
〇
六
年
下
期
（
七
月
〜
一
二
月
）
か
ら
大
阪
支
店
と
名
古
屋
支
店
が
満
州
に
向
け
た
小
幅
綿
布
の
輸
出
を
開
始
し
た
。
名
古
屋
支
店

が
土
布
（
正
確
に
は
清
国
土
布
に
類
似
し
た
製
品
。
中
尺
布
、
清
水
布
、
套
布
の
四
種
）
の
輸
出
を
担
当
し
（
送
り
先
は
安
東
県
と
営
口
）、

大
阪
支
店
が
「
朝
鮮
疋
」（「
朝
鮮
木
綿
」。
正
確
に
は
こ
れ
ら
に
類
似
し
た
製
品
）
の
輸
出
を
担
当
し
た
（
送
り
先
は
安
東
県
）。
こ
の
う
ち

大
阪
支
店
は
、
安
東
県
が
韓
国
に
接
す
る
た
め
「
満
韓
両
国
ニ
通
ス
ル
棉
布
ヲ
得
バ
其
便
益
言
ヲ
俟
タ
ス
」
と
考
え
、「
日
本
棉
布
ト
シ
テ

一
定
ノ
品
質
、
丈
尺
、
幅
ヲ
有
ス
ル
棉
布
」
と
し
て
「
朝
鮮
疋
」
類
似
の
綿
布
を
取
り
扱
っ
た
。
こ
の
綿
布
は
豊
田
商
会
製
織
機
で
製
織
し

た
も
の
で
あ
り
、「
韓
国
ニ
テ
ハ
頗
ル
好
評
ヲ
博
シ
、
従
来
韓
国
ニ
テ
最
好
評
ナ
ル
内
外
綿
会
社
ノ
機
械
織
小
幅
綿
布
ヨ
リ
モ
一
層
ノ
好
評

ヲ
得
タ
」
と
い
）
（（
（

う
。

一
九
〇
六
年
四
月
一
〇
日
、
大
庭
敏
太
郎
が
初
代
の
安
東
県
出
張
員
（
京
城
支
店
管
下
）
に
任
命
さ
れ
て
綿
布
の
販
売
に
当
た
っ
た
（
退

任
は
一
九
〇
九
年
二
月
二
六
日
）。
し
か
し
、
一
九
〇
六
年
下
期
は
「
時
恰
モ
清
国
市
況
全
般
ノ
不
況
」
の
時
で
あ
っ
た
。「
安
東
県
ニ
テ
ハ

視
察
当
時
ノ
盛
況
ニ
反
シ
壱
反
ダ
モ
売
行
無
カ
リ
シ
ヲ
以
テ
大
ニ
焦
慮
シ
」、
清
水
布
を
広
告
試
売
の
た
め
損
失
を
顧
み
ず
売
り
放
っ
た
。

営
口
に
送
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
牛
荘
支
店
が
「
日
夜
苦
心
引
合
タ
レ
ト
モ
面
白
キ
結
果
ヲ
見
ス
」、
よ
う
や
く
少
数
を
売
っ
た
も
の
の

「
非
常
ノ
損
害
」
を
被
っ
た
。
安
東
県
出
張
員
送
荷
一
万
七
六
五
〇
反
の
差
し
引
き
損
失
は
二
五
五
四
円
に
対
し
て
、
牛
荘
支
店
送
荷
五
七
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五
〇
反
の
差
し
引
き
損
失
は
二
一
二
二
円
に
上
っ
た
。
た
だ
し
、
牛
荘
支
店
に
よ
る
と
、
以
前
の
清
商
の
助
言
を
受
け
て
製
造
し
た
「
染
色

布
ハ
品
質
頗
ル
優
等
ニ
シ
テ
清
国
人
間
ニ
於
テ
モ
非
常
ノ
好
評
ヲ
博
シ
」、
将
来
期
待
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
）
（1
（
う
。

結
局
、
社
内
委
託
荷
と
し
て
安
東
県
出
張
員
・
牛
荘
支
店
に
送
っ
て
販
売
し
た
名
古
屋
支
店
の
綿
布
（
二
万
三
四
〇
〇
反
）
損
失
は
四
六

六
六
円
、
同
じ
く
安
東
県
出
張
員
に
送
っ
て
販
売
し
た
大
阪
支
店
の
綿
布
（
一
万
四
七
〇
〇
反
）
の
損
失
は
一
九
七
四
円
と
な
り
、
合
計
三

万
八
一
〇
〇
反
の
損
失
六
六
四
〇
円
（
一
九
〇
六
年
下
期
）
を
本
店
本
部
が
負
担
し
）
（（
（
た
。
前
述
の
大
阪
支
店
作
成
の
計
画
で
は
、
輸
出
最
初

の
期
（
一
九
〇
六
年
上
期
）
で
は
五
万
反
販
売
、
損
失
八
〇
〇
〇
円
と
予
測
し
て
い
る
の
で
、
実
際
の
輸
出
最
初
の
期
（
一
九
〇
六
年
下

期
）
損
失
額
だ
け
み
れ
ば
予
測
の
範
囲
内
に
あ
る
。

つ
ぎ
の
一
九
〇
七
年
上
期
で
も
満
韓
輸
出
小
幅
木
綿
の
損
失
一
万
四
九
〇
〇
円
（
現
在
価
値
一
億
九
八
一
七
万
円
）
ば
か
り
に
つ
い
て

「
奨
励
金
」
を
本
部
よ
り
交
付
）
（（
（

し
、
さ
ら
に
一
九
〇
七
年
下
期
「
満
韓
輸
出
小
幅
棉
布
損
失
金
」
七
六
三
四
円
六
四
（
現
在
価
値
一
億
〇
一

五
七
万
円
）
を
本
店
の
「
継
続
商
業
損
失
積
立
金
」
を
取
り
崩
し
て
処
理
し
）
（（
（

た
。
こ
の
よ
う
に
小
幅
綿
布
の
輸
出
に
関
し
て
は
、
予
測
し
た

よ
う
に
満
州
向
け
で
損
失
が
発
生
し
、
韓
国
向
け
で
も
損
失
が
発
生
し
た
た
め
、
支
店
の
損
失
を
本
店
が
肩
代
わ
り
し
、
満
州
・
韓
国
向
け

小
幅
綿
布
の
販
売
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
店
の
許
可
を
え
て
、
一
九
〇
九
年
八
月
二
〇
日
、「
満
韓
棉
布
欠
損
金
」
一
万
四
六
八
九
円
九
〇
銭
（
現
在
価
値
一
億
九
五
三

八
万
円
）
が
上
海
支
店
か
ら
本
店
の
「
継
続
商
業
損
失
積
立
金
」
に
付
け
替
え
ら
れ
て
、
処
理
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。
本
店
が
負
担
す
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
の
損
失
（
一
九
〇
八
年
下
期
損
失
か
）
は
、
日
本
製
綿
布
で
は
な
く
、
上
海
支
店
が
買
い
付
け
て
満
州
と
朝
鮮
の
支
店
に
送
っ
た
中

国
産
土
布
に
関
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
い
つ
か
ら
か
は
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
小
幅
綿
布
の
輸
出
を
開
始
し
て
ほ
ど
な
く
、
三
井
物
産
は
土
布
の
う
ち
満
州
で
最
も
需

要
の
大
き
い
大
尺
布
に
絞
り
、
そ
れ
を
模
造
し
た
製
品
（
擬
大
尺
布
）
を
日
本
で
調
達
し
て
こ
れ
を
主
に
輸
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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日
本
か
ら
大
尺
布
が
満
州
に
輸
入
さ
れ
た
初
期
で
は
、
日
本
製
大
尺
布
と
清
国
製
土
布
の
輸
入
）
（（
（

量
は

ど
の
程
度
の
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
第
3
表
）。
一
九
〇
八
年
で
は
清
国
関
内
か
ら
の
輸
入

土
布
（「
清
国
製
土
布
」）
三
七
六
万
疋
に
対
し
て
日
本
製
大
尺
布
は
わ
ず
か
一
八
万
疋
で
あ
っ
た
。
一

九
一
〇
年
に
は
日
本
製
大
尺
布
が
一
一
三
万
疋
に
ま
で
急
増
し
た
も
の
の
、
清
国
製
土
布
は
そ
の
三
倍

も
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
清
国
製
土
布
が
依
然
と
し
て
優
位
を
占
め
て
い
た
。

三
井
物
産
は
満
州
に
お
け
る
大
尺
布
販
売
で
ど
の
よ
う
に
位
置
を
占
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
一

六
年
の
『
外
国
貿
易
概
覧
』
で
は
、
日
本
大
尺
布
の
主
な
商
標
は
、
三
井
物
産
の
金
鼎
、
福
）
（（
（

寿
、
株
式

会
社
服
部
商
店
（
名
古
屋
）
の
ミ
ツ
輪
Ａ
、
ミ
ツ
輪
三
童
児
、
ミ
ツ
輪
Ｃ
、
岡
橋
株
式
会
社
（
大
阪
、

有
力
木
綿
商
）
の
天
下
一
品
、
永
順
洋
行
（
大
連
）
の
平
や
隆
、
湯
浅
洋
行
の
○
の
な
か
に
製
、
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
服
部

商
店
の
ミ
ツ
輪
Ａ
が
大
尺
布
の
標
準
品
と
な
っ
て
お
）
（（
（

り
、
三
井
物
産
は
主
要
五
社
の
う
ち
一
社
で
は
あ
る
も
の
の
、
す
で
に
三
井
物
産
は
服

部
商
会
の
後
塵
を
拝
し
て
い
る
。
一
九
二
一
年
の
『
貿
易
概
覧
』
で
は
「
泉
州
織
物
ノ
白
羊
日
順
、
服
部
商
店
ノ
三
ツ
輪
Ａ
、
象
冠
、
三
童

子
印
等
ナ
）
（（
（

リ
」
と
あ
る
。
価
格
に
つ
い
て
は
、
服
部
商
店
の
三
ツ
輪
Ａ
印
に
つ
い
て
だ
け
、
毎
月
の
成
り
行
き
価
格
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

東
洋
棉
花
株
式
会
社
（
三
井
物
産
綿
花
部
独
立
し
た
も
の
）
の
商
標
は
例
示
も
さ
れ
て
い
な
い
。

か
つ
て
服
部
兼
三
郎
商
店
（
綿
布
問
屋
）
で
は
、
日
露
戦
争
終
了
直
後
に
店
員
の
三
輪
常
三
郎
が
単
身
満
州
に
渡
っ
て
各
地
を
歩
き
回
り
、

と
く
に
ダ
ル
ニ
ー
（
後
の
大
連
）
と
鉄
嶺
に
長
く
滞
在
し
て
中
国
人
を
相
手
に
日
本
大
尺
布
を
販
売
し
た
。
三
輪
の
満
州
滞
在
は
四
年
に
及

ん
だ
と
い
う
。
三
輪
の
努
力
の
お
か
げ
で
、
服
部
商
店
の
「
綿
布
は
、
そ
の
最
初
の
海
外
市
場
で
あ
る
鮮
満
市
場
へ
と
ひ
ろ
が
っ
て
行
っ

た
」
と
い
）
（（
（
う
。
さ
ら
に
、
一
九
一
二
年
に
株
式
会
社
に
改
組
さ
れ
た
服
部
商
店
（
本
社
名
古
屋
市
、
一
九
一
三
年
に
大
阪
市
本
社
移
転
）
は
、

一
九
一
四
年
三
月
に
織
機
三
〇
八
台
の
織
布
工
場
（
桜
田
工
場
、
名
古
屋
市
）
を
初
め
て
設
置
し
、
こ
れ
以
降
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
紡
織
工
場
を

第 3表　満州への清国製⼟布と
⽇本製⼤尺布の推定輸⼊⾼�
� （単位：⽦）

年 清国製⼟布 ⽇本製⼤尺布

（（1（ （,（（1,111 （（1,111
（（1（ （,（（1,111 （（1,111
（（（1 （,（（1,111 （,（（1,111

出所）　『満州ニ於ケル棉布』（（（⾴。
注）�　（（（（年 （ ⽉の永順洋⾏（⼤連）�

の⽀配⼈⻑浜淺太郎の調査によ
る推定輸⼊⾼。
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設
置
し
て
い
っ
た
。
満
州
向
け
大
尺
布
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

自
社
工
場
が
調
達
面
を
支
え
た
よ
う
で
あ
）
（1
（
る
。

で
は
、
日
本
製
大
尺
布
と
中
国
土
布
と
の
競
争
は
ど
の
よ
う

に
推
移
し
た
の
か
。
一
九
一
〇
年
の
満
州
へ
の
中
国
製
土
布
輸

入
高
は
三
三
五
万
疋
、
日
本
大
尺
布
輸
入
高
は
一
一
三
万
疋
で
、

中
国
製
が
優
位
を
占
め
て
い
）
（（
（

た
。
土
布
を
含
む
小
幅
棉
布
で
み

て
も
（
前
掲
、
第
2
表
）、
中
国
関
内
（「
清
国
」）
か
ら
の
輸

入
額
（
六
〇
二
万
海
関
両
）
は
日
本
か
ら
の
輸
入
額
（
一
八
八

万
海
関
両
）
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
製

土
布
は
「
一
九
一
〇
年
以
降
、
急
減
凋
落
し
、
一
九
二
八
年
以

降
の
統
計
に
は
計
上
」
さ
れ
な
く
な
）
（（
（
る
。

つ
ぎ
に
一
九
一
〇
年
代
の
日
本
製
土
布
（
大
尺
布
）
の
販
売

動
向
を
み
よ
う
。
銀
（
上
海
両
）
に
対
す
る
日
本
円
は
一
九
一

五
年
八
月
を
山
（
日
本
円
一
〇
〇
円
＝
九
〇
・
六
七
上
海
両
）

と
し
て
、
一
九
二
〇
年
二
月
の
谷
（
日
本
円
一
〇
〇
円
＝
二

九
・
六
七
四
上
海
両
）
ま
で
、
滑
り
落
ち
る
よ
う
に
安
く
な
っ

た
（
第
1
図
）。
谷
と
山
を
比
較
す
る
と
、
日
本
円
は
七
割
近

く
も
減
価
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
銀
高
・
日
本
円
安
に
よ
っ
て
、

第 1図　上海両の為替レート（⽇本円 （11 円に付き）

出所）�　『⾦融事項参考書』各年の「外国為替相場表」。
注）　（（1（ 年 （ ⽉、（ ⽉と （（（（ 年 （ ⽉には数値がないため、不連続となっている。
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た
と
え
ば
一
九
一
六
年
下
期
の
三
井
物
産
で
は
「
満
州
ノ
亦
未
曾
有
ノ
活
況
ヲ
呈
シ
大
尺
巾

ノ
如
キ
ハ
内
地
ヨ
リ
ノ
入
荷
間
ニ
合
ハ
ス
、
本
邦
相
場
ヨ
リ
反
二
〇
銭
方
高
値
ニ
売
行
キ
」、

一
九
一
七
年
上
期
で
は
「
満
州
ハ
前
期
ヨ
リ
引
続
キ
非
常
ナ
ル
好
況
ヲ
呈
」
し
、
一
九
一
八

年
下
期
で
は
「
満
州
ハ
品
薄
」、
一
九
一
九
年
上
期
で
は
「
満
州
ニ
」「
相
当
ノ
売
行
ヲ
見
」

た
と
い
う
。

た
だ
し
、
一
九
一
五
年
一
月
の
日
本
政
府
の
二
十
一
か
条
要
求
が
引
き
起
こ
し
た
日
貨
排

斥
の
影
響
を
受
け
る
な
ど
、
日
本
大
尺
布
の
販
売
を
制
約
す
る
要
因
も
し
ば
し
ば
発
生
し
た
。

そ
の
た
め
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
取
引
不
振
の
期
も
あ
っ
た
。
一
九
一
五
年
上
期
で
は
「
満
州
及

北
清
市
場
ハ
三
月
頃
大
尺
布
類
、
相
当
ノ
荷
揚
ア
リ
シ
モ
対
支
問
題
発
生
以
来
売
人
ノ
手
控
ニ
ヨ
リ
需
要
季
モ
閑
散
ニ
終
」
り
、
一
九
一
九

年
下
期
で
は
「
支
那
ハ
日
貨
排
斥
及
金
融
逼
迫
ニ
ヨ
リ
売
行
減
退
」
し
た
と
い
）
（（
（

う
。

一
九
一
四
年
上
期
か
ら
一
九
一
九
年
下
期
ま
で
の
一
二
期
の
う
ち
、
販
売
好
調
の
期
の
六
期
に
対
し
て
不
振
の
期
も
六
期
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
売
行
き
に
激
し
い
波
が
あ
り
、
し
か
も
服
部
商
店
に
は
引
き
離
さ
れ
た
も
の
の
、
三
井
物
産
は
満
州
で
の
大
尺
布
販
売
を
伸
ば
す
こ

と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。

海
関
（
税
関
）
統
計
で
は
、
中
国
土
布
の
輸
入
量
が
重
量
（
ピ
ク
ル
）、
日
本
製
大
尺
布
の
輸
入
量
が
長
さ
（
ヤ
ー
ド
）
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
日
本
製
大
尺
布
の
数
値
を
ピ
ク
ル
に
換
算
し
て
比
較
す
る
と
（
第
4
表
）、
一
九
一
四
年
の
日
本
大
尺
布
は
一
三
万
〇
三
〇
七
ピ

ク
ル
、
中
国
土
布
は
二
万
三
六
三
三
ピ
ク
ル
、
一
九
一
五
年
は
日
本
大
尺
布
一
一
万
四
九
〇
〇
ピ
ク
ル
、
中
国
土
布
は
二
万
五
〇
一
九
ピ
ク

ル
、
一
九
一
六
年
は
日
本
大
尺
布
九
万
五
九
二
〇
ピ
ク
ル
、
中
国
土
布
は
二
万
〇
六
〇
一
ピ
ク
ル
に
な
る
。
満
州
に
輸
入
さ
れ
た
中
国
土
布

は
日
本
大
尺
布
の
二
割
程
度
に
止
ま
っ
て
い
る
。

第 4表　満州輸⼊の⼤尺布
� （単位ピクル）

年 ⽇本（⼤尺布） 中国（⼟布）

（（（（ （（（,1（（ （（,（（（
（（（（ （（（,（11 （（,1（（
（（（（ （（,（（1 （1,（1（

出所）�　臨時産業調査会編『調査資料』第
（（ 号（（（（（ 年）（（（ ⾴。

注）（．�出所の⽇本（⼤尺布）の数値の単
位は⻑さ（ヤード）である。中国

（⼟布）と⽐較するため、つぎのよ
うに仮定して⽇本⼤尺布の （ 反を
（ 尺 （ ⼨物、（ 反の重量を （（1 匁と
仮定して、ピクルに換算した。

　　（．�南満⼀帯は⽇本品 （、中国品 （、⻑
春及以北では （ 対 （。
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た
だ
し
、
土
布
、
大
尺
布
だ
け
で
な
く
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
満
州
へ
の
国
別
の
綿
布
輸
入
を
み
る
と
（
第
5
表
）、
日
本
（「
日
本

内
地
」。
他
に
朝
鮮
か
ら
あ
り
）
か
ら
の
輸
入
額
に
対
す
る
中
国
関
内
か
ら
輸
入
さ
れ
た
中
国
品
（「
中
国
（
中
国
品
）」）
輸
入
額
の
比
率
は
、

四
〇
・
七
％
か
ら
七
四
・
〇
％
の
間
に
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
五
割
近
く
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
満
州
で
の
土
布
製
造
に
限
定
し
て
み
る
と
、
一
九
二
一
年
の
土
布
生
産
工
場
数
（
一
日
生
産
高
）
は
鉄
嶺
五
六
〇
〇
工
場
（
八
〇

〇
〇
疋
）、
奉
天
二
〇
〇
工
場
（
四
五
〇
〇
〜
四
六
〇
〇
疋
）、
長
春
一
七
〇
〜
一
八
〇
工
場

（
一
五
〇
〇
〜
一
六
〇
〇
疋
）、
金
州
七
〇
〜
八
〇
工
場
（
一
五
〇
〇
〜
一
六
〇
〇
疋
）
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
は
中
小
の
織
物
工
場
で
あ
る
。
こ
の
他
、
満
州
各
地
に
散
在
す
る
織
布
工
場

は
「
多
数
ニ
シ
テ
満
州
全
土
ニ
於
ケ
ル
製
造
高
ハ
意
外
ノ
多
数
ニ
上
ル
」
と
い
う
。
こ
れ
ら

の
主
要
都
市
や
各
地
に
散
在
す
る
工
場
が
使
用
し
た
原
料
綿
糸
の
多
く
は
日
本
製
綿
糸
で
あ

っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、「
満
州
四
大
紡
績
」（
奉
天
紡
鈔
廠
と
い
う
中
国
系
一
社

と
満
州
紡
績
会
社
・
内
外
綿
金
州
工
場
・
満
州
福
紡
会
社
の
日
系
三
社
）
も
原
料
綿
糸
を
供

給
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
三
〇
年
で
は
奉
天
中
小
織
物
工
場
が
使
用
し
て
い
た
綿
糸
の
大

部
分
は
奉
天
紡
鈔
廠
製
品
と
な
っ
て
い
）
（（
（

る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
二
〇
年
代
に
日
本
製
綿
糸
、

つ
い
で
満
州
製
綿
糸
を
も
原
料
と
し
て
、
満
州
で
土
布
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
奉
天
の
中
小
織
物
工
場
で
は
、
手
機
機
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
次
第
に
日
本
か
ら
輸
入
さ
れ
た
足
踏
み
機
に
代
わ
）
（（
（
り
、
さ
ら
に
日
本
製
足
踏
み
機
を

模
倣
し
て
現
地
で
生
産
し
た
改
良
足
踏
み
機
が
漸
次
普
及
し
た
。
さ
ら
に
工
場
の
電
化
が
進

み
、「
こ
の
電
化
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
の
は
当
初
は
日
本
豊
田
式
で
あ
っ
た
」。
そ
の
後
、

第 5表　満州への国別綿布輸⼊⾼� （単位：千海関両）

年 ⽇本内地 英国 中国
（外国品）

中国
（中国品）

その他と
も総計

中国品／
⽇本内地

（（（（ （（,（（（ （（（ （,（1（ （（,（（（ （（,（（（ （（.（%
（（（（ （（,（（（ （（（ （,（（1 （（,（（（ （（,1（（ （（.（%
（（（（ （（,（（（ （（（ （,（（（ （（,（1（ （（,（1（ （（.1%
（（（（ （（,（（（ （（（ （,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（.（%
（（（（ （（,（（（ （（（ （,（1（ （（,（（（ （（,（（（ （1.（%
（（（（ （（,（（（ （（（ （,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（.（%
（（（（ （（,11（ （1（ （,1（（ （（,（（（ （（,（（（ （（.（%
（（（（ （（,（（（ （（（ （,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （1.（%
（（（（ （（,（1（ （（1 （,（（（ （1,（（（ （（,（（（ （1.（%

出所）�　南満州鉄道調査課『北⽀那貿易年報』各年。
注）　南満 （ 港の輸⼊分。北満の海関分を含まず。
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奉
天
・
安
東
で
も
力
織
機
が
製
造
さ
れ
、
中
小
織
物
工
場
に
導
入
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
一
九
二
八
年
現
在
、
奉
天
の
東
興

染
紡
織
公
司
に
設
置
さ
れ
て
い
た
織
機
は
、
豊
田
式
織
機
五
〇
台
、

奉
天
天
増
利
機
械
廠
製
の
織
機
三
〇
台
、
奉
天
万
順
鉄
工
廠
製
の
バ

ッ
タ
ン
機
五
台
で
あ
っ
）
（（
（
た
。

こ
の
よ
う
に
一
九
二
〇
年
代
に
満
州
の
織
布
工
場
で
は
、
日
本
か

ら
足
踏
み
機
や
豊
田
式
織
機
製
の
織
機
を
導
入
し
、
日
本
製
綿
糸
を

原
料
と
し
て
、
土
布
な
ど
の
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
満
州

で
生
産
さ
れ
た
改
良
足
踏
み
機
や
力
織
機
が
導
入
さ
れ
、
満
州
で
生

産
さ
れ
た
機
械
製
綿
糸
が
使
用
さ
れ
た
。
満
州
で
の
土
布
な
ど
の
綿

布
生
産
が
進
展
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
日
本
大
尺
布
は
中
国
土
布

（
中
国
関
内
か
ら
の
輸
入
と
満
州
で
の
生
産
）
を
駆
逐
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
中
国
か
ら
の
中
国

品
輸
入
額
は
、
日
本
内
地
か
ら
の
輸
入
額
の
約
五
割
に
達
し
て
い
る
。

ま
た
一
九
二
〇
年
代
後
半
で
は
、
満
州
で
生
産
さ
れ
た
綿
布
（
主
に

粗
布
と
大
尺
布
）
は
満
州
市
場
に
お
い
て
三
割
以
上
を
占
め
て
い
）
（（
（
た
。

以
上
に
述
べ
た
粗
布
・
大
尺
布
の
輸
出
・
販
売
の
経
緯
を
踏
ま
え

て
、
三
井
物
産
の
綿
布
輸
出
・
販
売
の
状
況
を
ま
と
め
よ
う
。
日
露

第 ７表　織機台数と棉布⽣産量、棉布輸出量、三井物産綿布輸出⾼

年 ⼿織機台数
⼒織機台数

綿織物⽣産⾼�
（単位：千円）

綿布輸出⾼（単位：千円） 三井物産綿布輸出

うち�
兼営織布 その他 うち⽩⽊綿 ⽩⽊綿の

うち中国 輸出⾼ ⽇本占有率 （満州�
販売分） （満州⽐率）

（（1（��明治（（ （1（,（1（ （（,（（（ （,1（（ （1,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（（ （1 （,（（（ （（.（%
（（1（��明治（（ （（（,（（（ （（,1（1 （,（（1 （1,（11 （（,（（（ （（,（（（ （,（1（ （（ （,1（（ （.（%
（（1（��明治（（ （（（,（（（ （1,（（（ （,（1（ （（,1（（ （（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（（ （,（1（ （（.（%
（（1（��明治（1 （（（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（,（（（ （1（,（（1 （（,（（（ （,1（（ （（ （,（（（ （1.（%
（（1（��明治（（ （（（,（（（ （（,（（1 （（,（（（ （（,（（（ （1（,（（（ （（,（（（ （,（（1 （（ （,（（（ （（.（%
（（1（��明治（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（（ （,（（（ （（.（%
（（（1��明治（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（,（1（ （1,（（（ （（（,（（（ （1,（（（ （,（1（ （（（ （1,（1（ （（.（%
（（（（��明治（（ （（（,（（（ （（,11（ （1,（（（ （（,（（（ （（1,1（（ （（,（（1 （,（（（ （（（ （,（1（ （（.（%
（（（（��明治（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （,1（（ （（（ （,（（1 （（.1%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（（,（（（ （（,（1（ （,1（（ （,（（（ （1,（（1 （（.（% （,（（（ （（.（%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （（（,（（1 （（,（（（ （（,（（（ （（1,（（（ （（,（（（ （,（（（ （,（（（ （1,（（（ （（.1% （,（（（ （（.（%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （（（,（（（ （1,1（（ （1（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （,1（（ （（,（（（ （（.（% （,（（（ （1.（%
（（（（��⼤正 （ （（（,1（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（（,1（（ （1（,（（1 （1,1（（ （,（（（ （,（（（ （（,（（（ （（.（% （,（（（ （（.（%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （1,（（（ （,1（（ （（,（（（ （（.（% （,（（（ （（.（%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （1（,（（（ （1,（（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（,（（（ （（.（% （（,1（（ （（.1%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（1（ （（1,（（（ （,1（（,（（（ （（1,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（,（（1 （（.（% （（,（（（ （（.（%

出所）『⽇本経済統計総覧』、『⽇本綿業貿易史』、『横浜市史』資料篇⼆（貿易統計）、『東棉 （1 年史』、『三井事業史』本篇第 （ 巻上、三井物産「事業報告書」。
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第 ６表　満州各店での綿布販売（⽇本からの輸出品の社外販売⾼）� （単位：円）

店名 （（（（年 （（（（年 （（（（年 （（（（年 （（（（年 （（（（年 （（（（年

⼤連 （,（（（,1（（ （,（（（,（（（ （,（（（,（1（ （（（,（（（ （（（,（（（ （,（1（,（1（ （,（（（,（（（
安東県 （（,（（（ （（（,（（（ （（（,（（1 （（（,（（（ （（（,（（（
⽜荘 （（（,（（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （,（（（,1（（ （,（1（,（（（ （,（（（,1（（
奉天 （（（,1（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （,（（1,（（（
鉄嶺 （（（,（（（ （（1,（（（ （,（（（,（（（ （,（1（,（（（ （,（（（,（（1 （,（（（,（1（
⻑春 （（（,（（（ （（（,（（（ （,（（（,（（（ （,1（（,（（（ （,（（（,（（（ （,1（（,（（（
哈爾賓 （（（,1（（ （（（,（（（ （,（（（,（（（ （,1（（,（（（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（（
合計 （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （,（（1,（（（ （,（（（,（（（ （,（（（,（（（ （（,1（（,（（（ （（,（（（,1（（

出所）　三井物産「事業報告書」各期。
注）�　⽇本からの輸出品で社会販売結了⾼を掲出。他に⽇本からの輸出品で社内販売結了⾼がある。

第 ７表　織機台数と棉布⽣産量、棉布輸出量、三井物産綿布輸出⾼

年 ⼿織機台数
⼒織機台数

綿織物⽣産⾼�
（単位：千円）

綿布輸出⾼（単位：千円） 三井物産綿布輸出

うち�
兼営織布 その他 うち⽩⽊綿 ⽩⽊綿の

うち中国 輸出⾼ ⽇本占有率 （満州�
販売分） （満州⽐率）

（（1（��明治（（ （1（,（1（ （（,（（（ （,1（（ （1,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（（ （1 （,（（（ （（.（%
（（1（��明治（（ （（（,（（（ （（,1（1 （,（（1 （1,（11 （（,（（（ （（,（（（ （,（1（ （（ （,1（（ （.（%
（（1（��明治（（ （（（,（（（ （1,（（（ （,（1（ （（,1（（ （（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（（ （,（1（ （（.（%
（（1（��明治（1 （（（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（,（（（ （1（,（（1 （（,（（（ （,1（（ （（ （,（（（ （1.（%
（（1（��明治（（ （（（,（（（ （（,（（1 （（,（（（ （（,（（（ （1（,（（（ （（,（（（ （,（（1 （（ （,（（（ （（.（%
（（1（��明治（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（（ （,（（（ （（.（%
（（（1��明治（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（,（1（ （1,（（（ （（（,（（（ （1,（（（ （,（1（ （（（ （1,（1（ （（.（%
（（（（��明治（（ （（（,（（（ （（,11（ （1,（（（ （（,（（（ （（1,1（（ （（,（（1 （,（（（ （（（ （,（1（ （（.（%
（（（（��明治（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （,1（（ （（（ （,（（1 （（.1%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（（,（（（ （（,（1（ （,1（（ （,（（（ （1,（（1 （（.（% （,（（（ （（.（%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （（（,（（1 （（,（（（ （（,（（（ （（1,（（（ （（,（（（ （,（（（ （,（（（ （1,（（（ （（.1% （,（（（ （（.（%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （（（,（（（ （1,1（（ （1（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （,1（（ （（,（（（ （（.（% （,（（（ （1.（%
（（（（��⼤正 （ （（（,1（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（（,1（（ （1（,（（1 （1,1（（ （,（（（ （,（（（ （（,（（（ （（.（% （,（（（ （（.（%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （1,（（（ （,1（（ （（,（（（ （（.（% （,（（（ （（.（%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （1（,（（（ （1,（（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（,（（（ （（.（% （（,1（（ （（.1%
（（（（��⼤正 （ （（（,（（（ （（（,（（（ （（,（1（ （（1,（（（ （,1（（,（（（ （（1,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（,（（1 （（.（% （（,（（（ （（.（%

出所）『⽇本経済統計総覧』、『⽇本綿業貿易史』、『横浜市史』資料篇⼆（貿易統計）、『東棉 （1 年史』、『三井事業史』本篇第 （ 巻上、三井物産「事業報告書」。
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戦
争
後
、
三
井
物
産
は
満
州
・
韓
国
に
向
け
て
日
本
綿
布
輸
出
組
合
と
三
栄
綿
布
組
合
の
粗
布
を
委
託
販
売
し
、
こ
れ
に
加
え
て
組
合
外
の

粗
布
な
ど
の
販
売
も
拡
げ
、
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
も
の
の
大
尺
布
な
ど
の
小
幅
綿
布
の
販
売
も
お
こ
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
一
二
年
六
月

に
日
本
綿
布
輸
出
組
合
が
解
散
し
た
た
め
、
満
州
に
お
け
る
三
井
物
産
の
綿
布
販
売
高
は
、
一
九
一
二
年
度
（
一
九
一
一
年
一
一
月
〜
一
九

一
二
年
一
〇
月
）
は
六
一
一
万
円
に
止
ま
り
、
一
九
一
三
年
度
に
五
六
八
万
円
に
減
少
し
た
。
一
九
一
四
年
度
に
は
増
加
し
た
も
の
の
、
一

九
一
五
年
度
に
は
四
九
三
万
円
ま
で
再
び
減
少
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
一
五
年
八
月
を
山
と
し
て
、
為
替
が
銀
高
・
円
安
に
転
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
尺
布
な
ど
の
販
売
が
伸
び
始
め
、
一

九
一
六
年
度
（
一
九
一
五
年
一
一
月
〜
一
九
一
五
年
一
〇
月
）
に
は
七
二
八
万
円
に
急
増
し
、
以
後
、
一
九
一
八
年
度
に
は
一
六
〇
二
万
円

へ
と
増
加
し
た
（
第
6
表
）。

三
井
物
産
綿
布
輸
出
に
お
け
る
満
州
の
比
率
は
、
一
九
一
四
年
五
六
・
九
％
も
の
高
さ
で
あ
り
、
華
北
（
天
津
支
店
な
ど
）・
華
中
（
上
海

支
店
な
ど
）
の
比
率
を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
満
州
は
三
井
物
産
の
最
大
の
綿
布
輸
出
先
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

三
井
物
産
に
よ
る
満
州
へ
の
輸
出
は
増
加
し
た
も
の
の
、
英
領
イ
ン
ド
へ
の
輸
出
が
急
増
し
、
華
北
・
華
中
へ
の
輸
出
も
伸
び
た
た
め
、
一

九
一
九
年
度
に
満
州
の
比
率
は
一
七
・
七
％
に
な
り
、
英
領
イ
ン
ド
（
三
四
・
六
％
）
の
半
分
に
ま
で
低
下
し
）
（（
（

た
。

つ
ぎ
に
三
井
物
産
全
体
の
綿
布
取
扱
高
を
み
よ
う
。
綿
布
取
扱
高
は
一
九
〇
六
年
三
一
一
万
円
か
ら
一
九
〇
七
年
に
は
六
六
九
万
円
に
急

増
し
、
日
本
か
ら
の
綿
布
輸
出
に
占
め
る
三
井
物
産
の
比
率
も
一
九
・
九
％
か
ら
四
〇
・
九
％
へ
と
極
端
に
高
く
な
っ
た
（
第
7
表
）。
三
井

物
産
の
比
率
は
一
九
一
〇
年
の
五
一
・
四
％
を
ピ
ー
と
し
て
、
こ
れ
以
降
、
比
率
が
低
下
す
る
も
の
の
、
一
九
一
〇
年
代
で
も
三
井
物
産
の

綿
布
輸
出
高
は
増
加
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
比
率
は
一
九
一
九
年
で
も
日
本
の
輸
出
の
四
分
の
一
（
二
四
・
七
％
）
と
い
う
高
い
水
準
に
あ

っ
た
。
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（
（
）　
鈴
木
邦
夫
「
三
井
物
産
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
と
商
品
部
で
の
運
用
の
内
実
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
四
九
，
二
〇
一
五
年
一
二

月
）
二
五
五
頁
。

（
（
）　
前
掲
、
鈴
木
邦
夫
「
三
井
物
産
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
と
商
品
部
で
の
運
用
の
内
実
」
一
九
〇
―
一
九
二
頁
。

（
（
）　
棉
花
首
部
「
内
地
棉
布
製
織
中
社
持
ニ
関
ス
ル
願
」
一
八
九
三
年
六
月
三
日
（「
棉
布
買
持
特
許
之
件
」
一
八
九
九
年
六
月
六
日
提
出
、
三

井
物
産
「
理
事
会
議
案
」
一
八
九
八
―
一
八
九
九
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
一
。

（
（
）　「
綿
布
首
部
へ
『
シ
ー
チ
ン
グ
』
並
『
Ｔ
ク
ロ
ー
ス
』
五
百
俵
買
持
認
可
ノ
件
」
一
八
九
九
年
一
一
月
二
四
日
許
可
（
三
井
物
産
「
理
事
会

議
案
」
一
八
九
八
―
一
八
九
九
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
一
）、「
Ｔ
ク
ロ
ー
ス
並
シ
ー
チ
ン
グ
買
持
高
増
加
ノ
件
」
一
九
〇
〇
年

二
月
二
三
日
可
決
（
三
井
物
産
「
理
事
会
議
案
」
一
九
〇
〇
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
二
）。

（
（
）　
飯
田
義
一
「
願
」
一
九
〇
〇
年
八
月
二
一
日
（「
大
阪
支
店
買
持
品
ニ
付
指
令
案
」、
三
井
物
産
「
会
議
録
」
一
九
〇
〇
年
、
三
井
文
庫
所
蔵

史
料
　
物
産
一
四
五
）。

（
（
）　
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
〇
三
年
）
一
二
六
頁
。
寺
島
昇
が
「
小
幅
ノ
機
械
織
ハ
如
何
」
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
藤

原
は
、「
名
古
屋
ヨ
リ
取
リ
寄
セ
タ
レ
ド
モ
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
、
藤
原
は
明
示
し
て
い
な
い
も
の
の
、
井
桁
商
会
製
の
織
機
で
製
織
さ

れ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。

（
（
）　
前
掲
、
飯
田
義
一
「
願
」
一
九
〇
〇
年
八
月
二
一
日
。

（
（
）　
三
井
物
産
営
業
部
は
、
赤
黒
味
を
帯
び
て
い
る
コ
コ
ナ
ダ
綿
（
イ
ン
ド
産
）
を
紡
績
会
社
に
依
頼
し
て
棉
糸
を
紡
ぎ
、
こ
の
綿
糸
を
下
野
棉

布
会
社
（
栃
木
県
河
内
郡
河
内
町
）
で
製
織
し
て
も
ら
っ
た
茶
木
綿
を
台
湾
に
輸
出
す
る
と
い
う
仕
組
み
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

仕
組
み
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
二
年
ま
で
に
「
茶
木
綿
ハ
台
湾
ニ
於
ケ
ル
当
社
ノ
独
占
商
売
ト
モ
称
ス
ヘ
キ
モ
ノ
」
に
な
っ
た
（「
茶
木
綿
十
万

反
迄
ヲ
限
リ
一
時
先
買
認
可
ノ
件
」
一
九
〇
二
年
四
月
二
九
日
可
決
、
三
井
物
産
「
重
役
会
議
案
」
一
九
〇
二
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物

産
一
二
四
）。「
茶
木
綿
拾
五
万
反
先
買
認
可
之
件
」
一
九
〇
五
年
三
月
三
日
三
井
家
同
族
会
承
認
（
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
一
九
〇
五

年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
七
）。

（
（
）　『
銀
行
会
社
要
録
』
第
一
一
版
（
一
九
〇
七
年
）
愛
知
県
七
九
―
八
〇
頁
。
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（
（1
）　
前
掲
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』
四
四
頁
。

（
（（
）　
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
長
「
織
布
会
社
ヘ
譲
渡
ス
ヘ
キ
現
在
財
産
ノ
事
」（
本
店
重
役
宛
）
一
九
〇
五
年
一
一
月
二
〇
日
（「
名
古
屋
綿
布
工

場
譲
渡
之
件
」
一
九
〇
五
年
一
二
月
一
三
日
廻
議
、
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
五
六
）。

（
（（
）　
三
井
物
産
宛
名
古
屋
織
布
株
式
会
社
書
簡
（
一
九
〇
五
年
一
一
月
九
日
）（
前
掲
、「
名
古
屋
綿
布
工
場
譲
渡
之
件
」
一
九
〇
五
年
一
二
月
一

三
日
廻
議
）、
岡
野
悌
二
「
名
古
屋
織
布
会
社
之
件
」
一
九
〇
五
年
一
一
月
八
日
（
前
掲
、「
名
古
屋
綿
布
工
場
譲
渡
之
件
」
一
九
〇
五
年
一
二

月
一
三
日
廻
議
）。

（
（（
）　
三
井
物
産
大
阪
支
店
「
説
明
書
」（「
輸
出
棉
布
損
失
金
補
填
方
ノ
件
」
一
九
〇
七
年
二
月
一
二
日
（
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
六
―
一

九
〇
七
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
五
九
）。

（
（（
）　「
軍
票
物
語
」（『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
四
二
年
四
月
一
八
日
〜
）。

（
（（
）　
宇
野
米
吉
『
山
辺
丈
夫
君
伝
』（
紡
織
雑
誌
社
、
一
九
一
八
年
）
四
二
頁
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
第
三
巻
上
（
三
井
文
庫
、
一
九

八
〇
年
）
五
一
頁
。
満
州
視
察
を
『
三
井
事
業
史
』
は
四
月
、『
山
辺
丈
夫
君
伝
』
は
五
月
と
し
て
い
る
。『
三
井
事
業
史
』
の
出
所
は
、
三
井

物
産
「
満
州
と
三
井
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
四
七
五
）
二
八
頁
と
思
わ
れ
る
。
営
口
を
四
月
に
訪
れ
た
こ
と
お
よ
び
斎
藤
恒
三
が
加

わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
井
上
泰
蔵
「
陳
情
書
」
一
九
〇
八
年
八
月
三
〇
日
（
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
三

二
）
で
、
明
治
三
九
年
四
月
中
に
藤
野
と
と
も
に
山
辺
、
斎
藤
ら
紡
績
会
社
の
重
役
が
営
口
支
店
を
訪
れ
た
と
い
う
記
述
か
ら
わ
か
る
。
満
州

だ
け
で
な
く
、
韓
国
も
視
察
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
一
〇
巻
、
四
九
八
頁
に
掲
載
の
「
大
日
本
紡
績
連
合
会
月

報
」
第
一
六
七
号
（
一
九
〇
六
年
七
月
）
の
「
満
韓
輸
出
棉
布
検
査
所
」
と
い
う
記
事
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
絹
川
太
一
『
本
邦
綿
糸
紡
績
史
』
第
六
巻
（
日
本
綿
業
倶
楽
部
、
一
九
四
二
年
）
一
九
七
―
二
〇
一
頁
、
高
村
直
助
『
日
本
紡
績
業
史
序

説
』
下
（
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
）
一
八
四
―
一
八
五
頁
、
前
掲
、
村
上
勝
彦
「
日
本
資
本
主
義
に
よ
る
朝
鮮
綿
業
の
再
編
成
」（
小
島
麗
逸

編
『
日
本
帝
国
主
義
と
東
ア
ジ
ア
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）
一
二
七
、
一
三
八
、
一
七
四
―
一
七
五
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
絹
川
太
一
『
本
邦
綿
糸
紡
績
史
』
第
六
巻
、
二
〇
一
頁
。

（
（（
）　
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』（
北
文
館
、
一
九
一
四
年
）
一
九
五
―
二
〇
一
頁
に
掲
載
の
組
合
結
成
の
「
契
約
書
」
の
日
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付
が
明
治
三
九
年
三
月
八
日
な
の
で
、
設
立
日
を
こ
の
日
と
特
定
し
た
。
な
お
、
飯
島
幡
司
『
日
本
紡
績
史
』（
創
元
社
、
一
九
四
九
年
）
五

四
六
頁
で
は
三
月
一
日
に
組
合
を
組
織
し
た
と
し
て
い
る
。

（
（（
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
二
〇
六
頁
、
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
〇
七
年
）
三
二
八
、
三
三

一
頁
。
組
合
員
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
。
一
九
〇
六
年
九
月
に
金
巾
紡
織
は
大
阪
紡
績
に
合
併
し
て
組
合
員
か
ら
消
滅
（
組
合
員
は

二
社
）。
同
月
、
岡
山
紡
績
が
組
合
に
加
盟
（
組
合
員
は
三
社
）。
一
九
〇
七
年
二
月
、
岡
山
紡
績
が
絹
糸
紡
績
に
合
併
の
た
め
、
岡
山
紡
績
に

代
わ
っ
て
絹
糸
紡
績
が
加
盟
（
組
合
員
は
三
社
）。
し
か
し
一
九
一
一
年
初
め
に
絹
糸
紡
績
が
鐘
淵
紡
績
に
合
併
さ
れ
た
た
め
、
絹
糸
紡
績
に

代
わ
っ
て
鐘
淵
紡
績
が
組
合
に
加
盟
（
組
合
員
は
三
社
）。
し
か
し
、
ま
も
な
く
鐘
淵
紡
績
が
脱
退
（
組
合
員
は
二
社
）。
一
九
一
四
年
六
月
に

大
阪
・
三
重
が
合
併
し
て
東
洋
紡
績
、
両
社
に
代
わ
っ
て
東
洋
紡
績
が
加
盟
（
組
合
員
は
一
社
）

（
（1
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
に
掲
載
の
契
約
書
で
は
、
第
一
七
条
の
該
当
部
分
は
「
弐
拾
反
入
壱
俵
に
付
、
金
何

円
を
支
払
ふ
へ
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
契
約
書
の
原
文
で
は
、「
金
何
円
」
で
は
な
く
、「
金
弐
円
」
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
前
掲
、
絹

川
太
一
『
本
邦
綿
糸
紡
績
史
』
第
六
巻
、
二
〇
三
頁
）。

（
（（
）　
前
掲
、
村
上
勝
彦
「
日
本
資
本
主
義
に
よ
る
朝
鮮
綿
業
の
再
編
成
」
一
四
〇
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
絹
川
太
一
『
本
邦
綿
糸
紡
績
史
』
第
六
巻
、
二
〇
二
―
二
〇
三
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
二
〇
六
―
二
〇
七
頁
。

（
（（
）　『
東
棉
四
十
年
史
』（
東
洋
棉
花
、
一
九
六
〇
年
）
五
四
―
五
五
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
飯
島
幡
司
『
日
本
紡
績
史
』
五
四
六
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
一
八
五
頁
。
そ
の
後
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
組
合
員
は
変
化
し
た
。
一
九
〇
六
年
九
月
に

金
巾
紡
織
は
大
阪
紡
績
に
合
併
し
て
組
合
員
か
ら
消
滅
（
組
合
員
は
四
社
）。
一
九
〇
七
年
二
月
、
岡
山
紡
績
が
絹
糸
紡
績
に
合
併
さ
れ
た
た

め
、
岡
山
紡
績
に
代
わ
っ
て
絹
糸
紡
績
が
加
盟
（
組
合
員
は
四
社
）。
一
九
一
一
年
三
月
、
絹
糸
紡
績
が
鐘
淵
紡
績
に
合
併
さ
れ
た
た
め
、
絹

糸
紡
績
は
組
合
員
か
ら
消
滅
（
組
合
員
は
三
社
）。
一
九
一
一
年
、
天
満
紡
績
は
自
己
の
都
合
で
組
合
を
脱
退
（
組
合
員
は
二
社
）。
一
九
一
四

年
六
月
に
大
阪
・
三
重
が
合
併
し
て
東
洋
紡
績
と
な
り
、
両
社
に
代
わ
っ
て
東
洋
紡
績
が
加
盟
（
組
合
員
は
一
社
）。
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（
（（
）　
大
日
本
紡
績
連
合
会
編
『
綿
糸
紡
績
事
情
参
考
書
』
第
六
次
（
一
九
〇
五
年
下
期
）。

（
（（
）　『
支
那
経
済
全
書
』
第
七
輯
（
東
亜
同
文
会
、
一
九
〇
八
年
）
五
八
九
―
六
〇
〇
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
一
八
五
頁
。

（
（1
）　
前
掲
、
高
村
直
助
『
日
本
紡
績
業
史
序
説
』
下
、
一
八
八
頁
、
山
口
和
雄
編
著
『
日
本
産
業
金
融
史
研
究
　
紡
績
金
融
篇
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
〇
年
）
二
二
三
頁
、
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
本
篇
第
三
巻
上
、
五
三
頁
、
前
掲
、
鈴
木
邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ

い
て
の
覚
書
―
一
八
九
〇
年
代
後
半
〜
一
九
一
〇
年
代
の
三
井
物
産
―
」
三
九
―
四
〇
頁
。

（
（（
）　
三
井
物
産
「
三
井
物
産
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
〇
七
年
）
三
二
八
―
三
二
九
頁
。
大
阪
支
店
長
藤
野
亀
之
助
は
「
此
取
扱
契
約
ハ
本

年
七
月
ヲ
以
テ
一
ヶ
年
ノ
期
限
到
来
シ
、
七
月
以
後
ハ
紡
績
会
社
ノ
利
益
有
無
如
何
ニ
拘
ハ
ラ
ス
我
々
ハ
手
数
料
ヲ
受
ク
ヘ
キ
契
約
ナ
リ
シ
、

勿
論
一
ヶ
年
内
ニ
テ
モ
紡
績
会
社
ニ
於
テ
損
失
ナ
キ
ニ
至
ラ
ハ
手
数
料
ヲ
受
ク
ヘ
キ
契
約
ナ
リ
シ
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
）　
松
元
宏
『
三
井
財
閥
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
）
四
四
一
、
四
五
四
頁
な
ど
。

（
（（
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
一
八
五
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
一
八
五
―
一
八
六
頁

（
（（
）　
前
掲
、
井
上
泰
蔵
「
陳
情
書
」
一
九
〇
八
年
八
月
三
〇
日
。

（
（（
）　
井
上
泰
蔵
「
満
州
商
売
拡
張
ノ
タ
メ
商
品
買
持
ノ
件
」
一
九
〇
六
年
六
月
二
七
日
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
九
）、
前
掲
、
鈴
木

邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ
い
て
の
覚
書
―
一
八
九
〇
年
代
後
半
〜
一
九
一
〇
年
代
の
三
井
物
産
―
」
七
八
頁
。

（
（（
）　
三
井
物
産
牛
荘
支
店
長
「
手
持
品
之
件
」
一
九
〇
八
年
八
月
一
九
日
（「
牛
荘
支
店
へ
商
品
先
買
認
可
之
件
」
一
九
〇
八
年
九
月
二
一
日
施

行
、
三
井
物
産
「
会
議
書
」
一
九
〇
八
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
六
四
。

（
（（
）　
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』（
関
東
都
督
府
民
政
部
庶
務
課
、
一
九
一
五
年
）
六
三
頁
。

（
（（
）　『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
』（
関
東
都
督
府
民
政
部
、
一
九
一
一
年
）
一
〇
一
頁
。

（
（1
）　
一
八
九
六
年
東
清
鉄
道
条
約
第
一
〇
条
に
よ
っ
て
、
露
清
国
境
で
の
鉄
道
に
よ
る
陸
路
輸
送
貨
物
に
つ
い
て
輸
入
税
を
三
分
の
一
を
軽
減
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
い
で
一
九
〇
五
年
日
清
附
属
条
約
第
一
一
条
に
よ
っ
て
日
本
に
対
し
て
最
恵
国
待
遇
が
与
え
ら
れ
た
。
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一
九
一
一
年
安
奉
線
改
築
工
事
が
竣
工
し
、
鉄
道
に
よ
っ
て
国
境
の
通
過
可
能
と
な
っ
た
。
露
清
国
境
と
同
じ
く
鉄
道
に
よ
る
国
境
通
過
が

可
能
に
な
っ
た
た
め
、
一
九
一
一
年
一
〇
月
の
日
清
条
約
附
属
条
約
で
「
満
韓
国
境
貿
易
に
関
し
て
は
双
方
互
い
に
最
恵
国
の
待
遇
を
与
ふ

る
」
と
い
う
条
項
を
取
り
決
め
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
、
一
九
一
三
年
に
日
本
政
府
は
露
清
間
の
取
極
め
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
六
月
二
日
か

ら
中
国
政
府
は
輸
入
税
軽
減
を
実
施
し
た
（
南
満
州
鉄
道
『
運
賃
問
題
と
其
実
績
』
一
九
二
五
年
）。

�

　
一
九
一
四
年
の
満
州
へ
の
綿
布
輸
入
は
大
連
一
七
％
、
安
東
三
六
％
、
営
口
四
七
％
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
六
年
か
ら
安
奉
線
で
の

綿
布
運
賃
が
三
割
軽
減
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
満
州
へ
の
一
九
二
二
―
一
九
二
六
年
平
均
の
綿
布
輸
入
は
大
連
一
八
％
、
安
東
六
八
％
、
営

口
一
〇
％
へ
変
化
し
、
安
東
が
主
と
な
っ
た
（
許
淑
女
真
「
川
口
華
商
に
つ
い
て
」、
平
野
健
一
郎
編
『
近
代
日
本
と
ア
ジ
ア
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
四
年
、
一
一
一
頁
）。

（
（（
）　
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
六
九
頁
。

（
（（
）　
南
満
州
鉄
道
調
査
課
編
『
北
支
那
貿
易
年
報
』（
南
満
州
鉄
道
、
一
九
一
七
年
）。

（
（（
）　
前
牛
荘
支
店
長
の
井
上
泰
蔵
は
、
一
九
〇
七
年
末
よ
り
一
％
の
手
数
料
を
貰
い
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
（
前
掲
、
井
上
泰
蔵

「
陳
情
書
」
一
九
〇
八
年
八
月
三
〇
日
）。

（
（（
）　
三
井
物
産
「
元
帳
」
一
九
〇
六
年
下
期
、
同
一
九
〇
七
年
上
期
、
同
一
九
〇
八
年
上
期
、
一
九
〇
八
年
下
期
、
一
九
〇
九
年
上
期
（
三
井
文

庫
所
蔵
史
料
　
物
産
八
六
七
、
物
産
八
七
七
、
物
産
九
〇
〇
、
物
産
九
一
三
、
物
産
九
二
五
）、
前
掲
、
鈴
木
邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ
い
て
の

覚
書
―
一
八
九
〇
年
代
後
半
〜
一
九
一
〇
年
代
の
三
井
物
産
―
」
三
九
頁
、
前
掲
。
井
上
泰
蔵
「
陳
情
書
」
一
九
〇
八
年
八
月
三
〇
日
。

（
（（
）　
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九
一
三
年
上
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
六
一
五
―
六
）。

（
（（
）　『
日
本
登
録
商
標
大
全
』
第
三
編
（
東
京
書
院
、
一
九
〇
五
年
）
第
三
一
類
五
五
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
二
〇
一
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九
一
三
年
上
期
。

（
（（
）　
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九
一
三
年
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
六
一
五
―
六
）。

（
（1
）　
大
蔵
省
主
税
局
編
『
外
国
貿
易
概
覧
』
一
九
一
七
年
版
（
大
蔵
省
主
税
局
、
一
九
二
四
年
）、
二
五
二
頁
。
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（
（（
）　
綿
糸
布
販
売
の
主
要
な
日
系
商
店
で
一
九
一
五
年
頃
に
店
舗
を
構
え
て
い
た
の
は
、
三
井
物
産
が
一
一
都
市
、
日
信
洋
行
（
日
本
綿
花
株
式

会
社
の
中
国
名
。
一
九
一
三
年
五
月
大
連
に
出
張
所
開
設
）
が
六
都
市
、
永
順
洋
行
（
一
九
〇
五
年
八
月
二
五
日
大
連
で
開
業
。
大
連
で
は
三

井
物
産
に
次
ぐ
位
置
）
が
五
都
市
、
湯
浅
洋
行
（
神
戸
の
湯
浅
商
店
の
中
国
名
。
一
九
〇
五
年
に
出
張
所
開
設
）
が
四
都
市
、
鈴
木
商
店
（
一

九
一
二
年
大
連
に
出
張
所
開
設
）
が
四
都
市
、
角
田
洋
行
（
本
店
は
大
連
）
が
二
都
市
な
ど
で
あ
っ
た
。
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於

ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
な
ど
。

（
（（
）　
三
井
物
産
大
阪
支
店
長
福
井
菊
三
郎
「
棉
布
買
持
制
限
増
加
願
」
一
九
〇
五
年
九
月
九
日
（「
大
坂
支
店
棉
布
先
買
高
増
加
ノ
件
」
一
九
〇

五
年
一
〇
月
九
日
可
決
、
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
一
九
〇
五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
七
）。

（
（（
）　
前
掲
、
鈴
木
邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ
い
て
の
覚
書
―
一
八
九
〇
年
代
後
半
〜
一
九
一
〇
年
代
の
三
井
物
産
―
」
七
八
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
鈴
木
淳
『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』
三
二
七
―
三
二
八
頁
。

（
（（
）　
つ
ぎ
に
引
用
す
る
大
庭
敏
太
郎
「
支
那
土
布
ノ
事
」
一
九
〇
六
年
一
月
二
六
日
（「
安
東
県
へ
輸
出
ノ
小
幅
綿
布
ニ
対
ス
ル
損
失
本
店
負
担

方
ノ
件
」、
三
井
物
産
「
会
議
録
」
一
九
〇
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
五
七
）。
で
は
安
東
で
調
査
し
た
た
め
、
中
尺
布
、
清
水
布
、

高
橋
布
、
套
布
を
代
表
的
な
土
布
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
満
州
全
体
で
み
る
と
、
需
要
が
最
も
多
い
の
は
大
尺
布
で
あ
り
、
そ
の
他
に
代
表

的
な
も
の
は
清
水
布
、
高
橋
布
、
套
布
で
あ
っ
た
。
安
東
で
は
大
尺
布
で
は
な
く
、
中
尺
布
の
需
要
が
飛
び
抜
け
て
大
き
い
例
外
的
な
土
地
で

あ
っ
た
（
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
一
三
〇
頁
）。

（
（（
）　
前
掲
、
大
庭
敏
太
郎
「
支
那
土
布
ノ
事
」
一
九
〇
六
年
一
月
二
六
日

（
（（
）　「
本
店
本
部
ニ
輸
出
奨
励
課
ヲ
設
置
ス
ル
ノ
件
」
一
九
〇
五
年
一
〇
月
九
日
三
井
家
同
族
会
認
可
（
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
一
九
〇

五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
七
）。

（
（（
）　
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
〇
六
年
）
二
一
三
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
「
説
明
書
」。

（
（1
）　
前
掲
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
「
説
明
書
」。

（
（（
）　
前
掲
、「
輸
出
棉
布
損
失
金
補
填
方
ノ
件
」
一
九
〇
七
年
二
月
一
二
日
。
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（
（（
）　
三
井
物
産
「
三
井
物
産
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
〇
七
年
）
三
四
四
頁
。

（
（（
）　
三
井
物
産
「LE

D
G

E
R

」
一
九
〇
九
年
上
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
九
二
五
）。
一
九
〇
九
年
八
月
二
〇
日
付
け
で
積
立
金
を
取
り

崩
し
た
。

（
（（
）　
三
井
物
産
「LE

D
G

E
R

」
一
九
〇
九
年
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
九
五
七
）。

（
（（
）　
中
国
関
内
か
ら
満
州
へ
輸
送
の
商
品
は
、
沿
岸
貿
易
税
（
輸
入
税
の
半
額
）
が
賦
課
さ
れ
、
輸
入
と
し
て
貿
易
統
計
に
計
上
さ
れ
る
。
沿
岸

貿
易
税
が
廃
止
さ
れ
る
の
は
一
九
三
一
年
で
あ
る
。
陸
軍
省
調
査
班
編
『
支
那
及
び
満
州
海
関
制
度
』（
一
九
三
二
年
）
一
二
頁
。

（
（（
）　
一
八
九
九
年
六
月
二
六
日
登
録
（『
日
本
登
録
商
標
大
全
』
第
三
編
、
東
京
書
院
、
一
九
〇
五
年
、
第
三
一
類
八
五
頁
）。

（
（（
）　
大
蔵
省
主
税
局
編
『
外
国
貿
易
概
覧
』
一
九
一
六
年
版
（
大
蔵
省
主
税
局
、
一
九
二
四
年
）
二
三
五
頁
。

（
（（
）　『
外
国
貿
易
概
覧
』
一
九
二
一
年
版
（
大
蔵
省
主
税
局
、
一
九
二
四
年
）
一
四
〇
頁
。

（
（（
）　
杉
浦
英
一
『
中
京
財
界
史
』
下
（
中
部
経
済
新
聞
社
、
一
九
五
六
年
）
四
二
―
四
三
頁
。

（
（1
）　
橋
口
勝
利
「
一
九
二
〇
年
恐
慌
前
後
の
日
本
綿
業
―
中
京
圏
の
綿
糸
取
引
信
用
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
社
会
経
済
史
学
』
七
七
―
三
，
二
〇
一

一
年
一
一
月
）
三
二
―
三
三
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
』
一
一
八
頁
。

（
（（
）　
満
鉄
経
済
調
査
会
編
『
満
州
経
済
年
報
』
一
九
三
四
年
版
（
改
造
社
、
一
九
三
五
年
）
一
二
七
頁
。

（
（（
）　
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
各
期
。

（
（（
）　
張
暁
紅
『
近
代
中
国
東
北
地
域
の
綿
業
―
奉
天
市
の
中
国
人
綿
織
物
業
を
中
心
と
し
て
―
』（
大
学
教
育
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
六
四
―
六

五
頁
。

（
（（
）　
日
本
か
ら
の
足
踏
み
機
の
輸
入
は
、
満
州
だ
け
で
な
く
、
華
北
の
高
陽
で
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
直
隷
省
の
直
隷
工
芸
局
は
日
本
か
ら
こ
の
織

機
の
指
導
員
を
招
聘
し
た
と
い
う
。
こ
の
織
機
で
は
機
械
制
綿
糸
が
使
用
さ
れ
、
生
産
さ
れ
た
綿
布
は
輸
入
綿
布
と
比
較
し
て
も
遜
色
が
な
か

っ
た
と
い
う
（
リ
ン
ダ
・
グ
ロ
ー
ブ
「
華
北
に
お
け
る
対
外
貿
易
と
国
内
市
場
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
」、
杉
山
伸
也
・
リ
ン
ダ
・
ブ
ロ
ー
ブ

編
『
近
代
ア
ジ
ア
の
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
創
文
社
、
一
九
九
九
年
）
一
〇
八
頁
。
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（
（（
）　
前
掲
、
張
暁
紅
『
近
代
中
国
東
北
地
域
の
綿
業
―
奉
天
市
の
中
国
人
綿
織
物
業
を
中
心
と
し
て
―
』
六
四
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
張
暁
紅
『
近
代
中
国
東
北
地
域
の
綿
業
―
奉
天
市
の
中
国
人
綿
織
物
業
を
中
心
と
し
て
―
』
六
九
頁
。

（
（（
）　
一
九
一
七
年
度
の
三
井
物
産
綿
布
輸
出
の
販
売
額
六
九
二
四
万
円
、
う
ち
英
領
イ
ン
ド
二
四
〇
二
万
円
（
三
四
・
六
％
）、
満
州
一
二
二
六
万

円
（
一
七
・
七
％
）、
華
中
九
三
七
万
円
（
一
三
・
五
％
）、
華
北
七
二
四
万
円
（
一
〇
・
四
％
）
で
あ
っ
た
。
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九

一
七
年
上
期
、
同
下
期
。

お
わ
り
に

一
八
九
七
年
一
二
月
七
日
か
ら
一
九
三
二
年
一
二
月
七
日
ま
で
の
三
五
年
間
、
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
縛
ら
れ
て
、
日
本

の
製
造
家
・
製
造
会
社
（
合
名
会
社
井
桁
商
会
、
豊
田
商
会
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
）
と
の
間
で
公
然
と
一
手

販
売
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
三
井
物
産
は
日
本
製
の
織
機
を
公
然
と
広
告
し
、
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
制
約
を
受
け
な
が
ら
、
三
井
物
産
は
事
実
上
一
手
販
売
を
引
き
受
け
て
日
本
製
の
織
機
を
販
売
し
た
。
こ
れ
ら
の
織
機
は
、
豊

田
佐
吉
の
発
明
に
関
わ
る
織
機
で
あ
っ
た
。

豊
田
佐
吉
の
発
明
に
関
わ
る
織
機
と
綿
布
輸
出
の
対
応
関
係
を
整
理
し
よ
う
。
ま
ず
そ
の
予
備
的
考
察
と
し
て
、
豊
田
佐
吉
発
明
の
織
機

が
含
ま
れ
て
い
る
力
織
機
台
数
（
第
7
表
「
力
織
機
台
数
」
の
「
そ
の
他
」）
の
推
移
を
み
る
と
、
一
九
〇
四
年
一
万
〇
五
五
一
台
以
降
緩

や
か
に
増
加
し
、
一
九
〇
七
年
に
一
万
九
六
九
四
台
へ
急
増
し
、
以
後
更
に
急
増
し
、
一
九
一
五
年
に
は
一
〇
万
八
八
八
三
台
に
到
達
し
た
。

つ
ま
り
一
九
〇
七
年
か
ら
小
幅
織
機
の
設
置
が
急
増
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
二
つ
目
の
予
備
的
考
察
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
小
幅
織
機
に
よ
っ
て
製
織
さ
れ
た
綿
布
の
輸
出
動
向
を
み
よ
う
。
日
本
の
貿
易
統
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計
で
は
、
日
本
か
ら
満
州
へ
輸
出
さ
れ
る
「
大
尺
布
」（
擬
似
土
布
の
総
称
）
は
「
白
木
綿
」（「
生
地
ノ
モ
ノ
（
大
尺
布
）」
と
「
晒
シ
タ
ル

モ
ノ
（
白
木
綿
）」
の
合
）
（
（
計
）
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
貿
易
統
計
で
は
、
満
州
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
清
国
」（
中
国
）
に
含
ま

れ
て
い
る
。
検
討
す
る
時
期
で
は
、
大
尺
布
の
ほ
と
ん
ど
が
満
州
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、「
白
木
綿
の
う
ち
中
国
」
欄
で

満
州
向
け
大
尺
布
輸
出
の
動
向
を
推
測
し
よ
う
（
第
7
表
）。
こ
の
欄
の
輸
出
金
額
は
、
一
九
〇
六
年
に
前
年
の
一
〇
倍
近
い
二
三
万
円
に

急
増
し
た
も
の
の
、
翌
一
九
〇
七
年
三
万
円
に
急
減
し
、
そ
の
後
一
九
〇
九
年
か
ら
再
び
増
加
し
て
い
く
。
一
九
一
三
年
に
至
っ
て
二
三
四

万
円
に
急
増
し
、
以
後
一
九
一
九
年
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
っ
た
ん
は
増
加
し
た
も
の
の
、
一
九
〇
七
年
に
急
減
し
、
一
九
一

三
年
に
急
増
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
織
機
の
型
式
と
輸
出
と
の
対
応
関
係
を
み
よ
う
。
一
九
一
三
年
時
点
で
み
る
と
、
主
要
な
織
布
一
二
府
県
で
の
非
兼
営
織
布
力
織

機
数
（
綿
・
絹
・
麻
・
交
織
）
の
う
ち
、
機
種
の
判
明
す
る
四
万
六
五
一
六
台
の
内
訳
を
み
る
と
、「
豊
田
式
」
は
一
万
五
六
三
七
台
、「
井

桁
式
」
一
九
三
七
台
で
あ
る
。
合
計
一
万
七
五
七
四
台
は
判
明
分
の
三
七
・
七
％
で
あ
る
。
絹
用
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

「
原
田
式
」
九
四
〇
八
台
（
原
田
元
次
郎
の
出
自
は
大
阪
の
製
糸
業
者
）
を
除
く
と
四
七
・
三
％
、
約
五
割
を
占
め
）
（
（
る
。
し
た
が
っ
て
井
桁
商

会
製
・
豊
田
商
会
製
・
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
製
の
織
機
の
型
式
・
製
造
開
始
年
を
、
日
本
か
ら
の
小
幅
綿
布
（
特
に
大
尺
布
）
と
の
関
連

で
み
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

日
露
戦
争
後
、
井
桁
商
会
製
の
織
機
（
一
八
九
九
年
か
ら
製
造
）
と
豊
田
商
会
製
の
織
機
（
一
九
〇
五
年
か
ら
製
造
）
に
支
え
ら
れ
て

（
な
か
で
も
三
十
八
年
式
動
力
織
機
、
一
台
八
五
円
）、
一
九
〇
六
年
に
小
幅
綿
布
の
朝
鮮
向
け
輸
出
と
満
州
向
け
輸
出
（
大
尺
布
）
が
増
加

し
た
。
と
こ
ろ
が
「
製
織
工
賃
割
高
ナ
ル
ト
銀
塊
ノ
大
暴
落
ニ
遇
ヒ
多
大
ノ
損
失
ヲ
来
シ
一
時
満
州
市
場
ヨ
リ
手
ヲ
控
フ
ル
ノ
止
ム
ナ
キ
ニ

至
」
っ
）
（
（
た
。
一
九
〇
六
年
に
は
豊
田
商
会
が
輸
出
向
け
小
幅
木
綿
用
の
「
三
十
九
年
式
動
力
織
機
」（
一
台
九
五
円
）
を
発
売
し
、
翌
年
か

ら
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
が
製
造
を
引
き
継
い
）
（
（

だ
。
新
た
な
織
機
が
発
売
さ
れ
た
も
の
の
、
一
九
〇
七
年
九
月
か
ら
銀
安
（
円
高
）
方
向
に
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為
替
レ
ー
ト
が
動
い
た
た
）
（
（

め
、
満
州
へ
の
輸
出
は
大
き
く
制
約
さ
れ
た
。
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
は
、
一
九
〇
九
年
五
月
か
ら
改
良
型
木
鉄

混
製
織
機
（
小
幅
。
Ｉ
式
）
を
発
売
し
た
（
製
造
台
数
六
〇
八
八
台
）。
も
し
こ
の
織
機
の
導
入
に
よ
っ
て
輸
出
向
け
綿
布
生
産
が
お
こ
な

わ
れ
た
と
す
る
と
、
生
産
性
が
上
昇
し
た
は
ず
で
あ
）
（
（
る
。
そ
の
後
、
一
九
一
一
年
九
月
か
ら
為
替
レ
ー
ト
が
銀
高
（
円
安
）
方
向
に
変
化
し
、

為
替
に
よ
る
好
条
件
が
生
ま
れ
）
（
（

た
。
そ
の
た
め
、
大
尺
布
に
対
す
る
需
要
が
増
加
し
始
め
、
一
九
一
三
年
頃
に
は
、
満
州
へ
の
大
尺
布
輸
出

が
著
し
く
増
加
し
、
つ
い
に
「
南
満
州
ヨ
リ
支
那
土
布
ヲ
駆
逐
ス
ル
ニ
）
（
（
至
」
っ
た
。
日
本
の
大
尺
布
が
侵
食
で
き
な
い
地
域
と
し
て
北
満
州

が
残
っ
た
。

南
満
州
で
日
本
の
大
尺
布
が
市
場
で
主
要
な
位
置
を
占
め
た
一
九
一
三
年
頃
で
は
、
日
本
製
大
尺
布
は
中
国
製
大
尺
布
と
の
類
似
性
が
薄

れ
、
日
本
独
特
の
品
質
を
持
つ
（
つ
ま
り
「
別
個
ノ
売
品
タ
ル
ノ
観
」）
よ
う
に
な
り
、
と
く
に
南
満
州
で
は
中
国
人
の
嗜
好
が
こ
の
独
特

の
品
質
を
持
つ
日
本
製
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
か
つ
て
一
九
〇
六
年
に
三
井
物
産
の
大
庭
敏
太
郎
が
予
測
し
た
よ
う
な
状
況
に
変

化
）。
そ
の
た
め
中
国
関
内
の
織
布
工
場
の
な
か
に
は
「
日
本
大
尺
布
ヲ
模
造
セ
ン
ト
シ
ツ
ツ
ア
ル
ノ
一
奇
観
ヲ
呈
ス
ル
ニ
至
」
っ
た
と
い

う
。
た
だ
し
、
北
満
州
で
は
依
然
と
し
て
中
国
製
土
布
が
好
ま
れ
た
た
め
、
日
本
の
織
布
工
場
で
は
北
満
州
向
け
に
中
国
土
布
を
「
模
造
セ

ン
ト
ス
ル
傾
向
」
が
あ
る
と
い
）
（
（

う
。

つ
ぎ
に
三
井
物
産
の
織
機
販
売
と
綿
布
買
付
け
と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
先
述
の
よ
う
に
一
九
〇
六
年
七
月
頃
に
は
「
豊
田
の
織

機
を
有
す
る
者
」
が
組
合
を
組
織
し
（
総
数
九
九
二
台
）、
製
品
の
販
売
を
名
古
屋
支
店
へ
委
託
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
三
井

物
産
は
こ
の
組
合
か
ら
満
州
向
け
小
幅
綿
布
（
大
尺
布
な
ど
）
を
調
達
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
例
で
は
、
三
井
物
産
に
よ
る
織
機
販

売
と
織
布
買
付
け
が
連
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
は
例
外
の
よ
う
で
あ
る
。
三
井
物
産
が
織
機
を
多
く
販
売
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
三

井
物
産
は
織
機
販
売
先
の
織
布
工
場
（
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
組
織
さ
れ
た
組
合
）
か
ら
綿
布
を
買
い
付
け
や
す
く
な
る
と
い
う
関
係
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
付
け
で
締
結
し
た
三
井
物
産
と
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
総
代
理
店
契
約
が
、
そ
の
後
、
一
九
三
二
年
一
二
月
七
日
ま

で
三
井
物
産
の
日
本
製
織
機
取
扱
を
制
約
し
た
。
も
し
、
プ
ラ
ッ
ト
社
か
ら
の
制
約
が
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
三
井
物
産
は
日
本
の
織
機
製

造
者
と
の
間
で
、
よ
り
緊
密
な
関
係
（
出
資
・
経
営
参
画
や
速
や
か
な
一
手
販
売
契
約
の
締
結
）
を
結
び
、
日
本
製
織
機
を
公
然
と
広
告
し

て
、
よ
り
大
量
に
織
機
を
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
よ
り
大
量
の
織
機
販
売
が
綿
布
の
買
付

け
・
販
売
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
プ
ラ
ッ
ト
社
か
ら
の
制
約
に
よ
る
影
響
は
三
井
物
産
の
織
機
販
売
だ
け
に
限
定
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

［
付
記
］　
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（1
Ｋ1（（1（

の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
（
）　
一
九
三
一
年
版
の
『
日
本
貿
易
年
表
』
で
の
「
白
木
綿
」
の
内
訳
。『
横
浜
市
史
』
資
料
篇
二
（
増
訂
版
）
注
釈
編
（
横
浜
市
、
一
九
八
〇

年
）
五
三
頁
。

（
（
）　
前
掲
、
鈴
木
淳
『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』
二
五
六
―
二
五
七
頁
。

（
（
）　
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
八
四
頁
。

（
（
）　
前
掲
、
鈴
木
淳
『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』
三
二
九
頁
。

（
（
）　
上
海
向
け
参
着
払
（
日
本
円
一
円
に
付
き
、
上
海
両
）
の
平
均
は
、
一
九
〇
七
年
八
月
六
六
両
七
四
一
を
底
と
し
て
、
以
後
、
上
昇
傾
向
に

転
じ
、
一
九
〇
八
年
一
二
月
に
は
九
一
両
一
三
に
ま
で
到
達
し
た
。
こ
の
間
、
日
本
円
は
三
六
・
五
％
も
上
昇
し
て
い
る
。『
金
融
事
項
参
考

書
』
一
八
一
二
年
四
月
調
（
大
蔵
省
理
財
局
、
一
九
一
二
年
）
七
〇
四
―
七
〇
五
頁
。

（
（
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
九
九
―
一
〇
〇
頁
。
こ
の
Ｉ
式
織
機
で
輸
出
向
け
の
綿
布
を
製
造
可
能
か
特
定
で
き
な
い
。

（
（
）　
上
海
向
け
参
着
払
（
日
本
円
一
円
に
付
き
、
上
海
両
）
の
平
均
は
、
一
九
一
一
年
八
月
の
八
五
円
一
五
三
を
山
と
し
て
、
九
月
か
ら
下
落
傾
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向
に
転
じ
、
一
九
一
四
年
六
月
ま
で
八
〇
円
を
下
回
る
水
準
で
推
移
し
た
。

（
（
）　
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
八
四
頁
。

（
（
）　
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
八
四
―
八
五
頁
。

編
集
者
付
記

鈴
木
邦
夫
氏
は
本
論
文
入
稿
後
の
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
六
日
に
亡
く
な
り
、
鈴
木
氏
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
三
井
物
産
研
究
の
一
部

を
な
す
本
論
文
は
そ
の
遺
稿
と
な
っ
た
。
謹
ん
で
、
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
な
お
、
校
正
は
鈴
木
氏
に
よ
る
指
示
を
踏
ま
え
つ
つ
、
武
田

晴
人
が
担
当
し
た
。

鈴
木
氏
は
一
九
四
八
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
単
位
取
得
退
学
後
、
一
九
七
九
年
四
月
、
三
井
文
庫
研
究
員
に
着
任

し
た
。
一
九
八
七
年
よ
り
電
気
通
信
大
学
、
二
〇
〇
一
年
よ
り
埼
玉
大
学
。『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
三
巻
下
』（
二
〇
〇
一
）
を
執
筆
、
二

〇
〇
三
年
に
同
書
で
博
士
号
を
取
得
。
特
に
戦
前
三
井
物
産
の
経
営
研
究
を
重
ね
た
ほ
か
、
経
営
者
・
企
業
の
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す

る
研
究
も
行
っ
た
。
編
著
に
『
満
洲
企
業
史
研
究
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
）、
近
年
の
論
文
に
「
三
井
物
産
の
為
替
リ
ス
ク
管

理
：
一
九
二
〇
年
代
〜
一
九
三
〇
年
代
を
中
心
に
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
五
、
二
〇
二
一
）
が
あ
る
。
二
〇
二
三
年
三
月
に
は
鈴
木
邦
夫

「
独
立
採
算
制
単
位
と
組
織
間
・
職
員
間
の
競
争
―
三
井
物
産
の
場
合
」
岡
崎
哲
二
・
大
石
直
樹
編
『
戦
前
期
日
本
の
総
合
商
社
』（
東
京
大

学
出
版
会
）
が
刊
行
予
定
。
な
お
、『
社
会
科
学
論
集
』
一
四
二
号
に
二
〇
一
三
年
度
ま
で
の
業
績
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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資
料
1
　
三
栄
棉
布
組
合
契
約
書
（
一
九
〇
六
年
三
月
八
日
）

契
約
書

大
阪
紡
績
株
式
会
社
、
三
重
紡
績
株
式
会
社
及
金
巾
製
織
株
式
会
社
は
、
其
製
品
を
韓
国
へ
販
売
す
る
に
当
り
各
社
間
の
競
争
を
避
け
、
相

提
携
し
て
公
平
な
る
利
益
を
得
る
目
的
に
て
、
三
社
間
に
左
の
組
合
契
約
を
締
結
す

第
壱
条
　
本
組
合
を
三
栄
棉
布
組
合
と
称
す

第
弐
条
　
本
組
合
は
大
阪
紡
績
株
式
会
社
、
三
重
紡
績
株
式
会
社
及
金
巾
製
織
株
式
会
社
の
三
社
を
以
て
組
織
す

第
参
条
　
本
組
合
は
新
た
に
加
盟
せ
ん
と
す
る
も
の
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
の
承
諾
を
要
す
る
も
の
と
す

　
　
但
新
加
入
者
に
対
し
其
当
時
の
状
態
に
よ
り
相
当
の
条
件
を
定
む
る
事
あ
る
べ
し

第
四
条
　
本
組
合
員
は
契
約
期
限
内
に
中
途
脱
会
す
る
こ
と
を
得
す

第
五
条
　
本
組
合
員
の
決
議
権
は
過
半
数
と
し
、
総
員
出
席
す
る
に
あ
ら
す
ん
は
決
議
を
な
す
こ
と
を
得
す

第
六
条
　
本
組
合
は
組
合
員
の
製
品
を
韓
国
に
輸
出
し
及
販
売
す
る
こ
と
を
三
井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
に
委
托
す
る
も
の
と
し
、
尚
組

　
合
員
よ
り
韓
国
へ
代
理
人
を
派
遣
す
る
場
合
に
は
、
同
意
と
協
議
の
上
販
路
の
拡
張
及
業
務
執
行
の
補
佐
を
な
さ
し
む
る
も
の
と
す

　�

　
但
代
理
人
を
派
出
す
る
場
合
に
は
、
旅
費
、
給
料
等
、
個
入
に
属
す
る
費
用
は
、
組
合
各
個
の
負
担
と
し
、
組
合
全
体
に
関
す
る
費
用

は
、
輸
出
俵
数
に
応
し
、
組
合
員
に
於
て
分
担
す
る
も
の
と
す

第
七
条
　
本
組
合
は
現
時
大
阪
紡
績
株
式
会
社
に
於
て
專
用
権
を
有
す
る
登
録
商
標
第
弐
弐
弐
八
四
〇
号
、
三
重
紡
績
株
式
会
社
同
上
第
弐

　�

弐
七
九
五
及
金
巾
製
織
株
式
会
社
同
上
第
五
六
四
八
号
、
第
壱
五
参
五
壱
号
。
第
弐
五
四
弐
六
号
を
以
て
組
合
員
の
韓
国
輸
出
棉
布
に
使

用
す
へ
き
共
同
商
標
と
定
め
、
之
れ
か
共
有
の
登
録
を
な
す
へ
き
も
の
と
す
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但
前
記
商
標
の
内
大
阪
紡
績
株
式
会
社
の
第
弐
弐
八
四
〇
号
商
標
を
常
用
商
標
と
な
す
へ
し

第�
八
条
　
本
組
合
は
総
員
の
承
諾
に
て
解
散
す
る
か
若
く
は
契
約
満
期
後
継
続
を
為
さ
ゝ
る
と
き
は
、
何
れ
の
組
合
員
も
総
員
の
同
意
な
く

し
て
前
条
の
共
有
商
標
を
使
用
す
る
こ
と
を
得
さ
る
も
の
と
す

第�

九
条
　
本
組
合
員
が
製
織
す
る
拾
五
封
度
以
上
の
棉
布
は
、
其
商
標
の
如
何
に
拘
ら
す
、
又
手
続
の
直
接
間
接
を
問
は
す
組
合
規
約
に
拠

ら
す
し
て
一
切
韓
国
へ
輸
送
を
禁
す
る
の
条
件
を
附
す
へ
し

　
　
但
拾
五
封
度
未
満
の
棉
布
と
雖
、
第
七
条
の
共
有
商
標
を
使
用
す
る
こ
と
を
得
さ
る
も
の
と
す

第�

十
条
　
本
組
合
員
か
十
五
封
度
以
上
の
棉
布
を
韓
国
以
外
の
地
に
輸
出
す
る
意
思
に
て
売
約
す
る
場
合
に
は
、
其
契
約
書
に
韓
国
へ
輸
送

を
禁
す
る
の
条
件
を
附
す
へ
し

第�

拾
壱
条
　
本
契
約
締
結
当
時
の
各
組
合
員
所
有
の
棉
布
に
て
、
韓
国
輸
出
向
拾
五
封
度
以
上
の
も
の
は
左
の
方
法
に
依
り
、
組
合
共
通
計

算
勘
定
へ
買
取
る
へ
し
、
而
し
て
其
買
取
品
の
売
価
及
売
出
時
期
は
、
組
合
会
議
に
於
て
決
定
し
、
其
損
益
は
大
阪
紡
績
株
式
会
社
拾
分

の
四
、
三
重
紡
績
株
式
会
社
十
分
の
三
、
金
巾
製
織
株
式
会
社
十
分
の
三
の
割
に
て
負
担
す
へ
し

　
　
一
、�

金
巾
製
織
株
式
会
社
の
韓
国
輸
出
棉
布
、
壱
等
品
弐
拾
反
入
、
壱
俵
の
製
造
原
価
（
工
場
直
段
）
を
評
価
せ
し
め
其
直
段
（
韓
国

在
庫
品
は
之
に
運
賃
諸
掛
を
加
ふ
以
下
同
断
）
に
て
共
通
計
算
勘
定
へ
買
取
る
へ
し

　
　
二
、�

三
重
紡
績
株
式
会
社
の
韓
国
輸
出
棉
布
弐
等
品
は
、
前
項
の
評
価
直
段
よ
り
毎
俵
（
弐
拾
反
入
）
何
円
高
に
て
共
通
計
算
勘
定
へ

買
取
る
へ
し

　
　
三
、�

大
阪
紡
績
株
式
会
社
の
韓
国
輸
出
棉
布
一
等
品
は
、
第
一
項
の
評
価
直
段
よ
り
毎
俵
（
弐
拾
反
入
）
何
円
高
に
て
共
通
計
算
へ
買

取
る
へ
し

　
　
四
、�

各
社
共
其
製
品
の
弐
等
品
、
参
等
品
及
軽
目
物
等
は
、
今
日
ま
て
の
市
価
の
直
違
に
準
し
、
共
通
計
算
勘
定
へ
買
取
る
へ
し
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五
、�

劣
等
品
若
く
は
疵
物
等
は
受
渡
の
前
後
に
拘
ら
す
相
当
の
賠
償
金
を
徴
収
し
共
通
計
算
勘
定
へ
組
入
る
へ
し

第�
拾
弐
条
　
共
通
商
標
を
使
用
す
へ
き
棉
布
の
種
類
、
数
俵
及
出
来
期
日
は
、
一
ヶ
月
乃
至
二
ヶ
月
前
、
組
合
会
に
於
て
之
を
決
定
し
、
三

井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
に
移
牒
す
へ
し

第
拾
参
条
　
前
条
の
棉
布
を
輸
出
せ
し
月
よ
り
起
算
し
三
ヶ
年
間
組
合
員
か
輸
出
す
へ
き
俵
数
、
左
の
間
合
に
依
る
へ
し

　
　
　
　
大
坂
紡
績
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
　
　
　
三
重
紡
績
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
　
　
　
金
巾
製
織
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
前
項
の
三
ヶ
年
を
経
過
せ
し
後
は
、
三
社
各
三
分
の
一
宛
を
輸
出
す
る
も
の
と
す

第�

拾
四
条
　
本
組
合
員
の
棉
布
品
質
を
均
一
な
ら
し
む
る
た
め
、
別
に
製
織
取
締
法
を
設
け
、
三
井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
を
し
て
之
か

執
行
の
任
に
当
ら
し
む
へ
し

第�

拾
五
条
　
三
重
紡
績
株
式
会
社
及
金
巾
製
織
株
式
会
社
の
両
社
は
、
大
阪
紡
績
株
式
会
社
へ
対
し
、
共
同
商
標
を
使
用
せ
し
棉
布
を
輸
出

せ
し
と
き
よ
り
起
算
し
、
其
販
売
俵
数
に
対
し
、
初
年
は
毎
俵
（
弐
拾
反
入
）
金
何
円
、
弐
年
目
は
毎
俵
金
何
円
、
三
年
目
は
毎
俵
金
何

円
宛
を
支
払
ふ
へ
し

　
　
但
し
四
年
目
以
後
は
両
社
と
も
支
払
の
義
務
な
き
も
の
と
す

第�

拾
六
条
　
韓
国
へ
輸
出
し
た
る
棉
布
の
販
売
価
格
は
、
組
合
会
議
若
く
は
韓
国
派
出
の
組
合
代
理
人
に
於
て
決
定
し
、
之
を
三
井
物
産
合

名
会
社
大
阪
支
店
へ
通
知
す
へ
し

第�

拾
七
条
　
本
組
合
の
棉
布
を
三
井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
へ
転
付
せ
し
後
は
、
其
損
益
の
分
担
は
組
合
共
通
計
算
に
依
る
も
の
と
し
、

売
却
済
俵
数
に
対
し
、
実
際
輸
出
せ
し
俵
数
の
比
例
に
よ
り
、
各
社
へ
按
分
精
算
す
る
も
の
と
す
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但
し
輸
出
棉
布
の
積
出
高
は
、
一
ヶ
月
毎
に
区
別
し
、
一
ヶ
月
分
の
販
売
済
を
待
て
、
順
次
精
算
す
る
も
の
と
す

第
十
八
条
　
前
条
の
棉
布
に
し
て
水
火
災
、
盗
難
、
其
他
天
災
等
の
為
、
損
失
を
生
し
た
る
と
き
は
、
左
の
割
合
に
よ
り
負
担
す
へ
し

　
　
　
大
坂
紡
績
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
　
　
三
重
紡
績
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
　
　
金
巾
製
織
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
　
但
し
第
拾
参
条
所
定
の
参
ヶ
年
を
経
過
せ
し
後
は
、
各
社
平
等
に
三
分
の
一
宛
を
負
担
す
る
も
の
と
す

第�

拾
九
条
　
本
組
合
員
中
、
天
災
、
其
他
の
事
故
に
よ
り
、
第
拾
参
条
所
定
の
数
量
を
製
織
し
能
は
さ
る
と
き
は
其
期
間
は
同
条
所
定
の
権

利
を
失
ふ
も
の
と
す

第�

弐
拾
条
　
本
組
合
の
棉
布
を
三
井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
に
転
付
し
た
る
後
は
、
其
輸
送
及
貯
蔵
方
法
、
金
融
及
保
険
等
に
関
す
る
事

務
は
組
合
負
の
決
議
に
よ
り
三
井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
を
し
て
執
行
せ
し
め
、
組
合
員
各
自
の
行
動
を
許
さ
ゝ
る
こ
と

第�

弐
拾
壱
条
　
本
組
合
は
韓
国
に
於
け
る
下
受
販
売
人
を
選
定
し
、
且
下
受
販
売
人
を
し
て
競
争
の
為
、
組
合
会
決
議
の
実
価
を
崩
さ
し
め

る
方
法
を
設
く
へ
し

第�

弐
拾
弐
条
　
本
組
合
員
に
し
て
本
契
約
を
無
視
し
共
同
の
利
益
に
反
す
る
も
の
は
、
組
合
員
過
半
数
の
決
議
を
以
て
除
名
を
な
す
こ
と
を

得
第�

弐
拾
参
条
　
第
四
条
に
反
し
、
若
く
は
第
弐
拾
弐
条
に
該
当
す
る
も
の
は
、
共
有
商
標
使
用
権
を
失
ひ
、
且
組
合
員
の
蒙
る
へ
き
損
害
を

賠
償
す
へ
き
も
の
と
す

第
弐
拾
四
条
　
本
組
合
は
信
認
金
と
し
て
金
弐
阡
円
宛
を
組
合
会
へ
提
出
す
へ
し

　
　
前
項
の
信
認
金
は
第
三
者
へ
保
管
を
委
托
す
る
も
の
と
す
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第�
弐
拾
五
条
　
本
契
約
の
有
効
期
間
は
調
印
の
日
よ
り
向
ふ
七
ヶ
年
間
と
し
、
満
期
の
上
は
総
組
合
員
の
承
諾
に
依
り
継
続
す
る
事
を
得
る

も
の
と
す

右
の
通
り
契
約
の
証
と
し
て
此
証
書
参
通
を
作
り
、
各
自
壱
通
宛
を
分
有
す
る
も
の
也

　
　
　
明
治
参
拾
九
年
参
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
市
西
区
三
軒
家
　
大
阪
紡
績
株
式
会
社
取
締
役
社
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
　
　
　
　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
古
屋
市
仲
之
町
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
重
紡
績
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
市
西
区
西
貫
島
番
外
壱
番
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
巾
製
織
株
式
会
社
専
務
取
締
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
　
　
　
　
　
名

（
出
所
）
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』（
北
文
館
、
一
九
一
四
年
）
一
九
五
―
二
〇
一
頁
。

（
注
）
出
所
に
掲
載
の
文
献
で
は
、
不
自
然
な
位
置
に
多
く
の
「
。」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
実
際
の
原
資
料
に
は
付
い
て
い
な
い
と
判
断
し
、

こ
れ
を
除
い
た
。
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資
料
2
　
日
本
棉
布
輸
出
組
合
規
約
（
一
九
〇
六
年
二
月
）

日
本
棉
布
輸
出
組
合
規
約

第
一
条
　
本
組
合
は
日
本
棉
布
輸
出
組
合
と
称
す

第
二
条
　
本
組
合
は
共
同
一
致
し
、
組
合
員
の
製
織
す
る
棉
布
を
満
州
方
面
に
販
路
を
開
拓
す
る
を
以
て
目
的
と
す

第
三
条
　
本
組
合
は
左
の
組
合
員
を
以
て
組
織
す

　
　
　
　
大
阪
紡
績
株
式
会
社
、
三
重
紡
績
株
式
會
社
、
絹
糸
紡
績
株
式
會
社
、
天
滿
紡
績
株
式
会
社
　

第
四
条
　
毎
年
五
月
、
十
一
月
、
両
度
に
組
合
総
会
を
開
き
、
収
支
決
算
及
事
務
の
成
績
を
報
告
し
、
且
重
要
事
項
を
決
議
す
る
も
の
と
す

第
五
条
　
組
合
員
の
決
議
案
は
、
各
自
の
織
機
台
數
に
よ
る
。
但
し
特
に
規
定
せ
る
場
合
は
此
の
限
に
あ
ら
す

第
六
条
　�

組
合
員
は
信
認
金
と
し
て
各
自
の
織
機
台
数
に
応
し
、
一
台
に
付
金
壱
円
の
割
に
て
現
金
、
又
は
公
債
証
書
に
て
組
合
へ
差
出
す

へ
し
、
但
し
信
認
金
の
金
額
は
、
一
百
円
を
以
て
単
位
と
し
、
端
数
は
四
捨
五
入
の
上
計
算
す
る
も
の
と
す

第
七
条
　�

新
に
組
合
に
加
入
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
あ
る
と
き
は
、
組
合
総
会
に
て
可
否
を
決
す
る
こ
と
を
得
、
但
し
其
当
時
の
状
態
に
よ
り
、

組
合
の
商
標
拡
ま
り
居
る
等
の
場
合
に
は
、
新
加
入
者
に
対
し
、
相
当
の
加
盟
料
を
要
求
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
、
尤
も
現

在
組
合
員
か
、
織
機
の
増
設
を
為
す
場
合
に
は
此
の
限
に
あ
ら
す

第
八
条
　�

組
合
員
か
中
途
組
合
を
脱
せ
ん
と
望
む
場
合
は
、
本
規
約
よ
り
起
る
収
支
計
算
の
負
担
額
を
仕
払
ふ
に
足
る
へ
き
担
保
を
提
供
し
、

且
組
合
総
会
の
承
諾
を
得
た
る
上
、
脱
退
す
る
こ
と
を
得

第
九
条
　
本
組
合
は
組
合
員
四
分
の
三
以
上
の
同
意
あ
れ
は
、
解
散
す
る
こ
と
を
得

第
十
条
　
組
合
員
は
組
合
事
業
の
内
、
左
の
事
項
を
三
ヶ
年
間
の
期
限
に
て
、
三
井
物
産
合
名
会
社
に
委
託
す
る
も
の
と
す
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　（
一
）
満
州
に
於
け
る
最
も
売
行
宜
き
棉
布
を
選
定
し
、
組
合
員
に
製
織
方
を
申
込
む
こ
と

　（
二
）
前
項
の
数
量
、
並
に
出
来
期
限
は
別
に
定
む
る
条
件
に
よ
り
、
公
平
に
定
む
る
こ
と

　（
三
）
製
品
検
査
規
定
を
設
け
て
、
粗
製
の
弊
を
防
ぐ
こ
と

　（
四
）
製
品
は
満
州
へ
売
却
す
る
目
的
を
以
て
、
適
当
の
地
方
へ
輸
送
し
売
却
す
る
こ
と

　（
五
）
製
品
検
査
成
績
及
輸
送
販
売
の
状
況
を
、
毎
月
一
回
、
書
面
又
は
口
頭
に
て
、
組
合
員
一
同
へ
報
告
す
る
こ
と

　（
六
）
製
品
の
保
管
並
に
為
替
金
融
の
便
を
謀
る
こ
と

　（
七
）
組
合
員
、
織
機
台
数
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
て
、
先
物
約
定
を
為
す
こ
と

　（
八
）�

数
種
の
商
標
を
定
め
、
三
井
物
産
合
名
会
社
の
名
義
に
て
登
録
を
受
け
、
本
規
約
に
よ
り
製
織
す
る
組
合
員
の
製
品
に
の
み
、
共

同
使
用
し
、
他
に
使
用
せ
さ
る
こ
と

　（
九
）
販
売
済
製
品
に
対
し
、
毎
月
一
回
計
算
書
を
作
り
、
組
合
員
個
々
の
所
得
高
を
算
出
し
て
精
算
す
へ
き
こ
と

　（
十
）
組
合
員
よ
り
本
組
合
へ
差
入
る
へ
き
信
認
金
を
組
合
に
代
り
受
授
保
管
す
る
こ
と

第
十
一
条
　�

組
合
員
は
当
分
の
内
、
毎
月
少
く
と
も
壱
千
俵
の
棉
布
を
各
自
の
織
機
台
数
の
按
分
比
例
に
よ
り
製
織
し
て
、
三
井
物
産
合
名

会
社
に
引
渡
す
へ
し
　

　
　
　
　
　
但
し
組
合
員
織
機
台
数
三
分
の
二
以
上
の
同
意
に
て
、
其
製
織
高
の
増
減
を
な
す
も
の
と
す

第
十
二
条
　�

組
合
員
に
し
て
本
規
約
の
義
務
を
履
行
せ
さ
る
と
き
は
、
組
合
の
受
く
へ
き
損
失
に
対
し
、
織
機
台
数
に
比
例
し
、
其
損
失
を

分
担
賠
償
せ
し
む
る
も
の
と
す

第
十
三
条
　
本
規
約
の
有
効
期
間
は
満
三
ヶ
年
と
し
、
満
期
に
至
り
、
組
合
員
協
議
の
上
継
続
す
る
こ
と
あ
る
へ
し

附
則
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棉
布
検
査
及
賠
償
金
規
定

第
一
条
　�

本
規
約
第
十
条
の
委
托
を
受
け
た
る
三
井
物
産
合
名
会
社
（
以
下
単
に
三
井
と
称
す
）
か
、
織
機
台
数
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を

得
た
る
棉
布
の
見
本
を
添
へ
、
本
規
約
第
十
一
条
規
定
の
割
合
に
よ
る
俵
数
及
出
来
期
を
定
め
、
各
組
合
員
へ
製
織
方
を
申
込
み

た
る
と
き
は
、
組
合
員
は
其
見
本
に
相
違
な
き
棉
布
を
製
織
し
、
荷
造
期
限
等
を
誤
ら
さ
る
こ
と
ヽ
す
へ
し

第
二
条
　�

組
合
員
の
棉
布
か
見
本
よ
り
劣
等
若
く
は
短
尺
、
疵
物
等
な
る
と
き
は
、
其
劣
等
の
割
合
に
よ
る
其
製
造
会
社
よ
り
賠
償
金
を
徴

収
す
る
も
の
と
す
、
其
割
合
は
総
会
に
於
て
規
定
し
若
く
は
変
更
を
為
す
こ
と
を
得

第
三
条
　�

出
来
期
限
の
延
滞
す
る
時
及
荷
造
の
不
完
全
な
る
場
合
に
は
、
三
井
の
認
定
に
て
賠
償
金
割
合
を
定
め
其
製
造
会
社
よ
り
徴
収
す

る
も
の
と
す

第
四
条
　
総
て
徴
収
せ
る
賠
償
金
は
組
合
共
同
の
収
入
と
す

第
五
条
　
三
井
を
し
て
相
当
の
学
識
経
験
あ
る
も
の
を
雇
入
れ
し
め
、
以
て
公
平
な
る
検
査
の
任
務
に
当
ら
し
む
も
の
と
す

第
六
条
　�

三
井
よ
り
各
組
合
員
に
対
し
、
組
合
棉
布
製
造
に
関
す
る
問
合
せ
あ
る
と
き
は
之
か
回
答
を
為
す
へ
し
、
又
三
井
検
査
人
か
組
合

員
の
製
織
工
場
の
巡
覧
を
望
む
時
は
検
査
に
必
要
な
る
便
宜
を
与
ふ
る
も
の
と
す

第
七
条
　�

三
井
の
検
査
報
告
若
く
は
認
定
に
不
服
あ
る
場
合
に
は
、
組
合
員
中
よ
り
係
争
製
品
に
関
係
な
き
も
の
二
名
を
組
合
総
会
に
て
撰

任
し
、
之
に
三
井
の
検
査
人
を
加
へ
、
其
多
数
決
に
よ
る
判
決
を
以
て
終
審
と
な
す
へ
し

（
出
所
）
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』（
北
文
館
、
一
九
一
四
年
）
一
七
三
−
一
七
七
頁
。

（
注
）
出
所
に
掲
載
の
文
献
で
は
、
不
自
然
な
位
置
に
多
く
の
「
。」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
実
際
の
原
資
料
に
は
付
い
て
い
な
い
と
判
断
し
、

こ
れ
を
除
い
た
。
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understood�that�a�certain�amount�of�such�prepayment�will�be�absorbed�by�

MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�to�make�good�any�loss�that�may�be� in-

curred�by�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY,�by�reason�of�the�customer�not�

taking�delivery�of�the�Machinery�（i.e.�not�paying�for�the�Machinery）�and�

the�consequent�disposal�of�same�elsewhere�–�possibly�at�lower�prices�–�Any�

balance�to�be�handed�over�to�MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPA-

NY,�LIMITED.

（（.�In�the�event�of�the�business�done�direct�through�other�Agents� in�any�

year� exceeding� the� amount� of� business� done� through� the�Agency�of�

MESSRS�MITSUI�&�COMPANY,�then�the�（�½%�commission�on�such�busi-

ness�as�may�be�done�direct�or�though�other�Agents�shall�only�be�paid�on�an�

equal�amount,� i.e.�No�commission�to�be�allowed�to�MESSRS�MITSUI�&�

COMPANY�on�any� lager� amount� than� the� total� of� the�business�done�

through�their�own�Agency�in�the�same�period.

Signed�by�the�said�MESSRS

PLATT�BROTHERS　&　COMPANY　　　　　　�PLATT� BROTHERS�

&�CO.LIMITED

LIMITED�in�the�presence�of,�������������������������

�（S）��C.�A.�Hempstock� （S）�Per�John�Dodd.

������������Oldham,� Director.

�������Company’s�Secy.

Sign�by�the�said�MESSRS

���MITSUI�&�COMPANY�in�the

presence�of�・・・・・・・・� Per�pro�MITSUI�&�CO.

� （S）���Y.�Yamamoto.

�����（S）��C.�H.�Dormon.
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selves�when�giving�a�tender�for�Machinery�and�Accessories�to�other�parties�

than�MESSRS.MITSUI�&�COMPANY,�in�this�same�markets,�that�they�will�

always�charge�not�less�than�（�（/（%�over�and�above�the�prices�they�will�ten-

der�through�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�for�the�same�articles.

（1.�MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�agree�to�al-

low�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�a�commission�of�（�（/（�（two�and�a�

half� per�cent）�on� the�amount�of� invoices� for�machinery�（exclusive�of�

charges�for�packing�and�delivery�which�are�strictly�net）�sent�out�through�

their�Agency�and�（�（/（%�on�the�amount�of�invoices�（exclusive�of�charges�

for�packing�and�delivery）�for�Machinery�ordered�with�MESSRS.�PLATT�

BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�either�direct�or�through�the�medi-

um�of�any�other�Agency.�The�first�stated�commission�to�be�deducted�from�

each�Invoice�at�time�of�payment.�Of�the�second�stated�commission�a�return�

and�settlement�to�be�made�by�MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPA-

NY,�LIMITED�at�the�end�of�every�six�months.

　On� spare� parts,� articles� for� repair� or� renewals,�MESSRS.PLATT�

BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�agree�to�allow�MESSRS.�MITSUI�&�

COMPANY�a�commission�of�（%�（five�per�cent）�on�the�amount�of�invoices�

（exclusive�of�the�charges�for�packing�and�delivery�which�are�net）.

（（.�That�in�all�cases�where�practicable�a�payment�be�obtained�by�MESSRS.�

MITUSI�&�COMPANY�from�their�customers�by�way�of�guarantee�for�fulfil-

ment�of�contract�of�which�prepayment�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�

will�in�each�instance�advice�MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�

LIMITED�and� in� case�of� forfeiture�or�non-fulfilment� of� any� contract�

Messrs.�MITSUI�&�COMNAPY�will� hand� over� to�MESSRS.�PLATT�

BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�to�amount�so�prepaid.�In�instances�

however�where�certain�deliveries�may�have�been�made�and�the�amount�of�

the�invoices�may�have�been�paid�by�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY,�it�is�
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stood�that�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�will�in�all�cases�submit�

to�their�customers�MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY’S�

（LIMITED）�prices�and�use� � their� �best�endeavors� to�secure� for�

MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�the�or-

ders.�Falling�however�to�obtain�such�orders�for�MESSRS.�PLATT�

BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED��they�are�not�to�be�debarred�

from�selling�Looms�for�Cotton,�Wool,�or�Worsted�made�by�other�

firms,

（.�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�bind�themselves�to�invoice�all�Machin-

ery�Goods�and�Machinery�Accessories�to�their�different�customers�at�the�

identical�prices�of�MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMIT-

ED�as�invoiced.

（.�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�agree�to�pay� in�manner�hereinafter�

mentioned�–�to��MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�

the�full�amount�of�the�invoices�for�Machinery�Goods�and�Machinery�Acces-

sories�delivered�in�accordance�with�their� instructions�inclusive�of�charges�

for�packing�and�delivery�（but� less�the�commission�hereinafter�provided）�

that�is�to�say,�to�pay�weekly�（on�every�Saturday）�the�amount�of�the�unpaid�

invoices�of�the�Machinery�Goods�and�Machinery�Accessories�delivered�to�

the�part�at�this�side�and�dated�one�month�previous�to�the�said�Saturday.

（.�MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�retain� to�

themselves�the�right�of�executing�orders� for�the�before�named�Districts�

which�may�come�to�them�either�from�the�customers�themselves�direct�or�

through�any�other�medium,�but�in�this�case�MESSRS.�PLATT�BROTHERS�

&�COMPANY,�LIMITED�will�keep�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�ad-

vised�of�such�negotiations�and�will�at�once�report�the�nature�of�such�orders�

to�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�after�confirmation�of�same.

（.�MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�bind�them-
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Lime�Street�,�London,�and�of�China,�of�the�other�part.

（．THIS�AGREEMENT�has�references�to�the�representation�of�MESSRS.�

PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�in�the�Empire�of�China�by�

MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�for�a�period�of�five�years�and�shall�after-

wards�remain�in�force�until�terminated�by�twelve�months�notice�on�either�

side,�counting�from�the�date�of�such�notice.

（．MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�agree�to�rec-

ognize�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY,��as�their�exclusive�Agents�for�the�

Empire�of�China.��

（．MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED.�bind�themsel�

ves�to�give�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�every�possible�moral�sup-

ports� in�their�power�to�make�good�and�strengthen�their�position�as�their�

Agents.

（.�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY�bind�themselves�to�cultivate�to�the�ut-

most�of�their�power�the�Machinery�business�of�MESSRS.�PLATT�BROTH-

ERS�&�COMPANY,�LIMITED�in�the�various�markets�apportioned�to�their�

Agency�and�to�call�diligently�upon�the�trade�of�those�markets�either�per-

sonally�or�through�duly�qualified�representatives�from�time�to�time.

（.�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY,�bind�themselves�not�to�take�orders�

for�nor�sell� in�these�Districts�so�assigned�to�them�any�Machinery�other�

than�that�of�MESSRS.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�of�

the�following�descriptions,�viz:-

　　　Machinery�for�Opening,�Preparing�and�Spinning�Cotton.

　　　Machinery�for�Opening,�Preparing�and�Spinning�Wool.

　　　Machinery�for�Opening,�Preparing�and�Spinning�Worsted.��

　　　Spare�parts�and�all�articles�required�for�repairs�or

　　　　　renewals�of�Machinery�of�foregoing�classes.

　　　�With�regard�to�Looms�for�Cotton,�Wool,�or�Worsted,� it� is�under-
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　� OLDHAM

� September�（（th.�（（1（.

　Messrs.�Mitsui�&�Co.,

　��������LONDON.

　Dear�Sirs.

　��������AGRNCY�AGREEMENT�FOR�CHINA.

　As�requested�in�yours�of�yesterday’s�date,�we�now�confirm�the�arrange-

ment�made�with�the�writer,�viz:�-that�we�allow�（%�discount�to�customers�

from�our�regular�prices�for�spare�parts�and�sundry�articles,�as�well�as�your�

（%�commission,�the�（�%�discount�being�deducted�from�the� invoices,�but�

the�（%�commission�being�shown�on�the�statement�only.

　For�New�Machinery�we�shall�deduct�whatever�discount�there�may�be�

from�the�Invoices,�leaving�（%�and�（�（/（%�commission�to�be�dealt�with�in�

the�statement.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　We�are,�Dear�Sirs,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yours�very�truly.

　　　　　　　　　　　　　　　　PLATT�BROTHERS�&�CO.�LTD.

　　　（Signed）　　　　　　　　　　　J.�S.�Nuttall

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director.

英文資料 3　［契約書］中国関係　1906 年 12 月 27 日

　［三井⽂庫所蔵史料　物産 （（（（ − （］

MEMORANDUM�OF�AGREEMENT�made� the�（（th�day�of�December,�

Nineteen�hundred�and�six,�between�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COM-

PANY,�LIMITED,�Machinists,��Hartford�Iron�Works,�Oldham,�Lancashire�

of� the�one�part,�and�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY,�Merchants,�（（,�
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Messrs.� PLATT� BROTHERS� &� COMPANY,� LIMITED� from� China�

through�their�（Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED）�

agents�or�through�any�other�medium�for�that�Country.

（（.��On�any�orders�that�may�be�secured�by�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�

themselves�for�China,�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIM-

ITED�agree�to�allow�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�the�same�rate�of�com-

mission�as�for�Japanese�orders�vis:-

（�½%�（two�and�a�half�per�cent）.

Singed�by�the�said�Messrs.�PLATT�BROTHERS�

　&�COMPANY,�LIMITED�in�the�presence�of�����PLATT�BROTHERS��&

　　　（Signed）���C.�A.�Hempstock.����������������������������CO.�LIMITED

����������������������������������������������������（S）��������������������PER�

������������������������������������������������������������������������������S.�R.�Platt

　��������������������������������������������������������������������������Chairman

　Singed�by�the�said�Messrs.�MITSUI�&

　�COMPANY�in�the�presence�of�������������

　��������（S）�������������������������������������������������������������For�MITSUI�&�CO.

　　　　　　N.�Innzuk�

　������������������������������������������������（S）���������������������Watanabe.

　��������������������������������������������������������������������������Manager�&

　�����������������������������������������������������������������������������Director.

英文資料 2　［書簡］中国関係　1906 年 9月 29 日

　［三井⽂庫所蔵史料　物産 （（（（ − （］

　PLATT�BROTHERS,�&�CO.�LTD.

　� Hartford�Iron�Works.
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PANY,�LIMITED�and�in�case�of�forfeiture�or�non-fulfilment�of�any�contract�

Messrs.� MITSUI� &� COMNAPY� will� hand� over� to� Messrs.� PLATT�

BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�the�amount�so�prepaid.�In�instances�

however�where�certain�deliveries�may�have�been�made�and�the�amount�of�

the�invoices�may�have�been�paid�by�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY,�it� is�

understood�that�a�certain�amount�of�such�prepayment�will�be�absorbed�by�

Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�to�make�good�any� loss� that�may�be� in-

curred�by�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY,�by�reason�of�the�customer�not�

taking�delivery�of�the�Machinery�（i.e.�not�paying�for�the�Machinery）�and�

the�consequent�disposal�of�same�elsewhere�–�possibly�at�lower�prices�–�Any�

balance�to�be�handed�over�to�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�

LIMITED.

（（.�In�the�event�of�the�business�done�direct�or�through�other�agents�in�any�

year�exceeding�the�amount�of�business�done�through�the�agency�of�Messrs.�

MITSUI�&�COMPANY,�then�the�（�（/（%�commission�on�such�business�as�

may�be�done�direct�or�though�other�agents�shall�only�be�paid�on�an�equal�

amount,�i.e.�no�commission�to�be�allowed�to�Messrs.�MITSUI�&�COMPA-

NY�on�any�lager�amount�than�the�total�of�the�business�done�through�their�

own�agency�in�the�same�period.

（（.�During�the�duration�of�the�agency�agreement�existing�between�Messrs.�

PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�and�Messrs.� JARDINE�

MATHESON�&�COMPANY�for�the�sale�of�Machinery�in�China�（Including�

Hong�Kong）�and�during�the�period�covered�by�this�agreements,�Messrs.�

MITSUI�&�COMPANY�undertake�not�to�sell�the�Machinery�of�any�other�

maker�than�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�in�Chi-

na,�and�in�consideration�of�this�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPA-

NY,�LIMITED�agree�to�pay�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�a�commission�

of�（%�（one�per�cent）�on�all�orders�for�Machinery�that�may�be�received�by�
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through�any�other�medium,�but�in�this�case�Messrs.�PLATT�BROTHERS�

&�COMPANY,�LIMITED,�will�keep�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�ad-

vised�of�such�negotiations�and�will�at�once�report�the�nature�of�such�orders�

to�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�after�confirmation�of�same.

（.�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�bind�themselves�

when�giving�a�tender�for�Machinery’�and�Accessories�to�other�parties�than�

Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�in�this�same�market,�that�they�will�always�

charge�not� less�than�（�（/（%�over�and�above�the�prices�they�will� tender�

through�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�for�the�same�articles.

（1.�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�agree�to�allow�

Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�a�commission�of�（�（/（�（two�and�a�half�per�

cent）�on�the�amount�of� invoices�for�Machinery�（exclusive�of�charges�for�

packing�and�delivery�which�are�strictly�net）�sent�out�through�their�agency�

and�（�（/（�on�the�amount�of�invoices�（exclusive�of�charges�for�packing�and�

delivery）�for�Machinery�ordered�with�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�

COMPANY,�LIMITED,�either�direct�or�through�the�medium�of�any�other�

agency.�The�first�stated�commission�to�be�deducted�from�each�invoice�at�

time�of�payment.�Of�the�second�stated�commission�a�return�and�settlement�

to�be�made�by�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�at�

the�end�of�every�six�months.

　On� spare�parts,� articles� for� repairs� or� renewals,�Messrs.�PLATT�

BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�agree�to�allow�Messrs.�MITSUI�&�

COMPANY�a�commission�of�（%�（five�per�cent）�on�the�amount�of�invoices�

（exclusive�of�the�charges�for�packing�and�delivery�which�are�net）.

（（.�That� in� all� cases�where�practicable� a�prepayment�be�obtained�by�

Messrs.�MITUSI�&�COMPANY�from�their�customers�by�way�of�guarantee�

for�fulfilment�of�contract�of�which�prepayment�Messrs.�MITSUI�&�COM-

PANY�will� in�each�instance�advice�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COM-
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　　　　Machinery�for�Opening,�Preparing�and�Spinning�Cotton.

　　　　Machinery�for�Opening,�Preparing�and�Spinning�Wool.

　　　　Machinery�for�Opening,�Preparing�and�Spinning�Worsted.��

　　　　Spare�parts�and�all�articles�required�for�repairs�or

　　　　　　renewals�of�Machinery�of�foregoing�classes.

　　　　　With�regard�to�Looms�for�Cotton,�Wool,�or�Worsted,

it�is�understood�that�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�will�in�all�cases�submit�

to�their�customers�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY’S�（LIMIT-

ED）�prices�and�use��their��best�endeavours�to�secure�for�Messrs.�PLATT�

BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�the�orders.�Falling,�however,�to�ob-

tain�such�orders�for�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMIT-

ED,�they�are�not�to�be�debarred�from�selling�Looms�for�Cotton,�Wool,�or�

Worsted�made�by�other�firms.

（.�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�bind�themselves�to�invoice�all�Machin-

ery�Goods�or�Machinery�Accessories�to�their�different�customers�at�the�

identical�prices�of�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�

as�invoiced.

（.�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�agree�to�pay��-� in�manner�hereinafter�

mentioned�–�to� �Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�

the�full�amount�of�the�invoices�for�Machinery�Goods�and�Machinery�Acces-

sories�delivered�in�accordance�with�their� instructions�inclusive�of�charges�

for�packing�and�delivery�（but� less�the�commission�hereinafter�provided）�

that�is�to�say,�to�pay�weekly�（on�every�Saturday）�the�amount�of�the�unpaid�

invoices�of�the�Machinery�Goods�and�Machinery�Accessories�delivered�to�

the�part�at�this�side�and�dated�one�month�previous�to�the�said�Saturday.

（.�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�retain�to�them-

selves�the�right�of�executing�orders�for�the�before�named�Districts�which�

may� come� to� them�either� from� the� customers� themselves� direct,� or�
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英文資料 1　［契約書］日本・朝鮮関係　1898 年 12 月 7日

　［三井⽂庫所蔵史料　物産 （（（（-（］

MEMORANDUM�OF�AGREEMENT�made�this�seventh�day�of�December,�

Eighteen�hundred�and�ninety�eight,�between�MESSRS.�PLATT�BTOTH-

ERS�&�COMPANY,�LIMITED,�Machinists,�Hartford�Iron�Works,�Oldham,�

Lancashire,�of�the�one�part�and�MESSRS.�MITSUI�&�COMPANY,�Mer-

chants,�（（,�Lime�Street�,�London,�and�of�Japan,�of�the�other�part.

（．This�AGREEMENT�has�references�to�the�representation�of�Messrs.�

PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�in�the�Empire�of�Japan�and�

the�Corea�by�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�for�a�period�of�five�years�and�

shall�afterwards�remain�in�force�until�terminated�by�twelve�months�notice�

on�either�side,�counting�from�the�date�of�such�notice.

（．Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED�agree�to�recog-

nize�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�as�their�exclusive�agents�for�the�Em-

pire�of�Japan�and�the�Corea.��

（．Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED　bind�them-

selves�to�give�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�every�possible�moral�support�

in�their�power�to�make�good�and�strengthen�their�position�as�their�agents.

（.�Messrs.�MITSUI�&�COMPANY�bind�themselves�to�cultivate�to�the�ut-

most�of�their�power��the�Machinery�business�of�Messrs.�PLATT�BROTH-

ERS�&�COMPANY,�LIMITED,�in�the�various�markets�apportioned�to�their�

agency�and�to�call�diligently�upon�the�trade�in�those�markets�either�person-

ally�or�through�duly�qualified�representatives�from�time�to�time.

（.�Messrs.�MITSUI�&COMPANY�bind�themselves�not�to�take�orders�for�

nor�sell� in�these�Districts�so�assigned�to�them�any�Machinery�other�than�

that�of�Messrs.�PLATT�BROTHERS�&�COMPANY,�LIMITED,�of�the�fol-

lowing�descriptions,�viz:-
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は
じ
め
に

第
一
次
大
戦
後
不
況
期
の
一
九
二
四
年
五
月
下
旬
か
ら
七
月
初
頭
に
か
け
て
、
大
牟
田
所
在
の
三
井
関
係
企
業
で
「
全
三
池
争
議
」
と
称

さ
れ
る
大
規
模
な
争
議
が
発
生
し
た
。
争
議
は
当
初
三
井
三
池
製
作
所
の
み
で
あ
り
、
五
月
二
二
日
に
始
ま
り
三
日
間
で
一
旦
収
ま
っ
た
。

し
か
し
、
六
月
初
頭
の
昇
給
へ
の
不
満
か
ら
争
議
が
再
発
し
、
製
作
所
労
働
者
全
員
が
参
加
し
た
。
製
作
所
で
始
ま
っ
た
争
議
は
、
三
池
染

料
工
業
所
、
三
池
亜
鉛
製
煉
所
、
三
池
炭
礦
各
坑
、
三
池
港
務
所
等
へ
と
次
々
と
波
及
し
、
大
牟
田
所
在
の
三
井
関
連
企
業
全
体
に
広
が
り
、

ピ
ー
ク
時
の
争
議
参
加
人
員
は
一
万
人
を
超
え
る
大
規
模
争
議
に
発
展
し
た
。「
全
三
池
争
議
」
と
呼
称
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
大
牟
田
地

域
に
は
、
三
井
資
本
に
よ
っ
て
炭
礦
を
基
盤
に
次
々
に
新
た
な
重
化
学
工
業
が
興
さ
れ
、
そ
れ
ら
異
業
種
を
結
合
し
た
大
牟
田
石
炭
化
学
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
本
争
議
は
、
一
個
別
事
業
の
争
議
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
同
一
資
本
傘
下
に
あ
る
異
業
種
の
大
規
模
な

結
合
争
議
と
し
て
展
開
し
、
特
色
あ
る
争
議
と
し
て
各
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
た
。
本
争
議
は
、
地
域
行
政
・
警
察
・
地
域
住
民
・
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
い
ず
れ
も
が
賞
賛
し
、
最
後
に
は
経
営
側
で
も
肯
定
的
に
評
価
す
る
争
議
と
な
っ
た
。

三
池
炭
礦
労
働
者
の
多
く
が
地
域
出
身
で
、
と
り
わ
け
採
運
炭
夫
は
地
元
の
夫
婦
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
た
（
男
：
採
炭
夫
、
女
：
運

炭
夫
）。
離
職
・
移
動
が
激
し
く
気
性
が
荒
々
し
い
労
働
者
を
避
け
、
勤
勉
で
定
着
率
の
高
い
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
採
用

し
た
労
働
者
を
、「
経
営
家
族
主
義
」
に
よ
っ
て
企
業
内
に
馴
致
し
た
。
し
か
し
、
大
戦
好
況
下
に
は
遠
隔
地
か
ら
採
用
し
た
短
期
勤
務
採

炭
夫
が
急
増
し
、「
経
営
家
族
主
義
」
が
充
分
機
能
し
な
か
っ
た
。
物
価
高
騰
と
低
賃
金
に
よ
っ
て
生
活
が
困
窮
し
、
米
騒
動
を
契
機
に
不

満
が
一
気
に
爆
発
し
た
。
そ
れ
が
万
田
騒
擾
で
あ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
末
期
の
採
炭
夫
に
よ
る
万
田
騒
擾
は
、
経
営
陣
に
大
き
な
衝
撃
を
与

え
た
。
同
騒
擾
を
契
機
に
、
経
営
側
で
は
福
利
施
設
の
改
善
、
鉱
夫
の
人
格
権
・
生
活
権
の
拡
大
、
労
働
時
間
の
短
縮
・
賃
金
増
額
な
ど
の
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労
働
条
件
の
向
上
、
労
務
管
理
の
変
化
な
ど
を
推
進
し
た
。
そ
の
基
本
的
意
図
は
、
労
働
者
を
企
業
内
に
改
め
て
包
摂
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
の
意
図
を
実
現
す
る
施
策
と
し
て
中
軸
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
が
、
労
使
協
調
機
関
と
し
て
の
共
愛
組
合
（
工
場
委
員
会
制
度
）
で
あ
っ

た
。経

営
側
で
は
、
共
愛
組
合
を
中
軸
に
諸
々
の
労
務
対
策
を
展
開
し
、
労
働
者
の
企
業
内
包
摂
を
図
っ
た
。
し
か
し
、
不
況
に
加
え
関
東
大

震
災
に
よ
る
打
撃
が
、
経
営
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
た
。
経
営
危
機
を
克
服
す
る
た
め
、
経
営
側
で
は
諸
奨
励
賞
与
廃
止
・
賃
金
削
減
を
実

施
し
、
福
利
厚
生
の
供
与
も
削
減
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
要
因
を
前
提
と
し
て
、「
全
三
池
争
議
」
が
発
生
し
た
。
主
に
採
炭
夫
を
念
頭

に
実
施
し
た
労
務
対
策
も
、
他
の
膨
大
な
労
働
者
の
要
求
を
軽
視
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
。
本
争
議
に
は
採
炭
夫
の
参
加
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、

争
議
が
三
池
製
作
所
か
ら
始
ま
っ
た
点
に
、
そ
れ
を
端
的
に
表
し
て
い
た
。

本
争
議
は
各
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
た
。
そ
の
特
異
性
は
、「
専
門
家
」
が
舶
来
の
争
議
と
し
て
感
嘆
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
多
様
な
産

業
・
業
種
・
職
種
の
労
働
者
が
、
次
々
に
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
。
そ
の
事
自
体
が
注
目
に
値
し
た
。
そ
こ
に
は
、
同
一
資
本
傘
下
の
仲

間
意
識
、
企
業
一
家
意
識
が
深
く
関
係
し
て
い
た
。
炭
礦
が
関
係
す
る
争
議
で
は
、
暴
力
を
伴
う
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

本
争
議
は
、
極
め
て
組
織
だ
っ
た
規
律
性
が
あ
り
、
非
暴
力
主
義
を
貫
き
、
女
性
も
参
加
し
た
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
背
景
に
、
非
暴
力

を
貫
き
、
強
固
な
組
織
と
統
制
の
と
れ
た
規
律
的
争
議
を
讃
え
て
、
新
争
議
と
評
論
さ
れ
た
。
舶
来
の
争
議
だ
、
と
称
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

本
争
議
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、
右
の
争
議
形
態
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
特
異
性
は
、
小
売
商
人
・
農
民
・
市
民
な
ど
地
域
社
会
を
構
成
す

る
様
々
な
人
々
や
労
働
諸
団
体
・
農
民
組
合
・
市
民
団
体
な
ど
を
巻
き
込
ん
で
展
開
し
た
点
に
も
あ
る
。
争
議
が
企
業
内
部
の
問
題
に
留
ま

ら
ず
、
地
域
の
問
題
に
ま
で
波
及
し
、
地
域
住
民
の
意
向
を
無
視
し
て
収
束
で
き
な
い
ほ
ど
、
広
範
囲
な
問
題
を
孕
ん
だ
点
に
あ
る
。
市

民
・
農
民
・
商
人
な
ど
地
域
住
民
に
と
っ
て
、
企
業
城
下
町
の
た
め
に
企
業
批
判
や
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
声
を
挙
げ
に
く
い
状
況
が
あ
っ

た
。
争
議
が
そ
の
状
況
を
打
破
し
た
の
で
あ
る
。
争
議
を
契
機
に
地
域
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
住
民
・
市
民
・
商
人
・
農
民
が
、
一
斉
に
声
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を
挙
げ
、
日
常
的
に
は
見
え
に
く
い
地
域
住
民
の
意
識
が
表
明
さ
れ
た
。
さ
ら
に
本
争
議
に
対
応
す
る
行
政
・
警
察
・
軍
隊
な
ど
の
動
向
も

看
取
さ
れ
、
当
該
期
日
本
社
会
の
諸
側
面
を
凝
縮
し
て
照
射
し
、
日
本
社
会
の
縮
図
を
示
す
争
議
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
現
在
の
日
本
社
会

の
労
資
関
係
や
市
民
意
識
を
考
察
す
る
上
で
も
、
重
要
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
概
観
・
内
容
を
も
つ
本
争
議
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、
以
下
の
五
点
を
検
討
課
題
と
し
た
。

第
一
に
、
争
議
の
具
体
的
な
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
事
で
あ
る
。
多
く
の
資
料
が
現
存
し
、
新
聞
で
も
大
き
く
連
日
に
渡
っ
て
報
じ

ら
れ
た
本
争
議
の
実
態
を
把
握
し
、
分
析
の
前
提
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
争
議
の
要
因
と
そ
れ
が
波
及
・
拡
大
し
長
期
争
議

が
可
能
に
な
っ
た
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と
、
同
時
に
争
議
に
対
す
る
経
営
側
の
対
応
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
争
議
の
担

い
手
の
具
体
的
実
態
と
そ
の
意
識
・
労
働
者
文
化
の
新
し
い
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
に
、
争
議
と
地
域
社
会
と
の
関
係

を
、
争
議
の
担
い
手
と
地
域
住
民
と
の
関
係
、
お
よ
び
企
業
と
地
域
社
会
・
住
民
と
の
関
係
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
経
営
側
の
地
域
社
会
へ
の
関
与
を
政
治
的
関
係
も
含
め
て
考
察
す
る
。
第
五
に
、
以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
本
争
議
の
特
質
を

把
握
す
る
と
と
も
に
、
本
争
議
が
企
業
経
営
に
も
た
ら
し
た
変
化
（
制
度
、
能
率
＝
機
械
化
、
意
識
、
賃
金
、
福
利
厚
生
・
生
活
施
設
改
善
、

共
愛
組
合
の
変
化
、
労
務
管
理
の
変
化
な
ど
）
を
展
望
す
）
（
（

る
。

（
（
）　
本
争
議
の
前
提
と
な
る
万
田
争
議
と
そ
の
後
の
経
営
側
の
対
応
な
ら
び
に
労
務
管
理
の
変
化
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
の

三
池
炭
礦
労
働
争
議
―
米
騒
動
の
波
及
と
「
万
田
騒
擾
」
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
五
四
号
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）、
同
「
第
一
次
世
界

大
戦
後
不
況
期
の
三
池
炭
礦
経
営
と
労
務
管
理
―
「
万
田
騒
擾
」
の
衝
撃
と
「
全
三
池
争
議
」
の
前
提
―
」（
同
『
論
叢
』
第
五
五
号
、
二
〇

二
一
年
十
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
争
議
の
先
行
研
究
は
、
新
藤
東
洋
男
『
米
騒
動
と
大
正
（（
年
の
三
池
争
議
』（
福
岡
県
歴
史
教
育
者

協
議
会
　
第
（
期
研
究
叢
書
第
三
巻
　
一
九
七
〇
年
）、
佐
口
和
郎
『
日
本
に
お
け
る
産
業
民
主
主
義
の
前
提
』
第
一
章
（
東
京
大
学
出
版
会���
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一
九
九
一
年
）、「
全
三
池
争
議
の
発
生
と
帰
結
」『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
三
巻
中
』
第
一
章
第
一
節
、
春
日
筆
（
三
井
文
庫
　
一
九
九
四
年
）、

「
三
井
三
池
の
発
展
と
労
働
争
議
」『
荒
尾
市
史
　
通
史
編
　
第
（
編
』
第
四
章
（
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。

�
　
新
藤
著
と
『
荒
尾
市
史
』
は
、
著
作
の
性
格
か
ら
争
議
経
過
の
実
態
を
追
求
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
、
掘
り
下
げ
た
分
析
は
し
て
い
な

い
。
佐
口
の
研
究
は
、
経
営
側
が
設
立
し
た
共
愛
組
合
（
工
場
委
員
会
）
と
労
働
者
側
の
労
働
組
合
設
立
志
向
と
の
関
係
を
主
な
問
題
関
心
と

し
て
、
本
争
議
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。
根
底
に
は
、
著
作
の
表
題
に
あ
る
産
業
民
主
主
義
の
前
提
を
解
明
す
る
狙
い
が
あ
り
、
傾
聴
に
値

す
る
評
価
・
論
点
が
多
い
。
他
面
で
、
筆
者
は
佐
口
論
文
で
は
、
労
働
者
意
識
の
分
析
に
お
い
て
、
家
意
識
と
「
経
営
家
族
主
義
」（
企
業
共

同
体
意
識
）
が
充
分
組
込
ま
れ
て
い
な
い
点
、
地
域
住
民
・
地
域
社
会
の
争
議
・
経
営
へ
の
影
響
が
分
析
対
象
か
ら
ほ
ぼ
除
外
さ
れ
て
い
る
点

を
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
た
い
。
こ
の
二
点
は
、
本
争
議
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一
　
争
議
の
発
生
と
展
開

1　

製
作
所
争
議
発
生
の
端
緒
と
波
及

争
議
の
発
端
　
争
議
の
発
端
は
、
大
牟
田
毎
日
新
聞
の
昇
給
記
事
の
報
道
に
あ
っ
た
。
五
月
一
日
に
三
井
鉱
山
労
働
者
の
昇
給
が
あ
る
旨

を
報
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
昇
給
記
事
は
記
者
の
憶
測
に
す
ぎ
ず
、
事
実
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
報
道
が
大
牟
田
所
在
三
井
鉱
山

傘
下
労
働
者
の
昇
給
期
待
を
大
き
く
膨
ら
ま
せ
た
た
め
、
事
実
無
根
の
報
に
労
働
者
の
失
望
も
大
き
か
っ
た
。
前
年
（
一
九
二
三
年
）
夏
以

降
、
と
く
に
秋
の
諸
賞
与
の
削
除
や
賃
金
削
減
が
、
生
活
を
圧
迫
し
て
お
り
、
製
作
所
職
工
の
間
で
は
、
賃
金
増
額
の
要
求
が
根
底
で
広
が

っ
て
居
た
か
ら
で
あ
）
（
（
る
。

そ
の
不
満
に
油
を
注
い
だ
の
が
、
皮
肉
に
も
製
作
所
の
生
計
実
態
調
査
で
あ
っ
た
。
五
月
十
七
日
よ
り
製
作
所
で
は
、
各
工
場
で
若
干
名

を
選
出
し
、
生
計
実
態
調
査
を
実
施
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
職
工
各
自
の
生
計
に
必
要
と
す
る
品
名
・
数
量
（
ま
た
は
金
額
）
を
規
定
用
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紙
に
記
入
さ
せ
て
提
出
さ
せ
た
。
こ
の
作
成
調
書
が
生
計
困
難
を
白
日
の
も
と
に
晒
し
、
そ
の
叫
び
を
い
っ
そ
う
刺
激
し
た
。
膨
れ
上
が
っ

た
不
満
を
背
景
と
し
て
、
三
〜
四
人
の
職
工
が
そ
の
窮
状
を
共
愛
組
合
（
一
九
二
〇
年
設
立
の
工
場
委
員
会
）
相
談
役
会
副
長
で
あ
っ
た
森

田
友
吉
（
労
働
者
側
選
出
、
組
合
長
は
経
営
側
選
出
主
任
）
に
訴
え
た
。
森
田
は
そ
れ
を
相
談
役
一
同
に
計
り
、
さ
ら
に
共
愛
組
合
惣
代
と

打
合
せ
、
五
月
二
〇
日
作
業
時
間
内
の
午
後
二
時
に
相
談
役
六
名
・
同
惣
代
二
七
名
を
臨
時
招
集
し
、
二
五
日
の
相
談
役
会
例
会
に
昇
給
請

願
の
提
出
を
諮
っ
た
（
惣
代
は
組
合
員
五
〇
人
に
一
人
、
相
談
役
は
惣
代
の
互
選
）。
し
か
し
、
こ
の
会
議
は
紛
糾
し
、
定
例
会
を
待
た
ず

に
直
ち
に
賃
金
五
割
要
求
す
べ
き
、
と
の
意
見
も
強
く
、
製
作
所
各
工
場
一
般
に
諮
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

こ
の
報
に
対
し
、
中
山
岩
吉
三
池
製
作
所
長
は
、
各
工
場
主
席
係
員
を
招
集
し
て
対
策
を
協
議
し
、
機
先
を
制
し
て
昇
給
計
画
が
あ
る
こ

と
を
伝
え
て
慰
撫
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
翌
二
一
日
朝
、
昇
給
決
定
の
督
促
を
三
池
鉱
業
所
本
店
に
打
電
し
、
午
前
八
時
に
は
相
談
役
六
名

を
事
務
所
に
招
き
、
不
況
期
で
昇
給
が
不
可
能
な
こ
と
を
説
諭
し
、
同
時
に
六
月
一
日
に
は
昇
給
す
る
計
画
を
伝
え
、
長
時
間
説
得
に
あ
た

っ
た
。
森
田
は
、
所
長
の
意
向
に
同
意
し
、
午
後
二
時
に
惣
代
と
会
合
し
、
中
山
と
の
会
談
を
伝
達
し
協
議
す
る
が
、
硬
軟
両
説
で
紛
糾
し

纏
ま
ら
ず
、
各
工
場
に
「
軍
用
金
ヲ
拠
出
シ
大
ニ
持
久
戦
ヲ
為
ス
事
」
に
決
し
散
会
し
た
。

翌
二
二
日
に
は
午
前
中
に
工
場
の
一
部
で
会
合
が
も
た
れ
、
正
午
の
昼
休
に
鍛
冶
、
製
缶
両
工
場
の
職
工
は
、
森
田
に
経
過
報
告
を
求
め
、

作
業
時
間
に
入
る
も
質
問
百
出
し
て
散
会
せ
ず
、
漸
次
隣
接
工
場
の
職
工
が
加
わ
り
、「
相
談
役
ノ
優
柔
不
断
ニ
シ
テ
頼
ム
ニ
足
ラ
ズ
ト
罵

倒
シ
速
（
マ
マ
）行ノ
気
勢
大
ニ
揚
ガ
ル
」
状
態
と
な
り
、
午
後
二
時
半
頃
に
は
本
工
場
全
職
工
が
集
合
し
、
怠
業
状
態
に
入
っ
た
。
事
実
上
の
ス
ト

ラ
イ
キ
で
あ
る
。
相
談
役
・
惣
代
は
こ
の
集
合
を
脱
し
、
中
山
所
長
に
面
会
を
求
め
、
自
分
た
ち
の
力
で
は
抑
制
は
不
可
能
と
訴
え
、
所
長

に
意
見
を
求
め
た
が
、
前
日
と
同
一
の
意
見
で
あ
っ
た
。

こ
の
間
、
集
合
職
工
は
相
談
役
・
惣
代
の
交
渉
に
満
足
せ
ず
、
自
ら
交
渉
委
員
等
を
組
織
し
た
。
相
談
役
・
惣
代
を
第
一
委
員
（
三
〇

名
）、
第
一
委
員
と
職
工
間
の
連
絡
役
を
第
二
委
員
（
五
〇
名
）、
工
場
内
整
理
役
を
第
三
委
員
（
一
〇
〇
名
）
と
し
て
選
出
し
、
そ
の
中
か
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ら
六
名
を
交
渉
委
員
に
選
出
し
、
交
渉
に
当
ら
せ
、
さ
ら
に
四
項
目
の
要
求
を
決
議
し
た
。
交
渉
委
員
は
、
大
隈
信
夫
、
山
名
千
代
吉
、
中

村
亀
吉
、
城
島
亀
吉
、
松
本
作
一
、
森
田
友
吉
の
六
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
六
名
は
、
そ
の
後
の
長
期
争
議
の
中
心
人
物
達
で
あ
っ
た
。
四
項

目
は
、
賃
金
五
割
増
・
退
職
手
当
一
年
に
付
三
〇
日
分
（
現
一
〇
日
）・
共
愛
組
合
撤
廃
・
今
回
の
事
件
の
犠
牲
者
を
出
さ
な
い
こ
と
、
こ

の
四
つ
で
あ
る
。
午
後
四
時
四
五
分
頃
、
第
一
委
員
の
相
談
役
・
惣
代
が
戻
り
、
中
山
と
の
話
合
い
の
顛
末
を
報
告
し
慰
撫
す
る
も
、
終
業

時
間
間
近
と
な
り
、
慰
撫
で
き
ず
に
解
散
と
な
っ
）
（
（
た
。

二
三
日
午
前
八
時
、
新
た
な
交
渉
委
員
六
名
は
中
山
所
長
に
面
会
し
、
四
項
目
要
求
を
正
式
に
提
出
し
た
。
中
山
は
そ
の
要
求
を
考
慮
の

う
え
回
答
す
る
旨
告
げ
た
。
経
営
側
で
は
所
長
会
議
を
開
催
し
、
そ
の
後
中
山
は
要
求
を
拒
絶
す
る
も
、
職
工
側
が
三
池
鉱
業
所
長
と
面
会

し
て
意
見
を
聞
き
た
い
、
と
の
要
求
を
聞
き
入
れ
、
そ
の
仲
介
を
し
た
。
午
後
三
時
（
二
時
の
記
載
も
あ
る
）、
尾
形
三
池
鉱
業
所
々
長
は

製
作
所
で
交
渉
委
員
と
面
会
し
、
要
求
を
拒
絶
し
た
。
こ
の
結
果
、
製
作
所
は
終
日
怠
業
状
態
に
突
入
し
た
。
怠
業
状
態
に
入
っ
た
参
加
職

工
は
、
一
、
一
一
一
名
（
在
籍
総
職
工
数
一
五
一
五
名
、
四
山
分
工
場
三
〇
五
名
・
本
工
場
設
計
付
属
員
九
九
名
を
除
く
全
員
）
で
あ
っ
た
。

二
四
日
午
前
八
時
半
、
交
渉
委
員
六
名
は
会
社
の
了
承
を
得
て
、
職
工
を
集
め
て
交
渉
経
過
を
報
告
し
た
。
そ
の
後
、
午
後
〇
時
四
五
分

か
ら
は
第
一
・
第
二
委
員
を
集
め
、
就
業
に
つ
い
て
協
議
す
る
も
纏
ま
ら
ず
、
怠
業
が
継
続
し
た
。
こ
の
状
況
に
対
し
、
経
営
側
で
は
午
後

四
時
半
「
当
分
臨
時
休
業
」
を
委
員
に
通
告
し
、
同
時
に
掲
示
発
表
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
森
田
は
臨
時
休
業
を
職
工
一
般
に
伝
え
、
委

員
他
二
〇
〇
名
が
集
合
し
て
協
議
し
た
。
そ
の
際
、
そ
の
後
の
処
理
に
つ
い
て
代
表
委
員
（
交
渉
委
員
）
六
名
に
一
任
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
た
。
午
後
八
時
四
〇
分
に
再
度
開
催
さ
れ
た
委
員
会
で
、
六
名
の
委
員
か
ら
無
条
件
就
業
の
決
定
が
報
告
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に
は
、
国

柱
会
々
員
の
日
蓮
宗
徒
で
あ
る
宮
浦
坑
運
転
手
中
橋
勝
理
の
斡
旋
が
大
き
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
六
月
一
日
の
昇
給
ぶ
り
を
み
て
、
不

満
足
の
場
合
に
は
大
い
に
立
つ
べ
し
、
と
説
い
た
。
委
員
会
の
協
議
で
六
月
一
日
の
定
期
昇
給
の
結
果
を
待
つ
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

無
条
件
就
業
の
報
告
を
う
け
、
経
営
側
で
は
同
夜
直
ち
に
二
六
日
始
業
の
通
知
発
送
の
手
配
を
し
た
。
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二
五
日
は
臨
時
休
業
と
し
、
二
六
日
か
ら
の
始
業
に
向
け
て
係
員
・
小
頭
等
を
四
方
に
派
し
、
職
工
の
自
宅
を
訪
問
さ
せ
、
始
業
通
知
の

傍
ら
状
況
を
視
察
さ
せ
た
。
職
工
の
反
応
は
、
急
変
を
不
可
解
と
し
て
戸
惑
う
者
、
無
条
件
就
業
を
不
満
と
す
る
者
、
各
所
に
集
合
し
て
協

議
す
る
者
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
。

就
業
開
始
の
二
六
日
に
は
、
職
工
は
静
粛
に
入
場
し
た
が
、
始
業
時
に
作
業
に
着
手
す
る
様
子
が
な
か
っ
た
。
入
門
の
際
に
は
、
三
池
労

働
同
盟
が
、
職
員
通
路
で
「
扇
動
的
言
葉
ヲ
挵
シ
又
ハ
宣
伝
ビ
ラ
配
布
ニ
努
メ
」
て
い
た
。
三
池
労
働
同
盟
と
は
、
日
本
労
働
総
同
盟
と
連

絡
を
も
つ
地
元
労
働
運
動
家
・
活
動
家
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。
午
前
八
時
半
、
代
表
委
員
が
全
職
工
集
会
の
開
催
を
会
社
側
に

申
し
込
ん
だ
。
全
職
工
に
経
過
報
告
を
し
て
、
作
業
着
手
を
勧
誘
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
無
条
件
就
業
の
不
満
者
が
多
く
、
委
員
不

信
任
の
問
題
も
起
こ
り
、
収
拾
つ
か
な
い
状
況
に
陥
っ
た
。
こ
の
状
況
に
、
中
山
所
長
は
集
会
の
解
散
を
命
じ
た
が
、
解
散
す
る
様
子
が
な

か
っ
た
。
十
時
半
に
代
表
委
員
六
人
は
、
作
業
着
手
を
切
望
し
て
退
場
し
た
た
め
、
全
員
が
集
合
場
所
の
新
築
工
具
工
場
か
ら
各
工
場
へ
戻

っ
た
。
し
か
し
、
鋳
物
工
場
以
外
は
、
作
業
開
始
す
る
も
依
然
怠
業
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
中
山
、
尾
形
両
所
長
が
代
表
委
員
を
集
め

作
業
着
手
を
勧
告
し
、
委
員
も
了
承
し
、
そ
の
後
に
は
大
牟
田
警
察
署
長
が
委
員
に
訓
示
し
た
。
こ
の
結
果
、
午
後
の
始
業
時
と
同
時
に
電

気
工
場
を
除
き
作
業
が
開
始
さ
れ
た
。

二
七
日
は
平
常
に
戻
っ
た
が
、
電
気
工
場
で
は
「
怠
業
気
分
ノ
余
波
」
が
未
だ
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
払
拭
さ
れ
、
完
全
に
平
常
に
回
復

し
た
の
は
、
翌
日
の
二
八
日
で
あ
っ
た
。
争
議
代
表
委
員
の
無
条
件
就
業
の
判
断
は
、
争
議
が
体
制
を
十
分
準
備
せ
ず
に
実
施
さ
れ
た
た
め
、

ひ
と
ま
ず
就
業
し
、
六
月
一
日
の
不
満
足
な
回
答
の
場
合
に
備
え
て
、
争
議
体
制
を
十
分
に
整
え
る
準
備
期
間
を
確
保
す
る
た
め
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

職
工
側
の
要
求
意
識
と

経
営
側
の
争
議
認
識

経
営
家
族
主
義
を
受
容
し
て
い
た
職
工
側
が
、
不
況
下
に
も
拘
わ
ら
ず
増
賃
要
求
を
提
出
し
た
意
識
は
、
す
で

に
指
摘
し
た
よ
う
に
給
与
の
削
減
・
減
少
へ
の
不
満
が
鬱
積
し
て
い
た
こ
と
が
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
。
た
だ
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そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
思
い
を
噴
出
・
表
面
化
さ
せ
た
の
は
、
役
員
や
職
員
と
の
格
差
・
処
遇
の
違
い
へ
の
憤
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
思

い
は
、
争
議
中
の
経
営
側
と
の
要
求
交
渉
の
過
程
で
は
っ
き
り
と
現
れ
た
。
交
渉
委
員
は
、
経
営
側
に
以
下
の
よ
う
に
次
々
と
現
状
の
問
題

点
を
指
摘
し
、
そ
の
回
答
を
迫
っ
た
。

製
作
所
所
長
と
の
交
渉
で
、
ま
ず
問
題
に
し
た
の
が
、
処
遇
・
格
差
の
問
題
で
あ
っ
た
。
大
正
七
、
八
年
以
来
、
稼
働
者
は
度
重
な
る
収

入
削
減
に
苦
し
ん
で
い
る
の
に
、
役
員
が
減
額
さ
れ
ず
賞
与
金
も
減
っ
て
い
な
い
の
は
不
公
平
だ
と
。
次
に
北
九
州
辺
の
工
場
平
均
賃
銀

（
二
円
五
〇
銭
）
と
比
較
し
て
余
り
に
も
低
賃
金
（
三
池
製
作
所
九
五
・
六
銭
）
で
あ
る
こ
と
、
懸
賞
の
減
額
が
余
り
に
酷
な
こ
と
、
遅
刻
・

早
退
・
外
出
の
規
則
が
厳
格
す
ぎ
て
一
分
の
遅
れ
で
も
方
米
（
出
勤
者
に
支
給
す
る
コ
メ
）
を
支
給
し
な
い
の
は
酷
す
ぎ
る
、
生
計
費
調
査

は
給
与
支
給
に
役
立
た
せ
て
い
る
の
か
、
な
ど
生
活
に
根
ざ
し
た
問
題
を
指
摘
し
た
。
加
え
て
、
共
愛
組
合
は
何
一
つ
聞
い
て
く
れ
な
い
し
、

労
働
代
表
選
挙
権
（
国
際
労
働
会
議
へ
の
代
表
派
遣
）
も
無
い
か
ら
自
分
た
ち
だ
け
の
組
合
を
組
織
し
た
い
、
と
共
愛
組
合
廃
止
の
理
由
を

発
言
し
、
さ
ら
に
六
月
一
日
の
昇
給
額
の
開
示
を
求
め
、
最
後
に
全
般
に
昇
給
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
。

尾
形
鉱
業
所
長
と
の
交
渉
で
は
、
賃
上
げ
で
き
ぬ
理
由
や
共
愛
組
合
撤
廃
に
対
す
る
会
社
の
方
針
、
同
組
合
脱
退
提
出
の
場
合
の
会
社
の

処
置
な
ど
、
製
作
所
と
連
動
す
る
課
題
の
質
問
を
投
げ
か
け
た
。
同
時
に
、
不
況
下
で
稼
働
者
の
給
料
が
削
減
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し
、
美

服
を
纏
う
役
員
は
時
間
に
遅
れ
昼
に
長
く
遊
ん
で
も
問
題
に
さ
れ
ず
、
処
遇
が
優
越
さ
れ
て
い
る
、
と
そ
の
矛
盾
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
さ

ら
に
、
役
員
の
一
挙
一
動
が
稼
働
者
に
よ
く
思
わ
れ
て
い
な
い
、
と
付
け
加
え
た
。
そ
の
う
え
で
、
賃
金
を
多
く
出
せ
ば
誰
で
も
良
く
働
く

と
発
言
し
、
続
け
て
「
生
活
ノ
安
定
ガ
出
来
ナ
イ
カ
ラ
給
料
ニ
相
当
ス
ル
ダ
ケ
ノ
仕
事
ヲ
ヤ
レ
バ
ヨ
イ
ト
皆
ガ
イ
ッ
テ
居
ル
国
家
産
業
ニ
取

リ
由
々
敷
大
事
デ
ア
ル
」
と
国
家
と
の
関
係
に
も
言
及
し
、
賃
上
げ
を
要
求
し
）
（
（
た
。

交
渉
委
員
は
、
要
求
を
経
営
側
に
迫
っ
た
だ
け
で
な
く
、
今
度
の
争
議
が
偶
然
に
起
き
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
次
の
よ
う
な
理
由
を
挙
げ

た
。
工
働
会
（
自
主
的
な
組
合
的
組
織
）
を
無
理
や
り
辞
め
さ
せ
て
共
愛
組
合
を
造
っ
た
こ
と
、
義
務
教
育
の
二
年
延
長
で
経
費
が
嵩
む
た
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め
増
給
が
必
要
な
こ
と
、
入
院
す
る
程
の
公
傷
患
者
で
生
計
困
難
な
者
へ
の
方
米
支
給
要
求
と
公
傷
入
院
患
者
へ
の
給
与
支
給
の
要
求
が
、

従
来
か
ら
要
望
し
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
経
営
側
で
は
こ
の
争
議
を
以
下
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
。
争
議
要
因
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
諸
手
当
の
削

減
・
廃
止
と
給
与
削
減
に
よ
る
生
活
不
安
の
増
大
と
遅
刻
・
早
退
・
外
出
規
制
の
厳
格
化
な
ど
が
、「
怨
嗟
ノ
気
分
」
を
誘
発
し
た
。
そ
れ

を
基
底
に
、
五
月
一
日
の
昇
給
の
誤
報
に
よ
る
落
胆
に
加
え
、
諸
手
当
を
本
給
に
繰
り
入
れ
て
し
ま
う
と
言
う
風
説
な
ど
が
反
感
を
強
め
、

他
方
で
共
愛
組
合
の
相
談
役
会
が
稼
働
者
の
希
望
を
ほ
と
ん
ど
受
入
れ
ず
、
同
組
合
が
国
際
労
働
代
表
推
薦
権
も
失
格
し
た
状
況
の
な
か
で
、

三
池
労
働
同
盟
や
市
中
商
人
（
購
買
組
合
批
判
勢
力
）
の
煽
動
に
よ
り
気
勢
を
挙
げ
た
、
と
見
る
。
こ
れ
に
加
え
、
三
月
の
戸
畑
鋳
物
会
社

争
議
の
職
工
側
の
勝
利
・
成
功
が
、
反
抗
的
気
勢
を
「
助
長
」
し
争
議
に
至
っ
た
、
と
。
こ
の
よ
う
な
認
識
で
あ
っ
た
。

争
議
が
い
っ
た
ん
治
っ
た
要
因
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
見
て
い
た
。
こ
の
争
議
が
「
鉱
夫
一
般
ノ
要
求
ニ
出
発
セ
ズ
」
に
、
共
愛
組

合
相
談
役
会
の
協
議
事
項
に
も
か
け
ら
れ
ず
に
、「
漸
次
鉱
夫
間
ニ
伝
播
セ
シ
モ
ノ
」
故
に
「
当
初
ヨ
リ
鉱
夫
一
般
ノ
強
固
ナ
ル
意
見
ニ
基

ズ
ク
モ
ノ
」
で
は
な
く
、「
怠
業
ス
ラ
不
本
意
」
の
者
も
い
る
。
そ
の
た
め
「
臨
時
休
業
」
に
及
ぶ
と
、
委
員
を
問
責
す
る
者
が
続
出
す
る

始
末
で
、「
直
ニ
無
条
件
服（マ
マ
）業ヲ
叫
ブ
ニ
到
レ
ル
モ
）
（
（

ノ
」
と
、
争
議
を
あ
く
ま
で
偶
発
的
な
不
満
の
爆
発
と
見
て
い
た
。
争
議
の
発
生
を
偶

然
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た
交
渉
委
員
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
経
営
側
の
根
本
的
な
認
識
の
問
題
点
が
あ
っ
た
。

争
議
の
再
開
　
鉱
夫
・
職
工
が
期
待
し
た
六
月
一
日
の
昇
給
は
、
一
日
が
日
曜
日
で
休
業
の
た
め
、
翌
二
日
午
後
に
発
表
さ
れ
、
昇
給
辞

令
が
各
自
に
交
付
さ
れ
た
。
こ
の
昇
給
発
表
は
、
期
待
を
大
き
く
裏
切
っ
た
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
昇
給
額
が
製
作
所
で
は
最
高
五
銭
最
低

二
銭
平
均
四
銭
で
あ
り
、
三
池
全
事
業
所
（
鉱
業
所
、
製
作
所
、
製
煉
所
、
染
料
工
業
所
、
港
務
所
）
で
は
平
均
三
銭
九
厘
で
あ
っ
た
。
し

か
も
、
昇
給
者
の
割
合
は
製
作
所
で
八
割
に
満
た
ず
、
全
事
業
所
で
は
七
割
に
満
た
な
か
っ
た
。
期
待
に
大
き
く
反
し
た
こ
の
発
表
は
、
職

工
・
鉱
夫
の
不
満
を
「
勃
興
」
さ
せ
、「
全
三
池
争
議
」
の
口
火
と
な
っ
）
（
（

た
。
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翌
三
日
に
な
る
と
、
職
工
達
は
平
常
通
り
出
勤
し
た
が
、
作
業
開
始
時
刻
に
は
機
械
工
場
職
工
が
新
築
中
の
工
具
工
場
に
向
か
い
、
電
気

工
場
、
工
具
工
場
の
職
工
も
そ
れ
に
続
き
、
鍛
冶
工
場
の
一
部
も
加
わ
っ
た
。
午
前
八
時
ま
で
に
集
合
し
た
者
は
、
電
気
工
場
五
割
、
機
械

工
場
八
割
、
轆
䡎
工
場
六
割
、
鍛
冶
工
場
三
割
に
達
し
た
。
彼
ら
は
、
静
粛
で
小
声
で
昇
給
な
ど
の
雑
談
を
す
る
に
と
ど
ま
り
、「
提
議
者

ノ
出
現
ヲ
俟
ツ
モ
ノ
ノ
如
シ
」
と
い
う
集
合
状
態
で
あ
っ
た
。
解
散
を
命
ず
る
も
従
わ
ず
、
作
業
中
故
に
集
合
を
禁
ず
る
と
、
屋
外
に
集
合

し
、
人
数
は
ま
す
ま
す
膨
れ
上
が
っ
て
い
っ
た
。
午
前
十
一
時
頃
、
一
〇
工
場
の
う
ち
鋳
物
工
場
、
鍛
冶
工
場
、
製
缶
工
場
を
除
く
ほ
と
ん

ど
全
員
が
参
加
し
た
（「
顛
末
報
告
」
で
は
製
缶
工
場
の
記
載
な
し
）。
こ
の
時
点
で
、
委
員
推
薦
が
提
起
さ
れ
、
約
三
〇
名
が
委
員
に
選
ば

れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
直
ち
に
委
員
会
が
開
か
れ
、
山
名
千
代
吉
を
議
長
に
選
出
し
、
協
議
の
結
果
、
七
工
場
（
仕
上
・
電
気
・
木
型
・
瓦

斯
・
工
具
・
熔
接
・
轆
䡎
）
が
前
回
同
様
の
要
求
項
目
を
決
定
し
（
要
求
の
詳
細
は
後
述
）、
午
後
〇
時
五
〇
分
に
共
愛
組
合
相
談
役
の
手

を
経
て
、
同
要
求
を
中
山
所
長
に
提
出
し
た
。
中
山
は
午
後
三
時
に
交
渉
委
員
に
拒
否
回
答
を
示
し
、
同
時
に
臨
時
休
業
も
示
唆
し
た
。

こ
の
状
況
を
み
て
、
尾
形
鉱
業
所
長
は
本
店
取
締
役
宛
に
第
一
報
を
打
電
し
、
要
求
を
拒
否
し
鋳
物
・
鍛
冶
・
製
缶
の
三
工
場
以
外
七
工

場
の
当
分
の
休
業
予
定
を
伝
え
た
。
そ
の
後
、
こ
の
打
電
報
告
は
毎
日
実
施
さ
れ
、
多
い
日
に
は
三
回
打
電
さ
れ
、
七
月
五
日
ま
で
に
六
八

報
に
達
し
た
（
以
下
、
尾
形
電
と
略
）。

職
工
側
は
交
渉
決
裂
を
予
期
し
て
「
持
久
的
作
戦
ノ
議
纏
リ
」、
行
商
・
宣
伝
・
救
済
・
記
録
・
会
計
の
各
部
を
設
け
、
本
部
・
支
部
の

位
置
に
至
る
ま
で
分
担
・
処
理
事
項
を
協
定
し
、
ま
た
行
商
資
金
の
各
自
賃
銀
一
日
分
醵
出
を
決
定
し
た
。
午
後
三
時
半
、
共
愛
組
合
相
談

役
が
中
山
所
長
の
も
と
行
き
、
要
求
拒
否
理
由
の
「
数
字
的
」
説
明
を
示
す
よ
う
に
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
中
山
は
数
字
的
説
明
が
で
き

な
い
と
説
い
た
。
こ
の
間
、
鋳
物
・
鍛
冶
・
製
缶
・
溶
接
工
場
で
は
、
一
部
委
員
を
除
き
就
業
に
就
い
た
。
午
後
四
時
半
、
仕
上
工
場
・
轆

䡎
工
場
・
工
具
工
場
・
電
気
工
場
を
明
日
四
日
よ
り
当
分
の
間
休
業
す
る
、
と
臨
時
休
業
が
掲
示
さ
れ
た
。
午
後
五
時
に
は
皆
静
粛
に
退
出

し
た
。
退
出
時
に
は
就
業
中
の
工
場
職
工
も
、
翌
日
よ
り
「
同
情
休
業
」
す
る
旨
各
関
係
工
場
に
届
け
出
た
。
こ
の
日
の
夜
、
市
中
の
電
気
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館
で
三
池
労
働
同
盟
の
演
説
会
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
演
説
会
の
入
口
に
は
、
製
作
所
四
山
分
工
場
罷
業
団
の
有
力
者

が
見
張
り
を
し
て
、
職
工
の
入
場
を
防
い
だ
と
い
う
。
そ
の
行
動
を
鉱
業
所
鉱
務
主
任
は
「
斯
ク
有
リ
度
キ
モ
ノ
也
」
と
賞
賛
し
）
（
（
た
。

翌
四
日
に
は
、
就
業
し
て
居
た
二
工
場
も
罷
業
に
入
り
、
製
作
所
本
工
場
全
員
が
出
役
せ
ず
罷
業
に
入
っ
た
。
争
議
団
で
は
、
本
部
を
市

内
東
新
町
一
丁
目
豆
腐
屋
前
原
方
に
設
置
し
、
各
部
署
色
分
け
し
た
腕
章
を
着
用
し
、
市
中
の
行
商
も
開
始
し
た
。
五
日
に
は
、
昨
夜
「
怠

業
的
態
度
」
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
た
製
作
所
四
山
分
工
場
も
本
工
場
へ
の
「
同
情
」
か
ら
罷
業
に
突
入
し
た
。
分
工
場
で
は
、
本
部
を
三

川
町
早
米
来
の
加
納
に
設
け
た
。

六
日
に
入
る
と
、
事
態
は
製
作
所
以
外
に
拡
が
り
始
め
た
。
染
料
工
業
所
の
職
場
で
は
、
製
作
所
職
工
に
同
情
し
、
夕
刻
か
ら
密
集
合
し

て
協
議
し
た
。
三
池
炭
礦
宮
原
坑
運
転
手
も
昨
夜
か
ら
集
合
協
議
を
重
ね
、
今
夕
五
時
に
は
駛
馬
天
満
宮
に
一
〇
〇
名
程
集
合
協
議
し
た
。

同
勝
立
坑
で
は
、
正
午
に
共
愛
組
合
相
談
役
が
仕
事
場
で
協
議
し
、
午
後
八
時
に
は
坑
内
棹
取
・
馬
丁
・
支
柱
夫
役
二
〇
〇
名
が
玉
川
村
上

高
田
で
会
合
協
議
し
た
。
こ
の
日
、
都
筑
農
民
組
合
か
ら
激
励
の
電
報
が
届
け
ら
れ
、
地
方
新
聞
も
争
議
を
続
報
し
始
め
た
。
五
日
に
争
議

再
発
を
報
じ
た
福
岡
日
日
新
聞
は
、
六
日
に
は
「
三
池
製
作
所
の
争
議
　
全
山
に
波
及
せ
ん
」
と
大
見
出
し
で
続
報
し
た
。
そ
の
後
、
争
議

の
推
移
を
連
日
大
き
く
報
ず
る
こ
と
に
な
る
。

七
日
は
、
こ
の
争
議
の
一
つ
の
転
機
で
あ
っ
た
。
経
営
側
は
争
議
の
波
及
を
警
戒
し
て
、
強
硬
策
に
出
た
。「
製
作
所
争
議
各
坑
各
所
ニ

波
及
ノ
機
運
切
迫
シ
タ
ル
ニ
付
今
朝
首
謀
者
九
人
解
雇
シ
タ
」（
午
後
五
時
五
〇
分
、
尾
形
電
第
五
報
）
と
争
議
主
謀
者
の
解
雇
を
強
行
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
記
し
た
勝
立
坑
の
坑
内
夫
約
二
〇
〇
名
が
、
今
朝
か
ら
罷
業
に
入
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
経
営
側
は
罷
業
に
不
参
加

の
採
炭
夫
を
繰
込
み
操
業
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
主
謀
者
三
人
を
解
雇
し
た
。
染
料
職
場
で
も
約
一
〇
〇
名
が
今
朝
よ
り
罷
業
に
入
り
、

製
作
所
と
同
じ
要
求
を
し
た
。
こ
れ
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
宮
原
坑
機
械
部
、
万
田
坑
、
四
山
坑
の
「
職
場
」
も
動
揺
の
形
勢
に
あ
り
、
職

員
が
動
揺
鎮
静
に
懸
命
の
説
得
を
試
み
て
居
た
。
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こ
の
よ
う
に
製
作
所
に
始
ま
っ
た
争
議
は
、
製
作
所
に
止
ま
ら

ず
、
大
牟
田
所
在
の
三
井
傘
下
三
池
炭
礦
関
連
の
諸
坑
・
諸
事
業

所
に
拡
大
し
て
い
っ
た
（
第
1
表
参
照
）。
そ
の
要
因
に
つ
い
て

は
、
後
に
詳
し
く
分
析
す
る
が
、
経
営
側
が
稼
働
者
の
状
況
・
意

識
を
的
確
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
点
が
大
き
い
。
五
月
下
旬
の

争
議
を
偶
発
的
と
認
識
し
、
休
業
と
い
う
強
硬
策
で
沈
静
化
で
き

た
こ
と
が
、
そ
の
認
識
を
上
塗
り
す
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
え
よ
う
。
他
方
で
稼
働
者
側
で
は
、
争
議
再
開
後
の
周
到
な

準
備
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
最
初
の
争
議
を
短
期
間
で
収
束

さ
せ
、
六
月
の
争
議
再
開
ま
で
に
は
一
定
の
時
間
が
あ
っ
た
。
争

議
再
開
後
の
迅
速
な
組
織
化
・
各
所
別
腕
章
配
布
あ
る
い
は
行
商

実
施
な
ど
を
見
れ
ば
、
六
月
の
昇
給
が
余
り
期
待
で
き
な
い
こ
と

も
予
想
し
て
、
最
初
の
争
議
か
ら
再
開
ま
で
の
期
間
に
、
組
織
体

制
や
争
議
方
針
を
充
分
に
練
り
、
再
開
後
の
準
備
を
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
最
初
の
争
議
で
は
、
意
思
統

一
が
充
分
で
は
な
く
、
交
渉
委
員
に
不
満
も
も
た
ら
さ
れ
た
。
し

か
し
、
い
っ
た
ん
経
営
側
の
対
応
を
見
守
る
方
針
を
決
定
し
、
そ

の
う
え
で
経
営
側
の
対
応
を
批
判
し
て
争
議
を
再
開
し
た
た
め
、

第 1表　各所争議発⽣⽇時・現場（（ ⽉）

坑所・事業所 発⽣⽇時 発⽣現場・⼈員

製
作
所

本　⼯　場 （ ⽇　午前 鋳物、製缶、鍛冶の （ ⼯場を除く⼯場閉鎖
（ ⽇ 本⼯場全員（,（（（⼈罷業へ、⼯場休業

分　⼯　場 （ ⽇　午前 分⼯場全員　（1（⼈罷業へ、⼯場休業

染料⼯業所 （ ⽇　午前（1時 修繕⼯場職⼯約（11⼈の罷業により開始

製　煉　所 （（⽇　午前 （ 時 装⼊夫、瓦斯夫、亜鉛扱、雑夫合計（（1⼈の罷業に
より開始

鉱
　
業
　
所

勝　立　坑 （ ⽇　朝 坑内棹取・馬丁・⽀柱夫約（（1⼈の罷業により開始
四　山　坑 （ ⽇　午前 （ 時 「職場」約（1⼈、夜乙方棹取夫約（1⼈の罷業により

開始
万　田　坑 （1⽇　午後 （ 時 「職場」（（1⼈の罷業により開始
宮　浦　坑 （（⽇　〃　 （ 時半 機械部（（（⼈の罷業により開始
宮　原　坑 （（⽇　午前 （ 時 　〃　（（（⼈　　　 〃
⼤　浦　坑 （（⽇　正午 坑内外運搬夫関係及機械関係（（（⼈の罷業により開

始
宮浦採炭夫 （（⽇　午後 （ 時 乙方採炭夫（（⼈の罷業により開始

港
務
所

宮　浦　駅 （（⽇　午前（（時半
七浦機関庫 〃　　午後 （ 時  合計（（（⼈の罷業により開始
宮　原　駅 （（⽇　〃　 （ 時

出典）　「争議発⽣ノ⽇時」（前掲「三池争議経過誌」付属資料　三井⽂庫所蔵　三池鉱業所資料　総務
（（1）

_
b
`
b
a
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稼
働
者
の
交
渉
委
員
へ
の
不
満
が
一
掃
さ
れ
、
不
満
の
矛
先
は
経
営
側
に
一
致
団
結
し
て
向
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
長
期
に
わ
た
る
争

議
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
。

2　

�
長
期
争
議
の
道
程
―
製
作
所
争
議
か
ら
「
全
三
池
争
議
」
へ
―

争
議
の
拡
大
　
製
作
所
に
端
を
発
し
た
争
議
は
、
漸
次
拡
大
の
輪
を
拡
げ
て
い
っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
製
作
所
全
体
に
拡
大
し
た
だ
け
で

な
く
、
三
池
染
料
工
業
所
、
勝
立
坑
の
一
部
も
罷
業
に
加
わ
り
、
宮
原
坑
、
万
田
坑
、
四
山
坑
で
も
動
揺
が
走
っ
て
い
た
。
八
日
に
は
万
田

坑
「
職
場
」
が
朝
か
ら
罷
業
に
入
り
、
坑
内
の
甲
方
棹
取
・
馬
丁
も
動
揺
し
た
の
を
、
係
員
・
職
員
が
懸
命
に
説
得
し
て
動
揺
を
抑
え
、

「
職
場
」
の
罷
業
も
午
後
二
時
に
は
収
束
し
就
業
に
着
い
た
。
新
た
に
宮
浦
坑
で
は
朝
か
ら
棹
取
が
坑
内
集
会
で
協
議
し
、
同
機
械
部
は
午

前
十
時
に
要
求
書
を
提
出
し
た
。
四
山
坑
「
職
場
」
一
五
〇
名
は
、
委
員
か
ら
要
求
書
を
提
出
し
た
が
、
罷
業
へ
の
賛
否
が
一
致
せ
ず
、
罷

業
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
に
、
経
営
側
で
は
就
業
後
に
重
立
っ
た
者
の
戸
別
訪
問
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
め
る
な
ど
、
警
戒
を
強
め

た
。
染
料
工
業
所
で
は
、「
職
場
」
以
外
に
火
薬
工
場
・
発
煙
工
場
・
硫
酸
工
場
等
に
罷
業
の
波
及
の
恐
れ
が
出
て
い
た
。
午
後
一
時
に
は
、

新
富
座
で
第
一
回
罷
業
団
員
総
会
が
開
か
れ
た
。

九
日
に
は
、
四
山
坑
「
職
場
」
で
は
委
員
十
四
名
に
よ
る
昨
夜
の
説
得
で
動
揺
が
収
ま
る
も
、
棹
取
三
〇
〇
名
が
午
前
七
時
に
宮
内
神
社

（
荒
尾
町
）
に
集
合
し
、
夜
方
（
夜
出
勤
）
棹
取
の
大
部
分
が
出
勤
し
な
か
っ
た
。
経
営
側
は
、
こ
の
首
謀
者
の
馬
丁
馬
場
精
一
を
解
雇
し

た
。
ま
た
、
宮
原
坑
機
械
部
の
一
部
が
欠
勤
に
入
り
、
宮
浦
坑
甲
方
棹
取
も
休
業
し
た
。
建
築
線
路
工
夫
の
間
で
も
昨
夜
か
ら
動
揺
が
あ
り
、

説
得
に
よ
り
就
業
し
た
。
染
料
工
業
所
で
は
Ｑ
工
場
が
罷
業
に
入
り
、
火
薬
工
場
で
も
欠
業
が
多
く
出
て
い
た
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
記
号
は
、

薬
品
工
場
の
名
称
）。
こ
れ
を
受
け
て
、
染
料
罷
業
団
代
表
の
高
木
卯
一
郎
外
十
一
名
は
、
尾
形
に
面
会
を
求
め
る
も
拒
絶
さ
れ
る
。
製
作
所

争
議
団
は
、
闘
争
体
制
を
強
化
し
切
崩
し
を
避
け
る
た
め
に
、
警
戒
を
厳
重
に
し
て
本
日
か
ら
一
人
の
帰
宅
も
認
め
な
か
っ
た
。
九
日
と
十
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日
が
賃
銀
の
渡
日
で
、
経
営
側
の
切
崩
し
を
警
戒
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
経
営
側
で
は
、
職
工
賃
銭
を
す
べ
て
郵
便
為
替
居
宅
払

い
で
発
送
し
た
。

地
域
・
市
民
の
争
議
へ
の
関
心
・
同
情
・
不
安
も
高
ま
っ
て
い
た
。
様
々
な
寄
付
が
寄
せ
ら
れ
、
今
朝
に
は
振
論
会
（
石
川
雄
三
郎
関

係
）
の
旗
標
を
立
て
、
米
六
俵
・
漬
物
味
噌
各
一
樽
・
醤
油
二
樽
・
薪
一
輌
半
合
計
六
輌
分
が
三
輪
で
市
中
を
通
り
、
争
議
団
に
寄
贈
さ
れ

た
。
他
方
で
、
争
議
支
援
に
積
極
的
で
あ
っ
た
小
売
商
か
ら
は
、
売
行
き
不
振
の
た
め
不
安
が
高
ま
っ
て
い
た
。

一
〇
日
に
は
、
い
っ
た
ん
平
常
に
戻
っ
た
万
田
坑
「
職
場
」、
宮
浦
坑
機
械
部
、
四
山
坑
棹
取
が
再
び
動
揺
し
、
染
料
工
業
所
で
は
約
三

五
〇
名
が
欠
役
し
、
Ｐ
、
Ｑ
、
中
試
験
工
場
は
全
休
し
、「
職
場
」、
Ｎ
工
場
で
は
一
部
が
仕
事
を
継
続
す
る
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
も
、

争
議
の
拡
大
を
止
め
よ
う
と
す
る
経
営
側
と
製
作
所
争
議
団
を
主
軸
と
す
る
争
議
側
と
の
緊
迫
し
た
や
り
と
り
が
続
い
た
。

三
池
争
議
団
聯
合
の
結
成
　
翌
十
一
日
に
は
、
争
議
が
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
。
三
池
各
事
業
所
争
議
団
は
、
こ
れ
ま
で
要
求
が
い
ず
れ

も
経
営
側
に
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
持
久
戦
で
戦
う
必
要
が
あ
る
、
と
の
認
識
で
一
致
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
結
束
が
重
要
で
あ
る
、
と
し
て

製
作
所
争
議
団
の
提
唱
に
よ
り
、
三
池
争
議
団
聯
合
が
結
成
さ
れ
た
。
聯
合
総
本
部
は
、
製
作
所
争
議
団
本
部
内
に
設
置
す
る
こ
と
が
決
め

ら
れ
た
。
こ
の
日
は
朝
か
ら
万
田
坑
「
職
場
」
全
員
が
欠
勤
し
、
宮
浦
坑
機
械
部
全
員
五
〇
〇
名
が
正
午
か
ら
欠
勤
に
入
っ
た
。
ま
た
昨
夜

集
会
を
し
た
製
煉
所
蒸
留
炉
夫
が
、
夕
方
に
は
全
員
結
束
し
て
明
日
正
午
に
要
求
の
提
出
を
決
議
し
、
製
作
所
争
議
団
本
部
と
連
絡
を
と
っ

て
、
明
日
以
降
行
動
を
共
に
す
る
状
況
と
な
っ
た
。
こ
の
事
態
に
、
経
営
側
で
は
争
議
に
不
参
加
の
採
炭
夫
・
請
負
夫
な
ど
に
よ
り
応
急
に

要
員
充
足
の
用
意
を
し
た
。
こ
の
十
一
日
に
な
る
と
、
地
域
・
市
民
へ
の
働
き
か
け
が
、
経
営
側
・
争
議
団
側
双
方
で
本
格
化
し
た
。
争
議

団
の
ビ
ラ
配
布
な
ど
の
宣
伝
に
対
し
、
経
営
側
で
は
、
市
町
村
長
そ
の
他
有
力
者
に
、
争
議
に
対
す
る
対
応
を
説
明
し
、
一
般
市
民
向
の
ビ

ラ
を
配
布
す
る
な
ど
激
し
さ
が
増
し
て
い
っ
た
。
双
方
共
に
世
論
対
策
を
本
格
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

十
二
日
、
十
三
日
は
、
経
営
側
の
懸
命
の
争
議
拡
大
阻
止
に
よ
り
、
各
事
業
所
の
罷
業
が
一
進
一
退
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
徐
々
に
拡
大
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第 1図　三池争議団配置図
出典）　「三池争議⼀覧図」（『三池争議経過誌』付属資料）より作成。
注）　各⽀部住所、⽀部および警察官詰所省略。
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し
、
十
五
日
に
は
争
議
は
三
井
三
池
関
連
の
全
事
業
所
に
拡
大
し
た
（
前
掲
第
1
表
、
第
1
図
参
照
）。
十
四
日
午
後
六
時
半
、
尾
形
は
遂

に
危
機
感
を
露
わ
に
し
な
が
ら
本
店
に
次
の
よ
う
に
打
電
し
た
。「
罷
業
漸
次
拡
大
既
ニ
全
山
ニ
及
ビ
形
勢
頗
ル
不
穏
」
と
述
べ
、「
遂
ニ
役

員
ノ
ミ
ヲ
以
テ
枢
要
ノ
機
械
保
守
ニ
努
力
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
ニ
至
ル
モ
ノ
ト
考
フ
」
と
危
機
的
現
状
を
伝
え
、
最
後
に
「
罷
業
夫
ノ
脅
迫
甚
シ

ト
雖
モ
死
力
ヲ
尽
シ
テ
守
護
ス
ル
覚
悟
ナ
リ
」（
第
十
九
報
）
と
決
死
の
覚
悟
を
表
明
し
た
。

実
際
、
こ
の
日
午
後
か
ら
続
々
と
各
事
業
所
の
諸
業
種
で
休
業
が
表
明
さ
れ
、
罷
業
に
突
入
し
た
。
勝
立
坑
電
工
、
宮
原
坑
「
職
場
」・

同
大
工
・
同
常
一
番
喞
筒
運
転
手
・
同
機
械
運
転
手
・
同
電
工
、
宮
浦
坑
安
全
燈
夫
が
、
い
ず
れ
も
明
日
の
休
業
を
申
出
た
。
製
煉
所
で
は

一
部
の
工
場
で
供
給
人
夫
を
動
員
し
て
操
業
す
る
も
、
多
く
の
職
工
が
休
業
し
不
安
定
な
操
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
染
料
工
業
所
の
ロ
ー

ル
・
営
繕
・
レ
ト
ル
ト
の
各
工
場
は
、
当
番
頭
を
除
き
全
員
休
業
に
入
っ
た
。
十
二
日
の
時
点
で
、
争
議
側
が
向
う
三
日
間
に
三
池
全
山
争

議
に
引
入
れ
る
、
と
の
情
報
を
経
営
側
が
入
手
し
、
警
戒
を
強
め
て
い
た
が
、
宣
言
通
り
に
三
池
全
山
争
議
に
拡
大
し
た
。
恐
ら
く
全
山
争

議
へ
の
拡
大
は
、
十
一
日
に
結
成
さ
れ
た
争
議
団
聯
合
の
方
針
だ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
十
四
日
、
経
営
側
で
は
「
情
報
部
」
を
設
置
し
て

い
る
。
ま
た
市
長
は
、
製
作
所
争
議
団
の
山
名
・
中
村
・
城
島•

大
隈
な
ど
幹
部
六
名
を
市
役
所
に
招
致
し
て
意
見
を
聴
取
し
、
経
営
側

幹
部
と
も
折
衝
し
て
い
る
。

十
五
日
に
は
拡
大
の
波
は
、
さ
ら
に
高
ま
っ
た
。
昨
日
休
業
を
申
し
出
て
い
た
勝
立
坑
、
宮
原
坑
の
各
職
種
が
休
業
に
入
っ
た
だ
け
で
な

く
、
休
業
申
出
の
な
か
っ
た
宮
原
坑
の
坑
内
外
の
棹
取
・
坑
内
修
繕
夫
全
員
・
選
炭
婦
の
一
部
も
罷
業
に
加
わ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
宮
原
坑
の
火
夫
・
捲
上
運
転
手
が
「
其
職
責
ノ
重
大
ナ
ル
ヲ
自
覚
シ
且
ツ
罷
業
者
側
ニ
直
接
会
見
其
ノ
了
解
ヲ
得
テ
最
後
迄
就
業
ニ
決

ス
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
業
種
が
人
命
に
関
わ
る
重
要
な
職
種
で
あ
り
、
そ
れ
を
蔑
ろ
に
し
な
い
怜
悧
な
判
断
を
担
い
手
も

争
議
団
も
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
記
載
し
た
鉱
務
主
任
も
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
敢
え
て
記
載
し
た
で
あ
ろ
）
（
（
う
。

染
料
工
業
所
で
は
中
試
験
工
場
・
Ｐ
工
場
は
閉
鎖
さ
れ
、
汽
罐
場
・
Ｎ
工
場
・
Ｏ
工
場
・
Ｑ
工
場
・
Ｙ
工
場
が
罷
業
と
な
っ
た
。
製
煉
所
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一
哩
焼
鉱
場
焼
鉱
夫
全
員
も
午
後
よ
り
休
業
に
入
っ
た
。
こ
れ
に
港
務
所
の
宮
浦
駅
従
業
員
・
電
気
機
関
車
運
転
手
、
同
七
浦
機
関
庫
職
夫

が
正
午
に
要
求
書
を
提
出
し
た
。

こ
う
し
た
事
態
に
、
久
留
米
憲
兵
分
隊
よ
り
憲
兵
が
派
遣
さ
れ
、
当
分
滞
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
経
営
側
で
は
「
本
部
係
員
分

掌
事
項
」（
後
掲
第
3
図
参
照
、
二
3
在
中
）
を
制
定
し
、
争
議
に
対
処
す
る
組
織
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
罷
業
対
応
の
補
充
組
織

を
造
っ
た
。
宮
浦
坑
で
は
、
請
負
人
夫
全
部
を
合
同
し
て
宮
浦
後
援
団
を
組
織
し
、
事
業
に
従
事
さ
せ
た
。

十
六
日
に
は
、
事
態
を
重
視
し
た
本
店
か
ら
藤
岡
浄
吉
常
務
取
締
役
（
旧
三
池
鉱
業
所
長
）
が
来
訪
し
、
久
留
米
で
尾
形
と
会
談
し
、
当

分
柳
河
に
滞
在
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
た
。
こ
の
日
も
、
争
議
は
拡
大
を
続
け
た
。
前
日
に
要
求
書
を
提
出
し
た
宮
浦
駅
々
夫
が
休
業
し
、

染
料
工
業
所
で
は
新
た
に
三
工
場
（
Ｍ
、
Ａ
、
Ｖ
の
工
場
）
等
の
職
工
が
、
欠
勤
届
を
出
し
て
休
業
し
た
。
港
務
所
の
大
電
車
運
転
手
・
架

線
工
も
罷
業
に
加
わ
り
、
各
所
で
罷
業
へ
の
密
談
・
密
議
が
な
さ
れ
て
い
た
。
争
議
の
長
期
化
に
備
え
、
経
営
側
で
は
三
池
各
事
業
所
の
請

負
人
を
統
括
し
た
三
池
炭
礦
請
負
人
団
（
会
長
森
初
蔵
・
副
会
長
森
忠
得
ヱ
門
・
同
長
谷
勘
次
郎
）
を
結
成
し
、
支
部
を
各
事
業
所
に
設
置

し
、
争
議
団
へ
の
警
戒
と
会
社
の
補
佐
を
担
っ
た
。
ま
た
、
三
池
港
務
所
で
は
各
駅
に
自
衛
団
を
組
織
し
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
与
論
人

夫
・
各
坑
採
炭
夫
・
請
負
人
夫
の
一
部
を
充
て
）
（
（

た
。

こ
の
日
、
午
後
七
時
か
ら
争
議
団
聯
合
が
開
催
し
た
大
演
説
会
（
市
内
新
富
座
）
は
、
大
盛
況
で
聴
衆
約
二
〇
〇
〇
余
人
「
盛
況
ヲ
極
メ
、

場
内
立
錐
ノ
余
地
ナ
ク
」
入
場
を
拒
否
さ
れ
、「
踵
ヲ
返
ス
モ
ノ
夥
シ
」
と
描
写
さ
れ
、
市
民
の
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
。
演
説
の
内
容

は
「
穏
健
ニ
シ
テ
哀
願
的
也
」
と
さ
れ
、「
努
メ
テ
聴
衆
ノ
同
情
」
を
集
め
る
意
図
が
あ
り
、
そ
れ
が
功
を
奏
し
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。

演
説
会
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
、
聯
合
争
議
団
は
午
後
七
時
半
に
尾
形
所
長
に
会
見
を
申
込
み
、
午
後
十
一
時
十
分
に
所
長
室
で
会
見
が
開
催

さ
れ
た
。
出
席
者
は
、
争
議
団
側
は
団
長
山
名
千
代
吉
・
副
団
長
中
村
亀
吉
・
同
城
島
久
吉
な
ど
の
各
争
議
団
代
表
者
ほ
か
四
三
名
、
経
営

側
は
尾
形
所
長
・
高
島
主
事
・
荒
木
主
事
の
三
名
で
あ
っ
た
。
山
名
が
九
項
目
の
「
嘆
願
書
」
を
提
出
し
、
交
渉
は
翌
日
朝
四
時
四
〇
分
に
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及
ん
だ
。
給
料
の
引
上
げ
や
共
愛
組
合
の
廃
止
な
ど
従
来
の
要
求
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
、
整
理
し
た
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
・
会
見
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。
こ
の
会
見
で
は
尾
形
が
要
求
は
受
け
入
れ
難
い
と
拒
絶
し
た
が
、
今
後
も
会
見
に
は
応
ず

る
と
し
て
、
長
時
間
の
会
見
を
終
了
し
た
。

染
料
工
業
所
の
脱
退
と

争
議
団
聯
合
の
改
組

十
七
日
に
は
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
動
揺
の
な
か
っ
た
大
浦
坑
（
稼
業
中
の
最
古
参
炭
坑
）
で
も
「
採
炭
夫
ノ

外
全
部
動
揺
ス
」
と
記
さ
れ
、
午
前
十
時
に
運
転
手
頭
ら
五
名
が
、
六
項
目
の
嘆
願
書
を
提
出
し
て
正
午
ま
で

の
回
答
を
要
求
し
、
回
答
の
な
い
場
合
は
休
業
す
る
と
宣
言
し
た
。
前
日
、
同
坑
は
「
当
坑
鉱
夫
モ
漸
ク
各
所
争
議
団
ニ
同
情
シ
来
リ
シ
模

様
」
と
観
察
さ
れ
、
そ
の
夜
に
運
転
手
宅
で
会
合
協
議
し
て
嘆
願
書
を
作
成
し
、
交
渉
委
員
を
選
定
し
て
い
た
。
他
方
で
、
こ
れ
ま
で
争
議

団
聯
合
に
結
集
し
て
い
た
染
料
工
業
所
争
議
団
が
、
正
式
に
聯
合
争
議
団
か
ら
脱
退
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
翌
日
の
経
営
側
と
の
面
会
で
説

明
し
て
い
）
（
（

る
。

こ
の
日
か
ら
、
行
商
隊
は
物
売
り
だ
け
で
な
く
、
各
種
行
動
（
諸
々
の
修
繕
、
ボ
ロ
売
買
、
諸
物
品
手
作
販
売
、
演
芸
な
ど
）
を
開
始
し
、

活
動
を
本
格
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
他
方
で
、
外
部
の
動
き
も
活
発
化
し
た
。
市
長
は
、
午
後
二
時
に
再
び
山
名
・
城
島
・
土
山
な
ど
七
名
の

争
議
団
幹
部
を
招
聘
し
、
会
社
側
の
中
山
製
作
所
長
・
高
島
鉱
業
所
主
事
を
同
席
さ
せ
て
、
意
見
聴
取
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
警
察
で
は
各

種
団
体
代
表
者
一
七
名
を
大
牟
田
警
察
署
に
招
集
し
、
小
山
警
察
署
長
が
流
言
蜚
語
・
煽
動
的
行
動
を
慎
む
よ
う
に
訓
戒
し
た
。
同
時
に
監

督
警
察
官
三
七
名
が
各
争
議
団
事
務
所
を
警
戒
し
、
新
た
に
三
〇
名
の
応
援
警
察
隊
が
着
任
し
た
。

外
部
の
労
働
者
側
の
動
き
も
活
発
化
し
た
。
日
本
労
働
総
同
盟
か
ら
来
電
が
あ
り
、
関
東
労
働
同
盟
会
執
行
委
員
市
村
光
雄
・
浅
沼
稲
次

郎
、
関
西
労
働
同
盟
主
事
藤
岡
文
六
外
二
名
が
来
牟
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
三
池
労
働
同
盟
は
前
日
午
後
七
時
か
ら
市
内
抵
抗
会
館
で

演
説
会
を
開
催
し
、
聴
衆
約
六
〇
〇
を
集
め
た
。
弁
士
に
は
、
万
田
坑
内
運
転
手
・
染
料
工
業
所
職
工
も
加
わ
っ
た
。

翌
十
八
日
に
は
、
要
求
を
拒
否
さ
れ
た
大
浦
鉱
夫
全
職
（
但
し
、
採
炭
夫
・
坑
内
外
日
雇
修
繕
夫
・
供
給
請
負
夫
を
除
く
）
が
罷
業
を
決
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行
し
、
争
議
団
を
結
成
し
て
持
久
戦
の
準
備
に
入
っ
た
。
争
議
参
加
を
も
っ
と
も
躊
躇
し
て
い
た
大
浦
坑
の
罷
業
決
行
に
よ
り
、
争
議
は
本

格
的
に
「
全
三
池
争
議
」
に
波
及
し
た
。
製
作
所
争
議
団
は
、
市
民
に
向
け
て
製
作
所
賃
金
表
を
作
成
し
て
公
開
し
、
自
ら
の
主
張
の
正
否

を
市
民
に
訴
え
た
。

争
議
拡
大
の
な
か
で
、
争
議
団
聯
合
か
ら
脱
退
し
た
染
料
工
業
所
争
議
団
の
代
表
者
十
一
名
は
、
正
午
に
染
料
工
業
所
長
と
の
面
会
を
求

め
、
対
応
し
た
玉
置
、
荘
原
ら
幹
部
四
名
と
引
見
し
、
聯
合
脱
退
理
由
を
述
べ
た
。
聯
合
争
議
団
の
な
か
に
党
派
的
陰
謀
が
潜
在
し
、
そ
の

こ
と
が
争
議
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
故
に
脱
退
し
た
、
と
経
営
側
に
理
解
を
求
め
た
。
交
渉
相
手
と
し
て
経
営
側
に
認
め
て
も
ら
う
た
め
で

あ
ろ
う
。
経
営
側
は
そ
れ
を
理
解
し
た
上
で
、
要
求
（
宮
原
坑
と
同
一
）
に
つ
い
て
は
拒
否
し
た
。
争
議
団
側
の
党
派
的
問
題
の
指
摘
は
、

争
議
団
と
尾
形
鉱
業
所
長
ら
と
の
会
談
の
中
で
、
争
議
団
の
幹
部
の
一
人
で
あ
る
大
隅
が
、
敢
え
て
そ
れ
を
発
言
し
て
お
り
、
そ
れ
を
根
拠

に
し
て
い
た
。

染
料
工
業
所
争
議
団
内
部
で
は
、
硬
軟
両
派
の
葛
藤
が
あ
っ
た
。
団
長
大
川
繁
松
は
協
調
的
で
あ
り
、
現
在
は
要
求
貫
徹
の
時
期
で
は
な

く
、
会
社
が
諸
施
設
改
善
に
誠
意
あ
る
表
明
を
す
れ
ば
、
聯
合
よ
り
離
脱
し
た
今
は
就
業
す
べ
き
時
期
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

少
壮
派
は
戦
闘
的
精
神
に
富
み
、
大
川
の
弱
腰
を
批
判
し
飽
く
ま
で
要
求
貫
徹
を
主
張
し
た
。
そ
の
た
め
に
聯
合
に
再
復
帰
し
、
団
結
の
威

力
を
示
す
こ
と
を
主
張
し
て
譲
ら
ず
、
復
帰
声
明
を
出
す
に
至
っ
た
。
硬
派
が
多
数
派
で
あ
り
、
経
営
側
に
争
議
団
の
弱
点
を
晒
し
侮
ら
れ

る
こ
と
を
考
慮
し
、
大
川
は
復
帰
声
明
を
黙
認
し
た
。

染
料
工
業
所
の
脱
退
は
、
聯
合
争
議
団
に
衝
撃
を
与
え
た
。
体
制
を
立
て
直
す
た
め
、
こ
の
日
委
員
選
出
の
再
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
新
た

に
委
員
長
以
下
委
員
全
員
を
選
出
し
た
。
委
員
長
は
山
名
千
代
吉
か
ら
中
村
亀
吉
（
前
副
委
員
長
）
に
交
代
し
、
副
委
員
長
に
は
城
島
友
吉

（
再
選
）、
土
山
友
一
が
選
出
さ
れ
、
陣
容
を
整
え
て
「
総
攻
撃
ノ
態
度
」
を
決
定
し
た
。
山
名
は
本
部
委
員
に
も
選
出
さ
れ
ず
、
二
〇
日
に

は
声
明
を
発
表
し
、
争
議
団
か
ら
脱
退
し
た
。
こ
の
問
題
の
経
緯
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
。
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こ
の
日
は
前
日
に
も
増
し
て
、
外
部
の
動
き
が
活
発
化
し
た
。
九
州
報
国
団
（
若
松
市
に
本
部
）
が
、
実
態
調
査
の
た
め
三
名
を
派
遣
し
、

高
島
主
事
・
争
議
団
幹
部
・
市
長
と
面
談
し
た
。
仲
裁
を
企
図
し
て
の
行
動
で
あ
っ
た
が
、
市
長
の
仲
裁
の
決
意
を
知
り
、
手
を
退
い
た
。

ま
た
、
三
川
町
長
・
駛
馬
村
長
・
玉
川
村
長
が
会
社
を
訪
問
し
、
争
議
解
決
の
促
進
を
訴
え
、
商
工
振
興
会
（
森
善
次
主
催
）
で
は
購
買
組

合
撤
廃
を
求
め
て
会
社
を
訪
問
し
て
い
る
。
駛
馬
商
工
会
で
は
、
同
会
長
外
二
名
が
市
長
を
訪
問
し
、
調
停
の
意
見
交
換
を
し
た
。

他
方
で
、
争
議
長
期
化
に
伴
い
争
議
団
行
商
隊
の
活
動
が
活
発
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
大
牟
田
市
と
近
隣
町
村
の
商
店
の
困
窮
が
激
化
し
、

大
牟
田
市
の
一
部
に
は
本
月
末
納
期
の
営
業
税
を
不
納
と
す
る
納
税
不
納
同
盟
が
発
生
す
る
深
刻
な
状
況
と
な
り
、
三
川
町
・
駛
馬
村
方
面

で
も
町
村
長
に
対
し
、
納
税
不
納
申
込
者
が
続
出
す
る
事
態
が
生
じ
て
い
た
。
長
期
の
争
議
が
地
域
経
済
と
市
町
村
民
の
生
活
に
甚
大
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
争
議
の
解
決
は
、
単
に
労
使
の
関
係
に
止
ま
ら
な
い
地
域
を
巻
き
こ
ん
だ
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

十
九
日
に
は
、
争
議
団
聯
合
本
部
は
、
昨
日
の
委
員
改
選
と
同
時
に
場
所
を
市
内
上
官
町
に
移
転
し
た
。
旧
本
部
が
各
争
議
団
の
全
体
よ

り
北
に
あ
り
、
連
絡
が
不
便
な
た
め
で
あ
っ
た
。
染
料
工
業
所
争
議
団
は
、
昨
日
に
続
き
午
後
一
時
か
ら
工
場
経
営
側
と
会
見
し
た
が
、
要

求
は
再
度
拒
否
さ
れ
た
。
同
争
議
団
は
、
こ
の
日
、
十
名
の
弁
士
を
熊
本
市
へ
派
遣
し
、
市
公
会
堂
で
争
議
報
告
演
説
会
を
開
催
し
た
。
明

日
か
ら
行
商
隊
を
派
遣
す
る
宣
伝
が
一
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
演
説
会
に
は
、
熊
本
無
産
者
同
盟
が
、
応
援
の
た
め
に
永
田
繁
登
外
三

名
を
派
遣
し
、
諸
般
の
周
旋
を
し
た
。
ま
た
各
争
議
団
所
属
機
械
部
の
代
表
が
熊
本
市
役
所
社
会
課
を
訪
問
し
、
該
地
の
電
車
工
事
・
水
道

工
事
そ
の
他
二
十
三
連
隊
跡
地
整
理
等
四
〇
〇
名
の
争
議
団
の
臨
時
使
用
を
申
し
出
た
。
こ
の
要
請
は
、
人
員
充
足
を
理
由
に
拒
否
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
争
議
の
波
は
、
県
を
跨
い
で
拡
が
り
を
見
せ
て
い
た
。
演
説
会
は
、
勝
立
坑
や
三
池
製
煉
所
な
ど
の
主
催
で
も
実
施
さ
れ
た
。

同
日
夜
午
後
十
時
五
〇
分
、
争
議
団
の
方
針
に
つ
い
て
重
要
な
変
更
が
本
店
に
打
電
さ
れ
た
。
製
作
所
争
議
団
（
争
議
団
聯
合
の
誤
り

か
）
が
闘
争
方
針
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
、
と
。
そ
れ
ま
で
経
営
側
の
切
崩
し
を
警
戒
し
て
、
自
宅
へ
の
帰
宅
を
認
め
ず
工
場
敷
地
内
の
社

屋
に
職
工
を
留
め
て
い
た
方
針
を
転
換
し
、「
希
望
者
ハ
家
庭
二
帰
リ
テ
夫
々
職
業
ニ
就
キ
自
活
ノ
途
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
　
罷
業
ハ
依
然
継
続
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ス
ル
コ
ト
」
を
決
議
し
た
、
）
（
（

と
。
こ
の
方
針
転
換
は
、
翌
日
各
争
議
団
に
伝
え
ら
れ
た
。

長
期
争
議
に
入
っ
た
三
池
争
議
は
、
中
央
で
も
注
視
さ
れ
、
こ
の
十
九
日
内
務
省
警
保
局
事
務
官
柳
井
義
男
が
数
藤
福
岡
県
特
別
高
等
課

長
同
伴
で
、
争
議
視
察
に
来
訪
し
た
。
午
前
中
に
争
議
団
聯
合
本
部
を
訪
問
し
た
後
、
午
後
に
は
尾
形
、
高
島
と
面
談
し
、
争
議
の
現
状
を

聴
取
し
た
。
市
民
団
体
・
商
業
団
体
そ
れ
に
近
隣
町
村
の
動
き
も
活
発
で
あ
り
、
三
川
町
々
会
で
は
臨
時
町
会
を
開
催
し
、
争
議
調
停
促
進

法
を
協
議
し
た
。
こ
う
し
た
周
囲
の
状
況
を
注
視
し
て
い
た
大
牟
田
市
長
は
、
こ
の
日
、
時
期
到
来
と
判
断
し
て
公
式
に
仲
裁
を
会
社
側
に

通
知
し
、
市
長
仲
裁
声
明
を
公
表
し
た
。

3　

市
長
仲
裁
と
争
議
団
の
分
裂

市
長
仲
裁
の
公
表
と

争
議
団
聯
合
の
対
応

市
長
仲
裁
を
公
式
に
発
表
し
た
翌
二
〇
日
に
は
、
市
長
仲
裁
声
明
を
巡
り
慌
た
だ
し
い
動
き
が
あ
っ
た
。
市
長
は

早
朝
に
小
川
第
一
課
長
を
争
議
団
聯
合
本
部
に
派
遣
し
、
会
見
を
申
込
ん
だ
。
争
議
団
は
こ
の
提
案
を
熟
議
の
末

受
け
入
れ
、
午
後
七
時
市
役
所
で
中
村
亀
吉
な
ど
七
名
が
、
市
長
と
会
見
し
た
。
こ
の
席
で
、
市
長
は
無
条
件
仲
裁
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に

対
し
、
争
議
団
側
は
そ
の
提
案
が
会
社
側
有
利
の
有
無
を
計
り
難
い
と
し
て
、
幹
部
会
で
協
議
の
う
え
明
日
回
答
す
る
、
と
対
応
し
た
。
市

長
は
、
そ
れ
に
対
し
次
回
会
見
に
は
全
責
任
を
帯
び
た
人
の
出
頭
を
要
請
し
た
。

争
議
団
聯
合
で
は
、
市
長
仲
裁
案
を
持
ち
帰
り
検
討
委
員
会
を
開
催
し
た
。
同
案
の
諾
否
と
同
時
に
日
本
労
働
総
同
盟
と
の
提
携
の
諾
否

も
、
検
討
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
賛
否
両
論
が
あ
り
、
決
着
が
着
か
ず
、
翌
日
の
再
協
議
と
な
っ
た
。
ま
た
、
既
述
の
方
針
転
換
が
各
争
議
団

に
報
告
さ
れ
、
役
員
以
外
は
帰
宅
を
認
め
、
そ
の
や
り
方
は
各
争
議
団
に
一
任
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
製
煉
所
、
炭
山
側
は
、
い
っ
さ
い
帰

宅
を
認
め
な
か
っ
た
。
帰
宅
を
認
め
た
の
は
、
争
議
の
長
期
化
に
よ
る
団
員
の
困
憊
を
配
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
同
時
に
帰
宅
者
に
各
自
自

活
の
方
法
を
求
め
た
の
は
、
長
期
争
議
を
考
慮
し
て
、
争
議
団
員
各
自
の
経
済
的
基
盤
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
争
議
継
続
の
た
め
に
、
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争
議
団
員
一
人
一
日
十
銭
宛
争
議
団
に
納
入
す
る
こ
と
も
決
定
さ
れ
た
（
本
部
五
銭
、
支
部
五
銭
）。
こ
の
戦
術
の
変
更
は
、
従
来
の
聯
合

本
部
決
定
（
事
実
上
、
幹
部
決
定
）
が
全
争
議
団
の
戦
術
の
細
部
ま
で
縛
る
指
令
方
式
と
な
り
、
硬
直
し
て
柔
軟
さ
に
欠
け
、
現
場
に
不
適

合
と
な
る
欠
陥
を
修
正
す
る
意
図
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
争
議
団
自
治
制
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
本
部
前
に
設
置
し
て
い

た
販
売
店
も
不
要
と
な
り
撤
去
し
、
ま
た
警
戒
部
も
廃
止
さ
れ
た
。

染
料
工
業
所
で
は
、
二
〇
日
午
後
四
時
に
同
争
議
団
と
職
員
調
停
団
（
勝
木
、
荘
原
、
秋
山
、
玉
置
、
中
野
の
経
営
側
幹
部
）
と
の
第
三

回
会
見
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
Ｙ
工
場
（
ピ
ク
リ
ン
酸
工
場
）
の
み
海
軍
御
用
工
場
故
に
、「
ソ
ノ
筋
ノ
勧
告
ア
ラ
バ
」
明
後
日
か
ら
の

就
業
を
約
し
た
。

こ
の
日
も
、
近
隣
市
町
村
の
動
き
は
、
活
発
で
あ
っ
た
。
三
川
町
で
は
、
同
町
区
長
会
議
が
争
議
善
後
策
を
協
議
し
、
こ
れ
ま
で
争
議
に

同
情
し
金
品
の
寄
贈
を
行
っ
て
き
た
が
、
今
後
い
っ
さ
い
見
合
わ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
金
品
の
寄
贈
が
争
議
の
長
期
化
と
な
り
、
却
っ

て
労
働
者
の
不
幸
を
招
来
す
る
故
、
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。
市
内
で
は
商
工
振
興
会
（
森
善
次
主
導
）
が
臨
時
総
会
を
開
い
て
、
市
長
へ

の
陳
情
書
を
決
議
し
た
。
ま
た
大
牟
田
振
興
会
は
民
衆
大
会
と
唱
え
て
、
購
買
組
合
撤
廃
演
説
会
を
大
牟
田
劇
場
で
開
催
し
、
聴
衆
一
三
〇

〇
人
を
数
え
盛
況
で
あ
っ
た
。
午
後
八
時
に
は
、
争
議
報
告
演
説
会
が
三
池
町
安
照
寺
で
開
催
さ
れ
、
聴
衆
五
〇
〇
名
で
、
こ
こ
も
「
頗
ル

感
動
セ
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
大
盛
会
」
で
あ
っ
た
。

外
部
か
ら
は
、
争
議
へ
の
注
目
と
警
戒
が
い
っ
そ
う
集
ま
っ
た
。
こ
の
日
、
久
留
米
憲
兵
隊
長
桝
本
大
佐
が
視
察
に
来
牟
し
、
さ
ら
に
久

留
米
在
郷
軍
人
会
支
部
長
田
中
大
佐
の
命
に
よ
り
特
務
曹
長
が
視
察
し
、
三
池
炭
礦
在
郷
軍
人
分
会
へ
争
議
に
対
す
る
行
動
の
注
意
を
伝
達

し
た
。
ま
た
福
岡
県
刑
事
課
宗
田
警
部
補
外
刑
事
五
名
・
福
岡
県
警
か
ら
三
名
が
来
牟
し
、
昨
日
警
官
応
援
の
た
め
に
来
援
し
た
三
五
名
の

警
官
（
福
岡
県
下
柳
河
・
福
岡
・
城
鳥
・
瀬
高
・
若
津
の
各
署
よ
り
）
は
、
大
牟
田
署
長
の
指
揮
の
も
と
各
地
に
派
遣
さ
れ
た
。
中
央
で
は
、

協
調
会
が
争
議
視
察
の
た
め
参
事
橋
下
能
保
利
を
派
遣
し
、
前
後
し
て
同
嘱
託
の
野
田
辰
次
郎
も
来
牟
し
た
。
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市
長
仲
裁
と
争
議
団
の
分
裂
　
二
一
日
に
入
る
と
、「
争
議
最
高
潮
」
に
達
し
、
争
議
参
加
人
員
は
一
万
二
一
五
名
に
達
し
た
（
争
議
団

の
配
置
は
、
第
1
図
参
照
）。
経
営
側
で
は
、
例
に
よ
り
午
前
九
時
か
ら
山
上
倶
楽
部
で
所
長
会
議
を
開
催
し
た
後
、
午
後
に
は
本
店
か
ら

派
遣
さ
れ
た
長
澤
一
夫
本
店
臨
時
調
査
部
主
事
が
内
務
省
社
会
局
安
井
事
務
官
と
面
談
し
、
協
調
会
の
橋
下
・
野
田
と
も
面
談
し
た
。
そ
の

後
、
新
庄
福
岡
県
警
察
部
長
・
小
山
大
牟
田
警
察
署
長
が
同
行
し
て
、
大
牟
田
市
長
は
尾
形
所
長
・
高
島
主
事
と
会
談
し
た
。
こ
の
会
談
で

警
察
部
長
は
、
市
長
に
争
議
調
停
を
促
し
た
。

争
議
団
聯
合
幹
部
会
は
、
各
所
本
部
団
長
以
下
支
部
長
を
招
集
し
て
協
議
会
を
開
催
し
、
市
長
と
の
会
見
を
報
告
し
、
調
停
一
任
の
件
、

純
労
働
組
合
組
織
の
件
を
協
議
し
た
。
市
長
一
任
の
件
は
反
対
説
が
優
勢
で
あ
り
、
後
者
の
組
合
の
件
は
機
の
熟
す
る
ま
で
保
留
す
る
こ
と

に
決
し
た
。
こ
の
協
議
会
で
炭
山
側
の
不
満
が
噴
出
し
た
。
争
議
団
聯
合
幹
部
を
製
作
所
が
独
占
し
て
い
る
こ
と
、
製
作
所
が
独
断
専
行
し

そ
の
裏
に
黒
幕
の
不
純
分
子
の
存
在
が
い
る
こ
と
、
こ
の
不
満
が
市
長
会
見
を
通
し
て
膨
れ
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
交
渉
の
第
一
線
に
立
っ

た
争
議
団
聯
合
幹
部
（
製
作
所
幹
部
中
心
）
の
製
作
所
と
の
一
致
し
た
行
動
は
、
炭
山
側
に
不
利
と
考
え
、
協
議
会
で
炭
山
側
は
最
も
強
硬

に
市
長
仲
裁
案
に
反
対
し
た
。
自
ら
炭
礦
経
営
側
幹
部
と
直
接
交
渉
で
解
決
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
こ
に
四
炭
山
が
脱
退
す
る
危
機
を

迎
え
た
。

炭
山
側
の
不
満
の
背
景
に
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
争
議
の
背
景
に
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
外
部
勢
力
と
製
作
所
幹
部
と
の
結
び
付
き

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
あ
っ
た
。
先
の
争
議
団
聯
合
幹
部
の
改
選
も
そ
の
払
拭
が
、
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
。
そ
の
黒
幕

論
を
巧
妙
に
流
布
さ
せ
た
の
は
、
争
議
団
聯
合
の
警
戒
部
長
の
任
に
あ
っ
た
大
隈
信
夫
で
あ
っ
た
。
彼
は
切
り
崩
し
に
最
も
有
効
な
方
法
は
、

「
暗
中
模
索
ノ
毒
流
言
ヨ
リ
以
上
切
崩
ニ
効
果
ス
ル
モ
ノ
ハ
ナ
シ
」
と
争
議
後
に
証
言
し
て
い
る
。
彼
は
経
営
側
か
ら
送
り
込
ま
れ
た
人
物

で
あ
っ
）
（1
（
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
夕
刻
に
仲
裁
拒
否
を
市
長
に
回
答
す
る
手
配
中
に
、
福
岡
県
警
察
部
長
の
「
諭
告
」
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
た
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め
回
答
を
見
合
わ
せ
、
今
日
の
争
議
団
と
市
長
と
の
第
四
回
会
見
も
取
り
止
め
と
な
っ
た
。
午
後
七
時
半
か
ら
は
、
争
議
団
聯
合
幹
部
十
九

名
が
、
市
公
会
堂
で
新
庄
警
察
部
長
と
会
見
し
た
。
そ
の
席
で
、
部
長
は
争
議
団
の
行
動
の
穏
健
さ
を
称
揚
し
、「
最
後
迄
抗
争
ス
ル
ハ
争

議
団
ノ
為
ニ
不
利
」
と
し
、
今
が
も
っ
と
も
解
決
の
好
機
と
説
き
、
市
長
仲
裁
一
任
を
勧
告
し
た
。
争
議
団
は
、
い
っ
た
ん
仲
裁
拒
否
に
決

す
る
も
、
再
考
し
て
保
留
し
、
市
長
に
争
議
団
側
へ
の
誠
意
を
有
す
る
よ
う
に
要
望
し
、
不
日
市
長
と
会
見
し
、
誠
意
を
認
め
た
時
に
は
、

進
ん
で
仲
裁
を
一
任
す
る
と
警
察
部
長
に
言
明
し
た
。

争
議
団
・
市
長
双
方
に
、
近
隣
市
町
村
か
ら
の
争
議
解
決
の
要
望
は
強
ま
っ
て
い
た
。
他
争
議
で
は
見
ら
れ
な
い
地
域
住
民
か
ら
の
要
望

も
強
ま
っ
た
。
帰
農
の
要
請
で
あ
る
。
午
前
十
時
、
三
池
郡
長
は
争
議
地
各
町
村
長
を
郡
役
所
に
招
集
し
、
争
議
に
対
す
る
善
後
策
を
協
議

し
、
田
植
時
期
に
当
た
り
争
議
団
員
を
各
町
村
に
帰
農
さ
せ
る
よ
う
に
、
各
争
議
団
本
部
に
申
込
む
こ
と
を
決
定
し
た
。
各
町
村
在
郷
軍
人

会
も
争
議
団
に
帰
農
を
勧
告
す
る
手
筈
を
と
っ
た
。
ま
た
、
大
牟
田
商
業
団
も
市
内
山
本
旅
館
で
争
議
解
決
を
協
議
し
、
最
後
ま
で
争
議
解

決
に
努
力
す
る
こ
と
を
決
議
し
、
山
本
旅
館
を
事
務
所
と
し
て
、
新
た
な
活
動
を
開
始
し
た
。

三
川
町
区
長
会
議
が
、
既
述
の
よ
う
に
争
議
団
へ
の
援
助
を
停
止
し
た
が
、
他
方
で
こ
の
日
、
肥
筑
商
業
組
合
の
米
俵
九
俵
、
鎮
西
館
一

同
の
五
〇
円
、
久
留
米
遊
郭
取
締
赤
司
力
之
助
・
ち
よ
子
の
一
〇
〇
円
が
聯
合
総
本
部
に
寄
贈
さ
れ
、
争
議
団
へ
の
地
域
の
支
援
は
続
い
て

い
た
。

市
長
仲
裁
案
を
争
議
団
で
検
討
し
た
二
一
日
か
ら
二
三
日
が
、
本
争
議
の
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
。
二
二
日
に
は
三
井
鉱
山
本
店
書
記

神
谷
春
雄
が
警
視
庁
特
別
高
等
課
警
部
補
同
伴
で
鉱
業
所
本
部
を
訪
れ
た
。
新
庄
警
察
部
長
は
、
午
前
十
一
時
に
市
公
会
堂
で
在
大
牟
田
新

聞
社
の
記
者
会
見
を
実
施
し
、
会
社
側
・
市
長
・
争
議
団
と
の
会
見
の
顛
末
を
報
告
し
た
。
記
者
会
見
と
同
時
刻
に
、
争
議
団
聯
合
本
部
で

は
各
所
支
部
長
幹
部
会
を
開
催
し
て
、
昨
夜
の
警
察
部
長
勧
告
を
諒
と
し
て
、
日
時
を
定
め
て
市
長
と
会
見
し
、
調
停
を
依
頼
す
る
決
議
を

し
た
。
躊
躇
し
て
い
た
市
長
仲
裁
に
本
部
が
踏
み
切
っ
た
の
は
、
近
隣
市
町
村
の
動
向
、
行
商
の
困
難
の
増
大
、
争
議
団
員
と
家
族
の
困
窮
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第 2表（1）　争議罷業離脱者累計推移

事　業　所
（（⽇現在 離　　　脱　　　者

在籍者 罷業者 （（⽇ （（⽇ （（⽇ （（⽇ （（⽇ （1⽇ （ ⽉ （ ⽇

炭
　
　
　
坑

⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈
万田坑 （,（（（� （,（（（� （（� （（1� （（（� （（（� （（1� （（（� ⼊場式
宮原坑 （,（（（� （（（� （� （（� （（� （（� （（� （（（� 〃　
四山坑 （,（（（� （（（� （� （� （� （� *（（ （（� *罷業終了
宮浦坑 （,（（（� （,（（（� ― （（� （（� （（� （（� （（� ⼊場式
勝立坑 （（（� （（（� （1� （（� （（� （（� （（� ⼊場式 ―
⼤浦坑 （（1� （（1� ― ― （� （� （� （（� （（（�

染料⼯業所 （（（� （（（� ― ― （� （（� （（� （（� （（�
亜鉛製煉所 （（（� （（（� ― ― ― ― （1� （1� （1
港　務　所 不明 （（（� （（1 （（1 （（1� （（（� （（1� （（1� （（1�
製　作　所 … （,（（（� ― ― ― （（（� （（（� （（（� （（（

　　合　計 … （,（（（� （（（ （（（ （（1� （（（� （11� （,1（（� （,1（（�

出典）　「罷業⼈員調」（『争議書類』所収　三池鉱業所　総務（（（）より作成。
注）　…は記述なし。

第 2表（2）　三池炭礦職種別争議罷業離脱者累計推移

職種
（（⽇現在 離　　　脱　　　者

在籍者 罷業者 （（⽇ （（⽇ （（⽇ （（⽇ （（⽇ （ ⽉ （ ⽇

修繕夫 （（（� （（（� （� （� （� （� （� （�
⽇　雇 （,（（（� （（1� （� （（� （（� （1� （（� （1�
棹　取 （,（（（� （（（� （� （（� （（� （（� （（� （（�
馬　丁 （（（� （（（� （� （（� （（� （（� （（� （1�
ポンプ運転⼿

（,（（1� （,（（（�
― ― （� （� （（� （（�

機械運転⼿ ― （� （� （� （� （（�
⼤　⼯ （（1� （（� ― ― ― ― ― （�

安全燈夫 （（（� （1� ― ― ― ― ― ―
棹　取 （（（� （（（� ― ― ― ― ― （（�
撰炭夫 （（（� （（（� ― （� （� （� （� （（�
火　夫 （1（� （（� ― ― ― ― （� （�
ポンプ運転⼿ （（� （� ― ― ― ― ― （�
機械運転⼿

（（（� （（�
― ― （� （� （� （（�

捲上運転⼿ ― （� （� （� （� （�
⼤　⼯ （（（� （1（� （� （� （� （� （� （（�
鍛冶仕上 （（（� （（（� （（� （（（� （（（� （（（� （（1� （1（�
雑　夫 （（（� （（（� ― （� （� （� （� （（�

計 （,（（（� （,（1（� （（� （（（� （（（� （（（� （（（� （（（�

出典）　第 （ 表（ （ ）と同⼀。
注）　 （ ．�史料では宮浦坑の馬丁が 1 となっており、万田坑外運転⼿の⼀部門の（（⽇罷業者数

不明、離脱者は記載あり。
　　  （ ． （ ⽉ （ ⽇ないしそれ以前に、⼤浦坑を除き⼊場式実施。

3

3
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に
加
え
、
こ
の
頃
か
ら
争
議
団
員
か
ら
も
就
業
復
帰
者
が
多
数
出
始
め
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
）
（（
（

る
（
第
2
表
（
1
）（
2
）
参
照
）。

二
三
日
に
は
、
延
期
し
た
第
四
次
市
長
会
見
を
申
込
み
、
午
後
一
時
か
ら
会
見
が
開
催
さ
れ
た
。
会
見
は
争
議
団
側
二
〇
名
、
市
長
側
が

市
長
・
小
川
第
一
課
長
以
下
数
名
・
余
田
荒
尾
町
長
・
小
堺
駛
馬
村
長
が
出
席
し
た
。
市
長
は
、
隣
接
町
村
長
よ
り
仲
裁
の
委
任
が
あ
り
、

仲
裁
の
労
を
と
っ
た
と
述
べ
、
争
議
団
側
も
市
長
の
誠
意
を
汲
み
、
満
場
一
致
で
市
長
に
調
停
一
任
を
決
定
し
た
。
市
長
は
、
経
営
側
の
意

向
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
席
を
外
し
尾
形
・
高
島
と
面
会
し
、
経
営
側
も
市
長
仲
裁
に
異
議
の
な
い
こ
と
を
確
か
め
、
仲

裁
の
具
体
的
運
び
に
入
っ
た
。
調
停
案
は
次
回
の
会
見
で
提
示
す
る
と
し
、
次
回
の
日
程
は
市
長
よ
り
通
知
す
る
こ
と
で
、
会
見
は
午
後
四

時
半
に
散
会
し
た
。
こ
の
席
で
、
争
議
団
は
希
望
す
る
次
の
三
点
を
訴
え
た
。
馘
首
者
を
出
さ
な
い
こ
と
、
罷
業
中
の
賃
銀
は
す
べ
て
会
社

側
が
支
払
う
こ
と
、
賃
銀
は
一
割
増
と
す
る
こ
と
、
こ
の
三
点
で
あ
る
。
会
見
後
、
争
議
団
は
委
員
会
を
開
き
今
後
の
協
議
を
し
た
。
そ
の

協
議
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
四
炭
山
が
聯
合
脱
退
を
表
明
し
た
の
は
、
こ
の
委
員
会
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
日
、
四
炭
山
（
宮
原
、
万
田
、
宮
浦
、
勝
立
坑
）
が
「
加
盟
脱
退
声
明
書
」
を
争
議
団
聯
合
本
部
に
提
出
し
、
争
議
団
聯
合
か
ら
脱

退
し
た
。
同
声
明
で
は
、
共
同
目
的
の
た
め
に
聯
盟
し
協
力
し
て
き
た
が
、「
感
ズ
ル
所
ア
リ
、
今
後
貴
団
体
ト
聯
盟
ヲ
絶
チ
別
個
ノ
行
動

ヲ
開
始
ス
ル
コ
ト
ニ
決
シ
タ
」
と
、
脱
退
を
表
明
し
た
。
二
一
日
以
降
、
四
炭
山
代
表
は
秘
密
会
を
重
ね
て
脱
退
を
協
議
し
、
二
二
日
に
は

四
炭
山
の
提
携
書
を
作
成
し
て
い
た
。
脱
退
の
理
由
と
し
て
、
以
下
の
四
点
を
挙
げ
て
い
）
（（
（

る
。

①�

総
本
部
幹
部
の
専
行
：
工
場
と
炭
山
で
は
境
遇
に
相
違
が
あ
り
、
要
求
に
も
相
違
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
聯
合
総
本
部
の
最
高
幹
部

を
製
作
所
で
独
占
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
で
は
、
聯
合
し
て
い
る
よ
り
独
自
の
要
求
を
掲
げ
て
交
渉
し
た
方
が
有
利

②�

仲
裁
の
不
利
：
市
長
仲
裁
な
ど
第
三
者
仲
裁
は
、
情
実
に
支
配
さ
れ
要
求
を
会
社
側
に
徹
底
さ
せ
ず
、
却
っ
て
不
利
で
あ
る
。
直
接
交

渉
す
る
こ
と
は
、
会
社
も
望
ん
で
い
る
。

③�

製
作
所
争
議
団
幹
部
に
政
治
的
色
彩
お
よ
び
労
働
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
の
連
絡
あ
り
、
と
会
社
側
に
睨
ま
れ
た
以
上
、
聯
合
す
る
の
は
炭
山
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側
の
真
の
叫
び
を
毀
損
し
、
会
社
側
の
同
情
を
失
し
不
利
な
こ
と

④�
総
本
部
へ
の
寄
贈
品
の
配
分
が
、
炭
山
側
を
疎
ん
じ
た
こ
と

こ
の
二
三
日
の
午
後
八
時
、
炭
山
側
十
二
名
は
経
営
側
と
第
二
回
の
会
見
を
し
た
（
尾
形
、
高
島
、
荒
木
）。
経
営
側
か
ら
、
市
長
に
脱

退
報
告
の
必
要
を
促
さ
れ
、
い
っ
た
ん
退
席
の
了
解
を
得
て
、
午
後
九
時
市
長
に
聯
合
脱
退
の
挨
拶
を
し
て
、
本
部
脱
退
届
請
書
を
受
取
り
、

午
後
十
時
半
に
三
人
が
帰
社
し
、
待
機
組
の
住
吉
武
雄
が
委
員
を
代
表
し
て
六
項
目
の
嘆
願
書
を
提
出
し
た
。
六
項
目
は
、
以
下
の
要
求
で

あ
る
。一

、
賃
金
現
給
に
五
〇
銭
を
増
給
　
二
、
共
愛
組
合
の
撤
廃
　
三
、
公
傷
欠
勤
又
は
入
院
中
は
一
方
分
の
本
給
と
補
給
米
支
給

四
、
退
職
手
当
を
勤
続
一
カ
年
に
対
し
現
給
の
三
〇
方
を
支
給
し
、
一
カ
年
増
す
毎
に
同
額
を
加
給
（
会
社
・
自
己
都
合
、
傷
病
を
問

わ
ず
）
五
、
辞
職
の
即
時
許
可
　
六
、
争
議
中
加
盟
欠
勤
者
に
対
し
賃
金
及
び
補
給
米
の
支
給

以
上
の
六
点
で
あ
る
。
従
来
争
議
団
聯
合
が
要
求
し
て
い
た
項
目
と
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
。
翌
二
四
日
午
前
一
時
十
五
分
に
会
見
は
終

了
し
、
次
回
会
見
は
争
議
団
か
ら
通
知
す
る
こ
と
で
了
解
さ
れ
た
。

こ
の
日
、
す
で
に
聯
合
を
脱
退
し
た
三
池
染
料
工
業
所
の
争
議
団
長
大
川
繁
松
は
、
同
所
長
中
井
の
自
宅
を
訪
ね
、
就
業
復
帰
の
条
件
を

示
し
た
。
彼
は
、
争
議
の
永
続
は
団
員
の
悪
化
を
招
来
し
、
団
員
家
族
が
窮
状
悲
惨
に
陥
る
た
め
、
以
下
の
三
点
の
内
諾
を
得
れ
ば
復
帰
す

る
と
言
明
し
）
（（
（
た
。

①
罷
業
者
の
馘
首
を
し
な
い
　
②
争
議
団
解
散
に
伴
う
始
末
金
五
〇
〇
円
見
当
を
会
社
が
支
払
う
　
③
罷
業
中
の
賃
銭
の
支
給

こ
れ
に
対
し
、
中
井
は
①
に
は
「
政
派
又
ハ
労
働
ブ
ロ
ー
カ
ー
ニ
連
絡
ア
ル
モ
ノ
ハ
恕
シ
難
シ
其
他
ハ
馘
首
セ
ズ
」、
②
は
後
始
末
金
を

会
社
が
出
す
の
は
問
題
が
あ
り
、
自
分
が
立
て
替
え
る
の
は
問
題
が
な
い
、
③
に
は
半
額
の
貸
付
は
問
題
が
な
い
、
と
回
答
し
た
。
大
川
は

回
答
を
検
討
す
る
、
と
し
て
引
き
揚
げ
た
。
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市
長
仲
裁
の
波
紋
　
二
三
日
、
経
営
側
・
争
議
団
双
方
の
市
長
へ
の
仲
裁
一
任
が
知
れ
渡
る
と
、
大
牟
田
市
商
業
団
・
同
志
会
市
会
議
員

団
が
市
長
を
訪
問
し
て
公
正
な
仲
裁
を
建
言
し
、
ま
た
三
川
町
商
工
会
も
同
様
の
働
き
か
け
を
決
議
し
た
。
二
四
日
に
は
、
そ
れ
ら
の
団
体

は
、
会
社
や
争
議
団
へ
も
市
長
仲
裁
に
よ
る
争
議
解
決
を
働
き
か
け
た
。
商
工
振
興
会
も
「
陳
情
書
」
を
市
長
に
提
出
し
早
期
解
決
を
訴
え
、

新
た
に
二
三
日
に
結
成
さ
れ
た
「
大
牟
田
市
民
会
」（
商
業
者
中
心
）
が
、
こ
の
日
、
会
社
・
争
議
団
双
方
に
争
議
の
早
期
解
決
を
訴
え
た
。

労
働
団
体
・
運
動
家
も
活
発
な
動
き
を
見
せ
た
。
日
本
労
働
総
同
盟
は
、
二
四
日
に
本
部
（
東
京
）
で
中
央
委
員
会
を
開
催
し
、
大
阪
市

電
争
議
・
小
倉
製
鋼
争
議
・
三
池
争
議
に
資
金
一
万
円
の
支
出
を
決
議
し
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
同
本
部
の
高
梨
二
三
夫
、
同
九

州
聯
合
会
主
事
広
安
栄
一
・
教
野
賢
治
、
全
国
水
平
社
長
近
藤
惣
衛
門
が
、
争
議
調
停
の
た
め
昨
夜
か
ら
来
牟
し
、
関
西
労
働
同
盟
主
事
藤

岡
文
六
も
来
訪
し
た
。
市
内
で
は
、
三
池
労
働
同
盟
が
大
牟
田
劇
場
で
労
働
演
説
会
を
開
催
し
、
六
〇
〇
人
を
集
め
て
盛
況
で
あ
っ
た
。

三
池
各
事
業
所
の
労
働
現
場
で
も
、
復
業
の
動
き
が
強
ま
っ
た
。
万
田
坑
で
は
二
三
日
朝
に
は
「
職
場
」
職
工
の
一
〇
名
が
争
議
団
脱
退

を
申
出
て
罷
業
困
難
と
な
り
、
明
日
全
員
の
復
帰
就
業
を
決
し
た
。
こ
れ
に
は
他
争
議
団
員
は
頗
る
憤
慨
す
る
も
、
坑
外
大
工
も
二
四
日
に

全
員
復
業
し
、
経
営
側
と
争
議
団
で
獲
得
の
激
し
か
っ
た
運
転
手
も
四
名
が
復
帰
し
た
。
三
池
港
務
所
の
火
夫
は
争
議
解
決
が
近
づ
く
模
様

と
受
け
止
め
、
一
八
日
提
出
し
た
未
開
封
要
求
書
を
廃
棄
し
、
精
勤
す
る
旨
港
務
所
に
言
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
各
所
で
復
帰
者
が
次
々
と

出
る
一
方
、
争
議
継
続
を
強
硬
に
主
張
す
る
団
員
も
根
強
く
多
数
を
占
め
て
い
た
。
と
り
わ
け
染
料
工
業
所
、
製
煉
所
で
は
争
議
団
聯
合
の

弱
腰
を
批
判
す
る
勢
力
が
拡
大
し
て
い
た
。

市
長
仲
裁
案
の
提
示

と
三
争
議
団
の
鼎
立

二
五
日
は
市
長
・
経
営
側
・
争
議
団
と
も
慌
た
だ
し
く
動
い
た
。
午
後
一
時
、
市
役
所
で
争
議
団
聯
合
総
本
部
と

市
長
の
第
五
次
会
見
が
実
施
さ
れ
た
。
争
議
団
側
は
、
製
作
所
・
製
煉
所
・
港
務
所
（
運
輸
部
）・
四
山
坑
・
大

浦
坑
五
者
で
構
成
す
る
総
本
部
代
表
者
で
あ
り
、
市
長
側
は
市
長
・
助
役
・
第
一
課
長
・
三
川
町
長
・
三
池
町
長
で
あ
っ
た
。
こ
の
席
で
、

市
長
が
提
出
し
た
調
停
案
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
っ
た
。



第一次大戦後不況期における財閥傘下大企業争議の展開と帰結（上）（春日）

143

一
、
会
社
ハ
相
当
ノ
時
期
ニ
於
テ
相
当
ノ
形
式
ヲ
以
テ
労
働
者
ノ
実
収
入
ノ
途
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト

二
、
罷
業
中
ノ
日
給
全
額
ヲ
何
等
カ
ノ
形
式
ニ
ヨ
リ
支
払
フ
コ
ト

三
、
馘
首
者
ヲ
出
サ
ザ
ル
コ
ト

こ
の
提
案
に
争
議
団
側
は
賛
同
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
午
後
三
時
に
委
員
を
待
た
せ
た
ま
ま
、
市
長
は
山
上
倶
楽
部
に
直
行
し
、
経
営

側
に
調
停
案
の
同
意
を
求
め
た
。
対
応
し
た
尾
形
所
長
・
高
島
主
事
と
協
議
の
あ
と
、
両
氏
は
午
後
五
時
半
に
中
座
し
て
階
上
応
接
間
で
各

事
業
所
長
・
各
坑
主
任
・
機
械
主
任
・
発
電
主
任
と
会
議
を
開
催
し
、
午
後
七
時
二
〇
分
に
終
了
し
た
。
尾
形
・
高
島
は
、
直
ち
に
待
機
し

て
い
た
市
長
に
修
正
案
を
提
示
し
、
協
議
し
た
。
賃
金
と
馘
首
者
の
件
に
つ
い
て
修
正
し
た
案
で
あ
る
。
午
後
七
時
四
〇
分
、
市
長
は
経
営

側
が
同
意
す
る
調
停
案
を
持
帰
り
、
争
議
団
側
に
諮
っ
た
。
こ
の
案
に
争
議
団
は
承
知
し
な
か
っ
た
た
め
、
午
後
八
時
半
に
竹
尾
助
役
、
同

十
一
時
半
に
は
市
長
が
山
上
倶
楽
部
を
来
訪
し
、
尾
形
・
高
島
と
協
議
し
た
。
三
時
間
に
わ
た
る
協
議
の
う
え
修
正
案
が
決
着
し
、
翌
二
六

日
午
前
一
時
五
〇
分
に
よ
う
や
く
調
停
が
成
立
し
た
。

争
議
団
聯
合
が
経
営
側
と
の
妥
結
に
向
か
っ
た
の
に
対
し
、
反
発
も
大
き
か
っ
た
。
と
り
わ
け
三
池
染
料
工
業
所
が
、
そ
れ
を
象
徴
し
て

い
た
。
二
四
日
に
開
催
さ
れ
た
同
所
支
部
長
会
議
は
、
大
川
案
で
経
営
側
と
独
自
に
交
渉
す
る
案
を
否
定
し
、
聯
合
争
議
団
へ
の
復
帰
を
可

決
し
た
。
大
川
は
辞
意
を
表
明
し
た
。
二
五
日
に
は
事
態
が
一
変
し
た
。
支
部
長
会
議
で
幹
部
改
造
の
結
果
、
新
団
長
に
高
岡
小
松
が
就
任

し
、
大
川
は
委
員
長
に
留
ま
り
、
新
委
員
長
に
加
倉
保
信
が
就
任
し
た
（
委
員
長
二
人
）。
大
川
が
委
員
長
に
留
ま
っ
た
の
は
、
争
議
団
聯

合
本
部
の
「
軟
化
」
が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
争
議
団
聯
合
へ
の
復
帰
を
求
め
て
い
た
硬
派
に
と
っ
て
、
争
議
団
聯
合
本
部
の
市
長

調
停
案
へ
の
賛
同
は
、
要
求
貫
徹
の
闘
う
争
議
団
を
求
め
た
硬
派
の
路
線
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
総
本
部
を
「
軟
化
」
と
憤
っ
て
非

難
し
、
独
立
へ
一
挙
に
傾
き
、
争
議
団
聯
合
か
ら
再
脱
退
し
、
市
長
会
見
に
出
な
か
っ
た
。
港
務
所
電
車
運
転
手
争
議
団
も
、
総
本
部
の

「
軟
化
」
を
批
判
し
て
争
議
団
聯
合
か
ら
脱
退
し
、
四
炭
山
聯
合
に
加
盟
し
た
。
こ
こ
に
聯
合
総
本
部
、
四
炭
山
聯
合
、
染
料
工
業
所
の
三
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争
議
団
の
鼎
立
状
況
が
現
出
し
）
（（
（

た
。

調
停
の
成
立
と
調
停
案
の
内
容
　
既
述
の
よ
う
に
市
長
調
停
案
は
、
二
六
日
に
入
っ
た
深
夜
に
調
停
が
成
立
し
た
。
午
前
〇
時
二
〇
分
、

岩
井
市
長
は
争
議
団
聯
合
代
表
を
同
伴
し
、
経
営
側
と
の
会
見
を
希
望
す
る
旨
、
電
話
で
経
営
側
に
申
し
込
み
、
経
営
側
も
直
ち
に
会
見
す

る
旨
回
答
し
た
。
午
前
一
時
五
分
に
本
社
（
三
池
鉱
業
所
本
部
）
所
長
室
付
応
接
室
で
、
経
営
側
・
争
議
団
・
調
停
者
側
の
会
見
が
行
わ
れ

た
。
調
停
者
側
と
し
て
、
市
長
・
竹
尾
助
役
・
三
川
町
長
・
坂
口
三
池
町
長
が
列
席
し
、
経
営
側
で
は
尾
形
三
池
鉱
業
所
長
・
中
山
三
池
製

作
所
長
・
荒
木
三
池
鉱
業
所
主
事
・
服
部
三
池
港
務
所
長
・
小
田
三
池
製
煉
所
長
・
高
島
三
池
鉱
業
所
主
事
が
対
応
し
、
争
議
団
聯
合
は
製

作
所
（
中
村
亀
吉
・
城
島
友
吉
ら
五
人
）・
製
煉
所
（
増
永
杢
次
・
中
原
繁
人
）・
港
務
所
・
運
輸
（
富
安
登
三
郎
）・
四
山
坑
（
馬
場
精
一
、

他
一
人
）・
大
浦
坑
（
近
浦
松
太
郎
）
の
代
表
が
出
席
し
た
。
こ
の
場
に
は
、
小
川
市
第
一
課
長
・
曽
我
部
第
二
課
長
・
萩
尾
福
岡
県
警
部

が
臨
席
し
）
（（
（

た
。

ま
ず
市
長
が
調
停
成
立
の
挨
拶
を
行
な
い
、
そ
の
席
で
仲
裁
成
立
の
「
決
定
事
項
」
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
「
要
領
」
は
、
以
下
の
七
点

で
あ
る
。

一
、
今
回
ノ
争
議
ハ
之
ヲ
善
意
ニ
解
釈
ス
ル
コ
ト

二
、
総
テ
今
回
ノ
争
議
ニ
ヨ
リ
犠
牲
者
ヲ
出
サ
ザ
ル
コ
ト

　
　�

但
シ
秩
序
保
持
上
又
ハ
自
己
ノ
責
任
上
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ハ
市
長
ト
相
談
ノ
上
退
職
セ
ラ
ル
ル
事
ア
ル
ベ
シ
、
然
シ
一
旦
ハ
全
テ

旧
態
ニ
復
ス
ル
コ
ト

三
、
案
件
ニ
付
イ
テ
ハ
誠
意
ヲ
以
テ
調
査
ヲ
遂
ゲ
改
善
ス
ベ
キ
モ
ノ
ハ
必
ズ
其
ノ
実
現
ヲ
図
ル
コ
ト

　
　
且
ツ
団
員
ト
ノ
意
思
疎
通
ヲ
図
リ
親
善
ヲ
期
ス
ル
ガ
為
メ
最
善
ノ
方
法
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト

四
、�

会
社
ハ
労
使
協
調
ノ
機
関
タ
ル
共
愛
組
合
ノ
改
善
ト
其
円
満
ナ
ル
活
用
ヲ
図
ル
コ
ト
且
ツ
団
員
ト
ノ
意
思
疎
通
ヲ
図
リ
親
善
ヲ
期
ス
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ル
ガ
為
メ
最
善
ノ
方
法
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト

五
、�
会
社
ハ
此
際
団
員
諸
君
ニ
対
シ
若
干
ノ
救
済
方
法
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト
、
即
チ
罷
業
中
ノ
給
与
ノ
半
額
ヲ
家
族
ノ
見
舞
金
ト
シ
テ
貸
与
シ

若
シ
誠
実
ニ
壱
ヶ
月
間
勤
メ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
呈
上
ス
ル
コ
ト
　
此
外
廿
六
日
ハ
整
理
ノ
為
休
業
ス
ル
モ
罷
業
中
ト
同
様
半
方
ヲ

給
シ
廿
七
日
ハ
昼
迄
出
レ
バ
正
当
ノ
出
役
ト
認
メ
テ
方
米
支
給
セ
ラ
ル
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
市
長
仲
裁
決
定
事
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
外 

席
上
ニ
テ
付
帯
事
項

六
、�

遠
征
行
商
者
ニ
シ
テ
廿
七
日
迄
ニ
帰
宅
シ
得
ザ
ル
モ
ノ
ハ
、
廿
七
日
、
廿
八
日
、
廿
九
日
ノ
三
日
間
ハ
出
勤
ト
見
做
ス
事
、
此
ノ
人

員
ハ
少
数
ニ
付
取
調
ベ
ノ
上
人
名
ヲ
届
出
ル
事

七
、
三
年
契
約
ニ
此
ノ
争
議
ノ
休
業
日
数
ヲ
契
約
期
間
ニ
加
算
セ
ヌ
様
ニ
ス
ル
コ
ト

�

以
上

そ
の
後
に
尾
形
所
長
が
関
係
所
長
を
代
表
し
て
感
謝
を
表
し
、
調
停
条
件
実
現
に
努
力
を
誓
っ
た
。
最
後
に
中
村
委
員
長
が
、
争
議
団
を

代
表
し
て
市
長
へ
の
謝
意
と
と
も
に
、
会
社
側
の
誠
意
あ
る
声
明
に
謝
意
を
表
し
て
、
二
六
日
午
前
一
時
五
〇
分
に
会
見
は
終
わ
っ
た
。
こ

の
後
、
午
前
二
時
半
に
和
解
の
手
打
式
が
実
施
さ
れ
）
（（
（

た
。

こ
の
直
後
午
前
三
時
、
尾
形
は
争
議
円
満
解
決
を
次
の
よ
う
に
本
店
取
締
役
宛
に
打
電
し
た
。

「�

市
長
ノ
仲
裁
ニ
ヨ
リ
只
今
争
議
団
幹
部
ト
会
見
円
満
ニ
解
決
シ
タ
、
即
賃
金
ニ
付
テ
ノ
要
求
ハ
一
切
之
ヲ
容
レ
ズ
将
来
能
率
推
進
ノ
上

ハ
之
ニ
伴
ッ
テ
相
当
増
収
ヲ
計
ル
事
　
其
他
ノ
事
項
ハ
満
腔
ノ
誠
実
ヲ
以
テ
研
究
ノ
上
改
善
ス
ベ
キ
モ
ノ
ア
ラ
ハ
其
ノ
改
善
ヲ
実
現
ス

ル
事
　
罷
工
中
ノ
給
料
ハ
支
給
セ
ザ
ル
モ
家
族
見
舞
金
ト
シ
テ
給
料
ノ
半
額
ヲ
貸
与
シ
向
フ
一
ヶ
月
間
誠
実
ニ
勤
務
シ
タ
ル
時
ハ
之
ヲ

給
料
ス
ル
事
　
争
議
ノ
理
由
ニ
ヨ
リ
テ
解
雇
セ
ズ
但
シ
将
来
勤
務
ヲ
許
シ
難
キ
モ
ノ
ハ
市
長
ノ
勧
告
ニ
ヨ
リ
解
職
セ
シ
ム
ル
事
ア
ル
ベ
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シ
　
二
十
六
日
ハ
休
業
ニ
シ
二
十
七
日
ヨ
リ
就
業
ノ
事
」

こ
れ
に
続
け
て
、
争
議
団
聯
合
を
脱
退
し
た
罷
業
団
に
つ
い
て
も
、
明
日
「
同
様
ノ
振
合
」
で
解
決
す
る
見
込
、
と
簡
潔
に
合
意
内
容
が
本

店
に
伝
え
ら
れ
）
（（
（
た
。

二
六
日
午
後
六
時
、
岩
井
市
長
は
五
争
議
団
体
と
の
「
協
定
成
立
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
先
の
「
決
定
事
項
ノ
要
領
」
と
全
く

同
一
で
あ
る
が
、
仲
裁
の
経
過
を
詳
細
に
説
明
し
、
ま
た
決
定
事
項
も
念
を
入
れ
て
説
明
し
た
長
文
の
声
明
で
あ
り
、
関
係
者
・
関
係
団

体
・
地
域
住
民
の
理
解
を
得
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
、
こ
の
争
議
が
地
域
住
民
を
巻
込
む
形
で
展
開
し
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
声
明
文
で
、
中
村
委
員
長
は
全
権
を
市
長
に
委
任
し
た
が
、
最
終
的
に
次
の
二
つ
を
条
件
と
し
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
休
業
中
（
争
議
中
）
の
給
料
を
支
給
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
絶
対
に
解
雇
者
を
出
さ
な
い
こ
と
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
争
議

団
の
ギ
リ
ギ
リ
の
譲
歩
と
言
え
よ
う
。

こ
の
声
明
文
で
、
市
長
は
会
社
・
争
議
団
諸
君
が
「
所
謂
親
子
の
関
係
」
に
あ
る
か
ら
、
今
回
の
争
議
を
「
親
た
る
会
社
側
は
善
意
に
解

釈
致
し
て
も
ら
う
」
こ
と
に
し
た
と
述
べ
、
経
営
側
代
表
と
し
て
尾
形
も
「
皆
さ
ん
（
争
議
団
…
引
用
者
）
と
私
等
と
は
一
家
族
で
あ
り
ま

す
か
ら
今
後
一
致
協
力
し
て
邦
家
の
為
に
尽
瘁
さ
れ
ん
こ
と
を
熱
望
し
て
止
ま
な
い
」
と
応
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は

両
者
と
も
経
営
家
族
主
義
に
立
脚
し
、
そ
の
共
同
体
的
性
格
を
前
面
に
押
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
に
相
互
譲
歩
の
結
果
と
し
て
受
け

止
め
さ
せ
、
ま
た
諸
共
同
体
の
関
係
性
の
中
に
生
活
す
る
地
域
住
民
か
ら
も
受
容
さ
れ
る
内
容
を
盛
込
ん
だ
と
言
え
）
（（
（
る
。

4　

争
議
団
の
市
長
仲
裁
対
応
と
争
議
の
帰
結

調
停
案
批
判
と
各
所
争
議
団
　
聯
合
総
本
部
の
幹
部
は
、
二
六
日
早
朝
か
ら
各
支
部
に
交
渉
顛
末
の
説
明
と
調
停
案
の
理
解
を
求
め
た
。

し
か
し
、
各
支
部
い
ず
れ
も
調
停
案
を
屈
辱
的
で
あ
る
と
し
、「
憤
慨
其
極
ニ
達
シ
」
た
。
強
硬
論
者
の
中
に
は
陣
容
を
建
直
し
、
炭
山
側
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と
再
提
携
し
て
上
京
委
員
を
選
定
し
、
東
京
本
社
に
直
接
談
判
を
開
始
し
、
日
本
労
働
総
同
盟
の
後
援
を
受
け
、
飽
く
ま
で
初
志
貫
徹
を
主

張
し
た
。
そ
の
一
部
は
炭
山
側
幹
部
を
訪
問
し
賛
同
を
求
め
た
が
、
炭
山
側
は
経
営
側
と
会
見
中
の
た
め
不
発
に
終
わ
っ
た
。
総
本
部
は
、

こ
の
事
態
に
驚
愕
し
各
支
部
の
慰
撫
に
奔
走
し
た
。

お
膝
元
の
製
作
所
争
議
団
も
各
支
部
長
会
議
を
開
催
し
、
以
下
の
三
点
を
問
題
点
と
し
て
挙
げ
、
深
夜
ま
で
協
議
し
て
罷
業
継
続
を
決
議

し
、
決
議
文
を
総
本
部
に
送
付
し
た
。
問
題
点
は
、
①
他
争
議
団
の
多
く
が
未
解
決
状
態
の
中
、
争
議
発
端
の
製
作
所
の
み
屈
辱
的
条
件
で

就
業
す
る
の
は
、
同
胞
に
対
し
信
義
を
欠
く
事
、
②
市
民
の
甚
大
な
同
情
を
得
た
に
も
係
わ
ら
ず
、
無
条
件
就
業
は
市
民
に
対
し
て
申
し
訳

な
く
、
吾
人
の
今
日
ま
で
の
悪
戦
苦
闘
を
水
泡
に
帰
す
る
こ
と
、
③
解
決
条
件
は
団
員
一
般
に
計
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
本

部
幹
部
の
み
で
協
定
し
た
越
権
行
為
を
大
い
に
憎
む
べ
き
行
為
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
三
点
で
あ
っ
）
（（
（
た
。

炭
山
聯
合
は
、
こ
の
日
の
午
前
十
時
か
ら
経
営
側
と
第
二
回
の
会
見
を
し
た
。
そ
れ
に
先
立
つ
午
前
九
時
、
大
牟
田
小
山
警
察
署
長
は
、

炭
山
側
代
表
委
員
に
持
久
戦
の
不
利
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
後
の
会
見
に
は
、
経
営
側
で
は
尾
形
、
高
島
、
荒
木
と
四
炭
山
の
各
主
任
七
名
、

争
議
団
側
で
は
宮
浦
坑
（
十
八
名
）、
宮
原
坑
（
十
六
名
）、
勝
立
坑
（
七
名
）、
万
田
坑
（
九
名
）、
港
務
所
電
車
（
六
名
）
の
代
表
委
員
総

勢
五
六
名
が
参
加
し
た
。
会
談
で
は
、
す
で
に
二
三
日
に
提
出
し
た
「
嘆
願
書
」
の
六
項
目
要
求
を
、
争
議
団
が
改
め
て
強
く
求
め
た
。
こ

れ
に
対
し
経
営
側
は
、
公
傷
欠
勤
入
院
の
方
米
（
補
給
米
）
支
給
と
退
職
手
当
の
勤
続
年
数
に
応
じ
た
加
給
に
つ
い
て
は
、
改
善
に
努
力
す

る
旨
言
明
し
た
が
、
賃
金
増
額
、
共
愛
組
合
廃
止
は
断
固
拒
否
し
、
そ
れ
以
外
の
要
求
も
受
け
入
れ
を
明
言
し
な
か
っ
た
。
ま
た
三
池
製
作

所
の
規
則
に
は
他
組
合
参
加
不
可
規
定
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
事
業
所
に
は
そ
れ
が
あ
る
点
の
不
整
合
を
追
求
し
、
そ
の
条
項
の
撤

廃
を
争
議
団
は
求
め
た
が
、
そ
れ
も
認
め
な
か
っ
た
。
長
時
間
の
交
渉
も
妥
結
で
き
ず
、
交
渉
団
全
員
辞
任
の
言
辞
も
出
る
な
か
で
、
熟
考

の
余
地
が
あ
り
、
団
員
に
諮
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
二
日
間
の
考
慮
期
間
を
置
き
二
八
日
正
午
に
再
開
の
う
え
回
答
す
る
こ
と
で
、
午
後

五
時
半
に
会
見
は
終
了
し
た
。
な
お
、
二
日
間
の
考
慮
期
間
中
の
支
給
米
の
争
議
団
の
要
求
を
経
営
側
も
受
け
入
れ
、
同
時
に
こ
の
間
行
商
、
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演
説
会
な
ど
は
一
切
休
止
す
る
こ
と
で
同
意
し
）
（1
（

た
。

他
各
所
争
議
団
で
も
批
判
が
続
出
し
た
。
製
煉
所
争
議
団
は
第
二
次
罷
業
を
声
明
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
警
戒
し
た
大
牟
田
小
山
警
察

署
長
は
、
独
立
の
染
料
工
業
所
争
議
団
幹
部
・
各
支
部
長
十
五
名
を
署
に
召
喚
し
て
争
議
解
決
促
進
を
訓
示
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
同
争

議
団
代
表
委
員
は
中
井
所
長
と
会
見
し
、
そ
こ
で
中
井
調
停
案
と
そ
の
説
明
を
受
け
、
就
業
を
勧
告
さ
れ
た
。
代
表
委
員
が
そ
れ
ら
を
承
諾

し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
団
員
の
承
認
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
諸
事
業
所
で
、
争
議
継
続
派
が
全
体
と
し
て
多
数
を
占
め
た
。
各

争
議
団
が
調
停
案
を
屈
辱
的
と
す
る
主
な
理
由
は
、
要
求
項
目
の
一
か
条
も
会
社
側
が
明
確
に
承
認
し
て
い
な
い
こ
と
、
と
く
に
重
要
な
賃

上
げ
の
条
項
が
有
耶
無
耶
に
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
あ
っ
た
。

他
方
で
、
就
業
復
帰
の
動
き
も
大
き
く
な
っ
て
い
た
。
宮
浦
坑
で
は
、
採
炭
夫
が
新
た
に
罷
業
に
参
加
す
る
一
方
、
共
愛
組
合
相
談
役
・

惣
代
が
中
心
と
な
っ
て
甲
乙
丙
三
方
の
採
炭
夫
に
よ
る
反
争
議
団
の
旗
揚
げ
を
し
、
そ
れ
に
反
対
す
る
勢
力
を
押
切
り
、
遂
に
争
議
団
解
散

勧
告
を
決
議
す
る
に
至
っ
た
。
四
山
坑
で
は
、
乙
方
棹
取
馬
丁
争
議
団
が
調
停
成
立
に
万
歳
を
連
呼
し
、
争
議
団
の
看
板
を
撤
去
し
、
明
日

か
ら
の
就
業
を
炭
坑
側
に
通
知
し
た
。
港
務
所
で
も
、
電
車
運
転
手
争
議
団
以
外
は
、
大
勢
に
順
応
し
争
議
団
の
看
板
を
撤
去
し
）
（（
（
た
。

二
七
日
は
、
各
争
議
団
と
も
目
ま
ぐ
る
し
い
動
き
を
見
せ
た
。
市
長
仲
裁
案
を
受
入
れ
た
製
作
所
な
ど
の
事
業
所
の
状
況
を
「
争
議
情
報���

第
十
二
報
」
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

「
一
、�

市
長
ノ
仲
裁
ニ
依
リ
既
ニ
解
決
本
日
ヨ
リ
出
勤
ス
ベ
キ
筈
ナ
ル
各
所
ノ
出
役
状
況
其
他
ハ
左
ノ
通
リ
ニ
シ
テ
一
般
形
勢
甚
ダ
不
良

ナ
リ

　
　
　
　
　
製
作
所
　
本
工
場
　
出
役
四
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
工
場
　
出
役
二
六
〇
人
（
総
勢
三
〇
〇
人
中
）

　
　
　
　
　
四
山
坑
、
大
浦
坑
、
製
煉
所
ノ
罷
業
者
ハ
出
役
セ
ズ
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一
、
宮
浦
坑
採
炭
夫
ハ
甲
方
ノ
一
部
新
タ
ニ
罷
業
ニ
加
盟
　
総
員
七
十
名
ト
ナ
レ
リ

　
一
、
染
料
　
Ｍ
工
場
今
朝
五
十
人
出
役
）
（（
（
ス
」

こ
の
よ
う
に
製
作
所
本
工
場
で
は
総
員
一
一
九
〇
名
中
復
帰
者
僅
か
四
人
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
分
工
場
は
ほ
と
ん
ど
が
出
役
す
る
も

怠
業
状
態
に
陥
り
、
争
議
継
続
を
主
張
す
る
声
が
大
き
く
な
り
、
争
議
団
幹
部
の
慰
撫
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
投
票
の
結
果
争
議
継
続
を
決
定

し
、
本
工
場
と
歩
調
を
共
に
す
る
こ
と
に
決
し
た
。
そ
の
本
工
場
で
は
、
昨
夜
の
争
議
継
続
決
定
に
「
最
高
幹
部
ノ
狼
狽
甚
ダ
シ
ク
」、
午

前
八
時
に
幹
部
会
を
開
催
し
、
改
め
て
支
部
長
会
議
を
開
か
せ
慰
撫
す
る
も
、
争
議
継
続
を
決
定
し
た
。
聯
合
総
本
部
幹
部
の
中
村
、
城
島

等
は
、
各
支
部
を
歴
訪
し
て
慰
撫
に
務
め
る
も
、
争
議
継
続
を
転
換
さ
せ
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
支
部
長
会
議
で
は
、
様
々
な
要

求
が
出
さ
れ
、
市
長
仲
裁
案
再
検
討
す
ら
提
起
さ
れ
た
。
製
煉
所
争
議
団
は
反
対
を
表
明
し
、
今
朝
幹
事
会
を
開
い
て
要
求
貫
徹
し
な
い
限

り
争
議
継
続
を
決
議
し
、
団
員
の
帰
宅
を
認
め
ず
、
各
自
そ
の
持
ち
場
を
死
守
し
て
結
束
を
固
め
た
。
同
争
議
団
は
、
三
池
争
議
団
中
で
最

も
頑
強
と
見
ら
れ
た
。

炭
山
争
議
聯
合
で
は
、
午
前
中
に
各
支
部
会
、
夕
刻
に
は
支
部
長
会
議
が
開
か
れ
、
市
長
調
停
案
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
経
営
側
と
の
直

接
談
判
に
よ
る
初
志
貫
徹
の
方
針
を
決
定
し
た
。
同
聯
合
参
加
の
宮
原
坑
で
も
、
行
商
を
中
止
し
て
団
員
会
議
を
開
催
し
、
投
票
の
結
果
争

議
継
続
を
決
定
し
た
。
争
議
聯
合
と
経
営
側
の
演
説
中
止
の
合
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昼
夜
に
わ
た
り
演
説
会
を
催
行
し
た
。
勝
立
坑
で
は
、

幹
部
の
軟
化
を
批
判
す
る
硬
派
が
幹
部
に
改
選
さ
れ
た
。
就
業
を
決
定
し
た
四
山
坑
争
議
団
で
も
、
他
炭
坑
が
罷
業
し
て
い
る
の
に
当
坑
の

み
就
業
す
る
の
は
、
炭
山
側
に
失
望
を
与
え
、
か
つ
同
情
を
よ
せ
た
町
村
民
に
申
し
訳
な
い
、
と
し
て
出
役
し
な
か
っ
た
。

唯
一
採
炭
夫
が
争
議
に
参
加
し
た
宮
浦
坑
で
は
、
そ
の
採
炭
夫
争
議
団
と
反
対
論
者
が
激
し
い
鍔
迫
り
合
い
を
演
じ
て
い
た
。
争
議
団
と

反
対
論
者
の
諸
々
の
や
り
取
り
の
経
緯
の
あ
と
、
二
七
日
午
後
四
時
半
争
議
団
か
ら
共
愛
組
合
相
談
役
宛
に
会
談
の
申
込
が
あ
り
、
共
愛
組

合
相
談
役
全
員
が
招
集
さ
れ
、
争
議
団
と
の
会
見
は
坑
所
主
任
の
意
向
で
あ
る
旨
も
明
か
さ
れ
、
会
見
が
了
承
さ
れ
た
。
午
後
六
時
四
〇
分
、
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相
談
役
一
同
、
同
争
議
団
本
部
で
会
見
し
、
争
議
団
の
申
出
事
項
を
受
取
っ
た
あ
と
経
営
側
係
員
と
打
合
せ
、
午
後
九
時
四
〇
分
に
再
度
争

議
団
と
面
会
し
、
午
後
十
一
時
に
戻
っ
た
。
そ
の
申
出
事
項
と
回
答
は
、
以
下
の
内
容
で
あ
る
。
①
二
四
日
以
降
の
団
員
・
家
族
と
も
出
役

同
様
に
扱
う
こ
と
、
②
争
議
に
伴
う
解
雇
を
し
な
い
こ
と
、
解
雇
の
場
合
に
は
そ
の
理
由
を
示
し
、
後
日
の
証
拠
と
し
て
主
任
の
証
明
を
発

行
す
る
こ
と
、
③
社
宅
居
住
を
停
止
し
な
い
こ
と
、
④
岡
崎
儀
太
郎
不
信
念
の
た
め
解
雇
さ
れ
た
い
、
こ
れ
ら
で
あ
る
。
こ
れ
へ
の
回
答
は
、

証
明
発
行
と
④
を
除
け
ば
、
市
長
調
停
案
の
範
囲
内
で
ほ
ぼ
認
め
る
内
容
で
あ
っ
た
。
但
し
、
二
七
日
に
限
り
で
争
議
団
を
解
散
し
、
ビ
ラ

そ
の
他
を
撤
廃
し
、
団
員
の
解
放
を
付
け
加
え
た
。
争
議
団
で
は
、
翌
二
八
日
午
前
十
一
時
に
回
答
へ
の
返
事
を
約
し
た
。

こ
う
し
た
争
議
継
続
の
大
勢
に
対
し
て
、
硬
派
が
制
し
て
い
た
勝
立
坑
で
は
、
そ
の
後
も
硬
軟
両
派
と
経
営
側
も
介
入
し
た
宣
伝
戦
な
ど

激
し
い
や
り
取
り
が
あ
り
、
そ
の
宣
伝
が
争
議
団
員
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
結
果
、
経
営
側
と
好
関
係
を
主
張
す
る
流
派
が
主
導

し
て
、
明
日
（
二
八
日
）
の
炭
山
聯
合
と
経
営
側
と
の
会
見
が
不
調
な
場
合
に
は
聯
合
を
脱
退
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
ま
た
、
万
田
坑
で

は
電
車
運
転
手
争
議
団
が
解
散
し
た
。
争
議
継
続
の
事
業
所
で
も
、
復
業
の
流
れ
が
増
大
し
て
い
た
。

独
立
独
歩
の
染
料
工
業
所
争
議
団
で
も
争
議
継
続
が
大
勢
で
あ
り
、
争
議
団
幹
部
は
そ
の
対
処
に
苦
慮
し
て
い
た
。
幹
部
会
で
は
、
今
朝

争
議
継
続
を
決
定
し
、
行
商
隊
は
新
規
の
旗
を
作
っ
て
出
発
し
た
。
争
議
継
続
を
主
張
し
た
幹
部
か
ら
は
、
持
久
戦
継
続
と
な
れ
ば
、
幸
い

熊
本
県
阿
蘇
郡
の
耕
地
整
理
事
務
所
か
ら
争
議
団
員
幾
百
名
た
り
と
も
使
用
し
た
い
、
と
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
、
と
報
告
し
て
い
る
。
同

争
議
団
は
、
初
志
貫
徹
の
態
度
相
当
強
固
、
と
観
測
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
経
済
的
基
盤
を
確
保
で
き
る
と
の
期
待
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
午
後
二
時
、
昨
日
の
約
束
に
基
づ
き
、
争
議
団
委
員
五
名
が
経
営
側
と
会
見
し
た
。
経
営
側
は
、
団
員
に
市
長
仲
裁
に

よ
り
復
帰
就
業
を
勧
告
す
る
も
、
能
率
増
進
に
よ
る
増
収
の
具
体
案
を
得
な
け
れ
ば
説
得
困
難
だ
っ
た
と
し
て
、
争
議
団
側
は
具
体
案
の
提

示
を
迫
っ
た
。
経
営
側
は
之
を
拒
否
し
た
。
そ
の
夜
、
右
五
名
は
経
営
側
主
要
幹
部
の
荘
原
宅
を
訪
問
し
、
右
要
求
を
繰
返
し
、
ま
た
団
員

説
得
上
必
要
と
し
て
会
社
側
の
方
針
を
書
面
に
記
載
す
る
よ
う
求
め
た
。
荘
原
も
そ
れ
を
承
諾
し
た
。
こ
の
染
料
工
業
所
で
も
、
Ｍ
工
場
で
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は
五
〇
名
中
四
九
名
が
就
業
し
て
い
る
。
復
業
の
流
れ
も
確
実
に
強
ま
っ
て
い
）
（（
（

た
。

炭
山
争
議
団
聯
合
・

各
坑
の
動
向
と
地
域

二
八
日
に
な
る
と
、
地
域
の
動
向
が
争
議
継
続
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
大
牟
田
市
外
銀
水
村
の
坂
井
真
登
が

尾
形
に
面
会
し
、
市
長
仲
裁
案
に
よ
る
円
満
解
決
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
罷
業
継
続
を
遺
憾
と
し
て
、
近
隣
町
村
を

動
か
し
そ
の
賛
同
を
求
め
て
、
各
区
長
が
罷
業
者
の
個
別
訪
問
に
乗
出
し
就
業
勧
告
す
る
こ
と
を
尾
形
に
提
案
し
た
。
尾
形
は
、
そ
の
厚
意

に
感
謝
し
た
。
銀
水
村
で
は
、
こ
の
日
か
ら
全
区
長
が
蹶
起
し
て
罷
業
者
の
戸
別
訪
問
を
開
始
し
、
即
時
就
業
を
勧
告
し
た
。
午
後
一
時
に

は
、
三
池
郡
役
所
で
、
市
長
と
近
隣
町
村
長
の
会
合
が
実
施
さ
れ
た
。
市
長
の
調
停
経
緯
報
告
の
あ
と
、
経
営
側
と
炭
山
争
議
聯
合
か
ら
市

長
へ
仲
裁
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
、
前
回
同
様
市
長
に
全
権
委
任
す
る
こ
と
で
散
会
し
た
。

経
営
側
と
炭
山
争
議
聯
合
と
の
会
見
が
、
同
日
午
後
四
時
過
に
開
始
さ
れ
た
。
経
営
側
は
尾
形
、
高
島
、
荒
木
ほ
か
港
務
所
長
、
各
坑
主

任
な
ど
八
名
、
争
議
団
側
は
代
表
委
員
三
〇
名
、
傍
聴
者
三
三
名
が
入
場
し
、
団
員
約
四
〇
名
が
廊
下
で
傍
聴
し
た
。
こ
の
会
見
の
内
容
は
、

双
方
の
強
硬
意
見
で
ま
と
ま
ら
ず
、
僅
か
四
〇
分
で
物
別
れ
に
終
わ
っ
た
。
経
営
側
は
、
争
議
団
内
部
の
強
硬
派
批
判
の
動
向
に
着
目
し
て

強
硬
な
態
度
を
と
り
、
争
議
団
も
内
部
の
強
硬
派
を
意
識
し
て
経
営
側
が
譲
歩
す
る
ま
で
争
議
継
続
を
主
張
し
た
。
と
り
わ
け
経
営
側
が
拒

否
す
る
賃
金
問
題
に
矛
先
を
集
中
さ
せ
た
た
め
、
妥
結
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
見
は
、
炭
坑
労
働
者
の
意
識
を
探
る
上
で
興
味
深
い
の

で
、
次
章
で
検
討
し
よ
う
。
会
見
が
物
別
れ
に
終
わ
っ
た
た
め
、
強
硬
派
で
は
持
久
戦
の
方
策
を
三
つ
ほ
ど
提
起
し
た
が
、
い
ず
れ
で
も
纏

ま
ら
な
か
っ
）
（（
（
た
。

炭
山
争
議
聯
合
下
の
各
坑
の
動
向
を
見
る
と
、
各
坑
で
多
様
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
部
で
も
様
々
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
極
ま
っ

た
の
が
、
宮
浦
坑
で
あ
っ
た
。
新
た
に
採
炭
夫
が
罷
業
に
加
わ
っ
た
同
坑
乙
方
採
炭
夫
争
議
団
に
対
し
て
は
、
激
し
い
切
屑
が
行
わ
れ
た
。

同
争
議
団
が
共
愛
組
合
相
談
役
へ
の
回
答
を
約
束
し
た
こ
の
二
八
日
、
相
談
役
の
再
三
の
要
求
に
も
回
答
せ
ず
、
荒
木
争
議
団
長
は
昨
日
の

要
求
を
繰
り
返
し
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
判
明
し
な
い
が
、
午
後
九
時
、
相
談
役
一
同
は
、
会
社
側
の
要
求
を
受
け
入
れ
ず
争
議
団
を
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解
散
し
な
い
場
合
、
争
議
団
要
求
の
第
二
、
第
三
の
要
求
（
前
掲
②
、
③
）
を
保
証
し
な
い
旨
、
同
争
議
団
に
申
し
伝
え
た
。
そ
の
直
前
の

午
後
七
時
頃
、
経
営
側
は
争
議
団
員
の
家
族
に
対
し
、
九
時
頃
ま
で
に
争
議
団
員
を
連
れ
帰
ら
さ
な
け
れ
ば
、
解
雇
も
し
く
は
社
宅
外
居
住

を
命
ず
べ
き
旨
を
通
達
し
た
。
驚
愕
し
た
家
族
は
、
直
ち
に
争
議
団
本
部
に
押
寄
せ
脱
退
を
促
し
、
そ
の
哀
願
に
耐
え
ず
硬
派
一
四
名
を
除

き
多
数
が
脱
退
し
、
翌
日
午
前
二
時
争
議
団
解
散
に
至
っ
た
。

し
か
し
、
採
炭
夫
以
外
の
鉱
夫
・
職
工
は
、
復
帰
出
役
者
が
増
大
は
し
て
い
た
が
、
争
議
継
続
の
意
思
固
く
、「
他
炭
山
に
比
し
頗
る
強

硬
と
観
測
さ
れ
る
」
状
況
で
あ
っ
た
。
炭
山
争
議
団
聯
合
の
会
見
不
調
を
受
け
て
、
各
支
部
で
は
打
合
せ
が
行
わ
れ
た
。
機
械
部
諸
職
工
の

中
に
は
、
持
久
戦
を
覚
悟
し
て
作
業
服
を
取
出
し
に
来
る
者
が
お
り
、
ま
た
宮
浦
坑
争
議
団
で
は
警
戒
歌
（
（（
節
に
及
ぶ
）
を
作
り
、
団
員

の
結
束
を
阻
害
す
る
裏
切
り
者
の
発
生
の
予
防
を
図
っ
た
。

勝
立
坑
で
は
、
団
員
打
合
会
議
が
開
か
れ
、
最
終
的
に
明
日
炭
山
争
議
団
連
合
か
ら
脱
退
し
、
主
任
と
直
接
会
見
の
上
、
円
満
に
解
決
す

る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
そ
の
内
部
で
は
、
議
論
が
沸
騰
し
て
い
た
。「
少
壮
者
ニ
交
戦
論
者
多
ク
強
硬
ニ
幹
部
ノ
穏
健
論
ニ
反
対
シ
来
リ
」、

彼
ら
は
争
議
継
続
を
主
張
す
る
も
、
幹
部
が
ほ
と
ん
ど
徹
夜
で
説
得
し
た
結
果
、
右
の
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
主
戦
論
者
の
主
な
者
は
、

坑
内
運
転
手
で
あ
っ
た
。
運
転
技
術
を
身
に
つ
け
た
彼
ら
は
、
需
要
が
多
く
転
職
が
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
か
ら
、
強
く
出
ら
れ
た
と
言
え

よ
う
。

万
田
坑
、
宮
原
坑
と
も
二
八
日
の
復
帰
者
は
ほ
と
ん
ど
居
ら
ず
、
昨
日
争
議
団
を
解
散
し
た
大
浦
坑
は
、
各
自
自
宅
に
帰
宅
し
自
由
行
動

と
な
り
、
今
後
に
つ
い
て
は
明
日
方
針
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
四
山
坑
は
一
人
も
就
業
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
坑
で
は
争
議
団

幹
部
が
、
団
員
に
就
業
す
る
よ
う
勧
誘
し
、
さ
ら
に
主
任
に
対
し
て
も
団
員
を
よ
く
理
解
し
て
優
遇
す
る
よ
う
に
懇
請
し
、
明
日
か
ら
就
業

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

最
も
争
議
継
続
に
頑
強
と
見
ら
れ
た
製
煉
所
争
議
団
は
、
午
前
中
の
評
議
員
会
の
後
、
午
後
二
時
か
ら
二
時
間
工
場
主
任
・
事
務
主
任
と
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会
談
し
、
能
率
増
進
に
よ
る
収
入
増
加
の
具
体
的
説
明
を
要
求
す
る
も
、
両
主
任
は
直
ち
に
説
明
困
難
と
し
て
、
会
談
は
物
別
れ
に
終
わ
っ

た
。
染
料
工
業
所
争
議
団
は
、
昨
日
の
約
束
に
基
づ
き
今
日
会
見
予
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
。
経
営
側
で
は
争
議
団
要

求
に
対
す
る
会
社
の
方
針
覚
書
を
作
成
し
て
い
た
。
経
営
側
で
は
午
後
十
時
に
使
い
を
出
す
も
、
委
員
四
散
し
て
集
合
困
難
な
た
め
翌
日
午

前
十
時
に
面
会
と
な
る
。
こ
の
日
、
同
争
議
団
幹
部
は
福
岡
に
遠
征
し
、
演
説
会
を
開
催
し
て
い
た
。
委
員
の
四
散
は
、
そ
の
た
め
で
あ

ろ
）
（（
（
う
。

市
長
仲
裁
に
よ
る
争
議
終
息
へ
の
道
程
　
膠
着
状
態
に
見
え
た
争
議
団
・
経
営
側
の
交
渉
も
、
市
長
・
警
察
等
や
市
会
議
員
・
地
域
諸
団

体
の
仲
介
を
契
機
に
、
二
九
日
、
三
〇
日
に
大
き
く
進
展
し
た
。
二
九
日
、
経
営
側
と
の
会
見
が
不
調
に
終
わ
っ
た
炭
山
争
議
団
聯
合
に
対

し
、
岩
井
大
牟
田
市
長
・
小
堺
駛
馬
村
長
・
余
田
荒
尾
町
長
が
、
同
争
議
団
に
会
見
を
申
込
み
、
午
後
一
時
か
ら
市
役
所
で
会
見
が
行
わ
れ

た
。
三
首
長
・
市
助
役
と
争
議
団
（
宮
浦
坑
八
人
・
宮
原
坑
二
人
・
万
田
坑
二
人
）
が
同
席
し
、
県
特
別
高
等
課
警
部
補
・
大
牟
田
警
察
署

高
等
係
部
長
が
立
会
っ
た
。
会
見
で
、
ま
ず
市
長
が
発
言
し
、
争
議
続
行
は
争
議
団
・
会
社
双
方
が
窮
地
に
陥
り
、
市
民
・
近
隣
町
村
の
不

安
さ
ら
に
「
国
家
産
業
上
頗
ル
憂
慮
ニ
不
耐
」、
こ
の
た
め
市
・
町
・
村
長
が
仲
裁
を
執
り
、
そ
の
委
任
を
受
け
れ
ば
公
平
に
衝
に
当
た
る
、

と
陳
述
し
た
。
争
議
団
は
即
答
せ
ず
、
協
議
の
う
え
明
日
正
午
ま
で
に
回
答
す
る
、
と
約
し
た
。
会
見
後
、
支
部
会
議
が
開
催
さ
れ
、
い
ず

れ
も
市
長
一
任
を
決
議
し
た
。

炭
山
聯
合
か
ら
の
脱
退
を
検
討
し
て
い
た
勝
立
坑
争
議
団
は
、
会
見
に
参
加
せ
ず
、
午
後
三
時
に
同
聯
合
か
ら
の
脱
退
を
表
明
し
、
そ
の

後
ほ
ぼ
市
長
仲
裁
案
で
円
満
解
決
を
経
営
側
に
申
し
入
れ
た
。
市
長
仲
裁
案
と
の
若
干
の
違
い
は
、
①
罷
業
中
全
日
程
の
一
日
一
方
分
の
賃

銭
と
方
米
の
支
給
、
も
し
不
可
能
な
場
合
に
は
家
族
救
済
金
中
よ
り
米
を
実
費
で
貸
与
す
る
こ
と
、
②
七
月
一
日
よ
り
全
員
就
業
す
る
に
付
、

六
月
三
〇
日
は
出
役
扱
と
す
る
こ
と
、
こ
の
二
点
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
午
後
十
一
時
五
〇
分
、
経
営
側
と
争
議
団
が
会
見
し
、

以
下
の
回
答
を
得
た
。
①
家
族
救
済
金
は
市
長
仲
裁
案
と
同
様
の
こ
と
、
但
し
救
済
金
よ
り
一
人
一
方
以
内
の
見
当
で
方
米
を
貸
渡
す
こ
と
、
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②
三
〇
日
は
入
場
式
を
実
施
し
、
出
頭
者
は
出
役
と
し
、
そ
う
で
な
い
者
は
半
方
給
与
、
但
し
七
月
一
日
よ
り
全
方
稼
業
の
こ
と
、
こ
れ
で

あ
る
。
こ
の
回
答
を
争
議
団
は
了
解
し
、「
会
社
側
ノ
誠
意
ア
ル
処
ヲ
認
メ
製
作
所
外
四
ヶ
所
ニ
対
ス
ル
市
長
ノ
仲
裁
案
通
リ
承
諾
仕
候
也
、

依
テ
六
月
三
十
日
ヨ
リ
無
相
違
就
業
可
致
者
也
」
と
の
文
言
の
入
っ
た
「
覚
書
」
に
調
印
し
た
。
こ
こ
に
六
月
七
日
か
ら
の
勝
立
坑
争
議
が

終
了
し
た
。
六
月
三
〇
日
午
前
〇
時
五
〇
分
で
あ
っ
た
。

即
答
を
留
保
し
た
炭
山
聯
合
争
議
団
は
、
三
〇
日
午
前
中
に
幹
事
会
を
開
催
し
、
市
長
一
任
を
決
議
し
、
午
後
二
時
に
市
役
所
で
第
二
回

の
市
長
会
見
を
行
っ
た
。
市
長
側
は
既
述
の
四
名
、
争
議
団
側
は
宮
浦
坑
十
九
名
・
宮
原
坑
六
名
・
万
田
坑
六
名
・
港
務
所
（
電
車
）
一
名

が
出
席
し
た
。
こ
の
席
で
、
ま
ず
争
議
団
の
永
吉
委
員
長
（
宮
原
坑
）
が
市
長
一
任
に
決
し
た
と
述
べ
た
あ
と
、
争
議
の
目
的
を
、
労
働
者

の
経
済
上
の
苦
情
を
救
済
す
る
た
め
と
労
働
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
た
め
、
こ
の
二
点
を
挙
げ
、
そ
の
た
め
に
苦
闘
し
て
き
た
、
と
争

議
の
意
義
を
強
調
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
仲
裁
ノ
労
」
を
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
要
請
し
た
。
市
長
が
そ
れ
を
受
け
て
仲
裁
を
承

諾
し
た
あ
と
、
永
吉
は
仲
裁
の
参
考
と
し
て
、
以
下
の
六
項
の
希
望
条
項
と
既
定
事
項
・
未
決
事
項
を
提
示
し
た
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、

後
に
検
討
す
る
が
、
特
別
新
し
い
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
争
議
団
に
不
必
要
に
敵
対
し
た
者
へ
の
対
処
、
敵
意
あ

る
挑
発
的
言
動
の
厳
禁
の
要
望
は
、
労
働
者
の
意
識
と
し
て
注
目
し
た
い
。

こ
の
要
望
を
携
え
、
岩
井
は
経
営
側
に
仲
裁
を
求
め
、
経
営
側
も
同
意
し
、
希
望
条
件
を
提
示
し
て
協
議
し
た
結
果
、
以
下
の
争
議
団
聯

合
の
調
停
を
踏
襲
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
、
会
社
は
今
回
の
争
議
を
善
意
に
解
釈
す
る
こ
と
、
二
、
犠
牲
者
を
出
さ
な
い
こ
と
、
三
、
各

案
（
争
議
団
提
起
）
に
対
し
調
査
し
、
改
善
す
べ
き
も
の
は
そ
の
実
現
を
期
す
る
こ
と
、
四
、
共
愛
組
合
の
円
満
な
活
用
を
図
る
こ
と
、
且

つ
団
員
の
意
思
疎
通
を
図
り
、
親
善
を
期
す
る
為
最
善
の
方
法
を
と
る
こ
と
、
五
、
会
社
は
こ
の
際
団
員
側
に
対
し
、
若
干
の
救
済
方
法
を

講
ず
る
こ
と
、
以
上
の
五
点
で
あ
る
。
市
長
は
、
こ
れ
ら
を
詳
細
に
説
明
し
、
争
議
団
も
了
承
し
た
。
午
後
十
時
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
市
長

な
ど
調
停
者
と
争
議
団
は
会
社
を
訪
問
し
た
。
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午
後
十
時
二
五
分
、
三
者
の
会
見
が
開
始
さ
れ
た
。
出
席
者
は
、
次
の
面
々
で
あ
っ
た
。
仲
裁
者
：
岩
井
大
牟
田
市
長
・
小
堺
駛
馬
村

長
・
余
田
荒
尾
町
長
・
小
川
市
役
所
第
一
課
長
・
長
曽
我
部
市
役
所
産
業
課
長
、
争
議
団
：
宮
浦
坑
（
二
一
名
）・
宮
原
坑
（
六
名
）・
万
田

坑
（
十
五
名
）・
港
務
所 

電
車
（
一
名
）、
経
営
側
：
尾
形
鉱
業
所
長
・
服
部
港
務
所
長
・
高
島
鉱
業
所
主
事
・
荒
木
同
主
事
・
稲
荷
田
万

田
坑
主
任
・
森
本
宮
浦
坑
主
任
補
佐
・
里
村
宮
原
坑
主
任
・
井
上
鉱
務
技
師
・
守
田
庶
務
書
記
長
・
大
石
庶
務
書
記
・
加
藤
同
書
記
、
臨

席
：
萩
尾
県
警
部
・
大
牟
田
漆
原
署
高
等
科
巡
査
部
長
。

ま
ず
市
長
が
両
者
の
同
意
内
容
を
陳
述
し
た
後
、
会
社
側
に
は
改
善
要
求
、
争
議
団
に
は
就
業
・
精
励
を
促
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
尾
形

が
仲
裁
へ
の
謝
辞
を
述
べ
、
仲
裁
案
の
実
現
を
期
す
る
こ
と
を
誓
い
、
挨
拶
し
た
。
続
い
て
永
吉
康
一
が
争
議
団
を
代
表
し
て
、
仲
裁
側
の

尽
力
、
警
察
官
の
寛
大
な
態
度
に
感
謝
し
、
精
励
に
努
力
す
る
こ
と
を
誓
う
挨
拶
を
し
た
。
そ
の
後
、
以
下
の
付
帯
事
項
が
決
定
さ
れ
た
。

　
一
、
残
務
処
理
：
本
部
　
各
二
人
宛
　
　
七
ケ
所
　
　
七
月
一
日
〜
四
日
間

　
　
　
　
　
　
　
　
支
部
　
同
　
　
　
　
　
三
六
ケ
所
　
七
月
一
日
〜
二
日
間
（
万
田
五
ケ
所
、
宮
原
十
ケ
所
、
宮
浦
二
十
一
ケ
所
）

　
　
　
　
　
　
　
　
残
務
期
間
は
出
勤
と
す
る
。

　
一
、
入
所
式
：
七
月
一
日
正
午
よ
り
半
時
間
　
日
給
半
方
支
給
、
方
米
支
給
　
二
日
よ
り
就
業

　
一
、
遠
征
行
商
者
：�

行
先
・
氏
名
届
出
、
七
月
一
日
　
日
給
半
方
支
給
、
方
米
支
給
　
七
月
二
日
出
勤
と
同
様
の
扱
い
、
三
日
就
業
の
こ

と

以
上
を
取
決
め
、
午
後
十
一
時
半
に
会
見
を
終
了
し
た
。
こ
こ
に
炭
山
の
争
議
は
、
終
結
し
た
。

独
立
独
歩
の
染
料
工
業
所
争
議
団
は
、
二
九
日
午
前
九
時
に
中
井
所
長
と
会
見
し
た
。
勝
木
・
荘
原
・
玉
置
・
秋
山
な
ど
染
料
工
業
所
幹

部
も
同
席
し
、
争
議
団
側
は
四
工
場
・
洗
鉱
場
・
汽
罐
場
の
代
表
七
名
が
出
席
し
た
。
こ
こ
で
所
長
は
争
議
団
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
た
会
社

側
方
針
「
覚
書
」
を
交
付
し
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
七
項
目
で
あ
る
。
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一
、
今
回
争
議
に
よ
る
犠
牲
者
を
出
さ
な
い
こ
と
（
条
件
を
つ
け
な
い
）

　
二
、�
工
業
施
設
・
作
業
方
法
の
改
善
に
よ
り
能
率
増
進
し
、
稼
働
者
の
増
収
を
期
す
こ
と
（
賃
上
拒
否
は
、
危
機
に
あ
る
吾
邦
産
業
界
に

さ
ら
に
一
大
亀
裂
を
生
じ
る
事
を
懼
れ
て
の
事
、「
是
ハ
我
々
職
員
ノ
最
モ
責
任
ヲ
感
ズ
ル
処
デ
ア
リ
マ
ス
」「
染
料
工
業
所
ハ
最
難

事
業
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
デ
殊
ニ
創
業
日
尚
ホ
浅
ク
工
場
ノ
施
設
及
作
業
方
法
ニ
ハ
幾
多
改
善
ス
ベ
キ
処
ガ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
是
カ
ラ
一
層

稼
働
者
諸
君
及
職
員
協
力
シ
テ
其
改
善
ニ
努
力
ス
レ
バ
事
業
成
績
ハ
必
ズ
向
上
シ
従
テ
稼
働
者
諸
君
ノ
収
入
増
加
ヲ
計
ル
事
ハ
充
分

確
信
ガ
ア
リ
マ
ス
」）

　
三
、�「
共
愛
組
合
ノ
組
織
ヲ
改
善
シ
其
円
滑
ナ
ル
運
用
ヲ
期
ス
ル
事
」（
会
社
側
も
そ
の
改
善
の
必
要
を
認
め
て
お
り
、
そ
れ
を
こ
の
機
会

に
各
位
と
と
も
に
進
め
る
）

　
四
、�

退
職
手
当
は
現
状
に
て
留
保
（
会
社
も
調
整
中
）、（
自
己
都
合
に
よ
る
退
職
者
へ
の
支
給
は
、
本
来
の
性
質
か
ら
不
合
理
で
あ
り
不

可
能
だ
が
、
支
給
増
加
は
「
多
少
共
増
加
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ト
思
イ
マ
ス
カ
ラ
」
そ
の
改
正
ま
で
保
留
し
て
ほ
し
い
）

　
五
、�「
扶
助
料
ハ
早
晩
工
場
法
施
行
改
正
セ
ラ
レ
其
支
給
額
モ
大
体
増
加
セ
ラ
ル
ル
筈
ナ
リ
、
其
実
施
後
ニ
於
テ
改
正
ス
ル
事
」（
改
正
案

は
現
行
よ
り
高
率
、
そ
の
実
施
を
待
っ
て
、
会
社
も
改
定
方
針
、
そ
れ
ま
で
保
留
し
て
ほ
し
い
）

　
六
、�

争
議
欠
役
中
の
団
員
に
対
し
、
各
自
日
給
の
半
額
を
一
時
貸
与
し
、
一
ヶ
月
勤
務
後
に
之
を
呈
上
す
る
こ
と
（「
各
団
員
家
計
ノ
状

態
ヲ
考
慮
」
し
、
一
週
間
以
内
に
支
払
う
）

　
七
、�

七
月
一
日
一
斉
就
業
の
場
合
、
当
日
の
早
退
を
許
可
す
る
と
と
も
に
方
米
を
支
給
（「
罷
業
中
各
位
ハ
留
守
勝
ニ
テ
家
庭
上
ニ
モ

種
々
ノ
用
件
モ
嵩
ミ
居
ル
事
ト
思
イ
マ
ス
カ
ラ
当
日
ハ
早
引
ト
シ
テ
方
米
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
マ
ス
」）

以
上
の
「
覚
書
」
に
対
し
、
四
〇
分
の
応
答
の
後
、
争
議
団
は
書
面
で
の
回
答
を
約
し
た
。
委
員
中
四
名
は
穏
健
派
で
「
解
決
ノ
下
心
」

持
っ
て
の
臨
ん
だ
と
推
測
さ
れ
、
残
る
三
名
は
強
硬
派
で
あ
っ
た
。
強
硬
派
の
二
人
は
、
独
身
者
だ
っ
た
。
彼
ら
は
妥
結
を
回
避
し
よ
う
と
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し
た
が
、「
当
争
議
団
モ
大
局
ニ
逆
行
シ
得
ズ
穏
健
派
優
勢
ト
ナ
リ
来
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
」
と
観
測
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
支

部
長
会
議
で
は
、
経
営
側
の
「
覚
書
」
は
抽
象
的
だ
と
し
て
不
満
者
多
数
を
占
め
、
罷
業
継
続
の
「
最
後
ノ
持
久
戦
」
の
「
決
行
」
を
決
定

し
た
。
そ
の
「
経
済
的
幇
助
ノ
方
法
」
と
し
て
、
依
頼
し
て
い
た
阿
蘇
郡
の
耕
地
整
理
の
請
負
工
事
に
遠
征
し
、
そ
の
他
田
植
等
の
出
稼
ぎ

に
出
発
し
た
。
ま
た
、
行
商
隊
は
柳
川
、
佐
世
保
、
熊
本
八
代
方
面
に
出
掛
け
）
（（
（

た
。

翌
三
〇
日
に
は
、
二
八
日
に
福
岡
に
遠
征
中
で
あ
っ
た
染
料
工
業
所
争
議
団
弁
論
部
二
名
が
、
総
同
盟
加
入
の
件
で
戻
り
、
直
ち
に
委
員

会
が
開
催
さ
れ
深
夜
ま
で
協
議
が
行
わ
れ
た
。
総
同
盟
加
盟
は
決
定
に
至
ら
ず
、
加
盟
推
進
派
の
四
名
は
、
三
〇
日
朝
、
同
委
員
会
の
顛
末

を
報
告
し
今
後
の
対
策
を
打
ち
合
わ
せ
る
た
め
、
福
岡
合
同
労
働
組
合
幹
部
兼
九
州
聯
合
会
幹
部
の
秋
本
の
い
る
福
岡
に
向
か
っ
た
。

強
硬
派
の
福
岡
行
を
好
機
と
し
て
、
和
議
派
委
員
代
表
四
名
（
Ｙ
工
場
、
Ｐ
工
場
、
Ｎ
工
場
、
水
洗
場
）
が
、
正
午
に
所
長
宅
を
訪
問
し
、

経
営
側
幹
部
五
名
と
会
見
し
た
。
代
表
委
員
は
、
改
め
て
能
率
増
進
に
よ
る
収
入
増
加
の
具
体
案
を
要
求
し
た
が
、
経
営
側
は
そ
の
明
示
が

困
難
な
事
情
を
縷
々
述
べ
た
。
こ
の
た
め
そ
の
追
求
を
思
い
止
ま
り
、
昨
日
手
交
さ
れ
た
「
覚
書
」
に
修
正
を
要
求
し
た
。
そ
の
内
容
は
、

一
、
能
率
増
進
の
項
に
「
能
率
増
進
ニ
依
リ
収
入
五
十
銭
ヲ
増
ス
様
ニ
ス
ル
コ
ト
」
の
意
味
を
添
付
ス
ル
コ
ト
、
二
、
現
在
の
共
愛
組
合
を

二
分
し
、
職
工
共
愛
組
合
と
職
員
共
愛
組
合
に
す
る
こ
と
、
労
働
者
の
み
の
組
合
を
認
め
る
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
っ
た
。
経
営
側
は
右
要

求
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
懇
諭
し
、
遂
に
争
議
団
側
は
「
覚
書
」
中
の
字
句
の
修
正
で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
そ
の
修
正
は
、

犠
牲
者
を
出
さ
な
い
、
の
前
に
「
絶
対
ニ
」
を
挿
入
し
、
収
入
増
加
の
「
確
信
」
を
「
保
証
」
に
変
え
、「
覚
書
」
第
七
項
に
は
、
行
商
中

な
ど
で
一
日
に
出
勤
出
来
な
い
者
は
、
一
、
二
及
三
日
だ
け
は
出
勤
と
み
な
す
、
を
追
加
す
る
、
こ
の
三
点
の
み
で
あ
っ
た
。「
覚
書
」
は

染
料
工
業
所
名
義
で
下
付
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
合
意
し
、
午
後
九
時
に
争
議
団
の
請
書
が
手
交
さ
れ
た
。
和
議
派
が
、
強
硬
派
の
帰
郷
前

に
復
帰
の
体
制
を
確
立
す
る
意
図
が
あ
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
た
。
こ
こ
に
染
料
工
業
所
の
争
議
も
終
息
を
迎
え
）
（（
（
た
。

本
争
議
の
発
端
で
も
あ
り
、
争
議
団
聯
合
総
本
部
の
中
心
的
担
い
手
で
も
あ
っ
た
製
作
所
争
議
団
は
、
総
本
部
が
仲
裁
案
を
受
諾
し
た
に
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も
拘
わ
ら
ず
、
既
述
の
よ
う
に
争
議
継
続
を
主
張
し
、
二
七
日
以
降
も
就
業
者
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
八
日
も
一
人
の
就
業
者

の
姿
も
な
く
、
午
前
十
時
か
ら
支
部
長
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
同
会
議
で
は
、
炭
山
側
交
渉
を
待
ち
、
罷
業
継
続
を
多
数
が
支
持
し
た
。
し

か
し
、
強
硬
論
を
主
張
す
る
製
作
所
の
電
気
・
轆
轤
・
仕
上
な
ど
の
各
工
場
の
ほ
か
、
団
員
全
員
の
投
票
に
よ
り
調
停
案
の
賛
否
を
主
張
す

る
鋳
物
工
場
な
ど
、
工
場
に
よ
っ
て
主
張
は
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
各
支
部
で
団
員
の
意
向
を
聴
取
す
る
こ
と
と
な
り
、
各
支
部
の
協

議
の
結
果
、
以
下
が
報
告
さ
れ
た
。

①�

鋳
物
工
場
は
市
長
仲
裁
案
を
諒
解
し
て
世
論
に
従
う

②�

鍛
冶
工
場
は
飽
く
ま
で
初
志
貫
徹
、
容
認
さ
れ
な
け
れ
ば
全
員
辞
職
し
て
炭
山
側
と
連
携

③�

製
缶
工
場
は
市
長
仲
裁
案
の
能
率
増
進
収
入
増
加
の
即
時
断
行
を
期
し
、
罷
業
中
の
日
給
半
額
の
確
実
な
支
給
、
解
雇
者
を
出
さ
な
い

会
社
側
声
明
を
要
求

④�

仕
上
工
場
は
賃
金
一
割
増
と
五
〇
銭
増
給
を
要
求
し
、
犠
牲
者
を
出
さ
な
い
こ
と
、
こ
の
要
求
に
対
し
、
一
昼
夜
以
内
に
回
答
が
な
い

場
合
に
は
全
員
総
辞
職
決
行

⑤�

溶
接
工
場
は
初
志
貫
徹
否
定
の
場
合
に
は
全
員
総
辞
職
し
、
炭
山
側
と
連
携

⑥�

電
気
工
場
は
世
論
に
従
う
も
誠
意
を
誠
意
と
認
め
る
ま
で
は
罷
業
継
続

⑦�

轆
轤
工
場
は
罷
業
中
日
給
半
額
支
給
、
犠
牲
者
を
出
さ
な
い
こ
と

以
上
の
決
議
を
支
部
長
会
議
に
提
出
し
、
取
纏
め
の
審
議
の
結
果
、
以
下
の
四
点
を
決
議
し
た
。

一
、
能
率
増
進
の
方
法
並
び
に
増
収
率
の
程
度
を
明
確
に
し
、
之
を
本
給
に
組
込
む
こ
と

二
、
休
業
中
一
方
分
の
賃
金
支
給

三
、
争
議
に
よ
る
辞
職
強
要
を
し
な
い
こ
と
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四
、
炭
山
側
と
の
連
絡
は
、
一
切
宣
伝
部
に
一
任
の
こ
と

こ
の
決
議
と
同
時
に
、
熟
考
の
余
地
あ
り
と
し
て
、
翌
日
改
め
て
支
部
長
会
議
開
催
を
決
議
し
た
。
二
九
日
朝
よ
り
、
同
争
議
団
本
部
は

委
員
会
を
開
催
し
、
争
議
団
残
務
を
三
〇
日
で
終
了
し
、
七
月
一
日
よ
り
就
業
し
、
団
員
一
同
之
を
承
認
し
な
い
場
合
は
委
員
一
同
総
辞
職

を
決
議
し
た
。
午
後
一
時
に
支
部
長
会
議
を
開
き
、
①
七
月
一
日
よ
り
就
業
し
、
一
ヶ
月
間
出
勤
し
会
社
の
誠
意
を
見
定
め
る
試
験
期
間
と

す
る
こ
と
、
②
六
月
三
〇
日
は
委
員
を
選
定
し
、
残
務
整
理
を
す
る
こ
と
、
③
こ
の
決
議
に
不
服
が
あ
り
実
行
で
き
な
い
場
合
に
は
、
幹
部

辞
職
し
新
幹
部
を
選
出
し
て
会
社
側
と
交
渉
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
を
決
議
し
、
各
支
部
に
一
斉
に
知
ら
せ
団
員
の
賛
否
を
問
う
た
。
そ
れ

を
集
約
し
て
深
夜
十
二
時
に
本
部
幹
部
会
で
協
議
の
結
果
、
①
炭
山
側
の
争
議
解
決
を
待
っ
て
一
同
就
業
し
、
炭
山
側
の
交
渉
長
引
く
際
に

は
各
団
体
の
自
由
行
動
に
ま
か
せ
る
こ
と
、
②�

労
働
組
合
を
こ
の
際
組
織
…
（
以
下
判
読
不
可
）
を
決
定
し
た
。
要
す
る
に
就
業
決
議
で

あ
る
。
こ
の
就
業
決
議
は
、
翌
三
〇
日
午
前
十
時
に
岩
井
市
長
に
通
知
し
）
（（
（

た
。

争
議
の
終
息
　
七
月
一
日
に
は
、
国
友
工
場
主
任
が
製
作
所
争
議
団
本
部
を
来
訪
し
、
争
議
団
幹
部
と
会
談
し
、
入
場
式
挙
行
を
勧
告
し

た
。
こ
れ
を
受
け
午
後
幹
部
会
が
開
か
れ
、
以
下
の
日
程
を
決
議
し
た
。
①
七
月
一
日
限
り
を
以
っ
て
争
議
団
聯
合
総
本
部
・
製
作
所
争
議

団
本
部
・
同
所
属
支
部
を
撤
廃
す
る
こ
と
、
②
同
時
に
争
議
団
を
解
散
す
る
こ
と
、
③
二
日
は
帰
宅
休
養
し
、
三
日
入
場
式
挙
行
の
こ
と
、

④
四
日
よ
り
一
同
平
常
通
り
勤
務
の
こ
と
、
⑤
争
議
中
応
援
物
資
寄
贈
者
へ
の
感
謝
状
を
贈
る
こ
と
、
⑥
争
議
経
過
並
び
に
市
民
へ
の
感
謝

演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。
引
続
き
午
後
七
時
か
ら
各
支
部
長
会
議
が
開
か
れ
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
会
社
に
そ
の
内
容
を

通
知
し
た
。
同
時
に
支
部
長
会
議
で
は
、
争
議
団
の
解
散
と
と
も
に
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
「
純
労
働
組
合
ノ
必
要
」
が
提
起
さ
れ
、「
之

ガ
組
織
ノ
好
機
ナ
リ
ト
ナ
シ
其
組
合
要
綱
其
他
設
立
ニ
関
ス
ル
重
要
事
項
ヲ
協
議
ス
ル
所
ア
リ
、
直
チ
ニ
之
ガ
創
立
委
員
ノ
選
挙
ヲ
ナ
シ
組

合
員
ノ
調
印
ニ
着
手
ス
ル
コ
ト
ヲ
決
議
セ
リ
」
と
、「
純
労
働
組
合
」
設
立
の
準
備
に
着
手
し
た
。

最
も
強
固
に
結
束
を
固
め
罷
業
を
継
続
し
て
い
た
の
は
、
製
煉
所
争
議
団
で
あ
っ
た
。
三
〇
日
夜
に
は
市
内
帝
国
館
で
蒸
留
所
争
議
団
の
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演
説
会
が
挙
行
さ
れ
、
午
後
十
時
か
ら
は
小
田
所
長
が
争
議
団
本
部
・
支
部
の
幹
部
を
招
致
し
会
談
し
た
。
こ
の
会
談
は
翌
七
月
一
日
の
朝

四
時
ま
で
続
き
、
所
長
は
総
同
盟
加
入
の
非
を
訓
示
し
、
就
業
を
強
く
勧
告
し
た
。
会
談
の
後
も
、
争
議
団
側
は
依
然
市
長
仲
裁
案
に
不
満

を
示
し
、
午
後
四
時
頃
当
争
議
団
員
二
〇
名
程
は
臼
田
久
内
（
憲
政
党
）
を
訪
問
し
、
調
停
を
依
頼
し
た
。
臼
田
は
速
や
か
に
就
業
す
る
よ

う
説
得
し
た
。
こ
の
夜
に
は
、
争
議
団
の
蒸
留
所
第
一
支
部
長
が
争
議
団
か
ら
の
脱
退
を
表
明
し
、
翌
二
日
午
前
三
時
に
は
営
繕
・
レ
ト
ル

ト
・
倉
庫
・
焼
礦
合
同
組
幹
部
に
数
名
が
加
わ
り
、
小
田
所
長
宅
を
訪
問
し
、
団
員
一
同
復
帰
を
言
明
し
、
同
時
に
染
料
工
業
所
同
様
の

「
覚
書
」
を
要
求
す
る
も
、
小
田
は
そ
の
必
要
は
な
い
、
と
し
て
引
取
ら
せ
た
。

二
日
午
後
二
時
か
ら
、
市
長
調
停
案
を
受
け
入
れ
た
圧
延
工
場
は
、
入
場
式
を
挙
行
し
、
明
日
か
ら
の
就
業
に
同
意
し
た
。
ま
た
、
営

繕
・
レ
ト
ル
ト
・
焼
礦
合
同
組
も
市
長
会
見
（
小
田
所
長
臨
席
）
の
後
、
市
長
諒
解
の
も
と
に
明
日
三
日
に
入
場
式
挙
行
を
約
し
た
。
経
営

側
に
と
っ
て
問
題
は
、
最
頑
強
争
議
団
の
蒸
留
所
へ
の
対
処
で
あ
っ
た
。「
復
帰
ノ
模
様
寸
毫
モ
発
見
セ
ズ
」
状
況
に
、
市
長
も
繰
返
し
就

業
勧
告
の
使
を
派
し
、
再
三
召
喚
す
る
も
幹
部
不
在
で
来
ら
ず
、
夜
に
は
市
内
聚
楽
座
で
演
説
会
を
催
し
、
意
気
軒
昂
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

対
処
す
る
た
め
、
午
後
十
一
時
に
、
経
営
側
は
第
一
支
部
（
昨
日
、
支
部
長
の
争
議
団
脱
退
表
明
）
に
働
き
か
け
、
同
支
部
脱
退
書
を
纏
め

争
議
団
本
部
に
送
付
さ
せ
、
翌
三
日
午
前
十
時
の
入
場
式
実
施
を
約
束
さ
せ
た
。
福
岡
県
下
よ
り
応
援
に
来
て
い
た
警
察
官
は
、
こ
の
日
午

後
か
ら
引
揚
げ
を
開
始
し
、
翌
日
ま
で
に
漸
次
引
揚
げ
た
。

三
日
に
入
る
と
、
製
作
所
争
議
団
が
、
午
前
九
時
に
大
牟
田
劇
場
に
集
合
し
た
後
、
十
時
に
工
場
毎
に
整
列
し
て
一
斉
に
入
門
し
、
十
一

時
半
に
は
工
場
裏
手
広
場
で
職
員
側
と
職
工
側
と
の
交
換
の
挨
拶
が
あ
り
、
三
池
製
作
所
万
歳
を
昌
和
し
て
入
場
式
を
終
え
、
明
日
就
業
と

な
っ
た
。
三
池
染
料
工
業
所
は
、
こ
の
日
よ
り
一
同
出
役
し
て
就
業
を
開
始
し
、
夜
に
は
市
内
聚
楽
座
で
感
謝
演
説
会
を
開
催
し
た
。
こ
の

日
に
は
、
松
島
炭
礦
か
ら
の
来
援
職
工
が
帰
山
し
た
。
製
煉
所
は
、
午
前
十
時
に
営
繕
・
レ
ト
ル
ト
・
焼
礦
の
合
同
組
と
蒸
留
所
一
部
の
入

場
式
の
後
、
午
後
四
時
半
と
六
時
四
〇
分
の
二
回
、
蒸
留
所
争
議
団
の
脱
退
組
の
入
場
式
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
日
夜
か
ら
翌
四
日
ま
で
、
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次
々
に
同
争
議
団
の
就
業
復
帰
者
が
出
る
も
、
争
議
団
支
部
内
部
（
全
五
支
部
）
が
分
裂
し
、
強
硬
派
残
留
組
は
い
っ
そ
う
態
度
を
硬
化
さ

せ
た
。
し
か
し
、
四
日
の
経
営
側
の
手
分
け
し
た
帰
宅
先
訪
問
や
大
日
本
帝
国
飛
行
協
会
宣
伝
部
長
を
自
称
す
る
粟
田
正
風
（
新
派
俳
優
と

も
い
う
）
の
就
業
勧
告
等
に
よ
り
、
五
日
午
後
五
時
に
最
後
の
残
留
組
も
入
場
し
て
入
場
式
が
挙
行
さ
れ
、
こ
こ
に
「
全
三
池
争
議
」
が
最

終
的
に
終
息
し
）
（（
（

た
。
製
作
所
も
製
煉
所
も
、
争
議
終
息
後
市
内
で
感
謝
演
説
会
を
実
施
し
、
地
域
住
民
へ
の
感
謝
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、

製
作
所
で
は
八
日
に
職
工
純
労
働
組
合
の
発
会
式
実
施
し
、
組
合
規
約
制
定
・
役
員
の
選
出
を
行
な
っ
た
。

（
（
）　「
大
牟
田
労
働
争
議
ト
某
炭
坑
員
調
査
報
告
」
大
正
十
三
年
七
月
二
日
〈
或
ル
炭
鉱
ガ
特
ニ
二
人
ヲ
派
シ
調
査
セ
シ
タ
ル
モ
ノ
〉
三
井
物
産

会
社
用
紙
　
三
池
・
田
川
・
山
野
鉱
業
所
長
宛
若
松
渡
辺
敏
衛
　『
各
地
労
働
争
議
関
係
　
自
大
正
十
一
年
至
大
正
十
四
年
』
所
収
　
三
井
文

庫
所
蔵
　
三
池
鉱
業
所
総
務
（�

（�
（
、
以
下
、
総
務
（�

（�

（
と
略
）、「
製
作
所
怠
業
事
件
」（『
争
議
書
類
』
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）、「
争
議
顛

末
」（
大
正
十
三
年
五
月
二
九
日
付
尾
形
次
郎
宛
三
池
製
作
所
中
山
岩
吉
報
告
）・「
三
池
製
作
所
争
議
顛
末
」
五
月
三
〇
日
付
本
店
取
締
役
宛

尾
形
次
郎
報
告
（
以
上
「
紛
擾
報
告
」
所
収
、
同
報
告
『
争
議
書
類
』
所
収
）
に
よ
る
。
な
お
、
一
九
二
三
年
夏
〜
秋
・
冬
に
か
け
て
の
賞

与
・
賃
金
削
減
の
詳
し
い
推
移
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
第
一
次
大
戦
後
不
況
期
の
三
池
炭
礦
経
営
と
労
務
管
理
―
「
万
田
騒
擾
」
の
衝
撃
と

「
全
三
池
争
議
」
の
前
提
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
五
号
）
参
照
。

（
（
）　
前
後
の
記
述
は
、「
㊙
製
作
所
怠
業
事
件
」・「
紛
擾
報
告
」（
大
正
十
三
年
五
月
二
七
日
付
福
岡
鉱
務
署
長
宛
三
井
鉱
山
株
式
会
社
鉱
業
代
理

人
尾
形
次
郎
（
前
掲
『
争
議
書
類
』
所
収
）、
前
掲
資
料
に
よ
る
。
文
中
の
引
用
は
、
前
掲
「
三
池
製
作
所
争
議
顛
末
」
に
よ
る
。
な
お
、
大

隈
は
、
三
月
末
設
立
の
三
池
労
働
同
盟
員
と
さ
れ
る
が
、
会
社
側
に
争
議
団
の
内
情
を
報
告
し
て
い
る
。
後
の
争
議
団
と
経
営
側
と
の
会
見
で

は
、
争
議
団
幹
部
の
中
に
外
部
勢
力
と
結
び
付
い
て
い
る
者
が
い
る
と
発
言
し
、
争
議
団
の
混
乱
を
画
策
し
て
い
る
。

（
（
）　
前
掲
「
三
池
製
作
所
争
議
顛
末
」（
本
店
取
締
役
宛
）。

（
（
）　
前
掲
「
紛
擾
報
告
」（
福
岡
鉱
務
所
長
宛
）。
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（
（
）　「
労
働
争
議
顛
末
報
告
」
七
月
二
一
日
付
三
池
鉱
業
所
庶
務
主
任
宛
製
作
所
事
務
主
任
報
告
（
総
務
（�

（�

（
）。
な
お
、
こ
れ
以
降
の
記
述
は
、

「
発
信
電
報
（
写
）」・「
争
議
日
誌
」（『
争
議
書
類
』
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）
に
よ
る
。

（
（
）　「
三
池
労
働
争
議
経
過
誌
」（
総
務
（�

（�

1
）、「
争
議
情
報
」（
三
池
鉱
業
所
鉱
務
主
任
発
各
事
業
所
長
・
各
坑
主
任
宛
　
前
掲
『
争
議
書

類
』
所
収
）。

（
（
）　
会
社
側
の
組
織
化
、
後
述
の
演
説
会
に
つ
い
て
は
、「
三
池
労
働
争
議
経
過
誌
」（
六
月
一
六
日
）
に
よ
る
。

（
（
）　
十
六
、
十
七
日
の
文
中
引
用
は
、
前
掲
「
発
信
電
報
（
写
）」（
二
十
五
報
）
お
よ
び
「
三
池
労
働
争
議
経
過
誌
」
六
月
十
六
日
）。

（
（
）　「
発
信
電
報
（
写
）」（
三
十
一
報
）。
な
お
、
十
八
〜
二
一
日
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
経
過
誌
」
に
よ
る
。

（
（1
）　「
大
隈
信
夫
報
告
」（『
争
議
報
告
』
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）。

（
（（
）　
前
掲
「
経
過
誌
」
二
二
日
以
降
参
照
。

（
（（
）、（
（（
）　
同
右
二
三
日
、
二
四
日
参
照
。

（
（（
）　
以
上
の
記
述
は
、
前
掲
「
争
議
情
報
　
十
二
報
」（
総
務
（�

（�

（
）、「
大
正
十
三
年
六
月
二
十
六
日
自
午
前
一
時
五
分
至
午
前
一
時
五
十
分

　
市
長
仲
裁
争
議
解
決
顛
末
記
録
（
第
三
回
）（
対
三
池
製
作
所
其
他
聯
合
団
）」（「
三
池
労
働
争
議
会
見
録
」
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）、
前
掲

「
紛
擾
報
告
」（
尾
形
）、「
経
過
誌
」
二
五
〜
二
六
日
よ
り
。

（
（（
）　
前
掲
「
経
過
誌
」
二
六
日
、
協
定
成
立
の
斡
旋
案
（
後
掲
注
（（
資
料
）、
同
右
「
会
見
録
」（
第
三
回
）、
前
掲
「
争
議
情
報
　
十
二
報
」
よ

り
。

（
（（
）　「
市
長
ヨ
リ
争
議
団
ニ
交
付
シ
タ
ル
解
決
要
旨
」、「
大
正
十
三
年
六
月
廿
六
日
　
市
長
仲
裁
成
立
席
上
ニ
於
ケ
ル
決
定
事
項
ノ
要
領
」（
前
掲

『
争
議
書
類
』
所
収
）。

（
（（
）　
前
掲
「
発
信
電
報
」
第
四
十
五
報
（
六
月
二
六
日
午
前
三
時
　
本
店
取
締
役
宛
尾
形
発
）。

（
（（
）　「
三
池
製
作
所
、
三
池
製
煉
所

三
池
港
務
所
運
輸
、
四
山
坑
、
大
浦
坑
>
五
争
議
団
体
ト
ノ
間
ニ
協
定
成
立
ニ
付
大
正
十
三
年
六
月
二
十
六
日
午
後
六
時
　
岩
井
大
牟
田
市

長
発
表
」（
前
掲
『
争
議
書
類
』
所
収
）。

（
（（
）　「
労
働
争
議
顛
末
報
告
」
三
池
鉱
業
所
庶
務
主
任
宛
製
作
所
事
務
主
任
報
告
　
七
月
二
一
日
付
（
総
務
（�

（�

（
）、
前
掲
「
経
過
誌
」
二
六
日
。
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（
（1
）　「
大
正
十
三
年
六
月
二
十
六
日
自
午
前
十
時
三
十
分
至
午
後
五
時
三
十
分
　
争
議
団
委
員
　
会
社
側
幹
部
　
会
見
記
録
（
第
四
回
）」（
前
掲

「
三
池
労
働
争
議
会
見
録
」
所
収
）。
な
お
、
会
見
録
の
回
数
は
、
全
争
議
団
の
各
会
見
を
順
番
に
記
し
た
通
し
番
号
で
あ
る
。

（
（（
）（
（（
）　
前
掲
「
経
過
誌
」
二
六
日
、
二
七
日
参
照
。

（
（（
）　
前
掲
「
争
議
情
報
　
第
十
二
報
」（
二
十
七
日
）。

（
（（
）　「
大
正
十
三
年
六
月
廿
八
日
　
自
午
後
四
時
三
分
至
午
後
四
時
四
〇
分
　
争
議
団
委
員
　
会
社
側
幹
部
　
会
見
記
録
（
第
五
回
）（
炭
山
聯

合
）」（「
三
池
労
働
争
議
会
見
録
」
所
収
）、
前
掲
「
経
過
誌
」
二
八
日
。

（
（（
）　
前
掲
「
経
過
誌
」
二
八
日
。
勝
立
坑
の
引
用
も
同
誌
に
よ
る
。

（
（（
）　
以
上
、
同
右
「
経
過
誌
」
二
九
日
、
三
〇
日
、「
大
正
十
三
年
六
月
三
十
日
　
自
午
後
十
時
二
十
五
分
至
午
後
十
一
時
三
〇
分
　
市
長
仲
裁

争
議
解
決
顛
末
記
録
（
第
六
回
）（
宮
浦
、
宮
原
、
万
田
、
運
輸
電
車
　
争
議
団
」（「
三
池
労
働
争
議
会
見
録
」
所
収
）。

（
（（
）（
（（
）　
同
右
「
経
過
誌
」
二
九
日
、
三
〇
日
。「
覚
書
」
も
同
誌
に
よ
る
。

（
（（
）　
同
右
「
経
過
誌
」
七
月
一
日
〜
八
日
。

二
　
争
議
の
要
求
・
基
盤
と
経
営
側
の
対
応

1　

争
議
の
要
求
と
要
因

製
作
所
争
議
団
の
要
求
　
本
争
議
の
発
端
と
な
っ
た
五
月
下
旬
の
製
作
所
職
工
の
要
求
は
、
既
述
の
し
た
よ
う
に
次
の
四
つ
で
あ
っ
た
。

一�

、
賃
金
五
割
増
ノ
事
　
二
、
退
職
手
当
十
日
分
ヲ
三
十
日
分
ト
ス
ル
事
　
三
、
共
愛
組
合
ヲ
撤
廃
ス
ル
事
　
四
、
今
回
ノ
事
件
ニ
付
キ

解
雇
者
ヲ
出
サ
ヌ
事

こ
の
要
求
は
、
受
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
い
っ
た
ん
争
議
を
休
止
し
、
六
月
一
日
の
昇
給
（
二
日
に
発
表
）
を
見
定
め
る
こ



164

と
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
昇
給
が
職
工
側
の
期
待
を
大
き
く
裏
切
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
争
議
を
再
発
さ
せ
た
。
三
日
に
、
改
め
て
以

下
の
六
項
目
要
求
を
提
出
し
た
。
四
項
目
要
求
を
継
承
し
つ
つ
一
部
修
正
し
、
争
議
に
よ
る
解
雇
不
可
を
当
面
取
下
げ
、
新
た
に
三
項
目
を

加
え
た
内
容
で
あ
る
。

一
、
給
料
一
割
増
シ
ニ
五
〇
銭
ヲ
増
加
ス
ル
コ
ト

二
、
退
職
手
当
ヲ
一
ケ
年
ニ
付
三
十
日
分
ト
ス
ル
事

三
、
共
愛
組
合
ヲ
撤
廃
ス
ル
事

四
、�

公
傷
手
当
ハ
休
業
及
入
院
ノ
際
ハ
本
給
ヲ
支
給
シ
不
具
廃
疾
ニ
ナ
リ
シ
場
合
ハ
其
程
度
ニ
ヨ
リ
一
等
千
圓
以
上
、
二
等
五
百
圓
以
上

ヲ
給
シ
死
亡
ノ
場
合
ハ
二
千
五
百
圓
以
上
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト

五
、
遅
刻
、
早
退
、
外
出
モ
一
方
扱
ニ
ス
ル
事

六
、
辞
職
願
ハ
直
ニ
許
可
ス
ル
事

こ
の
要
求
の
中
心
は
、
賃
金
の
増
額
に
あ
っ
た
。
前
の
賃
金
増
額
要
求
を
修
正
し
た
の
は
、
賃
金
五
割
増
で
は
、
給
料
が
高
級
職
工
に
厚

く
下
級
職
工
に
薄
く
な
る
た
め
、
今
度
の
要
求
は
平
等
に
五
〇
銭
増
と
し
、
給
料
の
一
割
だ
け
を
比
例
増
給
し
て
、
給
料
の
底
上
げ
を
図
る

こ
と
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
大
き
な
要
求
は
、
共
愛
組
合
の
撤
廃
で
あ
っ
た
。
共
愛
組
合
が
、
意
思
疎
通
機
関
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
天
降
り
の
御
用
組
合
で
あ
り
、
職
工
の
提
案
は
そ
の
要
求
の
正
否
に
関
わ
ら
ず
、
議
論
な
く
握
り
潰
さ
れ
、
何
ら
職
工
等
に

利
す
る
処
が
な
い
、
こ
れ
が
廃
止
の
理
由
で
あ
っ
た
。
新
た
に
追
加
し
た
四
〜
六
は
、
い
ず
れ
も
日
常
的
に
直
接
感
じ
て
い
る
不
安
や
不
満

を
形
に
し
て
要
求
し
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
五
の
「
遅
刻
、
早
退
、
外
出
モ
一
方
扱
ニ
ス
ル
事
」
は
、
遅
刻
・
早
退
・
外
出
に
つ
い
て
は
、
そ

の
分
の
時
間
だ
け
給
料
を
差
し
引
き
、
賞
与
・
手
当
・
方
米
等
に
関
係
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
要
求
で
あ
っ
）
（
（
た
。

こ
れ
ら
の
要
求
は
、
製
作
所
職
工
だ
け
で
な
く
各
所
職
工
の
共
通
の
要
求
で
も
あ
っ
た
。
経
営
側
が
直
ち
に
拒
否
し
、
さ
ら
に
争
議
団
幹
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部
ら
九
名
を
経
営
側
が
馘
首
す
る
に
至
っ
て
、
各
所
職
工
も
罷
業
に
続
々
参
加

し
、
全
山
争
議
に
発
展
し
た
。
職
工
ら
の
要
求
の
根
底
に
は
、
生
活
苦
が
あ
っ

た
。
経
営
側
も
不
況
の
た
め
、
三
池
炭
礦
の
ト
ン
当
益
金
が
一
九
一
九
年
上
期

の
八
・
五
五
円
か
ら
二
二
年
下
期
に
は
一
・
九
一
円
へ
と
急
落
し
、
益
金
総
額
は

七
八
六
・
四
万
円
か
ら
八
六
・
六
万
円
へ
、
二
三
年
上
期
に
は
六
二
・
九
万
円
へ

と
一
〇
分
の
一
以
下
に
激
減
し
た
。
こ
の
た
め
二
三
年
度
下
期
か
ら
徹
底
し
た

経
費
の
削
減
を
実
行
し
た
。
そ
の
重
要
な
削
減
対
象
が
労
賃
で
あ
っ
た
。
営
業

費
の
う
ち
三
・
五
割
前
後
を
占
め
て
い
た
用
品
の
ト
ン
当
費
用
は
、
二
〇
年
下

期
の
三
・
七
六
円
か
ら
二
三
年
上
期
一
・
八
四
九
円
と
半
減
し
た
の
に
、
三
割
前

後
な
い
し
そ
れ
以
上
占
め
て
い
た
工
賃
（
労
賃
）
は
、
同
時
期
に
二
・
六
三
五

円
か
ら
二
・
二
四
六
円
と
小
幅
な
減
少
に
留
ま
っ
た
。

こ
の
た
め
労
賃
削
減
が
、
経
営
側
の
重
要
な
課
題
と
な
り
、
諸
々
の
手
当
等

賞
与
の
削
減
な
い
し
廃
止
を
実
施
し
た
。
精
勤
賞
与
の
改
正
（
削
減
）、
諸
賃

金
補
給
金
・
米
味
噌
代
補
給
金
の
廃
止
、
採
炭
夫
へ
の
「
賃
銭
賞
与
」・「
臨
時

出
役
奨
励
金
」
の
廃
止
、
医
院
診
療
規
定
も
改
正
し
、
薬
価
・
手
術
料
金
の
大

幅
な
引
上
げ
と
医
療
無
料
の
採
炭
運
炭
夫
・
与
論
人
夫
の
料
金
半
額
徴
収
等
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
工
賃
等
の
削
減
を
、
二
三
年
一
二
月
よ
り
実
施
し
た
。
こ
の

削
減
実
施
に
よ
り
、
営
業
費
に
占
め
る
ト
ン
当
労
賃
（
工
賃
）
は
、
二
三
年
下

第 3表　諸事業所稼働者所得推移（（ ⼈⼀方）

三　池　炭　礦 三　池
製煉所

三池染料
⼯業所

三　池
製作所

三　池
港務所採炭夫 総　員

� 年 　円 　円 　円 　円 　円 　円
（（（1（⼤正 （ ）上 （.（（1� （.（（（� （.（（1� （.（（（� 1.６30 …

下 （.（（（� 1.７02 （.（（（� （.（（（� （.（（1� …
（（（（（⼤正（1）上 （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.1（（� （.（（1� …

下 （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.1（（� （.（11� …
（（（（（⼤正（（）上 （.（（（� （.（（1� （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（�

下 （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（1� （.（（（�
（（（（（⼤正（（）上 （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（�

下 （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（�
（（（（（⼤正（（）上 （.（（（� 1.511 1.299 1.240 1.425 1.203 

下 （.（1（� （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（�
（（（（（⼤正（（）上 （.（（（� （.（（1� （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（（�

下 （.（（（� （.（（1� （.（（（� （.（（（� （.（（（� （.（（1�

出典）　「従業員所得⼀覧表」（『三井鉱山五十年史稿　巻十六労務』所収）より作成。
注）　 （ ⼈⼀方は、⽇給と同じである。…は不明。
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期
の
二
・
三
三
円
か
ら
二
四
年
上
期
に
は
二
・
一
九
円
に
減
少
さ
せ
、
ト
ン
当
営
業
費
を
六
・
五
八
円
か
ら
五
・
九
三
円
へ
と
大
幅
に
減
少
さ

せ
）
（
（
た
。

も
う
少
し
具
体
的
に
職
種
・
事
業
所
別
賃
金
削
減
の
状
況
を
示
し
た
の
が
、
第
3
表
、
第
4
表
で
あ
る
。
第
3
表
か
ら
は
、
先
の
記
載
よ

第 4表　三池炭礦稼働者⼀⼈⼀方平均所得
年

（（（1下
年

（（（（上
年

（（（（上
年

（（（（下 同　（（⽉

坑
　
　
　
内
　
　
　
使
　
　
　
役

　円 　円 　円 　円 　円
採炭夫 （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（1（
運炭夫（男） （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（1
　〃　 （女） （.（1（ （.（（（ （.（（1 （.（（（ （.（（（

計 （.（1（ （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（（

⽀柱夫 （.（1（ （.（（（ （.（1（ （.（1（ （.（（（
棹取夫 （.（（（ （.（1（ （.（（（ （.（（1 （.（（（
馬　丁 （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（（
⼤　⼯ （.（（1 （.（1（ （.（（（ （.（（（ （.（（（
ポンプ運転⼿ （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（11 （.（（（
機械運転⼿ （.（（（ （.（（（ （.（1（ （.（（（ （.（（（
雑役夫（男） （.1（（ （.1（（ 1.（（（ （.1（（ （.（1（
〃　　 （女） 1.（（（ 1.（（1 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（
養成夫（男） （.（（（ （.1（（ （.1（（ （.（（（ （.（（（
〃　　 （女） （.（（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（1（ （.1（1
石　⼯ （.（（（ （.（（（ （.（（1 （.（（（ （.（（（
請負⼈夫 （.（1（ （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（（
供給⼈夫 （.（（（ 男（.（（（ （.（（（ （.（1（ （.（1（

女1.（（（ 1.（1（ 1.（（（ 1.（（（

計 （.（1（ （.（1（ （.（（（ （.（（（ （.（（（

坑
　
　
　
外
　
　
　
使
　
　
　
役

棹取夫 （.（（（ （.（1（ （.（1（ （.（（（ （.（（（
撰炭夫* 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（
雑役夫（男） （.（（（ （.11（ 1.（（（ （.1（（ （.（（（
〃　　 （女） 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（
機械職（鍛冶）

（.（（（
（.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（1（

〃　　 （仕上） （.（（1 （.（（（ （.（（（ （.（（（
火　夫 （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（（
ポンプ運転⼿ （.（（（ （.（（（ （.（1（ （.（（（ （.（（（
機械運転⼿ （.（（1 （.（（（ （.（（1 （.（（（ （.（（（
⼤　⼯ （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（（ （.（（（
請負⼈夫 （.（（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（1（
供給⼈夫（男） ― （.（（（ （.（（1 （.（（（ （.（（（
〃　　　 （女） ― 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（（1

計 （.（11 （.（（（ （.1（（ （.（1（ （.（1（

合　　　計 （.（（（ （.（1（ （.（（1 （.（1（ （.（（（

出典）　拙稿「第⼀次⼤戦後不況期の三池炭礦経営と労務管理」（『三井⽂庫論叢』第
五五号）より。原資料『三池炭鉱帳簿』。

注）　＊印の撰炭夫は女、上期は（（⽉〜翌年 （ ⽉、下期 （ ⽉〜（（⽉。

33
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り
賃
金
所
得
が
低
い
の
が
判
る
。
三
池
炭
礦
労
働
者
全
体
の
一
人
一
方
の
賃
金
は
、
二
四
年
上
期
で
は
一
・
五
一
一
円
で
あ
り
、
し
か
も
相

対
的
に
高
賃
金
の
採
炭
夫
を
除
け
ば
、
実
質
は
そ
れ
よ
り
低
か
っ
た
。
実
際
、
具
体
的
に
職
種
別
賃
金
を
示
し
た
第
4
表
で
は
、
坑
内
採
炭

運
炭
夫
以
外
で
そ
の
額
に
達
し
て
い
る
職
種
は
石
工
、
請
負
人
夫
の
み
で
あ
っ
た
。
全
体
の
一
人
一
方
の
賃
金
も
、
こ
の
表
で
は
一
・
四
三

円
と
低
い
。
原
資
料
の
こ
の
額
が
、
最
も
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と
見
て
い
い
だ
ろ
）
（
（

う
。

先
の
第
3
表
で
目
を
惹
く
の
は
、
炭
礦
以
外
の
諸
事
業
所
の
賃
金
が
三
池
炭
礦
総
員
の
賃
金
（
一
・
五
一
一
円
）
よ
り
低
い
こ
と
で
あ
る
。

製
作
所
の
賃
金
は
、
二
四
年
上
期
に
は
一
・
四
二
五
円
で
あ
り
、
他
事
業
所
は
そ
れ
よ
り
低
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
、
製
作
所
職
工
を

発
端
に
諸
事
業
所
が
雪
崩
を
打
っ
て
争
議
に
立
ち
上
が
っ
た
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
、
も
う
一
つ
重
要
な
要
因
は
、
職
員
と
の
格

差
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
い
つ
い
て
は
、
ま
た
後
ほ
ど
言
及
し
よ
う
。

六
月
六
日
に
は
、
争
議
団
は
要
求
実
現
の
た
め
に
「
行
商
趣
意
書
」
を
発
表
し
、
そ
の
ビ
ラ
を
配
布
し
て
広
く
市
民
の
支
持
を
訴
え
た
。

『
九
州
日
報
』
は
、
直
ち
に
翌
七
日
に
「
罷
業
団
行
商
趣
意
書
　
六
日
午
前
十
時
発
表
さ
る
」
と
題
し
て
報
じ
た
。
同
「
趣
意
書
」
で
は
、

期
待
し
た
昇
給
が
一
人
僅
か
三
銭
で
、
し
か
も
全
員
で
は
な
く
全
員
に
配
分
す
れ
ば
一
銭
何
厘
に
し
か
な
ら
な
い
と
批
判
し
、
一
家
五
人
の

支
出
を
例
示
し
（
第
5
表
）、
月
々
六
〇
円
な
く
て
は
生
活
で
き
ず
一
ヶ
月
十
七
円
不
足
し
、
現
収
入
で
は
生
活
が
困
難
な
こ
と
を
示
し
て
、

要
求
の
正
当
性
を
訴
え
た
。「
皆
様
私
達
モ
人
間
デ
ア
リ
マ
ス
教
育
ガ
大
切
デ
ア
ル
ト
ス
レ
バ
自
分
モ
勉
強
シ
子
供
ニ
モ
本
一
冊
デ
モ
買
ッ

テ
与
ヘ
タ
イ
ノ
ガ
親
心
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
市
民
の
共
感
を
呼
び
起
こ
し
、
朝
か
ら
晩
ま
で
働
き
詰
め
で
も
「
一
家
揃
ッ
テ
楽
シ
イ
活
動
見
物

ハ
愚
カ
其
日
々
々
ノ
生
活
サ
ヘ
苦
シ
マ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
ハ
皆
様
果
シ
テ
正
当
ナ
ル
賃
金
ヲ
受
ケ
テ
イ
ル
ト
云
ヘ
マ
セ
ウ
カ
？
」
と
低
賃
金
の

不
当
性
を
主
張
し
、
要
求
に
休
業
で
対
応
す
る
経
営
側
を
批
判
し
、「
パ
ン
ヲ
得
ル
唯
一
ノ
手
段
」
と
し
て
止
む
無
く
行
商
隊
を
組
織
し
た
、

と
行
商
へ
の
支
援
を
訴
え
）
（
（
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
経
営
側
は
直
ち
に
反
駁
を
加
え
、
六
項
目
要
求
の
一
項
目
毎
に
反
論
を
加
え
た
。
七
日
か
ら
一
二
日
に
渡
り
、
繰
り
返
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し
経
営
側
は
、
ビ
ラ
・
新
聞
報
道
な
ど
で
逐
一
反
論
し
、
職
工
側
も
そ
れ
ら
に
再
反
論
す
る
論
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、

後
述
の
経
営
側
の
対
応
の
項
で
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。

争
議
団
聯
合
の
要
求
　
相
互
の
論
戦
の
間
に
も
、
事
業
所
・
工
場
が
続
々
と
争
議
に
参
加
し
、
三
池
争
議
団
聯
合
が
結
成
さ
れ
、
労
働
者

要
求
を
集
約
し
て
経
営
側
に
会
見
を
求
め
た
。
会
見
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
十
六
日
午
後
十
一
時
か
ら
翌
日
の
午
前
四
時
四
〇
分
ま
で
の
長

時
間
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
経
営
側
は
尾
形
三
池
鉱
業
所
長
・
荒
木
主
事
・
高
島
主
事
の
三
人
、
争
議
団
側
は
製
作
所
山
名
千
代
吉
・

城
島
友
吉
・
中
村
亀
吉
・
大
隈
信
夫
ら
十
名
、
同
分
工
場
二
名
、
勝
立
坑
・
宮
浦
坑
・
万
田
坑
・
宮
原
坑
・
四
山
坑
、
製
煉
所
、
染
料
工
業

所
、
港
務
所
、
運
輸
な
ど
、
総
数
四
三
名
が
出
席
し
た
。
同
会
見
で
、
以
下
の
要
求
（「
嘆
願
書
」）
を
経
営
側
に
提
出
し
）
（
（
た
。

「
嘆
願
書
」

一
、
現
給
ニ
一
割
ヲ
増
シ
五
十
銭
ヲ
増
加
シ
本
給
ト
ナ
ス
事
、

第 5表　製作所労働者⽣活費⽀出
（（ か⽉）

⽀　出　項　目 ⾦　額
円　銭

売勘場⽶代 （1.（1

薪　三十把
 （（（.（1）

（.（1
醤　油　 （ 升 1.（1
味　噌　⼀貫匁 （.（1
⽊炭半俵（ （ か⽉） 1.（（
水　道　料 1.（（
野　菜 （.（1
魚　代 （.（1
茶 1.（1
砂　糖（（（1匁） 1.（1
被　服　費 （.11
電　燈　料 1.（1
湯　銭 （.11
教　育　費 （.11
履　物（作業用共） （.（1
散　髪　代 1.（1
通　信　費 1.（1
共愛組合費 1.（1
酒煙草代 （.（1
雑　費 （.（1
家　賃 （.（1
物　費（器物費） （.（1

（器具費） 1.（1
（非常費〈会社貯⾦〉） （.11
（娯楽費） （.11

合　計 （1.（（

出典）　別紙第⼆号「⾏商趣意書」（「三池争
議調査書」所収　同資料「⼤牟田労働争
議ト某炭坑員調査報告」所収　総務（（（）、
（ ⽉ （ ⽇付「九州⽇報」より作成。

注）　 （ ．�合計は資料のまま修正していない。�
合計が合わず、また別紙の数値と

「九州⽇報」の数値にも違いがある。
　　  （ ．�カッコは「九州⽇報」の数値。別紙

には記載がない。
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一
、
共
愛
組
合
ヲ
撤
廃
ノ
事
、

一
、
公
傷
欠
勤
又
ハ
入
院
中
ハ
一
日
分
ノ
本
給
ト
補
給
米
ヲ
支
給
ス
ル
事
、

一
、
公
傷
死
亡
ノ
場
合
ハ
弐
千
五
百
円
ヲ
支
給
ス
ル
事
、

一
、
不
具
疾
病
ハ
一
等
千
円
、
二
等
五
百
円
ヲ
支
給
ス
ル
事
、

一
、
退
職
手
当
ハ
一
ヶ
年
ニ
対
シ
参
拾
方
ヲ
支
給
ノ
事
、

一
、
辞
職
願
ハ
直
ニ
許
可
ス
ル
事
、

一
、
拾
五
日
皆
勤
手
当
ヲ
以
前
ノ
通
リ
支
給
ノ
事
、

一
、
夏
季
手
当
（
自
六
月
十
五
日
至
九
月
三
十
日
）
一
方
ニ
二
十
銭
支
給
ノ
事
（
雑
役
夫
ヲ
含
ム
）

　
　
　
　
但
シ
亜
鉛
製
煉
所
ノ
ミ

�

以
上

　
　
　
　
大
正
十
三
年
六
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
池
争
議
団
聯
合

　
　
　
　
尾
形
所
長
殿

同
会
見
に
は
、
同
時
に
「
嘆
願
書
」（
宮
原
機
械
採
礦
罷
業
団
　
総
代
永
吉
康
一
）
も
提
出
さ
れ
た
。
ほ
と
ん
ど
同
一
内
容
で
、
違
い
は

賃
金
要
求
を
「
現
給
ニ
四
割
増
加
支
給
セ
ラ
レ
タ
キ
事
」
と
し
た
点
と
「
公
傷
欠
勤
ハ
出
勤
ト
シ
テ
取
扱
ハ
ル
ル
事
」
の
み
で
あ
る
。
賃
金

要
求
の
相
違
は
、
定
額
日
給
で
は
な
い
稼
高
賃
金
の
採
炭
夫
を
考
慮
し
た
た
め
と
思
わ
れ
）
（
（
る
。

こ
の
会
見
で
、
尾
形
は
、
ま
ず
要
求
の
宛
先
に
つ
い
て
若
干
の
議
論
の
後
、
従
来
の
要
求
と
変
化
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
、
要
求
は
受

入
れ
難
い
と
拒
否
し
た
。
争
議
団
側
は
中
山
製
作
所
長
が
一
度
に
要
求
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
二
度
、
三
度
に
分
け
て
希
望
に
沿
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え
る
よ
う
に
し
た
い
旨
述
べ
た
、
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
尾
形
は
将
来
に
は
希
望
に
沿
う
よ
う
に
し
て
あ
げ
よ
う
、
と
の
意
味
と
聞

い
て
い
る
、
と
応
答
し
た
。
そ
の
後
、
共
愛
組
合
の
廃
止
問
題
に
話
が
集
中
し
た
。
争
議
団
側
は
強
く
同
組
合
の
廃
止
を
主
張
し
た
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
同
組
織
が
労
使
協
調
組
織
で
は
な
く
、
要
求
は
一
つ
も
通
ら
ず
、
生
活
の
安
定
に
役
立
た
ず
、
ま
た
国
際
労
働
会
議
へ
の
労

働
代
表
選
出
権
も
な
い
点
を
挙
げ
、
同
組
合
を
廃
止
し
て
生
活
の
安
定
の
た
め
、
純
労
働
組
合
を
つ
く
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
。
福
祉
に

も
役
立
っ
て
い
な
い
例
と
し
て
、
争
議
団
の
中
村
亀
吉
は
「
申
訳
的
ナ
鶏
小
屋
ノ
如
キ
面
会
所
、
ア
ー
云
フ
汚
ナ
イ
面
会
所
デ
ド
ウ
シ
テ
自

分
ノ
大
切
ナ
御
客
様
ニ
会
ヘ
マ
ス
カ
又
千
何
百
ト
居
ル
職
工
ニ
対
シ
テ
ア
ノ
狭
キ
狭
キ
傘
置
場
、
臭
イ
非
衛
生
的
ナ
不
潔
極
マ
ル
着
替
場
、

ソ
レ
ガ
誠
意
ア
ル
施
設
ト
云
ハ
レ
マ
セ
ウ
カ
」
と
具
体
的
現
状
を
挙
げ
て
い
る
。
購
買
組
合
に
つ
い
て
は
、
改
善
さ
れ
れ
ば
必
ず
し
も
廃
止

を
主
張
し
な
い
が
、
水
漏
れ
バ
ケ
ツ
も
取
替
え
ず
、
粗
品
は
「
購
買
組
合
行
」
と
商
人
が
話
し
て
い
る
現
状
を
争
議
団
側
は
活
写
・
暴
露
し

た
。こ

れ
に
対
し
、
経
営
側
の
高
島
は
共
愛
組
合
設
立
に
つ
い
て
「
其
当
時
ノ
日
本
ニ
ハ
全
国
ニ
ナ
カ
ッ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
」
と
、
そ
の
先
進
性

を
誇
り
、
同
組
合
に
問
題
が
あ
れ
ば
改
善
す
れ
ば
良
い
、
制
度
の
問
題
で
は
な
く
運
用
の
問
題
だ
、
と
主
張
し
、
ま
た
同
組
合
と
労
働
組
合

と
は
別
物
で
あ
る
、
と
廃
止
論
に
は
全
く
不
同
意
で
あ
っ
）
（
（

た
。

共
愛
組
合
廃
止
問
題
と
連
動
し
て
、
購
買
組
合
廃
止
の
問
題
も
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
商
人
の
争
議
団
利
用
や
逆
に

争
議
団
が
商
人
を
利
用
し
て
い
る
、
な
ど
の
非
難
や
批
判
が
飛
び
交
っ
た
が
、
そ
れ
ら
と
は
一
切
関
係
な
い
こ
と
を
争
議
団
側
は
断
言
し
た
。

こ
の
問
題
と
の
絡
み
で
、
外
部
の
政
党
や
労
働
団
体
等
と
の
関
係
が
、
こ
の
会
見
で
は
大
き
な
議
題
に
浮
び
挙
が
っ
た
。
労
働
団
体
の
日
本

労
働
総
同
盟
や
地
元
の
三
池
労
働
同
盟
、
地
元
の
臼
田
代
議
士
や
「
労
働
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
等
と
の
結
び
付
き
を
嫌
う
経
営
側
や
争
議
団
内
部

の
団
員
は
、
そ
れ
ら
と
争
議
団
幹
部
と
の
関
係
を
問
題
視
し
、「
暗
雲
」
や
「
黒
雲
」
と
い
う
言
辞
が
飛
び
交
い
、
本
会
議
の
中
心
的
課
題

で
あ
る
要
求
か
ら
乖
離
し
、
万
田
争
議
団
・
宮
浦
争
議
団
、
製
作
所
・
染
料
所
の
一
部
が
退
場
し
て
、
会
見
が
一
時
中
断
す
る
騒
ぎ
に
陥
っ
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た
。
こ
の
騒
ぎ
の
要
因
を
敢
え
て
作
り
出
し
た
の
は
、
争
議
団
の
警
戒
部
長
の
役
職
に
就
い
て
い
た
大
隈
信
夫
で
あ
っ
た
。
会
見
中
に
、
争

議
団
幹
部
と
そ
れ
ら
団
体
や
個
人
と
の
接
触
現
場
を
確
認
し
た
と
発
言
し
、
争
議
団
内
部
を
撹
乱
さ
せ
た
。
大
隈
は
、
争
議
団
の
内
情
通
報

と
争
議
団
撹
乱
を
担
う
た
め
に
経
営
側
が
送
込
ん
だ
人
物
で
あ
っ
）
（
（
た
。

会
見
再
開
後
、
共
愛
組
合
と
絡
め
た
議
論
が
続
行
さ
れ
た
。
経
営
側
は
今
回
の
争
議
を
日
本
的
で
な
い
と
批
判
し
、
日
本
の
や
り
方
は

「
何
事
モ
親
子
ノ
関
係
」
で
処
理
す
る
、
と
雇
用
者
と
労
働
者
を
親
子
関
係
に
譬
え
、
そ
れ
に
反
す
る
や
り
方
だ
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
の
経
営
側
の
認
識
に
つ
い
て
、
後
に
改
め
て
言
及
し
よ
う
。
争
議
団
側
は
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
親
と
し
て
の
態
度
を
取
っ
て

く
れ
と
迫
っ
た
。
こ
の
反
論
に
は
、
家
族
主
義
の
強
調
が
支
配
の
論
理
だ
け
で
な
く
、
支
配
を
反
転
さ
せ
る
論
理
と
し
て
も
利
用
で
き
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

共
愛
組
合
を
め
ぐ
る
争
議
団
側
と
高
島
と
の
遣
り
取
り
の
後
、
尾
形
は
争
議
団
の
賃
金
要
求
を
受
止
め
つ
つ
、
こ
の
問
題
は
三
池
炭
礦
だ

け
で
済
ま
な
い
点
を
強
調
し
た
。
こ
の
点
は
重
要
な
の
で
、
こ
れ
も
後
に
改
め
て
検
討
し
よ
う
。
争
議
団
側
は
、
七
九
歳
の
老
母
に
ま
で
苦

労
を
掛
け
さ
せ
て
い
る
な
ど
、
口
々
に
生
活
の
困
窮
を
訴
え
、
最
後
に
、
副
委
員
長
の
城
島
は
自
ら
の
現
状
を
次
の
よ
う
に
訴
え
た
。「
私

ニ
ハ
子
供
ガ
九
人
ア
リ
マ
ス
、
会
社
ノ
給
料
デ
ハ
ト
テ
モ
子
供
ノ
教
育
ハ
出
来
マ
セ
ン
（
十
六
年
居
ッ
テ
只
今
日
給
一
円
十
九
銭
デ
ス
）
ソ

レ
デ
三
時
カ
ラ
起
キ
テ
豆
腐
屋
ヲ
ヤ
ッ
テ
子
供
ヲ
学
校
ニ
ヤ
リ
、
一
人
ハ
中
学
校
ヲ
卒
業
サ
セ
マ
シ
タ
、
ソ
シ
テ
漸
ク
家
計
ヲ
繋
イ
デ
居
リ

マ
ス
、
ソ
レ
デ
外
ノ
人
ノ
家
計
モ
ソ
ウ
デ
ア
ロ
ウ
ト
考
ヘ
テ
争
議
ニ
関
係
シ
タ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
。
こ
の
会
見
で
は
、
明
確
に
要
求
を

受
け
入
れ
た
事
項
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
要
求
は
、
以
降
も
変
更
な
く
三
池
争
議
団
聯
合
が
一
貫
し
て
追
求
し
た
。

各
事
業
所
・
工
場
等
で
は
、
経
営
側
に
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
現
場
の
要
求
を
提
出
し
て
い
る
が
、
先
の
聯
合
要
求
と
か
け
離
れ
た
要
求
が
出

さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
先
の
「
嘆
願
書
」
を
踏
ま
え
た
要
求
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
直
ち
に
現
場
で
拒
否
さ
れ
る
か
、

棚
上
げ
に
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
大
き
く
動
い
た
の
が
、
三
池
争
議
団
聯
合
か
ら
脱
退
し
た
炭
山
聯
合
の
要
求
で
あ
っ
た
。
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三
池
炭
山
聯
合
の
要
求
　
二
三
日
に
三
池
争
議
団
聯
合
を
脱
退
し
た
四
炭
山
は
、
経
営
側
に
会
見
を
求
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
そ
の
夜
午
後

八
時
二
五
分
か
ら
会
見
が
行
わ
れ
た
（
終
了
翌
二
四
日
午
前
二
時
一
五
分
）。
こ
の
会
見
は
、
争
議
団
側
か
ら
市
長
に
通
知
す
る
必
要
性
を

訴
え
、
経
営
側
の
了
解
を
得
て
一
旦
炭
山
側
が
退
席
し
、
午
後
十
時
三
〇
分
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
会
見
に
は
、
経
営
側
は
争
議
団
聯
合
会
見

の
時
と
同
一
メ
ン
バ
ー
三
人
、
争
議
団
側
は
勝
立
・
宮
浦
・
万
田
・
宮
原
四
坑
の
十
二
人
が
出
席
し
た
。

そ
の
再
開
劈
頭
、
宮
浦
坑
の
住
吉
武
雄
が
炭
山
聯
合
を
代
表
し
て
、
炭
山
聯
合
の
要
求
と
し
て
以
下
の
六
項
目
要
求
の
「
歎
願
書
」
を
提

出
し
）
（
（

た
。

「
歎
願
書
」

一
、
賃
金
現
給
ニ
五
十
銭
ヲ
増
給
セ
ラ
レ
タ
キ
事

一
、
共
愛
組
合
ヲ
撤
廃
ス
ル
事

一
、
公
傷
欠
勤
又
ハ
入
院
中
ハ
一
日
分
ノ
本
給
ニ
補
給
米
ヲ
支
給
セ
ラ
レ
タ
キ
事

一
、�

退
職
手
当
ハ
勤
続
一
ヶ
年
ニ
対
シ
現
給
参
拾
方
ヲ
支
給
シ
一
ヶ
年
ヲ
増
ス
毎
ニ
同
額
ヲ
加
給
セ
ラ
レ
タ
キ
事

　
　
但
シ
会
社
、
自
己
ノ
都
合
、
傷
病
ヲ
問
ハ
ズ

一
、
辞
職
ハ
即
時
ニ
許
可
セ
ラ
レ
タ
キ
事

一
、
争
議
中
加
盟
欠
勤
者
ニ
対
シ
テ
賃
金
及
補
給
米
ヲ
支
給
セ
ラ
レ
タ
キ
事

�

以
上

　
　
　
　
　
大
正
拾
参
年
六
月
弐
拾
参
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
立
争
議
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
浦
争
議
団
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萬
田
争
議
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
原
争
議
団

　
三
井
三
池
鉱
業
所
長

　
　
　
　
　
　
尾
形
次
郎
殿

こ
の
要
求
は
、
先
の
三
池
争
議
団
聯
合
の
要
求
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
異
な
る
点
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
一
つ
が
、
賃
金
増
額
要

求
に
つ
い
て
、
現
給
の
一
割
増
を
要
求
せ
ず
、
五
〇
銭
の
増
額
に
留
め
て
い
る
こ
と
、
次
に
公
傷
死
亡
や
不
具
疾
患
の
場
合
の
支
給
要
求
と

十
五
日
皆
勤
手
当
支
給
要
求
（
従
来
に
戻
す
）
が
無
い
こ
と
、
他
方
で
争
議
団
聯
合
に
無
か
っ
た
争
議
中
加
盟
欠
勤
者
へ
の
賃
金
・
補
給
米

支
給
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
の
会
見
で
も
、
尾
形
は
賃
上
げ
を
強
硬
に
拒
否
し
、
能
率
増
進
に
よ
る
将
来
の
増
収
を
提
言
し
た
。
現
状
で
の
拒
否
の
理
由
は
、
争
議

団
聯
合
の
時
と
同
様
に
三
池
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
点
を
強
調
し
た
。「
五
十
銭
ハ
駄
目
ダ
、
僅
カ
ニ
シ
テ
モ
争
議
ノ
為
ニ
上
ゲ
ル
ト
云
フ

事
ハ
出
来
ヌ
」
と
、
尾
形
は
ま
っ
た
く
譲
歩
し
な
か
っ
た
。
争
議
団
が
他
炭
礦
の
賃
上
げ
事
例
を
具
体
的
に
示
し
、
な
ぜ
大
企
業
の
三
池
で

で
き
な
い
か
、
を
追
求
し
て
も
、
賃
上
げ
は
絶
対
で
き
ぬ
、
と
交
渉
の
余
地
が
な
い
対
応
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
一
時
会
見
を
中
断
し
、
争

議
団
は
協
議
の
結
果
、
次
の
共
愛
組
合
廃
止
問
題
を
議
題
に
す
る
こ
と
で
、
会
見
を
再
開
し
た
。
こ
こ
で
は
炭
山
側
が
、
労
使
協
調
が
本
当

に
貫
か
れ
、「
共
ニ
愛
ス
ル
ト
云
フ
主
旨
ニ
背
カ
ヌ
様
ニ
ス
レ
バ
絶
対
ニ
廃
セ
ヌ
ト
モ
良
イ
」
と
発
言
し
、
総
代
の
選
出
方
法
、
人
数
等
運

用
の
改
善
で
双
方
が
同
意
し
た
。

公
傷
手
当
に
つ
い
て
は
、
争
議
団
側
が
、
支
給
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
補
給
米
支
給
を
強
く
求
め
、
同
時
に
小
頭
に
は
公
傷
欠
勤
に
一
日
分

日
給
を
出
し
、
稼
働
者
に
は
半
日
分
し
か
出
さ
な
い
差
別
を
問
題
視
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
経
営
側
は
、
法
律
の
改
正
な
ど
を
踏
ま
え
て

研
究
す
る
と
発
言
し
た
が
、
必
ず
し
も
実
施
の
断
言
は
し
な
か
っ
た
。
退
職
金
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
自
己
都
合
の
退
職
金
は
拒
否
し
、
増
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額
に
つ
い
て
は
法
律
の
改
正
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
と
し
た
。
辞
職
の
即
時
許
可
に
つ
い
て
も
、
事
例
に
よ
る
と
し
て
踏
み
込
ん
だ
回
答
を

避
け
た
。
最
後
の
争
議
中
の
賃
金
・
補
給
米
の
支
給
は
、
働
い
て
い
な
い
の
で
出
来
な
い
と
、
尾
形
は
即
座
に
拒
否
し
た
。
争
議
団
の
住
吉

は
三
池
の
争
議
に
つ
い
て
、「
北
九
州
ノ
労
働
者
ト
比
較
シ
テ
見
テ
三
池
ノ
労
働
者
ハ
純
朴
ナ
、
コ
ノ
純
朴
ナ
労
働
者
ガ
争
議
ヲ
起
シ
タ
ト

云
フ
事
ハ
会
社
ニ
於
イ
テ
モ
充
分
考
慮
シ
テ
貰
ハ
ナ
ケ
レ
バ
、
非
常
ニ
考
エ
タ
事
ナ
レ
バ
会
社
ノ
方
モ
非
常
ニ
考
ヘ
テ
貰
」
い
た
い
と
発
言

し
、
賃
金
が
安
い
た
め
止
む
を
得
な
い
争
議
だ
と
強
調
し
た
。

経
営
側
が
、
三
池
の
賃
金
は
安
く
な
い
と
鉱
務
署
で
も
言
っ
て
い
る
、
と
の
発
言
し
た
の
に
対
し
、
争
議
団
側
は
反
論
し
、
そ
れ
は
採
炭

夫
を
含
め
た
賃
金
だ
と
し
て
、
委
員
自
ら
の
事
例
を
挙
げ
て
訴
え
た
。
戸
上
（
勝
立
）
は
、
五
年
勤
め
て
九
六
銭
だ
と
述
べ
、
某
は
一
二
年

で
一
円
三
銭
と
発
言
し
た
の
に
対
し
、
そ
れ
は
本
番
賃
銭
（
本
給
）
だ
け
で
補
給
米
等
の
諸
手
当
を
含
ん
で
い
な
い
、
そ
れ
ら
を
含
め
れ
ば

安
く
な
い
と
反
論
し
た
。
万
田
坑
で
は
請
負
人
に
三
〇
銭
増
賃
し
て
い
る
と
の
追
求
に
、
尾
形
は
争
議
中
だ
け
で
争
議
が
終
わ
れ
ば
な
く
な

る
、
と
発
言
し
、
賃
上
げ
拒
否
の
姿
勢
を
一
貫
し
て
取
っ
た
。
こ
の
賃
金
論
争
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後
で
検
討
し
よ
う
。
右
以
外
に
も
、
要

求
項
目
に
乗
せ
て
い
な
い
諸
問
題
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
た
が
、
賃
金
以
外
は
妥
協
の
余
地
を
言
外
に
認
め
て
い
）
（1
（
る
。

会
見
は
そ
の
後
、
二
六
日
・
二
八
日
と
二
回
お
こ
な
わ
れ
た
（
三
〇
日
も
会
見
が
あ
っ
た
が
、
市
長
仲
裁
会
見
で
あ
り
、
争
議
終
結
会
見

で
あ
っ
た
）。
そ
の
会
見
で
、
入
院
中
の
方
米
に
つ
い
て
は
、
尾
形
が
事
実
上
実
施
す
る
旨
明
言
し
て
合
意
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
努
力

義
務
に
と
ど
ま
っ
た
。
最
終
的
な
合
意
に
つ
い
て
は
、
既
述
し
た
争
議
団
聯
合
と
同
一
で
あ
る
。
経
営
側
が
絶
対
に
譲
ら
な
か
っ
た
の
が
、

賃
上
げ
で
あ
っ
た
。
以
下
、
こ
の
賃
金
問
題
を
中
心
、
争
議
団
要
求
を
め
ぐ
る
経
営
側
と
争
議
団
の
批
判
・
反
批
判
を
検
討
し
よ
う
。

経
営
側
と
争
議
団
の
論
争
内
容
―
賃
金
を
中
心
に
―
　
製
作
所
の
六
項
目
要
求
が
公
に
さ
れ
る
と
、
経
営
側
は
七
日
直
ち
に
「
製
作
所
職

工
ノ
要
求
ニ
対
ス
ル
会
社
側
ノ
説
明
」
と
「
製
作
所
職
工
ノ
要
求
ニ
対
ス
ル
工
場
側
ノ
説
明
」
を
ま
と
め
、
要
求
を
批
判
し
た
。
八
日
に
は

同
一
内
容
の
「
製
作
所
職
工
ノ
要
求
ニ
対
ス
ル
説
明
」（
小
見
出
し
の
タ
イ
ト
ル
の
み
異
な
る
）
が
作
成
さ
れ
、
九
日
に
印
刷
し
て
ビ
ラ
が
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作
成
さ
れ
、
十
日
、
十
一
日
に
は
市
役
所
付
近
に
配
布
さ
れ
た
。
一
人
一
五
〇
枚
・
三
〇
人
、
三
川
町
・
駛
馬
村
・
万
田
・
三
池
・
玉
川
・

銀
水
、
二
万
枚
、
と
の
書
込
み
が
あ
り
、
ビ
ラ
の
配
布
数
と
地
域
を
示
し
た
。
配
布
し
た
ビ
ラ
は
、
市
民
向
け
に
「
で
す
」・「
ま
す
」
調
の

言
葉
使
っ
て
表
現
を
和
ら
げ
、
す
べ
て
の
漢
字
に
フ
リ
ガ
ナ
を
付
し
、
製
作
所
要
求
の
六
項
目
を
一
つ
一
つ
批
判
す
る
内
容
で
あ
っ
）
（（
（
た
。
経

営
側
の
主
張
は
、「
福
岡
日
日
新
聞
」（
十
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

ま
ず
経
営
側
の
主
張
を
聞
こ
う
。
七
日
の
「
会
社
側
ノ
説
明
」
で
は
、
最
近
の
筑
豊
各
炭
山
の
機
械
職
工
の
賃
銭
は
、
一
円
二
〇
銭
〜
一

円
四
〇
銭
位
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
田
川
郡
・
遠
賀
郡
・
鞍
手
郡
三
九
炭
坑
（
各
十
六
・
十
一
・
十
二
坑
）
の
坑
内
機
械
夫
・
坑
外

機
械
夫
賃
金
「
各
地
賃
金
比
較
表
」（
四
月
、
一
部
三
月
）
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
三
池
製
作
所
は
四
月
平
均
一
円
五
〇
銭
三

厘
で
あ
り
、
こ
れ
に
米
の
安
売
り
に
よ
る
時
価
と
の
差
額
一
升
に
付
き
十
四
、
五
銭
を
加
え
、
一
円
六
五
銭
と
な
る
。
こ
の
外
に
年
末
賞
与
、

契
約
満
期
賞
与
等
の
賞
与
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
三
池
製
作
所
は
一
般
各
地
の
状
況
に
比
し
て
賃
銀
は
高
い
方
で
あ
る
、
と
。
続
い
て
、
共

愛
組
合
の
廃
止
が
同
時
に
購
買
組
合
の
廃
止
と
は
な
ら
な
い
、
両
者
は
全
く
別
物
で
あ
り
、
一
部
商
人
が
争
議
を
利
用
し
て
こ
の
機
会
に
購

買
組
合
の
撤
廃
を
企
む
も
の
だ
。
ま
た
一
部
政
治
屋
は
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
党
勢
拡
大
を
意
図
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
購
買
組
合
が
撤
廃

出
来
る
か
の
よ
う
に
商
人
を
利
用
し
争
議
を
利
用
し
、「
同
志
会
入
会
」
を
勧
誘
し
て
い
る
、
と
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
会
社
ノ
説

明
」
で
は
、
賃
金
問
題
と
共
愛
組
合
問
題
中
心
に
論
じ
、
外
部
勢
力
の
争
議
利
用
を
難
詰
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
工
場
側
ノ
説
明
」
で
は
、
六
項
目
そ
れ
ぞ
れ
に
批
判
を
加
え
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後
に
ビ
ラ
で
見
よ
う
）、
六
項

目
以
外
も
要
求
に
は
無
い
が
「
職
工
諸
君
ガ
唱
ヘ
ラ
ル
々
事
柄
」
故
、
と
し
て
、
三
つ
を
説
明
し
て
い
る
。
一
つ
は
役
員
が
多
い
た
め
利
益

が
上
ら
な
い
、
と
の
批
判
に
対
し
、
か
な
り
詳
し
く
職
工
数
と
担
当
内
容
を
指
摘
し
て
役
員
数
を
挙
げ
、
決
し
て
他
会
社
の
大
工
場
と
比
較

し
て
職
員
数
が
多
く
は
な
い
こ
と
、
職
工
に
は
厳
格
に
守
ら
せ
て
い
る
昼
飯
外
出
時
間
を
職
員
は
ル
ー
ズ
に
延
長
し
て
い
る
批
判
に
は
、
二
、

三
ヵ
月
前
か
ら
十
分
注
意
し
て
い
る
こ
と
、
職
工
に
同
情
す
る
役
員
は
他
に
配
置
転
換
さ
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
の
疑
念
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
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と
は
な
い
、
と
。

ビ
ラ
で
は
「
一
、
賃
金
ノ
事
」「
二
、
退
職
手
当
ノ
事
」「
三
、
共
愛
組
合
ト
購
買
組
合
ノ
事
」「
四
、
公
傷
ニ
関
ス
ル
給
与
ノ
件
」「
五
、

遅
刻
、
早
引
、
外
出
ノ
事
」「
六
、
辞
職
許
可
ノ
事
」
に
つ
い
て
、
経
営
側
の
見
解
を
説
明
し
た
。「
一
、
賃
金
ノ
事
」
に
つ
い
て
は
、
既
述

し
た
言
辞
に
加
え
、
半
期
末
賞
与
一
日
平
均
六
銭
を
加
え
る
と
一
日
平
均
一
円
七
〇
銭
余
に
な
る
、
と
し
て
他
と
比
較
し
て
賃
金
が
安
く
な

い
こ
と
を
い
っ
そ
う
強
調
し
た
。「
二
、
退
職
手
当
ノ
事
」
も
、
現
行
制
度
に
加
え
恩
給
制
度
、
養
老
手
当
最
高
七
五
〇
円
給
与
も
あ
り
、

他
に
比
し
少
な
く
な
い
と
主
張
す
る
。「
三
、
共
愛
組
合
ト
購
買
組
合
ノ
事
」
も
先
に
述
べ
た
両
者
は
別
物
で
あ
り
、
前
者
は
意
思
疎
通
期

間
で
労
働
条
件
に
関
す
る
組
合
で
あ
り
、
後
者
は
労
働
者
の
生
活
安
定
の
た
め
に
設
立
さ
れ
、
産
業
組
合
法
に
基
づ
き
県
庁
の
許
可
が
必
要

で
あ
り
、
前
者
の
廃
止
が
同
時
に
後
者
の
廃
止
に
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
る
。「
四
、
公
傷
」
関
係
で
は
、
公
傷
休
業
は
、
法
律
に
基
づ
き

半
日
分
支
給
し
、
不
具
疾
病
扶
助
第
一
項
は
法
律
の
一
七
〇
日
分
以
上
を
上
回
る
最
高
四
〇
〇
日
分
を
支
給
し
て
い
る
と
し
、
法
律
改
正
後

は
そ
れ
に
準
拠
す
る
、
と
し
て
い
る
。「
五
、
遅
刻
、
早
引
、
外
出
ノ
事
」
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
病
気
、
同
居
家
族
の
死
亡
・
病
気
な
ど

各
種
止
む
を
得
ざ
る
場
合
を
あ
げ
、
そ
の
場
合
、
遅
刻
は
三
〇
分
ま
で
早
引
は
半
日
ま
で
は
一
日
勤
務
と
み
な
し
、
方
米
を
支
給
し
て
い
る
。

「
六
、
辞
職
許
可
ノ
事
」
は
、
相
当
の
理
由
あ
れ
ば
許
可
し
な
い
こ
と
は
無
い
、
と
。
以
上
が
、
経
営
側
が
配
布
し
た
ビ
ラ
の
内
容
で
あ
っ

た
。こ

の
ビ
ラ
に
対
し
十
日
、
争
議
団
は
直
ち
に
新
聞
に
反
論
を
掲
載
し
た
。「
会
社
側
ノ
弁
明
ニ
対
ス
ル
製
作
所
職
工
側
ノ
反
駁
」
と
題
し

た
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
経
営
側
の
六
項
目
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
反
論
し
た
。
最
初
に
「
一
、
現
給
料
ニ
一
割
昇
給
尚
五
十
銭
増
加
ノ
事
」

と
し
て
、
製
作
所
賃
金
は
安
く
な
い
と
す
る
経
営
側
の
見
解
を
批
判
し
た
。
経
営
側
が
製
作
所
平
均
賃
金
を
一
円
五
〇
銭
余
と
主
張
す
る
点

に
つ
い
て
、
五
月
二
二
日
の
会
見
で
中
山
所
長
が
、
製
作
所
賃
金
を
「
一
日
一
円
十
銭
」
と
言
明
し
た
と
批
判
し
、
四
月
分
だ
け
の
算
出
で

は
当
を
得
な
い
と
し
、
本
給
以
外
の
賞
与
手
当
等
総
収
入
を
考
え
る
必
要
を
主
張
す
る
も
、
そ
れ
を
含
め
て
も
少
な
い
、
と
し
て
以
下
の
数
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値
を
示
す
。
皆
勤
賞
与
手
当
（
月
二
回
）
は
日
給
の
六
割
に
該
当
し
、
日
給
一
円
一
〇
銭
と
す
る
と
半
月
（
十
五
日
）
の
賞
与
は
六
六
銭
で

あ
り
、
一
日
に
す
れ
ば
僅
か
四
銭
四
厘
に
す
ぎ
な
い
。
徒
弟
は
二
〜
三
年
経
れ
ば
、
一
人
前
に
な
る
が
五
年
間
も
徒
弟
と
す
る
の
は
、
当
を

得
な
い
、
と
批
判
。
ま
た
、
九
州
各
地
の
調
査
と
の
比
較
も
、
争
議
団
側
の
調
査
で
は
最
高
二
円
二
〇
銭
・
最
低
一
円
五
〇
銭
・
中
間
一
円

八
〇
銭
〜
二
円
位
で
あ
り
、
製
作
所
は
北
九
州
の
平
均
に
比
し
六
割
に
す
ぎ
ず
、
本
給
以
外
を
加
え
て
も
安
す
ぎ
る
と
批
判
し
た
。

六
月
一
日
の
昇
給
に
つ
い
て
も
、
三
割
以
上
の
人
が
昇
給
さ
れ
ず
、
震
災
前
に
支
給
さ
れ
て
い
た
五
銭
の
戦
時
手
当
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
、

日
給
一
円
〜
九
〇
銭
の
者
は
一
銭
に
、
九
〇
銭
以
下
七
五
銭
ま
で
が
二
銭
、
そ
れ
以
下
が
三
銭
に
減
少
さ
れ
た
。
一
円
以
下
の
日
給
者
で
五

銭
の
昇
給
は
ご
く
僅
か
で
、
平
均
二
銭
五
厘
位
で
あ
り
、
そ
れ
を
全
員
に
分
け
た
ら
何
銭
に
な
る
か
、
と
批
判
し
た
。

「
二
、
退
職
手
当
一
カ
年
ニ
付
三
十
日
分
支
給
ノ
事
」
で
は
、
経
営
側
が
日
給
を
三
等
級
に
区
分
し
、
支
給
額
は
区
分
さ
れ
た
日
給
の
最

低
額
を
支
給
し
て
お
り
、
十
日
分
が
実
際
は
七
、
八
日
分
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
と
批
判
し
た
。
養
老
手
当
七
五
〇
円
（
二
五
年
勤
務
）
は

も
ら
え
る
人
は
数
十
名
で
あ
り
、
一
日
九
銭
の
割
で
あ
り
、
そ
れ
を
加
え
て
も
賃
金
は
安
い
、
と
主
張
し
た
。「
三
、
共
愛
組
合
撤
廃
ノ

事
」
で
は
、
購
買
組
合
と
の
違
い
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
、
共
愛
組
合
員
で
組
織
し
て
い
る
購
買
組
合
は
、
前
者
の
撤
廃
で
自
然
消
滅
す
る

と
い
う
こ
と
。
問
題
は
、
後
者
が
販
売
品
の
品
質
が
悪
く
、
品
物
の
選
択
を
さ
せ
ぬ
か
ら
傷
物
が
多
く
、
交
換
に
も
応
じ
な
い
等
、
ま
た
そ

の
組
織
に
も
諸
問
題
が
あ
り
、
労
働
者
に
不
利
な
点
を
指
摘
し
た
。

「
四
、
公
傷
患
者
ニ
本
給
ヲ
支
給
ス
ル
事
」
で
は
、
支
給
は
法
律
に
基
づ
く
も
、
実
収
は
本
給
の
四
割
以
下
で
あ
り
、
不
具
疾
病
者
の
支

給
一
七
〇
日
分
以
上
と
あ
る
も
、
そ
れ
は
極
く
ま
れ
で
あ
り
、
公
傷
死
亡
者
も
す
ぐ
に
そ
れ
を
認
め
な
い
、
と
し
て
い
る
。「
五
、
遅
刻
、

早
引
、
外
出
ヲ
一
方
扱
ト
ス
ル
事
」
は
、
製
作
所
の
六
月
三
日
の
要
求
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
一
方
（
一
日
分
）
扱
と
見
な
さ
ず
、
時

間
引
き
と
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
最
後
の
辞
職
願
に
つ
い
て
は
、「
六
、
辞
職
願
出
ノ
場
合
ハ
之
ヲ
許
可
ス
ル
事
」
と
し
て
、
退
職

金
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
病
気
以
外
は
な
か
な
か
認
め
な
い
と
批
判
す
る
。
こ
の
件
と
は
違
う
が
、
職
工
に
同
情
的
な
役
員
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は
転
勤
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る

が
、
職
工
間
に
人
気
の
あ
る
役
員
は
ほ
と
ん
ど

転
勤
さ
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
不
信
を
ぶ
つ
け
て

い
る
。

こ
の
争
議
団
側
の
批
判
に
対
し
て
、
経
営
側

は
「
製
作
所
職
工
ノ
要
求
ニ
対
シ
再
ヒ
会
社
側

ノ
反
駁
」
と
題
し
て
、
再
批
判
を
お
こ
な
っ
た
。

中
山
所
長
の
発
言
は
、
各
人
辞
令
の
平
均
で
あ

り
、
方
米
や
諸
収
入
を
含
め
れ
ば
、
一
円
五
〇

銭
に
な
る
と
従
来
の
主
張
を
繰
返
し
、
争
議
団

側
の
北
九
州
平
均
最
低
一
円
五
〇
銭
、
中
間
一

円
八
〇
銭
は
あ
り
得
ず
、
根
拠
が
不
明
だ
と
批

判
し
た
。
六
月
一
日
の
昇
給
の
件
、
購
買
組
合

の
件
に
つ
い
て
も
批
判
し
て
い
る
が
、
従
来
の
主
張
の
繰
返
し
で
あ
り
、
新
し
い
論
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
す
る
争
議
団
側

の
反
論
・
要
求
も
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
枠
内
の
要
求
で
あ
っ
た
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
最
大
の
焦
点
は
、
賃
金
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
争
議
団
側
、
経
営
側
の
主
張
を
見
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
苦
し
い
立
場
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
主
張
の
根
拠
を
客
観
的
に

検
討
し
て
行
こ
う
。

賃
金
比
較
の
客
観
的
実
態
　
ま
ず
、
製
作
所
職
工
の
賃
金
が
、
他
と
比
較
し
て
安
い
か
否
か
で
あ
る
。
経
営
側
が
提
示
し
た
賃
金
表
は
、

第 ６表　三池製作所　賃⾦⽀払額

職　種 年⽉ 稼　働
延⼈員

⽀払
総額

⽇給
最⾼

⽇給
最低

⽇給
平均

年⽉ ⼈ 円 円　　 円　　 円　　
機械職⼯ （（（（.（ （（,（（（� （（,（（（ （.（（（ 1.（（（ （.（（（

〃.（（ （（,（（（� （1,（（（ （.（1（ 1.（（（ （.（（（
（（（（.（ （（,（（（� （（,（1（ （.（（（ 1.（（（ （.（（1

〃.（ （（,（（（� （（,1（（ （.（（（ 1.（（（ （.（1（

雑夫（男） （（（（.（ （,（（（� （,（（（ （.（（（ 1.（（（ （.（（（
〃.（（ （,（（（� （,（1（ （.（（（ 1.（（（ （.1（（

（（（（.（ （,（（1� （,（1（ （.（（（ 1.（1（ （.1（（
〃.（ （,（1（� （,（（（ （.（（1 1.（（（ （.1（（

雑夫（女） （（（（.（ （（（� （（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（
〃.（（ （（（� （（1 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（

（（（（.（ （（（� （（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（11
〃.（ （（1� （（1 1.（（（ 1.（11 1.（（（

徒　弟 （（（（.（ （,（（1� （,（（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（
〃.（（ （,（（（� （,（（1 1.（（1 1.（（（ 1.（（（

（（（（.（ （,（（1� （,（（（ 1.（（（ 1.（（（ 1.（（（
〃.（ （,（（（� （,（（（ 1.（（（ 1.（（1 1.（（（

全　体 （（（（.（ （（,（（（� （（,（（（ （.（（（ 1.（（（ （.（（（
〃.（（ （（,（（（� （（,（（（ （.（1（ 1.（（（ （.（（（

（（（（.（ （（,（（（� （（,（（1 （.（（（ 1.（1（ （.（（（
〃.（ （（,（（（� （（,（（（ （.（（（ 1.（（1 （.（（（

出典）　「三池製作所賃銭ニ関スル調」「⼀⼯当最⾼最低表」（『争議書
類』所収　三池鉱業所総務（（（）より作成。

注）　 （ ．原史料は⼤牟田警察⾼等課へ提出した⽂書。
　　  （ ．稼働延⼈員・⽀払総額は⽉間の値、⽇給は （ ⼈ （ ⽇当。
　　  （ ．⽀払総額の円未満四捨五⼊。
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既
述
し
た
よ
う
に
田
川
郡
・
遠
賀
郡
・
鞍
手
郡
三
九
炭
坑
（
各
十
六
・
十
一
・
十
二
坑
）
の
坑
内
機
械
夫
・
坑
外
機
械
夫
賃
金
の
「
各
地
賃

金
比
較
表
」
で
あ
る
。
こ
の
表
を
根
拠
に
、
最
近
の
筑
豊
各
炭
山
の
機
械
職
工
の
賃
銭
は
、
一
円
二
〇
銭
〜
一
円
四
〇
銭
位
で
あ
り
、
平
均

一
円
五
〇
銭
の
製
作
所
賃
金
は
安
く
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
（
経
営
側
主
張
の
三
池
製
作
所
賃
金
第
6
表
参
照
）。
こ
の
比
較
の
問
題

点
は
、
地
域
を
筑
豊
地
方
に
限
定
し
、
工
業
地
帯
が
あ
る
北
九
州
地
方
を
除
外
し
て
い
る
こ
と
と
、
機
械
・
道
具
等
を
生
産
す
る
製
作
所
機

械
夫
（
職
工
）
と
は
異
な
り
、
主
要
に
は
機
械
を
運
用
す
る
機
械
夫
（
鉱
夫
）
で
あ
り
、
同
一
に
比
較
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
れ

ら
機
械
夫
と
比
較
す
る
な
ら
、
三
池
炭
礦
の
坑
内
外
機
械
夫
と
比
較
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
争
議
団
の
主
張
は
決
し
て
根
拠
が
な
い
わ

け
で
は
な
く
、
恐
ら
く
九
州
鉄
工
協
会
が
発
行
し
た
調
査
表
を
根
拠
に
主
張
し
た
と
思
わ
れ
る
（
第
7
表
参
照
）。
こ
の
表
は
九
州
全
体
を

カ
バ
ー
し
、
六
二
企
業
の
工
場
調
査
で
あ
り
、
三
池
製
作
所
と
同
様
の
職
種
の
職
工
の
日
給
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
平
均
日
給
は
一
円
八
四

銭
で
あ
り
（
平
均
労
働
時
間
九
・
三
二
時
間
）、
争
議
団
の
主
張

と
符
合
す
る
。

製
作
所
の
賃
金
が
安
い
こ
と
は
、
現
場
で
実
態
を
知
る
役
員
は

認
識
し
て
い
た
。
後
年
、
中
山
岩
吉
は
当
時
を
振
返
っ
て
、
次
の

よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。「
当
時
三
池
ハ
坑
所
本
位
」
で
給
料
等

も
「
全
部
一
率
ニ
各
坑
所
ト
同
様
」
で
あ
り
、
製
作
所
は
重
工
業

だ
か
ら
大
阪
や
東
京
の
重
工
業
工
場
に
準
ず
る
必
要
が
あ
る
と
所

長
会
議
（
三
池
所
長
協
議
会
）
で
主
張
し
た
が
、「
孤
立
シ
タ
様

ナ
有
様
」
で
主
張
が
通
ら
な
か
っ
た
、
と
。
ま
た
、
村
上
廉
三
は

職
工
収
入
の
低
さ
と
生
活
の
厳
し
さ
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い

第 ７表　九州地方鉄⼯関係製作所職⼯賃
⾦（（ ⼈ （ ⽇当）

純 職 ⼯
平均賃⾦

⽇雇含む
同 賃 ⾦

　　円 　　円
門司地方 （ （ ） （.（（（� （.（11�
⼩倉地方 （ （ ） （.（（（� （.（（1�
洞海湾沿岸地方（ （ ） （.（1（� （.（（（�
筑豊炭礦地方 （ （ ） （.（（（� （.（（（�
福岡地方 （（（） （.1（（� （.（（（�
南筑地方 （ （ ） （.（（（� （.（（（�
肥前地方 （ （ ） （.（（（� （.（（（�
佐世保地方 （ （ ） （.（（1� （.（（1�
⻑崎地方 （ （ ） （.（11� （.（（1�
熊本地方 （ （ ） （.（（1� （.（（1�
鹿児島地方 （ （ ） （.（（（� （.（（（�

総平均 （（（） （.（（（� （.（1（�

出典）　九州鉄⼯協会「九州鉄⼯協会々員⼯場職⼯賃
銀総平均額（⼀⼈⼀⽇当り）調査表」より作成。

注）　 （ ．カッコ内の数値は調査した企業数。
　　  （ ．�純職⼯は成年男子の作業時間内給与、その

他の収⼊の平均額（職⼯見習、徒弟、男⼈
夫を含まず）。

　　  （ ．�右欄の賃⾦は、⼈夫（⽇雇）を含む賃⾦。
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る
。「
不
況
時
代
デ
総
テ
ノ
給
与
ヲ
廃
止
シ
タ
直
後
デ
シ
タ
カ
ラ
職
工
ノ
収
入
モ
激
減
シ
テ

居
リ
マ
シ
タ
ノ
デ
職
工
ト
シ
テ
ハ
中
以
上
ノ
相
当
収
入
ノ
ア
ル
モ
ノ
計
リ
ヲ
例
ニ
取
ッ
テ
調

査
シ
タ
ノ
デ
ス
ガ
其
レ
デ
モ
一
ヶ
月
ノ
収
支
決
算
ハ
赤
字
ニ
ナ
ル
…
何
円
何
十
銭
不
足
ト
明

瞭
ナ
数
字
ガ
出
タ
（
中
略
）
今
度
ノ
調
査
ニ
依
ッ
テ
ハ
ッ
キ
リ
シ
タ
事
ヲ
知
ッ
タ
為
賃
金
値

上
ノ
ス
ト
ラ
イ
キ
ヲ
起
サ
セ
ル
大
キ
ナ
原
因
ト
ナ
ッ
タ
ノ
デ
ス
」
と
争
議
発
生
を
当
然
の
こ

と
と
受
け
止
め
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
友
房
吉
も
三
菱
長
崎
造
船
所
と
比
較
し
て
、
当
時
の
製
作
所
の

待
遇
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
公
平
ナ
眼
デ
判
断
ス
ル
時
ハ
職
工
ノ
待
遇
モ
悪
ク
三

菱
長
崎
造
船
所
ニ
比
較
ス
ル
ト
ズ
ッ
ト
劣
ッ
テ
居
リ
マ
シ
タ
、
ア
チ
ラ
デ
ハ
職
工
ノ
休
養
、

救
済
、
退
職
金
、
福
利
施
設
、
昇
進
、
昇
給
、
特
権
等
ノ
優
遇
案
ヲ
全
部
プ
リ
ン
ト
シ
テ
職

工
ニ
与
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
当
時
コ
コ
デ
ハ
総
テ
会
社
ノ
思
ヒ
通
リ
ニ
居
タ
モ
ノ
デ
職
工
ニ

公
表
ス
ル
コ
ト
ハ
ナ
カ
ッ
タ
様
デ
）
（（
（

ス
」
と
。

経
営
側
が
平
均
一
円
五
〇
銭
と
し
た
製
作
所
賃
金
も
、
村
上
が
指
摘
す
る
よ
う
に
中
以
上
の
相
当
収
入
の
あ
る
職
工
の
賃
金
の
平
均
で
あ

ろ
う
。
経
営
が
調
査
し
た
争
議
団
主
要
人
物
で
も
、
第
8
表
の
よ
う
に
そ
れ
だ
け
の
日
給
を
得
て
い
る
者
は
一
人
し
か
い
な
い
。
中
山
所
長

が
最
初
に
言
明
し
た
一
円
十
銭
が
妥
当
だ
ろ
う
。
三
池
炭
礦
の
職
種
別
賃
金
を
見
て
も
（
前
掲
第
4
表
）、
一
円
五
〇
銭
取
得
職
種
は
、
二

四
年
上
期
で
は
坑
内
石
工
と
請
負
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
採
炭
夫
を
除
け
ば
、
坑
内
平
均
賃
金
一
円
二
七
銭
、
坑
外
一
円
四
銭
弱
で
あ
っ
た
。

採
運
炭
夫
を
含
め
て
、
総
平
均
日
給
が
一
円
四
三
銭
で
あ
っ
た
。
こ
の
賃
金
で
は
、
生
活
が
極
め
て
苦
し
か
っ
た
こ
と
は
、
先
の
労
働
者
の

支
出
か
ら
も
想
像
で
き
る
。

第 8表　製作所争議団主要⼈物⽇給

氏　名 ⽣　年 学　歴 採用年 現　職 ⽇　給
年 年 円　銭

山名千代吉 （（（（ ⾼等⼩卒 （（（（ 溶接⼯ （.1（
内田末次郎 （（（（ 〃 〃 電　⼯ （.（（
城島友吉 （（（（ 中学⼆年 （（（（ ⼯具職 （.（（
宮崎政吉 （（（（ ⾼等⼩卒 （（（（ 鈩子職 （.（（
野口弥吉 （（11 〃 〃 轆䡎職 1.（（
星野　覚 （（（（ 〃 〃 電気⼯ （.（（
松本作⼀ （（1（ ⾼等⼩⼀年 〃 〃 （.1（
川野藤次郎 （（（（ 尋常⼩卒 （（（（ 鈩子職 （.（（
井上繁吉 （（（（ ⾼等⼩卒 〃 〃 （.1（

出典）　「製作所争議ニ関スル件」（『争議書類』所収　三池鉱業所総
務（（（）より作成。
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確
か
に
採
運
炭
夫
と
り
わ
け
採
炭
夫
の
賃
金
は
、
他
職
種
に
比
較
し
て
日
給
は
良
い
。
こ
れ
は
一
九
一
九
年
九
月
の
採
炭
夫
に
よ
る
万
田

騒
擾
に
対
応
し
た
賃
上
げ
の
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、
他
職
種
に
も
及
ん
だ
が
、
採
炭
夫
の
上
昇
率
は
群
を
抜
き
、
他
炭
礦
を
上
回

る
に
至
っ
た
。
万
田
騒
擾
は
ほ
と
ん
ど
採
炭
夫
の
み
が
担
い
手
で
あ
り
、
他
職
種
は
参
加
し
な
か
っ
た
。
逆
に
今
回
の
争
議
に
は
、
採
炭
夫

は
ほ
と
ん
ど
参
加
せ
ず
、
他
職
種
は
ほ
と
ん
ど
参
加
し
た
。
そ
の
違
い
の
重
要
な
要
因
の
一
つ
が
、
こ
の
賃
金
の
差
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
再
度
検
討
し
よ
う
。
た
だ
し
、
日
給
で
高
賃
金
の
採
炭
夫
が
他
職
種
よ
り
楽

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
過
重
労
働
の
た
め
、
こ
の
頃
の
採
炭
夫
平
均
出
役
率
は
五
〜
六
割
で
あ
る
。
一
日
措
の
出
役
に
近
く
、
月
収
に
す

れ
ば
皆
勤
の
場
合
の
六
割
ほ
ど
の
収
入
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
不
況
下
で
諸
賞
与
の
廃
止
等
に
よ
る
賃
金
削
減
に
よ
る
低
賃
金
が
、
争
議
発
生
の
最
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
も
う
一
つ
の
重
要
問
題
が
、
福
利
施
設
・
待
遇
問
題
で
あ
っ
た
。
先
に
国
友
が
そ
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
た
が
、

村
上
は
賃
金
と
並
べ
て
福
利
施
設
等
待
遇
問
題
を
挙
げ
、「『
従
業
員
ニ
対
ス
ル
福
利
施
設
待
遇
問
題
ガ
全
然
ナ
ッ
ト
ラ
ン
我
々
ヲ
動
物
ノ
様

ニ
取
扱
フ
』
ト
言
フ
不
満
」
が
争
議
の
重
要
な
要
因
だ
っ
た
、
と
回
想
し
て
い
）
（（
（
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
会
見
の
な
か
で
様
々
な
形
で
争

議
団
側
か
ら
言
及
さ
れ
た
し
、
頻
繁
に
開
か
れ
た
演
説
会
で
も
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
問
題
の
背
景
に
は
、
日
々
接
し
見
聞
き
す
る
職
員

と
の
格
差
へ
の
不
満
が
蓄
積
さ
れ
た
点
が
あ
る
。
こ
う
し
た
賃
金
や
差
別
へ
の
不
満
が
、
万
田
騒
擾
の
よ
う
な
暴
発
に
な
ら
ず
、
組
織
化
さ

れ
争
議
団
が
結
成
さ
れ
、
製
作
所
か
ら
全
事
業
所
に
拡
大
し
、
長
期
に
渡
っ
て
争
議
が
継
続
出
来
た
の
は
何
故
か
、
次
に
こ
の
問
題
を
検
討

し
よ
う
。2　

長
期
争
議
の
基
盤
―
主
体
・
組
織
・
行
商
・
地
域
―

長
期
に
わ
た
り
争
議
を
継
続
で
き
た
の
は
、
様
々
な
要
素
の
複
合
的
条
件
に
よ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
体
（
担
い
手
）、
組
織
、
行
商
、
地
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域
の
四
点
に
注
目
し
て
検
討
し
よ
う
。

争
議
の
担
い
手
　
こ
の
争
議
に
は
、

五
事
業
所
在
籍
人
員
一
万
九
二
〇
〇
人

中
六
八
二
九
人
が
参
加
し
た
（
第
9
表

参
照
）。
但
し
、
二
一
日
の
ピ
ー
ク
時

に
は
参
加
人
員
一
万
人
を
上
回
っ
た
と

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
値
の
相
違

は
、
争
議
団
員
と
し
て
組
織
化
さ
れ
た

人
数
と
当
日
怠
業
・
休
業
に
加
わ
っ
た

人
数
の
差
と
思
わ
れ
る
。
第
9
表
の
数

値
は
、
争
議
団
に
組
織
化
さ
れ
た
人
数

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
表
だ
け
で
も
、
採

運
炭
夫
（
四
七
五
六
人
在
籍
、
宮
浦
坑
の
七
八
人
以
外
不
参
加
）
を
除
く
と
、
全
体
の
参
加
率
は
ほ
ぼ
五
割
で
あ
り
、
経
営
側
の
厳
し
い
監

視
・
説
得
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
労
働
者
が
参
加
し
た
。
採
運
炭
夫
の
不
参
加
は
、
万
田
騒
擾
（
一
九
一
九
年
）
後
の
他
炭
礦
を
上
回

る
賃
上
げ
と
監
視
の
行
き
届
い
た
徹
底
し
た
労
務
管
理
に
あ
っ
た
。
独
身
者
は
ほ
と
ん
ど
社
宅
宿
舎
に
居
住
さ
せ
た
。

争
議
の
発
端
と
な
っ
た
製
作
所
で
は
、
ほ
ぼ
全
員
が
参
加
し
た
。
事
業
所
・
部
所
に
よ
り
参
加
率
に
違
い
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
置

か
れ
た
条
件
の
違
い
に
あ
っ
た
。
港
務
所
で
は
、
市
民
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
、
信
号
手
な
ど
は
合
意
の
う
え
争
議
に
参
加
し
な
い
な

ど
、
ま
た
染
料
工
業
所
で
は
海
軍
関
係
の
製
品
部
署
で
は
生
産
を
続
行
す
る
な
ど
、
様
々
な
条
件
が
あ
っ
た
。
鉱
業
所
の
な
か
で
宮
浦
坑
の

第 9表　各事業所在籍⼈員・争議参加⼈員

事　業　所 在籍数 参加数 参加率採運
炭夫ⓐ

ⓐを
除く

⼈ ⼈ ⼈ % %

三
　
池
　
鉱
　
業
　
所

万　田　坑 （,（（（ （,（（（ （（（ （（.（ （（.（
宮　浦　坑 （,（（（ （,（1（ （,（（（ （（.（ （（.（
宮　原　坑 （,（（1 （（（ （（（ （（.（ （（.（
勝　立　坑 （,（（（ （（（ （（（ （（.（ （（.1
⼤　浦　坑 （（（ （（（ （（（ （（.（ （（.（
四　山　坑 （,（1（ （（（ （（（ （.（ （（.（
其　他 （,（（（ ― ― 1.1 1.1

計 （（,1（（ （,（（（ （,（（（ （（.（ （（.（

坑　内 （1,（（（ （,（（（ （,（（（ （（.（ （（.（
坑　外 （,（（（ ― （（（ （（.（ ―

三 池 製 作 所 （,（1（ ― （,（（（ （（.（ ―
三 池 港 務 所 （,（（（ ― （（（ （（.1 ―
三池染料⼯業所 （,（（（ ― （（（ （（.（ ―
三 池 製 煉 所 （,（（（ ― （（（ （（.（ ―

合　計 （（,（11 ― （,（（（ （（.（ （（.（

出典）　「在籍⼈員ト争議参加⼈員」（各事業所別表）（前掲「三池争
議経過誌」付属資料）より作成。

注） （ ．在籍⼈員は（（（（年 （ ⽉末現在。
　　 （ ．�三池鉱業所の争議参加者数が全事業所総括表では、（,（（（

⼈としているが、同鉱業所表では（,（（（⼈としてあり、そ
れに従った。

　　 （ ．�港務所は船渠と運輸に分類し、船渠在籍者（（（⼈は争議参
加者が無い。染料⼯業所は （ ⼯場と （ か所（本所）のなか
で本所（（⼈の参加なし。レンガ⼯場（（（⼈中参加（（⼈。双
方とも雑夫がほとんど参加していない。製煉所では硫酸分
⼯場（（（⼈が参加せず。

　　 （ .⼩数㐧 （ 位以下四捨五⼊。
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参
加
が
多
い
の
は
、
製
作
所
に
近
く
同
所
の
働
き
か
け
が
大
き
か
っ
た
（
前
掲
第
1
図
参
照
）。

争
議
へ
の
参
加
・
不
参
加
は
職
種
で
も
差
異
が
あ
っ
た
。
三
池
炭
礦
を
見
る
と
、
ポ
ン
プ
運
転
手
・
機
械
運
転
手
な
ど
機
械
夫
関
係
、
棹

取
、
鍛
冶
、
仕
上
な
ど
技
術
修
得
の
必
要
な
職
種
で
参
加
者
が
多
か
っ
た
（
第
10
表
参
照
）。
他
の
事
業
所
を
見
て
も
、
技
能
を
必
要
と
す

る
職
種
（
製
煉
所
で
は
製
煉
夫
・
圧
延
夫
・
レ
ト
ル
ト
夫
・
ガ
ス
夫
な
ど
、
染
料
鉱
業
所
で
は
薬
品
工
場
・
染
料
工
場
な
ど
化
学
品
製
造
工

場
労
働
者
な
ど
）、
そ
れ
に
棹
取
・
運
転
手
な
ど
運
輸
関
係
労
働
者
の
参
加
率
が
高
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
職
種
で
も
全
く
異
な
る
対
応

も
あ
っ
た
。
染
料
工
業
所
の
硫
酸
本
工
場
で
は
七
割
以
上
が
罷
業
に
参
加
し
た
の
に
、
分
工
場
で
は
全
員
が
不
参
加
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

差
異
が
出
て
く
る
要
因
は
、
右
記
以
外
に
次
の
よ
う
な
要
因
が
絡
ま
っ
て
い
た
。
工
場
の
生
産
行
程
か
ら
連
携
を
強
く
求
め
ら
れ
る
職
場
か

第 10 表　三池炭礦職種別在籍⼈員と争議参
加数

職　名 在籍⼈員 争議参加
⼈　員

参加
⽐率

坑
　
　
　
　
　
内

⼈ ⼈ %

採運炭夫
男 （,（（（ （（ （.（
女 （,（1（ ― ―

⽀柱夫 （1（ （（（ （（.（
棹取夫 （,（（（ （（（ （（.（
馬　夫 （（（ （（（ （（.1
ポンプ運転⼿ （,1（（ （（（ （（.（
機械運転⼿ （（（ （（（ （（.（

雑　夫
男 （,1（（ （（（ （（.（
女 （（（ （（ （（.（

⼤　⼯ （（1 （（ （（.（
石　⼯ （（ ― ―
左　官 （ ― ―

計 （1,（（（ （,（（（ （（.（
（（（.（）

坑
　
　
　
　
　
外

棹取夫 （（（ （（（ （（.（
馬　夫 （（ ― ―
火　夫 （（（ （ （.（
ポンプ運転⼿ （1 （（ （1.1
機械運転⼿ （（1 （（ （（.（

雑　夫
男 （1（ （（ （.（
女 （（（ ― ―

⼤　⼯ （（（ （（（ （（.（
石　⼯ （ ― ―
左　官 （ ― ―
鍛　冶 （（1 （（（ （（.（
仕　上 （（（ （（（ （（.（
電　⼯ （（ ― ―
雑　職 （（（ ― ―
撰炭夫 （（（ （1（ （（.（

計 （,（（（ （（（ （（.（

合　計 （（,1（（ （,（（（ （（.（
（（1.（）

出典）　第 （ 表と同⼀。
注）　カッコ内数値（⽐率）は、採運炭夫を除外した数値。
　　 ―は事実なし。

)

)

)
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否
か
、
職
人
的
・
個
人
的
職
種

（
石
工
・
大
工
・
陶
工
な
ど
）

で
あ
る
か
否
か
、
請
負
的
性
格

が
強
い
か
否
か
に
加
え
、
各
職

場
の
労
働
者
指
導
層
の
影
響
力

の
強
弱
も
大
き
か
っ
た
。
働
く

仲
間
と
の
関
係
性
を
重
視
し
、

共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
が
強
い

日
本
の
労
働
者
は
、
所
属
す
る

職
場
の
状
況
に
大
き
く
作
用
さ

れ
た
。
化
学
工
場
で
は
個
々
の

職
人
的
・
個
人
的
職
種
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、
全
体
的
行
程
の
流

れ
の
中
で
個
人
が
役
割
を
果
た

し
た
。
そ
の
た
め
職
場
の
状
況

が
個
々
の
労
働
者
に
与
え
る
影
響
が
大
き
か
っ
た
。
し
か
も
従
来
の
職
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
新
規
に
設
立
さ
れ
た
硫
酸
分
工
場
は
、
経
営

側
の
指
導
・
監
視
も
行
き
届
い
て
い
た
。
こ
の
状
況
が
、
罷
業
に
対
し
本
工
場
と
異
な
る
事
態
を
招
い
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
多
様
な
業
種
を
抱
え
る
大
規
模
争
議
が
、
長
期
継
続
で
き
た
要
因
の
一
つ
は
、
そ
の
担
い
手
の
指
導
層
が
果
た
し
た
役
割

第 11 表　争議参加主要⼈物の出身・学歴・年齢構成

原　　　　　籍　　　　　地

福　岡 熊　本 佐　賀 鹿児島 他九州 その他 計
⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈

鉱 業 所 （（ （（ （ （ （ （1 （（（
染料⼯業所 （（ （ ― （ （ （ （（
製 煉 所 （ ― ― （ ― ― （
港 務 所 （1 （ （ ― ― ― （（
製 作 所 （（ （ （ ― （ ― （（

計 （（（ （（ （ （ （ （（ （（（

教　　　育　　　程　　　度

無
尋　常　⼩　学 ⾼　等　⼩　学 中　等　学　校

中　退 卒　業 中　退 卒　業 中　退 卒　業
⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈

鉱 業 所 （ （ （1 （ （（ （ （
染料⼯業所 ― ― ― ― （（ （ （
製 煉 所 ― ― （ （ （ ― ―
港 務 所 ― （ （ ― （ ― ―
製 作 所 ― ― （ （ （（ （ ―

計 （ （（ （（ （（ （（（ （（ （

年　　　齢　　　別　　　構　　　成

（1歳
未満

（1〜（（
歳未満

（（〜（1
歳未満

（1〜（（
歳未満

（（〜（1
歳未満

（1歳
以上 計

⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈
鉱 業 所 （ （（ （1 （（ （（ （（ （（（
染料⼯業所 （ （ （（ （ （ （ （（
製 煉 所 ― ― （ （ （ （ （
港 務 所 ― （ （1 （ （ ― （（
製 作 所 ― （ （ （ （ （ （（

計 （ （（ （（ （（ （（ （（ （（（

出典）　「争議加⼊ノ主ナル者事項別⼈員調」（前掲「三池争議経過誌」付属資料）よ
り作成。
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に
あ
っ
た
。
ま
た
、
製
作
所
へ
の
同
情
に
加
え
て
、「
此
際
ヲ
期
シ
テ
賃
金
問
題
ヲ
解
決
セ
ザ
レ
バ
永
遠
ニ
境
遇
ノ
改
善
ヲ
ナ
ス
能
ハ
ズ
」

（「
大
牟
田
争
議
ノ
概
況
（
㐧
二
信
）」）
と
の
強
い
思
い
が
労
働
者
側
の
意
識
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
担
い
手
の
詳
し
い
検
討
は
次
章
三
（
下
）

で
す
る
が
、
こ
こ
で
は
長
期
争
議
が
可
能
と
な
っ
た
客
観
的
要
因
に
絞
っ
て
見
て
お
こ
う
。
経
営
側
が
争
議
の
主
要
人
物
と
し
て
調
査
し
た

二
一
二
人
を
見
よ
う
（
第
11
表
）。
こ
こ
か
ら
は
、
出
身
地
が
圧
倒
的
に
福
岡
・
熊
本
で
あ
り
、
鉱
業
所
と
港
務
所
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
が

福
岡
で
あ
っ
た
。
地
域
の
出
身
で
あ
り
、
地
域
の
実
情
に
精
通
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
す
ぐ
後
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
点
も
争
議
に
は
重
要

で
あ
っ
た
。
次
に
担
い
手
の
年
齢
で
あ
る
が
、
指
導
層
の
年
齢
構
成
が
社
会
的
経
験
の
長
い
三
〇
代
以
降
の
比
重
が
大
き
い
も
の
の
、
二
〇

代
〜
四
〇
代
に
バ
ラ
ン
ス
良
く
配
分
さ
れ
、
長
期
間
争
議
の
統
制
が
取
れ
た
持
続
性
と
戦
闘
性
を
支
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
聯
合

争
議
団
団
長
の
山
名
千
代
吉
三
三
歳
、
の
ち
の
団
長
中
村
亀
吉
二
四
歳
、
副
長
の
城
島
友
吉
四
九
歳
、
土
山
友
一
二
六
歳
で
あ
る
。
地
域
の

事
情
に
通
じ
て
性
急
と
な
ら
ず
、
か
つ
家
庭
の
事
情
を
思
い
や
り
つ
つ
、
争
議
を
継
続
で
き
た
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
指
導
者
の
統
制
に
協

調
し
た
労
働
者
も
地
元
出
身
者
が
多
く
「
渡
り
者
」
が
少
な
く
、
ま
と
ま
り
易
か
っ
た
点
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
新
庄
県

警
察
部
長
は
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

「�

元
来
三
池
地
方
の
労
働
者
は
他
の
地
方
の
労
働
者
の
そ
れ
に
比
し
て
全
然
性
格
を
異
に
し
て
居
る
…
事
業
を
起
し
た
当
初
か
ら
伝
統
的

に
所
謂
三
井
王
国
と
従
属
関
係
見
た
い
な
美
し
い
因
縁
で
結
ん
で
純
朴
淳
厚
に
稼
働
し
た
も
の
で
他
の
労
働
都
市
に
見
る
如
き
所
謂
渡

り
も
の
と
い
ふ
の
が
非
常
に
少
な
い
、
今
回
の
争
議
に
於
て
彼
ら
が
一
糸
乱
れ
ぬ
統
制
と
秩
序
を
保
っ
て
今
日
迄
堂
々
た
る
態
度
を
持

続
し
得
た
の
も
一
つ
に
は
統
裁
者
の
措
置
宜
し
き
を
得
た
為
め
で
も
あ
る
が
、
本
質
的
に
す
べ
て
が
真
摯
な
労
働
者
で
あ
っ
た
為
め
で

あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
」（「
九
州
日
報
」
六
月
二
三
日
）

こ
う
し
た
指
導
者
と
労
働
者
を
固
く
結
び
つ
け
る
手
段
が
組
織
で
あ
っ
た
。

強
固
な
争
議
団
組
織
の
結
成
　
長
期
争
議
を
可
能
と
し
た
も
う
一
つ
大
き
な
理
由
は
、
広
範
な
組
織
化
と
そ
の
組
織
の
強
固
さ
と
で
あ
る
。
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六
月
に
争
議
が
再
発
し
た
時
点
で
、
す
ぐ
に
争
議
団
が
結
成
さ
れ
た
。
争
議
団
内
部
の
組
織
と
役
割
分
担
が
定
め
ら
れ
、
瞬
く
間
に
支
部
組

織
も
整
え
ら
れ
た
。
こ
の
間
三
日
と
か
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
迅
速
な
組
織
化
は
、
事
前
に
準
備
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
以
外
に
な
い
。

恐
ら
く
五
月
下
旬
の
争
議
を
一
旦
休
止
し
た
の
は
、
経
営
側
の
対
応
を
待
ち
つ
つ
、
経
営
側
が
要
求
を
拒
否
す
る
の
を
想
定
し
て
、
争
議
団

の
組
織
準
備
期
間
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
円
滑
に
短
期
間
に
組
織
化
で
き
た
の
は
、
日
本
労
働
総
同
盟
や

九
州
鉄
工
組
合
、
地
元
に
結
成
さ
れ
て
い
た
三
池
労
働
同
盟
な
ど
と
の
事
前
の
接
触
や
当
時
の
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
状
況
の
な
か
で
様
々
な

情
報
が
入
手
で
き
、
そ
こ
か
ら
争
議
団
の
組
織
化
を
学
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
共
愛
組
合
の
存
在
は
、
争
議
団
の
組
織
化
に
と
っ
て
有

効
に
利
用
し
得
た
と
思
わ
れ
る
。

製
作
所
争
議
団
の
組
織
は
、
他
の
事
業
所
に
も
波
及
し
、
次
々
に
各
事
業
所
に
争
議
団
が
結
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
各
争
議
団
は
、
き
め
細

か
く
組
織
化
さ
れ
、
役
割
分
担
が
整
然
と
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
宮
浦
坑
で
は
採
炭
部
・
機
械
部
・
修
繕
部
・
運
搬
部
の
四
部
を
設
け
、
採

炭
部
以
外
で
は
各
部
に
本
部
・
支
部
を
設
定
し
、
本
部
に
は
団
長
・
副
団
長
の
他
に
各
種
係
が
置
か
れ
、
支
部
に
は
支
部
長
が
置
か
れ
た
。

機
械
部
で
は
、
警
戒
部
長
・
救
済
部
長
・
新
聞
記
者
係
部
長
な
ど
の
ほ
か
、
交
渉
係
・
応
接
係
・
購
買
食
糧
・
書
記
・
会
計
・
警
戒
係
・
伝

令
・
炊
事
・
受
付
の
係
が
置
か
れ
た
。
支
部
は
、
機
械
部
一
〇
・
修
繕
部
四
・
運
搬
部
六
が
設
け
ら
れ
た
。
本
部
・
支
部
の
役
員
は
、
争
議

参
加
者
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
。

争
議
が
全
事
業
所
に
広
ま
り
、「
全
三
池
争
議
」
と
な
っ
た
状
況
に
対
応
し
て
組
織
さ
れ
た
の
が
、
既
述
の
よ
う
に
三
池
争
議
団
聯
合
で

あ
る
。
そ
の
組
織
を
示
し
た
の
が
、
第
2
図
（
十
八
日
改
選
後
の
図
）
で
あ
る
。
広
範
囲
に
組
織
さ
れ
、
緻
密
に
係
が
整
備
・
設
定
さ
れ
、

長
期
争
議
に
耐
え
ら
れ
る
組
織
作
り
を
し
た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
組
織
の
も
と
で
、
会
社
側
の
切
り
崩
し
を
警
戒
し
て
帰
宅
さ
せ
ず
、
合
宿

形
態
で
生
活
し
て
緊
密
な
関
係
を
継
続
し
、
共
同
体
意
識
を
い
っ
そ
う
醸
成
さ
せ
、
争
議
の
離
脱
を
防
い
だ
。

経
済
基
盤
の
確
保
と
行
商
　
長
期
争
議
期
間
中
は
収
入
が
な
い
。
長
期
争
議
を
支
え
る
た
め
に
は
、
争
議
団
参
加
者
の
食
い
扶
持
を
確
保
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警
戒
部
、炊
事
部
、行
商
部

団
長
、聯
合
本
部
詰
、幹
部
、経
理
部
、宣
伝
部
、救
済
部
、

交
渉
委
員

委
員
支
部
団
長
、副
団
長
、会
計
委
員
、警
戒
委
員
、購
入
委
員
、訪
問
委
員

団
長
、副
団
長
、会
計
委
員
、訪
問
委
員
、購
入
委
員
、行
商
委
員
、警
戒
委
員

支
部
長

支
部
長

団
長
、委
員
長

支
部
長
、警
戒

会
長
、副
長
、幹
部
、受
付
兼
書
記
、代
表
委
員

支
部
長

評
議
員
議
長
、評
議
員
副
議
長
、演
説
、警
戒

団
長
、副
団
長
、会
計
、書
記
、糧
食
、物
品
仕
入
、救
済
、

支
部
長

支
部
長

団
長
、副
団
長
、執
行
委
員
、書
記
会
計
委
員

支
部
長
、相
談
役
、書
記

団
長
、副
団
長
、相
談
役
、書
記
、会
計
、警
戒
長
、伝
令
長

支
部
長
、同
補
佐

警
戒
部
長
、相
談
役

団
長
、副
団
長
、書
記
長
兼
会
計
、書
記
、行
商
部
長
、同
補
佐
、応
援
交
渉
、

支
部
長

救
済
部
長
、購
買
食
糧
、書
記
、警
戒
係
、会
計
、伝
令
、炊
事
、受
付

団
長
、副
団
長
、交
渉
係
、応
接
係
、新
聞
記
者
係
部
長
、警
戒
部
長
、

団
長
、副
団
長
、支
部
長
、書
記
、委
員

電
車
職
場

宮
原
駅

聯
合
本
部
詰

支
部
本
部

宮
浦
駅

三池港務所

工
場（
10
）

職
場
本
部

三池染料
工業所

支
部
本
部

営
繕
・
倉
庫

レ
ト
ル
ト

聯
合
本
部
詰

支
部（
7
）

本
部

蒸
留
所

三池製煉所

支
部（
9
）

本
部

分
工
場

支
部（
9
）

総
本
部

本
工
場

三池製作所

支
部（
6
）

本
部

運
搬
部

四
山
坑

支
部（
4
）

大
浦
坑

本
部

修
繕
部

勝
立
坑

支
部（
10
）

宮
原
坑

本
部

機
械
部

宮
浦
坑

採
炭
部

万
田
坑

三池鉱業所

聯 合 争 議 団

会計係 2，書記 3，糧食係 2
応接係 1，寄贈分配係 2，宣伝係 2，各

係

12 人立会委員
住吉武雄（宮浦坑）立会委員長
（製作所，製煉所，勝立坑，港務所）
4人（副委員長）聯合執行委員
城島友吉（製作所）他 4人聯合執行副委員長
中村亀吉（製作所）聯合執行委員長

（ ）

第 2図　聯合争議団の組織図
出典）　『三井事業史本篇第三巻中』（三井⽂庫刊）（（⾴より。⼀部修正。
原典）　「争議団ノ組織及各部委員」（「三池労働争議経過誌」所収）より作成。
原注）　 （ ．（　）内の数値は⽀部・⼯場の数。
　　　  （ ．三池鉱業所各坑の組織はおのおの異なるが、本図では宮浦坑の場合を示した。
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し
、
同
時
に
争
議
参
加
者
の
家
族
の
生
活
を
支
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
手
段
と
し
て
実
施
し
た
の
が
、
行
商
で
あ
っ
た
。
製
作
所
争
議

団
は
、
争
議
開
始
後
直
ち
に
行
商
を
開
始
し
た
。
尾
形
は
五
日
正
午
に
「
職
工
ハ
昨
日
ヨ
リ
雑
貨
品
ノ
行
商
ヲ
為
シ
結
束
ヲ
固
メ
居
レ
リ
」

と
本
店
取
締
役
宛
（
牧
田
常
務
）
に
電
報
し
、
製
作
所
争
議
団
の
動
き
を
本
店
側
伝
え
）
（（
（
た
。
争
議
団
が
長
期
争
議
を
覚
悟
し
て
い
る
点
を
伝

え
る
た
め
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
四
日
午
後
か
ら
製
作
所
争
議
団
は
、
行
商
を
開
始
し
た
。

第 12 表　争議団⾏商売上⾼（（）〜（（）

（ （ ）⾏商開始⽇・⼈員・売上⾼

開　始　⽇ ⼈　員 売　上　⾼ 最　多
売上⾼・⽇

三
　
池
　
鉱
　
業
　
所

⽉　⽇ ⼈ 円 円　　⽇
万田坑 （ .（（ （（1 （（ （（（（（（）
宮浦坑 （ .（（ （（ （（（ （,（（（（（（）
宮原坑 （ .（（ （（1 （（1 （（（（（（）
勝立坑 （ . （ （（ （（（ （（（（（（）
⼤浦坑 （ .（1 （（ （（（ （（1（（（）
四山坑 （ . （ （ （（ （（（ （ ）

製 作 所 （ . （ （（（ （（（ （,（（（（ （ ）
染料⼯業所 （ . （ （（（ （（（ （,（（（（（1）
製 煉 所 （ .（（ （（1 （（1 （（（（（1）
港 務 所 （ .（（ （（ （（ （（（（（（）

出典）　「争議団⾏商売上⾼調」（前掲「三池争議経過誌」付属資料）より作成。
注）　円未満四捨五⼊。

（ （ ）⼈員・⾏商売上全体推移

参加⼈員 売上⾼

⽉　⽇ ⼈ 円
（ . （ （（（ （（1
（ . （ （（（ （,（（（
（ . （ （（（ （（（
（ . （ （（（ （,（（（
（ .（（ （（1 （,（（（
（ .（（ （,1（1 （,（（（
（ .（（ （,（（（ （,（（（
（ .（（ （,（（（ （,（（（
（ .（（ （,（（（ （,（1（
（ .（（ （,（（（ （,1（（
（ .（（ （,1（（ （,（（（
（ .（1 （,1（（ （,（（（
（ .（（ （,（（（ （,（（1
（ .（（ （,（（（ （,（（（
（ .（（ （,（1（ （,（（1
（ .（（ （,（（（ （,（（（
（ .（（ （,（（（ （,（（（
（ .（（ （,（（1 （,（（（
（ .（（ （,（（（ （,（（（
（ .（1 （（（ （,（（（
（ . （ （（（ （（（

出典）　前同。
注）　前同。

（ （ ）⾏商参加延⼈員・売上⾼

参加⼈員 売上⾼

三
　
池
　
鉱
　
業
　
所

⼈ 円
万田坑 （,（（（ （,（1（
宮浦坑 （,（（（ （（,1（（
宮原坑 （,1（（ （,（（（
勝立坑 （,（（（ （,（（1
⼤浦坑 （（（ （（（
四山坑 （（1 （（（

⼩　計 （（,（（1 （（,（（（

製 作 所 （1,（（（ （（,（1（
染料⼯業所 （,（（（ （,（（（
製 煉 所 （,1（（ （,（（（
港 務 所 （,（（（ （（1

⼩　計 （（,（（（ （1,（（1

合　計 （（,1（（ （（,（（（

出典）　前同。
注）　前同。
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製
作
所
争
議
団
は
、
六
月
六
日
付
で
「
争
議
団
行
商
趣
意
書
」
を
発
表
し
、
行
商
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
説
明
し
、
市
民
に
協
力
を
訴

え
た
。
六
月
七
日
の
「
九
州
日
報
」
は
そ
れ
を
大
き
く
報
じ
た
。
商
品
は
委
託
販
売
の
形
を
と
り
、
売
上
金
は
各
自
の
所
得
と
し
、
一
人
一

日
一
〇
銭
を
納
付
し
た
（
五
銭
本
部
、
五
銭
支
部
）。
行
商
は
五
、
六
人
一
組
で
製
作
所
争
議
団
行
商
部
記
載
の
旗
を
立
て
、
一
二
〇
組
で

市
内
を
練
り
歩
い
た
。
当
初
、
本
部
幹
部
員
の
食
料
の
み
支
部
よ
り
現
品
送
付
し
た
が
、
二
一
日
以
降
は
本
部
、
支
部
の
経
費
を
別
々
と
し

た
。
製
作
所
か
ら
始
ま
っ
た
行
商
は
、
他
事
業
所
の
争
議
参
加
と
と
も
に
各
事
業
所
に
拡
大
し
て
い
っ
た
（
第
12
表
（
1
）
参
照
）。
市
の

商
工
団
は
購
買
組
合
撤
廃
の
思
惑
も
あ
り
、「（
製
作
所
）
争
議
団
本
部
ニ
出
入
シ
行
商
ノ
便
ヲ
計
リ
堂
々
食
品
ノ
寄
贈
ヲ
」
す
る
な
ど
争
議

団
行
商
を
援
助
し
た
。
市
民
の
同
情
も
大
き
く
、「
争
議
ノ
当
初
一
般
市
民
ノ
争
議
団
ニ
対
ス
ル
同
情
浅
カ
ラ
ズ
、
行
商
ニ
対
シ
テ
十
銭
位

ノ
物
品
ニ
三
十
銭
、
五
十
銭
ヲ
投
ズ
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
ズ
、
以
外
ノ
利
益
ヲ
上
ケ
タ
リ
」
と
、
さ
ら
に
「
金
品
寄
贈
夥
シ
」
と
、
積
極
的
に
経

済
的
支
援
を
行
っ
）
（（
（

た
。

行
商
は
、
当
初
の
市
内
か
ら
漸
次
拡
大
し
、
福
岡
県
、
熊
本
県
に
広
が
り
、
さ
ら
に
長
崎
県
、
鹿
児
島
県
な
ど
九
州
全
体
に
広
が
っ
て
い

っ
た
。
取
扱
う
商
品
も
当
初
の
日
用
雑
貨
・
文
房
具
・
化
粧
品
か
ら
、
売
行
が
困
難
と
な
っ
た
た
め
漸
次
豆
腐
・
醤
油
・
油
・
菓
子
・
饅

頭
・
豆
類
・
油
揚
げ
・
乾
物
・
竹
輪
・
蒲
鉾
類
の
食
料
品
に
及
び
、
さ
ら
に
鍋
・
釜
な
ど
多
品
種
に
拡
大
し
、
品
物
の
販
売
だ
け
で
な
く
多

様
な
職
人
仕
事
ま
で
こ
な
し
て
い
っ
た
。
行
商
隊
は
「
愈
々
真
剣
味
ヲ
加
エ
」
て
、
バ
ケ
ツ
・
鍋
釜
の
修
繕
・
ボ
ロ
売
買
・
空
き
ビ
ン
売

買
・
桶
の
輪
換
・
下
駄
歯
入
・
鋏
砥
ぎ
・
寿
司
売
り
（
同
情
寿
司
）
な
ど
加
工
修
繕
も
加
わ
り
、
虚
無
僧
・
安
来
節
踊
り
・
琵
琶
弾
か
ら
、

さ
ら
に
は
蓄
音
機
を
携
え
戸
毎
に
レ
コ
ー
ド
を
か
け
て
喜
捨
を
歎
願
す
る
な
ど
多
様
な
形
を
繰
り
広
げ
た
（
十
七
日
頃
の
状
）
（（
（
況
）。

行
商
に
参
加
し
た
団
員
は
、
延
べ
人
数
で
三
万
八
〇
〇
〇
人
に
の
ぼ
り
、
売
上
高
も
五
万
七
〇
〇
〇
円
を
上
回
っ
た
（
第
12
表
（
2
））。

行
商
開
始
の
資
金
は
、
各
事
業
所
で
調
達
し
た
。
宮
浦
坑
で
は
、
一
人
当
二
方
（
二
日
分
）
を
醵
出
し
、
一
方
分
を
行
商
資
金
、
一
方
分
を

本
部
資
金
と
し
た
。
行
商
で
は
、
タ
オ
ル
・
歯
磨
き
・
石
鹸
な
ど
の
小
間
物
類
や
ボ
ロ
売
買
・
空
き
瓶
売
買
が
相
当
の
収
益
を
出
し
た
報
告
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さ
れ
、
行
商
利
益
金
は
一
支
部
一
日
一
〇
円
〜
三
七
円
八
〇
銭
（
全
一
九
支
部
）
あ
り
、
そ
れ
は
本
部
に
積
立
ら
れ
）
（（
（

た
。
こ
の
よ
う
に
行
商

は
、
地
域
住
民
の
好
意
・
同
情
に
よ
り
争
議
団
に
多
額
の
収
益
を
も
た
ら
し
た
。
も
ち
ろ
ん
後
に
見
る
よ
う
に
様
々
な
寄
付
も
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
状
況
が
争
議
中
一
貫
し
て
あ
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

尾
形
は
そ
の
変
化
を
、
本
店
宛
に
次
の
よ
う
に
打
電
し
て
い
る
。「
製
作
所
変
化
ナ
キ
モ
財
力
稍
欠
乏
セ
ル
カ
如
シ
行
商
市
内
漸
ク
気
受

悪
シ
ク
昨
日
来
市
外
方
面
ニ
向
ヘ
エ
リ
」（
第
六
報
　
六
月
八
日
午
後
八
時
）
と
。
新
聞
も
、
市
中
の
変
化
を
感
じ
取
り
、
行
商
に
批
判
的

な
見
出
し
で
現
状
を
報
じ
た
。
福
岡
日
日
新
聞
は
、「
三
池
争
議
で
各
商
店
も
不
景
気
　
収
入
が
滅
切
り
減
る
」（
十
六
日
付
）
の
大
見
出
し

を
付
け
、
小
見
出
し
に
は
「
火
の
消
え
た
や
う
な
大
牟
田
目
貫
地
　
市
内
の
当
職
行
商
人
は
大
打
撃
　
罷
工
団
行
商
隊
の
活
躍
」
と
題
し
、

小
売
商
人
の
窮
状
を
報
じ
た
。
さ
ら
に
十
八
日
に
は
「
行
商
隊
に
職
を
奪
れ
て
　
蔓
で
餓
を
凌
ぐ
小
売
商
　
大
工
職
人
に
ま
で
手
を
延
ば
す

罷
工
連
」
と
題
し
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
七
万
の
大
牟
田
市
民
は
二
週
間
に
わ
た
る
争
議
で
、
一
千
余
名
の
行
商
隊
の
た
め
に
小
売

商
人
は
圧
倒
さ
れ
、
惨
め
な
者
が
頻
出
し
て
い
る
。
打
撃
は
小
売
商
人
に
著
し
く
、「
市
内
豆
腐
屋
の
如
き
は
争
議
の
打
撃
を
受
け
商
内
が

な
く
な
り
家
族
一
同
馬
鈴
薯
を
三
日
間
食
っ
て
居
る
も
の
さ
へ
生
じ
た
」
と
記
し
、
さ
ら
に
大
工
職
な
ど
職
工
の
仕
事
ま
で
手
を
出
し
た
為
、

普
通
職
人
ま
で
影
響
を
受
け
、
市
民
の
生
活
が
不
安
と
な
っ
て
い
る
、
と
報
じ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
見
て
取
り
、
経
営
側
で
は
争
議
の
長

期
化
に
伴
い
、
市
中
景
況
が
寂
寞
と
な
り
、「
一
般
市
民
カ
争
議
ヲ
倦
ム
」
傾
向
が
出
て
、
争
議
へ
の
同
情
が
希
薄
化
し
て
い
る
、
と
指
摘

し
た
。
行
商
隊
に
よ
り
近
隣
市
町
村
の
小
売
商
家
の
困
窮
が
激
化
し
、
そ
の
た
め
「
納
税
不
納
同
盟
」
が
結
成
さ
れ
て
も
い
）
（（
（
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
の
中
に
は
偏
向
も
あ
る
が
、
実
態
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
証
拠
が
、
行
商
人
員
と
売
上
高
の
推

移
を
示
し
た
第
12
（
3
）
表
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
一
九
、
二
〇
日
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
売
上
げ
が
落
ち
て
い
る
。
争
議
の
参
加
人
員
や
行
商

人
員
も
、
こ
の
頃
が
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
遠
距
離
ま
で
足
を
伸
ば
す
必
要
に
迫
ら
れ
、
ま
た
物
品
販
売
以
外
の
諸
労
働
に
携
わ
っ
た
の
も
、

市
内
な
い
し
そ
の
周
辺
で
の
行
商
が
限
界
に
来
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
四
日
ま
で
は
一
定
の
売
り
上
げ
を
維
持
し
て
い
た
し
、
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様
々
な
寄
付
も
あ
り
、
市
民
の
同
情
が
絶
た
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

収
益
や
寄
付
金
は
、
争
議
団
員
の
食
料
に
宛
て
る
ほ
か
、
各
支
部
設
置
の
救
済
係
が
申
請
の
あ
っ
た
経
済
困
窮
者
を
調
査
の
う
え
で
支
給

し
た
。
製
作
所
で
は
救
済
部
長
以
下
七
〇
名
が
従
事
し
、
団
員
家
族
を
絶
え
ず
訪
問
し
、
実
地
調
査
し
て
救
済
に
務
め
た
。
団
員
の
み
の
収

入
で
家
族
数
の
多
い
家
庭
や
争
議
の
た
め
に
収
入
が
途
絶
し
た
家
庭
な
ど
を
各
工
場
救
済
部
長
立
会
の
も
と
調
査
し
、
必
要
者
に
支
給
し
救

済
し
た
。
一
人
（
満
二
歳
以
上
）
一
日
白
米
三
合
宛
と
し
、
五
日
分
位
を
現
品
支
給
し
た
。
宮
浦
坑
で
は
三
歳
以
上
一
人
宛
米
三
合
ま
た
は

五
銭
を
支
給
し
た
。
こ
う
し
た
救
済
係
は
全
事
業
所
に
設
置
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
様
の
形
式
で
実
施
さ
れ
た
。

救
済
者
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
製
作
所
で
は
一
〇
家
族
だ
っ
た
。
厳
し
い
状
況
を
自
覚
し
、
申
請
を
た
め
ら
っ
た
者
も
多
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
実
際
、
救
済
し
よ
う
と
す
る
も
、
石
に
噛
り
付
い
て
も
辛
抱
す
る
、
と
辞
退
し
た
例
を
宮
浦
坑
で
は
報
告
し
て
い
る
。
争
議
団
員

の
食
事
も
質
素
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
宮
浦
坑
争
議
団
で
は
米
一
日
一
人
当
り
四
合
宛
（
時
期
に
よ
り

若
干
変
動
）、
大
根
葉
一
人
当
六
〇
匁
で
あ
り
、
本
部
員
は
労
働
し
な
い
の
で
一
日
二
食
と
粗
食
を
貫
い
た
。「
相
当
ノ
資
金
」
は
有
し
て
い

た
が
、「
世
間
ノ
同
情
ヲ
引
ク
為
メ
食
料
ニ
付
テ
モ
大
イ
ニ
留
意
シ
粗
食
ヲ
ナ
ス
事
」
と
し
た
事
情
も
あ
る
。
争
議
団
員
の
粗
食
は
、
い
ず

れ
の
事
業
所
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
争
議
団
が
貧
困
に
陥
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
宮
浦
坑
の
例
が
示
し
て
い
る
。
実
際
、
争

議
終
結
後
に
は
争
議
団
に
余
裕
資
金
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
処
理
が
検
討
さ
れ
て
い
）
（（
（

る
。

こ
の
よ
う
に
争
議
団
が
、
団
員
の
家
族
も
救
済
す
る
制
度
を
設
け
、
生
活
手
段
を
確
保
し
た
こ
と
が
、
長
期
争
議
を
支
え
る
基
盤
と
な
っ

た
。
そ
れ
に
加
え
て
様
々
な
形
で
地
域
な
ど
か
ら
の
寄
付
が
あ
り
、
争
議
団
を
支
え
て
い
た
。
地
域
か
ら
の
支
援
は
経
済
的
支
援
だ
け
で
な

く
、
争
議
団
の
戦
い
の
正
当
性
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
団
員
に
大
き
な
精
神
的
励
ま
し
と
な
り
、
長
期
争
議
を
支
え
る
要
因
で
あ
っ
た
。

地
域
社
会
の
支
援
　
争
議
団
と
地
域
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
第
四
章
で
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
簡
単
に
争
議
団
へ
の
支

援
状
況
を
見
て
お
こ
う
。「
九
州
日
報
」
は
争
議
開
始
二
日
後
の
六
月
五
日
「
争
議
団
に
市
民
の
同
情
」
と
大
見
出
を
掲
げ
、
行
商
一
日
の
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売
上
げ
二
〇
〇
〇
円
、
職
工
大
感
激
と
伝
え
、
大
牟
田
商
工
振
興
会
が
全
会
員
を
挙
げ
て
支
援
を
決
定
し
、
自
ら
先
頭
に
立
っ
て
篤
志
家
の

寄
贈
を
仰
ぐ
た
め
個
別
訪
問
を
試
み
て
い
る
、
と
市
民
の
同
情
が
争
議
団
に
あ
る
こ
と
を
報
道
し
た
。
十
七
日
に
は
「
市
中
の
同
情
は
依
然

深
い
」（
小
見
出
し
）
と
題
し
、
大
牟
田
市
茶
道
茶
話
会
が
白
米
二
一
俵
・
馬
鈴
薯
・
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
荷
車
十
一
台
を
争
議
聯
合
に
届
け
た

こ
と
、
行
商
人
小
宮
が
製
作
所
の
徒
弟
連
を
率
い
て
毎
日
得
意
を
回
り
、
利
益
を
す
べ
て
争
議
費
用
に
提
供
し
て
い
る
、
な
ど
を
報
じ
た
。

二
〇
日
に
は
「
大
牟
田
市
内
外
の
同
情
　
罷
業
団
に
集
る
　
一
青
年
や
一
女
床
屋
の
金
品
寄
贈
　
痒
い
所
に
手
の
届
く
よ
う
な
応
援
振

り
」
と
大
書
し
、
争
議
に
つ
い
て
「
地
方
民
の
同
情
湧
然
と
し
て
各
方
面
か
ら
労
働
者
に
集
ま
り
争
議
半
ケ
月
に
及
ぶ
今
日
と
雖
も
尚
陸
続

と
し
て
金
品
の
寄
贈
者
が
現
れ
て
い
る
」
と
記
述
し
、
そ
の
内
容
や
状
況
を
詳
し
く
報
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
牟
田
市
民
だ
け
で
な
く
周
辺

市
町
村
も
同
様
で
、
殊
に
万
田
坑
付
近
一
帯
の
三
池
郡
駛
馬
村
桜
町
の
住
民
は
、
徹
底
し
た
応
援
振
り
で
、
争
議
団
が
事
務
所
を
探
す
際
に

は
、
家
主
と
の
交
渉
、
机
そ
の
他
の
中
廻
品
を
借
受
け
運
搬
ま
で
町
内
総
が
か
り
で
行
い
、
炭
坑
側
と
関
係
が
あ
る
村
民
が
援
助
を
拒
否
し

そ
う
で
あ
れ
ば
、
関
係
全
村
民
が
説
得
す
る
な
ど
、
感
奮
せ
ざ
る
を
得
な
い
程
だ
と
伝
え
て
い
る
。
元
同
村
職
員
も
村
民
の
争
議
団
へ
の
感

情
に
つ
い
て
「
村
民
ハ
殆
ド
争
議
団
ニ
味
方
シ
テ
居
マ
シ
タ
、
行
商
ニ
ナ
ッ
タ
争
議
団
員
ハ
朝
、
昼
、
晩
三
回
モ
同
ジ
品
物
ヲ
売
リ
ニ
来
マ

シ
タ
ガ
皆
快
ク
買
ッ
テ
ヤ
ッ
テ
居
リ
マ
シ
タ
（
中
略
）
行
商
仕
入
先
ノ
問
屋
モ
相
当
同
情
シ
テ
特
別
ニ
安
価
ニ
提
供
シ
テ
居
タ
ト
言
フ
話
デ

ス
」
と
回
想
し
て
い
）
（1
（

る
。

こ
の
よ
う
に
地
域
住
民
が
争
議
団
に
同
情
を
示
し
た
の
は
、
経
営
側
へ
の
反
発
が
あ
っ
た
面
も
あ
る
。
詳
し
く
は
第
四
章
（
下
）
で
検
討

す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
争
議
団
員
と
そ
の
家
族
が
地
域
に
根
を
張
っ
て
暮
ら
し
て
お
り
、
労
働
者
家
族
が
付
近
の
住
民
で
あ
り
、

商
店
の
顧
客
で
あ
り
、
地
域
住
民
が
争
議
団
員
の
暮
ら
し
を
充
分
理
解
し
て
お
り
、
か
つ
相
互
援
助
の
生
活
習
慣
が
機
能
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
争
議
団
員
が
自
己
規
律
に
厳
し
く
、
統
制
の
と
れ
た
行
動
や
市
民
生
活
に
配
慮
す
る
行
動
が
地
域
住
民
に
好
感
を

持
た
れ
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
。「
握
飯
に
　
梅
干
か
漬
物
二
片
　
持
久
戦
に
堪
へ
得
る
や
う
に
飽
迄
も
簡
素
な
食
事
　
酒
類
は
一
切
口
に
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せ
ぬ
」、
ま
た
喫
煙
も
控
え
る
な
ど
、
自
己
規
律
や
質
素
な
食
事
内
容
も
新
聞
等
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
（「
九
州
日
報
」
十
五
日
）。
さ
ら

に
三
池
鉄
道
宮
浦
駅
・
七
浦
操
車
所
の
操
車
夫
・
棹
取
夫
・
転
轍
夫
一
七
一
名
の
ス
ト
に
際
し
、
争
議
団
は
経
営
側
に
ス
ト
決
行
を
通
告
す

る
と
同
時
に
、
経
営
側
の
社
員
・
小
頭
に
信
号
旗
・
信
号
灯
を
引
渡
し
、
転
轍
方
法
等
を
説
明
教
授
し
、
踏
切
番
は
社
会
一
般
に
支
障
を
与

え
る
の
で
一
週
間
は
ス
ト
に
参
加
せ
ず
、
そ
の
間
に
会
社
側
で
方
法
を
講
ず
る
よ
う
に
伝
え
て
辞
し
た
、
と
し
て
同
駅
労
働
者
の
「
罷
業
態

度
は
実
に
賞
賛
に
値
す
べ
き
堂
々
た
る
も
の
」
と
絶
賛
し
た
（
同
前
十
七
日
）。
同
新
聞
で
は
、
争
議
終
結
後
に
、
長
期
争
議
が
可
能
で
あ

っ
た
要
因
に
つ
い
て
、
地
方
民
の
支
持
が
あ
っ
た
故
と
し
、「
争
議
が
予
想
外
に
永
続
し
た
の
も
地
方
民
が
平
常
会
社
に
好
感
を
持
っ
て
居

な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
」（「「
九
州
日
報
」
七
月
五
日
」）
と
締
め
括
っ
て
い
る
。「
九
州
日
報
」
は
一
貫
し
て
争
議
団
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
視
点
か
ら
の
評
価
と
も
取
れ
る
が
、
経
営
側
が
記
述
し
た
総
括
で
も
、
今
回
の
争
議
が
従
来
の
争
議
の
例
を
破
っ
て
長
期
間
続
い
た
の

は
、
労
働
者
の
結
束
の
強
さ
と
同
時
に
「
最
モ
注
意
ス
ベ
キ
ハ
大
牟
田
市
商
人
ニ
ヨ
リ
非
常
ニ
同
情
ト
後
援
ガ
ア
ッ
タ
事
デ
ア
ル
」
と
記
述

し
て
い
）
（（
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
地
域
住
民
の
支
持
が
長
期
争
議
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

3　

経
営
側
の
対
応

経
営
側
の
争
議
へ
の
視
線
と
対
処
に
つ
い
て
、
次
の
四
つ
の
側
面
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
争
議
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、

争
議
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
が
争
議
へ
の
対
応
の
仕
方
を
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
争
議
が
拡
大
す
る
中
で
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た

の
か
。
三
つ
目
が
、
争
議
へ
の
直
接
的
な
対
応
策
で
は
な
く
、
争
議
拡
大
の
中
で
重
視
し
た
世
論
対
策
で
あ
る
。
世
論
が
争
議
団
を
支
え
て

い
る
状
況
を
転
換
さ
せ
、
争
議
を
終
結
さ
せ
る
に
は
、
世
論
を
経
営
側
支
持
に
転
換
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
経
営

側
の
争
議
対
応
の
基
軸
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
、
こ
の
四
点
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

経
営
側
の
争
議
認
識
　
五
月
二
二
日
か
ら
二
六
日
の
最
初
の
争
議
が
終
結
し
た
あ
と
、
こ
の
争
議
を
尾
形
鉱
業
所
長
は
次
の
よ
う
に
評
価



194

し
て
い
る
。
紛
擾
が
解
決
し
た
の
は
、「
元
来
本
事
件
ガ
鉱
夫
一
般
ノ
要
求
ニ
出
発
セ
ズ
」、
共
愛
組
合
相
談
役
会
の
協
議
事
項
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
た
事
柄
が
漸
次
鉱
夫
間
に
伝
播
し
た
も
の
で
、「
当
初
ヨ
リ
鉱
夫
一
般
ノ
強
固
ナ
ル
意
見
ニ
基
ク
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
リ
シ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、

怠
業
ス
ラ
不
本
意
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
臨
時
休
業
ト
ナ
ル
ニ
及
ビ
、
果
テ
ハ
委
員
ヲ
問
責
ス
ル
モ
ノ
続
出
シ
、
直
ニ
無
条
件
服
業
ヲ
叫

ブ
ニ
至
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
」
と
。
こ
れ
は
、
尾
形
が
福
岡
県
鉱
務
署
長
宛
に
提
出
し
た
報
告
中
の
記
述
で
あ
）
（（
（

る
。
こ
こ
に
は
罷
業
に
至
っ

た
経
緯
、
製
作
所
職
工
の
意
識
、
争
議
終
結
の
三
点
に
わ
た
り
、
決
定
的
な
認
識
の
誤
り
が
あ
っ
た
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
ず
争
議
の
開
始
に
つ
い
て
み
よ
う
。
職
工
の
窮
状
の
訴
え
に
応
じ
て
臨
時
招
集
さ
れ
た
五
月
二
〇
日
の
共
愛
組
合
の
惣
代
・
相
談
役
会

を
、
中
山
製
作
所
長
は
生
活
に
根
ざ
し
た
職
工
一
般
の
昇
給
へ
強
い
要
求
と
し
て
受
止
め
、
翌
日
朝
に
は
職
工
の
昇
給
決
定
の
督
促
を
三
池

鉱
業
所
本
店
に
打
電
し
、
機
先
を
制
す
る
意
図
で
昇
給
を
発
表
し
た
。
し
か
し
、
本
店
も
尾
形
も
深
刻
に
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。
六
月
一

日
が
昇
給
発
表
日
で
あ
っ
た
し
、
右
の
認
識
の
よ
う
に
職
工
一
般
の
要
求
と
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
場
を
よ
く
知
る
中
山

と
尾
形
ら
と
の
認
識
の
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
要
求
を
撥
ね
付
け
、
休
業
と
い
う
強
圧
的
手
段
で
収
ま
っ
た
、
と
尾
形
は
認
識
し
た

の
で
あ
る
。

す
で
に
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
実
態
は
惣
代
や
相
談
役
を
突
き
上
げ
る
形
で
争
議
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
多
く
の
職
工
の
強
い
意
志

が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
争
議
の
鉾
を
一
旦
収
め
た
の
は
、
休
業
と
い
う
強
圧
手
段
の
前
に
屈
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
既
述
の

よ
う
に
、
六
月
一
日
の
昇
給
を
待
ち
な
が
ら
、
争
議
の
陣
容
を
整
え
る
準
備
期
間
と
し
た
、
と
考
え
た
方
が
良
い
。
と
い
う
の
も
、
争
議
の

中
心
人
物
た
ち
は
、
最
初
の
要
求
へ
の
経
営
側
の
対
応
か
ら
、
昇
給
発
表
を
あ
ま
り
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
六
月
初
頭
に
再
度
争
議
を
開
始
し
た
直
後
か
ら
、
広
範
囲
に
細
部
ま
で
整
然
と
し
た
組
織
化
が
出
来
る
筈
が
な
い
。
一
般
職
工
の
意

識
の
読
み
違
い
、
そ
れ
に
端
を
発
す
る
強
圧
的
対
応
、
結
末
の
認
識
の
甘
さ
が
、
よ
り
大
規
模
な
争
議
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
月
三
〇
日
に
中
山
か
ら
尾
形
に
提
出
さ
れ
、
尾
形
か
ら
本
店
取
締
役
牧
田
へ
の
報
告
は
、
よ
り
実
態
に
即
し
て
い
た
。
そ
の
報
告
の
最
後
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で
「
要
求
提
出
ニ
至
リ
タ
ル
迄
ノ
心
理
ノ
推
移
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
震
災
後
の
昇
給
の
引
締
め
と
二
回
の
特
別
補
給
減
、

精
勤
賞
与
改
正
等
に
よ
る
収
入
減
少
が
要
因
の
生
活
不
安
、
遅
刻
・
早
退
・
外
出
規
制
の
改
正
な
ど
に
よ
り
、「
何
処
迄
モ
吾
々
ヲ
虐
ケ
ル

ト
云
フ
怨
嗟
ノ
気
分
ヲ
誘
発
」
し
、
共
愛
組
合
の
相
談
役
会
で
も
希
望
が
通
ら
ず
、
同
組
合
の
国
際
労
働
者
派
遣
の
労
働
代
表
推
薦
権
の
失

格
、
三
池
労
働
同
盟
・
市
中
商
人
等
の
扇
動
に
よ
っ
て
気
勢
を
挙
げ
、
三
月
の
戸
畑
鋳
物
会
社
の
争
議
の
職
工
側
の
成
功
は
、「
反
抗
的
気

勢
」
を
「
助
長
」
し
た
、
と
。
こ
こ
で
は
一
般
職
工
と
乖
離
し
た
争
議
で
は
な
い
事
を
表
現
し
て
い
）
（（
（
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
経
営
側
の
対

処
は
、
そ
れ
を
充
分
汲
み
取
っ
て
い
な
か
っ
た
。

六
月
三
日
か
ら
の
製
作
所
の
大
規
模
な
争
議
に
つ
い
て
、
当
初
経
営
側
は
争
議
の
認
識
を
あ
ま
り
変
化
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
相
変
わ
ら
ず
強
圧
的
手
段
で
争
議
を
鎮
め
よ
う
と
し
、
要
求
再
提
出
に
加
わ
ら
な
い
三
工
場
（
製
缶
・
鋳
物
・
鍛
冶
工

場
）
を
除
い
て
当
分
休
業
と
し
、
七
日
に
は
製
作
所
争
議
団
幹
部
九
名
・
勝
立
坑
二
名
、
さ
ら
に
九
日
に
は
四
山
坑
一
名
の
解
雇
を
予
告
し
、

争
議
の
拡
大
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
措
置
は
む
し
ろ
争
議
を
拡
大
す
る
狼
煙
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
製
作
所

以
外
の
他
事
業
所
労
働
者
は
、
製
作
所
争
議
団
の
主
張
に
共
感
し
て
お
り
、
解
雇
を
契
機
に
他
事
業
所
労
働
者
の
罷
業
の
動
き
が
活
発
化
し
、

次
々
と
争
議
団
が
結
成
さ
れ
、
罷
業
へ
と
突
き
進
み
、
十
一
日
に
は
争
議
団
聯
合
を
結
成
す
る
に
至
っ
た
。
製
作
所
争
議
団
へ
の
「
同
情
」

（
共
感
）
が
、
解
雇
に
よ
っ
て
急
速
に
高
ま
り
、
他
事
業
所
の
罷
業
の
流
れ
を
形
成
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
過
程
で
、
経
営
側
の
争
議
へ
の
見
方
に
は
明
ら
か
な
変
化
が
あ
っ
た
。
こ
の
争
議
が
、
従
来
と
は
異
な
り
新
た
な
争
議
だ
、
と
い
う

認
識
で
あ
る
。
争
議
に
は
暴
動
を
伴
う
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
膨
大
な
人
数
の
労
働
者
を
き
め
細
か
く
組
織
し
、
暴
動
を
制
御
し
て
統
制
の

取
れ
た
秩
序
だ
っ
た
行
動
は
、
想
定
外
だ
っ
た
。
そ
の
根
底
に
は
、
一
揆
の
イ
メ
ー
ジ
の
延
長
で
争
議
を
眺
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
十
六

日
の
双
方
の
会
見
の
中
で
、
経
営
側
の
高
島
主
事
が
「
今
度
ノ
ア
ナ
タ
方
ノ
争
議
ノ
方
法
ハ
舶
来
デ
ス
ヨ
、
日
本
ニ
ア
ッ
タ
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ

デ
ス
ヨ
」
と
発
言
し
、
荒
木
主
事
が
「
専
門
家
ガ
ソ
ウ
云
ッ
テ
関
心
シ
テ
居
リ
マ
）
（（
（

ス
」
と
続
け
て
い
る
言
辞
か
ら
、
そ
れ
を
読
み
取
れ
よ
う
。
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そ
の
発
言
の
先
に
、
高
島
は
争
議
を
「
国
家
ノ
害
毒
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
争
議
は
外
部
か
ら
の
指
導
・
介
入
・

援
助
の
賜
物
で
あ
り
、
決
し
て
自
律
的
・
自
主
的
争
議
で
は
な
い
、
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
外
部
勢
力
の
支
柱
と
見
た
の
が
、
大
日
本

労
働
総
同
盟
と
そ
れ
に
連
な
る
三
池
労
働
同
盟
及
び
小
売
商
業
団
で
あ
っ
た
。

三
池
鉱
業
所
鉱
務
主
任
は
、
各
事
業
所
長
・
各
坑
主
任
宛
に
「
製
作
所
争
議
団
幹
部
ト
大
日
本
労
働
総
同
盟
ト
ノ
関
係
明
瞭
ト
ナ
リ
ツ
ツ

ア
リ
、
右
労
働
同
盟
ト
三
池
労
働
総
同
盟
ト
ノ
連
絡
ア
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
、
今
日
ノ
罷
業
団
員
ハ
明
日
ノ
優
良
職
工
鉱
夫
ナ
リ
、
彼
等
ヲ
シ
テ

同
盟
側
ニ
近
カ
シ
メ
ザ
ル
事
」（
六
月
十
一
日
）
と
警
告
し
、
翌
日
に
は
争
議
団
は
大
日
本
労
働
総
同
盟
と
連
絡
を
と
る
、
と
の
「
福
岡
日

日
新
聞
」
記
事
（
十
二
日
）
を
挙
げ
、「
事
実
右
ノ
指
揮
ニ
依
リ
行
動
シ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
、
然
ラ
ハ
今
回
ノ
争
議
ノ
要
求
ノ
納
レ
ラ

ル
ル
ト
否
ト
ハ
問
題
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
三
池
ヲ
総
同
盟
化
シ
得
ル
ヤ
否
ヤ
ノ
問
題
也
、
対
職
工
鉱
夫
ノ
争
議
ハ
将
ニ
対
総
同
盟
ト
ノ
戦
闘
ニ
転

換
セ
ン
ト
シ
ツ
ツ
ア
リ
」（
十
二
）
（（
（

日
）
と
、
今
回
の
争
議
を
全
国
的
労
資
の
対
立
と
把
握
し
、
決
し
て
敗
北
を
許
さ
れ
ぬ
争
議
と
位
置
付
け

た
の
で
あ
る
。

争
議
の
拡
大
と
そ
の
対
応
　
右
の
よ
う
な
位
置
付
け
の
も
と
で
争
議
に
対
応
す
る
た
め
、
争
議
団
の
要
求
批
判
を
強
化
し
、
同
時
に
争
議

対
応
の
組
織
を
整
備
し
、
世
論
対
策
も
積
極
的
に
展
開
し
た
。
経
営
側
の
争
議
対
応
は
、
ま
ず
要
求
へ
の
批
判
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
既
述
の
よ
う
に
七
日
に
は
「
製
作
所
職
工
ノ
要
求
ニ
対
ス
ル
会
社
側
ノ
説
明
」「
製
作
所
職
工
ノ
要
求
ニ
対
ス
ル
工
場
側
ノ
説

明
」
を
職
工
向
け
に
発
表
し
た
。「
会
社
側
ノ
説
明
」
は
主
に
賃
金
要
求
と
共
愛
組
合
廃
止
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
要
求
を
批
判
し
て
い
る
。

製
作
所
の
賃
金
が
一
般
各
地
の
状
況
と
比
較
し
て
安
く
な
い
こ
と
、
共
愛
組
合
と
購
買
組
合
は
全
く
別
物
で
、
前
者
の
廃
止
が
後
者
の
廃
止

に
は
結
び
つ
か
な
い
こ
と
、
後
者
は
労
働
者
の
生
活
の
安
定
た
め
の
組
織
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
廃
止
を
唱
え
る
の
は
、
争
議
を
利
用
し
て
此

機
会
に
購
買
組
合
廃
止
を
目
論
む
一
部
商
人
の
奸
計
で
あ
る
、
と
批
判
し
た
。
加
え
て
、
一
部
政
治
屋
は
、
此
機
会
に
購
買
組
合
が
撤
廃
さ

れ
る
か
の
よ
う
に
商
人
を
利
用
し
、「
同
志
会
入
会
」（
憲
政
会
系
）
を
勧
誘
し
、
党
勢
拡
大
を
計
ろ
う
と
し
て
い
る
、
と
政
治
的
意
図
が
あ
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る
点
を
強
調
し
た
。
こ
の
「
説
明
」
で
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
個
々
の
要
求
の
批
判
よ
り
も
要
求
の
背
景
を
批
判
す
る
形
を
取
っ
て

い
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
工
場
側
ノ
説
明
」
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
六
項
目
要
求
の
そ
れ
ぞ
れ
に
反
論
を
加
え
た
。
こ
の
後
者
の
「
工
場
側
説

明
」
と
同
一
内
容
の
ビ
ラ
を
印
刷
し
、
市
中
に
配
布
し
た
。
職
工
対
策
だ
け
で
な
く
、
本
格
的
に
世
論
対
策
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
ほ
ど
見
よ
う
。

本
争
議
を
対
総
同
盟
と
の
「
戦
闘
」
と
ま
で
認
識
し
た
経
営
側
は
、
争
議
対
応
の
組
織
体
制
の
整
備
・
強
化
を
推
進
し
た
。
十
四
日
に
は

会
社
本
部
秘
書
課
内
に
「
情
報
部
」
を
設
置
し
、
情
報
の
本
格
的
・
正
確
な
収
集
と
対
外
発
信
に
力
を
入
れ
、
同
日
山
上
俱
楽
部
で
開
か
れ

た
各
事
業
所
長
・
主
任
会
合
に
お
い
て
、
尾
形
所
長
は
、
以
下
の
訓
示
を
お
こ
な
っ
た
。

「（
イ
）�

今
回
争
議
ノ
結
果
何
如
ハ
実
ニ
産
業
上
ノ
重
要
問
題
ニ
シ
テ
今
ハ
単
ナ
ル
会
社
ノ
事
件
ニ
ア
ラ
ズ
、
国
家
ノ
問
題
ナ
リ
、
吾
々

ハ
国
家
ノ
為
メ
ニ
最
後
迄
死
ヲ
決
シ
テ
之
ヲ
解
決
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
、
各
係
員
一
同
ニ
モ
此
主
旨
ヲ
徹
底
了
解
セ
シ
メ
最
後
ハ

全
部
稼
働
者
ヲ
失
フ
モ
役
員
ノ
ミ
ニ
テ
籠
城
死
守
ス
ル
覚
悟
ヲ
持
タ
シ
ム
ル
様
努
力
セ
ラ
ル
ベ
シ

（
ロ
）�

尚
今
後
此
ノ
争
議
相
当
永
引
ク
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ガ
故
二
各
係
員
ノ
健
康
最
モ
必
要
ナ
リ
、
出
来
得
ル
限
リ
必
要
以
外
ニ
過

労
セ
シ
メ
ズ
持
久
戦
ニ
耐
エ
得
ル
様
適
所
ニ
部
署
ヲ
定
メ
休
息
ヲ
計
ラ
レ
度
キ
コ
ト

（
ハ
）�

下
級
職
員
中
ニ
動
揺
ノ
風
聞
ヲ
耳
ニ
ス
、
斯
ク
ノ
如
キ
ハ
誠
ニ
寒
心
ノ
至
リ
ナ
レ
バ
、
各
主
任
ヨ
リ
会
社
今
回
ノ
主
旨
ノ
存
ス

ル
処
諒
解
徹
底
セ
シ
メ
ラ
ル
ベ
シ

（
ニ
）
就
業
労
働
者
ノ
強
迫
ノ
為
メ
出
勤
ヲ
得
ザ
ル
者
ニ
ハ
合
宿
等
応
急
ノ
処
置
ヲ
取
ル
事

（
ホ
）�

最
后
ハ
喞
筒
ノ
ミ
死
守
ス
ル
覚
悟
ニ
テ
其
他
事
態
ニ
依
リ
テ
ハ
各
主
任
ノ
判
断
ヲ
以
テ
適
当
ニ
処
置
サ
レ
タ
シ

（
へ
）�

職
員
ノ
ミ
ニ
テ
死
守
ノ
場
合
ノ
職
員
配
置
其
他
動
員
ニ
関
シ
テ
ハ
中
央
ニ
テ
之
ヲ
主
宰
ス
ベ
キ
ニ
就
キ
、
必
ズ
中
央
ニ
打
合
セ
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ヲ
ナ
ス
コ
ト

（
ト
）
今
夜
ヨ
リ
午
后
十
時
頃
ヨ
リ
差
支
ナ
キ
主
任
ハ
山
上
俱
楽
部
ニ
集
合
懇
談
打
合
セ
ノ
事
」

こ
の
訓
示
と
同
時
に
、
各
所
長
よ
り
各
職
員
宛
に
奮
闘
努
力
す
べ
き
旨
の
手
紙
を
発
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
尾
形
は
、
右
記
の
訓
示

を
要
約
し
た
以
下
の
所
信
（
達
）
を
鉱
業
所
職
員
に
発
し
）
（（
（

た
。

「�

拝
啓
　
今
回
ノ
同
盟
罷
業
ハ
三
池
炭
礦
ハ
申
ス
ニ
不
及
惹
テ
ハ
国
家
産
業
ノ
破
壊
ニ
シ
テ
誠
ニ
遺
憾
ノ
極
ニ
候
　
要
求
ニ
対
シ
譲
歩
ノ

余
地
ナ
ク
ハ
勿
論
産
業
破
壊
ノ
行
動
ニ
対
シ
テ
ハ
飽
ク
迄
奮
闘
死
守
ス
ル
ノ
覚
悟
ニ
候

　
吾
等
社
員
ハ
健
実
ナ
ル
稼
働
者
諸
君
ト
共
ニ
一
致
協
力
最
後
迄
当
所
ノ
擁
護
ニ
努
メ
度
候

　
猶
各
員
ハ
此
際
最
モ
健
康
ニ
注
意
シ
能
ク
持
久
戦
ニ
耐
ヘ
ラ
レ
候
様
致
度
切
望
ニ
不
耐
候

　
不
肖
所
信
ノ
ア
ル
処
ヲ
披
瀝
ス
希
ク
ハ
会
社
ハ
勿
論
国
家
産
業
ノ
為
蹶
起
奮
励
ア
ラ
ン
事
ヲ
右
特
ニ
申
進
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
十
三
年
六
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
尾
形
次
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

こ
の
日
午
後
六
時
半
、
尾
形
は
本
店
取
締
役
（
牧
田
）
宛
に
次
の
電
報
を
発
信
し
、
深
刻
な
事
態
を
伝
え
た
。「
罷
業
漸
次
拡
大
既
ニ
全

山
ニ
及
ヒ
形
成
頗
ル
不
穏
逐
ニ
役
員
ノ
ミ
ヲ
以
テ
枢
要
ノ
機
械
保
守
ニ
努
力
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
ニ
至
ル
モ
ノ
ト
考
フ
罷
業
夫
ノ
脅
迫
甚
シ
ト
雖

モ
死
力
ヲ
尽
シ
テ
守
護
ス
ル
覚
悟
ナ
）
（（
（
リ
」
と
。
訓
示
の
翌
日
に
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
「
本
部
係
員
分
掌
事
項
」（
第
3
図
参
照
）
が
設
定
さ

れ
、
事
業
所
組
織
の
強
化
が
図
ら
れ
た
。
尾
形
の
訓
示
に
は
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に
こ
の
争
議
を
「
国
家
ノ
問
題
」
と
し
て
把
握
し
、

産
業
を
守
る
使
命
を
押
出
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
全
労
働
者
が
い
な
く
て
も
、
職
員
そ
の
他
に
よ
っ
て
事
業
を
操
業
さ
せ
る
必
死
の
覚
悟
が
、

迸
っ
て
い
た
。
本
部
の
組
織
整
備
と
並
行
し
て
、
炭
坑
操
業
を
維
持
す
る
た
め
に
、
罷
業
不
参
加
者
の
構
内
宿
泊
、
稼
働
労
働
者
の
步
増
賃

金
、
請
負
人
夫
の
組
織
化
・
利
用
の
拡
大
、
三
井
傘
下
炭
礦
等
か
ら
の
応
援
・
援
助
、
他
炭
礦
・
工
場
か
ら
の
雇
入
れ
な
ど
を
緊
急
に
実
施
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し
た
。
こ
れ
ら
の
状
況
は
、
新
聞
で
も
次
々
に
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
。

「
九
州
日
報
」
で
は
、
争
議
拡
大
に
対
応
し
て
経
営
側
で
は
操
業
維
持
の
た
め
「
窮
余
の
窮
策
と
し
て
残
余
の
労
働
者
を
密
閉
　
毎
日
三

食
を
会
社
側
か
ら
提
供
し
夜
間
は
布
団
を
貸
与
し
て
就
寝
さ
す
」（
十
三
日
）
と
全
体
的
な
状
況
を
報
じ
、
そ
れ
と
並
べ
て
各
事
業
所
の
状

況
も
報
じ
た
。
そ
の
一
つ
万
田
坑
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
た
。
三
川
町
阿
部
鉄
工
所
よ
り
数
十
名
を
臨
時
雇
入
、
ま
た
十
一
日
正

午
交
代
時
に
は
出
勤
半
数
に
満
た
ず
、
運
転
手
に
到
着
の
札
を
渡
さ
ず
、
作
業
続
行
を
懇
願
し
拒
否
さ
れ
た
、
と
（
十
三
日
付
）。
十
三
日

に
は
、
運
転
手
が
罷
業
状
態
に
入
る
模
様
だ
っ
た
た
め
、
経
営
側
の
危
機
感
が
昂
ま
り
、
最
も
脅
威
を
感
ず
る
坑
底
ポ
ン
プ
・
各
部
ポ
ン
プ

運
転
の
安
全
運
行
を
維
持
す
る
た
め
、
前
夜
〇
時
か
ら
機
械
部
職
員
全
員
を
総
動
員
し
て
各
方
面
で
活
動
す
る
と
同
時
に
、
呼
出
し
に
応
じ

て
操
業
に
応
ず
る
運
転
手
が
少
な
い
た
め
、「
数
名
ヲ
構
内
ニ
収
容
宿
泊
セ
シ
メ
」
就
業
を
約
束
さ
せ
て
い
）
（（
（
る
。
こ
の
状
況
に
、
翌
日
の
新

聞
は
、
運
転
手
六
〇
〇
人
の
一
人
一
人
を
呼
出
し
、
出
欠
を
問
い
出
勤
す
る
と
判
を

押
さ
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
帰
さ
な
い
（「
九
州
日
報
」
十
四
日
）、
さ
ら
に
「
東

洋
一
を
誇
る
万
田
坑
も
坑
内
水
が
刻
々
に
充
満
　
全
坑
殆
ん
ど
廃
坑
同
様
の
浮
目
　

会
社
側
で
は
大
恐
慌
」
の
見
出
し
で
、
そ
の
対
処
に
三
井
工
業
学
校
の
生
徒
、
他
炭

鉱
会
社
社
員
の
来
援
を
仰
ぎ
、
午
後
三
時
に
は
急
電
で
駆
け
つ
け
た
田
川
炭
礦
の
職

工
一
隊
の
来
援
を
受
け
た
、
と
報
じ
て
い
る
（
同
前
）。
翌
十
四
日
に
は
「
万
田
坑

の
煙
突
　
辛
う
じ
て
煙
吐
く
　
金
田
坑
か
ら
応
援
と
し
て
運
転
手
数
十
名
呼
ぶ
」

（
同
前
、
十
五
日
）
と
、
操
業
維
持
の
た
め
諸
方
面
か
ら
人
手
を
掻
き
集
め
た
状
況

を
活
写
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
も
ち
ろ
ん
万
田
坑
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
宮
浦
坑
で

第 3図　「本部係員分掌事項」

第⼀　荒⽊主事担当
排水運搬ニ関スル事（⼈事共）…林主任
発電、配電ニ関スル事（ 〃 ）…古田主任
賃銭及歩増ニ関スル事 …新村技師
⼀般情報 …村上秘書、

井上技士
製修品ニ関スル事 …松尾技士
坑外臨時設備 …関口技士

第⼆　⾼島主事担当
警備ニ関スル事（重要事項） …⾼島主事

同上
…井上技士
…守田書記

物品配給 …石川主任
警官、世話⼀切 …加藤書記

第三　社線運輸ニ関スル件 …吉田主任

出典）　「争議情報　第三報」（総務（（（）（十五回）より。

警察署及憲兵隊交渉関係
自警団ニ関スル事
3
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は
、
十
五
日
に
「
受
負
人
夫
全
部
合
同
シ
宮
浦
後
援
団
ヲ
組
織
シ
白
腕
章
ヲ
纏
ヒ
如
何
ナ
ル
迫
害
ニ
遭
フ
モ
屈
セ
ス
ト
云
昨
日
ヨ
リ
事
業
ニ

従
事
セ
）
（（
（
リ
」
と
請
負
人
を
組
織
化
し
、
穴
埋
め
補
充
に
積
極
的
に
活
用
し
た
。

請
負
人
は
罷
業
し
な
い
こ
と
を
誓
約
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
請
負
人
森
初
蔵
は
「
会
社
ニ
対
シ
テ
不
穏
ナ
行
動
ヲ
採
ラ

ヌ
ト
言
フ
会
則
ヲ
実
際
ニ
示
シ
タ
ノ
ハ
大
正
十
三
年
ノ
争
議
ノ
時
デ
、
ア
レ
丈
ノ
大
人
数
ガ
働
イ
タ
ニ
モ
不
拘
ズ
請
負
人
及
ビ
請
負
夫
丈
ハ

黙
々
ト
シ
テ
仕
事
ニ
精
出
シ
マ
シ
タ
。
争
議
団
員
モ
我
々
ヲ
会
社
ノ
ス
パ
イ
ト
思
ッ
タ
ラ
シ
ク
勧
誘
ニ
モ
来
ナ
カ
ッ
タ
様
デ
ス
」
と
回
顧
し

て
い
）
（1
（

る
。
さ
ら
に
同
宮
浦
坑
で
は
、
採
炭
夫
の
罷
業
突
入
を
警
戒
し
、
高
率
の
給
料
を
与
え
、
関
係
在
郷
軍
人
会
を
招
集
し
て
、
軍
服
姿
で

宮
浦
坑
の
社
宅
や
坑
夫
の
行
動
を
厳
重
警
戒
さ
せ
た
（「
九
州
日
報
」
十
三
日
）。
四
山
発
電
所
で
は
、
罷
業
決
行
の
対
処
と
し
て
、
窮
余
の

策
と
し
て
職
工
一
同
を
内
部
に
留
置
き
、
外
出
さ
せ
な
い
と
、
報
じ
ら
れ
た
（「
九
州
日
報
」
十
三
日
）。

製
煉
所
で
も
操
業
維
持
に
必
死
で
あ
り
、
供
給
人
夫
を
多
数
投
入
し
た
。
十
四
日
に
は
罷
業
（
一
五
〇
名
）
に
対
処
し
、
蒸
溜
炉
の
ス
ラ

ッ
グ
掻
出
の
人
数
を
確
保
す
る
た
め
、
前
夜
に
臨
時
派
遣
し
た
四
組
の
各
請
負
人
が
人
夫
約
七
〇
名
を
指
揮
し
、
一
部
係
員
も
加
わ
り
夜
を

徹
し
て
作
業
し
た
。
こ
の
日
の
昼
食
か
ら
炊
出
し
を
実
施
し
）
（（
（
た
。
罷
業
不
参
加
の
稼
働
者
に
は
、
継
続
し
て
出
役
さ
せ
る
た
め
、
職
種
に
よ

り
左
記
の
步
増
で
賃
金
支
払
を
実
施
し
た
。

一
、
疎
水
ニ
関
ス
ル
運
転
手
、
火
夫
、
竪
坑
捲
運
転
手
ニ
ハ
一
方
ニ
付
五
歩

二
、
同
職
中
罷
業
者
ヲ
生
シ
タ
ル
一
項
以
外
ノ
諸
雇
夫
ニ
ハ
一
方
ニ
付
三
歩

三
、
其
他
ノ
モ
ノ
ニ
ハ
一
方
ニ
付
二
歩

　
　
　
　
但
シ
全
テ
採
炭
夫
ヲ
除
ク

　
　
　
以
上
支
給
期
間
ハ
六
月
十
六
日
ヨ
リ
同
三
十
日
）
（（
（
迄

こ
の
よ
う
に
全
事
業
所
に
拡
大
し
た
争
議
に
対
処
し
、
操
業
維
持
の
た
め
様
々
な
方
法
で
労
働
力
の
確
保
が
図
ら
れ
た
。
こ
の
状
況
は
、
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経
営
側
の
当
初
の
争
議
切
崩
し
が
、
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
か
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
経
営
側
で
は
、
罷
業
一
日
目
か
ら
白
昼
公
然
と
切
崩
し

に
着
手
し
て
い
た
。
内
務
事
務
官
柳
井
義
男
は
、
そ
れ
を
批
判
的
に
言
及
し
）
（（
（
た
。
地
域
住
民
の
同
情
が
争
議
団
に
あ
り
、
白
昼
の
切
り
崩
し

が
住
民
の
反
発
を
買
う
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
地
域
住
民
の
意
識
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
対
応
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

経
営
側
の
切
り
崩
し
は
、
争
議
拡
大
に
連
れ
て
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
は
従
来
の
強
圧
的
方
法
と
は
異
な
り
、
説
得

で
あ
っ
た
。
万
田
坑
で
は
六
月
十
七
日
よ
り
本
格
的
な
争
議
団
へ
の
切
崩
し
を
開
始
し
、
争
議
団
で
は
警
戒
し
て
係
員
を
五
〜
七
、八
名
で

尾
行
し
た
。
経
営
側
で
は
、「
高
圧
的
手
段
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
事
勿
論
ニ
シ
テ
」、
次
の
よ
う
に
説
得
し
た
。「
坑
所
側
ト
シ
テ
、
終
始
一
貫
会
社

及
一
般
ノ
経
済
状
態
ニ
於
テ
ハ
已
ニ
稼
働
者
側
ノ
意
気
ヲ
看
取
セ
ル
事
」、
将
来
改
善
す
る
こ
と
、
こ
れ
以
上
の
罷
業
は
不
利
益
な
こ
と
、

ブ
ロ
ー
カ
ー
と
の
連
携
は
不
利
な
こ
と
等
、「
正
面
ヨ
リ
利
害
ヲ
説
キ
」
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
本
部
・
支
部
を
訪
問
し
て
そ
の
幹
部

を
説
き
、
争
議
団
幹
部
を
集
め
て
係
員
と
懇
談
し
気
分
を
緩
和
さ
せ
、
地
方
有
志
の
町
会
議
員
に
依
頼
し
、
地
方
別
・
部
落
別
に
復
業
を
勧

誘
し
て
も
ら
う
。「
職
場
」
方
面
で
は
「
軟
派
ト
見
ラ
ル
ル
モ
ノ
ハ
頭
目
ヲ
十
数
名
一
個
所
ニ
集
メ
団
体
ト
シ
テ
復
帰
就
業
ヲ
約
セ
シ
メ
同

時
ニ
諸
方
面
ニ
切
崩
シ
ヲ
行
ヒ
是
等
復
帰
希
望
者
ハ
坑
所
ニ
宿
泊
セ
シ
メ
」、「
軟
派
」
を
惹
き
つ
け
て
集
団
復
帰
さ
せ
、
既
述
の
よ
う
に
復

帰
希
望
者
は
坑
内
に
宿
泊
さ
せ
る
の
が
有
効
、
と
し
て
そ
れ
を
実
行
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
強
圧
か
ら
説
得
中
心
へ
の
変
化
の
背
景
に
は
、

「
彼
等
ノ
罷
業
権
ヲ
否
認
ス
ル
訳
ニ
モ
行
カ
ズ
」「
坑
所
側
ノ
誠
実
誠
意
ヲ
彼
等
ニ
示
ス
外
ナ
シ
」
と
罷
業
権
を
容
認
す
る
発
言
か
ら
、
す
で

に
開
始
さ
れ
て
い
た
労
働
組
合
法
・
労
働
争
議
調
停
法
の
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
説
得
に
あ
た
る
係
員
は
、

火
夫
、
棹
取
・
馬
丁
、
運
転
手
・「
職
場
」
な
ど
に
分
け
、
そ
れ
ら
に
精
通
し
た
者
が
職
種
別
に
分
担
担
当
し
た
。

し
か
し
、
説
得
に
よ
る
「
切
崩
し
」
が
、
ど
の
く
ら
い
有
効
に
機
能
し
た
か
、
判
断
は
難
し
い
。
万
田
坑
の
運
転
手
罷
業
団
を
、
係
員
が

説
得
し
切
崩
し
て
数
名
復
業
さ
せ
、
そ
の
後
の
経
緯
の
中
で
一
旦
全
員
復
業
に
傾
く
も
、
炭
山
聯
合
側
の
「
持
久
ス
ベ
キ
激
励
」
に
よ
り
、

再
度
硬
化
し
「
切
屑
シ
モ
其
後
ニ
於
テ
ハ
其
効
微
弱
」
と
切
崩
し
の
困
難
さ
を
吐
露
し
て
い
る
か
ら
で
あ
）
（（
（

る
。
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世
論
対
策
　
争
議
の
拡
大
に
対
応
し
て
力
を
入
れ
た
の
が
、
世
論
対
策
で
あ
っ
た
。
住
民
世
論
が
圧
倒
的
に
争
議
団
に
同
情
し
、
住
民
の

支
持
が
長
期
争
議
を
支
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
経
営
側
で
は
、
製
作
所
争
議
団
の
要
求
に
対
し
、
既
述
の
「
製
作
所
職
工
ノ
要
求
ニ
対
ス

ル
説
明
」（
六
月
八
日
作
成
）
を
翌
日
に
印
刷
し
て
二
万
枚
の
ビ
ラ
を
作
成
し
、
十
日
、
十
一
日
に
三
〇
名
を
動
員
し
、
一
人
一
五
〇
枚
を

市
役
所
付
近
で
配
布
し
、
さ
ら
に
三
川
・
万
田
・
三
池
・
玉
川
・
銀
水
・
駛
馬
の
各
町
村
に
も
配
っ
た
。
ビ
ラ
は
作
成
案
と
同
一
内
容
で
あ

る
が
、
一
般
市
民
・
労
働
者
向
け
に
、
要
求
六
項
目
の
小
見
出
し
を
「
一
．
賃
金
ノ
事
、
二
．
退
職
手
当
ノ
事
、
三
．
共
愛
組
合
ト
購
買
組

合
ノ
事
、
四
．
公
傷
者
ニ
関
ス
ル
給
与
ノ
事
、
五
．
遅
刻
、
早
退
、
外
出
ノ
事
、
六
．
辞
職
許
可
ノ
事
」
と
少
し
変
更
し
、
漢
字
に
は
す
べ

て
ふ
り
が
な
を
付
し
た
。
争
議
団
の
反
論
に
は
、
再
批
判
を
行
い
、
新
聞
に
投
稿
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
、
次
の
よ
う
な
様
々
な
ポ
ス
タ
ー
、

ビ
ラ
を
作
成
し
た
。「
即
時
就
業
」（
二
万
枚
）、「
皆
さ
ん
直
に
就
業
し
ま
し
ょ
う
」（
大
型
ポ
ス
タ
ー
・
石
版
刷
り
、
三
〇
〇
〇
枚
）、「
押

売
、
物
売
を
断
れ
、
皆
さ
ん
」（
小
型
ポ
ス
タ
ー
・
三
〇
〇
〇
枚
）、「
即
時
就
業
勧
告
、
行
商
団
謝
絶
勧
告
」（
赤
紙
チ
ラ
シ
、
一
万
枚
）
な

ど
で
あ
る
。

政
党
・
政
派
に
関
連
す
る
争
議
だ
、
と
す
る
ビ
ラ
も
多
く
撒
い
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
は
争
議
団
本
部
が
市
民
の
同
情
を

削
ご
う
と
す
る
悪
意
あ
る
宣
伝
だ
、
と
語
っ
た
と
報
じ
ら
れ
た
（「
九
州
日
報
」
十
二
日
）。「
目
覚
め
よ
　
市
民
!!!
自
覚
せ
よ
労
働
争
議

団
」
の
ビ
ラ
は
、
原
稿
に
あ
っ
た
三
井
鉱
山
株
式
会
社
名
が
消
去
さ
れ
、
愛
市
団
に
書
き
変
え
ら
れ
て
い
る
。
国
士
会
な
ど
経
営
側
を
支
持

す
る
団
体
の
ビ
ラ
作
成
・
配
布
に
も
資
金
援
助
し
）
（（
（
た
。

新
聞
へ
の
投
稿
も
推
進
し
た
。
企
業
の
現
状
を
伝
え
、
経
営
側
の
主
張
・
立
場
を
積
極
的
に
訴
え
て
い
る
。
新
聞
に
は
会
社
の
投
稿
だ
け

で
な
く
、
労
働
者
・
市
民
を
装
っ
た
争
議
団
批
判
も
展
開
し
た
。
例
え
ば
、「
製
作
所
罷
業
団
ノ
主
張
ニ
付
テ
　
一
労
働
者
」（
購
買
組
合
撤

廃
批
判
）
の
投
稿
は
、
原
案
の
タ
イ
ト
ル
「
敢
テ
製
作
所
罷
業
団
ノ
釈
明
ヲ
望
ム
　
炭
地
一
労
働
者
」
を
添
削
修
正
し
て
投
稿
し
て
い
た

（
投
稿
先
不
明
）。
こ
う
し
た
労
働
者
・
市
民
に
扮
し
た
投
稿
は
、「
笛
吹
か
れ
踊
り
給
ふ
か
罷
業
団
　
市
内
　
男
之
助
」
や
「
行
商
隊
の
堕
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落
　
市
内
　
有
明
月
男
」
あ
る
い
は
「
彼
ら
に
自
由
を
与
へ
よ
」
な
ど
、
す
べ
て
直
接
的
な
争
議
団
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
新
聞
投
稿

は
、
掲
載
の
可
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
聞
社
へ
の
影
響
を
考
慮
し
た
行
為
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
世
論
へ
の
訴
え
で
経
営
側
が
最
も
力
説
し
た
の
は
、
三
池
労
働
者
の
賃
金
が
低
賃
金
で
は
な
い
こ
と
、
罷
業
が
産
業
破
壊
と
な
り
、

不
景
気
の
日
本
に
い
っ
そ
う
打
撃
を
与
え
る
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
に
加
え
、
目
立
っ
た
の
が
購
買
組
合
廃
止
批
判
で
あ
っ
た
。

そ
の
主
要
な
狙
い
は
、
争
議
団
員
間
に
亀
裂
を
入
れ
る
こ
と
、
争
議
団
と
小
売
商
人
と
の
離
反
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

購
買
組
合
撤
廃
論
者
へ
の
批
判
・
質
問
要
領
案
が
あ
る
。
本
社
（
鉱
業
所
本
部
）・
大
浦
坑
第
一
・
倉
庫
の
購
買
組
合
員
名
義
で
あ
り
、
そ

の
質
問
・
批
判
内
容
は
左
記
の
四
点
で
あ
っ
た
。

一
、�

ど
ん
な
考
え
で
撤
廃
し
ろ
と
い
う
の
か
（
一
部
市
民
に
撤
廃
要
求
の
動
き
が
あ
り
、
六
月
六
日
の
大
牟
田
劇
場
で
撤
廃
を
決
議
し
て

い
る
が
）

二
、�

購
買
組
合
は
我
々
の
生
活
品
を
少
し
で
も
安
く
す
る
「
最
良
ノ
方
法
」
で
あ
り
、
各
国
と
も
労
働
者
の
保
護
施
設
と
し
て
そ
の
設
立

を
奨
励
し
て
い
る
し
、
我
国
で
も
政
府
・
い
ず
れ
の
政
党
も
奨
励
し
て
い
る
の
に
、
反
対
す
る
の
は
黙
っ
て
い
ら
れ
な
い

三
、�

商
人
に
影
響
は
あ
る
が
、
商
人
も
購
買
組
合
と
「
競
争
」
す
れ
ば
良
い
、
ま
た
大
牟
田
の
不
景
気
は
一
般
的
不
景
気
が
原
因
で
あ
る

四
、�

外
部
か
ら
撤
廃
せ
よ
と
い
う
の
は
、
憤
慨
に
耐
え
な
い
。「
私
供
ハ
最
後
迄
撤
廃
運
動
ニ
ハ
反
対
」
し
て
対
抗
す
る
だ
け
で
な
く
、

「
撤
廃
運
動
ナ
ド
ニ
賛
成
サ
レ
ル
商
人
ニ
対
シ
テ
ハ
私
供
ハ
十
分
ノ
対
抗
処
置
ヲ
取
ル
積
リ
」
で
あ
る

こ
の
主
張
は
、
争
議
団
員
の
中
に
も
一
定
の
共
感
す
る
者
も
お
り
、
実
際
争
議
団
員
の
中
か
ら
、
後
に
は
廃
止
に
疑
問
の
声
が
出
て
い
た
。

六
月
十
日
配
布
予
定
の
印
刷
ビ
ラ
案
「
購
買
組
合
撤
廃
ニ
対
シ
テ
」（
三
池
共
愛
購
買
組
合
有
志
）
は
、
右
の
内
容
を
三
点
に
凝
縮
し
、
一

部
商
人
の
利
己
的
行
為
と
そ
れ
に
乗
ぜ
ら
れ
た
職
工
と
を
強
く
批
判
し
て
い
た
。
こ
の
ビ
ラ
は
、
一
時
見
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
。
経
営
側

で
は
、
購
買
組
合
撤
廃
要
求
は
争
議
団
が
小
売
商
人
を
味
方
に
つ
け
る
戦
術
と
見
て
い
た
。
労
働
者
の
生
活
安
定
の
た
め
の
組
織
だ
か
ら
、
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問
題
点
が
あ
れ
ば
廃
止
で
は
な
く
、
改
善
要
求
が
妥
当
と
の
経
営
側
の
指
摘
は
、
確
か
に
説
得
力
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
労
働
者
側
の
矛
盾
点

を
突
き
、
労
働
者
間
の
意
見
の
相
違
を
拡
大
し
、
か
つ
争
議
団
と
小
売
商
人
の
好
関
係
を
崩
す
狙
い
が
あ
っ
た
。
な
お
、
購
買
組
合
撤
廃
は

争
議
団
の
支
部
等
で
要
求
し
て
い
る
が
、
争
議
団
総
本
部
で
要
求
書
に
記
載
し
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
経
営
側
と
争
議
団
と
の
会
見
で
も
、

団
長
か
ら
改
善
さ
れ
れ
ば
廃
止
し
な
く
て
も
良
い
、
と
発
言
し
て
い
る
。
争
議
団
の
意
図
を
読
み
取
れ
ば
、
購
買
組
合
の
必
要
性
を
是
認
し

つ
つ
、
実
際
の
運
用
で
は
問
題
点
が
多
々
あ
っ
た
同
組
合
に
関
し
、
個
々
の
支
部
・
事
業
所
の
廃
止
要
求
を
否
定
せ
ず
に
、
そ
れ
に
よ
る
小

売
商
人
か
ら
の
支
援
が
得
策
と
判
断
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

争
議
対
応
の
基
軸
と

市
長
仲
裁
の
受
容

こ
れ
ま
で
経
営
側
の
具
体
的
な
争
議
対
応
策
を
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
経
営
側

が
争
議
団
の
要
求
を
理
解
し
つ
つ
も
拒
否
し
た
基
軸
と
な
る
理
由
、
と
り
わ
け
賃
上
げ
に
つ
い
て
は
一
歩
も
引
か

ぬ
厳
し
い
姿
勢
を
見
せ
た
理
由
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
よ
う
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
四
点
に
あ
っ
た
。
第
一
に
、
前
年
秋
に
不
況
・
大
震
災
下
で
喘
い
で
い
た
各
地
石
炭
業
界
が
賃
金
一
割
削
減
を
提

唱
・
推
進
し
、
そ
の
重
要
な
役
割
を
常
務
取
締
役
牧
田
環
も
担
っ
て
い
）
（（
（
た
。
こ
の
た
め
、
三
池
か
ら
賃
上
げ
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
困
難
で

あ
っ
た
。
第
二
に
、
し
ば
し
ば
尾
形
ら
が
言
及
し
た
よ
う
に
、
三
池
の
賃
上
げ
は
、
三
池
だ
け
に
止
ま
ら
ず
三
井
全
体
に
波
及
す
る
問
題
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
三
井
の
日
本
産
業
界
に
お
け
る
地
位
か
ら
、
三
池
の
賃
上
げ
は
三
井
だ
け
に
留
ま
ら
ず
全
産
業
界
に
影
響

す
る
問
題
で
あ
り
、
厳
し
い
不
況
下
で
の
賃
上
げ
は
そ
の
影
響
か
ら
不
可
能
と
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
こ
の
争
議
が
一
個
別

資
本
内
の
労
使
の
関
係
に
止
ま
ら
ず
、
対
総
同
盟
と
の
対
抗
構
図
に
関
係
が
転
換
し
て
お
り
、
要
求
の
諾
否
を
超
え
た
問
題
と
把
握
さ
れ
、

市
長
仲
裁
が
本
格
化
す
る
以
前
に
は
、
要
求
拒
否
以
外
に
な
い
と
の
認
識
が
経
営
側
に
あ
っ
た
。

第
一
点
は
経
営
側
か
ら
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
当
然
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
第
二
、
第
三
点
は
、
し
ば
し
ば
尾
形
の
口

か
ら
発
せ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
第
一
回
の
争
議
団
聯
合
と
の
会
見
で
も
、
尾
形
は
「
私
等
ト
シ
テ
モ
何
ト
カ
シ
テ
ア
ゲ
タ
イ
ト
思
フ
ガ
、
三
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池
炭
礦
デ
ヤ
ル
ト
、
直
チ
ニ
筑
豊
ニ
モ
影
響
シ
小
サ
イ
山
ハ
非
常
ニ
困
ル
事
ニ
ナ
ル
、
此
所
許
リ
ノ
問
題
デ
ハ
ナ
イ
、
ソ
レ
デ
賃
銭
問
題
ニ

ハ
触
レ
ナ
イ
様
ニ
シ
タ
モ
ノ
デ
ス
」
と
発
言
し
て
い
る
し
、
第
二
回
の
炭
山
聯
合
と
の
会
見
で
も
「
三
池
争
議
ノ
結
果
賃
銭
ヲ
上
ゲ
ル
事
ト

ナ
ル
ト
筑
豊
、
北
海
道
其
他
ド
コ
モ
コ
コ
モ
賃
銭
値
上
ガ
起
ッ
テ
ク
ル
、
ソ
ー
シ
テ
三
池
デ
上
ゲ
タ
為
ニ
諸
方
ニ
移
ル
事
ニ
ナ
レ
バ
誠
ニ

由
々
敷
事
ト
ナ
ル
」「
君
等
ノ
要
求
ハ
同
情
シ
テ
居
ル
モ
此
ノ
際
上
ゲ
ル
事
ハ
出
来
ヌ
」
と
発
言
し
て
い
）
（（
（

る
。
第
一
回
会
見
で
の
尾
形
発
言

は
、
十
八
日
付
「
九
州
日
報
」
に
も
報
じ
ら
れ
た
。

最
後
の
点
は
、
争
議
が
拡
大
し
、
日
本
労
働
総
同
盟
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
な
か
で
形
成
さ
れ
た
認
識
で
あ
っ
た
。
十
一
日
の
「
㊙
争

議
情
報
（
第
五
報
）」（
鉱
務
主
任
発
）
で
は
「
製
作
所
争
議
団
ヨ
リ
ハ
三
池
労
働
同
盟
ノ
煽
動
甚
シ
大
ニ
注
意
ヲ
要
ス
」、
同
日
の
同
「
㊙

第
六
報
」
で
は
、
製
作
所
幹
部
と
日
本
労
働
総
同
盟
と
の
関
係
が
明
瞭
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
ま
た
総
同
盟
と
三
池
労
働
同
盟
の
連
絡
あ
り
、

「
今
日
ノ
罷
業
団
員
ハ
明
日
ノ
優
良
職
工
鉱
夫
ナ
リ
、
彼
等
ヲ
シ
テ
同
盟
側
ニ
近
シ
メ
ザ
ル
事
」
と
警
告
し
た
。
翌
日
の
「
第
七
報
」
で
は
、

福
岡
日
日
新
聞
の
報
道
を
も
と
に
、
日
本
労
働
総
同
盟
と
連
絡
を
と
り
、
そ
の
指
揮
に
よ
り
行
動
し
つ
つ
あ
る
如
し
、
と
指
摘
し
た
あ
と

「
今
回
ノ
争
議
ハ
要
求
ノ
納
レ
ラ
ル
ル
ト
否
ト
ノ
問
題
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
三
池
ヲ
総
同
盟
化
シ
得
ル
ヤ
否
ヤ
ノ
問
題
ナ
リ
」
と
し
、
続
け
て

「
対
職
工
鉱
夫
ノ
争
議
ハ
将
ニ
対
総
同
盟
ト
ノ
戦
闘
ニ
転
換
セ
ン
ト
シ
ツ
ツ
ア
リ
、
我
三
池
各
事
業
所
ノ
将
来
ヲ
思
ヒ
国
家
ヲ
憂
フ
ル
者
黙

止
ス
可
キ
時
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
深
刻
な
危
機
感
を
抱
き
、
労
働
者
側
の
要
求
の
諾
否
よ
り
対
総
同
盟
と
の
関
係
を
全
面
に
打
ち
出
し
て
い
）
（（
（

た
。

「
経
営
家
族
主
義
」
が
、
三
池
の
労
務
管
理
の
基
本
理
念
で
あ
っ
た
。
外
部
か
ら
の
介
入
は
そ
の
理
念
を
破
壊
し
、
経
営
の
根
幹
に
関
わ
る

決
し
て
容
認
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
厳
し
い
認
識
・
対
応
は
、
そ
の
理
念
と
日
本
に
お
け
る
三
井
の
経
営
上
の
位
置
に
あ
っ
た
。

第
一
〜
第
三
の
考
え
は
、
経
営
側
に
一
貫
し
て
貫
か
れ
変
化
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
後
の
争
議
団
と
総
同
盟
の
関
係
の
認
識
に
は
変

化
が
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
回
会
見
（
争
議
団
、
経
営
側
）
の
中
で
、
争
議
団
幹
部
が
接
触
を
認
め
る
も
、
す
で
に
十
四
日
に
は
争

議
団
聯
合
本
部
が
三
池
労
働
同
盟
と
の
絶
交
を
宣
言
し
、
現
在
は
接
触
を
断
ち
、
今
後
も
関
係
を
持
た
な
い
と
明
言
し
、
実
際
そ
の
後
に
は
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関
係
を
断
っ
て
い
た
。
そ
の
事
実
は
、
経
営
側
、
警
察
、
そ
れ
に
報
道
機
関
（「
九
州
日
報
」
二
五
日
）
で
も
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
争
議

団
に
対
す
る
認
識
の
変
化
と
市
長
仲
裁
を
求
め
る
市
民
の
圧
力
が
、
経
営
側
の
市
長
仲
裁
の
受
容
に
繋
が
る
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
。

争
議
団
を
支
援
し
て
い
た
小
売
商
人
等
も
、
争
議
の
拡
大
・
長
期
化
に
よ
る
売
上
げ
の
大
幅
な
減
少
に
よ
り
窮
地
に
立
っ
て
い
た
。
争
議

の
継
続
は
、
自
ら
の
首
を
締
め
る
こ
と
に
な
り
、
要
求
を
拒
否
さ
れ
た
ま
ま
の
争
議
団
に
争
議
終
息
を
求
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
こ

で
求
め
た
の
が
市
長
仲
裁
で
あ
っ
た
。
十
二
日
に
大
牟
田
市
の
五
つ
の
各
区
商
人
・
一
般
市
民
が
市
長
仲
裁
を
求
め
五
百
人
が
市
長
舎
に
集

ま
り
、
同
日
夜
に
は
「
市
民
大
会
」（
第
二
回
、
大
牟
田
商
工
振
興
会
、
於
市
内
聚
楽
座
）
で
市
長
仲
裁
を
決
議
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、

市
長
仲
裁
の
世
論
は
高
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
じ
つ
は
、
市
長
は
早
く
か
ら
仲
裁
に
意
欲
を
燃
や
し
て
い
た
。
六
日
に
は
県
庁
を
訪
ね
、

時
期
を
見
計
ら
っ
て
仲
裁
に
立
ち
た
い
の
で
、
そ
の
時
に
は
第
三
者
と
し
て
後
援
し
て
く
れ
、
と
依
頼
し
て
い
た
（
二
三
日
「
福
岡
日
日
新

聞
」）。

十
四
日
に
は
、
市
長
が
争
議
団
・
経
営
側
双
方
の
事
情
を
聴
取
し
、
十
六
日
の
「
会
見
」
も
市
長
の
仲
介
で
実
現
し
て
い
た
。
十
七
日
に

も
両
者
を
招
き
事
情
聴
取
し
た
。
そ
の
折
に
は
、
経
営
側
は
「
会
見
」
を
経
て
、
争
議
団
の
切
り
崩
し
に
一
部
成
功
し
て
お
り
、
市
長
の
調

停
か
ら
の
撤
退
す
ら
要
望
し
て
い
た
。
し
か
し
、
争
議
団
が
体
制
を
立
て
直
し
、
よ
り
強
力
な
布
陣
で
結
束
を
固
め
る
と
、
押
切
る
の
が
困

難
と
見
た
経
営
側
は
、
市
長
仲
裁
を
受
容
す
る
方
向
に
舵
を
取
っ
た
。
市
長
仲
裁
を
蹴
っ
て
、
争
議
団
を
圧
倒
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、

か
つ
市
長
仲
裁
を
求
め
る
地
域
住
民
の
要
望
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
地
域
住
民
の
批
判
を
一
身
に
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

争
議
団
も
小
売
商
の
支
援
が
衰
え
、
支
援
の
輪
が
縮
ま
っ
て
い
た
。
経
営
側
、
争
議
団
双
方
に
市
長
仲
裁
を
受
け
入
れ
る
条
件
が
形
成
さ
れ

お
り
、
市
長
調
停
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
仲
裁
（
調
停
）
に
関
連
し
て
、
次
の
動
き
に
も
注
目
し
て
お
こ
う
。
全
国
的
に
も
注
目
さ
れ
た
こ
の
争
議
は
、
地
元
の
み
の
判
断

を
超
え
三
井
全
体
さ
ら
に
財
界
全
体
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
二
三
日
付
「
福
岡
日
日
新
聞
」
は
、
争
議
調
査
に
来
訪
し
た
協
調
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会
幹
事
橋
本
能
保
利
が
、
財
界
不
況
の
今
日
の
状
況
で
は
本
社
重
役
の
手
で
な
け
れ
ば
こ
の
争
議
は
纏
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ

た
と
報
じ
、
ま
た
同
紙
面
で
後
藤
子
爵
（
後
藤
新
平
）
の
秘
書
が
来
訪
し
て
争
議
団
最
高
幹
部
と
会
見
し
、
子
爵
に
委
任
す
れ
ば
仲
裁
が
成

立
す
る
、
と
説
き
同
幹
部
が
全
権
を
委
任
し
た
、
と
も
報
じ
て
い
る
。

4　

争
議
の
特
質

本
争
議
は
、
新
し
い
争
議
と
し
て
多
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
三
池
鉱
業
所
に
寄
せ
ら
れ
た
「
調
査
報
告
書
」
に
も
、
こ
の
争

議
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
世
間
注
目
の
特
色
あ
る
争
議
と
し
て
「
今
回
ノ
争
議
ハ
単
ナ
ル
労
働
運
動
ノ
援
助
ヲ
避
ケ
一
切
ノ
暴
動

的
行
動
ヲ
慎
ミ
、
自
己
解
決
ヲ
標
榜
シ
テ
組
織
ア
リ
秩
序
ア
ル
行
動
ヲ
ナ
シ
ツ
ツ
ア
ル
ニ
加
ヘ
、
政
党
者
及
商
民
等
モ
其
家
中
ニ
投
ジ
テ
一

大
波
瀾
ヲ
巻
キ
起
セ
ル
ガ
故
ニ
特
色
ア
ル
争
議
ト
シ
テ
広
ク
世
間
ノ
注
目
ス
ル
所
ト
ナ
レ
リ
」、
ま
た
他
の
報
告
で
は
「
我
国
労
働
争
議
ノ

白
眉
ト
シ
テ
特
質
ス
ベ
キ
」
と
讃
え
た
う
え
で
、「
一
切
知
識
階
級
ノ
支
配
ナ
ク
純
然
タ
ル
彼
等
労
働
者
ノ
ミ
ノ
争
議
ト
ス
レ
バ
今
回
ノ
争

議
ハ
恐
ラ
ク
我
国
労
働
運
動
史
上
ニ
一
異
彩
ヲ
放
テ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
」
と
評
価
）
（（
（
し
、
あ
る
い
は
新
庄
福
岡
県
警
察
部
長
が
「
二
旬
に
亘
り
七

千
の
団
員
が
統
制
と
秩
序
を
保
ち
誠
に
美
し
き
姿
を
以
て
行
動
し
て
居
ら
れ
た
事
は
内
地
に
於
け
る
レ
コ
ー
ド
を
破
っ
て
居
る
が
中
央
か
ら

の
視
察
員
も
悉
く
驚
嘆
の
眼
を
見
張
っ
て
等
し
く
称
賛
す
る
所
で
あ
る
」（「
福
岡
日
日
新
聞
」
二
一
日
）
な
ど
、
ど
の
方
面
か
ら
も
驚
き
を

も
っ
て
称
賛
す
る
評
価
が
相
次
い
だ
。
こ
う
し
た
評
価
を
踏
ま
え
つ
つ
、
改
め
て
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
本
争
議
の
特
質
を
照
射
し
よ
う
。

ま
ず
、
多
様
な
産
業
・
業
種
・
職
種
の
労
働
者
が
争
議
に
参
加
し
た
、
そ
の
参
加
労
働
者
の
多
様
性
に
あ
る
。
三
井
鉱
山
に
よ
っ
て
大
牟

田
石
炭
化
学
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
が
形
成
さ
れ
、
重
化
学
工
業
の
製
作
所
・
染
料
化
学
工
業
・
亜
鉛
精
錬
と
港
湾
（
鉄
道
を
含
む
）・
炭
鉱
な
ど

多
業
種
の
工
場
・
鉱
山
等
が
、
大
牟
田
地
域
に
集
中
し
、
同
一
資
本
傘
下
に
あ
っ
た
。
本
争
議
は
、
地
域
を
挙
げ
て
異
業
種
間
で
連
帯
・
団

結
し
た
結
合
ス
ト
で
あ
り
、「
全
三
池
争
議
」
と
形
容
さ
れ
た
。
異
業
種
を
超
え
て
ス
ト
に
参
集
し
た
の
は
、
同
一
資
本
傘
下
の
企
業
一
家
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意
識
＝
仲
間
意
識
が
あ
っ
た
。
そ
の
基
盤
に
は
、
同
一
資
本
に
よ
る
均
一
化
さ
れ
平
準
化
さ
れ
、
か
つ
職
員
と
の
格
差
の
あ
る
賃
金
の
問
題

が
あ
っ
た
。

次
に
、
長
期
間
の
争
議
を
支
え
た
強
固
な
組
織
体
制
を
作
り
、
統
制
の
と
れ
た
行
動
を
展
開
し
、
非
暴
力
を
貫
い
た
点
に
あ
る
。
炭
鉱
争

議
の
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
が
暴
動
を
伴
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
争
議
は
、
暴
動
を
完
全
に
抑
制
し
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
多
く

の
採
炭
夫
が
解
雇
さ
れ
た
七
年
前
の
三
池
炭
礦
万
田
騒
擾
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
下
の
近
代
的
な
争
議
の
方
法
を
吸
収
し

た
成
果
で
あ
っ
た
。
異
業
種
の
労
働
者
を
統
括
し
て
争
議
を
主
導
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
に
は
、
役
割
分
担
を
き
め
細
か
く
定
め
、
か
つ
各

業
種
組
織
の
上
に
位
置
し
て
全
体
を
統
括
す
る
組
織
と
指
導
者
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
組
織
を
短
期
間
に
自
ら
組
織
し
た
指
導
層
の
力
量
は

驚
嘆
に
値
す
る
。
か
つ
争
議
団
員
の
家
族
を
経
済
的
に
支
援
す
る
組
織
を
各
末
端
組
織
の
中
に
組
込
み
、
生
活
に
根
ざ
し
た
組
織
体
制
と
し

た
点
も
注
目
に
値
す
る
。

第
三
に
、
地
域
社
会
を
巻
込
み
、
そ
の
圧
倒
的
な
支
持
・
支
援
を
受
け
て
争
議
を
展
開
し
た
点
に
あ
る
。
採
炭
夫
を
除
く
労
働
者
の
多
く

が
地
域
出
身
で
あ
り
、
生
活
基
盤
が
地
域
に
根
ざ
し
て
い
た
。
労
働
者
が
地
域
生
活
共
同
体
の
一
員
と
し
て
包
摂
さ
れ
て
お
り
、
地
域
住
民

が
生
活
の
諸
部
面
で
労
働
者
と
生
活
感
覚
・
感
情
を
共
有
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
賃
金
削
減
に
よ
る
労
働
者
家
族
の
生
活
の
苦
し
さ
も
共
感

を
も
っ
て
受
け
止
め
、
争
議
へ
の
支
持
・
援
助
へ
連
な
っ
た
。
行
商
活
動
を
展
開
し
、
争
議
の
経
済
的
基
盤
を
確
保
す
る
行
動
も
特
質
に
値

す
る
が
、
そ
れ
が
多
く
の
地
域
住
民
に
受
入
れ
ら
れ
、
予
想
を
上
回
る
収
入
を
も
た
ら
し
た
の
も
地
域
住
民
の
支
持
・
支
援
な
し
に
は
あ
り

得
な
か
っ
た
。
非
暴
力
を
貫
徹
し
た
点
も
支
持
を
獲
得
し
た
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
。
共
愛
組
合
廃
止
を
購
買
組
合
廃
止
に
連
動
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
読
ん
だ
小
売
商
人
は
、
絶
大
な
支
持
・
援
助
を
表
明
し
た
。
農
民
も
支
持
し
、
地
域
住
民
の
支
持
・
援
助
は
急
速
に
広
が
っ

て
い
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
煙
毒
、
大
牟
田
川
悪
水
（
工
場
排
水
）、
土
地
陥
没
問
題
な
ど
地
域
住
民
の
生
活
に
直
結
す
る
企
業
の
弊
害

も
発
生
し
て
お
り
、
不
満
も
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
三
井
の
企
業
城
下
町
大
牟
田
で
は
、
普
段
で
は
企
業
が
も
た
ら
す
弊
害
に
声
を
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あ
げ
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。
争
議
は
、
そ
う
し
た
地
域
住
民
の
不
満
を
噴
出
さ
せ
る
機
会
と
な
っ
た
。
争
議
が
企
業
労
働
者
の
問
題
だ
け

で
な
く
、
地
域
問
題
に
ま
で
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
業
種
を
超
え
た
大
規
模
争
議
に
も
関
わ
ら
ず
、
知
識
層
や
労
働
運
動
家
な
ど
エ
リ
ー
ト
の
指
導
に
よ
ら
ず
、
労
働
者
が
自
ら
組

織
化
し
て
争
議
を
指
導
・
統
制
し
た
点
に
あ
る
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
統
制
の
と
れ
た
大
規
模
争
議
は
、
知
識
階
級
や
労
働
運
動
活
動

家
の
指
導
と
援
助
の
も
と
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
争
議
は
、
争
議
開
始
前
な
い
し
争
議
当
初
に
お
い
て
、
争
議
指
導
者
と
そ
れ

ら
の
人
達
と
の
連
携
が
あ
っ
た
も
の
の
、
指
導
権
を
渡
す
事
は
一
度
も
な
く
、
争
議
の
拡
大
の
中
で
外
部
の
介
入
を
排
除
す
る
こ
と
を
公
言

ま
で
し
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
事
例
と
し
て
、
元
北
九
州
機
械
鉄
工
組
合
（
総
同
盟
九
州
聯
合
会
と
組
織
変
更
）
幹
部
広
安
が
来
訪
す
る
も

「
争
議
団
ノ
堅
キ
自
己
団
結
ハ
一
切
其
活
動
ノ
余
地
ナ
ク
、
流
石
ノ
彼
モ
手
ヲ
束
ネ
テ
空
ク
引
揚
ゲ
タ
」
と
の
証
言
や
「
争
議
団
ハ
将
来
ト

モ
飽
ク
迄
外
部
ノ
干
渉
ヲ
拝
シ
自
己
団
結
紳
士
的
態
度
ヲ
一
貫
シ
テ
会
社
ノ
反
省
ヲ
待
ン
ト
宣
言
シ
居
レ
）
（1
（

リ
」
と
調
査
報
告
さ
れ
て
い
る
。

外
部
の
介
入
の
排
除
が
、
争
議
団
員
内
部
の
凝
集
性
を
高
め
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

第
五
に
、
外
部
か
ら
の
介
入
を
徹
底
し
て
排
除
し
た
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
言
及
し
て
お
こ
う
。
外
部
か
ら
の
介
入
排
除
は
、
経
営
側

の
重
要
な
課
題
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
労
働
者
側
で
も
受
容
さ
れ
た
要
因
は
、
経
営
側
の
様
々
な
策
の
影
響
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
底
に
は

「
経
営
家
族
主
義
」
を
多
く
の
労
働
者
が
受
容
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
他
の
介
入
を
徹
底
し
て
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
井
三
池
企
業

関
係
労
働
者
の
凝
集
性
を
高
め
、
強
固
な
組
織
を
持
続
し
、
ま
た
企
業
城
下
町
に
発
展
し
た
三
池
地
域
住
民
の
圧
倒
的
支
持
を
獲
得
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
労
働
者
の
横
へ
の
連
帯
を
弱
め
、
自
ら
を
そ
の
一
員
と
し
て
自
覚
す
る
側
面
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
否
め
な
い
。
横
へ
の
連
帯
を
阻
害
し
薄
め
る
作
用
を
果
た
し
た
の
が
、
企
業
を
家
族
に
喩
え
る
企
業
一
家
意
識
で
あ
っ
た
。
こ
の
主
張

は
短
期
勤
続
者
に
は
通
用
し
な
い
が
、
長
期
勤
続
が
多
か
っ
た
三
池
関
係
企
業
労
働
者
に
は
強
い
規
定
性
が
あ
っ
た
。
こ
の
企
業
一
家
意
識

は
、
そ
の
後
長
く
日
本
の
労
働
者
を
規
定
し
続
け
た
。
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第
六
に
、
本
争
議
の
帰
趨
を
大
き
く
作
用
し
た
の
が
地
域
世
論
で
あ
り
、
労
使
双
方
と
も
に
世
論
対
策
に
力
を
注
い
だ
点
に
あ
る
。
互
い

に
ビ
ラ
を
配
り
、
新
聞
に
投
稿
し
、
ポ
ス
タ
ー
を
多
数
張
り
め
ぐ
ら
し
、
労
働
者
側
で
は
旗
を
掲
げ
た
示
威
運
動
や
頻
繁
に
演
説
会
を
各
地

で
開
催
し
た
。
争
議
団
は
地
域
世
論
の
支
持
獲
得
に
成
功
し
、
争
議
の
長
期
継
続
を
可
能
に
し
た
。
翻
っ
て
、
そ
の
事
実
は
、
争
議
が
地
域

の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
事
実
、
絶
大
な
支
持
・
支
援
を
送
っ
て
い
た
小
売
商
人
が
争
議
団
の
行
商
に
よ
り
売
上
げ

が
激
減
し
た
た
め
、
争
議
支
援
か
ら
離
反
を
開
始
し
た
こ
と
が
、
争
議
収
束
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
本
争
議
の
特
質
に
触
れ
た
が
、
本
争
議
は
当
該
期
日
本
の
経
済
と
社
会
を
照
ら
し
出
す
縮
図
で
あ

り
、
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
争
議
の
担
い
手
や
地
域
と
の
関
係
は
簡
単
に
触
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
の
（
下
）
で
は
、
担
い
手

の
諸
相
を
意
識
や
そ
の
文
化
に
ま
で
広
げ
て
検
討
し
、
ま
た
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
で
は
地
域
政
治
・
行
政
・
警
察
・
諸
団
体
の
対
応
や
地

域
住
民
の
声
を
拾
い
上
げ
、
そ
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
（
）　
引
用
順
に
「
紛
擾
報
告
」（『
争
議
書
類
』
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）、「
三
池
争
議
調
査
書
」（「
大
牟
田
労
働
争
議
ト
某
炭
坑
員
調
査
報
告
」
所

収
　
総
務
（�

（�

（
）。

（
（
）　
拙
稿
「
第
一
次
大
戦
後
不
況
期
の
三
池
炭
礦
経
営
と
労
務
管
理
―
「
万
田
騒
擾
」
の
衝
撃
と
「
全
三
池
争
議
」
の
前
提
―
」（『
三
井
文
庫
論

叢
』
第
五
五
号
二
〇
二
一
年
）
の
「
二
　
大
戦
後
の
経
営
状
況
―
「
全
三
池
争
議
」
の
前
提
―
」
よ
り
。

（
（
）　
第
（
表
は
、
現
場
で
作
成
さ
れ
た
原
簿
に
基
づ
い
て
お
り
、
最
も
実
態
に
近
い
数
値
で
あ
る
。

（
（
）　「
労
働
争
議
顛
末
報
告
」（
製
作
所
事
務
主
任
発
三
池
鉱
業
所
庶
務
主
任
宛
）（「
争
議
報
告
」
所
収�

総
務
（�

（�

（
）、
前
掲
「
三
池
争
議
調
査

書
」
別
紙
二
号
（「
大
牟
田
労
働
争
議
ト
某
炭
坑
員
調
査
報
告
」
所
収
）。

（
（
）、（
（
）「
争
議
書
類
」
所
収
（
総
務
（�

（�

（
）。

（
（
）　
前
後
の
記
述
は
、「
争
議
団
委
員
　
会
社
側
幹
部
　
会
見
記
録
（
第
一
回
）」（「
三
池
労
働
争
議
会
見
録
」
所
収
（
三
池
鉱
業
所
総
務
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（�

（�

（
）
に
よ
る
。

（
（
）　「
大
隈
信
夫
報
告
」（
前
掲
「
労
働
争
議
顛
末
報
告
」
添
付
資
料
）。

（
（
）　「
歎
願
書
」（「
争
議
書
類
」
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）。

（
（1
）　「
争
議
団
委
員
　
会
社
側
幹
部
　
会
見
記
録
（
第
二
回
）
炭
山
聯
合
（
製
作
所
ヨ
リ
分
離
）」（「
三
池
労
働
争
議
会
見
録
」
所
収
）。

（
（（
）　
い
ず
れ
の
史
料
も
前
掲
「
争
議
書
類
」
所
収
お
よ
び
「
三
池
労
働
争
議
付
属
書
類
」（
三
井
鉱
山
五
十
年
史
編
纂
史
料
（�

（�

（
　
以
下
「
五

十
年
史
編
纂
史
料
」
と
略
）。
な
お
、
後
述
の
争
議
団
側
「
反
駁
」
は
、
前
掲
「
大
牟
田
労
働
争
議
ト
某
炭
坑
員
調
査
報
告
」
付
録
第
二
号
。

（
（（
）（
（（
）　
以
上
、
中
山
岩
吉
、
国
友
房
吉
、
村
上
廉
三
談
話
（『
談
話
聴
取
録
（
三
池
）
其
三
』　「
五
十
年
史
編
纂
史
料
」
（�

（�

（
）。

（
（（
）　「
発
信
電
報
（
写
）」（「
争
議
書
類
」
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）。

（
（（
）（
（（
）　
前
掲
「
労
働
争
議
顛
末
報
告
」、「
三
池
労
働
争
議
経
過
誌
」
六
月
一
八
日
よ
り
。

（
（（
）　
前
掲
「
三
池
争
議
経
過
誌
」
六
月
一
七
日
付
よ
り
。

（
（（
）（
（（
）　「
労
働
争
議
報
告
（
宮
浦
坑
）」（「
争
議
報
告
」
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）。

（
（（
）　
前
掲
「
労
働
争
議
報
告
（
宮
浦
坑
）」、
前
掲
「
労
働
争
議
顛
末
報
告
」
よ
り
。

（
（1
）　「
小
堺
　
鎮
、
吉
田
国
五
郎
氏
談
話
」（「
談
話
聴
取
録
　
三
池
（
其
四
）」
所
収
　「
五
十
年
史
編
纂
資
料
」
（�

（�

1
）。

（
（（
）　「
紛
擾
報
告
」（
五
月
二
七
日
尾
形
次
郎
発
福
岡
鉱
務
署
長
西
田
稔
宛
報
告
　「
争
議
書
類
」
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）。

（
（（
）　「
製
作
所
争
議
顛
末
」（
五
月
三
〇
日
尾
形
次
郎
発
本
店
取
締
役
宛
　
前
掲
「
争
議
書
類
」
所
収
）。

（
（（
）　
前
掲
「
三
池
労
働
争
議
会
見
録
」（
第
一
回
　
六
月
一
六
日
）
十
六
頁
。

（
（（
）　「
㊙
第
五
報
」（
六
月
十
一
日
午
前
九
時
）、「
㊙
第
七
報
」（
同
十
二
日
午
前
九
時
）
三
池
鉱
業
所
鉱
務
主
任
発
各
事
業
所
長
・
各
坑
主
任
宛

（「
争
議
情
報
」　『
争
議
書
類
』
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）。

（
（（
）　「
争
議
書
類
」
所
収
。

（
（（
）（
（（
）　
前
傾
「
発
信
電
報
（
写
）」
第
十
九
報
（
十
四
日
）、
第
二
十
報
（
十
五
日
）。

（
（（
）（
（（
）　
万
田
坑
主
任
心
得
稲
荷
田
稲
助
「
大
正
十
三
年
九
月
　
労
働
争
議
報
告
　
万
田
坑
」（『
争
議
報
告
』
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）。
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（
（1
）　「
森
　
忠
右
衛
門
氏
　
森
初
蔵
氏
談
話
」（「
談
話
聴
取
録
（
三
池
）
其
三
」）。

（
（（
）　「
三
池
労
働
争
議
ニ
際
シ
製
煉
所
ニ
於
ケ
ル
経
過
処
理
報
告
」（「
争
議
報
告
」
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）。
な
お
、
供
給
人
夫
の
確
保
の
不
安
を

尾
形
は
次
の
よ
う
に
本
店
に
打
電
し
て
い
る
。「
製
煉
所
蒸
溜
ハ
壱
番
職
工
三
十
人
出
勤
之
ニ
供
給
人
夫
六
十
名
ト
共
ニ
作
業
中
ナ
レ
ド
モ
供

給
人
夫
ノ
安
定
ハ
覚
束
ナ
シ
」（「
発
信
電
報
（
写
）」
第
二
十
報
、
六
月
十
四
日
）。

（
（（
）　「
罷
業
中
出
役
者
步
増
（
既
ニ
步
増
ニ
付
シ
居
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）」
七
月
二
日
鉱
務
発
庶
務
主
任
宛
報
告
（「
争
議
書
類
」
総
務
（�

（�

（
所
収
）。

（
（（
）　
柳
井
義
男
「
三
池
労
働
争
議
に
つ
い
て
（
中
）」（『
警
察
経
済
雑
誌
』
大
正
十
三
年
十
月
号
、
二
百
九
十
号
）。

（
（（
）　
以
上
の
新
聞
、
ビ
ラ
・
ポ
ス
タ
ー
関
係
に
つ
い
て
の
記
述
は
、「
争
議
書
類
」
所
収
（
総
務
（�

（�

（
）
の
現
物
・
コ
ピ
ー
、
宣
伝
物
費
用
な

ど
に
よ
る
。
ま
た
、
後
述
の
購
買
組
合
撤
廃
批
判
の
質
問
案
も
、
同
書
類
所
収
で
あ
る
。

（
（（
）　
石
炭
業
界
の
一
割
賃
金
削
減
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
第
一
次
大
戦
後
不
況
期
の
三
池
炭
礦
経
営
と
労
務
管
理
―
「
万
田
騒
擾
」
の
衝
撃

と
「
全
三
池
争
議
」
の
前
提
―
」
の
「
二
―
（
「
経
費
削
減
」
の
遂
行
」
参
照
。

（
（（
）　
前
掲
「
第
一
回
会
見
録
」
十
九
頁
、
同
「
第
二
回
会
見
録
」（「
総
務
（�

（�

（
）
四
〜
五
頁
。

（
（（
）　「
㊙
争
議
情
報
」（『
争
議
書
類
』
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）。

（
（（
）　
引
用
順
に
「
三
池
争
議
調
査
報
告
書
（
六
月
十
一
日
、
十
二
日
調
査
）」
七
頁
（「
大
牟
田
労
働
争
議
ト
某
炭
坑
員
調
査
報
告
」『
各
地
労
働

争
議
関
係
』
所
収
　
総
務
（�

（�

（
）、「
大
正
十
三
年
六
月
二
十
六
日
　
三
池
争
議
ノ
概
況
」（「
大
牟
田
争
議
ノ
概
況
（
第
二
信
）」
同
上
所

収
）
三
二
頁
。
な
お
、
争
議
に
批
判
的
な
眼
を
向
け
て
い
た
「
福
岡
日
日
新
聞
」
は
、
争
議
の
特
質
に
着
目
し
、「
三
池
争
議
批
判
　
本
邦
鉱

山
労
働
争
議
の
一
新
例
」（
福
岡
日
日
、
二
六
日
）
の
見
出
し
で
「
某
当
局
談
」
と
し
て
以
下
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。「
今
回
の
争
議
は
其

の
行
動
の
平
穏
に
し
て
団
体
的
な
事
、
主
張
が
思
想
的
背
景
に
根
ざ
し
、
範
囲
が
広
範
で
而
か
も
従
来
の
争
議
に
見
る
労
働
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
禍

ひ
さ
れ
る
事
な
く
労
働
者
自
身
の
協
力
に
よ
っ
て
最
も
組
織
立
っ
た
先
陣
を
布
い
た
事
は
識
者
の
等
し
く
認
め
且
つ
驚
い
た
事
で
あ
っ
た
（
中

略
）
今
全
九
州
の
鉱
山
労
働
争
議
の
過
去
を
見
る
に
、
全
般
的
の
行
動
と
云
へ
ば
大
正
七
年
に
お
け
る
米
騒
動
事
件
だ
け
で
あ
る
。
福
岡
鉱
務

所
の
調
査
に
よ
る
も
争
議
と
名
付
く
可
き
も
の
は
過
去
に
於
て
全
然
な
く
只
最
近
宇
部
の
争
議
と
今
回
が
最
初
の
而
し
て
全
国
に
大
な
る
も
の

で
あ
る
、
尤
も
九
州
各
地
に
点
在
せ
る
鉱
山
に
は
間
々
争
議
の
形
式
を
執
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
、
然
し
其
の
何
れ
も
、
要
求
に
何
等
思
想
的
背
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景
を
有
せ
ず
単
に
些
々
た
る
個
人
上
の
紛
議
に
出
発
し
て
暴
動
乃
至
暴
挙
に
終
っ
て
居
る
の
で
あ
る
」「
兎
に
角
鉱
山
争
議
史
上
に
一
新
例
を

造
る
訳
で
あ
る
か
ら
其
の
成
行
如
何
は
労
資
両
者
の
最
も
注
目
し
て
居
る
事
」
と
報
道
し
た
。
争
議
に
批
判
的
な
論
調
の
同
紙
が
、
批
判
的
見

出
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
っ
た
く
批
判
せ
ず
む
し
ろ
感
嘆
し
て
居
る
。

（
（1
）　「
大
正
十
三
年
六
月
二
十
六
日
　
三
池
争
議
ノ
概
況
」
三
一
〜
三
三
頁
（「
大
牟
田
争
議
ノ
概
況
（
第
二
信
）」『
各
地
労
働
争
議
関
係
』
所
収���

総
務
（�
（�
（
）。
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総
有
制
的
資
産
保
有
の
制
約

武
田
晴
人

は
じ
め
に

一
　
保
有
有
価
証
券
の
操
作

　
乙
号
勘
定
国
債
の
移
管
と
売
却

　
評
価
損
失
に
対
す
る
税
務
判
断

　
記
帳
価
格
の
変
更

　
三
井
鉱
山
へ
の
預
け
金

　
株
式
の
売
却
と
さ
ら
な
る
評
価
換
え

　
株
式
売
却
の
本
格
化

二
　
資
金
繰
り
の
逼
迫
と
借
入
金

　
つ
な
ぎ
資
金
の
借
入

　
資
金
繰
り
の
逼
迫
と
借
り
換
え

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

前
稿
で
は
、
現
代
所
得
税
制
の
起
点
と
な
る
と
評
価
さ
れ
る
一
連
の
税
制
改
正
に
よ
っ
て
、
三
井
合
名
は
内
部
留
保
を
重
視
し
、
蓄
積
さ

れ
た
内
部
資
金
に
よ
っ
て
自
己
資
本
を
増
加
さ
せ
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
財
務
政
策
に
対
し
て
大
き
な
変
更
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
）
（
（

た
。
具
体
的
に
は
定
款
を
改
定
し
て
内
部
留
保
率
を
引
き
下
げ
る
一
方
、
配
当
金
の
増
加
分
は
社
員
預
金
と
し
て
預
り
、
配
当
増
加
に
よ

る
社
外
流
失
資
金
を
補
っ
た
。
し
か
し
、
社
員
預
金
は
同
族
の
所
得
税
支
払
い
や
相
続
税
の
支
払
い
の
た
め
に
も
費
消
さ
れ
、
内
部
留
保
率

の
引
き
下
げ
を
補
填
す
る
機
能
を
制
限
す
る
も
の
と
な
り
、
三
井
合
名
は
内
部
留
保
を
原
資
と
す
る
増
資
と
い
う
基
本
的
な
構
図
が
維
持
で

き
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
、
社
員
預
金
以
外
に
は
、
高
い
配
当
性
向
が
維
持
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
族
会
か
ら
の
資
金
の
還
流
は
限

ら
れ
、
さ
ら
に
相
続
税
の
支
払
い
な
ど
の
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
合
名
会
社
と
同
族
の
資
産
の
区
分
を
明
確
に
定
め
、
年
々
の
収
益
に
つ
い
て

再
投
資
を
優
先
す
る
三
井
合
名
体
制
の
原
則
が
揺
ら
い
で
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
三
井
合
名
は
、
保
有
資
産
の
操
作
（
評
価
換
、
売
却
）
な
ど
に
よ
っ
て
資
金
を
捻
出
す
る
必
要
が
生
じ
た
。

昭
和
恐
慌
期
の
景
気
後
退
で
傘
下
企
業
の
資
金
需
要
が
小
さ
か
っ
た
期
間
に
は
顕
在
化
し
な
か
っ
た
が
、
高
橋
財
政
に
よ
る
景
気
回
復
が
進

展
し
、
株
式
市
場
が
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
財
務
政
策
の
転
換
の
絶
好
の
環
境
が
整
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
そ
の
一
方

で
恐
慌
期
か
ら
の
「
財
閥
批
判
」
の
動
き
は
、
三
井
合
名
理
事
長
団
琢
磨
の
暗
殺
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
井
に
対
し
て
厳
し
い
制
約
を

課
す
こ
と
に
な
っ
た
。
寄
付
）
（
（
金
や
国
策
会
社
等
へ
の
出
資
に
は
「
批
判
」
に
配
慮
し
て
応
じ
て
い
た
も
の
の
、
他
方
で
直
系
企
業
の
自
己
資

金
を
超
え
る
投
資
拡
大
に
対
す
る
資
金
供
給
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
三
井
合
名
の
財
務
政
策
の
転
換
は
、
こ
の
制
約
の
た
め
に
簡

単
に
は
進
ま
ず
、
三
菱
や
住
友
な
ど
の
対
応
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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本
稿
の
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
制
約
の
も
と
で
展
開
す
る
三
井
合
名
の
財
務
政
策
に
つ
い
て
そ
の
試
行
錯
誤
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
春
日
豊
は
、
三
井
合
名
と
三
井
物
産
と
の
合
併
に
い
た
る
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
相
続
税
な
ど
の
負
担
増

加
に
よ
っ
て
三
井
合
名
が
選
択
し
た
異
例
の
組
織
改
革
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
春
日
に
よ
る
と
、
株
式
売
却
に
よ
る
資
金
調
達
が
本
格
化

し
た
の
は
、「
昭
和
一
一
年
度
か
ら
で
あ
り
、
昭
和
一
三
、
一
四
年
度
に
急
増
し
た
」
こ
と
、
ま
た
、「
一
三
年
秋
か
ら
三
井
合
名
は
、
本
格

的
な
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
を
開
始
し
た
」
と
い
）
（
（
う
。
こ
れ
ら
の
指
摘
に
つ
い
て
基
本
的
に
は
異
論
は
な
い
。
た
だ
し
、
春
日
が
詳
細
に
わ

た
る
こ
と
を
避
け
た
た
め
に
、
個
々
の
株
式
売
却
な
ど
の
保
有
証
券
の
操
作
や
、
株
式
売
却
と
借
入
金
の
導
入
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
追

加
す
べ
き
説
明
が
残
っ
て
い
る
点
が
見
出
さ
れ
る
た
め
、
本
稿
は
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
春
日
が
明
ら
か
に
し
た
組
織
改
革

の
決
断
を
迫
ら
れ
る
ま
で
の
期
間
中
の
実
態
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
資
金
調
達
面
に
限
定
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
（
）　
武
田
晴
人
「
同
族
会
社
認
定
と
所
得
税
負
担
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
五
号
、
二
〇
二
一
年
。

（
（
）　
寄
付
金
に
つ
い
て
は
、
詳
細
を
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
三
井
合
名
が
ま
と
め
た
資
料
に
よ
る
と
、
昭
和
六
年
下
期
ま
で
半

期
四
〇
万
円
前
後
で
あ
り
、
昭
和
八
年
下
期
か
ら
は
半
期
一
〇
〇
万
円
前
後
に
達
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
間
に
九
年
上
期
に
は
三
井
報
恩

会
寄
付
三
〇
〇
〇
万
円
な
ど
が
あ
っ
て
、
同
年
中
（
上
下
合
計
）
の
寄
付
金
額
は
三
五
〇
〇
万
円
に
達
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
資
金
の
調
達
負

担
も
軽
く
は
な
か
っ
た
（
三
井
合
名
『
会
計
課
議
案
』
各
年
所
収
史
料
に
よ
る
）。

（
（
）　
春
日
豊
に
よ
れ
ば
、
三
井
財
閥
で
は
昭
和
八
〜
九
年
を
画
期
に
、
増
大
す
る
資
金
需
要
に
対
し
て
株
式
の
売
却
や
公
開
な
ど
が
進
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た
対
応
は
三
井
合
名
だ
け
で
な
く
、
三
井
鉱
山
傘
下
の
東
洋
高
圧
や
三
池
窒
素
工
業
の
株
式
公
開
、
三
井
物
産
傘
下
の

東
洋
レ
ー
ヨ
ン
の
株
式
公
開
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
、
資
金
調
達
に
つ
い
て
三
井
合
名
が
慎
重
で
あ
っ
た
半
面
で
、
三
井
財
閥
が
自
己
金
融

的
な
方
策
か
ら
離
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
春
日
豊
「
三
井
財
閥
」
麻
島
昭
一
編
『
財
閥
金
融
構
造
の
比
較
研
究
』
御

茶
の
水
書
房
、
一
九
八
七
年
、
七
四
頁
）。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
三
井
の
動
き
は
、
三
菱
や
住
友
と
比
べ
て
立
ち
遅
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
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で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
武
田
晴
人
『
日
本
経
済
の
発
展
と
財
閥
本
社
：
持
株
会
社
と
内
部
資
本
市
場
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二

〇
年
を
参
照
。

（
（
）　
春
日
豊
「
戦
時
体
制
へ
の
移
行
と
財
閥
の
再
編
成
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
二
一
号
、
一
九
八
七
年
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
第
三
巻

中
（
春
日
豊
執
筆
）、
七
二
一
〜
七
二
三
頁
。
な
お
、
改
組
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
『
三
井
事
業
史
』
第
三
巻
下
（
鈴
木
邦
夫
執
筆
）、
二
〇
〇

一
年
も
参
照
さ
れ
た
い
。

一
　
保
有
有
価
証
券
の
操
作

乙
号
勘
定
国
債
の
移
管
と
売
却

昭
和
七
年
一
月
一
六
日
に
会
計
課
長
は
、「
有
価
証
券
所
属
換
ノ
件
」
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
臨
時
且
ツ
緊
急
ナ
ル
都
合
ニ
依

リ
」
と
い
う
以
上
の
説
明
は
な
い
が
、「
乙
号
勘
定
ニ
テ
所
有
ノ
国
債
額
面
額
五
百
万
円
ヲ
甲
号
勘
定
ニ
」、「
甲
号
勘
定
ニ
テ
所
有
ノ
鐘
淵

紡
績
株
式
会
社
株
式
ヲ
乙
号
勘
定
ニ
」
組
み
入
れ
る
入
れ
替
え
を
行
う
も
の
で
あ
っ
）
（
（

た
。
甲
号
勘
定
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
国
債
は
、

二
二
回
国
庫
債
券
額
面
五
〇
万
円
、
二
五
回
同
一
〇
万
円
、
二
七
回
同
二
七
〇
万
円
、
二
九
回
同
六
〇
万
円
、
三
二
回
同
一
一
〇
万
円
で
、

所
属
換
え
に
伴
う
記
帳
価
格
は
約
四
六
九
万
円
（
時
価
四
七
八
万
円
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
乙
号
勘
定
へ
移
管
さ
れ
た
鐘
淵
紡
績

株
は
新
旧
合
わ
せ
て
二
万
四
五
四
二
株
、
記
帳
価
格
四
六
九
万
円
、
時
価
四
七
八
万
円
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
移
管
さ
れ
た
国
庫
債
券
は
、
三
井

合
名
が
所
有
す
る
国
公
債
総
額
二
六
一
九
万
円
の
一
八
％
に
当
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
所
属
換
え
は
戻
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
表
（
の

よ
う
に
、
二
月
末
か
ら
八
月
中
旬
に
か
け
て
、
二
七
回
八
〇
万
円
、
三
二
回
五
〇
万
円
を
残
し
て
全
額
売
却
処
分
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
国
債
売
却
は
三
井
合
名
の
有
価
証
券
保
有
に
関
す
る
前
後
の
状
況
と
対
比
す
る
と
、
や
や
異
例
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
売
却
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額
は
額
面
で
七
二
九
万
円
に
近
く
、
表
（
の
よ
う
に
、
昭
和
二
年
な
ど
と
異
な
り
、
同
年
中
に
は
買
入
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

国
債
は
も
と
も
と
同
族
財
産
の
資
産
保
全
を
意
図
し
た
乙
号
勘
定
に
お
い
て
安
定
資
産
と
し
て
保
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
措
置

は
乙
号
勘
定
の
安
定
資
産
が
減
少
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
昭
和
九
年
に
も
売
却
超
過
と
な
っ
た
後
は
、
再
び
国
債
の
買
い
入
れ
が
復
活
し
た
が
、
昭
和
一
一
年
の
よ
う
に
償
還
と
買
入
が

ほ
ぼ
同
額
で
あ
る
な
ど
、
残
高
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
降
一
五
年

ま
で
国
債
の
保
有
額
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
く
な
っ
た
。
昭
和
七
年
の
売
却

が
異
例
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
あ
っ
た
。

乙
号
勘
定
と
の
関
係
で
は
、
さ
ら
に
昭
和
七
年
五
月
一
〇
日
に
）
（
（
は
、「
銀

行
預
金
及
有
価
証
券
所
属
換
ノ
件
」
の
提
案
が
承
認
さ
れ
、
乙
号
勘
定
の
銀

行
預
金
二
五
〇
万
円
と
国
債
額
面
三
七
五
万
円
を
甲
号
勘
定
に
組
み
入
れ
る

と
と
も
に
、
甲
号
勘
定
で
所
有
す
る
三
井
銀
行
新
株
式
八
万
一
五
六
〇
株
、

簿
価
四
一
五
万
円
を
乙
号
勘
定
に
移
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
同

年
中
の
国
債
の
移
管
は
八
七
五
万
円
に
達
し
た
。
移
管
資
産
を
比
較
す
る
と
、

簿
価
で
は
一
七
二
万
円
ほ
ど
の
差
が
生
じ
て
い
た
が
、
銀
行
新
株
の
時
価
は

六
〇
三
万
円
ほ
ど
と
見
積
も
ら
れ
、
乙
号
勘
定
か
ら
の
預
金
及
び
国
債
の
合

計
額
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、「
満
州
国
借
款
応
諾
ニ
伴
ヒ
之
ニ

必
要
ナ
ル
資
金
ヲ
調
達
ス
ル
タ
メ
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
一
月
の
「
臨
時

且
ツ
緊
急
ナ
ル
都
合
」
と
は
別
の
新
た
な
出
資
へ
の
対
応
で
あ
っ
）
（
（

た
。
な
お
、

表 1　昭和 （ 年 （ ⽉移管国債の売却� （単位：円）

⽉ ⽇ 銘柄 償還 額面 簿価

（ （（ 第（（回五分利国庫債券 昭（.（ 売却 （11,111 （11,（11
第（（回五分利国庫債券 昭（（.（ 売却 （11,111 （（（,（11
第（（回国庫債券 昭（（.（（ 売却 （11,111 （（（,（11

（ （1 第（（回五分利国庫債券 昭（.（ 売却 （11,111 （11,（11
第（（回国庫債券 昭（（.（ 売却 （11,111 （（,（（1
第（（回五分利国庫債券 昭（（.（ 売却 （1,111 （（,（11
第（（回五分利国庫債券 昭（（.（ 売却 （11,111 （（（,（11
第（（回五分利国庫債券 昭（（.（ 売却 （（1,111 （（（,（11
第（（回五分利国庫債券 昭（（.（ 売却 （11,111 （（（,111
第（（回五分利国庫債券 昭（（.（ 売却 （11,111 （（（,（11

（ （ 第（（回五分利国庫債券 昭（（.（ 売却 （11,111 （（（,（11
（（ 第（（回五分利国庫債券 昭（（.（ 売却 （11,111 （（1,（11
（（ 第（（回五分利国庫債券 昭（（.（ 売却 （11,111 （（（,（11

第（（回五分利国庫債券 昭（（.（ 売却 （11,111 （（（,（11

出典）　「昭和七年⼀⽉⼀六⽇　有価証券所属換ノ件」『昭和七年　会計課議案並
報告　会計課　株式国債其他（税務以外）』合名（（（．
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四
月
時
点
で
は
特
別
準
備
金
を
取
り
崩
し
て
支
出
す
る
予
定
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
に
五
月
一
〇
日
に
甲
乙
勘
定
の
資
産
の
入
れ
替
え
を
行

い
、
甲
号
勘
定
に
移
管
さ
れ
た
預
金
の
取
崩
し
お
よ
び
有
価
証
券
の
売
却
に
よ

っ
て
支
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
甲
乙
勘
定
間
の
入
れ
替
え
は
、
し
ば
ら
く
後
の
昭
和
一
二
年
九
月
に

「
甲
口
ニ
テ
所
有
ス
ル
国
債
ト
乙
口
ニ
属
ス
ル
銀
行
預
金
ト
ヲ
交
換
」
す
る
こ

と
に
な
り
、
乙
号
勘
定
の
安
定
資
産
保
有
を
増
強
す
る
こ
と
で
修
正
さ
れ
）
（
（

た
。

す
な
わ
ち
、
甲
号
勘
定
で
保
有
す
る
「
へ
号
」
四
分
利
公
債
額
面
八
六
万
三
七

七
五
円
、
簿
価
八
五
万
八
一
八
円
三
七
銭
と
、「
い
号
」
三
分
利
半
国
庫
債
券

額
面
一
六
三
万
二
六
〇
〇
円
　
簿
価
一
五
九
万
九
九
四
八
円
の
合
計
額
面
二
五

〇
万
円
、
簿
価
二
四
五
万
円
が
甲
号
勘
定
か
ら
乙
号
勘
定
に
移
さ
れ
た
。
そ
の

見
返
り
に
乙
号
勘
定
の
銀
行
預
金
の
う
ち
簿
価
と
同
額
の
二
四
五
万
円
が
乙
号

勘
定
か
ら
甲
号
勘
定
に
移
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
三
井
合
名
の
資
金
繰
り

が
苦
し
く
な
っ
て
い
た
（
後
述
）
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
移
管
に
つ
い
て
は
「
甲

口
ノ
流
動
資
金
ノ
円
滑
ヲ
計
ル
ト
共
ニ
乙
口
資
金
ヲ
有
利
ニ
運
用
ス
ル
モ
ノ
ニ

有
之
候
」
と
議
案
の
提
案
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
）
（
（
る
。

評
価
損
失
に
対
す
る
税
務
判
断

表 2　国債の所有及び異動� （単位：（111 円）

期首残⾼ 償還 売却 買⼊取得

額面 簿価 額面 簿価 額面 簿価 額面 簿価

昭和 （ 年 （（,（（1 （1,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（11 （1,（（（
昭和 （ 年 （（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （,（1（
昭和 （ 年 （（,（（（ （（,（（（ （,111 （,（（（ （,111 （,（（（
昭和 （ 年 （（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （,（（1 （,（（1 （,（（（
昭和 （ 年 （（,（（（ （（,（（（ （（（ （（（ （,（（1 （,（（（ （,（11 （,（（（
昭和 （ 年 （（,1（1 （（,（（（ （11 （,（（（ （,（（（ （,（（（
昭和 （ 年 （（,（（（ （（,1（（ （,111 （,（（（ （,（（（ （,（（（
昭和 （ 年 （（,（1（ （（,（（（ （,（（（ （,（（1
昭和（1年 （（,（（（ （（,1（（ （,（11 （,（（（
昭和（（年 （（,（（（ （（,（（（ （（,1（（ （（,1（（ （（,（（（ （（,（（（
昭和（（年 （1,（（（ （1,（（（ （,111 （,（（1
昭和（（年 （（,（（（ （（,（（（
昭和（（年 （（,（（（ （（,（（（ （（1 （（（
昭和（（年 （（,1（（ （（,（（（ （（（ （1（

出典）　三井合名『有価証券勘定元帳』より作成．
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昭
和
八
年
は
じ
め
か
ら
三
井
合
名
は
、
保
有
す
る
有
価
証
券
の
評
価
価
格
を
積
極
的
に
変
更
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
方
式
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
所
得
税
に
対
す
る
税
務
署
の
判
断
へ
の
対
応
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
稿
で
も
指
摘
し
た
通
り
、
三
井
合
名
の
所
得
税
申
告
に
つ
い
て
は
、
た
び
た
び
税
務
署
の
否
認
に
よ
っ
て
更
正
申

告
を
求
め
ら
れ
て
い
）
（
（

た
。
た
と
え
ば
、
昭
和
四
年
度
に
つ
い
て
は
、
上
期
に
は
第
一
種
所
得
税
追
加
払
六
〇
七
円
四
〇
銭
、
営
業
収
益
税
追

加
払
二
九
三
円
一
七
銭
、
下
期
に
は
営
業
収
益
税
減
額
返
還
一
五
六
七
円
一
九
銭
が
あ
っ
）
（
（
た
。
こ
の
時
は
少
額
の
認
識
の
差
異
で
あ
っ
た
が
、

六
年
度
の
所
得
計
算
で
は
、
有
価
証
券
価
格
償
却
金
七
二
六
万
円
余
が
問
題
と
な
っ
）
（
（

た
。
こ
の
償
却
は
、
株
式
会
社
芝
浦
製
作
所
が
資
本
金

半
額
減
資
し
た
た
め
の
所
有
株
数
減
少
に
よ
る
損
金
五
七
〇
万
円
と
、
東
京
発
電
株
式
会
社
が
東
京
電
灯
に
合
併
し
た
こ
と
に
よ
る
所
有
株

数
減
少
に
よ
る
損
金
一
五
六
万
円
で
あ
っ
た
。
前
者
は
、
三
井
合
名
所
有
株
式
二
二
万
五
七
三
一
株
（
払
込
五
〇
円
）
が
半
数
と
な
っ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
、
所
有
価
格
一
一
四
〇
万
円
の
半
額
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、
合
名
所
有
東
京
発
電
株
式
会
社
株
式
五
万
株
（
払
込
五
〇

円
）
が
東
京
電
灯
株
式
二
万
五
〇
〇
〇
株
（
払
込
五
〇
円
）
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
所
有
価
格
三
一
二
万
五
〇
〇
〇
円
の
半
額
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
三
井
合
名
は
永
代
税
務
署
署
長
な
ど
に
あ
て
て
「
資
産
ノ
減
少
ニ
因
ル
損
害
ヲ
税
務
上
ノ
損
金
ニ
計
算
方
御
認
容
相
受

度
キ
御
願
」
を
提
出
）
（
（

し
、
損
金
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。
三
井
合
名
で
は
、「
同
種
案
件
ニ
関
シ
税
務
署
御
取
扱
ノ
先
例
」

と
し
て
、
昭
和
二
年
下
期
に
は
電
気
化
学
工
業
株
式
二
割
減
資
の
損
金
三
〇
万
円
に
つ
い
て
「
損
金
ト
シ
テ
御
認
容
」、
昭
和
三
年
上
期
に

は
「
漢
城
銀
行
新
株
式
の
半
額
減
資
損
金
三
二
五
〇
円
は
「
否
認
」、
昭
和
四
年
上
期
に
は
時
事
新
報
株
式
の
半
額
減
資
損
金
五
万
円
に
つ

い
て
「
否
認
」、
昭
和
五
年
下
期
に
は
大
阪
時
事
新
報
株
式
無
償
減
資
金
額
抛
棄
金
六
二
五
〇
円
は
「
認
容
」
と
な
っ
て
い
た
。
税
務
判
断

は
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
先
例
に
加
え
て
三
井
合
名
は
、
田
中
耕
太
郎
、
片
山
義
勝
、
青
木
徹
二
、
上
野
道
輔
な
ど
の
有
力
な
専
門
家
の
意
見
も
参
照
し
つ
つ
、

「
無
償
減
資
ガ
株
主
ニ
損
失
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ハ
右
ニ
引
用
仕
候
諸
大
家
ノ
意
見
ニ
ヨ
リ
更
ニ
疑
ノ
余
地
ナ
キ
」
な
ど
説
明
を
尽
く
し
て
主
張
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し
た
。

し
か
し
、
昭
和
七
年
三
月
末
に
税
務
署
）
（1
（
は
、「
本
件
ヲ
以
テ
資
産
評
価
損
ナ
リ
ト
シ
税
務
取
扱
上
若
シ
本
件
評
価
損
ヲ
認
容
ス
ル
ナ
ラ
バ

同
時
ニ
他
ノ
有
価
証
券
ノ
評
価
益
ヲ
計
上
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
指
摘
し
て
合
名
の
主
張
を
否
認
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
三
井
合
名
は
、

「
株
式
ノ
減
資
損
又
ハ
合
併
損
ヲ
以
テ
簡
単
ニ
所
有
資
産
ノ
評
価
損
ナ
リ
ト
ス
ル
ノ
適
否
ニ
就
テ
ハ
議
論
ノ
余
地
ア
リ
、
且
ツ
本
件
税
額
ハ

多
大
ナ
リ
ト
雖
モ
審
査
請
求
又
ハ
訴
願
ニ
ヨ
ル
異
議
申
立
テ
ニ
テ
ハ
当
社
主
張
ノ
貫
徹
ヲ
期
シ
難
ク
、
又
行
政
訴
訟
ニ
ヨ
ル
時
ハ
或
ハ
誇
大

ナ
ル
新
聞
記
事
ト
ナ
リ
、
世
評
ヲ
誤
ル
虞
ア
リ
、
仍
テ
此
際
ハ
大
事
ヲ
採
リ
テ
税
務
署
ノ
決
定
ニ
承
服
ノ
事
ト
ス
」
と
、
社
会
的
批
判
が
生

ず
る
こ
と
を
警
戒
し
て
税
務
署
の
判
断
を
受
け
容
れ
る
こ
と
と
し
）
（（
（

た
。

な
お
、
寄
付
金
に
つ
い
て
は
、
昭
和
八
年
一
月
二
三
日
に
「
非
常
時
寄
付
金
ヲ
税
務
上
ノ
損
金
ニ
計
算
方
ニ
関
シ
御
願
」
を
国
税
局
長
、

東
京
税
務
監
督
局
長
、
永
代
橋
税
務
署
長
に
提
出
し
、
前
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
三
井
合
名
が
寄
付
し
た
失
業
救
済
寄
付
金
三
〇
〇
万

円
（
内
務
大
臣
宛
）
及
び
五
万
円
（
松
坂
町
長
宛
）
の
合
計
三
〇
五
万
円
に
つ
い
て
、
損
金
に
計
上
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
て
い
）
（（
（

る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
税
務
上
で
は
、
寄
付
金
で
も
「
出
資
者
ノ
個
人
的
立
場
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
寄
付
金
ヲ
会
社
ノ
損
金
ニ
転
嫁
シ
タ
ル
モ
ノ
」

み
な
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
も
い
く
つ
か
損
金
計
上
が
否
認
さ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
そ
の
寄
付
の
意
義
を
強
調
し
て
損
金
計
上

を
認
め
る
よ
う
に
求
め
た
。
三
井
合
名
の
主
張
は
、「
当
会
社
ノ
寄
付
金
ハ
毎
期
提
出
致
居
リ
候
明
細
表
ニ
相
示
シ
候
通
リ
一
意
社
会
公
共

ノ
利
福
ヲ
増
進
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
出
捐
致
候
モ
ノ
ニ
テ
法
人
ト
ハ
云
へ
当
会
社
ノ
如
キ
社
会
上
特
殊
ナ
ル
立
場
ト
性
質
ヲ
帯
ブ
ル
会
社
ト

シ
テ
ハ
存
立
維
持
ノ
上
ヨ
リ
必
要
ナ
ル
支
出
義
捐
ニ
外
ナ
ラ
ス
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
険
悪
ナ
ル
世
相
緩
和
ニ
資
ス
ル
ノ

主
旨
ニ
出
デ
国
家
ノ
秩
序
維
持
ノ
上
ニ
モ
相
当
ノ
貢
献
ヲ
為
シ
得
タ
ル
モ
ノ
ト
相
信
シ
ラ
レ
候
上
他
面
ヨ
リ
之
ヲ
見
ル
ニ
三
井
ノ
経
営
ス
ル

各
種
広
汎
ナ
ル
事
業
ノ
安
全
ヲ
期
ス
ル
上
ニ
モ
亦
緊
要
適
切
ナ
ル
出
捐
ニ
有
之
候
間
三
井
各
事
業
ノ
枢
軸
ヲ
作
ス
当
三
井
合
名
会
社
ニ
取
リ

テ
ハ
税
務
ノ
上
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
会
社
ノ
営
業
ニ
直
接
関
係
ア
ル
支
出
ナ
リ
ト
シ
損
金
ニ
計
算
方
御
認
容
相
受
ケ
候
事
最
モ
可
然
義
」
と
し
て
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い
）
（（
（

た
。
後
の
経
過
か
ら
見
る
と
、
こ
の
願
い
出
は
認
め
ら
れ
た
。

記
帳
価
格
の
変
更

以
上
の
よ
う
に
株
式
等
の
価
格
変
動
や
、
合
併
な
ど
に
伴
う
株
式
評
価
の
変
動
に
つ
い
て
、
税
務
当
局
は
評
価
損
だ
け
を
一
方
的
に
求
め

る
こ
と
は
否
認
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
三
井
合
名
は
株
式
価
格
の
変
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
評
価
損
益
を
内
部
で
処
理
し
な
が
ら
、
評
価
益

計
上
の
実
績
を
積
む
と
と
も
に
、
資
産
状
態
の
健
全
性
維
持
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
近
い
将
来
に
実

現
す
る
株
式
の
売
却
に
つ
い
て
、
含
み
益
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
意
義
を
も
っ
た
。

三
井
合
名
会
計
課
は
、
昭
和
八
年
一
月
二
三
日
の
「
議
案
　
所
有
株
式
記
帳
価
格
変
更
ノ
件
」
に
よ
っ
て
、
王
子
製
紙
会
社
株
式
ほ
か
四

銘
柄
の
記
帳
価
格
を
引
き
上
げ
て
七
六
七
万
円
余
の
評
価
益
を
計
上
す
る
一
方
で
、
北
海
道
炭
礦
汽
船
会
社
株
式
ほ
か
二
五
銘
柄
の
評
価
の

引
き
下
げ
で
ほ
ぼ
同
額
の
七
六
七
万
円
の
評
価
損
を
計
上
す
る
こ
と
を
求
め
承
認
さ
れ
）
（（
（

た
。
こ
の
提
案
に
つ
い
て
は
、「
当
社
所
有
株
式
ノ

記
帳
価
格
ハ
従
来
原
価
維
持
ノ
方
針
ヲ
以
テ
評
価
替
ヲ
行
ハ
ズ
久
シ
ク
経
過
致
候
処
他
日
売
却
ノ
場
合
ヲ
モ
考
慮
シ
此
際
記
帳
価
格
ノ
修
正

ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
」
と
株
式
の
売
却
を
視
野
に
入
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
評
価
換
え
に
際
し
て
、「
直
営
及
準
直
営
各
社
ノ
株

式
ハ
据
置
ク
」
こ
と
が
基
本
方
針
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
対
象
と
な
っ
た
の
は
傍
系
会
社
の
株
式
で
あ
り
、
前
記
の
よ
う
に
差
損
益
が

ほ
ぼ
同
額
と
な
る
よ
う
に
調
整
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
な
か
で
、
会
計
課
は
、「（
イ
）
他
日
売
却
ス
ル
コ
ト
ア
リ
得
ベ
キ
株
式
、（
ロ
）
将
来
恢
復
ノ
見
込
乏
シ
キ
株
式
、（
ハ
）
其
他
価
格

ノ
引
下
ヲ
適
当
ト
認
ム
ル
株
式
」
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
た
。
表
（
の
中
で
評
価
引
き
下
げ
と
な
っ
た
株
式
は
北
海
道
炭
礦

汽
船
や
芝
浦
製
作
所
、
東
京
電
灯
な
ど
昭
和
恐
慌
期
に
業
績
が
悪
化
し
て
い
た
企
業
が
含
ま
れ
る
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
か
ら
保
有

す
る
こ
と
に
な
っ
た
株
式
で
業
績
の
回
復
も
期
待
で
き
な
い
よ
う
な
不
良
資
産
化
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
積
極
的
な
売
却
へ
の
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表 3　株式の評価換え（昭和 （ 年 （ ⽉ （（ ⽇記帳）� （単位：円）

銘柄 株数
評価替え後の簿価 評価換え前の簿価

評価損益
総額 単価 総額 単価

王子製紙 旧株 （（（,（（1 （,（（（,（11 （1.11� （,（（（,（（1 （（.（（� （,（（（,（（1
新株 （（（,（（1 （,（（（,（11 （（.11� （,（（（,111 （（.11� （,（（（,（11

⼤⽇本セルロイド （（,（（1 （,（1（,（（1 （（.11� （（（,（（（ （.（（� （,（（（,（（（
鐘淵紡績 旧株 （（,（（（ （,（（（,（（1 （（（.11� （,（（（,（（（ （（（.（（� （（（,（（（

新株 （（,（（（ （,（（（,（11 （（.11� （（（,（（1 （（.（（� （,（（1,（（1
北海道炭礦汽船 （（,（（（ （,（（（,（（（ （（.11� （,（1（,1（（ （（.1（� △�（,（（（,1（（
芝浦製作所 （（（,（（（ （,（1（,（（（ （（.11� （,（（（,（（（ （1.（（� △�（,（（（,1（（
熱帯産業 （（,111 （,（（（,111 （（.11� （,（（（,（11 （（.（1� △�（（（,（11
夕張鉄道 旧株 （1,111 （（1,111 （（.11� （11,111 （1.11� △�（（1,111

新株 （1,111 （1,111 （.11� （（1,111 （（.11� △�（11,111
漢城銀⾏ 新株 （11 （,（11 （.11� （,（（1 （（.（1� △�（,（（1
加島信託 （,111 （（,111 （.11� （（,111 （（.（1� △�（,111
⽇本郵船 （,111 （1,111 （（.11� （（（,（（1 （（.（（� △�（1（,（（1
⼤社宮島鉄道 （,（11 （,（11 （.11� （（,（11 （（.11� △�（（,111
東京電灯 （（,（（（ （（（,1（（ （（.11� （,（（（,（（（ （（.（（� △�（,（（（,（（1
台湾電⼒ 旧株 （,（（（ （（,（（1 （（.11� （（（,（（1 （1.11� △�（（,（11

新株 （,（11 （（（,111 （（.11� （1（,（11 （（.11� △�（（,（11
山東鉱業 （,111 （（,111 （.11� （（,（11 （（.（1� △�（（,（11
北樺太鉱業 （,111 （,111 （.11� （（,111 （（.11� △�（（,111
東洋製鉄 （（,111 （1（,111 （（.11� （（（,（11 （（.（1� △�（（（,（11
理化学興業 （,（11 （（,（11 （（.11� （（,111 （1.11� △�（（,（11
帝国ホテル （,111 （1,111 （（.11� （（（,111 （（.11� △�（（（,111
帝国劇場 （,（（（ （（,（（（ （（.11� （（,（（1 （（.（（� △�（（,（（（
東亜興業 （（,111 （（,111 （.11� （（（,（（1 （（.（（� △�（11,（（1
中央開墾 （1,111 （11,111 （1.11� （11,111 （1.11� △�（11,111
南⽶拓殖 （,111 （1,111 （.11� （（,（11 （（.（1� △�（（,（11
中⽇実業 （,（11 （,（11 （.11� （（（,（11 （（.11� △�（1（,111
国⺠新聞社 （,（11 （,111 （.11� （1,111 （1.11� △�（（,111

優先株 （,111 （1,111 （.11� （11,111 （1.11� △�（1,111
時事新報社 （11 （,（11 （.11� （（,111 （1.11� △�（（,（11
台湾製塩 （,111 （（,111 （（.11� （1,111 （1.11� △�（（,111

出典）　『有価証券勘定元帳』昭和八年，三井合名（（1
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準
備
と
と
も
に
、
資
産
内
容
を
健
全
化
す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
評
価
換
え
は
、
三
井
合
名
に
新
た
な
資
金
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
に
よ
っ
て
国
債
の
売
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、
資
金
的
な
逼
迫
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ

た
三
井
合
名
の
資
金
事
情
を
当
面
は
改
善
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

そ
の
半
年
後
の
昭
和
八
年
七
月
に
、
再
び
王
子
製
紙
株
の
評
価
引
き
上
げ
（
評
価
益
一
一
五
万

円
）
と
芝
浦
製
作
所
株
の
引
き
下
げ
（
評
価
損
二
一
五
万
円
）
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
当
期
ニ
ハ
臨
時
的
収
入
増
加
モ
有
之
候
ニ
付
鎖
却
額
大
体
約
百
万
円
ヲ
目
安
ト
シ
テ
臨
時
鎖
却

金
ノ
計
上
致
度
」
と
の
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
こ
の
議
案
は
取
り
消
さ
れ
、
実
行

さ
れ
な
か
っ
）
（（
（

た
。

そ
の
理
由
を
前
後
の
有
価
証
券
所
有
動
向
か
ら
み
る
と
、
評
価
換
え
が
予
定
さ
れ
て
い
た
七
月

に
三
井
合
名
は
王
子
製
紙
株
新
旧
合
計
六
万
株
を
第
一
生
命
、
帝
国
生
命
、
千
代
田
生
命
の
三
社

に
売
却
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
九
月
に
も
合
計
八
万
六
〇
〇
〇
株
を
生
保･

損
保
会
社
に
売
却
し

て
い
た
。
同
じ
九
月
に
は
、
北
海
道
炭
礦
汽
船
株
旧
株
・
優
先
株
各
三
〇
〇
〇
株
も
三
井
生
命
に

売
却
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
二
銘
柄
の
売
却
に
よ
る
売
却
利
益
は
、
五
三
三
万
円
で
あ
っ
た
（
表
（
）。

「
他
日
売
却
ス
ル
コ
ト
ア
リ
得
ベ
キ
」
と
さ
れ
た
株
式
の
売
却
が
半
年
以
内
に
現
実
の
も
の
と
な

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

表 4　昭和 （ 年の売却� （単位：株，円）�

⽉ ⽇ 株数 簿価 売却価格 売却利益 売却先

（ （1 王子製紙 旧株 （1,111 （,（11,111 （,（（1,111 （,（（1,111 第⼀⽣命，帝
国⽣命，千代
田⽣命

新株 （1,111 （,1（1,111 （,（（1,111 （（1,111

（ （（ 王子製紙 旧株 （（,111 （,（（1,111 （,（（（,111 （,（（（,111 帝国貯蓄，昭
和火災，富国
徴兵，⼤口⽣
命，三井⽣命

新株 （（,111 （,（（（,111 （,（（（,111 （,1（（,111

（ （（ 王子製紙 旧株 （1,111 （11,111 （,1（1,111 （（1,111 前山久吉
北海道炭鉱汽船 旧株 （,111 （（（,111 （（（,（11 （（,（11 三井⽣命

優先株 （,111 （（（,（（（ （（（,（11 （（,（（（

出典）　『有価証券勘定元帳』昭和八年，三井合名（（1
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三
井
鉱
山
へ
の
預
け
金

株
式
の
評
価
換
え
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
直
系
企
業
に
つ
い
て
は
、
三
井
鉱
山
の
増
資
に
対
応
す

る
た
め
に
、
受
取
配
当
か
ら
三
井
鉱
山
ヘ
の
資
金
を
預
け
入
れ
る
こ
と
が
、
昭
和
八
年
二
月
に
開
始
さ

れ
）
（（
（

た
。
こ
の
預
け
金
は
、
同
月
を
第
一
回
と
し
て
、
以
後
半
期
ご
と
に
五
〇
万
円
を
予
定
し
て
い
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
三
井
鉱
山
側
で
は
、
資
本
金
一
二
五
〇
万
円
の
増
資
を
計
画
し
て
お
り
、
そ
の
実
現
た

め
に
は
五
〇
万
円
で
は
な
く
、
一
〇
〇
万
円
の
預
け
入
れ
を
希
望
し
て
い
）
（（
（

た
。
実
際
の
預
け
入
れ
で
は
、

「
第
弐
回
以
降
ハ
都
合
ニ
ヨ
リ
預
入
ヲ
繰
延
」
が
あ
り
う
る
と
さ
れ
て
お
り
、
合
名
会
社
の
苦
し
い
台

所
事
情
を
配
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
表
（
の
よ
う
に
、
毎
期
の
配
当
が
堅
調
で
あ
っ
た
た

め
に
、
順
調
に
預
け
入
れ
が
進
ん
だ
。
こ
の
預
け
入
れ
の
条
件
は
、
預
入
額
が
二
五
〇
万
円
に
達
し
た

時
に
は
、
こ
れ
を
三
井
鉱
山
新
株
式
払
込
に
充
当
す
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
期
間
の
預
け
金

に
は
、
配
当
金
と
同
率
の
利
払
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
方
式
で
の
増
資
資
金
の
蓄
積
と
払
込
は
、
八
年
下
期
以
降
は
一
五
〇
万
円
に
増
額
さ
れ
て
一
〇

年
下
期
ま
で
で
累
計
九
五
〇
万
円
に
達
し
、
そ
の
全
額
が
四
回
に
分
け
て
払
込
資
金
に
充
当
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
三
井
鉱
山
の
払
込
資
本
金
は
一
〇
年
下
期
末
の
一
一
年
一
月
に
は
七
三
五
〇
万
円
と
な
っ

た
。
こ
れ
に
は
、
三
井
鉱
山
の
配
当
率
が
当
初
の
六
・
五
％
か
ら
昭
和
八
年
に
は
一
〇
％
、
九
年
に
は

一
二
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
増
資
方
式
は
、
原
理
的
に
は
第
一
次

世
界
大
戦
期
の
三
井
合
名
が
直
系
子
会
社
の
内
部
留
保
金
を
取
り
崩
し
て
特
別
配
当
を
受
け
、
こ
れ
を

増
資
払
込
に
充
当
し
た
方
式
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
直
系
子
会
社
が
内
部
留
保
す
る
の
で
は
な

表 5　三井鉱山　預け⾦と払込充当額� （単位：（111 円）

所有株式 配当⾦ 預け⾦ 払出⾼ 残⾼ 利子 配当利子合計

昭和 （ 年下 （（,（11 （,1（（ （11 （11 （,1（（
（ 年上 （（,（11 （,（（1 （,（11 （,111 （（.11 （,（（1
（ 年下 （（,（11 （,（（1 （,（11 （,（11 （,111 （（.（1 （,（1（
（ 年上 （（,（11 （,（（（ （,（11 （,（11 1 （.（1 （,（（（
（ 年下 （（,（11 （,（（（ （,（11 （,（11 （（.11 （,（（（
（1年上 （（,（11 （,1（（ （,（11 （,（11 （11 （1.11 （,（1（
（1年下 （（,（11 （,（（（ （,（11 （,111 1 （,（（（

出典）　『会計課議案』各年より作成．
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く
、
三
井
合
名
に
配
当
し
た
後
に
、
そ
の
配
当
金
の
一
部
を
自
ら
へ
の
払
込
資
本
金
の

原
資
と
し
て
「
預
り
金
」
と
い
う
形
式
で
留
め
置
い
た
こ
と
に
違
い
が
あ
る
。
預
り
金

で
あ
る
以
上
、
三
井
鉱
山
か
ら
み
れ
ば
借
入
金
と
同
様
で
あ
る
が
、
配
当
で
失
わ
れ
る

は
ず
の
流
動
性
は
、
手
許
に
残
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
三
井
合
名
か

ら
み
る
と
、
預
り
金
の
利
子
は
鉱
山
配
当
率
と
同
率
で
あ
っ
た
か
ら
、
増
資
の
成
果
を

前
倒
し
で
受
け
取
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

株
式
の
売
却
と
さ
ら
な
る
評
価
換
え

し
か
し
、
三
井
合
名
の
資
金
事
情
は
、
さ
ら
に
逼
迫
の
様
相
を
強
め
て
い
た
。
前
項

の
三
井
鉱
山
配
当
金
を
預
り
金
と
し
て
処
理
す
る
な
ど
の
方
策
は
、
三
井
合
名
に
と
っ

て
は
裁
量
性
の
あ
る
資
金
運
用
を
制
限
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

三
井
報
恩
会
へ
の
寄
付
金
に
連
動
し
て
、
昭
和
九
年
一
月
二
六
日
に
会
計
課
は
以
下
の

よ
う
な
株
式
の
売
却
を
提
案
し
、
承
認
を
受
け
）
（（
（

た
。

具
体
的
に
は
、
表
（
の
よ
う
に
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
新
旧
株
各
二
万
七
〇
〇
〇
株
、

台
湾
電
力
旧
株
二
九
二
五
株
、
新
株
四
五
〇
〇
株
、
東
京
電
灯
株
三
万
一
四
一
五
株
、

北
海
道
炭
礦
汽
船
株
旧
株
二
万
株
、
新
株
七
万
株
、
優
先
株
一
万
株
な
ど
の
売
却
計
画

で
あ
っ
た
。

合
計
で
二
〇
万
株
あ
ま
り
、
簿
価
五
四
七
万
円
余
を
売
却
し
て
三
〇
〇
万
円
弱
の
売

表 ６　昭和 （ 年 （ ⽉の株式売却� （単位：円，株）

⽉ ⽇ 銘柄 株数
帳簿価格 売却価格

売却差益
単価 総額 単価 総額

（ （ ⼩野田セメント 旧株 （（,111 （（.（（ （,（（（,（（1 （（.（1 （,（（（,（11 （（（,（（1
新株 （（,111 （（.11 （（（,111 （（.（1 （（（,（11 （（（,（11

（ （ 東京電灯 （（,（（（ （（.11 （（（,1（（ （（.（1 （,1（（,（（（ （（（,（（（
（ （1 台湾電⼒ 旧株 （,（（（ （（.11 （（,（（1 （（.（（ （（（,1（（ （（,（（（

新株 （,（11 （（.11 （（（,111 （（.（（ （（（,（（1 （（,（（1
北樺太鉱業 （,111 （.11 （,111 （1.（（ （1,（（（ （（,（（（

（ （（ 北海道炭礦汽船 旧株 （1,111 （（.11 （（1,111 （1.11 （,（11,111 （（1,111
新株 （1,111 （（.（（ （,（（（,（11 （1.11 （,（11,111 （（（,（11
優先株 （1,111 （（.（（ （（（,（11 （1.11 （11,111 （（（,（11

（ （（ 開墾塩業 （1,111 （1.11 （11,111 （.（1 （（,11（ △（（,（（（

⼩計 （1（,（（1 （,（（（,（（（ （,（（（,（1（ （,（（（,（（（

出典）　「昭和九年⼀⽉⼆六⽇　株式売却」『昭和九年会計課議案並報告（株式其他）　会計課』合名（（（．
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却
益
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
売
却
は
、
同
年
に
実
行
さ
れ
た
三
井
報
恩
会
へ
の
寄
付
金
に
連
動
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年

四
月
に
三
井
合
名
は
、
報
恩
会
へ
の
寄
付
の
た
め
三
井
銀
行
通
知
預
金
一
〇
〇
〇
万
円
、
三
井
銀
行
新
株
二
〇
万
株
（
時
価
一
七
六
〇
万

円
）、
三
井
信
託
株
五
万
株
（
時
価
三
二
二
・
五
万
円
）
に
よ
っ
て
総
額
三
〇
〇
〇
万
円
の
寄
付
を
計
画
し
て
い
）
（（
（
た
。
寄
付
財
産
の
時
価
は
寄

付
予
定
額
に
見
合
っ
て
い
た
が
、
財
務
的
に
は
こ
れ
に
伴
っ
て
、
二
〇
〇
〇
万
円
は
積
立
金
を
損
益
勘
定
に
繰
り
入
れ
、
さ
ら
に
不
足
分
一

〇
〇
〇
万
円
は
九
年
上
期
利
益
金
か
ら
充
当
す
る
こ
と
と
し
て
い
）
（1
（
た
。
三
井
銀
行
新
株
の
簿
価
は
、
払
込
額
に
よ
る
記
帳
で
株
価
二
五
円
、

二
〇
万
株
で
五
〇
〇
万
円
、
三
井
信
託
は
二
六
円
四
銭
、
一
三
〇
万
円
余
り
で
あ
り
、
こ
れ
を
時
価
評
価
で
寄
付
金
を
計
上
す
る
た
め
に
は
、

差
額
の
資
金
を
捻
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

上
記
の
株
式
売
却
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
基
づ
い
て
利
益
を
捻
出
す
る
必
要
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
売
却
益
を
推
計
す
る

と
、
三
井
銀
行
株
一
二
六
〇
万
円
、
三
井
信
託
株
一
九
二
万
円
の
合
計
一
四
五
〇
万
円
ほ
ど
に
な
る
。
そ
れ
は
多
額
の
譲
渡
益
金
の
計
上
を

要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
三
井
合
名
は
「
諸
税
引
当
金
」
一
三
八
万
七
〇
〇
〇
円
な
ど
を
計
上
し
て
、
利
益
の
圧
縮
に
つ
と
め
）
（（
（

た
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
会
計
課
議
案
で
は
、「
当
期
ニ
ハ
株
式
売
却
ニ
依
ル
臨
時
益
金
ア
ル
ニ
依
リ
其
一
部
ヲ
次
期
以
降
ノ
諸
税
引
当
ト
シ
テ
留
保

ス
、
所
得
税
及
営
業
収
益
税
ハ
前
期
ノ
益
金
ニ
対
ス
ル
モ
ノ
ヲ
今
期
ノ
支
出
ニ
計
上
ス
ル
ヲ
例
ト
ス
（
実
際
徴
収
ナ
キ
ト
キ
ハ
見
積
額
ニ
ヨ

ル
）
従
テ
今
期
ノ
臨
時
益
金
ニ
対
シ
テ
ハ
次
期
ニ
至
リ
税
金
ノ
臨
時
増
ヲ
生
ス
ル
ニ
ヨ
リ
本
件
ノ
留
保
ヲ
為
シ
次
期
ノ
収
支
平
衡
ヲ
期
セ
ン

ト
ス
」
と
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
七
月
に
は
所
有
株
式
の
帳
簿
価
格
引
き
下
げ
も
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
七
月
一
九
日
に
三
井
合
名
は
、
輪
西
製
鉄
株
式
会
社

株
式
ほ
か
一
八
銘
柄
の
簿
価
引
き
下
げ
を
決
定
し
た
（
記
帳
は
七
月
二
六
）
（（
（
日
）。
そ
の
内
訳
は
表
（
の
通
り
。
評
価
損
は
総
額
一
七
二
万
円

で
、
輪
西
製
鉄
や
台
湾
拓
殖
製
茶
な
ど
関
係
の
強
か
っ
た
企
業
を
は
じ
め
と
し
て
、
新
聞
社
や
ホ
テ
ル
な
ど
配
当
が
期
待
で
き
な
い
株
式
な

ど
も
か
な
り
含
ま
れ
て
お
り
、
多
額
の
評
価
益
を
圧
縮
す
る
た
め
に
、
九
年
下
期
末
決
算
を
控
え
て
、
こ
の
機
会
に
評
価
を
徹
底
的
に
引
き
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下
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

翌
一
〇
年
七
月
二
〇
日
に
も
同
様
の
簿
価
引
き
下
げ
が

決
定
さ
れ
た
（
表
（
、
帳
簿
へ
の
記
帳
は
八
月
二
六
）
（（
（
日
）。

こ
の
議
案
に
は
、
特
に
評
価
換
え
を
必
要
と
す
る
事
由
は

説
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
前
年
同
様
に
資
産
内
容
の
健

全
化
、
有
価
証
券
評
価
額
の
市
場
価
格
へ
の
さ
や
寄
せ
を

意
図
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
頃
か
ら
、

市
価
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
、
議
案
に
『
山
一
日
報
』

『
山
一
旬
報
』
と
い
う
相
場
動
向
の
速
報
紙
が
添
付
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
添
付
資
料

に
よ
る
と
、
対
象
と
な
っ
て
い
た
株
式
銘
柄
で
は
、
電
化

株
が
旧
株
四
二
円
四
〇
銭
、
新
株
一
六
円
四
〇
銭
、
加
島

信
託
七
円
五
〇
銭
、
朝
鮮
鉄
道
第
一
新
株
一
八
円
二
〇
銭
、

日
本
製
鉄
四
三
円
三
〇
銭
、
北
樺
太
石
油
旧
株
二
二
円
四

〇
銭
、
新
株
一
〇
円
六
〇
銭
な
ど
で
あ
っ
た
。
対
象
株
式

の
す
べ
て
は
確
認
で
き
な
い
が
、
市
価
が
判
明
す
る
銘
柄

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
簿
価
を
下
回
っ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
市
価
よ
り
や
や
低
め
に
評
価
し
直
し
た
こ
と

表 ７　株式簿価の引き下げ（昭和 （ 年 （ ⽉）� （単位：株，円）

銘柄 新旧 株数 新簿価 単価 旧簿価 単価 評価損益

輪西製鉄 （,（（1 （（（,（11 （（1.11� （,（（（,111 （11.11� △�（（（,（11
台湾拓殖製茶 （,（（（ （（（,（11 （（.11� （（1,（（1 （（.11� △�（（（,（（1
三信建物 （,111 （（（,111 （（.11� （（1,111 （1.11� △�（（（,111
鴻池信託 （,111 （1,111 （1.11� （（,（11 （（.11� △�（,（11
⽇本航空輸送 （,111 （1,111 （1.11� （（1,111 （1.11� △�（1,111
⽇本郵船 （,111 （（,（11 （（.11� （1,111 （（.11� △�（（,（11
北樺太石油 旧株 （,111 （1,111 （1.11� （1,111 （1.11� △�（1,111

新株 （11 （,（11 （（.11� （（,（11 （（.11� △�（,111
南⽶拓殖 （,111 （（,111 （.11� （（,111 （.11� △�（1,111
⼤阪毎⽇新聞 旧株 （,（（（ （（（,（11 （11.11� （（（,（（（ （（1.11� △�（（,（（（

新株 （,（（（ （（,（（（ （（.11� （（,（（（ （（.11� △�（（,（（（
国⺠新聞社 旧株 （,（11 1 1.11� （,111 （.11� △�（,111

優先 （,111 1 1.11� （1,111 （.11� △�（1,111
時事新報社 新株 （11 1 1.11� （,（11 （.11� △�（,（11
新⼤阪ホテル （,111 （1,111 （1.11� （（（,111 （（.11� △�（（,111
都ホテル 新株 （,111 （1,111 （1.11� （1,111 （（.11� △�（1,111
富士屋ホテル （11 （（,（11 （（.11� （（,111 （1.11� △�（（,（11
札幌グランドホテル （11 1 1.11� （（,（11 （（.11� △�（（,（11
東京ゴルフ （1 1 1.11� （1,111 （111.11� △�（1,111

（（,（（（ （,（1（,（（（ （,（（（,（（（ △�（,（（1,（（1

注）　単価は記帳株数と簿価からの計算値．△は評価損．
出典）　「昭和九年七⽉⼀九⽇　議案　所有株式帳簿価格引下ノ件」『昭和九年会計課議案並報告（株式其

他）会計課』合名（（（．
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が
分
か
る
。
評
価
引
下
額
一
一
五
万
円
は
、
一
〇
年
上
期
の
決

算
で
損
金
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
損
金
計
上
に
つ
い

て
、
管
見
の
範
囲
で
は
、
昭
和
初
期
の
よ
う
に
税
務
署
の
否
認

に
よ
る
更
正
申
告
な
ど
の
手
続
き
は
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
評
価
損
を
損
金
計
上
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

株
式
売
却
の
本
格
化

評
価
換
え
を
進
め
る
一
方
で
三
井
合
名
は
、
株
式
の
売
却
を

積
極
化
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
一
一
年
三
月
に
王
子

製
紙
株
新
旧
各
一
万
五
〇
〇
〇
株
を
売
却
し
た
の
を
は
じ
め
、

六
月
以
降
に
は
芝
浦
製
作
所
、
王
子
製
紙
、
北
海
道
炭
礦
汽
船
、

大
日
本
セ
ル
ロ
イ
ド
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
、
電
気
化
学
工
業
な

ど
を
年
内
に
売
却
処
分
し
）
（（
（
た
。
表
（
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
売

却
総
額
は
、
簿
価
一
一
七
〇
万
円
に
対
し
て
売
却
価
格
は
、
一

部
で
売
却
価
格
不
明
が
あ
る
の
を
除
い
て
も
合
計
で
二
二
六
〇

万
円
と
な
り
、
売
却
差
益
が
一
一
〇
〇
万
円
近
く
に
の
ぼ
っ
て

い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
芝
浦
製
作
所
に
つ
い
て
は
、
一
一
年
は

表 8　株式の評価換え（昭和 （1 年 （ ⽉）� （単位：株，円）

銘柄 新旧 株数 新簿価 単価 旧簿価 単価 評価損益

熱帯産業 （（,111 （（（,111 （（.11� （,（（（,111 （（.11� △�（（（,111
三信建物 （,111 （1,111 （1.11� （（（,111 （（.11� △�（（,111
電気化学 旧株 （,（11 （（（,111 （1.11� （（1,111 （1.11� △�（（,111

新株 （（,（11 （（（,111 （（.11� （（1,111 （（.11� △�（（（,111
加島信託 （,111 （1,111 （.11� （（,111 （.11� △�（,111
東京⾼速鉄道 （1,111 （1,111 （.11� （11,111 （.11� △�（1,111
朝鮮鉄道 第 （ 新 （,（（1 （（,（（1 （（.11� （（,111 （1.11� △�（,（（1
⽇本製鉄 （,（（1 （（（,（11 （1.11� （（（,（（（ （（.（（� △�（1,（（（
北樺太石油 旧株 （,111 （1,111 （1.11� （1,111 （1.11� △�（1,111

新株 （11 （,（（1 （.（1� （（,（（1 （（.（1� △�（1,111
東亜興業 新株 （（,111 （（,111 （.11� （（,111 （.11� △�（（,111
南⽶拓殖 （,111 （,111 （.11� （（,111 （.11� △�（1,111
帝国劇場 （,（（（ （（,（（1 （1.11� （（,（（（ （（.11� △�（（,（（（
名古屋観光ホテル （,111 （,111 （.11� （（,（11 （（.（1� △�（,（11
富士屋ホテル （11 （,（11 （.11� （,（（1 （（.（1� △�（,（（1
札幌グランドホテル （11 （,111 （1.11� （（,（11 （（.11� △�（1,（11

（（（,（（（ （,（（（,（（1 （,（（（,（（（ △（,（（1,（（（

注）　単価は記帳株数と簿価からの計算値．
出典）　「昭和拾年七⽉弐拾⽇　議案　所有株式帳簿価格引下の件」『昭和十年度会計課議案並報告（税務

以外）　会計課』合名（（（．なお，前掲『有価証券勘定元帳』の昭和（1年度では，記帳は八⽉⼆六⽇に
実⾏されている．
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じ
め
に
所
有
し
て
い
た
旧
株
一
一
万
二
八
六
五
株
、
新
株
六
万
六
九
七
三
株
か
ら
年
末
に
は
旧
株
八
万
六
八
三
八
株
に
、
ま
た
大
日
本
セ
ル

ロ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
旧
株
五
万
五
七
二
〇
株
、
新
株
四
万
四
五
七
六
株
か
ら
、
新
旧
各
二
万
五
〇
〇
〇
株
に
減
少
し
て
い
る
。
王
子
製
紙

に
つ
い
て
は
、
五
月
に
増
資
株
一
四
万
四
九
二
〇
株
を
引
き
受
け
、
そ
れ
に
七
二
四
万
六
〇
〇
〇
円
を
払
い
込
ん
で
い
る
た
）
（（
（
め
、
株
式
数
で

は
旧
株
約
八
万
株
、
新
株
九
・
五
万
株
か
ら
旧
株
一
二
・
五
万
株
、
新
株
一
一
・
五
万
株
に
増
加
し
た
が
、
そ
の
合
計
簿
価
は
、
九
三
〇
万
円

か
ら
八
九
三
万
円
に
減
少
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
王
子
製
紙
に
つ
い
て
は
株
式
の
売
却
に
よ
っ
て
増
資
資
金
を
調
達
し
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
る
。

こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
大
日
本
セ
ル
ロ
イ
ド
株
の
売
却
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
短
期
間
に
小
口
に
分
け
て
売
却
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

売
却
価
格
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
表
（
参
照
）。
翌
年
に
な
る
と
さ
ら
に
明
確
に
な
る
が
、
三
井
合
名
は
売
却
が
決
定
さ
れ
た

株
式
に
つ
い
て
、
市
況
の
変
化
に
応
じ
な
が
ら
少
し
で
も
有
利
に
売
却
を
進
め
る
よ
う
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

な
お
、
昭
和
一
一
年
一
二
月
三
日
に
は
、
三
井
物
産
と
三
井
鉱
山
に
つ
い
て
、
株
券
の
発
行
が
提
案
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は

「
会
計
課
議
案
」
に
よ
る
と
、「
三
井
物
産
株
式
会
社
及
三
井
鉱
山
株
式
会
社
株
券
ニ
付
キ
テ
ハ
事
実
上
当
社
及
社
員
ガ
全
株
式
ヲ
所
有
ス
ル

関
係
上
組
織
変
更
前
ノ
合
名
会
社
時
代
ト
異
ナ
ル
所
ナ
ク
且
商
法
上
ニ
於
テ
モ
株
券
ノ
即
時
発
行
ヲ
強
要
セ
ラ
レ
ヲ
ラ
ザ
レ
バ
何
等
違
背
ス

ル
所
ナ
キ
ヲ
以
テ
当
社
ト
右
両
社
合
議
ノ
上
当
初
ヨ
リ
発
行
ヲ
省
略
シ
来
リ
タ
ル
モ
株
式
会
社
ノ
本
質
ト
シ
テ
株
券
ノ
存
在
ヲ
本
旨
ト
シ
且

整
理
上
ニ
於
テ
モ
便
宜
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
）
（（
（
た
。
こ
う
し
て
株
式
会
社
化
後
も
長
い
間
発
行
が
見
送
ら
れ
て
き
て
い
た
三
井
物
産
と
三
井

鉱
山
の
株
式
発
行
が
実
現
し
た
。
株
券
発
行
は
、
株
式
会
社
制
度
の
持
つ
本
来
的
な
機
能
、
つ
ま
り
株
券
の
売
買
に
よ
っ
て
資
本
の
流
動
性

を
高
め
る
こ
と
に
寄
与
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
準
備
が
整
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
株
券
発
行
が
現
実
的
に
機
能
す
る
こ
と

は
当
分
の
間
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
一
二
月
三
〇
日
に
実
行
さ
れ
た
王
子
製
紙
ほ
か
四
銘
柄
、
一
四
万
株
、
九
二
六
万
円
ほ
ど
の
売
却
は
、
翌
年
初
め
の
三
井
物
産
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増
資
新
株
引
受
に
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
井
合
名
の
『
理
事
会
記
録
』
に
よ
る
と
、「
右
株
式
ヲ
三
井
物
産
会
社
ニ
売
却
ス
。
尚
売
却

ニ
依
ル
差
益
金
総
額
ハ
四
百
弐
拾
四
万
九
千
弐
百
円
ト
ナ
ル
」
と
記
録
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。
翌
一
月
の
三
井
物
産
増
資
新
株
引
受
で
は
、
引
受
株

式
四
九
万
八
五
〇
五
株
、
そ
の
四
分
の
一
払
込
金
額
は
一
二
四
六
万
二
六
二
五
円
で
あ
っ
）
（（
（
た
。
増
資
に
際
し
て
合
名
会
社
所
有
株
式
を
三
井

物
産
が
買
い
取
り
、
そ
の
資
金
で
合
名
が
払
い
込
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
三
井
物
産
に
よ
る
三
井

合
名
株
式
所
有
の
肩
代
わ
り
」
で
あ
り
、「
三
井
物
産
の
資
金
調
達
に
寄
与
し
な
か
っ
）
（（
（
た
」。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
買
い
入
れ
た

株
式
は
三
井
物
産
に
と
っ
て
株
式
担
保
の
借
入
枠
を
拡
大
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
全
く
寄
与
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
実
際
、
三
井
物
産
で
は
こ
の
増
資
に
連
動
し
て
所
有
有
価
証
券
が
増
加
す
る
一
方
で
、
支
払
手
形
な
ど
の
銀
行
取
引
が
増
加
し

て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
連
関
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
三
井
物
産
の
払
込
が
済
ん
で
か
ら
し
ば
ら
く
株
式
の
売
却
は
小
規
模
な
取
引
に
止
ま
っ
た
が
、
昭
和
一
二
年
一
一
月
か
ら
再
び
活

発
な
売
却
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
表
（1
）。
一
一
月
に
王
子
製
紙
株
一
万
六
五
〇
〇
株
が
三
回
に
分
け
て
、
千
代
田
生
命
、
大
正

海
上
、
大
阪
商
事
（
王
子
証
券
経
由
）
で
売
却
さ
れ
た
。
こ
れ
に
翌
年
一
月
の
三
五
〇
〇
株
を
加
え
て
総
計
二
万
株
、
簿
価
一
二
〇
万
円
が

売
却
さ
れ
、
そ
の
売
却
利
益
は
七
一
万
円
余
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
売
却
を
決
定
し
た
理
事
会
の
記
録
に
よ
る
と
、「
旧
株
　
二
万
株
　
売
却

代
金
　
一
九
〇
万
円
以
上
　
九
五
円
以
上
替
」
と
決
定
さ
れ
て
お
り
、
管
見
の
限
り
、
売
却
計
画
が
「
○
○
円
以
上
」
と
い
う
よ
う
に
最
低

価
格
を
提
示
し
て
承
認
さ
れ
た
最
初
の
事
例
で
あ
）
（1
（
る
。

昭
和
一
三
年
に
は
い
る
と
、
株
式
の
売
却
は
一
段
と
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
一
三
年
二
月
二
三
日

に
は
、
王
子
製
紙
株
三
万
株
、
日
本

製
鋼
所
新
株
一
万
株
の
売
却
が
、

「
株
式
投
資
金
又
ハ
諸
税
金
ニ
引
当

表 9　昭和 （（ 年からの株式売却（単位 : 株，円）

⽉ ⽇ 銘柄 株数
簿価 売却

売却利益 売却差益
単価 簿価 単価 売却額

（ （ 王子製紙 旧株 （（,111 （1.11 （11,111 （（（.（1 （,（（（,（11 （（（,（11
新株 （（,111 （（.（1 （（（,（11 （11.（1 （,（1（,（11 （（（,111

（ （（ 芝浦製作所 （1,111 （（.（1 （,（（（,111 （（.（1 （,（（（,111 （,（（（,111
（ （ 芝浦製作所 （1,111 （（.（1 （（（,111 （（.11 （（1,111 （（（,111
（ （ 王子製紙 旧株 （1,111 （1.11 （11,111 （（.11 （（1,111 （（1,111 ⼤阪朝⽇聞

北海道炭礦汽船 優先 （,111 （（.（（ （（（,（（1 （（.（1 （（（,（11 （（（,（（1 三井⽣命
（ （ 芝浦製作所 優先 （1,111 （（.（1 （（（,111 （1（.11 （,1（1,111 （（（,111 東京電気

（1 芝浦製作所 優先 （1,111 （（.（1 （（（,111 （1（.11 （,1（1,111 （（（,111
（ （（ ⼤⽇本セルロイド 優先 （,111 （（.11 （（（,111 （（.（1 （（（,（11 （（（,（11

優先 （,111 （（.（1 （（,111 （（.（1 （（,（11 （（,（11
（（ ⼤⽇本セルロイド 旧株 （（,111 （（.11 （（（,111 （（.（（ （（（,111 （11,111
（（ ⼤⽇本セルロイド （,1（1 （（.11 （（,（（1 （（.（1 （（（,（（（ （（,（（（ 三井⽣命
（（ ⼤⽇本セルロイド 新株 （,111 （（.（1 （（,（11 （（.（1 （（,（11 （（,（11 三井信託
（1 ⼤⽇本セルロイド 新株 （,111 （（.（1 （（,（11 （（.（1 （（1,（11 （（,111 三井信託

（（ （（ ⼤⽇本セルロイド 旧株 （,111 （（.11 （（（,111 （（.（（ （1（,（11 （（（,（11
新株 （,111 （（.（1 （（,（11 （（.11 （（1,111 （（,（11

（（ ⼤⽇本セルロイド 旧株 （,（（1 （（.11 （（（,1（1 （（.（（ （（（,（（（ （（（,（（（
新株 （,（（（ （（.（1 （（,（11 （（.（（ （（（,1（（ （（,（（（

（1 ⼩野田セメント （,111 （（.（1 （（（,（11 （1.（1 （（（,（11 （（,（11
（（ （（ ⼩野田セメント （,111 （（.（1 （（,（11 1.11

（1 王子製紙 旧株 （1,111 （1.11 （11,111 （（.11 （（1,111 （（1,111 三井物産
新株 （1,111 （（.（1 （（（,111 （（.11 （,（（1,111 （（（,111 三井物産

北海道炭礦汽船 旧株 （1,111 （（.11 （,（11,111 （1.11 （,111,111 （,（11,111 三井物産
芝浦製作所 旧株 （1,111 （（.（1 （（（,111 （（.11 （,（11,111 （,1（（,111 三井物産
電気化学⼯業 旧株 （,（11 （1.11 （（（,111 （（.11 （（1,（11 （（（,（11 三井物産

新株 （（,（11 （（.（1 （（（,111 （（.11 （（（,（11 （（（,（11
芝浦製作所 （,111 （（.（1 （（（,（11 （（.11 （（（,111 （（（,（11 三井物産

出典）　前掲『有価証券勘定元帳』昭和（（年（合名（（（）より作成．
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払
出
金
嵩
高
ニ
鑑
ミ
流
動
資
金
ノ
補

充
ヲ
要
シ
其
調
達
ノ
タ
メ
」
と
の
理

由
で
承
認
さ
れ
）
（（
（
た
。
こ
の
議
案
で
も
、

売
却
価
格
に
つ
い
て
、
王
子
製
紙
株

で
は
一
株
九
五
円
以
上
、
日
本
製
鋼

所
株
で
は
一
株
二
七
円
以
上
と
の
指

定
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
す
で

に
売
却
先
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
売
却

価
格
の
確
定
後
に
議
案
と
し
て
提
出

さ
れ
て
い
た
株
式
売
却
案
件
が
多
か

っ
た
が
、
上
述
の
前
年
一
一
月
の
王

子
製
紙
株
の
売
却
の
方
式
を
踏
襲
し
、

市
場
の
動
向
を
み
な
が
ら
売
却
の
タ

イ
ミ
ン
グ
は
会
計
課
の
裁
量
に
委
ね

る
か
た
ち
に
変
更
さ
れ
、
よ
り
柔
軟

な
対
応
が
可
能
と
な
っ
）
（（
（
た
。

こ
の
議
決
か
ら
一
週
間
も
た
た
な

い
三
月
一
日
に
は
、
王
子
製
紙
新
株

表 9　昭和 （（ 年からの株式売却（単位 : 株，円）

⽉ ⽇ 銘柄 株数
簿価 売却

売却利益 売却差益
単価 簿価 単価 売却額

（ （ 王子製紙 旧株 （（,111 （1.11 （11,111 （（（.（1 （,（（（,（11 （（（,（11
新株 （（,111 （（.（1 （（（,（11 （11.（1 （,（1（,（11 （（（,111

（ （（ 芝浦製作所 （1,111 （（.（1 （,（（（,111 （（.（1 （,（（（,111 （,（（（,111
（ （ 芝浦製作所 （1,111 （（.（1 （（（,111 （（.11 （（1,111 （（（,111
（ （ 王子製紙 旧株 （1,111 （1.11 （11,111 （（.11 （（1,111 （（1,111 ⼤阪朝⽇聞

北海道炭礦汽船 優先 （,111 （（.（（ （（（,（（1 （（.（1 （（（,（11 （（（,（（1 三井⽣命
（ （ 芝浦製作所 優先 （1,111 （（.（1 （（（,111 （1（.11 （,1（1,111 （（（,111 東京電気

（1 芝浦製作所 優先 （1,111 （（.（1 （（（,111 （1（.11 （,1（1,111 （（（,111
（ （（ ⼤⽇本セルロイド 優先 （,111 （（.11 （（（,111 （（.（1 （（（,（11 （（（,（11

優先 （,111 （（.（1 （（,111 （（.（1 （（,（11 （（,（11
（（ ⼤⽇本セルロイド 旧株 （（,111 （（.11 （（（,111 （（.（（ （（（,111 （11,111
（（ ⼤⽇本セルロイド （,1（1 （（.11 （（,（（1 （（.（1 （（（,（（（ （（,（（（ 三井⽣命
（（ ⼤⽇本セルロイド 新株 （,111 （（.（1 （（,（11 （（.（1 （（,（11 （（,（11 三井信託
（1 ⼤⽇本セルロイド 新株 （,111 （（.（1 （（,（11 （（.（1 （（1,（11 （（,111 三井信託

（（ （（ ⼤⽇本セルロイド 旧株 （,111 （（.11 （（（,111 （（.（（ （1（,（11 （（（,（11
新株 （,111 （（.（1 （（,（11 （（.11 （（1,111 （（,（11

（（ ⼤⽇本セルロイド 旧株 （,（（1 （（.11 （（（,1（1 （（.（（ （（（,（（（ （（（,（（（
新株 （,（（（ （（.（1 （（,（11 （（.（（ （（（,1（（ （（,（（（

（1 ⼩野田セメント （,111 （（.（1 （（（,（11 （1.（1 （（（,（11 （（,（11
（（ （（ ⼩野田セメント （,111 （（.（1 （（,（11 1.11

（1 王子製紙 旧株 （1,111 （1.11 （11,111 （（.11 （（1,111 （（1,111 三井物産
新株 （1,111 （（.（1 （（（,111 （（.11 （,（（1,111 （（（,111 三井物産

北海道炭礦汽船 旧株 （1,111 （（.11 （,（11,111 （1.11 （,111,111 （,（11,111 三井物産
芝浦製作所 旧株 （1,111 （（.（1 （（（,111 （（.11 （,（11,111 （,1（（,111 三井物産
電気化学⼯業 旧株 （,（11 （1.11 （（（,111 （（.11 （（1,（11 （（（,（11 三井物産

新株 （（,（11 （（.（1 （（（,111 （（.11 （（（,（11 （（（,（11
芝浦製作所 （,111 （（.（1 （（（,（11 （（.11 （（（,111 （（（,（11 三井物産

出典）　前掲『有価証券勘定元帳』昭和（（年（合名（（（）より作成．
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一
万
株
が
五
八
円
以
上
の
価
格
で
売
却
さ
れ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
）
（（
（

た
。
さ
ら
に
三
月
二
二
日
に
は
、「
株
式
投
資
金
又
ハ
諸
税
金
ニ
引
当
払

出
金
嵩
高
ニ
鑑
ミ
流
動
資
金
ノ
補
充
ヲ
要
シ
其
調
達
ヲ
要
」
す
る
と
の
理
由
で
、
王
子
製
紙
新
株
一
万
株
が
一
株
五
九
円
五
〇
銭
で
売
却
す

る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、「
買
受
方
希
望
有
之
候
ニ
付
」
と
買
受
先
と
の
交
渉
が
す
ん
で
い
た
た
め
に
「
○
○
円
以

上
」
と
い
う
よ
う
な
価
格
の
条
件
付
け
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
同
じ
日
の
鐘
淵
紡
績
会
社
新
株
一
万
株
の
売
却
で
も
同
様
で
、
価
格

は
五
九
円
五
〇
銭
、
売
却
の
目
的
は
「
流
動
資
金
の
補
充
」
で
あ
っ
）
（（
（
た
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
、
四
月
一
日
に
復
興
建
築
助
成
株
式
会
社
株
式

三
〇
〇
〇
株
が
売
却
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
昭
和
十
二
年
上
期
決
算
案
ハ
予
テ
問
題
ト
ナ
レ
ル
同
社
資
産
上
ノ
欠
陥
整
理
及
前
記
保
証
配
当

率
ノ
低
下
等
ヲ
理
由
ト
シ
テ
両
市
（
東
京
市
・
横
浜
市
）
ノ
承
認
ヲ
得
ル
能
ハ
ズ
」
と
の
状
況
に
あ
り
、
下
期
配
当
も
見
通
し
が
な
い
こ
と

か
ら
、「
当
社
ニ
於
テ
保
持
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
事
情
モ
無
之
候
処
、
今
回
買
受
方
希
望
者
有
之
候
」
と
、
こ
の
機
会
に
処
分
す
る
こ
と
に

し
た
も
の
で
あ
り
、
売
却
損
一
万
三
五
〇
〇
円
を
伴
う
売
却
で
あ
っ
）
（（
（

た
。

昭
和
一
三
年
九
月
に
は
、
さ
ら
に
計
画
的
な
売
却
が
承
認
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
九
月
二
八
日
に
会
計
課
は
、
鐘
淵
紡
績
五
万
四
一
九
六

株
、
鐘
淵
実
業
三
万
二
四
一
七
株
、
北
海
道
炭
礦
汽
船
一
二
万
四
八
二
八
株
、
理
化
学
工
業
七
八
〇
〇
株
の
四
銘
柄
、
合
計
二
〇
万
株
以
上

の
売
却
計
画
の
承
認
を
求
め
た
。
こ
の
計
画
は
、
提
案
通
り
二
月
の
売
却
と
同
様
に
売
却
価
格
に
つ
い
て
一
株
の
最
低
価
格
を
指
定
し
た
も

の
で
あ
っ
）
（（
（

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
予
想
さ
れ
る
売
却
益
は
、
鐘
紡
株
で
約
三
三
九
万
円
、
鐘
淵
実
業
株
で
四
一
万
円
、
北
炭
株
で
一
三
二
万
円
、

表 10　昭和 （（〜（（ 年の株式売却� （単位：株，円）

⽉ ⽇ 銘柄 株数
簿価 売却

売却利益 売却先
単価 簿価 単価 売却額

昭和（（年

（（ （（ 王子製紙 （1,111 （1.11� （11,111 （（.（1� （（（,111 （（（,111 千代田⽣命
（（ 王子製紙 （,111 （1.11� （11,111 （（.（1� （（（,（11 （（（,（11 ⼤正海上
（1 王子製紙 （,（11 （1.11� （1,111 （（.（1� （（（,（（1 （（,（（1 王子証券←⼤阪商事

昭和（（年

（ （（ 王子製紙 （,（11 （1.11� （（1,111 （（.11� （（（,111 （（（,111 野村證券
（ （ 王子製紙 旧株 （1,111 （1.11� （,（11,111 （（.（（� （,（（（,111 （（（,111 野村證券，⼤阪商事

王子製紙 新株 （,111 （（.11� （（（,111 （（.（1� （（（,（11 （（（,（11
（ ⽇本製鋼所 新株 （,111 （（.（1� （（,111 （（.（（� （（,（11 （（,（11 ⼤正海上

（（ 王子製紙 （,111 （1.11� （11,111 （（.（1� （（（,111 （（（,111 ⼤阪商事
（（ 王子製紙 新株 （,111 （（.11� （（,111 （（.（1� （（（,（11 （（,（11 ⼤阪商事
（（ 王子製紙 新株 （1,111 （（.11� （（1,111 （（.（1� （（（,111 （（（,111 野村證券
（（ 王子製紙 （,111 （1.11� （（1,111 （（.（1� （（（,（11 （1（,（11 三井⽣命
（1 王子製紙 （,111 （1.11� （（1,111 （（.（1� （（（,111 （（,111 野村證券

王子製紙 新株 （,111 （（.11� （1,111 （（.（1� （（（,111 （（,111 野村證券
（ （ 鐘淵紡績 （1,111 （（（.（（� （,（（（,（11 （（（.（（� （,（（（,（11 （,（（（,111

復興建築助成 （,111 （（.（1� （（,（11 （.11� （（,111 △（（,（11 三井信託
（ （ ⽇本製鋼所 旧株 （（,（11 （1.11� （,（（（,111 （（.11� （,（（（,（11 （（（,（11 三井鉱山

新株 （（,（11 （（.（1� （（（,（（1 （1.11� （（（,111 （（（,（（1 三井鉱山
夕張鉄道 旧株 （1,111 （（.11� （（1,111 （（.11� （（1,111 （11,111 三井鉱山

新株 （1,111 （1.11� （11,111 （1.11� （11,111 1 三井鉱山
輪西鉱山 （,（（1 （（1.11� （（（,（11 （11.11� （,（11,111 （（（,（11 三井鉱山
⽇東拓殖農林 旧株 （（,（11 （（.11� （（（,111 （（.11� （（（,111 1 三井鉱山

（1 東神倉庫 旧株 （（,（11 （11.11� （,（（1,111 （11.11� （,（（1,111 1 三井物産
新株 （（,111 （（.11� （,1（1,111 （（.11� （,1（1,111 1 三井物産

（（ （ 東神倉庫 新株 （（,111 （（.（1� （（（,111 （（.（1� （,（（（,（11 （,（（（,（11 三井信託，⼤阪商事
鐘淵実業 （（,（11 （（.（1� （（（,（（1 （（.（（� （（（,（（（ （（1,（（（ 三井信託

（（ （（.（1� （（（ （（.（（� （（（ （（（ 三井信託
鐘淵実業 （,111 （（.（1� （（,111 （（.（1� （（,（11 （（,（11 藤本B.B
理化学興業 （,（11 （（.（1� （（,（11 （1.11� （（（,111 （（,（11 野村證券

（（ （ 鐘淵実業 （1,111 （（.（1� （（（,111 （（（.（（� （,（（（,（11 （,（（（,（11 ⼤阪商事
鐘淵実業 （,111 （（.（1� （（,（11 （（.（1� （（（,111 （（,（11 山⼀証券

（（ （（ 芝浦製作所 旧株 （,（11 （（.1（� （（,（（（ （（.11� （（（,（11 （（,（（（ 三井⽣命
新株 （,（（1 （（.（1� （（（,（（（ （（.11� （（（,（（1 （（（,（（（ 三井⽣命

昭和（（年

（ （（ 鐘淵紡績 新株 （,111 （（.（1� （（（,（11 （（.（1� （（,（11 （（1,111 ⼤阪商事
（ （（ 鐘淵紡績 新株 （,111 （（.11� （（,111 （（.（1� （（,（11 （（,（11 ⼤阪商事
（ （ 鐘淵紡績 新株 （,（11 （（.（1� （（（,（（1 （（.（1� （（,（（1 （（（,（11 ⼤阪商事
（ （ 鐘淵紡績 新株 （,111 （（.（1� （（（,（11 （（.（1� （（,（11 （11,（11 ⼤阪商事
（ （ 鐘淵紡績 新株 （,111 （（.（1� （（（,（11 （（.（1� （（,（11 （（（,111 山⼀証券
（ （ 鐘淵紡績 新株 （,111 （（.（1� （1（,（11 （（.（1� （（,（11 （（（,111 山⼀証券

出典）　前掲『有価証券勘定元帳』昭和（（〜（（年（合名（（（,（（（）より作成．
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表 10　昭和 （（〜（（ 年の株式売却� （単位：株，円）

⽉ ⽇ 銘柄 株数
簿価 売却

売却利益 売却先
単価 簿価 単価 売却額

昭和（（年

（（ （（ 王子製紙 （1,111 （1.11� （11,111 （（.（1� （（（,111 （（（,111 千代田⽣命
（（ 王子製紙 （,111 （1.11� （11,111 （（.（1� （（（,（11 （（（,（11 ⼤正海上
（1 王子製紙 （,（11 （1.11� （1,111 （（.（1� （（（,（（1 （（,（（1 王子証券←⼤阪商事

昭和（（年

（ （（ 王子製紙 （,（11 （1.11� （（1,111 （（.11� （（（,111 （（（,111 野村證券
（ （ 王子製紙 旧株 （1,111 （1.11� （,（11,111 （（.（（� （,（（（,111 （（（,111 野村證券，⼤阪商事

王子製紙 新株 （,111 （（.11� （（（,111 （（.（1� （（（,（11 （（（,（11
（ ⽇本製鋼所 新株 （,111 （（.（1� （（,111 （（.（（� （（,（11 （（,（11 ⼤正海上

（（ 王子製紙 （,111 （1.11� （11,111 （（.（1� （（（,111 （（（,111 ⼤阪商事
（（ 王子製紙 新株 （,111 （（.11� （（,111 （（.（1� （（（,（11 （（,（11 ⼤阪商事
（（ 王子製紙 新株 （1,111 （（.11� （（1,111 （（.（1� （（（,111 （（（,111 野村證券
（（ 王子製紙 （,111 （1.11� （（1,111 （（.（1� （（（,（11 （1（,（11 三井⽣命
（1 王子製紙 （,111 （1.11� （（1,111 （（.（1� （（（,111 （（,111 野村證券

王子製紙 新株 （,111 （（.11� （1,111 （（.（1� （（（,111 （（,111 野村證券
（ （ 鐘淵紡績 （1,111 （（（.（（� （,（（（,（11 （（（.（（� （,（（（,（11 （,（（（,111

復興建築助成 （,111 （（.（1� （（,（11 （.11� （（,111 △（（,（11 三井信託
（ （ ⽇本製鋼所 旧株 （（,（11 （1.11� （,（（（,111 （（.11� （,（（（,（11 （（（,（11 三井鉱山

新株 （（,（11 （（.（1� （（（,（（1 （1.11� （（（,111 （（（,（（1 三井鉱山
夕張鉄道 旧株 （1,111 （（.11� （（1,111 （（.11� （（1,111 （11,111 三井鉱山

新株 （1,111 （1.11� （11,111 （1.11� （11,111 1 三井鉱山
輪西鉱山 （,（（1 （（1.11� （（（,（11 （11.11� （,（11,111 （（（,（11 三井鉱山
⽇東拓殖農林 旧株 （（,（11 （（.11� （（（,111 （（.11� （（（,111 1 三井鉱山

（1 東神倉庫 旧株 （（,（11 （11.11� （,（（1,111 （11.11� （,（（1,111 1 三井物産
新株 （（,111 （（.11� （,1（1,111 （（.11� （,1（1,111 1 三井物産

（（ （ 東神倉庫 新株 （（,111 （（.（1� （（（,111 （（.（1� （,（（（,（11 （,（（（,（11 三井信託，⼤阪商事
鐘淵実業 （（,（11 （（.（1� （（（,（（1 （（.（（� （（（,（（（ （（1,（（（ 三井信託

（（ （（.（1� （（（ （（.（（� （（（ （（（ 三井信託
鐘淵実業 （,111 （（.（1� （（,111 （（.（1� （（,（11 （（,（11 藤本B.B
理化学興業 （,（11 （（.（1� （（,（11 （1.11� （（（,111 （（,（11 野村證券

（（ （ 鐘淵実業 （1,111 （（.（1� （（（,111 （（（.（（� （,（（（,（11 （,（（（,（11 ⼤阪商事
鐘淵実業 （,111 （（.（1� （（,（11 （（.（1� （（（,111 （（,（11 山⼀証券

（（ （（ 芝浦製作所 旧株 （,（11 （（.1（� （（,（（（ （（.11� （（（,（11 （（,（（（ 三井⽣命
新株 （,（（1 （（.（1� （（（,（（（ （（.11� （（（,（（1 （（（,（（（ 三井⽣命

昭和（（年

（ （（ 鐘淵紡績 新株 （,111 （（.（1� （（（,（11 （（.（1� （（,（11 （（1,111 ⼤阪商事
（ （（ 鐘淵紡績 新株 （,111 （（.11� （（,111 （（.（1� （（,（11 （（,（11 ⼤阪商事
（ （ 鐘淵紡績 新株 （,（11 （（.（1� （（（,（（1 （（.（1� （（,（（1 （（（,（11 ⼤阪商事
（ （ 鐘淵紡績 新株 （,111 （（.（1� （（（,（11 （（.（1� （（,（11 （11,（11 ⼤阪商事
（ （ 鐘淵紡績 新株 （,111 （（.（1� （（（,（11 （（.（1� （（,（11 （（（,111 山⼀証券
（ （ 鐘淵紡績 新株 （,111 （（.（1� （1（,（11 （（.（1� （（,（11 （（（,111 山⼀証券

出典）　前掲『有価証券勘定元帳』昭和（（〜（（年（合名（（（,（（（）より作成．
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理
化
学
工
業
で
六
万
円
弱
と
、
合
計
五
〇
〇
万
円
を
超
え
る
見

込
で
あ
っ
た
。
四
社
と
も
一
一
月
に
は
新
株
の
払
込
等
を
控
え

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
鐘
淵
紡
績
は
、
一
一
月
一

日
新
株
第
一
回
払
込
六
七
万
七
四
五
〇
円
、
鐘
淵
実
業
に
つ
い

て
も
同
日
新
株
第
一
回
払
込
四
〇
万
六
四
五
二
円
五
〇
銭
、
理

化
学
工
業
も
同
日
新
株
第
一
回
払
込
九
万
七
五
〇
〇
円
が
予
定

さ
れ
、
さ
ら
に
同
月
二
五
日
に
は
北
海
道
炭
礦
汽
船
増
資
新
株

払
込
一
四
三
万
五
四
七
五
円
の
合
計
二
六
二
万
円
ほ
ど
が
予
定

さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
売
却
は
間
近
に
控
え
た
株

式
払
込
に
対
し
て
、
必
要
資
金
を
調
達
す
る
と
と
も
に
二
〇
〇

万
円
を
超
え
る
手
元
資
金
を
確
保
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。

こ
の
計
画
に
そ
っ
て
、
昭
和
一
四
年
六
月
に
か
け
て
数
次
に

わ
た
っ
て
売
却
が
実
行
さ
れ
た
。
理
化
学
工
業
株
式
に
つ
い
て

は
予
定
価
格
通
り
で
あ
っ
た
が
、
鐘
淵
実
業
や
鐘
淵
紡
績
に
つ

い
て
は
予
定
価
格
以
上
の
価
格
で
の
売
却
が
実
現
し
て
い
た
。

売
却
先
は
三
井
信
託
が
一
〇
月
の
売
却
で
は
大
半
を
占
め
た
が
、

そ
の
ほ
か
野
村
證
券
、
大
阪
商
事
、
山
一
証
券
、
徳
田
証
券
な

ど
の
証
券
会
社
が
売
却
先
に
名
前
を
連
ね
て
い
た
。
証
券
会
社

表 11　三井合名の所有株式の推移� （単位：（111 円）�

昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和（（年

期首総額 （（（,（（（ （11.1% （（1,（（（ （11.1% （（（,（（（ （11.1%

直系企業 三井物産 （（,（（（ （（.（% （（,（1（ （（.（% （（（,（（1 （（.（%
三井鉱山 （（,1（（ （（.1% （（,（1（ （（.1% （（1,（（（ （（.（%
三井銀⾏ （（,（（（ （（.（% （（,（（（ （（.（% （（,（（（ （.（%
東神倉庫 （（,（1（ （.（% （（,（1（ （.（% （,（（（ 1.（%
信託・⽣命 （,（（（ （.（% （,（（（ （.1% （（,（1（ （.（%
合計 （（（,（（（ （（.（% （（（,（1（ （（.（% （（1,（（（ （（.（%

傍系企業 芝浦（東芝） （（,（（（ （.1% （,（（（ （.（% （（,（（（ （.（%
北炭 （（,1（（ （.（% （,（（1 （.（% （,（（（ （.1%
王子製紙 （（,（（（ （.（% （,（（（ （.1% （,（（（ （.1%
⼤⽇本セルロイド （（（ 1.（% （,（1（ 1.（% （,（（（ 1.（%
鐘紡 （,（（（ （.（% （,（（（ （.（% （,1（（ （.1%
⼩野田セメント （,1（（ 1.（% （,（（（ 1.（% 1 1.1%
電気化学 （,（11 1.（% （（1 1.（% 1 1.1%
⽇本製鋼所 （,（（（ （.（% （,（（（ 1.（% 1 1.1%
その他 （,1（（ （.（% （,（（（ （.1% 1 1.1%
⼩計 （（,1（（ （（.（% （1,（（（ （（.（% （（,（（（ （.（%

その他 （1,（（（ （.（% （,（（（ （.（% （（,（（（ （.（%

出典）　前掲『有価証券勘定元帳』昭和 （ 年度（合名（（（）， （ 年度（合名（（1），（（年度（合名（（（）
より作成．
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へ
の
売
却
は
最
終
的
に
は
第
三
者
の
保
有
に
帰
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
三
井
信
託
・
三
井
生
命
な
ど
の
三
井
系
列
内
を
超
え
て
株
式
所
有

が
分
散
し
、
三
井
系
の
持
株
率
を
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
売
却
計
画
中
、
最
も
多
額
の
売
却
と
な
る
は
ず
の
北
海
道
炭
礦
汽

船
株
式
の
売
却
は
物
産
・
合
名
の
合
併
ま
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。

北
海
道
炭
礦
汽
船
株
式
の
売
却
中
止
に
は
、
三
井
合
名
が
売
却
と
は
異
な
る
資
金
調
達
方
法
を
考
慮
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
こ
れ
を
示
し
て
い
る
の
が
表
（（
で
あ
る
。
昭
和
六
年
度
の
期
首
（
六
年
二
月
一
日
）
か
ら
一
五
年
度
期
首
（
一
五
年
一
月
一
日
）

ま
で
九
年
間
で
三
井
合
名
の
株
式
保
有
額
は
二
億
八
二
二
五
万
円
か
ら
三
億
四
三
九
三
万
円
に
と
六
〇
〇
〇
万
円
余
り
増
加
し
た
が
、
そ
の

八
割
が
直
系
会
社
の
株
式
で
あ
っ
た
。
直
系
会
社
の
株
式
の
う
ち
、
東
神
倉
庫
株
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
三
井
物
産
の
増
資
に
伴

っ
て
同
社
に
「
現
物
出
資
」
と
同
等
の
方
式
で
移
管
さ
れ
た
た
め
に
一
〇
〇
〇
万
円
が
減
少
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
系
企

業
の
株
式
は
二
・
二
億
円
か
ら
二
・
九
億
円
と
な
り
、
株
式
総
保
有
額
の
比
率
は
七
九
％
か
ら
一
五
年
に
八
五
％
に
上
昇
し
て
い
た
。
こ
の
変

化
は
、
他
方
で
傍
系
企
業
株
式
が
四
九
〇
四
万
円
か
ら
三
四
二
〇
万
円
に
減
少
し
た
こ
と
も
原
因
と
な
っ
て
い
た
。
傍
系
企
業
株
の
う
ち
小

野
田
セ
メ
ン
ト
、
電
気
化
学
な
ど
の
所
有
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
北
海
道
炭
礦
汽
船
や
王
子
製
紙
の
株
式
保
有
数
が
大
き
く
減
少
し
た
の
は
、

資
金
調
達
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
株
式
が
売
却
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
市
場
性
の
あ
る
株
式
の
保
有
額
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
も
し
、
こ
れ
ら
の
売
却
を
進
め
る
と
、
こ
の
よ
う
な

資
金
調
達
が
限
界
に
達
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
代
替
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
銀
行
等
の
金
融
機
関
か
ら
の
借
り
入
れ
か
、
直

系
企
業
株
式
の
流
動
化
す
る
た
め
に
売
却
等
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
実
に
と
ら
れ
た
の
は
、
前
者
の
借
入
金
の
導

入
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
も
担
保
と
な
る
株
式
等
の
保
有
は
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
。
株
式
売
却
の
停
止
は
こ
う
し
た
事
情
に
基
づ

い
て
い
た
。
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（
（
）　「
昭
和
七
年
一
月
一
六
日
　
有
価
証
券
所
属
換
ノ
件
」『
昭
和
七
年
　
会
計
課
議
案
並
報
告
　
会
計
課
　
株
式
国
債
其
他
（
税
務
以
外
）』
合

名
（�

（�

（
。

（
（
）　「
昭
和
七
年
五
月
一
〇
日
　
銀
行
預
金
及
有
価
証
券
所
属
換
ノ
件
」
前
掲
『
昭
和
七
年
　
会
計
課
議
案
並
報
告
　
会
計
課
　
株
式
国
債
其
他

（
税
務
以
外
）』。

（
（
）　「
昭
和
七
年
四
月
六
日
　
満
州
国
借
款
引
受
之
件
」
前
掲
『
昭
和
七
年
　
会
計
課
議
案
並
報
告
　
会
計
課
　
株
式
国
債
其
他
（
税
務
以
外
）』

に
よ
る
と
、
満
州
国
借
款
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
要
請
に
応
じ
て
三
菱
と
三
井
で
各
一
〇
〇
〇
万
円
を
引
き
受
け
る
事
と
し
て
い
た
が
、
高
橋

是
清
大
蔵
大
臣
か
ら
「
両
家
ヨ
リ
直
接
満
州
国
政
府
ニ
貸
渡
ス
コ
ト
或
ハ
利
権
獲
得
ノ
所
為
ト
誤
認
サ
ル
ル
虞
ア
ル
」
と
助
言
を
受
け
て
朝
鮮

銀
行
経
由
の
借
款
と
な
っ
た
。

（
（
）　「
昭
和
壱
弐
年
九
月
弐
弐
日
　
議
案
国
債
所
有
口
変
更
ノ
件
」『
昭
和
十
一
、
十
二�

年
度
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
・
税
務
以
外
）　
会
計

課
』
合
名
（�

（�

（
。

（
（
）　
な
お
、「
今
回
ノ
所
属
替
ハ
、
甲
、
乙
双
方
ノ
都
合
ニ
依
リ
後
日
原
状
ニ
復
帰
セ
シ
ム
ル
事
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
移
管
の
実
施
の
時

期
に
つ
い
て
は
留
保
し
、「
原
状
復
帰
」
ま
で
の
経
過
期
間
の
利
子
の
帰
属
な
ど
に
つ
い
て
も
決
定
し
て
い
た
。

（
（
）　
武
田
晴
人
、
前
掲
「
同
族
会
社
認
定
と
所
得
税
負
担
」
第
（
節
参
照
。

（
（
）　「
昭
和
五
年
十
月
二
三
日
　
所
得
税
及
営
業
税
審
査
決
定
ア
ル
タ
ル
ニ
付
処
置
ノ
件
」『
昭
和
五
年
会
計
課
議
案
並
報
告
（
税
務
関
係
）　
会

計
課
』
合
名
（�

（�

（
。

（
（
）　「
昭
和
六
年
一
〇
月
一
五
日
　
昭
和
六
年
度
所
得
計
算
」『
昭
和
六
年
会
計
課
議
案
並
報
告
　
会
計
課
』
合
名
（�

（�

（
。

（
（
）　「
資
産
ノ
減
少
ニ
因
ル
損
害
ヲ
税
務
上
ノ
損
金
ニ
計
算
方
御
認
容
相
受
度
キ
御
願
」
前
掲
『
昭
和
六
年
会
計
課
議
案
並
報
告
　
会
計
課
』。

（
（1
）　
こ
の
時
、
税
務
署
は
、
重
役
交
際
費
、
寄
付
金
、
建
物
償
却
金
な
ど
に
つ
い
て
も
、
三
井
合
名
の
主
張
を
否
認
し
た
。

（
（（
）　「
昭
和
七
年
三
月
二
九
日
　
昭
和
六
年
度
上
期
当
会
社
所
得
金
額
並
営
業
純
益
金
額
決
定
ノ
件
」『
昭
和
七
年
会
計
課
議
案
並
報
告
　
会
計

課
』���

合
名
（�

（�

（
。

（
（（
）　「
昭
和
八
年
一
月
二
三
日
　
非
常
時
寄
付
金
ヲ
税
務
上
ノ
損
金
ニ
計
算
方
ニ
関
シ
御
願
　
三
井
合
名
会
社
」『
昭
和
八
年
会
計
課
議
案
並
報
告���
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会
計
課
』
合
名
（�

（�

（
。
尚
、
こ
の
書
類
に
は
鉛
筆
書
き
で
『
国
税
局
長
、
東
京
税
務
監
督
局
長
、
永
代
橋
税
務
署
長
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
願
い
出
の
宛
先
と
推
定
し
た
。

（
（（
）　
同
前
。

（
（（
）　「
昭
和
八
年
一
月
二
三
日
　
議
案
　
所
有
株
式
記
帳
価
格
変
更
ノ
件
」『
昭
和
八
年
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
其
他
）　
会
計
課
』
合
名

（�

（�

（
。

（
（（
）　「
議
案
　
所
有
株
式
記
帳
価
格
変
更
ノ
件
」
前
掲
『
昭
和
八
年
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
其
他
）　
会
計
課
』。
こ
の
件
は
、
同
年
八
月
五

日
に
社
員
総
会
で
「
王
子
製
紙
株
の
売
却
」
が
事
後
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
（『
社
員
総
会
議
事
録
』
自
昭
和
八
年
二
月
七

日
至
仝
十
年
十
二
月
二
十
六
日
、
合
名
（（
）。

（
（（
）　「
昭
和
八
年
二
月
一
五
日
　
議
案
　
三
井
鉱
山
会
社
ヘ
預
ケ
金
ノ
件
」
前
掲
『
昭
和
八
年
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
其
他
）　
会
計
課
』。

（
（（
）　
こ
の
希
望
条
件
を
記
し
た
注
（（
の
書
類
に
は
、
付
箋
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、「
之
ト
同
文
ノ
書
類
ガ
当
時
有
賀
常
務
ノ
手
ニ
ア
リ
、
広
島
一

覧
セ
リ
、
但
シ
正
式
議
案
ト
ナ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
○
之
レ
ハ
、（
昭
和
）
十
（
年
）、
一
（
月
）、
二
十
二
（
日
）
橋
本
氏
ヨ
リ
申
受
ケ
タ

リ
」
と
あ
り
、
正
式
提
案
で
は
な
か
っ
た
。
な
お
引
用
文
中
の
「
広
島
」
は
当
時
の
会
計
課
長
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）　「
昭
和
九
年
一
月
二
六
日
　
株
式
売
却
」『
昭
和
九
年
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
其
他
）　
会
計
課
』
合
名
（�

（�

（
。

（
（（
）　「
昭
和
九
年
四
月
四
日
　
議
案
　
三
井
報
恩
会
へ
寄
附
財
産
交
付
ノ
件
」
前
掲
『
昭
和
九
年
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
其
他
）　
会
計
課
』。

（
（1
）　「
昭
和
九
年
七
月
二
八
日
　
議
案
　
積
立
金
繰
入
ノ
件
」
前
掲
『
昭
和
九
年
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
其
他
）　
会
計
課
』。

（
（（
）　「
昭
和
九
年
七
月
三
〇
日
　
議
案
　
諸
税
引
当
金
当
期
損
金
計
上
ノ
件
」
前
掲
『
昭
和
九
年
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
其
他
）　
会
計
課
』。

（
（（
）　「
昭
和
九
年
七
月
一
九
日
　
議
案
　
所
有
株
式
帳
簿
価
格
引
下
ノ
件
」
前
掲
『
昭
和
九
年
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
其
他
）　
会
計
課
』。

（
（（
）　「
昭
和
拾
年
七
月
弐
拾
日
　
議
案
　
所
有
株
式
帳
簿
価
格
引
下
の
件
」『
昭
和
十
年
度
会
計
課
議
案
並
報
告
（
税
務
以
外
）　
会
計
課
』
合
名

（�

（�

（
。

（
（（
）　
表
示
し
た
も
の
の
ほ
か
、
七
月
に
日
本
製
鉄
四
一
八
〇
株
、
帝
国
劇
場
三
三
六
四
株
、
一
二
月
海
外
工
業
二
五
〇
株
な
ど
も
売
却
さ
れ
て
い

る
（『
有
価
証
券
勘
定
元
帳
』
昭
和
一
一
年
、
合
名
（�

（�

（
）。
ま
た
、
一
二
月
に
小
野
田
セ
メ
ン
ト
三
〇
〇
〇
株
も
売
却
さ
れ
て
い
る
が
、
売
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却
価
格
が
不
明
で
あ
る
。

（
（（
）　「
昭
和
一
一
年
五
月
二
一
日
　
王
子
製
紙
増
資
株
式
引
受
」『
理
事
会
記
録
』
昭
和
一
一
年
上
季
、
合
名
（（
。

（
（（
）　「
昭
和
拾
壱
年
拾
弐
月
参
日
　
議
案
　
物
産
及
鉱
山
株
券
発
行
ニ
関
ス
ル
件
」『
昭
和
十
一
年
度
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
ノ
三
）　
会
計

課
』
合
名
（�

（�

（
。

（
（（
）　「
昭
和
一
一
年
一
二
月
二
九
日
　
株
式
売
却
ノ
件
」『
理
事
会
記
録
』
昭
和
一
一
年
下
季
、
合
名
（（
。

（
（（
）　「
昭
和
一
二
年
一
月
八
日
　
三
井
物
産
会
社
増
資
新
株
引
受
之
件
」『
理
事
会
記
録
』
昭
和
一
二
年
上
季
、
合
名
（（
。

（
（（
）　
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
本
編
第
三
巻
中
、
一
九
九
四
年
、
五
五
二
頁
。

（
（1
）　「
昭
和
一
二
年
一
一
月
一
八
日
　
王
子
製
紙
株
式
会
社
株
式
売
却
之
件
」『
理
事
会
記
録
』
昭
和
一
二
年
下
季
、
合
名
（（
。

（
（（
）　「
昭
和
拾
参
年
弐
月
弐
拾
参
日
　
議
案
　
株
式
売
却
之
件
」『
昭
和
十
三
年
度
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
ノ
三
）　
会
計
課
』
合
名
（�

（�

（
。

（
（（
）　
市
価
変
動
に
よ
る
売
却
益
の
増
加
分
は
少
額
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
変
化
を
過
大
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
で
こ
う
し

た
変
化
に
は
、
三
井
合
名
の
資
金
事
情
に
対
す
る
認
識
の
変
化
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
後
述
す
る

「
益
金
予
算
」
や
「
資
金
繰
表
」
の
作
成
な
ど
に
も
共
通
す
る
認
識
変
化
で
あ
り
、
危
機
意
識
の
反
映
で
あ
っ
た
。

（
（（
）　「
昭
和
拾
参
年
参
月
壱
日
　
議
案
　
株
式
売
却
之
件
」
前
掲
『『
昭
和
十
三
年
度
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
ノ
三
）　
会
計
課
』。

（
（（
）　「
昭
和
拾
参
年
参
月
弐
拾
弐
日
　
議
案
　
株
式
売
却
之
件
」「
昭
和
拾
参
年
参
月
弐
拾
弐
日
　
議
案
　
株
式
売
却
之
件
」
同
前
。

（
（（
）　「
昭
和
拾
参
年
四
月
壱
日
　
議
案
　
株
式
売
却
の
件
」
同
前
。

（
（（
）　「
昭
和
拾
参
年
九
月
弐
拾
八
日
　
議
案
　
株
式
売
却
之
件
」
同
前
。

二
　
資
金
繰
り
の
逼
迫
と
借
入
金

つ
な
ぎ
資
金
の
借
入
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こ
う
し
て
昭
和
一
三
年
秋
か
ら
株
式
売
却
な
ど
に
よ
る
自
己
金
融
的
調
達
の
限
）
（
（

界
を
補
う
た
め
に
借
入
金
に
よ
る
資
金
調
達
が
増
加
し
た
。

三
井
合
名
の
貸
借
対
照
表
で
は
昭
和
一
三
年
度
末
に
二
八
〇
〇
万
円
の
借
入
金
が
計
上
さ
れ
、
一
五
年
度
末
に
は
五
三
〇
〇
万
円
に
達
し
て

い
）
（
（
る
。
ま
た
、
後
掲
表
（（
に
も
あ
る
よ
う
に
、
三
井
同
族
へ
の
支
払
配
当
金
の
う
ち
相
当
額
を
三
井
合
名
は
「
社
員
預
金
」
と
し
て
預
か
っ

て
い
た
。
こ
れ
も
見
方
を
変
え
れ
ば
、
同
族
か
ら
の
借
入
金
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
）
（
（

た
。
同
族
か
ら
の
借
入
金
は
、
日
露
戦
争
前
後
の

三
菱
合
資
と
岩
崎
家
の
関
係
で
も
見
出
さ
れ
る
が
、
三
菱
の
場
合
に
は
長
期
の
資
金
供
給
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
時
期
の
三
井
合
名

と
三
井
同
族
と
の
関
係
は
、
所
得
税
や
相
続
税
の
支
払
い
に
よ
っ
て
順
次
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
預
金
で
あ
る
た
め
に
、
安
定
的
な
長

期
資
金
の
供
給
と
い
う
面
で
は
限
界
が
あ
っ
た
。

昭
和
一
三
年
四
月
に
『
会
計
課
議
案
』
に
は
、「
短
期
借
入
金
」
二
件
が
提
出
さ
れ
、
三
井
銀
行
か
ら
一
八
五
〇
万
円
、
日
歩
一
銭
一
厘
、

期
間
は
一
〇
〇
〇
万
円
口
（
三
井
物
産
株
式
会
社
新
株
第
二
回
払
込
資
金
）
は
五
月
二
日
か
ら
一
〇
日
、
八
五
〇
万
円
口
（
三
井
鉱
山
払
込

資
金
）
は
四
月
二
一
日
か
ら
五
月
五
日
で
あ
っ
）
（
（

た
。
貸
出
形
式
は
振
出
手
形
よ
る
も
の
で
、
借
入
先
は
三
井
銀
行
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
支
払

手
形
に
よ
る
短
期
借
入
で
あ
っ
た
。
こ
の
借
入
は
期
日
通
り
返
済
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
事
情
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
短
期
借
入
の
議
決
と
同
じ
日
に
、
会
計
課
は
以
下
の
株
式
売
却
を
提
案
し
て
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
議
案
で
は
、
第
一
に
三
井

鉱
山
の
払
込
資
金
と
し
て
、
日
本
製
鋼
所
株
新
旧
各
三
七
五
〇
株
、
合
計
三
七
五
万
七
五
〇
〇
円
、
夕
張
鉄
道
株
新
旧
各
一
万
株
、
五
五
万

円
、
輪
西
鉱
山
株
三
七
五
〇
株
、
一
五
〇
万
円
、
日
東
拓
殖
農
林
一
九
八
〇
株
、
八
九
万
一
〇
〇
〇
円
、
石
油
合
成
特
許
組
合
出
資
金
一
八

〇
万
円
の
総
計
八
四
九
万
八
五
〇
〇
円
を
三
井
鉱
山
に
売
却
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
）
（
（
た
。
ま
た
、
同
じ
日
に
東
神
倉
庫
株
旧
株
二
万
九

五
〇
〇
株
、
新
株
九
万
四
〇
〇
〇
株
、
総
計
一
〇
〇
〇
万
円
を
三
井
物
産
に
売
却
す
る
こ
と
も
提
案
さ
れ
、
承
認
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ

が
払
込
に
必
要
な
資
金
額
に
見
合
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
短
期
借
入
金
は
、
株
式
の
売
却
手
続
き
が
完
了
す
る
ま
で
の
つ
な
ぎ
資

金
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
株
式
売
却
に
よ
る
資
金
調
達
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
三
井
合
名
は
、
三
井
鉱
山
へ
の
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株
式
売
却
で
は
、
売
却
差
益
二
一
五
万
円
余
を
獲
得
し
て
い
）
（
（

た
。
い
ず
れ
も
直
系
企
業
増
資
へ
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の

増
資
払
込
を
受
け
た
三
井
鉱
山
と
三
井
物
産
と
は
、
実
質
的
に
は
新
た
な
資
金
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
秋
に
本
格
化
す
る
借
入
金
に
よ
る
資
金
調
達
で
は
、
最
初
は
国
債
担
保
に
よ
る
借
入
方
式
が
採
用
さ
れ
）
（
（
た
。
具
体
的
に

は
、
八
月
二
三
日
に
、
三
井
鉱
山
新
株
第
一
〇
回
払
込
資
金
と
し
て
一
〇
〇
〇
万
円
を
三
井
銀
行
と
三
井
信
託
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
と
し

（
払
込
は
九
月
二
日
）、
そ
の
担
保
と
し
て
、
表
（（
の
よ
う
に
三
井
合
名
乙
号
勘
定
に
計
上
さ
れ
て
い
る
国
債
を
甲
号
勘
定
に
一
時
的
に
借
り

入
れ
て
差
し
入
れ
る
こ
と
と
し
）
（
（

た
。
担
保
国
債
は
、
三
分
半
利
国
庫
債
券
「
い
号
」
か
ら
「
に
号
」
ま
で
四
銘
柄
額
面
合
計
一
二
六
八
万
円

二
一
〇
〇
円
、
時
価
一
二
五
〇
万
余
円
で
あ
っ
た
。
時
価
の
八
掛
け
が
借
入
金
額
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
通
常
の
担
保
差
入
額
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
一
月
ほ
ど
後
の
九
月
二
一
日
は
、
新
た
に
三
五
〇
〇
万
円
の
借
入
が
提
議
さ
れ
た
。
借
入
総
額
三
五
〇
〇
万
円
に
対
し
て
、
九

月
三
〇
日
に
二
〇
〇
万
円
、
一
〇
月
中
旬
に
五
〇
〇
万
円
、
一
一
月
中
旬
に
三
〇
〇
万
円
の
合
計
一
〇
〇
〇
万
円
と
、
一
〇
月
一
日
に
三
井

鉱
山
増
資
新
株
第
一
回
払
込
資
金
と
し
て
二
五
〇
〇
万
円
を
借
り
入
れ
る
計
画
で
あ
っ
）
（
（
た
。
一
〇
〇
〇
万
円
口
は
、
諸
株
式
払
込
資
金
及
諸

税
金
納
付
の
引
当
金
で
あ
り
、
一
二
月
末
ま
で
に
株
式
配
当
金
そ
の
他
の
収
入
で
全
額
返
済
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
二
五
〇
〇

万
円
口
は
「
株
式
配
当
金
及
株
式
売
却
代
金
ニ
依
リ
追
テ
返
済
ノ
事
」
と
「
追
テ
返
済
」
と
微
妙
な
違
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
借
入
は
、
国
債

お
よ
び
株
式
を
担
保
と
し
て
い
た
。
前
者
の
一
〇
〇
〇
万
円
口
が
国
債
八
銘
柄
額
面
合
計
一
一
一
四
万
円
（
時
価
総
額
一
一
六
七
万
円
）
を

担
保
と
し
て
お
り
、
借
入
金
額
は
担
保
価
格
の
八
八
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
五
〇
〇
万
円
口
は
、
鐘
淵
紡
績
株
五
万
四
一
九
六
株
、
約
八

一
三
万
円
、
王
子
製
紙
株
旧
株
七
万
四
九
二
〇
株
、
新
株
九
万
四
九
二
〇
株
、
約
一
〇
一
九
万
円
、
北
海
道
炭
礦
汽
船
旧
株
七
万
二
五
〇
二

株
、
優
先
株
四
万
二
三
三
六
株
、
八
一
九
万
円
、
東
京
電
気
三
万
株
、
三
三
四
・
五
万
円
の
合
計
約
三
七
万
株
、
三
一
八
三
万
円
で
あ
っ
た

（
簿
価
二
一
三
三
万
円
）。
こ
の
株
式
の
評
価
額
は
山
一
証
券
が
発
行
し
て
い
る
『
日
報
』
九
月
二
〇
日
記
載
の
株
価
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
て



表 12　借⼊⾦の担保� （単位：（111 円）

借⼊提案⽇ ⾦額 担保品 額面 簿価 単価（円） 時価

（（（（年

（ ⽉（（⽇ （1,111 国庫債券い号 （,（（（ （,（（（ （（.（� （,（（（
国庫債券ろ号 （,（（1 （,（（（ （（.（� （,1（（
国庫債券は号 （,（（1 （,（（（ （（.（� （,（（（
国庫債券に号 （,（11 （,1（（ （（.（� （,1（（

⼩計 （（,（（（ （（,（（（ （（,（1（

（ ⽉（（⽇ （1,111 第⼆五分利公債 （,1（（ （,（（（ （1（.（� （,（（（
甲い号五分利公債 （（（ （（（ （1（.（� （（（
甲ろ号五分利公債 （,1（（ （,（1（ （1（.（� （,（（（
ろ号四分利半国庫債券 （11 （1（ （1（.（� （（（
は号四分利半国庫債券 （,（11 （,（（（ （1（.（� （,（（（
へ号四分利公債 （（（ （（（ （1（.（� （（（
に号三分半利国庫債券 （,（（（ （,（（1 （（.（� （,（（（
へ号三分半利国庫債券 （,（11 （,（（（ （（.（� （,（（（

⼩計 （（,（（（ （（,1（（ （（,（（（

株数 簿価 単価 時価

（ ⽉（（⽇ （（,111 鐘淵紡績 （（,（（（ （,1（（ （（1.1� （,（（（
王子製紙　旧 （（,（（1 （,（（（ （（.（� （,1（（
　　　　　新 （（,（（1 （,（（（ （（.（� （,（1（
北海道炭礦汽船　旧 （（,（1（ （,（（（ （（.（� （,（（（
　　　　　　　　優先 （（,（（（ （,（（1 （（.1� （,11（
東京電気 （1,111 （,（（（ （（（.（� （,（（（

⼩計 （（（,（（（ （（,（（（ （（,（（（

（（（（年

（ ⽉（（⽇ （,111 北海道炭礦汽船　旧 （（,（1（ （,（（（ （（.（� （,（1（
　　　　　　　　優先 （（,（（（ （,（（1 （（.1� （,11（

⼩計 （（（,（（（ （,（（（ （,（（（

（ ⽉（（⽇ （（,111 北海道炭礦汽船　新 （（（,（（（ （,（（（ （（.（� （,（（（
⼤⽇本セルロイド　旧 （（,111 （（（ （（.（� （,（（（
　　　　　　　　　新 （（,111 （（（ （（.（� （,（（（
王子製紙　旧 （,（（1 （（（ （（.1� （（（
　　　　　新 （（,（（1 （,（（（ （（.1� （,1（（
鐘淵紡績 （（,（（（ （,（（（ （（（.1� （,1（（

⼩計 （（（,（（（ （,（（（ （（,（（（

（ ⽉（（⽇ （（,111 北海道炭礦汽船　旧 （（,（1（ （,（（（ （（.（� （,（（（
　　　　　　　　優先 （（,（（（ （,（（1 （（.1� （,（（（
　　　　　　　　新 （（（,（（（ （,（（（ （（.（� （,11（
⼤⽇本セルロイド　旧 （（,111 （（（ （（.（� （,（（（
　　　　　　　　　新 （（,111 （（（ （（.1� （,（（1
王子製紙　旧 （,（（1 （（（ （（.（� （（（
　　　　　新 （（,（（1 （,（（（ （（.（� （,11（
鐘淵紡績 （（,（（（ （,（（（ （（（.（� （,（（（

⼩計 （（（,（（（ （（,（（（ （（,（（（

出典）　『昭和十三，⼀四年度会計課議案並報告（株式税務以外）　会計課』（合名 （（（-（）．
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お
り
、
借
入
金
は
担
保
額
の
七
九
％
に
相
当
し
て
い
た
。

時
期
が
異
な
る
が
、
昭
和
一
五
年
期
首
の
傍
系
会
社
株
式

簿
価
は
（
前
掲
表
（（
）
は
、
三
四
二
〇
万
円
で
あ
り
、
八

割
と
す
る
担
保
提
供
の
上
限
（
推
定
二
七
三
六
万
円
）
に

近
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
九
月
二
一
日
の
借
入
承
認
は
、
表
（（
の
よ
う
な
資

金
繰
り
予
測
に
基
づ
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
二
月
に

収
納
予
定
の
配
当
金
一
五
〇
〇
万
円
弱
を
返
済
資
金
と
し

つ
つ
、
九
月
か
ら
一
〇
月
の
借
入
金
三
五
〇
〇
万
円
な
ど

に
よ
っ
て
株
式
払
込
等
の
四
〇
〇
〇
万
円
ほ
ど
を
支
弁
す

る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
一
二
月
中
に
返
済
で
き
る
借
入
金

は
一
〇
〇
〇
万
円
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
も
あ
っ

て
、
年
末
ま
で
に
三
〇
〇
万
円
近
い
借
入
残
が
残
る
と
と

も
に
預
金
残
高
は
三
五
〇
万
円
か
ら
五
五
七
万
円
を
維
持

す
る
見
込
で
あ
っ
た
が
、
未
確
定
の
払
込
金
を
差
し
引
く

と
二
〇
〇
万
円
を
切
る
見
込
み
で
あ
つ
た
。

資
金
繰
り
の
逼
迫
と
借
り
換
え

表 13　資⾦繰予測　昭和 （（ 年 （ ⽉� （単位：（111 円）

（（年 （ ⽉中 （1⽉中 （（⽉中 （（⽉中

資源 配当⾦ （,（1（ （1 （（（ （（,（（（
利子 （
不動産収益 （（1 （（1 （（1 （（1
寄付⾦その他取立 （（1
諸口 （（1
借⼊⾦ （1,111
借⼊⾦今回分 （,111 （,111 （,111
借⼊⾦今回分 （（,111
⼩計 （（,（（（ （1,（（1 （,（（（ （（,（（（
⽉初銀⾏預⾦残⾼ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（1
計 （（,1（（ （（,（（（ （,（（（ （（,（1（

所要資⾦ 株式払込等 （（,（（（ （（,（（1 （,（（（
諸税公課 （,（（（ （,（（（ （,（（（
社員預⾦払出 （11
諸払 （（（ （（（ （（1 （11
借⼊⾦返済 （1,111
⼩計 （（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（,（（（

差引⽉末預⾦残⾼ （,（（（ （,（（（ （,（（1 （,（（（
未確定株⾦払込 1 （（1 （,（（1 （,（（（
再差引⽉末預⾦残⾼ （,（（（ （,1（（ （,（（1 （,（（（

�出典）　「昭和拾参年九⽉弐拾壱⽇　議案　借⼊⾦之件」前掲『昭和十三，十四年度会計課議案並
報告（株式税務以外）　会計課』．



総有制的資産保有の制約（武田）

245

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
資
金
繰
り
予
測
の
も
と
で
、
三
井
合
名
は
一
〇
月
末
に
会
計
課
で
は
、
三
五
〇
〇
万
円
の
借
入
金
の
う
ち
二
五
〇
〇

万
円
に
つ
い
て
昭
和
一
一
年
一
一
月
一
日
に
は
三
井
鉱
山
か
ら
の
預
リ
金
二
〇
〇
〇
万
円
を
受
け
入
れ
て
三
井
銀
行
か
ら
の
借
入
金
を
一
部

返
済
し
、
残
金
五
〇
〇
万
円
に
つ
い
て
は
、
三
井
信
託
か
ら
鐘
紡
株
四
万
株
を
担
保
に
借
り
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
五
〇
〇

万
円
は
借
入
先
の
変
更
で
あ
っ
）
（1
（

た
。
三
井
鉱
山
は
、
合
名
へ
の
預
り
金
を
計
上
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
井
銀
行
通
知
預
金
と
同
率
の
日
歩

六
厘
の
金
利
を
得
る
資
産
と
し
て
増
資
資
金
を
運
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
三
井
鉱
山
に
は
増
資
で
得
ら
れ
た

資
金
の
運
用
の
裁
量
性
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
三
井
信
託
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
「
株
式
配
当
金
及
株
式
売
却
代
金
」
に

よ
る
返
済
と
な
っ
て
い
た
。

九
月
の
借
入
の
返
済
期
限
が
到
来
し
た
一
二
月
末
に
は
、
新
た
に
一
三
〇
〇
万
円
（
三
井
銀
行
か
ら
八
〇
〇
万
円
、
三
井
信
託
か
ら
五
〇

〇
万
円
）
が
借
り
入
れ
ら
れ
）
（（
（

た
。
こ
の
資
金
の
用
途
は
三
井
鉱
山
か
ら
の
預
り
金
の
返
済
の
た
め
と
さ
れ
て
お
り
、
三
井
銀
行
に
国
債
一
一

〇
四
万
円
（
額
面
、
時
価
は
一
一
三
六
万
円
）、
三
井
信
託
に
王
子
製
紙
株
七
万
株
、
時
価
六
二
二
万
円
が
担
保
差
し
入
れ
ら
れ
た
。
三
井

銀
行
か
ら
の
借
り
入
れ
条
件
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
三
井
信
託
に
つ
い
て
は
、
約
手
期
日
が
一
月
三
〇
日
、
つ
ま
り
期
間
一
ヵ
月
の
約
束

手
形
形
式
で
あ
り
、
利
率
は
日
歩
一
銭
一
厘
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
三
五
〇
〇
万
円
借
入
口
の
う
ち
、
二
五
〇
〇
万
円
は
三
井
鉱
山
に

一
時
肩
代
わ
り
さ
れ
た
の
ち
、
年
末
の
一
三
〇
〇
万
円
借
入
に
よ
っ
て
鉱
山
か
ら
の
借
入
を
お
よ
そ
半
分
を
返
済
し
た
。
金
融
機
関
か
ら
の

借
入
は
、
こ
れ
ら
の
出
入
り
を
含
め
て
肩
代
わ
り
さ
れ
な
か
っ
た
一
〇
〇
〇
万
円
分
と
あ
わ
せ
て
二
二
〇
〇
万
円
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
借
入
金
は
実
質
的
な
借
り
換
え
が
行
わ
れ
、
常
態
化
し
た
。

翌
昭
和
一
四
年
一
月
一
三
日
に
な
る
と
、
配
当
金
お
よ
び
税
金
引
き
当
て
の
た
め
六
〇
〇
万
円
の
借
入
が
提
議
さ
れ
た
。
北
海
道
炭
礦
汽

船
の
株
式
を
担
保
と
し
た
三
井
銀
行
か
ら
の
借
り
入
れ
で
、
受
取
配
当
金
や
株
式
売
却
代
金
で
の
返
済
を
予
定
し
て
い
）
（（
（
た
。
さ
ら
に
同
日
に

は
、
一
二
〇
〇
万
円
の
借
入
が
三
月
末
七
五
〇
万
円
、
四
月
中
旬
四
五
〇
万
円
の
借
入
予
定
で
提
案
さ
れ
承
認
さ
れ
た
（
借
入
先
、
三
井
銀



246

行
・
三
井
信
託
）。
こ
の
一
二
〇
〇
万
円
口
に
は
大
日
本
セ
ル
ロ
イ
ド
株
、

王
子
製
紙
株
、
鐘
淵
紡
績
株
な
ど
が
担
保
と
し
て
差
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
二
口
の
差
入
れ
担
保
で
は
、
九
月
の
借
入
と
対
比
す
る
と
、
北
海
道
炭

礦
汽
船
の
株
式
数
が
新
株
一
一
万
四
八
三
八
株
、
大
日
本
セ
ル
ロ
イ
ド
株
新

旧
各
二
万
五
〇
〇
〇
株
が
追
加
さ
れ
る
一
方
、
王
子
製
紙
旧
株
が
七
万
四
九

二
〇
株
か
ら
七
万
株
減
少
し
、
鐘
淵
紡
績
株
が
五
万
四
一
九
六
株
か
ら
一
万

四
一
八
六
株
に
四
万
株
減
少
し
て
い
）
（（
（

た
。
期
間
中
の
株
式
の
売
却
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
借
入
金
を
株
式
売
却
に
よ
っ
て
返
済
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
三
井
合
名
は
追
加
的
な
借
入
に
要
す
る
担
保
を
先
細
り
さ
せ
て

い
た
。

な
お
、
一
二
〇
〇
万
円
の
借
入
に
つ
い
て
は
、
議
案
書
欄
外
に
四
〇
〇
万

円
と
追
記
さ
れ
、
さ
ら
に
四
月
二
〇
日
六
〇
〇
万
円
と
あ
り
、
実
際
の
借
入

額
は
一
〇
〇
〇
万
円
に
止
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
）
（（
（

る
。
六
〇
〇
万
円
の
別
口
の

借
入
が
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
一
二
〇
〇
万
円
を
直
ち
に
実
行
す
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ

の
点
を
二
口
の
借
入
案
件
に
付
さ
れ
た
資
金
繰
り
予
定
表
（
表
（（
）
か
ら
み
る
と
、
三
月
半
ば
に
銀
行
預
金
残
高
五
〇
〇
万
円
弱
に
対
し
て
、

六
月
に
配
当
収
入
一
六
八
〇
万
円
が
見
込
ま
れ
る
ま
で
、
三
〜
五
月
に
は
目
立
っ
た
収
入
源
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
三
月
か
ら
四
月
に
か
け

て
七
五
〇
万
円
、
四
五
〇
万
円
が
借
入
金
と
し
て
計
上
さ
れ
、
石
油
合
成
へ
の
出
資
金
一
五
〇
万
円
、
満
州
合
成
燃
料
へ
の
払
込
一
一
二
万

円
な
ど
に
加
え
て
、
税
金
支
払
が
三
月
八
二
八
万
円
、
四
月
三
一
三
万
円
が
あ
っ
て
、
六
月
末
に
は
配
当
金
等
の
収
入
が
あ
っ
て
も
借
入
金

表 14　資⾦収⽀表（昭和 （（ 年 （ ⽉ （（ ⽇）� （単位：（111 円）

摘要 （ ⽉中 （ ⽉中 （ ⽉中 （ ⽉中

（ ⽉（（⽇現在銀⾏預⾦ （,（（（

配当・不動産収⼊ （（1 （（（ （（（ （（,（（（
寄付⾦共同取立 （11
満州国借款元利⾦ （,（（1
利子繰替⾦回収等 （（
借⼊⾦ （,（11 （,（11

　石油合成組合出資 △�（,（11
　株式払込 △�（（1 △�（,（（1
　諸税⾦ △�（,（（（ △�（,（（（ △�（（（
　借⼊⾦利子及諸払 △�（（（ △�（（（ （（（ （（（
　社員預⾦払出 （11
　借⼊⾦返済 （（,111

残⾼ （,（（1 （,1（1 （,（（（ （（（

出典）　「昭和拾四年壱⽉拾参⽇議案添付書類」『昭和十三，十四年度会計課
議案並報告（株式税務以外）　会計課』合名（（（-（．払込株式の銘柄は，
（ ⽉台湾拓殖， （ ⽉満州合成燃料，⽇本アルミであった．
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一
八
〇
〇
万
円
を
返
済
す
る
と
預
金
残
高
が
一
〇
〇
万
円
を
下
回
る
と
い
う
予
想
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
厳
し
い
見
通
し
は
、
七
月
二
日
の
預
金
残
高
が
三
五
二
万
円
を
維
持
し
た
こ
と
か
ら
回
避
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
六
月
末
に
一

八
〇
〇
万
円
の
「
短
期
借
入
金
」
が
会
計
課
か
ら
提
案
さ
れ
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
借
入
は
、
七
月
七
日
の
四
〇
〇
万
円
を
は

じ
め
と
し
て
、
九
月
下
旬
に
四
回
に
分
け
て
総
額
一
八
〇
〇
万
円
を
調
達
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
実
際
に
は
、
七
月
六
日
四
〇
〇
万
円
、

二
四
日
四
〇
〇
万
円
、
八
月
二
一
日
三
〇
〇
万
円
、
九
月
三
〇
日
二
〇
〇
万
円
、
一

〇
月
二
四
日
四
〇
〇
万
円
、
一
一
月
三
〇
日
一
〇
〇
万
円
の
借
入
と
な
っ
た
。
総
枠

を
定
め
て
必
要
に
応
じ
て
小
口
に
分
け
て
借
り
入
れ
る
方
式
は
、
記
録
さ
れ
る
範
囲

で
は
一
月
一
三
日
の
借
入
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
担
保
差
入
の
株
式
は
、
時
価
の

変
動
に
よ
っ
て
評
価
額
に
は
若
干
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
の
株
数
は
一
致
し
て
い
た

か
ら
、
こ
の
六
月
末
の
一
八
〇
〇
万
円
の
借
入
承
認
は
、
一
月
の
借
入
の
借
り
換
え

で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
借
入
方
式
か
ら
み
て
、
資
金
繰
り
の
た
め
の
借
入
で
あ
っ
た

（
表
（（
）。

以
上
の
よ
う
に
、
昭
和
一
四
年
に
な
る
と
三
井
合
名
は
期
末
に
受
け
取
る
予
定
の

子
会
社
配
当
金
に
よ
る
返
済
を
前
提
に
、
三
井
銀
行
や
三
井
信
託
か
ら
株
式
担
保
の

短
期
借
入
を
繰
り
返
し
、
当
面
の
資
金
繰
り
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
追

い
込
ま
れ
て
い
た
。
株
式
の
払
込
資
金
や
所
得
税
・
相
続
税
の
支
払
い
に
必
要
な
資

金
が
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
調
整
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
三
井
合
名
が
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
い

表 15　資⾦収⽀表（昭和 （（ 年 （ ⽉ （（ ⽇）� （単位：（111 円）

（ ⽉中 （ ⽉中 （ ⽉中

（ ⽉ （ ⽇現在銀⾏預⾦ （,（（（

配当・不動産収⼊ （（（ （（（ （,（（（
利子繰替⾦回収等 （（
　石油合成組合出資 △�（,（11 △�（,111
　株式払込 △�（（（ △�（（（
　諸税⾦ △�（,（1（ △�（,（（（
　借⼊⾦利子及諸払 （（（ △�（11 △�（（（
　社員重役配当・賞与・交際費 △�（,11（ △�（1（

残⾼ △�（,（（（ △�（1,（（1 △�（（,（（（

借⼊予定 （（,111 （,111
借⼊予定実⾏後の残⾼ （,（（（ （,（（1 （,（（（

出典）　「昭和拾四年六⽉弐拾八⽇議案添付書類」前掲『昭和十三，十四年度
会計課議案並報告（株式税務以外）　会計課』．八⽉の株式払込は⼤⽇本
セルロイドに対するもの．
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う
わ
け
で
は
な
い
。
昭
和
一
三
年
か
ら
数
か
月
単
位
の
資
金
繰
り
表
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
問
題
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
よ
り
先
、
昭
和
一
〇
年
下
季
に
つ
い
て
、「
益
金
予
算
」
と
い
う
計
数
表
が
昭
和
一
〇
年
下
期
末
の
一
一
年

一
月
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
に
関
連
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
表
（（
の
よ
う
な
形
式
の
も
の
で
、
前
期
の

決
算
を
参
考
に
当
期
の
益
金
の
配
分
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
期
の
純
益
金
に
前
期
繰
越
金
を
加
え
た
原
資
に
対
し
て
、

同
族
等
へ
の
配
当
金
、
別
段
配
当
金
な
ど
の
見
通
し
を
示
す
も
の
で
あ
っ
）
（（
（
た
。
益
金
の
帰
属
は
基
本
的
に
甲
号
勘
定
で
あ
り
、
そ
の
配
分
は
、

同
族
へ
の
配
当
金
は
一
〇
年
下
季
予
算
で
は
配
分
原
資
の
四
分
の
一
弱
に
す
ぎ
ず
、
繰
越
金
の
水
準
を
維
持
し
て
差
引
残
高
を
別
段
配
当
金

と
し
て
処
分
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
か
た
ち
で
、
益
金
の
行
き
先
を
あ
ら
か
じ
め
示
す
計
数
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ

以
前
に
は
見
出
し
え
な
い
の
で
、
三
井
合
名
会
計
課
が
将
来
的
な
財
務
状
態
に
関
心
を
持
ち
、
利
益
金
処
分
に
配
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況

に
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
益
金
予
算
が
判
明
す
る
限
り
で
み
る
と
、
表
（（
の
よ
う
に
益
金
は
一
〇
年
下
季
の
九
八
三
万
円
か
ら
一
四
年
上
季
に
は
一
五

二
〇
万
円
と
五
四
〇
万
円
ほ
ど
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
繰
越
金
も
一
一
七
万
円
ほ
ど
増
加
し
て
配
分
減
資
の
増
加
は
六
七
六

万
円
に
達
し
）
（（
（

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
族
に
向
け
た
配
当
金
は

一
部
例
外
を
除
い
て
二
九
〇
万
円
、
一
二
年
下
季
か
ら
臨
時
配

当
金
八
〇
万
円
を
加
え
て
も
、
三
七
〇
万
円
に
止
ま
り
、
配
分

原
資
の
増
加
の
ほ
と
ん
ど
が
別
段
配
当
金
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
間
、
三
井
同
族
会
の
資
産
構
成
で
は
、
社
員
預
金
は
、

昭
和
七
年
七
〇
万
円
か
ら
、
八
年
に
五
〇
三
万
円
、
九
年
一
二

四
七
万
円
、
一
〇
年
一
三
三
二
万
円
、
一
一
年
一
八
三
九
万
円
、

表 1６　昭和 （1 年下期益⾦予算� （単位：（111 円

（1年下期予算 参考　（1年上期 増減

甲 乙 計 甲 乙 計 甲 乙 計

純益⾦ （,（（（ （（（ （,（（（ （,（（1 （,（（（ （,（（（ （,（（（ △�（（1 （,1（（
　益⾦ （,（（（ （（（ （,（（（ （,（（1 （,（（（ （,（（（ （（ △�（（1 △�（（（
　株式評価損⾦ 1 △�（,（（1 △�（,（（1 （,（（1 1 （,（（1

前期繰越⾦ （,（（（ （,（（（ （,（1（ （,（1（ （（1 1 （（1
　満州国借款利子相当分 （,（11 （,（11 （,111 （,111 （11 1 （11
　普通繰り越し分 （,（（（ （,（（（ （,（1（ （,（1（ （（1 1 （（1
合計 （（,（（（ （（（ （（,（（（ （1,（（（ （,（（（ （（,（1（ （,（（（ △�（（1 （,（（（
配当⾦
　同族会共同費 （11 （11 （11 （11 1 1 1
　同族会歳費その他 （,（（1 （,（（1 （,（（1 （,（（1 1 1 1
　同族会積立 （（1 （（1 （（1 （（1 1 1 1
　⼩計 （,（11 1 （,（11 （,（11 1 （,（11 1 1 1
別段配当⾦ （,（（（ （（（ （,（11 （,（（（ （,（（（ （,（11 （,（（1 △�（（1 （11
配当⾦合計 （,（（（ （（（ （,（11 （,（（（ （,（（（ （,（11 （,（（1 △�（（1 （11
賞与･交際費 （（（ （（（ （（（ （（（ 1 1 1
後期繰越⾦ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （（ 1 （（
　満州国借款利子相当分 （,111 （,111 （,（11 （,（11 △�（11 1 △�（11
　普通繰り越し分 （,1（（ 1 （,1（（ （,（（（ 1 （,（（（ （（ 1 （（

出典）　「昭和十⼀年⼀⽉⼆十⽇　昭和拾年下期益⾦予算ノ件」『昭和十⼀，十⼆年度会計課議案（株 式税務以外）』合名（（（．



総有制的資産保有の制約（武田）

249

一
二
年
二
八
一
〇
万
円
、
一
三
年
二
八
六
八
万
円
、
一
四
年
二

九
七
七
万
円
と
推
移
し
て
い
）
（（
（
る
。
こ
の
社
員
預
金
の
増
加
を
も

た
ら
し
た
の
が
「
別
段
配
当
金
」
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

社
員
預
金
の
出
入
り
に
つ
い
て
、
表
（（
で
み
る
と
、
配
当
金
の

預
入
高
は
昭
和
一
〇
年
に
六
〇
〇
万
円
台
に
減
少
す
る
も
の
の
、

そ
れ
以
降
は
年
間
二
〇
〇
〇
万
円
前
後
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
所
得
税
の
支
払
額
は
一
二
年
か
ら
の
増
税
で
一
〇

〇
〇
万
円
台
に
達
し
、
こ
れ
に
加
え
て
相
続
税
額
が
一
三
年
か

ら
は
八
〇
〇
万
円
を
超
え
る
こ
と
に
な
っ
）
（（
（

た
。
そ
の
た
め
に
、

昭
和
一
二
年
ま
で
の
預
金
残
高
の
増
加
傾
向
が
止
ま
り
、
社
員

預
金
に
よ
る
合
名
会
社
の
自
己
資
金
補
充
は
期
待
で
き
な
く
な

っ
て
い
た
。
一
二
年
に
は
前
年
に
比
べ
て
合
名
会
社
の
預
金
額

が
三
〇
〇
〇
万
円
近
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
加
わ
っ
）
（（
（

て
、
流

動
的
な
資
金
の
確
保
が
厳
し
い
状
態
に
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で

あ
っ
た
。

た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
同
族
各
家
が
負
担
す
る
所

得
税
・
相
続
税
に
つ
い
て
は
、
三
井
合
名
が
そ
れ
ま
で
と
同
水

準
の
利
益
を
維
持
す
る
限
り
は
、
支
払
に
困
る
水
準
で
は
な
く
、

表 1６　昭和 （1 年下期益⾦予算� （単位：（111 円

（1年下期予算 参考　（1年上期 増減

甲 乙 計 甲 乙 計 甲 乙 計

純益⾦ （,（（（ （（（ （,（（（ （,（（1 （,（（（ （,（（（ （,（（（ △�（（1 （,1（（
　益⾦ （,（（（ （（（ （,（（（ （,（（1 （,（（（ （,（（（ （（ △�（（1 △�（（（
　株式評価損⾦ 1 △�（,（（1 △�（,（（1 （,（（1 1 （,（（1

前期繰越⾦ （,（（（ （,（（（ （,（1（ （,（1（ （（1 1 （（1
　満州国借款利子相当分 （,（11 （,（11 （,111 （,111 （11 1 （11
　普通繰り越し分 （,（（（ （,（（（ （,（1（ （,（1（ （（1 1 （（1
合計 （（,（（（ （（（ （（,（（（ （1,（（（ （,（（（ （（,（1（ （,（（（ △�（（1 （,（（（
配当⾦
　同族会共同費 （11 （11 （11 （11 1 1 1
　同族会歳費その他 （,（（1 （,（（1 （,（（1 （,（（1 1 1 1
　同族会積立 （（1 （（1 （（1 （（1 1 1 1
　⼩計 （,（11 1 （,（11 （,（11 1 （,（11 1 1 1
別段配当⾦ （,（（（ （（（ （,（11 （,（（（ （,（（（ （,（11 （,（（1 △�（（1 （11
配当⾦合計 （,（（（ （（（ （,（11 （,（（（ （,（（（ （,（11 （,（（1 △�（（1 （11
賞与･交際費 （（（ （（（ （（（ （（（ 1 1 1
後期繰越⾦ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （（ 1 （（
　満州国借款利子相当分 （,111 （,111 （,（11 （,（11 △�（11 1 △�（11
　普通繰り越し分 （,1（（ 1 （,1（（ （,（（（ 1 （,（（（ （（ 1 （（

出典）　「昭和十⼀年⼀⽉⼆十⽇　昭和拾年下期益⾦予算ノ件」『昭和十⼀，十⼆年度会計課議案（株 式税務以外）』合名（（（．
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年
々
の
社
員
預
金
の
増
加
分
で
十
分
に
ま
か
な
え
た
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
一
一
〜
一
二
年
に
は
社
員
預
金
預
入
額
に
対
し
て
、
所
得
税
と
相

続
税
の
支
払
額
に
は
十
分
な
余
剰
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
同
族
の
側
か
ら
見
る
と
、
配
当
金
額
が
前
述
の
よ
う
に
固
定
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、

所
得
税
負
担
が
増
加
し
て
手
許
資
金
が
先
細
っ
た
こ
と
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
臨
時
配
当
金
の
支
払
に
加
え
て
一
三
年
度

か
ら
は
計
算
上
は
社
員
預
金
に
利
子
を
付
す
）
（1
（

る
こ
と
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
納
税
が
翌
年
度
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
こ
の
時
期
に
も
前
年
の
配
当
金
預
入
額
と
所
得
税
・
相
続
税
の
支
払
額
の
差
額
は
か
な
り
小
さ
く
な
っ
て
い
た
か
ら
、
同
族
が
社
員
預

金
を
冠
婚
葬
祭
や
家
屋
の
修
繕
等
の
費
用
に
充
当
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
同
族
の
手
許
も
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
社
員

預
金
の
残
高
が
三
〇
〇
〇
万
円
に
近
く
に
達
し
て
い
る
な
か
で
、
将
来
的
に
は
そ
れ
が
安
定
的
な
資
金
供
給
源
と
は
い
い
が
た
く
な
っ
て
い

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
借
入
金
に
よ
る
資
金
繰
り
の
必
要
性
は
、
こ
う
し
た
条

件
の
下
で
生
じ
て
い
た
。

し
か
し
、
以
上
の
状
態
は
、
資
金
繰
り
の
逼
迫
と
い
う
面
は
強
か
っ
た
と
し

て
も
、
三
井
合
名
の
財
務
状
態
の
悪
化
と
い
う
視
点
で
見
た
と
き
、
ど
の
程
度

懸
念
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
資

金
逼
迫
を
憂
慮
し
た
会
計
課
な
ど
の
提
案
を
起
点
に
、
三
井
合
名
は
相
続
税
の

表 1７　益⾦予算の推移� （単位：（111 円）

（1年下期 （（年上期 （（年下期 （（年上期 （（年下期 （（年上期 （（年上期

純益⾦ （,（（（ （,（（（ （（,（（（ （（,（1（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（（（
　　　　内乙分 （（（ （,（（（ （（（ （,1（（ （,1（（ （（（ （（（
　　　　株式評価損⾦ 1 （（（ （,（（（ 1 1 1 1

前期繰越⾦ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（11 （,（1（ （,（（（
　　　　満州国借款利子相当分 （,（11 （,（11 （,（（1 （,（（1 （,1（1 （,1（1 （,（（1
　　　　普通繰り越し分 （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（1（ （,（（1 （,（（（ （,（（（

合計 （（,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（,1（（ （（,（11 （（,（（1 （（,（（（

配当⾦　同族会共同費 （11 （1 （11 （11 （11 （11 （11
　　　　同族会歳費その他 （,（（1 （,（（1 （,（（1 （,（（1 （,（（1 （,（（1 （,（（1
　　　　同族会積立 （（1 （（1 （（1 （（1 （（1 （（1 （（1
　　　　⼩計 （,（11 （,（（1 （,（11 （,（11 （,（11 （,（11 （,（11

臨時配当⾦ （11 （11 （11

別段配当⾦ （,（11 （,（（1 （（,1（（ （,（11 （,（11 （（,（11 （（,（（1
　　　　内乙分 （（（ （,（（（ （（（ （,1（（ （,1（（ （（（ （（（

配当⾦合計 （,（11 （,111 （（,111 （（,（11 （（,（11 （（,（11 （（,（（1
　　　　内乙分 （（（ （,（（（ （（（ （,1（（ 不明 （（（ （（（

賞与･交際費 （（（ （11 （（（ （（（ （（（ （（（ （（（

後期繰越⾦ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（
　　　　満州国借款利子相当分 （,111 （,（（1 （,（（1 （,1（1 （,1（1 （,（（1 （,（11
　　　　普通繰り越し分 （,1（（ （,（（（ （,11（ （,（（（ （,（1（ （,（（（ （,（（（

出典）　『会計課議案』各年より作成．（（年下期は資料欠。

表 18　社員預⾦出⼊り表� （単位：（111 円）

昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和（1年 昭和（（年 昭和（（年 昭和（（年 昭和（（年

繰越⾼ （1（ （（（ （,（（1 （（（ （,（1（ （,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（1（ （（,（1（ （1,1（（
預⼊⾼ 配当⾦ （（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（,（（（ （（,1（（ （（,（（（ （（,（（（

利子 （,1（（ （,1（（

合計 （（,（（（ （（,1（（ （（,（（（ （,（1（ （（,（1（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（（1 （（,（（1 （1,（1（ （1,1（1

払出⾼ 資本⾦払込 （,（11 （,111 （,111
所得税 （,（（（ （,1（（ （,（（（ （,（（（ （,（（1 （,（（（ （,（1（ （,（（（ （,（1（ （（,（（（ （（,（（1
利子税 （（
相続税 （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,1（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（
各家資⾦ （,（（（ （（（ （（（ （ （,（（（ （,（（（ （（1 （（（ （,（（（ （（（ （11
その他引当 （,（11 （,111 （,111 （,111 （,111 （,（11 （,（11 （,111 （,（11 （11 （11

合計 （（,（（（ （（,（（（ （1,（（（ （,（（（ （,（1（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （（,（（（ （1,（（（ （1,（（1

差引残⾼ （（（ （,（（1 （（（ （,（1（ （,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（1（ （（,（1（ （1,1（（ （（,（（1

春⽇豊「戦時体制への移⾏と財閥の再編成」『三井⽂庫論叢』（（ 号，（（（（ 年，（1（ ⾴．原史料は三井 合名会社会計課「税法改正ノ当社及三井家ニ及ボス影響ト改組
ノ是非」昭和 （（ 年 （ ⽉ （（ ⽇．
（（ 年の預⼊合計が原表では誤りがあり，訂正した．
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表 1７　益⾦予算の推移� （単位：（111 円）

（1年下期 （（年上期 （（年下期 （（年上期 （（年下期 （（年上期 （（年上期

純益⾦ （,（（（ （,（（（ （（,（（（ （（,（1（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（（（
　　　　内乙分 （（（ （,（（（ （（（ （,1（（ （,1（（ （（（ （（（
　　　　株式評価損⾦ 1 （（（ （,（（（ 1 1 1 1

前期繰越⾦ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（11 （,（1（ （,（（（
　　　　満州国借款利子相当分 （,（11 （,（11 （,（（1 （,（（1 （,1（1 （,1（1 （,（（1
　　　　普通繰り越し分 （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（1（ （,（（1 （,（（（ （,（（（

合計 （（,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（,1（（ （（,（11 （（,（（1 （（,（（（

配当⾦　同族会共同費 （11 （1 （11 （11 （11 （11 （11
　　　　同族会歳費その他 （,（（1 （,（（1 （,（（1 （,（（1 （,（（1 （,（（1 （,（（1
　　　　同族会積立 （（1 （（1 （（1 （（1 （（1 （（1 （（1
　　　　⼩計 （,（11 （,（（1 （,（11 （,（11 （,（11 （,（11 （,（11

臨時配当⾦ （11 （11 （11

別段配当⾦ （,（11 （,（（1 （（,1（（ （,（11 （,（11 （（,（11 （（,（（1
　　　　内乙分 （（（ （,（（（ （（（ （,1（（ （,1（（ （（（ （（（

配当⾦合計 （,（11 （,111 （（,111 （（,（11 （（,（11 （（,（11 （（,（（1
　　　　内乙分 （（（ （,（（（ （（（ （,1（（ 不明 （（（ （（（

賞与･交際費 （（（ （11 （（（ （（（ （（（ （（（ （（（

後期繰越⾦ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（
　　　　満州国借款利子相当分 （,111 （,（（1 （,（（1 （,1（1 （,1（1 （,（（1 （,（11
　　　　普通繰り越し分 （,1（（ （,（（（ （,11（ （,（（（ （,（1（ （,（（（ （,（（（

出典）　『会計課議案』各年より作成．（（年下期は資料欠。

表 18　社員預⾦出⼊り表� （単位：（111 円）

昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和 （ 年 昭和（1年 昭和（（年 昭和（（年 昭和（（年 昭和（（年

繰越⾼ （1（ （（（ （,（（1 （（（ （,（1（ （,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（1（ （（,（1（ （1,1（（
預⼊⾼ 配当⾦ （（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （,（（（ （（,（（（ （（,1（（ （（,（（（ （（,（（（

利子 （,1（（ （,1（（

合計 （（,（（（ （（,1（（ （（,（（（ （,（1（ （（,（1（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（（1 （（,（（1 （1,（1（ （1,1（1

払出⾼ 資本⾦払込 （,（11 （,111 （,111
所得税 （,（（（ （,1（（ （,（（（ （,（（（ （,（（1 （,（（（ （,（1（ （,（（（ （,（1（ （（,（（（ （（,（（1
利子税 （（
相続税 （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,1（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（
各家資⾦ （,（（（ （（（ （（（ （ （,（（（ （,（（（ （（1 （（（ （,（（（ （（（ （11
その他引当 （,（11 （,111 （,111 （,111 （,111 （,（11 （,（11 （,111 （,（11 （11 （11

合計 （（,（（（ （（,（（（ （1,（（（ （,（（（ （,（1（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （（,（（（ （1,（（（ （1,（（1

差引残⾼ （（（ （,（（1 （（（ （,（1（ （,（（（ （（,（（（ （（,（（（ （（,（1（ （（,（1（ （1,1（（ （（,（（1

春⽇豊「戦時体制への移⾏と財閥の再編成」『三井⽂庫論叢』（（ 号，（（（（ 年，（1（ ⾴．原史料は三井 合名会社会計課「税法改正ノ当社及三井家ニ及ボス影響ト改組
ノ是非」昭和 （（ 年 （ ⽉ （（ ⽇．
（（ 年の預⼊合計が原表では誤りがあり，訂正した．
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支
払
い
な
ど
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
組
織
変
更

の
道
を
模
索
し
始
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
当
事
者
の

認
識
は
そ
の
よ
う
な
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
組
織

改
革
提
案
か
ら
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、

相
続
税
の
支
払
い
は
、
三
井
合
名
が
多
額
の
含
み
資

産
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
同
族
の
三
井
合
名
出

資
分
の
資
産
評
価
が
極
め
て
高
い
水
準
に
評
価
さ
れ

て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ

れ
ば
、
単
純
に
相
続
税
を
支
払
う
た
め
に
は
、
三
井

合
名
の
含
み
資
産
を
資
金
化
す
る
方
策
を
講
ず
る
こ

と
で
も
解
決
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
具

体
的
に
は
三
井
物
産
と
三
井
鉱
山
、
三
井
銀
行
な
ど

の
株
式
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
が
、

そ
れ
が
難
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
株
券
を
担
保

に
し
て
三
井
合
名
が
関
係
金
融
機
関
か
ら
借
入
れ
、

同
族
に
貸
付
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
配
当
金
に

よ
っ
て
返
済
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
も
資
金
の
や

り
く
り
は
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
流
動
性

表 19　三井鉱山 株の売却（昭和 （（〜（（ 年）� （単位：（111 円）

年 ⽉ ⽇ 銘柄 新旧 株数 簿価 売却価格 単価計算値 売却益 売却先

（（ （（ （（ 三井鉱山 新株 売却 （（,（（1� （1（,（（（� （,（（（,（11� （1.11� （,（（（,（（（� 合名関係
新株 売却 （（（,（（1� （,（（（,（（1� （,（（（,（11� （1.11� （,（（（,（（1� 鉱山関係
新株 売却 （（,（（1� （（（,（（1� （（（,（11� （1.11� （（1,（（1� 東神関係
新株 売却 （,（（1� （（,（（（� （（（,（11� （1.11� （（（,（（（� 信託関係
新株 売却 （,（（1� （1（,（（（� （（（,（11� （1.11� （（（,（（（� ⽣命関係
新株 売却 （,（（1� （（,（（（� （（,（11� （1.11� （（,（（（� ⽇東関係

⼩計 ⼩計 （（（,（（1� （（,1（（,（11� （,（（（,1（1�

（（年 （ （（ 三井鉱山 旧株 売却 （1,111� （,（11,111� （,（11,111� （1.11� 三井⾼公
外（1名 に
売却

新株 売却 （（,（11� （（（,（（1� （（（,（（1� （（.（1�
（（ 三井鉱山 新株 売却 （（,（（1� （（（,（（（� （（（,（（（� （（.（1� 1� 合名関係

（（1� （,（（1� （,（（1� （（.（1� 1� 鉱山関係
（（（,（（1� （,（（（,（（1� （,（（（,（（1� （（.（1� 1� 物産関係
（（,（（1� （（（,（11� （（（,（11� （（.（1� 1� 銀⾏関係

三井鉱山 旧株 売却 （,111� （（1,111� （（1,111� （1.11� 1� 泉橋慈善
病 院（三
井記念病
院）へ

（ （（ 三井鉱山 新株 売却 （,（（1� （（,（（1� （（,（（1� （（.（1� 1� 三井家職
員へ

（ （（ 三井鉱山 新株 売却 （（1� （,（11� （,（11� （（.（1� 1� 三井家職
員へ

⼩計 ⼩計 （（（,（（1� （,（（1,（（（� （,（（1,（（（� 1�

出典）　『有価証券勘 定元帳』昭和（（年度（合名（（1），（（年度（合名（（（）より作成．
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の
確
保
に
懸
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、

そ
れ
は
財
務
的
な
危
機
と
し
て
認
識
す
る
問
題
で
は

な
い
と
評
価
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
。

実
際
、
昭
和
一
四
年
一
二
月
末
に
は
、
表
（（
の
よ

う
に
三
井
鉱
山
新
株
三
二
万
六
二
二
〇
株
を
株
価
四
〇
円
で
売
却
し
、
売
却
益
八
九
七
万
円
を
含
む
一
三
〇
五
万
円
の
代
金
を
取
得
し
）
（（
（

た
。

さ
ら
に
翌
一
五
年
一
月
か
ら
は
旧
株
三
万
株
を
三
井
同
族
に
簿
価
で
譲
渡
し
た
の
を
始
め
新
旧
株
式
合
計
三
二
万
株
あ
ま
り
を
簿
価
で
譲
渡

し
て
い
る
。
売
却
先
は
お
お
む
ね
三
井
関
係
に
限
ら
れ
て
い
）
（（
（
た
。
簿
価
合
計
は
五
二
七
万
円
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
一
四
年
一
二
月
か
ら
翌

年
に
か
け
て
三
井
合
名
は
一
八
〇
〇
万
円
あ
ま
り
の
財
務
的
な
余
裕
を
獲
得
し
た
。
こ
の
売
却
は
、
三
井
鉱
山
株
式
一
〇
〇
円
払
込
株
を
五

〇
円
株
に
分
割
し
て
新
旧
株
式
各
二
〇
〇
万
株
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
新
株
六
〇
万
株
余
と
旧
株
三
・
三
万
株
の
売
却
で
あ
っ
た
か

ら
、
株
数
比
で
一
五
％
ほ
ど
の
規
模
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
三
井
合
名
が
同
様
の
方
式
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
金
を
得
る
こ
と
は
十

分
に
可
能
で
あ
っ
た
。
三
井
物
産
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
方
策
が
と
れ
る
と
す
れ
ば
、
三
井
合
名
が
資
金
調
達
手
段
の
限
界
に
達
し
て
い
た

と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
。
売
却
に
対
し
て
同
族
の
抵
抗
が
強
か
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
う
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
後
者
の
株
式
担
保
借

入
と
い
う
手
段
も
講
じ
る
こ
と
は
で
き
た
は
ず
で
あ
る
が
、
記
録
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
、
鉱
山
株
、
物
産
株
を
担
保
と
す
る
借
入
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
。
三
井
合
名
は
自
ら
手
を
縛
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

（
（
）　
市
場
へ
の
株
式
の
売
却
は
、
市
場
か
ら
資
金
を
受
け
取
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
己
金
融
的
資
金
調
達
は
崩
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
借
入
金
の
導
入
を
指
標
に
自
己
金
融
か
ら
の
離
脱
を
強
調
す
る
の
は
正
確
な
評
価
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
筆
者
の

表 19　三井鉱山 株の売却（昭和 （（〜（（ 年）� （単位：（111 円）

年 ⽉ ⽇ 銘柄 新旧 株数 簿価 売却価格 単価計算値 売却益 売却先

（（ （（ （（ 三井鉱山 新株 売却 （（,（（1� （1（,（（（� （,（（（,（11� （1.11� （,（（（,（（（� 合名関係
新株 売却 （（（,（（1� （,（（（,（（1� （,（（（,（11� （1.11� （,（（（,（（1� 鉱山関係
新株 売却 （（,（（1� （（（,（（1� （（（,（11� （1.11� （（1,（（1� 東神関係
新株 売却 （,（（1� （（,（（（� （（（,（11� （1.11� （（（,（（（� 信託関係
新株 売却 （,（（1� （1（,（（（� （（（,（11� （1.11� （（（,（（（� ⽣命関係
新株 売却 （,（（1� （（,（（（� （（,（11� （1.11� （（,（（（� ⽇東関係

⼩計 ⼩計 （（（,（（1� （（,1（（,（11� （,（（（,1（1�

（（年 （ （（ 三井鉱山 旧株 売却 （1,111� （,（11,111� （,（11,111� （1.11� 三井⾼公
外（1名 に
売却

新株 売却 （（,（11� （（（,（（1� （（（,（（1� （（.（1�
（（ 三井鉱山 新株 売却 （（,（（1� （（（,（（（� （（（,（（（� （（.（1� 1� 合名関係

（（1� （,（（1� （,（（1� （（.（1� 1� 鉱山関係
（（（,（（1� （,（（（,（（1� （,（（（,（（1� （（.（1� 1� 物産関係
（（,（（1� （（（,（11� （（（,（11� （（.（1� 1� 銀⾏関係

三井鉱山 旧株 売却 （,111� （（1,111� （（1,111� （1.11� 1� 泉橋慈善
病 院（三
井記念病
院）へ

（ （（ 三井鉱山 新株 売却 （,（（1� （（,（（1� （（,（（1� （（.（1� 1� 三井家職
員へ

（ （（ 三井鉱山 新株 売却 （（1� （,（11� （,（11� （（.（1� 1� 三井家職
員へ

⼩計 ⼩計 （（（,（（1� （,（（1,（（（� （,（（1,（（（� 1�

出典）　『有価証券勘 定元帳』昭和（（年度（合名（（1），（（年度（合名（（（）より作成．
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捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
武
田
晴
人
、
前
掲
『
日
本
経
済
の
発
展
と
財
閥
本
社
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）　
三
井
文
庫
編
、
前
掲
『
三
井
事
業
史
』
本
編
第
三
巻
（
春
日
豊
執
筆
）、
七
一
五
〜
七
二
三
頁
。

（
（
）　
春
日
豊
、
前
掲
「
三
井
財
閥
」（
七
一
頁
）
は
、
社
員
預
金
は
「
社
員
の
所
得
税
・
相
続
税
引
当
の
た
め
」
で
あ
り
、「
借
入
金
的
性
格
は
ま

っ
た
く
も
た
な
い
」
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
に
利
子
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
別
に
し
て
も
、
こ
の
借
入
金
は
、
前
稿
で
も

明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
税
務
対
策
と
し
て
配
当
性
向
を
高
め
た
際
に
、
そ
れ
で
は
自
己
資
金
が
不
足
が
ち
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
合
名
会

社
に
配
当
金
の
一
部
を
留
め
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
所
得
税
の
支
払
い
や
相
続
税
の
支
払
の
引
当
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
配
当
と
し
て
支
払
わ
れ
た
同
族
の
所
得
に
対
す
る
課
税
に
対
す
る
支
払
義
務
が
あ
る
以
上
、
社
員
預
金
は
同
族
の
課
税
支
払
い
に
充

当
さ
れ
る
こ
と
は
自
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
関
係
は
、
支
払
義
務
が
生
ず
る
ま
で
三
井
合
名
が
社
員
か
ら
資
金
を
借
り
受
け
て
い
た
関
係
と

も
考
え
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
井
文
庫
編
、
前
掲
『
三
井
事
業
史
』
第
三
巻
中
（
七
一
六
頁
）
で
は
、「
預
り
金
」
は
、「
相
続
税
対
策
の
た

め
に
積
み
立
て
ら
れ
た
」
も
の
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
昭
和
一
三
年
以
降
に
三
井
合
名
が
追
い
込
ま
れ
た
状
況
を
示
し
て
い
る

と
は
い
え
、
そ
れ
が
社
員
預
金
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
、
三
井
合
名
の
損
益
計
算
書
に
お
い
て
、
昭
和
一
三

年
度
か
ら
利
子
支
払
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、『
三
井
事
業
史
』（
七
二
一
頁
）
で
は
、
こ
れ
は
借
入
金
の
増
大
の
影
響
が
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
が
、
同
年
度
か
ら
社
員
預
金
に
対
す
る
利
子
の
支
払
い
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
利
払
い
が
銀
行
等
か

ら
の
借
入
金
増
加
の
結
果
と
す
る
の
は
早
計
だ
ろ
う
。

（
（
）　「
昭
和
拾
参
年
四
月
拾
六
日
　
議
案
　
短
期
資
金
借
入
之
件
」『
昭
和
十
三
、
十
四
年
度
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
税
務
以
外
）　
会
計

課
』（
合
名
（�

（�

（-

（
）。
春
日
豊
は
、
昭
和
一
三
年
九
月
二
日
が
短
期
の
借
入
を
別
に
し
て
借
入
金
に
よ
る
資
金
調
達
の
最
初
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
五
月
の
借
入
が
本
論
で
示
し
た
よ
う
に
「
つ
な
ぎ
資
金
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
後
の
借
入
も
借
入
期
間
が
短

い
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
（
春
日
豊
、
前
掲
「
三
井
財
閥
」
七
九
頁
）。

（
（
）　「
昭
和
拾
参
年
四
月
拾
六
日
　
議
案
　
三
井
鉱
山
へ
株
式
売
却
の
件
」「
昭
和
拾
参
年
四
月
拾
六
日
　
議
案
　
三
井
物
産
へ
株
式
売
却
の
件
」

『
昭
和
十
三
年
度
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
ノ
三
）　
会
計
課
』
合
名
（�

（�
（
。

（
（
）　
議
案
の
添
付
文
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
売
却
差
額
二
一
五
万
余
円
に
つ
い
て
、
税
務
上
の
差
益
金
は
八
六
万
余
円
と
注
記
さ
れ
て
い
た
。
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（
（
）　
借
入
金
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
春
日
豊
、
前
掲
「
三
井
財
閥
」
七
八
頁
、
第
（-

（（
表
に
詳
し
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
資
金
の
出
入
り
に
つ

い
て
の
記
録
に
即
し
た
も
の
で
、
三
井
合
名
が
借
入
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
思
決
定
を
し
た
こ
と
と
は
ず
れ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
井
合
名

は
、
本
文
で
示
し
た
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
一
定
期
間
内
の
借
入
枠
を
承
認
す
る
手
続
き
を
と
り
、
こ
れ
を
実
際
に
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ど
れ

だ
け
借
り
入
れ
る
か
は
会
計
課
の
判
断
に
委
ね
て
い
た
こ
と
は
、
三
井
合
名
の
統
治
構
造
を
考
え
る
上
で
は
見
逃
す
べ
き
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
（
）　「
昭
和
拾
参
年
八
月
弐
拾
七
日
　
議
案
　
三
井
鉱
山
新
株
式
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
株
払
込
資
金
借
入
ノ
件
」
前
掲
『
昭
和
十
三
、
十
四
年
度
会

計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
税
務
以
外
）　
会
計
課
』。

（
（
）　「
昭
和
拾
参
年
九
月
弐
拾
壱
日
　
議
案
　
借
入
金
之
件
」
同
前
。

（
（1
）　「
昭
和
拾
参
年
拾
月
参
拾
壱
日
　
議
案
　
三
井
鉱
山
会
社
ヨ
リ
預
リ
金
並
ニ
借
入
金
借
入
先
変
更
ノ
件
」
同
前
。

（
（（
）　「
昭
和
拾
参
年
拾
弐
月
弐
拾
九
日
　
議
案
　
借
入
金
之
件
」
同
前
。

（
（（
）　「
昭
和
拾
四
年
壱
月
拾
参
日
　
議
案
　
借
入
金
之
件
」
同
前
。
こ
の
借
入
は
、
議
案
書
に
鉛
筆
書
き
で
一
九
日
に
四
〇
〇
万
円
、
二
三
日
に

二
〇
〇
万
円
の
借
入
実
行
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　「
昭
和
拾
四
年
壱
月
拾
参
日
　
議
案
　
借
入
金
之
件
」
同
前
。

（
（（
）　
同
前
。

（
（（
）　
益
金
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
表
示
し
た
表
の
下
に
「
本
部
」「
農
林
課
」「
不
動
産
課
」
な
ど
に
分
け
た
収
入
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
た
だ
し
、
繰
越
金
の
増
加
は
主
と
し
て
満
州
国
借
款
利
子
相
当
分
の
増
加
に
よ
る
こ
と
に
注
意
。

（
（（
）　
三
井
文
庫
編
、
前
掲
「
三
井
事
業
史
』
第
三
巻
中
、
七
一
四
頁
、
第
（-

（1
表
に
よ
る
。

（
（（
）　
会
計
課
の
議
案
に
含
ま
れ
る
社
員
預
金
の
支
払
い
に
関
す
る
記
録
に
よ
る
と
、
相
続
税
の
支
払
額
に
は
、
表
（（
と
若
干
の
差
異
が
あ
り
、
三

井
高
公
ほ
か
五
家
の
支
払
額
は
昭
和
一
一
年
三
三
九
万
円
、
一
二
年
五
一
三
万
円
、
一
三
年
八
六
四
万
円
、
一
四
年
八
三
九
万
円
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
総
額
に
つ
い
て
は
、
前
掲
春
日
論
文
に
収
録
さ
れ
て
い
る
第
二
表
の
昭
和
一
五
年
一
月
現
在
の
相
続
税
額
も
、
た
と
え
ば
三
井
高
公
で

一
九
九
四
万
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
会
計
課
議
案
に
含
ま
れ
る
課
税
総
額
は
二
一
五
一
万
円
で
あ
っ
た
（
春
日
豊
「
戦
時
体
制
へ
の
移
行
と
財

閥
の
再
編
成
」
参
照
）。
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（
（（
）　
三
井
合
名
の
預
金
額
は
、
昭
和
一
一
年
四
八
七
六
万
円
、
一
二
年
一
九
六
二
万
円
、
一
三
年
七
二
四
万
円
と
急
減
し
て
い
た
（
三
井
文
庫
編
、

前
掲
『
三
井
事
業
史
』
第
三
巻
中
、
七
〇
四
頁
）。

（
（1
）　
社
員
預
金
に
利
子
を
付
す
か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
、「
昭
和
一
三
年
六
月
二
七
日
付
　
社
員
預
金
ニ
利
息
ヲ
附
ス
ル
事
ノ
得
失
調

書
」
前
掲
『
昭
和
十
三
、
一
四
年
度
会
計
課
議
案
並
報
告
（
株
式
税
務
以
外
）　
会
計
課
』
を
参
照
。

（
（（
）　
三
井
文
庫
編
、
前
掲
『
三
井
事
業
史
』
第
三
巻
中
、
六
二
〇
頁
参
照
。

（
（（
）　
春
日
豊
、
前
掲
「
三
井
財
閥
」（
四
〇
頁
）
は
、
こ
の
三
井
鉱
山
の
株
式
売
却
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
売
却
先
が
三
井
関
係
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
、
株
式
公
開
が
三
井
合
名
の
資
金
調
達
に
果
た
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
言
及
に
乏
し
い
。
三
井
合
名
の
資
金
調
達
が

閉
じ
た
関
係
者
の
な
か
で
封
鎖
的
な
性
格
を
持
ち
続
け
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
買
い
取
っ
た
関
係
企
業
の
資
金
の
性
格
を
吟
味
せ
ず
に
、

一
次
的
な
関
係
だ
け
を
強
調
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
の
検
討
か
ら
、
三
井
合
名
が
資
金
調
達
に
つ
い
て
株
式
の
売
却
な
ど
の
手
段
を
講
じ
な
が
ら
、
資
金
繰
り
の
逼
迫
に
対
処
し
、
さ
ら

に
昭
和
一
三
年
頃
か
ら
は
短
期
の
借
入
金
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
帳
尻
を
あ
わ
せ
る
こ
と
を
試
み
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。。
そ

の
間
に
直
系
会
社
に
つ
い
て
は
、
三
井
鉱
山
に
対
す
る
「
預
り
金
」
の
設
定
や
払
込
資
金
に
相
当
す
る
株
式
の
譲
渡
に
よ
っ
て
三
井
鉱
山
や

三
井
物
産
の
増
資
に
対
応
す
る
な
ど
三
井
合
名
の
資
金
事
情
を
好
転
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
三
井
物
産
や
三
井
鉱
山
の
株
券
を
発
行
し
、

流
動
化
さ
せ
る
準
備
も
整
え
た
が
、
そ
れ
が
有
効
に
機
能
す
る
の
は
、
昭
和
一
五
年
の
鉱
山
株
式
の
公
開
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
三

井
合
名
は
、
総
じ
て
直
系
会
社
株
式
を
活
用
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
、
封
鎖
的
所
有
を
基
本
と
す
る
「
総
有
制
的
資
産
保
有
」
の
原
則
に

と
ら
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
三
井
合
名
の
資
金
的
な
逼
迫
の
度
合
い
は
昭
和
一
四
年
こ
ろ
に
は
か
な
り
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深
刻
な
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
た
の
は
、
株
式
の
売
却
に
よ
っ
て
必
要
資
金
を
獲
得
す
る
方
策
を
主
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
借
入
金
担
保
の
先

細
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
主
因
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
古
河
合
名
が
、
大
連
事
件
に
よ
る
損
失
に
よ
っ
て
生

じ
た
債
務
を
返
済
す
る
た
め
に
、
市
場
性
の
あ
る
投
資
株
式
を
売
却
し
て
持
株
会
社
と
し
て
の
実
質
を
失
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
）
（
（
た
。
し
か
も
、
直
系
企
業
の
株
式
を
封
鎖
的
に
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
継
続
し
た
点
で
も
古
河
と
共
通
す
る
面
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
三
井
合
名
は
そ
こ
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
株
式
売
却
は
そ
の
よ
う
な
危
険
性
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
株

式
担
保
借
入
に
必
要
な
有
力
な
担
保
証
券
を
失
う
可
能
性
が
あ
っ
た
。
鈴
木
商
店
が
台
湾
銀
行
に
対
し
て
実
質
の
な
い
、
市
場
価
格
の
算
定

不
能
な
株
式
を
担
保
に
差
入
れ
て
い
た
こ
と
と
対
比
す
る
）
（
（
と
、
三
井
合
名
が
頼
る
べ
き
金
融
機
関
で
あ
る
三
井
銀
行
や
三
井
信
託
は
そ
う
し

た
実
質
無
担
保
の
借
入
を
許
容
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
有
力
財
閥
に
お
け
る
銀
行
は
、
い
わ
ゆ
る
「
機
関
銀
行
」
と
は
異
質
で
あ
っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ば
昭
和
一
四
年
に
は
計
画
し
て
い
た
北
海
道
炭
礦
汽
船
の
株
式
売
却
中
止
に
つ
な
が
っ
た
。

打
開
策
の
選
択
肢
は
限
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
つ
は
一
四
年
末
か
ら
の
三
井
鉱
山
株
式
売
却
、
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
手
を
つ
け
ら
れ
な
か

っ
た
直
系
会
社
株
式
を
流
動
化
し
、
含
み
益
を
資
金
化
す
る
方
策
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
方
策
を
講
じ
る
余
地
は
、
そ
の
後
も
十
分
に
あ
っ

た
。
加
え
て
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
直
系
企
業
株
式
を
担
保
と
す
る
借
入
も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
資
金
で
、
同
族
の
相
続
税

支
払
い
資
金
に
つ
い
て
「
社
員
預
金
」
で
は
不
足
す
る
分
を
補
填
す
る
余
地
も
十
分
に
あ
っ
た
。
昭
和
一
五
〜
一
七
年
に
予
想
さ
れ
る
所
得

税
と
相
続
税
の
支
払
額
は
合
わ
せ
て
一
五
年
度
三
五
五
八
万
円
、
一
六
年
度
二
九
四
二
万
円
、
一
七
年
度
二
九
二
一
万
円
に
対
し
て
、
当
年

度
の
配
当
金
は
順
に
二
八
八
五
万
円
、
二
四
三
七
万
円
、
二
六
四
六
万
円
で
あ
り
、
年
々
の
不
足
額
は
、
六
七
三
万
円
、
五
〇
五
万
円
、
二

七
五
万
円
で
あ
っ
）
（
（
た
。
こ
の
程
度
の
資
金
の
調
達
が
難
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
組
織
改
革
を
提
案
し
た
三
井
合
名
会
計
課
「
税
制
改
正

ノ
当
社
及
三
井
家
ニ
及
ボ
ス
影
響
ト
改
組
ノ
是
非
」
は
、
一
八
年
頃
か
ら
相
続
税
の
年
賦
支
払
い
が
減
少
す
る
の
に
応
じ
て
「
相
続
税
引
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当
」
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
収
支
の
悪
化
を
示
し
て
、
同
族
と
協
議
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
会
計
課
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ

る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
同
族
へ
の
貸
付
を
含
め
て
、
会
計
課
は
同
族
の
側
に
は
支
払
の
原
資
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
会

計
課
の
予
測
に
基
づ
い
て
、
一
八
年
度
以
降
に
は
同
族
へ
の
配
当
金
か
ら
三
五
〇
〜
八
〇
〇
万
円
の
相
続
税
引
当
金
の
計
上
が
可
能
に
な
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
引
当
を
先
延
ば
し
て
も
、
右
の
不
足
額
推
計
一
四
〇
〇
万
円
ほ
ど
は
三
年
ほ
ど
で
補
填
可
能
で
あ
っ
）
（
（

た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
よ
う
な
予
測
に
基
づ
い
て
実
際
の
組
織
改
革
が
行
わ
れ
た
事
実
は
変
わ
ら
な
い
が
、
資
金
繰
り
困
難
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
三
井
合
名

に
選
択
肢
が
ほ
か
に
な
か
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
す
べ
き
点
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（
）　
武
田
晴
人
「
第
一
次
大
戦
後
の
古
河
財
閥
」『
経
営
史
学
』
一
五
巻
二
号
、
一
九
八
〇
年
。

（
（
）　
武
田
晴
人
『
鈴
木
商
店
の
経
営
破
綻
：
横
浜
正
金
銀
行
か
ら
見
た
一
側
面�

』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
。

（
（
）　
春
日
豊
、
前
掲
「
戦
時
体
制
へ
の
移
行
と
財
閥
の
再
編
成
」
三
〇
六
頁
。

（
（
）　
推
測
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
検
討
す
べ
き
点
は
か
な
り
多
い
。
戦
時
の
資
金
統
制
が
三
井
合
名
の
借
入
金
に
よ
る
同
族
の
相
続
税
支
払
い
を

許
容
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
う
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
戦
時
の
特
殊
な
条
件
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
所
得
税
増
税
も
戦
時
の

臨
時
的
な
側
面
を
有
し
て
い
た
か
ら
、
恒
久
的
な
条
件
と
し
て
、
相
続
税
の
支
払
い
を
含
め
た
将
来
の
見
通
し
を
論
ず
る
の
に
は
疑
問
が
残
る
。

な
お
、
同
族
と
三
井
合
名
と
の
貸
借
関
係
に
つ
い
て
は
、
無
担
保
融
資
も
あ
り
う
る
の
で
、
同
族
が
借
り
入
れ
る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
と
は
考

え
に
く
い
。
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帝
国
日
本
の
終
戦
と
在
外
財
産
調
査

吉
田 

ま
す
み

は
じ
め
に

一
　
占
領
政
策
と
在
外
財
産

　
（
　
対
日
経
済
政
策
の
厳
格
化
と
賠
償
政
策

　
（
　
ポ
ー
レ
ー
に
よ
る
「
東
ア
ジ
ア
復
興
」
構
想

　
（
　
対
日
経
済
政
策
の
転
換
と
在
外
財
産
喪
失
の
意
味

二
　
在
外
財
産
調
査
と
そ
の
困
難

　
（
　
在
外
財
産
等
報
告
書
の
収
集

　
（
　
在
外
財
産
調
査
会
の
活
動

　
（
　
Ｃ
Ｐ
Ｃ
合
同
委
員
会
と
そ
の
数
字

お
わ
り
に

附
録
　
三
井
物
産
の
在
外
財
産
デ
ー
タ

研
究
ノ
ー
ト



260

は
じ
め
に

本
稿
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
時
に
お
い
て
日
本
（
政
府
、
法
人
、
個
人
）
が
国
外
に
保
有
し
て
い
た
財
）
（
（

産
（
以
下
、
在
外
財
産
）
の

問
題
を
占
領
政
策
の
な
か
に
位
置
づ
け
つ
つ
、
そ
の
調
査
事
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
占
領
政
策
の
な
か
の

在
外
財
産
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
朗
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
先
行
し
て
い
）
（
（

る
。
原
は
戦
後
日
本
の
賠
償
問
題
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
初
期

方
針
か
ら
そ
の
転
換
、
講
和
、
そ
し
て
各
国
へ
の
個
別
賠
償
協
定
に
至
る
ま
で
膨
大
な
一
次
史
料
を
も
と
に
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

在
外
財
産
に
つ
い
て
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
諸
司
令
を
網
羅
し
、
外
務
省
と
大
蔵
省
が
編
成
し
た
在
外
財
産
調
査
会
と
日
本
銀
行
の
在
外
財
産
総
額
調

査
結
果
も
把
握
し
て
い
る
。
本
稿
は
原
の
研
究
に
大
い
に
依
拠
し
な
が
ら
、
新
た
な
知
見
を
い
く
つ
か
加
え
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

連
合
国
の
日
本
占
領
政
策
の
課
題
は
、
ま
ず
日
本
を
非
軍
事
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
一
九
四
五
年
七
月
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
で
は
、

再
軍
備
が
で
き
な
い
範
囲
で
「
日
本
国
は
其
の
経
済
を
支
持
し
且
公
正
な
る
実
物
賠
償
の
取
立
を
可
能
な
ら
し
む
る
か
如
き
産
業
を
維
持
す

る
こ
と
を
許
」
さ
れ
）
（
（

た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
日
本
に
ど
れ
だ
け
の
賠
償
を
課
す
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
終
戦
前
、
一
九
四
三

年
七
月
の
時
点
で
ア
メ
リ
カ
国
務
省
経
済
調
査
課
が
作
成
し
た
「
戦
後
日
本
の
経
済
的
考
察
」
は
、
日
本
の
賠
償
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
（
原
に
よ
る
概
）
（
（
略
）。

　
日
本
の
海
外
投
資
額
は
約
一
二
〇
億
円
（
二
八
億
ド
ル
）
に
の
ぼ
る
が
、
こ
れ
ら
在
外
資
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と

は
、
た
だ
ち
に
賠
償
の
一
手
段
と
な
る
。
こ
れ
ら
投
資
は
日
本
に
と
っ
て
軍
需
資
源
の
確
保
の
た
め
に
役
立
っ
て
は
き
た
が
、
戦
争
終

結
後
に
軍
需
が
消
滅
し
、
海
外
か
ら
入
手
し
う
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
到
底
採
算
の
合
う
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
海
外
資
産
の
没
収
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が
日
本
に
与
え
る
打
撃
は
、
数
字
上
の
見
掛
け
よ
り
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。〔
中
略
〕
海
外
資
産
の
没
収
は
、
日
本
経
済
再
建
を
著
し

く
妨
げ
る
こ
と
な
し
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
日
本
か
ら
被
っ
た
損
害
に
対
す
る
賠
償
の
一
部
分
を
提
供
さ
せ
う
る
す
ぐ
れ
て
実
行
可
能
な

一
方
法
と
判
断
さ
れ
よ
う
。〔
中
略
〕
も
し
過
度
に
過
酷
な
賠
償
支
払
の
重
圧
に
日
本
が
呻
吟
す
る
な
ら
ば
、
日
本
経
済
を
合
理
的
に

再
組
織
す
る
企
図
が
失
敗
に
終
る
の
み
で
な
く
、
終
局
的
に
支
払
わ
れ
る
賠
償
の
額
も
か
え
っ
て
少
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
い
う
「
海
外
」
と
は
「
内
地
」
以
外
、
す
な
わ
ち
同
年
一
一
月
の
カ
イ
ロ
宣
言
に
日
本
が
「
奪
取
」「
占
領
」「
盗
取
」
し
た
地
域

と
し
て
明
記
さ
れ
た
よ
う
な
満
州
、
台
湾
、
澎
湖
島
や
、
米
英
中
が
独
立
さ
せ
る
と
宣
言
し
た
朝
鮮
、
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア
に
広
が
る
「
大

東
亜
共
栄
圏
」
を
も
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
こ
の
文
書
以
前
か
ら
日
本
の
支
配
領
域
の
剥
奪
を
戦
後
の

前
提
と
考
え
て
い
）
（
（

た
。「
戦
後
日
本
の
経
済
的
考
察
」
を
作
成
し
た
ア
メ
リ
カ
国
務
省
お
よ
び
こ
う
し
た
文
書
を
検
討
し
た
政
府
内
の
委

員
）
（
（

会
は
か
な
り
早
期
の
段
階
で
、
日
本
の
在
外
財
産
の
没
収
を
、
日
本
経
済
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
す
ぎ
る
こ
と
な
く
賠
償
の
実
行
を
可
能
と

す
る
有
効
な
手
段
と
し
て
見
通
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
結
果
と
し
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
一
四
条
は
、
役
務
賠
償
の
た

め
の
日
本
と
の
交
渉
を
認
め
る
こ
と
、
各
連
合
国
が
自
国
に
お
け
る
日
本
の
在
外
財
産
の
没
収
、
処
分
を
行
う
こ
と
を
明
記
し
た
上
で
、
連

合
国
は
連
合
国
お
よ
び
そ
の
国
民
の
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
条
約
署
名
国
で
な
い
中
国
も
第
二
一
条
に
よ
り
日
本
財
産
の
没

収
の
権
利
を
得
）
（
（
た
。
た
だ
し
、
交
戦
国
で
は
な
か
っ
た
韓
国
や
台
湾
に
つ
い
て
は
第
四
条
に
よ
り
、
日
本
と
相
手
国
の
「
財
産
」
と
「
請
求

権
」
の
処
理
は
両
国
間
の
「
特
別
取
極
の
主
題
」
と
さ
れ
、
後
の
日
華
平
和
条
約
交
渉
や
在
台
財
産
償
還
要
求
、
日
韓
請
求
権
交
渉
へ
と
つ

な
が
る
こ
と
に
な
）
（
（
る
。
こ
の
第
四
条
は
、
日
本
人
の
在
外
財
産
の
補
償
問
題
を
日
本
政
府
に
一
任
す
る
よ
う
求
め
た
日
本
に
対
す
る
ア
メ
リ

カ
の
対
応
で
あ
っ
）
（
（
た
。
と
も
あ
れ
、
終
戦
前
の
ア
メ
リ
カ
の
構
想
に
お
い
て
も
、
平
和
条
約
で
の
決
定
に
お
い
て
も
、
対
日
賠
償
の
主
要
部

分
は
在
外
財
産
の
没
収
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
周
知
の
よ
う
に
、
占
領
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
は
変
転
を
経
て
お
り
、
在
外
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財
産
を
賠
償
の
核
と
す
る
戦
前
の
賠
償
構
想
が
単
線
的
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
の
賠
償
規
定
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
占
領
当
初
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
国
内
に
あ
る
工
場
設
備
等
を
国
外
に
移
転
さ
せ
る
（
い
わ
ゆ
る
中
間
賠
償
）
こ
と
を
ア
ジ
ア
へ
の

主
た
る
賠
償
手
段
と
し
て
計
画
、
実
行
し
て
い
た
が
、
途
中
で
方
針
を
転
換
し
、
設
備
移
転
を
賠
償
の
手
段
と
し
て
放
棄
、
在
外
財
産
の
没

収
を
例
外
に
無
賠
償
原
則
を
採
用
し
た
。
同
時
代
に
お
け
る
日
本
国
内
の
賠
償
問
題
の
論
点
は
こ
の
中
間
賠
償
で
あ
っ
）
（1
（

た
し
、
従
来
の
占
領

期
賠
償
問
題
研
究
も
中
間
賠
償
に
焦
点
を
当
て
、
冷
戦
に
伴
う
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
の
転
）
（（
（
換
、
あ
る
い
は
負
担
が
大
き
く
得
る
も
の
の
小

さ
い
設
備
移
転
の
非
効
率
）
（（
（

性
が
中
間
賠
償
の
緩
和
、
中
止
の
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
日
本
の
賠
償
支
払
は
、

数
百
億
ド
ル
の
在
外
財
産
の
没
収
を
除
け
ば
、「
数
十
億
ド
ル
程
度
の
比
較
的
軽
微
な
負
担
に
終
わ
っ
）
（（
（

た
」。

な
お
、
工
場
等
の
国
内
設
備
の
撤
去
は
、
経
済
復
興
の
課
題
と
雇
用
問
題
を
抱
え
る
日
本
政
府
の
経
済
政
策
へ
も
大
き
く
影
響
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
日
本
政
府
と
し
て
は
、
在
外
財
産
が
賠
償
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
を
「
期
待
」
し
、「
聯
合
国
賠
償
要
求
の
大
な

る
部
分
は
こ
れ
に
よ
り
満
足
せ
ら
れ
る
も
の
と
信
ず
る
」
と
す
ら
考
え
て
い
）
（（
（

た
。
中
間
賠
償
の
中
止
、
ア
メ
リ
カ
の
無
賠
償
方
針
へ
の
転
換

と
講
和
締
結
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ビ
ル
マ
、
南
ベ
ト
ナ
ム
と
の
個
別
交
渉
が
残
さ
れ
た
と
は
い
え
、
日
本
の
復
興
に
と
っ

て
有
利
な
結
着
と
な
っ
た
の
で
あ
）
（（
（

る
。

こ
の
よ
う
に
、
巨
額
の
在
外
財
産
の
喪
失
は
、
戦
後
日
本
の
出
発
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
在
外
財
産
は
ア
メ

リ
カ
に
よ
る
対
日
賠
償
政
策
の
緩
和
を
大
前
提
の
部
分
で
支
え
、
ま
た
軽
微
な
賠
償
は
戦
後
日
本
の
経
済
復
興
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
こ
と

は
浅
野
豊
美
が
、「
戦
後
日
本
の
初
期
復
興
計
画
は
賠
償
総
額
に
左
右
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
在
外
財
産
の
評
価
い
か
ん
に
よ
っ
て
も

大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
っ
）
（（
（
た
」
と
端
的
に
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
五
二
年
に
署
名
さ
れ
た
日
華
平
和
条
約
の
交

渉
過
程
で
は
、
賠
償
方
式
の
決
定
を
求
め
る
中
華
民
国
側
に
対
し
、
日
本
側
全
権
は
、
日
本
が
中
国
大
陸
に
残
置
し
た
「
数
百
億
ド
ル
の
財

産
」
を
賠
償
に
充
て
る
こ
と
を
も
っ
て
充
分
で
あ
る
と
反
論
、
の
ち
に
中
華
民
国
側
は
賠
償
要
求
を
取
り
下
げ
）
（（
（

た
。
他
方
で
、
の
ち
の
日
韓
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国
交
正
常
化
交
渉
に
お
い
て
論
点
と
な
っ
た
の
が
在
韓
日
本
財
産
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
お
よ
び
日
本
の
戦

後
二
国
間
交
渉
に
お
い
て
重
要
な
論
点
を
構
成
し
、
ま
た
国
内
で
は
戦
後
の
私
有
財
産
補
償
要
求
運
動
へ
と
つ
な
が
）
（（
（
る
在
外
日
本
財
産
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
調
査
、
集
計
さ
れ
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
原）（（
（

は
、
在
外
財
産
調
査
に
つ
い
て
日
本
銀
行
、
在
外
財
産
調
査
会
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
（
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
民
間
財
産
管
理
局
）、
外

務
省
系
列
に
よ
る
調
査
結
果
を
取
り
上
げ
、
地
域
別
、
通
貨
別
、
産
業
別
等
の
詳
細
デ
ー
タ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
、
通
貨
換
算
率

を
揃
え
た
と
し
て
も
、
日
本
銀
行
調
査
の
総
額
は
五
九
七
億
五
六
七
六
万
ド
）
（1
（

ル
、
在
外
財
産
調
査
会
調
査
の
総
額
は
二
三
六
億
八
一
〇
〇
万

ド
ル
（
個
人
資
産
、
陸
海
軍
資
産
を
除
く
）、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
調
査
の
総
額
は
三
〇
八
億
六
〇
〇
〇
万
ド
ル
（
う
ち
陸
海
軍
八
九
億
八
〇
〇
〇
万
ド

ル
）
と
、
在
外
財
産
調
査
会
と
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
調
査
結
果
は
や
や
接
近
し
て
い
る
が
、
原
が
「
最
も
体
系
的
な
調
査
」
と
評
価
す
る
日
本
銀
行
と

そ
れ
ら
の
差
は
大
き
い
。
本
稿
は
、
在
外
財
産
に
関
す
る
正
確
な
数
字
を
求
め
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
お
ら
ず
、
各
調
査
へ
の
評
価
は
下
せ

な
）
（（
（

い
。
た
だ
、
日
本
銀
行
、
在
外
財
産
調
査
会
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
か
の
一
端
を
示
し
、
従
来
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で

あ
っ
た
在
外
財
産
の
集
計
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
）
（（
（
い
。

そ
も
そ
も
、
大
東
亜
共
栄
圏
に
残
さ
れ
た
日
本
財
産
は
、
そ
の
多
く
が
現
地
軍
、
現
地
政
府
、
現
地
住
民
に
よ
っ
て
盗
奪
、
破
壊
さ
れ
）
（（
（

た
。

樺
太
、
満
州
、
北
朝
鮮
で
は
ソ
連
軍
が
工
場
、
鉱
山
、
鉄
道
、
住
宅
等
を
接
収
）
（（
（

し
、
一
九
四
六
年
三
月
に
ソ
連
軍
が
満
州
か
ら
撤
退
し
た
後

に
残
さ
れ
た
企
業
財
産
は
半
壊
状
態
だ
っ
た
。
ソ
連
軍
撤
退
後
の
満
州
や
、
中
国
、
台
湾
で
は
国
民
党
軍
が
日
本
財
産
の
接
収
、
管
理
を
試

み
た
が
、
混
乱
の
な
か
接
収
の
手
続
き
が
と
ら
れ
た
の
は
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
。
米
英
軍
が
進
駐
あ
る
い
は
軍
政
下
に
お
い
た
東
南
ア
ジ

ア
各
国
で
も
、
現
地
住
民
に
よ
る
押
収
に
よ
り
日
本
財
産
の
大
部
分
は
失
わ
れ
た
。
在
外
日
本
財
産
の
少
な
く
な
い
部
分
が
、
公
的
に
接
収

さ
れ
る
前
に
現
地
社
会
の
な
か
に
溶
け
て
い
っ
た
の
で
あ
）
（（
（
る
。

結
果
と
し
て
、
戦
後
の
在
外
財
産
調
査
や
議
論
は
、「
モ
）
（（
（

ノ
」
が
部
分
的
に
し
か
無
い
状
態
で
、
数
字
を
相
手
に
行
う
し
か
な
か
っ
）
（（
（

た
。
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こ
う
し
た
事
実
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
は
、
終
戦
後
に
日
本
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
が
ど
の
よ
う
に
日
本
の
在
外
財
産
を
調
査
、
集
計
し
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
。

先
行
研
究
を
整
理
し
て
お
く
。
前
述
し
た
原
に
よ
る
研
究
以
前
に
は
、
戦
後
財
政
を
包
括
的
に
論
じ
る
な
か
で
在
外
財
産
に
触
れ
た
鈴
木

武
雄
『
現
代
日
本
財
政
）
（（
（

史
』
の
ほ
か
、
岡
野
鑑
記
『
日
本
賠
償
論
』
が
あ
）
（（
（

る
。
岡
野
の
著
作
は
、
日
本
の
降
伏
か
ら
占
領
中
に
展
開
さ
れ
た

連
合
国
の
対
日
賠
償
政
策
、
講
和
成
立
、
各
国
交
渉
ま
で
の
経
緯
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
賠
償
と
の
比
較
、
理
論
的
研
究
に
ま
で
及
ぶ
体
系

的
な
研
究
成
果
で
あ
る
が
、
出
典
明
記
が
一
部
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
の
検
証
が
難
し
い
。
た
だ
し
、
原
が
日
米
の
一
次
史
料
か
ら

示
し
た
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
の
流
れ
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
岡
野
の
記
述
を
裏
付
け
て
い
）
（1
（

る
。
な
お
、
同
様
に
出
典
明
記
が
限
ら

れ
て
い
る
が
概
要
把
握
に
有
用
な
書
と
し
て
春
日
哲
吉
に
よ
る
も
の
が
あ
）
（（
（
る
。

浅
野
豊
美
は
、
帝
国
解
体
の
際
の
法
的
論
理
へ
の
関
心
か
ら
出
発
）
（（
（

し
、
の
ち
に
ポ
ー
レ
ー
に
よ
る
在
外
財
産
の
接
収
と
中
間
賠
償
に
よ
る

賠
償
方
針
を
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
水
平
的
な
工
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
す
な
わ
ち
帝
国
の
地
域
へ
の
再
編
と
し
て
位
置
づ
け
）
（（
（

た
。
た

だ
、
浅
野
が
暗
黙
裡
に
旧
帝
国
地
域
の
工
業
化
に
資
す
る
も
の
と
想
定
し
て
い
る
在
外
日
本
財
産
に
、
ポ
ー
レ
ー
が
賠
償
以
上
の
意
味
を
見

出
し
て
い
た
か
は
史
料
か
ら
は
不
明
で
、
行
論
に
お
い
て
も
ポ
ー
レ
ー
の
現
地
設
備
へ
の
評
価
と
移
転
設
備
へ
の
評
価
が
混
ぜ
こ
ぜ
に
な
っ

て
い
る
。
本
稿
は
、
む
し
ろ
ポ
ー
レ
ー
の
賠
償
計
画
は
中
間
賠
償
を
何
よ
り
も
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
中
間
賠
償
と
合
わ
せ
て

賠
償
の
二
本
柱
で
あ
っ
た
在
外
財
産
を
補
助
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
置
い
た
も
の
と
考
え
る
。

殷
燕
）
（（
（
軍
は
日
本
の
在
外
財
産
に
関
す
る
日
本
と
中
国
の
統
計
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
、
国
民
政
府
が
、
ほ
と
ん
ど
が
日
本

に
よ
る
侵
略
の
結
果
で
あ
る
在
華
日
本
財
産
は
中
国
に
無
条
件
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
賠
償
の
対
象
に
す
べ
き
で
な
い
と
の
方

針
の
も
と
統
計
を
作
成
し
た
た
め
に
、
日
中
間
の
数
字
が
大
き
く
異
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
日
本
側
の
調
査
に
つ
い
て
は
先
行
研

究
に
よ
る
数
字
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
日
本
側
の
事
情
を
補
完
し
た
い
。
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華
北
、
華
中
に
お
け
る
日
本
企
業
の
接
収
に
つ
い
て
は
、
柴
田
善
雅
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
）
（（
（

る
。
中
国
側
の
史
料
か
ら
国
民
政
府
に
よ

る
接
収
の
実
態
や
、
接
収
さ
れ
た
企
業
名
や
資
産
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
報
告
書
に
あ
る
企
業
別
資
産
額
と
対
照
す
る
こ
と
が

可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
の
課
題
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
検
討
は
及
ん
で
い
な
い
。

（
（
）　
一
般
的
に
「
資
産
」「
財
産
」
と
も
に
積
極
財
産
を
指
す
が
、「
財
産
」
に
は
消
極
財
産
（
負
債
）
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
で
は

「
在
外
財
産
」
の
名
称
に
合
わ
せ
て
基
本
的
に
「
財
産
」
を
使
う
が
、「
資
産
」
も
同
意
義
と
し
て
使
用
す
る
。

（
（
）　
原
朗
「
賠
償
・
終
戦
処
理
」
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
―
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
―
』
第
一
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
四
。

（
（
）　
同
前
、
一
九
八
〜
一
九
九
頁
。
賠
償
方
法
が
現
金
賠
償
で
は
な
く
実
物
賠
償
と
さ
れ
た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
賠
償
の
失
敗

の
教
訓
と
さ
れ
て
い
る
。
北
岡
伸
一
「
賠
償
問
題
の
政
治
力
学
」
同
『
門
戸
開
放
政
策
と
日
本
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
、
四
〇
九
頁
。

（
（
）　
前
掲
、
原
、
一
五
一
〜
一
五
三
頁
。Japanese�Post-W

ar�E
conom

ic�C
onsideration

と
題
さ
れ
た
本
資
料
は
、「
賠
償
問
題
に
本
格
的
に

言
及
し
た
も
っ
と
も
早
期
の
文
書
」
で
、
国
務
省
経
済
調
査
課
に
お
い
て
ロ
バ
ー
ト
・
Ｅ
・
フ
ィ
ア
リ
ー
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（
）　
同
前
、
一
五
四
頁
。
そ
し
て
周
知
の
通
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
日
本
の
主
権
を
「
本
州
、
北
海
道
、
九
州
、
四
国
お
よ
び
わ
れ
ら
の
決
定
す

る
諸
小
島
」
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
の
領
土
の
放
棄
を
命
じ
た
。

（
（
）　
戦
後
外
交
政
策
諮
問
委
員
会
領
土
問
題
小
委
員
会
、
同
前
、
一
五
一
〜
一
五
七
頁
。

（
（
）　
竹
前
栄
治
・
中
村
隆
英
監
修
、
天
川
晃
・
荒
敬
・
竹
前
・
中
村
・
三
和
良
一
編
、
岡
部
史
信
訳
『
Ｇ
Ｈ
Ｑ
日
本
占
領
史
　
日
本
人
財
産
の
管

理
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
七
、
六
一
頁
。

（
（
）　
日
本
か
ら
の
在
台
財
産
の
返
還
要
求
お
よ
び
台
湾
か
ら
の
在
日
財
産
の
返
還
要
求
に
つ
い
て
は
洪
紹
洋
（
や
ま
だ
あ
つ
し
翻
訳
）「
二
つ
の

平
和
条
約
と
日
台
経
済
―
経
済
史
の
視
座
か
ら
―
」
川
島
真
・
細
谷
雄
一
編
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
と
東
ア
ジ
ア
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
二
二
。
日
韓
請
求
権
交
渉
に
つ
い
て
は
、
太
田
修
『
日
韓
交
渉
　
請
求
権
問
題
の
研
究
』［
新
装
新
版
］、
ク
レ
イ
ン
、
二
〇
一
五
。
日
韓

請
求
権
交
渉
に
お
い
て
、
日
本
側
は
在
韓
日
本
財
産
の
う
ち
私
有
財
産
に
つ
い
て
請
求
権
を
主
張
し
た
。
の
ち
に
放
棄
。
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（
（
）　
波
多
野
澄
雄
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
体
制
の
形
成
と
そ
の
揺
ら
ぎ
―
帝
国
の
解
体
と
賠
償
問
題
―
」
前
掲
、
川
島
・
細
谷
編
、
二

四
〜
二
五
頁
。

（
（1
）　
外
務
省
特
別
調
査
委
員
会
編
『
日
本
経
済
再
建
の
基
本
問
題
』
外
務
省
調
査
局
、
一
九
四
六
（
委
員
は
有
沢
広
巳
、
大
内
兵
衛
、
宇
野
弘
蔵
、

山
田
盛
太
郎
ら
が
務
め
た
）、
大
来
佐
武
郎
『
日
本
の
経
済
水
準
』
東
西
出
版
社
、
一
九
四
八
な
ど
。
外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
史
料
群
「
戦

後
外
交
記
録
」
も
、「
賠
償
」
項
目
の
下
に
は
「
中
間
賠
償
」「
平
和
条
約
関
係
」
の
分
類
し
か
な
く
、
賠
償
問
題
の
論
点
が
中
間
賠
償
に
絞
ら

れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。『
日
本
経
済
再
建
の
基
本
問
題
』
の
内
容
を
検
討
し
た
論
考
と
し
て
渡
辺
昭
夫
「
戦
後
日
本
の
出
発
点
」
同
編

『
戦
後
日
本
の
対
外
政
策
：
国
際
関
係
の
変
容
と
日
本
の
役
割
』
有
斐
閣
、
一
九
八
五
。

（
（（
）　
岡
義
武
「
降
伏
と
初
期
占
領
政
策
」
矢
内
原
忠
雄
編
『
戦
後
日
本
小
史
』
下
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
、
大
蔵
省
財
政
史
室
（
秦

郁
彦
執
筆
）『
昭
和
財
政
史
―
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
―
』
第
三
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
六
、
浅
井
良
夫
「
占
領
政
策
の
転
換
と
『
逆

コ
ー
ス
』」
中
村
政
則
編
『
占
領
と
戦
後
改
革
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
、
国
際
法
事
例
研
究
会
『
戦
後
賠
償
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇

一
六
。

（
（（
）　
前
掲
、
北
岡
。

（
（（
）　
前
掲
、
大
蔵
省
財
政
室
（
秦
）、
五
二
六
頁
。

（
（（
）　「
賠
償
関
係
資
料
（
未
定
稿
）」
戦
後
外
交
記
録
『
占
領
下
の
対
日
賠
償
関
係
　
調
書
集
　
第
二
巻
』（B

'.（.（.（.（-（

）R
ef.B

（（1（1（（（（11

（
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
、
以
下
戦
後
外
交
記
録
に
つ
い
て
同
じ
）（
以
下
、R

ef

史
料
は
す
べ
て
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧
）。

一
九
四
七
年
秋
頃
に
日
本
外
務
省
内
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
表
紙
に
下
田
武
三
（
大
臣
官
房
・
会
計
課
長
）
ら
の
名
前
が
あ
る
。

（
（（
）　
金
子
文
夫
「
植
民
地
・
占
領
地
支
配
」
大
石
嘉
一
郎
編
『
日
本
帝
国
主
義
史
（
　
第
二
次
大
戦
期
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
、
四
三

一
頁
。

（
（（
）　
浅
野
豊
美
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
：
法
域
統
合
と
帝
国
秩
序
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
、
六
〇
七
頁
。

（
（（
）　
石
井
明
「
中
国
と
対
日
講
和
―
中
華
民
国
政
府
の
立
場
を
中
心
に
―
」
渡
辺
昭
夫
・
宮
里
政
玄
編
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
六
、
三
〇
九
〜
三
一
〇
頁
。



帝国日本の終戦と在外財産調査（吉田）

267

（
（（
）　
浅
野
豊
美
「
在
外
財
産
補
償
問
題
」
東
郷
和
彦
・
波
多
野
澄
雄
編
『
歴
史
問
題
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
条
約
は
没
収
さ
れ
た
日
本
人
の
私
有
財
産
に
対
す
る
日
本
政
府
の
補
償
義
務
を
明
記
し
な
か
っ
た
た
め
、
引
揚
者
団
体
（
在
外
同
胞

援
護
会
、
引
揚
者
団
体
全
国
連
合
会
）
に
よ
る
補
償
要
求
運
動
が
長
く
続
く
こ
と
に
な
る
。
一
九
六
七
年
八
月
一
日
、「
引
揚
者
等
に
対
す
る

特
別
交
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
同
法
は
通
称
「
在
外
財
産
補
償
法
」
と
さ
れ
て
い
る
（
日
本
法
令
索
引
）
が
、「
交
付

金
」
は
個
々
人
の
在
外
財
産
の
多
寡
で
は
な
く
終
戦
時
の
年
齢
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
、
補
償
と
は
言
い
難
い
。
な
お
、
在
外
会
社
（
日
本
国
外

に
本
社
を
置
く
会
社
）
を
核
と
す
る
企
業
団
体
に
よ
る
補
償
要
求
運
動
と
そ
の
限
界
、
変
容
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
宣
在
源
「
引
揚
企
業
団
体

の
活
動
―
戦
前
期
海
外
進
出
企
業
の
国
内
経
済
復
帰
過
程
―
」
原
朗
編
『
復
興
期
の
日
本
経
済
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
。

（
（（
）　
前
掲
、
原
、
五
五
〇
〜
五
七
三
頁
。

（
（1
）　
陸
海
軍
財
産
が
含
ま
れ
て
い
る
か
は
不
明
。

（
（（
）　
な
お
現
在
の
日
本
外
務
省
は
在
外
財
産
調
査
会
の
数
字
を
公
式
の
在
外
財
産
額
と
し
て
い
る
。
日
本
外
務
省
「
賠
償
並
び
に
戦
後
処
理
の
一

環
と
し
て
な
さ
れ
た
経
済
協
力
及
び
支
払
い
等
」https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/a_o/rp/page（（_11（（（（.htm
l�

（
二
〇
二
二
年
一
二
月

一
日
最
終
閲
覧
）。

（
（（
）　
前
掲
、
竹
前
・
中
村
監
修
（G

H
Q

/SC
A

P,�“
H

istory�of�the�N
on-M

ilitary�A
ctivity�of�the�O

ccupation�of�Japan,�（（（（-（（（（”�M
o-

nograph�（（:�Japanese�Property�A
dm

inistration,�T
okyo,�（（（（

の
翻
訳
）
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
使
用
し
た
資
料
や
数
字

の
算
出
過
程
、
報
告
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
日
本
側
と
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
相
違
な
ど
不
明
な
点
も
ま
だ
多
い
。

（
（（
）　
以
下
、
詳
し
く
は
外
務
省
管
理
局
経
済
課
「
在
外
資
産
の
賠
償
処
理
に
関
す
る
件
」（
一
九
四
七
年
七
月
五
日
）、
戦
後
外
交
記
録
『
占
領
下

の
対
日
賠
償
関
係
　
調
書
集
　
第
一
巻
』（B

'.（.（.（.（-（

）�Ref.B
（（1（1（（（（11

。
ま
た
ポ
ー
レ
ー
ら
の
朝
鮮
・
中
国
視
察
報
告
も
参
照
。
前

掲
、
原
、
二
四
八
〜
二
四
九
頁
。

（
（（
）　
ソ
連
は
一
九
四
五
年
八
月
三
〇
日
に
は
国
家
防
衛
委
員
会
に
お
い
て
日
系
財
産
を
戦
利
品
と
し
て
搬
出
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
ハ
ル
ビ
ン
〜

満
洲
里
間
の
線
路
を
広
軌
に
改
築
、
一
〇
月
一
〇
日
に
は
モ
ス
ク
ワ
と
の
直
通
運
行
を
開
始
し
満
州
か
ら
の
設
備
輸
送
を
行
っ
た
。
更
に
ソ
連

軍
は
満
州
重
工
業
開
発
総
裁
の
高
碕
達
之
助
か
ら
同
社
の
全
財
産
引
渡
し
の
合
意
を
取
り
つ
け
、
そ
の
他
鉄
道
や
化
学
工
場
の
引
渡
し
に
つ
い
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て
も
高
碕
か
ら
了
承
を
獲
得
し
て
い
る
。
加
藤
聖
文
『
海
外
引
揚
の
研
究
　
忘
却
さ
れ
た
「
大
日
本
帝
国
」』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
、
四
六

〜
四
七
頁
。

（
（（
）　
朝
鮮
、
台
湾
に
お
け
る
日
本
財
産
の
接
収
処
理
（
法
制
）
に
つ
い
て
は
、
高
石
末
吉
編
『
覚
書
終
戦
財
政
始
末
：
朝
鮮
・
台
湾
・
樺
太
・
千

島
の
終
戦
』
第
六
巻
、
大
蔵
省
官
房
調
査
課
、
一
九
六
一
を
参
照
。
中
華
民
国
政
府
に
よ
る
敵
産
資
産
（
日
本
財
産
）
の
接
収
体
制
に
つ
い
て

は
、
柴
田
善
雅
「
中
国
関
内
占
領
地
日
系
企
業
の
敗
戦
後
処
理
」『
東
洋
研
究
』
一
五
八
、
二
〇
〇
五
・
一
二
、
西
川
博
史
『
戦
中
戦
後
の
中

国
と
ア
メ
リ
カ
・
日
本
』H

IN
A

S

（
北
海
学
園
北
東
ア
ジ
ア
研
究
交
流
セ
ン
タ
ー
）、
二
〇
一
四
、
二
二
〇
〜
二
二
三
頁
。
中
華
民
国
に
お
け

る
対
日
講
和
論
は
、
在
華
日
本
財
産
は
没
収
、
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
賠
償
に
充
て
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
声
が
多
か
っ
た
。
川
島
真
「
戦

後
初
期
中
国
に
お
け
る
対
日
講
和
観
―
一
九
四
五
〜
一
九
四
七
年
を
中
心
に
―
」
前
掲
、
川
島
・
細
谷
編
。

（
（（
）　
在
外
財
産
に
は
無
体
財
産
も
含
ま
れ
る
が
、
約
九
一
％
が
有
体
財
産
で
あ
っ
た
。
前
掲
、
竹
前
・
中
村
監
修
、
五
八
頁
。

（
（（
）　
後
述
す
る
Ｃ
Ｐ
Ｃ
と
日
本
の
合
同
委
員
会
で
も
、
満
州
や
朝
鮮
で
の
視
察
は
不
要
と
さ
れ
た
。M

eeting�on�（�N
ov.�（（（（,�rem

arks�by�

K
anoh�and�M

cG
rath,�O

verseas�A
ssets�Investigation�C

ouncil�-�V
erbatim

�R
eports�N

o.�I,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
ffice�of�C

ivil�

Property�C
ustodian,�R

G
（（（,�box�（（（（,�folder�（（

（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
、C

PC
1（（（（

）。

（
（（
）　
上
中
下
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
。
京
城
帝
国
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
鈴
木
は
引
き
揚
げ
後
、
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
人
の
資
産
は

平
和
的
商
取
引
の
成
果
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
個
人
の
在
外
財
産
返
還
運
動
に
関
わ
り
、
同
様
の
趣
旨
に
基
づ
く
『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関

す
る
歴
史
的
調
査
』
全
三
七
冊
の
編
集
委
員
を
務
め
た
。
朴
敬
珉
『
朝
鮮
引
揚
げ
と
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
へ
の
道
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
八
、
第
二
章
、
第
三
章
。

（
（（
）　
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
八
。

（
（1
）　
本
論
文
で
は
主
に
史
料
を
明
示
し
て
い
る
原
の
研
究
を
出
典
に
記
す
が
、
岡
野
『
日
本
賠
償
論
』
も
賠
償
問
題
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
た
初

期
の
重
要
な
先
行
研
究
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

（
（（
）　
春
田
哲
吉
『
日
本
の
海
外
植
民
地
統
治
の
終
焉
』
原
書
房
、
一
九
九
九
。

（
（（
）　
前
掲
、
浅
野
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
』、
第
Ⅵ
編
第
三
章
。
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（
（（
）　
浅
野
豊
美
編
著
『
戦
後
日
本
の
賠
償
問
題
と
東
ア
ジ
ア
地
域
再
編
：
請
求
権
と
歴
史
認
識
問
題
の
起
源
』
慈
学
社
出
版
、
二
〇
一
三
、
特
に

第
二
章
。
浅
野
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
「
地
域
統
合
」
計
画
と
い
う
主
張
へ
の
批
判
と
し
て
、
前
掲
、
西
川
、
二
五
二
頁
、
注
（
三
三

四
）。

（
（（
）　
殷
燕
軍
「
戦
時
に
お
け
る
日
本
在
華
財
産
の
推
計
に
つ
い
て
」『
一
橋
論
叢
』
一
一
四
（
二
）、
一
九
九
五
・
八
。

（
（（
）　
柴
田
善
雅
『
中
国
占
領
地
日
系
企
業
の
活
動
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
八
、
第
十
章
、
補
章
。

一
　
占
領
政
策
と
在
外
財
産

1　

対
日
経
済
政
策
の
厳
格
化
と
賠
償
政
策

本
章
で
は
、
原
ら
の
先
行
研
究
に
拠
り
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
に
お
け
る
日
本
の
在
外
財
産
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
。

ま
ず
、「
在
外
財
産
」
の
定
義
で
あ
）
（
（
る
。
在
外
財
産
は
、
終
戦
後
に
日
本
人
（
政
府
・
法
人
を
含
む
）
が
日
本
国
外
に
所
有
す
る
積
極
財

産
を
指
し
、
負
債
は
含
ま
な
）
（
（

い
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
に
は
（
一
）
戦
時
中
か
ら
終
戦
後
も
引
き
続
き
日
本
国
外
に
在
留
す
る
日
本
人
が
海
外

に
所
有
す
る
財
産
、（
二
）
現
在
日
本
の
領
域
内
に
あ
る
日
本
人
が
日
本
国
外
に
所
有
す
る
財
産
、
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
賠
償
を
想
定
し

在
外
財
産
と
し
て
調
査
さ
れ
た
の
は
後
者
で
あ
る
。

原
は
、
戦
後
の
対
日
賠
償
問
題
の
経
過
を
五
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
い
る
。
第
一
期
は
、
連
合
国
の
対
日
賠
償
原
則
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
、

初
期
対
日
政
策
や
初
期
基
本
的
指
令
な
ど
に
定
式
化
さ
れ
る
一
九
四
五
年
一
一
月
ま
で
。
第
二
期
は
、
極
東
委
員
会
が
ポ
ー
レ
ー
中
間
賠
償

計
画
に
基
づ
き
中
間
賠
償
計
画
を
決
定
し
、
中
間
賠
償
の
三
〇
％
前
渡
即
時
取
立
指
令
に
至
る
一
九
四
七
年
四
月
ま
で
。
第
三
期
は
、
ス
ト

ラ
イ
ク
報
告
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
等
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
賠
償
方
針
が
転
換
し
三
〇
％
前
渡
取
立
が
中
止
さ
れ
る
一
九
四
九
年
四
月
ま
で
。
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以
後
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
よ
り
賠
償
条
項
が
確
定
す
る
（
一
九
五
一
年
九
月
）
ま
で
が
第
四
期
、
東
南
ア
ジ
ア
四
ヶ
国
や
他

の
国
々
へ
の
賠
償
支
払
あ
る
い
は
無
償
経
済
協
力
が
実
行
さ
れ
る
二
十
数
年
間
が
第
五
期
と
さ
れ
る
。
第
一
期
〜
第
三
期
の
区
分
は
中
間
賠

償
の
取
立
方
針
の
有
無
を
基
準
と
し
た
賠
償
政
策
の
転
換
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
大
ま
か
な
流
れ
の
な
か

で
在
外
財
産
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
を
確
認
し
た
い
。

前
述
の
通
り
、
一
九
四
三
年
夏
段
階
の
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
は
、
日
本
経
済
を
破
綻
さ
せ
な
い
範
囲
で
の
対
日
賠
償
賦
課
が
構
想
さ
れ
て

い
た
。
そ
こ
で
は
、
在
外
財
産
の
一
部
ま
た
は
全
部
の
没
収
は
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
賠
償
方
法
と
し
て
の
工
場
設
備
等
の
撤
去
・
移
転
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
（
産
業
の
特
定
部
門
に
対
す
る
制
限
は
想
定
さ
れ
て
い
）
（
（

る
）。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
は
一
九
四
四
年
夏
頃
に
、

対
日
賠
償
方
針
に
つ
い
て
対
独
賠
償
政
策
と
の
整
合
性
や
日
本
国
民
に
認
め
る
生
活
水
準
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
る
が
、
一
貫
し
て
賠

償
の
主
力
は
在
外
財
産
の
没
収
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
他
に
財
貨
（goods

）、
労
務
（services

）
に
よ
る
追
加
賠
償
の
可
能
性
も
示
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
中
間
賠
償
の
実
施
や
そ
の
重
要
性
は
自
明
と
は
さ
れ
て
い
な
）
（
（

い
。
し
か
し
、
同
年
秋
頃
か
ら
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
対
日
政

策
が
宥
和
的
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
浮
上
し
、
対
日
経
済
政
策
全
体
が
厳
格
化
す
）
（
（
る
と
、
日
本
の
軍
需
品
・
軍
需
施
設
の
「
解
放
地
域
」
そ
の

他
諸
地
域
へ
の
移
転
が
非
軍
事
化
の
一
手
段
と
し
て
採
用
さ
）
（
（

れ
、
一
九
四
五
年
一
月
一
日
作
成
の
「
対
日
経
済
政
策
案
」
で
は
、
対
日
賠
償

計
画
の
具
体
案
と
し
て
第
一
に
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
設
備
（
一
般
機
械
、
輸
送
機
械
、
産
業
機
械
、
金
属
工
作
機
械
）
移
転
が
「
最
も
好
ま
し

い
方
式
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
）
（
（
た
。
次
点
に
在
外
財
産
の
没
収
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
四
四
年
秋
以
降
の
賠
償
政
策
の
議
論
は
、
対
日
経

済
政
策
の
厳
格
化
を
目
指
す
国
務
省
経
済
局
財
政
金
融
課
が
リ
ー
ド
し
て
い
）
（
（
た
た
め
、
重
工
業
抑
制
策
で
も
あ
る
重
工
業
設
備
撤
）
（
（
去
が
一
気

に
賠
償
手
段
と
し
て
前
景
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
四
四
年
秋
か
ら
年
末
に
か
け
て
見
ら
れ
る
こ
の
変
化
に
つ
い
て
、
原
は
と
く
に

着
目
し
て
い
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
構
想
段
階
に
お
い
て
対
日
経
済
政
策
の
引
き
締
め
に
伴
い
賠
償
政
策
が
質
的
に
変
容
し
た
こ
と
は
、

戦
後
の
賠
償
政
策
の
転
換
（
中
間
賠
償
中
止
）
と
対
に
な
る
か
た
ち
で
注
目
さ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
財
政
金
融
課
が
作
成
を
主
導
し
た
対
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日
政
策
案
は
、
一
九
四
五
年
四
月
に
国
務
次
官
補
の
ア
チ
ソ
ン
ら
に
批
判
さ
れ
不
採
択
と
な
る
が
、
そ
の
内
容
自
体
は
対
日
政
策
立
案
を
担

っ
た
国
務
陸
海
三
省
調
整
委
員
会
（
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
が
以
後
作
成
す
る
主
要
な
対
日
方
針
の
経
済
財
政
条
項
に
引
き
継
が
）
（1
（
れ
、
在
外
財
産
没

収
と
実
物
賠
償
を
対
日
賠
償
の
内
容
と
す
る
方
針
が
断
絶
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
後
、
産
業
の
非
軍
事
化
を
主
と
す
る
国
務
省
の
方
針
と
重
な
る
よ
う
に
、
一
九
四
五
年
七
月
二
六
日
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、「
其
の

経
済
を
支
持
し
」
か
つ
「
実
物
賠
償
（reparations�in�kind

）
の
取
立
を
可
能
」
と
す
る
範
囲
で
日
本
の
産
業
を
維
持
す
る
こ
と
を
許

し
）
（（
（

た
。
一
九
四
五
年
九
月
二
二
日
の
「
降
伏
後
に
お
け
る
米
国
初
期
の
対
日
方
）
（（
（

針
」（
以
下
、「
対
日
方
針
」）
で
は
、
引
き
続
き
在
外
財
産

の
没
収
と
既
存
物
資
・
設
備
撤
去
が
「
日
本
国
の
侵
略
に
対
す
る
賠
償
方
法
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
外
務
省
は
、
ア
メ
リ
カ
に

よ
る
中
間
賠
償
の
取
り
立
て
（「
平
和
的
日
本
経
済
又
は
占
領
軍
に
対
す
る
補
給
の
為
必
要
な
ら
ざ
る
物
資
又
は
現
存
資
本
設
備
及
施
設
を

引
渡
す
こ
と
」）
を
、「
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
独
逸
処
理
に
於
け
る
失
敗
に
鑑
み
例
ば
軍
事
的
用
途
に
転
換
し
得
る
如
き
巨
大
な
る
製
鋼
業

等
の
存
続
を
賠
償
物
資
生
産
の
為
に
容
認
す
る
意
図
な
き
を
明
確
に
せ
る
も
の
な
る
へ
し
」
と
受
け
止
め
つ
つ
、
連
合
国
、
少
な
く
と
も
ア

メ
リ
カ
の
「
現
実
的
実
際
的
方
針
を
暗
示
す
る
も
の
」
と
解
釈
し
）
（（
（
た
。

「
対
日
方
針
」
の
「
在
外
日
本
国
資
産
」
の
項
で
は
、「
日
本
国
の
現
存
在
外
資
産
及
降
伏
条
項
に
依
り
日
本
よ
り
分
離
せ
し
め
ら
れ
た
る

地
域
に
在
る
日
本
国
の
現
存
資
産
は
全
部
又
は
一
部
皇
室
及
政
府
の
所
有
に
属
す
る
資
産
を
含
み
占
領
軍
当
局
に
明
示
せ
ら
れ
且
連
合
国
当

局
の
決
定
に
依
る
処
分
を
俟
つ
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
日
本
外
務
省
は
在
外
財
産
の
主
要
部
分
が
私
有
財
産
で
あ
れ
賠
償
物
資
と
し

て
没
収
さ
れ
る
こ
と
は
「
略
確
実
な
る
へ
し
」
と
受
け
止
め
）
（（
（
た
。
大
蔵
省
も
「
対
日
方
針
」
公
表
の
直
後
で
あ
る
九
月
末
に
作
成
し
た
「
本

年
十
二
月
初
旬
迄
に
実
施
す
べ
き
重
要
施
策
及
調
査
事
項
」
の
な
か
で
、
在
外
財
産
が
賠
償
対
象
と
な
る
場
合
を
予
想
し
そ
の
実
体
調
査
と

補
償
措
置
の
研
究
を
挙
げ
て
い
）
（（
（
る
。
日
本
政
府
は
戦
後
直
後
か
ら
在
外
財
産
没
収
を
ア
メ
リ
カ
の
既
定
方
針
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
。
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2　

ポ
ー
レ
ー
に
よ
る
「
東
ア
ジ
ア
復
興
」
構
想

在
外
財
産
と
中
間
賠
償
を
賠
償
の
二
本
柱
と
し
た
「
対
日
方
針
」、
そ
し
て
一
九
四
五
年
一
一
月
一
日
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
へ
の
基
本
指
）
（（
（
令

で
あ
っ
た
が
、
同
年
九
月
に
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
問
題
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
Ｗ
・
ポ
ー
レ
）
（（
（
ー
の
賠
償
構
想
か
ら
は

「
対
日
方
針
」
と
は
や
や
異
な
る
志
向
が
う
か
が
え
る
。
一
〇
月
末
に
公
表
さ
れ
た
ポ
ー
レ
ー
の
声
明
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
と

し
て
、（
ａ
）
日
本
産
業
を
非
軍
事
化
す
る
（Industrial�disarm
am

ent

）、（
ｂ
）
賠
償
を
受
け
る
諸
国
に
対
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
経
済
計

画
に
従
っ
て
自
国
経
済
を
強
化
す
る
た
め
に
日
本
の
工
場
を
割
り
当
て
る
、（
ｃ
）
食
料
品
な
ど
必
要
か
つ
承
認
さ
れ
た
輸
入
物
資
と
の
交

換
の
た
め
、
日
本
に
は
最
低
限
の
輸
出
産
業
を
残
す
、（
ｄ
）
日
本
に
お
け
る
食
糧
生
産
・
食
品
加
工
の
多
様
化
と
増
産
を
強
化
す
る
、
の

四
点
を
挙
げ
て
い
）
（（
（
る
。
ポ
ー
レ
ー
は
日
本
経
済
の
最
低
限
の
維
持
に
留
意
し
つ
つ
、
そ
の
賠
償
政
策
の
焦
点
を
東
ア
ジ
ア
の
復
興
（the�re-

habilitation�of�E
ast�A

sia

）
に
当
て
）
（（
（

た
。
ポ
ー
レ
ー
の
賠
償
政
策
は
、
戦
中
以
来
構
想
さ
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
政
府
内
の
賠
償
政
策
に
は

存
在
し
な
か
っ
た
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
経
済
復
興
と
い
う
新
た
な
目
標
を
基
礎
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
二
月
に
は
、
朝
鮮
の
設
備
が
賠
償
の

た
め
に
移
転
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
間
違
っ
た
朝
鮮
内
で
の
懸
念
に
対
し
、
ポ
ー
レ
ー
は
賠
償
計
画
の
核
は
日
本
か
ら
朝
鮮
へ
の
設

備
移
転
に
あ
る
こ
と
を
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
、
そ
し
て
プ
レ
ス
へ
向
け
て
強
調
し
て
い
）
（1
（

る
。
懲
罰
的
な
ポ
ー
レ
ー
の
賠
償
政
策
の
中
心
は
日

本
か
ら
の
工
業
設
備
撤
去
と
そ
の
東
ア
ジ
ア
へ
の
移
転
に
あ
り
、
在
外
財
産
は
サ
ブ
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
真
珠
湾

攻
撃
四
周
年
の
日
に
ポ
ー
レ
ー
が
公
表
し
た
声
明
（
ポ
ー
レ
ー
中
間
報
告
）
で
も
、
賠
償
手
段
と
し
て
の
中
間
賠
償
に
紙
幅
が
割
か
れ
て
お

り
、
末
尾
で
在
外
財
産
の
没
収
に
触
れ
る
の
み
で
あ
っ
）
（（
（
た
。

た
だ
し
、
ポ
ー
レ
ー
が
在
外
財
産
に
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ポ
ー
レ
ー
は
一
一
月
一
三
日
に
来
日
し
東
京
で
の
視
察
を
行
っ

た
が
（
そ
の
間
、
中
国
を
訪
問
し
各
地
視
察
、
蒋
介
石
と
対
談
）、
滞
在
中
の
一
一
月
二
六
日
に
は
「
日
本
の
在
外
財
産
に
関
す
る
帰
属
命

令
」
案
を
作
成
し
、
司
令
部
に
「
日
本
在
外
及
外
貨
資
産
管
理
局
」
を
置
き
、
同
局
に
在
外
財
産
の
没
収
事
務
を
管
掌
さ
せ
る
旨
の
命
令
を
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マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
発
す
る
よ
う
提
案
し
て
い
）
（（
（

る
。
た
だ
、
そ
の
二
日
後
、
ポ
ー
レ
ー
一
）
（（
（

行
は
朝
海
浩
一
郎
（
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
総
務

部
第
一
課
長
）
と
の
会
話
に
お
い
て
、
朝
海
の
「
日
本
の
在
外
資
産
は
全
部
賠
償
と
し
て
取
り
上
げ
ら
る
る
や
」
と
の
問
い
に
対
し
、「
既

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
る
に
あ
ら
ず
や
」
と
返
答
し
て
い
）
（（
（
る
。
国
民
政
府
が
日
本
資
産
の
接
収
方
針
を
固
め
た
の
が
一
一
月
二
三
）
（（
（
日
と
し
て
も
、

韓
国
で
の
日
本
財
産
の
接
収
命
令
が
ア
メ
リ
カ
軍
政
庁
か
ら
発
さ
れ
た
の
は
翌
）
（（
（

月
で
あ
り
、
ポ
ー
レ
ー
ら
は
在
外
財
産
の
処
理
に
つ
い
て
そ

の
必
要
は
認
識
し
つ
つ
も
、
あ
ま
り
正
確
な
状
況
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。「
ポ
ー
レ
ー
は
賠
償
の
方
式

と
し
て
、
日
本
の
在
外
資
産
の
没
収
を
重
視
し
て
い
た
」
と
の
評
）
（（
（

価
も
あ
る
が
、
ポ
ー
レ
ー
自
身
は
日
本
の
非
軍
事
化
と
東
ア
ジ
ア
復
興
の

た
め
の
設
備
撤
去
・
移
転
実
施
を
使
命
と
し
て
お
り
、
在
外
財
産
へ
の
関
心
は
そ
こ
ま
で
高
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
）
（（
（

る
。

3　

対
日
経
済
政
策
の
転
換
と
在
外
財
産
喪
失
の
意
味

一
九
四
六
年
二
月
に
極
東
委
員
会
が
発
足
す
る
と
、
同
委
員
会
は
ポ
ー
レ
ー
の
賠
償
計
画
を
も
と
に
中
間
賠
償
計
画
を
決
定
し
た
。
そ
の

後
、
国
別
配
分
を
め
ぐ
る
ソ
連
と
ア
メ
リ
カ
の
対
立
を
含
み
つ
つ
一
九
四
七
年
四
月
に
賠
償
用
施
設
の
撤
去
開
始
が
決
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
ポ
ー
レ
ー
の
懲
罰
的
賠
償
計
画
に
は
当
初
か
ら
緩
和
す
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
が
司
令
部
や
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
出
て
お
り
、
陸
軍
省

が
主
導
し
た
第
一
次
ス
ト
ラ
イ
ク
調
査
団
・
報
告
、
第
二
次
ス
ト
ラ
イ
ク
調
査
団
・
報
告
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
調
査
団
・
報
告
、
に
よ
り
段
階

的
に
賠
償
撤
去
が
縮
小
さ
れ
、
一
九
四
九
年
五
月
に
は
極
東
委
員
会
の
ア
メ
リ
カ
代
表
・
フ
ラ
ン
ク
・
Ｒ
・
マ
ッ
コ
イ
の
声
明
に
よ
り
中
間

賠
償
取
立
中
止
と
賠
償
政
策
の
破
棄
が
宣
言
さ
れ
）
（（
（
た
。
背
景
に
は
一
九
四
七
年
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
等
に

象
徴
さ
れ
た
冷
戦
の
開
始
、
東
西
構
造
の
固
定
化
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
の
転
換
が
あ
る
。
一
九
四
七
年
か
ら
は
対
日
講
和
問
題

に
お
い
て
「
戦
後
処
理
」
的
観
点
が
後
退
し
、「
冷
戦
」
的
思
考
が
深
く
浸
透
し
は
じ
め
る
、
と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
）
（1
（
る
。

こ
の
間
、
中
間
賠
償
継
続
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
の
傍
ら
で
、
在
外
財
産
の
処
分
確
定
を
求
め
る
意
）
（（
（

見
や
、
在
外
財
産
を
所
属
国
に
帰
属
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さ
せ
る
べ
き
と
す
る
意
）
（（
（

見
が
出
て
い
る
。
在
外
財
産
の
処
分
は
賠
償
緩
和
の
根
拠
と
さ
れ
つ
）
（（
（

つ
、
ド
イ
ツ
の
在
外
財
産
処
分
の
決
定
を
待
っ

て
い
た
こ
と
、
ソ
連
軍
が
満
州
地
域
か
ら
撤
去
し
た
日
本
財
産
を
戦
利
品
と
す
る
か
賠
償
に
含
む
か
の
対
立
が
米
ソ
間
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
実
際
の
処
分
は
宙
に
浮
い
た
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

在
外
財
産
の
存
在
を
強
調
し
た
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
後
の
一
九
四
八
年
三
月
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
来
日
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
国
務
省

政
策
企
画
部
長
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｈ
・
ド
レ
イ
パ
ー
陸
軍
次
官
に
対
し
て
、
日
本
は
満
州
、
韓
国
、
華
北
な
ど
に
お
け
る
財
産
の
喪
失
に
よ

り
五
〇
〇
億
ド
ル
を
既
に
支
払
っ
て
（paid

）
お
り
、
日
本
に
残
さ
れ
た
設
備
す
べ
て
を
も
っ
た
と
し
て
も
一
九
五
三
年
ま
で
に
経
済
的
に

自
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
、
賠
償
中
止
の
意
見
を
述
べ
て
い
）
（（
（

る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
在
外
財
産
の
喪
失
は
「
十
分
な
」
賠
償
と
し

て
だ
け
で
な
く
、
日
本
経
済
が
受
け
た
損
失
、
ダ
メ
ー
ジ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
弱
体
化
し
た
日
本
経
済
の
安
定
化
の
た
め
に
賠
償
を
中

止
す
べ
き
と
い
う
主
張
を
支
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
在
外
財
産
の
没
収
の
み
を
賠
償
と
す
る
か
、
更
に
施
設
撤
去
を
行
う
か
に
つ
い
て
陸
軍

省
と
国
務
省
の
意
見
は
分
か
れ
）
（（
（

た
が
、
司
令
部
は
あ
く
ま
で
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
の
承
認
を
求
め
、
在
外
財
産
に
よ
る
実
質
的
な
賠
償
、
中

間
賠
償
中
止
、
日
本
経
済
安
定
の
必
要
を
強
調
し
）
（（
（
た
。

一
九
四
八
年
一
〇
月
に
は
ア
メ
リ
カ
は
正
式
に
対
日
講
和
を
非
懲
罰
的
に
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（
国
家
安
全
保
障
会
議
文
書
一
三
／

二
）。
一
九
四
九
年
四
月
に
は
、
国
務
省
が
中
間
賠
償
の
停
止
を
骨
子
と
す
る
提
案
を
行
っ
た
こ
と
で
陸
軍
省
と
の
対
立
が
解
消
さ
）
（（
（

れ
、
五

月
一
二
日
の
極
東
委
員
会
で
の
マ
ッ
コ
イ
声
明
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
中
間
賠
償
中
止
へ
と
至
る
。
マ
ッ
コ
イ
声
明
は
、
在
外
財
産
の
喪
失
を

日
本
の
賠
償
義
務
に
対
す
る
支
払
い
と
し
て
評
価
し
つ
つ
、
そ
の
取
得
の
地
域
別
不
均
衡
と
い
う
問
題
点
を
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
も
触
れ
た
よ

う
な
日
本
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
（the�loss�of�these�properties...drastically�reduces�Japan ’s�ability�to�support�even�at�a�m

inim
um

�

level�the�needs�of�people

）
を
強
調
す
る
こ
と
で
か
わ
し
て
い
）
（（
（
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
発
言
や
マ
ッ
コ
イ
声
明
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

占
領
政
策
の
目
的
が
日
本
経
済
の
安
定
へ
と
転
換
す
る
な
か
で
、
在
外
財
産
の
喪
失
は
、
相
手
国
の
被
害
へ
の
支
払
い
と
い
う
よ
り
も
、
中
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間
賠
償
に
代
わ
る
十
分
な
（
か
つ
確
定
し
た
）
損
害
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、
一
九
四
五
年
一
一
月
の
ポ
ー

レ
ー
来
日
時
に
、
在
外
財
産
の
没
収
が
「
今
次
戦
争
勃
発
に
責
任
を
有
す
る
財
閥
の
打
倒
」
の
た
め
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
）
（（
（
た
の
と
は
大
き

く
異
な
る
。
実
際
、
日
本
政
府
も
こ
れ
以
後
、
日
本
経
済
へ
の
打
撃
を
理
由
に
こ
れ
以
上
の
賠
償
は
で
き
な
い
と
主
張
す
）
（1
（
る
。

マ
ッ
コ
イ
の
賠
償
破
棄
声
明
に
対
し
、
賠
償
庁
は
「
ア
メ
リ
カ
政
府
が
在
外
資
産
を
除
き
こ
れ
以
上
の
対
日
賠
償
を
取
立
て
な
い
と
の
政

策
を
明
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
こ
こ
に
深
く
感
謝
す
る
と
共
に
、
こ
の
政
策
が
関
係
列
国
に
よ
り
正
式
に
採
さ
れ
、
わ
が
国
が
賠
償
義

務
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
日
の
一
日
も
早
く
到
来
す
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
る
」
と
の
文
書
を
残
し
て
い
）
（（
（

る
。
前
述
の
通
り
、
日
本
政
府

は
当
初
か
ら
在
外
財
産
の
没
収
を
賠
償
と
し
て
覚
悟
し
て
い
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
中
間
賠
償
取
立
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
少
な
く

と
も
ア
メ
リ
カ
か
ら
課
さ
れ
る
賠
償
義
務
か
ら
の
「
解
放
」
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
六
月
に
は
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
。
同
年
一
一
月
、

ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
「
対
日
講
和
七
原
則
」
を
公
表
し
、
対
日
賠
償
は
連
合
国
内
の
日
本
財
産
の
み
に
限
定
し
請
求
権
を
原
則
放
棄
す
る

「
寛
大
な
講
和
」
路
線
を
宣
言
し
）
（（
（

た
。
た
だ
、
実
質
的
な
無
賠
償
講
和
に
反
対
す
る
東
南
ア
ジ
ア
諸
）
（（
（

国
の
強
硬
な
態
度
を
受
け
て
、
一
九
五

〇
年
四
月
か
ら
国
務
省
顧
問
と
し
て
対
日
講
和
を
主
導
し
た
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
ダ
レ
ス
は
、
無
賠
償
原
則
を
緩
和
し
役
務
提
供
に
よ
る
賠
償
支
払

い
を
認
め
）
（（
（

た
。
一
九
五
一
年
九
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
一
四
条
が
、
役
務
賠
償
の
た
め
の
対
日
交
渉
と
、
在
外
日
本
財
産
の

没
収
と
処
分
を
除
き
、
連
合
国
の
対
日
請
求
権
の
放
棄
を
定
め
た
こ
と
は
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

在
外
財
産
を
例
外
と
し
た
無
賠
償
原
則
を
歓
迎
し
た
日
本
で
あ
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
政
府
が
在
外
財
産
に
よ
る
賠
償
に
つ
い
て
最
初
か

ら
全
て
を
受
け
入
れ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
政
府
の
初
期
在
外
財
産
問
題
研
究
に
つ
い
て
は
既
に
浅
野
が
整
理
し
て

い
）
（（
（
る
が
、
法
秩
序
、
法
制
度
に
着
目
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
整
理
し
て
お
き
た
）
（（
（
い
。

ま
ず
、
日
本
外
務
省
は
在
外
財
産
の
「
法
律
的
処
理
」
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
例
に
照
ら
し
講
和
条
約
締
結
を
も
っ
て
完
了
す
る
と
見

て
お
り
、
講
和
会
議
ま
で
対
案
の
研
究
、
連
合
国
側
へ
の
「
合
理
的
解
決
」
の
要
請
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
研
究
、
要
請
の
内
容
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を
確
認
し
よ
う
。

（
（
）
旧
領
土
（
樺
太
、
北
千
島
、
朝
鮮
、
台
湾
等
）
居
住
の
日
本
人
は
、「
平
和
的
な
る
移
住
民
」
で
あ
り
「
そ
の
財
産
も
合
法
的
に
取

得
さ
れ
」「
開
発
に
貢
献
せ
る
所
す
く
な
が
ら
ず
」、
他
の
占
領
地
域
の
日
本
人
財
産
と
同
様
に
賠
償
に
充
当
す
る
の
は
公
正
で
は
な
い
。

「
割
譲
地
」
の
イ
タ
リ
ア
国
民
の
財
産
等
を
尊
重
し
た
今
回
の
対
イ
タ
リ
ア
講
和
条
約
を
見
て
も
、
旧
領
土
の
日
本
人
私
有
財
産
は
イ

タ
リ
ア
同
様
尊
重
さ
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
返
還
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
（
）
満
州
、
中
国
、
南
方
占
領
地
区
に
お
け
る
日
本
人
財
産
は
「
膨
張
政
策
的
資
産
」
と
し
て
非
難
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
内
に
も

太
平
洋
戦
争
以
前
、
満
州
事
変
以
前
の
「
平
和
的
商
業
的
進
出
の
正
当
な
る
成
果
」、「
全
く
平
和
的
移
住
民
の
労
苦
の
結
晶
」
と
し
て

の
私
有
財
産
が
含
ま
れ
る
。「
非
軍
事
化
の
建
前
」
か
ら
見
て
も
必
要
以
上
の
負
担
を
私
有
財
産
に
及
ぼ
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
、
満

州
に
つ
い
て
は
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
以
前
、
中
国
に
つ
い
て
は
同
期
、
あ
る
い
は
一
九
三
七
年
七
月
七
日
以
前
、
南
方
占
領
地
区

に
つ
い
て
は
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
以
前
の
居
住
者
の
私
有
財
産
は
賠
償
か
ら
除
外
す
る
か
、「
清
算
代
金
」
を
返
還
す
べ
き
で
あ

る
。

（
（
）
そ
の
他
の
連
合
国
地
域
に
関
し
て
も
「
平
和
的
移
民
」
の
私
有
財
産
は
「
国
際
慣
習
」
に
照
ら
し
没
収
す
べ
き
で
な
い
。
中
立
国

所
在
財
産
は
法
理
論
的
に
も
連
合
国
が
処
分
す
べ
き
で
な
い
。

（
（
）
国
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
や
対
イ
タ
リ
ア
講
和
条
約
で
の
例
に
則
り
、
外
交
機
関
、
宗
教
的
、
慈
善
事
業
的

財
産
は
賠
償
か
ら
除
外
さ
れ
た
い
。

（
（
）
財
産
の
評
価
方
法
と
し
て
、
終
戦
時
の
「
市
場
時
価
主
義
」
と
、
連
合
国
が
採
用
す
る
で
あ
ろ
う
帳
簿
価
格
・
取
得
価
格
等
の
二

つ
が
考
え
ら
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
、
日
本
は
「
一
方
的
に
非
常
に
不
利
な
る
評
価
を
押
し
着
け
ら
る
る
結
果
」
と
な
る
の
で
「
市
場

時
価
主
義
」
に
拠
り
た
い
。
ま
た
企
業
財
産
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
構
成
財
産
の
個
別
的
評
価
と
、
歴
史
的
経
済
的
基
礎
、
人
的
要
素
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と
い
っ
た
運
営
状
態
を
考
慮
し
た
総
合
的
評
価
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
前
者
の
場
合
は
極
端
に
は
「
ス
ク
ラ
ッ
プ
的
価
値
」
の
み
残
る

た
め
、
総
合
的
評
価
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。

（
（
）
在
外
財
産
の
評
価
は
財
産
所
在
地
の
当
時
通
貨
（
軍
票
、
連
銀
券
、
儲
備
券
等
）
を
お
そ
ら
く
米
ド
ル
に
統
一
換
算
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
複
雑
か
つ
不
安
定
な
通
貨
の
正
確
な
換
算
率
算
出
の
た
め
に
「
正
確
有
利
」
な
る
資
料
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
円

ド
ル
は
終
戦
時
の
暫
定
換
算
率
で
あ
る
一
ド
ル
一
五
円
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
（
）
ソ
連
軍
に
よ
っ
て
撤
去
さ
れ
た
在
満
州
、
在
朝
鮮
財
）
（（
（

産
は
戦
利
品
で
な
く
賠
償
と
し
て
扱
う
よ
う
英
米
等
に
懇
請
す
る
。
各
地
で

現
地
軍
、
住
民
に
よ
っ
て
破
壊
、
盗
奪
さ
れ
た
財
産
の
処
理
は
日
本
の
負
担
で
行
う
べ
き
で
な
く
、
救
済
措
置
を
要
請
す
る
必
要
が
あ

る
。

（
（
）
在
外
財
産
が
賠
償
す
る
対
象
は
被
賠
償
国
、
国
民
の
損
害
、
私
的
債
権
そ
の
他
の
請
求
権
、
ほ
か
一
切
の
現
地
関
係
請
求
権
を
網

羅
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
「
戦
争
終
結
ま
で
の
一
切
の
請
求
権
を
打
切
る
べ
き
こ
と
と
す
る
」。
終
戦
後
の
引
揚
に
至
る
ま

で
の
日
本
人
管
理
費
用
、
輸
送
等
の
経
費
に
つ
い
て
も
請
求
権
を
残
さ
な
い
。

（
（
）
在
外
政
府
機
関
、
在
外
会
社
が
日
本
国
内
に
有
す
る
財
産
は
賠
償
に
含
ま
れ
な
い
。

（
（1
）
現
実
問
題
と
し
て
日
本
の
経
済
力
は
没
収
さ
れ
た
在
外
財
産
の
国
内
補
償
を
行
う
余
力
が
な
い
。
対
イ
タ
リ
ア
講
和
条
約
は
イ
タ

リ
ア
政
府
に
補
償
義
務
を
与
え
て
い
る
が
、
日
本
に
つ
い
て
は
「
日
本
政
府
の
裁
量
の
余
地
あ
る
含
を
有
す
る
形
式
」
を
要
請
す
べ
き

で
あ
る
。
た
だ
、
個
人
財
産
に
対
し
て
は
あ
る
程
度
の
救
済
手
段
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

（
（（
）
正
式
に
接
収
さ
れ
た
日
本
財
産
に
は
確
認
書
を
交
付
す
る
こ
と
、
特
に
日
本
人
引
揚
後
の
遺
留
財
産
に
つ
い
て
は
権
利
関
係
が
湮

滅
し
な
い
よ
う
管
理
す
る
こ
と
を
連
合
国
に
要
望
す
る
。

　
総
じ
て
言
え
ば
、
日
本
政
府
は
在
外
財
産
の
「
平
和
的
」
性
質
を
根
拠
に
、
特
に
私
有
財
産
の
対
象
除
外
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
た
だ
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し
、
除
外
さ
れ
る
在
外
財
産
が
多
く
な
っ
た
結
果
、
没
収
総
額
が
低
く
な
り
す
ぎ
て
は
困
る
（
他
手
段
で
の
賠
償
を
求
め
ら
れ
る
た
め
）。

そ
の
た
め
、
企
業
財
産
は
数
字
で
表
れ
る
部
分
以
外
も
含
め
総
合
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、「
正
確
有
利
」
な
諸
通
貨
の
換
算
率
算
出
の

た
め
、
資
料
は
日
本
側
で
準
備
し
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
重
要
な
の
は
、
在
外
財
産
に
よ
る
賠
償

を
も
っ
て
あ
ら
ゆ
る
請
求
権
を
打
切
る
と
い
う
方
針
で
あ
る
。

た
だ
し
、
日
本
政
府
は
こ
う
し
た
要
望
が
連
合
国
に
容
認
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
し
て
い
な
い
。
実
際
は
在
外
財
産
の
ほ
と
ん
ど
が
没
収
さ

れ
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
見
通
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
準
備
で
き
る
こ
と
は
準
備
し
、
主
張
す
べ
き
は
主
張
し
、
充
分
事
態
を
明
確
化
し
、

「
合
理
的
解
決
」
を
目
指
す
こ
と
を
方
針
と
し
）
（（
（

た
。
そ
の
準
備
、
主
張
、
事
態
の
明
確
化
の
機
会
と
な
っ
た
の
が
、
在
外
財
産
調
査
会
に
よ

る
数
字
の
算
出
で
あ
り
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
、
大
蔵
省
、
外
務
省
、
日
本
銀
行
の
合
同
委
員
会
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
示
に
よ
り
行
わ
れ

た
在
外
財
産
の
調
査
に
つ
い
て
、
在
外
財
産
等
報
告
書
の
収
集
事
業
、
在
外
財
産
調
査
会
の
活
動
、
日
本
と
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
合
同
委
員
会
の
議
論

を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。

（
（
）　「
解
説
」
外
務
省
特
別
資
料
課
編
『
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書
集
』
第
五
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
〇
。

（
（
）　
た
だ
し
、
後
述
す
る
大
蔵
省
の
在
外
財
産
調
査
で
は
負
債
の
報
告
も
指
示
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　
前
掲
、
原
、
一
五
一
〜
一
五
七
頁
。

（
（
）　
同
前
、
一
六
〇
〜
一
七
一
頁
。

（
（
）　
三
和
良
一
「
対
日
占
領
政
策
の
推
移
」
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
―
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
―
』
第
二
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一

八
頁
。

（
（
）　
Ｃ
Ａ
Ｃ
二
二
二
最
終
案
。
前
掲
、
原
、
一
七
一
〜
一
七
七
頁
。

（
（
）　
同
前
、
一
七
八
〜
一
七
九
頁
。
第
二
に
在
外
財
産
（
政
府
、
財
閥
企
業
、
半
官
的
企
業
）
の
没
収
、
第
三
に
日
本
陸
海
軍
施
設
所
蔵
民
需
品
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の
被
害
国
へ
の
引
渡
し
、
第
四
に
医
薬
品
、
繊
維
品
、
靴
、
セ
メ
ン
ト
等
の
生
産
物
賠
償
（
短
期
）。

（
（
）　
同
前
、
一
七
七
〜
一
七
八
頁
。

（
（
）　「
対
日
経
済
政
策
案
」、
同
前
、
一
七
九
頁
。

（
（1
）　
同
前
、
一
八
二
頁
。

（
（（
）　
同
前
、
一
九
九
頁
。

（
（（
）　
外
務
省
特
別
資
料
部
編
『
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書
集
』
第
一
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
九
、
一
〇
五
〜
一
〇
八
頁
。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
九
月
三
〇
日
「『
降
伏
後
に
於
け
る
米
国
初
期
の
対
日
方
針
』
説
明
」、
前
掲
『
占
領
下
の
対
日
賠
償
関
係
　
調
書
集
　
第
一

巻
』R

ef.B
（（1（1（（（（11

。

（
（（
）　
同
前
。

（
（（
）　「
本
年
十
二
月
初
旬
迄
に
実
施
す
べ
き
重
要
施
策
及
調
査
事
項
（
昭
和
二
〇
年
九
月
二
八
日
大
蔵
省
）」、
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
資
料
・
金

融
緊
急
措
置
：
終
戦
直
後
に
お
け
る
「
経
済
危
機
緊
急
対
策
」』
霞
出
版
社
、
一
九
八
七
、
一
五
六
頁
。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
一
月
一
日
「
日
本
占
領
及
び
管
理
の
た
め
の
連
合
国
最
高
司
令
官
に
対
す
る
降
伏
後
に
お
け
る
初
期
の
基
本
的
指
令
」
前
掲
、

外
務
省
特
別
資
料
部
編
、
第
一
巻
、
一
五
〇
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
原
、
二
〇
九
頁
。

（
（（
）　Foreign�R

elations�of�the�U
nited�States�

（FR
U

S
）,�（（（（,�vol.�V

I,�pp.�（（（-（（（.

（
（（
）　Ibid.

（
（1
）　
前
掲
、
太
田
、
三
九
頁
。FR

U
S,�（（（（,�V

ol.�V
I,�pp.�（1（1-（1（（.

（
（（
）　Ibid.,�pp.�（11（-1（.

（
（（
）　
前
掲
、
原
、
二
一
三
〜
二
一
四
頁
。

（
（（
）　Pauley,�M

axw
ell,�Johnson,�Sutter,�D

ay,�M
cG

urk,�R
ose.

（
（（
）　
外
務
省
編
『
初
期
対
日
占
領
政
策
（
上
）
―
朝
海
浩
一
郎
報
告
書
―
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
、
六
八
頁
。
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（
（（
）　「
収
復
区
敵
偽
産
業
処
理
弁
法
」、
前
掲
、
柴
田
、
五
〇
五
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
高
石
、
一
八
一
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
北
岡
、
四
一
一
頁
、
前
掲
、
波
多
野
、
一
二
頁
。
北
岡
、
波
多
野
は
ポ
ー
レ
ー
の
満
州
視
察
＝
日
本
資
産
の
調
査
を
そ
の
具
体
例
と

し
て
い
る
が
、
視
察
は
ソ
連
軍
に
よ
る
満
洲
地
域
で
の
設
備
撤
去
の
実
態
調
査
を
内
容
と
し
て
お
り
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
へ
の
報
告
は
ソ
連
軍
が

設
備
を
撤
去
し
た
地
域
へ
の
日
本
か
ら
の
施
設
移
転
の
必
要
性
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
、
原
、
二
四
八
〜
二
五
〇
頁
）。

（
（（
）　
朝
海
は
の
ち
に
「
日
本
よ
り
の
設
備
搬
出
に
最
も
興
味
を
有
し
て
居
る
の
は
中
国
、
比
律
賓
で
あ
り
ま
し
て
、
米
国
は
興
味
を
有
し
て
居
ら

ぬ
こ
と
を
賠
償
委
員
会
〔
引
用
者
注
―
ポ
ー
レ
ー
使
節
団
を
指
す
〕
の
責
任
者
が
明
言
し
て
居
り
、
米
国
の
関
心
を
有
す
る
は
日
本
の
在
外
財

産
に
あ
り
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
一
九
四
六
年
二
月
一
八
日
の
講
演
原
稿
で
述
べ
て
い
る
が
（
前
掲
、
外
務
省
編
、
一
二
五
頁
）、

こ
れ
は
在
外
財
産
没
収
に
よ
る
直
接
的
な
収
得
物
を
念
頭
に
置
い
た
話
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　
前
掲
、
原
、
四
三
二
〜
四
三
三
頁
。

（
（1
）　
細
谷
千
博
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
へ
の
道
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
、
五
頁
。

（
（（
）　
チ
ェ
シ
ル
ダ
イ
ン
報
告
（「
対
日
軍
政
及
民
政
活
動
上
の
政
策
次
項
に
関
す
る
報
告
」、
一
九
四
七
年
二
月
一
七
日
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
宛
提
出
）、

前
掲
、
原
、
三
六
一
〜
三
六
五
頁
。

（
（（
）　
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
に
対
す
る
司
令
部
コ
メ
ン
ト
（
一
九
四
七
年
五
月
八
日
）、
ロ
イ
ヤ
ル
陸
軍
長
官
発
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
宛
電
信
（
一
九
四

七
年
六
月
二
〇
日
）、
同
前
、
四
〇
九
〜
四
一
〇
、
四
一
五
〜
四
一
六
頁
。

（
（（
）　
一
九
四
七
年
四
月
二
六
日
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
、
同
前
、
四
〇
八
頁
。
な
お
、
中
間
賠
償
緩
和
を
提
案
し
た
ス
ト
ラ
イ
ク
調
査
団
も
在
外
財

産
の
数
字
を
気
に
し
て
い
た
と
い
う
。M

eeting�on�（�O
ct.�（（（（,�a�rem

ark�by�M
cG

rath,�O
verseas�A

ssets�Investigation�C
ouncil,�

V
erbatim

�R
eports�N

o.�I,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
ffice�of�C

ivil�Property�C
ustodian,�R

G
（（（,�box�（（（（,�folder�（（

（
国
立
国
会

図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
、C

PC
1（（（（

）。

（
（（
）　FR

U
S,�（（（（,�vol.�V

I,�p.�（（1.�

ド
レ
イ
パ
ー
も
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
書
に
基
づ
き
賠
償
の
大
幅
緩
和
を
求
め
る
立
場
で
あ
っ
た
し
（
五

十
嵐
武
士
『
戦
後
日
米
関
係
の
形
成
：
講
和
・
安
保
と
冷
戦
後
の
視
点
に
立
っ
て
』
講
談
社
、
一
九
九
五
、
八
一
頁
）、
周
知
の
通
り
、
ケ
ナ
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ン
は
冷
戦
政
策
と
し
て
対
日
政
策
に
介
入
し
経
済
復
興
を
そ
の
軸
に
位
置
づ
け
て
い
た
。
五
百
旗
頭
真
『
日
米
戦
争
と
戦
後
日
本
』
講
談
社
、

二
〇
〇
五
（
原
著
は
一
九
八
九
）、
一
九
四
、
二
四
二
〜
二
四
四
頁
、
前
掲
、
細
谷
、
四
二
頁
。

（
（（
）　
経
済
復
興
を
重
視
す
る
陸
軍
省
に
対
し
、
国
務
省
極
東
局
は
日
本
の
経
済
復
興
の
た
め
に
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
の
視
点

か
ら
極
東
委
員
会
の
決
定
を
無
視
で
き
な
い
と
の
立
場
に
立
っ
た
。
前
掲
、
五
十
嵐
、
八
三
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
原
、
四
一
九
〜
四
二
二
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
五
十
嵐
、
八
四
頁
。

（
（（
）　「
中
間
賠
償
撤
去
中
止
に
関
す
る
極
東
委
員
会
米
国
代
表
マ
ッ
コ
イ
少
将
声
明
」
外
務
省
特
別
資
料
課
編
『
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書

集
』
第
三
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
九
、
二
九
八
頁
。

（
（（
）　
一
九
四
七
年
七
月
五
日
「
在
外
資
産
の
賠
償
処
理
に
関
す
る
件
」（
外
務
省
調
査
課
）、
前
掲
『
占
領
下
の
対
日
賠
償
関
係
　
調
書
集
　
第
一

巻
』R

ef.B
（（1（1（（（（11

。
な
お
こ
の
資
料
が
作
成
さ
れ
た
一
九
四
七
年
七
月
の
時
点
で
、
日
本
外
務
省
は
在
外
財
産
処
理
の
目
的
は

（
一
）
戦
争
に
よ
る
連
合
国
側
の
損
失
、
災
害
の
補
償
、（
二
）
日
本
の
侵
略
政
策
の
在
外
拠
点
と
し
て
の
経
済
勢
力
、
資
産
の
一
掃
、
財
閥
勢

力
へ
の
打
撃
、（
三
）
日
本
の
戦
力
の
永
久
的
除
去
、（
四
）
軍
国
主
義
的
侵
略
に
よ
る
物
質
的
精
神
的
膺
懲
、
に
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

（
（1
）　
前
掲
、
太
田
、
六
六
〜
六
七
頁
。

（
（（
）　「
賠
償
と
日
本
経
済
に
つ
い
て
」（
賠
償
庁
罫
紙
）、
前
掲
『
占
領
下
の
対
日
賠
償
関
係
　
調
書
集
　
第
一
巻
』R

ef.B
（（1（1（（（（11

。

（
（（
）　
前
掲
、
細
谷
、
一
一
三
〜
一
一
四
頁
。

（
（（
）　
特
に
強
く
抵
抗
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
つ
い
て
国
内
政
治
も
踏
ま
え
た
論
考
と
し
て
ロ
ジ
ャ
ー
・
デ
ィ
ン
グ
マ
ン
「
対
日
講
和
と
小
国
の
立
場

―
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
」
前
掲
、
渡
辺
・
宮
里
編
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
賠
償
条
項
で
の
譲
歩
の
代
償
と
し
て
米
比
相
互
防

衛
条
約
を
結
ん
だ
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
賠
償
交
渉
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
吉
川
洋
子
『
日
比
賠
償
外
交
交
渉
の
研
究
：
一
九
四
九
―
一
九
五

六
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
一
。

（
（（
）　
前
掲
、
デ
ィ
ン
グ
マ
ン
、
二
六
三
頁
。
イ
ギ
リ
ス
の
賠
償
・
請
求
権
へ
の
態
度
に
つ
い
て
は
前
掲
、
細
谷
お
よ
び
木
畑
洋
一
「
対
日
講
和
と

イ
ギ
リ
ス
の
ア
ジ
ア
政
策
」
前
掲
、
渡
辺
・
宮
里
編
。
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
菊
地
努
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
対
日
講
和
外
交
」
同
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前
。

（
（（
）　
前
掲
、
浅
野
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
』、
六
〇
七
〜
六
一
一
頁
。

（
（（
）　
以
下
、
前
掲
、「
在
外
資
産
の
賠
償
処
理
に
関
す
る
件
」。

（
（（
）　
ポ
ー
レ
ー
の
調
査
で
は
、
在
朝
鮮
日
本
人
財
産
は
ソ
連
軍
に
よ
っ
て
撤
去
は
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
、
原
、
二
四
八
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、「
在
外
資
産
の
賠
償
処
理
に
関
す
る
件
」。

二
　
在
外
財
産
調
査
と
そ
の
困
難

1　

在
外
財
産
等
報
告
書
の
収
集

前
述
の
通
り
戦
時
中
か
ら
在
外
財
産
の
没
収
は
対
日
賠
償
の
核
で
あ
っ
た
た
め
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
終
戦
後
す
ぐ
に
そ
の
調
査
を
開
始
す
る
。
一

九
四
五
年
九
月
二
二
日
、
連
合
軍
最
高
司
令
官
は
日
本
政
府
に
対
し
、
金
、
銀
、
有
価
証
券
お
よ
び
金
融
証
書
の
輸
出
入
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る

金
融
取
引
を
阻
止
ま
た
は
禁
止
す
る
た
め
の
措
置
を
採
る
よ
う
指
令
し
た
（SC

A
PIN

-（（,�（

）
（
（（

）。
こ
れ
に
よ
り
日
本
政
府
、
法
人
、
個
人

の
資
産
は
固
定
さ
れ
、
一
〇
月
六
日
に
は
外
国
為
替
資
産
の
分
離
、
保
管
、
総
司
令
部
へ
の
報
告
が
指
令
さ
れ
る
（SC

A
PIN

-（

）
（
（（

）。
こ
れ

を
受
け
て
日
本
政
府
は
、
外
国
為
替
資
産
の
報
告
収
集
の
た
め
に
一
一
月
八
日
大
蔵
省
令
第
九
五
号
「
在
外
財
産
等
報
告
に
関
す
る
大
蔵
省

令
」
を
公
布
、
即
日
実
施
し
）
（
（
た
。「
外
国
為
替
資
産
」、「
在
外
財
産
」
を
定
義
す
る
基
本
史
料
の
た
め
、
全
文
を
示
し
て
お
こ
う
。

第
一
条

本
令
に
於
て
外
国
為
替
資
産
と
は
本
邦
若
は
外
国
の
金
貨
若
は
銀
貨
（
日
本
政
府
発
行
の
額
面
五
〇
銭
以
下
の
銀
貨
幣
を
除
く
）、
金
、
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銀
若
は
白
金
の
地
金
若
は
合
金
又
は
在
外
財
産
を
謂
ふ

第
二
条

本
令
に
於
て
在
外
財
産
と
は
左
に
掲
げ
る
も
の
を
謂
ふ

一
、
外
国
に
在
る
一
切
の
財
産

二
、
外
国
居
住
者
の
負
担
と
な
る
一
切
の
債
権
、
請
求
権
、
銀
行
預
金
其
の
他
の
預
金
又
は
信
用
取
引

三
、
外
国
に
在
る
事
業
、
営
業
又
は
此
等
の
も
の
に
対
す
る
出
資

四�

、
一
切
の
外
国
居
住
者
に
依
り
発
行
せ
ら
れ
又
は
其
の
者
の
債
務
と
な
る
べ
き
一
切
の
有
価
証
券
、
小
切
手
、
諸
手
形
、
受
領
証
、

保
険
証
券
其
の
他
所
有
権
又
は
債
務
を
証
す
る
証
書

五
、
一
切
の
外
国
の
著
作
権
、
特
許
権
、
商
標
権
及
此
等
の
も
の
に
関
す
る
一
切
の
契
約
書
又
は
許
可
書

六�

、
日
本
銀
行
券
、
貨
幣
（
金
貨
を
除
く
）、
政
府
の
発
行
す
る
小
額
紙
幣
、
臨
時
補
助
通
貨
及
Ｂ
号
円
表
示
補
助
通
貨
以
外
の
一
切
の

通
貨

七
、
其
の
他
前
各
号
に
準
ず
る
も
の

第
三
条

本
令
に
於
て
所
有
権
証
書
と
は
証
券
、
土
地
権
利
証
、
抵
当
証
券
、
銀
行
預
金
通
帳
若
は
証
書
、
受
領
証
、
小
切
手
、
送
金
手
形
、
約

束
手
形
、
為
替
手
形
、
債
務
証
書
、
著
作
権
、
商
標
権
、
特
許
権
又
は
此
等
に
準
ず
る
も
の
を
謂
ふ

第
四
条

外
国
為
替
資
産
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
を
所
有
し
、
支
配
し
又
は
保
管
す
る
者
は
本
令
附
属
報
告
書
式
に
拠
り
報
告
書
を
作
成
し

左
の
各
号
期
日
迄
に
大
蔵
大
臣
に
提
出
す
べ
し
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一�

、
外
国
為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
の
全
部
又
は
一
部
を
直
接
又
は
間
接
に
所
有
し
又
は
支
配
す
る
銀
行
、
信
託
会
社
、

保
険
会
社
、
有
価
証
券
業
者
又
は
其
の
他
の
金
融
機
関
に
在
り
て
は
本
令
施
行
の
日
よ
り
三
十
日
以
内

二�
、
外
国
為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
の
全
部
又
は
一
部
を
直
接
又
は
間
接
に
所
有
し
又
は
支
配
す
る
組
合
、
法
人
、
協

会
又
は
事
業
団
体
に
在
り
て
は
本
令
施
行
の
日
よ
り
四
十
日
以
内

三�

、
外
国
為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
の
全
部
又
は
一
部
を
直
接
又
は
間
接
に
所
有
し
又
は
支
配
す
る
者
に
し
て
前
二
号

に
該
当
せ
ざ
る
も
の
に
在
り
て
は
本
令
施
行
の
日
よ
り
五
十
日
以
内

四�

、
外
国
為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
を
占
有
し
又
は
保
管
す
る
者
に
在
り
て
は
前
各
号
に
依
り
報
告
せ
ら
れ
ざ
る
外
国

為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
に
付
本
令
施
行
の
日
よ
り
六
〇
日
以
内

第
五
条

本
令
施
行
後
本
邦
に
居
住
す
る
に
至
り
た
る
者
に
し
て
外
国
為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
の
全
部
又
は
一
部
を
直
接
又
は

間
接
に
所
有
し
、
支
配
し
又
は
保
管
す
る
も
の
は
居
住
の
日
よ
り
起
算
し
三
〇
日
以
内
に
本
令
附
属
報
告
書
式
に
拠
り
報
告
書
を
作
成

し
大
蔵
大
臣
に
提
出
す
べ
し
　
但
し
前
条
各
号
に
依
り
報
告
し
た
る
も
の
に
付
て
は
此
の
限
に
在
ら
ず

第
六
条

大
蔵
大
臣
は
必
要
あ
り
と
認
む
る
と
き
は
本
令
に
定
む
る
報
告
を
免
除
し
又
は
記
載
方
の
一
部
を
省
略
せ
し
む
る
こ
と
を
得

附
則本

令
は
公
布
の
日
よ
り
之
を
施
行
す

第
一
条
で
は
、
第
四
条
以
下
で
報
告
す
べ
き
と
規
定
す
る
「
外
国
為
替
資
産
」
の
内
容
と
し
て
、
金
貨
、
銀
貨
、
地
金
、
合
金
、「
在
外
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財
産
」
を
挙
げ
る
。「
在
外
財
産
」
に
は
、
第
二
条
、
第
三
条
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
通
り
有
体
財
産
（
動
産
、
不
動
産
）
も
無
体
財
産
（
債

権
、
著
作
権
等
）
も
含
ま
れ
、
か
な
り
広
範
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
在
外
財
産
の
所
有
状
況
に
つ
い
て
、
銀
行
な
ど
金
融
機
関

は
三
十
日
以
内
、
法
人
は
四
十
日
以
内
、
そ
れ
以
外
（
個
人
含
む
）
は
五
十
日
以
内
に
報
告
書
を
大
蔵
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
（
第
四
条
）、

施
行
日
の
一
一
月
八
日
以
後
に
日
本
国
内
に
居
を
移
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
居
住
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
報
告
書
を
大
蔵
大
臣
に
提
出
す
る

こ
と
（
第
五
条
）
が
定
め
ら
れ
た
。
政
府
に
株
主
名
簿
を
提
出
し
た
一
部
企
業
の
株
主
に
つ
い
て
は
報
告
が
免
除
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
第
六

条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

「
在
外
財
産
等
報
告
書
作
成
要
領
」
で
は
、
報
告
書
は
一
一
月
八
日
を
現
在
日
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
、
難
し
い
場
合
は
「
判
明
す
る
最

近
の
日
」
に
依
っ
て
作
成
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
が
、
ど
の
時
点
で
の
財
産
評
価
を
採
用
す
る
か
は
、
収
集
の
際
も
、
集
計
の
際
も
問
題

と
な
っ
た
。
ま
た
同
要
領
は
、「
外
国
」
と
は
「
本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
及
其
の
附
属
島
嶼
以
外
の
地
域
」
を
意
味
す
る
こ
と
、
報

告
書
は
英
文
七
通
、
和
文
三
通
を
作
成
す
る
こ
と
、
用
紙
は
縦
三
六
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
五
七
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
等
が
指
示
さ
れ

た
。
報
告
書
の
具
体
的
な
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
第
1
表
に
示
し
た
。

こ
う
し
て
各
法
人
、
個
人
か
ら
報
告
書
を
収
集
す
る
こ
と
で
在
外
財
産
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
大
蔵
省
で
あ
っ
た
が
、
終
戦
直
後
に
始
ま

っ
た
こ
の
事
業
は
様
々
な
困
難
を
抱
え
た
。
以
下
、
日
本
銀
行
に
残
さ
れ
た
諸
史
料
か
ら
実
態
の
一
端
を
示
し
て
み
た
）
（
（

い
。

報
告
書
を
収
集
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
報
告
書
の
作
成
と
提
出
の
必
要
に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
蔵
省
令
第
九
五
号
公

布
の
直
後
か
ら
、
大
蔵
省
と
日
本
銀
行
は
全
国
各
地
で
日
本
銀
行
支
店
事
務
担
当
者
お
よ
び
一
般
市
民
に
向
け
た
説
明
会
を
開
催
し
）
（
（
た
。
日

本
銀
行
の
支
店
員
へ
の
説
明
会
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
日
本
銀
行
本
支
店
が
報
告
書
の
提
出
先
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ま
た
報
告

書
に
関
す
る
不
明
点
に
つ
い
て
は
大
蔵
省
外
資
局
管
理
課
ま
た
は
最
寄
り
の
日
本
銀
行
本
支
店
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め

で
あ
）
（
（

る
。
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省
令
公
布
直
後
、
一
一
月
一
五
日
に
は
仙
台
（
参
加
支
店
：

福
島
、
前
橋
、
新
潟
、
秋
田
）、
大
阪
（
参
加
支
店
：
金
沢
、

京
都
、
神
戸
、
岡
山
、
松
江
）、
広
島
（
参
加
支
店
：
不
明
）

で
、
同
一
六
日
に
も
大
阪
（
参
加
支
店
：
高
松
、
高
知
、
松

山
）、
同
一
七
日
に
は
名
古
屋
（
参
加
支
店
：
静
岡
、
甲
府
、

松
本
）
お
よ
び
福
岡
（
参
加
支
店
：
門
司
、
熊
本
、
鹿
児
島
）、

一
九
日
に
は
札
幌
（
参
加
支
店
：
函
館
、
小
樽
）
で
説
明
会
が

開
か
れ
た
。
い
ず
れ
も
大
蔵
本
省
と
日
本
銀
行
本
店
か
ら
の
出

張
者
が
解
説
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
阪
・
名
古
屋
出
張
の

例
を
見
る
と
、
大
蔵
省
外
資
局
か
ら
「
渡
辺
管
理
課
長
」、
日

本
銀
行
本
店
か
ら
「
織
田
総
務
課
長
」
と
「
大
江
書
記
」
が
出

張
し
、
一
一
月
一
五
日
の
午
前
中
に
は
、
日
本
銀
行
大
阪
支
店

で
各
支
店
事
務
担
当
者
へ
二
時
間
に
わ
た
っ
て
在
外
財
産
等
報

告
書
に
関
す
る
解
説
を
行
い
、
午
後
に
は
大
阪
商
工
会
議
所
で

一
般
市
民
に
対
す
る
説
明
会
を
行
っ
て
い
る
。
翌
一
六
日
に
は

在
華
日
本
紡
績
連
合
会
に
行
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
在
外
財
産
に
つ
い
て
何
か
し
ら
の
説
明
を
行
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
一
行
は
一
七

日
午
前
に
は
日
本
銀
行
名
古
屋
支
店
で
大
阪
同
様
、
各
支
店
事
務
担
当
者
へ
の
解
説
会
を
開
き
、
午
後
に
は
名
古
屋
商
工
会
議
所
に
お
い
て

一
般
市
民
へ
の
説
明
会
を
開
い
た
。
市
民
へ
の
説
明
会
は
大
阪
、
名
古
屋
と
も
に
「
極
め
て
盛
会
」
で
あ
り
、
名
古
屋
に
は
「
遠
く
岐
阜
県

第 1表　在外財産等報告書様式

第⼀号表 報告者氏名・商号等
第⼆号表 在外財産等報告総括表
第三号表 外国為替資産細目報告表

第⼀ ⾦銀貨幣
第⼆ ⾦，銀，⽩⾦の地⾦・合⾦
第三 不動産（⼟地，建物，⼯場等）
第四 動産（原料品，半製品，製品等）
第五 銀⾏預⾦，その他の預け⾦
第六 外国居住者の負担となる勘定，受取⼿形，その他の貸⾦
第七 在外事業の株式，組合出資，その他の出資
第八 各表に記載せざる債券，抵当証券，社債，その他の投資証書
第九 各表に記載せざる⽀払証書（⼩切⼿等）
第十 無体財産権（著作権等）
第十⼀ 外国通貨（銀⾏券，政府紙幣）
第十⼆ 外国政府または地方公共団体の発⾏する債券，その他の債務証書
第十三 外国居住者の負担となるべき保険証券，年⾦
第十四 ⽀店，子会社（本邦所在企業の出資に係る外国所在⽀店等）
第十五 借地権または財産の使用もしくは占有に関する類似の権利
第十六 本邦外に所在しまたは本邦外に於て効⼒ある財産にして本邦内に居

住する者が全部または⼀部を直接または間接に所有しまたは⽀配す
る，各表に記載せざるもの

第四号表 負債（本邦内居住者が外国居住者に対し負担すべき⼀切の負債）

出典）　『在外財産調査会関係資料目録』平 （（ ⼤蔵 1（（（（（11（国立公⽂書館所蔵）
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の
郡
部
」
か
ら
来
訪
し
た
者
も
い
た
と
い
う
。
日
本
銀
行
担
当
者
も
「
本
説
明
会
は
本
法
令
の
趣
旨
を
周
知
せ
し
む
る
に
大
い
に
効
果
が
あ

っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
報
告
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
必
ず
し
も
功
を
奏
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
一
月
中
に
大
蔵
省
は
「
之
〔
大
蔵
省
令
第
九
五
号
〕
が
周

知
徹
底
に
関
し
て
は
未
だ
至
ら
ざ
る
憾
あ
る
」
と
し
て
各
金
融
機
関
の
窓
口
に
省
令
を
掲
示
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
周
知
徹
底
を
図
る
よ
う

日
本
銀
行
に
要
請
し
て
い
）
（
（
る
。
ま
た
、
戦
前
大
陸
へ
の
移
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
福
岡
や
熊
本
で
は
、
金
融
機
関
店
頭
で
の
掲
示
の
ほ
か
、
新

聞
、
ラ
ジ
オ
に
よ
る
告
知
、
地
方
事
務
所
や
農
業
会
、
隣
組
と
い
っ
た
戦
時
統
制
を
支
え
た
組
織
を
利
用
し
な
が
ら
の
情
報
共
有
、
引
揚
港

で
の
周
知
、
引
揚
者
関
係
機
関
と
の
協
力
な
ど
に
よ
っ
て
周
知
徹
底
が
図
ら
れ
）
（
（

た
。
一
二
月
二
〇
日
の
時
点
で
日
本
銀
行
福
岡
支
店
に
は
二

六
四
五
件
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
）
（
（
る
が
、
一
九
六
四
年
に
引
揚
者
団
体
全
国
連
合
会
が
調
査
し
た
際
の
福
岡
県
で
の
調
査
票
提
出
数
の

十
分
の
）
（1
（

一
で
あ
る
。
こ
れ
は
引
揚
者
の
う
ち
提
出
す
る
者
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
一
九
四
五
年
中
は
船
舶
数
や
ソ
連
軍
の
満
州
駐

留
な
ど
の
た
め
に
引
揚
が
本
格
化
し
て
い
な
か
っ
）
（（
（

た
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
報
告
書
の
受
付
期
限
は
当
初
よ
り
十

日
か
ら
二
十
日
程
度
延
期
さ
）
（（
（
れ
、
更
に
そ
の
延
期
さ
れ
た
受
付
期
限
後
も
報
告
書
提
出
を
促
す
た
め
の
方
策
が
と
ら
）
（（
（
れ
、
引
揚
が
一
定
程
度

続
く
間
は
受
付
を
継
続
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
提
出
数
が
少
な
か
っ
た
一
九
四
五
年
一
二
月
段
階
の
日
本
銀
行
熊
本
支
店
で
も
、「
提

出
期
限
の
切
迫
と
共
に
当
店
内
は
殆
と
身
動
き
な
ら
ぬ
迄
に
混
雑
し
、
受
付
竝
に
整
理
係
員
を
増
員
、
之
に
対
処
し
居
れ
る
か
時
間
中
は
係

員
も
殆
と
窓
口
の
応
接
の
み
に
て
忙
殺
さ
れ
終
業
后
漸
く
整
理
に
当
り
居
る
実
情
」
に
あ
り
、
在
外
財
産
等
報
告
書
の
提
出
は
戦
後
混
乱
期

の
た
し
か
な
シ
ー
ン
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
）
（（
（
う
。

報
告
書
の
収
集
に
は
周
知
徹
底
以
外
に
も
い
く
つ
か
問
題
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
英
文
版
の
作
成
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
報
告
書
は
英
文

七
通
、
和
文
三
通
の
作
成
が
求
め
ら
れ
た
が
、
当
初
か
ら
作
成
者
の
英
語
能
力
に
は
不
安
が
示
さ
れ
て
い
た
。
大
蔵
省
は
「
可
成
中
等
学
校

教
師
生
徒
其
の
他
の
助
力
を
受
け
英
文
を
記
載
す
べ
し
」
と
市
民
の
共
助
に
期
待
し
て
い
た
が
、「
絶
対
不
可
能
な
る
場
合
は
始
末
書
を
提
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出
さ
れ
度
」
と
、
提
出
で
き
な
い
場
合
も
受
け
付
け
る
想
定
で
い
）
（（
（

た
。「〔
窓
口
で
〕
英
文
に
よ
る
記
載
の
困
難
を
訴
ふ
る
者
最
も
多
き
事
」

と
報
告
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
通
り
、
始
末
書
提
出
を
も
っ
て
英
文
版
作
成
を
省
略
し
た
例
も
多
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

は
英
文
版
が
な
い
報
告
書
に
つ
い
て
日
本
銀
行
に
英
訳
を
求
め
、
日
本
銀
行
と
し
て
は
そ
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
報
告
書
提

出
者
は
必
ず
英
文
版
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
）
（（
（

た
。
そ
れ
以
前
か
ら
市
中
に
は
英
文
版
作
成
の
た
め
の
「
代
書
人
」
が
登
場
し
て

い
た
も
の
の
、「
手
数
料
相
当
高
価
に
て
（
中
に
は
三
百
円
位
請
求
の
も
の
も
あ
る
由
）」
利
用
者
は
多
く
な
く
、
熊
本
で
は
「
引
揚
者
互
助

会
」
が
代
書
事
務
を
行
っ
て
い
）
（（
（

る
。
ま
た
、
主
要
都
市
で
は
信
託
会
社
が
代
行
業
務
を
開
始
し
、
和
文
報
告
書
、
英
文
報
告
書
の
作
成
と
提

出
を
請
け
負
っ
）
（（
（

た
。
住
友
信
託
は
代
行
業
務
に
つ
い
て
「
非
常
な
好
評
を
博
し
、
担
当
係
（
主
と
し
て
証
券
係
）
の
み
で
は
処
理
し
切
れ
ず
、

最
盛
期
に
は
店
内
総
動
員
で
処
理
す
る
と
言
っ
た
活
況
で
あ
っ
た
」
と
当
時
を
振
り
返
り
、「
信
託
会
社
の
財
務
機
能
を
広
く
一
般
大
衆
に

紹
介
す
る
」
機
会
に
な
っ
た
と
評
価
し
て
い
）
（1
（

る
。

な
お
、「
在
外
財
産
等
報
告
書
作
成
要
領
」
で
は
「
本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
及
其
の
附
属
島
嶼
以
外
の
地
域
」
と
定
義
さ
れ
た

「
外
国
」
で
あ
っ
た
が
、
日
本
銀
行
、
大
蔵
省
と
し
て
は
日
本
の
旧
領
土
中
、
朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
、
沖
縄
、
南
洋
群
島
を
外
国
と
し
て
想

定
し
て
お
り
、
千
島
列
島
お
よ
び
小
笠
原
諸
島
は
「
外
国
と
し
て
扱
ふ
可
き
や
否
や
疑
問
が
あ
る
が
一
応
報
告
し
置
い
た
方
が
良
い
」
と
判

断
さ
れ
）
（（
（

た
。
報
告
書
に
関
す
る
質
疑
応
答
資
料
に
は
「
奄
美
大
島
は
外
国
な
り
や
」
と
の
問
い
も
あ
）
（（
（

り
、
領
域
範
囲
が
政
治
的
に
確
定
し
な

い
、
あ
る
い
は
混
乱
し
て
い
る
時
期
に
お
い
て
何
が
「
在
外
」
財
産
な
の
か
も
曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
「
外
国
」
の
う

ち
で
も
差
が
あ
り
、
簡
易
生
命
保
険
は
在
朝
鮮
局
と
契
約
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
在
外
財
産
と
し
て
報
告
す
る
が
、
台
湾
、
樺
太
、
南
洋
群

島
で
の
契
約
分
は
報
告
の
必
要
は
な
か
っ
）
（（
（
た
。
ま
た
、
日
本
に
居
住
す
る
外
国
人
も
在
外
財
産
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
が
、「
最
近
に
帰
国

す
る
朝
鮮
人
」
の
み
に
つ
い
て
は
報
告
の
必
要
は
な
い
と
さ
れ
）
（（
（
た
（
の
ち
、
一
一
月
八
日
か
ら
五
十
日
以
内
に
帰
国
し
て
い
な
い
朝
鮮
人
に

は
報
告
を
要
）
（（
（

求
）。
こ
う
し
た
判
断
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、「
在
外
」
の
基
準
は
か
な
り
の
部
分
が
曖
昧
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ



帝国日本の終戦と在外財産調査（吉田）

289

る
。そ

の
他
、
報
告
書
は
提
出
者
の
住
所
記
載
を
求
め
て
い
た
が
、
引
揚
者
に
は
す
ぐ
に
住
所
が
定
ま
ら
な
い
者
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、
住
所

確
定
後
に
提
出
す
る
か
、
仮
住
所
で
報
告
し
住
所
確
定
後
に
日
本
銀
行
へ
届
け
出
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
）
（（
（
た
。

さ
て
、
報
告
書
の
提
出
期
限
は
最
も
早
い
金
融
機
関
で
一
九
四
五
年
一
二
月
七
日
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
蔵
省
は
一
一
月
末
に

そ
の
審
査
業
務
を
日
本
銀
行
に
依
頼
し
）
（（
（
た
。
こ
れ
を
受
け
て
日
本
銀
行
は
本
店
内
に
審
査
事
務
室
を
設
け
、
大
蔵
省
か
ら
の
責
任
者
（
外
資

局
管
理
課
）
派
遣
を
要
請
し
つ
つ
、
外
事
局
管
理
課
お
よ
び
他
部
局
特
派
人
員
（
二
五
名
）
で
審
査
業
務
に
当
た
る
こ
と
を
決
め
）
（（
（

た
。
当
初

（
一
二
月
上
旬
）
日
本
銀
行
は
、
審
査
は
提
出
期
限
後
十
日
か
ら
二
十
日
（
一
二
月
下
旬
〜
一
月
下
旬
）
で
終
了
す
る
と
見
込
ん
で
い
）
（（
（

た
が
、

一
九
四
六
年
一
月
二
八
日
時
点
で
九
〇
名
を
動
員
し
な
が
ら
約
一
万
五
〇
〇
〇
件
を
審
査
し
、
未
審
査
分
約
一
〇
万
件
（
個
人
）
を
残
す
と

い
う
状
況
だ
っ
）
（1
（

た
。
こ
の
間
、
日
本
銀
行
は
大
蔵
省
か
ら
審
査
に
加
え
て
集
計
事
務
を
委
嘱
さ
れ
て
お
り
、
更
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
要
求
と
し

て
皇
室
、
政
府
、
金
融
機
関
分
に
つ
い
て
は
一
ヶ
月
以
内
に
集
計
す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
二
月
に
は
審
査
、
集
計
、
進
達
の
た
め
に

一
二
五
名
を
動
員
し
て
い
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
四
月
末
ま
で
に
全
て
の
集
計
を
完
了
さ
せ
る
よ
う
希
望
し
て
お
り
、
担
当
者
か
ら
は
、
約
一
二

万
件
に
上
る
法
人
、
個
人
の
報
告
書
の
審
査
、
集
計
を
期
日
ま
で
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
は
更
に
一
五
〇
名
の
増
員
が
必
要
で
あ
る
と
悲
鳴
が

あ
が
っ
て
い
）
（（
（

る
。
日
本
銀
行
に
よ
る
必
死
の
集
計
は
、
後
述
す
る
Ｃ
Ｐ
Ｃ
と
の
合
同
委
員
会
で
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。

結
局
、
こ
の
事
業
で
は
一
九
四
五
年
一
一
月
八
日
か
ら
一
九
四
八
年
九
月
三
〇
）
（（
（
日
ま
で
に
四
七
万
五
〇
〇
〇
通
の
報
告
書
が
収
集
さ
れ
た
。

そ
の
な
か
に
は
政
府
報
告
書
が
一
三
一
通
、
企
業
報
告
書
が
一
万
二
三
六
六
）
（（
（
通
、
私
的
所
有
権
（
個
人
）
報
告
書
が
四
五
万
八
四
一
七
通
含

ま
れ
て
い
た
と
い
）
（（
（
う
。
個
人
報
告
書
の
数
は
、
後
年
（
一
九
六
四
年
）
実
施
さ
れ
た
在
外
私
有
財
産
実
態
調
査
の
集
計
数
約
四
六
万
件
と
ほ

ぼ
一
致
す
る
が
、
一
九
五
六
年
の
厚
労
省
調
査
に
よ
る
と
、
引
揚
者
（
民
間
人
）
は
約
八
五
万
世
帯
、
二
四
六
万
人
で
あ
）
（（
（
る
の
で
、
報
告
書

が
世
帯
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
と
し
て
も
全
て
の
民
間
人
が
在
外
財
産
を
報
告
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
在
外
財
産
等
報
告
書
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の
提
出
を
求
め
た
一
九
四
五
年
大
蔵
省
令
第
九
五
号
は
一
九
五
〇
年
六
月
三
十
日
に
廃
止
さ
れ
）
（（
（

た
。

2　

在
外
財
産
調
査
会
の
活
動

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
蔵
省
は
一
九
四
五
年
九
月
に
は
在
外
財
産
の
実
態
調
査
を
課
題
に
挙
げ
て
い
た
。
日
本
政
府
内
で
そ
れ
を

担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
在
外
財
産
調
査
会
で
あ
る
。
同
会
の
設
置
は
、
遅
く
と
も
一
九
四
六
年
八
月
に
は
政
府
内
部
で
決
定
し
て
い
た

よ
う
で
あ
）
（（
（

る
。
八
月
末
に
は
外
務
次
官
か
ら
大
蔵
次
官
に
宛
て
て
在
外
財
産
調
査
会
設
置
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
「
両
省
申
合
」
が
送
ら
れ
、

調
査
会
は
官
制
に
よ
ら
ず
内
部
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
、
会
長
を
外
務
大
臣
、
副
会
長
を
大
蔵
次
官
と
す
る
こ
と
、
委
員
は
関
係
官
庁

官
吏
、
民
間
学
識
経
験
者
か
ら
選
任
す
る
こ
と
、
委
員
、
幹
事
は
外
務
省
と
大
蔵
省
で
同
数
と
す
る
こ
と
、
総
務
部
会
、
地
域
部
会
を
置
く

こ
と
、
人
事
等
は
両
省
協
議
の
上
決
定
す
る
こ
と
等
が
確
認
さ
れ
）
（（
（

た
。
九
月
二
八
日
付
の
「
在
外
財
産
調
査
会
規
程
」
は
こ
の
申
合
せ
事
項

を
確
定
す
る
内
容
で
あ
）
（（
（

る
。
こ
う
し
て
在
外
財
産
調
査
会
は
内
幸
町
の
東
拓
ビ
ル
二
階
に
設
置
さ
れ
）
（1
（

た
が
、
そ
の
目
的
は
あ
く
ま
で
講
和
会

議
に
向
け
た
調
査
整
理
で
あ
り
、
引
揚
者
に
対
す
る
補
償
の
た
め
の
調
査
で
は
な
い
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。
な
お
同
時
期
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
も

在
外
財
産
の
調
査
を
開
始
し
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
、
大
蔵
省
、
外
務
省
、
日
本
銀
行
に
よ
る
合
同
委
員
会
が
定
期
的
に
開
か
れ
、
在
外
財
産
調
査
会
は

こ
の
合
同
委
員
会
の
「
下
請
の
様
な
恰
好
」
で
同
委
員
会
に
約
二
〇
回
、
調
査
報
告
を
持
ち
こ
ん
）
（（
（

だ
。
合
同
委
員
会
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

在
外
財
産
調
査
会
の
目
的
は
、
端
的
に
言
え
ば
賠
償
と
し
て
連
合
国
に
提
供
す
る
数
字
の
算
出
で
あ
る
。
そ
の
資
料
は
（
一
）
在
外
財
産

等
報
告
書
、（
二
）
各
地
域
の
企
業
か
ら
の
直
接
蒐
集
物
、（
三
）
外
務
省
保
有
資
料
、（
四
）
現
地
か
ら
持
ち
帰
っ
た
調
査
書
類
、（
五
）
文

献
記
録
等
、
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
調
査
対
象
は
企
業
財
産
と
国
有
財
産
で
、
個
人
財
産
と
陸
海
軍
財
産
は
除
外
さ
れ
た
。
個
人
財
産

に
つ
い
て
は
在
外
財
産
等
報
告
書
が
あ
る
が
、
そ
の
数
字
は
「
殆
ど
信
用
す
る
こ
と
が
出
来
」
ず
、
ま
た
金
額
的
に
は
企
業
財
産
に
比
し
て

「
遥
か
に
少
額
」
で
あ
る
の
で
、
賠
償
準
備
に
お
い
て
は
「
大
し
た
問
題
で
は
な
」
か
っ
）
（（
（

た
。
た
だ
し
、
陸
海
軍
財
産
は
第
一
復
員
局
、
第



帝国日本の終戦と在外財産調査（吉田）

291

二
復
員
局
で
調
査
し
た
も
の
を
基
礎
に
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
資
料
を
提
出
し
て
い
）
（（
（

る
。
ま
た
地
域
別
に
、
朝
鮮
、
台
湾
、
満
州
、
北
支
、
中
南
支
、
樺

太
、
南
洋
群
島
、
南
方
一
（
旧
陸
軍
占
領
地
域
）、
南
方
二
（
旧
海
軍
占
領
地
域
）、
欧
米
の
十
部
会
が
編
成
さ
れ
、
部
会
長
に
は
各
地
域
を

熟
知
し
た
官
僚
が
充
て
ら
れ
た
（
第
2
表
）。

在
外
財
産
調
査
会
は
企
業
財
産
つ
い
て
も
在
外
財
産
等
報
告
書
を
利
用
せ
ず
、
次
の
よ
う
に
算
出
し
）
（（
（

た
。
ま
ず
、
各
地
域
の
重
要
企
業
の

帳
簿
価
格
を
会
社
年
鑑
等
で
調
べ
る
。
次
に
、
別
の
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
な
る
数
社
の
財
産
種
別
に
帳
簿
価
格
と
終
戦
時
の
評
価
額
の
平
均
比
率
を

割
り
出
す
。
そ
の
平
均
比
率
を
重
要
企
業
の
総
帳
簿
価
格
に
乗
じ
て
、
総
評

価
額
を
推
定
す
る
。
こ
の
作
業
を
デ
ー
タ
（
企
業
数
）
が
増
え
る
た
び
に
繰

り
返
し
、
た
と
え
ば
朝
鮮
に
つ
い
て
は
初
回
は
六
社
だ
っ
た
の
が
最
後
に
は

四
三
二
社
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
朝
鮮
と
台
湾
に
つ
い
て
の
み

で
、
帳
簿
価
格
の
資
料
が
限
ら
れ
て
い
た
満
州
に
つ
い
て
は
、
投
資
）
（（
（
額
と
帳

簿
価
格
の
双
方
が
判
明
す
る
企
業
の
例
か
ら
そ
の
比
率
を
算
出
し
、
全
企
業

の
帳
簿
価
格
を
推
定
、
そ
の
上
で
朝
鮮
、
台
湾
と
同
様
に
し
て
評
価
額
を
算

出
し
た
。
北
支
、
中
南
支
、
樺
太
等
の
他
地
域
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
調
査

が
存
在
し
な
い
場
合
は
類
似
の
算
出
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
有

財
産
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
四
年
三
月
末
の
帳
簿
価
格
表
（
大
蔵
省
国
有
財

産
部
調
査
）
が
存
在
し
た
た
め
、「
そ
の
歴
史
的
経
過
、
経
過
年
数
等
を
勘

案
し
」、
評
価
率
を
一
〇
倍
に
し
て
算
出
し
た
。

第 2表　在外財産調査会⼈事⼀覧

会⻑ 外務⼤臣（吉田茂→片山哲→芦田均→吉田茂）
副会⻑ ⼤蔵次官（山田義見→池田勇⼈→野田卯⼀）
総務部会⻑ 相馬敏夫（元⼤蔵官僚）
満洲部会⻑ 松田令輔（元満洲国官僚）
朝鮮部会⻑ 水田直昌（元朝鮮総督府官僚）
台湾部会⻑ 須田⼀⼆三（元台湾総督府官僚）
北⽀部会⻑ 梅北末初（元⼤蔵官僚）
中南⽀部会⻑ 岡崎嘉平太（元在中華⺠国⼤使館（上海）参事官）
樺太部会⻑ 江口親憲（元樺太庁官僚）
欧⽶部会⻑ 加瀬俊⼀＊（外務官僚）
南方第⼀部会⻑ 豊田薫（元外務官僚，シンガポール総領事）
南方第⼆部会⻑ 井上庚⼆郎（元外務官僚，海軍司政⻑官）
南洋群島部会⻑ 堂本貞⼀（元南洋庁官僚）

出典�）　「在外財産調査会概要」『在外財産調査会関係資料目録』平 （（ ⼤蔵
1（（（（（11（国立公⽂書館所蔵）

＊外交官に加瀬俊⼀（しゅんいち）と俊⼀（としかず）がいるが，俊⼀（と
しかず）は （（（（ 年 （ ⽉に⼤使館参事官に任命されているため，俊⼀（しゅ
んいち）と推定される．秦郁彦『戦前期⽇本官僚制の制度・組織・⼈事』東
京⼤学出版会，（（（（，（（-（1 ⾴．



292

推
計
に
推
計
を
重
ね
た
よ
う
に
思
え
る
在
外
財
産
調
査
会
の
調
査
で
あ
る
が
、
調
査
結
果
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
と
の
合
同
委
員
会
で
検
討
に
付
さ
れ

た
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
お
よ
び
日
本
側
は
、
何
を
道
し
る
べ
に
在
外
財
産
の
数
字
を
議
論
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

3　

Ｃ
Ｐ
Ｃ
合
同
委
員
会
と
そ
の
数
字

Ｃ
Ｐ
Ｃ
と
日
本
銀
行
、
大
蔵
省
、
外
務
省
の
合
同
委
員
会
（E

valuation�C
om

m
ittee�of�the�O

verseas�A
ssets�Investigation�C

oun-

cil

、
在
外
財
産
調
査
会
評
価
委
員
会
）
は
一
九
四
六
年
一
〇
月
三
日
を
第
一
回
と
し
、
一
九
四
八
年
一
二
月
二
一
日
の
第
二
八
回
を
最
終

回
と
す
る
。
第
一
回
か
ら
第
二
五
回
（
一
九
四
七
年
一
二
月
一
八
日
）
ま
で
の
議
事
録
と
第
二
八
回
の
簡
易
レ
ポ
ー
ト
は
確
認
で
き
）
（（
（

る
も
の

の
、
一
九
四
八
年
初
旬
か
ら
同
年
一
二
月
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
二
回
分
の
議
事
録
は
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
一
九
四
六
年
三
月
に
は
少
人

数
で
集
ま
っ
て
い
た
）
（（
（

会
が
、
正
式
に
日
米
合
同
で
発
足
し
た
の
が
一
九
四
六
年
一
〇
月
と
思
わ
れ
る
。
毎
回
、
各
組
織
か
ら
数
人
ず
つ
が
出

席
し
、
議
長
役
は
毎
回
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
マ
ク
グ
ラ
ス
（Sterling�M

cG
rath

）
が
務
め
た
。
出
席
者
は
回
に
よ
っ
て
入
れ
替
わ
り
が
あ
る
が
、
主

な
出
席
者
（
括
弧
内
は
出
席
回
数
）
に
、
日
本
銀
行
のH

yakuri�K
anoh

（
加
納
百
里
、
外
事
局
長
）（
（（
）、E

isaku�O
hta

（
太
田
英
策
、

外
国
為
替
局
）（
（（
）、C

huhei�H
asegaw

a

（
長
谷
川
忠
平
、
外
国
為
替
局
）（
（（
）、
大
蔵
省
のK

ohki�N
aganum

a

（
長
沼
弘
毅
）（
（（
）、

T
akeo�Ito

（
（（
）、
外
務
省
のM

asakatsu�Suzuki

（
（1
）、Yuzo�Isono

（
（（
）、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
のM

cG
rath

（
（（
）、T

akeji�M
uto

（
（（
）、

T
.�H

attori

（
（（
）
ら
が
い
る
。
委
員
会
は
毎
回
の
議
論
を
も
と
に
一
九
四
七
年
三
月
末
、
六
月
末
、
九
月
末
、
一
九
四
八
年
六
月
末
に
そ

の
時
点
で
の
予
備
的
報
告
書
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
提
出
し
た
の
ち
、
一
九
四
八
年
九
月
三
〇
日
に
最
終
報
告
書
を
提
出
し
た
。

委
員
会
の
目
的
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
お
よ
び
ワ
シ
ン
ト
ン
が
正
確
か
つ
最
終
的
（accurate�and�final

）
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
う

な
、
体
裁
の
整
っ
た
デ
ー
タ
（data�in�such�form

�that�is�presentable

）
の
提
）
（（
（
供
で
、
課
題
は
日
本
の
在
外
財
産
に
関
す
る
（
一
）
デ
ー

タ
収
集
、（
二
）
評
価
方
法
の
確
定
、
の
二
つ
で
あ
っ
）
（1
（

た
。
前
述
も
し
た
が
、
在
外
財
産
等
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
数
字
に
は
根
拠
が
な
く
、
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不
完
全
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
）
（（
（

る
。
毎
回
の
議
論
は
技
術
的
な
事
柄
が
多
く
、
ま
た
記
録
さ
れ
た
議
事
録
に
は
つ
な
が
ら
な
い
箇
所
も
あ
り
全

て
を
記
録
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
、
日
本
人
同
士
に
よ
る
日
本
語
で
の
議
論
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
議
事
内
容
の
詳
細
を

正
確
に
追
う
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
や
日
本
銀
行
、
各
省
が
、
在
外
財
産
の
調
査
集
計
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
方
向
を
向

い
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。

委
員
会
は
ほ
ぼ
毎
回
、
日
本
側
が
調
査
報
告
を
行
い
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
か
ら
の
質
問
に
担
当
者
が
答
え
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
が
、
時
折
Ｃ
Ｐ

Ｃ
が
独
自
デ
ー
タ
を
提
出
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
、
議
事
録
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
各
レ
ポ
ー
ト
の
具
体
的
な
内
容
は
確
認
で
き

て
い
な
い
。
初
期
の
頃
は
日
本
銀
行
、
大
蔵
省
、
外
務
省
が
合
同
で
報
告
書
を
作
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
第
一
〇
回
（
一
九
四
六
年

一
二
月
一
九
日
）
に
は
在
外
財
産
調
査
会
（
大
蔵
省
、
外
務
省
）
と
日
本
銀
行
は
全
く
異
な
る
方
法
で
集
計
を
行
う
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て

い
）
（（
（

る
。
た
だ
、
双
方
の
報
告
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
補
完
関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
）
（（
（

た
。

全
体
を
通
し
て
、
マ
ク
グ
ラ
ス
ら
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
途
方
も
な
い
集
計
作
業
に
立
ち
向
か
う
日
本
側
メ
ン
バ
ー
た
ち
を
、
そ
の
使

命
と
責
任
を
強
調
す
る
こ
と
で
鼓
舞
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
や
ロ
ン
ド
ン
か
ら
は
具
体
的
に
何
が
必
要
か
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
の
講
和
が
完
了
す
れ
ば
次
の
問
題
は
東
洋
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
請
求
権
が
重
要
か
つ
国
際
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
っ
た
。
将
来
の
講
和
会
議
に
お
い
て
、
求
め
ら
れ
た
時
に
デ
ー
タ
を
提
出
で
き
れ
ば
そ
れ
は
日
本
に
と
っ
て
有
利
（the�advantage�

of�Japan

）
に
な
る
。
委
員
会
は
他
国
か
ら
の
請
求
権
を
相
殺
（counterbalance

）
す
る
た
め
に
日
本
の
在
外
財
産
を
数
え
上
げ
る
こ
と

を
使
命
と
し
た
し
、
数
字
を
決
定
で
き
る
の
は
彼
ら
だ
け
で
あ
っ
た
。
東
京
の
委
員
会
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ポ
ー
レ
ー
が
持
っ
て
い
る
以
上
の

情
報
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
）
（（
（
る
。
マ
ク
グ
ラ
ス
は
、
委
員
会
の
日
本
人
が
ワ
シ
ン
ト
ン
よ
り
も
情
報
が
あ
り
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
る
こ
と
を
強

調
し
）
（（
（
た
。
ま
た
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
検
査
官
が
委
員
会
に
ゲ
ス
ト
と
し
て
や
っ
て
き
た
日
に
、
日
本
側
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
マ
ク
グ
ラ
ス
に
恥
を
か
か

せ
な
い
よ
う
釘
を
刺
し
た
際
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
日
本
銀
行
や
大
蔵
省
は
多
く
の
残
業
を
し
て
自
分
の
た
め
に
数
字
を
準
備
し
て
く
れ
て
い
る
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と
静
か
に
反
論
し
て
い
）
（（
（

る
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
日
本
側
が
毎
回
提
出
す
る
数
字
に
鋭
い
批
判
と
厳
し
い
要
求
を
課
し
た
が
、
委
員
会
で
は
信
頼
、
協

力
関
係
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
少
な
く
と
も
議
事
録
か
ら
は
う
か
が
え
る
。
な
お
、
日
本
政
府
や
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
高
官
か
ら
在
外
財
産
に
関
す

る
情
報
を
強
く
要
求
さ
れ
な
が
ら
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
対
し
て
す
ら
研
究
段
階
で
の
情
報
を
秘
匿
し
て
い
）
（（
（
る
。

彼
ら
の
仕
事
は
講
和
条
約
に
結
実
す
る
よ
う
な
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
、
彼
ら
に
は
時
間
が
な
か
っ
た
。
第
一
回
（
一
〇
月

初
旬
）
の
時
点
で
年
末
ま
で
の
仕
事
の
完
了
を
目
指
し
て
お
り
、
普
通
な
ら
二
、
三
ヶ
月
か
か
る
作
業
を
二
、
三
日
で
行
う
必
要
が
あ
っ
）
（（
（
た
。

た
だ
し
同
時
に
、
一
度
数
字
を
公
に
出
せ
ば
委
員
会
は
そ
の
数
字
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
不
正
確
、
不
完
全
な
数
字
は
委
員
会
の

信
用
を
損
な
わ
せ
る
（our�total�w

ork�w
ill�be�discredited

）
た
め
、
メ
ン
バ
ー
に
は
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
か
つ
正
確
な
仕
事
が
求
め
ら
れ
）
（（
（

た
。

委
員
会
の
初
期
に
は
、
在
外
財
産
の
総
額
が
論
点
と
な
っ
た
。
委
員
会
発
足
前
の
九
月
一
日
に
二
〇
〇
億
ド
ル
と
い
う
数
字
が
ワ
シ
ン
ト

ン
に
報
告
さ
れ
た
が
、
デ
ー
タ
は
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
集
計
が
進
め
ば
数
字
は
増
え
る
で
あ
ろ
う
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
委

員
会
と
し
て
数
字
を
増
や
す
必
要
が
あ
っ
た
も
の
の
、
の
ち
に
数
字
が
大
き
す
ぎ
た
と
謝
罪
す
る
羽
目
に
な
る
よ
う
な
数
字
は
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
）
（1
（
た
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
日
本
側
の
意
見
を
求
め
た
が
、
日
本
と
し
て
は
推
定
さ
れ
た
一
三
〇
億
ド
ル
〜
二
〇
〇
億
ド
ル
と
い
う
数
字

に
は
全
く
根
拠
が
な
く
、
実
際
の
数
字
に
つ
い
て
は
何
も
言
え
な
い
と
し
か
答
え
ら
れ
な
か
っ
）
（（
（

た
。
そ
の
後
、
日
本
側
は
第
七
回
委
員
会

（
一
九
四
六
年
一
一
月
二
六
日
）
に
お
い
て
終
戦
時
の
総
額
と
し
て
約
二
四
〇
億
ド
ル
と
い
う
数
字
を
報
告
し
た
が
、
そ
こ
で
は
一
九
三
九

年
時
点
で
の
ア
メ
リ
カ
の
物
価
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
納
得
し
な
か
っ
）
（（
（
た
。
第
九
回
（
一
二
月
五
日
）
に
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
タ
ン

ゼ
イ
将
軍
（Patrick�H

enry�T
ansey

）
が
ゲ
ス
ト
と
し
て
招
か
れ
日
本
側
が
提
出
し
た
数
字
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
在
外
財
産

の
総
額
は
約
二
一
〇
億
と
さ
れ
て
い
た
が
、
タ
ン
ゼ
イ
は
一
ド
ル
一
五
円
と
い
う
換
算
率
に
疑
問
を
呈
し
た
も
の
の
、
重
要
な
の
は
数
学
的

な
こ
と
で
は
な
く
、
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
数
字
に
合
意
し
て
い
る
か
（T

he�value�or�figures�w
ill�not�be�a�m

athem
atical�problem

,�

but�rather�a�problem
�of�all�agreeing�on�it

）
で
あ
り
、
委
員
会
が
合
意
し
、
最
善
の
数
字
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
受
け
入
れ
る
し
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か
な
い
と
述
べ
た
。
ま
た
タ
ン
ゼ
イ
は
マ
ク
グ
ラ
ス
、
加
納
、
長
沼
だ
け
を
部
屋
に
残
し
、
委
員
会
の
認
識
が
間
違
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の

問
題
は
政
治
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
伝
え
、
賠
償
会
議
（the�R

eparations�C
onference

）
で
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
あ
ま
り

控
え
目
で
な
い
ほ
う
が
よ
い
、
ど
ん
な
数
字
を
出
し
て
も
打
ち
捨
て
ら
れ
る
、
何
が
ベ
ス
ト
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
委
員
会
の
数
字
に
従
う
、

と
助
言
し
）
（（
（

た
。
こ
れ
を
受
け
て
マ
ク
グ
ラ
ス
は
そ
の
場
で
総
額
を
二
一
〇
億
か
ら
二
四
〇
億
に
訂
正
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
）
（（
（

る
。
委
員
会
の

初
期
に
は
こ
う
し
た
判
断
も
あ
っ
た
。

委
員
会
で
は
並
行
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
各
地
域
に
お
け
る
財
産
額
の
推
定
、
総
額
に
お
け
る
各
地
域
の
比
率
推
定
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、

各
通
貨
の
レ
ー
）
（（
（

ト
や
物
価
変
動
（
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
イ
ン
フ
レ
率
）
等
の
た
め
に
、
評
価
の
確
定
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

委
員
会
は
在
外
財
産
調
査
会
と
同
じ
く
帳
簿
価
格
と
時
価
の
比
率
を
算
出
し
よ
う
と
し
た
が
、
対
象
企
業
の
デ
ー
タ
が
集
ま
る
度
に
比
率
は

変
動
し
、
そ
の
確
定
も
困
難
を
極
め
た
。
そ
の
う
ち
、
在
外
財
産
の
総
額
が
二
四
〇
億
に
設
定
さ
れ
る
と
、
重
要
な
の
は
割
合
で
あ
り
各
地

域
の
財
産
額
を
出
す
必
要
は
な
い
と
考
え
た
）
（（
（

り
、
委
員
会
の
目
的
は
二
四
〇
億
と
い
う
数
字
を
裏
付
け
る
事
実
を
積
み
上
げ
る
こ
と
（our�

principle�purpose�is�to�build�up�a�facts�that�w
ill�support�the��（（�billion�figure

）
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
し
）
（（
（
た
。
た
だ
、
そ
の
後
日
本

銀
行
と
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
在
外
財
産
等
報
告
書
を
利
用
し
た
包
括
的
な
調
査
に
乗
り
出
し
て
お
り
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
機
械
を
利
用
し
て
集
計
）、

ま
た
一
九
四
七
年
三
月
三
一
日
付
報
告
）
（（
（

書
で
は
た
し
か
に
在
外
財
産
の
総
額
（
陸
海
軍
財
産
を
除
く
）
は
二
四
〇
億
ド
ル
ち
ょ
う
ど
と
さ
れ

て
い
る
が
、
同
年
一
二
月
末
の
報
告
書
で
は
二
三
三
億
三
八
三
四
万
六
〇
〇
〇
ド
ル
（
陸
海
軍
財
産
を
除
く
）
と
い
う
具
体
的
な
数
字
が
算

出
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。
第
3
表
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
提
出
し
た
各
時
期
の
報
告
書
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
四
七
年
六
月
ま
で
は
あ
ら
か
じ
め
設

定
し
た
総
額
を
基
準
に
し
た
概
算
と
い
う
性
格
が
う
か
が
え
る
が
、
最
終
報
告
は
各
地
域
の
数
字
を
積
み
上
げ
な
が
ら
総
額
を
算
出
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し
て
具
体
化
し
て
い
っ
た
委
員
会
の
集
計
作
業
で
あ
っ
た
が
、
推
計
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
限
界
は
抱
え
て
い
た
。
そ
こ
で
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重
要
と
な
っ
た
の
は
、
委
員
会
が
出
す
数
字
の
信
頼
性
で
あ
っ
た
。
誰
に
も
正
解
は
分
か
ら
な
い
が
、
誰
か
ら
も
正
解
だ
と
認
識
さ
れ
る
こ

と
が
肝
心
だ
っ
た
。
特
に
論
点
と
な
っ
た
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
（
満
鉄
）
の
資
産
額
の
算
出
過
程
か
ら
そ
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

満
鉄
資
産
は
第
一
八
回
（
一
九
四
七
年
五
月
三
〇
日
）、
第
一
九
回
（
同
六
月
一
九
日
）、
第
二
〇
回
（
同
七
月
三
日
）、
第
二
二
回
（
同

一
〇
月
二
日
）
に
お
い
て
議
題
と
な
っ
た
。
当
初
、
大
蔵
省
は
満
鉄
の
資
産
総
額
を
五
四
一
億
八
八
〇
〇
万
円
と
報
告
し
）
（1
（

た
が
、
の
ち
に
修

正
し
、
鉄
道
事
業
で
三
一
五
億
九
九
〇
〇
万
円
、
そ
の
他
事
業
で
一
五
一
億
六
三
〇
〇
万
、
総
額
四
六
七
億
六
二
〇
〇
万
円
と
試
算
し
）
（（
（
た
。

と
こ
ろ
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
日
本
側
の
数
字
を
過
大
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
マ
ク
グ
ラ
ス
は
特
に
鉄
道
建
設
費
に
着
目
し
、
日
本
側
が
提
出
し
た

資
料
で
は
満
鉄
の
一
マ
イ
ル
あ
た
り
の
鉄
道
建
設
）
（（
（

費
が
二
七
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
の
平
均
約
一
〇
万
ド
ル
の
二
倍
以
上

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
そ
の
他
の
数
字
も
高
す
ぎ
る
に
違
い
な
い
と
指
摘
し
た
。
日
本
銀
行
の
加
納
は
、
満
鉄
の
場
合
は
戦
後
価

格
で
計
算
し
て
い
る
た
め
、
原
価
計
算
の
ア
メ
リ
カ
と
の
差
が
生
じ
て
い
る
と
説
明
し
た
が
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
こ
う
し
た
数
字
は
ア
メ
リ
カ

の
鉄
道
関
係
者
に
桁
外
れ
な
数
字
（fantastic�figure

）
と
言
わ
れ
る
た
め
、
鉄
道
設
備
の
資
産
額
を
三
〇
〇
億
円
以
下
の
受
け
入
れ
や
す

い
数
字
（acceptable�figure

）
に
修
正
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
鉄
道
事
業
二
八
〇
億
円
、
関
連
事
業
七
〇
億
円
の
合
計
三
五
〇
億
円

と
い
う
数
字
を
提
案
し
）
（（
（

た
。

こ
う
し
た
指
摘
を
受
け
て
、
大
蔵
省
は
満
鉄
の
資
産
額
を
約
五
五
九
億
か
ら
約
三
九
九
億

円
（
う
ち
鉄
道
事
業
三
〇
〇
億
円
）
へ
修
正
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
主
に
土
地
評
価
の
引
き

下
げ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
）
（（
（
た
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
調
査
し
た
、
あ
る
い
は
入
手
し
た
別
の
資
料
で
は
、

鉄
道
事
業
で
約
三
〇
〇
億
円
、
関
連
事
業
で
約
六
〇
億
円
、
そ
の
他
子
会
社
で
約
四
〇
億
円
、

合
計
約
四
〇
〇
億
円
と
い
う
数
字
が
算
出
さ
れ
て
お
）
（（
（
り
、
大
蔵
省
の
数
字
と
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
た
。
し
か
し
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
い
ず
れ
の
数
字
も
な
お
大
き
す
ぎ
る
と
主
張
し
た
。
マ
ク

第 3表　CPC による在外財産各報告⽐較

（（（（.（.（（ （（（（.（.（1 （（（（.（（.（（ （（（（.（.（1（最終報告）

% ドル % ドル % ドル % ドル

韓国 （（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（（,（（（,111� （（.（（ （,（（（,（（（,1（（�
台湾 （1 （,（11,111,111� （.（（ （,（11,111,111� （.1（ （,（1（,（（（,111� （.（（ （,（（（,（（（,（（（�
満州 （（ （,（11,111,111� （（.（（ （,（11,111,111� （（.（（ （,（（（,（（1,111� （（.（（ （,（（（,（（（,（（（�
華北 （（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（1,111,111� （（.1（ （,（1（,（（1,（（（� （（.（（ （,（（（,（（（,（（1�
華中・華南 （（ （,（（1,111,111� （1.（（ （,（（1,111,111� （1.（（ （,（（（,（（（,1（（� （.（（ （,（（（,（（（,（（1�
その他 （ （,（（1,111,111� （.（（ （,（（1,111,111� （.1（ （,（（（,（（（,111� （.（（ （,（（1,（（（,（（（�

合計 （11 （（,111,111,111� （11 （（,（11,111,111� （11 （（,（（（,（（（,111� （11 （（,（（1,（（（,（（（�

出典）　Japanese�External�Assets�Estimate�（（�March�Report�（CPC（（（1（）,�Japanese�External�Assets� Estimate�（1�June�（（（（�（CPC�
1111（）,�Japanese�External�Assets�Estimate�（（�December�（（（（（CPC1111（）,�Japanese�External� Assets�as�of�August�（（（（�（（1�
September�（（（（）�（CPC1111（）.�いずれも陸海軍財産（（,（（（,（（（,111 ドル）を除く．
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グ
ラ
ス
の
不
安
は
、
や
は
り
技
術
者
ら
専
門
家
か
ら
の
疑
問
が
呈
さ
れ
る
こ
と
に
あ
っ
）
（（
（

た
。

対
し
て
、
大
蔵
省
は
ア
メ
リ
カ
の
鉄
道
会
社
の
運
航
マ
イ
ル
数
や
所
有
地
面
積
、
総
投
資
額

な
ど
を
調
べ
た
上
で
ア
メ
リ
カ
で
の
一
マ
イ
ル
あ
た
り
の
資
産
が
約
二
三
万
ド
ル
〜
二
五
万

ド
ル
と
な
る
こ
と
を
算
出
し
、
満
鉄
の
数
字
と
の
比
較
を
示
し
）
（（
（

た
。

議
事
録
の
欠
落
に
よ
り
、
満
鉄
資
産
額
に
つ
い
て
の
そ
の
後
の
議
論
は
分
か
ら
な
い
。
た

だ
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
最
終
報
告
書
で
は
、
満
鉄
資
産
は
子
会
社
を
含
め
て
二
三
億
二
三
三
万
一
〇

〇
〇
ド
ル
（
三
四
五
億
三
四
九
五
万
五
〇
〇
〇
円
）
と
さ
れ
て
い
）
（（
（

る
。
結
果
か
ら
見
れ
ば
、

数
字
は
マ
ク
グ
ラ
ス
の
提
案
の
通
り
に
圧
縮
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
数

字
に
対
し
て
外
部
か
ら
疑
義
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
選
択
で
あ
っ

た
が
、
日
米
間
で
安
易
に
そ
の
数
字
が
合
意
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
蔵
省
は
段
階
的
な

譲
歩
を
し
な
が
ら
も
、
何
度
も
数
字
と
情
報
を
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
提
出
し
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
そ
の
都
度
そ

れ
を
検
討
し
批
判
し
た
。

別
の
論
点
と
し
て
、
満
鉄
の
例
の
場
合
、
日
本
側
が
過
大
評
価
を
し
て
資
産
額
を
高
め
よ

う
と
し
て
い
た
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
一
九
四
七
年
七
月
に

日
本
外
務
省
が
作
成
し
た
調
査
書
（
第
一
章
注
（
（（
）、
注
（
（（
）
史
料
）
の
内
容
は
、「
在

外
財
産
の
評
価
を
高
め
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
」
を
用
意
し
て
い
た
と
評
価
さ
れ
て

い
）
（（
（
る
。
た
だ
、
合
同
委
員
会
で
の
報
告
内
容
を
追
っ
て
い
く
と
、
外
務
省
を
含
む
在
外
財
産

調
査
会
か
ら
の
報
告
に
つ
い
て
言
え
ば
、
集
計
企
業
数
が
毎
回
増
加
し
て
い
く
な
か
、
一
五

第 3表　CPC による在外財産各報告⽐較

（（（（.（.（（ （（（（.（.（1 （（（（.（（.（（ （（（（.（.（1（最終報告）

% ドル % ドル % ドル % ドル

韓国 （（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（（,（（（,111� （（.（（ （,（（（,（（（,1（（�
台湾 （1 （,（11,111,111� （.（（ （,（11,111,111� （.1（ （,（1（,（（（,111� （.（（ （,（（（,（（（,（（（�
満州 （（ （,（11,111,111� （（.（（ （,（11,111,111� （（.（（ （,（（（,（（1,111� （（.（（ （,（（（,（（（,（（（�
華北 （（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（1,111,111� （（.1（ （,（1（,（（1,（（（� （（.（（ （,（（（,（（（,（（1�
華中・華南 （（ （,（（1,111,111� （1.（（ （,（（1,111,111� （1.（（ （,（（（,（（（,1（（� （.（（ （,（（（,（（（,（（1�
その他 （ （,（（1,111,111� （.（（ （,（（1,111,111� （.1（ （,（（（,（（（,111� （.（（ （,（（1,（（（,（（（�

合計 （11 （（,111,111,111� （11 （（,（11,111,111� （11 （（,（（（,（（（,111� （11 （（,（（1,（（（,（（（�

出典）　Japanese�External�Assets�Estimate�（（�March�Report�（CPC（（（1（）,�Japanese�External�Assets� Estimate�（1�June�（（（（�（CPC�
1111（）,�Japanese�External�Assets�Estimate�（（�December�（（（（（CPC1111（）,�Japanese�External� Assets�as�of�August�（（（（�（（1�
September�（（（（）�（CPC1111（）.�いずれも陸海軍財産（（,（（（,（（（,111 ドル）を除く．
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回
目
の
報
告
書
（
一
九
四
七
年
九
月
一
八
日
）
で
は
前
回
か
ら
総
額
を
約
七
七
億
円
減
額
、
一

七
回
目
の
報
告
書
（
一
九
四
七
年
一
〇
月
三
〇
日
）
で
も
企
業
数
が
一
五
六
社
増
え
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
約
一
六
億
円
の
減
額
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
細
か
な
エ
ラ
ー
（
重
複
、

分
類
ミ
ス
、
推
定
比
率
等
）
の
修
正
の
結
果
で
あ
り
、
日
本
側
は
か
な
り
慎
重
、
丁
寧
な
計
算

を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
個
人
か
ら
の
在
外
財
産
等
報
告
書
に
つ
い
て
、
一
九
四

七
年
秋
段
階
に
な
る
と
闇
市
価
格
の
高
騰
に
伴
い
極
端
に
評
価
額
が
高
い
も
の
が
散
見
さ
れ
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
減
額
し
て
集
計
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
日
本
銀
行
か
ら
提
出
さ
れ
て

い
）
（1
（
る
。
各
組
織
が
相
互
に
独
立
し
、
そ
の
仕
事
を
監
視
（check

）
し
合
う
よ
う
な
雰
囲
）
（（
（
気
の

な
か
で
、
日
本
側
も
Ｃ
Ｐ
Ｃ
も
よ
り
適
切
な
（
そ
れ
は
正
確
で
あ
る
と
同
時
に
疑
問
を
抱
か
れ

な
い
よ
う
な
）
数
字
の
算
出
に
努
め
て
い
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

一
九
四
八
年
九
月
三
〇
日
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
最
終
報
告
書
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
へ
提
出
し
た
。
遅
れ
て
一
二

月
二
一
日
に
在
外
財
産
調
査
会
も
最
後
の
報
告
書
を
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
提
出
し
、
同
日
、
合
同
委
員
会

は
第
二
八
回
を
も
っ
て
解
散
す
る
。
在
外
財
産
調
査
会
は
翌
月
一
九
四
九
年
一
月
に
解
散
式
を

行
っ
て
い
）
（（
（
る
。

第
4
表
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
最
終
報
告
書
か
ら
の
一
部
数
字
の
抜
粋
、
第
5
表
は
在
外
財
産
調
査
会

の
最
終
報
告
書
か
ら
の
一
部
数
字
の
抜
粋
で
あ
る
。

Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
最
終
報
告
書
が
日
本
銀
行
、
大
蔵
省
、
外
務
省
と
の
合
同
委
員
会
で
の
情
報
、
議

論
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
最
終
報
告
）
（（
（

書
に
は
、
在
外
財
産
等
報

第 4表　CPC 最終報告書　所有別・地域別⽇本財産（ドル）

企業資産 個⼈資産 政府所有資産 計 %

韓国 北朝鮮 （,（（1,（（（,（（1� （（（,（（1,111� （（（,1（（,（（（� （,（（1,（（（,（（（� （（.（（
南朝鮮 （,（（（,（（（,（（（� （（（,（（1,111� （（（,（1（,11（� （,（（（,（（（,（（（� （1.（1

台湾 （,1（（,（（（,（（（� （（1,（（（,111� （（（,（（（,111� （,（（（,（（（,（（（� （.（（
満州 （,（（（,（（（,（（（� （,（（（,（（（,111� （（（,（11,111� （,（（（,（（（,（（（� （（.（（
華北 （,（（（,（（（,111� （（（,1（（,（（1� （（,（（1,（（1� （,（（（,（（（,（（1� （（.（（
華中・華南 （,（（（,（（（,111� （（（,（（（,1（1� （（,1（（,（（1� （,（（（,（（（,（（1� （.（（
その他 （（（,（1（,1（（� （（（,111,111� （（（,（（（,（（1� （,（（1,（（（,（（（� （.（（

計 （（,（（（,（1（,（（（� （,1（（,1（（,111� （,（（（,（（（,（（1� （（,（（1,（（（,（（（� （11

出典�）　Japanese�External�Assets�as�of�August�（（（（,�Vol.�（,�（1�September�（（（（�（CPC1111（）.�ここに陸
海軍財産（（,（（（,（（（,111 ドル）が加わると，総額は （1,（（（,（（（,（（（ ドルとなる．
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告
書
の
ほ
か
、
第
一
復
員
局
お
よ
び
第
二
復
員
局
（
陸
海
軍
財
産
報
告
）、

外
務
省
（
領
事
館
報
告
お
よ
び
関
係
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）、
大
蔵
省
（
専
門

家
デ
ー
タ
お
よ
び
刊
行
物
）、
日
本
銀
行
（
戦
中
各
支
店
報
告
お
よ
び
金
融

財
政
情
報
）、
日
本
興
業
銀
行
（
満
州
企
業
の
歴
史
的
・
金
融
財
政
的
デ
ー

タ
）、
横
浜
正
金
銀
行
（
南
方
支
店
の
金
融
財
政
記
録
）、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
経
済
科
学

局
財
政
課
（
閉
鎖
機
関
の
金
融
財
政
記
録
）
が
情
報
源
と
し
て
列
記
さ
れ
て

い
る
。
三
〇
地
域
に
存
在
し
た
日
本
の
在
外
財
産
は
九
〇
種
類
も
の
貨
幣
で

報
告
さ
れ
、
一
ド
ル
一
五
円
、
一
二
〇
〇
円
（
聯
銀
券
）、
四
万
八
〇
〇
〇

円
（
儲
備
券
）、
二
〇
（
各
地
軍
票
）、
一
五
〇
フ
ィ
リ
ピ
ン
ペ
ソ
な
ど
の
レ

ー
ト
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
報
告
と
在
外
財
産
調
査
会
の
報
告
を
並
べ
た
と
き
、
気
に
な
る

の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
在
外
財
産
調
査
会
の
報
告
は
、
個
人
財
産
と
陸
海

軍
財
産
を
除
く
政
府
・
企
業
財
産
の
み
を
集
計
し
て
お
り
、
華
北
、
南
方
、

欧
米
の
政
府
財
産
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
そ
こ
に
個
人
財
産
を
加
え
た
Ｃ

Ｐ
Ｃ
の
数
字
よ
り
も
そ
の
総
額
は
大
き
い
。
比
較
す
る
と
、
在
外
財
産
調
査

会
の
報
告
は
、
朝
鮮
を
除
く
各
地
の
企
業
財
産
の
評
価
や
、「
そ
の
他
」
地

域
の
政
府
財
産
の
評
価
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
そ
れ
よ
り
か
な
り
大
き
い
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
原
因
や
意
図
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
在
外
財
産
委
員
会
の
メ
ン

第 5表　在外財産調査会最終報告書　所有別・地域別⽇本財産

調査
企業数

円（百万円） ⽶ドル（百万ドル） 地域別�
⽐率�

（%）企業資産 政府所有
資産 計 企業�

資産
政府所有�

資産 計

朝鮮 （（（ （（,（（（ （（,（（（ （1,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （1
台湾 （（（ （（,（（（ （,（（1 （（,（（（ （,（（（ （（（ （,（（（ （1
満州 （（1 （（（,（（（ （,（（（ （（（,（（（ （,（（（ （（（ （,（（（ （（
華北 （,（（（ （（,（（（ ― （（,（（（ （,（（（ ― （,（（（ （（
華中・華南 （,（11 （（,（（（ （（（ （（,（（1 （,（（（ （ （,（（（ （
その他 （,（1（ （（,（（（ （,1（（ （1,（（（ （,（（（ （（1 （,1（（ （

樺太 （（ （,（（1 （,（（（ （,（（（ （（（ （（（ （（（ （.（
南洋 （（ （1（ （（（ （（（ （（ （（ （（ 1.（
南方 （ （（（ （（,（（（ ― （（,（（（ （,1（（ ― （,1（（ （.（
南方 （ （1（ （,（（（ ― （,（（（ （（ ― （（ 1.（
欧⽶他 （（（ （,（（（ ― （,（（（ （（（ ― （（（ 1.（

合計 （,（（（ （（1,（（（ （（,1（（ （（（,（（1 （（,（（（ （,（（（ （（,（（（ （11

出典�）　Japanese�External�Assets�Report�Submitted�by�Ministry�of�Finance,�（（�Dec.�（（（（�（CPC1（（（（）．
前掲，原，（（（ ⾴にも掲載．円価格とドル価格の⽐較から，実際には⼀桁まで具体的な数字を算出
していたと思われる．
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バ
ー
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
最
終
報
告
書
を
提
出
し
た
後
、
そ
の
結
果
と
数
字
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
承
知
で
自
分
た
ち
の
報
告
書
を
提
出
し
た

の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
日
本
で
は
「
在
外
財
産
調
査
会
に
お
け
る
調
査
の
結
果
を
裏
付
け
る
た
め
）
（（
（
に
」
地
域
別
の
調
査
が
進
め
ら
れ
、
全
三
七
冊
の

『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
』
が
刊
行
さ
れ
）
（（
（

た
。
日
本
人
の
海
外
活
動
が
「
平
和
的
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
旨
と
す
る
同

書
の
目
的
と
内
容
は
在
外
財
産
額
の
算
出
と
い
う
本
稿
の
論
点
を
超
え
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
触
れ
な
い
。

一
九
四
九
年
九
月
二
一
日
、
連
合
国
最
高
司
令
官
は
外
国
為
替
資
産
の
分
離
、
保
管
、
総
司
令
部
へ
の
報
告
を
指
令
し
たSC

A
PIN

-（（

を
無
効
と
し
）
（（
（

た
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
最
終
報
告
書
を
提
出
し
た
後
、
連
合
国
最
高
司
令
官
は
、
外
国
に
存
在
す
る
日
本
財
産
が
権
限
外
に
あ
る
こ
と

を
理
由
に
そ
の
管
理
責
任
を
放
棄
し
た
の
で
あ
っ
）
（（
（
た
。
日
本
の
在
外
財
産
は
各
政
府
の
管
理
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
本
稿
で
は

各
国
に
お
け
る
調
査
、
処
理
に
ま
で
検
討
が
及
ん
で
い
な
い
。

（
（
）　
前
掲
、
竹
前
・
中
村
監
修
、
付
録
九
、
付
録
一
〇
。

（
（
）　
同
前
、
付
録
一
一
。

（
（
）　『
在
外
財
産
調
査
会
関
係
資
料
目
録
』
平（�（

大
蔵1（（（（（11

（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。
そ
の
他
、
日
本
人
の
在
外
財
産
の
取
引
禁
止
、
保

管
等
に
関
す
る
司
令
部
覚
書
、
勅
令
、
省
令
に
つ
い
て
は
前
掲
、
原
、
五
四
二
〜
五
四
三
頁
。

（
（
）　
以
下
、
出
典
史
料
は
す
べ
て
『
在
外
財
産
等
報
告
書
に
関
す
る
書
類
　
昭
和
二
一
年
一
一
月
〜
昭
和
二
四
年
四
月
』（（1（（（

）（
日
本
銀
行

金
融
研
究
所
ア
ー
カ
イ
ブ
所
蔵
）。

（
（
）　
以
下
、「
在
外
財
産
報
告
等
に
関
す
る
地
方
懇
談
会
日
程
表
」「
在
外
財
産
事
務
説
明
会
出
張
報
告
」。

（
（
）　「
在
外
財
産
等
の
報
告
に
関
す
る
注
意
事
項
（
二
〇
、
一
一
、
一
〇
）」。

（
（
）　
一
九
四
五
年
一
一
月
二
二
日
大
蔵
省
金
融
局
長
久
保
文
蔵
発
日
本
銀
行
考
査
局
長
二
見
貴
知
雄
宛
。
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（
（
）　
一
九
四
五
年
一
二
月
二
〇
日
日
本
銀
行
福
岡
支
店
長
代
理
発
外
事
局
長
宛
、
同
二
四
日
日
本
銀
行
熊
本
支
店
長
発
外
事
局
長
宛
。
な
お
、
上

海
に
お
い
て
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
の
第
一
回
居
留
民
帰
国
の
際
に
帰
国
民
に
対
し
て
、
携
帯
を
許
さ
れ
な
い
物
品
は
将
来
賠
償
に
充
当
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
が
上
海
日
本
人
居
留
民
管
理
処
か
ら
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
帰
国
後
、
積
極
的
に
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
陳
祖
恩
（
袁
雅
瓊
・
川
島
真
訳
）「
虹
口
集
中
区
の
日
本
人
た
ち
―
上
海
日
本
人
居
留
民
の
送
還
と
処
置
―
」
劉
傑
・

川
島
真
編
『
一
九
四
五
年
の
歴
史
認
識
：〈
終
戦
〉
を
め
ぐ
る
日
中
対
話
の
試
み
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
、
一
〇
三
頁
。

（
（
）　
前
掲
、
一
九
四
五
年
一
二
月
二
〇
日
日
本
銀
行
福
岡
支
店
長
発
外
事
局
長
宛
。

（
（1
）　
二
万
八
一
〇
〇
件
。
齊
藤
達
也
「『
在
外
私
有
財
産
実
態
調
査
票
』
研
究
」『
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
紀
要
』
七
、
二
〇
一
九
・
三
、
三
九
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
加
藤
、
第
一
章
。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
二
月
二
四
日
「
在
外
財
産
等
報
告
書
受
付
打
切
日
其
他
に
関
す
る
件
」。

（
（（
）　
一
九
四
六
年
一
月
一
五
日
大
蔵
省
外
資
局
長
「
在
外
財
産
等
報
告
促
進
方
依
頼
の
件
」。
な
お
、
こ
の
頃
に
は
新
聞
等
で
報
告
書
提
出
を
広

く
宣
伝
す
る
こ
と
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
向
に
は
反
す
る
行
為
だ
っ
た
よ
う
で
（
一
九
四
六
年
一
月
一
九
日
外
事
局
長
代
理
発
各
支
店
長
宛
）、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
と
し
て
は
調
査
の
終
結
（
打
切
）
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
結
果
と
し
て
報
告
書
の
収
集
が
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
よ
る

在
外
財
産
調
査
に
役
立
っ
た
こ
と
は
後
述
の
通
り
。

（
（（
）　
前
掲
、
一
九
四
五
年
一
一
月
二
四
日
日
本
銀
行
熊
本
支
店
長
発
外
事
局
長
宛
。
ま
た
、
原
紙
払
底
と
印
刷
能
力
不
足
の
も
と
で
は
報
告
用
紙

の
調
達
も
困
難
で
、
日
本
銀
行
熊
本
支
店
は
熊
本
県
に
交
渉
し
、
進
駐
軍
が
保
有
す
る
原
紙
の
一
部
、
報
告
用
紙
二
〇
〇
万
枚
（
約
五
万
人

分
）
を
進
駐
軍
か
ら
県
に
払
い
下
げ
さ
せ
、
印
刷
工
場
を
「
督
励
」
し
て
報
告
用
紙
を
印
刷
、
頒
布
（
七
枚
に
つ
き
実
費
一
円
）
し
た
。
同
前
。

（
（（
）　「
在
外
財
産
報
告
に
関
す
る
質
疑
応
答
」。

（
（（
）　
前
掲
、
一
九
四
五
年
一
一
月
二
四
日
日
本
銀
行
熊
本
支
店
長
発
外
事
局
長
宛
。

（
（（
）　
一
九
四
六
年
二
月
八
日
外
事
局
管
理
課
発
各
支
店
宛
（
外
管
第
一
一
号
）。

（
（（
）　
前
掲
、
一
九
四
五
年
一
一
月
二
四
日
日
本
銀
行
熊
本
支
店
長
発
外
事
局
長
宛
。

（
（（
）　
前
掲
、
一
九
四
六
年
一
月
一
五
日
大
蔵
省
外
資
局
長
「
在
外
財
産
等
報
告
促
進
方
依
頼
の
件
」、
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
編
『
住
友
信
託
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銀
行
三
十
年
史
』
同
、
一
九
五
五
、
三
六
六
頁
。

（
（1
）　
同
前
、
三
六
六
〜
三
六
八
頁
。
な
お
、
同
社
の
代
行
件
数
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
か
ら
同
年
末
ま
で
が
一
七
六
一
件
、
一
九
四
六
年
一
月

か
ら
三
月
末
ま
で
が
二
二
一
〇
件
、
同
年
四
月
か
ら
一
九
四
七
年
七
月
ま
で
が
四
七
六
〇
件
、
計
八
七
三
一
件
で
あ
る
。

（
（（
）　
前
掲
、「
在
外
財
産
等
の
報
告
に
関
す
る
注
意
事
項
（
二
〇
、
一
一
、
一
〇
）」。

（
（（
）　「
在
外
財
産
等
報
告
に
関
す
る
質
疑
応
答
（
五
）」。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
一
月
三
〇
日
外
事
局
長
代
理
発
支
店
長
宛
（
外
管
第
一
二
一
号
）。

（
（（
）　「
在
外
財
産
報
告
に
関
す
る
質
疑
応
答
」、「
在
外
財
産
等
報
告
に
関
す
る
質
疑
応
答
（
一
）」。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
二
月
六
日
外
事
局
管
理
課
発
各
支
店
、
駐
在
員
事
務
所
宛
。

（
（（
）　
一
九
四
六
年
二
月
二
三
日
外
事
局
長
代
理
発
支
店
長
宛
（
外
管
第
一
六
号
）。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
一
月
二
九
日
大
蔵
省
外
資
局
長
発
日
本
銀
行
副
総
裁
宛
。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
二
月
四
日
外
事
局
長
「
大
蔵
省
よ
り
本
行
に
対
し
在
外
財
産
等
の
報
告
書
審
査
協
力
方
依
頼
の
件
」。

（
（（
）　
同
前
。

（
（1
）　
一
九
四
六
年
一
月
二
三
日
「
在
外
財
産
集
計
事
務
に
付
大
蔵
省
よ
り
本
行
に
於
て
引
受
方
依
頼
の
件
並
報
告
書
審
査
状
況
」、「
在
外
財
産
等

報
告
書
の
審
査
並
集
計
人
員
（
昭
和
二
一
年
一
月
二
八
日
現
在
」。

（
（（
）　
一
九
四
六
年
二
月
一
八
日
「
在
外
財
産
等
報
告
審
査
、
集
計
に
関
す
る
今
後
の
計
画
並
担
当
者
増
員
御
伺
の
件
」。

（
（（
）　
こ
の
日
、
後
述
す
る
合
同
委
員
会
で
の
討
議
を
経
て
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
最
終
報
告
書
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
提
出
し
た
。

（
（（
）　
内
訳
は
、
日
本
に
本
社
を
有
す
る
金
融
機
関
一
五
五
〇
社
、
日
本
国
外
に
本
社
を
有
す
る
金
融
機
関
一
九
社
、
日
本
に
本
社
を
有
す
る
企
業

七
二
八
〇
社
、
日
本
国
外
に
本
社
を
有
す
る
企
業
三
五
一
七
社
、
閉
鎖
機
関
二
九
社
。Japanese�E

xternal�A
ssets�as�of�A
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ber�（（（（,�G
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（
（（
）　
前
掲
、
竹
前
・
中
村
監
修
、
五
六
頁
。

（
（（
）　
理
財
局
「
在
外
財
産
問
題
関
係
資
料
」（
一
九
六
六
年
一
月
）、『
在
外
財
産
問
題
関
係
資
料
大
蔵
省
理
財
局
作
成
』
平（�（

大
蔵1（（（（（11
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（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
（（
）　
一
九
五
〇
年
大
蔵
省
令
第
七
一
号
。
た
だ
し
第
五
条
（
省
令
施
行
後
の
帰
国
者
の
報
告
）
に
つ
い
て
は
効
力
が
継
続
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

前
掲
、『
在
外
財
産
調
査
会
関
係
資
料
目
録
』。

（
（（
）　
前
掲
、
朴
、
九
八
頁
。
同
調
査
会
に
つ
い
て
基
本
的
事
項
は
同
書
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
一
九
四
六
年
八
月
二
九
日
「
在
外
財
産
調
査
会
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
外
務
、
大
蔵
両
省
申
合
に
関
す
る
件
」（
管
経
第
三
五
八
号
）、
前

掲
、『
在
外
財
産
問
題
関
係
資
料
大
蔵
省
理
財
局
作
成
』。

（
（（
）　「
在
外
財
産
調
査
会
規
程
（
昭
和
二
一
年
九
月
二
八
日
実
施
）」、
同
前
。
な
お
、
外
務
省
管
理
局
経
済
課
が
一
九
四
九
年
三
月
に
作
成
し
た

説
明
資
料
「
在
外
財
産
調
査
会
概
要
」（
同
前
）
で
は
「
規
程
」
と
調
査
会
の
設
置
は
九
月
一
六
日
付
と
さ
れ
て
お
り
、『
日
本
占
領
及
び
管
理

重
要
文
書
集�

第
五
巻
』（
外
務
省
政
務
局
特
別
資
料
課
編
、
一
九
五
〇
）
の
解
説
や
先
行
研
究
（
前
掲
、
朴
、
一
〇
一
頁
）
も
そ
れ
に
準
じ
て

い
る
が
、
お
そ
ら
く
九
月
二
八
日
が
正
し
い
。

（
（1
）　
前
掲
、「
在
外
財
産
調
査
会
概
要
」。

（
（（
）　
前
掲
、
朴
、
一
〇
一
頁
。
な
お
、
一
九
五
三
年
に
在
外
財
産
喪
失
者
へ
の
補
償
、
救
済
等
に
つ
き
審
議
す
る
こ
と
を
目
的
に
内
閣
に
設
置
さ

れ
た
「
在
外
財
産
問
題
調
査
会
」
と
は
別
物
で
あ
る
。『
公
文
類
聚
・
第
七
十
八
編
・
昭
和
二
十
八
年
・
第
二
十
四
巻
・
官
規
一
・
行
政
官
庁

通
則
・
内
閣
・
総
理
府
一
』（
類1（（（（（11

）（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
（（
）　「
在
外
財
産
調
査
会
に
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
」、「
在
外
財
産
調
査
会
概
要
」、
前
掲
、『
在
外
財
産
調
査
会
関
係
資
料
目
録
』。

（
（（
）　
前
掲
、「
在
外
財
産
調
査
会
に
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
」。
国
内
補
償
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
「
大
問
題
」
で
あ
る
こ
と
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　「
終
戦
時
に
於
け
る
日
本
在
外
財
産
調
査
に
つ
い
て
（
未
定
稿
）」、
前
掲
、『
在
外
財
産
調
査
会
関
係
資
料
目
録
』。

（
（（
）　
以
下
、
前
掲
、「
終
戦
時
に
於
け
る
日
本
在
外
財
産
調
査
に
つ
い
て
（
未
定
稿
）」、「
在
外
財
産
に
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
」。

（
（（
）　
満
州
中
央
銀
行
の
調
査
と
、
満
州
国
政
府
経
済
部
に
よ
る
調
査
「
全
満
会
社
名
簿
及
び
会
社
資
本
統
計
」（
一
九
四
五
年
一
月
末
現
在
）
を

利
用
し
た
。

（
（（
）　
以
下
、
議
事
録
の
引
用
は
す
べ
てO

verseas�A
ssets�Investigation�C

ouncil�-�V
erbatim

�R
eports�N

o.�I,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
f-
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fice�of�C
ivil�Property�C

ustodian,�R
G

（（（,�box�（（（（,�folder�（（

に
よ
る
。
引
用
の
際
は
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
で
の
請
求
記
号

の
み
付
す
。

（
（（
）　M

eeting�on��（�O
ct.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�M

cG
rath.

（
（（
）　Ibid.

（
（1
）　M

eeting�on��（（�O
ct.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�M

cG
rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�N
ov.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�rem
arks�by�M

cG
rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�D
ec.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�Isono.

（
（（
）　Ibd.,�rem

arks�by�W
hiting�and�Isono.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�O
ct.�（（（（,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（�N
ov.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�M

cG
rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�N
ov.�（（（（,�rem

arks�by�W
are�and�M

cG
rath.

（
（（
）　M

eetings�on�（（�N
ov.�（（（（�

（C
PC

1（（（（
）�and�（�Jan.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�rem
arks�by�M

cG
rath.

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
経
過
情
報
を

秘
匿
す
る
マ
ク
グ
ラ
ス
に
対
し
、
日
本
政
府
に
対
す
る
指
令
に
よ
り
情
報
を
入
手
で
き
る
と
言
っ
た
が
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
そ
の
場
合
に
は
委
員

会
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
伝
え
た
と
い
う
。

（
（（
）　M

eeting�on��（�O
ct.�（（（（�and�（�（�O

ct.�（（（（,�rem
arks�by�M

cG
rath.�

（
（（
）　M

eeting�on�（,�O
ct.�（（（（,�rem

arks�by�T
heodore�K

.�N
oss.�

（
（1
）　M

eeting�on��（（�O
ct.�（（（（,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.

（
（（
）　M
eeting�on��（（�O

ct.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�K

anoh.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�N
ov.�（（（（,�rem

arks�by�M
cG

rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（�D
ec.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�rem
arks�by�T

ansey.

（
（（
）　Ibid.,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.
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（
（（
）　
Ｃ
Ｒ
Ｂ
（
中
央
儲
備
銀
行
券
）、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
中
国
聯
合
準
備
銀
行
券
）、
ド
ル
の
換
算
率
は
も
ち
ろ
ん
、
旧
帝
国
内
の
各
地
で
も
円
価
は
異
な

っ
て
い
た
。

（
（（
）　M

eeting�on��（（�D
ec.�（（（（,�a�rem

ark�by�N
oss.

（
（（
）　Ibid.,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.

（
（（
）　Japanese�E

xternal�A
ssets�E

stim
ate��（（�M

arch�R
eport,�G

H
Q

/SC
A

P�R
ecords,�O

ffice�of�C
ivil�Property�C

ustodian,�R
G

（（（,�

box�（1（（,�folder��（（�（C
PC

（（（1（

）.

（
（（
）　Japanese�E

xternal�A
ssets�E

stim
ate��（（�D

ecem
ber�（（（（,�G

H
Q

/SC
A

P�R
ecords,�O

ffice�of�C
ivil�Property�C

ustodian,�R
G

（（（,�

box�（（（1,�folder��（�
（C

PC
1111（

）.

（
（1
）　M

eeting�on��（1�M
ay�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�Ito.

（
（（
）　M

eeting�on��（�Jul.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�Ito.

（
（（
）　
実
際
の
コ
ス
ト
で
は
な
く
、
総
資
産
を
鉄
道
運
行
距
離
で
割
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。E

stim
ate�of�A

ssets�of�South�M
anchuria�

R
ailw

ay�C
o.,�Ltd.�

（A
ugust�（（th,�（（（（.

）,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
ffice�of�C

ivil�Property�C
ustodian,�R

G
（（（,�box�（（（1,�folder�

�（（

（C
PC

1（（（（

）
で
の
欄
外
備
考
よ
り
。

（
（（
）　M

eeting�on��（�Jul.�（（（（,�rem
arks�by�K

anoh�and�M
cG

rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（�O
ct.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�M

aeno.�

先
述
の
五
四
一
億
八
八
〇
〇
万
円
、
四
六
七
億
六
二
〇
〇
万
と
の
前
後

関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
段
階
的
な
減
額
を
行
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

（
（（
）　Ibid.,�a�rem

ark�by�M
cG

rath,�E
stim

ate�of�A
ssets�of�South�M

anchuria�R
ailw

ay�C
o.,�Ltd.�

（A
ugust�（（th,�（（（（

）.

作
成
日
、

作
成
者
の
情
報
は
な
い
が
、
議
事
録
中
の
マ
ク
グ
ラ
ス
の
発
言
と
数
字
が
重
な
る
た
め
、
当
該
史
料
と
判
断
し
た
。

（
（（
）　M

eeting�on��（�O
ct.�（（（（,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（1�N
ov.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�rem
arks�by�G

ushim
a.�

具
島
太
三
郎
、
元
満
鉄
職
員
。

（
（（
）　Japanese�E

xternal�A
ssets�as�of�A

ugust�（（（（,�V
ol.�（,��（1�Septem

ber�（（（（,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
ffice�of�C

ivil�Property�
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C
ustodian,�R

G
（（（,�box�（（（1,�folder��（

（C
PC

1111（

）.
（
（（
）　
前
掲
、
浅
野
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
』、
六
〇
七
頁
。

（
（1
）　M

eeting�on��（（�Sep.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�H

asegaw
a.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�O
ct.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�M

cG
rath.

（
（（
）　
前
掲
、「
在
外
財
産
調
査
会
概
要
」。

（
（（
）　Japanese�E

xternal�A
ssets�as�of�A

ugust�（（（（,�V
ol.�（,��（1�Septem

ber�（（（（,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
ffice�of�C

ivil�Property�

C
ustodian,�R

G
（（（,�box�（（（1,�folder��（�

（C
PC

1111（

）.

（
（（
）　
前
掲
、「
在
外
財
産
調
査
会
概
要
」。
前
掲
、「
終
戦
時
に
於
け
る
日
本
在
外
財
産
調
査
に
つ
い
て
（
未
定
稿
）」、
前
掲
、
朴
、
一
〇
六
頁
も

参
照
。

（
（（
）　
小
林
英
夫
「
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
」
井
村
哲
郎
編
『
一
九
四
〇
年
代
の
東
ア
ジ
ア
：
文
献
解
題
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
、
一
九
九
七
、
二
九
五
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
外
務
省
特
別
資
料
課
編
、
第
五
巻
、
五
二
〜
五
三
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
竹
前
・
中
村
監
修
、
六
〇
〜
六
一
頁
。

お
わ
り
に

Ｃ
Ｐ
Ｃ
と
日
本
の
合
同
委
員
会
の
議
長
で
あ
っ
た
マ
ク
グ
ラ
ス
は
、
あ
る
日
の
委
員
会
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
）
（
（
る
。

　W
e�all�believe�that�w

hen�the�tim
e�is�appropriate�and�som

e�international�subjects�have�been�settled,�the�efforts�of�
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this�com
m

ittee�w
ill�then�be�know

n�to�the�statesm
en�of�the�w

orld.

　
私
た
ち
は
皆
信
じ
て
い
る
。
し
か
る
べ
き
時
が
来
て
、
い
く
つ
か
の
国
際
的
な
問
題
が
解
決
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
委
員
会
の
努
力
は

世
界
の
政
治
家
た
ち
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
。

在
外
財
産
調
査
会
や
Ｃ
Ｐ
Ｃ
合
同
委
員
会
の
集
計
作
業
に
は
、
い
く
つ
も
の
困
難
と
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
や
、
戦

時
、
戦
後
の
混
乱
に
よ
り
確
定
の
困
難
な
為
替
レ
ー
ト
、
評
価
と
い
っ
た
、
数
字
の
正
確
性
の
問
題
で
あ
っ
た
り
、
外
部
か
ら
適
切
だ
と
見

做
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
確
か
ら
し
さ
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
も
Ｃ
Ｐ
Ｃ
も
、
出
来
る
限
り
の
情

報
を
収
集
、
分
析
し
て
対
処
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
中
国
本
土
や
満
州
に
残
さ
れ
た
資
料
を
日
本
へ
運
び
出
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
お

り
、
日
本
側
が
入
手
し
た
満
鉄
資
料
は
子
ど
も
を
背
負
っ
た
女
性
が
持
ち
出
し
た
も
の
で
あ
っ
）
（
（

た
。
当
初
、
在
外
財
産
等
報
告
書
の
数
字
は

あ
て
に
な
ら
な
い
と
打
ち
捨
て
ら
れ
た
が
、
結
局
、
日
本
側
も
Ｃ
Ｐ
Ｃ
も
約
四
七
万
通
の
在
外
財
産
等
報
告
書
を
分
析
し
て
い
る
。

後
者
の
「
確
か
ら
し
さ
」
に
つ
い
て
は
、
実
態
と
乖
離
し
た
数
字
を
産
み
出
し
た
可
能
性
も
あ
る
し
、
報
告
書
全
体
の
正
当
性
（just-

ness

）
を
守
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
な
か
に
あ
っ
た
当
事
者
た
ち
の
格

闘
に
少
し
の
光
を
当
て
た
。

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
賠
償
・
請
求
権
問
題
に
お
い
て
在
外
財
産
処
理
は
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
や
在

外
財
産
調
査
会
、
日
本
銀
行
の
報
告
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
や
そ
の
後
の
二
国
間
で
の
賠
償
交
渉
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た

の
か
に
つ
い
て
、
本
稿
は
未
検
討
で
あ
る
。
戦
後
の
混
乱
期
の
な
か
、
在
外
財
産
等
報
告
書
を
作
成
、
提
出
し
な
が
ら
政
府
か
ら
の
補
償
を

得
ら
れ
ず
運
動
を
展
開
し
て
い
く
主
体
が
、
こ
う
し
た
数
字
を
ど
の
よ
う
に
評
価
、
利
用
し
た
の
か
と
い
う
論
点
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
い

ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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〔
付
記
〕
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費（（K

（（（（（

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

（
（
）　M

eeting�on��（�O
ct.�（（（（,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.

（
（
）　M

eeting�on��（1�M
ay,�（（（（,�a�rem

ark�by�Ito.

附
録
　
三
井
物
産
の
在
外
財
産
デ
ー
タ

以
下
、
三
井
文
庫
が
所
蔵
す
る
史
料
か
ら
判
明
す
る
終
戦
時
の
三
井
物
産
の
在
外
財
産
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
示
し
て
お
き
た
い
。
利
用
す

る
史
料
は
「
在
外
財
産
等
報
告
書
」（
物
産
二
八
三
三
）
で
、
現
時
点
で
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
表
題
か
ら
分
か
る
通
り
、
本
稿
第
二
章

第
一
節
で
そ
の
収
集
事
業
に
触
れ
た
在
外
財
産
等
報
告
書
で
あ
り
、
提
出
版
の
控
え
と
し
て
三
井
物
産
に
残
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
計
算
用
の
下
書
き
書
類
と
思
わ
れ
る
史
料
が
「
在
外
財
産
調
」（
物
産
二
八
三
四
）
と
し
て
残
っ
て
い
る
（
こ
ち
ら
も
現
時
点
で
は

非
公
開
）。

「
在
外
財
産
等
報
告
書
」
は
、「
在
外
財
産
等
報
告
書
作
成
要
領
」
で
指
定
さ
れ
て
い
た
サ
イ
ズ
に
従
っ
た
Ｂ
（
程
度
の
紙
を
重
ね
て
短
辺

を
紐
で
括
っ
た
も
の
で
、
厚
さ
は
四
・
五
セ
ン
チ
程
度
あ
る
。
表
紙
に
は
「
昭
和
二
〇
年
十
二
月
十
七
日
提
出
　
在
外
財
産
等
報
告
書
　
経

理
部
資
金
課
」
と
あ
り
、
第
1
表
の
う
ち
第
一
号
表
、
第
二
号
表
、
第
三
号
表
の
第
三
〜
四
、
第
六
〜
十
、
第
十
二
、
第
十
四
、
第
四
号
表

の
ほ
か
、
本
社
・
支
店
・
子
会
社
の
役
員
氏
名
、
本
店
・
六
五
支
店
出
張
所
等
・
一
三
子
会
社
の
賃
借
対
照
表
、
七
二
支
店
出
張
所
等
・
一

三
子
会
社
の
損
益
計
算
書
（
一
九
四
〇
年
四
月
〜
四
五
年
三
月
）、
本
店
・
六
五
支
店
出
張
所
等
・
一
〇
子
会
社
の
財
産
目
録
、
四
三
支
店
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付表 1　三井物産在外財産等報告総括表

報告資産細目 通貨名 ⾦額 備考

（ ⾦銀貨幣 ― ―
（ ⾦，銀，⽩⾦の地⾦及合⾦ ― ―
（ 在外不動産 円貨 （（（,（（（,（（（.（（ 評価額
（ 在外動産 円貨 （（,（（（,（1（.（（ 評価額
（ 在外銀⾏預⾦及其の他の預け⾦ ― ―
（ 外国居住者の負担となる勘定，受取⼿形及其の他の

貸⾦
（但し投資，証券，銀⾏預⾦及其の他の預け⾦を除
く）

円貨 （1（,（（（,（1（.（（ 債権額

（ 在外事業の株式，組合出資其の他の出資 円貨 （1,（（（,（（（.11 時価額
（ 各表に於て報告せられざる債券，抵当証券，社債及

其の他の投資証書
円貨 （（（,（（1.11 時価額

（ 前各表に報告せられざる⽀払証書 円貨 （,（（（,（（（.（（ 額面
（1 著作権，特許権，ライセンス，商標権及之に類する

無体財産権
円貨 （,（（（,（11.11

（（ 外国通貨 ― ―
（（ 外国の政府又は地方公共団体の発⾏する債券其の他

の債務証書
⽶貨 （,（1（.11 額面

全額⽶国
（（ 外国居住者の負担となるべき保険証券及年⾦ ― ―
（（ 本邦所在企業の出資に係る外国所在⽀店及子会社 円貨 （（,1（（,（（1.（（ 投資額
（（ 借地権又は財産の使用若は占有に関する類似の権利 ― ―
（（ 本邦外に所在し又は本邦外に於て効⼒ある財産にし

て本邦内に居住する者が全部又は⼀部を直接又は間
接に所有し又は⽀配する上記以外の⼀切の財産

― ―

出典）　『在外財産等報告書』（物産 （（（（）（三井⽂庫所蔵未公開史料）
※負債（本邦内に居住する者か外国に居住する者に対し負担すべき⼀切の負債）は （（,（（（,（（（.（（ 円
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付表 2　三井物産所有在外不動産（昭和 （1 年 （ ⽉末⽇現在）

所在地 明細 坪 帳簿価格（円） 取得価額又は�
建設価額（円） 評価額（円）

朝鮮

⼟地 （,（（（ （（（,（（（.（（ （（（,1（1.（1 （11,（（1.11
建物 （,（（1 （（（,（（（.（1 （,（（（,（（（.1（ （,（（（,（（（.（（
機械設備 ― ― （（,（（（.（（ （（,（（（.（（

合計 （,（（（,（（（.（（ （,（（（,1（（.（（ （,（（（,（（（.（1

台湾

⼟地 （,（（（ （（1,（（（.（（ （（（,（（（.（（ （（（,（（（.（（
建物 （,1（（ （1（,（（（.（（ （（（,（（（.（（ （,（（（,（（（.（（
機械設備 ― （,（（（.（1 （（（,（（（.（（ （（（,1（（.（（

合計 （（（,（（（.（（ （,（（（,1（（.（（ （,（（（,（（（.（（

満洲

⼟地 （（,（（（ （（（,（（（.（1 （（（,（（（.（（ （,（（1,（（（.（（
建物 （（,（（（ （,（1（,（（（.（（ （,（（（,（（（.1（ （,（（（,（（（.（（
機械設備 ― ― （（,（（（.（1 （（,（（（.11

合計 （,（（（,（（1.（（ （,（（（,1（（.（（ （（,（（（,（（（.（（

⽀那

⼟地 （（（,（（（ （,（（1,（（（.（（ （,1（（,（（（.（（ （（,（（（,（（（.（1
建物 （（,（（（ （,（（（,（11.（（ （,（（（,（1（.（1 （1,（（（,（（（.1（
機械設備 ― （（（,（（（.（（ （,1（（,（（（.（（ （,（（（,（（（.11

合計 （,1（（,（（（.（（ （（,（（（,（（（.（（ （（,（（（,（（（.（（

南方

⼟地 （（,（（（ （（（,（（（.（（ （（1,（（（.（（ （（（,（（（.（（
建物 （,（（（ （（（,（（（.（1 （（（,1（（.1（ （,（（（,（（（.（（
機械設備 ― （（,（（（.11 （（（,（（（.1（ （（,（11.11

合計 （（（,（（（.（（ （,（（（,（（（.（（ （,（（（,（1（.11

合計
⼟地 （1（,（（（ （,（（（,（（1.（（ （,（（（,（（（.（（ （（,（（（,（（（.（（
建物 （（,（（（ （,1（（,（（（.（（ （（,1（（,（1（.（（ （（,（（（,（（（.（（
機械設備 ― （（（,（（（.（（ （,（（（,（（（.（（ （,1（（,（（（.（（

総計 （（,（（1,1（（.（（ （（,（（（,（（（.（（ （（（,（（（,（（（.（（

出典）　『在外財産等報告書』（物産 （（（（）（三井⽂庫所蔵未公開史料）
備考 （：取得の相⼿方不明
備考 （：�評価額は最近各地⼀段物価昂騰に伴ひ帳簿価格に⽐し相当⾼額に昇りたり
備考 （：本表不動産は本店勘定にて円貨に切換へ記帳し居るものなり
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出
張
所
等
の
財
産
目
録
附
表
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
財
産
目
録
附
表
は
、
公
債
や
株

式
の
銘
柄
も
判
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

筆
者
の
力
不
足
か
ら
、
具
体
的
な
分
析
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
以
下
、
簡
単
に
表
の
説

明
を
す
る
。

付
表
1
は
、
在
外
財
産
等
報
告
書
の
第
二
号
表
に
あ
た
る
総
括
表
で
あ
る
。
円
で
示
さ
れ

た
も
の
と
ド
ル
で
示
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
ほ
か
、
評
価
額
、
時
価
額
、
額
面
（「
債
権
額
」

「
投
資
額
」
も
含
む
）
と
評
価
基
準
も
複
数
存
在
し
、
こ
れ
ひ
と
つ
か
ら
で
も
在
外
財
産
調

査
事
業
の
困
難
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

付
表
2
は
三
井
物
産
が
所
有
す
る
在
外
不
動
産
に
つ
い
て
地
域
別
、
種
類
別
に
整
理
し
た

も
の
で
、
坪
数
が
判
明
す
る
ほ
か
、
帳
簿
価
格
、
取
得
価
額
（
建
設
価
額
）、
評
価
額
の
対

照
が
可
能
な
点
で
貴
重
で
あ
る
。
土
地
に
つ
い
て
言
え
ば
、
全
体
の
約
七
〇
％
が
満
州
を
除

く
中
国
に
あ
る
が
、
建
物
面
積
の
比
率
は
約
四
六
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
満
州
は
、
全
体

の
約
一
九
％
と
い
う
土
地
面
積
の
数
字
に
比
し
て
、
建
物
は
二
九
％
が
集
ま
っ
て
お
り
、
鉱

山
や
工
場
、
住
宅
の
所
在
が
こ
う
し
た
数
字
に
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

付
表
3
は
、
三
井
物
産
の
在
外
事
業
へ
の
出
資
デ
ー
タ
で
あ
る
。
取
得
価
額
を
地
域
別
の

割
合
で
見
れ
ば
、
満
州
を
除
く
中
国
が
五
七
％
と
半
分
以
上
を
占
め
、
朝
鮮
二
一
％
、
満
州

一
三
％
、
台
湾
六
％
と
続
く
。
三
井
物
産
の
満
州
へ
の
投
資
は
日
中
戦
争
以
降
急
増
し
、

「
満
洲
国
」
政
府
や
軍
の
出
資
要
請
に
応
え
る
か
た
ち
で
拡
大
を
し
）
（
（

た
が
、
日
本
軍
の
占
領

付表 3　三井物産・在外事業の株式組合出資及其他の出資（昭和 （1 年 （ ⽉ （1 ⽇現在）

発⾏場所
所有者の住
所氏名又は
商号及国籍

銘柄 証書の数
（株） 取得価額（円）

帳簿価格�
または�

払込⾦額�
（円）

時価額
（円）

朝鮮 同 株式総合 （（（,（（1 （,（（（,（11（（（.（%） （,（（（,（11� （,（（1,111
台湾 同 同上ヵ （1,（（（ （,（（（,（（（（（.（%） （,（（（,（（（� （,（（（,（11
満洲 同 同上ヵ （11,（（1 （,（（（,（（（（（（.（%） （,（（（,（（（� （,1（（,（（1
⽀那 同 同上ヵ （（1,（（（ （（,（（（,（（（（（（.（%） （（,（（（,（（（� （（,（（（,（（1
南方 同 同上ヵ （,（（（ （（（,（（（（（.（%） （（（,（（（� （（（,（（（
⽶国 同 同上ヵ （,（（（ （（,（（（（1.（%） （1,（（（� ―
英国 同 同上ヵ （,（1（ （,1（（（1.1%） （,1（（� ―

合計 （（（,（（（ （（,（（（,（（（（（11%） （（,（（（,（（（� （1,（（（,（（（

出典）　『在外財産等報告書』（物産 （（（（）（三井⽂庫所蔵未公開史料）．⽐率は引用者算出．
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地
域
の
拡
大
と
と
も
に
急
増
し
た
華
北
、
華
中
、
華
南
へ
の
投
）
（
（

資
が
、
そ
れ
以
前
の
も
の
と
合
わ
せ
る
と
大
半
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
現
在
、
科
研
費
（
若
手
研
究
、（（K

（（（（（

）
に
よ
る
関
連
史
料
の
整
理
を
行
っ
て
お
り
、
次
号
以
降
、
そ
の
成
果
を
紹
介
し
て
い

き
た
い
。

（
（
）　
春
日
豊
『
帝
国
日
本
と
財
閥
商
社
：
恐
慌
・
戦
争
下
の
三
井
物
産
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
、
第
八
章
。

（
（
）　
同
前
、
第
九
章
。
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貞
享
五
年
・
伊
豆
蔵
五
兵
衛
「
店
法
度
・
作
法
幷
異
見
之
事
」

　

―
―

　

伊
勢
商
人
の
江
戸
店
の
店
則

　

―
―

　

近
世
経
済
史
料
研
究
会

一
　「
店
法
度
・
作
法
幷
異
見
之
事
」
に
つ
い
て

二
　
伊
豆
蔵
と
伊
豆
蔵
五
兵
衛

三
　
三
井
と
伊
豆
蔵

四
　
現
金
安
売
掛
値
な
し

五
　
模
倣
さ
れ
る
店
則

六
　
Ａ
Ｉ
―
Ｏ
Ｃ
Ｒ
技
術
を
利
用
し
た
史
料
翻
刻
に
つ
い
て

史
料
翻
刻
「
店
法
度
・
作
法
幷
異
見
之
事
」

（
参
考
史
料
）
解
説
・
翻
刻
　
伊
藤
屋
「
家
訓
録
」

一　
「
店
法
度
・
作
法
幷
異
見
之
事
」
に
つ
い
て

本
史
料
は
伊
勢
商
人
で
あ
る
伊
豆
蔵
五
兵
衛
家
の
、
江
戸
の
店
舗
の

規
則
で
あ
る
（
伊
豆
蔵
と
伊
豆
蔵
五
兵
衛
に
つ
い
て
は
二
を
参
照
）。

奥
付
に
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
、
九
月
に
元
禄
に
改
元
）
五
月
十
一
日

の
日
付
と
と
も
に
「
伊
豆
蔵
屋
五
兵
衛
正
信
」
の
署
名
と
花
押
が
あ
る
。

幅
約
三
六
セ
ン
チ
、
長
さ
約
一
一
メ
ー
ト
ル
三
六
セ
ン
チ
の
巻
子
で
、

表
紙
は
黒
み
が
か
っ
た
紺
色
で
あ
る
。
題
簽
等
は
無
い
。
全
体
的
に
保

存
状
態
は
良
好
で
、
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

二
〇
一
八
年
に
三
井
文
庫
が
古
書
店
よ
り
購
入
し
た
が
、
そ
れ
以
前
の

来
歴
は
わ
か
ら
な
い
。
伊
豆
蔵
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
貴

重
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
輪
読
し
て
史
料
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

本
史
料
に
は
見
返
し
に
前
書
【
（
】（
以
下
【
】
は
史
料
記
事
番

号
）
が
あ
り
、
次
い
で
「
店
法
度
作
法
幷
異
見
之
事
」
の
内
題
と
序
文

【
（
】
が
あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
①
「
法
度
之
事
」（
八
箇
条
【
（
】

史
料
紹
介
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〜
【
（1
】）、
②
「
作
法
之
事
」（
二
八
箇
条
【
（（
】
〜
【
（（
】）、
③

「
両
支
配
人
日
用
勤
之
事
」（
五
箇
条
【
（（
】
〜
【
（（
】）、
④
「
異
見
之

事
」（
四
箇
条
【
（（
】
〜
【
（（
】）
の
四
項
目
・
四
五
箇
条
か
ら
な
る
条

文
が
あ
る
。
そ
の
後
ろ
に
跋
文
【
（（
】・
伊
豆
蔵
五
兵
衛
に
よ
る
一
文

と
署
名
が
あ
り
、
最
後
に
商
い
の
心
得
ら
し
き
言
葉
【
（（
】
〜
【
（（
】

が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
前
書
は
伊
豆
蔵
屋
五
兵
衛
が
京
都
店
の
全
奉
公

人
に
向
け
て
発
信
し
た
も
の
、
内
題
以
下
の
内
容
は
伊
豆
蔵
屋
五
兵
衛

が
江
戸
店
の
奉
公
人
に
向
け
て
発
信
し
た
も
の
、
署
名
よ
り
後
ろ
の
部

分
は
心
得
と
し
て
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
史
料
を
読
む
際
は
こ

の
点
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
史
料
の
前
書
部
分
で
は
、
こ
の
店
則
は
江
戸
店
の
掟
だ
が
、
京
都

店
で
も
年
に
一
回
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
に
し
た
と
あ
る
（「
此
御
定
目

ハ
江
戸
店
之
掟
也
と
い
へ
と
も
、（
中
略
）
於
京
都
一
ヶ
年
ニ
一
度
宛

勝
手
之
節
、
乃
至
月
待
之
夜
ニ
而
も
、
惣
中
を
集
め
、
年
寄
中
之
内
ゟ

読
聞
候
事
」【
１
】）。
本
史
料
自
体
は
京
都
店
で
配
備
・
運
用
さ
れ
て

い
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

①
「
法
度
之
事
」
は
、
主
に
奉
公
人
の
守
る
べ
き
内
容
で
、
い
わ
ば

「
べ
か
ら
ず
集
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
無
断
外
出
の
禁
止
、
博
奕
・

傾
城
狂
・
盗
・
賭
事
の
禁
止
、
店
の
内
外
で
の
私
的
商
売
の
禁
止
、
着

衣
の
規
定
と
慎
み
の
心
構
え
、
な
ど
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

②
「
作
法
之
事
」
は
商
売
に
関
す
る
注
意
事
項
で
箇
条
数
は
本
史
料

中
最
も
多
い
。
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
仕
入
、
注
文
、
販
売
な
ど
、

呉
服
店
の
業
務
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
特
に
現
金
売
や

掛
売
に
関
す
る
注
意
が
多
い
（
詳
し
く
は
後
掲
四
を
参
照
）。

③
「
両
支
配
人
日
用
勤
之
事
」
は
主
に
伊
豆
蔵
五
兵
衛
店
の
江
戸
店

の
支
配
人
に
関
す
る
職
掌
・
心
構
え
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
支
配

人
の
役
割
と
と
も
に
、
江
戸
店
の
商
売
相
手
の
様
子
な
ど
も
垣
間
見
ら

れ
る
（
詳
し
く
は
後
掲
三
を
参
照
）。

④
「
異
見
之
事
」
は
奉
公
人
へ
の
訓
戒
な
ど
で
あ
る
。
健
康
管
理
へ

の
注
意
や
、
傍
輩
同
士
の
接
し
方
、
神
仏
や
父
母
を
敬
い
、
立
身
す
る

こ
と
で
孝
行
す
る
こ
と
、
支
配
人
は
身
を
正
し
く
し
て
家
を
治
め
る
こ

と
、
な
ど
を
記
し
て
い
る
。

本
史
料
の
跋
文
に
お
い
て
、
以
上
の
内
容
は
以
前
か
ら
定
め
ら
れ
て

い
た
内
容
を
増
補
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
五
兵

衛
が
江
戸
に
出
店
し
て
か
ら
定
め
た
店
則
を
、
貞
享
五
年
に
京
都
店
で

も
読
み
聞
か
せ
る
た
め
に
一
部
改
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

伊
豆
蔵
は
甚
右
衛
門
・
吉
右
衛
門
・
五
兵
衛
の
三
つ
の
店
が
あ
り
、
甚

右
衛
門
の
店
が
最
も
古
い
（
後
掲
二
参
照
）。
五
兵
衛
店
の
店
則
も
、

甚
右
衛
門
の
江
戸
店
の
店
則
を
参
考
に
定
め
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

先
述
の
通
り
伊
豆
蔵
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ

ら
店
則
の
制
定
過
程
な
ど
は
判
然
と
し
な
い
。
本
史
料
の
派
生
版
と
思

わ
れ
る
店
則
が
後
年
複
数
作
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
五
で
詳
述
）、

他
店
の
店
則
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
起
源

が
ど
こ
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
い
え
る
。
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（
下
向
井
紀
彦
）

二　

伊
豆
蔵
と
伊
豆
蔵
五
兵
衛

１　

伊
勢
商
人
伊
豆
蔵
と
は

こ
こ
で
は
、
伊
豆
蔵
と
伊
豆
蔵
五
兵
衛
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
踏
ま

え
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
）
（
（

い
。

伊
豆
蔵
は
古
い
伊
勢
商
人
で
あ
る
。
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）、

蒲
生
氏
郷
が
松
坂
に
城
下
町
を
築
い
た
後
、
初
期
松
坂
経
済
を
支
え
た

有
力
商
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
蔵
方
と
呼
ば
れ
、
伊
豆
蔵

（
鈴
木
家
）・
雲
出
蔵
（
寺
西
家
）・
射
和
蔵
（
小
野
田
家
）・
鎌
田
蔵

（
鎌
田
家
）・
下
蔵
（
神
部
家
）・
美
矢
古
蔵
（
不
詳
）
の
六
家
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
伊
豆
蔵
は
、
氏
郷
が
松
坂
以
前
に
松
ヶ
島
に
築
城
し
た
際
、

代
官
を
兼
ね
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
と
い
う
。

江
戸
に
幕
府
が
置
か
れ
る
と
多
数
の
武
士
と
そ
の
家
族
が
集
住
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
需
要
を
満
た
す
た
め
に
商
工
業
者
も
移
住
し
、
大

量
の
物
資
が
江
戸
へ
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
江
戸
は
巨
大
消
費

都
市
と
し
て
成
長
す
る
。
こ
こ
に
商
機
を
見
い
だ
し
た
多
く
の
伊
勢
商

人
も
江
戸
に
出
店
し
、
消
費
物
資
を
扱
う
よ
う
に
な
る
。
伊
豆
蔵
も
一

七
世
紀
前
半
に
は
江
戸
進
出
し
、
呉
服
業
を
営
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

松
坂
・
射
和
な
ど
伊
勢
商
人
は
婚
姻
関
係
に
よ
り
入
り
組
ん
だ
親
戚

集
団
を
形
成
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
高
利
の
叔
母
で
あ
る
妙
休
と
清
寿

（
後
妻
）
は
、
伊
豆
蔵
甚
兵
衛
（
鈴
木
秀
信
、
鈴
木
甚
右
衛
門
家
五
代

目
当
主
）
に
嫁
い
で
お
り
、
三
井
と
伊
豆
蔵
も
多
層
的
な
縁
戚
関
係
に

あ
っ
た
（
三
で
詳
述
）。

２　

伊
豆
蔵
の
商
売
に
つ
い
て

伊
豆
蔵
（
鈴
木
甚
右
衛
門
）
は
三
代
目
当
主
甚
右
衛
門
（
浄
念
）
の

と
き
に
江
戸
本
町
二
丁
目
に
呉
服
店
を
開
業
し
た
と
い
う
。
開
業
年
代

は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
三
井
高
利
の
長
兄
俊
次
が
初
め
て
江
戸
に
出
た

の
が
寛
永
初
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
す
で
に
伊
勢
商
人

の
伊
豆
蔵
・
家
城
・
富
山
等
は
江
戸
で
商
売
を
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
伊
豆
蔵
は
元
和
期
以
前
に
は
江
戸
に
出
店
し
て
い

た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

伊
豆
蔵
は
呉
服
業
や
両
替
業
を
営
ん
で
い
た
。
享
保
期
に
は
甚
右
衛

門
、
吉
右
衛
門
、
五
兵
衛
の
三
家
あ
り
、
三
家
で
江
戸
に
五
軒
、
京
都

に
二
軒
、
大
坂
に
一
軒
の
呉
服
商
売
の
店
舗
を
有
し
て
い
た
。
事
業
本

部
兼
仕
入
店
を
京
都
に
置
き
、
販
売
店
を
江
戸
・
大
坂
に
置
く
、
近
世

の
有
力
呉
服
商
に
み
え
る
典
型
的
な
事
業
形
態
だ
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ

し
、
経
営
史
料
が
残
存
し
て
い
な
い
た
め
、
経
営
の
実
態
等
は
不
明
で

あ
る
。
近
世
後
期
に
な
る
と
経
営
不
振
に
陥
り
、
明
治
初
期
に
は
廃
業

し
家
も
絶
え
て
い
る
。
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３　

伊
豆
蔵
五
兵
衛
に
つ
い
て

伊
豆
蔵
五
兵
衛
（
鈴
木
正
信
）
は
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
に
生
ま

れ
、
後
に
甚
左
衛
門
と
改
称
し
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
正
月
二

十
二
日
に
七
〇
歳
で
没
し
て
い
る
と
い
）
（
（

う
。
法
号
は
岑
誉
浄
喜
居
士
で

あ
っ
た
。
父
親
は
甚
兵
衛
秀
信
（
栄
誉
林
慶
居
士
）
で
、
母
親
は
先
述

の
通
り
高
利
の
叔
母
清
寿
で
あ
）
（
（

る
。

伊
豆
蔵
五
兵
衛
も
有
力
な
松
坂
商
人
で
あ
っ
た
。
元
禄
二
年
（
一
六

八
九
）
時
点
で
、「
呉
服
現
金
安
売
所
」
と
し
て
越
後
屋
八
郎
右
衛
門

（
駿
河
町
）・
富
山
喜
左
衛
門
（
本
町
一
丁
目
）・
家
城
太
郎
二
郎
（
本

町
一
丁
目
）・
伊
豆
倉
（
本
町
二
丁
目
）
の
名
前
が
見
）
（
（
え
、
享
保
五
年

（
一
七
二
〇
）
の
絵
図
で
は
江
戸
本
町
二
丁
目
に
間
口
五
間
の
店
を
確

認
で
き
）
（
（
る
。
ま
た
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
時
点
で
、
江
戸
本
町
二

丁
目
と
麹
町
二
丁
目
の
二
ヶ
所
に
店
を
持
っ
て
い
）
（
（
た
。
本
史
料
で
も
、

五
兵
衛
の
江
戸
の
店
舗
を
「
両
店
」
と
表
現
す
る
箇
所
が
複
数
出
て
く

る
【
（（
】【
（（
】。
本
史
料
の
作
成
さ
れ
た
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
段

階
で
、
す
で
に
五
兵
衛
の
店
は
江
戸
に
二
つ
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
京
都
で
は
、
享
保
二
十
年
時
点
で
衣
棚
二
条
下
ル
町
に
仕
入
店

を
も
）
（
（

ち
、
時
期
不
明
な
が
ら
大
坂
の
高
麗
橋
二
丁
目
に
も
呉
服
店
を
出

し
て
い
た
と
い
う
（
本
史
料
で
は
大
坂
に
店
に
つ
い
て
の
言
及
は
な

い
）。
五
兵
衛
は
甚
右
衛
門
か
ら
分
家
し
松
坂
の
中
町
に
居
住
す
る
。

な
お
、
中
町
に
も
伊
豆
蔵
の
店
が
あ
り
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
伊
豆
蔵

伊
平
治
の
名
で
松
坂
木
綿
の
買
次
問
屋
を
営
ん
で
い
た
よ
う
だ
。

先
述
の
よ
う
に
、
経
営
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
五
兵
衛
の
呉

服
・
木
綿
に
関
す
る
具
体
的
な
経
営
や
商
売
の
内
容
な
ど
は
明
ら
か
に

で
き
な
い
も
の
の
、
本
史
料
作
成
時
点
で
、
五
兵
衛
は
三
都
に
店
舗
展

開
し
、
呉
服
を
扱
う
有
力
伊
勢
商
人
の
一
人
だ
っ
た
と
い
え
る
。

４　

店
法
度
に
み
え
る
伊
豆
蔵
五
兵
衛
店
の
様
子

で
は
本
史
料
の
内
容
か
ら
、
五
兵
衛
店
の
様
子
を
み
て
み
よ
う
。
先

述
の
通
り
、
五
兵
衛
店
は
京
都
に
一
軒
、
江
戸
に
二
軒
、
大
坂
に
一
軒
、

店
を
持
っ
て
い
た
。
本
史
料
は
江
戸
店
の
店
則
だ
が
、
内
容
を
読
ん
で

い
く
と
京
都
店
と
江
戸
の
二
店
舗
が
登
場
す
る
。
江
戸
の
店
舗
の
取
引

形
態
等
に
つ
い
て
は
三
で
詳
述
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
本
史
料
か
ら
読

み
取
れ
る
京
都
店
の
役
割
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

京
都
店
は
事
業
本
部
兼
仕
入
店
で
あ
る
。
前
書
で
江
戸
店
の
店
則
を

京
都
店
で
運
用
す
る
に
あ
た
り
「
京
に
て
は
売
附
之
商
ハ
不
致
と
も
、

商
人
ハ
売
も
買
も
同
し
事
也
」【
１
】
と
し
て
い
る
。
京
都
店
は
商
売

に
お
い
て
は
仕
入
専
門
店
で
あ
り
販
売
機
能
は
無
か
っ
た
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。「
作
法
之
事
」
の
な
か
で
も
仕
入
店
と
し
て
の
役
割
が

描
か
れ
る
。
例
え
ば
、
江
戸
店
は
京
都
店
か
ら
届
い
た
商
品
の
チ
ェ
ッ

ク
を
行
い
、
品
質
に
問
題
が
あ
れ
ば
京
都
店
に
報
告
す
る
こ
と
【
（（
】、

江
戸
店
の
見
世
物
で
購
入
希
望
品
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
注
文
控
に
記
載

し
京
都
に
送
る
こ
と
【
（（
】、
な
ど
の
箇
条
が
あ
る
。
京
都
店
は
基
本

的
に
、
江
戸
店
か
ら
の
注
文
を
受
け
て
、
必
要
な
商
品
を
調
達
し
て
江
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戸
に
送
り
、
江
戸
で
は
そ
れ
ら
を
検
査
し
、
値
付
け
し
て
店
頭
に
出
し
、

あ
る
い
は
注
文
主
に
届
け
て
い
た
。「
作
法
之
事
」
に
は
注
文
に
関
す

る
記
事
も
細
か
い
。
注
文
は
売
れ
方
を
見
な
が
ら
早
め
に
行
う
こ
と

【
（（
】、
春
夏
の
注
文
は
十
月
中
、
秋
冬
の
注
文
は
三
月
中
に
行
う
こ
と

【
（（
】【
（（
】
な
ど
の
項
目
も
あ
る
。
こ
の
点
、
三
井
高
利
が
延
宝
三
年

（
一
六
七
五
）
か
四
年
の
十
月
十
三
日
に
江
戸
の
高
富
・
高
伴
ら
に
出

し
た
書
翰
に
、
伊
豆
蔵
・
富
山
・
家
城
は
春
注
文
を
十
月
初
頭
に
は
京

都
に
送
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
ち
ら
も
一
刻
も
早
く
注
文
を
送
る
こ
と
、

な
ど
を
記
し
て
い
る
（「
そ
う
し
（
じ
）て
春
買
注
文
、
伊
豆
倉
、
富
山
、
家

城
十
月
初
り
時
分
ニ
注
文
上
り
申
候
、
一
刻
も
は
や
く
御
上
せ
可

申
）
（
（
候
」）。
こ
の
伊
豆
蔵
が
五
兵
衛
か
甚
左
衛
門
か
わ
か
ら
な
い
が
、
江

戸
で
商
売
を
始
め
て
久
し
い
有
力
伊
勢
商
人
は
春
注
文
を
速
や
か
に
送

り
、
江
戸
出
店
数
年
の
三
井
は
ま
だ
動
き
の
遅
い
様
子
が
う
か
が
え
る
。

有
力
呉
服
店
は
販
売
の
み
な
ら
ず
仕
入
で
も
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、「
商
売
記
」
に
は
高
利
の
言
葉
と
し
て
、
江
戸
の
注

文
を
待
た
ず
に
京
都
で
安
い
も
の
が
あ
れ
ば
大
量
に
仕
入
れ
て
江
戸
に

送
る
工
夫
も
記
さ
れ
て
い
る
（『
三
井
事
業
史
』
資
料
編
一
、
三
一
頁
）。

注
文
や
仕
入
の
重
要
性
は
薄
利
多
売
で
利
益
獲
得
を
目
指
す
呉
服
商
共

通
の
課
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
作
法
之
事
」
か
ら
は
、
京
都
店
の
事
業
本
部
機
能
に
つ
い
て
も
垣

間
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
江
戸
店
で
は
屋
敷
売
り
の
商
高
・
掛
残
り

を
半
期
ず
つ
記
録
し
て
京
都
に
報
告
し
【
（（
】、
金
銀
の
出
入
帳
を
京

都
に
毎
年
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
【
（（
】。
京
都
店
が
売
上
額

や
掛
残
り
の
状
況
や
、
金
銀
出
入
帳
の
内
容
を
把
握
す
る
点
も
三
井
な

ど
の
呉
服
商
と
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
法
度
之
事
」
の
な
か
で
「
皆
古
郷
ヲ
離
、
遙
々
江
戸

へ
参
候
ハ
何
之
為
ニ
哉
」【
（1
】
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
店
の

奉
公
人
の
多
く
は
江
戸
以
外
（
お
そ
ら
く
松
坂
や
京
都
）
か
ら
雇
用
さ

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
作
法
之
事
」
の
な
か
で
、
奉
公
人
へ

の
貸
銀
は
五
両
以
上
の
場
合
、
使
途
（
購
入
希
望
品
）
を
京
都
店
に
申

請
さ
せ
、
必
要
と
判
断
で
き
れ
ば
貸
与
す
る
【
（（
】
と
か
、
手
代
が
現

銀
売
の
呉
服
商
と
し
て
独
立
を
希
望
す
る
場
合
、
京
都
店
の
許
可
を
経

て
独
立
す
る
が
、
掛
け
売
り
を
す
る
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い

【
（（
】
な
ど
の
箇
条
も
み
え
る
。
ま
た
、
支
配
人
は
奉
公
人
の
勤
務
実

態
を
京
都
店
に
報
告
し
、
奉
公
人
も
支
配
人
の
勤
務
状
況
に
不
埒
が
あ

れ
ば
同
様
に
報
告
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
【
（（
】。
京
都
店
は
江
戸
の

奉
公
人
の
勤
務
実
態
を
把
握
し
、
給
金
の
管
理
や
独
立
の
采
配
も
行
っ

て
い
た
。
江
戸
店
の
奉
公
人
の
雇
用
を
ど
の
店
が
担
当
し
て
い
た
の
か

は
判
然
と
し
な
い
が
、
三
井
な
ど
と
同
様
、
全
店
舗
の
奉
公
人
の
実
態

把
握
は
京
都
店
の
役
割
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
（
）
こ
こ
で
は
主
に
、
大
喜
多
甫
文
「
松
坂
の
豪
商
・
鈴
木
家
（
屋
号
・

伊
豆
蔵
）
に
つ
い
て
」（『
三
重
の
古
文
化
』
一
〇
七
、
二
〇
二
二
年
）

を
参
考
に
し
た
。
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（
（
）
没
年
齢
は
「
松
坂
北
家
過
去
帳
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
特
四
三

三
）
の
記
載
を
参
照
し
、
生
年
は
試
算
し
た
。
な
お
、「
松
坂
北
家
過

去
帳
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
特
四
三
三
・
四
三
四
）
は
松
坂
北
家

（
永
坂
町
家
）
の
旧
蔵
資
料
で
あ
っ
た
が
、
伊
豆
蔵
の
七
左
衛
門
家

（
特
四
三
三
）、
本
町
上
ノ
丁
家
（
特
四
三
四
）
の
過
去
帳
の
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
（
）「
富
山
一
家
親
類
縁
者
始
り
銘
々
家
略
系
図
記
」（
国
文
学
研
究
資
料

館
所
蔵
史
料
、
大
黒
屋
富
山
家
文
書
　
二
七
Ｇ
一
四
）。

（
（
）「
江
戸
図
鑑
綱
目
　
乾
」（
元
禄
二
年
）。

（
（
）
玉
井
哲
雄
「
江
戸
日
本
橋
本
町
一
・
二
丁
目
の
特
質
―
江
戸
町
人
地

の
研
究
（
三
）
―
」（『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』
二
五
四
、
一
九

七
七
年
、
一
二
三
頁
）。

（
（
）
樋
口
知
子
「
史
料
紹
介
　
関
東
呉
服
商
人
名
前
―
杉
浦
氏
『
東
武
店

万
用
集
』
を
中
心
に
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
三
、
一
九
九
九
年
、

二
七
六
頁
）。

（
（
）
前
掲
樋
口
史
料
紹
介
、
二
七
六
頁
。

（
（
）「
宗
寿
居
士
御
手
跡
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
殊
二
三
）。
本
史
料
は

樋
口
知
子
「
史
料
紹
介
　
三
井
高
利
関
係
書
翰
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』

三
一
、
一
九
九
七
年
、
一
六
二
頁
）
で
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

�

（
下
向
井
紀
彦
）

三　

三
井
と
伊
豆
蔵

１　

三
井
家
と
伊
豆
蔵
鈴
木
家
の
関
係

三
井
家
の
系
図
で
存
在
が
確
実
で
あ
る
の
は
、
高
利
の
祖
父
高
安
以

降
で
あ
り
、
後
々
ま
で
の
本
貫
地
で
あ
る
伊
勢
松
坂
へ
の
居
住
が
確
か

ら
し
い
の
は
、
高
利
の
父
高
俊
か
ら
で
あ
る
が
、
高
安
の
娘
二
人
（
高

俊
の
妹
、
高
利
の
叔
母
た
ち
）
は
、
伊
豆
蔵
鈴
木
家
に
嫁
い
で
い
る
。

両
家
以
外
に
も
、
松
坂
・
射
和
の
豪
商
た
ち
は
、
一
七
世
紀
前
半
に
は

複
雑
に
重
な
る
縁
戚
関
係
を
形
成
し
、
ま
た
江
戸
、
特
に
本
町
に
進
出

し
て
呉
服
業
な
ど
を
営
ん
で
お
り
、
三
井
家
の
松
坂
在
住
、
江
戸
進
出

は
、
こ
う
し
た
同
族
集
団
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

と
み
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
（
（

る
。
高
利
は
寛
永
一
二
（
一
六
三

五
）
年
、
長
兄
俊
次
の
店
で
働
く
た
め
、
十
四
歳
で
江
戸
に
下
っ
た
が
、

そ
の
さ
い
は
「
従
弟
伊
豆
蔵
五
兵
衛
兄
甚
三
郎
、
年
十
五
歳
」
と
供
一

人
と
い
う
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
と
回
顧
さ
れ
）
（
（

る
。
こ
の
の
ち
三
井
は
、
本

町
の
呉
服
屋
・
親
族
集
団
と
対
立
、
決
別
し
て
ゆ
く
。
天
和
三
（
一
六

八
三
）
年
の
駿
河
町
移
転
が
象
徴
的
で
あ
る
が
、
元
禄
一
一
（
一
六
九

八
）
年
に
は
、
三
井
・
伊
豆
蔵
の
ほ
か
、
富
山
・
家
城
・
小
野
田
・
桜

井
ら
「
親
類
」
で
取
り
決
め
を
行
っ
て
い
て
（「
式
目
」
本
九
五
四
）、

こ
の
こ
ろ
ま
で
は
い
ち
お
う
親
族
と
し
て
の
付
き
合
い
が
存
在
は
し
て

い
た
ら
し
い
（
こ
の
取
り
決
め
を
親
族
集
団
の
動
揺
の
証
左
と
み
る
こ

と
も
で
き
よ
）
（
（

う
）。
ま
た
享
保
七
（
一
七
二
二
）
年
制
定
の
家
法
「
宗

竺
遺
書
」
で
は
、
領
主
紀
州
家
に
京
都
に
お
い
て
「
上
ケ
金
」
を
す
る

さ
い
は
伊
豆
蔵
に
相
談
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
（『
三
井
事
業
史
』
資
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料
編
一
、
一
二
頁
）。
こ
れ
以
降
、
三
井
の
史
料
中
に
も
、
伊
豆
蔵
の

姿
は
あ
ま
り
見
え
て
こ
な
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。

事
業
上
特
記
す
べ
き
は
、「
現
金
掛
値
な
し
」
商
法
が
、
伊
豆
蔵
を

手
本
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
点
で
あ
る
。
三
井
で
同
商
法

を
導
入
し
た
時
期
は
、
確
実
で
は
な
い
が
、
延
宝
元
（
一
六
七
三
）
年

に
江
戸
に
出
店
し
て
か
ら
一
〇
年
以
内
だ
っ
た
ら
し
）
（
（
い
。
享
保
七
（
一

七
二
二
）
年
制
定
の
「
宗
竺
遺
書
」
で
は
、「
手
前
前
売
の
仕
形
、
江

戸
に
て
伊
豆
蔵
方
様
子
在
之
、
聞
及
見
お
よ
ひ
候
ニ
付
、
其
趣
相
考
、

前
売
に
致
さ
せ
候
儀
在
之
候
」（『
三
井
事
業
史
』
資
料
編
一
、
一
〇

頁
）
と
す
る
。
文
脈
は
、
縁
者
の
子
供
で
あ
っ
て
も
、「
家
法
商
の
仕

形
他
家
へ
相
し
ら
せ
候
儀
、
後
日
に
手
前
商
売
の
か（害
）い
に
相
成
」
か
ら

見
習
い
と
し
て
店
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
文
脈
で
あ
り
、
親

族
伊
豆
蔵
の
商
法
を
か
つ
て
は
三
井
が
模
倣
し
た
と
の
認
識
が
読
み
取

れ
る
。
ま
た
同
年
に
完
成
し
た
家
史
「
商
売
記
」
で
は
、「
後
に
ハ
店

前
売
を
仕
は
し
め
情
出
し
、
屋
敷
方
衆
中
現
金
買
に
被
参
候
、
其
節
前

売
致
候
店
は
伊
豆
蔵
扨
は
已
前
よ
り
本
丁
二
丁
目
下
店
に
前
売
少
々
宛

致
候
、
其
外
は
町
見
世
店
或
は
屋
敷
店
迄
に
て
在
之
候
」
と
あ
り

（『
三
井
事
業
史
』
資
料
編
一
、
三
三
頁
）、
伊
豆
蔵
が
先
行
し
て
い
た

こ
と
が
回
顧
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
本
丁
二
丁
目
下
店
」
の
解
釈
は
従
来
議
論
の
分
か
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
）
（
（

が
、
今
回
紹
介
し
た
伊
豆
蔵
五
兵
衛
家
の
店
則
は
、

「
伊
豆
蔵
の
本
町
二
丁
目
の
店
」
と
読
む
牧
原
成
征
の
理
）
（
（
解
に
親
和
的

で
あ
る
。
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
の
「
江
戸
図
鑑
綱
目
」
で
は
、

「
呉
服
現
金
安
売
所
」
と
し
て
「
伊
豆
蔵
」
の
「
本
町
二
丁
目
」
店

（
家
名
は
不
明
）
を
あ
げ
（
二
参
照
）、
享
保
二
（
一
七
一
七
）
〜
一
六

年
時
点
で
本
町
二
丁
目
に
は
甚
右
衛
門
家
・
五
兵
衛
家
い
ず
れ
も
店
が

あ
）
（
（

り
、
こ
の
う
ち
分
家
で
あ
る
五
兵
衛
家
の
店
を
「
下
店
」
と
表
現
し
、

こ
こ
の
商
法
を
模
倣
し
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。

２　

江
戸
に
お
け
る
呉
服
店
の
取
引
形
態

今
回
紹
介
す
る
式
目
は
、
江
戸
の
「
両
店
」
を
対
象
と
し
た
も
の
と

み
ら
れ
る
が
【
（（
・
（（
】、
二
店
の
差
異
は
特
に
記
さ
れ
ず
、
ほ
ぼ
同

様
の
取
引
形
態
・
店
制
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
五
兵
衛
正
信
単
独
の

書
名
で
発
令
さ
れ
て
い
る
の
で
、
五
兵
衛
家
以
外
の
店
へ
の
言
及
は
な

い
と
み
ら
れ
る
。

江
戸
に
お
け
る
一
七
世
紀
の
呉
服
業
に
つ
い
て
は
、
一
次
史
料
が
非

常
に
乏
し
く
、
従
来
三
井
の
史
料
が
多
く
参
照
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら

は
、
あ
る
い
は
条
文
が
短
く
、
あ
る
い
は
後
世
の
回
顧
で
あ
り
、
と
く

に
語
義
に
つ
い
て
判
断
に
迷
う
表
現
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
推
測
あ
る

い
は
後
世
の
例
の
援
用
な
ど
に
よ
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が

多
か
っ
た
。
こ
の
伊
豆
蔵
五
兵
衛
家
江
戸
店
の
式
目
は
、
そ
れ
ほ
ど
長

大
な
も
の
で
は
な
い
が
、
一
七
世
紀
後
半
の
江
戸
に
お
け
る
呉
服
取
引

の
実
情
を
う
か
が
わ
せ
る
貴
重
な
一
次
史
料
で
あ
り
、
か
つ
内
容
が
整

理
さ
れ
て
い
て
理
解
し
や
す
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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ま
ず
「
先
支
配
人
」（
先
任
・
上
位
の
意
か
）
は
「
店
の
奥
」
に
詰

め
て
「
他
町
見
世
物
」「
屋
敷
持
参
物
」
を
管
掌
す
る
と
し
【
（（
】、
こ

れ
に
対
し
「
次
之
支
配
人
」
は
「
店
前
」
に
詰
め
て
「
町
見
世
」
を
下

知
し
「
前
売
」
に
精
を
出
す
、
と
す
る
【
（1
】。
ま
た
別
項
で
は
、「
支

配
人
」
は
「
町
見
世
・
他
町
・
屋
敷
・
前
売
」
に
い
た
る
ま
で
す
べ
て

手
掛
け
る
、
と
い
っ
て
お
り
【
（（
】、
こ
の
式
目
で
は
伊
豆
蔵
五
兵
衛

家
の
江
戸
店
が
お
こ
な
う
べ
き
商
法
が
、
四
種
に
明
瞭
に
整
理
し
て
把

握
さ
れ
て
い
る
。
支
配
人
そ
れ
ぞ
れ
は
夜
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
「
他
町

并
屋
敷
帳
」【
（（
】・「
町
之
帳
并
前
売
」【
（1
】
を
吟
味
す
る
と
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
帳
簿
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
考
え
て
み
た
い
。

①�「
前
売
」
は
店
頭
販
売
で
あ
ろ
う
。
四
つ
の
商
法
の
う
ち
、
こ
れ

を
も
っ
ぱ
ら
す
る
こ
と
が
目
標
と
し
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
【
（（
】。

客
が
な
じ
む
と
掛
け
売
り
に
転
じ
が
ち
で
あ
る
と
警
鐘
が
鳴
ら
さ

れ
、「
現
金
掛
け
値
な
し
」
の
徹
底
が
強
調
さ
れ
て
い
る
【
（（
】。

こ
の
商
法
に
つ
い
て
は
、
四
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②�「
屋
敷
」
は
、【
（（
〜
（1
、
（（
】
で
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容

か
ら
、
武
家
屋
敷
を
顧
客
と
し
、
商
品
を
持
参
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
な
る
べ
く
現
金
売
と
す
る
原
則
（
屋
敷
売
＝
掛
売
、
前
売
＝

現
金
売
、
と
い
う
対
応
で
は
な
い
）、
お
よ
び
そ
の
徹
底
が
困
難

を
と
も
な
う
こ
と
、
先
方
が
来
店
す
る
よ
う
誘
導
す
べ
き
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。
ま
た
商
品
は
、
伊
豆
蔵
が
選

ん
で
持
参
、「
銀
札
」
で
定
価
を
明
示
し
、
先
方
に
し
ば
ら
く
預

け
て
購
買
の
判
断
を
持
っ
た
も
の
で
【
（（
】、
こ
れ
を
「
持
参

物
」（【
（（
】）
あ
る
い
は
「
見
世
）
（
（

物
」
と
呼
び
【
（（
】、
特
定
の
手

代
が
担
当
し
、「
先
支
配
人
」
が
店
の
奥
で
管
轄
す
る
と
い
う

【
（（
・
（（
】。

③�「
他
町
」
は
、
言
及
が
少
な
く
明
確
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は

同
業
者
が
集
住
す
る
同
じ
町
（【
（（
】
で
い
う
「
両
）
（
（

町
仲
間
」）
と

区
別
し
て
、
他
の
町
の
住
民
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。「
屋
敷
」
と

同
様
、
店
頭
販
売
で
は
な
く
店
の
奥
で
「
先
支
配
人
」
が
管
掌
し
、

先
方
に
「
見
世
物
」
を
渡
す
も
の
で
【
（（
】、
訴
訟
で
証
拠
と
な

る
よ
う
「
他
町
見
世
帳
」
に
と
く
に
印
を
と
る
よ
う
強
調
す
る
の

は
、
商
品
を
預
け
る
か
わ
り
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
【
（（
】。

④�「
町
見
世
」
は
、
や
は
り
明
確
で
は
な
い
が
、「
前
売
」
と
同
様
に

店
の
表
で
「
次
之
支
配
人
」
が
管
掌
す
る
と
い
う
か
ら
【
（1
】、

来
店
す
る
者
を
相
手
に
す
る
商
売
で
あ
り
、
し
か
し
「
前
売
」
と

は
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
同
町
に
集
住
す
る
同
業
者

集
団
（
実
態
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
理
念
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
）
と
の
取
引
を
指
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
と
見
比
べ
る
べ
き
既
知
の
分
類
に
、
吉
田
伸
之
が
分
析
し
た
、

同
じ
本
町
二
丁
目
に
あ
っ
た
松
坂
商
人
小
野
田
家
呉
服
店
の
決
算
簿
が

あ
る
（
前
掲
吉
田
論
文
一
九
九
〇
）。
元
禄
末
以
降
の
売
上
高
が
、「
前

売
」「
町
見
世
」「（
奥
帳
）
商
人
売
」「
屋
敷
売
」
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
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ほ
ぼ
同
じ
構
成
と
い
え
よ
う
。
吉
田
が
お
の
お
の
に
つ
い
て
三
井
の
式

目
類
の
個
別
の
規
定
を
参
照
し
な
が
ら
お
こ
な
っ
た
推
定
は
、
右
の
伊

豆
蔵
の
四
商
法
に
つ
い
て
の
理
解
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
）
（1
（

く
、
こ
の
伊

豆
蔵
五
兵
衛
家
の
式
目
は
、
当
時
の
江
戸
呉
服
店
の
取
引
形
態
の
典
型

を
あ
る
程
度
包
含
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

や
や
細
か
い
相
違
点
と
し
て
は
、
ま
ず
小
野
田
店
の
「（
奥
帳
）
商

人
売
」
で
、
吉
田
は
こ
れ
を
三
井
で
は
中
途
か
ら
始
め
た
と
い
う
「
諸

方
商
人
売
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、「
江
戸
や
諸
国
の
呉
服
屋
へ
問
屋

と
し
て
販
売
す
る
部
門
」
と
推
定
し
て
い
る
。
伊
豆
蔵
の
式
目
で
は
、

「
先
支
配
人
」
の
管
掌
す
る
「
他
町
（
見
世
物
）」
が
対
応
し
そ
う
で
あ

る
が
、
販
売
相
手
が
他
町
の
同
業
者
（
商
売
敵
と
し
て
は
明
示
が
あ
る

【
（（
】）
に
限
ら
れ
る
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
吉
田
は
他
方
、
三
井
の
宝

永
期
の
「
此
度
店
々
江
申
渡
覚
」
に
お
い
て
「
奥
帳
場
」
が
管
掌
す
る

と
さ
れ
る
「
町
方
」（
後
述
す
る
同
業
者
「
本
町
・
石
町
呉
服
店
」
と

併
記
・
区
別
さ
れ
る
）
を
、
大
名
へ
の
屋
鋪
出
入
に
対
応
す
る
有
力
町

人
へ
の
出
入
と
み
て
お
り
、
伊
豆
蔵
の
「
他
町
（
見
世
物
）」
は
、
全

体
の
書
き
ぶ
り
か
ら
し
て
こ
ち
ら
に
相
当
す
る
可
能
性
が
高
そ
う
で
あ

る
。次

に
、
同
じ
く
宝
永
期
の
三
井
高
富
「
此
度
店
々
江
申
渡
覚
」
で
は
、

同
業
者
間
の
取
引
と
み
ら
れ
る
「
本
町
・
石
町
呉
服
店
」
を
、
や
は
り

「
奥
帳
場
」
が
管
轄
し
、
ま
た
「
本
町
・
石
町
こ
ふ
く
や
」
に
は
「
見

せ
物
」
を
遣
わ
す
こ
と
が
あ
る
と
す
る
（『
三
井
事
業
史
』
資
料
編
一
、

八
三
頁
下
・
九
七
頁
下
）。
ま
た
、「
前
売
場
」
で
「
見
せ
物
」
を
遣
わ

す
場
合
は
銀
を
預
か
る
よ
う
に
定
め
る
（
同
七
八
頁
上
）。
伊
豆
蔵
で

は
、「
町
見
世
」
は
店
頭
で
の
販
売
で
あ
り
【
（1
】、「
見
世
物
」
を
渡

す
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
支
払
い
の
悪
い
取
引
先
に
は
「
見
世

物
」
を
渡
さ
な
い
と
の
規
定
が
あ
り
【
（（
】、
三
井
の
宝
永
の
式
目
で

も
全
般
に
見
世
物
は
好
ま
し
く
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
（
お

そ
ら
く
避
け
る
べ
き
掛
売
へ
と
実
質
的
に
近
づ
く
た
め
で
あ
ろ
う
）、

貞
享
期
の
伊
豆
蔵
で
は
、
宝
永
期
の
三
井
よ
り
「
見
世
物
」
を
預
け
る

こ
と
に
つ
い
て
厳
格
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

全
体
に
は
、
利
回
り
（
五
参
照
）
と
関
連
し
て
商
品
の
回
転
を
重
視

し
、
支
配
人
の
裁
量
で
価
格
を
引
き
下
げ
て
も
売
り
捌
く
よ
う
再
三
強

調
す
る
【
（（
・
（（
・
（（
・
（（
】。
低
価
格
と
の
評
判
・
信
用
を
重
視
し
、

商
品
ご
と
の
利
益
率
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
【
（（
・
（（
・
（（
】。
ま
た
現

金
売
と
対
置
さ
れ
る
掛
売
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
、
こ
れ
を
「
本
町
」

の
商
法
と
表
現
し
、「
た
お
れ
る
」
危
険
性
（
店
の
没
落
・
貸
し
倒
れ

両
方
を
含
む
か
）
を
強
調
し
て
い
て
【
（（
〜
（（
】、
本
町
に
店
を
持
ち

つ
つ
も
、
経
営
理
念
上
は
伝
統
的
な
本
町
の
呉
服
商
と
一
線
を
画
し
て

い
る
（
富
山
・
家
城
に
つ
い
て
の
規
定
【
（（
】
を
み
る
と
、
三
井
の
よ

う
に
敵
対
的
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
）。
店
の
繁
盛

【
（（
】
が
最
高
の
価
値
で
、
家
・
店
を
こ
え
た
国
家
・
社
会
へ
の
意
識

は
希
薄
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
お
お
む
ね
三
井
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
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３　

手
代
統
制
を
め
ぐ
っ
て

こ
の
式
目
は
、
江
戸
店
の
店
制
お
よ
び
手
代
統
制
に
か
か
わ
る
項
目

が
多
数
を
占
め
る
。
史
料
全
体
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
重
要
と
思
わ

れ
る
の
で
、
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
本
史
料
の
中
核
は
、
家
の
当
主
で
あ
り
京
都
在
住
と
み
ら
れ
る

五
兵
衛
正
信
か
ら
発
さ
れ
た
も
の
で
、
江
戸
に
は
「
支
配
人
」
が
置
か

れ
る
。
別
宅
で
は
な
く
住
み
込
み
で
【
９
】、
店
を
離
れ
な
い
も
の
と

さ
れ
【
（（
・
（1
】、
不
在
で
あ
る
主
人
の
「
名
代
」・（
手
代
・
店
の
）

「
頭
」
た
る
者
【
（（
・
（（
】
と
定
義
さ
れ
る
。
江
戸
勤
務
中
の
「
我

等
」（
発
令
者
の
正
信
）
の
勤
務
を
「
聞
及
」
ぶ
よ
う
述
べ
て
い
る

【
（（
】
か
ら
、
こ
の
時
点
で
古
参
の
手
代
た
ち
の
記
憶
に
あ
る
ほ
ど
の

時
期
に
は
、
主
人
正
信
（
こ
の
式
目
の
時
点
で
五
九
歳
）
が
江
戸
に
い

て
店
を
指
揮
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

他
に
手
代
の
総
称
ら
し
い
「
惣
中
」
と
い
う
表
現
が
頻
出
す
る
が
、

支
配
人
以
外
の
職
階
は
出
て
こ
な
い
。
服
装
で
支
配
人
を
例
外
と
し

【
６
】、
支
配
人
と
「
惣
中
」
を
対
置
し
た
箇
条
も
あ
る
の
で
【
（（
】、

手
代
の
職
階
と
し
て
は
二
層
で
あ
っ
た
と
み
て
お
き
た
い
。
支
配
人
に

問
題
が
あ
る
際
は
「
惣
中
」
が
「
談
合
」
し
「
連
状
」
で
京
都
に
注
進

せ
よ
と
い
う
箇
条
【
（（
】
を
み
る
と
、
手
代
の
総
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
京
都
店
で
は
、
や
は
り
「
支
配
」
が
い

る
ら
し
い
一
方
で
、「
年
寄
」
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
【
１
】、
両
者
の

関
係
は
不
詳
で
あ
る
（「
年
寄
」
は
別
宅
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）。

前
提
と
さ
れ
る
手
代
像
は
、
江
戸
以
外
の
地
か
ら
奉
公
し
て
金
を
か

せ
ぎ
、「
立
身
」「
分
限
に
成
」「
出
世
」「
行
末
の
落
着
」
を
目
指
し
、

い
ず
れ
独
立
し
て
「
自
分
商
」
を
営
む
は
ず
の
存
在
で
あ
る
【
６
・

（1
・
（（
・
（（
】。
奉
公
中
は
「
元
手
」
を
店
が
預
か
り
、
こ
れ
は
奉
公

次
第
で
多
く
蓄
え
ら
れ
、
ま
た
五
両
以
下
な
ら
ば
手
代
が
自
由
に
使
え

た
ら
し
い
【
６
・
（（
】。
独
立
し
た
の
ち
の
事
業
は
、
同
業
の
呉
服
業

で
あ
っ
て
も
許
可
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
む
し
ろ
現
金
売
を
義
務
付
け

て
い
る
【
（（
】。
独
立
後
も
五
兵
衛
家
店
の
経
営
に
か
か
わ
る
可
能
性

は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
支
配
人
の
不
正
を
、
手
代
「
惣

中
」
が
連
名
で
弾
劾
で
き
る
こ
と
【
（（
】、
大
名
相
手
の
「
屋
敷
売
」

に
つ
い
て
、
掛
は
清
算
し
て
か
ら
後
任
に
「
譲
る
」
と
の
規
定
【
（（
】

な
ど
を
み
る
と
、
手
代
個
々
の
独
立
性
が
高
く
、
主
人
・
支
配
人
に
対

し
て
の
手
代
集
団
の
力
も
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
）
（（
（
る
。

統
制
・
禁
圧
さ
れ
て
い
る
内
容
を
み
る
と
、
無
用
あ
る
い
は
集
団
で

の
外
出
【
３
・
８
】、
博
打
・
遊
所
狂
い
【
４
】、
店
の
業
務
以
外
の

「
私
商
」【
５
】、
華
美
な
衣
服
【
６
】、
勤
務
時
間
内
の
手
習
や
過
度
な

身
づ
く
ろ
い
【
７
・
（1
】、
火
災
・
盗
難
へ
の
注
意
【
９
】、
夜
間
の
手

習
・
算
盤
以
外
の
諸
芸
稽
古
【
７
】
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
事
業
上
の
注

意
と
し
て
金
銭
の
管
理
・
決
算
の
厳
正
さ
【
（（
〜
（（
】、
寄
会
・
談
合

の
重
視
【
（（
】、
冗
費
の
節
約
【
（（
】、
ま
た
灸
治
・
食
養
生
【
（（
】、

仏
神
信
仰
・
親
孝
行
【
（（
】
が
強
調
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
近
世
の
商
家

の
禁
則
と
し
て
は
し
ば
し
ば
見
か
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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興
味
深
い
の
は
、
身
づ
く
ろ
い
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
や
、
博
打

に
つ
い
て
、
店
に
お
け
る
接
客
・
盤
上
（
将
棋
・
囲
碁
の
意
か
）・
少

額
で
あ
れ
ば
例
外
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
で
、
一
七
世
紀
後
期
の
江

戸
に
お
け
る
風
俗
の
反
映
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
後
者
は
後
世
に
読
み

上
げ
な
い
旨
が
追
記
さ
れ
て
い
て
、
本
史
料
の
系
譜
を
引
く
ら
し
い
別

の
商
家
の
式
目
（
五
参
照
）
に
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
医
者
・

薬
の
効
能
を
重
視
し
つ
つ
、
万
能
視
を
戒
め
る
冷
徹
な
視
線
【
（（
】
も

興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
（
）　
三
井
文
庫
編
集
・
発
行
『
三
井
事
業
史
』
本
編
一
、
一
九
八
〇
年
、

四
〜
九
頁
。

（
（
）　
三
井
高
治
署
名
「
商
売
記
」（『
三
井
事
業
史
』
資
料
編
一
、
一
九
七

三
年
、
二
八
頁
）。
こ
の
人
名
の
記
し
方
は
や
や
奇
妙
で
あ
る
が
、
享

保
期
の
三
井
の
印
象
・
記
憶
か
ら
す
る
と
、
伊
豆
蔵
の
本
家
よ
り
も
五

兵
衛
家
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、

天
和
・
貞
享
期
の
三
井
高
好
に
よ
る
本
町
の
呉
服
商
ら
四
〇
名
以
上
の

書
上
に
は
、
伊
豆
蔵
で
は
五
兵
衛
家
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
釘
抜
三

井
（
高
利
の
長
兄
の
家
）、
大
黒
屋
富
山
両
家
に
つ
ぎ
、
ラ
ン
ク
は

「
上
」
と
の
評
価
で
あ
る
（
西
坂
靖
・
吉
田
伸
之
「
史
料
紹
介
「
宗
感

覚
帳
」
―
創
業
期
三
井
越
後
屋
の
動
向
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
二
四
号
、

一
九
九
〇
年
、
二
五
四
頁
）。

（
（
）　
な
お
、
三
井
は
高
利
六
男
高
好
、
高
利
の
兄
た
ち
の
子
孫
か
ら
三
郎

右
衛
門
・
六
右
衛
門
、
伊
豆
蔵
は
「
五
郎
吉
」（
不
詳
）
が
署
名
し
て

い
る
。

（
（
）　
出
店
当
初
に
江
戸
に
い
た
ら
し
い
高
富
は
、
宝
永
期
に
江
戸
本
店
む

け
の
店
則
で
「
中
興
工
夫
を
以
現
金
売
と
申
儀
初
候
処
ニ
、
冥
加
ニ
相

叶
、
年
々
大
分
之
前
売
ニ
相
成
候
」
と
述
べ
て
お
り
（
三
井
高
富
「
此

度
店
々
江
申
渡
覚
」『
三
井
事
業
史
』
資
料
編
一
、
八
四
頁
）、
少
な
く

と
も
開
店
当
初
か
ら
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
元
禄
一
四

（
一
七
〇
一
）
年
に
幕
府
に
提
出
し
た
由
緒
書
で
は
「
弐
拾
四
五
ヶ
歳

以
前
よ
り
定
直
段
ニ
相
極
、
世
上
江
売
出
シ
」
と
い
い
（
同
一
二
八

頁
）、
延
宝
四
（
一
六
七
六
）・
五
年
ご
ろ
と
す
る
。
宝
永
六
年
（
一
七

〇
九
）
に
将
軍
綱
吉
が
没
し
た
さ
い
呉
服
部
門
の
最
高
幹
部
中
西
宗
助

は
「
先
年
御
他
界
之
節
ハ
三
十
年
以
前
ニ
而
、
手
前
店
本
町
ニ
而
現
銀

之
商
開
基
之
節
ニ
候
」
と
記
し
て
お
り
（「
聞
書
覚
」
本
一
〇
一
五
）、

家
綱
が
没
し
た
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
前
後
の
こ
と
と
す
る
。
こ
れ

ら
は
商
法
を
指
す
語
を
異
に
す
る
が
、
伊
豆
蔵
の
商
法
を
模
倣
し
た
と

す
れ
ば
、
ほ
ぼ
完
成
し
た
「
現
金
掛
値
な
し
」
商
法
の
導
入
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
三
井
の
家
史
類
な
ど
を
み

る
と
、
全
体
に
土
地
の
買
得
や
幕
府
御
用
の
請
負
に
つ
い
て
は
精
密
に

記
す
が
、
他
の
事
業
上
の
年
代
に
つ
い
て
は
曖
昧
で
あ
っ
た
り
誤
っ
た

り
し
て
お
り
（
家
史
「
商
売
記
」
で
は
江
戸
・
京
進
出
を
一
年
誤
っ
て

い
る
）、
当
時
の
三
井
に
お
け
る
関
心
の
所
在
、
前
提
と
な
る
記
録
の

あ
り
か
た
を
し
の
ば
せ
る
。

（
（
）　
吉
田
伸
之
「
振
売
」（『
巨
大
城
下
町
江
戸
の
分
節
構
造
』
山
川
出
版

社
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
（
）　
牧
原
成
征
「
商
人
と
流
通
の
近
世
」（『
論
集
き
ん
せ
い
』
三
四
、
二

〇
一
二
年
）。
な
お
、
本
史
料
の
輪
読
に
は
牧
原
氏
も
参
加
し
て
お
り
、
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本
解
題
の
執
筆
に
さ
い
し
て
は
氏
の
見
解
を
も
多
々
踏
ま
え
た
が
、
記

述
内
容
に
つ
い
て
の
責
任
は
当
該
箇
所
の
執
筆
者
に
あ
る
。

（
（
）　
玉
井
哲
雄
『
江
戸
町
人
地
に
関
す
る
研
究
』
近
世
風
俗
研
究
会
、
一

九
七
七
年
、
六
〇
頁
。

（
（
）　「
屋
敷
売
」
は
「
持
参
物
」、「
他
町
」
は
「
見
世
物
」、
と
使
い
分
け

て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
同
じ
趣
旨
と
解
し
た
。
な
お

「
見
世
物
」
に
つ
い
て
は
、
朝
早
起
き
し
て
一
斉
に
準
備
し
た
ら
し
い

規
定
も
み
え
【
８
・
（（
】、
顧
客
邸
に
持
参
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、

店
頭
販
売
で
客
に
示
せ
る
よ
う
準
備
し
た
商
品
を
も
、
こ
の
よ
う
に
呼

ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。

（
９
）　
こ
の
式
目
で
い
う
「
両
町
」
は
、
呉
服
商
集
団
と
ほ
ぼ
同
義
の
よ
う

で
、
伊
豆
蔵
五
兵
衛
家
の
店
が
あ
っ
た
ら
し
い
本
町
二
丁
目
・
麹
町
二

町
目
で
な
く
、
本
町
・
石
町
を
指
す
語
（
慣
用
表
現
）
と
み
て
お
き
た

い
。

（
（1
）　
な
お
吉
田
論
文
の
論
点
の
う
ち
、
独
自
の
顧
客
・
売
場
を
も
つ
「
売

子
」「
聖
」
の
存
在
形
態
、
お
よ
び
「
せ
り
」「
現
金
掛
け
値
な
し
」
と

の
関
連
性
に
つ
い
て
は
（
牧
原
前
掲
論
文
も
参
照
さ
れ
た
い
）、
伊
豆

蔵
の
史
料
で
は
、
お
そ
ら
く
商
売
敵
と
し
て
「
聖
衆
」
に
触
れ
【
（（
】、

三
井
と
同
様
に
売
子
（
特
に
掛
売
を
す
る
売
子
）
へ
の
販
売
を
嫌
い

【
（（
】、
内
容
を
峻
別
し
が
た
い
「
せ
り
」
に
言
及
【
（（
・
（（
】
す
る
が
、

い
ず
れ
も
実
態
の
手
掛
か
り
に
乏
し
く
、
従
来
の
議
論
に
益
す
る
と
こ

ろ
は
多
く
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
（（
）　
店
に
奉
公
す
る
個
々
の
手
代
を
「
商
人
」
と
言
っ
て
い
る
【
２
・

（（
】
こ
と
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
対
応
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
時
代
は

下
る
が
、
三
井
の
手
代
集
団
が
容
易
に
統
制
さ
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
て
、

法
度
や
諸
制
度
は
こ
れ
と
の
対
抗
関
係
で
理
解
す
べ
き
こ
と
は
、
西
坂

靖
『
三
井
越
後
屋
奉
公
人
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六

年
）
を
参
照
。

�

（
村
　
和
明
）

四　

現
金
安
売
掛
値
な
し

1　

現
金
掛
値
な
し
と
掛
商
い

伊
豆
蔵
の
店
則
【
（（
】
の
狂
歌
二
首
は
、「
失
」
と
「
徳
」
と
い
う

お
題
の
も
と
、
商
法
上
の
損
得
が
生
ま
れ
る
所
以
を
対
照
的
に
描
い
て

い
る
。「
失
」
＝
得
意
先
を
失
い
客
足
が
遠
の
く
の
は
、
高
利
の
掛
値

で
販
売
す
る
か
ら
だ
。「
徳
」
＝
掛
値
な
し
で
薄
利
の
現
金
売
り
を
す

れ
ば
、
後
々
ま
で
繁
昌
は
間
違
い
な
し
だ
。
こ
の
よ
う
に
詠
ん
で
聴
か

せ
、
現
金
掛
値
な
し
商
法
の
徹
底
を
訴
え
て
い
る
。

現
金
掛
値
な
し
と
い
え
ば
、
誰
も
が
三
井
越
後
屋
を
思
い
浮
か
べ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
も
同
じ
で
、
す
で
に
西
鶴
が
『
日
本
永

代
蔵
』
で
「
三
井
九
郎
右
衛
門
と
い
ふ
男
（
中
略
）
よ
ろ
づ
現
銀
賣
り

に
掛
直
な
し
と
相
定
め
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
井
を
創
始
者

と
す
る
向
き
が
あ
る
。
さ
ら
に
後
代
の
作
と
な
る
加
藤
曳
尾
庵
『
我

衣
』
で
は
、
三
井
が
元
禄
期
に
こ
の
商
法
を
始
め
、
伊
豆
蔵
は
宝
永
期

に
三
井
に
倣
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
元
禄
の
頃
に
現
金
掛
値
な
し
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商
法
で
「
越
後
屋
〳
〵
〳
〵
と
て
大
に
繁
昌
」
し
三
井
が
一
世
を
風
靡

し
た
か
ら
で
、
実
際
の
現
金
掛
値
な
し
商
法
の
始
ま
り
は
室
鳩
巣
『
兼

山
秘
策
』
の
記
載
を
頼
り
に
逆
算
す
れ
ば
、
だ
い
た
い
寛
文
末
年
か
ら

延
宝
初
年
あ
た
り
に
な
る
（
三
井
の
史
料
か
ら
の
年
代
考
察
に
つ
い
て

は
三
を
参
照
）。

三
井
高
治
の
手
に
な
る
「
商
売
記
」
に
お
い
て
、
三
井
が
店
前
売
り

を
し
始
め
た
頃
、「
其
節
前
売
致
候
店
は
伊
豆
蔵
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
伊
豆
蔵
が
先
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
の
こ
と
は

貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
の
伊
豆
蔵
の
店
則
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

「
前
売
ニ
而
も
屋
敷
ニ
而
も
、
初
ハ
現
金
ニ
売
候
へ
と
も
馴
染
懸
り
候

へ
ハ
、
掛
ニ
も
可
致
候
と
相
見
得
候
、
然
ハ
次
第
〳
〵
掛
多
ク
成
、
現

金
商
之
本
ヲ
失
」【
（（
】
と
は
、
実
商
い
の
経
験
則
に
基
づ
い
て
お
り
、

少
な
く
と
も
数
年
の
歳
月
を
経
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
事
柄
で
あ
る
。

「
前
売
現
金
商
専
要
ニ
可
致
候
」【
（（
】
と
言
い
聞
か
せ
て
い
て
も
、
馴

染
み
客
か
ら
掛
売
り
に
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
こ
ま
れ
れ
ば
、
や
は
り

嫌
と
は
い
え
ず
、
一
人
増
え
二
人
増
え
と
掛
商
い
が
多
く
な
っ
て
い
く
。

特
に
武
家
相
手
の
屋
敷
売
り
は
、
大
名
相
手
が
そ
の
典
型
例
と
な
る
が

【
（（
】、
単
価
の
高
い
商
品
売
買
が
見
込
め
る
も
の
の
、
現
金
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
可
能
性
も
高
く
、
ど
う
し
て
も
掛
売
り
に
な
り
が
ち
で

あ
る
。

実
は
皮
肉
に
も
三
井
こ
そ
が
掛
商
い
に
悩
ま
さ
れ
た
商
家
だ
っ
た
。

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
夏
に
書
か
れ
た
「
江
戸
三
店
示
合
書
」（
本

四
六
八
―
二
）
は
、
そ
の
一
例
と
な
る
。
そ
こ
で
は
現
金
商
い
が
「
現

印
商
」、
掛
売
商
い
が
「
見
印
商
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
三

井
は
「
現
印
商
漸
三
歩
、
見
印
商
七
歩
」
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
そ
れ

を
「
現
印
商
七
八
歩
、
見
印
商
弐
三
歩
」
と
逆
転
し
た
状
態
に
立
て
直

し
た
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
見
倣
う
べ
き
と
さ
れ
た
の
は
、
現
金

商
い
を
専
ら
と
し
て
い
た
大
丸
屋
だ
っ
た
。
宝
永
年
間
の
綿
店
も
、

「
惣
体
出
入
の
御
屋
敷
方
、
前
売
ニ
引
合
外
ニ
五
六
歩
ハ
慥
ニ
懸
り
物

有
之
候
」
と
あ
り
、「
末
々
ハ
自
然
と
掛
銀
大
分
ニ
滞
」
る
こ
と
を
心

許
な
く
感
じ
て
い
る
（「
此
度
店
々
江
申
渡
覚
」『
三
井
事
業
史
』
資
料

編
一
、
九
五
〜
九
六
頁
）。
伊
豆
蔵
の
い
う
如
く
「
屋
敷
掛
商
」【
（（
】

が
増
え
、
掛
け
倒
れ
も
危
ぶ
ま
れ
る
危
機
意
識
が
文
面
か
ら
読
み
取
れ

る
。「
江
戸
三
店
示
合
書
」
で
は
、
初
心
に
立
ち
返
り
「
現
銀
商
ハ
呉

服
商
売
氏
神
と
申
物
ニ
候
」
と
し
て
、
一
も
二
も
な
く
現
銀
商
い
へ
の

シ
フ
ト
に
全
力
を
注
ぐ
決
意
を
表
明
し
て
い
る
。

2　

掛
値
と
は

『
通
俗
経
済
文
庫
』
巻
二
に
は
、
上
方
の
本
屋
主
人
が
書
い
た
「
現

銀
大
安
売
」
と
い
う
小
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
伊
豆
蔵
店

掟
が
諭
す
掛
買
い
→
掛
売
り
商
法
の
徒
労
と
危
う
さ
が
【
（（
】、
端
的

に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
商
人
が
仕
入
れ
の
際
に
現
銀
買
い
す
れ
ば
、

一
割
五
分
は
安
く
購
入
で
き
る
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
そ
れ
を
薄
利
で

客
に
現
銀
売
り
す
る
の
だ
か
ら
、
客
は
一
割
程
度
の
割
引
率
で
購
入
で
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き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
現
銀
安
売
か
け
ね
な
し
」
と
い

う
謳
い
文
句
を
我
々
は
目
に
し
、「
大
安
売
」
で
繁
昌
す
る
店
の
話
を

聞
け
ば
、
か
な
り
の
値
引
き
販
売
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
想
像

は
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
掛
値
な
し
の
現
銀
売
り
な
ら
幾
ら
で
、
掛

値
付
き
の
値
段
な
ら
幾
ら
に
な
る
の
か
、
実
際
の
数
字
を
目
に
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

伊
豆
蔵
店
則
で
も
「
直
段
安
ク
現
金
ニ
な
ら
て
ハ
売
不
申
候
」
と
い

う
モ
ッ
ト
ー
を
掲
げ
、「
前
売
ニ
而
ハ
懸
直
な
し
」
値
段
で
「
銀
札
ヲ

付
少
も
堅
ク
ま
け
す
」【
（（
】
と
い
っ
た
商
法
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
実

際
の
値
段
は
何
割
引
き
に
な
る
の
か
、
具
体
的
な
数
値
は
何
も
記
さ
れ

て
は
い
な
い
。
掛
売
り
の
場
合
も
支
払
い
期
日
ま
で
の
期
間
が
ま
ち
ま

ち
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
律
同
じ
値
段
な
の
か
、
あ
る
い
は
違

い
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
一
切
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

こ
う
し
た
価
格
設
定
に
関
し
て
、
幸
い
格
好
の
史
料
が
現
存
し
て
い

る
。
三
井
越
後
屋
が
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
か
ら
運
用
を
開
始
し
た

「
小
判
六
十
目
之
掛
法
」（
本
一
〇
三
一
―
一
、
以
下
「
掛
法
」）
が
そ

れ
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
え
ば
、
京
本
店
で
本
来
の
売
価

の
倍
額
の
値
札
を
付
け
て
江
戸
に
下
し
、
上
方
の
金
相
場
に
応
じ
た
掛

率
を
、
そ
の
倍
札
値
に
掛
け
て
江
戸
の
販
売
価
格
を
決
定
す
る
商
法
と

な
る
。
そ
の
委
細
に
つ
い
て
は
東
西
の
相
場
差
な
ど
を
加
味
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
複
雑
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
掛
率
と
掛
値
だ
け
を
問

題
に
す
る
。

掛
法
に
は
、
販
売
法
を
四
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
掛
率
が
提
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
販
売
法
と
は
「
前
売
」「
月
取
」「
節
句
取
」「
際

取
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
販
売
法
で
売
価
が
違
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
支
払
う
側
か
ら
見
れ
ば
、
前
売
は
現
金
銀
の
即
払
い
、
月

取
は
月
末
払
い
、
節
句
取
は
各
節
句
ご
と
、
際
取
は
盆
暮
れ
の
二
季
払

い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ま
上
方
金
相
場
が
金
一
両
銀
六
〇
匁
の
時
を
考
え
て
み
る
。
こ
の

レ
ー
ト
の
場
合
、
上
方
と
江
戸
で
相
場
差
に
よ
る
価
格
変
動
が
起
こ
ら

ず
、
同
じ
商
品
な
ら
東
西
無
関
係
に
同
じ
売
価
と
な
る
。
仮
に
あ
る
商

品
代
銀
を
一
〇
〇
匁
と
し
よ
う
。
掛
法
の
平
均
的
な
掛
率
で
計
算
す
る

と
、
前
売
は
九
六
匁
、
月
取
は
一
〇
二
匁
、
節
句
取
は
一
〇
六
匁
、
際

取
は
一
一
四
匁
と
な
る
。
こ
の
掛
率
に
は
遊
び
を
持
た
せ
た
幅
が
あ
り
、

前
売
の
場
合
な
ら
、
四
割
半
掛
か
ら
五
割
一
分
掛
ま
で
が
認
め
ら
れ
て

お
り
、
大
安
売
り
の
際
な
ど
の
セ
ー
ル
価
格
が
四
割
半
掛
だ
っ
た
と
す

れ
ば
、
売
価
は
九
〇
匁
と
な
る
。
逆
に
際
取
の
最
高
掛
率
で
計
算
す
る

と
一
二
〇
匁
と
な
る
。
二
季
払
い
の
掛
売
値
段
で
店
員
の
い
う
ま
ま
に

買
い
物
を
し
て
い
た
客
が
、
店
先
売
の
セ
ー
ル
価
格
で
現
銀
買
い
す
れ

ば
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
値
引
き
価
格
で
購
入
で
き
た
計
算
に
な
る
。

こ
れ
は
客
が
わ
ざ
わ
ざ
店
に
足
を
運
ぶ
に
十
分
な
価
格
設
定
だ
と
い
え

よ
う
。

こ
の
よ
う
に
現
金
銀
売
り
は
客
に
と
っ
て
非
常
に
メ
リ
ッ
ト
の
大
き

な
商
法
だ
っ
た
。
店
側
に
し
て
も
、
掛
売
り
は
一
々
の
集
金
の
手
間
や
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未
払
い
リ
ス
ク
な
ど
も
あ
り
、
デ
メ
リ
ッ
ト
の
大
き
な
も
の
だ
っ
た
。

つ
ま
り
現
金
掛
値
な
し
商
法
は
、
売
り
手
に
と
っ
て
も
買
い
手
に
と
っ

て
も
歓
迎
す
べ
き
商
法
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

�

（
鈴
木
　
敦
子
）

五　

模
倣
さ
れ
る
店
則

三
井
文
庫
の
買
い
取
り
に
よ
り
、
は
じ
め
て
研
究
者
が
目
に
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
伊
豆
蔵
の
店
則
だ
が
、
こ
れ
を
一
読
し
た
時
の
率
直
な

感
想
は
、
既
知
な
る
も
の
を
読
ん
だ
と
い
う
既
読
感
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
条
文
と
よ
く
似
た
も
の
が
確
か
ど
こ
か
に
書
か
れ
て
い
る
は
ず
だ
、

と
少
し
史
料
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
案
の
定
、
こ
れ
ら
と
そ
っ
く
り
と

い
え
る
岩
城
枡
屋
の
店
則
の
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
近
年
新

た
に
発
見
さ
れ
た
伊
藤
屋
（
現
・
松
坂
屋
）
の
店
則
も
、
こ
れ
ら
に
か

な
り
酷
似
し
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
。

ど
ち
ら
の
商
家
も
伊
豆
蔵
に
劣
ら
ぬ
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
現
金
掛

値
な
し
で
知
ら
れ
る
呉
服
商
で
あ
る
。
各
店
則
の
酷
似
理
由
は
い
く
つ

か
考
え
ら
れ
る
。
⒜
模
範
と
す
べ
き
商
家
Ａ
が
あ
り
、
そ
の
店
則
を
各

商
家
が
伝
写
し
自
家
の
も
の
と
し
た
。
⒝
そ
の
模
範
商
家
Ａ
が
三
店
の

い
ず
れ
か
で
あ
り
、
他
商
家
が
そ
の
店
則
に
倣
っ
た
。
⒞
縁
戚
関
係
等

に
よ
り
、
各
店
の
経
営
が
一
体
的
に
統
御
さ
れ
て
い
た
。
以
上
の
い
ず

れ
か
で
あ
り
、
極
め
て
文
面
が
酷
似
し
て
い
る
た
め
、
偶
然
の
一
致
等

は
考
え
ら
れ
な
い
。
条
文
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
伊
豆
蔵
店
則

【
（
】
に
あ
る
西
明
寺
時
頼
の
歌
や
四
に
取
り
上
げ
た
狂
歌
【
（（
】
と

ほ
ぼ
同
じ
歌
を
岩
城
枡
屋
の
店
則
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら

く
は
⒝
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
模
範
と
さ
れ
た
店
が
伊
豆
蔵
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
現
金
掛
値
な
し
商
法
で
、

時
代
に
先
駆
け
た
江
戸
の
呉
服
商
が
伊
豆
蔵
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た

め
で
、
各
商
家
は
そ
れ
を
見
習
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
商
法
を
見
習
う
の
と
同
時
に
店
則
も
採
り
入
れ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
岩
城
枡
屋
の
店
則
「
店
法
度
作
法
并
異
見
之
事
」（
年
不

詳
）
は
二
五
条
あ
り
、
す
べ
て
の
条
が
伊
豆
蔵
と
重
な
る
。
伊
藤
屋
の

明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
の
店
則
「
家
訓
録
」
は
全
四
五
条
あ
り
、
そ

の
ほ
ぼ
半
数
が
重
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
詳
し
く
見
る
と
、
た
と
え
ば
伊
豆
蔵
の
条
文
【
（（
】【
（（
】

【
（（
】
は
、
岩
城
枡
屋
の
第
一
六
・
一
七
・
一
八
条
と
順
序
も
内
容
も

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
後
代
に
作
成
さ
れ
た
は
ず
の
伊
藤
屋
の
第
三
九
・

四
一
・
四
二
条
と
も
お
お
よ
そ
一
致
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
岩
城

枡
屋
と
伊
藤
屋
の
店
則
は
、
序
に
続
く
条
文
か
ら
第
一
条
と
数
え
た
）。

今
そ
の
う
ち
の
一
条
で
あ
る
伊
豆
蔵
の
条
文
【
（（
】
が
語
る
「
古
ゟ

申
伝
」
え
ら
れ
た
「
利
廻
シ
」、
い
わ
ば
伝
説
の
利
廻
し
を
取
り
上
げ

て
み
よ
う
。
こ
れ
は
三
店
共
通
の
条
文
で
あ
り
、
元
銀
一
貫
目
が
五
〇

年
後
に
一
〇
二
四
貫
目
に
な
り
、
一
五
年
後
で
は
八
貫
目
に
な
る
と
い

う
利
廻
し
の
数
値
も
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
計
算
を
解
く
た
め

に
は
「
商
売
記
」
の
一
条
が
有
用
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
宗
寿
被
仰
候
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は
、
十
貫
目
の
銀
子
月
壱
歩
弐
に
廻
し
、
丸
五
年
一
倍
に
廻
り
候
、
五

十
年
廻
し
候
へ
者
壱
万
貫
目
余
也
候
」（『
三
井
事
業
史
』
資
料
編
一
、

三
七
頁
）
と
い
う
一
条
を
加
味
し
た
計
算
式
は
以
下
と
な
る
（
単
位
は

貫
目
）。

①�（

×（�（

＋1.1（（
）� （1

＝（.1（（（（（（（（1（
c

�
（

②�（
（1

＝（,1（（

③�（
（

＝�（

第
一
式
は
月
利
で
複
利
計
算
し
て
、
五
年
後
の
概
算
を
出
し
て
い
る
。

宗
寿
（
三
井
高
利
）
の
「
丸
五
年
一
倍
に
廻
り
候
」
と
語
っ
て
い
る
点

が
参
考
に
な
り
、
元
銀
が
五
年
後
に
は
概
算
で
倍
額
に
な
る
と
い
う
理

解
で
あ
る
。
つ
ま
り
五
年
ご
と
に
倍
々
に
な
る
計
算
と
な
る
の
で
、
五

〇
年
後
は
一
〇
乗
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
第
二
式
で
あ
る
。

第
三
式
は
一
五
年
後
の
も
の
で
、
倍
々
と
三
乗
し
て
八
貫
目
と
な
る
。

五
〇
年
と
い
う
歳
月
は
長
く
一
代
の
当
主
で
は
容
易
に
は
実
現
で
き
な

い
数
字
だ
が
、
一
五
年
程
度
な
ら
利
殖
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
な
お
、
宗
寿
が
一
貫
目
で
は
な
く
十
貫
目
を
元
銀
と
し
て
い

る
の
は
、
他
商
家
よ
り
身
代
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
と
い
う
よ
り
「
商

売
記
」
の
書
か
れ
た
時
代
に
関
係
し
て
い
る
（
計
算
は
す
べ
て
の
式
の

解
を
一
〇
倍
す
る
こ
と
）。「
商
売
記
」
成
立
の
享
保
七
年
（
一
七
二

二
）
と
い
う
時
代
は
、
諸
改
鋳
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
時
の
通
用
銀
で
あ

っ
た
四
ツ
宝
銀
の
出
現
に
よ
り
、
銀
貨
自
体
の
価
値
が
暴
落
し
て
い
た
。

そ
れ
に
よ
る
物
価
高
も
相
俟
っ
て
、
伊
豆
蔵
の
時
代
な
ら
銀
一
貫
目
に

相
当
す
る
額
と
し
て
銀
十
貫
目
が
例
示
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
伊
豆
蔵
の
店
則
が
書
か
れ
た
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）

は
井
原
西
鶴
の
『
日
本
永
代
蔵
』
出
板
と
時
が
重
な
る
。
ま
さ
し
く

「
た
だ
銀
が
銀
を
た
め
る
世
の
中
」
で
あ
る
こ
と
を
、
伝
説
の
利
廻
し

は
途
方
も
な
い
数
字
で
示
し
て
お
り
、
一
銭
も
粗
末
に
扱
っ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
を
訓
示
し
て
い
る
。
誰
も
が
分
限
者
に
な
れ
る
世
の
中
が
到

来
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
油
断
な
く
渡
世
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
説

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
追
記
〕
伊
藤
屋
最
初
の
店
則
「
元
文
の
掟
書
」
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

全
六
条
の
う
ち
三
条
が
伊
豆
蔵
の
も
の
と
ほ
ぼ
重
な
っ
た
。
そ
の
調
査

過
程
で
「
全
部
商
人
要
文
集
一
巻
」
と
い
う
史
料
を
発
見
し
た
。
序
文

を
含
め
全
三
〇
条
が
伊
豆
蔵
の
文
言
と
ほ
ぼ
同
一
だ
っ
た
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
伊
豆
蔵
の
用
い
た
店
則
は
、
他
店
の
範
と
な
る
古
典
的
な
店

則
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

�

（
鈴
木
　
敦
子
）

六　

�

Ａ
Ｉ
―
Ｏ
Ｃ
Ｒ
技
術
を
利
用
し
た
史
料
翻
刻
に
つ
い
て

１　

翻
刻
会
開
催
の
経
緯

本
史
料
の
翻
刻
に
あ
た
り
、
翻
刻
会
で
は
凸
版
印
刷
の
開
発
し
た
Ａ

Ｉ
に
よ
る
く
ず
し
字
解
読
シ
ス
テ
ム
「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
を
使
用
し
た
。

こ
れ
は
史
料
を
画
像
化
し
、
書
か
れ
て
い
る
文
字
を
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
認

識
さ
せ
る
解
読
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
凸
版
印
刷
で
は
「
く
ず
し
字
Ｏ
Ｃ
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Ｒ
（
光
学
文
字
認
識
）」
の
研
究
開
発
を
二
〇
一
五
年
に
着
手
し
、「
字

形
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
構
築
を
開
始
し
た
。
そ
の
後
、
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー

ニ
ン
グ
ベ
ー
ス
の
Ａ
Ｉ
―
Ｏ
Ｃ
Ｒ
の
モ
デ
ル
構
築
ま
で
を
自
社
開
発
し

た
。「
現
場
で
使
え
る
」
シ
ス
テ
ム
を
目
標
と
し
、
様
々
な
研
究
機
関

と
の
共
同
研
究
お
よ
び
実
証
実
験
を
実
施
し
て
き
た
と
い
う
。
こ
の
シ

ス
テ
ム
の
研
究
・
開
発
の
成
果
と
し
て
、
二
〇
二
一
年
か
ら
古
文
書
解

読
と
く
ず
し
字
資
料
の
利
活
用
サ
ー
ビ
ス
「
ふ
み
の
は®

」
と
し
て

正
式
に
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
、
翻
刻
シ
ス
テ
ム
「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
も

サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
、
大
学
や
資
料
館
等
へ
提
供
し
て
い
る
。

三
井
文
庫
で
は
、
二
〇
一
六
年
か
ら
凸
版
印
刷
の
く
ず
し
字
Ａ
Ｉ
―

Ｏ
Ｃ
Ｒ
に
搭
載
す
る
字
形
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
に
協
力
し
て
き
た
。
三

井
文
庫
所
蔵
史
料
の
う
ち
、
比
較
的
き
れ
い
な
文
字
で
書
か
れ
た
約
二

〇
点
の
史
料
を
選
ん
で
デ
ジ
タ
ル
画
像
化
し
、
そ
こ
か
ら
約
一
四
万
文

字
の
字
形
を
抽
出
し
、
字
形
デ
ー
タ
と
し
て
提
供
し
た
（
字
形
の
提
供

は
今
後
も
実
施
予
定
）。
こ
の
流
れ
の
な
か
で
、
凸
版
印
刷
と
の
共
同

事
業
と
し
て
、「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
の
提
供
を
受
け
、
三
井
文
庫
所
蔵

史
料
の
翻
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
史
料
の

翻
刻
は
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
と
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
翻
刻
会
で
使
用
し
た
「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
端
末
と
ウ
ェ
ブ
ブ
ラ
ウ
ザ
を
利
用
し
て
、
複
数
人
で

の
同
時
共
同
作
業
が
可
能
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
凸
版
印
刷
の
説
明
に

よ
る
と
、
本
シ
ス
テ
ム
は
、
①
手
書
き
の
古
文
書
を
対
象
と
し
た
も
の

と
し
て
は
最
高
精
度
（
二
〇
二
二
年
時
点
）
の
Ａ
Ｉ
―
Ｏ
Ｃ
Ｒ
エ
ン
ジ

ン
を
搭
載
し
て
い
る
こ
と
、
②
レ
イ
ア
ウ
ト
認
識
、
行
内
文
字
列
認
識

（
区
切
り
位
置
推
定
）、
一
文
字
認
識
の
各
種
機
能
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

り
効
率
的
な
作
業
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
③
授
業
で
の
利
用
を
想
定
し

た
採
点
機
能
を
搭
載
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
特
徴
を
有
す
る
と
い
う
。

本
翻
刻
会
で
は
、
③
の
機
能
を
使
う
こ
と
は
無
か
っ
た
も
の
の
、
①
の

能
力
と
②
の
機
能
に
よ
り
、
翻
刻
の
補
助
と
効
率
化
の
点
で
恩
恵
を
受

け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

２　

翻
刻
会
の
進
め
方

（
１
）
事
前
準
備

先
述
し
た
よ
う
に
、「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
は
ウ
ェ
ブ
ブ
ラ
ウ
ザ
上
で

動
く
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
（
第
１
図
）。
翻
刻
に
あ
た
り
、
ま
ず
三
井
文

庫
側
の
提
供
し
た
史
料
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
、
凸
版
印
刷
側
で
シ
ス
テ

ム
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
翻
刻
作
業
環
境
を
整
え
た
。
ま
た
、
史
料

の
画
像
の
う
ち
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
一
行
か
、
一
行
の
う
ち
文
字
の

区
切
り
は
ど
こ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
は
何
か
を
Ａ
Ｉ
に
認
識
さ
せ
る

作
業
や
、
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
箇
所
の
補
正
作
業
も
、
凸
版
印
刷
側

で
事
前
に
行
っ
た
。
Ａ
Ｉ
の
認
識
し
た
行
の
区
切
り
、
文
字
の
区
切
り
、

翻
刻
文
字
は
ウ
ェ
ブ
ブ
ラ
ウ
ザ
の
史
料
画
像
上
に
並
べ
て
表
示
さ
れ
る
。

翻
刻
会
で
は
こ
の
状
態
か
ら
、
Ａ
Ｉ
の
認
識
し
た
文
字
の
区
切
り
の
誤

り
を
修
正
し
、
誤
読
文
字
を
訂
正
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
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（
２
）
翻
刻
会
の
進
め
方

ま
ず
、
凸
版
印
刷
側
の
用
意
し
た
参
加
者
の
ロ
グ
イ
ン
Ｉ
Ｄ
を
取
得

し
、
各
自
で
シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ
イ
ン
し
て
作
業
を
行
っ
た
。
参
加
者
は

同
時
ア
ク
セ
ス
し
て
複
数
名
で
史
料
の
画
像
を
見
な
が
ら
、
シ
ス
テ
ム

を
操
作
す
る
。
本
研
究
会
で
は
視
聴
の
み
の
参
加
者
者
を
含
め
て
最
大

九
名
程
度
で
同
時
ア
ク
セ
ス
し
た
が
問
題
無
く
作
業
を
進
め
ら
れ
た
。

翻
刻
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
時
期
に
開
催
し
て

お
り
、
ま
た
遠
隔
地
か
ら
の
参
加
者
も
い
た
た
め
、
対
面
式
で
は
実
施

で
き
な
か
っ
た
。
他
方
、「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
は
あ
く
ま
で
も
翻
刻
支

援
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
文
字
に
よ
る
チ
ャ
ッ
ト
機
能
は
あ
る
も
の
の
、

参
加
者
の
音
声
や
映
像
を
交
え
る
機
能
は
実
装
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
本
翻
刻
会
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
で
一
気
に
普
及
し
た
Ｗ

ｅ
ｂ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
併
用
し
、
完
全
オ
ン
ラ
イ
ン
で
翻
刻
会
を
開
催

し
た
。
参
加
者
の
多
く
が
使
い
慣
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
今
回
は
Ｚ

ｏ
ｏ
ｍ
（https://zoom

.us/

）
を
利
用
し
た
。
過
去
に
三
井
文
庫
で

開
催
し
て
き
た
史
料
翻
刻
会
は
、
基
本
的
に
対
面
式
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
う
が
、
今
回
は
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
シ
ス
テ
ム
の
普
及
の
恩
恵
を
十
分
に
受

け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

で
は
、
実
際
ど
の
よ
う
に
翻
刻
会
を
進
め
た
か
簡
単
に
報
告
し
て
お

く
。
ま
ず
、
本
翻
刻
会
で
は
、
取
り
ま
と
め
役
を
立
て
（
今
回
は
筆

者
）、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
翻
刻
会
を
招
集
し
た
。
翻
刻
会
で
は
取
り
ま
と
め

役
が
「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
を
操
作
し
、
同
時
に
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
「
ふ
み
の

第 1図　「ふみのはゼミ」の操作画面
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は
ゼ
ミ
」
の
画
面
を
共
有
し
て
、
参
加
者
に
様
子
を
見
せ
な
が
ら
作
業

を
進
め
た
。
取
り
ま
と
め
役
が
史
料
の
音
読
し
な
が
ら
、
間
違
っ
て
い

る
文
字
の
区
切
り
や
誤
読
を
シ
ス
テ
ム
上
で
修
正
し
た
。
こ
の
シ
ス
テ

ム
操
作
者
と
史
料
音
読
者
は
同
一
人
物
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
シ
ス
テ

ム
操
作
に
は
時
間
が
か
か
る
た
め
、
音
読
者
に
ス
ピ
ー
ド
を
あ
わ
せ
る

の
が
難
し
か
っ
た
。
た
だ
し
、
初
心
者
教
育
で
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
使
う

場
合
、
読
み
手
の
読
む
ス
ピ
ー
ド
は
遅
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
音
読
者
と

シ
ス
テ
ム
操
作
者
が
別
々
で
も
対
応
可
能
と
思
わ
れ
る
。

参
加
者
は
取
り
ま
と
め
役
の
用
意
し
た
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
共
有
画
面
を
見

る
か
、
各
自
で
「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
を
開
い
て
、
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ

を
追
い
か
け
て
い
っ
た
。
誤
読
箇
所
、
文
字
の
切
れ
目
の
誤
り
等
は
参

加
者
が
画
面
を
見
な
が
ら
指
摘
し
た
。
な
お
、
シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ
イ
ン

し
て
い
れ
ば
、
参
加
者
の
マ
ウ
ス
の
位
置
が
他
の
参
加
者
に
も
見
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
何
行
目
の
何
文
字
目
」
の
よ
う
に
言
葉
で
伝

え
な
く
て
も
、
文
字
に
カ
ー
ソ
ル
を
合
わ
せ
れ
ば
参
加
者
は
瞬
時
に
誤

読
箇
所
や
検
討
箇
所
を
共
有
で
き
た
。

今
回
の
翻
刻
会
は
全
八
回
開
催
し
た
。
最
初
二
回
は
進
め
方
の
検
討

だ
っ
た
た
め
、
実
質
的
に
六
回
で
翻
刻
し
た
。
最
初
数
回
は
、
翻
刻
会

の
な
か
で
間
違
っ
て
い
る
文
字
区
切
り
の
修
正
、
誤
字
の
訂
正
、
史
料

の
内
容
の
検
討
を
全
て
行
っ
た
。
し
か
し
、
文
字
区
切
り
の
修
正
に
相

当
時
間
が
か
か
っ
た
た
め
、
四
回
目
の
翻
刻
会
か
ら
、
事
前
翻
刻
会
を

開
催
し
て
文
字
区
切
り
の
修
正
と
誤
字
の
修
正
を
行
い
、
そ
の
後
内
容

検
討
と
難
読
文
字
を
解
決
す
る
本
番
翻
刻
会
を
行
う
二
段
構
え
の
翻
刻

会
と
し
た
。
こ
の
結
果
、
く
ず
し
字
に
興
味
の
あ
る
参
加
者
は
事
前
翻

刻
会
に
、
内
容
解
読
に
重
点
を
置
き
た
い
参
加
者
は
本
番
翻
刻
会
に
参

加
し
て
、
効
率
的
に
翻
刻
会
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

３　
「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
を
扱
っ
て
み
て

翻
刻
会
の
終
了
後
、
凸
版
印
刷
か
ら
翻
刻
精
度
の
数
値
の
提
供
を
受

け
た
。
こ
れ
は
、
翻
刻
会
の
開
始
前
の
状
態
と
翻
刻
会
で
の
修
正
後
の

状
態
と
を
比
較
し
て
産
出
し
た
数
値
で
、
く
ず
し
字
に
一
文
字
ず
つ
Ａ

Ｉ
―
Ｏ
Ｃ
Ｒ
を
か
け
、
最
上
位
か
選
択
肢
の
候
補
文
字
の
な
か
に
正
解

の
文
字
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
の
割
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
２
図
の

場
合
、
Ａ
Ｉ
は
こ
の
文
字
（
両
）
を
「
八
三
％
の
確
率
で
『
両
』
だ
が
、

『
東
』『
真
』
の
可
能
性
も
あ
る
」
と
認
識
し
て
い
る
の
で
、「
最
上
位

に
正
解
の
文
字
が
含
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
要
領
で
本

史
料
全
体
を
見
る
と
、
翻
刻
精
度
は
最
上
位
文
字
（
最
も
確
率
の
高
い

文
字
）
に
正
解
を
出
し
て
い
る
場
合
で
八
四
・
六
％
、
候
補
文
字
の
な

か
に
正
解
を
含
む
場
合
で
九
四
・
一
％
と
な
っ
た
。
概
ね
九
〇
％
程
度

の
精
度
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
で

は
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
で
一
行
に
二
文
字
は
間
違
っ
て
い
る

計
算
と
な
る
。
校
正
無
し
で
使
え
る
テ
キ
ス
ト
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、

誰
で
も
読
め
る
文
字
は
Ａ
Ｉ
に
読
ま
せ
、
難
読
文
字
を
人
間
が
直
し
て

い
く
と
い
う
、
翻
刻
作
業
省
力
化
の
ツ
ー
ル
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
思
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わ
れ
る
。
字
形
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
蓄
積
が
進
み
、
Ａ
Ｉ
の
性
能
が
向
上

す
れ
ば
、
精
度
は
更
に
上
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
今
後
の
改
善
を
期
待

し
た
い
。

今
回
の
翻
刻
会
の
シ
ス
テ
ム
操
作
で
特
に
苦
労
し
た
の
は
文
字
の
切

り
分
け
で
あ
っ
た
。
文
字
の
切
り
分
け
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
精
度
の

低
い
と
こ
ろ
も
多
く
、
手
動
で
文
字
の
区
切
り
を
設
定
し
直
す
作
業
に

労
力
を
割
い
た
。
こ
の
点
も
今
後
の
精
度
向
上
を
期
待
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
文
字
の
誤
読
や
文
字
の
切
り
分
け
の
誤
り
な
ど
を
直
し

て
い
く
際
、
く
ず
し
字
初
学
者
の
陥
り
や
す
い
間
違
い
も
し
ば
し
ば
目

に
し
た
。
誤
読
し
や
す
い
文
字
や
、
切
れ
目
の
難
し
い
箇
所
を
、
く
ず

し
字
初
学
者
に
解
説
す
る
際
に
、「
Ａ
Ｉ
―
Ｏ
Ｃ
Ｒ
の
誤
読
」
そ
の
も

の
を
使
い
う
る
印
象
を
受
け
た
。
今
後
、
解
読
精
度
が
上
が
っ
て
い
っ

た
と
き
、
本
気
で
く
ず
し
字
を
解
読
す
る
モ
ー
ド
と
は
別
に
、
翻
刻
精

度
を
意
図
的
に
落
と
し
た
初
学
者
学
習
支
援
モ
ー
ド
が
あ
っ
て
も
良
い

か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
を
用
い
て
史
料
翻
刻
を
行
う
場
合
、

シ
ス
テ
ム
の
操
作
に
慣
れ
る
必
要
は
あ
る
が
、
操
作
方
法
は
簡
単
で
慣

れ
る
の
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
。
シ
ス
テ
ム
に
興
味
が
あ
り
、
単
純

作
業
が
苦
手
で
な
け
れ
ば
、
短
期
間
で
扱
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

�

（
下
向
井
紀
彦
）

〔
付
記
〕
本
研
究
成
果
の
一
部
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
１
９
Ｋ
０
１

第 2図　「ふみのはゼミ」の OCR 結果表示場面



貞享五年・伊豆蔵五兵衛「店法度・作法幷異見之事」

333333

７
７
８
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

　
　
凡
例

一
、
字
体
は
原
則
と
し
て
通
用
の
字
体
を
用
い
た
。

一�

、
変
体
仮
名
は
現
行
の
仮
名
に
改
め
た
が
、
助
詞
の
者
、
江
、
而
、

茂
は
漢
字
の
ま
ま
用
い
た
。

一
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
適
宜
読
点
を
加
え
た
。

一�

、
誤
字
な
ど
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
丸
括
弧
で
注
記
を
入
れ
た
。

ま
た
、
各
記
事
の
冒
頭
に
も
便
宜
的
に
記
事
番
号
を
振
っ
た
。

一�

、
本
文
中
、
差
別
的
表
現
の
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
が
、
幕
藩
体
制

に
組
み
込
ま
れ
た
歴
史
的
用
語
と
し
て
、
史
料
通
り
に
翻
刻
し
た
。

一�

、
本
史
料
の
翻
刻
会
名
に
は
、
参
加
者
の
一
部
重
複
し
て
い
る
『
三

井
文
庫
論
叢
』（
第
四
七
号
・
第
四
八
号
、
二
〇
一
三
・
二
〇
一
四

年
）
の
史
料
紹
介
「
天
保
期
幕
府
財
政
の
新
史
料
―
天
保
四
年
『
大

坂
御
金
蔵
金
銀
幷
灰
吹
銀
納
払
御
勘
定
帳
』」
の
研
究
グ
ル
ー
プ
名

を
使
用
し
た
。

一
、
本
史
料
の
翻
刻
会
の
主
要
参
加
者
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

下
向
井
紀
彦
、
鈴
木
　
敦
子
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　�

牧
原
　
成
征
、
村
　
　
和
明
（
五
十
音
順
）

「
ふ
み
の
は
ゼ
ミ
」
利
用
に
関
す
る
技
術
支
援
等
の
た
め
、
凸
版
印

刷
よ
り
大
澤
留
次
郎
氏
、
福
井
尚
子
氏
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
。
な
お
、

「
ふ
み
の
は
」
は
凸
版
印
刷
株
式
会
社
の
登
録
商
標
で
す
。

店
法
度
・
作
法
幷
異
見
之
事

�

三
井
文
庫
所
蔵
参
考
図
書
Ｄ
四
二
三
―
六
一

（（）
　�

此
御
定
目
ハ
江
戸
店
之
掟
也
と
い
へ
と
も
、
京
都
ニ
而
も
支
配
ゟ

惣
中
京
・
江
戸
常
々
行
義
作
法
相
替
る
事
無
之
、
勿
論
京
に
て
は

売
附
之
商
ハ
不
致
と
も
、
商
人
ハ
売
も
買
も
同
し
事
也
、
何
れ
も

身
退
商
人
と
成
レ
ハ
身
之
行
ひ
を
初
と
し
て
、
利
廻
シ
之
二
を
以

渡
世
之
勘
要
と
す
へ
き
事
、
い
つ
の
代
に
て
も
此
御
一
巻
ニ
洩

る
ゝ
事
不
可
有
、
依
而
於
京
都
一
ヶ
年
ニ
一
度
宛
勝
手
之
節
、
乃

至
月
待
之
夜
ニ
而
も
、
惣
中
を
集
め
、
年
寄
中
之
内
ゟ
読
聞
候
事
、

誠
ニ
店
之
御
為
、
面
々
為
ニ
も
可
有
之
候
、
当
時
之
年
寄
中
、
中

島
氏
・
柳
氏
・
久
野
氏
江
四
良
右
衛
門
申
達
置
候
、
惣
中
之
内
ニ

も
、
是
ハ
江
戸
之
事
也
と
麁
略
ニ
被
致
候
人
ハ
必
自
分
越
度
出
来

可
申
候
得
者
、
相
慎
可
承
事
也

御
定
目
披
露
之
時
、
此
口
上
書
を
最
初
ニ
沙
汰
可
然
候

　
　
　
店
法
度
作
法
幷
異
見
之
事

（（）
　�
此
掟
ヲ
キ
テ

書
読
時
、
惣
中
集
、
行
儀
ヲ
不
乱
、
静
ニ
趣
ヲ
聞
届
相
守

可
勤
候
、
若
誰
成
共
式
法
令カ
ロ

軽シ
メ

、
我
儘
働
候
ハ
ヽ
、
隙
出
シ
可
申

候
、
此
一
巻
店
之
為
斗
ニ
而
も
な
く
、
面
々
能
商
人
ニ
成
、
立
身
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可
致
元
に
て
候
、
然
を
不
心
得
ニ
し
て
店
の
為
斗
之
様
ニ
思
な
し
、

聞
な
し
候
ハ
ん
は
、
大
成
誤
あ
や
ま
り

ニ
而
可
有
候
、
扨
早イ
ツ
モ晩

替
ぬ
同
事

な
れ
は
、
度
々
見
聞
ニ
不
及
迚
、
疎そ
り

略や
く

ニ
致
差
置
申
間
敷
候
、
古

人
之
金
言
ハ
、
心
あ
る
者
ハ
壁へ
き

書
ニ
致
、
朝
暮
見
申
候
、
然
ハ
此

巻
物
ハ
各
商
人
之
為
に
は
金
言
ニ
而
可
有
候
、
毎
月
二
日
ニ
無け

懈だ
い

怠な
く

夜
更
候
共
、
無
退タ
イ

屈ク
ツ

急
度
読
聞
可
申
候

　
　
　
法
度
之
事

（（）
一�

私
之
用
と
し
て
、
仮
初
ニ
も
支
配
人
ニ
不
断
罷
出
申
間
敷
候
、
自

然
用
之
事
候
ハ
ヽ
、
如
何
様
之
儀
ニ
付
、
何
方
迄
参
申
度
と
、
様

子
ヲ
断
出
可
申
候
、
勿
論
夜
泊
堅
致
間
敷
候

必
悪
性
成
者
之
曲
と
し
て
、
偽
イ
ツ
ワ
リ

言
ふ
而
も
切
々
余
所
江
出
ル

物
ニ
候
、
若
左
様
之
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
何
れ
も
心
ヲ
付
見
可
被

申
候
、
兎
角
若
者
之
切
々
余
所
江
出
候
事
ハ
、
必
悪
事
出
来
之

基
に
て
候

（（）
一�

博
奕
・
傾
城
狂
・
盗
幷
少
之
事
ニ
而
も
掛
録
勝
負
致
申
間
敷
候

但�

、
余
所
ゟ
来
候
客
な
と
の
挨
拶
ニ
付
、
盤
上
ニ
て
な
ら
は
少

分
、
壱
銭
弐
銭
之
事
ハ
可
任
首
尾
ニ
候
、
此
外
堅
無
用
ニ
候
、

殊
ニ
他
所
江
出
候
而
な
と
ハ
、
壱
銭
之
勝
負
も
致
申
間
敷
候
、

「（
右
の
三
行
に
わ
た
る
横
書
の
貼
紙
）

此
三
点
読
為
聞
ニ
不
及
事
」

千
万
之
悪
事
も
最
初
ハ
皆
少
之
事
ニ
而
候
、
然
ニ
店
之
法
度

破や
ぶ
り、

我
儘
ヲ
働
、
悪
事
出
来
候
ハ
ヽ
、縦
タ
ト
ヱ

数
年
旧
孝
之
者
成

共
、
其
宥イ
ウ

免メ
ン

不
致
候
、
増
而
昨
今
之
人
ハ
不
及
申
ニ
候
、

面
々
身
よ
り
出
た
る
悪
事
及
迷
惑
ニ
候
時
、
聊
主
ヲ
も
傍
輩

ヲ
も
恨
申
間
敷
候
、
性
之
悪
敷
役
ニ
立
ぬ
者
ハ
、
子
さ
へ
も

親
か
勘
当
致
候
、
是
ニ
而
能
合
点
可
有
候
、
幷
少
之
切
端
ニ

而
も
私
ニ
仕
申
間
敷
候

（（）
一�

実
な
き
者
ハ
一
切
抱
置
申
間
敷
候
、
幷
於
内
外
ニ
惣
中
私
商
致
申

間
敷
候

書
印
ニ
不
及
事
な
れ
と
も
、
神
ハ
正
直
之
首
ニ
宿
り
給
ふ
、
魔

玉（王
）ハ
悪
心
之
後
ニ
彳

（
た
た
ず
む
）
と
云
ふ
也
、
何
方
ニ
而
も
あ
れ
、
主
人
之

蒙
扶
持
ヲ
な
か
ら
、
自
分
之
挊カ
セ
ギヲ
致
事
、
天
道
之
道
ニ
而
有
間

敷
候
、
且
又
世
間
売
折
と
哉
覧
、
致
事
有
之
由
、
若
左
様
之
者

此
方
手
代
ニ
出
来
候
ハ
ヽ
、
盗
賊
と
言
ふ
物
ニ
而
候
、
見
付
次

第
着
之
儘
ニ
而
追
出
し
可
申
候

（（）
一�

平
生
店
ニ
而
木
綿
着
物
よ
り
外
、
絹
紬
之
類
着
申
間
敷
候
、
帯
ニ

も
糸
類
無
用
ニ
候
、
尤
夏
帷
子
も
右
相
応
ニ
可
致
候

但�

、
支
配
人
ハ
下
着
ニ
絹
紬
迄
着
候
事
ハ
勝
手
可
被
致
候
、
兎

角
商
人
ハ
如
何
ニ
も
驕ヲ
ゴ
ラぬ

風
俗
ニ
而
、
誠
も
（
マ
マ
）商

人
之
様
成
歟

能
候
、
構
而
仮
初
ニ
も
侈ヲ
ゴ
リた

る
様
致
間
敷
候
、
惣
而
商
人
之

身
之
廻
り
ニ
心
移ウ
ツ
リて

ハ
、
挊カ
セ
ギ之

道
無
情
ニ
成
て
、
必
役
ニ
立

不
申
候
、
商
ニ
能
情
入
挊
ヲ
大
事
と
し
て
立
身
致
候
者
ハ
、
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京
・
田
舎
ニ
不
限
、
姿
振
身
之
廻
り
ニ
構
申
さ
ぬ
物
ニ
而
候
、

何
も
始
未
ヲ
専
ニ
致
、
奉
公
之
中
ニ
壱
分
ニ
而
も
銀
を
多ヲ
ヽ
クク

溜タ
メ

、
行
末
之
落
着
致
候
様
ニ
、
思
案
分
別
尤
ニ
候
、
皆
若
キ

時
、
不
覚
悟
ニ
し
て
血
気
之
勇
ニ
任
、
次
弟
ニ
一
年
〳
〵
と

年
ノ
寄
事
ヲ
不
知
不
弁
、
銭
銀
ヲ
む
さ
と
仕
イ
減げ
ん
じ、

一
生
之

貯
タ
ク
ハ
ヱな

く
、
年
寄
テ
撥は
た

行と
行

当あ
た
りり

、
後
悔
致
申
間
敷
候
、
大
方

世
間
此
利
ニ
当
テ
、
笑
止
ニ
見
ゆ
る
者
多
ク
候
、
尤
露
命
早

ク
、
限
り
あ
れ
は
な
れ
と
も
、
死
ぬ
命
の
若
永
し
て
老
衰
候

時
、
金
銀
な
け
れ
は
思
之
外
苦
ニ
沈
も
の
ニ
候
、
兎
角
我
身

之
事
、
人
之
異
見
ヲ
可
請
事
ニ
あ
ら
す
、
我
と
能
分
別
し
て
、

我
と
慎
可
申
候
、
此
旨
を
鎌
倉
の
西
明
寺
時
頼
公
之
歌
ニ

　
我
か
身
を
は
わ
れ
ほ
と
お
も
ふ
人
あ
ら
し

　
わ
れ
と
あ
ん
し
て
我
と
お
し
へ
よ

尤
世
之
為
難
有
教
訓
之
歌
也

誰
呉
之
人
之
身
之
行
末
思
案
工
夫
肝
要
ニ
候

（（）
一�

店
ニ
而
昼
手
習
致
、
毛
貫
な
と
遣
、
惣
而
商
之
為
見ケ
ン

分ぶ
ん

悪
敷
事
、

幷
昼
夜
共
諸
芸
稽
古
仕
間
敷
候

但�

、
夜
ニ
入
テ
、
若
隙
有
之
候
ハ
ヽ
、
手
習
と
十
露
盤
之
稽
古

可
致
候
、
此
外
諸
芸
之
嗜
タ
シ
ナ
ミ

無
用
ニ
候
、
勿
論
余
所
江
出
候

而
ハ
猶
以
之
事
ニ
候
、
売
人
ハ
商
之
道
よ
り
外
之
事
習
な
ら
い

嗜
た
し
な
ひ

ハ
家
職
之
妨
サ
マ
タ
ゲ、

出
世
之
障サ
ワ
リと

申
物
ニ
候

（（）
一�

年
中
遊
日
ニ
遊
ニ
行
候
共
、
人
数
半
分
よ
り
外
必
出
申
間
敷
候
、

支
配
人
差
図
ヲ
以
出
し
可
申
候

別
而
此
行
儀
乱
申
間
敷
候
、
若
近
所
ニ
不
慮
之
火
事
な
と
出
来
、

人
少
ニ
て
ハ
何
共
成
申
間
敷
候
、
然
ハ
此
用
心
一
大
事
ニ
候
、
取

分
春
冬
な
と
ハ
俄
ニ
風
之
立
事
有
之
候
間
、
一
入
心
得
可
申
候
、

扨
遊
日
ニ
店
ニ
詰
候
者
ハ
、
後
日
替
々
出
シ
可
申
候
、
又
常
々
人

ニ
被
誘
サ
そ
ワ
レ引

て
も
、
人
ヲ
誘
引
て
も
遊
ニ
出
候
ハ
ヽ
、
傍
輩
三
人

よ
り
外
一
度
ニ
多
ク
出
申
間
敷
候
、
勿
論
朝
之
見
世
物
之
手
ニ
外

レ
候
事
無
用
ニ
候
、
朝
市
能
勤
し
て
出
可
申
候

（（）
一�

盗
人
火
之
用
心
、
平
生
油
断
致
申
間
敷
候
、
何
時
も
風
吹
候
夜
、

又
ハ
世
間
火
事
繁
砌
ハ
、
替
々
急
度
夜
番
可
致
候

但�

、
支
配
人
ハ
夜
番
無
用
ニ
候
、
早イ
ツ
モ晩
風
吹
候
夜
ハ
、
帳
と
も

皆
櫃
江
納
、
万
店
ニ
有
之
候
道
具
能
片
付
、
足
絡ま
ど
ひに
な
ら
ぬ

様
ニ
し
て
置
可
申
候

（（1）
一�

額ヒ
タ
ヱニ
角
ヲ
立
、
歯
ヲ
白
ク
磨ミ
カ
キ、
或
ハ
鏡
ヲ
見
身
嗜
た
し
な
ミ

致
申
間
敷
候

呉
々
男
ふ
り
ヲ
作
り
、
身
嗜
タ
シ
ナ
ミ

致
申
間
敷
候
、
唯
商
人
ハ
一
筋

ニ
朝
夕
商
ふ
り
之
嗜
か
肝
要
ニ
候
、
皆
其
役
目
之
人
々
ニ
而
候

へ
ハ
也
、
若
如
此
委
細
ニ
異
見
之
趣
ヲ
乍
聞
、
不
合
点
之
人
有

之
候
て
、
縦
た
と
へ

忍
し
の
び

〳
〵
ニ
も
商
人
之
風
俗
な
ら
ぬ
様
致
候
者
有

之
候
ハ
ヽ
、
無
こ
と
な
き
う
ち
に

事
中
に
早
速
隙
遣
し
可
申
候
、
兎
角
性
之
悪
敷

者
ヲ
目
永
し
て
抱
置
候
へ
ハ
、
後
々
ニ
ハ
能
者
ニ
も
其
悪
性
成

風
俗
移
、
諸
傍
輩
迄
之
妨
ニ
成
申
候
、
第
一
皆
古
郷
ヲ
離は
な
れ、

遙ば
る

々〳
〵

江
戸
へ
参
候
ハ
何
之
為
ニ
哉
、
何
と
そ
し
て
銀
ヲ
儲も
ヲ
ケ、

立
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身
之
望
、
出
世
之
為
ニ
ハ
な
く
候
哉
、
然
ハ
身
之
行
末
之
事
ヲ

思
案
し
、
工
夫
分
別
致
よ
り
外
ハ
別
之
嗜
タ
シ
ナ
ミ

も
、
身
之
繕
ツ
く
ろ
い

も
、

不
入
物
ニ
候

　
　
　
作
法
之
事

（（（）
一�

御
公
儀
御
法
度
能
恐
、
正
敷
可
相
守
候
、
人
抱
候
ハ
ヽ
、
請
状
幷

寺
請
早
々
取
可
申
候
、
但
向
後
若
キ
者
抱
候
ハ
ヽ
、
請
人
慥
成
者

弐
人
可
取
事

（（（）
一�

人
請
幷
金
銀
之
請
ニ
立
申
間
敷
候
、
附
口
合
無
用
ニ
候
、
亦
一
夜

ニ
而
も
、
出
生
慥
な
ら
ぬ
人
に
宿
借
シ
申
間
敷
候

（（（）
一�

平
生
世
間
よ
り
朝
早
ク
起
可
申
候
、
見
世
物
致
候
店
ハ
、
世
間
並

ニ
起
候
而
ハ
筈ハ
ヅ

合あ
い

不
申
候
、
殊
ニ
節
句
前
二
度
之
際ギ
ハ

々〳
〵

ハ
、
猶
以

朝
起
致
可
申
候

（（（）
一�

商
心
得
之
事
、
両
町
中
間
、
聖
衆
、
他
町
諸
売
人
衆
、
無
油
断
情

出
シ
前
売
現
金
商
専
要
ニ
可
致
候

（（（）
一�

む
さ
と
懸
売
候
売
子
ニ
商
一
切
致
間
敷
候
、
子
細
ハ
元
手
少
有
之

者
ニ
而
も
、
人
之
物
ヲ
買
掛
り
、
先
江
売
掛
ケ
、
其
掛
不
相
済
候

ハ
ヽ
払
難
成
可
有
候
、
縦タ
ト

ハヱ
ハ

壱
ヶ
年
五
百
両
か
商
致
候
者
、
一
割

之
利
ヲ
取
、
五
拾
両
ニ
而
候
、
此
内
半
分
ハ
遣
ニ
も
引
ケ
可
申
候
、

然
ハ
残
而
弐
拾
五
両
之
利
分
ニ
而
候
、
五
百
両
か
商
高
に
て
弐
拾

五
両
掛
残
シ
候
而
、
漸
払
済
申
候
、
右
之
通
掛
取
立
候
者
、
先
有

之
間
敷
候
、
此
算
用
道
理
依
有
之
ニ
、
昔
ゟ
い
ま
に
呉
服
世
利
商

致
候
者
、
分
銀
（
限
）ニ

成
候
者
無
之
、
顛タ
ヲ
レ候

者
ハ
数
ヲ
不
知
候
、
此
方

店
ニ
も
何
程
か
た
を
さ
れ
申
候
、
年
中
情
出
シ
商
仕
な
か
ら
、
手

代
中
苦
労
斗
ニ
而
、
た
ゝ
取と
り
にニ

逢
申
候
、
是
能
合
点
被
致
、
売
子

望
被
申
間
敷
候
、
自
然
其
身
能
商
人
ニ
而
、
元
手
な
と
も
持
、
現

金
商
致
候
者
ニ
ハ
、
皆
々
以
了
簡
之
売
子
ニ
も
附
商
可
被
致
候

（（（）
一�

惣
而
屋
敷
掛
商
一
切
被
致
間
敷
候
、
年
々
呉
服
や
顛タ
ヲ
レ候
ヲ
見
来
候

ニ
、
皆
屋
敷
商
懸カ
ケ

顛タ
ヲ
レニ
而
候
、
世
間
之
様
子
ヲ
も
し
ら
さ
れ
は
不

及
是
非
ニ
候
得
共
、
兼
而
皆
々
合
点
之
事
ニ
而
候
、
然
ハ
望
可
致

道
理
無
之
候

（（（）
一�

前
売
ニ
而
も
屋
敷
ニ
而
も
、
初
ハ
現
金
ニ
売
候
へ
と
も
馴
染
懸
り

候
へ
ハ
、
掛
ニ
も
可
致
候
と
相
見
得
候
、
然
ハ
次
第
〳
〵
掛
多
ク

成
、
現
金
商
之
本
ヲ
失
、
行
末
ハ
右
書
付
候
通
年
々
顛タ
ヲ
レ候

、
本
町

並
之
商
ニ
成
可
申
候
、
兎
角
何
程
馴
染
懸
り
候
共
、
掛
ぬ
と
安
ヲ

面
ニ
致
、
伊
豆
蔵
屋
ハ
律り
ち

儀ぎ

成
商
之
仕
様
、
直
段
安
ク
現
金
ニ
な

ら
て
ハ
売
不
申
候
と
名
ヲ
取
、
先
ゟ
慕シ
タ
江店

へ
買
ニ
参
候
様
ニ
仕
成

シ
可
被
申
候
、
此
商
之
仕
様
ニ
而
な
ら
て
ハ
、
当
時
本
町
之
様
子

ニ
而
ハ
、
銀
儲
モ
ヲ
ケ

被
申
間
敷
候
、
然
ハ
随
分
新
敷
売
附
出
来
候
様

ニ
、
前
売
専
要
ニ
情
可
被
出
候
、
前
売
ニ
而
ハ
懸
直
な
し
ニ
ゆ
ひ
、

屋
敷
江
持
参
候
ハ
、
銀
札
ヲ
付
少
も
堅
ク
ま
け
す
ニ
、
若
高
ク
候

か
、
又
ハ
御
気
ニ
入
不
申
候
ハ
ヽ
、
請
取
可
申
と
、
堅
ク
売
上
ニ

書
載ノ
セ

商
可
被
致
候
、
左
候
ハ
ヽ

自
お
の
つ
か
ら

行
末
繁
昌
可
致
事
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（（（）
一�

屋
敷
江
参
商
致
候
手
代
、
外
之
者
ニ
其
屋
敷
譲
候
時
、
若
掛
銀
有

之
候
ハ
ヽ
、
其
掛
ヲ
取
立
可
相
渡
候
、
附
自し

今こ
ん

屋や

布し
き

へ
参
候
手
代

面
々
商
高
幷
残
掛
ケ
、
二
季
之
際き
ハ

々〳
〵

ニ
具
ニ
書
印
登
せ
可
被
申
候

（（（）
一�

御
大
名
衆
直
売
望
被
申
間
敷
候
、
子
細
ハ
当
座
ニ
銀
ヲ
御
払
被
成

ぬ
物
ニ
而
候
、
若
当
座
銀
に
候
ハ
ヽ
売
可
被
申
候

（（1）
一�

屋
敷
江
参
候
手
代
、
木
綿
羽
織
、
木
綿
着
物
ニ
而
可
勤
候
、
絹
之

物
袴
着
候
ハ
て
不
叶
屋
敷
江
ハ
、
出
入
致
間
敷
候

（（（）
一�

何
方
ニ
而
も
際
々
算
用
銀
子
済
不
申
候
ハ
ヽ
、
見
世
物
致
申
間
敷

候
、
様
子
不
埓
ニ
相
見
得
候
ハ
ヽ
、
銀
高
手
形
ニ
致
さ
せ
、
早
々

取
置
可
申
候
、
但
身シ
ン

帯ダ
イ

乍
慥
当
分
鬧イ
ラ

ヶカ

敷シ
ク

事
し
て
、
少
遅
ひ
ま
ど
りり

候

方
も
可
有
候
、
夫
ハ
各
別
之
事
ニ
候

（（（）
一�

見
世
帳
ニ
能
印
判
致
さ
せ
可
申
候
、
別
而
他
町
之
見
せ
帳
ニ
ハ
念

入
可
申
候
、
自
然
不
埒
之
時
、
帳
ニ
印
判
な
け
れ
は
、
御
公
儀
ニ

も
成
不
申
候

（（（）
一�

荷
物
参
候
時
、
諸
事
吟
味
致
、
悪
事
候
ハ
ヽ
、
毎
度
京
都
江
可
申

登
候
、
又
出
来
不
出
来
ニ
付
、
札
掛
引
致
可
申
候
、
兎
角
悪
敷
物

ハ
当
座
ニ
札
引
置
、
安
候
共
早
ク
売
候
歟
能
候

（（（）
一�

金
銀
出
入
算
用
、
五
月
（
日
）宛

ニ
可
致
候
、
但
三
人
宛
寄
会
、
入
払
印

判
ヲ
以
押
合
致
可
申
候
、
右
三
人
廻
り
読
、
廻
り
算
用
ニ
致
、
一

座
之
者
〆
之
所
江
連
判
致
置
可
申
候
、
附
出
入
帳
京
都
へ
年
々
登

せ
可
申
候

（（（）
一�

銀
弐
貫
目
、
金
三
拾
両
ニ
及
候
ハ
ヽ
、
早
々
両
替
江
遣
シ
可
申
候
、

是
よ
り
多
キ
金
銀
ハ
両
替
之
人
呼
、
店
ニ
而
相
渡
シ
可
申
候
、
幷

富
山
・
家
城
之
外
、
他
所
江
金
銀
之
貸
シ
借
り
致
申
間
敷
候
、
但

京
都
よ
り
差
図
之
時
ハ
、
各
別
之
事
ニ
候

（（（）
一�

勘
定
目
録
、
三
月
限
と
九
月
限
ニ
急
度
仕
立
可
申
候
、
二
月
十
一

日
限
、
八
月
十
一
日
限
ニ
有
金
者
有
金
ニ
立
、
掛
ハ
懸
ニ
立
可
申

候
、
掛
載ノ
セ
ルヲ

い
や
か
り
、
売
放ハ
ナ
シ候

売
物
ヲ
付
出
シ
申
間
敷
候

（（（）
一�

惣
手
代
中
、
元
手
之
外
ニ
店
之
金
銀
貸
し
申
間
敷
候
、
幷
自
分
之

為
元
手
と
云
ふ
共
、
及
五
両
ニ
候
ハ
ヽ
、
入
用
之
品
京
都
江
申
登

セ
、
指
図
ヲ
以
借
シ
可
申
候
、
附
借
シ
金
銀
二
度
之
算
用
ニ
立
、

延
シ
置
申
間
敷
候

（（（）
一�

問
帳
切
々
吟
味
致
、
見
世
物
永
ク
成
候
わ
ぬ
様
に
可
致
候
、
扨

究キ
ハ
マ
リり

売
れ
候
て
、
ほ
し
き
物
候
ハ
ヽ
、
早
速
注
文
之
扣
ニ
載ノ
セ

置
、

早
々
可
申
登
候

（（（）
一�

毎
月
定
而
一
両
度
宛
、
両
店
支
配
人
夜
ニ
入
寄
会
、
商
之
事
其
外

諸
事
談
合
致
、
示
合
可
申
候
、
幷
惣
手
代
中
も
隙ヒ
マ

々
ニ
商
之
事
批

判
相
談
可
有
候

（（1）
一�

六
月
十
一
日
、
惣
中
定
而
精
進
致
可
申
候
、
乍
恐
天
下
之
御
恩
為

冥
加
之
也

（（（）
一�

世
利
物
ニ
参
候
人
ヲ
能
褒
モ
テ
ナ
シ

善
可
申
候
、
殊
ニ
新
出
之
者
、
心
安

念
頃
ニ
為
致
歟
能
候

（（（）
一�
注
文
登
セ
様
、
売
候
て
売
物
無
之
ヲ
見
付
登
セ
候
て
ハ
、
間
ニ
逢

不
申
候
、
縦
ハ
十
反
之
物
五
反
売
、
残
五
反
有
之
ヲ
京
都
江
申
登
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せ
、
下
り
候
間
ニ
残
五
反
売
可
申
と
勘
之
く
り
候
ハ
て
ハ
、
常
ニ

売
物
に
手
ヲ
重
申
物
ニ
而
候
、
注
文
程
成
大
事
之
物
ハ
無
之
候
、

戦
ヲ
見
テ
矢
ヲ
矯は
ぐ

仕
様
ニ
而
ハ
埒
明
不
申
候
、
是
よ
く
合
点
可
有

候

（（（）
　
一�

春
夏
之
注
文
ハ
十
月
中
ニ
登
セ
可
申
候
、
其
外
鹿
子
類
ハ
十
月

初
方
ニ
登
セ
可
申
候

（（（）
　
一�

秋
冬
之
注
文
ハ
三
月
中
ニ
登
セ
可
申
候
、
是
も
鹿
子
注
文
ハ
三

月
初
方
ニ
登
セ
可
申
候
、
扨
九
月
前
商
過
残
り
物
之
様
子
ヲ
吟

味
致
、
早
々
節
句
過
ニ
前
方
之
注
文
ハ
捨
ニ
致
登
せ
可
申
候

（（（）
一�

惣
手
代
之
中
、
隙
ヲ
取
店
ヲ
出
、
呉
服
商
望
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、

京
都
江
申
登
せ
、
下
知
ヲ
受
商
為
致
可
申
候
、
尤
懸
商
ニ
致
候
者

成
不
申
候
間
、
被
申
登
ニ
不
及
候

（（（）
一�

売
物
手
廻
シ
之
事
、
別
而
商
之
肝カ
ン

腎ジ
ン

な
り
、
縦
高
利
有
物
成
共
、

主
遠
物
ヲ
取
不
寄
、
利
少
キ
物
成
共
主
近
キ
物
斗
取
寄
、
兎
角
売

物
古
ク
不
成
内
ニ
売
払
、
新
敷
仕
替
〳
〵
候
歟
呉
服
商
之
秘
事
ニ

而
候
、
此
心
得
失
し
て
ハ
売
物
古
ク
成
、
寝ね
か
ね銀

物
出
来
店
衰す
い

微び

可

致
候
、
然
ハ
店
之
売
物
、
古
キ
物
又
ハ
数
多
物
な
と
ハ
随
分
安
売

払
、
新
敷
仕
替
可
申
候
、
殊
ニ
夏
物
継
年
迄
抱
候
得
ハ
、
壱
ヶ
年

銀
之
利
又
ハ
古
ク
成
損
参
候
、
此
段
惣
手
代
中
共
ニ
合
点
可
有
候

（（（）
一�

売
人
ハ
遣
多
ク
候
て
ハ
、
分
銀
（
限
）ニ

な
ら
れ
ぬ
物
ニ
而
候
、
店
之
遣

面
々
遣
多
ク
不
成
様
ニ
可
致
候
、
就
夫
ニ
銀
廻
シ
知
か
第
一
之
事

也
、
世
間
之
人
是
ヲ
不
知
候
、
元
銀
壱
貫
目
ヲ
月
壱
歩
ニ
五
十
年

廻
せ
は
、
千
弐
拾
四
貫
目
ニ
成
と
云
ふ
事
ハ
、
古
ゟ
申
伝
候
、
是

ハ
遠
事
、
壱
貫
目
ノ
銀
ヲ
、
月
壱
歩
弐
ニ
十
五
年
廻
せ
は
、
八
貫

目
ニ
成
申
候
、
是
ニ
而
面
々
年
々
合
力
銀
ヲ
加
へ
、
掛
〳
〵
算
用

致
見
可
被
申
候
、
此
利
廻
シ
ヲ
不
存
者
、
始
末
悪
敷
、
店
之
遣
イ

幷
自
分
遣
多
ク
成
申
候
、
昔
ゟ
都
ニ
而
も
田
舎
ニ
而
も
、
分
限
ニ

成
候
者
ハ
、
皆
此
利
廻
シ
ヲ
存
候
、
必
元
手
之
出
来
ぬ
者
ハ
、
始

末
も
悪
敷
、
商
も
情
い
た
さ
ぬ
物
ニ
候
、
此
趣
能
々
合
点
可
有
候
、

但
此
利
算
用
ニ
而
、
不
埒
之
掛
ケ
延
置
候
ハ
、
損
之
行
事
得
心
可

有
候

（（（）
一�

我
等
名
代
ニ
差
置
候
支
配
人
之
儀
な
れ
は
、
勿
論
主
ニ
少
も
不
相

替
可
思
候
、
尤
諸
事
申
付
儀
背そ
む
き申
間
敷
候
、
扨
支
配
人
よ
り
ハ
、

惣
中
情
不
情
之
様
子
、
無
依
怙
京
都
へ
可
申
登
候
、
又
惣
中
ゟ
ハ

支
配
人
勤
悪
敷
侈ヲ
ご
り候
歟
、
不
埒
之
様
ニ
相
見
得
候
ハ
ヽ
、
皆
々

致
談
合
、
以
連
状
早
々
可
申
登
候
、
必
疎そ
り

略や
く

ニ
致
置
申
間
敷
候
、

如
何
ニ
も
左
様
ニ
為
致
歟
、
為
主
之
傍
輩
之
為
ニ
而
候
、
附
両
店

悪
敷
儀
候
ハ
ヽ
、
相
互
ニ
聞
遁
の
が
し
見
遁
ニ
被
致
間
敷
候
、
同
主
へ

之
奉
公
ニ
候
へ
ハ
、
聞
遁
見
遁
ニ
致
置
候
ハ
、
真
之
奉
公
人
ニ
而

ハ
無
之
候

　
　
　
　
両
支
配
人
日
用
勤
之
事

（（（）
一�

先
支
配
人
ハ
、
片
時
も
店
ヲ
不は
な

離れ
ず

、
無
油
断
店
之
奥
ニ
相
詰
、
他
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町
見
世
物
幷
屋
敷
持
参
物
指
引
致
下
知
、
尤
屋
敷
江
参
候
手
代
留

主
之
内
、
屋
敷
よ
り
用
事
申
来
候
ハ
ヽ
、
其
手
紙
ヲ
見
、
事
之
埒

明
可
被
申
候
、
扨
夜
ニ
入
候
て
ハ
、
他
町
幷
屋
敷
帳
売
所
致
吟
味
、

屋
鋪
ゟ
帰
候
手
代
商
之
様
子
聞
届
可
申
候
、
附
右
両
所
ニ
而
売
候

物
注
文
可
登
物
ヲ
ハ
、
早
速
注
文
之
扣
へ
留
置
、
早
々
可
申
登
事

（（1）
一�

次
之
支
配
人
ハ
、
同
ク
店
ヲ
不
離
、
店
前
ニ
相
詰
、
町
見
世
指
引

下
知
致
、
前
売
専
要
ニ
情
出
シ
、
買
手
留
さ
せ
可
申
候
、
扨
夜
ニ

入
町
之
帳
幷
前
売
吟
味
致
、
売
候
物
右
可
為
同
前
候
、
尤
両
支
配

人
役
ハ
相
兼
可
勤
事

（（（）
一�

支
配
人
毎
日
隙
々
ニ
店
之
売
物
見
廻
り
、
売
物
之
足
不
足
、
善
悪

ヲ
見
、
札
之
懸
引
致
、
又
ハ
不
足
之
物
ハ
注
文
為
登
、
多
物
ハ
安

も
売
払
候
様
ニ
下
知
可
致
事
、
附
小
遣
小
買
物
方
吟
味
致
為
買
可

申
事

（（（）
一�

小
出
シ
金
箱
ゟ
本
金
箱
へ
入
候
金
銀
、
毎
夜
両
支
配
人
売
帳
ニ
合

可
致
吟
味
候
、
幷
掛
帳
毎
度
致
穿せ
ん

鑿さ
く

、
掛
無
油
断
取
立
可
申
候
、

惣
店
一
巻
之
事
何
事
ニ
不
寄
、
両
人
気
ヲ
付
、
相
談
之
上
に
て
可

相
務ツ
ト
ム事

（（（）
一�

支
配
人
ハ
商
不
功
者
、
勤
悪
敷
し
て
ハ
人
之
下
知
も
差
図
も
成
申

間
敷
候
、
末
々
之
者
ニ
任
置
商
致
さ
せ
候
ハ
、
支
配
人
と
申
物
ニ

而
無
之
候
、
我
等
其
元
ニ
而
之
勤
及
聞
も
可
被
申
候
、
町
見
世
・

他
町
・
屋
敷
・
前
売
等
ニ
至
迄
、
一
と
し
て
手
ニ
掛
不
致
と
云
ふ

事
無
之
候
、
但
手
ニ
懸
、
亦
ハ
手
ニ
か
け
ぬ
也
、
惣
店
中
之
商
、

見
世
物
、
我
心
ニ
引
請
手
代
中
ニ
致
さ
せ
、
残
所
な
く
能
仕シ
お

課ふ
セ

候

へ
ハ
、
手
ニ
不
懸
ニ
見
テ
居
申
候
、
仕し
そ

損ん
じ

左
右
成
ヲ
ハ
立
寄
、
手

ニ
懸
致
事
ニ
候
、
是
為か
し
ら
た
る頭

者
之
役
也
、
然
ハ
各
我
等
名
代
ニ
候

へ
ハ
、
店
中
商
我
事
と
身
ニ
引
不
受
し
て
ハ
、
支
配
人
甲
斐
無
之

候
、
為
頭
者
商
情
出
シ
候
へ
ハ
、
自
お
の
づ
か
ら

下
々
迄
も
競く
ら
べ、

情
出
す
物

ニ
而
候
、
然
ハ
店
繁
昌
不
繁
昌
ハ
、
唯
支
配
人
心
一
ニ
有
之
事
ニ

候
、
扨
商
上
手
ニ
成
と
申
ハ
別
之
事
無
之
候
、
万
事
ヲ
打
捨
、
昼

夜
商
ニ
心
ヲ
掛
、
是
非
共
銀
儲も
う
け可

申
と
存
よ
り
外
無
之
候
、
夫

ゟ
し
て
種
々
工
夫
起
、
功
者
ニ
成
物
ニ
而
候
、
為
頭
者
商
功
者
ニ

候
へ
ハ
、
下
々
又
能
商
人
出
来
候
物
ニ
候
、
知
者
之
下
ニ
ハ
能
学

者
出
来
申
候
、
売
人
之
事
も
是
同
前
也
、
能
商
人
ニ
成
候
ハ
ヽ
、

自
分
商
致
候
節
身
ハ
持も
ち
そ
ん
じ
損
申
間
敷
候
、
然
ハ
主
へ
之
奉
公
歟
、
即

自
生
之
徳
ニ
成
申
候
、
此
儀
誰
も
為
存
事
な
か
ら
、
心
ニ
深
ク
能

ク
徹テ
ツ
スル
者
無
之
候
、
心
ニ
能
徹テ
ツ
セセ
さ
れ
は
不
知
と
同
前
ニ
而
候
、

支
配
人
末
々
之
手
代
等
ニ
至
迄
、
世
間
並
之
商
勤
致
候
へ
ハ
能
候

と
被
存
候
ハ
ヽ
、
天
地
遙ハ
ル
カニ
違
可
申
候
、
夫
ニ
而
銀
儲
も
う
け
る

物
な
ら

は
、
皆
分
限
ニ
可
成
候
へ
共
、
古
ゟ
立
身
致
候
者
ハ
指ゆ
び

ヲ
折
斗
ニ

而
、
顛タ
ヲ

候レ

者
ハ
数
ヲ
不
知
候
、
然
ハ
其
元
呉
服
商
致
候
て
主
従
益ヱ
キ

無
之
候
、
主
之
儀
ヲ
我
事
と
大
切
ニ
致
、
自ジ

余ヨ

ニ
超
昼
夜
無
油
断

情
被
出
候
ハ
ヽ
、
店
繁
昌
面
々
立
身
も
可
有
之
候

　
　
　
　
異
見
之
事
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（（（）
一�
人
ハ
第
一
不
堅
固
ニ
し
て
ハ
、
万
願
事
も
不
叶
望
、
思
ふ
事
も
成

就
せ
ぬ
物
ニ
候
、
然
ハ
二
月
と
八
月
ニ
ハ
、
何
れ
も
不
残
灸
治
致

可
申
候
、
常
ニ
も
折
々
灸
致
か
能
事
ニ
候
、
扨
平
生
食
養
生
肝
要

ニ
候
、
諸
病
ハ
口
ゟ
入
と
申
事
有
之
候
、
兎
角
病
者
ニ
成
而
ハ
其

身
斗
之
迷
惑
ニ
あ
ら
す
、
親
兄
弟
親
類
等
迄
ニ
も
苦
ヲ
懸
申
候
、

若
亦
誰
成
共
相
煩
わ
づ
ら
ひ

候
ハ
ヽ
、
病
気
ノ
重
ク
な
ら
ぬ
前
ニ
、
早
ク

大
医
ヲ
頼
養
生
致
さ
せ
可
申
候
、
互
ニ
傍
輩
中
能
看か
ん

病
可
被
致
候
、

但
薬
病
ヲ
治
れ
と
も
、
医
者
能
人
ヲ
殺
と
云
ふ
事
有
、
薬
程
強
キ

物
無
之
候
、
当
世
癆ろ
う

咳が
い

と
云
ふ
病
、
昔
無
之
事
、
薬
ヲ
以
煩
と
致

候
病
ハ
、
医
者
よ
り
ハ
我
と
能
心
得
而
、
逢
ぬ
薬
ハ
不
用
物
ニ
候
、

気
之
盡ツ
キ

之
様
に
て
う
つ
と
り
と
致
居
申
候
へ
ハ
、
虚キ
ョ

性セ
ウ

と
心
得
、

補
薬
ヲ
用
皆
癆ろ
う

咳が
い

ニ
医
者
か
致
候
、
左
様
之
煩タ
グ
イハ

必

（
類
）

薬
不
用
ニ
食

ヲ
吟
味
致
、
気
ヲ
ふ
ら
し
、
灸
ヲ
致
た
る
歟
能
と
申
候
、
独ド
ク

世
何

れ
之
道
も
廃す
た
りた

る
中
ニ
、
為
衰
ヲ
ト
ロ
ヘ

ハ
医
道
ニ
而
候
、
古
之
医
者
ハ

不
逢
薬
ハ
二
服
と
用
イ
不
申
候
、
人
愚
ニ
し
て
薬
さ
へ
用
候
へ
ハ

病
ハ
治
ル
と
覚
候
、
是
能
合
点
可
有
候
、
支
配
人
と
相
談
致
、
医

師
頼
可
申
候

（（（）
一�

諸
傍
輩
ハ
如
兄
弟
也
、
然
ハ
言
葉
遣
慇い
ん

懃ぎ
ん

ニ
し
て
少
之
事
な
と
妬
ね
た
み

不
可
思
ふ
、
相
互
ニ
心
無へ
た
て
な
く隔
、
念
比
ヲ
尽
、
商
之
事
ハ
不
及
申

ニ
、
何
事
ニ
而
も
我
よ
り
ハ
人
ヲ
育そ
た
て様
ニ
可
致
候
、
夫
か
人
之
本

と
云
ふ
物
ニ
候

（（（）
一�

暫
時
成
共
、
毎
日
可
致
礼
拝
仏
神
ニ
候
、
人
々
思
寄
之
仏
菩
薩
等

之
名
号
一
遍
成
共
唱
言
可
有
候
、
若
一
親
ニ
而
も
、
闕か
け

た
る
人
な

と
ハ
猶
以
之
事
ニ
候
、
又
両
親
な
か
ら
有
人
ハ
、
殊
ニ
父
母
之
安

穏
ヲ
仏
神
ニ
祈
可
申
候
、
寔ま
こ
とニ

如
此
之
心
あ
ら
ん
人
ハ
、
人
間
之

本
心
と
申
物
也
、
若
又
無
此
心
ハ
、
聊
人
間
之
皮
ヲ
着
た
る
畜
生

と
同
前
ニ
而
可
有
候
、
惣
而
三
宝
ヲ
敬
う
や
も
ふ

心
有
者
ハ
、
自
天
道
之

恵
ニ
も
叶
申
候
、
子
細
ハ
此
理
ヲ
心
得
つ
れ
ハ
、
必
悪
行
ヲ
な
さ

ぬ
物
ニ
候
、
悪
行
ヲ
な
さ
ね
ハ
、
終
に
は
天
理
ニ
叶
申
候
、
然
ハ

亦
悪
心
無
道
之
者
ハ
、
必
三
宝
ヲ
崇そ
き

敬や
ふ

致
不
申
候
、
三
宝
ヲ
不
恐

悪
逆
ヲ
為な
す

故か
ゆ

ニへ
ニ

、
仏
神
之
恵
ニ
外
申
候
、
仏
神
之
慈
悲
ニ
外
た
る

者
之
何
歟
能
可
有
候
哉
、
行
末
浅
間
敷
乞
食
、
非
人
之
躰
ニ
も
成

下
ル
物
ニ
而
候
、
第
一
先
親
ニ
孝
行
之
志
至
而
深
ク
可
有
候
、
是

第
一
之
中
之
第
一
、
肝
腎
之
中
ノ
肝か
ん

腎じ
ん

と
申
物
ニ
候
、
鳩
や
烏
さ

へ
百
報
之
孝
ヲ
な
し
、
三
子
（
枝
）之

礼
ヲ
な
す
と
申
伝
候
、
尤
人
と
し

て
ハ
恥
事
ニ
而
可
有
候
、

有
人
の
語
ら
れ
し
ハ
、
親
ニ
孝
ヲ
な
さ
ん
事
、
一
向
金
銀
衣
服

ヲ
多
ク
あ
た
へ
参
せ
た
る
ニ
も
あ
ら
す
、
縦
富
共
貧
共
、
誰
（
唯
）親

之
心
ニ
叶
て
、
能
親
ヲ
い
さ
め
、
令
悦
か
誠
之
孝
之
道
成
と
そ

申
さ
れ
け
る
、
さ
れ
は
む
か
し
今
ヲ
見
聞
ニ
、
富
栄
て
も
世
に

親
ニ
不
孝
之
者
も
有
、
ま
た
貧
て
も
至
而
孝
行
成
人
も
有
け
り
、

然
ハ
孝
ヲ
な
す
事
偏
ニ
貧
富
ニ
ハ
よ
る
ま
し
き
か
、
兎
ニ
角
親

の
心
に
叶
ヲ
以
孝
と
し
、
不
叶
ヲ
以
不
孝
と
す
へ
く
候
、
人
之
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親
の
子
孫
の
繁
昌
ヲ
祈
ぬ
ハ
な
し
、
然
ハ
人
は
身
ヲ
全
し
て
世

ニ
出
ん
事
、
先
孝
行
之
初
ニ
而
可
有
候
、
我
子
之
身
の
上
衰
ヲ
ト
ロ
ヱ

ぬ
れ
は
、
父
母
必
苦
ミ
悲
物
ニ
而
候
、
然
ハ
立
身
之
事
、
皆
々

能
心
得
可
申
候

（（（）
一�

一
師
源
闇
万
弟
迷
道
、
一
犬
聲
誤
万
犬
如
吽
と
云
ふ
事
有
、
是
皆

元
乱
末
納
事
な
し
と
誡
イ
マ
シ
メ

教
た
る
言
葉
也
、
然
ハ
第
一
主
、
次
ニ

亦
家
之
支
配
人
、
行
儀
作
法
不
正
し
て
ハ
叶
わ
ぬ
事
也
、
兎
角
身

之
勤
し
だ
ら
く
ニ
而
ハ
、
如
何
程
人
ヲ
制
共
、
全
其
甲
斐
有
間
敷

候
程
ニ
、
支
配
人
能
心
得
テ
、
身
之
行
正
敷
致
、
家
ヲ
収ヲ
サ
メ可
申
候

（（（）
　�

右
之
條
々
少
も
不そ
む

背か
ず

相
守
可
申
候
、
若
是
ヲ

蔑
ナ
イ
ガ
シ
ロ

ニ
し
て
我
儘

働
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
最
初
ニ
書
付
候
こ
と
く
、
早
速
隙
出
シ
可

申
候
、
惣
而
家
之
式
法
と
云
ふ
物
ハ
、
急
度
守
ら
て
ハ
不
叶
事
ニ

候
、
世
間
躰
ヲ
見
る
ニ
、
兼
而
正
敷
家
之
式
法
も
、
年
軽
（
経
）ぬ
れ
は

漸よ
ふ

々〳
〵

乱
悪
敷
成
事
ハ
安や
す

、
廃す
た
れた
る
ヲ
継
事
ハ
難
成
相
見
得
候
、
亡

国
失
家
ヲ
程
之
悪
事
之
出
来
ル
も
、
初
之
起
ハ
少
之
（
し
ヵ
）事
と
も
ニ
而
、

夫
歟
増ぞ
う

生
し
や
う

致
終
ニ
亡
物
ニ
而
候
、
何
迄
も
如
此
さ
へ
守
勤
候

ハ
ヽ
、
永
代
無
異
儀
繁
昌
可
致
候

右
之
一
巻
、
従
先
規
有
之
候
ヲ
、
今
改
書
加
申
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
豆
蔵
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
五
兵
衛

　
　
　
貞
享
五
年
辰
五
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
正
信
（
花
押
）

（（（）
　�

失
　
売
付
を
失
ふ
事
は
何
ゆ
へ
そ

　
　
　
　
か
け
と
高
利
の
二
に
そ
有

　
　
徳
　
掛
も
せ
す
高
利
も
と
ら
て
現
金
に

　
　
　
　
も
の
を
し
売
は
末
そ
は
ん
し
や
う

（（1）
一�

為
人
君
止
仁
、
為
人
臣
止
敬

　
　
為
人
子
止
孝
、
為
人
父
止
慈

　
　
与
国
人
交
、
止
信

覚

（（（）
一�

今
迄
の
売
付
之
屋
敷
ハ
何
故
絶
タ
ゾ
、

仍
テ
掛
タ
ニ
絶
タ
ゾ
、
大
成
様
ノ
不
ン
懸
者

今
ニ
商
ヲ
シ
テ
、
銀
ヲ
儲
ケ
ウ
物
ヲ

但
シ
、
此
道
理
ヲ
工
夫
可
有
候
、
以
上
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（
参
考
史
料
）
解
説
・
翻
刻　

伊
藤
屋
「
家
訓
録
」

◎
「
家
訓
録
」
概
略

慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
創
業
の
伊
藤
屋
は
名
古
屋
に
本
店
を
持

っ
た
呉
服
商
で
、
現
・
松
坂
屋
の
前
身
で
あ
る
。
伊
藤
次
郎
左
衞
門
家

に
お
け
る
最
初
の
店
則
は
、
五
代
祐
寿
に
よ
る
「
元
文
の
掟
書
」
全
六

条
と
さ
れ
）
（
（

る
。
祐
寿
は
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
呉
服
太
物
の
問
屋

業
か
ら
現
金
売
り
の
小
売
業
に
業
態
を
転
換
し
た
際
、
こ
の
掟
書
を
定

め
た
。

「
家
訓
録
」
の
成
立
し
た
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
は
、
伊
藤
家
が

上
野
広
小
路
に
、
い
と
う
松
坂
屋
を
開
店
し
た
年
で
あ
る
。
よ
っ
て

「
家
訓
録
」
も
江
戸
と
名
古
屋
の
両
店
に
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
店
の
店
史
『
鶴
齢
記
』
に
よ
る
と
、
一
一
代
祐
恵
署
名
、
一
二
代

祐
躬
改
定
の
「
家
訓
録
」
が
江
戸
店
に
あ
り
、
明
治
三
〇
年
（
一
八
九

七
）
頃
ま
で
店
内
で
毎
月
読
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
）
（
（

う
。
全
六
〇
余

条
あ
る
と
さ
れ
、
う
ち
一
〇
条
の
み
が
明
治
末
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日

本
現
代
富
豪
名
門
の
家
憲
』
な
ど
の
諸
文
献
に
引
用
さ
れ
て
い
る
）
（
（

が
、

関
東
大
震
災
に
よ
り
焼
失
し
た
模
様
）
（
（

で
、
残
る
五
〇
余
条
の
内
容
を
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
近
年
、
伊
藤
次
郎
左
衞
門
家
で
奥
付
に
「
尾
州
店
元
方
」
と

あ
る
「
家
訓
録
」
が
発
見
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
名
古
屋
本
店
伝
来
の

「
家
訓
録
」
で
あ
る
。
序
文
お
よ
び
「
法
度
之
事
」
全
四
五
条
と
跋
文

か
ら
な
り
、
文
言
の
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
江
戸
店
「
家
訓
録
」
と

し
て
知
ら
れ
て
き
た
一
〇
条
も
含
ま
れ
て
い
る
。
名
古
屋
本
店
「
家
訓

録
」
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
意
義
は
大
き
く
、
伊
豆
蔵
店
則
と
の

比
較
も
可
能
と
な
っ
た
た
め
、
参
考
史
料
と
し
て
翻
刻
を
付
し
た
。

◎
「
家
訓
録
」
と
伊
豆
蔵
店
則

「
元
文
の
掟
書
」
全
六
条
は
「
家
訓
録
」
も
継
承
し
て
い
る
。
そ
の

う
ち
第
三
・
四
・
六
条
は
、
伊
豆
蔵
店
則
の
条
文
【
（（
】【
（
】【
（（
】

と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
ほ
か
に
伊
豆
蔵
の
店
則
か
ら
約
二
〇
条
が
「
家
訓

録
」
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

な
お
、
伊
藤
家
に
は
「
全
部
商
人
要
文
集
一
巻
」
と
題
さ
れ
た
史
料

が
あ
る
。
こ
の
「
商
人
要
文
集
」
自
体
の
成
立
年
は
不
詳
だ
が
、
伊
藤

光
棟
が
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
「
或
方
ニ
披
覧
を
請
ひ
て
」
書
き

抜
き
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
巻
末
に
記
さ
れ
て
い
）
（
（

る
。
序
文
に

続
き
「
法
度
之
事
」
と
「
異
見
之
事
」
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、

全
三
〇
条
か
ら
な
る
。
序
文
含
め
ほ
ぼ
全
条
文
が
、
伊
豆
蔵
の
店
則
と

重
な
り
、
順
序
も
同
じ
で
あ
る
。
伊
豆
蔵
店
則
に
は
あ
る
が
「
商
人
要

文
集
」
に
は
な
い
条
文
と
し
て
、
大
名
へ
の
販
売
【
（（
】
や
、
帳
簿
作

成
期
限
【
（（
】
等
が
あ
る
。

「
家
訓
録
」
で
伊
豆
蔵
店
則
と
重
な
る
条
文
は
す
べ
て
「
商
人
要
文

集
」
に
も
あ
り
、「
家
訓
録
」
に
と
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
ほ
ぼ
同
等

と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、「
家
訓
録
」
と
「
商
人
要
文
集
」
は
共
に
最
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後
の
跋
文
で
、
商
人
た
る
も
の
、
平
生
の
心
得
が
肝
要
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
点
が
伊
豆
蔵
店
則
の
跋
文
【
（（
】
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

◎
「
家
訓
録
」
と
岩
城
枡
屋
店
則

現
金
掛
直
な
し
商
法
で
知
ら
れ
る
呉
服
商
・
岩
城
枡
屋
が
い
つ
店
則

を
定
め
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
江
日
野
商
人
・
矢
尾
喜
兵

衛
家
の
四
代
当
主
が
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
に
筆
写
し
た
も
の
が

遺
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
全
文
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
序
文
と
本

文
二
五
条
か
ら
な
り
、
狂
歌
含
め
ほ
ぼ
す
べ
て
が
伊
豆
蔵
の
店
則
に
重

な
る
。

「
家
訓
録
」
が
伊
豆
蔵
店
則
か
ら
採
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
約
二

〇
の
条
文
の
う
ち
、
そ
の
九
割
方
が
岩
城
枡
屋
の
条
文
と
も
重
な
る
。

よ
っ
て
、
お
よ
そ
一
八
の
条
文
は
、
三
店
に
共
通
に
見
ら
れ
る
条
文
と

な
る
。
な
お
岩
城
枡
屋
に
つ
い
て
の
概
説
、
店
則
の
全
条
文
と
、
筆
写

し
た
矢
尾
喜
兵
衛
の
所
感
の
翻
刻
が
、
末
永
國
紀
「
呉
服
商
岩
城
枡
屋

の
店
掟
と
近
江
商
人
矢
尾
喜
兵
衛
の
所
懐
」（『
経
済
学
論
叢
』
五
九
巻

二
号
、
二
〇
〇
七
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）　『
松
坂
屋
百
年
史
』
松
坂
屋
、
二
〇
一
〇
年
、
八
頁
、
三
二
五
頁
。

（
（
）　
加
藤
善
三
郎
編
・
菊
池
満
雄
校
注
『
鶴
齢
記
』（
私
家
版
）
二
〇
〇

五
年
、
二
五
頁
。

（
（
）　
岩
崎
徂
堂
編
『
日
本
現
代
富
豪
名
門
の
家
憲
』
博
学
館
編
輯
局
、
一

九
〇
八
年
、
一
一
二
―
一
一
四
頁
。
ほ
か
に
、
宮
本
又
次
『
近
世
商
人

意
識
の
研
究
』（『
宮
本
又
次
著
作
集
』
二
）
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、

二
七
七
―
二
七
八
頁
な
ど
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　
井
手
蕉
雨
編
『
松
の
齢
』
松
坂
屋
、
一
九
二
九
年
、
二
〇
頁
。

（
（
）　「
全
部
商
人
要
文
集
一
巻
（
写
）」（
伊
藤
次
郎
左
衞
門
家
資
料
一
二

二
二
、
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
所
蔵
・
紙
焼
き
）。

〔
謝
辞
〕「
家
訓
録
」
の
閲
覧
・
掲
載
を
お
許
し
下
さ
い
ま
し
た
伊
藤
次

郎
左
衞
門
家
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
以
下
は
菊
池
満
雄
氏
（
Ｊ
・

フ
ロ
ン
ト 

リ
テ
イ
リ
ン
グ
史
料
館
）
に
よ
る
翻
刻
に
基
づ
く
も
の
で

す
。
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
１
９
Ｋ
０
１
７
７
８
の
助
成
を
受

け
た
も
の
で
す
。

�

（
鈴
木
　
敦
子
）



344344

家
訓
録

�

伊
藤
次
郎
左
衞
門
家
所
蔵

　
　
　
　
序

掟
書
之
趣
、
具
ニ
致
承
知
、
急
度
可
相
守
候
、
行
儀
式
法
乱
候
時
は
商

売
之
可
為
妨
候
、
此
掟
書
読
候
時
、
惣
中
集
り
行
儀
を
不
乱
、
静
ニ
趣

聞
届
ケ
可
相
守
候
、
此
掟
書
ハ
店
之
為
斗
に
て
も
な
く
、
銘
々
能
キ
商

人
に
な
り
、
立
身
可
致
基モ
ト
イニ
而
候
、
然
ル
を
不
心
得
に
し
て
用
ひ
さ
る

は
大
キ
成
ル
誤
に
て
可
有
候
、
毎
も
替
ら
ぬ
同
事
な
れ
バ
、
度
々
見
聞

に
も
不
及
迚
疎
略
に
思
ふ
ベ
か
ら
す
、
此
掟
書
ハ
各
々
金
言
に
て
有
ベ

く
候
、
毎
月
定
日
無
懈
怠
読
聞
シ
可
申
候
、
仮
令
夜
更
候
共
無
退
屈
急

度
読
聞
ケ
可
申
候

　
　
　
　
法
度
之
事

一
従
　
御
公
儀
様
被
　
仰
出
候
御
法
度
之
趣
、
堅
相
守
可
申
候

一
御
触
相
廻
候
節
、
家
内
之
者
え
為
申
聞
、
急
度
相
守
候
様
ニ
可
申
渡

事
一
御
上
様
方
之
御
噂
杯
、
堅
仕
間
敷
相
慎
可
申
事

一
御
公
辺
事
出
来
不
仕
候
様
万
端
心
を
附
相
慎
可
申
事

一
御
客
様
方
見
世
先
え
御
出
被
成
候
ハ
ヽ
早
速
御
挨
拶
可
仕
候
、
御
大

身
御
小
身
ニ
限
ら
す
、
御
大
切
ニ
御
挨
拶
申
上
、
別
而
御
武
家
様
方

え
御
無
礼
無
之
様
ニ
相
心
得
可
申
事

一
貴
賤
之
隔
無
之
様
叮
嚀
ニ
御
挨
拶
可
申
上
候
、
勿
論
御
買
物
多
少
之

隔
な
く
麁
抹
ニ
仕
間
鋪
候
、
御
茶
煙
草
等
に
気
を
附
申
ベ
く
事

一
御
客
様
御
出
之
節
、
煙
草
吸
な
か
ら
御
挨
拶
堅
無
用
ニ
候
、
惣
而
見

世
に
て
く
わ
へ
き
せ
る
致
間
敷
候
、
勿
論
煙
草
吸
な
か
ら
代
呂
物
取

扱
致
間
敷
候

一
御
得
意
先
、
其
外
懇
意
成
方
ニ
出
火
有
之
候
ハ
ヽ
、
早
速
見
舞
可
申

候
、
乍
然
風
を
見
合
、
手
前
之
用
心
可
有
事

一
京
都
仕
入
之
儀
、
前
方
ニ
注
文
差
為
登
候
様
ニ
可
致
候
、
諸
事
急
ニ

申
遣
シ
候
て
も
、
払
底
成
品
等
下
直
ニ
相
調
不
申
候
、
前
広
ニ
注
文

有
之
候
得
は
、
心
掛
能
々
吟
味
い
た
し
、
利
口
に
も
相
調
可
申
候
、

兼
て
其
心
得
有
ベ
く
事

一
格
外
ニ
下
直
成
代
呂
物
、
一
切
相
調
申
間
鋪
候
、
直
段
相
応
ニ
下
直

ニ
而
も
、
生
国
慥
な
ら
ず
仁
よ
り
買
物
致
間
敷
事

一
人
請
金
銀
之
請
ニ
一
切
立
申
間
敷
候
、
幷
ニ
口
受
合
無
用
ニ
候
、
勿

論
懇
意
ニ
致
候
方
に
て
も
、
金
銀
時
貸
等
も
致
間
敷
候
、
若
無
拠
方

よ
り
講
之
儀
御
頼
候
と
も
、
店
法
度
之
由
御
断
申
上
、
連
中
え
入
申

間
敷
事

一
一
日
売
溜
り
金
子
、
名
代
支
配
人
入
帳
合
セ
吟
味
之
上
、
本ホ
ン

金
箱
え

入
可
申
候

一
金
銀
出
入
算
用
相
定
通
可
致
候
、
但
三
人
宛
立
合
、
請
払
印
判
を
以



貞享五年・伊豆蔵五兵衛「店法度・作法幷異見之事」

345345

て
押
合
可
申
候
、
一
座
之
者
、
〆
之
所
え
連
判
致
置
可
申
事

一
何
国
よ
り
參
候
共
、
慥
不
成
人
ニ
一
夜
ニ
而
も
宿
貸
シ
申
間
敷
候
、

金
銀
取
替
之
儀
勿
論
之
事
ニ
候

一
御
客
様
御
出
被
遊
候
節
、
叮
嚀
ニ
御
挨
拶
仕
、
御
買
物
何
に
よ
ら
ず

具
ニ
承
知
仕
、
尤
御
誂
之
品
日
限
等
無
間
違
差
上
可
申
寧

一
御
誂
物
被
遊
候
節
、
手
附
金
請
取
可
申
候
、
尤
馴
染
重
り
候
に
て
も

現
金
売
之
事
ニ
候
得
は
、
御
断
申
上
手
附
請
取
可
申
事

一
染
仕
立
御
誂
物
有
之
節
、
職
人
方
え
直
誂
無
用
ニ
候
、
右
役
掛
え
引

合
相
渡
可
申
候
、
尤
其
役
儀
よ
り
無
間
違
出
来
相
わ
た
し
可
申
事

一
店
え
胡
乱
成
者
買
物
ニ
参
候
節
、
互
ニ
気
を
附
候
而
合
言
を
以
テ
知

セ
合
、
常
々
心
掛
用
心
可
致
事

一
御
用
向
相
勤
申
者
、
別
而
御
大
切
ニ
取
扱
、
御
無
礼
無
調
法
無
之
様

常
々
心
掛
可
申
候

一
惣
躰
切
々
売
候
銭
直
に
書
付
い
た
し
、
勘
定
場
え
為
持
遣
シ
相
わ
た

し
可
申
候
、
少
し
に
て
も
其
場
ニ
留
置
候
事
無
用
ニ
候

一
惣
手
代
中
相
互
ニ
不
作
法
無
之
、
行
儀
正
敷
随
分
美
敷
附
合
可
申
候
、

名
代
支
配
人
え
は
別
而
礼
儀
正
敷
挨
拶
可
致
候
、
尤
申
付
候
儀
、
少

し
も
相
背
申
間
鋪
候
、
常
々
傍
輩
に
む
つ
ま
じ
く
信
を
以
て
商
売
之

筋
委
細
ニ
承
知
せ
し
め
、
銘
々
商
売
之
存
付
も
候
ハ
ヽ
、
無
遠
慮
可

申
出
候
事

一
店
用
小
買
物
何
に
よ
ら
ず
、
諸
事
其
役
え
可
申
出
候
、
其
役
よ
り
相

調
渡
シ
可
申
候
、
無
断
何
ニ
而
も
調
申
間
敷
事

一
毎
夜
人
数
相
改
、
銘
々
之
印
判
取
可
申
候
、
一
夜
ニ
而
も
懈
怠
有
間

敷
事

一
毎
夜
店
用
事
仕
廻
相
休
候
節
、
見
廻
り
役
之
者
惣
躰
戸
し
ま
り
〳
〵

能
々
吟
味
い
た
し
、
勿
論
店
二
階
土
蔵
勝
手
廻
り
ニ
至
迄
火
之
元

能
々
致
吟
味
可
申
候
、
一
夜
に
而
も
懈
怠
致
間
敷
事

一
私
用
ニ
而
他
出
致
申
間
敷
候
、
若
無
拠
義
理
詰
之
用
事
候
ハ
ヽ
、
其

趣
支
配
人
え
相
断
可
罷
出
候
、
尤
支
配
人
方
よ
り
申
附
、
男
一
人
相

添
可
遣
事

一
平
生
世
間
よ
り
朝
早
ク
起
可
申
候
、
商
ひ
致
候
店
ハ
世
間
并
ニ
起
候

て
は
筈
合
不
申
候
、
殊
ニ
節
句
前
弐
度
之
際
々
ニ
ハ
猶
以
之
事
、
朝

起
可
致
事

一
平
生
店
に
て
木
綿
物
よ
り
外
之
衣
類
着
シ
申
間
敷
候
、
帯
に
て
も
糸

類
無
用
ニ
候
、
尤
夏
帷
子
も
右
相
応
ニ
可
致
候
、
兎
角
商
人
ハ
い
か

に
も
出
過
ぬ
風
俗
に
て
、
商
人
之
様
成
が
能
候
、
仮
初
に
も
奢
た
る

様
致
間
敷
事

一
私
用
着
類
或
は
何
に
よ
ら
ず
入
用
之
品
其
役
儀
え
相
願
可
申
候
、
自

分
之
心
侭
ニ
致
間
敷
候
、
勿
論
其
役
よ
り
名
代
役
支
配
人
え
相
談
ニ

及
ひ
取
斗
ひ
可
申
候
、
尤
入
用
之
品
、
帳
面
ニ
付
可
申
事

一
気
分
悪
敷
、
暫
ニ
而
も
相
休
申
度
候
節
、
支
配
人
え
相
断
伏
り
可
申

候
、
必
無
断
心
侭
ニ
い
た
し
申
間
敷
事

一
店
之
者
病
気
之
節
ハ
、
早
速
其
役
之
者
よ
り
医
師
方
相
頼
、
薬
服
用

為
致
、
随
分
気
を
付
、
大
切
ニ
介
抱
可
致
候
、
疎
略
ニ
取
扱
申
間
敷
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候
、
併
シ
あ
ん
ま
相
頼
候
儀
、
無
用
ニ
可
致
候
、
若
無
拠
按
摩
相
頼

申
度
者
候
ハ
ヽ
、
医
師
方
取
扱
役
之
者
え
相
断
可
申
候

一
髪
結
候
儀
、
定
之
場
所
よ
り
外
に
て
一
切
致
間
敷
候
、
若
相
背
候
者

有
之
候
ハ
ヽ
、
急
度
可
申
付
事

一
惣
手
代
中
格
別
於
オ
イ
テ

出
情
バ
年
数
に
限
ら
ず
為
致
立
身
、
上
役
え
引

上
可
申
候
、
若
身
持
悪
鋪
不
出
情
成
者
、
仮
令
上
役
た
り
と
も
、
過

怠
と
し
て
下
役
え
引
下
ケ
可
申
歟
、
又
は
其
品
に
よ
り
急
度
可
申
付

候
、
其
節
後
悔
有
間
敷
事

一
惣
手
代
中
子
供
に
至
迄
、
休
日
に
差
遣
シ
候
節
、
暮
六
ツ
限
り
ニ
帰

可
申
候
、
若
遅
ク
帰
候
ハ
ヽ
、
急
度
過
怠
可
申
付
候

一
惣
鉢
銘
々
帳
面
之
外
、
紛
敷
奢
ケ
間
敷
着
類
杯
有
之
候
ハ
ヽ
、
吟
味

之
上
取
揚
可
申
候
、
却
而
立
身
之
為
ニ
不
相
成
候
、
支
配
人
中
相
改

可
被
申
候
事

一
博
奕
傾け
い

城
狂
ひ
幷
ニ
賭カ
ケ

録
勝
負
致
間
敷
候
、
千
万
之
悪
事
も
出
来
之

最
初
ハ
皆
少
し
の
事
ニ
候
、
然
ハ
店
之
法
度
を
破
り
我
侭
働
き
悪
事

成
事
候
ハ
ヽ
、
仮
令
数
年
之
旧
功
之
者
に
て
も
其
宥
免
不
致
候
、
殊

ニ
昨
今
之
者
は
不
申
及
、
銘
々
之
身
よ
り
出
た
る
悪
事
及
迷
惑
候
時
、

聊
主
を
も
傍
輩
を
も
恨
申
間
敷
候
、
性
之
悪
敷
役
に
立
ざ
る
者
ハ
、

我
子
さ
へ
も
親
が
勘
当
致
候
、
是
に
て
能
合
点
可
有
事

一
店
に
て
昼
手
習
致
間
敷
、
毛
貫
杯
も
遣
申
間
敷
候
、
并
ニ
諸
芸
之
稽

古
仕
間
敷
候
、
但
シ
夜
ニ
入
若
隙
抔
有
之
節
ハ
、
手
跡
算
盤
稽
古
可

致
候
、
勿
論
外
え
出
候
而
は
、
猶
以
之
事
ニ
候
、
商
人
は
商
之
道
よ

り
外
之
事
、
習
ひ
嗜
候
て
ハ
家
職
之
妨
サ
マ
タ
ゲ

、
出
情
之
障
と
申
も
の
に

候
一
実
な
き
者
ハ
一
切
抱
置
申
間
敷
候
、
書
し
る
す
に
不
及
事
な
れ
ど
も
、

神
ハ
正
直
之
頭コ
ウ
ベに

や
ど
り
給
ふ
、
魔
王
は
悪
念
之
後ウ
シ
ロニ

た
た
ず
む
と

い
へ
り
、
何
方
に
て
も
主
人
之
扶
持
を
蒙
な
が
ら
、
利
欲
を
致
候
も

の
、
天
道
之
道
ニ
而
有
間
敷
候
、
左
様
之
者
有
之
候
ハ
ヽ
盗
賊
と
云

物
ニ
而
候
、
見
附
次
第
、
着
之
侭
ニ
而
暇
差
遣
シ
可
申
候

一
最
初
ハ
現
金
売
卜
看
板
出
シ
う
り
候
得
共
、
馴
染
重
り
候
得
は
、
懸

に
も
相
成
物
に
て
候
、
然
は
次
第
〳
〵
ニ
懸
売
ニ
な
り
、
現
金
売
之

元
を
失
ひ
可
申
候
、
兎
角
何
程
馴
染
重
り
候
共
、
か
け
ぬ
と
安
き
を

表
に
出
し
、
律
儀
成
ル
商
之
仕
様
、
直
段
安
ふ
て
現
金
な
ら
で
は
売

ぬ
と
名
を
取
、
店
え
買
に
参
候
様
に
仕
似
セ
可
申
候
、
此
商
之
仕
様

ニ
候
ハ
ヽ
、
当
時
之
様
子
に
て
ハ
益
可
致
候
、
惣
中
能
々
相
心
得
可

被
申
事

一
売
物
手
廻
シ
之
事
、
別
而
商
之
肝
要
ニ
候
、
仮
令
高
利
有
物
な
り
と

も
売
遠
き
物
を
不
調
、
兎
角
代
呂
物
古
ク
不
成
内
ニ
売
は
ら
ひ
、
新

敷
仕
替
候
が
商
之
秘
事
ニ
て
候
、
此
心
得
を
失
ひ
候
而
ハ
代
呂
物
古

く
な
り
、
寝
金
物
出
来
、
店
衰
微
可
致
候
、
然
は
店
売
物
、
古
き
物
、

数
ズ
多
ク
候
物
抔
、
随
分
安
く
売
払
、
新
敷
仕
替
可
申
候
、
殊
ニ
夏

物
壱
年
持
越
候
得
は
、
一
年
之
利
、
又
は
古
ク
成
、
損
之
上
損
立
申

候
、
惣
中
能
々
合
点
可
有
事

一
惣
手
代
中
、
仮
初
に
も
奢
た
る
風
俗
致
間
敷
候
、
惣
而
商
人
之
身
之
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廻
り
ニ
心
を
移ウ
ツ

セ
ハ
無
情
に
成
て
、
役
ニ
た
た
ぬ
物
ニ
て
候
、
兎
角

人
は
元
を
不
忘
、
身
を
治
め
、
商
に
能
情
を
入
レ
、
挊
カ
セ
ギ

を
大
事
と
し

て
立
身
致
候
者
、
何
国
ニ
而
も
姿
振
り
身
之
廻
り
構
ぬ
物
に
て
候
、

何
れ
も
始
末
を
専
に
致
候
而
、
思
案
分
別
尤
ニ
候
、
皆
若
キ
時
、
不

覚
語
に
し
て
血
気
の
勇
に
任
セ
、
次
第
ニ
一
年
〳
〵
と
年
之
寄
る
事

を
知
ら
ず
弁
え
な
く
、
主
之
物
我
物
隔
な
く
、
金
銀
を
む
ざ
と
遣
ひ

へ
ら
し
、
年
寄
は
た
と
行
当
り
、
後
悔
致
間
敷
候
、
大
方
世
間
此
理

に
当
り
て
笑
止
に
見
ゆ
る
者
多
く
候
、
若
シ
し
れ
ぬ
命
之
永
ク
し
て
、

老
お
と
ろ
へ
候
時
、
金
銀
な
け
れ
バ
思
ひ
之
外
苦
し
ミ
に
沈
ム
も
の

な
り
、
第
一
古
郷
を
離
参
候
ハ
何
之
為
に
て
候
哉
，
何
卒
し
て
行
末

立
身
出
世
之
為
に
て
ハ
無
之
候
哉
、
兎
角
我
身
之
事
ハ
我
と
能
分
別

し
て
我
と
慎
可
申
事

一
惣
手
代
中
能
相
心
得
、
商
人
ハ
遣
ひ
多
く
し
て
ハ
富
限
ニ
な
ら
ぬ
物

に
て
候
、
店
之
遣
イ
、
銘
々
之
遣
ひ
多
ク
不
成
様
ニ
可
致
候
、
夫
に

付
金
廻
シ
知
が
第
一
之
事
也
、
元
銀
一
貫
目
を
月
壱
歩
に
五
拾
年
廻

セ
ば
、
千
弐
拾
四
貫
目
ニ
成
ル
と
云
事
ハ
古
よ
り
申
伝
候
、
是
ハ
遠

き
事
、
元
銀
壱
貫
目
を
月
壱
歩
弐
ニ
拾
五
年
廻
セ
バ
、
八
貫
目
ニ
成

申
候
、
是
ニ
而
年
々
分（合
力
カ
）

刀
銀
を
加
え
、
掛
算
用
見
可
被
申
候
、
此
利

廻
を
存
ぜ
ざ
る
者
ハ
始
末
悪
敷
、
店
之
遣
イ
、
自
分
之
遣
ひ
多
く
成

申
候
、
古
よ
り
何
国
ニ
而
も
富
限
ン
ニ
成
候
者
ハ
、
皆
此
利
廻
シ
を

存
候
、
必
望モ
ト
テ性

之
出
来
ぬ
者
ハ
、
始
末
悪
敷
情
出
さ
ぬ
物
に
て
候
、

望モ
ト
デ性

之
出
来
る
者
は
必
ズ
し
わ
く
成
物
ニ
而
候
、
此
趣
を
能
々
合
点

可
有
事

一
支
配
人
之
儀
な
ら
バ
麁
抹
ニ
思
ふ
へ
か
ら
ず
、
尤
諸
事
申
付
候
儀
、

背
申
間
敷
候
、
扨
支
配
人
ハ
惣
中
情
不
情
之
様
子
可
申
達
候
、
又
々

惣
中
よ
り
支
配
人
勤
悪
敷
候
而
奢
候
歟
、
不
埒
之
様
ニ
相
見
え
候

ハ
ヽ
、
皆
々
談
合
い
た
し
、
早
々
可
申
達
候
、
必
疎
略
ニ
致
置
申
間

敷
候
、
然
は
主
之
為
、
傍
輩
之
為
、
我
為
に
て
候
、
悪
事
成
事
候

ハ
ヽ
見
遁
シ
聞
遁
ニ
致
置
申
間
敷
候

一
商
売
繁
昌
不
繁
昌
、
唯
支
配
人
之
心
一
ツ
に
有
之
事
ニ
候
、
商
之
道
、

不
功
者
ニ
而
勤
メ
悪
敷
候
而
ハ
、
人
々
下
知
も
指
図
も
成
間
敷
候
、

惣
店
中
之
事
、
我
身
ニ
引
請
ず
し
て
は
、
支
配
人
之
甲
斐
無
之
候
、

頭
た
る
者
商
ハ
イ
情
出
し
候
得
は
、
下
々
迄
情
出
す
物
に
て
候
、
知

者
下
ニ
ハ
能
学
者
之
出
来
る
と
申
伝
へ
候
、
商
人
も
是
同
前
也
、
能

キ
商
人
ニ
成
候
も
の
、
自
分
之
身
は
持
損
シ
間
敷
候
、
此
儀
存
た
る

事
な
か
ら
、
心
ニ
深
く
嗜
ム
者
無
之
候
、
兎
角
世
間
並
之
商
人
之
働

ニ
而
能
と
心
得
候
ハ
ヽ
、
大
キ
成
誤
ニ
而
候
、
夫
ニ
而
金
儲
モ
ウ
ケ

成
物
な

ら
ば
、
皆
々
富
限
ニ
可
成
候
得
共
、
古
よ
り
立
身
致
候
者
ハ
指
ビ
を

折
斗
ニ
而
、
た
を
れ
候
者
其
数
を
知
ら
ず
候
、
然
は
昼
夜
無
油
断
情

出
シ
候
者
繁
昌
致
、
銘
々
之
立
身
可
有
候
、
能
々
心
得
可
申
事

一
人
は
第
一
不
堅
固
ニ
し
て
ハ
、
よ
ろ
ず
願
事
も
成
就
い
た
さ
ぬ
物
に

て
候
、
常
々
心
掛
折
々
灸
治
致
可
申
候
、
兎
角
病
者
ニ
成
候
而
は
、

其
身
斗
之
迷
惑
に
あ
ら
ず
、
親
兄
弟
一
家
等
迄
苦
を
掛
申
候
、
平
生

食
養
生
肝
要
ニ
候
、
諸
病
は
皆
口
よ
り
入
と
申
事
ニ
候
、
灸
治
い
た
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し
用
心
可
有
事

一
毎
日
暫
時
成
共
、
仏
神
え
可
致
拝
礼
候
、
人
々
思
ひ
寄
之
仏
菩
薩
之

名
號
、
一
遍
成
共
唱
可
有
候
、
若
如
斯
之
心
な
く
ハ
、
聊
人
間
之
皮

着
た
る
畜
生
同
前
ニ
而
可
有
候
、
惣
而
お
の
づ
か
ら
悪
行
を
な
さ
ぬ

時
は
、
終
に
は
天
理
ニ
叶
申
候
、
又
悪
心
無
道
之
者
は
、
必
ズ
三
宝

を
崇
敬
い
た
し
不
申
候
、
三
宝
を
恐
れ
ず
悪
逆
た
る
故
に
、
仏
神
之

恵
ミ
に
洩
申
候
、
仏
神
之
慈
悲
に
洩
た
る
者
が
何
迚
能
可
有
候
哉
、

行
す
ゑ
ハ
浅
間
敷
、
乞
食
非
人
之
躰
に
も
成
下
ル
物
に
ニ
而
候
、
先

第
一
孝
行
之
道
に
不
相
叶
候
、
鳩
卜
や
烏
さ
へ
も
百
報
之
孝
を
な
し
、

三
枝
之
礼
を
な
す
と
申
伝
へ
候
、
況
や
人
と
し
て
可
恥
事
ニ
候
、
古

人
之
言
、
親
に
孝
を
な
す
事
、
一
向
金
銀
衣
服
を
多
く
あ
た
へ
参
ら

セ
た
る
に
も
あ
ら
ず
、
仮
令
富
る
と
も
貧
成
共
、
唯
親
之
心
に
叶
ひ

て
能
ク
親
を
い
さ
め
悦
し
む
る
か
、
誠
ニ
孝
之
道
也
と
申
さ
れ
し
、

然
は
孝
を
な
さ
ん
事
、
偏
ニ
貧
福
に
は
寄
間
敷
候
、
兎
角
親
之
心
に

叶
ふ
を
以
て
孝
と
し
、
不
叶
を
以
て
不
孝
と
す
、
然
ハ
立
身
之
事
、

身
を
全
ふ
に
し
て
忠
儀
を
尽
シ
世
ニ
出
ん
事
、
孝
行
之
道
に
あ
ら
ず

や
、
我
子
之
身
之
上
衰
え
ぬ
れ
ハ
、
父
母
必
ス
苦
に
沈
ム
物
ニ
テ
候
、

然
は
立
身
之
事
、
能
々
相
心
得
可
申
事

右
此
掟
書
ハ
商
人
た
る
者
平
生
心
得
身
持
嗜
之
品
々
其
要
用
を
記
す
、

忠
臣
は
二
君
ニ
不
仕
、
又
心
一
ツ
ニ
し
て
ハ
百
之
君
に
も
仕
ふ
へ
し
、

心
百
に
し
て
ハ
一
人
之
君
に
も
仕
ふ
へ
か
ら
ず
と
云
り
、
誠
ニ
嗜
て

も
猶
嗜
べ
き
ハ
人
心
也
、
悪
心
を
改
メ
善
心
日
々
ニ
勤
ム
時
は
、
忠

孝
之
道
に
叶
ひ
可
為
本
心
候
、
然
は
平
生
無
油
断
家
職
第
一
に
可
致

候
、
尤
此
一
卷
は
毎
月
定
日
無
懈
怠
読
聞
シ
可
申
候
、
以
上

于
時
明
和
五
戊
子
年

　
　
　
　
　
孟
夏
吉
辰

　
　
　
　
　
　
尾
州
本
店

　
　
　
　
　
　
　
　
元
方

文
化
九
壬
申
年

　
　
　
十
一
月
写
之
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「
大
津
代
官
公
事
出
入
取
計
留
」
の
翻
刻
と
解
説

萬
　
代
　
　
悠

本
稿
で
は
、
大
津
代
官
所
が
作
成
し
た
と
推
測
さ
れ
る
「
大
津
代
官

公
事
出
入
取
計
留
」
を
紹
介
す
る
。

史
料
の
概
要　

本
史
料
「
大
津
代
官
公
事
出
入
取
計
留
」
は
、
三
井

文
庫
が
二
〇
一
七
年
に
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
形
状
は

竪
帳
、
料
紙
は
楮
紙
、
法
量
は
タ
テ
二
四
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
ヨ

コ
一
七
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
表
と
裏
に
後
補
表
紙
を
付
し

四
つ
目
綴
じ
で
あ
り
、
紙
数
は
後
補
表
紙
を
除
く
と
一
〇
七
丁
と
な
っ

て
い
る
。
表
紙
に
は
題
簽
（
外
題
）
が
な
く
、
背
に
も
何
も
表
記
が
な

い
の
で
、「
大
津
代
官
公
事
出
入
取
計
留
」
と
い
う
の
は
筆
者
が
仮
に

名
付
け
た
史
料
名
で
あ
る
。

本
史
料
の
中
身
を
見
る
と
、
大
津
代
官
や
大
坂
代
官
、
京
都
代
官
が

京
都
町
奉
行
所
や
大
坂
町
奉
行
所
、
奈
良
奉
行
に
対
し
、
お
も
に
公
事

出
入
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
を
し
た
文
書
の
写
し
、
あ
る
い
は
触
書
の

写
し
が
合
計
四
四
件
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
解
説
の
末
尾
の
付
表
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
文
書
の
写
し
の
目
次
、
作
成
・
送
付
年
月
、
質
問
者
、

回
答
者
を
示
し
た
。
実
際
に
本
史
料
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
目
次
に
は
、

【
四
十
三
】
ま
で
文
書
の
写
し
の
摘
要
（
表
題
）
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

が
、
実
際
に
は
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
五
月
の
江
戸
町
触
の
写

し
が
最
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
【
四
十
四
】
と
し
た
。

本
史
料
に
掲
載
さ
れ
る
文
書
の
写
し
の
作
成
・
送
付
年
月
は
、
判
明

す
る
限
り
に
お
い
て
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
三
月
か
ら
天
保
一
四

年
五
月
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
期
間
は
約
七
〇
年
に
も
わ
た
る
。
こ
れ
ら

の
文
書
の
写
し
の
配
列
は
時
間
順
で
は
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
区
分
が

可
能
で
あ
る
の
で
、
試
み
に
以
下
に
示
し
て
お
く
。

①
近
江
大
津
町
の
裁
判
取
扱
（【
壱
】）、
②
相
対
済
令
下
の
裁
判
取

扱
（【
弐
】
〜
【
四
】）、
③
上
方
代
官
の
問
い
合
わ
せ
の
先
例
（【
五
〜

史
料
紹
介
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【
廿
一
】）、
④
名
目
金
出
入
の
裁
判
取
扱
（【
廿
二
】
〜
【
廿
三
】）、
⑤

大
津
代
官
所
と
大
坂
町
奉
行
所
の
問
答
（【
廿
四
】
〜
【
三
十
七
】）、

⑥
質
商
売
関
係
の
国
触
と
問
答
（【
三
十
八
】
〜
【
四
十
三
】）、
⑦
江

戸
金
公
事
改
革
に
か
か
わ
る
江
戸
町
触
の
写
し
（【
四
十
四
】）。

作
成
者
は
不
明
だ
が
、
⑴
本
史
料
の
筆
跡
・
筆
致
が
す
べ
て
同
一
で

あ
る
こ
と
、
⑵
大
津
代
官
、
ま
た
は
大
津
代
官
所
手
代
が
作
成
・
送
付

し
た
文
書
が
多
く
を
占
め
る
こ
と
、
⑶
と
く
に
大
津
代
官
所
大
坂
詰
手

代
が
大
津
代
官
所
手
代
、
谷
町
代
官
所
手
代
、
大
坂
町
奉
行
所
与
力
宛

て
に
作
成
・
送
付
し
た
文
書
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
史
料
は
、
天

保
一
四
年
五
月
以
降
に
大
津
代
官
所
大
坂
詰
手
代
の
牧
野
嘉
兵
衛
が
先

例
や
触
書
を
転
写
し
、
作
成
し
た
も
の
と
推
測
し
て
お
く
。

後
述
す
る
よ
う
に
、【
壱
】
は
、
大
津
代
官
の
石
原
清
左
衛
門
が
明

和
九
年
（
一
七
七
二
）
三
月
に
近
江
大
津
町
を
管
下
に
置
い
た
一
年
後

に
作
成
・
送
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
【
壱
】
に
配
列
さ
れ
て

い
る
こ
と
自
体
、
大
津
代
官
所
手
代
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

予
感
さ
せ
る
。【
五
】
〜
【
廿
一
】
は
、
近
江
・
丹
波
・
摂
津
・
河
内

の
一
部
を
管
下
に
置
く
大
津
代
官
所
が
、
参
考
と
し
て
大
坂
代
官
や
京

都
代
官
の
問
い
合
わ
せ
書
を
取
り
寄
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
史
料
に
は
、
主
と
し
て
出
入
筋
（
お
も
に
民
事
訴
訟
に
相

当
）
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
書
や
触
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
、
最
近
、
小
倉
宗
が
紹
介
し
て
い
る
大
津
代
官
所
作
成
の
「
上
方

八
ヶ
国
手
限
取
計
）
（
（
留
」
に
は
、
主
と
し
て
吟
味
筋
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
書
や
先
例
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
該
史
料
と
本
史
料
は
対

に
な
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
下
で
は
、【
壱
】
と
【
五
〜
七
】
を
取
り
上
げ
て
、
京
都
法
、
奈

良
法
、
大
坂
法
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
若
干
解
説
す
る
。

近
江
大
津
町
の
裁
判
取
扱

★

―
―

★

京
都
町
奉
行
所
管
下
時
代　

石
原
清

左
衛
門
正ま
さ

顕あ
き
らは

、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
大
津
代
官
と
な
り
、
宝

暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
お
い
て
は
近
江
・
丹
波
・
摂
津
・
河
内
で
合

計
八
万
九
四
〇
〇
石
余
の
所
領
を
管
轄
し
た
。
明
和
九
年
（
一
七
七

二
）
三
月
に
は
大
津
町
も
管
轄
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
以
降
、
原
則

と
し
て
石
原
家
が
代
々
大
津
町
を
管
下
に
置
い
）
（
（

た
。【
壱
】
は
、
翌
安

永
二
年
（
一
七
七
三
）
三
月
、
石
原
清
左
衛
門
正
顕
が
大
津
町
を
新
た

に
管
轄
す
る
に
あ
た
り
、
京
都
町
奉
行
所
に
対
し
、
お
も
に
金
銀
出
入

の
取
扱
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

大
津
町
に
つ
い
て
は
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
「
国
分
ケ
」
令

以
降
、
京
都
町
奉
行
所
が
管
轄
し
た
が
、
明
和
九
年
三
月
に
石
原
清
左

衛
門
正
顕
が
大
津
代
官
に
就
任
し
た
こ
と
を
機
に
、
大
津
代
官
は
京
都

所
司
代
に
直
属
し
、
大
津
町
中
の
民
政
上
の
実
権
を
掌
握
し
た
。
と
く

に
、
正
顕
が
就
任
直
後
に
発
令
し
た
明
和
九
年
四
月
の
触
書
に
よ
る
と
、

大
津
町
中
の
公
事
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
大
津
代
官
所
が
裁
判
を

担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
）
（
（

る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ま
で
裁
判
を

担
当
し
た
の
は
京
都
町
奉
行
所
で
あ
っ
た
か
ら
、
正
顕
が
京
都
町
奉
行

所
に
裁
判
の
取
扱
を
問
い
合
わ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
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さ
て
、【
壱
】
は
、
正
顕
が
公
事
出
入
の
取
扱
を
尋
ね
、
京
都
町
奉

行
所
が
「
付
札
」
で
回
答
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
一
条
目
は
、
一
般

的
な
金
銀
出
入
の
場
合
の
、
債
務
金
銀
高
（
滞
納
額
）
に
応
じ
た
返
済

日
限
、
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
京

都
町
奉
行
は
、
次
の
回
答
を
示
し
た
。
返
済
日
限
は
、
債
務
金
高
五
〇

両
ま
た
は
債
務
銀
高
三
貫
目
以
下
に
つ
い
て
は
三
〇
日
、
金
五
〇
両
ま

た
は
銀
三
貫
目
以
上
に
つ
い
て
は
六
〇
日
、
金
一
〇
〇
両
ま
た
は
銀
六

貫
目
以
上
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
日
、
金
一
六
〇
両
余
ま
た
は
銀
一
〇
貫

目
以
上
に
つ
い
て
は
一
五
〇
日
、
金
五
〇
〇
両
ま
た
は
銀
三
〇
貫
目
以

上
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
日
、
金
八
三
〇
両
余
ま
た
は
銀
五
〇
貫
目
以
上

に
つ
い
て
は
三
〇
〇
日
で
あ
る
。
一
度
目
の
日
限
返
済
命
令
に
関
し
て

は
、
京
都
町
奉
行
所
が
債
務
金
銀
高
に
応
じ
て
上
記
の
通
り
に
命
じ
、

日
限
を
過
ぎ
て
も
債
務
不
履
行
の
場
合
、
債
務
金
銀
高
の
一
〇
％
を

（
お
そ
ら
く
早
々
に
）
弁
済
し
、
残
り
九
〇
％
を
債
務
残
高
に
応
じ
た

所
定
の
日
限
で
弁
済
す
る
よ
う
命
じ
る
。
こ
れ
も
未
済
の
と
き
に
は
一

〇
％
の
う
ち
五
％
ず
つ
分
割
で
の
弁
済
を
命
じ
（
詳
細
に
つ
い
て
は
後

述
）、
未
済
の
ま
ま
日
限
返
済
命
令
が
六
、
七
度
目
に
及
ぶ
と
、
債
務

者
（
被
告
）
に
は
手
鎖
を
命
じ
る
。

こ
れ
ら
は
、
京
都
町
奉
行
所
裁
判
管
下
の
取
扱
（
京
都
法
）
と
酷
似

し
て
い
る
。
享
保
七
年
「
国
分
ケ
」
令
か
ら
明
和
九
年
三
月
ま
で
、
京

都
町
奉
行
所
が
大
津
町
の
裁
判
を
担
当
し
た
の
だ
か
ら
、
京
都
法
が
大

津
町
で
適
用
さ
れ
た
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
が
、「
付
札
」
の
回

答
に
沿
っ
て
そ
れ
が
妥
当
か
確
認
し
て
お
く
。
宇
佐
美
英
機
の
研
究
に

よ
る
と
、
日
限
の
設
定
は
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
五
月
決
定
の
京

都
法
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
）
（
（

る
。
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
京
都
法
で
実
施

さ
れ
た
分
割
返
済
（「
内
上
金
」）
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
一
度
目
の
日

限
で
債
務
不
履
行
で
あ
っ
た
場
合
に
債
務
金
銀
高
の
一
〇
％
を
弁
済
す

る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
点
も
、
京
都
法
と
同
様
で
あ
）
（
（
る
。

た
だ
し
、【
壱
】
の
「
付
札
」
の
場
合
、
訴
訟
手
続
に
関
し
て
は
文

言
が
簡
潔
で
意
味
を
と
り
に
く
い
の
で
、
宇
佐
美
の
研
究
に
よ
り
つ
つ
、

京
都
法
の
訴
訟
手
続
を
確
認
し
て
お
く
。
京
都
法
に
お
い
て
は
、
一
度

目
の
日
限
で
債
務
者
が
未
済
の
場
合
、
債
務
金
銀
高
の
一
〇
％
を
早
々

に
弁
済
し
、
残
り
九
〇
％
を
債
務
残
高
に
応
じ
た
所
定
の
日
限
で
弁
済

す
る
よ
う
（
二
度
目
の
日
限
返
済
を
）
命
じ
ら
れ
る
。
こ
の
日
限
を
過

ぎ
て
一
〇
％
さ
え
も
未
済
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
債
務
金
銀
高
の
五
％

を
早
々
に
弁
済
し
、
五
％
を
一
〇
日
限
で
弁
済
す
る
よ
う
（
三
度
目
の

日
限
返
済
を
）
命
じ
ら
れ
、
ま
ず
一
〇
％
の
弁
済
を
優
先
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
場
合
、
合
計
一
〇
％
を
弁
済
す
れ
ば
一
度
目
の
日
限
返
済

命
令
に
戻
り
、
未
済
で
あ
れ
ば
五
％
を
五
日
限
、
五
％
を
一
〇
日
限
で

弁
済
す
る
よ
う
（
四
度
目
の
日
限
返
済
）
を
命
じ
ら
れ
る
。
四
度
目
の

日
限
を
過
ぎ
て
も
未
済
の
と
き
に
は
、
五
％
を
即
日
弁
済
す
る
よ
う
命

じ
ら
れ
、
こ
れ
も
未
済
で
あ
っ
た
と
き
に
は
手
鎖
を
受
け
）
（
（

る
。

こ
の
よ
う
に
、
京
都
法
で
は
日
限
で
未
済
で
あ
っ
た
場
合
、
債
務
金

銀
高
の
一
〇
％
か
五
％
の
早
期
弁
済
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
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【
壱
】
の
回
答
に
は
、「
最
初
右
之
通
申
付
、
不
相
済
候
得
者
、
十
分
一

内
上
ケ
、
其
後
十
分
一
弐
ツ
ニ
割
申
付
、
様
子
ニ
寄
、
六
、
七
ヶ
度
目

手
鎖
」
と
あ
る
。
京
都
法
を
参
考
に
す
る
と
、
二
度
目
の
日
限
返
済
命

令
（
債
務
金
銀
高
の
一
〇
％
弁
済
）
を
債
務
者
（
被
告
）
が
履
行
で
き

な
か
っ
た
場
合
、「
十
分
一
」
を
「
弐
ツ
ニ
割
」、
つ
ま
り
五
％
ず
つ
の

弁
済
を
命
じ
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。
大
津
町
に
お
い
て
も
、
債
務
者

（
被
告
）
が
二
度
目
の
日
限
を
過
ぎ
て
一
〇
％
さ
え
未
済
で
あ
っ
た
場

合
、
債
務
金
銀
高
の
五
％
を
早
期
に
弁
済
し
、
五
％
を
幾
日
限
（
京
都

法
で
は
一
〇
日
限
）
で
弁
済
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
回
答
の
文
言
が

簡
潔
で
あ
る
た
め
、
詳
細
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
少
な
く
と
も
一
般

的
な
金
銀
出
入
の
返
済
日
限
、
訴
訟
手
続
に
関
し
て
は
、
大
津
町
で
は

京
都
法
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
享
保
七
年
「
国
分
ケ
」
令
か
ら
明
和
九
年
三
月
ま

で
の
こ
と
で
あ
り
、
京
都
町
奉
行
所
の
回
答
を
得
た
正
顕
が
そ
の
通
り

に
運
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
こ
の
点
で

参
考
と
な
る
の
が
【
四
】
で
あ
る
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
江
戸

で
相
対
済
令
が
発
令
さ
れ
た
際
、
京
都
代
官
ら
と
大
津
代
官
が
幕
閣
に

提
出
し
た
返
答
書
の
写
し
（【
四
】）
に
よ
る
と
、
上
方
代
官
管
下
の
山

城
・
大
和
・
丹
波
・
近
江
に
お
い
て
も
、
金
銀
出
入
に
関
す
る
取
扱
は

京
都
法
に
準
拠
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
正
顕
が
大
津
町
に
お
い
て
も
京

都
法
に
準
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
上
記
の
例
を
も
っ
て
【
壱
】
が
京
都
法
を
示
し
た
と
す
る

と
、
一
般
的
な
金
銀
出
入
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
給
付
訴
訟
の
返
済
日

限
と
訴
訟
手
続
も
判
明
す
る
と
い
う
点
で
、
京
都
法
研
究
に
お
い
て
は

極
め
て
有
益
な
史
料
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
京
都
法
の
場
合
、
金
銀
出

入
を
除
く
給
付
訴
訟
の
返
済
日
限
と
訴
訟
手
続
は
、
大
坂
法
や
奈
良
法

に
比
べ
て
、
十
分
に
分
析
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

京
都
法
、
大
坂
法
、
奈
良
法
の
比
較　

以
下
、
い
く
つ
か
の
項
目
に

関
し
て
、
京
都
法
（【
壱
】）、
大
坂
法
（
大
坂
町
奉
行
所
裁
判
管
下
の

取
扱
、【
七
】）、
奈
良
法
（
奈
良
奉
行
所
裁
判
管
下
の
取
扱
、【
五
】、

【
六
】）
の
日
限
と
手
続
を
比
較
す
る
。
こ
の
際
、
適
宜
、
京
都
法
に
つ

い
て
は
十
八
世
紀
後
半
の
京
都
町
奉
行
所
の
業
務
手
引
）
（
（

書
、
大
坂
法
に

つ
い
て
は
堺
奉
行
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
大
坂
町
奉
行
の
文
化

二
年
（
一
八
〇
五
）
の
回
）
（
（

答
、
奈
良
法
に
つ
い
て
は
一
八
世
紀
後
半
か

ら
一
九
世
紀
前
半
の
大
和
五
條
代
官
の
問
答
）
（
（

集
か
ら
も
引
用
す
る
。

手
代
横
領
金
返
還
請
求
訴
訟　

手
代
の
横
領
に
よ
り
、
雇
用
主
か
ら

提
起
さ
れ
る
横
領
金
返
還
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

京
都
法
で
は
、
対
決
に
よ
り
手
代
の
横
領
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
京

都
町
奉
行
所
が
手
代
に
対
し
て
手
鎖
執
行
と
二
〇
日
の
日
限
返
済
を
命

じ
、
親
ま
た
は
請
人
（
保
証
人
）
の
も
と
で
謹
慎
さ
せ
）
（1
（

る
。
二
〇
日
の

日
限
を
過
ぎ
て
も
債
務
不
履
行
の
と
き
に
は
、
一
条
目
（
一
般
的
な
金

銀
出
入
）
の
訴
訟
手
続
と
同
様
の
措
置
を
と
る
（【
壱
】）。

大
坂
法
で
は
、
御
用
日
に
関
係
な
く
、
大
坂
町
奉
行
所
が
訴
訟
提
起

日
の
当
日
に
手
）
（（
（
代
を
召
喚
し
、
手
代
に
は
家
財
の
報
告
と
謹
慎
を
命
じ
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る
。
こ
れ
は
吟
味
筋
（
刑
事
事
件
）
に
相
当
し
、
早
々
の
解
決
を
求
め

る
（【
七
】）。
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
時
点
で
は
、
こ
れ
ま
で
示
談

に
よ
る
内
済
を
成
立
さ
せ
て
き
た
の
で
、
請
人
に
身し
ん

代だ
い

限
り
（
身
上
限

り
、
債
務
弁
済
強
制
）
を
執
行
し
た
例
は
な
か
っ
た
と
す
）
（1
（
る
。

奈
良
法
で
は
、
訴
訟
の
内
容
に
も
よ
る
が
、
原
則
と
し
て
御
用
日
に

関
係
な
く
訴
訟
提
起
日
の
当
日
に
手
代
（
お
そ
ら
く
親
か
請
人
も
）
を

召
喚
し
、
対
決
に
よ
り
手
代
の
押
領
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
手
代
に
は

謹
慎
と
一
五
日
の
日
限
返
済
を
命
じ
る
（【
六
】）。
こ
の
日
限
を
過
ぎ

て
も
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
、
一
〇
日
の
日
限
返
済
（
二
度
目
）
を

命
じ
、
三
度
目
に
は
五
日
、
四
度
目
に
は
即
日
の
そ
れ
を
命
じ
る
。
こ

れ
を
過
ぎ
て
も
債
務
不
履
行
の
と
き
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
記
載
が
な

い
。
た
だ
し
、「
取
込
格
別
不
埒
之
取
計
」
が
あ
っ
た
際
に
は
、
奈
良

奉
行
所
は
「
家
財
附
立
」（
差
し
押
さ
え
財
産
の
選
定
）
も
命
じ
る
が
、

「
多
分
附
立
」
を
命
じ
る
こ
と
は
な
い
と
す
）
（1
（

る
。
身
代
限
り
を
執
行
す

る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
一
部
の
財
産
の
差
し
押
さ
え
を
命
じ
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
、
執
行
可
能
性
の
提
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

奉
公
人
給
銀
返
還
請
求
訴
訟　

一
方
、
奉
公
人
が
親
元
に
帰
っ
て
戻

ら
な
い
場
合
、
雇
用
主
か
ら
提
起
さ
れ
る
給
銀
返
還
請
求
訴
）
（1
（

訟
に
つ
い

て
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

京
都
法
で
は
、
京
都
町
奉
行
所
が
奉
公
人
の
親
に
対
し
二
〇
日
の
日

限
返
済
を
命
じ
、
二
〇
日
の
日
限
を
三
度
過
ぎ
て
も
債
務
不
履
行
の
場

合
に
は
、
親
に
手
鎖
執
行
と
一
〇
日
の
日
限
返
済
を
命
じ
る
。
一
〇
日

の
日
限
を
五
）
（1
（

度
過
ぎ
て
も
債
務
不
履
行
の
と
き
に
は
、
親
に
身
代
限
り
、

請
人
に
手
錠
を
執
行
す
る
（【
壱
】）。

大
坂
法
で
は
、
出
訴
日
か
ら
対
決
日
ま
で
通
常
三
〇
日
の
と
こ
ろ
を
、

出
訴
日
か
ら
御
用
日
一
つ
抜
き
で
大
坂
町
奉
行
所
が
対
決
、
日
限
返
済

三
〇
日
を
命
じ
）
（1
（

る
。
こ
の
日
限
を
過
ぎ
て
も
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
、

押
込
を
経
ず
に
奉
公
人
本
人
に
身
代
限
り
を
執
行
す
）
（1
（
る
（【
七
】）。

奈
良
法
で
は
、
奈
良
奉
行
所
が
奉
公
人
に
対
し
一
五
日
の
返
済
日
限

を
命
じ
、
こ
の
と
き
謹
慎
に
処
す
る
（【
六
】）。
こ
の
日
限
を
過
ぎ
て

も
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
、
一
〇
日
の
日
限
返
済
（
二
度
目
）
を
命

じ
、
三
度
目
に
は
五
日
、
四
度
目
に
は
即
日
の
そ
れ
を
命
じ
る
。
こ
れ

で
も
債
務
不
履
行
の
と
き
に
は
、
奉
公
人
の
謹
慎
を
継
続
さ
せ
、
請
人

に
も
謹
慎
を
命
じ
）
（1
（

る
。

上
記
以
外
に
も
、
訴
訟
受
理
の
条
件
に
つ
い
て
詳
細
が
判
明
す
る
の

で
、
こ
れ
に
関
し
て
も
京
都
法
、
大
坂
法
、
奈
良
法
を
比
較
す
る
。

受
理
最
低
債
権
額　

金
銀
出
入
の
受
理
の
最
低
債
権
額
は
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

京
都
法
で
は
、
原
則
と
し
て
金
二
歩
以
上
、
銀
三
〇
匁
以
上
で
あ
り
、

銭
に
つ
い
て
は
、
京
都
町
奉
行
所
は
銭
小
貸
会
所
以
外
の
債
権
を
受
理

せ
ず
、
米
に
つ
い
て
は
先
例
が
見
え
な
い
と
す
）
（1
（

る
（【
壱
】）。

大
坂
法
で
は
、
原
告
、
被
告
の
い
ず
れ
か
一
方
が
町
人
の
場
合
に
は

金
一
歩
以
上
か
、
銀
六
〇
匁
以
上
か
、
銭
五
貫
文
以
上
で
あ
り
、
原
告

と
被
告
の
双
方
が
百
姓
で
あ
る
場
合
に
は
金
一
両
以
上
か
、
銀
一
〇
匁
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以
上
か
、
銭
一
貫
文
以
上
か
、
米
一
石
以
上
で
あ
っ
）
11
（

た
（【
七
】）。

奈
良
法
で
は
、
原
則
と
し
て
金
一
歩
以
上
か
、
銀
二
〇
匁
以
上
か
、

銭
二
貫
文
以
上
で
あ
）
1（
（

る
（【
六
】）。

受
理
期
限　

金
銀
出
入
の
受
理
の
期
限
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

京
都
法
で
は
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
以
前
に
結
ば
れ
た
金
銭
貸

借
契
約
の
場
合
、
金
銀
出
入
が
提
起
さ
れ
て
も
京
都
町
奉
行
所
は
受
理

し
な
）
11
（

い
（【
壱
】）。
こ
れ
は
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
時
点
の
手
続
だ

が
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
時
点
で
も
同
様
で
あ
る
（【
四
】）。

大
坂
法
で
は
、
原
則
と
し
て
、
契
約
後
一
〇
年
が
経
過
し
た
金
銭
貸

借
契
約
の
場
合
、
金
銀
出
入
が
提
起
さ
れ
て
も
大
坂
町
奉
行
所
は
受
理

し
な
い
（【
七
】）。
こ
れ
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
か
ら
続
く
手
続

で
あ
り
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
時
点
で
も
同
様
で
あ
）
11
（

る
。

奈
良
法
で
は
、
京
都
法
と
概
ね
同
じ
く
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）

以
前
に
結
ば
れ
た
金
銭
貸
借
契
約
の
場
合
、
原
則
と
し
て
、
金
銀
出
入

が
提
起
さ
れ
て
も
奈
良
奉
行
所
は
受
理
し
な
）
11
（

い
（【
五
】）。

先
訴
後
訴
制
度　

金
銀
出
入
に
つ
い
て
の
先
訴
後
訴
制
）
11
（

度
は
、
次
の

通
り
で
あ
る
。

京
都
法
で
は
、
特
定
の
債
務
者
（
被
告
）
に
対
し
て
先
訴
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
京
都
町
奉
行
所
は
幾
口
で
も
訴
訟
を
受
理
し
）
11
（

た
（【
壱
】）。

よ
っ
て
同
一
債
務
者
に
対
す
る
給
付
訴
訟
が
増
え
る
ほ
ど
、
債
権
者

（
原
告
）
一
人
当
た
り
の
回
収
額
は
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。
江
戸
法

に
お
い
て
も
、
先
訴
後
訴
の
区
別
が
な
く
、
原
則
と
し
て
幾
口
で
も
受

理
し
た
か
ら
、
こ
の
点
で
京
都
法
と
江
戸
法
に
共
通
点
が
あ
）
11
（

る
。
た
だ

し
、
江
戸
法
の
場
合
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
江
戸
金
公
事
改

革
に
よ
っ
て
、
江
戸
に
お
い
て
も
大
坂
法
の
よ
う
な
先
訴
後
訴
制
度
が

採
用
さ
れ
た
か
ら
、
京
都
法
に
つ
い
て
も
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）

以
降
、
と
く
に
天
保
一
四
年
頃
に
変
化
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
）
11
（

る
。

大
坂
法
で
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
改
正
以
降
の
場
合
、
特
定

の
債
務
者
（
被
告
）
に
対
し
て
先
訴
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
先
訴
提
起

日
の
翌
日
以
降
に
提
起
さ
れ
た
後
訴
を
大
坂
町
奉
行
所
は
受
理
せ
ず
、

後
訴
は
「
願
掛
」（
順
番
待
ち
の
状
態
）
と
な
っ
た
。
先
訴
が
解
決
に

至
っ
た
時
点
で
、
後
訴
の
債
権
者
が
「
願
掛
」
通
り
の
順
番
に
出
訴
し
、

大
坂
町
奉
行
所
が
そ
れ
を
受
理
し
）
11
（

た
（【
七
】）。
多
重
債
務
者
へ
の
給

付
訴
訟
は
、
原
則
、
出
訴
日
の
順
番
通
り
に
受
理
さ
れ
た
か
ら
、
後
訴

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
債
権
回
収
の
額
と
可
能
性
は
低
下
し
た
。

奈
良
法
で
は
、
京
都
法
と
同
じ
く
、
特
定
の
債
務
者
（
被
告
）
に
対

し
て
先
訴
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
奈
良
奉
行
所
は
幾
口
で
も
訴
訟
を
受

理
し
た
（【
六
】）。
た
だ
し
、
遅
く
と
も
幕
末
期
に
お
い
て
は
、
大
坂

法
と
同
じ
く
、
先
訴
後
訴
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
た
と
い
）
11
（

う
。

押
込
・
手
鎖
、
身
代
限
り　

一
般
的
な
金
銀
出
入
の
場
合
、
押
込
・

手
鎖
、
身
代
限
り
に
至
る
ま
で
の
取
扱
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

京
都
法
で
は
、
先
述
し
た
通
り
の
日
限
返
済
命
令
と
訴
訟
手
続
が
と

ら
れ
た
が
、
債
務
不
履
行
を
繰
り
返
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
基
本
的
に

は
京
都
町
奉
行
所
が
身
代
限
り
を
執
行
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
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し
、「
当
人
」
か
ら
身
代
限
り
の
執
行
を
望
ん
だ
場
合
に
は
、
そ
の
様

子
次
第
で
身
代
限
り
を
執
行
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
（【
壱
】）。「
当
人
」

を
原
告
、
被
告
の
ど
ち
ら
と
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
難
し
い
が
、
片

方
だ
け
の
主
張
と
要
望
で
身
代
限
り
が
執
行
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い

の
で
、
双
方
の
合
意
の
も
と
、
原
告
か
被
告
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
身
代

限
り
執
行
の
要
望
書
を
提
出
し
た
と
思
わ
れ
）
1（
（
る
。
一
方
、
宇
佐
美
英
機

に
よ
る
と
、
京
都
法
に
お
い
て
は
、
法
規
上
に
は
身
代
限
り
執
行
の
可

能
性
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
身
代
限
り
は
、
ほ
と
ん
ど

執
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
）
11
（

う
。
今
回
の
京
都
町
奉
行
所
の
回
答
に
よ
っ

て
、
宇
佐
美
の
見
解
の
通
り
、
京
都
町
奉
行
所
は
、
身
代
限
り
執
行
の

可
能
性
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
）
11
（

た
。

大
坂
法
で
は
、
当
初
、
京
都
法
や
奈
良
法
と
は
異
な
る
訴
訟
手
続
が

と
ら
れ
た
。
ま
ず
日
限
は
、
債
務
銀
高
一
〇
貫
目
以
下
に
つ
い
て
は
六

〇
日
、
銀
一
〇
貫
目
か
ら
五
〇
貫
目
ま
で
に
つ
い
て
は
一
五
〇
日
、
銀

五
〇
貫
目
以
上
に
つ
い
て
は
三
六
〇
日
で
あ
っ
た
。
次
に
訴
訟
手
続
に

つ
い
て
は
、
一
度
目
の
日
限
を
過
ぎ
て
も
過
半
の
弁
済
が
な
か
っ
た
場

合
、
大
坂
町
奉
行
所
は
被
告
に
手
鎖
（
病
気
届
を
承
認
し
た
際
に
は
押

込
）
執
行
と
三
〇
日
の
日
限
返
済
を
命
じ
る
。
こ
れ
を
過
ぎ
て
も
債
務

不
履
行
の
と
き
に
は
、
被
告
に
身
代
限
り
の
執
行
を
命
じ
る
（【
七
】）。

た
だ
し
大
坂
法
の
場
合
、
法
の
制
度
と
運
用
面
に
お
い
て
は
、
享
保
五

年
（
一
七
二
〇
）
以
前
の
Ⅰ
期
、
享
保
六
年
（
享
保
五
年
令
施
行
）
か

ら
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
ま
で
の
Ⅱ
期
、
文
政
三
年
以
降
の
Ⅲ
期
と

い
う
時
期
的
差
異
が
あ
っ
た
。
大
坂
町
奉
行
所
は
、
Ⅱ
期
に
は
当
該
手

続
通
り
に
迅
速
か
つ
杓
子
定
規
的
に
処
理
（
神
保
文
夫
）
11
（
説
）
し
、
Ⅲ
期

に
は
細
か
い
指
示
や
叱
責
を
駆
使
し
な
が
ら
、
な
る
べ
く
示
談
成
立
を

促
す
方
向
で
臨
機
応
変
な
措
置
（
大
平
祐
一
）
11
（
説
）
を
講
じ
た
。
一
般
的

な
金
銀
出
入
の
場
合
、
Ⅲ
期
に
お
い
て
も
、
大
坂
町
奉
行
所
が
押
込
や

身
代
限
り
を
執
行
し
た
例
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
執
行
に
至
る
ま
で
に
何

度
も
日
延
を
認
め
、
可
能
な
限
り
身
代
限
り
を
避
け
る
方
針
を
と
っ
た

と
筆
者
は
考
え
て
い
）
11
（
る
。

奈
良
法
で
は
、
概
ね
京
都
法
と
同
様
の
訴
訟
手
続
が
と
ら
れ
た
。
ま

ず
日
限
は
、
債
務
金
高
五
〇
両
ま
た
は
債
務
銀
高
三
貫
目
以
下
に
つ
い

て
は
三
〇
日
、
金
五
〇
両
ま
た
は
銀
三
貫
目
以
上
に
つ
い
て
は
六
〇
日
、

金
一
〇
〇
両
ま
た
は
銀
六
貫
目
以
上
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
日
、
銀
一
〇

貫
目
以
上
に
つ
い
て
は
一
五
〇
日
、
銀
三
〇
貫
目
以
上
に
つ
い
て
は
二

〇
〇
日
、
銀
五
〇
貫
目
以
上
に
つ
い
て
は
三
〇
〇
日
で
あ
り
、
金
高
が

不
明
な
分
を
除
く
と
、
京
都
法
と
同
じ
で
あ
る
。
次
に
訴
訟
手
続
に
つ

い
て
は
、
債
務
金
銀
高
が
一
度
目
の
日
限
で
債
務
者
が
未
済
の
場
合
、

債
務
金
銀
高
の
一
〇
％
を
早
々
に
弁
済
し
、
残
り
九
〇
％
を
債
務
残
高

に
応
じ
た
所
定
の
日
限
で
弁
済
す
る
よ
う
（
二
度
目
の
日
限
）
を
命
じ

ら
れ
る
。
こ
の
日
限
を
過
ぎ
て
一
〇
％
さ
え
も
未
済
で
あ
っ
た
と
き
に

は
、
債
務
金
銀
高
の
五
％
を
早
々
に
弁
済
し
、
五
％
を
一
〇
日
限
で
弁

済
す
る
よ
う
（
三
度
目
の
日
限
返
済
を
）
命
じ
ら
れ
、
ま
ず
一
〇
％
の

弁
済
を
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
合
計
一
〇
％
を
弁
済
す
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れ
ば
一
度
目
の
日
限
返
済
命
令
に
戻
り
、
未
済
で
あ
れ
ば
五
％
を
五
日

限
、
五
％
を
一
〇
日
限
で
弁
済
す
る
よ
う
（
四
度
目
の
返
済
日
限
）
を

命
じ
ら
れ
る
。
四
度
目
の
日
限
を
過
ぎ
て
も
未
済
の
と
き
に
は
、
五
％

を
即
日
弁
済
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
こ
れ
も
未
済
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、

債
務
者
本
人
に
は
手
鎖
の
執
行
、
判
人
（
保
証
人
）
に
は
謹
慎
が
命
じ

ら
れ
る
（【
六
】）。
こ
れ
ら
も
、
京
都
法
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
奈
良

法
も
京
都
法
と
同
様
、
原
則
と
し
て
は
、
債
務
不
履
行
を
繰
り
返
し
た

か
ら
と
い
っ
て
、
身
代
限
り
を
執
行
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
し
一
方
で
、
原
告
（
債
権
者
）
が
身
代
限
り
の
財
産
を
受
け

取
っ
た
も
の
の
、
そ
の
財
産
売
却
金
で
は
債
権
全
額
を
回
収
で
き
ず
、

被
告
の
請
人
に
債
権
残
額
の
給
付
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
、
奈
良
奉
行

所
は
そ
の
訴
状
を
受
理
し
な
い
と
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
）
11
（

い
。
こ
れ
に

よ
る
と
、
身
代
限
り
の
執
行
も
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
奈
良
法

は
京
都
法
と
同
じ
く
、
基
本
的
に
身
代
限
り
は
執
行
し
な
い
が
、
身
代

限
り
執
行
の
可
能
性
自
体
は
保
持
し
て
い
た
。

京
都
法
、
大
坂
法
、
奈
良
法
の
共
通
点
と
相
違
点　

以
上
の
よ
う
に
、

京
都
法
と
奈
良
法
に
は
共
通
点
が
多
く
、
と
く
に
一
般
的
な
金
銀
出
入

の
訴
訟
手
続
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
手
代
の
横
領

や
奉
公
人
給
銀
返
還
請
求
訴
訟
な
ど
、
一
般
的
な
金
銀
出
入
以
外
に
つ

い
て
は
、
京
都
法
の
訴
訟
手
続
と
奈
良
法
の
そ
れ
は
や
や
異
な
っ
た
。

金
銀
出
入
の
受
理
の
最
低
債
権
額
に
つ
い
て
も
、
京
都
法
と
奈
良
法
で

は
違
い
が
見
ら
れ
た
。

一
方
、
大
坂
法
は
、
京
都
法
で
も
奈
良
法
で
も
見
ら
れ
な
い
独
自
の

訴
訟
手
続
を
採
用
す
る
傾
向
が
強
か
っ
）
11
（
た
。
Ⅱ
期
（
一
七
二
〇
〜
一
八

一
〇
年
代
ま
で
）
の
場
合
、
一
面
的
に
は
、
大
坂
町
奉
行
所
は
債
権
者

に
有
利
と
な
る
迅
速
か
つ
杓
子
定
規
的
な
処
理
を
と
り
、
身
代
限
り
も

速
や
か
に
執
行
し
た
。
三
井
大
坂
両
替
店
の
訴
訟
記
録
に
よ
る
と
、
大

坂
町
奉
行
所
は
示
談
を
執
拗
に
勧
め
た
り
、
分
割
返
済
を
求
め
た
り
す

る
こ
と
は
せ
ず
、
債
務
不
履
行
の
ま
ま
所
定
の
日
限
が
過
ぎ
る
と
、
迅

速
に
手
鎖
・
押
込
、
身
代
限
り
を
執
行
し
た
。
こ
の
点
で
、
滞
納
額
に

応
じ
た
分
割
返
済
、
日
限
返
済
、
出
頭
の
命
令
を
繰
り
返
し
、
身
代
限

り
の
執
行
可
能
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
執
行
せ
ず
に
費
用
を

か
け
て
示
談
や
弁
済
を
求
め
る
京
都
法
、
奈
良
法
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、
身
代
限
り
に
お
い
て
は
、
差
し
押
さ
え
財
産
に
質
権
が
設

定
さ
れ
て
い
た
場
合
、
質
権
者
に
当
該
財
産
を
引
き
渡
す
必
要
が
あ
っ

た
。
し
か
も
身
代
限
り
は
免
責
主
義
を
と
っ
た
か
ら
、
受
け
取
り
財
産

の
売
却
金
が
債
権
額
に
達
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
原
告
（
債
権
者
）

が
再
請
求
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
身
代
限
り
は
詐
偽
的
行
為
（
財
産
の
隠
匿
や

過
少
報
告
）
を
誘
発
し
た
の
で
、
必
ず
し
も
債
権
者
に
と
っ
て
有
利
で

あ
っ
た
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
か
、
Ⅲ
期
（
一

八
二
〇
年
代
以
降
）
の
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
は
、
な
る
べ
く
示
談
成

立
を
促
す
方
向
で
、
臨
機
応
変
な
措
置
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
一
般
的

な
金
銀
出
入
に
お
い
て
も
、
身
代
限
り
に
至
る
ま
で
の
猶
予
を
適
宜
認
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め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
原
告
（
債
権
者
）
は
、
た
と
え
被

告
が
多
重
債
務
者
で
あ
っ
て
も
、
債
権
の
一
部
を
高
い
確
率
で
回
収
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
被
告
（
債
務
者
）
に
と
っ
て
は
、
何
度
も

出
頭
命
令
、
叱
責
を
受
け
る
点
で
、
Ⅲ
期
は
煩
雑
な
訴
訟
手
続
と
な
っ

た
。
こ
の
点
で
Ⅱ
期
か
ら
Ⅲ
期
変
化
は
、
債
権
保
護
の
強
化
に
つ
な
が

り
、
少
な
く
と
も
法
の
運
用
面
で
は
大
坂
法
の
京
都
法
の
よ
う
な
色
彩

を
濃
く
し
た
と
い
っ
て
も
よ
）
11
（

い
。

で
は
、
債
権
者
の
立
場
か
ら
み
た
際
、
Ⅱ
期
の
大
坂
法
は
京
都
法
や

奈
良
法
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
京
都
法
と
奈
良
法
が
先
訴
後
訴
制
度
を
採
用
せ
ず
、
大

坂
法
が
そ
れ
を
採
用
し
て
い
た
点
に
顕
著
で
あ
る
。
先
訴
後
訴
制
度
が

な
い
と
、
同
一
の
被
告
（
債
務
者
）
に
対
す
る
金
銀
出
入
を
奉
行
所
が

幾
口
で
も
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
口
数
が
増
え
る
ほ
ど
原
告
の
回
収
額

（
分
配
額
）
は
減
少
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）

改
正
以
降
の
大
坂
法
で
は
、
一
般
的
な
金
銀
出
入
の
場
合
、
先
訴
提
起

日
の
翌
日
以
降
に
提
起
さ
れ
た
後
訴
を
大
坂
町
奉
行
所
は
受
理
せ
ず
、

先
訴
の
原
告
が
優
先
的
に
債
権
を
回
収
で
き
た
。
延
享
二
年
改
正
前
に

つ
い
て
は
、
大
坂
町
奉
行
所
は
、
先
訴
の
日
限
返
済
命
令
が
出
る
前

（
原
則
、
提
起
か
ら
三
〇
日
間
）
で
あ
れ
ば
幾
口
で
も
訴
訟
を
受
理
し
、

先
訴
の
指
定
出
頭
日
に
全
口
一
緒
に
呼
び
出
し
て
対
決
を
命
じ
た
が
、

一
度
目
の
日
限
返
済
命
令
が
出
た
あ
と
に
、
同
一
の
被
告
に
対
し
て
金

銀
出
入
が
提
起
さ
れ
て
も
、
後
訴
と
し
て
順
番
待
ち
に
な
っ
）
11
（
た
。
改
正

前
で
あ
れ
改
正
後
で
あ
れ
、
大
坂
法
で
は
無
限
定
に
訴
訟
の
口
数
が
増

え
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
は
先
訴
の
原
告
の
債
権
保
護
強
化
、
ひ
い

て
は
訴
訟
累
積
、
金
融
渋
滞
の
回
避
に
つ
な
が
っ
た
。
天
保
一
四
年

（
一
八
四
三
）
の
江
戸
金
公
事
改
革
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
大
坂
法

の
先
訴
後
訴
制
度
が
立
案
、
の
ち
に
採
用
さ
れ
た
よ
う
に
、
金
公
事
改

革
を
提
案
し
た
江
戸
町
奉
行
鳥
居
忠
耀
に
と
っ
て
も
、
先
訴
後
訴
制
度

が
金
融
渋
滞
を
回
避
す
る
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
）
1（
（

い
。

上
記
の
ほ
か
に
も
、
本
史
料
に
は
多
く
の
知
見
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

ひ
と
ま
ず
本
稿
の
解
説
は
こ
こ
ま
で
と
す
る
。

�凡
例

一
、
用
字
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
使
用
し
、
異
体
字

な
ど
は
常
用
漢
字
に
あ
ら
た
め
た
。

一
、
引
用
史
料
の
変
体
仮
名
は
、
原
則
と
し
て
平
仮
名
に
あ
ら
た
め
た
。

た
だ
し
、
助
詞
の
「
者
」（
は
）、「
而
」（
て
）、「
江
」（
え
）、

「
与
」（
と
）、「
茂
」（
も
）
は
原
史
料
の
ま
ま
と
し
、
活
字
を
落
と

し
て
記
し
た
。「
而
已
」（
の
み
）
も
原
史
料
の
ま
ま
と
し
た
が
、
こ

れ
は
活
字
を
落
と
さ
ず
に
記
し
た
。

一
、
合
字
の
「
ゟ
」（
よ
り
）
は
、
原
史
料
の
ま
ま
と
し
た
。

一
、
敬
意
表
現
に
つ
い
て
は
、
闕
字
・
平
出
・
擡
頭
は
す
べ
て
一
字
あ

け
と
し
た
。

一
、
引
用
者
の
判
断
に
よ
り
、
引
用
史
料
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
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て
読
点
を
打
ち
、（
　
）
内
に
補
足
説
明
、
傍
注
に
当
該
人
物
の
役

職
名
な
ど
を
記
し
た
。
こ
の
ほ
か
傍
注
に
つ
い
て
は
、
誤
字
か
誤
字

と
推
測
さ
れ
る
場
合
に
は
（
―
ヵ
）、
脱
字
は
（
―
脱
ヵ
）、
衍
字
は

（
―
衍
ヵ
）
な
ど
と
記
し
た
。
誤
字
で
あ
る
か
の
判
断
が
つ
き
に
く

い
場
合
に
は
、（
マ
マ
）
と
記
し
た
。

一
、
訂
正
な
ど
が
な
さ
れ
た
文
字
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
判
読
で
き
る

場
合
に
は
、
左
傍
に
見
せ
消
ち
記
号
（

）
を
、
右
傍
に
訂
正
後
の

文
字
を
記
し
た
。

一
、
虫
損
や
破
損
、
抹
消
に
よ
り
文
字
を
判
読
で
き
な
い
場
合
に
は
、

字
数
分
を
□
で
示
し
、
字
数
が
不
明
な
分
は
［
　
］
で
示
し
た
。

一
、
朱
書
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
。

一
、
史
料
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
現
在
か
ら
見
て
差
別
的
意
味
を
持
つ

言
葉
も
あ
る
が
、
歴
史
的
表
現
を
歪
曲
な
く
提
示
す
る
と
い
う
考
え

に
立
脚
し
、
史
料
用
語
と
し
て
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

（
（
）　
小
倉
宗
「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
（
一
）
―
江
戸
中
後
期
の
上

方
・
大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
」（『
関
西
大
学
文
学

論
集
』
第
七
〇
巻
第
四
号
、
二
〇
二
一
年
、
一
一
五
〜
一
四
四
頁
）、

小
倉
宗
「
上
方
八
ヶ
国
手
限
取
計
留
（
二
）
―
江
戸
中
後
期
の
上
方
・

大
津
代
官
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分
析
―
」（『
関
西
大
学
文
学
論

集
』
第
七
一
巻
第
一
・
二
号
、
二
〇
二
一
年
、
六
一
〜
九
九
頁
）。

（
（
）　
村
上
直
・
和
泉
清
司
・
佐
藤
孝
之
・
西
沢
淳
男
編
『
徳
川
幕
府
全
代

官
人
名
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
三
四
頁
。

（
（
）　
林
屋
辰
三
郎
・
飛
鳥
井
雅
道
・
森
谷
尅
久
編
『
新
修
大
津
市
史
　
第

四
巻
　
近
世
後
期
』（
大
津
市
、
一
九
八
一
年
）、
三
三
〜
四
五
頁
。

（
（
）　
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』（
清
文
堂
出

版
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
五
五
頁
。

（
（
）　
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』（
清
文
堂
出

版
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
六
一
〜
一
六
二
頁
。

（
（
）　
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』（
清
文
堂
出

版
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
六
一
〜
一
六
八
頁
。
こ
の
規
定
は
、
遅
く
と

も
一
八
世
紀
末
の
寛
政
初
年
頃
に
は
適
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
（
）　
安
竹
貴
彦
「
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
「
裁
判
心
得
」

（
一
）
―
一
八
世
紀
後
半
の
京
都
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
」（『
法
学
雑

誌
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
四
三
四
〜
四
五
八
頁
）、
安

竹
貴
彦
「
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
「
裁
判
心
得
」（
二
・

完
）
―
一
八
世
紀
後
半
の
京
都
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
」（『
法
学
雑

誌
』
第
五
八
巻
第
三
・
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
六
三
〇
〜
六
四
八
頁
）。

（
（
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴

訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）。

（
（
）　
本
間
修
平
「
奈
良
奉
行
問
合
書
」（『
法
学
新
報
（
中
央
大
学
法
学

会
）』
第
九
六
巻
第
七
・
八
号
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
七
〜
二
二
四
頁
）。

（
（1
）　
一
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
京
都
町
奉
行
所
の
実
務
手
引
書
に
よ
る
と
、

親
、
請
人
に
対
し
て
も
二
〇
日
の
日
限
返
済
を
命
じ
る
と
あ
り
、
五
度

目
の
返
済
日
限
を
過
ぎ
て
も
ま
っ
た
く
未
済
の
場
合
に
は
、
親
か
請
人
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に
手
錠
が
施
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
安
竹
貴
彦
「
天
理
大
学
附
属
天

理
図
書
館
所
蔵
「
裁
判
心
得
」（
一
）
―
一
八
世
紀
後
半
の
京
都
町
奉

行
所
関
係
文
書
―
」『
法
学
雑
誌
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、

四
三
四
〜
四
五
八
頁
、
引
用
部
分
は
四
五
五
頁
）。

（
（（
）　
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
時
点
に
お
い
て
は
、
大
坂
町
奉
行
所
は
、

手
代
だ
け
で
な
く
、
親
ま
た
は
請
人
も
召
喚
す
る
と
あ
る
（
安
竹
貴
彦

編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
』

大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
、
八
四
頁
）。

（
（（
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴

訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
八
四
頁
。
神
保
文

夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
一
五

四
〜
一
五
六
頁
も
参
照
。

（
（（
）　
本
間
修
平
「
奈
良
奉
行
問
合
書
」（『
法
学
新
報
（
中
央
大
学
法
学

会
）』
第
九
六
巻
第
七
・
八
号
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
七
〜
二
二
四
頁
）、

一
九
一
〜
一
九
二
頁
。
な
お
、
当
該
史
料
で
は
、
手
代
の
横
領
と
は
明

記
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
取
込
出
入
」
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

こ
れ
を
紹
介
し
た
。

（
（（
）　
小
早
川
欣
吾
『
増
補
　
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
名
著
出
版
、

一
九
八
八
年
）、
六
二
八
頁
。

（
（（
）　
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
八
月
九
日
京
都
町
奉
行
所
決
定
に
よ
る
と
、

「
一
、
奉
公
人
立
銀
出
入
、
二
十
日
切
三
つ
、
不
相
済
候
得
者
、
右
奉

公
人
親
判
之
者
実
親
ニ
候
ハ
ヽ
、
手
錠
之
上
、
十
日
切
五
つ
申
付
、
右

日
限
ニ
も
不
相
済
時
、
右
実
親
身
代
限
申
付
、
主
人
江
相
渡
、
不
足
有

之
候
ハ
ヽ
、
右
之
者
身
上
持
次
第
可
願
出
候
、
受
人
共
者
過
怠
と
し
て

三
十
日
手
錠
可
申
付
事
」
と
あ
る
（
安
竹
貴
彦
「
天
理
大
学
附
属
天
理

図
書
館
所
蔵
「
裁
判
心
得
」（
一
）
―
十
八
世
紀
後
半
の
京
都
町
奉
行

所
関
係
文
書
―
」『
法
学
雑
誌
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、

四
三
四
〜
四
五
八
頁
、
引
用
部
分
は
四
五
六
頁
）。

（
（（
）　
こ
れ
を
「
中
抜
裁
判
」
と
い
う
（
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究���

上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
一
五
〇
〜
一
六
八
頁
）。

（
（（
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴

訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
八
三
頁
。

（
（（
）　
本
間
修
平
「
奈
良
奉
行
問
合
書
」（『
法
学
新
報
（
中
央
大
学
法
学

会
）』
第
九
六
巻
第
七
・
八
号
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
七
〜
二
二
四
頁
）、

一
九
一
頁
。

（
（（
）　
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
四
月
の
京
都
町
奉
行
所
決
定
に
よ
る
と
、

「
一
、
金
弐
分
、
銀
三
拾
目
、
銭
五
貫
文
以
下
之
分
、
下
ニ
而
相
対
申

渡
候
得
共
、
以
来
者
弐
貫
文
以
下
取
上
ケ
申
間
敷
候
、
尤
元
銭
五
貫
文

ニ
而
、
利
足
相
添
罷
出
、
弐
貫
文
以
上
ニ
成
候
ハ
ヽ
、
取
上
ケ
可
申
候
、

但
、
銭
貸
之
証
文
有
之
候
而
も
、
銭
小
貸
会
所
江
不
拘
済
方
可
申
付
事
、

此
義
、
銭
小
貸
会
所
銭
貸
触
有
之
」
と
あ
る
（
安
竹
貴
彦
「
天
理
大
学

附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
「
裁
判
心
得
」（
一
）
―
一
八
世
紀
後
半
の
京

都
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
」『
法
学
雑
誌
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
二
〇

〇
七
年
、
四
三
四
〜
四
五
八
頁
、
引
用
部
分
は
四
四
七
頁
）。

（
（1
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴

訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
二
〇
頁
。
後
掲
の

【
六
】
も
参
照
。

（
（（
）　
金
に
つ
い
て
は
、
本
間
修
平
「
奈
良
奉
行
問
合
書
」（『
法
学
新
報
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（
中
央
大
学
法
学
会
）』
第
九
六
巻
第
七
・
八
号
、
一
九
九
〇
年
、
一
七

七
〜
二
二
四
頁
）、
一
九
六
頁
。
少
な
く
と
も
、
文
政
一
一
年
（
一
八

二
八
）
時
点
も
同
様
で
あ
っ
た
（
文
政
一
一
年
「
乍
恐
御
願
奉
申
上

候
」
桜
井
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
桜
井
市
史
　
史
料
編
　
上
巻
』
桜
井

市
役
所
、
一
九
八
一
年
、
二
六
八
頁
）。

（
（（
）　
安
竹
貴
彦
「
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
「
裁
判
心
得
」

（
一
）
―
一
八
世
紀
後
半
の
京
都
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
」（『
法
学
雑

誌
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
四
三
四
〜
四
五
八
頁
）、
四

四
七
頁
に
も
同
様
の
規
定
が
あ
る
。

（
（（
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴

訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
三
一
頁
、
安
竹
貴

彦
・
田
中
友
恵
「
京
都
大
学
法
学
研
究
科
・
法
学
部
小
早
川
文
庫
所
蔵

「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
四
　
其
之
肆
）」（『
法

学
雑
誌
』
第
五
一
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
三
〇
〜
三
五
八
頁
）、

三
四
九
頁
、
萬
代
悠
「
三
井
大
坂
両
替
店
の
延
為
替
貸
付
―
法
制
史
と

経
済
史
の
接
合
の
試
み
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
五
五
号
、
二
〇
二

一
年
、
一
〜
一
四
八
頁
）、
七
三
〜
七
四
頁
。

（
（（
）　
本
間
修
平
「
奈
良
奉
行
問
合
書
」（『
法
学
新
報
（
中
央
大
学
法
学

会
）』
第
九
六
巻
第
七
・
八
号
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
七
〜
二
二
四
頁
）、

二
〇
五
頁
。
奈
良
町
中
、
あ
る
い
は
原
告
と
被
告
が
大
和
国
在
住
、
か

つ
支
配
違
い
の
場
合
に
奈
良
奉
行
所
が
裁
判
を
担
当
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
際
に
参
照
さ
れ
る
法
を
奈
良
法
と
し
て
お
く
。

（
（（
）　
先
訴
と
は
、
同
じ
相
手
に
対
し
て
二
つ
以
上
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
先
に
出
訴
さ
れ
た
訴
訟
の
こ
と
を
い
う
。

（
（（
）　
安
竹
貴
彦
「
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
「
裁
判
心
得
」

（
一
）
―
一
八
世
紀
後
半
の
京
都
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
」（『
法
学
雑

誌
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
四
三
四
〜
四
五
八
頁
）、
四

四
七
頁
。

（
（（
）　
安
竹
貴
彦
・
田
中
友
恵
「
京
都
大
学
法
学
研
究
科
・
法
学
部
小
早
川

文
庫
所
蔵
「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
四
　
其
之

肆
）」（『
法
学
雑
誌
』
第
五
一
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
三
〇
〜

三
五
八
頁
）、
三
三
二
頁
。

（
（（
）　
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一

年
）、
四
三
九
〜
四
五
四
頁
。

（
（（
）　
安
竹
貴
彦
・
田
中
友
恵
「
京
都
大
学
法
学
研
究
科
・
法
学
部
小
早
川

文
庫
所
蔵
「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
四
　
其
之

肆
）」（『
法
学
雑
誌
』
第
五
一
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
三
〇
〜

三
五
八
頁
）、
三
三
〇
〜
三
五
八
頁
。

（
（1
）　
小
早
川
欣
吾
『
増
補
　
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
名
著
出
版
、

一
九
八
八
年
）、
二
八
〜
三
〇
頁
、
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究���

上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
四
四
七
頁
な
ど
を
参
照
。

（
（（
）　
一
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
京
都
町
奉
行
所
の
業
務
手
引
書
に
は
、

「
一
、
身
上
限
願
出
候
得
者
、
御
役
所
江
差
出
候
証
文
案
を
見
せ
候
上
、

得
心
い
た
し
候
段
申
上
候
上
者
、
聞
届
申
付
候
、
尤
負
せ
方
之
も
の
共

呼
出
申
渡
」
と
あ
る
（
安
竹
貴
彦
「
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵

「
裁
判
心
得
」（
一
）
―
一
八
世
紀
後
半
の
京
都
町
奉
行
所
関
係
文
書

―
」『
法
学
雑
誌
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
四
三
四
〜
四

五
八
頁
、
引
用
部
分
は
四
五
〇
頁
）。
こ
れ
に
は
金
銀
出
入
の
場
合
と
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明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
負
せ
方
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
銀
出
入

の
可
能
性
が
高
い
。

（
（（
）　
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』（
清
文
堂
出

版
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
七
五
頁
。

（
（（
）　
な
お
、
宇
佐
美
の
研
究
は
金
銀
出
入
の
場
合
を
分
析
範
囲
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
京
都
法
の
場
合
、
た
と
え
ば
奉
公
人
給
銀
返
還
請
求
訴
訟

で
は
、
実
親
や
実
親
代
わ
り
の
者
に
対
し
て
、
身
代
限
り
の
執
行
が
常

に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（【
壱
】、
お
よ

び
安
竹
貴
彦
「
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
「
裁
判
心
得
」

（
一
）
―
一
八
世
紀
後
半
の
京
都
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
」『
法
学
雑

誌
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
四
三
四
〜
四
五
八
頁
、
引
用

部
分
は
四
五
六
頁
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
安
竹
貴
彦
「
天
理
大
学

附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
「
裁
判
心
得
」（
二
・
完
）
―
一
八
世
紀
後
半

の
京
都
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
」（『
法
学
雑
誌
』
第
五
八
巻
第
三
・
四

号
、
二
〇
一
二
年
、
六
三
〇
〜
六
四
八
頁
）、
六
四
六
頁
も
参
照
。

（
（（
）　
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一

年
）、
五
三
四
〜
五
三
五
頁
。

（
（（
）　
大
平
祐
一
『
近
世
日
本
の
訴
訟
と
法
』（
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
）、

二
三
五
〜
二
五
三
頁
。

（
（（
）　
萬
代
悠
「
三
井
大
坂
両
替
店
の
延
為
替
貸
付
―
法
制
史
と
経
済
史
の

接
合
の
試
み
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
五
五
号
、
二
〇
二
一
年
、
一

〜
一
四
八
頁
）、
一
〇
四
〜
一
〇
六
頁
。
な
お
、�

当
該
論
文
で
は
法
制

度
の
変
化
と
表
現
し
た
が
、
正
確
に
は
、
制
度
に
著
し
く
逸
脱
し
な
い

範
囲
で
の
法
運
用
の
変
化
で
あ
る
。

（
（（
）　
本
間
修
平
「
奈
良
奉
行
問
合
書
」（『
法
学
新
報
（
中
央
大
学
法
学

会
）』
第
九
六
巻
第
七
・
八
号
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
七
〜
二
二
四
頁
）、

一
八
八
〜
一
九
〇
頁
。

（
（（
）　
以
下
、
大
坂
法
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
萬
代
悠
「
三
井
大
坂
両
替
店

の
延
為
替
貸
付
―
法
制
史
と
経
済
史
の
接
合
の
試
み
―
」（『
三
井
文
庫

論
叢
』
第
五
五
号
、
二
〇
二
一
年
、
一
〜
一
四
八
頁
）、
一
〇
四
〜
一

〇
九
頁
。

（
（（
）　
な
お
、
旧
稿
で
は
、「
大
坂
法
の
京
都
法
化
」
の
可
能
性
を
指
摘
し

た
が
、
大
坂
町
奉
行
所
は
、
滞
納
額
に
応
じ
た
所
定
の
分
割
返
済
命
令

で
は
な
く
、
日
限
延
期
を
承
認
す
る
代
わ
り
に
債
務
の
一
部
弁
済

（「
入
銀
」）
を
求
め
た
の
で
、
制
度
上
で
所
定
の
分
割
返
済
額
が
あ
っ

た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
点
か
ら
、

「
京
都
法
の
よ
う
な
色
彩
を
濃
く
し
た
」
と
の
表
現
に
変
更
し
た
。
な

お
、
身
代
限
り
の
執
行
可
能
性
を
保
持
し
な
が
ら
、
町
奉
行
所
が
債
務

の
一
部
弁
済
、
日
限
返
済
、
出
頭
の
命
令
を
下
す
点
で
は
、
江
戸
法
と

も
似
た
側
面
が
あ
る
。
た
だ
し
、
町
中
に
も
弁
済
責
任
を
負
わ
せ
よ
う

と
し
た
点
で
は
、
京
都
法
と
似
て
い
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
京
都
法
と

の
共
通
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

（
（1
）　
安
竹
貴
彦
・
田
中
友
恵
「
京
都
大
学
法
学
研
究
科
・
法
学
部
小
早
川

文
庫
所
蔵
「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
四
　
其
之

肆
）」（『
法
学
雑
誌
』
第
五
一
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
三
〇
〜

三
五
八
頁
）、
三
三
〇
〜
三
五
八
頁
。

（
（（
）　
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一

年
）、
四
三
九
〜
四
五
四
頁
、
四
九
一
頁
。
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付表　「⼤津代官公事出⼊取計留」の目次

目次表題 年⽉ 問 答 備考

壱 ⼤津町⽀配被仰付候付，京都町奉⾏所江諸出⼊吟味物江州取
計方問合書

安永 （ 年（（（（（） （ ⽉ 石原清左衛門（⼤津代官） 京都町奉⾏所

弐 江戸表ニ而延享元子年以来之⾦銀出⼊不取上儀ニ付，御書付
之趣山城国中江京都町奉⾏所ゟ之触書

寛政 （ 年（（（（（）（1⽉ 発給者京都町奉⾏所．

三 右ニ付，御勘定奉⾏根岸肥前守殿ゟ之惣廻状 寛政 （ 年（（（（（）（1⽉ 発給者根岸鎮衛（勘定奉⾏）．
四 上方筋貸附⾦銀出⼊取計方之儀御尋ニ付，⼩堀縫殿外四⼈申

上書
寛政 （ 年（（（（（）（1⽉ （江戸幕閣） ⼩堀縫殿（京都⼆条代官）

石原庄三郎（⼤津代官）
⽊村宗右衛門（京都⼤仏
前鞘町代官）
角倉⼀学（京都⼆条河原
町代官）

五 借⾦銀并質地⼩作等之儀ニ付，奈良奉⾏江⼤屋四郎兵衛問合
書

安永 （ 年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） 奈良奉⾏

六 ⼤和国借⾦銀出⼊取計方，奈良奉⾏江⽊村宗右衛門問合書并
済方⽇限

⽂政（1年（（（（（） （ ⽉ ⽊村惣左衛門（京都⼤仏
前鞘町代官）

奈良奉⾏ 「亡父宗右衛門勤役中御問合之上，委細
ニ承知仕罷在候」とある．

七 ⼤坂⽀配国公事出⼊取計方，万年七郎右衛門ゟ⼤坂町奉⾏江
懸合挨拶之趣

万年七郎右衛門（鈴⽊町
北側代官）

室賀正之（⼤坂東町奉⾏）
京極⾼主（⼤坂西町奉⾏）

安永 （ 年（（（（（）〜安永 （ 年（（（（（）頃．

八 ⼤坂吟味物御改正以前留書書抜
九 家質并質地証⽂取計方，⼤坂町奉⾏所江⼤屋四郎兵衛問合書 安永 （ 年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏
十 摂州名塩村之もの紙漉船株質⼊ニいたし候儀ニ付，⼤坂町奉

⾏所組与⼒心得与尋之趣答書
寛政 （ 年（（（（1） （ ⽉ 永田永十郎（⼤坂西町奉

⾏所与⼒）
藤岡嘉平次（⼤津代官所
⼿代）

十⼀ 女房連印証⽂取計方之儀，⼤坂町奉⾏江⼤屋四郎兵衛問合書 安永 （ 年（（（（1） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏所
十⼆ 百姓・町⼈・垣外之もの連印証⽂取計方，右同断 安永 （ 年（（（（1） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏
十三 借⾦銀出⼊身代限申付候節，妻子之諸色田畑家屋敷質物書⼊

証⽂取計方之儀，右同断
安永 （ 年（（（（1） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏ 安竹・上山（（11（），（（（⾴と同様．

十四 家質証⽂上借之儀ニ付取計方，右同断 安永 （ 年（（（（1） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏ 安竹・上山（（11（），（（（-（（（⾴と同様．
十五 借⾦銀出⼊訴状請候前後欠落いたし候もの之儀ニ付，右同断 安永（1年（（（（（）正⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） 京極⾼主（⼤坂西町奉⾏） 安竹・上山（（11（），（（（⾴と同様．
十六 借⾦銀出⼊願出⽇延等申立候節，対決迄之利銀差加，裁許可

申付哉之段，右同断
安永（1年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏

十七 身代限余銀後訴之もの江可相渡哉之旨，右同断 天明 （ 年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏
十八 摂州⽣瀬村欠落庄屋太兵衛跡諸借⾦銀取計方，伺書 天明 （ 年（（（（（）（（⽉ 石原清左衛門（⼤津代官） 久世広⺠（勘定奉⾏）
十九 借⾦銀出⼊済方之儀ニ付，⼤坂組与⼒江問合答 天明 （ 年（（（（（） （ ⽉ （不明） 松井官左衛門（⼤坂西町

奉⾏所与⼒）
安竹・上山（（11（），（（（⾴と同様．

廿 借⾦銀，其外切⾦渡⾼之儀ニ付，⼤坂町奉⾏江⼤屋四郎兵衛
問合書

天明 （ 年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼩田切直年（⼤坂東町奉
⾏）

廿⼀ 借⾦銀出⼊請候もの貸物出⼊請，身代限申付候節，貸物無之
節，右同断

天明 （ 年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼩田切直年（⼤坂東町奉
⾏）

廿⼆ 宮門跡方并寺院等之名目銀滞及出訴候節之取計方，⼤坂町奉
⾏ゟ之達書

寛政元年（（（（（） 発給者⼤坂町奉⾏．

廿三 名目銀家明借⾦銀出⼊相混候節，済方之儀ニ付，⼤坂町奉⾏
江⼤屋四郎兵衛問合書

寛政元年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼩田切直年（⼤坂東町奉
⾏）

廿四 証⽂銀済方之節，利銀歩通之儀ニ付，⼤坂東目安方与⼒江問
合

寛政 （ 年（（（（（） （ ⽉ 柴山泰蔵（⼤津代官所⼿代）からの質
問を受けた牧野嘉兵衛（⼤津代官所⼤
坂詰⼿代）が，⼯藤⼩左衛門（⼤坂東
町奉⾏所与⼒）に問い合わせをし，⼯
藤からの回答を柴山に答申．

廿五 書損有之質物証⽂之儀ニ付，⼤坂町奉⾏所江問合書 寛政（1年（（（（（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 成瀬正存（⼤坂西町奉⾏）
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付表　「⼤津代官公事出⼊取計留」の目次

目次表題 年⽉ 問 答 備考

壱 ⼤津町⽀配被仰付候付，京都町奉⾏所江諸出⼊吟味物江州取
計方問合書

安永 （ 年（（（（（） （ ⽉ 石原清左衛門（⼤津代官） 京都町奉⾏所

弐 江戸表ニ而延享元子年以来之⾦銀出⼊不取上儀ニ付，御書付
之趣山城国中江京都町奉⾏所ゟ之触書

寛政 （ 年（（（（（）（1⽉ 発給者京都町奉⾏所．

三 右ニ付，御勘定奉⾏根岸肥前守殿ゟ之惣廻状 寛政 （ 年（（（（（）（1⽉ 発給者根岸鎮衛（勘定奉⾏）．
四 上方筋貸附⾦銀出⼊取計方之儀御尋ニ付，⼩堀縫殿外四⼈申

上書
寛政 （ 年（（（（（）（1⽉ （江戸幕閣） ⼩堀縫殿（京都⼆条代官）

石原庄三郎（⼤津代官）
⽊村宗右衛門（京都⼤仏
前鞘町代官）
角倉⼀学（京都⼆条河原
町代官）

五 借⾦銀并質地⼩作等之儀ニ付，奈良奉⾏江⼤屋四郎兵衛問合
書

安永 （ 年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） 奈良奉⾏

六 ⼤和国借⾦銀出⼊取計方，奈良奉⾏江⽊村宗右衛門問合書并
済方⽇限

⽂政（1年（（（（（） （ ⽉ ⽊村惣左衛門（京都⼤仏
前鞘町代官）

奈良奉⾏ 「亡父宗右衛門勤役中御問合之上，委細
ニ承知仕罷在候」とある．

七 ⼤坂⽀配国公事出⼊取計方，万年七郎右衛門ゟ⼤坂町奉⾏江
懸合挨拶之趣

万年七郎右衛門（鈴⽊町
北側代官）

室賀正之（⼤坂東町奉⾏）
京極⾼主（⼤坂西町奉⾏）

安永 （ 年（（（（（）〜安永 （ 年（（（（（）頃．

八 ⼤坂吟味物御改正以前留書書抜
九 家質并質地証⽂取計方，⼤坂町奉⾏所江⼤屋四郎兵衛問合書 安永 （ 年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏
十 摂州名塩村之もの紙漉船株質⼊ニいたし候儀ニ付，⼤坂町奉

⾏所組与⼒心得与尋之趣答書
寛政 （ 年（（（（1） （ ⽉ 永田永十郎（⼤坂西町奉

⾏所与⼒）
藤岡嘉平次（⼤津代官所
⼿代）

十⼀ 女房連印証⽂取計方之儀，⼤坂町奉⾏江⼤屋四郎兵衛問合書 安永 （ 年（（（（1） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏所
十⼆ 百姓・町⼈・垣外之もの連印証⽂取計方，右同断 安永 （ 年（（（（1） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏
十三 借⾦銀出⼊身代限申付候節，妻子之諸色田畑家屋敷質物書⼊

証⽂取計方之儀，右同断
安永 （ 年（（（（1） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏ 安竹・上山（（11（），（（（⾴と同様．

十四 家質証⽂上借之儀ニ付取計方，右同断 安永 （ 年（（（（1） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏ 安竹・上山（（11（），（（（-（（（⾴と同様．
十五 借⾦銀出⼊訴状請候前後欠落いたし候もの之儀ニ付，右同断 安永（1年（（（（（）正⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） 京極⾼主（⼤坂西町奉⾏） 安竹・上山（（11（），（（（⾴と同様．
十六 借⾦銀出⼊願出⽇延等申立候節，対決迄之利銀差加，裁許可

申付哉之段，右同断
安永（1年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏

十七 身代限余銀後訴之もの江可相渡哉之旨，右同断 天明 （ 年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼤坂町奉⾏
十八 摂州⽣瀬村欠落庄屋太兵衛跡諸借⾦銀取計方，伺書 天明 （ 年（（（（（）（（⽉ 石原清左衛門（⼤津代官） 久世広⺠（勘定奉⾏）
十九 借⾦銀出⼊済方之儀ニ付，⼤坂組与⼒江問合答 天明 （ 年（（（（（） （ ⽉ （不明） 松井官左衛門（⼤坂西町

奉⾏所与⼒）
安竹・上山（（11（），（（（⾴と同様．

廿 借⾦銀，其外切⾦渡⾼之儀ニ付，⼤坂町奉⾏江⼤屋四郎兵衛
問合書

天明 （ 年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼩田切直年（⼤坂東町奉
⾏）

廿⼀ 借⾦銀出⼊請候もの貸物出⼊請，身代限申付候節，貸物無之
節，右同断

天明 （ 年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼩田切直年（⼤坂東町奉
⾏）

廿⼆ 宮門跡方并寺院等之名目銀滞及出訴候節之取計方，⼤坂町奉
⾏ゟ之達書

寛政元年（（（（（） 発給者⼤坂町奉⾏．

廿三 名目銀家明借⾦銀出⼊相混候節，済方之儀ニ付，⼤坂町奉⾏
江⼤屋四郎兵衛問合書

寛政元年（（（（（） （ ⽉ ⼤屋四郎兵衛（谷町代官） ⼩田切直年（⼤坂東町奉
⾏）

廿四 証⽂銀済方之節，利銀歩通之儀ニ付，⼤坂東目安方与⼒江問
合

寛政 （ 年（（（（（） （ ⽉ 柴山泰蔵（⼤津代官所⼿代）からの質
問を受けた牧野嘉兵衛（⼤津代官所⼤
坂詰⼿代）が，⼯藤⼩左衛門（⼤坂東
町奉⾏所与⼒）に問い合わせをし，⼯
藤からの回答を柴山に答申．

廿五 書損有之質物証⽂之儀ニ付，⼤坂町奉⾏所江問合書 寛政（1年（（（（（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 成瀬正存（⼤坂西町奉⾏）
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廿六 叔母名印之証⽂を以，⾦銀出⼊願出候儀ニ付，右同断 享和 （ 年（（（1（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 佐久間信近（⼤坂西町奉
⾏）

廿七 ⼤坂町奉⾏ニ而預銀出⼊請居候百姓貸物出⼊有之候付取計方，
右同断

享和 （ 年（（（1（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 水野忠道（⼤坂東町奉⾏）

廿八 地主直⽀配之新田質物証⽂，新田⽀配⼈有無，御年貢不納ニ
付，地主咎方組合定有之，相互ニ村役兼勤候哉之段，⼤坂町
奉⾏ゟ尋之趣答

享和 （ 年（（（1（） （ ⽉ 佐久間信近（⼤坂西町奉
⾏）

石原庄三郎（⼤津代官）

廿九 家質証⽂ニ利足定有之質地相立候哉，否⼤坂町奉⾏江問合書 享和 （ 年（（（1（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 佐久間信近（⼤坂西町奉
⾏）

三十 ⼤坂三郷続村々借⾦銀出⼊滞⾼之儀，東目安方与⼒江問合書 ⽂化 （ 年（（（（1） （ ⽉ 牧野嘉兵衛（⼤津代官所
⼤坂詰⼿代）

弓削喜代蔵（⼤坂東町奉
⾏所与⼒）

三十⼀ 家　猪飼野村安兵衛所持之家屋敷等⼤坂玉造播广（磨）屋こ
ま方江質物ニ取置候付，⼤坂町奉⾏ゟ添翰ニ而願出候⼀件

⽂化（1年（（（（（） （ ⽉ 斎藤利道（⼤坂西町奉⾏）・平賀貞愛
（⼤坂東町奉⾏）の両名と石原庄三郎
（⼤津代官）の間での書簡のやりとり．

三十⼆ 家賃銀滞家明出⼊済方之儀，⼤坂町奉⾏江問合書 ⽂化 （ 年（（（（1）（1⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 平賀貞愛（⼤坂西町奉⾏）
三十三 貸蒲団其外損料并貸物滞願出候節，期限等之儀ニ付，⼤坂町

奉⾏江問合書
⽂化（（年（（（（（）（1⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） ⼤坂町奉⾏所

三十四 摂河播州村々買預⽶等願出候節，呼出差⽇并対決之上済方等
之儀，右同断

⽂政元年（（（（（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 松井喜平次（⼤坂西町奉
⾏所与⼒）

三十五 穢多江相掛り候借⾦銀出⼊身代限申付咎之儀，右同断 ⽂政 （ 年（（（（（） （ ⽉ 石原清左衛門（⼤津代官） ⼤坂町奉⾏
三十六 借⾦銀出⼊切⾦申付方之儀嶋田帯刀⼿代江⼤坂詰ゟ問合往

（応）答
（ ⽉ 牧野嘉兵衛（⼤津代官所

⼤坂詰⼿代）
岡田⼤八（谷町代官所⼿
代ヵ）

当初は牧野嘉兵衛から池田三吉（谷町
代官所⼿代）への問い合わせであった
が，時間を要したためか，これに対す
る回答は岡田⼤八から牧野専左衛門に
なされている．

三十七 ⼤坂町奉□（⾏）所掛り光雲寺貸銀滞先訴相済候段届出候付，
質物銀滞⽇限済方申付置候分，貸物取渡并売掛ケ出⼊願掛ケ
等為請候段，⼤坂町奉⾏所江申立候書取

天保 （ 年（（（（（）閏 （ ⽉ 発給者牧野嘉蔵（⼤津代官所⼤坂詰⼿
代）．

三十八 質物利足請取方之儀ニ付，⼤坂町奉⾏国触 天明 （ 年（（（（（）（（⽉ 発給者⼩田切直年（⼤坂東町奉⾏）・佐
野政親（⼤坂西町奉⾏）．

三十九 貸物損料之儀ニ付，⼤坂・堺奉⾏国触 寛政（（年（（（11） （ ⽉ 発給者⼤坂町奉⾏，堺奉⾏．
四十 泉州村々質商売之もの共質物取候節，請⼈有無通ひ，又者質

札等之儀ニ付，堺奉⾏与⼒ゟ問合ニ付，⼤坂詰ゟ之返書
享和元年（（（1（） （ ⽉ 伊藤吉左衛門（堺奉⾏所

与⼒）
辻村⼆郎左衛門（堺奉⾏
所与⼒）

牧野嘉兵衛（⼤津代官所
⼤坂詰⼿代）

四十⼀ ⼤坂市中并在方質屋共質取方之儀ニ付，町奉⾏江問合書 ⽂化 （ 年（（（（（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 平賀貞愛（⼤坂西町奉⾏）
四十⼆ ⼤坂市中并在方質屋共質物請戻方限⽇之儀ニ付，町奉⾏ゟ達 ⽂化（1年（（（（（）（1⽉ 発給者⼤坂町奉⾏．
四十三 播州十六郡村々質屋・古⼿屋・古道具屋渡世之者株式取極之

儀，村々難渋申立候儀ニ付，⼤坂⼆分申合，⼤坂奉⾏所江申
立候⼀件

⽂政 （ 年（（（（（）閏 （ ⽉ 石原清左衛門（⼤津代官）・岸本武太夫
（鈴⽊町代官）・辻六郎左衛門（谷町代
官）が⼤坂町奉⾏所に申し立て．

天保 （ 年（（（（（） （ ⽉ 石原清左衛門（⼤津代官）・添田⼀郎次
（谷町代官）・根本善左衛門（鈴⽊町代
官）が⼤坂町奉⾏所に申し立て．

天保 （ 年（（（（（） （ ⽉ 矢部定謙（⼤坂西町奉⾏）が吉田勝右
衛門（⼤坂西町奉⾏所与⼒）を通して
谷町代官所与⼒に返答．

（四十四） 天保（（年（（（（（） （ ⽉ 天保（（年 （ ⽉江戸町触の写し．

注：「⼤坂公事方問合伺留」に同様の記事がある場合には，安竹・上山による資料紹介の⾴数を示した（安 竹貴彦・上山卓也「「⼤坂公事方問合伺留」―⼤坂町奉⾏所関係⽂書―（⼆　其之壱）」『法学雑誌』第（（巻第 （
号，（11（年，（（（-（（1⾴）．⼤坂町奉⾏，代官の名前の特定については，�児玉幸多監修・今井尭編『⽇本
西沢淳男編『江戸幕府代官履歴辞典』（岩田書院，（11（年），⼩倉宗『江戸幕府上方⽀配機構の研究』（塙
年）を参照した．

史総覧　第 （ 巻　近世 （ 』（新⼈物往来社，（（（（年），西沢淳男『幕領陣屋と代官⽀配』（岩田書院，（（（（年），
書房，（1（（年），村上直・和泉清司・佐藤孝之・西沢淳男編『徳川幕府全代官⼈名辞典』（東京堂出版，（1（（
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廿六 叔母名印之証⽂を以，⾦銀出⼊願出候儀ニ付，右同断 享和 （ 年（（（1（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 佐久間信近（⼤坂西町奉
⾏）

廿七 ⼤坂町奉⾏ニ而預銀出⼊請居候百姓貸物出⼊有之候付取計方，
右同断

享和 （ 年（（（1（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 水野忠道（⼤坂東町奉⾏）

廿八 地主直⽀配之新田質物証⽂，新田⽀配⼈有無，御年貢不納ニ
付，地主咎方組合定有之，相互ニ村役兼勤候哉之段，⼤坂町
奉⾏ゟ尋之趣答

享和 （ 年（（（1（） （ ⽉ 佐久間信近（⼤坂西町奉
⾏）

石原庄三郎（⼤津代官）

廿九 家質証⽂ニ利足定有之質地相立候哉，否⼤坂町奉⾏江問合書 享和 （ 年（（（1（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 佐久間信近（⼤坂西町奉
⾏）

三十 ⼤坂三郷続村々借⾦銀出⼊滞⾼之儀，東目安方与⼒江問合書 ⽂化 （ 年（（（（1） （ ⽉ 牧野嘉兵衛（⼤津代官所
⼤坂詰⼿代）

弓削喜代蔵（⼤坂東町奉
⾏所与⼒）

三十⼀ 家　猪飼野村安兵衛所持之家屋敷等⼤坂玉造播广（磨）屋こ
ま方江質物ニ取置候付，⼤坂町奉⾏ゟ添翰ニ而願出候⼀件

⽂化（1年（（（（（） （ ⽉ 斎藤利道（⼤坂西町奉⾏）・平賀貞愛
（⼤坂東町奉⾏）の両名と石原庄三郎
（⼤津代官）の間での書簡のやりとり．

三十⼆ 家賃銀滞家明出⼊済方之儀，⼤坂町奉⾏江問合書 ⽂化 （ 年（（（（1）（1⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 平賀貞愛（⼤坂西町奉⾏）
三十三 貸蒲団其外損料并貸物滞願出候節，期限等之儀ニ付，⼤坂町

奉⾏江問合書
⽂化（（年（（（（（）（1⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） ⼤坂町奉⾏所

三十四 摂河播州村々買預⽶等願出候節，呼出差⽇并対決之上済方等
之儀，右同断

⽂政元年（（（（（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 松井喜平次（⼤坂西町奉
⾏所与⼒）

三十五 穢多江相掛り候借⾦銀出⼊身代限申付咎之儀，右同断 ⽂政 （ 年（（（（（） （ ⽉ 石原清左衛門（⼤津代官） ⼤坂町奉⾏
三十六 借⾦銀出⼊切⾦申付方之儀嶋田帯刀⼿代江⼤坂詰ゟ問合往

（応）答
（ ⽉ 牧野嘉兵衛（⼤津代官所

⼤坂詰⼿代）
岡田⼤八（谷町代官所⼿
代ヵ）

当初は牧野嘉兵衛から池田三吉（谷町
代官所⼿代）への問い合わせであった
が，時間を要したためか，これに対す
る回答は岡田⼤八から牧野専左衛門に
なされている．

三十七 ⼤坂町奉□（⾏）所掛り光雲寺貸銀滞先訴相済候段届出候付，
質物銀滞⽇限済方申付置候分，貸物取渡并売掛ケ出⼊願掛ケ
等為請候段，⼤坂町奉⾏所江申立候書取

天保 （ 年（（（（（）閏 （ ⽉ 発給者牧野嘉蔵（⼤津代官所⼤坂詰⼿
代）．

三十八 質物利足請取方之儀ニ付，⼤坂町奉⾏国触 天明 （ 年（（（（（）（（⽉ 発給者⼩田切直年（⼤坂東町奉⾏）・佐
野政親（⼤坂西町奉⾏）．

三十九 貸物損料之儀ニ付，⼤坂・堺奉⾏国触 寛政（（年（（（11） （ ⽉ 発給者⼤坂町奉⾏，堺奉⾏．
四十 泉州村々質商売之もの共質物取候節，請⼈有無通ひ，又者質

札等之儀ニ付，堺奉⾏与⼒ゟ問合ニ付，⼤坂詰ゟ之返書
享和元年（（（1（） （ ⽉ 伊藤吉左衛門（堺奉⾏所

与⼒）
辻村⼆郎左衛門（堺奉⾏
所与⼒）

牧野嘉兵衛（⼤津代官所
⼤坂詰⼿代）

四十⼀ ⼤坂市中并在方質屋共質取方之儀ニ付，町奉⾏江問合書 ⽂化 （ 年（（（（（） （ ⽉ 石原庄三郎（⼤津代官） 平賀貞愛（⼤坂西町奉⾏）
四十⼆ ⼤坂市中并在方質屋共質物請戻方限⽇之儀ニ付，町奉⾏ゟ達 ⽂化（1年（（（（（）（1⽉ 発給者⼤坂町奉⾏．
四十三 播州十六郡村々質屋・古⼿屋・古道具屋渡世之者株式取極之

儀，村々難渋申立候儀ニ付，⼤坂⼆分申合，⼤坂奉⾏所江申
立候⼀件

⽂政 （ 年（（（（（）閏 （ ⽉ 石原清左衛門（⼤津代官）・岸本武太夫
（鈴⽊町代官）・辻六郎左衛門（谷町代
官）が⼤坂町奉⾏所に申し立て．

天保 （ 年（（（（（） （ ⽉ 石原清左衛門（⼤津代官）・添田⼀郎次
（谷町代官）・根本善左衛門（鈴⽊町代
官）が⼤坂町奉⾏所に申し立て．

天保 （ 年（（（（（） （ ⽉ 矢部定謙（⼤坂西町奉⾏）が吉田勝右
衛門（⼤坂西町奉⾏所与⼒）を通して
谷町代官所与⼒に返答．

（四十四） 天保（（年（（（（（） （ ⽉ 天保（（年 （ ⽉江戸町触の写し．

注：「⼤坂公事方問合伺留」に同様の記事がある場合には，安竹・上山による資料紹介の⾴数を示した（安 竹貴彦・上山卓也「「⼤坂公事方問合伺留」―⼤坂町奉⾏所関係⽂書―（⼆　其之壱）」『法学雑誌』第（（巻第 （
号，（11（年，（（（-（（1⾴）．⼤坂町奉⾏，代官の名前の特定については，�児玉幸多監修・今井尭編『⽇本
西沢淳男編『江戸幕府代官履歴辞典』（岩田書院，（11（年），⼩倉宗『江戸幕府上方⽀配機構の研究』（塙
年）を参照した．

史総覧　第 （ 巻　近世 （ 』（新⼈物往来社，（（（（年），西沢淳男『幕領陣屋と代官⽀配』（岩田書院，（（（（年），
書房，（1（（年），村上直・和泉清司・佐藤孝之・西沢淳男編『徳川幕府全代官⼈名辞典』（東京堂出版，（1（（
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翻
刻〔

翻
刻
原
本
　
公
益
財
団
法
人
三
井
文
庫
所
蔵
Ｈ
二
二
一
―
一
一
六
〕

　
　
　

壱
　
　
　
一
、
大
津
町
支
配
被
仰
付
候
付
、
京
都
町
奉
行
所
江
諸
出
入

吟
味
物
江
州
取
計
方
問
合
書

弐
　
　
　
一
、
江
戸
表
ニ
而
延
享
元
子
年
以
来
之
金
銀
出
入
不
取
上
儀

ニ
付
、
御
書
付
之
趣
山
城
国
中
江
京
都
町
奉
行
所
ゟ
之
触

書

三
　
　
　
一
、
右
ニ
付
、
御
勘
定
奉
行
根
岸
肥
前
守
殿
ゟ
之
惣
廻
状

四
　
　
　
一
、
上
方
筋
貸
附
金
銀
出
入
取
計
方
之
儀
御
尋
ニ
付
、
小
堀

縫
殿
外
四
人
申
上
書

五
　
　
　
一
、
借
金
銀
并
質
地
小
作
等
之
儀
ニ
付
、
奈
良
奉
行
江
大
屋

四
郎
兵
衛
問
合
書

六
　
　
　
一
、
大
和
国
借
金
銀
出
入
取
計
方
、
奈
良
奉
行
江
木
村
宗
右

衛
門
問
合
書
并
済
方
日
限

七
　
　
　
一
、
大
坂
支
配
国
公
事
出
入
取
計
方
、
万
年
七
郎
右
衛
門
ゟ

大
坂
町
奉
行
江
懸
合
挨
拶
之
趣

八
　
　
　
一
、
大
坂
吟
味
物
御
改
正
以
前
留
書
書
抜

九
　
　
　
一
、
家
質
并
質
地
証
文
取
計
方
、
大
坂
町
奉
行
所
江
大
屋
四

郎
兵
衛
問
合
書

十
　
　
　
一
、
摂
州
名
塩
村
之
も
の
紙
漉
船
株
質
入
ニ
い
た
し
候
儀
ニ

付
、
大
坂
町
奉
行
所
組
与
力
心
得
与
尋
之
趣
答
書

十
一
　
　
一
、
女
房
連
印
証
文
取
計
方
之
儀
、
大
坂
町
奉
行
江
大
屋
四

郎
兵
衛
問
合
書

十
二
　
　
一
、
百
姓
・
町
人
・
垣
外
之
も
の
連
印
証
文
取
計
方
、
右
同

断

十
三
　
　
一
、
借
金
銀
出
入
身
代
限
申
付
候
節
、
妻
子
之
諸
色
田
畑
家

屋
敷
質
物
書
入
証
文
取
計
方
之
儀
、
右
同
断

十
四
　
　
一
、
家
質
証
文
上
借
之
儀
ニ
付
取
計
方
、
右
同
断

十
五
　
　
一
、
借
金
銀
出
入
訴
状
請
候
前
後
欠
落
い
た
し
候
も
の
之
儀

ニ
付
、
右
同
断

十
六
　
　
一
、
借
金
銀
出
入
願
出
日
延
等
申
立
候
節
、
対
決
迄
之
利
銀

差
加
、
裁
許
可
申
付
哉
之
段
、
右
同
断

十
七
　
　
一
、
身
代
限
余
銀
後
訴
之
も
の
江
可
相
渡
哉
之
旨
、
右
同
断

十
八
　
　
一
、
摂
州
生
瀬
村
欠
落
庄
屋
太
兵
衛
跡
諸
借
金
銀
取
計
方
、

伺
書

十
九
　
　
一
、
借
金
銀
出
入
済
方
之
儀
ニ
付
、
大
坂
組
与
力
江
問
合
答

廿
　
　
　
一
、
借
金
銀
、
其
外
切
金
渡
高
之
儀
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行
江

大
屋
四
郎
兵
衛
問
合
書
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廿
一
　
　
一
、
借
金
銀
出
入
請
候
も
の
貸
物
出
入
請
、
身
代
限
申
付
候

節
、
貸
物
無
之
節
、
右
同
断

廿
二
　
　
一
、
宮
門
跡
方
并
寺
院
等
之
名
目
銀
滞
及
出
訴
候
節
之
取
計

方
、
大
坂
町
奉
行
ゟ
之
達
書

廿
三
　
　
一
、
名
目
銀
家
明
借
金
銀
出
入
相
混
候
節
、
済
方
之
儀
ニ
付
、

大
坂
町
奉
行
江
大
屋
四
郎
兵
衛
問
合
書

廿
四
　
　
一
、
証
文
銀
済
方
之
節
、
利
銀
歩
通
之
儀
ニ
付
、
大
坂
東
目

安
方
与
力
江
問
合

廿
五
　
　
一
、
書
損
有
之
質
物
証
文
之
儀
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行
所
江
問

合
書

廿
六
　
　
一
、
叔
母
名
印
之
証
文
を
以
、
金
銀
出
入
願
出
候
儀
ニ
付
、

右
同
断

廿
七
　
　
一
、
大
坂
町
奉
行
ニ
而
預
銀
出
入
請
居
候
百
姓
貸
物
出
入
有

之
候
付
取
計
方
、
右
同
断

廿
八
　
　
一
、
地
主
直
支
配
之
新
田
質
物
証
文
、
新
田
支
配
人
有
無
、

御
年
貢
不
納
ニ
付
、
地
主
咎
方
組
合
定
有
之
、
相
互
ニ
村

役
兼
勤
候
哉
之
段
、
大
坂
町
奉
行
ゟ
尋
之
趣
答

廿
九
　
　
一
、
家
質
証
文
ニ
利
足
定
有
之
質
地
相
立
候
哉
、
否
大
坂
町

奉
行
江
問
合
書

三
十
　
　
一
、
大
坂
三
郷
続
村
々
借
金
銀
出
入
滞
高
之
儀
、
東
目
安
方

与
力
江
問
合
書

三
十
一
　
一
、
家
　
猪

（
マ
マ
）

飼
野
村
安
兵
衛
所
持
之
家
屋
敷
等
大
坂
玉
造
播

广（磨
）屋

こ
ま
方
江
質
物
ニ
取
置
候
付
、
大
坂
町
奉
行
ゟ
添
翰

ニ
而
願
出
候
一
件

三
十
二
　
一
、
家
賃
銀
滞
家
明
出
入
済
方
之
儀
、
大
坂
町
奉
行
江
問
合

書

三
十
三
　
一
、
貸
蒲
団
其
外
損
料
并
貸
物
滞
願
出
候
節
、
年
月
限
等
之

儀
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行
江
問
合
書

三
十
四
　
一
、
摂
河
播
州
村
々
買
預
米
等
願
出
候
節
、
呼
出
差
日
并
対

決
之
上
済
方
等
之
儀
、
右
同
断

三
十
五
　
一
、
穢
多
江
相
掛
り
候
借
金
銀
出
入
身
代
限
申
付
咎
之
儀
、

右
同
断

三
十
六
　
一
、
借
金
銀
出
入
切
金
申
付
方
之
儀
嶋
田
帯
刀
手
代
江
大
坂

詰
ゟ
問
合
往
（
応
）答

三
十
七
　
一
、
大
坂
町
奉
□
（
行
）所
掛
り
光
雲
寺
貸
銀
滞
先
訴
相
済
候
段
届

出
候
付
、
質
物
銀
滞
日
限
済
方
申
付
置
候
分
、
貸
物
取
渡

并
売
掛
ケ
出
入
願
掛
ケ
等
為
請
候
段
、
大
坂
町
奉
行
所
江

申
立
候
書
取

三
十
八
　
一
、
質
物
利
足
請
取
方
之
儀
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行
国
触

三
十
九
　
一
、
貸
物
損
料
之
儀
ニ
付
、
大
坂
・
堺
奉
行
国
触

四
十
　
　
一
、
泉
州
村
々
質
商
売
之
も
の
共
質
物
取
候
節
、
請
人
有
無

通
ひ
、
又
者
質
札
等
之
儀
ニ
付
、
堺
奉
行
与
力
ゟ
問
合
ニ

付
、
大
坂
詰
ゟ
之
返
書

四
十
一
　
一
、
大
坂
市
中
并
在
方
質
屋
共
質
取
方
之
儀
ニ
付
、
町
奉
行
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江
問
合
書

四
十
二
　
一
、
大
坂
市
中
并
在
方
質
屋
共
質
物
請
戻
方
限
日
之
儀
ニ
付
、

町
奉
行
ゟ
達

四
十
三
　
一
、
播
州
十
六
郡
村
々
質
屋
・
古
手
屋
・
古
道
具
屋
渡
世
之

者
株
式
取
極
之
儀
、
村
々
難
渋
申
立
候
儀
ニ
付
、
大
坂
二

分
申
合
、
大
坂
奉
行
所
江
申
立
候
一
件

�　�

大
津
町
支
配
被
仰
付
候
付
、
京
都
町
奉
行
所
江
諸
出
入
吟
味
物
取
計

方
問
合
書
、
江
州
取
計
方

壱
　
　
　
　
江
州
御
代
官
所
諸
出
入
取
計
方
大
意

一
、
町
方
貸
附
金
銀
滞
訴
出
候
節
、
日
限
り
定
法

　
　
　
金
銀
何
程
ゟ
何
程
迄
　
　
　
　
　
幾

最
初
申
付
候
日
切

日
限

　
　
　
金
銀
何
程
ゟ
何
程
迄
　
　
　

同
断

　
　
幾
日
限

　
　
　
金
銀
何
程
ゟ
何
程
迄
　
　
　

同
断

　
　
幾
日
限

但
、
金
銀
高
何
程
ゟ
何
程
迄
者
最
初
日
限
り
幾
日
限
申
付
、

相
滞
候
得
者
、
追
々
切
金
ニ
申
付
候
、
日
数
其
上
相
滞
候
得

者
、
咎
等
申
付
、
尤
咎
申
付
候
上
、
日
限
申
付
方
之
儀
、
其

上
ニ
而
相
滞
候
節
、
取
計
方
之
儀

　
　
付
札　

　
金
五
拾
両

一
、
　
　
　
　
　
　
　
以
下
者
　
　
三
十
日
切

　
　
銀
三
貫
目

　
　
金
五
拾
両

一
、
　
　
　
　
　
　
　
以
上
者
　
　
六
十
日
切

　
　
銀
三
貫
目

　
　
金
百
両

一
、
　
　
　
　
　
　
　
以
上
者
　
　
百
日
切

　
　
銀
六
貫
目

　
　
金
百
六
拾
両
余

一
、
　
　
　
　
　
　
　
以
上
者
　
　
百
五
十
日
切

　
　
銀
拾
貫
目

　
　
金
五
百
両

一
、
　
　
　
　
　
　
　
以
上
者
　
　
弐
百
日
切

　
　
銀
三
拾
貫
目

　
　
金
八
百
三
拾
両
余

一
、
　
　
　
　
　
　
　
以
上
者
　
　
三
百
日
切

　
　
銀
五
拾
貫
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
初
右
之
通
申
付
、
不
相
済
候
得
者
、
十
分
一
内
上
ケ
、
其

後
十
分
一
弐
ツ
ニ
割
申
付
、
様
子
ニ
寄
、
六
、
七
ヶ
度
目
手

鎖

一
、
家
屋
敷
其
外
何
ニ
而
茂
引
当
ニ
書
入
借
用
い
た
し
候
金
銀
滞
訴
出

候
節
、
日
限
り
定
法

但
、
金
銀
高
何
程
ゟ
何
程
迄
最
初
日
限
申
付
方
、
其
外
前
ヶ

条
同
断
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家
質
会
所
貸
附
銀
十
日
切
、
七
日
限
、
五
日
限
追
々
申
付
、

凡
六
十
日
余
ニ
相
成
候
而
茂
不
相
済
候
得
者
、
手
鎖

一
、
売
掛
金
銀
銭
滞
訴
出
候
節
、
日
限
定
法

但
、
前
同
断

初
ヶ
条
附
札
ニ
同
断

一
、
両
替
屋
差
引
金
銀
滞
訴
出
候
節
、
日
切
定
法

但
、
段
々
日
切
等
申
付
、
相
滞
、
手
鎖
申
付
候
上
、
日
限
申

付

　
　
　
　
方
之
儀
、
其
上
相
滞
候
節
、
取
計
方
之
儀

両
替
通
ひ
帳
を
以
当
座
取
引
之
金
銀
相
滞
候
得
者
、
廿
日
限

一
、
手
代
引
負
之
儀
、
願
出
候
節
者

但
、
対
決
之
上
、
引
負
相
違
無
之
上
者
、
其
も
の
手
鎖
親
請

人
江
預
ケ
候
上
、
日
限
申
付
候
上
ニ
而
も
相
滞
候
節
、
取
計

方

手
代
手
鎖
廿
日
限
、
其
後
済
方
初
ヶ
条
付
札
ニ
同
断

一
、
奉
公
人
取
銀
之
儀
、
願
出
候
節
者

但
、
日
限
り
等
申
付
、
不
相
済
上
者
、
親
判
手
鎖
ニ
而
日
限

申
付
、
其
上
不
埒
ニ
候
得
者
、
請
人
も
咎
手
鎖
申
付
候
上
ニ

而
茂
相
滞
候
節
、
取
計
方
之
儀

廿
日
切
三
ツ
程
ニ
而
お
も
判
手
鎖
、
夫
ゟ
追
々
十
日
切
申
付
、

不
相
済
候
得
者
、
親
身
代
限
、
請
人
手
錠

一
、
都
而
金
銀
銭
米
相
滞
候
旨
訴
出
候
而
茂
、
員
数
少
候
付
、
取
上
不

申
高

　
　
　
　
金
何
程
以
下

　
　
　
　
銀
何
程
以
下

　
　
　
　
銭
何
程
以
下

　
　
　
　
米
何
程
以
下

金
弐
分
、
銀
三
拾
目
以
下
相
対
次
第
、
銭
之
儀
者
小
貸
会
所

之
外
不
及
頓
着
候
、
米
高
之
儀
者
例
相
見
不
申
候
事

一
、
田
畑
山
林
書
入
金
銀
滞
訴
出
候
節
、
日
限
申
付
取
計
方
之
儀
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証
文
其
外
出
入
之
様
子
吟
味
次
第
ニ
而
済
方
申
付
候
事

一
、
借
金
銀
返
済
相
滞
、
身
代
限
ニ
申
付
候
節
、
取
計
方
之
儀

借
金
銀
返
済
相
滞
候
迚
、
一
ト
通
ニ
而
身
上
限
申
付
候
儀
先

ツ
ハ
無
之
、
当
人
ゟ
願
出
候
得
者
、
其
様
子
次
第
ニ
而
取
計

候
事

一
、
都
而
借
金
銀
滞
訴
出
候
節
、
何
年
以
来
之
分
取
上
、
通
例
日
限
り

等
申
付
候
儀
ニ
御
座
候
哉

享
保
元
申
年
以
前
不
取
上
候
事

一
、
金
銀
滞
訴
之
儀
、
先
訴
有
之
者
ニ
而
茂
、
外
ゟ
目
安
付
候
得
者
、

取
上
候
儀
ニ
候
哉
之
事

先
訴
ニ
無
構
取
上
候
事

一
、
合
力
願
候
節
、
取
計
方
之
儀

其
仕
儀
次
第
取
計
候
事

一
、
衣
類
諸
道
具
其
外
品
々
貸
物
滞
訴
出
候
節
、
日
限
申
付
方
并
落
着

迄
始
終
取
計
方
之
儀

貸
物
滞
廿
日
限
、
其
後
内
上
ケ
申
付
、
残
廿
日
切
、
右
内
上

ケ
六
、
七
ヶ
度
不
渡
候
得
者
、
手
錠

一
、
都
而
問
屋
も
の
滞
願
出
候
節
者
、
初
日
限
、
并
追
訴
申
出
候
節
、

取
計
方
之
儀

問
屋
も
の
滞
廿
日
切
追
々
申
付
、
又
者
廿
日
切
之
以
後
初
ヶ

条
同
様
ニ
日
限
申
付
候
口
々
茂
有
之
候
事

一
、
傾
城
町
并
茶
屋
株
御
免
之
場
所
よ
り
酒
肴
代
等
滞
銀
願
出
候
節
、

取
計
方
之
儀

初
ヶ
条
附
札
ニ
同
断

　�

右
之
通
御
問
合
申
上
候
、
御
役
所
ニ
而
御
取
計
方
之
儀
被
仰
下
候
様

仕
度
此
段
申
上
候
、
以
上
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安
永
二

　
　
　
巳
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
清
左
衛
門

�　�

江
戸
表
ニ
而
延
享
元
子
年
以
来
之
金
銀
出
入
不
取
上
儀
ニ
付
、
御
書

付
之
趣
山
城
国
中
江
京
都
町
奉
行
所
よ
り
之
触
書

弐
　
　
　
　
覚

一
、
延
享
元
酉
年
以
来
之
金
銀
出
入
、
奉
行
所
ニ
而
取
上
候
儀
、
同
三

寅
年
相
達
候
以
来
、
已
ニ
五
十
年
余
追
々
金
銀
出
入
数
多
成
行
候
、

元
来
人
々
相
対
之
上
之
借
貸
ニ
候
得
者
、
取
上
裁
許
ニ
茂
不
及
事
ニ

候
間
、
是
迄
之
分
裁
許
者
不
申
付
、
自
今
出
訴
之
分
吟
味
之
上
、
取

上
夫
々
可
申
付
候
、
尤
買
掛
り
・
諸
職
人
作
料
・
手
間
賃
等
ニ
至
迄

同
断
之
事

　
　
　
　�

但
、
只
今
迄
取
上
裁
許
日
限
等
申
付
置
候
分
も
、
済
方
向
後

ハ
奉
行
所
ニ
而
取
扱
致
間
敷
候

一
、
金
銀
借
貸
之
儀
者
、
年
古
キ
儀
ニ
而
も
相
互
ニ
実
意
を
以
之
応
対

ニ
候
得
者
、
容
易
ニ
出
訴
裁
許
請
候
ニ
も
不
及
事
ニ
而
候
処
、
返
済

方
も
貸
方
ゟ
不
実
意
ゟ
多
ハ
猥
ニ
出
訴
ニ
お
よ
ひ
、
風
俗
不
宜
候
、

此
度
裁
許
之
限
相
改
候
而
も
、
只
今
迄
之
借
金
銀
棄
捐
ニ
可
致
な
と

心
得
候
者
、
尤
不
埒
之
次
第
ニ
而
候
、
又
欲
心
を
以
事
を
企
、
及
出

入
、
或
者
全
利
徳
ニ
而
已
拘
り
不
埒
成
出
訴
之
類
者
、
吟
味
之
上
、

夫
々
急
度
咎
可
申
付
事

一
、
以
来
済
方
可
申
付
分
、
申
合
之
金
高
致
不
足
、
毎
度
不
束
ニ
候

ハ
ヽ
、
糺
之
上
、
急
度
可
及
沙
汰
事

　
　
以
上

　
　
寛
政
九

　
　
　
巳
九
月

　�

右
之
通
於
江
戸
表
者
取
捌
之
儀
御
改
有
之
候
間
、
心
得
迄
ニ
此
旨
山

城
国
中
江
可
相
触
も
の
也

　
　
　
巳
十
月

�

右
奥
書
之
通
京
町
中
相
触
候
付
、
為
心
得
可
相
達
旨
、
町
奉
行
三
浦

伊
勢
守
被
申
候
趣
ニ
而
、
千
賀
与
三
右
衛
門
相
達
候
旨
、
京
都
詰
森

本
権
蔵
ゟ
十
月
十
六
日
差
越

三�

今
般
御
触
有
之
候
奉
行
所
ニ
而
取
扱
申
間
敷
旨
之
借
金
銀
并
買
掛

り
・
諸
職
人
作
料
・
手
間
賃
滞
之
儀
、
当
巳
（
寛
政
九
年
）

八
月
晦
日
迄
之
借
貸
者
、

済
方
願
出
候
共
不
取
上
、
九
月
朔
日
ゟ
之
借
貸
者
取
上
、
吟
味
之
上
、

済
方
申
付
候
事
ニ
候
、
且
　
公
儀
御
貸
附
金
者
勿
論
、
道
中
宿
方
助

成
金
、
其
外
御
手
当
貸
附
金
者
別
段
之
事
ニ
有
之
、
且
地
代
・
店

賃
・
家
賃
、
又
者
船
床
・
髪
結
床
書
入
、
奉
公
人
給
金
、
質
地
并
買

預
ケ
米
、
或
者
慥
成
質
物
を
以
金
銀
借
候
類
、
為
替
金
等
之
滞
願
出

候
趣
者
、
御
触
以
前
之
分
ニ
而
茂
取
上
、
吟
味
之
上
、
済
方
可
申
付
、

右
之
内
、
質
地
之
儀
者
、
吟
味
之
上
、
質
地
ニ
難
立
、
借
金
ニ
准
し
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候
分
者
、
済
方
之
不
及
沙
汰
、
相
対
ニ
而
可
済
旨
申
渡
候
間
、
各
役

所
江
済
方
願
出
候
分
も
、
右
之
趣
ニ
相
心
得
、
何
れ
ニ
茂
相
対
之
借

貸
并
買
懸
・
諸
職
人
作
料
・
手
間
賃
之
外
ニ
候
ハ
ヽ
、
其
度
々
相
伺

差
図
請
可
被
取
計
候

一
、
唯
今
迄
評
定
所
并
奉
行
所
手
限
ニ
而
切
金
申
付
、
支
配
役
所
ニ
而

月
々
取
遣
為
致
置
候
分
有
之
候
ハ
ヽ
、
御
触
之
趣
申
聞
、
以
来
奉
行

所
ニ
而
不
取
扱
間
、
相
対
之
上
、
無
如
才
済
方
可
致
旨
、
相
手
方
江

申
渡
、
訴
訟
方
江
も
右
之
趣
申
聞
、
其
段
可
被
相
届
候

右
之
通
申
達
候
間
、
廻
状
早
々
順
達
い
た
し
、
承
知
之
趣
相
糺
、
留
り

ゟ
自
分
方
江
可
被
相
返
候
、
以
上

　
　
寛
政
九

　
　
　
巳
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
（
根
岸
鎮
衛
、勘
定
奉
行
）

　
肥
前
守
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
廻
状

�

四
　
　
　
　�

上
方
筋
貸
金
銀
出
入
取
計
方
之
儀
、
御
尋
ニ
付
、
申
上
候

書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
堀
縫
殿

（
京
都
二
条
代
官
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
宗
右
衛
門
　

（
京
都
大
仏
前
鞘
町
代
官
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貸
金
銀
出
入
取
計
方
之
儀
、
延
享
三
寅
年
御
触
、
延
享
元
子

年
以
前
之
分
者
御
裁
許
御
取
上
無
之
、
其
後
上
方
筋
貸
金
銀

出
入
之
分
如
何
取
計
候
哉
、
尤
京
・
大
坂
町
奉
行
所
之
取
計

ニ
准
候
哉
、
又
者
江
戸
表
江
伺
候
分
も
有
之
候
哉

右
之
趣
早
々
可
申
上
旨
被
仰
渡
候
ニ
付
、
左
ニ
申
上
候

一
、
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
国
御
料
所
村
々
貸
金
銀
出
入
之
儀
者
、

都
而
大
坂
町
奉
行
所
取
計
ニ
准
、
延
享
元
子
年
以
来
之
儀
ニ
者
不
抱
（
拘
）、

貸
附
候
年
よ
り
十
ヶ
年
内
之
出
訴
ニ
候
得
者
、
取
上
落
着
申
渡
、
十

ヶ
年
過
候
分
者
、
取
上
不
申
仕
来
ニ
御
座
候

一
、
山
城
・
大
和
・
丹
波
・
近
江
国
御
料
所
村
々
貸
金
銀
出
入
之
儀
者
、

都
而
京
都
町
奉
行
所
取
計
ニ
准
、
享
保
元
申
年
以
来
之
儀
者
、
取
上

落
着
申
渡
候
仕
来
ニ
御
座
候

但
、
宗
右
衛
門
支
配
所
之
儀
者
、
河
内
・
和
泉
国
村
々
者
牧
（
常
陸
笠野

備間潘
主
）
後
守
上
知
、
大
和
国
村
々
之
儀
者
織
（
大
和
芝
村
潘
主
）

田
豊
前
守
御
預
所
ゟ
御

代
官
所
ニ
被
仰
付
候
付
、
貸
金
銀
出
入
取
計
方
申
送
り
等
無
御

座
候
間
、
去
々
卯
（
寛
政
七
年
）

年
八
月
中
其
支
配
国
町
奉
行
所
取
計
ニ
准
し

取
計
度
旨
伺
書
差
出
有
之
、
今
以
御
下
知
相
済
不
申
候
、
然
ル

処
当
三
月
支
配
所
河
内
国
石
川
郡
富
田
林
村
借
銀
出
入
不
相
済

ニ
付
、
大
坂
町
奉
行
所
ニ
准
し
取
計
度
旨
奉
伺
、
尤
以
来
共
河

内
国
支
配
所
之
分
者
、
同
所
町
奉
行
所
ニ
准
し
、
其
時
々
不
及

伺
取
計
度
段
伺
書
差
出
候
処
、
一
体
支
配
向
借
金
銀
出
入
之
儀

ニ
付
、
追
而
御
評
儀
（
議
）之

上
、
御
沙
汰
も
可
有
之
間
、
先
ツ
夫
迄

者
大
坂
町
奉
行
所
仕
来
ニ
准
し
取
計
候
様
、
当
五
月
被
仰
渡
候

　
角
倉
一
学
　

（
京
都
二
条
河
原
町
代
官
）
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間
、
其
以
来
不
及
伺
、
河
内
国
支
配
所
之
分
者
、
大
坂
町
奉
行

所
取
計
ニ
准
し
落
着
申
渡
候
、
和
泉
・
大
和
国
支
配
所
之
分
者
、

出
入
不
相
済
候
得
者
、
其
時
々
伺
取
計
罷
在
候

右
之
通
上
方
八
ヶ
国
御
料
所
村
々
之
内
、
縫
殿
・
庄
三
郎
・
一
学
支

配
所
之
分
者
、
京
・
大
坂
町
奉
行
所
取
計
ニ
准
、
銘
々
役
所
手
限
ニ

而
取
計
候
仕
来
ニ
御
座
候
、
尤
難
相
分
儀
御
座
候
節
者
、
夫
々
町
奉

行
所
江
問
合
取
計
、
自
然
差
支
之
儀
御
座
候
歟
、
又
者
難
決
子
細
も

御
座
候
分
者
、
江
戸
表
江
伺
之
上
、
取
計
候
積
兼
而
相
心
得
罷
在
、

宗
右
衛
門
支
配
所
之
儀
者
、
取
計
方
当
時
伺
中
ニ
御
座
候
、
依
之
此

段
申
上
候
、
以
上

　
　
寛
政
九

　
　
　
巳
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小

堀

縫

殿
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
宗
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
角

倉

一

学
印

　
右
之
通
申
上
書
差
出
候
処
、
上
方
八
ヶ
国
之
儀
者
、
是
迄
之
通
相
心

得
取
計
可
申
旨

�

五　

借
金
銀
并
質
地
小
作
等
之
儀
ニ
付
、
奈
良
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
（
谷
町
代
官
）

屋
四
郎
兵
衛
問
合
書

�

一
、
借
金
銀
・
売
掛
等
相
滞
候
段
訴
出
候
節
、
十
ヶ
年
之
内
、
訴
出
候

得
者
、
御
取
上
御
裁
許
有
之
、
十
ヶ
年
過
訴
出
候
得
者
、
御
取
上
無

之
相
対
次
第
ニ
被
　
仰
付
候
哉

　
　
付
札享

保
元
年
以
前
之
借
金
銀
出
入
者
、
取
上
不
申
候
仕
来
ニ
御

座
候

一
、
右
同
断
相
滞
候
分
十
ヶ
年
過
候
而
も
、
右
年
数
之
内
、
取
引
い
た

し
候
得
者
、
金
銀
取
引
い
た
し
候
年
よ
り
十
ヶ
年
内
、
訴
出
候
得
者
、

御
取
上
御
裁
許
有
之
候
哉

享
保
元
年
以
来
之
借
金
銀
年
数
経
候
共
、
願
之
品
ニ
寄
、
取

上
候

一
、
庄
屋
役
判
無
之
質
地
証
文
者
、
借
金
銀
ニ
准
、
御
取
捌
御
座
候
哉

庄
屋
役
判
無
之
質
地
証
文
之
分
者
、
吟
味
之
上
、
借
金
銀
出

入
之
済
方
ニ
申
付
候

一
、
庄
屋
役
判
も
有
之
、
其
外
字
・
位
・
反
別
・
年
季
・
小
作
証
文
等

有
之
宜
質
地
証
文
之
分
者
、
年
季
明
候
得
者
、
地
所
為
相
渡
候
哉
、

証
文
宜
候
共
、
借
金
銀
同
様
御
取
捌
御
座
候
哉
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庄
屋
役
判
も
有
之
質
地
証
文
之
分
ハ
、
吟
味
之
上
、
相
違
於

無
之
者
、
質
地
相
渡
候
共
、
又
者
銀
子
ニ
而
成
共
、
相
済
候

様
日
限
を
以
済
方
申
付
候
儀
ニ
御
座
候

一
、
田
畑
山
林
売
渡
候
得
共
、
地
所
不
相
渡
旨
訴
出
候
節
者
、
永
代
売

御
停
止
之
儀
ニ
付
、
御
吟
味
之
上
、
御
仕
置
等
被
仰
付
候
哉
、
又
者

売
渡
証
文
ニ
御
座
候
得
ハ
、
地
所
為
相
渡
候
儀
ニ
御
座
候
哉

田
畑
山
林
滞
、
永
代
売
ハ
取
上
不
申
候
、
双
方
共
咎
申
付
候
、

年
季
売
渡
証
文
ニ
候
得
者
、
前
ヶ
条
之
通
申
付
候

一
、
小
作
滞
之
儀
其
年
之
分
相
滞
候
段
訴
出
候
節
、
五
日
限
、
十
日
限

与
両
度
も
済
方
申
付
、
不
相
済
候
得
ハ
、
手
鎖
申
付
、
其
上
ニ
も
不

相
済
候
ハ
ヽ
、
身
上
限
等
被
仰
付
候
哉

一
、
去
々
年
分
小
作
滞
之
儀
者
相
対
ニ
而
、
中
壱
ヶ
年
延
置
候
付
、
借

金
銀
之
通
御
取
捌
御
座
候
哉

此
弐
ヶ
条
初
年
、
積
年
ニ
不
拘
、
滞
之
分
廿
日
限
ゟ
段
々
日

限
申
付
、
五
日
切
滞
候
ハ
ヽ
、
手
鎖
申
付
、
身
上
限
ニ
者
不

申
付
候

一
、
奉
公
人
給
金
返
済
相
滞
候
旨
訴
出
候
節
者
、
早
々
相
済
候
様
申
付

候
、
実
々
相
滞
候
ハ
ヽ
、
手
鎖
申
付
、
身
上
限
等
被
仰
付
候
哉

奉
公
人
預
ケ
給
銀
滞
者
、
三
十
日
限
ゟ
十
日
限
迄
申
付
、
不

相
済
候
ハ
ヽ
、
壱
歩
通
申
付
候

一
、
人
代
延
引
之
旨
願
出
候
節
、
早
々
人
代
立
候
様
申
渡
、
相
滞
候

ハ
ヽ
、
給
銀
為
相
済
、
是
又
滞
候
ハ
ヽ
、
身
上
限
等
被
仰
付
候
哉

御
書
面
之
通
申
渡
、
人
代
り
不
相
立
候
ハ
ヽ
、
右
同
様
申
付

候

一
、
奉
公
人
を
相
手
取
、
借
金
銀
出
入
者
、
御
取
上
無
之
候
哉

此
願
取
上
候

一
、
講
銀
・
頼
母
子
銀
等
之
滞
願
者
、
仲
間
事
ニ
准
、
御
取
上
無
之
候

哉
、
併
預
証
文
ニ
直
、
仲
間
事
ニ
准
候
文
言
無
之
分
者
、
相
手
方
講

銀
之
由
申
立
候
共
、
借
金
銀
同
様
御
取
捌
御
座
候
哉

講
銀
・
頼
母
子
銀
滞
願
者
、
不
取
上
候
、
証
文
銀
滞
之
儀
願
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出
、
相
手
方
講
銀
之
由
申
立
候
共
、
証
文
ニ
講
銀
・
頼
母
子

銀
之
訳
無
之
候
ハ
ヽ
、
吟
味
之
上
、
借
金
銀
同
様
取
捌
申
候

一
、
堂
上
方
・
御
門
主
方
家
来
ゟ
添
状
を
以
願
出
候
類
、
相
手
方
一
ト

通
相
糺
、
不
相
済
節
者
、
拙
者
方
ニ
而
不
相
済
候
間
、
其
筋
江
被
差

出
候
様
及
挨
拶
可
然
候
哉

此
訳
御
書
面
之
通
候

一
、
寺
社
ゟ
百
姓
江
、
百
姓
ゟ
寺
社
江
懸
り
候
公
事
出
入
之
分
ハ
勿
論
、

寺
社
引
合
有
之
、
呼
出
、
不
相
糺
候
而
難
決
出
入
者
、
其
筋
江
願
出

候
様
申
渡
添
状
相
返
可
申
候
哉

右
同
断

　
右
之
通
御
取
捌
之
趣
御
附
札
を
以
被
仰
知
被
下
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
安
永
八

　
　
　
亥
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

�　

大
和
国
借
金
銀
出
入
取
計
方
、
木
村
宗
右
衛
門
ゟ
奈
良
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
合
書

六
　
　�

拙
者
御
代
官
所
大
和
国
村
々
公
事
出
入
、
其
御
奉
行
所
御
取
捌

方
ニ
准
、
取
計
来
候
処
、
未
心
得
取
計
方
も
御
座
候
間
、
御
問

合
左
ニ
申
上
候

�　
　
　
　
　
諸
願
呼
出
差
日
之
事

一
、
取
込
出
入
　
　
　
　
　
　
一
、
訴
人

一
、
不
審
願
　
　
　
　
　
　
　
一
、
打
擲
利
不
尽
出
入

一
、
喧
𠵅
（
嘩
）口

論
酒
狂
吟
味
願
　
一
、
御
普
請
差
障
出
入

一
、
密
通
出
入
　
　
　
　
　
　
一
、
不
孝
不
忠
不
敬
勘
当
願

一
、
家
明
出
入
　
　
　
　
　
　
一
、
手
附
銀
出
入

一
、
合
力
願
　
　
　
　
　
　
　
一
、
庄
屋
跡
役
出
入

一
、
跡
式
出
入
　
　
　
　
　
　
一
、
養
子
縁
縁
（
組
ヵ
）願

一
、
奉
公
人
給
金
出
入
　
　
　
一
、
貸
物
出
入

一
、
奉
公
人
引
戻
出
入
　
　
　
一
、
村
小
入
用
其
外
割
賦
滞
出
入

一
、
預
銀
出
入
　
　
　
　
　
　
一
、
売
掛
滞
出
入

一
、
小
作
滞
願
　
　
　
　
　
　
一
、
貸
賃
銭
出
入

一
、
質
地
証
文
銀
出
入
　
　
　
一
、
家
賃
銀
滞
出
入

右
出
入
御
呼
出
差
日
之
儀
、
御
用
日
幾
日
抜
、
又
者
即
日
御
呼
出
、

或
者
御
用
日
之
外
ニ
而
も
、
御
取
上
之
分
口
々
相
分
差
別
御
座
候

ハ
ヽ
、
御
附
紙
可
被
成
下
候

　
　
付
札
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一
、
訴
人

此
ヶ
条
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
不
審
願

　
一
、
打
擲
利
不
尽
出
入
　
　
　
一
、
御
普
請
差
障
出
入

　
一
、
密
通
出
入
　
　
　
　
　
　
一
、
不
孝
不
忠
不
敬
勘
当
願

右
之
類
者
、
間
日
ニ
而
も
取
上
候
、
其
余
者
訴
訟
日
ニ
為
差
出

候
得
共
、
手
延
ニ
難
致
訳
有
之
分
者
、
間
日
ニ
取
上
候

　
　
　
　
　
質
物
借
金
銀
売
掛
出
入
之
事

一
、
銀
高
何
程
ゟ
御
取
上
、
済
方
被
仰
付
候
哉
之
事

但
、
在
方
ゟ
町
方
江
掛
、
町
方
ゟ
在
方
江
掛
り
出
入
銀
高
ニ

而
御
取
上
之
差
別
御
座
候
哉
之
事

滞
銀
弐
拾
目
、
銭
弐
貫
文
以
下
者
、
取
上
不
申
候
、
乍
然
右

以
下
ニ
而
も
其
至
（
仕
）儀
ニ
寄
、
取
上
候
儀
も
有
之
候�

�

　
但
書
差
別
無
之
候

一
、
銀
高
何
拾
目
ゟ
何
貫
目
日
限
済
方
差
別
御
座
候
哉
、
委
細
ニ
御
附

紙
可
被
成
下
候

但
、
三
貫
目
ゟ
六
貫
目
迄
之
済
方
最
初
ゟ
落
着
迄
御
取
計
方

者
、
亡
父
宗
右
衛
門
勤
役
中
御
問
合
申
上
、
委
細
ニ
承
知
仕

罷
在
候

此
日
限
済
方
之
儀
者
、
別
紙
を
以
申
進
候

一
、
銀
高
六
貫
目
ゟ
何
貫
目
迄
、
何
貫
目
ゟ
何
百
貫
目
迄
日
限
済
方
差

別
御
座
候
哉
、
委
細
ニ
御
附
紙
可
被
成
下
候

一
、
運
上
冥
加
銀
上
納
仕
、
相
稼
候
酒
造
、
其
外
滞
代
銀
願
者
、
別
段

済
方
日
限
差
別
御
座
候
哉
、
委
細
ニ
御
附
紙
可
被
成
下
候

運
上
冥
加
銀
上
納
い
た
し
候
滞
銀
出
入
之
済
方
格
別
ニ
申
付

候
、
右
之
内
ニ
も
差
別
有
之
数
多
候
間
、
其
度
々
御
問
合
可

有
之
候

一
、
田
畑
質
物
証
文
ニ
何
月
迄
銀
子
返
済
可
致
旨
、
切
月
過
候
ハ
ヽ
、

名
前
切
替
質
地
可
相
渡
旨
、
証
文
ニ
認
、
庄
屋
・
年
寄
役
判
有
之
候

得
共
、
小
作
証
文
無
之
候
得
者
、
書
入
ニ
准
し
、
借
金
銀
同
様
御
取

捌
御
座
候
哉
之
事

一
、
庄
屋
・
年
寄
役
判
無
之
、
小
作
証
文
も
無
之
質
地
者
、
借
金
銀
同

様
御
取
捌
御
座
候
哉
之
事

一
、
証
文
も
宜
、
小
作
証
文
も
有
之
質
地
滞
出
入
者
、
対
決
之
上
、
銀

高
ニ
応
し
日
限
済
方
被
仰
付
、
不
相
済
候
得
者
、
質
地
相
渡
候
様
被

仰
付
候
哉
、
最
初
ゟ
落
着
迄
之
御
取
捌
方
御
附
札
可
被
成
下
候
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此
質
地
之
儀
、
銀
高
ニ
応
し
済
方
申
付
、
直
ニ
地
所
相
渡
候

之
様
申
付
候
儀
無
之
候

一
、
家
質
滞
訴
出
候
得
者
、
庄
屋
・
年
寄
・
五
人
組
加
判
も
有
之
宜
証

文
ニ
候
得
者
、
銀
高
ニ
応
し
済
方
被
仰
付
、
不
相
済
候
得
者
、
帳
面

被
仰
付
候
哉

但
、
証
文
ニ
役
割
（
判
ヵ
）無

之
候
得
者
、
借
金
銀
ニ
准
し
御
取
捌
御

座
候
哉
之
事

此
家
質
之
儀
者
、
銀
高
ニ
応
し
日
切
済
方
申
付
、
尤
家
引
渡

候
様
ニ
者
不
申
付
候

一
、
証
文
之
文
言
銀
高
何
程
之
内
、
壱
ヶ
年
何
程
宛
何
ヶ
年
賦
ニ
返
済

可
致
旨
認
有
之
、
右
年
賦
銀
弐
、
三
ヶ
年
滞
訴
出
候
得
者
、
其
滞
之

分
計
滞
銀
高
ニ
応
し
日
限
済
方
被
仰
付
候
哉
之
事

一
、
預
金
銀
・
売
懸
主
人
よ
り
下
人
、
或
者
親
類
縁
者
江
掛
り
候
出
入

者
、
相
対
次
第
被
仰
付
候
哉
、
左
候
得
者
何
々
之
続
迄
者
相
対
次
第

ニ
被
仰
付
候
哉
之
事

此
預
ケ
金
・
売
掛
無
差
別
取
上
候
、
乍
然
其
至
（
仕
）儀

ニ
寄
、
取

計
候
次
第
も
有
之
候

一
、
証
文
ニ
無
之
、
帳
面
ニ
附
置
候
売
掛
滞
銀
江
利
銀
相
掛
願
出
候
得

者
、
元
銀
計
り
済
方
被
仰
付
候
哉
之
事

相
手
方
ゟ
も
元
利
共
滞
相
違
無
之
旨
申
立
候
得
者
、
元
利
済

方
申
付
候

一
、
売
掛
滞
ニ
而
茂
証
文
ニ
直
候
分
者
、
元
利
共
済
方
被
仰
付
候
哉
之

事
一
、
証
文
ニ
無
之
、
附
込
帳
ニ
無
之
、
帳
面
ニ
記
置
候
迄
之
借
金
銀
出

入
御
取
上
御
座
候
哉
之
事

但
、
附
込
帳
ニ
記
し
有
之
、
相
手
方
覚
無
之
段
申
立
候
而
も
、

付
込
帳
紛
敷
儀
於
無
之
者
、
御
吟
味
之
上
、
済
方
被
仰
付
候

哉
之
事

此
自
分
扣
帳
面
ニ
記
置
候
迄
之
儀
ニ
而
も
、
相
違
無
之
旨
相

手
申
立
候
得
ハ
、
済
方
申
付
、
附
込
帳
ニ
而
茂
相
手
覚
無
之

旨
申
立
候
得
者
、
容
易
ニ
済
方
不
申
付
候

一
、
相
手
本
人
死
失
名
跡
無
之
ニ
付
、
証
文
請
人
相
手
取
願
出
候
得
者
、

請
人
江
本
人
同
様
済
方
被
仰
付
候
哉
之
事
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一
、
本
人
致
欠
落
候
得
共
、
証
文
之
文
言
ニ
不
抱
（
拘
）、

請
人
、
又
者
証
人

ニ
而
茂
其
も
の
江
済
方
被
仰
付
候
哉
之
事

一
、
欠
落
い
た
し
候
も
の
之
忰
、
又
者
跡
相
続
人
有
之
、
右
之
者
江
掛

り
欠
落
い
た
し
候
も
の
之
借
金
銀
・
売
掛
滞
願
出
候
得
者
、
御
取
上

済
方
被
仰
付
候
哉
之
事

一
、
目
安
請
候
も
の
欠
落
為
致
候
得
者
、
日
限
尋
被
仰
付
、
不
尋
出
候

得
者
、
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
之
事

但
、
相
残
候
品
有
之
節
者
、
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、
且
又

妻
子
相
残
置
候
ハ
ヽ
、
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
之
事

目
安
請
居
候
欠
落
人
行
衛
日
限
尋
申
付
、
六
ヶ
月
相
立
（
経
）候
上
、

永
尋
申
付
、
所
役
人
共
過
料
申
付
、
欠
落
人
所
持
之
品
者
欠

所
申
付
、
右
品
取
計
方
地
頭
差
図
次
第
可
致
旨
申
渡
候�

�

　
但
、
妻
子
并
所
持
之
品
と
も
構
無
之
候

一
、
苗
字
帯
刀
い
た
し
候
も
の
江
掛
り
候
借
金
銀
・
売
掛
滞
出
入
済
方

被
仰
付
候
御
取
計
方
差
別
御
座
候
哉
、
御
附
紙
可
被
成
下
候

済
方
日
限
者
差
別
無
之
候
、
不
相
済
期
ニ
至
り
済
方
ニ
差
別

有
之
候

一
、
米
相
場
、
其
外
不
実
之
商
代
銀
者
、
御
取
上
無
御
座
候
哉
之
事

但
、
右
滞
銀
を
預
証
文
ニ
直
有
之
類
者
、
御
取
上
御
座
候
哉

之
事

御
書
面
之
通
ニ
候
、
尤
右
を
預
銀
証
文
ニ
直
候
儀
相
違
無
之

分
も
取
上
不
申
候

一
、
家
明
出
入
日
限
を
以
家
明
渡
被
仰
付
、
右
日
限
不
明
渡
候
得
者
、

引
取
、
又
者
請
人
江
引
取
候
様
被
仰
付
候
哉
、
最
初
ゟ
落
着
迄
之
御

取
計
方
御
附
紙
可
被
成
下
候

此
家
明
請
人
江
引
取
、
七
日
切
、
借
家
明
渡
候
様
本
人
・
請

人
江
申
付
候

一
、
家
明
願
有
之
も
の
江
借
金
銀
・
売
掛
滞
訴
出
候
得
者
、
家
明
之
方

御
浮
置
、
借
金
銀
・
売
懸
滞
之
分
済
方
被
仰
付
候
哉
之
事

此
家
明
願
者
、
借
金
銀
・
売
懸
滞
共
取
上
候

一
、
講
銀
・
頼
母
子
銀
、
或
者
歩
貸
銀
抔
与
唱
候
滞
銀
者
、
仲
間
事
ニ

准
し
、
御
取
上
無
御
座
候
哉
、
併
預
証
文
ニ
直
置
候
分
者
、
相
手
方

講
銀
抔
与
申
立
候
共
、
定
例
済
方
被
仰
付
候
哉
之
事
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御
書
面
之
通
候
、
尤
右
を
預
銀
証
文
ニ
直
候
儀
相
違
無
之
分

も
取
上
不
申
候

一
、
郷
宿
飯
代
銀
滞
済
方
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、
御
附
紙
可
被
成
下

候

当
所
郷
宿
飯
代
銀
滞
出
入
者
、
銀
高
多
少
不
限
、
二
十
日
限
、

十
五
日
限
、
十
日
限
、
五
日
限
済
方
申
付
候

一
、
筆
工
代
滞
者
、
済
方
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、
御
附
紙
可
被
成
下

候

前
同
断

一
、
奉
公
人
給
金
返
済
願
出
候
得
者
、
済
方
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、

御
附
紙
可
被
成
下
候

最
初
ゟ
奉
公
人
所
預
、
十
五
日
切
、
十
日
限
、
五
日
限
済
方

申
付
候

一
、
奉
公
人
人
代
り
相
立
候
様
願
出
候
得
者
、
日
限
を
以
人
代
り
相
立

候
様
被
仰
付
候
哉
、
御
附
紙
可
被
成
下
候

一
、
夜
着
・
蒲
団
、
其
外
貸
物
出
入
、
証
文
無
之
分
者
、
御
取
上
無
御

座
候
哉
、
懇
意
合
ニ
而
当
分
預
ケ
置
候
類
滞
者
、
証
文
無
之
候
共
御

取
上
済
方
被
仰
付
候
哉
、
右
御
取
計
方
御
附
紙
可
被
成
下
候

証
文
有
無
之
無
差
別
済
方
申
付
候

一
、
貸
物
賃
銭
出
入
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、
御
附
紙
可
被
成
下
候

通
例
借
金
銀
同
様
済
方
申
付
候

一
、
損
料
滞
者
、
通
例
借
金
銀
ニ
准
し
済
方
被
仰
付
候
哉
、
御
附
紙
可

被
成
下
候

一
、
村
小
入
用
出
入
、
其
外
割
賦
滞
出
入
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、
御

附
紙
可
被
成
下
候

夫
々
趣
意
ニ
寄
候
間
、
取
極
難
及
御
挨
拶
候

一
、
小
作
年
貢
滞
出
入
者
、
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
之
事

但
、
小
作
年
貢
滞
ニ
者
、
利
銀
不
相
掛
、
利
銀
懸
候
得
者
、

借
金
銀
ニ
准
し
済
方
被
仰
付
候
哉
、
尤
小
作
証
文
無
之
分
者
、

御
取
上
無
御
座
候
哉
之
事
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都
而
年
貢
滞
者
、
利
銀
之
有
無
ニ
不
抱
（
拘
）、

二
十
日
限
、
十
五

日
限
、
五
日
限
与
銀
高
多
少
ニ
不
抱
（
拘
）済

方
申
付
候

一
、
手
附
銀
取
戻
出
入
、
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、
御
附
紙
可
被
成
下

候

出
入
之
趣
意
ニ
寄
候
得
共
、
先
通
例
借
金
銀
同
様
申
付
候

一
、
取
込
出
入
者
、
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、
御
附
紙
可
被
成
下
候

銀
高
多
少
ニ
不
抱
（
拘
）、
最
初
ゟ
本
人
預
、
十
五
日
切
、
十
日
切
、

五
日
切
与
済
方
申
付
候

一
、
家
賃
銀
滞
出
入
、
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、
御
附
紙
可
被
成
下
候

通
例
借
金
同
様
申
付
候

一
、
合
力
願
者
、
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、
御
附
紙
可
被
成
下
候

但
、
主
人
よ
り
下
人
江
懸
り（候
脱
ヵ
）

合
力
願
者
、
別
家
仕
分
証
文
無

之
候
得
者
、
御
取
上
ケ
無
御
座
候
哉
之
事

合
力
願
之
儀
者
、
願
之
至
（
仕
）儀

ニ
寄
候
間
、
取
極
難
及
御
挨
拶

候

一
、
先
訴
有
之
も
の
相
手
取
訴
状
差
出
候
得
者
、
先
訴
相
済
候
迄
後
訴

御
浮
置
御
座
候
哉
之
事

但
、
先
訴
無
構
、
後
訴
共
済
方
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
幾
口
ニ
而

茂
済
方
被
仰
付
候
哉
之
事

先
後
訴
之
無
差
別
幾
口
ニ
而
茂
済
方
申
付
候

一
、
訴
状
裏
書
差
日
致
不
参
候
相
手
方
、
如
何
被
仰
付
候
哉
之
事

但
、
相
手
方
罷
出
、
願
方
不
参
致
候
得
者
、
如
何
御
取
計
御

座
候
哉
之
事

願
人
・
相
手
方
之
無
差
別
、
差
日
致
不
参
候
得
者
、
其
至
（
仕
）儀

ニ
寄
、
宿
預
、
又
者
手
鎖
等
咎
申
付
候�

�

　�

但
、
呼
出
日
限
無
拠
訳
合
ニ
而
不
参
い
た
し
候
も
の
ハ
、

其
節
之
至
（
仕
）儀
ニ
寄
、
取
計
候

一
、
屎
出
入
、
且
又
穢
多
・
煙
亡
出
入
者
、
御
呼
出
御
差
紙
之
儀
者
、

如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、
御
附
紙
可
被
成
下
候
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屎
出
入
与
計
ニ
而
者
難
相
分
候
間
、
委
御
申
聞
可
有
之
候
、

且
穢
多
・
煙
亡
出
入
者
、
差
紙
ニ
而
呼
出
、
裏
判
遣
候
儀
無

之
候

一
、
裏
書
印
形
之
訴
状
紛
失
等
為
致
候
得
者
、
如
何
御
取
計
御
座
候
哉
、

御
附
紙
可
被
成
下
候

裏
書
印
形
之
訴
状
紛
失
為
致
候
儀
、
書
留
不
相
見
候

　�

右
ヶ
条
夫
々
御
奉
行
所
御
取
計
方
御
附
紙
被
成
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、

依
之
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
亥
（
文
政
一
二
年
）

　
　
　
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
惣
左
衛
門

前
書
御
問
合
之
内
、
南
都
御
役
所
取
扱
方
ニ
相
振
候
分
等
者
、

致
附
札
差
進
候
、
其
余
者
御
書
面
之
通
ニ
候
、
乍
然
其
品
ニ

寄
、
取
計
方
相
替
候
儀
有
之
候
得
者
、
其
時
宜
ニ
寄
候
儀
ニ

付
、
取
極
難
及
御
挨
拶
候

　
　
　
　
　
済
方
日
限

　
五
拾
匁

　
　
　
　
以
下
　
　
　
　
三
十
日
限

　
三
貫
目

　
五
拾
匁

　
　
　
　
以
上
　
　
　
　
六
十
日
限

　
三
貫
目

　
百
匁

　
　
　
　
以
上
　
　
　
　
百

日

限

　
六
貫
目

　
拾
貫
目
以
上
　
　
　
　
百
五
十
日
限

　
三
拾
貫
目
以
上
　
　
　
弐
百
日
限

　
五
拾
貫
目
以
上
　
　
　
三
百
日
限

但
、
初
度
・
弐
度
目
惣
残
銀
日
数
之
儀
者
、
銀
高
ニ
応
し
申

付
候
得
共
、
歩
銀
渡
方
之
儀
、
銀
高
多
少
ニ
不
抱
（
拘
）、
左
之
通

取
計
候

　
初
度
　
　
　
　
　
　
　
何
十
日
限

　
弐
度
目
　
　
滞
高
壱
歩
通
早
々
相
渡
、
残
銀
何
十
日
限

　
　
　
　
　
　
　�

但
、
此
残
銀
之
日
切
、
初
度
与
同
事
、
右
壱
歩
通
渡

候
ハ
ヽ
、
初
度
之
通

　
三
度
目
　
　�

先
達
而
申
付
候
壱
歩
通
銀
之
内
、
半
通
早
々
相
渡
、
残

半
通
十
日
限

　
　
　
　
　
　
　�

但
、
此
壱
歩
通
渡
候
ハ
ヽ
、
初
度
之
通
、
右
半
通
渡

候
ハ
ヽ
、

　
四
度
目
　
　�
先
達
而
早
々
相
渡
候
様
申
付
候
半
通
銀
五
日
限
相
渡
、
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残
半
通
十
日
限

　
　
　
　
　
　
　�

但
、
此
壱
歩
通
渡
候
ハ
ヽ
、
初
度
之
通
、
右
半
通
渡

候
ハ
ヽ
、
△

　
五
度
目
　
　
先
達
而
五
日
切
申
付
候
半
通
銀
今
日
中
急
度
可
相
渡

　
　
　
　
　
　
　
但
、
此
今
日
渡
不
相
渡
候
ハ
ヽ
、
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
今
日
渡
相
渡
候
ハ
ヽ
、
△

　
　
〇
五
度
目
今
日
渡
不
相
渡
候
ハ
ヽ
、
本
人
手
鎖
、
判
人
預

但
、
奈
良
町
之
も
の
ニ
候
ハ
ヽ
、
腰
懸
ケ
ニ
為
待
置
、
銀
子

を
取
ニ
遣
為
相
渡
、
不
相
渡
候
ハ
ヽ
、
本
人
手
鎖
・
所
預
、

判
人
所
預
申
付
候

　
　
　�

先
達
而
申
付
候
壱
歩
通
残
半
通
早
々
相
渡
、
猶
又
滞
高
之
内
、

壱
歩
通
十
日
切
、
惣
残
銀
何
十
日
切

但
、
半
通
渡
候
ハ
ヽ
、
△
△

　
　
　
　
　
　
不
相
渡
候
ハ
ヽ
、
〇
〇

　
　
△�

先
達
而
申
付
候
壱
歩
通
之
残
半
通
五
日
切
、
猶
又
滞
高
之
内
、

壱
歩
通
り
十
日
限
、
惣
残
銀
何
十
日
限

但
、
半
通
渡
候
ハ
ヽ
、
△
△

　
　
　
　
　
　
不
相
渡
候
ハ
ヽ
、
□

　
〇
〇�

先
達
而
申
付
候
壱
歩
通
残
半
通
五
日
切
、
猶
又
滞
高
之
内
、
壱

歩
通
十
日
限

但
、
半
通
渡
候
ハ
ヽ
、
△
△

　
　
　
　
　
　
不
相
渡
候
ハ
ヽ
、
□

　
　
□
先
達
而
五
日
切
申
付
候
半
通
銀
、
今
日
中
ニ
急
度
可
相
渡
候

但
、
半
通
渡
候
ハ
ヽ
、
△
△

　
　
　
　
　
　
不
相
渡
候
ハ
ヽ
、
前
五
ヶ
度
目
同
事
ニ
取
計
候
〇

　
△
△�

先
達
而
申
付
候
壱
歩
通
銀
之
内
、
半
通
早
々
、
残
半
通
十
日
限
、

惣
残
銀
何
十
日
切

但
、
壱
歩
通
渡
候
ハ
ヽ
、
初
度

　
　
　
　
　
　
半
通
渡
候
ハ
ヽ
、

　
　
　
　
右
之
分
不
相
渡
候
ハ
ヽ
、
四
ヶ
度
目
同
事
ニ
取
計
候

　
右
之
通
日
限
済
方
申
付
候

�七　
　

大
坂
支
配
国
公
事
出
入
取
計
方

�　
　
　
　
　
借
金
銀
・
売
掛
出
入
之
事

一
、
訴
出
日
ゟ
三
十
日
目
差
日
裏
書
遣

一
、
差
日
ニ
病
気
断
申
出
候
得
者
、
又
三
十
日
目
差
日
ニ
申
遣
、
以
上

病
気
断
弐
度
迄
者
承
り
届
、
三
度
目
者
代
を
以
対
決
申
付

一
、
対
決
之
上
、
日
限
済
方

　
　
　
拾
貫
目
以
下
　
　
　
六

十

日

限

　
　
　
拾
貫
目
ゟ
　
　
　
　
百
五
十
日
限

　
　
　
五
拾
貫
目
迄

　
　
　
五
拾
貫
目
以
上
　
　
三
百
六
十
日
限

　
右
日
限
不
相
済
候
得
者
、
三
十
日
押
込
申
付



「大津代官公事出入取計留」の翻刻と解説（萬代）

383

「大津代官公事出入取計留」の翻刻と解説（萬代）

383

但
、
両
御
番
所
ニ
而
者
、
六
十
日
目
不
相
済
、
相
手
出
候
得

者
、
手
鎖
・
村
預
、
本
人
病
気
ニ
付
代
罷
出
候
得
者
、
病
気

見
届
被
遣
候
上
、
押
込
被
仰
付
候
由

一
、
日
限
之
内
、
過
半
済
候
得
者
、
又
初
之
日
限
程
日
限
被
仰
付
候

　
　
　
初
ヶ
条
ゟ
此
ヶ
条
迄
奉
行
所
取
計
之
通
ニ
候

一
、
右
押
込
之
内
、
不
相
済
候
得
者
、
身
代
限
被
仰
付

但
、
身
代
限
被
仰
付
候
節
者
、
双
方
村
役
人
并
用
達
下
代
立

会
之
上
、
申
渡

　
　
　
願
人
為
立
会
、
在
方
者
用
達
江
諸
色
改
申
付
候

一
、
妻
子
之
道
具
者
除
候
而
、
家
財
・
家
屋
敷
・
田
地
迄
身
代
限
ニ
申

付
一
、
同
家
い
た
し
居
候
も
の
者
、
其
人
之
衣
類
道
具
計
身
代
限
申
付

　
　
　
此
二
ヶ
条
奉
行
所
取
計
之
通
ニ
候

一
、
家
屋
敷
・
田
地
等
質
地
ニ
入
有
之
候
得
者
、
其
分
売
払
、
元
利
質

取
主
江
相
渡
、
売
出
之
分
身
代
限
請
取
候
も
の
江
相
渡

但
、
其
侭
ニ
而
銀
主
方
江
流
候
分
勝
手
次
第

　
　
　�

身
代
限
請
取
候
も
の
質
入
之
家
屋
敷
・
田
畑
望
ニ
候
ハ
ヽ
、
質

銀
元
利
相
立
請
取
候
共
、
又
者
望
無
之
候
ハ
ヽ
、
質
取
主
江
相

渡
候
共
、
勝
手
次
第
申
付
候

一
、
身
代
限
為
相
渡
候
以
後
者
、
其
人
を
相
手
取
、
外
ゟ
借
金
銀
出
入

等
願
出
候
而
も
無
取
上
、
身
代
取
置
候
節
、
訴
出
候
得
者
、
裁
許
申

付

　
　
　
奉
行
所
取
計
之
通
ニ
候

一
、
借
金
銀
・
売
掛
等
十
ヶ
年
過
訴
出
候
得
者
、
無
取
上

　
　
　�

奉
行
所
取
計
之
通
ニ
候
、
併
年
賦
証
文
并
限
月
之
次
第
ニ
寄
り

取
計
違
候
、
御
問
合
之
趣
ヶ
条
を
以
承
り
度
候

�　
　
　
　
　
質
地
・
売
掛
・
借
金
銀
・
小
作
滞
等
之
願
取
上
高

一
、
町
方
ゟ
在
方
江
掛
候
分

　
　
　
　
銀
六
拾
目
以
上

　
　
　
　
金
壱
両
以
上

　
　
　
　
銭
五
貫
文
以
上

一
、
願
人
相
手
方
共
在
方
之
分

　
　
　
　
銀
拾
匁
以
上

　
　
　
　
金
壱
分
以
上

　
　
　
　
銭
壱
貫
文
以
上

　
　
　�

奉
行
所
取
計
之
通
ニ
而
者
、
在
方
江
掛
り
候
高
ニ
而
済
方
申
付

候

一
、
芝
居
桟
敷
・
酒
肴
、
其
外
雑
用
等
之
売
掛
願
出
候
而
茂
、
取
上
無

之
　
　
　�

芝
居
桟
敷
・
茶
屋
致
渡
世
候
も
の
雑
用
取
上
無
之
候
、
売
掛
願

之
儀
難
分
候

一
、
売
掛
い
た
し
候
年
ゟ
十
ヶ
年
過
候
得
者
、
夫
ゟ
引
続
内
渡
等
有
之
、

内
渡
い
た
し
候
年
ゟ
十
ヶ
年
内
ニ
相
成
候
旨
、
願
出
候
而
茂
、
内
渡
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之
年
数
ニ
不
抱
（
拘
）、

元
来
之
売
掛
十
ヶ
年
過
候
得
者
、
取
上
無
之

　
　
　�
十
ヶ
年
過
候
而
茂
、
引
続
取
引
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
取
引
相
正
候

年
ゟ
十
ヶ
年
之
内
者
、
十
ヶ
年
以
前
之
借
銀
共
ニ
済
方
申
付
候
、

内
渡
迄
ニ
候
得
者
、
引
続
取
引
ニ
不
相
立
候

�　
　
　
　
　
家
質
・
田
畑
質
之
事

一
、
庄
屋
役
判
無
之
質
地
証
文
者
、
借
金
銀
ニ
准
し
取
計
、
裁
許
者
地

所
為
相
渡
申
候

　
　
　
借
金
銀
ニ
准
し
取
計
候
付
、
身
代
限
申
付
候

一
、
小
作
証
文
無
之
質
地
之
分
者
、
何
れ
も
借
金
ニ
准

　
　
　
奉
行
所
取
計
之
通
ニ
候

一
、
証
文
も
宜
、
小
作
証
文
も
有
之
質
地
滞
訴
出
候
得
者
、
対
決
之
上
、

六
十
日
限
申
付
、
相
済
不
申
候
得
者
、
直
ニ
地
所
為
相
渡
申
候

　
　
　�

日
限
六
十
日
ニ
限
候
事
ニ
者
無
之
、
銀
高
を
以
軽
・
中
・
重
之

日
限
申
付
候

一
、
家
質
証
文
之
外
、
利
銀
請
合
証
文
別
段
差
入
置
候
処
、
右
利
銀
滞

願
出
候
得
者
、
済
方
借
金
銀
同
様
日
限
申
付
、
不
相
済
候
得
者
、
身

代
限
申
付

　
　
　
此
通
ニ
取
計
候

一
、
家
質
滞
訴
出
、
庄
屋
・
年
寄
・
五
人
組
加
判
も
有
之
宜
証
文
ニ
候

得
者
、
六
十
日
限
申
付
候
上
、
不
相
済
候
得
者
、
直
ニ
帳
切
申
付

但
、
利
銀
別
証
文
有
之
候
得
者
、
前
之
同
断

　
　
　�

日
限
六
十
日
限
与
限
候
事
ニ
ハ
無
之
、
銀
高
軽
・
中
・
重
之
日

限
申
付
、
其
外
ハ
此
通
取
計
候

�　
　
　
　
　
奉
公
人
出
入
之
事

一
、
奉
公
人
給
銀
滞
願
出
候
得
者
、
次
之
御
用
日
を
壱
ツ
隔
、
裏
書
遣
、

差
日
病
気
ニ
候
得
者
、
直
ニ
次
之
御
用
日
差
日
ニ
申
遣
、
病
気
断
弐

ツ
迄
承
り
候
上
、
代
を
以
対
決

　
　
　�

三
十
日
之
裏
書
を
以
対
決
迄
者
、
一
ト
通
之
金
銀
出
入
同
様
ニ

取
計
候

一
、
対
決
之
上
、
三
十
日
限
済
方
申
付
、
不
相
済
候
得
者
、
直
ニ
身
代

限
申
付

　
　
　
此
通
ニ
候

一
、
人
代
延
引
之
旨
願
出
候
得
者
、
早
々
人
代
立
候
様
申
渡
、
日
限
者

不
申
付
候

　
　
　�

証
文
通
を
以
次
之
御
用
日
を
一
ツ
隔
、
裏
書
遣
、
対
決
之
上
、

此
通
ニ
候

一
、
十
ヶ
年
以
上
長
年
季
ニ
奉
公
人
出
入
ニ
而
も
、
年
季
ニ
無
構
、
取

上
裁
許
申
付

一
、
奉
公
人
を
相
手
取
、
借
金
銀
出
入
願
出
候
而
茂
、
取
上
無
之

　
　
　
此
弐
ヶ
条
之
通
取
計
候

�　
　
　
　
　
取
込
出
入
之
事
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一
、
取
込
ニ
相
違
無
之
相
聞
候
得
者
、
御
用
日
之
外
ニ
而
茂
願
取
上
、

直
ニ
差
紙
渡
ス
、
家
内
付
立
申
付
、
相
手
之
も
の
村
預
申
付
、
致
吟

味
候
、
弥
取
込
ニ
相
聞
候
得
者
、
不
及
日
限
直
ニ
早
々
可
相
済
旨
申

付
　
　
　
取
込
ニ
相
聞
候
ハ
ヽ
、
吟
味
詰
御
仕
置
申
付

一
、
取
込
与
申
立
候
而
茂
、
前
後
売
買
等
仕
、
私
之
相
対
を
以
延
置
候

分
者
、
売
掛
之
取
計
ニ
候

　
　
　
吟
味
次
第
ニ
而
此
通
ニ
取
計
候

一
、
被
取
込
候
由
ニ
而
其
品
取
戻
之
儀
願
出
候
而
茂
、
売
掛
滞
与
相
聞

候
分
、
又
ハ
売
懸
之
筋
ニ
無
之
候
而
茂
、
各
別
紛
敷
儀
も
相
聞
不
申

候
得
者
、
御
用
日
出
訴
仕
候
様
申
渡

　
　
　
此
通
ニ
取
計
候

�　
　
　
　
　
合
力
願
之
事

一
、
合
力
願
者
、
次
之
御
用
日
呼
出
候
筋
ニ
候
得
者
、
遠
近
ニ
随
ひ
次

之
御
用
日
一
ツ
抜
遣
候
、
尤
定
法
無
之
ニ
付
、
差
日
可
勘
弁
事

　
　
　�

町
内
者
、
御
用
日
一
ツ
抜
、
裏
書
遣
、
在
方
者
、
裏
判
を
以
対

決
申
付
候
付
、
三
十
日
之
裏
書
遣
ス

一
、
主
人
ゟ
下
人
、
其
外
忌
掛
り
之
親
類
縁
者
ハ
、
舅
・
小
舅
・
聟
・

姉
聟
・
妹
聟
・
伯
母
聟
・
姪
聟
・
相
聟
・
従
弟
聟
等
迄
、
合
力
願
差

出
候
得
者
、
訴
状
相
手
方
江
遣
、
対
決
之
上
、
吟
味
次
第
相
応
之
合

力
申
付

　
　
　�

主
人
ゟ
下
人
江
懸
り
候
合
力
願
者
、
別
家
ニ
仕
分
候
証
拠
之
書

物
等
有
之
候
得
者
、
吟
味
之
上
、
申
付
候
、
其
外
者
此
通
ニ
取

計
候

一
、
毎
度
合
力
い
た
し
重
而
申
掛
ケ
間
敷
旨
、
証
文
抔
取
置
候
類
者
、

近
キ
続
合
有
之
候
而
茂
、
不
及
沙
汰

　
　
　
続
合
ニ
寄
、
吟
味
次
第
ニ
而
申
付
候
儀
も
可
有
之
候

一
、
義
絶
之
旨
申
立
候
而
茂
、
奉
行
所
旧
離
帳
ニ
無
之
候
得
者
、
相
応

之
合
力
申
付

　
　
　
此
通
り
ニ
取
計
候

一
、
合
力
願
之
請
書
者
、
取
不
申
事

　
　
　
裁
許
之
様
子
ニ
寄
、
請
書
取
之
候

一
、
何
程
合
力
致
呉
候
様
願
候
而
茂
、
員
数
者
不
申
付
、
相
応
之
合
力

仕
候
様
申
付

　
　
　
此
通
ニ
取
計
候

一
、
合
力
遣
切
又
々
願
出
候
得
者
、
最
初
之
通
又
々
申
付

　
　
　
吟
味
次
第
ニ
而
申
付

一
、
合
力
少
之
旨
訴
出
候
而
茂
、
無
取
上
、
何
分
請
取
、
又
々
難
儀
も

候
ハ
ヽ
、
可
相
願
旨
申
渡

　
　
　
難
儀
も
候
ハ
ヽ
、
又
々
可
願
出
与
者　
　
（
マ
マ
）

�　
　
　
　
　
家
明
願
之
事

一
、
家
明
訴
出
候
得
者
、
次
之
御
用
日
を
差
、
裏
書
遣
ス
、
双
方
罷
出
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候
得
者
、
右
日
限
家
明
渡
候
様
次
之
御
用
日
差
日
ニ
遣
申
渡

但
、
請
人
連
印
ニ
申
渡

一
、
廿
日
限
不
相
済
候
得
者
、
早
々
請
人
引
取
候
様
申
付

一
、
借
家
人
・
請
人
共
差
日
ニ
病
気
断
申
出
候
共
、
代
之
も
の
江
廿
日

限
申
渡
、
証
文
申
付

　
　
　�

三
郷
在
領
家
請
人
与
申
も
の
極
有
之
候
付
、
御
代
官
所
取
計
ニ

而
者
振
違
候
共
、
廿
日
限
申
渡
候
分
者
、
在
方
之
も
の
町
内
之

者
を
家
請
人
ニ
取
置
候
、
家
明
願
者
、
御
用
日
一
ツ
抜
、
裏
書

遣
、
病
気
断
二
度
ハ
聞
届
、
三
度
目
ニ
対
決
、
廿
日
限
申
渡
、

切
日
不
相
済
候
得
ハ
、
早
々
請
人
江
引
取
候
様
申
渡
、
尤
町
内

同
士
ニ
而
も
極
有
之
候
家
請
人
外
之
も
の
家
請
人
取
置
候
分
者
、

右
同
様
ニ
取
計
候

但
、
在
方
双
方
共
三
十
日
之
裏
書
ニ
而
差
遣

�　
　
　
　
　
夜
着
・
蒲
団
貸
物
出
入

一
、
一
夜
貸
ニ
而
茂
証
文
無
之
分
者
、
取
上
無
之

但
、
賃
貸
蒲
団
を
渡
世
ニ
不
仕
、
懇
意
合
ニ
而
当
分
預
置
候

類
滞
者
、
証
文
無
之
候
而
も
取
上
、
対
決
申
付
、
其
節
之
吟

味
次
第
ニ
候

　
　
　
此
通
ニ
取
計
候

一
、
証
文
有
之
貸
物
不
相
返
願
者
、
次
之
御
用
日
一
ツ
抜
呼
出
、
其
節

病
気
断
申
出
候
得
者
、
又
次
之
御
用
日
呼
出
候
、
病
気
断
弐
ツ
承
候

上
、
対
決
申
付
、
早
々
戻
候
様
申
渡
、
証
文
申
付
、
追
訴
有
之
候
得

者
、
又
早
々
差
戻
候
様
申
渡
候
、
凡
半
年
程
者
幾
度
も
早
々
済
候
様

申
渡
、
其
上
ニ
も
不
相
済
候
得
者
、
過
怠
手
鎖
・
所
預
申
付

　
　
　�

追
訴
及
数
度
候
節
、
取
計
之
儀
者
、
申
口
次
第
之
儀
ニ
付
、
否

難
申
達
、
其
余
之
儀
者
、
此
通
ニ
取
計
候

一
、
損
料
滞
者
、
通
例
之
通
借
金
銀
通
ニ
申
付

一
、
借
金
銀
滞
出
入
、
又
者
貸
蒲
団
滞
出
入
賃
銭
共
訴
出
候
時
者
、
借

金
銀
ハ
日
限
申
付
、
貸
物
出
入
者
早
々
済
申
渡
候
内
、
借
銀
方
身
代

限
ニ
相
成
候
時
者
、
貸
物
出
入
・
借
銀
方
両
方
江
身
代
限
請
取
引
分

ケ
候
様
申
渡

�　
　
　
　
　
先
訴
之
事

一
、
先
訴
有
之
候
得
者
、
先
訴
落
着
次
第
可
願
出
旨
申
渡
、
訴
状
返
ス

一
、
相
手
本
人
死
去
い
た
し
、
名
跡
無
之
歟
、
先
訴
人
江
身
代
限
相
渡

身
上
無
之
同
家
人
ニ
成
居
候
節
者
、
請
人
を
相
手
取
願
出
候
得
者
、

請
人
江
本
人
同
前
済
方
申
付

　
　
　�

先
訴
有
之
候
ハ
ヽ
、
後
訴
引
上
願
懸
り
ニ
相
立
、
先
訴
相
済
、

後
訴
願
懸
日
順
早
き
も
の
呼
出
為
願
候

一
、
本
人
身
上
限
請
取
、
残
銀
請
人
江
懸
り
願
出
候
得
者
、
済
方
申
付

一
、
金
銀
出
入
ニ
而
相
滞
候
節
、
身
上
限
ニ
可
相
成
同
様
之
先
訴
有
之

候
得
者
、
後
訴
者
不
為
請
候
事
、
先
訴
跡
式
之
出
入
・
合
力
出
入
・

質
物
出
入
等
ニ
而
、
後
訴
者
金
銀
出
入
ニ
候
得
者
、
先
訴
無
構
、
後
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訴
も
為
請
候
、
先
訴
家
明
出
入
ニ
候
得
者
、
後
訴
何
出
入
ニ
而
茂
取

上
不
申
候
、
尤
相
手
紛
敷
儀
有
之
、
直
々
可
及
吟
味
事
者
格
別
之
事

　
　
　�
此
通
弐
ヶ
条
共
取
計
候

一
、
家
質
・
田
畑
質
共
質
地
之
出
入
者
、
代
物
別
々
ニ
付
、
為
請
候

一
、
連
判
之
内
、
先
訴
有
之
候
得
者
、
相
残
候
も
の
江
済
方
申
付
、
先

訴
有
之
者
ハ
日
限
証
文
落
印
ニ
い
た
し
置
、
追
而
先
訴
済
候
上
、
連

印
申
付
候
、
尤
済
方
割
賦
者
不
申
付
候

一
、
当
役
所
ゟ
之
訴
状
請
居
候
上
、
奉
行
所
ゟ
之
訴
状
附
候
得
者
、
奉

行
所
之
訴
状
先
訴
ニ
相
成
、
落
着
迄
此
方
裁
許
者
延

　
　
　
　�

如
斯
定
法
ニ
候
処
、
奉
行
所
ニ
准
候
御
代
官
所
之
分
、
先
訴

ニ
不
相
立
如
何
之
旨
、
岡
（
大
坂
東
町
奉
行
）

部
対
馬
守
・
興
（
大
坂
西
町
奉
行
）

津
能
登
守
江
萩
（
鈴
木
町原

藤代官
）七
郎
・
内
（
本
町
東
浜
代
官
）

藤
十
右
衛
門
・
飯
（
倉
敷
代
官
）

塚
伊
兵
衛
相
伺
候
処
、
御
城

代
青
山
因
幡
守
殿
江
御
伺
有
之
候
処
、
御
代
官
所
ゟ
之
先
訴

有
之
も
の
江
奉
行
所
ゟ
之
訴
状
附
候
得
者
、
其
段
村
役
人
よ

り
相
断
、
御
代
官
所
之
方
先
訴
可
仕
旨
御
下
知
相
済

　
　
　
此
三
ヶ
条
共
此
通
取
計
候

一
、
相
互
目
安
附
合
候
共
、
両
方
江
為
請
置
、
対
決
申
付

一
、
家
明
願
者
、
借
金
銀
出
入
同
日
ニ
訴
出
候
得
者
、
家
明
願
為
相
引

請
、
金
銀
・
売
懸
出
入
為
請
候
事

　
　
　
此
弐
ヶ
条
此
通
取
計
候

�　
　
　
　
　
小
作
滞
願
之
事

一
、
其
年
分
ハ
勿
論
、
去
年
分
翌
春
訴
出
候
得
者
、
次
之
御
用
日
を
差
、

裏
書
遣
、
五
日
限
申
付
、
不
相
済
候
得
者
、
又
五
日
限
申
付
、
其
上

不
相
済
候
得
者
、
手
鎖
申
付
、
不
相
済
候
得
者
、
身
上
限
申
付
候

但
、
病
気
断
申
出
候
得
者
、
次
之
御
用
日
を
差
、
病
気
断
弐

ツ
者
聞
届

　
　
　�

対
決
差
日
之
裏
書
、
病
気
断
等
、
都
而
金
銀
出
入
同
様
ニ
取
計
、

別
小
作
ニ
候
得
者
、
身
代
限
申
付
、
直
小
作
ニ
候
得
者
、
押
込
、

身
代
限
等
者
不
申
付
、
日
切
之
上
、
直
ニ
質
地
為
渡
候

一
、
去
々
年
分
願
出
候
而
茂
、
相
対
を
以
中
壱
ヶ
年
延
置
候
付
、
通
例

之
借
金
銀
申
付
候

　
　
　
　�

奉
行
所
附
紙
如
斯
ニ
候
処
、
御
代
官
所
ニ
而
当
納
者
早
々
可

相
済
旨
、
厳
敷
申
付
、
壱
ヶ
年
延
置
候
分
者
、
借
金
銀
同
様

ニ
取
計
候

　
　
　
此
無
差
別
取
計
候

一
、
小
前
取
立
滞
候
旨
訴
出
候
得
者
、
直
ニ
呼
出
、
五
日
限
申
渡
、
吟

味
之
品
ニ
寄
、
直
ニ
手
鎖
も
申
付

　
　
　
小
前
取
立
願
出
候
例
無
之
候

一
、
去
年
分
・
去
々
年
分
小
作
滞
願
出
候
得
者
、
願
二
通
ニ
為
致
、
去

年
分
次
之
御
用
日
を
差
、
五
日
限
申
付
、
去
々
年
分
ハ
通
例
之
通
借

金
銀
済
方
申
付

但
、
去
年
分
・
当
年
分
初
納
触
出
し
候
日
を
限
、
借
金
銀
ニ

准
ス
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此
趣
之
無
差
別
取
計
候

�　
　
　
　
　
取
計
大
意

一
、
附
込
帳
ニ
有
之
取
替
金
銀
者
、
相
手
方
覚
無
之
段
申
候
而
茂
、
附

込
帳
紛
敷
儀
於
無
之
者
、
致
吟
味
済
方
申
付

一
、
講
銀
・
頼
母
子
銀
等
之
滞
銀
者
、
仲
間
事
ニ
准
、
無
取
上
、
併
預

証
文
ニ
直
置
候
分
者
、
相
手
講
銀
之
由
申
立
候
共
、
定
例
之
通
返
済

方
申
付

　
　
　
此
弐
ヶ
条
吟
味
次
第
之
事
ニ
付
、
否
難
申
達
候

一
、
身
代
限
請
取
候
上
、
相
手
方
身
上
持
直
候
ハ
ヽ
、
願
度
旨
之
願
訴

状
ハ
、
無
取
上

但
、
不
審
願
者
、
一
通
り
致
吟
味
候
事

　
　
　
此
通
ニ
取
計
候

一
、
大
坂
并
泉
州
堺
之
町
人
御
用
ニ
付
呼
出
候
節
、
何
之
儀
ニ
付
相
尋
、

御
用
御
座
候
間
、
来
ル
幾
日
私
役
所
江
罷
出
候
様
被
仰
付
可
被
下
旨

書
付
相
認
、
月
番
之
奉
行
所
江
出
ス

　
　
　
御
達
之
趣
を
以
及
挨
拶
候

一
、
堂
上
方
并
御
門
主
家
来
ゟ
内
々
添
状
を
以
願
出
候
類
、
何
ニ
も
直

達
不
相
成
筋
ニ
付
、
有
無
之
儀
御
挨
拶
難
及
旨
、
返
書
遣
候
事

　
　
　
此
通
ニ
取
計
候

一
、
本
人
欠
落
い
た
し
候
得
者
、
証
文
之
文
言
ニ
不
拘
、
請
人
江
済
方

申
付
、
証
人
江
者
済
方
不
申
付
候

　
　
　
請
人
・
証
人
共
証
文
之
文
談
（
語
ヵ
）次

第
ニ
而
済
方
申
付
候

一
、
屎
出
入
ニ
者
裏
書
計
い
た
し
、
印
形
者
無
之
、
尤
用
達
江
渡

但
、
穢
多
・
煙
亡
出
入
も
右
ニ
准
ス

　
　
　

�

裏
書
い
た
し
町
内
同
前
押
入
判
を
以
、
定
例
之
通
取
計
候
、
穢

多
・
煙
亡
者
裏
書
も
無
之
、
相
手
之
も
の
呼
出
、
対
決
差
日
裏

書
文
談
（
語
ヵ
）之

趣
申
渡
、
訴
状
渡
遣

一
、
一
紙
証
文
之
内
、
他
領
之
も
の
加
判
有
之
類
、
都
而
他
領
入
交
之

出
入
ハ
、
奉
行
所
江
願
出
候
様
申
渡
、
願
書
取
上
無
之

　
　
　

此
通
ニ
取
計
候

一
、
差
日
不
参
之
も
の
者
、
急
度
叱
、
次
之
御
用
日
双
方
出
候
様
申
渡

候
、
品
ニ
寄
、
宿
預
・
手
鎖
申
付

　
　
　

此
類
ハ
例
無
之
候

一
、
同
家
人
を
相
手
取
、
公
事
出
入
申
出
候
而
茂
、
最
初
自
分
之
名
前

出
置
候
も
の
江
者
済
方
申
付
、
同
家
人
人
別
ニ
不
入
も
の
江
者
済
方

不
申
付
候

　
　
　

�

縦
同
家
人
た
り
共
一
旦
身
上
持
候
も
の
ニ
候
ハ
ヽ
、
定
例
之
通

済
方
申
付
、
元
来
よ
り
之
同
家
人
ニ
候
ハ
ヽ
、
済
方
不
申
付
候

一
、
同
家
人
人
別
ニ
も
不
差
加
、
宿
仕
候
も
の
ハ
、
不
埒
ニ
付
、
吟
味

次
第
ニ
咎
申
付

　
　
　

吟
味
之
趣
、
御
城
代
江
相
達
、
咎
申
付

一
、
捨
物
者
、
都
而
月
番
奉
行
所
江
出
ス

但
、
当
人
知
候
而
も
、
其
趣
書
付
ニ
書
加
、
一
所
ニ
奉
行
所
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江
遣

　
　
　

訴
之
趣
を
以
取
計
申
候

一
、
寺
社
江
懸
り
候
出
入
者
、
取
上
無
之
、
其
筋
之
奉
行
所
江
願
候
様

申
渡

但
、
在
々
ニ
居
候
軽
山
伏
江
懸
り
候
質
地
之
裁
許
申
付
、
借

金
銀
出
入
ハ
取
上
無
之

　
　
　

�

寺
社
江
懸
り
候
都
而
之
出
入
可
致
裁
許
旨
御
下
知
有
之
候
以
来
、

山
伏
江
懸
り
候
質
地
并
借
金
銀
出
入
共
ニ
取
計
申
候

一
、
目
安
請
居
候
も
の
欠
落
い
た
し
候
得
者
、
三
十
日
尋
申
付
、
尋
不

出
候
得
者
、
借
家
人
者
家
主
手
鎖
、
家
持
者
年
寄
手
鎖

但
、
十
五
日
過
差
許

　
　
　

�

借
家
人
者
家
主
江
、
家
持
ハ
年
寄
・
五
人
組
江
三
十
日
尋
申
付
、

不
尋
出
候
得
者
、
過
料
三
貫
文
申
付
候

一
、
右
相
残
候
家
財
有
之
節
、
縦
借
金
銀
・
売
掛
出
入
候
得
者
、
対
決

済
日
限
之
内
、
欠
落
い
た
し
候
得
者
、
銀
主
江
身
上
限
申
付
、
対
決

以
前
ニ
候
得
者
、
家
請
人
、
又
者
親
類
江
引
渡
ス

　
　
　

�

対
決
以
前
并
日
限
之
内
ニ
而
茂
、
欠
落
い
た
し
行
衛
不
相
知
節

者
、
家
財
欠
所
申
付
候
、
尤
相
続
可
致
忰
残
居
候
歟
、
又
者
同

家
ニ
罷
在
候
親
類
等
残
道
具
貰
度
旨
願
候
得
者
、
差
遣
候
後
、

其
も
の
相
手
取
、
欠
落
い
た
し
候
も
の
之
負
セ
銀
出
訴
い
た
し

候
得
者
、
定
例
之
通
取
計
候

　�

右
万
（
鈴
木
町
北
側
代
官
）

年
七
郎
右
衛
門
ゟ
大
坂
町
奉
行
室
賀
山
城
守
・
京
極
伊
予
守
江

懸
合
、
挨
拶
之
趣
朱
書
認

�八　
　

�

大
坂
吟
味
物
御
改
正
以
前
留
書
、
前
同
様
之
品
有
之
、
前
書
ニ

無
之
廉
書
抜

�　
　
　
　
　
大
坂
公
事
方
取
計
方
覚
書

　
　
　
　
　
　
　
　
訴
訟
日

　
二
日
　
七
日
　
十
三
日
　
十
八
日
　
廿
一
日
　
廿
五
日

�

　
　
　
　
　

借
金
銀
・
売
掛
出
入
ヶ
条
之
内

一
、
書
入
証
文
類
者
、
地
所
江
相
渡

一
、
十
ヶ
年
過
候
売
掛
ニ
而
茂
、
十
ヶ
年
内
迄
引
続
商
い
た
し
候
得
者
、

十
ヶ
年
以
前
之
売
掛
滞
候
共
、
一
統
ニ
付
済
方
申
付
候
事

一
、
証
文
十
ヶ
年
ニ
相
成
候
借
銀
訴
出
、
裏
書
遣
置
候
処
、
双
方
之
内

故
障
有
之
、
訴
状
引
上
ニ
相
成
候
処
、
其
後
故
障
相
済
、
訴
出
候
証

文
者
十
ヶ
年
過
候
共
、
十
ヶ
年
内
ニ
一
度
訴
出
候
謂
有
之
ニ
付
、
取

上
裁
許
申
付

一
、
売
懸
滞
候
得
者
、
利
銀
相
加
可
申
段
相
対
仕
置
候
由
、
双
方
申
之

附
込
帳
ニ
其
段
記
有
之
候
而
茂
、
売
掛
之
分
利
足
済
方
者
不
申
付
候

事
一
、
家
質
者
、
本
証
文
之
外
利
銀
請
合
証
文
有
之
候
得
者
、
借
銀
ニ
准

済
方
申
付
、
不
埒
明
候
得
者
、
家
質
ニ
不
拘
、
身
代
限
申
付
候
事
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一
、
手
附
銀
渡
置
候
処
、
町
（
帳
）切

滞
并
代
物
不
相
渡
旨
、
訴
出
候
得
者
、

次
之
御
用
日
一
ツ
置
、
差
紙
遣
、
病
気
断
二
度
承
、
対
決
之
上
、

早
々
代
物
相
渡
候
様
申
渡
、
町
（
帳
）切

も
早
々
与
申
付
候
事

但
、
町
（
帳
）切
者
名
前
切
替
候
事

一
、
持
参
銀
ニ
而
者
無
之
、
妻
ニ
相
成
候
以
前
ゟ
貯
持
候
銀
子
、
夫
婦

相
対
之
上
、
入
用
ニ
遣
候
処
、
離
別
之
節
、
妻
方
江
請
取
度
旨
願
出
、

証
拠
於
有
之
者
済
方
申
付
候
事

一
、
忌
懸
り
候
妻
江
相
掛
り
候
諸
借
金
銀
・
売
掛
出
入
、
忌
掛
之
者
同

前
不
及
裁
許
候

一
、
諸
借
金
銀
・
売
掛
い
た
し
候
節
者
、
忌
懸
り
候
親
類
ニ
候
得
者
、

当
時
者
忰
等
之
代
ニ
相
成
、
忌
懸
り
ニ
而
者
無
之
候
共
、
忌
掛
り
親

類
之
節
之
取
引
ニ
候
ハ
ヽ
、
不
及
裁
許
候

但
、
相
続
人
養
子
ニ
而
茂
、
其
差
別
無
之
候

一
、
借
金
銀
・
売
掛
出
入
ニ
付
、
目
安
請
居
、
又
者
日
限
済
方
等
申
付

置
候
処
、
外
吟
味
有
之
、
村
預
、
或
者
手
鎖
、
牢
舎
等
申
付
候
節
者
、

訴
状
・
日
限
手
形
共
ニ
引
上
、
右
済
次
第
可
願
直
旨
申
渡
、
懸
り
目

安
ニ
候
共
、
右
ニ
准
取
計
候
事

�

　
　
　
　
　

家
質
・
田
畑
質
ヶ
条
之
内

一
、
衣
類
・
道
具
・
俵
物
切
月
中
間
、
定
者
三
ヶ
月
与
い
た
し
、
其
余

者
相
対
ニ
而
大
略
十
ヶ
年
、
又
者
壱
ヶ
年
程
宛
者
相
延
候
、
併
俵
物

損
し
物
等
之
類
者
、
余
り
長
切
月
之
相
対
者
無
之
事

�

　
　
　
　

前
書
ニ
無
之
ヶ
条

　
　
　
　
　
手
附
銀
出
入

一
、
手
附
証
文
ニ
日
限
有
之
候
処
、
右
日
限
ニ
残
銀
不
相
調
、
不
埒
ニ

候
得
者
、
手
附
銀
流
ニ
相
成
候
事

一
、
家
屋
敷
売
渡
手
附
証
文
ニ
所
之
も
の
加
判
無
之
候
得
者
、
不
相
立

候
事

一
、
手
附
証
文
ニ
帳
切
之
限
月
無
之
候
得
者
、
残
銀
早
々
相
弁
、
帳
切

い
た
し
候
様
申
渡

�

　
　
　
　

前
同
断

　
　
　
　
　
跡
式
出
入

一
、
跡
式
出
入
ハ
相
争
ひ
候
家
主
有
之
御
代
官
・
地
頭
ニ
而
可
取
計
旨
、

去
ル
亥
（
宝
暦
五
年
ヵ
）

二
月
町
奉
行
所
よ
り
松
（
大
坂
城
代
）

平
右
京
太
夫
殿
江
相
伺
候
上
、
達
書

有
之
、
其
通
取
計
候
事

但
、
吟
味
之
上
者
、
江
戸
江
可
伺
筋
之
事

�

　
　
　
　

前
同
断

　
　
　
　
　
寺
院
懸
合
出
入

一
、
寺
院
懸
合
質
地
銀
滞
出
入
之
儀
、
願
出
候
与
、
不
取
上
、
其
筋
之

奉
行
所
江
願
出
候
様
取
計
候
事

一
、
寺
ゟ
在
家
を
相
手
取
願
出
候
与
も
、
寺
社
（
マ
マ
）引
合
之
分
者
、
無
取
上
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一
、
御
年
貢
滞
・
小
作
滞
之
分
者
、
寺
院
懸
り
合
た
り
と
も
呼
出
、

早
々
納
候
様
申
付
、
但
、
寺
ゟ
百
姓
を
相
手
取
願
出
候
而
も
、
同
様

裁
許
申
付
候
事

�

　
　
　
　

前
同
断

　
　
　
　
　
質
地
欠
落

一
、
高
持
庄
屋
并
百
姓
質
物
差
入
銀
子
借
用
い
た
し
、
不
如
意
ニ
付
、

欠
落
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
庄
屋
者
相
庄
屋
・
年
寄
、
百
姓
者
庄
屋
・
年

寄
・
其
も
の
親
類
不
残
口
書
可
取
事

但
、
誰
儀
如
何
之
訳
ニ
而
欠
落
い
た
し
候
哉
、
軽
敷
事
ハ
無

之
哉
之
旨
、
其
答
之
様
子
ニ
随
ひ
口
書
可
取
事

一
、
銀
主
江
者
、
本
人
欠
落
い
た
し
候
上
者
、
江
戸
表
江
相
伺
候
間
、

御
下
知
次
第
可
申
付
旨
申
渡
、
証
文
写
ニ
奥
書
為
致
可
取
事

但
、
本
人
欠
落
い
た
し
候
上
者
、
跡
相
続
人
有
之
迄
相
待
願

候
者
格
別
、
行
衛
不
相
知
上
者
、
願
不
取
上
筋
ニ
候

�

　
　
　
　
　

取
計
大
意
ヶ
条
之
内

一
、
目
安
請
居
候
も
の
欠
落
為
致
候
得
者
、
三
十
日
尋
申
付
、
不
尋
出

候
得
者
、
借
家
人
者
家
主
ゟ
手
鎖
、
家
持
者
年
寄
手
鎖

但
、
十
五
日
過
差
免

一
、
右
相
残
候
家
財
有
之
節
、
縦
借
金
銀
・
売
懸
出
入
ニ
候
得
者
、
対

決
済
日
限
之
内
、
致
欠
落
候
得
者
、
銀
主
江
身
上
限
ニ
申
付
、
対
決

以
前
ニ
候
得
者
、
家
請
人
、
又
者
親
類
江
引
渡
ス

但
、
弐
ヶ
条
取
計
之
儀
、
丑
（
宝
暦
七
年
）

十
一
月
興
（
大
坂
西
町
奉
行
）

津
能
登
守
江
相
伺
候

処
、
目
安
請
居
候
も
の
取
逃
候
得
者
、
過
料
申
付
、
欠
落
も

の
之
家
財
者
欠
所
ニ
申
付
候
由
、
右
奉
行
所
之
取
計
ニ
准
極

置

一
、
欠
落
い
た
し
候
も
の
を
相
手
取
、
家
内
道
具
・
商
物
等
買
請
置
候

間
、
請
取
度
旨
願
出
、
証
文
等
有
之
、
無
相
違
候
得
者
、
三
十
日
尋

済
候
上
、
証
文
之
通
相
渡

一
、
奉
行
所
江
運
上
差
出
、
役
相
勤
候
上
荷
茶
船
之
船
床
銀
滞
訴
出
候

得
者
、
次
之
御
用
日
一
ツ
抜
、
裏
書
遣
、
病
気
断
弐
ツ
之
上
、
六
十

日
限
申
付

一
、
年
賦
割
合
銀
訴
出
候
得
者
、
何
ヶ
年
分
ニ
而
も
滞
候
程
一
所
ニ
済

方
申
付

但
、
通
例
之
日
限
也

一
、
一
生
不
通
之
約
束
ニ
而
女
房
ニ
貰
、
又
者
子
ニ
貰
候
類
、
離
別
・

離
縁
之
儀
願
出
候
而
茂
、
不
通
証
文
有
之
候
得
者
、
不
及
沙
汰
候
、

併
為
自
分
相
応
ニ
手
当
仕
、
別
家
為
致
候
歟
、
又
者
外
々
江
片
付
遣

候
儀
者
、
当
人
勝
手
次
第
之
旨
申
渡

一
、
大
坂
町
奉
行
所
江
遠
国
之
も
の
相
手
取
、
訴
出
候
得
者
、
留
守
居
、

又
者
用
聞
御
呼
出
、
道
中
日
数
ニ
無
構
、
其
国
江
訴
状
着
之
上
、
四

国
者
四
十
日
、
中
国
者
五
十
日
、
西
国
者
六
十
日
之
間
ニ
罷
登
、
返

答
可
致
旨
被
申
渡
、
訴
状
相
渡
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一
、
支
配
所
山
伏
・
陰
陽
師
ニ
吟
味
筋
有
之
節
、
取
計
之
儀
奉
行
所
ニ

而
ハ
町
人
同
前
手
鎖
・
所
預
・
入
牢
等
被
申
付
、
右
之
趣
触
頭
江
断

等
者
無
之
候
得
共
、
吟
味
之
手
段
次
第
触
頭
呼
出
、
御
申
聞
置
候
、

御
代
官
茂
右
ニ
准
取
計
候
事

一
、
修
験
者
江
相
掛
り
候
借
金
銀
・
売
掛
出
入
、
奉
行
所
ニ
而
茂
裁
許

無
之
、
修
験
者
と
も
ゟ
町
人
・
百
姓
江
懸
り
候
出
入
も
右
同
断
ニ
付
、

御
代
官
所
ニ
而
茂
右
ニ
准
、
取
上
無
之

�

　
　
　
　

前
書
ニ
無
之
ヶ
条

　
　
　
　
　
検
使
致
方

一
、
切
殺
人
・
自
害
人
・
行
倒
・
首
縊
死
・
溺
死
・
手
負
喧
嘩
有
之
段

注
進
申
出
候
得
者
、
早
速
手
代
検
使
ニ
遣
、
見
分
吟
味
仕
、
一
件
口

書
写
仕
、
手
代
見
分
書
・
御
代
官
口
上
書
相
添
、
一
件
之
も
の
召
連
、

手
代
月
番
之
奉
行
所
江
罷
出
、
検
使
之
趣
申
立
、
御
下
知
を
請
、
取

片
付
申
付

一
、
大
坂
町
内
、
又
者
他
領
之
も
の
ニ
而
茂
、
御
代
官
所
ニ
而
相
果
候

得
者
、
御
代
官
所
よ
り
検
使
遣
、
吟
味
之
趣
右
同
断
奉
行
所
江
申
立

一
、
大
坂
町
内
之
も
の
ニ
而
諸
親
類
検
使
之
場
所
江
罷
出
候
得
者
、
吟

味
い
た
し
口
上
取
、
親
類
不
罷
出
候
得
者
、
其
所
之
村
役
人
ゟ
為
相

知
場
所
江
罷
出
候
得
者
、
口
書
取
之
、
一
向
不
罷
出
候
得
者
、
親
類

并
所
役
人
も
不
罷
出
候
段
奉
行
所
江
申
立
、
検
使
之
場
所
ニ
而
不
尋

候
而
難
叶
儀
有
之
候
得
者
、
何
町
誰
ニ
相
尋
度
儀
有
之
候
間
、
只
今

何
村
検
使
御
用
先
江
罷
出
候
様
被
仰
付
可
被
下
旨
、
御
代
官
口
上
書

月
番
奉
行
所
江
差
出
、
呼
出
在
方
ニ
而
茂
同
断
、
支
配
御
代
官
所
之

分
ハ
直
ニ
検
使
之
も
の
ゟ
呼
出
、
跡
ニ
而
其
支
配
々
（
支
配
）江

断
申
遣
候
而

茂
宜
候
事

一
、
相
手
を
召
捕
候
ハ
ヽ
、
直
ニ
奉
行
所
江
出
、
尤
相
手
捕
候
得
者
、

一
件
不
差
出
、
以
前
ヶ
様
之
も
の
追
付
、
御
奉
行
所
江
差
出
候
段
、

当
番
所
江
為
相
知
置
候

一
、
切
殺
人
・
自
害
人
・
手
負
人
等
未
存
命
ニ
而
、
跡
江
吟
味
残
候
得

者
、
一
件
此
方
吟
味
之
趣
申
上
候
上
ニ
而
、
奉
行
所
ゟ
再
立
会
検
使

被
遣
候

一
、
日
頃
見
馴
候
非
人
ニ
而
村
内
度
々
徘
徊
仕
候
儀
見
請
、
非
人
ニ
無

相
違
段
、
垣
外
之
証
文
差
出
候
得
者
、
不
及
検
使
取
片
付
申
付
候
事

一
、
喧
嘩
口
論
あ
は
れ
も
の
等
有
之
段
注
進
申
出
候
得
者
、
早
速
手
代

召
捕
ニ
遣
、
双
方
共
手
鎖
掛
、
役
所
江
召
連
来
致
吟
味
、
其
上
ニ
而

手
負
等
も
無
之
内
、
済
方
い
た
し
候
得
者
、
承
り
届
奉
行
所
江
者
不

差
出
候

但
、
手
負
人
等
有
之
候
歟
、
町
方
引
合
ニ
候
得
者
、
奉
行
所

江
差
出
ス

�一
、
外
ニ
行
燈
懸
候
も
の
　
　
　
　
　
　
茶

亥
刻
限

屋
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
宿
株

一
、
障
子
ニ
家
名
記
し
候
も
の
　
　
　
　
木
賃
屋
株
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一
、
煮
売
株
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
暮
六
ツ
限

一
、
風
呂
屋
株
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
髪
洗
女
三
人
ツ
ヽ

　
　
　
　
　
外
ニ
行
燈
懸
候

一
、
道
頓
堀
呼
屋
ハ
皆
茶
屋
、
蛍
茶
屋
ハ
木
賃
宿
株
也

一
、
高
津
新
地
・
難
波
新
地
辺
之
呼
屋
者
呑
酒
屋
与
云
も
の
也
、
無
株

一
、
難
波
新
地
茶
屋
株
三
拾
軒

一
、
高
津
新
地
茶
屋
株
同
断

一
、
い
ろ
は
茶
屋
者
水
茶
屋
也
、
無
株

�九　

家
質
并
質
地
証
文
取
計
方
大
坂
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
屋
四
郎
兵
衛
問
合
書

一
、
家
質
証
文
ニ
証
人
印
形
有
之
候
上
、
庄
屋
奥
印
有
之
候
得
共
、
其

外
親
類
・
五
人
組
等
之
印
形
無
之
候
共
、
家
質
之
積
御
取
捌
御
座
候

哉
一
、
家
質
置
主
一
判
ニ
而
庄
屋
奥
印
有
之
候
共
、
証
人
無
之
儀
ニ
付
、

家
質
ニ
者
不
相
立
、
借
金
銀
同
様
取
計
候
筋
ニ
御
座
候
哉

　
　

付
札此

弐
ヶ
条
之
儀
、
大
坂
町
内
家
質
之
儀
者
、
都
而
年
寄
・
五

人
組
奥
印
有
之
候
得
共
、
在
方
家
質
之
儀
者
、
凡
大
坂
町
内

家
質
証
文
ニ
准
候
得
者
、
質
物
ニ
相
立
、
尤
外
役
印
・
親
類

之
加
印
無
之
候
共
、
庄
屋
・
年
寄
之
奥
印
有
之
、
文
談
（
語
ヵ
）大

坂

家
質
ニ
准
候
得
者
、
質
物
ニ
相
立
申
候�

�

　�

但
、
役
印
之
儀
者
、
庄
屋
重
之
儀
ニ
付
、
年
寄
役
印
無
之
、

庄
屋
計
ニ
而
も
質
物
相
立
申
候

一
、
質
田
畑
之
儀
、
証
文
認
方
宜
、
小
作
証
文
有
之
、
証
人
印
形
有
之

候
上
、
庄
屋
奥
印
有
之
候
得
者
、
年
寄
・
五
人
組
印
形
無
之
候
共
、

質
地
之
積
御
取
捌
御
座
候
哉

此
儀
、
役
印
之
儀
者
、
前
ヶ
条
振
合
之
通
与
存
候

一
、
質
地
証
文
ニ
小
作
之
儀
書
加
有
之
、
証
文
宜
候
得
者
、
質
地
之
積

御
取
捌
御
座
候
哉

此
儀
、
直
小
作
之
儀
者
、
次
之
ヶ
条
ニ
申
達
候
、
別
小
作
ニ

候
ハ
ヽ
、
本
証
文
之
外
ニ
小
作
証
文
可
有
之
儀
与
存
候

一
、
質
地
証
文
ニ
直
小
作
い
た
し
、
作
相
（
合
）銀

何
程
ツ
ヽ
質
取
主
江
年
々

可
相
渡
与
認
有
之
者
、
借
金
銀
同
様
御
取
捌
御
座
候
哉
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此
儀
、
本
証
文
ニ
小
作
之
儀
書
入
有
之
候
共
、
一
体
之
文
面

宜
候
得
者
、
別
ニ
小
作
証
文
無
之
候
共
、
質
地
ニ
可
相
立
候
、

併
証
文
之
品
ニ
茂
寄
可
申
候
間
、
相
極
御
挨
拶
ニ
お
よ
ひ
か

た
く
候

一
、
都
而
質
地
之
儀
、
証
文
印
形
有
之
候
上
、
年
寄
奥
印
有
之
候
証
文

者
、
庄
屋
印
形
無
之
ニ
付
、
借
金
銀
ニ
御
取
捌
御
座
候
哉

此
儀
、
御
申
聞
之
通
ニ
候

　
右
御
取
捌
之
趣
、
御
附
札
を
以
被
仰
知
被
下
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
安
永
八

　
　
　
亥
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

�

十　

�

摂
州
名
塩
村
之
も
の
、
紙
漉
船
株
質
入
ニ
い
た
し
候
儀
ニ
付
、
大

坂
西
町
奉
行
与
力
永
田
長
十
郎
心
得
ニ
尋
之
趣
答
書

�

石
原
清
左
衛
門
御
代
官
所
摂
州
有
馬
郡
名
塩
村
伊
兵
衛
・
卯
兵
衛
右

両
人
之
も
の
、
御
奉
行
所
ニ
而
身
代
限
可
被
仰
付
処
、
家
屋
敷
并
紙

漉
船
株
共
羽
（
鈴
木
町
南
側
代
官
）

倉
権
九
郎
様
御
代
官
所
同
州
同
郡
湯
山
町
若
狭
屋
兵
左

衛
門
方
江
庄
屋
・
年
寄
奥
印
之
証
文
を
以
質
物
ニ
差
入
有
之
候
処
、

右
紙
漉
船
株
庄
屋
・
年
寄
之
奥
印
ニ
而
質
物
ニ
相
立
、
外
ニ
奥
印
い

た
し
候
も
の
無
之
候
而
も
可
然
哉
、
持
運
ひ
ニ
成
候
も
の
者
容
易
ニ

質
物
ニ
者
不
相
成
儀
も
候
得
者
、
清
左
衛
門
方
ニ
而
之
心
得
如
何
ニ

候
哉
、
運
上
銀
も
相
納
候
得
者
、
是
等
之
儀
も
御
承
知
被
成
下
度
旨

御
尋
之
趣
、
大
津
表
江
申
遣
候
処
、
右
体
船
株
質
入
等
之
儀
ニ
付
、

是
迄
及
出
訴
候
儀
無
御
座
、
尤
先
年
ゟ
漉
屋
仲
間
申
合
有
之
、
猶
又

明
和
年
中
相
改
、
其
節
船
数
百
七
艘
有
之
、
縦
令
村
内
ニ
而
茂
仲
間

外
之
も
の
江
譲
渡
者
勿
論
、
質
入
等
ニ
も
致
間
敷
旨
相
定
候
由
申
合

書
写
、
先
達
而
大
津
表
江
差
出
有
之
、
且
運
上
銀
者
壱
ヶ
年
弐
貫
五

百
弐
拾
九
匁
五
分
宛
相
納
来
候
、
右
之
通
ニ
御
座
候
上
者
、
他
村
江

質
物
等
ニ
差
入
候
筋
ニ
者
有
之
間
敷
、
万
一
村
内
ニ
而
質
物
ニ
差
入

候
共
、
証
文
面
庄
屋
・
年
寄
之
外
、
紙
漉
船
株
仲
間
内
之
も
の
加
判

可
致
儀
与
相
心
得
罷
在
候
間
、
此
段
申
上
候
様
大
津
表
ゟ
申
越
候
付
、

申
上
候
、
以
上

　
　
寛
政
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
清
左
衛
門
手
代

　
　
　
戌
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
岡
嘉
平
次

�

十
一

　
　
　

女
房
連
印
証
文
取
計
方
之
儀
大
坂
町
奉
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
屋
四
郎
兵
衛
問
合
書

�

　�

相
果
候
も
の
之
古
借
銀
相
続
人
を
相
手
取
願
出
、
定
式
之
済
方
申
付
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候
上
、
身
上
限
為
相
渡
候
以
後
、
右
相
果
候
も
の
之
妻
外
江
再
縁
仕

罷
在
候
ニ
付
、
先
夫
并
右
女
連
判
ニ
而
借
置
候
古
証
文
を
以
、
滞
銀

願
出
候
共
、
一
体
女
房
ニ
連
印
為
致
候
証
文
茂
不
埒
、
其
上
右
先
夫

相
続
人
身
代
銀
（
限
）い

た
し
候
儀
ニ
御
座
候
得
者
、
旁
以
済
方
申
付
候
筋

有
之
間
敷
、
勿
論
相
果
候
も
の
之
相
続
人
身
上
持
次
第
願
付
候
儀
者
、

格
別
之
旨
申
聞
、
願
書
不
取
上
方
ニ
可
有
之
候
哉
、
右
於
御
奉
行
所

御
取
計
之
趣
被
仰
知
被
下
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
安
永
九

　
　
　
子
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

　
　
付
札女

房
連
判
証
文
を
以
願
出
候
得
者
、
定
例
之
通
済
方
申
付
候

得
共
、
夫
婦
相
分
れ
候
時
者
、
女
房
計
江
ハ
済
方
不
申
付
、

御
問
合
之
通
、
於
奉
行
所
も
願
取
上
不
申
候

�

十
二

　
　
　

百
姓
・
町
人
・
垣
外
之
者
連
印
証
文
取
計
方
大
坂
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
屋
四
郎
兵
衛
問
合
書

�

　�

百
姓
・
町
人
并
垣
外
之
も
の
連
判
い
た
し
一
紙
証
文
願
（
預
ヵ
）銀

滞
出
入
願

出
候
共
、
取
上
不
申
方
ニ
可
有
之
候
哉
、
右
之
類
御
奉
行
所
御
取
計

御
振
合
被
仰
知
被
下
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
安
永
九

　
　
　
子
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

　
　
付
札此

儀
、
垣
外
之
も
の
江
茂
済
方
申
付
候

�

十
三　

�

借
金
銀
出
入
身
代
限
申
付
候
節
、
妻
子
之
諸
色
・
田
畑
・
家
屋

敷
質
物
書
入
証
文
取
計
方
之
儀
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
屋
四
郎
兵
衛
問
合
書

�

都
而
借
金
銀
滞
出
入
日
限
中
并
押
込
中
ニ
茂
不
相
済
、
身
代
限
為
相

渡
候
節
、
妻
子
之
諸
道
具
者
除
候
而
、
家
財
・
家
屋
敷
・
田
畑
等
も

身
代
限
可
申
付
処
、
家
屋
敷
・
田
畑
等
質
地
ニ
入
候
分
者
売
払
、
元

利
質
取
主
江
相
渡
、
売
出
候
分
者
、
身
代
限
請
取
候
も
の
江
為
相
渡
、

尤
其
侭
ニ
而
銀
主
方
江
流
候
分
者
、
勝
手
次
第
申
付
、
書
入
証
文
類

者
、
地
所
為
相
渡
候
筋
与
相
心
得
罷
在
候
、
且
質
地
証
文
ニ
而
村
役

人
印
形
無
之
、
小
作
証
文
無
之
分
者
、
質
地
ニ
不
相
立
、
書
入
証
文

ニ
准
候
哉
、
又
者
借
金
銀
ニ
准
候
哉

　
右
之
趣
御
奉
行
所
御
取
計
之
趣
被
仰
知
被
下
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
安
永
九
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子
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

　
　
付
札身

代
限
申
付
候
節
、
妻
子
之
諸
色
者
為
相
除
候
、
家
屋
敷
・

田
畑
等
質
物
差
入
有
之
候
得
者
、
身
代
限
請
取
候
願
人
質
物

之
品
望
候
ハ
ヽ
、
元
利
質
取
主
江
相
立
、
質
物
請
取
候
共
、

又
者
望
ニ
無
之
候
ハ
ヽ
、
質
取
主
江
相
渡
候
様
、
右
願
人
江

申
渡
候
、
質
田
地
証
文
ニ
村
役
人
印
形
并
小
作
証
文
無
之
分

者
、
書
入
証
文
ニ
准
候
、
尤
書
入
証
文
之
類
者
、
一
ト
通
之

借
金
銀
出
入
同
前
取
扱
候

�

十
四　

家
質
証
文
上
借
之
儀
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
屋
四
郎
兵
衛
問
合
書

�

所
持
之
家
屋
敷
を
書
入
、
銀
子
借
請
証
文
相
渡
置
候
処
、
右
家
屋
敷

売
払
候
得
者
、
借
銀
高
よ
り
格
別
余
銀
可
有
之
ニ
付
、
右
余
銀
を
見

込
、
上
借
与
名
付
、
前
文
之
家
屋
敷
を
書
入
、
外
ゟ
銀
子
借
請
候
儀

并
右
上
借
与
申
名
目
を
以
銀
子
貸
遣
候
儀
、
不
苦
筋
ニ
御
座
候
哉

付
札

　�

此
儀
、
質
物
ニ
差
入
置
候
家
屋
敷
売
券
ニ
余
銀
有
之
、
右

余
銀
を
見
込
、
上
貸
い
た
し
候
、
勝
手
之
第
（
次
脱
ヵ
）之

儀
ニ
而
、

　�

書
入
之
家
屋
敷
ニ
余
銀
有
之
、
上
貸
い
た
し
候
先
例
差
当

相
見
不
申
候

一
、
右
上
借
之
儀
、
不
苦
筋
ニ
御
座
候
共
、
上
借
之
趣
証
文
ニ
不
相
分

候
得
者
、
品
ニ
寄
り
二
重
質
之
筋
ニ
相
当
可
申
、
然
共
何
れ
ニ
茂
上

借
与
申
名
目
之
通
用
不
苦
筋
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
名
目
之
趣
意
さ
へ
相

当
ニ
候
上
者
、
証
文
文
談
（
語
ヵ
）ニ
不
拘
、
取
計
候
筋
ニ
可
有
御
座
候
哉

此
儀
、
証
文
通
上
貸
ニ
不
相
聞
候
上
者
、
縦
令
取
引
之
様
子

上
貸
之
趣
意
ニ
相
当
候
共
、
右
上
貸
之
儀
者
、
容
易
ニ
難
取

用
方
ニ
可
有
之
候
哉
、
尤
証
文
ニ
も
寄
、
御
申
聞
之
通
、
二

重
質
同
様
ニ
相
当
候
儀
も
可
有
之
に
付
、
旁
其
節
之
吟
味
次

第
ニ
候
間
、
何
れ
共
極
候
而
者
難
申
達
候

一
、
借
銀
滞
出
入
目
安
請
居
候
も
の
、
外
ニ
茂
借
銀
有
之
、
右
之
銀
主

目
安
請
居
候
儀
を
承
知
之
上
、
右
貸
銀
貸
増
い
た
し
、
余
人
之
家
質

証
文
之
上
借
与
申
名
目
い
た
し
置
、
目
安
付
候
銀
主
江
借
主
身
代
限

相
渡
候
節
、
右
上
貸
証
文
を
以
銀
主
方
江
貸
銀
引
取
、
相
残
候
分
身
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代
限
請
取
候
も
の
江
相
渡
候
類
者
、
全
目
安
中
相
巧
候
事
ニ
相
聞
候

上
者
、
右
上
借
ニ
不
拘
、
家
質
元
証
文
を
取
用
、
家
質
取
主
江
質
物

為
相
渡
、
相
残
候
分
者
、
身
代
限
請
取
候
も
の
江
相
渡
候
様
可
申
付

筋
ニ
可
有
御
座
候
哉

此
儀
、
巧
候
段
分
明
ニ
顕
候
上
、
遂
吟
味
、
咎
を
も
可
申
付

儀
ニ
付
、
質
物
并
身
代
限
等
為
相
渡
候
儀
ニ
候
、
一
件
吟
味

落
着
之
様
子
ニ
寄
、
何
れ
と
も
可
申
渡
儀
ニ
付
、
否
難
申
達

候

一
、
右
上
借
い
た
し
候
も
の
并
上
貸
い
た
し
候
も
の
共
、
相
巧
候
筋
者
、

別
段
吟
味
之
上
、
咎
可
申
付
筋
ニ
奉
存
候

此
儀
、
前
ヶ
条
之
所
ニ
申
達
候

　
右
之
類
御
奉
行
所
御
振
合
被
仰
知
被
下
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
安
永
九

　
　
　
子
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

�

十
五　

�

借
金
銀
出
入
訴
状
請
候
前
後
欠
落
い
た
し
候
も
の
之
儀
ニ
付
、

大
坂
町
奉
行
京
極
伊
予
守
江
大
屋
四
郎
兵
衛
問
合
書

�

　�

都
而
借
金
銀
、
其
外
家
質
等
ニ
而
茂
返
済
方
差
滞
、
銀
主
ゟ
訴
出
、

差
紙
相
渡
候
節
、
相
手
之
も
の
ハ
其
以
前
致
欠
落
、
永
尋
申
付
置
候

も
の
之
段
、
村
役
人
ゟ
申
出
候
節
者
、
訴
状
引
上
候
儀
者
勿
論
之
儀

与
相
心
得
罷
在
候
、
然
ル
処
右
訴
状
引
上
候
上
、
又
候
村
役
人
江
日

限
尋
被
仰
渡
、
日
限
中
不
尋
出
候
得
者
、
村
役
人
江
過
料
被
仰
付
候

類
者
、
一
統
之
儀
ニ
御
座
候
哉
、
又
者
何
々
之
子
細
有
之
分
者
、
別

段
村
役
人
江
日
限
尋
被
仰
付
候
御
振
合
ニ
御
座
候
哉
、
御
奉
行
所
御

振
合
相
弁
置
、
御
代
官
所
之
儀
茂
御
取
計
ニ
不
振
様
仕
度
、
此
段
被

仰
知
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
安
永
十

　
　
　
丑
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

　
　
付
札訴

状
裏
印
差
出
候
以
前
之
欠
落
ニ
候
ハ
ヽ
、
御
書
面
之
通
尋

不
申
付
候
、
願
人
・
相
手
之
も
の
并
所
役
人
可
致
出
訴
以
前

ニ
有
之
候
歟
、
又
者
欠
落
不
筋
之
筋
相
聞
候
得
者
、
右
ニ
不

拘
、
尋
申
付
、
過
料
取
上
申
候�

�

　�

但
、
可
致
出
訴
与
相
手
江
届
置
、
格
別
延
引
出
訴
い
た
し
、

其
節
相
手
致
欠
落
候
段
、
所
之
も
の
ゟ
断
出
候
ハ
ヽ
、
仕

義
ニ
寄
、
尋
不
申
付
候
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�
十
六　

�
借
金
銀
出
入
願
出
日
延
等
申
立
候
節
、
対
決
迄
之
利
銀
差
加
裁

許
可
申
付
哉
之
段
、
大
坂
町
奉
行

�

大
屋
四
郎
兵
衛
問
合
書

�

都
而
借
金
銀
出
入
願
出
、
裏
書
差
遣
置
、
差
日
病
気
断
等
聞
済
置
候

上
、
対
決
之
節
、
願
付
候
月
よ
り
対
決
迄
之
利
銀
差
加
度
旨
相
願
候

節
者
、
願
付
銀
高
江
猶
又
右
之
利
銀
差
加
裁
許
可
申
付
筋
ニ
可
有
之

候
哉

付
札�

�

　�

此
儀
、
願
付
候
月
ゟ
対
決
前
月
迄
之
利
銀
差
加
度
旨
相
願
、

相
手
方
に
茂
利
銀
高
無
相
違
旨
申
候
得
者
、
願
付
銀
高
江

差
加
済
方
申
付
候

一
、
右
願
付
候
月
ゟ
対
決
迄
之
利
銀
不
願
候
得
共
、
差
加
裁
許
可
申
付

候
哉
、
又
者
願
人
不
申
立
節
者
、
不
及
其
沙
汰
、
最
初
願
付
候
銀
高

を
以
裁
許
可
申
付
筋
ニ
可
有
之
候
哉

此
儀
、
願
人
不
申
立
節
者
、
不
及
其
沙
汰
、
最
初
願
付
候
銀

高
を
以
済
方
申
付
候

　�

右
之
通
御
奉
行
所
御
取
計
之
趣
被
仰
知
被
下
度
奉
存
候
、
依
之
申
上

候
、
以
上

　
　
安
永
十

　
　
　
丑
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

�

十
七　

身
代
限
余
銀
後
訴
之
も
の
江
可
相
渡
哉
之
旨
、
大
坂
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
屋
四
郎
兵
衛
問
合

�

　�

都
而
預
ケ
銀
滞
出
入
日
限
中
不
相
済
、
身
代
限
為
相
渡
候
上
、
諸
色

売
払
、
右
願
付
之
銀
高
願
人
江
請
取
、
余
銀
有
之
候
節
者
、
後
訴
願

懸
之
も
の
江
為
相
渡
候
儀
ニ
御
座
候
哉
、
御
奉
行
所
御
取
計
之
御
振

合
被
仰
知
被
下
度
奉
存
候
、
依
之
御
問
合
申
上
候
、
以
上

　
　
天
明
二

　
　
　
寅
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

　
　
付
札身

代
限
余
銀
有
之
、
後
訴
之
負
銀
相
違
無
之
候
得
者
、
右
過

銀
後
訴
人
江
為
相
渡
候

�

十
八
　
摂
州
生
瀬
村
欠
落
庄
屋
太
兵
衛
跡
諸
借
金
銀
取
計
方
伺
書

�
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拙
者
御
代
官
所
摂
州
有
馬
郡
生
瀬
村
庄
屋
太
兵
衛
、
御
年
貢
方
引
負
、

其
外
所
持
之
田
畑
・
家
屋
敷
・
家
財
等
質
物
ニ
差
入
、
又
者
無
質
ニ

而
夥
敷
借
銀
い
た
し
、
去
辰
（
天
明
四
年
）

十
月
中
欠
落
い
た
し
候
付
、
一
件
吟
味

之
上
、
先
達
而
相
伺
候
処
、
諸
色
有
物
并
質
物
ニ
差
入
有
之
候
品
々

共
取
上
、
御
払
ニ
い
た
し
、
御
年
貢
引
負
之
償
方
ニ
申
付
、
借
銀
之

儀
者
不
及
沙
汰
旨
可
申
渡
段
被
仰
渡
候
付
、
御
下
知
之
趣
を
以
落
着

申
付
候
、
然
ル
処
右
太
兵
衛
江
銀
子
用
立
置
候
銀
主
共
ゟ
証
文
面
請

人
共
を
相
手
取
、
及
出
訴
候
、
吟
味
之
上
、
請
人
共
江
済
方
可
申
付

哉
、
又
者
借
主
太
兵
衛
欠
落
い
た
し
相
残
候
諸
色
御
取
上
ニ
相
成
候

付
、
難
及
沙
汰
旨
申
渡
、
訴
状
相
返
可
申
哉

一
、
惣
而
諸
借
金
有
之
、
身
上
向
相
続
難
相
成
、
欠
落
い
た
し
、
又
者

死
失
跡
相
続
人
無
之
分
、
銀
主
共
ゟ
証
文
面
請
人
、
或
者
証
人
を
相

手
取
、
及
出
訴
候
節
、
請
人
ニ
候
得
者
、
取
上
、
吟
味
之
上
、
済
方

申
付
、
証
人
ニ
候
得
者
、
難
及
沙
汰
旨
申
渡
、
訴
状
相
返
可
申
哉

但
、
大
坂
町
奉
行
所
ニ
而
者
、
借
主
故
障
有
之
節
、
借
用
証

文
面
請
人
相
手
取
、
願
出
候
得
者
、
取
上
済
方
申
付
有
之
、

証
人
ニ
候
得
者
、
取
上
無
之
由
ニ
御
座
候

　
右
之
通
奉
伺
候
、
以
上

　
　
天
明
五
巳
年
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
清
左
衛
門
印

　
　
久
（
勘
定
奉
行
）

世
丹
後
守
殿
付
紙

書
面
大
坂
表
諸
借
銀
滞
、
借
主
故
障
有
之
節
、
銀
主
ゟ
請
人

を
相
手
取
、
願
出
候
得
者
、
済
方
申
付
、
証
人
を
相
手
取
候

者
、
取
上
無
之
仕
来
ニ
而
、
今
般
太
兵
衛
滞
も
、
銀
主
共
請

人
を
相
手
取
、
願
出
候
上
者
、
吟
味
之
上
、
済
方
申
付
、
惣

而
彼
地
借
金
銀
之
儀
者
、
大
坂
町
奉
行
仕
来
ニ
准
し
可
被
取

計
候
、
以
上�

�

　
巳
（
天
明
五
年
）

十
一
月

�

十
九　

�

借
金
銀
出
入
済
方
之
儀
ニ
付
、
大
坂
西
町
奉
行
組
与
力
松
平
（
井
）官

左
衛
門
江
問
合
候
処
、
書
面
之
通
候
旨
同
人
答

�

一
、
一
体
訴
状
ニ
請
人
者
相
手
取
不
申
旨
申
立
候
共
、
利
害
申
聞
、
是

非
請
人
与
証
人
ニ
認
有
之
名
前
之
も
の
者
、
借
り
主
同
様
為
相
手
取

仕
来
之
由但

、
粗
心
得
違
い
た
し
請
人
を
請
負
人
与
認
候
も
有
之
候
処
、

右
之
分
も
受
人
之
事
ニ
付
、
為
相
手
取
候
由

一
、
証
人
加
判
与
認
有
之
候
両
条
之
名
前
之
も
の
者
、
縦
令
相
手
取
度

旨
申
候
と
も
、
為
相
手
取
不
申
仕
来
之
由

但
、
江
戸
表
振
合
与
者
違
候
条
、
当
表
之
振
合
者
、
証
人
加

判
者
貸
借
を
見
届
候
迄
之
証
人
与
申
趣
意
ニ
而
、
前
々
ゟ
為
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相
手
取
不
申
仕
来
之
由

一
、
右
之
通
ニ
而
済
方
日
限
之
事
者
、
定
例
之
通
申
付
、
押
込
ニ
申
付

候
節
よ
り
請
人
者
不
及
沙
汰
、
其
侭
浮
置
、
借
り
主
之
方
計
り
身
代

限
申
渡
候
仕
来
之
由

但
、
右
身
代
限
請
取
銀
高
不
足
有
之
候
旨
を
以
、
請
人
相
手

取
、
願
人
よ
り
申
立
候
節
者
、
改
メ
請
人
江
定
例
之
日
数
申

付
候
仕
来
之
由
、
尤
其
節
ニ
至
り
候
而
者
、
追
々
日
限
申
付

候
上
、
請
人
た
り
共
身
代
限
為
相
渡
候
仕
来
之
由

　
　
天
明
五

　
　
　
巳
六
月
廿
六
日

�

廿　

�

借
金
銀
、
其
外
切
金
渡
高
之
儀
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行
小
田
切
土
佐

守
江
大
屋
四
郎
兵
衛
問
合

�

　�

借
金
銀
・
売
掛
等
、
都
而
切
金
ニ
被
仰
付
候
分
、
金
拾
両
ニ
付
何
程
、

銀
壱
貫
目
に
付
何
程
宛
之
御
割
合
ニ
而
切
金
銀
被
仰
付
候
哉
、
且
金

五
拾
両
以
上
、
銀
三
貫
目
以
上
之
分
者
、
御
割
合
御
差
別
御
座
候
哉
、

御
奉
行
所
御
取
捌
ニ
准
し
取
計
申
度
奉
存
候
間
、
御
附
札
を
以
被
仰

知
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
依
之
御
問
合
申
上
候
、
以
上

　
　
天
明
六

　
　
　
午
八
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

　
　
付
札

此
儀
、
切
金
銀
何
程
与
申
儀
、
此
方
ゟ
不
相
極
、
取
渡
銀
高

之
儀
双
方
相
対
為
致
、
其
段
申
出
候
節
、
願
高
拾
貫
目
ニ
付

凡
金
壱
両
以
上
之
請
取
渡
ニ
候
得
者
、
聞
届
、
尤
願
金
銀
高

多
少
有
之
候
共
、
無
差
別
右
割
合
を
以
取
計
来
候

�

廿
一　

�

借
金
銀
出
入
請
候
も
の
貸
物
出
入
請
、
身
代
限
申
付
候
節
、
貸

物
無
之
節
之
取
計
方
、
大
坂
町
奉
行
小
田
切
土
佐
守
江
大
屋
四

郎
兵
衛
問
合
書

�

借
金
銀
滞
出
入
訴
出
目
安
中
、
貸
物
出
入
訴
出
、
借
金
出
入
者
常
例

之
通
日
限
申
付
、
貸
物
出
入
者
早
々
済
申
渡
候
内
、
借
金
銀
之
方
身

代
限
ニ
相
成
候
時
者
、
貸
物
出
入
者
有
物
之
儀
其
品
為
相
渡
、
残
諸

道
具
、
其
外
借
金
銀
滞
之
方
江
身
代
限
為
相
渡
候
、
若
其
節
、
貸
物

無
之
節
者
、
如
何
御
取
計
被
成
候
哉
、
御
奉
行
所
御
振
合
御
附
紙
を

以
被
仰
知
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
申
（
天
明
八
年
）

七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

　
　
付
札借

物
無
之
節
者
、
遂
吟
味
候
事
ニ
御
座
候
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廿
二　

寛
政
元
酉
年
、
大
坂
町
奉
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

達
書

�

　�

宮
門
跡
方
并
寺
院
等
之
名
目
銀
相
滞
、
役
人
、
又
者
支
配
人
共
ゟ
及

出
訴
候
節
者
、
相
手
之
も
の
呼
出
、
即
日
ゟ
日
限
済
方
申
付
候
、
右

相
手
之
者
ニ
家
明
并
都
而
金
銀
出
入
之
先
訴
有
之
候
得
者
、
引
上
、

右
名
目
出
入
相
済
候
上
、
相
願
候
様
申
渡
来
候
処
、
右
体
名
目
銀
滞

出
入
願
出
候
節
者
、
宝
暦
年
中
之
定
法
ニ
立
戻
、
先
訴
無
構
、
為
請

候
様
、
今
般
御
下
知
有
之
候
付
、
以
来
都
而
金
銀
出
入
并
家
明
先
訴

出
入
共
引
上
ニ
不
及
、
其
侭
名
目
出
入
共
ニ
為
請
、
先
訴
之
金
銀
出

入
・
名
目
銀
出
入
共
ニ
不
相
済
候
ハ
ヽ
、
願
人
共
江
家
財
配
分
申
付
、

家
明
出
入
之
儀
者
、
名
目
銀
済
方
中
ニ
候
共
、
勝
手
ニ
家
明
致
さ
セ

引
取
先
ニ
而
名
目
銀
出
入
為
請
候
事

但
、
名
目
銀
済
方
申
付
置
候
処
、
平
目
安
之
金
銀
出
入
之
後

訴
有
之
候
得
者
、
先
訴
相
済
次
第
為
願
候
事

�

廿
三　

�

名
目
銀
、
家
明
、
借
金
銀
出
入
相
混
候
節
、
済
方
之
儀
ニ
付
、

大
坂
町
奉
行
小
田
切
土
佐
守
江
大
屋
四
郎
兵
衛
問
合
書

�

宮
門
跡
方
并
寺
院
等
之
名
目
滞
訴
出
候
節
、
外
借
金
銀
并
家
明
出
入

先
訴
有
之
候
得
者
、
右
先
訴
御
引
上
、
名
目
銀
目
安
為
請
、
借
金
銀

先
訴
者
追
而
右
出
入
相
済
候
上
、
願
出
候
様
被
仰
渡
来
候
処
、
右
体

名
目
銀
滞
出
入
願
出
候
節
者
、
宝
暦
年
中
之
定
法
之
通
、
先
訴
無
構
、

為
請
候
様
、
今
般
御
下
知
有
之
候
付
、
以
来
都
而
借
金
銀
并
家
明
出

入
と
も
御
引
上
ニ
不
及
、
其
侭
名
目
出
入
共
為
請
、
先
訴
之
借
金
銀

出
入
・
名
目
銀
出
入
両
様
共
不
相
済
候
得
者
、
家
財
配
分
被
仰
付
、

家
明
出
入
者
、
名
目
銀
済
方
中
ニ
候
共
、
勝
手
ニ
家
明
渡
さ
セ
引
取

先
ニ
而
名
目
出
入
為
請
候
、
且
名
目
銀
先
訴
有
之
候
所
江
、
外
借
金

銀
願
出
候
与
も
、
是
迄
之
通
御
引
上
ニ
相
成
候
由
、
御
達
之
趣
承
知

仕
候
、
然
ル
処
借
金
銀
出
入
者
、
訴
出
候
日
ゟ
三
十
日
目
裏
書
差
遣

し
、
病
気
断
両
迄
（
度
ヵ
）迄
承
届
、
対
決
之
上
、
六
十
日
限
済
方
申
付
、
日

限
中
不
相
済
候
得
者
、
押
込
之
上
、
身
代
限
申
付
候
、
且
名
目
銀
滞

者
、
訴
出
候
節
、
御
呼
出
之
上
、
直
ニ
六
十
日
限
済
方
被
仰
付
候
由

承
知
仕
候
、
済
方
之
儀
者
、
是
迄
之
通
被
仰
付
候
哉
、
左
候
得
者
、

右
之
通
取
計
方
日
数
相
違
い
た
し
候
間
、
配
分
之
儀
者
名
目
銀
江
御

引
付
被
成
、
配
分
被
仰
付
候
哉
、
又
者
借
金
銀
出
入
身
代
限
相
成
候

迄
、
名
目
出
入
御
浮
置
被
成
、
配
分
被
仰
付
候
哉
、
為
心
得
此
段
御

問
合
申
上
候
間
、
否
御
附
札
を
以
被
仰
知
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、

以
上

　
　
寛
政
元

　
　
　
酉
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
四
郎
兵
衛

　
　
付
札
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此
儀
、
済
方
之
儀
者
、
是
迄
之
通
申
付
候
、
先
訴
金
銀
出
入

訴
状
中
ニ
候
共
、
対
決
之
上
、
切
日
ニ
至
候
迄
ニ
名
目
之
方

先
江
日
限
満
候
ハ
ヽ
、
浮
置
、
并
先
訴
日
切
、
又
者
押
込
中

ニ
候
ハ
ヽ
、
名
目
出
入
者
先
訴
切
日
迄
ニ
可
相
済
旨
申
付
候������

�

　
廿
四

�

以
切
紙
致
啓
上
候
、
然
者
先
日
御
噺
之
証
文
銀
済
方
之
節
、
利
銀
分

通
之
儀
、
今
日
東
目
安
方
ニ
而
工
藤
小
左
衛
門
江
問
合
候
処
、
同
人

申
聞
候
者
、
月
壱
歩
半
ゟ
高
利
ニ
候
得
者
、
願
差
戻
、
借
方
双
方
対

談
之
上
、
壱
ヶ
月
壱
分
半
与
歟
、
又
者
年
壱
割
五
分
与
歟
相
当
り
候

様
願
為
直
、
双
方
対
談
之
上
、
新
タ
之
願
与
心
得
、
右
之
歩
通
り
ニ

候
得
者
、
裏
書
遣
し
候
仕
来
之
旨
、
尤
御
奉
行
之
御
心
ニ
寄
、
即
刻

右
歩
通
ニ
相
直
し
、
裏
書
遣
候
儀
も
可
有
之
哉
ニ
候
得
共
、
先
仕
来

者
、
高
利
ニ
候
得
者
、
願
書
差
戻
し
、
前
文
歩
通
ニ
相
当
り
候
様
取

計
、
其
上
ニ
而
裏
書
遣
候
儀
之
旨
申
聞
候
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、

右
申
上
度
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　
寛
政
八

　
　
　
辰
二
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
嘉
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
山
泰
蔵
殿

�

　
　
　�

寛
政
十
午
三
月
書
損
有
之
質
物
証
文
之
儀
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行

所
江
問
合
書

廿
五
　
　
　
覚

�

　
兵
庫
津
嶋
上
町
紙
屋
市
次
郎
欠
落
跡
　
　
兵
庫
津
嶋
上
町

　
地
子
米
五
斗
六
升
六
合
五
勺
　
　
　
　
　
　
　
落
札
人

　
　
建
家
壱
ヶ
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
屋

一
、
土
蔵
壱
ヶ
所
　
　
但
、
家
附
之
品
一
式
　
　
　
　
　
与
惣
左
衛
門

　
　
借
家
壱
ヶ
所

　
　
　
此
代
銀
壱
貫
八
百
四
拾
九
匁
四
分
五
厘
七
毛

　
　
　
　
是
者
欠
所
御
払
ニ
相
成
候
分

�

　
右
紙
屋
市
次
郎
所
持
　
　
　
　
　
　
　
　
同
所
北
中
町

　
同
所
魚
棚
町
ニ
有
之
候
掛
屋
敷
　
　
　
　
　
　
落
札
人

　
地
子
米
六
升
六
合
弐
勺
八
才
　
　
　
　
　
　
　
　
米
屋

一
、
建
家
壱
ヶ
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
兵
衛

　
　
　
此
代
銀
弐
貫
七
百
六
拾
壱
匁

　
　
　
　�

是
者
右
家
屋
敷
共
同
所
永
沢
町
樽
屋
利
兵
衛
江
銀
壱
貫
五
百

目
ニ
質
入
ニ
相
成
有
之
、
右
証
文
御
引
渡
被
成
候
付
、
書
面

落
札
直
段
与
質
入
元
銀
与
差
引
仕
候
処
、
銀
壱
貫
弐
百
六
拾

壱
匁
売
過
ニ
相
成
申
候

　�
右
者
先
達
而
御
引
渡
被
成
候
拙
者
御
代
官
所
摂
州
八
部
郡
兵
庫
津
地

子
方
前
書
紙
屋
市
次
郎
欠
落
跡
家
屋
敷
欠
所
御
払
之
積
入
札
申
触
候

処
、
右
之
も
の
共
落
札
ニ
相
成
候
付
、
再
応
吟
味
増
之
上
、
直
段
取
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極
候
処
、
書
面
之
通
ニ
御
座
候
、
然
ル
処
魚
棚
町
掛
屋
敷
者
、
樽
屋

利
兵
衛
方
江
質
入
ニ
相
成
有
之
、
町
内
水
帳
之
地
子
米
高
者
六
升
六

合
弐
勺
八
才
ニ
御
座
候
処
、
証
文
面
地
子
米
七
升
壱
合
八
勺
与
相
認

有
之
、
全
証
文
書
損
之
由
、
所
役
人
申
立
候
、
右
之
通
地
子
米
員
数

書
損
御
座
候
得
共
、
質
地
ニ
相
立
可
申
哉
、
御
奉
行
所
御
取
計
方
御

附
紙
を
以
被
仰
知
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
勿
論
右
之
趣
を
以
江
戸

表
江
相
伺
、
質
物
ニ
相
立
候
ハ
ヽ
、
魚
棚
町
御
払
之
内
ゟ
質
入
元
銀

壱
貫
五
百
目
者
質
取
主
江
相
渡
、
差
引
過
銀
壱
貫
弐
百
六
拾
壱
匁
与

嶋
上
町
御
払
銀
壱
貫
八
百
四
拾
九
匁
余
、
都
合
銀
三
貫
百
拾
匁
四
分

五
厘
七
毛
者
、
落
札
人
ゟ
取
立
、
上
納
可
仕
候
哉
之
段
茂
、
御
勘
定

奉
行
江
相
伺
候
積
り
御
座
候
、
依
之
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
寛
政
十

　
　
　
午
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

　

大
坂
西
町
奉
行

　
　

成
瀬
因
幡
守
付
紙

質
物
証
文
之
儀
者
、
奉
行
所
ニ
而
取
扱
来
候
定
法
有
之
候
得

共
、
書
損
有
之
証
文
取
扱
方
之
定
法
者
無
之
、
其
時
々
吟
味

次
第
可
申
付
儀
ニ
而
、
差
当
り
右
体
之
先
例
も
不
相
見
候
間
、

い
つ
れ
共
差
極
難
及
御
挨
拶
候

�

廿
六

�

叔
母
存
生
之
内
、
叔
母
名
前
之
家
屋
敷
甥
方
江
質
ニ
取
、
銀
子
貸
遣

し
、
何
ノ
何
月
迄
元
利
返
済
可
致
、
若
相
滞
候
ハ
ヽ
、
家
屋
敷
可
相

渡
旨
相
認
、
借
主
叔
母
証
人
并
村
役
人
加
印
之
証
文
取
置
候
処
、
返

済
相
滞
候
旨
ニ
而
、
済
方
之
儀
甥
よ
り
右
叔
母
死
跡
相
続
人
従
弟
違

女
を
相
手
取
、
願
出
申
候
、
右
甥
者
養
子
ニ
而
、
証
文
名
宛
之
も
の

ニ
御
座
候
得
共
、
養
家
之
叔
母
ニ
而
勿
論
養
実
之
差
別
者
有
之
間
敷

候
哉
ニ
付
、
右
体
叔
母
ゟ
取
置
候
証
文
を
以
済
方
願
出
候
得
者
、
叔

母
を
相
手
取
候
茂
同
様
ニ
付
、
願
取
上
有
無
之
儀
、
御
奉
行
所
御
取

捌
方
承
知
仕
度
奉
存
候
、
且
又
右
願
人
当
時
質
物
并
元
利
銀
等
請
取

候
所
存
ニ
者
無
之
候
得
共
、
前
書
証
文
十
ヶ
年
ニ
お
よ
ひ
、
年
切
ニ

相
成
候
間
、
借
主
叔
母
死
去
い
た
し
候
上
者
、
名
前
相
除
、
相
続
人

従
弟
違
女
名
前
ニ
証
文
書
替
候
様
懸
合
候
得
共
、
承
引
不
致
候
間
、

申
付
有
之
度
旨
相
願
候
節
者
、
願
之
通
書
替
之
儀
申
付
候
筋
ニ
可
有

之
候
哉
、
自
然
済
方
不
取
上
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
証
文
書
替
之
儀
も
不
及

沙
汰
方
ニ
可
有
御
座
候
哉
、
御
奉
行
所
御
取
捌
ニ
准
し
取
計
申
度
、

右
之
趣
御
問
合
申
上
候
、
御
附
紙
を
以
被
仰
知
被
下
候
様
仕
度
候
、

依
之
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
享
和
二

　
　
　
戌
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

　
　
　
下
ケ
札
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本
文
従
弟
違
女
者
、
叔
母
之
孫
ニ
而
御
座
候

　
　
大
坂
町
奉
行
佐
久
間
備
後
守
附
札

御
書
面
叔
母
名
印
之
証
文
を
以
、
同
人
死
跡
相
続
人
江
懸
候

金
銀
出
入
之
儀
、
元
来
親
類
同
士
之
取
引
ニ
付
、
済
方
之
不

及
沙
汰
、
相
対
次
第
申
付
候
儀
ニ
而
、
証
文
仕
替
之
儀
者
、

於
奉
行
所
不
及
貪
着
当
表
之
仕
来
ニ
御
座
候

�

　
廿
七　

�

大
坂
町
奉
行
ニ
而
預
銀
出
入
請
居
候
百
姓
、
当
方
ニ
貸
物
出

入
有
之
候
付
、
取
計
方
水
（
大
坂
東
町
奉
行
）

野
若
狭
守
殿
江
問
合
書

�

拙
者
御
代
官
所
摂
州
有
馬
郡
湯
山
町
丹
後
屋
長
兵
衛
儀
、
同
町
半
六

相
手
取
、
畳
・
建
具
類
貸
物
出
入
先
月
六
日
訴
出
候
付
、
裏
書
差
遣
、

当
時
日
延
中
ニ
御
座
候
処
、
安
（
旗
本
）部

右
京
知
行
所
同
郡
結
場
村
仁
兵
衛

ゟ
右
半
六
相
手
取
、
預
ケ
銀
出
入
先
達
而
其
御
奉
行
所
江
訴
出
、
先

月
八
日
半
六
儀
押
込
被
仰
付
、
慎
中
ニ
付
、
借
り
受
候
品
々
差
戻
候

儀
も
難
相
成
与
同
人
代
之
も
の
申
之
候
、
然
ル
処
長
兵
衛
ゟ
相
手
取

候
者
、
貸
物
之
儀
ニ
付
、
拙
者
方
ニ
而
済
方
申
付
候
而
も
於
御
奉
行

所
御
差
支
無
御
座
候
哉
、
又
者
前
書
預
ケ
銀
出
入
ニ
付
、
自
然
半
六

儀
身
代
限
被
仰
付
候
様
相
成
候
ハ
ヽ
、
其
節
長
兵
衛
貸
物
之
品
々
相

除
、
同
人
方
江
可
相
渡
旨
、
於
御
奉
行
所
半
六
江
被
仰
付
可
被
下
候

哉
、
否
御
附
紙
を
以
被
仰
知
被
下
候
様
仕
度
、
依
之
長
兵
衛
ゟ
差
出

候
証
文
写
壱
通
相
添
、
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
享
和
三

　
　
　
亥
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

　
　
水
野
若
狭
守
附
札

御
書
面
相
手
押
込
申
付
置
候
、
預
銀
出
入
不
相
済
候
付
、
貸

物
出
入
も
一
所
ニ
相
糺
可
申
候
間
、
御
差
出
被
成
候
様
存
候�

�

廿
八　

�

地
主
直
支
配
之
新
田
質
物
証
文
、
新
田
支
配
人
有
無
、
御
年
貢

不
納
ニ
付
、
地
方主
咎
方
組
合
定
有
之
、
相
互
ニ
村
役
兼
勤
候
哉

之
段
、
大
坂
西
町
奉
行
佐
久
間
備
後
守
被
尋
候
答
書

�

地
主
直
支
配
之
新
田
質
物
証
文
之
儀
、
村
方
ニ
奥
印
可
致
も
の
無
之

候
而
者
、
質
物
差
入
候
儀
差
支
候
付
、
此
段
取
調
之
上
、
兼
而
之
儀

取
極
置
可
申
与
存
、
御
問
合
申
候
儀
ニ
有
之
候
、
右
体
之
質
物
奥
印

相
当
之
も
の
可
有
之
哉
、
奥
印
可
致
者
無
之
事
ニ
候
ハ
ヽ
、
品
ニ
寄
、

向
後
之
儀
者
組
合
村
相
極
置
、
其
村
役
之
内
ニ
而
年
番
相
定
、
其
年
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番
之
も
の
奥
印
ニ
而
質
物
差
入
候
様
取
極
置
候
而
者
如
何
可
有
之
哉

之
事

　
　
　�
此
儀
、
是
迄
取
極
候
儀
并
奥
印
相
当
之
も
の
外
ニ
無
御
座
候
間
、

書
面
之
趣
を
以
御
取
極
御
座
候
而
可
然
哉
ニ
奉
存
候
、
尤
御
取

極
御
座
候
ハ
ヽ
、
其
段
御
達
被
下
候
様
仕
度
、
左
候
ハ
ヽ
、
御

奉
行
所
ニ
准
し
取
計
可
申
与
奉
存
候

一
、
新
田
致
所
持
候
も
の
、
支
配
人
無
之
、
持
主
直
支
配
い
た
し
候
儀

者
、
不
苦
儀
ニ
有
之
候
哉

　
　
　
此
儀
、
持
主
直
支
配
い
た
し
候
而
も
、
不
苦
儀
ニ
御
座
候

一
、
持
主
直
支
配
之
新
田
者
、
外
ニ
村
役
人
ニ
可
准
置
立
候
も
の
有
之

候
哉

　
　
　�

此
儀
、
村
役
人
ニ
可
准
重
立
候
も
の
取
極
置
候
儀
無
之
、
地
主

差
支
、
病
気
等
之
節
者
、
下
人
、
又
者
下
作
百
姓
之
内
、
代
人

ニ
差
出
候
儀
も
御
座
候

一
、
持
主
直
支
配
之
分
年
貢
不
納
等
有
之
、
手
鎖
、
又
者
所
預
等
御
申

付
有
之
節
、
い
つ
れ
江
預
御
申
付
候
哉
、
是
迄
右
体
之
先
例
無
之
候

ハ
ヽ
、
如
何
様
御
取
計
之
御
心
得
ニ
候
哉

　
　
　�

此
儀
、
先
例
無
御
座
候
得
共
、
手
鎖
・
預
ケ
等
申
付
候
節
者
、

隣
郷
之
新
田
地
主
・
支
配
人
、
又
者
組
合
村
之
内
江
預
ケ
可
申

付
候
、
尤
他
支
配
私
領
村
々
之
内
ニ
致
住
居
候
地
主
者
、
先
方

江
懸
ケ
合
、
其
所
役
人
呼
出
、
預
ケ
申
付
候
積
、
且
御
奉
行
所

御
直
御
支
配
町
方
之
も
の
地
主
ニ
候
得
者
、
右
体
之
尋節
者
申
上

取
計
候
心
得
御
座
候

一
、
兼
而
新
田
ニ
者
、
外
組
合
村
定
有
之
候
哉

　
　
　�

此
儀
、
村
々
申
立
候
趣
を
以
承
届
置
候
儀
者
有
之
候
得
共
、
別

段
組
合
村
相
定
申
渡
候
儀
者
無
御
座
候

一
、
右
組
合
村
相
定
有
之
候
ハ
ヽ
、
村
役
之
内
ニ
而
年
番
等
相
定
、
直

支
配
新
田
地
主
差
支
有
之
候
節
者
、
相
互
ニ
右
新
田
之
村
役
相
兼
相

勤
候
儀
有
之
候
哉
、
右
地
主
所
預
ケ
ニ
相
成
候
節
茂
、
右
組
合
村
所

之
も
の
江
御
申
付
有
之
候
儀
ニ
候
哉

　
　
　�

此
儀
、
預
申
付
候
儀
并
組
合
等
之
儀
者
、
前
ヶ
条
ニ
申
上
候
通

ニ
而
、
組
合
新
田
、
又
者
組
合
村
々
申
合
、
村
用
相
兼
、
惣
代

ニ
而
相
勤
候
儀
も
有
之
、
或
ハ
組
合
者
無
之
候
得
共
、
同
御
代

官
所
新
田
続
村
続
も
有
之
候
付
、
右
組
合
ニ
不
限
、
地
主
・
支

配
人
差
支
御
座
候
節
者
、
隣
村
之
内
ゟ
相
互
ニ
申
合
相
勤
候
儀

も
御
座
候

　�

右
者
兼
而
取
極
置
候
儀
、
先
格
等
者
無
御
座
候
得
共
、
心
得
方
之
処

御
尋
ニ
付
、
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
享
和
三

　
　
　
亥
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

�
廿
九

�

　�

家
質
証
文
ニ
質
入
主
・
請
人
・
口
入
人
等
連
印
、
町
役
人
奥
印
加
印
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い
た
し
、
建
家
ヶ
所
・
間
数
・
家
付
之
品
・
地
子
米
高
書
載
セ
、
当

何
月
ゟ
来
ル
何
之
何
月
迄
右
建
家
地
面
一
同
銀
何
程
之
質
物
ニ
差
入
、

銀
子
慥
ニ
受
取
候
、
然
上
者
利
銀
一
ヶ
月
ニ
何
程
宛
毎
月
晦
日
限
無

滞
相
渡
、
公
役
・
町
役
共
質
入
主
ゟ
相
勤
、
限
月
ニ
元
利
共
返
済
可

致
候
、
万
一
滞
候
ハ
ヽ
、
右
質
物
帳
切
い
た
し
可
相
渡
旨
認
有
之
候

証
文
、
此
節
取
調
候
儀
ニ
御
座
候
処
、
右
証
文
ニ
利
足
定
有
之
候
得

共
、
質
入
主
・
請
人
・
町
役
人
加
印
も
有
之
候
間
、
利
足
定
御
座
候

而
茂
、
質
物
ニ
相
立
可
申
候
哉
、
御
問
合
申
上
候
、
御
奉
行
所
御
取

捌
之
趣
、
否
御
附
紙
を
以
被
仰
知
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
依
之
証

文
振
合
写
壱
冊
相
添
、
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
享
和
三

　
　
　
亥
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

　
　
大
坂
西
町
奉
行
佐
久
間
備
後
守
殿
付
紙

御
書
面
家
質
証
文
ニ
利
足
定
有
之
候
与
も
、
質
物
ニ
相
立
候

定
法
ニ
有
之
候

�

三
十　

�

大
坂
三
郷
続
村
方
借
金
銀
出
入
滞
高
之
儀
、
文
化
七
午
年
八
月

廿
四
日
大
坂
東
町
奉
行
平
賀
信
濃
守
目
安
方
与
力
弓
削
喜
代
蔵

江
牧
野
嘉
兵
衛
ゟ
問
答

�

一
、
摂
州
東
成
郡
天
王
寺
村
ゟ
銀
弐
、
三
拾
目
、
或
者
弐
、
三
貫
文
之

預
銀
銭
・
売
掛
ケ
出
入
願
出
候
処
、
少
分
之
願
高
ニ
付
、
相
対
を
以

済
方
可
致
、
裏
書
者
難
差
遣
旨
申
聞
、
願
書
相
返
候
処
、
天
王
寺
村

并
南
北
平
野
町
ゟ
大
坂
市
町
（
マ
マ
）江

相
掛
り
候
貸
銀
・
売
掛
り
等
、
銀
拾

匁
以
上
、
銭
壱
貫
文
以
上
者
、
同
所
奉
行
所
ニ
而
取
上
有
之
候
儀
に

付
、
右
ニ
准
し
御
取
上
有
之
度
旨
、
強
而
相
願
候
ニ
付
、
奉
行
所
振

合
牧
野
嘉
兵
衛
を
以
問
合
候
処
、
大
坂
三
郷
続
左
之
村
々
之
分
者
、

拾
匁
以
上
、
壱
貫
文
以
上
預
銀
・
売
掛
出
入
共
取
上
、
裏
書
遣
し
、

済
方
申
付
候
旨
、
平
賀
信
濃
守
組
目
安
方
与
力
弓
削
喜
代
蔵
申
聞
候

由
、
嘉
兵
衛
ゟ
申
越
候
付
、
村
名
記
置

　
野
田
村

東
成
郡

　
新
喜
多
新
田
　
古
屋
敷
地
　
中
道
村
　
北
平
野
町

　
天
王
寺
村
　
森

村
　
東
高
津
村

〆　
国
分

西
成
郡

寺
村
　
川
崎
村
　
北
野
村
　
曽
根
崎
村
　
上
福
嶋
村

　
　
下
福
嶋
村
　
九
条
村
　
六
軒
屋
新
田
　
市
岡
新
田
　
池
山
新
田

　
　
岩
崎
新
田
　
三
軒
屋
村
　
西
側
村
　
今
宮
村
　
西
高
津
村

　
　
塩
町
口
野
畑
　
吉
右
衛
門
肝
煎
　
材
木
置
場
　
難
波
村

　
〆

�

三
十
一

�
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以
　
切
紙
致
啓
上
候
、
然
者
当
表
玉
造
中
町
尼
崎
屋
藤
兵
衛
借
家
播

磨
屋
弥
三
郎
同
家
こ
ま
儀
、
其
御
代
官
所
摂
州
東
成
郡
猪
飼
野
村
小

路
安
兵
衛
所
持
之
家
屋
敷
并
建
家
質
物
取
置
候
段
、
其
御
役
所
江
願

出
度
段
添
翰
之
儀
相
願
候
付
、
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　
文
化
十
酉
年

　
　
　
七
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
（
大
坂
西
町
奉
行
）

藤
伯
耆
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
（
大
坂
東
町
奉
行
）

賀
信
濃
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎
様

�

御
切
紙
拝
見
仕
候
、
然
者
御
地
玉
造
中
町
尼
崎
屋
藤
兵
衛
借
家
播
磨

屋
弥
三
郎
同
家
こ
ま
儀
、
拙
者
支
配
所
摂
州
東
成
郡
猪
飼
野
村
字
小

路
安
兵
衛
所
持
之
家
屋
敷
并
建
家
質
物
ニ
取
置
御
添
翰
之
儀
相
願
候

付
、
御
差
出
御
座
候
旨
、
御
紙
面
之
趣
承
知
仕
候
、
右
こ
ま
代
藤
兵

衛
罷
出
候
間
、
証
文
引
上
相
糺
候
処
、
相
違
も
無
之
相
見
候
間
、
追

而
可
及
沙
汰
旨
申
渡
、
差
帰
申
候
、
右
為
貴
報
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　
　
七
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
賀
信
濃
守
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
伯
耆
守
様

�

右
一
件
者
、
天
王
寺
村
荒
物
屋
弥
三
八
ゟ
猪
飼
野
村
安
兵
衛
江
相
掛

り
候
売
掛
并
年
賦
銀
出
入
、
去
申
（
文
化
九
年
）

十
二
月
六
日
願
出
、
日
限
済
方
、

押
込
等
被
仰
付
候
得
共
、
不
相
済
、
当
四
月
廿
五
日
身
代
限
被
仰
付

候
処
、
家
屋
敷
大
坂
玉
造
中
町
播
磨
屋
弥
三
郎
同
家
こ
ま
方
江
銀
壱

貫
目
之
質
物
ニ
取
置
候
旨
、
取
渡
之
節
、
村
役
人
共
申
立
候
得
共
、

質
除
之
儀
不
申
立
候
間
、
無
差
構
取
引
可
為
致
旨
申
渡
候
処
、
同
廿

七
日
右
こ
ま
ゟ
安
兵
衛
江
相
掛
り
質
物
出
入
御
奉
行
所
江
願
出
、
裏

書
相
廻
り
候
付
、
安
兵
衛
儀
大
津
表
ニ
而
身
代
限
被
仰
付
候
段
、
村

役
人
共
ゟ
御
奉
行
所
江
申
立
候
処
、
牧
野
嘉
兵
衛
儀
東
御
奉
行
所
江

呼
出
、
与
力
萩
原
慎
三
申
聞
候
者
、
御
奉
行
所
ゟ
目
安
相
廻
候
間
、

一
件
奉
行
所
江
御
差
出
候
筋
ニ
者
無
之
哉
之
旨
ニ
付
、
右
之
趣
大
津

表
江
申
遣
、
返
答
可
及
旨
、
答
置
申
越
候
付
、
先
訴
・
後
訴
ニ
付
訴

状
引
上
方
之
儀
者
、
宝
暦
年
中
以
来
仕
来
有
之
、
殊
ニ
こ
ま
儀
日
限

押
込
中
質
地
除
も
不
申
立
候
儀
者
不
念
ニ
而
、
身
上
限
申
付
候
上
、

御
奉
行
所
江
一
件
差
出
候
様
相
成
候
而
者
、
裁
許
ニ
相
響
候
儀
ニ
付
、

質
地
除
之
儀
者
、
是
迄
添
翰
を
以
御
差
出
有
之
候
儀
仕
来
ニ
付
、
其

通
御
取
計
有
之
候
様
い
た
し
度
旨
可
申
立
旨
、
嘉
兵
衛
江
申
遣
、
其

段
申
立
候
処
、
右
一
件
い
つ
れ
ニ
も
御
奉
行
所
江
御
差
出
可
被
成
旨
、

信
濃
守
被
申
候
旨
慎
三
ゟ
申
達
有
之
候
段
、
猶
又
嘉
兵
衛
ゟ
申
越
候

ニ
付
、
此
節
庄
三
郎
出
府
留
守
ニ
付
、
留
守
居
之
も
の
共
了
簡
を
以

差
出
候
儀
者
難
取
計
、
江
戸
表
江
申
遣
候
上
、
御
答
可
及
旨
申
立
候

様
嘉
兵
衛
江
申
遣
、
其
通
慎
三
江
申
談
置
、
御
帰
津
之
上
、
曽
根
源

次
郎
ゟ
申
上
出
坂
、
東
御
奉
行
所
江
罷
出
、
慎
三
江
面
談
、
弥
三
八

ゟ
安
兵
衛
江
相
懸
り
候
一
件
可
差
出
旨
御
達
ニ
付
、
庄
三
郎
江
申
聞

候
処
、
先
訴
・
後
訴
ニ
而
訴
状
引
上
候
儀
者
、
兼
而
御
承
知
之
通
ニ
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而
、
此
度
之
儀
先
訴
・
後
訴
ニ
も
無
之
、
身
上
限
申
付
、
落
着
も
い

た
し
候
儀
を
、
一
件
御
奉
行
所
江
差
出
候
而
者
、
手
戻
り
ニ
相
成
、

庄
三
郎
方
ニ
而
裁
許
申
付
候
儀
不
相
立
様
相
成
候
而
者
、
外
々
響
ニ

も
相
成
候
間
、
差
出
候
儀
庄
三
郎
一
分
ニ
而
も
御
挨
拶
難
致
、
殊
ニ

こ
ま
ゟ
願
立
之
儀
者
、
質
地
除
ニ
有
之
、
質
地
除
者
是
迄
御
添
翰
を

以
庄
三
郎
御
役
所
江
願
出
候
儀
前
々
仕
来
ニ
付
、
旁
差
出
之
儀
容
易

ニ
難
致
候
間
、
御
差
支
之
儀
も
無
之
候
ハ
ヽ
、
庄
三
郎
方
江
御
添
翰

を
以
御
差
出
御
座
候
様
い
た
し
度
旨
申
談
候
処
、
信
濃
守
江
可
申
聞

旨
ニ
而
、
扣
居
候
様
申
聞
候
間
、
扣
居
候
処
、
被
仰
達
候
趣
信
濃
守

江
申
聞
候
処
、
西
奉
行
所
江
も
申
談
、
其
上
御
挨
拶
可
及
旨
申
談
候

付
、
葭
屋
善
八
方
ニ
扣
居
候
処
、
当
七
月
十
三
日
御
奉
行
所
江
罷
出

候
様
申
来
候
間
、
牧
野
嘉
兵
衛
一
同
罷
出
候
処
、
与
力
田
坂
重
三
郎

申
聞
候
者
、
被
仰
聞
候
趣
西
奉
行
所
江
も
申
談
候
処
、
訴
状
相
廻
、

引
上
候
例
無
之
候
付
、
大
坂
三
分
御
代
官
方
江
も
相
尋
候
上
、
一
旦

裁
許
も
被
仰
渡
候
儀
ニ
付
、
御
差
出
ニ
不
及
、
尤
右
身
代
限
相
成
候

儀
願
人
不
申
立
、
訴
状
差
出
候
段
不
埒
ニ
付
、
心
得
違
之
趣
書
付
取

之
、
訴
状
引
上
候
間
、
其
御
役
所
江
可
願
出
候
間
、
左
様
御
承
知
可

被
成
旨
申
聞
候
間
、
右
之
通
ニ
而
こ
ま
儀
質
地
除
大
津
御
役
所
江
願

出
候
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
是
迄
仕
来
之
通
御
添
翰
を
以
御
差
出
御
座
候
様

い
た
し
度
旨
申
談
候
処
、
承
知
之
趣
申
之
候
間
、
源
次
郎
・
嘉
兵
衛

共
引
取
候
事

�

三
十
二　

�

家
賃
銀
滞
・
家
明
出
入
済
方
之
儀
、
大
坂
東
町
奉
行
平
賀
信

濃
守
江
問
合
書

�

　�

家
賃
銀
滞
済
方
願
出
候
節
、
差
日
幾
日
并
日
延
何
ヶ
度
承
届
、
不
相

済
節
者
如
何
可
申
付
候
哉

御
書
面
家
賃
銀
滞
済
方
願
出
候
節
者
、
通
例
金
銀
出
入
之
通

三
十
日
差
、
裏
書
差
遣
、
対
決
日
切
済
方
申
付
、
不
相
済
候

節
者
、
身
代
限
為
相
渡
候
儀
ニ
而
、
右
取
渡
中
相
手
方
名
前

退
転
い
た
し
候
儀
相
歎
、
出
入
内
済
致
度
、
双
方
連
印
ニ
而

日
延
相
願
候
歟
、
又
者
対
決
之
節
、
故
障
等
申
立
候
ハ
ヽ
、

其
節
之
仕
儀
ニ
寄
、
日
延
等
聞
届
候
儀
ニ
有
之
候

一
、
借
家
人
家
賃
滞
有
之
候
処
、
其
家
ニ
不
罷
在
、
元
家
主
願
後
れ
、

年
月
を
経
願
出
候
節
者
、
如
何
取
計
可
申
候
哉

御
書
面
家
賃
銀
滞
有
之
候
処
、
元
家
主
願
後
、
年
月
を
経
願

出
候
共
、
十
ヶ
年
之
内
願
出
候
ハ
ヽ
、
取
上
候
儀
ニ
有
之
候�

一
、
家
賃
銀
相
滞
、
借
家
人
欠
落
い
た
し
候
節
者
、
請
人
江
本
人
同
様

済
方
申
付
候
筋
ニ
御
座
候
哉
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御
書
面
家
賃
銀
相
滞
、
借
家
人
欠
落
い
た
し
、
家
請
人
相
手

取
候
節
、
証
文
表
ニ
請
人
引
受
可
相
済
趣
認
在
之
者
、
済
方

申
付
候
得
共
、
何
れ
証
文
次
第
ニ
而
取
上
候
差
別
有
之
候

一
、
家
賃
銀
滞
・
家
明
共
一
同
願
出
候
節
、
家
明
申
付
候
上
ハ
、
家
賃

銀
滞
済
方
ハ
不
及
沙
汰
筋
ニ
御
座
候
哉

御
書
面
家
賃
銀
・
家
明
一
同
ニ
願
候
節
者
、
右
両
様
之
内
、

何
れ
成
共
一
口
宛
願
人
存
寄
次
第
ニ
為
願
候
儀
ニ
有
之
候

一
、
家
賃
銀
滞
銀
高
多
少
ニ
寄
り
済
方
差
別
御
座
候
哉

御
書
面
家
賃
銀
滞
銀
高
多
少
ニ
寄
、
済
方
之
差
別
者
、
通
例

金
銀
出
入
同
様
之
振
り
合
ニ
有
之
候

　�

右
者
拙
者
御
代
官
所
村
々
ゟ
此
節
家
賃
銀
滞
願
出
候
処
、
是
迄
右
体

之
済
方
申
付
候
例
無
御
座
候
間
、
御
奉
行
所
御
振
合
御
附
紙
を
以
被

仰
知
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
文
化
七

　
　
　
午
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

�

三
十
三

�

貸
蒲
団
、
其
外
損
料
并
貸
物
滞
願
出
候
節
者
、
証
文
年
月
ゟ
何
ヶ
月

を
限
訴
出
候
分
者
御
取
上
、
又
者
貸
金
銀
同
様
証
文
年
月
ゟ
十
ヶ
年

内
ニ
候
得
者
、
御
取
上
御
裏
判
被
差
遣
候
哉
、
拙
者
御
代
官
所
摂
州

天
王
寺
村
并
南
平
野
町
之
儀
、
御
奉
行
所
御
取
扱
ニ
准
取
計
申
度
奉

存
候
間
、
当
時
貸
物
并
損
料
滞
願
出
候
節
、
御
取
計
之
趣
御
付
紙
を

以
被
仰
知
可
被
下
候
、
以
上

　
　
文
化
十
二

　
　
　
亥
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

御
書
面
御
問
合
有
之
候
損
料
并
貸
物
滞
取
扱
之
儀
、
於
御
役

所
者
十
ヶ
年
過
候
証
文
不
取
上
儀
者
勿
論
之
儀
ニ
候
得
共
、

右
年
数
之
内
ニ
而
別
段
差
定
候
差
別
無
之
候
、
併
右
類
者
、

多
分
当
座
一
両
年
之
内
ニ
願
出
候
儀
ニ
有
之
候
、
尤
損
料
之

分
者
、
済
方
等
申
付
一
通
り
金
銀
出
入
同
様
申
付
候
儀
ニ
有

之
候

�
三
十
四

�

　�

摂
河
播
州
村
々
之
内
、
買
預
米
別
紙
写
之
通
手
形
取
置
候
処
、
差
滞
、

米
不
相
渡
段
訴
出
候
節
、
呼
出
差
日
并
対
決
之
上
済
方
等
者
如
何
被
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仰
付
候
哉
、
且
右
出
訴
以
前
通
例
之
借
金
銀
出
入
ニ
而
訴
状
請
居
候

由
、
相
手
方
申
立
候
共
、
手
形
之
趣
ニ
而
者
有
物
之
儀
ニ
付
、
先
訴

ニ
不
拘
、
為
請
、
済
方
等
被
仰
越
候
儀
ニ
御
座
候
哉
、
右
体
之
例
拙

者
方
ニ
無
御
座
候
間
、
御
奉
行
所
御
取
計
之
趣
、
両
条
共
御
附
紙
を

以
被
仰
知
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
文
政
元
寅

　
　
　
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

�

　
大
坂
西
町
奉
行　
　

付
紙
四
月（
マ
マ
）

　

日
目
安
方
与
力
松
井
喜
平
次
相
渡

御
書
面
買
預
米
之
儀
者
、
米
怔
・
升
目
等
聢
与
見
改
候
而
買

附
、
即
刻
代
銀
不
残
相
渡
、
預
置
候
処
、
不
相
渡
段
申
立
、

右
預
置
候
後
、
引
取
方
等
閑
ニ
茂
不
相
聞
候
類
者
、
通
例
借

金
銀
出
入
之
先
訴
ニ
不
拘
、
御
用
日
一
ツ
抜
里
数
有
之
、
難

罷
出
分
者
二
ツ
抜
之
裏
書
を
以
対
決
申
付
、
無
相
違
旨
答
書

差
出
候
得
者
、
右
米
早
々
可
相
渡
旨
申
付
、
其
後
不
相
渡
候

段
願
人
ゟ
追
訴
及
七
ヶ
度
候
歟
、
又
者
対
決
之
節
、
故
障
之

返
答
申
立
候
類
、
且
追
訴
中
ニ
而
茂
紛
敷
筋
相
聞
候
ハ
ヽ
、

仕
儀
次
第
及
吟
味
候
儀
ニ
有
之
候

�

三
十
五　

�

平
人
ゟ
穢
多
江
相
掛
候
借
金
銀
出
入
、
身
代
限
申
付
候
哉
之

段
、
大
坂
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
合
書

�

　�

摂
河
播
州
村
々
百
姓
・
商
人
ゟ
皮
多
共
江
相
掛
預
銀
・
売
掛
出
入
訴

出
、
日
限
済
方
、
押
込
等
申
付
、
不
相
済
節
者
、
素
人
並
身
代
限
申

付
候
筋
ニ
可
有
之
候
哉
、
是
迄
皮
多
共
身
代
限
申
付
候
例
無
御
座
候

間
、
御
奉
行
所
御
振
合
御
附
紙
を
以
被
仰
知
被
下
度
、
依
之
此
段
申

上
候
、
以
上

　
　
文
政
八

　
　
　
酉
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
清
左
衛
門

　
　
付
札平

人
・
皮
多
之
無
差
別
身
代
限
申
付
候

�

三
十
六　

�

借
金
銀
出
入
切
金
申
付
方
之
儀
、
嶋
田
帯
刀
手
代
池
田
三
吉

江
大
坂
詰
牧
野
嘉
兵
衛
ゟ
問
合
往
（
応
）答

�
　
　
　
　
　
切
金
之
儀
ニ
付
、
大
坂
表
江
問
合
之
趣
左
之
通

一
、
対
決
之
上
、
日
限
済
方
被
仰
付
、
不
相
済
候
得
者
、
押
込
無
之
、

直
ニ
連
々
済
被
仰
付
候
哉

　
　
　�

御
書
面
対
決
之
上
、
日
限
済
方
被
仰
付
、
不
相
済
候
ハ
ヽ
、
押
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込
前
ニ
切
金
被
仰
渡
候
由

一
、
切
金
ニ
申
付
ル
与
被
仰
渡
候
哉
、
又
者
連
々
済
申
付
ル
与
被
仰
渡

候
哉

　
　
　
御
書
面
切
金
申
付
ル
与
被
仰
渡
候
由

一
、
月
々
ニ
渡
方
可
致
旨
被
仰
渡
候
而
茂
、
員
数
被
仰
渡
者
無
之
哉
、

何
程
宛
相
渡
候
様
被
仰
渡
候
哉
、
又
者
渡
方
・
請
取
方
対
談
次
第
ニ

有
之
哉

　
　
　�

御
書
面
月
々
取
引
之
儀
、
双
方
申
合
、
員
数
取
究
書
付
可
差
出

旨
被
仰
渡
、
別
段
員
数
御
差
図
者
無
之
由

一
、
右
請
取
渡
対
談
落
合
不
申
節
者
、
壱
貫
目
ニ
付
大
体
何
程
と
申
定

有
之
哉

　
　
　�

御
書
面
取
引
員
数
之
儀
、
若
下
方
ニ
而
談
合
不
行
届
由
ニ
而
、

差
図
請
度
旨
申
立
候
ハ
ヽ
、
其
時
宜
ニ
寄
、
御
奉
行
所
江
問
合

候
共
可
致
、
是
迄
者
下
方
相
対
を
以
取
引
致
し
候
事
ニ
付
、
未

御
差
図
之
御
取
極
者
勿
論
、
御
心
組
も
無
之
由

一
、
月
々
請
取
渡
相
済
候
ハ
ヽ
、
請
取
方
計
届
出
候
哉
、
又
者
双
方
罷

出
候
哉

　
　
　�

御
書
面
月
々
取
引
済
届
候
儀
、
双
方
并
双
方
之
村
役
人
共
四
判

相
揃
候
書
付
差
出
候
得
者
、
御
聞
被
成
候
由
、
右
者
御
奉
行
所

ニ
而
右
振
合
与
相
聞
候
由

　�

右
之
外
洩
候
儀
者
、
宜
御
問
合
相
分
り
候
ハ
ヽ
、
ヶ
条
限
御
用
状
ニ

被
仰
越
候
様
致
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
五
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
大
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
専
左
衛
門
様

　
　
　�

御
書
面
被
仰
越
洩
候
儀
、
差
当
り
存
知
合
之
儀
も
無
之
ニ
付
、

前
附
紙
ニ
相
替
候
儀
有
之
候
歟
、
御
心
付
之
儀
も
有
之
候
ハ
ヽ
、

為
御
知
被
下
度
池
田
三
吉
江
頼
置
候

�

三
十
七

�

　�

光
雲
寺
貸
銀
之
儀
ニ
付
、
石
原
清
左
衛
門
御
代
官
所
河
州
古
市
郡
古

市
村
綿
屋
新
兵
衛
・
荒
物
屋
武
右
衛
門
并
所
之
も
の
相
手
取
、
当
御

奉
行
所
江
願
出
候
付
、
日
限
済
方
被
仰
付
置
候
由
、
然
ル
処
同
村
三

郎
左
衛
門
・
政
次
郎
両
人
ゟ
右
新
兵
衛
江
相
懸
り
質
（
候
脱
ヵ
）
物
銀
滞
出
入
、

去
々
巳
（
天
保
四
年
）

九
月
六
日
願
出
候
付
、
日
限
済
方
申
付
置
候
処
、
不
相
済
候

付
、
質
物
取
渡
之
儀
可
申
付
処
、
同
人
江
相
掛
り
、
永
（
摂
津
高
槻
潘
主
）

井
飛
騨
守
様

御
預
所
同
州
丹
南
郡
岡
田
村
伊
左
衛
門
ゟ
当
御
奉
行
所
江
先
訴
御
座

候
付
、
質
物
取
渡
之
儀
者
暫
く
浮
置
、
并
同
村
宗
太
郎
ゟ
新
兵
衛
江

相
掛
売
掛
代
銀
滞
出
入
去
午
（
天
保
五
年
）

二
月
二
日
願
出
候
処
、
右
先
訴
御
座
候

付
、
訴
状
引
上
置
申
候
、
然
ル
処
当
月
七
日
御
奉
行
所
先
訴
之
分
済

口
相
成
候
趣
届
出
候
付
、
前
書
三
郎
左
衛
門
・
政
次
郎
願
之
分
質
物

早
々
取
渡
し
済
方
可
致
旨
申
渡
、
宗
太
郎
願
掛
も
為
請
候
間
、
此
段

御
断
申
置
候

　
右
之
趣
可
申
上
旨
、
大
津
ゟ
申
越
候
付
、
此
段
申
上
候
、
以
上
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天
保
六

　
　
　
未
閏
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
嘉
蔵

石
原
清
左
衛
門
手
代

�

右
之
書
付
、
閏
七
月
十
三
日
大
坂
出
張
牧
野
嘉
蔵
方
江
御
用
状
を
以

差
遣
候
処
、
同
十
四
日
東
奉
行
所
江
嘉
蔵
出
役
、
右
之
書
取
取
次
佐

藤
伊
兵
衛
を
以
差
出
候
処
、
目
安
掛
り
由
比
弥
三
郎
面
会
申
聞
候
ハ
、

御
役
所
御
取
扱
三
郎
左
衛
門
外
壱
人
ゟ
新
兵
衛
江
掛
り
候
質
物
銀
出

入
、
宗
太
郎
ゟ
新
兵
衛
江
懸
り
候
売
掛
出
入
と
も
先
訴
之
儀
者
無
相

違
候
得
共
、
光
雲
寺
貸
付
之
儀
ハ
一
ト
通
り
借
金
銀
出
入
と
も
違
、

江
戸
表
江
申
上
候
上
之
貸
付
名
目
之
儀
ニ
而
、
東
西
御
役
所
ニ
而
も

別
段
之
取
計
ニ
而
、
譬
江
外
々
ニ
先
訴
有
之
候
共
、
取
上
済
方
申
渡

候
儀
ニ
而
、
光
雲
寺
貸
付
之
方
江
引
付
、
取
扱
候
儀
ニ
有
之
候
間
、

右
貸
物
取
渡
し
、
且
宗
太
郎
願
掛
も
、
御
役
所
御
定
法
通
為
御
請
候

而
、
差
支
之
儀
無
之
候
間
、
奉
行
所
受
目
安
出
入
追
々
日
順
を
以
押

込
、
身
代
限
申
渡
候
儀
ニ
付
、
前
書
質
物
銀
滞
帳
切
并
宗
太
郎
願
掛

之
分
、
出
入
不
済
切
候
ハ
ヽ
、
其
節
右
二
口
共
一
件
御
奉
行
所
江
可

差
出
、
書
取
者
讃
（
大
久
保
忠
実
、大
坂
東
町
奉
行
）

岐
守
落
手
被
致
候
間
、
左
様
可
相
心
得
旨
、
右
弥

三
郎
を
以
達
有
之
候
段
、
牧
野
嘉
蔵
よ
り
申
越
ス

�

三
十
八　

質
物
利
足
請
取
方
之
儀
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行
国
触

�

質
物
商
売
い
た
し
候
も
の
共
、
質
物
取
候
節
、
三
ヶ
月
ニ
相
定
、
其

月
ニ
請
戻
候
も
の
有
之
候
而
も
、
三
ヶ
月
分
利
足
銀
取
来
軽
も
の
共

難
儀
い
た
し
候
由
相
聞
候
、
仕
来
与
者
乍
申
、
質
屋
ニ
も
不
直
成
事

ニ
付
、
以
来
者
請
戻
候
月
迄
之
利
足
銀
取
候
様
、
質
屋
共
江
申
渡
候

間
、
其
旨
可
心
得
候

　
　
　
十
二
月

　�

右
之
趣
触
知
セ
候
間
、
村
々
庄
屋
・
年
寄
、
寺
社
家
承
知
之
段
、
肩

書
令
印
形
郡
切
村
次
順
々
無
遅
滞
相
廻
、
触
留
ゟ
備
（
佐
野
政
親
、大
坂
西
町
奉

後
守
番
所
江
可

持行）参
も
の
也

　
　
天
明
四
辰

　
　
　
十
二
月
　
土
（
小
田
切
直
年
、大
坂
東
町
奉
行
）

佐
印

　
　
　
　
　
　
　
備
後
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
社
家

�

三
十
九　

貸
物
損
料
之
儀
ニ
付
、
大
坂
町
奉
行
・
堺
奉
行
国
触

�
　�
貸
蒲
団
・
蚊
屋
損
料
之
儀
、
預
ケ
銀
等
之
利
足
与
見
合
候
得
者
、
元

付
ニ
不
抱
（
拘
）、

格
別
之
高
歩
ニ
相
当
候
、
蒲
団
・
蚊
屋
貸
候
者
、
身
貧

之
も
の
着
用
之
た
め
ニ
候
処
、
利
貪
候
而
者
如
何
之
筋
ニ
付
、
賃
銭

引
下
方
之
儀
古
手
屋
年
寄
共
江
申
渡
、
為
取
調
候
事
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大
蒲
団
　
　
　
　
　
　
　
　
一
夜
八
文

　
　
小
蒲
団
　
　
　
　
　
　
　
　
一
夜
五
文

　
　
大
蚊
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
拾
文

　
　
小
蚊
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
八
文

右
之
通
ニ
而
貸
候
得
者
、
相
応
之
賃
銭
ニ
相
当
候
間
、
貸
物
渡
世
之

も
の
共
右
賃
銭
よ
り
高
直
ニ
不
貸
附
様
取
締
可
申
、
其
外
上
中
下
衣

類
等
之
貸
物
ニ
而
茂
、
是
迄
よ
り
者
二
割
方
引
下
ケ
貸
附
さ
セ
可
申

旨
、
右
年
寄
共
申
立
候
付
、
右
之
通
取
締
可
致
旨
申
渡
候
間
、
以
来

者
触
書
以
前
貸
附
候
共
、
触
渡
以
後
願
候
分
者
、
出
訴
之
節
、
右
賃

銭
よ
り
高
歩
ニ
相
当
候
ニ
お
い
て
ハ
、
引
下
ケ
可
申
付
候
、
尤
貸
物

并
損
料
滞
願
出
候
節
、
所
役
人
共
手
前
ニ
而
篤
と
相
調
、
貸
方
無
相

違
候
ハ
ヽ
、
是
迄
之
通
奥
印
い
た
し
可
差
出
候

但
、
貸
物
出
入
出
訴
之
儀
、
証
文
年
月
ゟ
三
ヶ
月
を
限
可
及

出
訴
、
限
月
過
訴
出
候
ハ
ヽ
、
不
取
上
儀
者
、
去
ル
寅
（
寛
政
六
年
）

年
相

触
候
通
相
心
得
可
申
候

　
　
寛
政
十
二

　
　
　
申
八
月

�

四
十　

�

泉
州
村
々
質
商
売
之
も
の
共
質
物
取
候
節
、
請
人
有
無
通
ひ
、

又
者
質
札
等
之
儀
ニ
付
、
堺
奉
行
矢
部
駿
河
守
与
力
ゟ
問
合
返

書

�

御
剪
紙
拝
見
仕
候
、
然
者
御
代
官
所
村
々
質
商
売
之
も
の
共
質
取
方

之
儀
、
都
而
通
ひ
、
請
人
取
之
、
質
物
取
引
い
た
し
候
定
ニ
有
之
候

哉
、
又
者
少
銀
之
、
質
物
ハ
請
人
無
之
取
引
い
た
し
、
銀
高
何
程
ゟ

以
上
者
受
人
取
之
候
抔
与
申
定
も
候
哉
、
村
々
仕
来
定
法
等
之
儀
も

有
之
候
ハ
ヽ
、
御
承
知
被
成
度
旨
、
御
紙
面
之
趣
承
知
仕
候
、
質
物

取
方
之
儀
、
其
品
出
所
得
与
相
糺
、
置
主
・
請
人
慥
ニ
候
ハ
ヽ
、
可

取
之
儀
与
相
心
得
罷
在
候
得
共
、
右
之
趣
是
迄
申
触
候
儀
も
差
当
相

見
不
申
、
都
而
御
代
官
所
村
々
質
取
方
之
儀
者
、
請
人
取
候
而
、
通

ひ
、
又
者
質
札
等
差
遣
、
請
出
候
節
、
相
当
之
利
足
申
請
候
も
有
之
、

或
者
請
人
不
取
置
も
有
之
候
由
、
其
所
仕
来
区
々
ニ
相
聞
申
候
、
畢

竟
在
方
之
儀
、
村
内
・
隣
村
入
魂
間
、
又
者
知
縁
之
も
の
ゟ
品
物
預

り
、
金
銀
銭
貸
渡
候
姿
ニ
而
、
於
下
方
別
段
之
定
法
等
者
無
御
座
候
、

巨
細
者
得
与
不
取
調
候
而
者
相
分
兼
候
得
共
、
大
津
御
役
所
ニ
而
前

書
之
通
相
心
得
罷
在
候
旨
申
越
候
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
右
貴

答
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　
享
和
元
酉
年

　
　
　
四
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
嘉
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
（
堺
奉
行
所
手
力
）

藤
吉
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辻
（
堺
奉
行
所
手
力
）

村
二
郎
右
衛
門
様

�

四
十
一　

�
大
坂
市
中
并
在
方
質
屋
共
質
取
方
之
儀
ニ
付
、
東
町
奉
行
平

賀
信
濃
守
江
問
合
書
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�
大
坂
市
中
質
屋
共
質
物
取
方
之
儀
、
置
主
・
請
人
両
人
罷
越
候
得
者
、

質
物
取
之
、
壱
人
ニ
而
印
判
弐
ツ
持
参
い
た
し
、
置
主
・
証
人
与
名

乗
候
共
、
質
品
請
取
不
申
、
勿
論
代
人
ニ
而
置
主
・
請
人
之
両
印
持

参
い
た
し
候
分
者
、
猶
更
質
品
請
取
不
申
儀
ニ
御
座
候
哉
、
又
者
質

置
主
・
請
人
印
鑑
兼
而
請
取
置
、
当
人
共
難
相
越
節
、
代
人
右
両
印

持
参
、
質
物
差
入
候
砌
、
印
判
相
違
無
之
候
得
者
、
質
物
取
之
、
金

銀
銭
貸
渡
候
儀
ニ
御
座
候
哉
、
且
摂
州
天
王
寺
村
質
屋
共
儀
、
大
坂

市
中
質
屋
仲
間
江
入
、
或
者
在
方
質
屋
仲
間
江
相
加
罷
在
候
趣
ニ
御

座
候
、
右
者
両
仲
間
之
内
、
何
れ
江
成
り
共
加
入
い
た
し
候
得
者
、

質
屋
渡
世
相
成
、
両
仲
間
外
之
も
の
者
、
質
屋
同
様
質
物
取
候
儀
難

相
成
儀
ニ
御
座
候
哉
、
御
奉
行
所
御
取
扱
之
趣
御
附
紙
を
以
被
仰
知

被
下
候
様
仕
度
奉
存
候

　
　
文
化
八

　
　
　
未
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
庄
三
郎

　�

御
書
面
質
物
取
方
之
儀
、
最
初
質
物
差
入
度
段
申
来
候
節
、

置
主
・
請
人
之
身
元
相
改
、
兼
而
判
組
を
拵
置
、
質
物
差

入
候
節
者
、
別
印
を
相
用
ひ
取
引
い
た
し
候
、
是
を
通
判

与
相
唱
候
、
質
物
持
参
之
節
、
通
例
与
印
鑑
と
引
合
相
違

無
之
者
、
幾
度
ニ
而
茂
取
引
い
た
し
候
、
尤
最
初
判
組
之

節
、
置
主
并
請
人
ゟ
質
物
ニ
用
ひ
候
通
判
之
印
鑑
并
慥
成
質

物
差
入
候
請
合
之
証
文
を
取
置
、
是
を
質
屋
ニ
而
置
証
文
与

相
唱
候
、
依
之
右
通
判
持
参
候
得
者
、
判
組
之
内
、
壱
人
罷

越
と
も
、
又
者
判
組
之
外
之
も
の
使
ニ
罷
越
と
も
、
通
判
を

目
当
、
質
物
取
引
い
た
し
候
、
右
前
々
ゟ
質
屋
定
法
与
相
唱

候一�

、
天
王
寺
村
質
屋
之
儀
、
三
郷
市
中
并
摂
河
両
国
在
々
江

先
年
よ
り
質
屋
株
差
免
有
之
候
付
、
右
両
株
之
内
、
何
れ

江
成
り
共
加
り
候
得
者
、
質
屋
渡
世
相
成
候
、
右
両
株
之

外
ニ
而
質
屋
同
様
之
渡
世
者
難
相
成
候

　
　

右
大
坂
町
奉
行
平
賀
信
濃
守
付
札
、
六
月
廿
四
日
到
来

�

四
十
二　

�

大
坂
市
中
并
在
方
質
屋
共
質
物
請
戻
方
之
儀
、
聞
届
ニ
相
成

候
趣
、
大
坂
町
奉
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゟ
達

�

質
物
商
売
致
し
候
者
共
、
質
物
取
候
節
、
限
月
を
相
極
、
右
銀
月
々

翌
月
朔
日
ニ
質
物
請
戻
し
候
も
の
有
之
候
而
茂
、
矢
張
其
一
月
之
質

銀
利
足
等
取
来
候
ニ
付
而
者
、
月
越
不
成
様
質
物
請
戻
し
度
存
候
身

軽
之
も
の
共
、
又
者
商
売
柄
ニ
寄
、
十
月
、
十
二
月
、
節
季
抔
者
、

懸
銀
等
取
集
ニ
相
廻
り
居
候
内
、
無
拠
限
月
之
翌
日
ニ
至
、
其
一
ヶ
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月
之
質
銀
利
足
差
出
候
儀
出
来
と
者
乍
申
、
及
難
渋
候
趣
相
聞
候
ニ

付
、
質
屋
共
取
引
之
次
第
相
尋
候
付
、
此
度
質
屋
仲
間
一
統
申
合
、

向
後
者
定
法
限
月
之
翌
月
二
日
迄
者
質
物
流
候
儀
猶
予
い
た
し
、
右

日
数
二
日
之
内
ニ
質
物
請
戻
し
候
も
の
者
、
其
月
之
利
足
致
用
捨
、

為
請
戻
候
様
致
度
旨
、
三
郷
并
摂
河
在
々
質
屋
年
寄
共
申
出
候
付
、

聞
届
候
間
、
右
之
趣
兼
而
相
心
得
可
罷
在
事

　
　
　
酉
（
文
化
一
〇
年
）

十
月
廿
四
日

　
右
之
趣
摂
河
在
々
江
廻
状
差
出
ス

�

四
十
三

�

播
州
十
六
郡
村
々
之
内
、
質
屋
・
古
手
屋
・
古
道
具
屋
渡
世
い
た
し

候
も
の
、
前
々
ゟ
無
株
ニ
付
、
盗
物
等
質
ニ
取
、
又
者
不
正
之
品
等

買
合
有
之
節
者
勿
論
、
兼
而
仲
間
無
之
事
ニ
付
、
諸
事
取
締
不
行
届

哉
ニ
相
聞
候
付
、
大
坂
三
郷
惣
年
寄
共
取
締
方
之
儀
致
勘
弁
候
処
、

是
迄
右
渡
世
い
た
し
居
候
も
の
共
差
配
い
た
し
候
も
の
無
之
ニ
付
、

惣
年
寄
差
配
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
、
取
締
出
来
可
申
哉
、
尤
新
ニ
差
配
い

た
し
候
迚
、
改
而
入
、
或
出
銀
等
為
致
候
儀
ニ
茂
無
之
、
被
盗
物
触

書
等
之
諸
雑
費
而
已
ニ
而
、
入
用
相
掛
候
事
ニ
者
無
之
、
仕
法
を
以

内
々
其
筋
合
承
調
候
処
、
私
領
向
者
、
村
数
急
々
難
行
届
ニ
付
、
先

ツ
御
料
所
丈
ケ
之
分
者
、
以
来
差
配
請
候
様
相
成
候
ハ
ヽ
、
取
締
も

出
来
可
申
趣
を
以
、
右
三
手
商
売
差
配
之
儀
、
惣
年
寄
共
申
立
、
取

締
一
条
之
儀
ニ
付
、
於
御
料
所
惣
年
寄
共
申
立
差
配
之
儀
、
差
支
之

筋
者
無
之
哉
之
儀
御
尋
ニ
付
、
取
調
候
処
、
郡
中
之
内
、
質
屋
・
古

道
具
屋
・
古
手
屋
与
限
渡
世
之
も
の
無
御
座
、
農
業
重
之
村
々
ニ
而
、

尤
作
間
ニ
者
少
々
ツ
ヽ
小
商
仕
候
も
の
も
有
之
候
得
共
、
無
作
ニ
而

商
売
而
已
仕
候
も
の
者
、
村
役
人
ゟ
急
度
商
売
差
留
候
得
共
、
稀
ニ

者
病
身
ニ
而
農
業
難
成
、
無
拠
商
売
ニ
而
渡
世
仕
候
も
の
も
御
座
候

得
共
、
夫
等
之
も
の
者
、
格
別
情
（
精
）々

勧
農
之
儀
、
村
役
人
共
相
心
得

取
計
候
儀
ニ
而
、
百
姓
之
内
、
他
借
等
相
嵩
、
相
続
難
成
も
の
共
相

頼
、
近
辺
最
寄
宜
所
ニ
而
市
仕
、
直
段
能
売
払
、
其
外
無
拠
差
当
銀

子
入
用
之
節
者
、
村
内
・
隣
村
商
人
共
、
又
者
身
元
相
応
ニ
相
暮
候

も
の
江
、
暫
之
内
、
着
類
・
諸
道
具
を
預
、
融
通
い
た
し
遣
候
儀
も

有
之
候
得
共
、
右
三
手
渡
世
与
申
筋
ニ
茂
無
之
、
全
懇
意
合
を
以
取

計
候
儀
ニ
而
、
聊
ツ
ヽ
融
通
い
た
し
候
も
の
共
迄
名
前
書
顕
、
右
商

売
筋
大
坂
三
郷
惣
年
寄
差
配
請
候
儀
者
、
相
好
不
申
、
自
然
惣
年
寄

差
配
ニ
取
極
候
而
ハ
、
縦
懇
意
合
ニ
而
茂
、
右
体
少
分
之
儀
茂
於
村

方
融
通
難
相
調
、
道
具
類
ハ
勿
論
、
聊
之
品
茂
遠
方
迄
持
出
候
様
相

成
、
村
々
一
同
難
渋
罷
成
可
申
哉
、
尤
盗
物
、
又
者
不
正
之
品
買
取

候
儀
者
勿
論
、
質
取
不
致
様
兼
々
申
合
取
締
仕
罷
在
候
間
、
於
此
上

情（精
）々

心
付
可
申
候
間
、
是
迄
之
通
被
成
置
候
様
仕
度
旨
、
村
々
申
立

候
間
、
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
文
政
七

　
　
　
申
閏
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
清
左
衛
門
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　��

（
鈴
木
町
代
官
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武岸
本
武
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辻
（
谷
町
代
官
）

六
郎
左
衛
門

�

　
　
　
　
　�

播
州
拾
六
郡
質
屋
外
弐
株
之
儀
ニ
付
、
村
々
相
糺
候
趣
書

付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
原
清
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
（
谷
町
代
官
）

田
一
郎
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
（
鈴
木
町
代
官
）

本
善
左
衛
門

播
州
村
々
拾
六
郡
ニ
而
質
屋
・
古
手
屋
・
古
道
具
屋
渡
世
い
た
し
候

も
の
、
前
々
ゟ
無
株
ニ
付
、
盗
物
等
質
ニ
取
、
又
者
不
正
之
品
等
買

合
有
之
節
者
勿
論
、
兼
而
仲
間
無
之
事
ニ
付
、
諸
事
取
締
向
不
行
届

哉
ニ
付
、
右
株
御
免
之
儀
、
松
（
武
蔵
忍
潘
主
）

平
下
総
守
領
分
播
州
下
西
二
見
村
重

右
衛
門
・
浅
（
旗
本
）野
壱
岐
守
知
行
同
州
若
狭
野
村
篤
次
両
人
願
立
候
付
、

御
取
調
有
之
候
処
、
同
州
在
々
之
内
、
右
三
組
株
式
江
加
入
望
之
者

共
者
、
銘
々
支
配
御
代
官
・
領
主
・
地
頭
江
届
出
、
差
支
無
之
由
を

以
、
篤
次
江
一
札
差
入
有
之
、
并
同
州
一
円
故
障
差
支
等
不
相
聞
、

重
右
衛
門
同
意
之
趣
、
一
郡
限
惣
代
与
唱
、
壱
人
ツ
ヽ
申
合
書
夫
々

連
印
罷
在
候
儀
ニ
而
、
其
次
第
相
違
も
有
之
間
敷
候
得
共
、
為
念
一

応
被
成
御
問
合
候
旨
、
去
未
（
天
保
六
年
）

八
月
中
大
（
大
坂
東
町
奉
行
）

久
保
讃
岐
守
殿
ゟ
御
書
取
を

以
御
達
御
座
候
、
此
儀
、
拙
者
共
支
配
所
播
州
村
々
役
人
共
呼
出
、

相
糺
候
処
、
何
れ
も
村
柄
不
宜
、
小
前
困
窮
之
も
の
多
、
別
而
近
年

不
作
打
続
、
百
姓
共
連
々
及
困
窮
、
年
々
御
年
貢
、
高
掛
り
物
諸
役

等
差
支
候
節
者
、
無
拠
渡
世
与
申
ニ
者
無
之
候
得
共
、
少
々
宛
質

物
・
古
道
具
等
取
引
い
た
し
候
も
の
茂
有
之
候
間
、
懇
意
之
者
江
相

頼
、
衣
類
、
其
外
質
物
ニ
差
入
、
或
者
売
払
、
相
互
ニ
助
合
、
御
年

貢
諸
役
相
勤
、
漸
営
罷
在
候
儀
ニ
付
、
今
般
質
屋
・
古
手
屋
・
古
道

具
屋
之
株
式
取
極
、
新
規
出
来
候
而
者
、
聊
之
品
ニ
而
茂
差
掛
り
質

物
ニ
差
入
候
儀
茂
差
支
、
又
者
払
直
段
ニ
茂
抱
（
拘
）り

可
申
儀
ニ
而
、
右

三
株
之
も
の
共
方
江
持
参
候
ニ
者
、
山
寄
辺
鄙
之
村
々
者
、
場
所
ニ

寄
、
遠
方
往
返
之
雑
費
も
不
少
、
自
ラ
融
通
ニ
相
響
、
困
窮
之
村
々

御
年
貢
上
納
ニ
差
支
候
次
第
ニ
至
り
、
旁
難
立
行
、
且
篤
次
・
重
右

衛
門
江
同
意
之
趣
示
談
お
よ
ひ
書
付
為
取
替
候
者
、
小
林
新
田
国
蔵

并
嶋
村
八
郎
次
之
外
一
切
無
之

本
文
書
付
之
儀
、
清
左
衛
門
支
配
所
美
嚢
郡
小
林
新
田
国
蔵
者
、

農
業
之
間
、
大
工
道
具
・
古
道
具
売
買
、
加
東
郡
嶋
村
八
郎
次
者
、

同
様
少
々
宛
質
物
取
候
間
、
若
狭
野
村
篤
次
・
長
田
村
源
右
衛
門

願
済
之
上
者
、
加
入
可
致
旨
之
書
付
為
取
替
、
又
者
同
意
之
旨
申

答
置
候
茂
、
右
両
人
之
申
勧
ニ
寄
候
儀
ニ
而
、
一
己
之
存
意
ニ
者

無
之
旨
申
立
候

此
上
盗
物
并
不
正
之
品
等
買
合
、
又
者
質
ニ
取
候
儀
等
無
之
様
、
村

役
人
共
精
々
心
付
取
締
い
た
し
候
間
、
何
れ
ニ
茂
右
三
株
新
規
出
来

不
致
、
是
迄
之
通
融
通
差
支
無
之
様
御
居
置
被
下
度
旨
、
村
々
一
同
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挙
而
相
願
候
儀
之
旨
申
立
候
儀
ニ
御
座
候

右
相
糺
候
趣
、
書
面
之
通
御
座
候
、
尤
株
式
江
加
入
望
之
も
の
者
、

銘
々
支
配
御
代
官
江
届
出
、
差
支
無
之
由
を
以
、
篤
次
江
一
札
差
入
、

又
者
重
右
衛
門
同
意
之
趣
、
一
郡
限
惣
代
ニ
而
申
合
書
連
印
い
た
し

候
由
之
願
立
ニ
相
聞
候
得
共
、
拙
者
共
方
江
右
様
之
儀
届
出
聞
置
候

も
の
無
之
、
今
般
村
々
申
立
之
趣
無
余
儀
筋
ニ
相
聞
、
右
三
株
出
来

候
而
者
、
自
然
与
融
通
も
不
宜
、
弥
増
困
窮
之
基
ニ
而
、
殊
（
事
）ニ

寄
候

而
者
、
御
年
貢
納
方
之
響
ニ
も
可
相
成
候
間
、
右
等
之
処
御
勘
弁
御

座
候
様
い
た
し
度
奉
存
候
、
依
之
申
上
候
、
以
上

　
　
天
保
七

　
　
　
申
三
月

�

播
州
一
国
質
屋
・
古
手
屋
・
古
道
具
屋
株
取
立
之
儀
、
同
州
若
狭

野
村
篤
次
・
下
西
二
見
村
重
左
（
右
ヵ
）衛

門
先
達
而
相
願
候
儀
ニ
付
、
大

久
保
讃
岐
守
勤
役
中
及
御
尋
候
儀
茂
有
之
候
処
、
右
等
之
株
式
相

立
候
而
者
、
一
体
之
取
引
手
狭
相
成
、
金
銀
融
通
ニ
も
相
響
候
筋

ニ
付
、
願
之
趣
不
及
沙
汰
旨
、
篤
次
・
重
左
（
右
ヵ
）衛

門
江
申
渡
願
書
差

返
候
事

　�

右
書
付
矢
（
大
坂
西
町
奉
行
）

部
駿
河
守
殿
ゟ
添
田
手
代
呼
出
之
上
、
与
力
吉
田
勝
右
衛

門
を
以
被
相
達
旨
ニ
而
、
申
（
天
保
七
年
）

四
月
二
日
添
田
引
請
ゟ
書
状
を
以
到
来

�

世
上
金
銀
貸
借
利
足
之
儀
、
金
弐
拾
五
両
ニ
付
壱
分
之
割
合
を
以

取
引
可
致
旨
、
去
寅
（
天
保
一
三
年
）

九
月
中
相
触
候
ニ
付
而
者
、
双
方
共
不
実
之

儀
無
之
様
可
致
者
勿
論
ニ
候
処
、
借
方
之
も
の
共
兎
角
等
閑
ニ
相

心
得
、
済
方
不
捗
取
、
金
主
共
も
利
益
薄
を
厭
ひ
、
融
通
不
宜
趣

相
聞
候
、
依
之
奉
行
所
ニ
お
い
て
吟
味
之
上
、
裁
許
申
付
候
分
、

向
後
切
金
ニ
者
不
申
付
、
直
ニ
日
限
を
以
済
方
申
付
、
埒
不
明
ニ

お
い
て
ハ
、
身
体
限
金
主
江
為
相
渡
候
間
、
金
主
共
弥
無
懸
念
十

分
ニ
取
引
可
致
候
、
勿
論
借
方
ニ
お
い
て
も
其
旨
相
心
得
、
等
閑

之
儀
無
之
様
、
実
意
ニ
済
方
可
致
候

一
、
寛
政
九
巳
年
以
来
之
借
金
銀
者
、
是
迄
之
通
取
上
、
裁
許
可
申
付

候
得
共
、
年
古
貸
借
ニ
而
追
々
利
足
を
元
金
ニ
結
、
新
規
借
用
、
又

者
預
金
等
之
証
文
ニ
直
し
候
類
、
吟
味
之
上
、
於
無
紛
者
、
素
々
不

実
之
取
引
ニ
付
、
向
後
対（相
対
）決済

申
付
、
奉
行
所
ニ
而
者
取
扱
致
間
敷

候
事

一
、
売
掛
之
儀
、
十
ヶ
年
以
上
之
滞
者
、
向
後
相
対
済
申
付
、
是
又
奉

行
所
ニ
而
取
扱
致
間
敷
事

但
、
十
ヶ
年
以
上
之
滞
ニ
而
茂
、
引
続
取
引
致
候
分
ハ
、
吟

味
之
上
、
取
上
、
裁
許
可
申
付
候

一
、
遊
女
町
・
傾
城
町
等
よ
り
願
出
候
遊
女
湯
代
金
滞
之
儀
、
向
後
相

対
ニ
可
済
者
格
別
、
奉
行
所
ニ
而
取
上
申
間
敷
事

右
之
通
相
心
得
、
弥
世
上
金
銀
融
通
無
差
支
様
取
計
、
借
方
之
者
共

ハ
勿
論
、
貸
方
ニ
お
い
て
も
相
互
ニ
実
意
専
ニ
心
掛
取
引
可
致
候
、

且
以
来
身
体
限
為
相
渡
候
ニ
付
而
者
、
先
訴
之
分
取
上
、
日
限
済
方
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申
付
置
候
内
、
同
様
之
後
訴
有
之
候
共
、
金
銀
出
入
ニ
限
、
先
訴
相

済
候
上
ニ
無
之
候
而
者
、
取
上
、
裁
許
者
申
付
間
敷
候
条
、
其
旨
可

相
心
得
候
、
尤
右
ニ
付
、
身
体
を
隠
し
、
或
者
如
何
敷
所
業
ニ
及
ひ

候
も
の
、
其
外
利
欲
ニ
拘
り
不
埒
成
出
訴
之
類
於
有
之
者
、
当
人
者

不
申
及
、
其
所
之
町
役
人
・
村
役
人
等
迄
、
吟
味
之
上
、
厳
重
ニ
咎

可
申
付
候
、
且
又
武
家
・
寺
社
等
者
、
是
迄
之
通
裁
許
可
申
付
候
得

共
、
兎
角
済
方
等
閑
勝
、
或
者
申
渡
之
金
高
不
足
ニ
差
出
候
輩
茂
有

之
由
相
聞
、
尤
不
埒
之
事
ニ
候
、
向
後
右
体
之
類
於
有
之
者
、
糺
之

上
、
急
度
可
及
沙
汰
候

　
右
之
通
可
被
相
触
候

　
　
天
保
十
四
卯

　
　
　
五
月
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三
井
物
産
「
内
地
支
店
長
会
議
々
事
録
」（
明
治
三
三
年
）
第
五
回
・�

�
第
六
回
・
第
七
回
・
第
八
回
並
び
に
解
題

吉
川
　
容
・
大
島
久
幸

前
号
に
引
続
き
、
三
井
物
産
「
内
地
支
店
長
会
議
々
事
録
」（
明
治

三
三
年
）
の
第
五
回
（
第
五
日
目
）
分
・
第
六
回
分
（
第
六
日
目
）・

第
七
回
（
第
七
日
目
）
分
・
第
八
回
＝
最
終
回
（
第
八
日
目
）
分
を
翻

刻
掲
載
す
る
。
第
五
回
分
・
第
七
回
分
・
第
八
回
分
を
吉
川
が
、
第
六

回
分
を
大
島
が
翻
刻
し
た
う
え
で
、
両
名
が
四
回
分
を
通
し
た
原
本
照

合
を
行
っ
た
。
ま
た
原
本
照
合
に
当
っ
て
は
、
秋
葉
直
子
氏
に
ご
協
力

を
い
た
だ
い
た
。

凡
例

一
、
原
則
と
し
て
漢
字
は
通
用
の
字
体
を
用
い
た
が
、
固
有
名
詞
や
慣

用
句
な
ど
で
原
本
通
り
と
し
た
場
合
も
あ
る
。

一
、
合
字
は
カ
タ
カ
ナ
に
改
め
た
。

一
、〔
　
〕
内
は
翻
刻
者
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。

一
、
判
読
不
能
の
文
字
は
□
で
示
す
か
、〔
　
〕
内
で
注
記
し
た
。

一
、
原
本
で
は
発
言
者
名
を
一
字
な
い
し
二
字
分
上
げ
て
記
載
し
て
い

る
が
、
翻
刻
で
は
冒
頭
に
「
◎
」
を
付
加
し
た
う
え
で
発
言
者
名
を
ゴ

チ
で
表
記
し
た
。

一
、
表
（1
か
ら
表
（（
は
原
本
で
は
横
に
寝
か
さ
れ
た
横
書
き
の
表
で
あ

る
が
、
収
録
の
都
合
上
縦
に
起
こ
し
て
配
置
し
た
。
表
の
番
号
は
翻
刻

に
際
し
て
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
罫
線
は
適
宜
補
足
し
た
。

一
、
原
本
の
丁
の
区
切
り
を
【
　
】
内
に
示
し
た
。
原
本
で
の
丁
数
は

史
料
紹
介
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第
五
回
分
か
ら
第
七
回
分
で
は
用
紙
右
下
（
原
本
は
袋
綴
製
本
さ
れ
て

い
る
の
で
そ
の
状
態
で
は
左
頁
の
ど
側
下
）、
第
八
回
分
で
は
用
紙
左

下�

（
同
じ
く
右
頁
の
ど
側
下
）
に
漢
数
字
も
し
く
は
算
用
数
字
で
記
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
数
字
は
会
議
各
回
毎
に
更
新
さ
れ
て
い
る
。
参
照
の

便
を
考
え
【
　
】
内
に
は
回
数
と
丁
数
を
記
し
さ
ら
に
用
紙
前
半
（
袋

綴
じ
を
見
開
い
た
状
態
で
は
左
頁
）
の
場
合
は
「
ａ
」、
後
半
（
次
の

見
開
き
で
右
頁
）
の
場
合
は
「
ｂ
」
を
付
し
た
。

前
号
ま
で
に
掲
載
し
た
第
一
回
分
か
ら
第
四
回
分
に
翻
刻
の
誤
り
が

幾
つ
か
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
三
井
文
庫
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ

イ
ト
上
に
て
正
誤
を
明
ら
か
に
い
た
し
ま
す
。

本
史
料
の
翻
刻
を
許
可
く
だ
さ
り
諸
々
ご
高
配
を
賜
っ
た
公
益
財
団

法
人
東
洋
文
庫
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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三井物産「内地支店長会議々事録」（明治 33 年）
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〔
翻
刻
原
本
　
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
所
蔵
「［
三
井
物
産
］
内
地
支
店
長

会
議
議
事
録
」�

請
求
記
号
六
四
二
〕

�

【
五
回
　

（
ａ
】

第
五
回
　
一
月
二
十
二
日
午
前

◎�

益
田
　
本
日
ハ
共
通
計
算
規
程
ニ
関
ス
ル
件
ヲ
議
ス
ヘ
シ

―
―
―
〈
○
〉
―
―
―

　
　
　
共
通
計
算
規
程
ニ
関
ス
ル
件

社
内
競
争
ノ
弊
ヲ
除
キ
商
務
ノ
発
達
ヲ
謀
ル
為
メ
ニ
設
ケ
タ
ル
共
通

計
算
規
程
ハ
輸
出
米
、
綿
花
、
綿
糸
、
生
糸
、
豆
粕
等
ノ
商
品
取
扱

上
大
ニ
便
益
ヲ
与
ヘ
其
結
果
稍
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ア
リ
故
ニ
益
々
其
区

域
ヲ
広
メ
之
ヲ
応
用
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
リ
同
規
程
中
ニ
改
正
ス
ヘ
キ

点
ナ
キ
ヤ
又
同
規
程
ノ
実
行
ヲ
今
一
層
鞏
固
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ア

リ
ヤ

�

右
及
諮
問
仕
候
也

―
―
―
〈
○
〉
―
―
―

◎��

益
田
　
共
通
計
算
規
程
実
行
後
ノ
成
蹟
即
チ
其
利
害
得
失
ノ
実
験
談

ヲ
述

�

【
五
回
　

（
ｂ
】

ヘ
ラ
レ
タ
シ
今
後
石
炭
ヲ
モ
共
通
計
算
ト
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
又
羽
二
重

商
売
ニ
付
三
井
呉
服
店
ト
一
種
ノ
共
通
計
算
法
ヲ
実
施
ス
ル
ノ
利
害

如
何
等
ニ
付
大
ニ
参
考
ト
ナ
ル
ヘ
シ
ト
信
ス

◎�

遠
藤
　
兵
庫
ニ
於
テ
ハ
更
ニ
差
〔
数
文
字
消
失
〕
ス
否
ナ
輸
出
米
ノ

如
キ
倫
敦
ト
直
接
引
合
ト
ナ
リ
タ
ル
為
メ
大
ニ
便
利
ヲ
〔
数
文
字
消

失
〕
少
シ
ノ
不
便
ア
ル
ハ
輸
出
米
買
入
資
金
ニ
在
リ
蓋
シ
外
国
人
ハ

何
レ
モ
二
〔
一
文
字
消
失
〕
五
厘
位
ノ
低
利
ノ
金
ヲ
使
用
ス
ル
モ
当

社
ハ
二
銭
七
八
厘
ノ
金
ヲ
使
用
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
勿
論
倫
敦
ニ
対
シ

荷
為
替
ヲ
取
組
ム
モ
ノ
ヽ
如
キ
ハ
正
金
銀
行
ニ
於
テ
船
積
書
類
ヲ
付

セ
ス
シ
テ
一
ケ
月
前
ニ
為
替
ヲ
取
組
ム
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
便
法
ア
レ
ト

モ
亦
此
便
法
ニ
依
リ
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
夫
等
ハ
前
文
ノ
如
ク
二
銭

七
八
厘
日
歩
ノ
金
ヲ
利
用
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
ヲ
以
テ
外
国
人
ト
競
争
ス

ル
コ
ト
能
ハ
ス
此
点
ハ
御
工
夫
ヲ
願
ヒ
タ
シ
其
他
ニ
ハ
更
ニ
不
便
ナ

シ
◎�

益
田
　
金
ノ
安
キ
ヲ
要
ス
ル
ハ
共
通
計
算
ニ
拘
ラ
ス
何
事
ニ
テ
モ
然

リ
此
節
正
金
銀
行

�

【
五
回
　

（
ａ
】

ニ
於
テ
ハ
為
替
ノ
出
合
上
頻
リ
ニ
輸
出
ノ
増
進
ヲ
希
望
シ
日
本
ノ
高
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キ
米
ヲ
輸
出
シ
蘭
貢
ノ
安
キ
米
ヲ
輸
入
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
モ
輸
出
ノ

増
加
ヲ
計
リ
度
モ
ノ
ナ
リ
云
々
申
居
ル
位
ナ
レ
ハ
此
機
ニ
乗
シ
テ
同

行
ヘ
交
渉
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ス
ヤ
輸
出
商
売
ニ
付
特
別
ノ
便
宜
ヲ
与
ヘ

呉
ル
ヽ
ナ
ル
ヘ
シ

◎�

北
村
　
横
浜
ノ
生
糸
勘
定
ニ
付
テ
ハ
普
通
ノ
ヱ
キ
ス
ポ
ー
ト
ア
ツ
カ

ウ
ン
ト
ヲ
開
キ
チ
ヱ
ツ
キ
ニ
ヱ
キ
ス
ポ
ー
ト
ア
ツ
カ
ウ
ン
ト
ノ
印
ヲ

押
シ
置
ク
然
ル
ト
キ
ハ
品
物
ノ
積
出
前
ニ
為
替
ヲ
約
束
シ
之
ニ
対
シ

資
金
ヲ
引
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ガ
正
金
銀
行
ノ
規
則
ナ
リ
而
シ
テ
今
日

迄
我
々
ノ
振
出
シ
タ
ル
手
形
ニ
ハ
一
タ
ヒ
モ
間
違
ナ
カ
リ
シ
ヲ
以
テ

此
頃
ハ
正
金
銀
行
ニ
於
テ
大
ニ
我
社
ヲ
信
用
シ
五
十
万
ニ
テ
モ
百
万

ニ
テ
モ
船
積
書
類
ナ
シ
ニ
手
形
丈
ヲ
振
出
シ
資
金
ヲ
引
出
ス
コ
ト
ヲ

得
既
ニ
十
一
月
末
ヨ
リ
十
二
月
ニ
掛
ケ
テ
百
五
十
万
円
計
リ
ノ
手
形

ヲ
振
出
シ
之
ニ
対
シ
何
等
ノ
故
障
ナ
ク
便
利
ヲ
与
ヘ
呉
レ
タ
リ
而
シ

テ
荷
為
替
ノ
利
息
六
分
ナ
レ
ト
モ
右
手
形
ノ
利
息
ハ
五
分
ノ

�

【
五
回
　

（
ｂ
】

割
合
ナ
リ
斯
ル
有
様
ナ
ル
ヲ
以
テ
今
日
生
糸
ノ
買
入
資
金
ニ
付
テ
ハ

更
ニ
心
配
ナ
シ
再
言
ス
レ
ハ
如
何
ナ
ル
方
法
ニ
依
リ
輸
出
生
糸
ノ
荷

為
替
ヲ
取
組
ム
ヘ
キ
カ
ニ
付
テ
ハ
常
ニ
研
究
ヲ
費
シ
ツ
ヽ
ア
ル
モ
仕

入
資
金
其
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
毫
モ
心
配
ナ
キ
ナ
リ

◎�

益
田
　
斯
ル
事
ハ
大
ニ
各
店
ノ
参
考
ト
ナ
ル
ナ
リ
就
テ
ハ
神
戸
ニ
於

テ
モ
兵
庫
ニ
於
テ
モ
又
東
京
ニ
於
テ
モ
横
浜
ノ
例
ニ
依
リ
輸
出
勘
定

ニ
就
テ
ハ
特
別
ノ
便
宜
ヲ
与
フ
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
正
金
銀
行
ニ
迫
リ
若
シ

便
利
ヲ
与
ヘ
サ
レ
ハ
十
分
不
平
ヲ
訴
フ
ヘ
シ
而
シ
テ
為
替
ヲ
円
ロ
ー

ン
ト
シ
品
物
ヲ
海
外
ニ
テ
売
リ
上
ケ
タ
ル
ト
キ
返
却
ス
ヘ
ク
其
利
息

ハ
何
程
ト
豫
シ
メ
約
束
シ
置
ク
ヘ
シ
且
利
息
ハ
年
五
分
ト
シ
若
シ
六

分
ト
申
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
五
分
ニ
引
下
ケ
シ
ム
ヘ
シ
此
事
ハ
神
戸
ニ
於

テ
山
川
氏
ニ
交
渉
ス
ヘ
シ

◎�

大
野
　
山
川
氏
ニ
交
渉
シ
タ
ル
処
金
ハ
融
通
ス
ル
モ
利
息
ハ
市
中
ノ

金
利
同
様
ニ
願
ヒ
タ
シ
ト
ノ
コ
ト
ナ
リ
シ

�

【
五
回
　

（
ａ
】

◎�

北
村
　
ヱ
キ
ス
ポ
ー
ト
ア
ツ
カ
ウ
ン
ト
ト
ス
レ
ハ
低
利
ニ
融
通
ス
ル

ナ
ル
ヘ
シ

◎�

呉
　
此
事
ハ
帰
神
後
大
ニ
交
渉
ヲ
試
ム
ヘ
シ

◎�

北
村
　
輸
出
米
資
金
ニ
付
テ
ハ
生
糸
其
他
ノ
普
通
ノ
ヱ
キ
ス
ポ
ー
ト

ア
ツ
カ
ウ
ン
ト
ト
ハ
尠
シ
ク
其
趣
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
蓋
シ
普
通

ノ
ヱ
キ
ス
ポ
ー
ト
ア
ツ
カ
ウ
ン
ト
ナ
レ
ハ
二
週
若
ク
ハ
三
週
間
ニ
シ

テ
結
了
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
輸
出
米
ニ
至
リ
テ
ハ
十
月
頃
ニ
十
一
月
若

ク
ハ
十
二
月
積
ヲ
売
約
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
資
金
ノ
融
通
ヲ
受
ク
ヘ
キ

期
限
長
シ
故
ニ
先
方
ニ
於
テ
普
通
ノ
ヱ
キ
ス
ポ
ー
ト
ア
ツ
カ
ウ
ン
ト

ノ
例
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ハ
否
ム
モ
ノ
ナ
ラ
ン

◎�

呉
　
長
期
ノ
融
通
ニ
付
テ
ハ
綿
糸
ノ
例
ア
リ
即
チ
綿
糸
ハ
三
ケ
月
間

融
通
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
最
初
ノ
一
ケ
月
間
ハ
ヱ
キ
ス
ポ
ー
ト
ア
ツ
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カ
ウ
ン
ト
ノ
利
率
ニ
テ
借
入
シ
一
ケ
月
ノ
終
リ
ニ
約
束
手
形
ヲ
振
出

シ
一
銭
六
厘
日
歩
若
ク
ハ
年
六
分
ニ
テ
融
通
ヲ
得
二
ケ
月
目
ノ
終
リ

ニ
為
替
ヲ
取
組
ミ
年
五
分
ノ
利
ニ
テ
融
通
ヲ
得
ル
コ
ト
ヽ

�

【
五
回
　

（
ｂ
】

ナ
リ
前
後
通
計
三
ケ
月
間
ナ
リ

◎�

益
田
　
米
ノ
資
金
モ
先
方
ヘ
十
分
事
情
ヲ
談
シ
他
ノ
モ
ノ
ニ
使
用
セ

サ
ル
コ
ト
ヲ
明
カ
ニ
シ
先
方
カ
安
心
ノ
出
来
ル
丈
ニ
為
ス
ト
キ
ハ
ヱ

キ
ス
ポ
ー
ト
ア
ツ
カ
ウ
ン
ト
ノ
例
ヲ
応
用
シ
得
ヘ
シ
ト
考
フ

◎�

寺
島
　
棉
花
ノ
共
通
計
算
ハ
誠
ニ
好
都
合
ニ
運
ヒ
居
レ
リ
即
チ
首
部

ヨ
リC

if.

何
程
ト
電
信
シ
来
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
予
テ
取
極
メ
ア
ル
百

斤
ニ
付
六
十
歩
若
ク
ハ
五
十
歩
ヲ
加
算
シ
テ
得
意
先
ヘ
売
渡
シ
而
シ

テ
其
内
ヨ
リ
神
戸
其
他
ノ
諸
入
費
ヲ
控
除
シ
残
額
丈
ヲ
名
古
屋
店
ノ

利
益
ト
ナ
ス
ナ
リ
然
ル
ニ
大
豆
大
豆
粕
ハ
之
ト
異
ナ
リ
兵
庫
ヨ
リ
大

凡
ノ
値
段
ヲ
通
知
シ
来
リ
名
古
屋
ニ
テ
ハ
其
以
上
ニ
売
リ
上
ケ
レ
ハ

相
当
ノ
利
益
ア
リ
ト
考
ヘ
売
約
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
後
ニ
至
リ
愈
買
付
ノ

上
船
ヲ
廻
ハ
シ
来
リ
タ
ル
ト
キ
ニ
ハ
大
ニ
狂
ヒ
ヲ
生
シ
予
定
値
段
ヨ

リ
高
価
ニ
買
付
ケ
ラ
レ
利
益
ノ
積
リ
ナ
リ
シ
モ
ノ
カ
却
テ
損
失
ニ
帰

ス
ル
コ
ト
ア
リ
尤
モ
其
反
対

�

【
五
回
　

（
ａ
】

ニ
予
定
値
段
ヨ
リ
安
ク
買
付
出
来
タ
ル
ト
キ
ハ
利
益
ヲ
増
加
ス
ル
結

果
ト
ナ
ル
モ
如
此
ハ
極
メ
テ
稀
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
何
レ
ニ
ス
ル
モ
予

算
値
段
ト
ハ
相
違
ヲ
来
ス
コ
ト
ハ
商
売
上
不
便
少
ナ
カ
ラ
サ
ル
ノ
ミ

ナ
ラ
ス
勢
ヒ
人
情
ノ
常
ト
シ
テ
可
成
自
店
ニ
安
ク
買
付
ケ
出
来
タ
ル

分
ノ
差
廻
ハ
シ
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ニ
至
ル
ヘ
シ
故
ニ
之
ハ
矢
張
棉

花
同
様
首
部
ハC

if.

ノ
値
段
ニ
テ
引
受
ケ
実
際
買
付
ヲ
為
シ
タ
ル

結
果
生
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
損
益
ノ
差
ハ
首
部
之
ヲ
負
担
ス
ル
コ
ト

ニ
致
シ
タ
シ
是
レ
即
チ
共
通
計
算
規
程
ニ
関
シ
改
正
ヲ
望
ム
第
一
要

点
ニ
シ
テ
他
ニ
ハ
別
ニ
不
都
合
ヲ
認
メ
ス

◎�

遠
藤
　
最
初
相
場
ヲ
報
知
ス
ル
場
合
ニ
ハ
凡
ソ
買
付
得
ラ
ル
ヘ
キ
値

段
何
程
、
運
賃
何
程
、
為
替
相
場
何
程
ト
予
定
ス
ル
モ
実
際
ノ
値
段

ハ
買
付
ケ
後
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
知
リ
能
ハ
ス
然
ル
ニ
首
部
ニ
於
テ
其

損
益
ヲ
負
担
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
レ
ハ
勢
ヒ
損
ヲ
為
サ
ヽ
ル
様
大
丈
夫
ノ

値
段
ヲ
通
報
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
為
メ
ニ
商
売
ノ
成

�

【
五
回
　

（
ｂ
】

立
ヲ
妨
ク
ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ヘ
シ

◎�

益
田
　
首
部
ニ
於
テ
ハ
販
売
店
カ
利
益
ヲ
得
タ
ル
程
度
ニ
於
テ
後
荷

ヲ
以
テ
損
失
ヲ
負
担
セ
シ
ム
ル
ニ
依
リ
太
甚
困
却
ス
ル
ト
ノ
苦
情
販

売
店
ノ
間
ニ
在
リ

◎�
遠
藤
　
決
シ
テ
左
様
ノ
事
ナ
シ

◎�

益
田
　
首
部
カ
受
負
フ
コ
ト
ヽ
ナ
レ
ハ
或
ル
時
ハ
損
シ
或
ル
時
ハ
利

シ
之
ヲ
平
均
シ
テ
行
ク
コ
ト
ヽ
ナ
ル
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◎�
寺
島
　
首
部
ニ
於
テC

if.�

値
段
ニ
テ
引
受
ケ
其
後
ノ
損
益
ハ
凡
テ

負
担
ス
ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
大
ニ
便
利
ナ
リ

◎�

益
田
　
各
販
売
店
ニ
於
テ
売
値
ヲ
定
ム
ル
ニ
ハ
支
那
人
等
カ
持
チ
来

リ
テ
販
売
ス
ル
モ
ノ
ヲ
比
較
シ
テ
決
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
即
チ
競
争
者

ノ
相
場
ヨ
リ
高
値
ナ
ル
ト
キ
ハ
到
底
売
行
ヲ
見
サ
ル
ナ
リ
然
ル
ニ
首

部
ニ
損
益
ヲ
持
タ
シ
メ
首
部
ヨ
リ
常
ニ
損
失
ヲ
来
サ
ヽ
ル
様
十
分
ノ

値
段
ヲ
通
報
ス
ル
ト
キ
ハ
到
底
商
売
成
立
セ
サ
ル

�

【
五
回
　

（
ａ
】

ノ
患
ヲ
生
セ
サ
ル
カ
此
点
モ
一
考
ヲ
要
ス

◎�

寺
島
　
若
シ
首
部
ニC

if.

値
段
ヲ
以
テ
引
受
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
カ
行

ハ
レ
ス
ン
バ
各
販
売
店
ハ
其
売
上
勘
定
ヲ
悉
皆
首
部
ニ
移
ス
コ
ト
ヽ

シ
テ
ハ
如
何
是
ハ
現
行
共
通
計
算
規
程
ノ
明
文
ニ
ハ
相
違
ス
レ
ト
モ

共
通
計
算
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

◎�

北
村
　
共
通
計
算
ノ
主
意
ハ
各
店
ニ
利
益
ヲ
有
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
其

間
之
競
争
ヲ
来
タ
ス
ヲ
以
テ
其
利
益
ヲ
首
部
ニ
集
メ
各
販
売
店
ハ
単

ニ
主
部
ノ
指
図
ニ
依
リ
売
掛
并
代
金
ノ
取
立
ニ
任
セ
シ
ム
ル
ト
云
フ

ニ
在
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ム

◎�

長
谷
川
　
共
通
計
算
規
程
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
其
第
九
条
ニ

売
買
物
品
ノ
代
価
ニ
シ
テ
舟
乗
値
段
ヲ
以
テ
取
極
タ
ル
場
合
ニ
於
テ

ハ
首
部
、
又
沖
荷
値
段
ヲ
以
テ
取
極
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
仕
入
店
ニ

於
テ
運
賃
ノ
引
合
并
保
険
ノ
取
極
メ
等
ヲ
担
当
ス
ヘ
シ

ト
ア
リ
即
チ
首
部
カ
舟
乗
値
段
ヲ
以
テ
買
入
ル
ヽ
場
合
ニ
ハ
之
ニ
運

賃
并
保

�

【
五
回
　

（
ｂ
】

険
料
等
ヲ
加
算
シ
販
売
店
ヘ
引
合
ヲ
為
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヽ
ナ
ル
又
第
十

五
条
ニ

首
部
ニ
於
テ
特
ニ
経
伺
ノ
上
商
品
ノ
買
持
若
ク
ハ
売
越
ヲ
為
ス
場
合

ニ
於
テ
ハ
相
場
ノ
変
動
ヨ
リ
生
ス
ヘ
キ
買
持
品
若
ク
ハ
売
越
品
ノ
損

益
ハ
自
カ
ラ
之
ヲ
負
担
シ
各
販
売
店
ヘ
ハ
原
価
ニ
拘
ラ
ス
時
価
ヲ
以

テ
之
ヲ
売
渡
ス
ヘ
シ

ト
ア
リ
寺
島
氏
ノ
説
ハ
即
チ
第
十
五
条
ニ
該
当
ス
如
此
買
持
ノ
場
合

ト
否
ラ
サ
ル
場
合
ト
ニ
依
リ
其
趣
ヲ
異
ニ
シ
錯
雑
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ヲ

以
テ
北
村
氏
ノ
説
ノ
如
ク
改
正
ヲ
施
ス
モ
可
ナ
ラ
ン
要
ス
ル
ニ
此
点

ハ
各
関
係
店
協
議
ノ
上
修
正
案
ヲ
調
製
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

益
田
　
其
外
ニ
今
少
シ
利
害
ヲ
講
究
ス
ル
コ
ト
ト
ヽ
致
シ
タ
シ

◎�

長
谷
川
　
未
タ
買
付
出
来
サ
ル
モ
ノ
ヲ
販
売
ス
ル
ハ
取
リ
モ
直
サ
ス

売
越
ナ
レ
ハ
共
通
計
算
規
程
第
十
五
条
ニ
依
リ
其
損
益
ヲ
首
部
ニ
於

テ
負
担
ス
ヘ
ク
寺
島
氏
ノ

�

【
五
回
　

（
ａ
】

憂
フ
ル
カ
如
ク
販
売
店
ニ
損
益
ヲ
負
担
セ
シ
メ
ラ
ル
ヽ
カ
如
キ
コ
ト

ナ
キ
筈
ナ
リ
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◎�
寺
島
　
大
豆
大
豆
粕
ノ
取
扱
ハ
北
村
説
ノ
如
ク
シ
棉
花
糸
ハ
是
迄
通

リ
ト
シ
テ
可
ナ
リ
蓋
シ
棉
花
商
売
ノ
大
ニ
発
達
シ
タ
ル
ハ
可
成
多
ク

売
リ
テ
可
成
多
ク
ノ
利
益
ヲ
挙
ケ
ン
コ
ト
ヲ
努
メ
非
常
ニ
勉
強
シ
タ

ル
結
果
ナ
リ
故
ニ
今
之
ヲ
改
ム
ル
ノ
要
ナ
シ

◎�

長
谷
川
　
棉
花
首
部
ハ
共
通
計
算
規
程
ヲ
明
文
通
リ
実
行
セ
ル
故
円

滑
ニ
取
引
出
来
ス
ル
モ
兵
庫
ニ
於
テ
ハ
第
十
五
条
ヲ
無
視
セ
ル
結
果

種
々
ノ
支
障
ヲ
来
タ
ス
ニ
非
ラ
サ
ル
カ

◎�

遠
藤
　
棉
花
ト
大
豆
大
豆
粕
ト
ハ
大
ニ
其
趣
ヲ
異
ニ
セ
リ
即
チ
大
豆

大
豆
粕
ハ
売
約
ノ
際
未
タ
買
付
値
段
ノ
分
ラ
サ
ル
モ
ノ
ニ
テ
愈
買
付

ノ
上
其
ヨ
リ
生
ス
ル
損
益
ハ
販
売
店
ニ
受
持
タ
シ
ム
ル
ニ
依
リ
販
売

店
ニ
於
テ
大
ニ
励
ミ
ヲ
来
ス
ナ
リ

◎�

浅
野
　
三
池
ニ
於
テ
ハ
運
砿
丸
ノ
返
リ
便
ヲ
利
用
シ
何
レ
ヨ
リ
モ
荷

物
ヲ
取
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
カ
時
ト
シ
テ
ハ
兵
庫
ヘ
申
送
リ
同
店
ノ
買

持
品
ヲ
購
入
ス
ル
コ
ト
安
直
ナ

�

【
五
回
　

（
ｂ
】

ル
コ
ト
ア
リ
又
長
崎
カ
首
部
ノ
指
図
ニ
依
テ
長
崎
ニ
於
テ
買
付
ケ
居

ル
品
ヲ
買
取
ル
方
割
安
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
従
テ
双
方
ヘ
値
段
ヲ
交
渉
シ

安
値
ノ
方
ヨ
リ
買
付
ク
ヘ
キ
結
果
ト
ナ
ル
如
此
ハ
非
常
ニ
不
便
ナ
レ

ハ
首
部
カ
凡
テ
リ
ス
ク
ヲ
取
リ
長
崎
ニ
テ
買
付
ケ
タ
ル
荷
物
モ
長
崎

ニ
テ
直
チ
ニ
売
却
ス
ル
モ
ノ
ヽ
外
ハ
兵
庫
ノ
買
持
品
ト
シ
兵
庫
ニ
於

テ
其
売
リ
方
ヲ
管
轄
ス
ル
コ
ト
ヽ
為
ス
方
可
ナ
ラ
ン

◎�

益
田
　
損
益
ハ
如
何
ニ
ス
ル
ヤ

◎�

浅
野
　
首
都
タ
ル
兵
庫
ノ
負
担
ト
ス
ル

◎�

水
谷
　
輸
出
米
ハ
北
村
説
ノ
如
ク
セ
リ
即
チ
昨
年
積
出
ノ
五
千
百
屯

ノ
内
二
千
屯
ハ
神
戸
積
残
リ
三
千
百
屯
ハ
馬
関
積
ト
シ
タ
ル
モ
其
勘

定
ハ
凡
テ
首
部
持
ト
セ
リ

◎�

益
田
　
北
村
説
ハ
理
屈
上
ニ
於
テ
ハ
間
然
ス
ル
所
ナ
キ
モ
販
売
店
ニ

於
テ
少
シ
モ
利
益
ナ
キ
ト
キ
ハ
奨
励
ノ
道
ナ
ク
自
然
骨
ヲ
折
ラ
サ
ル

コ
ト
ヽ
ナ
リ
商
売
遅
鈍

�

【
五
回
　

（
ａ
】

ト
ナ
ル
ヲ
免
カ
レ
ス
此
点
ハ
熟
考
ヲ
要
ス

◎�

長
谷
川
　
共
通
計
算
ノ
趣
旨
ハ
互
ニ
競
争
シ
テ
利
益
ヲ
挙
ゲ
ン
ト
ス

ル
ノ
弊
ヲ
避
ク
ル
ニ
在
レ
ハ
自
店
ニ
利
益
ヲ
成
サ
ス
ト
テ
更
ニ
憂
フ

ル
所
ニ
非
ス
否
ナ
今
日
利
益
カ
直
接
現
ハ
レ
サ
ル
ニ
依
リ
十
分
ノ
働

キ
ヲ
為
サ
ス
ト
云
フ
カ
如
キ
支
店
長
ハ
絶
無
ナ
ル
ヘ
シ
ト
考
フ

又
共
通
計
算
規
程
第
十
八
条
ニ
ハ
「
本
店
ニ
於
テ
ハ
各
関
係
店
ノ
勘

定
書
ヲ
総
合
シ
テ
共
通
計
算
ノ
実
ヲ
挙
ケ
以
テ
其
損
益
ノ
成
蹟
ヲ
明

ニ
シ
之
ヲ
各
関
係
店
ニ
表
示
ス
ヘ
シ
」
ト
ア
ル
モ
本
店
ニ
テ
纏
ム
ル

ハ
時
期
後
レ
ナ
ル
ヲ
以
テ
首
部
カ
各
店
ノ
損
益
ヲ
取
調
ヘ
テ
各
関
係

店
ヘ
報
告
ス
ル
ト
共
ニ
本
店
ヘ
モ
上
申
ス
ル
コ
ト
ニ
修
正
ス
ル
方
可

ナ
ラ
ム

◎�

益
田
　
寺
島
ノ
意
見
如
何
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◎�
寺
島
　
余
ハ
前
ニ
述
ヘ
タ
ル
如
ク
棉
花
糸
ハ
従
前
ノ
通
リ
ト
シ
大
豆

大
豆
粕
ハ
其
損
益

�

【
五
回
　

（
ｂ
】

ヲ
首
部
カ
負
担
ス
ル
コ
ト
ニ
致
シ
タ
シ
ト
考
フ
蓋
シ
最
初
共
通
計
算

規
程
ヲ
設
ク
ル
ニ
方
リ
テ
ハ
余
モ
北
村
説
ノ
通
リ
仮
令
損
益
ハ
分
ラ

サ
ル
モ
売
込
サ
ヘ
ス
レ
ハ
可
ナ
リ
ト
ノ
考
ヲ
抱
キ
当
時
其
説
ヲ
主
唱

シ
タ
ル
モ
遂
ニ
行
ハ
レ
ス
現
行
ノ
共
通
計
算
規
程
ヲ
見
ル
ニ
至
リ
タ

ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
実
行
ノ
結
果
案
外
不
便
ヲ
見
ズ

綿
花
商
売
ノ
如
キ
円
滑
ニ
行
ハ
レ
向
後
益
進
歩
ノ
色
ア
リ
只
大
豆
大

豆
粕
ノ
取
扱
上
ニ
付
聊
カ
不
便
ア
ル
ヲ
以
テ
此
点
ニ
関
ス
ル
改
良
意

見
ヲ
吐
露
シ
タ
ル
モ
而
モ
今
急
遽
ニ
最
初
ノ
考
通
リ
ニ
為
サ
ン
ト
ス

ル
ハ
大
早
計
タ
ル
ノ
嫌
ナ
ク
ン
バ
非
サ
ル
ナ
リ

◎�

遠
藤
　
首
部
ニ
於
テ
販
売
店
ヨ
リ
注
文
ヲ
得
タ
ル
場
合
ニ
一
旦
三
円

ニ
テ
出
来
ル
旨
通
知
シ
タ
リ
ト
ス
レ
ハ
実
際
ノ
買
付
ハ
三
円
五
銭
ナ

ル
モ
将
タ
二
円
九
十
五
銭
ナ
ル
モ
凡
テ
三
円
ニ
テ
仕
切
ル
コ
ト
ヽ
ス

ヘ
シ
ト
ノ
寺
島
説
通
リ
ニ
テ
差
支
ナ
カ
ラ
ン

◎�

福
井
　
余
ハ
北
村
説
ニ
同
意
ス
即
チ
損
益
ハ
凡
テ
首
部
ヘ
集
ム
ル
ノ

主
義
ヲ
取
ル

�

【
五
回
　

（
ａ
】

モ
各
販
売
店
ニ
於
テ
口
銭
ハ
挙
ラ
サ
ル
故
勉
強
シ
テ
売
捌
ニ
従
事
セ

ス
ト
云
フ
カ
如
キ
恐
レ
ハ
少
シ
モ
之
ナ
シ
ト
考
フ
加
之
首
部
ニ
集
ム

ル
ト
キ
ハ
帳
簿
上
利
益
損
如
何
ヲ
知
リ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
如
キ
観
ア

ル
モ
其
実
取
扱
者
ハ
大
抵
何
程
ノ
利
益
ヲ
挙
ケ
得
タ
リ
ヤ
之
ヲ
推
臆

ス
ル
ニ
難
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ

◎�

呉
　
利
益
ヲ
出
ス
出
サ
ヌ
ノ
問
題
ハ
半
季
決
算
ノ
際
ニ
起
ル
モ
ノ
ナ

レ
ハ
平
常
其
利
益
ハ
首
部
ニ
於
テ
之
ヲ
集
メ
置
キ
半
季
末
ニ
於
テ
一

歩
ト
カ
一
歩
五
厘
ノ
利
益
ヲ
販
売
高
ニ
応
シ
テ
販
売
店
ヘ
付
廻
ハ
ス

コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

遠
藤
　
牛
荘
商
売
ハ
手
数
料
抔
ハ
見
込
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
若
シ
一
歩
若

ク
ハ
一
歩
五
厘
ノ
手
数
料
ヲ
加
算
ス
ル
ト
キ
ハ
競
争
者
ノ
タ
メ
ニ
制

セ
ラ
レ
商
売
ノ
成
立
ヲ
見
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヘ
シ
現
ニ
一
担
ニ
付
三

銭
カ
口
銭
ノ
経
費
ヲ
減
少
ス
ル
為
メ
営
口
支
店
ヲ
出
張
員
ニ
改
メ
タ

ル
位
ナ
リ

又
棉
花
ハ
日
本
沖
何
程
ニ
テ
約
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ヲ
以
テ
買
持

品
ナ
ル
ト
否
ト

�

【
五
回
　

（
ｂ
】

ニ
拘
ラ
ス
値
段
ヲ
定
メ
テ
首
部
ニ
於
テ
之
ヲ
引
受
ケ
得
ル
モ
大
豆
大

豆
粕
ハ
之
ト
異
ナ
リ
牛
荘
ニ
於
テ
現
物
買
付
ノ
上
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
実

際
ノ
原
価
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ス
故
ニ
棉
花
ノ
例
ヲ
推
シ
テ
大
豆
大
豆

粕
ノ
場
合
ヲ
論
ス
ル
能
ハ
ス

◎�

益
田
　
共
通
計
算
ノ
起
リ
ハ
仕
入
店
ニ
於
テ
利
益
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
原
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価
割
高
ニ
当
リ
販
売
店
ニ
於
テ
他
ノ
競
争
者
ニ
勝
ヲ
占
メ
ラ
ル
ヽ
恐

ア
リ
故
ニ
仕
入
店
ハ
利
益
ヲ
取
ラ
ス
仕
入
原
価
ヲ
販
売
店
ニ
通
知
シ

仲
次
店
モ
亦
実
際
ノ
経
費
ノ
ミ
ヲ
領
収
シ
販
売
店
ヲ
シ
テ
十
分
他
ノ

競
争
者
ニ
拮
抗
シ
得
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
即
チ
販
売
店
ヲ
シ
テ

原
価
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
最
モ
必
要
ナ
ル
点
ニ
シ
テ
海
外

ト
ノ
引
合
ニ
於
テ
特
ニ
然
リ
ト
ス
例
ヘ
ハ
鉄
道
ノ
入
札
ニ
シ
テ
モ
若

シ
倫
敦
支
店
ニ
於
テ
ニ
分
五
厘
ノ
口
銭
ヲ
加
算
シ
日
本
ヘ
値
段
ヲ
報

知
ス
ル
ト
セ
ン
乎
日
本
ニ
於
テ
更
ニ
此
上
ニ
口
銭
ヲ
見
込
ミ
入
札
ヲ

為
ス
ル
ト
キ
ハ
何
時
モ
他
人
ノ
為
メ
ニ
注
文
ヲ
取
ラ
レ
当
社
ハ
電
信

料
損
ト
ナ
ル
ヘ
シ

�

【
五
回
　

（
ａ
】

◎�

長
谷
川
　
共
通
計
算
ノ
原
価
ヲ
販
売
店
ニ
知
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
カ
主
意

ナ
ル
コ
ト
ハ
御
説
ノ
通
リ
ニ
テ
其
為
メ
営
口
ヲ
モ
共
通
計
算
中
ニ
加

ヘ
タ
ル
ナ
リ
然
ル
ニ
首
部
ヨ
リ
販
売
店
ヘ
値
段
ヲ
報
知
ス
ル
場
合
ニ

ハ
未
タ
実
際
買
付
出
来
居
ラ
サ
ル
場
合
ニ
シ
テ
首
部
ハ
多
分
何
程
ナ

レ
ハ
買
付
ケ
得
ヘ
ク
又
運
賃
ハ
何
程
為
替
相
場
ハ
何
程
ナ
ル
ヘ
ク
従

テ
一
担
何
程
ニ
売
レ
ハ
可
ナ
リ
ト
予
算
シ
テ
其
値
段
ヲ
販
売
店
ヘ
報

知
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ�

左
レ
ハ
買
付
原
価
、
運
賃
、
為
替
相
場
等
ニ
就

テ
ハ
首
部
自
ラ
責
任
ヲ
負
担
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
之
ニ
伴
フ
損
益
モ
亦

首
部
自
カ
ラ
之
ヲ
受
持
タ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

◎�

益
田
　
大
豆
大
豆
粕
ハ
実
際
買
付
ヲ
為
ス
迄
ハ
値
段
不
明
ナ
リ
ト
云

フ
モ
大
抵
ハ
見
当
付
キ
居
ル
モ
ノ
ナ
リ

◎�

遠
藤
　
首
部
ノ
報
知
値
段
ト
実
際
買
付
ケ
得
タ
ル
値
段
ト
ハ
格
別
相

違
ヲ
来
ス
コ
ト
ナ
シ

�

【
五
回
　

（
ｂ
】

◎�

益
田
　
然
ラ
ハ
棉
花
ト
殆
ン
ト
差
異
ナ
シ

◎�

北
村
　
余
ノ
考
ニ
テ
ハ
一
昨
年
共
通
計
算
規
程
ヲ
設
ケ
ラ
レ
タ
ル
以

来
今
日
ニ
至
ル
迄
実
施
ノ
結
果
大
ニ
商
売
ノ
発
達
ヲ
助
ケ
タ
レ
ハ
尚

ホ
一
歩
ヲ
進
メ
テ
利
益
ハ
凡
テ
首
部
ニ
集
ム
ル
コ
ト
ヽ
改
正
セ
ハ
層

一
層
ノ
好
成
蹟
ヲ
呈
シ
得
ヘ
シ
ト
考
フ
即
チ
甲
店
ハ
五
万
円
ノ
利
ヲ

得
タ
リ
又
乙
店
ハ
三
万
円
ノ
利
ヲ
得
タ
リ
ト
云
フ
カ
如
キ
コ
ト
ハ
全

廃
シ
豆
ノ
商
売
ニ
テ
何
万
円
利
シ
タ
リ
棉
ノ
商
売
ニ
テ
何
万
円
利
シ

タ
リ
ト
云
フ
カ
如
ク
ス
ル
ヲ
可
ナ
リ
ト
信
ス
殊
ニ
大
豆
大
豆
粕
ノ
商

売
ニ
就
テ
ハ
支
那
人
ノ
侮
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
競
争
ア
リ
旁
以
テ
十
分
首

部
ノ
働
キ
ヲ
敏
活
ナ
ラ
シ
メ
販
売
店
ハ
一
ニ
首
部
ノ
指
揮
ニ
従
ヒ
一

生
懸
命
ニ
其
売
込
ニ
努
ム
ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
可
ナ
ラ
ム

◎�

浅
野
　
先
年
共
通
計
算
ヲ
設
ケ
タ
ル
当
時
ト
今
日
ト
ハ
大
ニ
各
店
并

各
掛
ノ
考
モ
変
リ
自
店
ノ
利
益
如
何
ノ
如
キ
ハ
少
シ
モ
意
ニ
介
セ
サ

ル
様
ニ
ナ
リ
タ
レ
ハ
最
早

�

【
五
回
　
（1
ａ
】
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北
村
説
ヲ
実
行
ス
ル
モ
可
ナ
リ
而
シ
テ
今
日
共
通
計
算
規
程
ニ
於
テ

販
売
店
カ
利
益
ノ
一
部
分
ヲ
収
受
シ
自
店
ノ
損
益
ニ
現
ハ
ス
ノ
制
ハ

却
テ
該
規
程
ノ
実
行
上
妨
ケ
ト
ナ
ル
所
ニ
シ
テ
其
之
ア
ル
カ
為
メ
互

ニ
「
カ
ス
リ
」
ヲ
取
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
傾
向
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
故
ニ
北
村

説
ノ
如
ク
首
部
ニ
於
テ
凡
テ
ノ
損
益
ヲ
負
担
ス
ル
コ
ト
ヽ
ス
ヘ
シ

◎�

福
井
　
綿
花
ニ
就
テ
ハ
従
来
争
起
ラ
サ
リ
シ
モ
争
ヲ
惹
起
ス
ヘ
キ
分

子
ヲ
含
ミ
居
レ
リ
即
チ
首
部
ニ
於
テ
若
シ
利
益
ヲ
貪
ラ
ン
ト
シ
高
キ

値
段
ヲ
販
売
店
ニ
報
知
シ
販
売
店
モ
亦
利
益
ヲ
占
メ
ン
ト
シ
テ
其
上

ニ
口
銭
ヲ
加
算
ス
ル
ト
キ
ハ
値
段
益
々
割
高
ト
ナ
リ
他
ノ
競
争
者
ニ

一
籌
ヲ
輸
ス
ル
カ
然
ラ
サ
ル
モ
大
ニ
其
働
ヲ
遅
鈍
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
シ

C
if.

値
段
ノ
分
リ
得
ル
綿
花
ニ
付
テ
モ
既
ニ
然
リ
其
値
段
ノ
分
リ
得

サ
ル
大
豆
大
豆
粕
ニ
至
リ
テ
ハ
首
部
ヨ
リ
値
段
ヲ
報
知
シ
来
ル
モ
実

際
買
付
ノ
上
ハ
最
初
通
知
ノ
値
段
ヨ
リ
割
高
ト
ナ
ル
ヤ
モ
計
ラ
レ
サ

ル
ヲ
以
テ
勢
ヒ
其
危
険
ヲ
防
ク
為
メ
売
値
ヲ
高
ク
シ
大
ニ
売
方
ヲ
鈍

ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ヘ
シ

�

【
五
回
　
（1
ｂ
】

故
ニ
損
益
ハ
凡
テ
首
部
ノ
負
担
ト
シ
而
シ
テ
仕
入
店
ハ
可
成
安
ク
仕

入
ヲ
為
シ
又
販
売
店
モ
十
分
其
売
方
ヲ
努
ム
ル
様
ス
ル
ヲ
得
策
ト
考

フ
◎�

益
田
　
理
論
ノ
上
ニ
於
テ
ハ
北
村
説
間
然
ス
ル
所
ナ
キ
モ
実
際
上
ニ

於
テ
ハ
遠
藤
氏
ノ
云
フ
如
ク
販
売
店
ニ
利
益
ヲ
得
セ
シ
メ
サ
レ
ハ
楽

薄
ク
商
売
発
達
セ
サ
ル
結
果
ト
ナ
ラ
サ
ル
カ

◎�

寺
島
　
今
日
ハ
未
タ
利
ヲ
得
ル
モ
得
サ
ル
モ
可
ナ
リ
ト
云
フ
迄
ニ
進

歩
セ
ス
若
シ
各
店
共
ニ
聖
人
君
子
ナ
レ
ハ
可
ナ
ル
モ
是
迄
ノ
経
験
ニ

徴
ス
レ
ハ
此
事
ハ
云
フ
ヘ
ク
シ
テ
実
蹟
ノ
挙
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヘ

シ
故
ニ
今
暫
ク
現
今
ノ
侭
ト
為
シ
テ
ハ
如
何

◎�

浅
野
　
共
通
計
算
規
程
ヲ
実
行
シ
テ
今
日
便
利
ヲ
得
ツ
ヽ
ア
ル
ハ
使

用
人
ノ
考
カ
進
ミ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
今
一
歩
ヲ

進
メ
北
村
説
ノ
如
ク
ス
レ
ハ
更
ニ
便
利
ト
ナ
ル
ヘ
シ
且
ツ
ヤ
今
日
使

用
人
ノ
考
ハ
大
ニ
進
ミ
タ
ル
ヲ
以
テ
自
店
ニ
直
接
利
益
ナ
ケ
レ
ハ
十

分
ノ
働
キ
ヲ
為
サ
ス
ト
云
フ
カ
如
キ
憂
ハ
万
ニ
之
ナ
カ
ル
ヘ
シ

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

◎�

益
田
　
兵
庫
店
ニ
使
用
ス
ル
人
カ
売
渡
ヲ
為
ス
モ
名
古
屋
店
ニ
使
用

ス
ル
人
カ
売
渡
ヲ
為
ス
モ
同
シ
事
ナ
リ
ト
言
ヘ
ハ
夫
迄
ナ
ル
モ
若
シ

損
益
ハ
首
部
ノ
負
担
ト
シ
テ
販
売
店
ハ
與
リ
知
ラ
ス
ト
ナ
レ
ハ
兵
庫

店
ニ
於
テ
ハ
首
部
ノ
下
ニ
直
接
監
督
セ
ラ
ル
ヽ
故
自
然
目
減
リ
等
無

之
様
注
意
ス
ル
度
モ
深
キ
モ
名
古
屋
店
ノ
売
渡
者
ハ
直
接
自
家
ノ
頭

上
ニ
影
響
ナ
ク
且
首
部
ノ
支
配
モ
及
ハ
サ
ル
故
幾
分
カ
其
間
ニ
目
減

ナ
キ
様
注
意
ス
ル
度
モ
浅
キ
結
果
ト
ナ
ル
ハ
人
情
ノ
免
カ
レ
サ
ル
所

ナ
ル
ヘ
シ

◎�

遠
藤
　
其
極
首
部
ニ
於
テ
ハ
店
ニ
依
リ
三
円
ノ
モ
ノ
モ
他
ノ
店
ハ
目

減
リ
多
キ
故
大
丈
夫
ヲ
取
リ
テ
三
円
五
銭
又
ハ
十
銭
ト
ス
ル
コ
ト
ヽ
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ナ
リ
為
メ
ニ
商
売
ノ
成
立
ヲ
妨
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
セ
ス

◎�
福
井
　
首
部
ニ
テ
名
古
屋
支
店
勘
定
三
池
支
店
勘
定
ト
云
フ
カ
如
ク

勘
定
ヲ
区
別
シ
置
ケ
ハ
各
店
共
無
責
任
ノ
コ
ト
ヲ
為
サ
ヽ
ル
ヘ
シ

�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

◎�

北
村
　
不
親
切
ノ
取
扱
ヲ
為
ス
ト
云
フ
カ
如
キ
ハ
杞
憂
ニ
過
キ
サ
ル

ヘ
シ
同
シ
物
産
会
社
ノ
仕
事
ヲ
為
ス
ニ
際
シ
他
人
ニ
目
方
ヲ
多
ク
与

フ
ル
ト
カ
又
ハ
不
必
要
ナ
ル
入
費
ヲ
掛
ケ
ル
ト
云
フ
カ
如
キ
馬
鹿
気

タ
ル
コ
ト
ヲ
為
ス
モ
ノ
ハ
絶
無
ナ
ル
ヘ
シ

◎�

遠
藤
　
実
際
口
ニ
テ
云
フ
様
ニ
ハ
行
カ
ズ
営
口
大
豆
大
豆
粕
ノ
商
売

ハ
一
担
ニ
付
三
銭
カ
四
銭
ヲ
儲
ク
ル
ニ
止
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
少
々
ノ
目

減
リ
ニ
テ
モ
直
チ
ニ
影
響
ヲ
及
ホ
ス
ヲ
以
テ
可
成
各
店
ニ
直
接
ノ
利

害
ヲ
持
タ
セ
置
キ
タ
シ

◎�

福
井
　
各
店
共
自
分
ノ
販
売
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
付
受
渡
ニ
注
意
ス
ル
ハ

勿
論
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
其
辺
ハ
心
配
ニ
及
ハ
サ
ル
ヘ
シ

◎�

益
田
　
首
部
ハ
販
売
地
支
店
長
ヲ
指
揮
ス
ル
ノ
権
能
ナ
シ
故
ニ
良
シ

受
渡
ニ
不
十
分
ノ
点
ア
リ
ト
考
フ
ル
モ
一
応
注
意
方
ヲ
依
頼
ス
ル
ノ

ミ
ニ
テ
命
令
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
カ
故
ニ
販
売
店
ニ
於
テ
若
シ
右
ハ

出
来
得
ル
丈
ノ
働
キ
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
此
上
ハ
致
方
ナ
シ
ト
答

フ
ル
ト
キ
ハ
首
部
ハ
更
ニ
之
ヲ
突
キ
込
ミ
得
ス
於
是
手
直
接
ニ

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

利
害
ノ
関
係
ヲ
持
タ
シ
ム
ル
方
得
策
ナ
リ
ト
ノ
説
モ
出
タ
ル
モ
ノ
ナ

リ
◎�

長
谷
川
　
牛
荘
商
売
ハ
極
メ
テ
薄
利
ノ
モ
ノ
ニ
テ
取
扱
店
各
利
益
ヲ

貪
リ
テ
ハ
到
底
商
売
ノ
成
立
ヲ
見
ル
能
ハ
ス
故
ニ
共
通
計
算
ニ
属
セ

シ
メ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
従
テ
首
部
ニ
於
テ
損
益
ヲ
負
担
シ
販
売
店

ハ
利
益
ヲ
収
メ
サ
ル
コ
ト
ヽ
為
ス
ヲ
必
要
ト
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
時
ト

シ
テ
商
売
ノ
発
達
ヲ
計
ル
為
ニ
ハ
甲
販
売
店
ノ
利
益
ヲ
殺
テ
乙
販
売

店
ヲ
助
ケ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
モ
ア
ル
ナ
リ
然
ル
ニ
若
シ
遠
藤
説

ノ
如
ク
販
売
店
ヲ
シ
テ
利
益
ヲ
収
メ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
共
通
計
算
ノ
精

神
ヲ
没
却
ス
ル
ニ
非
ス
ヤ
且
ツ
ヤ
又
販
売
店
ニ
於
テ
不
親
切
ノ
取
扱

ヲ
為
ス
ト
云
フ
カ
如
キ
ハ
一
片
ノ
杞
憂
ニ
過
キ
ス
シ
テ
事
実
有
リ
得

ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
万
一
如
此
不
都
合
ナ
ル
販
売
店
ア

リ
ト
セ
ハ
本
部
ニ
申
立
テ
処
分
ヲ
仰
ケ
ハ
可
ナ
ラ
ム

◎�

上
田
　
兵
庫
首
部
ハ
大
分
攻
撃
ノ
中
心
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
遠
藤
説
ハ
畢

竟
利
益
ヲ

�
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五
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販
売
店
ニ
持
タ
シ
ム
ル
方
商
売
ヲ
発
達
セ
シ
ム
ル
ニ
利
ア
リ
ト
云
フ

ニ
在
リ
而
シ
テ
寺
島
氏
ノ
憂
フ
ル
所
ハ
兵
庫
ハ
首
部
ト
販
売
店
ト
ヲ

兼
ス
ル
ヲ
以
テ
利
益
ヲ
販
売
店
ニ
持
タ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
兵
庫
ノ
方
ニ

ノ
ミ
割
合
宜
キ
荷
物
ヲ
廻
ハ
シ
名
古
屋
等
ヘ
ハ
割
合
悪
キ
荷
物
ノ
ミ

ヲ
廻
ハ
ス
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ト
ノ
猜
疑
心
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
乍
去
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遠
藤
氏
ノ
只
今
述
フ
ル
所
ハ
首
部
ノ
資
格
ニ
於
テ
ス
ル
モ
ノ
ニ
テ
首

部
ハ
利
益
ヲ
収
メ
ス
販
売
店
ヲ
シ
テ
利
益
ヲ
収
メ
シ
ム
ル
ト
云
フ
極

メ
テ
公
正
ノ
説
ニ
テ
販
売
店
ニ
損
益
ノ
関
係
ヲ
頭
脳
ニ
入
レ
節
約
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
節
約
シ
利
益
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
利
益
シ
テ
可
ナ
ル
次

第
ナ
リ

◎�

北
村
　
首
部
ハ
指
値
ヲ
以
テ
引
受
ク
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

遠
藤
　
指
値
ヲ
為
シ
之
ニ
テ
引
受
ケ
実
際
買
付
ケ
ノ
結
果
少
々
ノ
出

入
ア
ル
モ
之
ハ
凡
テ
首
部
ノ
負
担
ト
ス
ル
カ

◎�

寺
島
　
左
様
ニ
シ
テ
今
一
季
試
ミ
テ
ハ
如
何

�

【
五
回
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】

◎�

益
田
　
共
通
計
算
ノ
事
ニ
付
進
歩
ノ
考
ヲ
持
チ
出
サ
レ
タ
ル
ハ
太
甚

悦
シ
キ
事
ナ
リ
元
来
此
規
程
ハ
一
般
ニ
適
用
ス
ル
総
則
ヲ
定
メ
タ
ル

モ
ノ
ナ
ル
モ
余
リ
細
微
ニ
入
リ
品
物
ニ
依
リ
テ
ハ
之
ヲ
適
用
シ
能
ハ

サ
ル
モ
ノ
ア
リ
現
ニ
生
糸
並
輸
出
米
ノ
如
キ
ハ
特
別
ノ
共
通
計
算
規

程
ヲ
定
メ
別
ニ
主
脳
ヲ
置
カ
ス
シ
テ
仕
入
販
売
両
店
間
損
益
ヲ
共
通

ス
ル
モ
ノ
ト
セ
リ
此
如
品
物
ニ
依
リ
又
時
ノ
宜
シ
キ
ニ
従
テ
共
通
計

算
ノ
適
用
ヲ
異
ニ
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
共
通
計
算
ノ
本
則
ハ

単
ニ
何
レ
ノ
品
ニ
モ
適
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
大
原
則
ノ
ミ
ヲ
定
メ
置
キ
其

取
扱
細
則
ハ
各
物
品
ニ
付
個
々
ニ
之
ヲ
規
定
ス
ル
コ
ト
ヽ
為
ス
方
可

ナ
ラ
ン
カ
要
ス
ル
ニ
此
点
ニ
関
ス
ル
双
方
ノ
説
ハ
先
刻
来
十
分
承
リ

タ
レ
ハ
之
ニ
テ
止
メ
尚
他
ニ
共
通
計
算
ニ
属
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ア
ル

カ
否
ヤ
ヲ
議
ス
ヘ
シ

◎�

北
村
　
石
炭
ハ
第
一
ニ
共
通
計
算
ニ
入
レ
テ
然
ル
ヘ
シ

◎�

益
田
　
特
ニ
首
部
ヲ
置
カ
サ
ル
モ
ノ
ハ
乗
合
勘
定
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ト

為
ス
ヘ
キ
カ

�
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五
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◎�

大
野
　
共
通
計
算
ハ
社
内
ノ
ミ
ニ
適
用
ス
ル
ヤ
又
ハ
三
井
家
全
体
ニ

適
用
ス
ル
ヤ

◎�

益
田
　
会
社
ノ
規
則
ナ
ル
以
上
ハ
勿
論
社
外
ヘ
ハ
適
用
シ
得
ス
従
テ

三
井
呉
服
店
ト
羽
二
重
ニ
付
共
通
計
算
ヲ
為
サ
ン
ト
セ
ハ
特
別
ノ
約

束
ヲ
取
結
フ
コ
ト
ヲ
要
ス

現
行
ノ
共
通
計
算
規
程
ハ
前
ニ
一
言
セ
ル
如
ク
詳
細
ニ
亘
ル
ヲ
以
テ

之
ヲ
修
正
ス
ル
ノ
要
ア
リ
而
シ
テ
其
内
ニ
ハ
必
ス
首
部
ヲ
置
ク
ノ
要

ナ
キ
モ
ノ
ア
リ
現
在
ニ
於
テ
モ
生
糸
輸
出
米
ノ
如
キ
ハ
首
部
ヲ
置
カ

サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
又
仕
入
店
モ
販
売
店
モ
利
益
ヲ
収
メ
ス
其
損
益
ヲ
凡

テ
首
部
ニ
集
ム
ヘ
キ
モ
ノ
モ
ア
ル
ヘ
ク
又
販
売
店
ニ
テ
モ
利
益
ヲ
収

ム
ル
コ
ト
ヽ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
モ
ア
ル
ヘ
シ
故
ニ
細
則
ハ
其
品
物
々
々

ニ
付
テ
之
ヲ
定
メ
共
通
計
算
規
程
ニ
ハ
何
レ
ノ
品
物
ニ
モ
通
用
ス
ヘ

キ
大
体
ノ
原
則
ノ
ミ
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ニ
改
メ
其
規
定
ヲ
簡
単
ニ
ス
ル

方
可
ナ
ル
ヘ
シ
就
テ
ハ
左
ノ
五
名
ヲ
特
別
委
員
ト
シ
修
正
案
ノ
起
案

ヲ
托
ス
ル
コ
ト
ヽ
ス
ヘ
シ
尤
モ
委
員
ノ
修
正
案
ハ
必
ス
シ
モ
採
用
ス

ル
ニ
限
ラ
ス
唯
一
ノ
参
考
ニ
供
ス
ル
而
已
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委
員
　
福
井
、
長
谷
川
、
遠
藤
、
寺
島
、
南

―
―
―
〈
○
〉
―
―
―

一
月
二
十
二
日
　
午
後

◎�

益
田
　
何
ナ
リ
ト
モ
会
社
ノ
業
務
上
ニ
付
キ
御
心
付
ア
レ
ハ
承
リ
タ

シ
◎�

福
井
　
談
カ
輸
出
商
売
ノ
コ
ト
ニ
移
ル
モ
魚
油
ノ
商
売
ヲ
今
一
度
起

シ
タ
シ
此
商
売
ノ
困
難
ナ
ル
ハ
売
方
ノ
一
点
ニ
テ
売
方
サ
ヘ
順
序
カ

立
チ
居
レ
ハ
日
本
ニ
テ
ノ
買
入
ハ
左
程
困
難
ニ
ア
ラ
ズ
イ
リ
ス
ノ
如

キ
ハ
買
持
ヲ
為
シ
テ
海
外
ニ
売
方
ヲ
努
メ
居
レ
リ
我
社
ニ
於
テ
モ
是

非
此
商
売
ヲ
再
興
致
度
モ
ノ
ナ
リ

◎�

益
田
　
精
製
ヲ
モ
為
ス
カ

◎�

遠
藤
　
精
製
シ
テ
輸
出
ス
ル
コ
ト
ヽ
致
シ
タ
シ

◎�

益
田
　
仕
入
ハ
安
易
ナ
ル
カ

◎�

平
田
　
此
事
ニ
付
取
調
ヘ
タ
ル
カ
急
ニ
多
数
ヲ
集
ム
ル
コ
ト
ハ
困
難

ナ
ル
モ
増
毛
、
留
萌
、

�
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鬼
鹿
ニ
テ
一
万
位
ハ
集
マ
ル
ヘ
シ
而
シ
テ
本
品
買
集
ニ
付
テ
最
モ
面

倒
ヲ
感
ス
ル
ハ
空
函
ノ
配
置
方
ナ
リ
若
シ
空
函
ノ
配
置
方
其
宜
シ
キ

ヲ
得
サ
レ
ハ
仮
令
魚
油
ノ
方
ニ
テ
ハ
利
益
ア
ル
モ
空
函
ニ
於
テ
欠
損

ヲ
来
タ
シ
結
局
損
失
ト
ナ
ル
ヘ
シ
即
チ
空
函
ノ
配
置
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

ニ
於
テ
之
ヲ
水
汲
用
ニ
使
用
シ
又
ハ
之
ヲ
以
テ
家
具
ヲ
製
造
ス
ル
等

ノ
コ
ト
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
空
函
ハ
単
ニ
入
用
分
丈
ヲ
配
置
シ
残
品
ア
レ

ハ
多
少
費
用
ヲ
要
ス
ル
モ
漁
業
部
ヘ
引
取
リ
翌
年
期
節
ニ
至
リ
テ
更

ニ
又
之
ヲ
配
ル
コ
ト
ヽ
ス
ル
方
可
ナ
リ

又
買
方
ハ
先
年
ハ
小
津
、
岩
出
等
カ
頻
リ
ニ
買
込
ミ
居
リ
タ
ル
際
ナ

リ
シ
故
買
集
メ
困
難
ナ
リ
シ
モ
此
節
ハ
小
津
岩
出
等
カ
手
控
ヘ
居
ル

姿
ナ
レ
ハ
当
社
ニ
於
テ
買
集
メ
ハ
左
程
困
難
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
シ

◎�

益
田
　
漢
堡
ノ
武
村
ヘ
申
送
リ
魚
油
ノ
コ
ト
見
込
ナ
シ
ト
ノ
報
告
ヲ

得
ル
モ
尚
同
人
ニ
十
分
力
ヲ
致
サ
シ
メ
是
非
共
商
売
ト
為
ス
カ
又
ハ

単
ニ
イ
リ
ス
等
ノ
外
国
商
館
ニ

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

売
込
ム
事
丈
ニ
テ
モ
為
ス
カ

◎�

遠
藤
　
後
者
丈
ニ
テ
モ
ヤ
リ
タ
シ

◎�
福
井
　
千
函
二
千
函
宛
ハ
稽
古
旁
独
逸
等
ヘ
送
荷
ス
ル
コ
ト
ヽ
致
シ

タ
シ

◎�

益
田
　
イ
リ
ス
等
ヘ
モ
売
ル
カ

◎�

福
井
　
海
外
輸
出
ノ
残
額
ア
レ
ハ
イ
リ
ス
等
ヘ
モ
売
却
ス
ル
モ
可
ナ
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リ
◎�
益
田
　
海
外
ニ
テ
ノ
販
売
ハ
竹
〔
マ
マ
〕村

之
ニ
当
ル
ト
ス
ル
モ
イ
リ
ス
ハ
多

年
此
商
売
ニ
従
事
シ
十
分
経
験
モ
ア
ル
事
ナ
レ
ハ
イ
リ
ス
ニ
ハ
到
底

及
ハ
サ
ル
ヘ
キ
カ

◎�

福
井
　
此
商
売
ハ
大
ニ
巧
者
ニ
遣
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
先
年
倫
敦
ヘ
送

リ
タ
ル
分
ハ
利
益
ナ
カ
リ
シ
モ
漢
堡
ノ
ブ
ー
ヒ
ア
ル
ド
ヘ
送
リ
タ
ル

分
ハ
幾
分
ノ
利
益
ト
ナ
リ
タ
リ

◎�

益
田
　
余
リ
初
メ
ヨ
リ
手
広
ク
買
入
ヲ
為
サ
ス
漁
業
部
ノ
人
ヲ
使
用

シ
テ
一
万
位
買
集
メ
ヲ
為
ス
ニ
止
メ
タ
シ

◎�

福
井
　
早
速
此
商
売
ニ
着
手
シ
タ
シ

�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

◎�

平
田
　
空
函
ハ
予
メ
之
ヲ
配
付
シ
置
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
故
ニ
此
商
売

ニ
着
手
ス
ル
ト
セ
ハ
至
急
空
函
ヲ
配
付
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

◎�

福
井
　
一
二
千
函
ダ
ケ
ニ
テ
モ
買
集
メ
タ
シ

◎�

平
田
　
千
函
位
ナ
レ
ハ
漁
業
部
ニ
テ
モ
製
出
シ
得
ヘ
シ
又
小
樽
ニ
テ

モ
仲
買
ノ
手
ヨ
リ
買
集
メ
得
ヘ
ク
却
テ
空
函
ヲ
配
ル
ヨ
リ
モ
便
宜
ナ

ル
ヤ
計
リ
難
シ
而
シ
テ
小
樽
ニ
ハ
会
社
倉
庫
ア
リ
他
ニ
之
ヲ
貸
渡
シ

ア
ル
モ
魚
油
一
万
函
位
ノ
取
扱
ヲ
為
ス
ト
ス
レ
ハ
今
ヨ
リ
其
用
意
ヲ

為
シ
倉
庫
等
モ
取
戻
ス
コ
ト
ヽ
為
サ
ヽ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

◎�

福
井
　
是
非
用
意
ス
ル
コ
ト
ヽ
致
シ
タ
シ

◎�

北
村
　
魚
油
ハ
石
油
函
ノ
侭
輸
出
ス
ル
カ

◎�

遠
藤
　
然
リ

◎�

北
村
　
然
ル
ト
キ
ハ
途
中
又
ハ
先
方
ニ
着
シ
タ
ル
後
漏
リ
ヲ
生
シ
不

都
合
ナ
リ

�
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◎�

遠
藤
　
石
油
函
ニ
コ
ー
ル
タ
ー
ル
ヲ
塗
リ
テ
送
リ
出
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ

イ
リ
ス
ノ
如
キ
モ
亦
爾
カ
セ
リ

◎�

北
村
　
石
油
函
ハ
取
扱
ノ
際
損
所
ヲ
生
シ
易
シ
故
ニ
葡
萄
酒
ノ
明
樽

ヲ
用
ユ
ル
方
可
ナ
ラ
ン

◎�

遠
藤
　
日
本
内
地
ノ
運
搬
方
不
便
ナ
リ
樽
ハ
甞
テ
之
ヲ
カ
ス
ト
ル
油

ニ
試
ミ
タ
ル
モ
不
結
果
ナ
リ
シ

◎�

北
村
　
文
明
国
ヘ
送
ル
モ
ノ
ニ
付
先
方
ニ
テ
ノ
陸
揚
ニ
ハ
更
ニ
差
支

ナ
シ

◎�

福
井
　
先
方
ニ
テ
詰
替
ヲ
為
シ
テ
ハ
如
何

◎�

北
村
　
詰
替
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
空
函
カ
不
用
ト
ナ
リ
却
テ
損
失
ヲ
醸
ス

ヘ
シ

◎�

平
田
　
小
津
等
ノ
談
ヲ
聞
ク
ニ
魚
油
ハ
横
浜
ノ
商
館
ヘ
売
込
ム
モ
勘

定
ニ
当
ル
ト
ノ
コ
ト
ナ
リ
故
ニ
我
社
ニ
於
テ
モ
一
層
此
商
売
ヲ
手
広

ク
シ
テ
ハ
如
何

◎�
遠
藤
　
当
社
ハ
北
海
道
ニ
仕
入
機
関
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ル
モ
小
津
ハ

房
州
并
奥
州
各
地
ニ
於
テ
仕
入
ヲ
為
シ
下
品
ニ
テ
モ
之
カ
取
扱
ヲ
為

シ
居
レ
リ
故
ニ
当
社
ハ
小
津
ノ
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真
似
ハ
為
シ
難
カ
ル
ヘ
シ

◎�

益
田
　
然
ラ
ハ
魚
油
ノ
事
ハ
再
考
ノ
上
可
成
直
輸
出
ヲ
計
リ
内
地
売

可
ナ
レ
ハ
内
地
売
ヲ
モ
取
扱
ヒ
先
ツ
以
テ
一
万
函
ヲ
程
度
ト
シ
空
函

配
付
ノ
事
モ
手
配
ス
ル
コ
ト
ヽ
為
シ
漁
業
部
ヲ
シ
テ
其
買
入
ニ
勉
メ

シ
ム
ヘ
シ

◎�

福
井
　
次
ニ
硫
黄
ノ
商
売
ヲ
拡
張
シ
タ
シ
元
来
硫
黄
ハ
明
治
二
十
五

年
頃
ニ
ハ
凡
ソ
四
千
万
斤
ノ
産
出
ア
リ
其
当
時
ハ
値
段
最
モ
安
ク
二

十
二
三
円
位
ノ
相
場
ナ
リ
シ
カ
其
後
産
出
漸
ク
減
少
シ
近
頃
ニ
至
リ

テ
ハ
一
ケ
年
二
千
五
六
百
万
斤
ト
ナ
リ
タ
リ
然
ル
ニ
又
昨
今
北
海
道

択
捉
「
モ
ヨ
ロ
」
ニ
於
テ
大
硫
黄
山
ヲ
発
見
シ
富
多
山
商
会
之
カ
採

掘
ヲ
計
リ
ツ
ヽ
ア
リ
一
ケ
年
凡
一
万
八
千
屯
ヲ
採
出
ス
ル
ノ
予
定
ナ

リ
ト
云
フ
此
外
ニ
鉱
山
会
社
ニ
於
テ
一
ケ
年
凡
五
千
屯
北
海
道
ニ
於

ケ
ル
他
ノ
山
ヨ
リ
九
千
屯
、
薩
摩
信
州
等
ヨ
リ
四
千
屯
ノ
産
出
ア
ル

ヲ
以
テ
硫
黄
ノ
産
出
高
ハ
一
ケ
年
約
三
万
六
七
千
屯
ニ
達
ス
ヘ
キ
見

込
ナ
リ
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然
ル
ニ
輸
出
ノ
方
ハ
二
十
五
年
度
ノ
如
キ
大
産
出
ア
リ
タ
ル
年
柄
ニ

於
テ
モ
一
万
屯
ヲ
出
テ
ス
又
販
路
如
何
ヲ
見
ル
モ
此
度
小
田
柿
氏
ノ

取
調
ヘ
タ
ル
所
ニ
依
レ
ハ
太
平
洋
沿
岸
ニ
於
テ
無
理
ニ
売
捌
ケ
ハ
一

万
五
千
屯
ノ
売
行
ハ
ア
ル
ヘ
キ
モ
上
値
ニ
売
行
ク
高
ハ
一
万
屯
ニ
止

ル
趣
キ
ナ
リ
蓋
シ
従
来
桑
港
其
他
太
平
洋
沿
岸
地
方
ニ
ハ
シ
シ
リ
ー

産
硫
黄
ノ
輸
入
ア
リ
タ
ル
モ
近
頃
シ
シ
リ
ー
ノ
硫
黄
山
ハ
合
併
シ
若

ク
ハ
有
力
ナ
ル
人
ノ
手
ニ
入
リ
タ
ル
カ
為
メ
安
売
ヲ
為
サ
ス
其
結
果

桑
港
等
ヘ
硫
黄
ヲ
搬
送
シ
日
本
産
ノ
硫
黄
ト
競
争
ス
ル
カ
如
キ
愚
ヲ

為
サ
ス
其
為
メ
昨
年
シ
シ
リ
ー
産
ノ
硫
黄
ハ
少
シ
モ
桑
港
ニ
輸
入
勿

リ
シ
ト
云
フ
今
後
モ
シ
シ
リ
ー
産
ノ
硫
黄
カ
桑
港
ニ
於
テ
売
行
ク
値

段
迄
ニ
ハ
日
本
産
硫
黄
モ
桑
港
ニ
於
テ
売
行
ク
ヘ
シ
而
シ
テ
シ
シ
リ

ー
産
硫
黄
（N

o.��（

）
ハ
紐
育
着
二
十
一
弗
ヨ
リ
二
十
一
弗
半
位
ノ

相
場
ナ
レ
ハ
之
ヲ
桑
港
ニ
持
チ
来
タ
ス
ト
ス
レ
ハ
紐
育
桑
港
間
ノ
鉄

道
運
賃
若
ク
ハ
ケ
ー
プ
コ
ロ
ニ
ー
廻
リ
ノ
汽
船
賃
ヲ
要

�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

ス
ル
ヲ
以
テ
仮
ニ
鉄
道
運
賃
ヲ
四
弗
ト
見
レ
ハ
桑
港
着
値
二
十
五
六

弗
ニ
売
捌
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
又
仮
リ
ニ
ケ
ー
プ
コ
ロ
ニ
ー
廻
リ
ノ
汽

船
賃
ハ
鉄
道
運
賃
ヨ
リ
安
値
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
尚
ホ
二
十
四
五
弗
ニ
ハ

該
当
ス
ヘ
ク
到
底
日
本
品
ト
競
争
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
故
ニ
若
シ
日
本

ノ
硫
黄
山
所
有
者
カ
合
同
ス
ル
カ
又
ハ
輸
出
ヲ
一
手
ニ
托
ス
ル
ト
キ

ハ
日
本
硫
黄
ノ
値
段
ハ
シ
シ
リ
ー
産
硫
黄
カ
桑
港
ニ
於
テ
価
ヒ
ス
ル

程
度
迄
引
上
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
従
テ
我
社
ニ
於
テ
ハ
硫
黄
ノ
販
売

方
ヲ
一
手
ニ
掌
握
セ
ン
ト
ノ
考
ヲ
有
シ
且
一
手
ニ
掌
握
ス
ル
以
上
ハ

桑
港
ヘ
高
値
ニ
売
捌
キ
得
ル
高
ハ
一
万
屯
ニ
止
ル
ヲ
以
テ
各
硫
黄
山
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持
主
ノ
合
同
勘
定
ヲ
以
テ
択
捉
「
モ
ヨ
ロ
」
硫
黄
ノ
採
掘
高
ヲ
減
少

セ
シ
ム
ル
カ
又
ハ
安
値
ニ
テ
モ
紐
育
方
面
ヘ
売
捌
ヲ
為
サ
ン
ト
ノ
考

案
ヲ
有
ス
勿
論
此
事
ハ
択
捉
「
モ
ヨ
ロ
」
硫
黄
山
持
主
ト
交
渉
ノ
結

果
如
何
ニ
依
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
今
日
ヨ
リ
其
実
行
ハ
断
言
シ
能
ハ
サ
ル

モ
兎
ニ
角
硫
黄
ノ
販
売
方
ヲ
一
手
ニ
集
ム
ル
コ
ト
ハ
漸
次
実
行
致
度

考
ナ
リ

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

桑
港
ニ
売
行
ク
ヘ
キ
高
ハ
一
万
屯
ナ
ル
カ
此
外
ニ
濠
州
ヘ
向
ケ
五
百

屯
、
支
那
ヘ
向
ケ
三
千
屯
ノ
売
行
ア
ル
ヘ
ク
彼
此
ヲ
合
ス
レ
ハ
一
万

八
千
屯
乃
至
二
万
屯
位
ハ
輸
出
セ
ラ
ル
ヘ
シ
但
今
日
迄
ノ
税
関
調
ニ

依
レ
ハ
一
万
三
千
屯
以
上
輸
出
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
即
チ
昨
年
ハ

シ
シ
リ
ー
産
硫
黄
カ
桑
港
ヘ
入
ラ
サ
リ
シ
為
メ
一
万
三
千
屯
ノ
輸
出

ヲ
見
タ
ル
モ
以
前
ニ
ハ
之
ヨ
リ
モ
少
額
ナ
リ
シ
今
参
考
ノ
為
メ
金
額

ヲ
以
テ
硫
黄
ノ
輸
出
高
ヲ
示
セ
ハ
如
下

二
十
七
年
　
二
十
四
万
円
　
二
十
八
年
　
二
十
九
万
円

二
十
九
年
　
三
十
万
円
　
三
十
年
　
三
十
二
万
円

三
十
一
年
　
四
十
七
万
円
　
三
十
二
年
　
五
十
二
万
円

右
ノ
如
ク
二
万
屯
位
ハ
相
当
値
段
ニ
テ
販
売
シ
得
ル
モ
其
以
上
ハ
安

売
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
但
内
地
ニ
テ
モ
六
千
屯
位
ノ
需
用
ハ
ア
ル
ヘ
キ

ヲ
以
テ
安
売
ヲ
為
ス
ヘ
キ
高
ハ
約
一
万
屯
内
外
ナ
リ

�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

◎�

平
田
　
富
多
山
商
会
ノ
硫
黄
採
掘
模
様
ヲ
聞
ク
ニ
昨
年
ハ
土
硫
黄
ノ

侭
ニ
テ
有
川
迄
運
ヒ
之
ヲ
貯
蔵
シ
其
高
約
二
万
屯
ニ
達
シ
タ
リ
之
ヲ

精
錬
シ
分
止
リ
七
分
ト
見
ル
ト
キ
ハ
其
高
一
万
四
千
屯
ナ
リ
之
ニ
今

年
度
ノ
採
掘
高
一
万
八
千
屯
（
余
ハ
一
万
五
千
屯
位
ナ
ル
ヘ
シ
ト
考

フ
）
ヲ
加
フ
ル
ト
キ
ハ
「
モ
ヨ
ロ
」
硫
黄
ノ
ミ
ニ
テ
モ
三
万
屯
以
上

ニ
達
ス
ヘ
ク
此
他
各
地
ノ
硫
黄
採
掘
業
者
カ
是
迄
硫
黄
ノ
景
気
可
ナ

リ
シ
ヲ
以
テ
益
々
其
採
掘
高
ヲ
増
加
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
ケ
レ
ハ
我
国
ノ

硫
黄
産
出
高
ハ
前
年
度
ノ
繰
越
ヲ
計
上
セ
サ
ル
モ
尚
四
万
屯
内
外
ニ

達
ス
ヘ
キ
ヤ
モ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
就
テ
ハ
内
地
ニ
於
ケ
ル
品
物
ノ
買
集

メ
方
ニ
ハ
困
難
ナ
キ
モ
売
リ
方
ニ
ハ
十
分
力
ヲ
尽
サ
ヽ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

従
テ
内
地
ニ
於
テ
合
同
販
売
ヲ
計
画
ス
ル
ヨ
リ
モ
寧
ロ
桑
港
ニ
於
テ

続
々
売
込
ミ
ヲ
為
シ
他
ノ
者
ハ
最
早
売
約
ヲ
為
ス
ノ
余
地
勿
ラ
シ
メ

ハ
随
分
安
ク
叩
キ
テ
買
入
ヲ
為
シ
得
ヘ
シ
ト
考
フ

◎�

小
田
柿
　
余
モ
此
事
ハ
気
付
キ
タ
ル
故
今
年
一
ケ
年
間
ノ
入
用
高
ヲ

約
定
セ
ン
コ
ト
ヲ
試

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

シ
タ
ル
モ
何
レ
モ
入
用
高
ヲ
約
定
ス
ル
ハ
差
支
ナ
キ
モ
値
段
迄
約
定

ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
難
シ
ト
テ
望
ヲ
達
ス
ル
能
ハ
サ
リ
シ
今
日
桑
港
ニ

於
ケ
ル
硫
黄
商
人
ハ
三
四
軒
ナ
リ
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◎�
平
田
　
富
士
〔
マ
マ
〕山

商
会
ニ
交
渉
シ
テ
採
掘
高
ヲ
減
セ
シ
ム
ル
ト
カ
又
ハ

硫
黄
山
ノ
持
主
ヲ
連
合
セ
シ
ム
ル
ト
カ
云
フ
如
キ
コ
ト
ハ
到
底
実
行

出
来
サ
ル
ヘ
シ

◎�

益
田
　
福
井
氏
ニ
希
望
ス
ル
所
ハ
内
地
ニ
於
ケ
ル
六
千
屯
ノ
需
用
ハ

何
ナ
ル
ヤ
ヲ
取
調
フ
ル
ノ
点
ナ
リ
蓋
シ
硫
酸
ヲ
製
造
ス
ル
ニ
ハ
近
頃

硫
化
鉄
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
居
ル
モ
三
万
屯
以
上
ノ
硫
黄
採
掘
セ

ラ
ル
ヽ
ト
セ
ハ
現
今
ノ
相
場
ハ
下
落
シ
テ
三
十
五
円
カ
二
十
五
円
迄

モ
下
ル
ヘ
キ
ヤ
モ
難
計
然
ル
場
合
ニ
ハ
硫
黄
ヲ
硫
酸
ノ
製
造
用
ニ
供

ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
ヤ
モ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
故
ニ
硫
黄
カ
何
程
下
落
ス
レ

ハ
硫
化
鉄
ト
ノ
競
争
ニ
耐
ユ
ル
ヤ
ヲ
取
調
ヘ
置
キ
タ
シ
又
桑
港
ニ
於

テ
何
程
先
約
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ

�
【
五
回
　
（（
ｂ
】

◎�

小
田
柿
　
前
ニ
述
ヘ
タ
ル
如
ク
値
段
ノ
点
約
定
シ
得
ス

◎�

益
田
　
ジ
ョ
ー
レ
ス
モ
約
定
セ
サ
ル
ヤ

◎�

福
井
　
一
荷
カ
二
荷
位
ナ
レ
ハ
約
定
シ
得
ル
ナ
ラ
ン

◎�

益
田
　
然
ラ
ハ
一
荷
ニ
テ
モ
二
荷
ニ
テ
モ
出
来
丈
約
定
ス
ヘ
シ
ジ
ョ

ー
レ
ス
ニ
手
数
料
ヲ
支
払
フ
モ
差
支
ナ
シ

又
「
モ
ヨ
ロ
」
硫
黄
ノ
精
錬
方
ハ
十
分
探
偵
ス
ヘ
シ
分
止
リ
大
抵
五

分
位
ノ
モ
ノ
ナ
ラ
ム
若
シ
蒸
汽
精
錬
ト
セ
ハ
四
分
止
リ
位
ナ
ル
ヘ
ク

即
チ
二
万
石
ノ
土
硫
黄
カ
八
千
石
ト
ナ
ル
ヘ
シ

◎�

平
田
　
富
多
山
商
会
ニ
於
テ
ハ
大
ニ
其
採
掘
事
業
ノ
拡
張
ヲ
計
ル
為

メ
某
外
人
ヨ
リ
資
本
金
二
十
万
円
ヲ
借
入
レ
タ
ル
趣
キ
ナ
リ
若
シ
当

社
ニ
テ
売
先
ヲ
塞
ケ
ハ
大
ニ
困
却
ス
ル
事
ナ
ラ
ム

◎�

小
田
柿
　
富
多
山
商
会
ヘ
多
分
米
国
貿
易
商
会
カ
尻
押
ヲ
為
シ
居
ル

ナ
ラ
ム

�

【
五
回
　
（1
ａ
】

◎�

福
井
　
フ
レ
ザ
ー
ノ
親
類
ナ
ル
同
姓
ノ
者
ヲ
技
師
ト
シ
テ
使
用
ス
ル

ノ
ミ
ニ
テ
別
段
外
人
ト
ノ
関
係
ハ
ナ
カ
ル
ヘ
シ

◎�

小
田
柿
　
桑
港
ニ
於
ケ
ル
硫
黄
商
売
ノ
勁
敵
ハ
米
国
貿
易
商
会
ト
パ

ー
ロ
ツ
ト
ノ
二
ノ
ミ

◎�

平
田
　
満
俺
ハ
何
ニ
使
用
ス
ル
ヤ

◎�

益
田
　
鋼
鉄
ヲ
製
ス
ル
ニ
用
ユ

◎�

平
田
　
我
国
ニ
於
ケ
ル
満
俺
ノ
産
出
ハ
五
万
屯
以
上
ナ
リ
ト
ノ
コ
ト

ナ
ル
カ
輸
出
出
来
サ
ル
ヤ

◎�

益
田
　
カ
ス
ピ
ア
ン
海
ノ
近
傍
ニ
露
西
亜
ニ
属
ス
ル
一
大
満
俺
ノ
産

出
地
ア
リ
故
ニ
到
底
日
本
ヨ
リ
輸
出
セ
ン
ト
ス
ル
モ
引
合
ハ
サ
ル
ヘ

シ
◎�

小
田
柿
　
亜
米
利
加
ノ
塩
鮭
ハ
見
込
ナ
キ
ヤ

◎�
遠
藤
　
東
京
ニ
テ
取
扱
ヒ
タ
キ
モ
ノ
ナ
リ

◎�
益
田
　
夫
ハ
深
川
ノ
関
係
ナ
ル
故
深
川
ト
引
合
ヲ
為
ス
ヘ
シ

◎�

大
野
　
値
段
ハ
引
合
フ
モ
積
船
何
時
モ
都
合
付
カ
ス
商
売
成
立
ニ
至

ラ
サ
ル
コ
ト
多
シ
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【
五
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此
点
工
夫
ヲ
要
ス

◎�

平
田
　
硫
黄
ノ
商
売
ヲ
拡
張
ス
ル
為
メ
ニ
ハ
買
持
ノ
認
許
ヲ
得
タ
シ

◎�

益
田
　
今
年
ハ
買
方
ニ
困
難
ヲ
見
サ
ル
ヘ
キ
見
込
ナ
レ
ハ
買
持
ハ
許

可
致
シ
難
シ

尚
人
ノ
登
用
方
其
他
何
事
ニ
テ
モ
意
見
ア
レ
ハ
申
立
ツ
ヘ
シ

◎�

福
井
　
同
一
ノ
商
売
ニ
従
事
ス
ル
各
店
ノ
者
ハ
時
ヲ
定
メ
テ
会
合
シ

商
売
上
ノ
打
合
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
致
シ
タ
シ
左
ス
レ
ハ
大
ニ
利
益
ア
ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ス
同
シ
棉
ナ
ラ
棉
ノ
仕
事
ニ
付
名
古
屋
ノ
人
カ
東
京
ヘ
来

リ
テ
相
談
シ
更
ニ
又
大
阪
ヘ
モ
赴
キ
テ
相
談
ス
ル
ト
云
フ
カ
如
キ
不

便
ナ
シ

◎�

長
谷
川
　
別
段
共
通
計
算
規
定
ノ
内
ニ
明
記
ス
ル
ノ
要
ナ
カ
ル
ヘ
キ

モ
棉
花
豆
粕
ト
云
フ
カ
如
キ
共
通
計
算
ニ
依
リ
取
扱
フ
仕
事
ノ
如
キ

モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
其
部
〳
〵
ノ
掛
員
カ
一
定
ノ
時
期
ニ
会
合
シ
諸
般
ノ

打
合
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
商
売
ヲ
円
滑
ニ
進
行
セ
シ
ム
ル
上
ニ
於
テ
大
ニ

有
益
ナ
ル
ヘ
シ

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

◎�

益
田
　
是
ハ
至
極
有
益
ナ
ル
ヘ
シ

◎�

福
井
　
呉
氏
ヨ
リ
話
ア
リ
タ
ル
如
ク
勘
定
掛
并
受
渡
ニ
従
事
ス
ル
者

ハ
船
員
ト
同
シ
ク
取
扱
ヲ
別
ニ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

益
田
　
之
ニ
対
ス
ル
意
見
ヲ
述
ヘ
ラ
ル
ヘ
シ
但�

採
否
ハ
別
論
ナ
リ

◎�

福
井
　
勘
定
掛
ノ
助
手
并
受
渡
ニ
従
事
ス
ル
者
ハ
特
別
ノ
技
能
ア
ル

モ
ノ
ト
同
シ
ク
特
別
ノ
地
位
ヲ
与
ヘ
他
ヘ
転
セ
サ
ル
モ
安
心
シ
テ
其

業
ニ
従
事
シ
得
ヘ
ク
又
給
料
モ
他
ノ
割
合
ヨ
リ
ハ
多
ク
与
フ
ル
コ

ト
ヽ
セ
ハ
其
事
務
ニ
従
事
ス
ル
者
モ
大
ニ
励
ミ
ヲ
起
シ
好
都
合
ナ
ル

ヘ
シ
ト
考
フ

◎�

益
田
　
幾
分
歟
ノ
手
当
ニ
テ
モ
別
ニ
支
給
ス
ル
コ
ト
ヽ
為
ス
ヘ
キ
歟

◎�

呉
　
同
シ
待
遇
方
ナ
レ
ハ
勘
定
方
ノ
如
キ
趣
味
ナ
キ
仕
事
ヨ
リ
ハ
他

ノ
仕
事
ニ
転
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ヘ
シ
故
ニ
特
別
手
当
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ

支
給
シ
タ
シ
勘
定
ノ
仕
事
ハ
中
ニ
隠
レ
タ
ル
所
ニ
気
ヲ
多
ク
遣
フ
モ

ノ
ナ
リ

�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

◎�

長
谷
川
　
之
ニ
伴
フ
害
ハ
勘
定
掛
ハ
他
ノ
商
売
ノ
方
ニ
応
用
シ
得
サ

ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ヘ
シ

◎�

益
田
　
何
カ
名
案
ナ
キ
ヤ

◎�

福
井
　
特
別
手
当
ヲ
与
フ
ル
ノ
方
法
カ
最
モ
宜
シ
カ
ル
ヘ
シ

◎�

呉
　
特
別
手
当
ヲ
多
ク
与
フ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
壮
年
血
気
ノ
若
者
ハ
矢

張
他
掛
ニ
転
ス
ル
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
ラ
ン

◎�
遠
藤
　
勘
定
掛
ハ
主
任
ノ
ミ
ニ
手
当
ヲ
与
フ
ル
カ

◎�

益
田
　
若
シ
仮
ニ
手
当
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
主
任
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ス

助
手
ニ
テ
モ
与
ヘ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
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◎�
北
村
　
新
タ
ニ
入
社
ス
ル
者
ハ
事
務
ニ
慣
レ
サ
ル
為
メ
役
立
タ
ス
依

テ
一
度
之
ヲ
勘
定
掛
ニ
入
レ
見
習
ヲ
為
サ
シ
メ
其
内
ニ
得
意
ノ
名
前

勘
定
書
ノ
認
メ
方
等
ヲ
覚
ヘ
シ
メ
漸
次
他
ノ
掛
ヘ
回
ハ
ス
コ
ト
ヽ
為

ス
方
可
ナ
ラ
ム

◎�

益
田
　
今
日
ノ
如
ク
人
手
ノ
不
足
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
其
通
リ
実
行
出
来

サ
ル
モ
追
々
人
手
裕

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

ニ
ナ
レ
ハ
左
様
ノ
方
法
ト
為
ス
事
便
宜
ナ
ラ
ム
嘗
テ
一
ケ
年
ハ
勘
定

掛
次
ハ
船
舶
次
ハ
受
渡
其
次
ハ
売
買
方
ニ
用
ユ
ル
コ
ト
ヽ
ス
レ
ハ
可

ナ
ラ
ム
ト
ノ
説
モ
ア
リ
タ
ル
カ
今
日
迄
未
タ
実
行
ス
ル
能
ハ
サ
リ
シ

支
那
人
ノ
商
店
等
ニ
於
テ
ハ
此
種
ノ
コ
ト
ハ
中
々
整
頓
シ
居
レ
リ

◎�

北
村
　
勘
定
ト
「
シ
ツ
ピ
ン
グ
」
ノ
事
ハ
何
人
ノ
頭
ニ
モ
入
レ
置
ク

コ
ト
必
要
ナ
レ
ハ
新
規
入
社
ノ
人
ニ
ハ
必
ス
之
ヲ
遣
ラ
シ
ム
ル
コ

ト
ヽ
シ
タ
シ

◎�

南
　
余
ハ
商
業
教
育
ヲ
受
ケ
サ
ル
学
校
ヨ
リ
入
社
シ
タ
ル
者
ハ
初
ヨ

リ
勘
定
掛
ニ
使
用
ス
ル
ハ
不
可
ナ
レ
ハ
参
事
ト
カ
調
査
ノ
如
キ
処
ニ

勤
務
セ
シ
メ
一
日
中
ニ
一
時
間
又
ハ
二
時
間
宛
会
社
ノ
勘
定
法
ヲ
教

ユ
ル
コ
ト
ヽ
ス
ル
方
可
ナ
ラ
ン
ト
信
ス

◎�

益
田
　
要
ス
ル
ニ
勘
定
ノ
事
ハ
何
人
ニ
モ
心
得
サ
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

ト
ノ
点
ニ
付
テ
ハ
異
論
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
ム

次
ニ
シ
ツ
ピ
ン
グ
并
受
渡
ノ
方
ハ
如
何

�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

◎�

北
村
　
シ
ツ
ピ
ン
グ
并
受
渡
ノ
事
モ
必
要
ナ
リ

◎�

平
田
　
勘
定
ハ
一
ケ
年
位
ヲ
経
レ
ハ
大
抵
分
ル
ヘ
ク
シ
ツ
ピ
ン
グ
ハ

半
ケ
年
位
ニ
テ
可
ナ
ル
ヘ
シ

◎�

南
　
別
ニ
勘
定
又
ハ
シ
ツ
ピ
ン
グ
等
ノ
専
問
〔
マ
マ
〕家

ト
為
ス
ノ
要
ナ
キ
故

一
通
リ
分
レ
ハ
十
分
ナ
リ

◎�

呉
　
引
続
キ
勘
定
掛
ニ
使
用
ス
ヘ
キ
人
ハ
中
学
卒
業
位
ノ
人
ヲ
募
集

シ
特
ニ
会
計
学
校
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
会
社
内
ニ
設
ケ
勘
定
ノ
コ
ト
ヲ
教

育
シ
以
テ
適
任
者
ノ
養
成
ヲ
計
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

南
　
是
迄
ハ
単
ニ
俸
給
ノ
高
下
ニ
依
テ
使
用
人
ノ
地
位
ヲ
区
別
シ
タ

リ
シ
モ
是
ハ
矢
張
従
前
ノ
通
リ
等
級
制
ヲ
モ
採
用
シ
或
ル
人
ハ
俸
給

ノ
ミ
ヲ
上
ケ
又
或
ル
人
ハ
俸
給
ハ
上
ケ
サ
ル
モ
等
級
ノ
ミ
ヲ
上
ケ
又

或
ル
人
ハ
等
級
俸
給
両
ナ
カ
ラ
之
ヲ
昇
ス
ト
云
フ
カ
如
キ
方
法
ト
シ

以
テ
元
老
ヲ
優
遇
ス
ル
ノ
途
ヲ
開
キ
テ
ハ
如
何

◎�

上
田
　
海
外
店
勤
務
者
ニ
ハ
在
勤
俸
ト
本
邦
給
ノ
別
ア
リ
或
ル
者
ハ

本
邦
給
上
ラ
サ
ル
モ

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

在
勤
俸
上
リ
タ
リ
ト
テ
喜
ヒ
又
或
ル
者
ハ
在
勤
俸
上
ラ
サ
ル
モ
本
邦

給
上
リ
タ
リ
ト
テ
悦
フ
等
人
ニ
依
リ
異
ナ
リ
而
シ
テ
此
等
ノ
方
法
ハ

何
レ
モ
多
少
本
人
ノ
満
足
ヲ
買
フ
ニ
於
テ
効
能
ア
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
可
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成
其
満
足
ヲ
買
フ
方
法
ヲ
多
ク
シ
置
ク
方
便
宜
ナ
ラ
ン
ト
ノ
説
モ
出

ツ
ル
ナ
ル
ヘ
シ

◎�

益
田
　
等
級
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ハ
何
カ
故
ニ
必
要
ナ
リ
ヤ

◎�

南
　
地
位
ニ
依
リ
テ
ハ
俸
給
少
ナ
キ
モ
其
資
格
ヲ
高
メ
他
ノ
俸
給
多

キ
人
ト
同
等
ニ
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
要
ア
ル
ヘ
シ
即
チ
其
資
格
ノ
高

キ
コ
ト
ヲ
表
彰
ス
ル
ノ
方
法
ト
シ
テ
等
級
制
ヲ
執
ル
ノ
要
ア
リ

◎�

益
田
　
外
国
ニ
於
テ
ハ
給
料
ハ
之
ヲ
秘
密
ニ
付
セ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
等

級
ノ
制
ナ
シ
即
チ
何
人
モ
同
一
ノ
「
ゼ
ン
ト
ル
マ
ン
」
ナ
リ
初
メ
テ

入
社
セ
ル
人
モ
薄
給
者
モ
交
際
上
ニ
於
テ
区
別
ナ
シ

◎�

南
　
交
際
上
ニ
等
級
ヲ
設
ク
ル
ノ
要
ナ
キ
モ
事
務
上
人
ノ
資
格
ヲ
区

別
ス
ル
ノ
要
ア
ル
ヘ
シ

�
【
五
回
　
（（
ｂ
】

◎�

益
田
　
事
務
上
ニ
於
テ
ハ
区
別
ア
リ
即
チ
支
店
長
課
長
主
任
等
ノ
区

別
ア
リ
之
ニ
テ
十
分
ナ
ル
ヘ
シ

◎�

臼
井
　
余
ハ
南
氏
ノ
等
級
説
ニ
賛
成
ス

◎�

浅
野
　
余
モ
賛
成
ナ
リ
先
年
常
務
理
事
ノ
神
戸
ヘ
来
ラ
レ
タ
ル
ト
キ

其
説
ヲ
述
ヘ
タ
リ
即
チ
人
ヲ
奨
励
ス
ル
ニ
ハ
手
当
ヲ
増
ス
モ
月
給
ヲ

増
ス
モ
位
ヲ
上
ケ
ル
モ
均
シ
ク
其
一
方
法
タ
ル
ヘ
ク
今
日
ノ
如
ク
只

月
給
ノ
ミ
ヲ
目
途
ト
セ
シ
ム
ル
ハ
不
可
ナ
リ

◎�

小
田
柿
　
余
ハ
全
然
反
対
ナ
リ
今
日
ノ
侭
ニ
テ
更
ニ
差
支
ヲ
見
ス

◎�

益
田
　
当
社
ニ
於
テ
モ
支
配
人
番
頭
手
代
等
ノ
区
別
ヲ
設
ケ
タ
レ
ハ

多
少
社
会
ハ
階
級
制
ヲ
認
ム
ル
ノ
傾
向
ア
ル
ヘ
シ
併
シ
此
事
ハ
一
般

三
井
各
商
店
ニ
亘
ル
コ
ト
ナ
レ
ハ
当
社
ノ
ミ
ニ
テ
決
ス
ヘ
カ
ラ
ス

◎�

浅
野
　
此
点
ニ
付
テ
ハ
日
本
人
ノ
考
ハ
未
タ
西
洋
人
同
様
ニ
進
歩
シ

居
ラ
ス
故
ニ
矢
張
階
級
制
ヲ
モ
採
用
ス
ル
方
可
ナ
リ

◎�

長
谷
川
　
月
給
ノ
事
ニ
付
帯
シ
テ
一
言
ス
ル
カ
色
々
御
都
合
モ
ア
ル

コ
ト
ナ
ラ
ン
カ
是
迄
本
店

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

各
掛
主
任
者
ニ
ハ
手
当
ア
ル
モ
各
店
主
任
者
ニ
ハ
手
当
ナ
シ
之
ハ
不

公
平
ナ
リ
若
シ
本
店
各
掛
主
任
者
ハ
立
派
ノ
人
ニ
シ
テ
各
店
ノ
主
任

者
ハ
立
派
ノ
人
ニ
非
ス
ト
セ
ハ
別
論
ナ
ル
モ
今
日
ノ
所
右
様
ニ
モ
見

受
ケ
サ
レ
ハ
此
区
別
ヲ
廃
シ
本
店
主
任
者
ノ
手
当
ヲ
止
メ
テ
之
ヲ
月

給
中
ニ
埋
込
ミ
テ
ハ
如
何
ハ
参
考
迄
ニ
一
言
ス

◎�

寺
島
　
此
事
ハ
各
店
主
任
者
中
ヨ
リ
不
平
出
ツ
ル
基
ト
ナ
ル
ヘ
シ
ト

考
フ

◎�

臼
井
　
大
ニ
不
平
者
ア
ル
モ
ノ
ヽ
如
シ

◎�

益
田
　
手
当
ヲ
与
ヘ
サ
ル
代
リ
ニ
ハ
月
給
ノ
点
ニ
斟
酌
ヲ
加
ヘ
ア
ル

故
結
局
同
一
ナ
ル
モ
兎
ニ
角
ハ
意
見
ノ
趣
ハ
承
リ
置
ク
ヘ
シ

◎�
呉
　
一
昨
日
南
氏
ヨ
リ
意
見
ヲ
述
ヘ
ラ
レ
タ
ル
カ
如
ク
日
給
者
ノ
採

用
上
除
外
例
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ニ
致
シ
タ
シ
日
給
者
ハ�

左
程
名
誉
ノ

称
ニ
モ
ア
ラ
ス
旁
現
行
規
則
ノ
如
ク
厳
格
ナ
ル
試
験
ヲ
為
サ
ヽ
ル
モ

人
物
確
実
ニ
シ
テ
相
当
ニ
役
立
ツ
以
上
ハ
支
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�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

店
長
ノ
申
立
ニ
依
リ
無
試
験
日
給
者
ニ
採
用
ス
ル
コ
ト
ヽ
致
サ
レ
タ

シ
但
支
店
長
ヨ
リ
推
薦
ス
ル
ニ
ハ
入
社
後
一
ケ
年
ヲ
経
過
セ
ル
コ
ト

ヲ
要
ス
ト
為
ス
モ
可
ナ
ラ
ン
又
更
ニ
月
給
者
ト
ナ
ル
ニ
ハ
勿
論
試
験

ヲ
経
由
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ
テ
可
ナ
リ

◎�

上
田
　
此
事
ハ
従
来
度
々
各
支
店
長
ヨ
リ
申
立
ア
リ
タ
ル
モ
世
ノ
中

ノ
進
ミ
タ
ル
今
日
会
社
ヘ
使
フ
人
ハ
普
通
教
育
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト

ノ
趣
旨
ヨ
リ
試
験
規
則
ヲ
設
ケ
タ
ル
次
第
ナ
レ
ハ
先
ツ
当
分
ハ
規
則

通
リ
実
行
ス
ル
コ
ト
ヽ
致
シ
タ
シ

◎�

長
谷
川
　
支
店
長
会
議
ハ
各
地
ノ
模
様
ヲ
聞
キ
平
生
ノ
考
モ
述
ヘ

色
々
ノ
打
合
ヲ
モ
為
シ
得
テ
極
メ
テ
有
益
ノ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
毎
年
決
算

後
一
月
ト
七
月
ニ
両
度
ニ
開
ク
ト
云
フ
カ
如
ク
必
ス
時
期
ヲ
定
メ
テ

開
カ
ル
ヽ
コ
ト
ヽ
シ
只
開
会
期
日
前
予
シ
メ
メ
之
ヲ
通
知
シ
支
店
長

ニ
於
テ
何
レ
モ
会
議
ノ
材
料
ヲ
取
揃
ヘ
出
京
シ
得
ル
様
ニ
セ
ハ
都
合

宜
シ
カ
ラ
ム

◎�

上
田
　
本
店
ニ
於
テ
モ
大
抵
一
年
一
度
ハ
開
キ
タ
シ
ト
ノ
考
ヲ
有
シ

居
リ
七
月
頃
ハ
丁
度
各
店
共
間
隙
ノ
時
期
ナ
レ
ハ
其
頃
集
マ
ル
コ

ト
ヽ
シ
倫
敦
ト
孟
買
ト
ハ
距
離
遠
ク

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

往
復
ニ
モ
日
数
ヲ
要
ス
ル
ニ
依
リ
前
者
ハ
三
ケ
年
ニ
一
度
後
者
ハ
二

年
ニ
一
度
位
出
京
ス
ル
コ
ト
ヽ
致
セ
ハ
可
ナ
ラ
ン
ト
ノ
希
望
ヲ
有
シ

居
リ
別
シ
テ
石
炭
会
議
ハ
例
年
開
会
シ
来
リ
タ
ル
故
昨
年
モ
之
ヲ
開

カ
ン
ト
ノ
考
ナ
リ
シ
処
海
外
ノ
商
売
ノ
都
合
若
ク
ハ
其
店
ノ
都
合
等

ヨ
リ
支
障
ノ
者
多
ク
遂
ニ
開
会
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
リ
シ
其
為
メ
輸
出

米
ハ
輸
出
米
、
鉄
道
、
器
械
ハ
鉄
道
、
器
械
、
棉
花
ハ
棉
花
ト
云
フ

カ
如
ク
唯
各
商
品
ニ
付
関
係
店
ノ
ミ
二
三
人
会
合
シ
テ
打
合
ヲ
為
シ

タ
ル
ニ
止
リ
タ
リ
併
シ
長
谷
川
氏
ノ
言
ノ
如
ク
毎
年
時
ヲ
定
メ
テ
会

合
ス
ル
コ
ト
ハ
極
メ
テ
有
益
ノ
事
ト
信
ス

◎�

長
谷
川
　
毎
年
二
回
位
ツ
ヽ
全
体
ノ
支
店
長
ヲ
集
メ
テ
会
議
ヲ
開
ク

コ
ト
ヽ
シ
而
シ
テ
一
月
ノ
会
ニ
差
支
ア
ル
ト
キ
ハ
次
ノ
七
月
ノ
会
ニ

出
席
ス
ル
ト
云
フ
カ
如
ク
差
支
ノ
ナ
キ
者
丈
ニ
テ
モ
参
会
ス
ル
コ
ト

ハ
是
非
実
行
致
シ
タ
シ

◎�

上
田
　
可
成
右
様
致
度
希
望
ナ
リ

◎�

呉
　
諮
問
事
項
ハ
可
成
前
以
テ
通
牒
ヲ
得
タ
シ
突
然
ノ
諮
問
ニ
テ
ハ

十
分
ノ
材
料

�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

モ
集
マ
ラ
ス
従
テ
有
益
ナ
ル
意
見
ヲ
述
フ
ル
能
ハ
ス

◎�
南
　
輸
出
商
売
拡
張
之
事
ハ
当
社
ノ
大
方
針
ニ
決
シ
タ
ル
カ
尚
ホ
此

外
ニ
外
国
品
ヲ
外
国
ニ
販
売
ス
ル
コ
ト
モ
当
社
ノ
大
方
針
中
ニ
加
ヘ

貰
ヒ
タ
シ
例
ヘ
ハ
西
貢
米
ヲ
広
東
地
方
ヘ
販
売
ス
ル
カ
如
キ
又
厦
門

汕
頭
ノ
移
住
民
ヲ
船
舶
ニ
乗
船
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ノ
如
キ
外
国
ニ
テ
ノ
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商
売
モ
大
ニ
経
営
ヲ
要
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
信
ス

◎�
福
井
　
事
ニ
ハ
緩
急
ア
ル
ヲ
以
テ
先
ツ
第
一
着
ニ
輸
出
商
売
ニ
専
心

従
事
シ
尚
餘
力
ア
レ
ハ
之
ヲ
他
ノ
方
面
ヘ
向
ク
ル
コ
ト
ヽ
致
シ
タ
シ

◎�

呉
　
火
災
保
険
ノ
成
蹟
ハ
如
何

◎�

長
谷
川
　
今
日
迄
ノ
積
立
金
四
万
五
千
六
百
円
余
ナ
リ
（
長
谷
川
氏

火
災
保
険
課
考
課
状
ノ
要
点
ヲ
朗
読
シ
タ
ル
モ
繁
ヲ
避
ケ
テ
之
ヲ
省

ク
）

◎�

益
田
　
各
店
ヨ
リ
調
査
課
ヘ
差
出
ス
表
ノ
数
ハ
別
段
改
正
ヲ
要
セ
サ

ル
ヤ

◎�

伊
沢
　
可
成
綿
密
ノ
表
ヲ
得
度
モ
去
リ
ト
テ
餘
リ
表
ノ
出
ス
ヘ
キ
モ

ノ
多
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
各
店

�
【
五
回
　
（（
ａ
】

ニ
於
テ
迷
惑
可
致
ニ
依
リ
先
以
現
在
ノ
侭
ニ
テ
差
支
ナ
シ

◎�

臼
井
　
唯
表
ヲ
差
出
ス
ヘ
キ
時
期
ニ
ハ
必
ス
差
出
ス
コ
ト
ニ
致
シ
タ

シ
◎�

益
田
　
規
則
命
令
カ
行
ハ
レ
ツ
ヽ
ア
ル
ヤ
又
貸
金
ハ
何
程
出
テ
居
ル

ヤ
等
ノ
事
ハ
常
ニ
分
リ
居
ル
ヤ

◎�

伊
沢
　
大
抵
分
リ
居
レ
リ

◎�

益
田
　
人
ノ
増
給
并
黜
陟
等
ハ
本
店
ニ
於
テ
一
々
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能

ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
支
店
長
ヘ
照
会
ス
ル
ト
キ
ニ
支
店
長
ノ
手
加
減
ニ
依

リ
区
々
ノ
回
答
ア
リ
即
チ
十
分
ノ
申
立
ヲ
為
ス
人
ア
レ
ハ
極
メ
テ
遠

慮
ノ
人
モ
ア
リ
其
結
果
充
分
ニ
注
意
ヲ
為
ス
積
リ
ナ
ル
モ
尚
不
釣
合

ヲ
来
ス
コ
ト
ナ
シ
ト
セ
ス
就
テ
ハ
此
弊
ヲ
避
ク
ル
為
メ
平
生
諸
員
ノ

勤
務
振
ヲ
本
店
ヘ
報
告
シ
置
ク
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

福
井
　
外
務
省
ニ
於
テ
ハ
詮
衡
委
員
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
テ
各
方
ヨ
リ
ノ

報
告
ヲ
集
メ
大
臣
ノ
参
照
ニ
供
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
居
ル
趣
キ
ナ
リ

◎�

南
　
毎
月
支
店
長
カ
各
員
ノ
勤
務
振
ニ
対
シ
評
言
ヲ
加
ヘ
テ
本
店
ヘ

報
告
ス
ル
コ
ト
ヽ

�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

セ
ハ
可
ナ
ラ
ム

◎�

益
田
　
三
井
銀
行
ニ
テ
ハ
如
何
ニ
為
シ
ツ
ヽ
ア
リ
ヤ

◎�

伊
沢
　
月
々
ニ
差
出
ス
ハ
出
勤
日
数
ノ
報
告
ノ
ミ
ナ
ル
モ
季
末
人
々

ノ
勤
務
振
ニ
関
ス
ル
詳
細
ノ
件
ヲ
報
告
シ
且
昇
給
ノ
見
込
願
ヲ
申
立

ツ
ル
ノ
例
ナ
リ

◎�

益
田
　
之
ヲ
調
フ
ル
ニ
ハ
如
何
ニ
ス
ル
ヤ

◎�

伊
沢
　
秘
書
係
ニ
於
テ
取
調
ヘ
申
立
不
相
当
ノ
モ
ノ
ア
リ
ト
認
ム
レ

ハ
之
ヲ
加
筆
ス

◎�

寺
島
　
現
在
ノ
有
様
ニ
テ
ハ
他
店
諸
員
ノ
給
料
分
ラ
サ
ル
為
メ
大
ニ

不
便
ア
リ
即
チ
名
古
屋
ニ
居
リ
タ
ル
者
他
店
ヘ
赴
キ
再
ヒ
名
古
屋
ヘ

帰
来
ス
ル
場
合
ニ
月
給
格
外
ニ
上
リ
居
リ
引
続
キ
名
古
屋
ニ
勤
務
ス

ル
者
ト
不
釣
合
ト
ナ
リ
若
ク
ハ
又
他
所
ヘ
転
シ
居
リ
タ
ル
カ
為
メ
更

ニ
給
料
上
ラ
サ
ル
等
ノ
コ
ト
ア
リ
之
レ
畢
竟
他
店
ノ
給
料
更
ニ
分
ラ
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サ
ル
ノ
弊
ニ
根
底
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
自
今
他
店
ノ
給
料
モ
分
リ
得
ル

様
ニ
致
シ
貰
ヒ
タ
シ

◎�

長
谷
川
　
勤
惰
表
提
出
ノ
際
甲
乙
丙
等
ノ
等
級
ヲ
付
シ
人
事
成
蹟
ヲ

報
告
ス
ル
コ
ト
ト
シ
テ
ハ
如
何

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

◎�

寺
島
　
階
級
ヲ
五
段
位
ニ
分
チ
符
号
ヲ
以
テ
之
ヲ
表
示
シ
毎
月
勤
惰

表
ヲ
提
出
ス
ル
際
之
ヲ
報
告
シ
期
末
其
報
告
ヲ
湊
合
シ
テ
黜
陟
ヲ
行

フ
コ
ト
ト
為
セ
ハ
可
ナ
ラ
ム

◎�

北
村
　
横
浜
ノ
如
キ
ハ
非
常
ニ
多
忙
ノ
時
ト
閑
暇
ノ
時
ト
ア
リ
閑
暇

ノ
時
ハ
評
ノ
付
ケ
方
ナ
キ
コ
ト
ヽ
ナ
ル

◎�

益
田
　
兎
モ
角
モ
毎
月
一
回
勤
惰
表
ニ
支
店
長
自
カ
ラ
評
言
ヲ
付
シ

庶
務
課
ヘ
提
出
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

呉
　
文
句
ヲ
一
定
セ
ラ
レ
タ
シ

◎�

益
田
　
増
給
等
ノ
見
込
ハ
豫
シ
メ
之
ヲ
本
店
ニ
差
出
シ
而
シ
テ
其
申

立
ヲ
各
店
互
ニ
交
換
シ
テ
可
成
不
釣
合
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
可
ナ

ラ
ン
歟

◎�

福
井
　
政
府
ニ
於
テ
実
行
シ
ツ
ヽ
ア
ル
如
ク
一
度
ニ
上
ケ
ル
ヘ
キ
額

ヲ
一
定
シ
置
ク
コ
ト
ニ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

益
田
　
毎
月
勤
惰
表
提
出
ノ
際
三
四
等
ノ
階
級
ヲ
付
シ
テ
報
告
シ
置

キ
本
店
ハ
之
ヲ
湊
合
シ
テ
季
末
支
店
長
ノ
増
給
申
立
ト
対
照
シ
平
日

勤
務
振
優

�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

等
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
季
末
増
給
ノ
申
立
少
ナ
ケ
レ
ハ
其
理
由
ヲ
談
合

シ
又
平
素
勤
務
方
良
好
ナ
ラ
サ
ル
ニ
比
較
的
増
給
申
立
多
キ
ト
キ
ハ

是
亦
談
合
ヲ
試
ム
ル
等
其
取
調
ヲ
完
全
ニ
シ
且
各
店
ノ
申
立
ヲ
互
ニ

通
知
シ
テ
不
釣
合
ヲ
防
ク
コ
ト
ヽ
シ
最
後
ノ
申
立
ニ
依
リ
テ
初
メ
テ

之
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
不
都
合
ナ
カ
ル
ヘ
シ

次
ニ
小
供
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
利
害
如
何
ア
ル
ヘ
キ
ヤ

◎�

呉
　
夫
レ
ハ
会
社
ニ
於
テ
小
供
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
利
害
ヨ
リ
モ
寧
ロ
小

供
其
者
ニ
取
リ
テ
ノ
利
害
論
ト
ナ
ル

◎�

北
村
　
小
供
ノ
内
ヨ
リ
勤
メ
年
所
ヲ
経
テ
仕
事
熟
達
セ
ル
上
ハ
無
試

験
ニ
テ
月
給
者
ニ
採
用
致
シ
タ
シ
此
種
ノ
モ
ノ
ハ
実
際
ハ
役
立
ツ
モ

試
験
ヲ
為
ス
時
ハ
及
第
覚
束
ナ
シ
故
ニ
商
売
上
ニ
特
殊
ノ
技
能
ア
ル

モ
ノ
ト
見
做
シ
登
用
セ
ラ
レ
テ
ハ
如
何

◎�

益
田
　
月
給
者
ト
シ
テ
ハ
用
ユ
ヘ
キ
人
ハ
特
別
ノ
技
能
ア
ル
モ
ノ
ハ

別
ト
シ
可
相
成
学
力
ア
ル
人
ニ
致
シ
タ
シ

�

【
五
回
　
（（
ａ
】

◎�
北
村
　
小
供
ニ
ハ
余
暇
ヲ
以
テ
勉
強
方
ヲ
勧
メ
ツ
ヽ
ア
ル
モ
早
朝
ヨ

リ
船
舶
入
港
シ
夜
ニ
入
ル
迄
勤
務
ノ
上
関
係
店
ヘ
ハ
其
取
扱
ノ
結
果

ヲ
報
告
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
如
キ
有
様
ナ
レ
ハ
勉
強
ス
ヘ
シ
ト
ノ

コ
ト
ハ
夜
分
眠
ラ
ス
ニ
学
問
ニ
励
ム
ヘ
シ
テ
フ
結
果
ト
ナ
リ
到
底
不
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能
ナ
リ

◎�
福
井
　
今
日
ノ
試
験
規
則
ノ
下
ニ
於
テ
ハ
小
供
ヨ
リ
月
給
者
ニ
上
ル

コ
ト
ハ
殆
ン
ト
不
能
ナ
リ
故
ニ
小
供
ハ
之
ヲ
全
廃
ス
ル
方
可
ナ
リ

◎�

益
田
　
使
用
人
タ
ル
ニ
ハ
必
ス
相
当
ノ
学
力
ア
ル
者
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
カ

ラ
ス
故
ニ
如
何
ナ
ル
論
ア
リ
ト
モ
学
力
ナ
キ
者
ヲ
登
用
ス
ル
コ
ト
ハ

断
シ
テ
不
可
ナ
リ

◎�

呉
　
月
給
者
試
験
ハ
六
カ
シ
ク
ス
ル
モ
日
給
者
試
験
ハ
之
ヲ
易
ク
シ

テ
可
也

◎�

益
田
　
当
社
ノ
使
用
人
タ
ル
ニ
ハ
少
ク
ト
モ
尋
常
中
学
位
ハ
卒
業
シ

居
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

◎�

南
　
今
日
ノ
試
験
ニ
テ
ハ
尋
常
中
学
卒
業
ノ
モ
ノ
ニ
テ
モ
六
ツ
カ
シ

カ
ラ
ム

◎�

長
谷
川
　
試
験
問
題
餘
リ
ニ
六
ツ
カ
シ
キ
様
ナ
リ

�

【
五
回
　
（（
ｂ
】

◎�

益
田
　
試
験
問
題
ハ
至
難
ニ
失
セ
サ
ル
様
手
心
ス
レ
ハ
可
ナ
リ

又
小
供
ニ
重
要
ナ
ル
電
信
等
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム
ル
ハ
不
可
ナ
リ

◎�

上
田
　
外
国
等
ニ
於
テ
ハ
重
要
ナ
ル
書
状
ハ
支
配
人
自
カ
ラ
之
ヲ

「
コ
ツ
ピ
ー
」
シ
居
レ
リ

◎�

長
谷
川
　
英
国
ニ
ハ
「
コ
ン
マ
ー
シ
ヤ
ル
、
ス
ク
ー
ル
」
ナ
シ
故
ニ

普
通
学
校
ヲ
終
ユ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
商
家
ニ
入
リ
テ
実
務
ニ
従
事
ス
ル

ヲ
常
ト
ス

◎�

益
田
　
自
今
小
供
ハ
可
成
使
用
セ
サ
ル
コ
ト
ヽ
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　（
第
五
回
了
リ
）
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�

【
六
回
　

（
ａ
】

第
六
回
　
一
月
二
十
三
日
　

◎�

益
田
　
本
日
ハ
石
炭
ノ
事
ヲ
議
ス
ベ
シ
先
ツ
最
初
ニ
石
炭
ノ
需
給
ニ

関
ス
ル
数
字
ヲ
示
ス
コ
ト
ヽ
ス
ベ
シ

◎�

福
原
　
三
十
三
年
度
ニ
於
ケ
ル
日
本
全
国
出
炭
予
算
表
并
当
社
ニ
於

テ
取
扱
フ
ヘ
キ
石
炭
ノ
数
量
調
及
其
内
既
ニ
売
却
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
向

後
売
却
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
ノ
区
別
ヲ
示
セ
ハ
如
左

表 10　明治三十三年度全国出炭予算表

産出地 出炭⾼
塊炭 塊以外ノ

石炭割合 屯数
T

三池 （（（,（11� （（% （（（,（（（* （1（,（（（�
筑豊 （,（11,111� （（ （,（（1,111� （,（（1,111�
杵島郡 （11,111� （（ （（（,111� （1（,111�
唐津 （（（,111� 〃 （1（,（11� （1（,（11�
佐賀県 （1,111� 〃 （（,（11� （（,（11�
⾼島端島 （（1,111� （1 （1,111� （1,111�
⻑崎県 （11,111� 〃 （（1,111� （（1,111�
北海道 （11,111� （（ （（1,111� （（1,111�
磐城 （（1,111� （（ （（（,（11� （（,（11�
元山 （（1,111� （（ （（（,（11� （（（,（11�
天草 （（,111� （（ （,（（1� （（,（（1�
紀伊 （（,111� （1 （（,（11� （（,（11�
其他 （11,111� 〃 （11,111� （11,111�

合計 （,（（（,（11� （,（1（,（（（� （,（（（,（（（�

〔＊翻刻注：（（（,（（（の誤記と推測される。〕
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表 11　明治三十三年中門司⽀店取扱石炭⼀覧表
� （（/（/（（ 調

〔翻刻注　＊ （ ：（,（11の誤記と思われる。＊ （ ：原資料では末尾の 1 が消えている。〕

炭種 採掘⾼ 売約済 差引残

⼤ノ浦　三尺塊 （（,（11�屯 （（,111�屯 × （（,（11�屯

〃　　　三尺切込 （1,（11� （1,（11� ──
〃　　　三尺粉 （（,（11� （,（11� （（,（11�
満ノ浦　三尺塊 （（,（（1� ── （（,（（1�
〃　　　三尺粉 （（,（（1� （,111� （,（（1�
〃　　　五尺切込 （（,（11� （（,（11� ──
⼤ノ浦　五尺塊 （（,（（1� ── （（,（（1�
〃　　　五尺粉 （,（（1� （11� （,1（1�
〃　　　五尺切込 （1,（11� （1,（11� ──
⼤辻　　塊 （（（,111� （,（11� （（（,（11�
〃　　　粉 （（,111� （,（11� （（,（11�
芳雄　　塊 （1,（（1� （（,111� （（,（（1�
〃　　　切込 （（,（11� （（,（11� ──
〃　　　粉 （1,（（1� （（1� × （（,（（1�
山野　　塊 （（,（11� （,111� （1,（11�
〃　　　粉 （（,（11� （,（11� （（,（11�
⾦田　　塊 （1,111� （（,（11� × （（,（11�
〃　　　中塊 （1,111� （（,（11� × （,（11�＊（

〃　　　粉 （1,111� （,（11� × （（,（11�
豊岡　　塊 （（,111� （（,111� （（,111�
仲津原　塊 （（,111� （（1� （（,（（1�
〃　　　粉 （（,111� ── （（,111�
峰地　　塊 （（,111� （,111� （（,111�
〃　　　粉 （1,111� ── （1,111�
岩下　　塊 （（,（11� （（,（11� （,（11�
〃　　　粉

×印売却済ト仝段
満ノ浦及豊岡等出炭増加ノ見込
ニ付三十三年中⼀百万屯ハ慥ナル見込

（（,（11� ── （（,（11�＊（

（（（,111� （（（,（（1� （1（,（（1�

（（,（（1�

（（（,（11� （（（,（11�

【
六
回
　

（
ａ
】
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表 12　明治三十三年度杵島郡石炭取扱⼀覧

炭種 取扱⾼ 売約済 差引残

杵島　塊炭 （（,111� 屯 （1,（11� 屯 （（,（11� 屯

〃　　粉炭 （（,111� （（,111�
市村　塊炭 （（,（11� （,111� （1,（11�
〃　　粉炭 （（,（11� （（,（11�
福母　塊炭 （（,111� （（,111�
〃　　粉炭 （（,111� （（,111�

（（（,111� （（,（11� （（（,（11�

�【
六
回
　

（
ａ
】

表 13　明治三十三年度唐津炭取扱⼀覧

炭種 取扱⾼ 売約済 差引残

芳谷　　⼀等塊 （（,111� （1,（11� （（,（11�
〃　　　⼆等塊 （（,111� （（,111�
〃　　　粉炭 （（,111� （（,111�
鹿子岩　塊炭 （,（（1� （,（（1�
〃　　　粉炭 （,（（1� （,（（1�

（（,111� （1,（11� （（,（11�

【
六
回
　

（
ｂ
】

表 14　三池石炭出炭及供給⼀覧

炭種
三十三年中 三十⼆年末�

残炭 合計出来⾼ 三十三年末
残炭

三十三年中

出炭額 割合 供給⾼ 山焚料

塊炭 （（（,（1（� （（（ （（,（（（� （（（,（（（� （（,（（（� （（1,111� ──
⼩塊 （（,（11� 1（（ （（,（1（� （（,（1（� （,（1（� （1,111� ──
切込 （,（（1� 1（（ （,（1（� （（,（（（� （11� （,（（（� （,111�
粉炭 （（（,（（（� （（（ （（,（（（� （（（,（（（� （,（（（� （（（,111� （（,111�
錆塊炭 （（,（（1� 1（（ （（,（1（� （（,（（（� （,（（（� （1,111� ──
錆切込 ── ── （（（� （（（� （（（� ── ──
錆粉 （（,（（1� 1（（ （（,（（（� （（,（（（� （,（（（� （1,111� （1,111�
悪炭 （,（（1� 11（ ── （,（（1� （（1� （,111� ──

合計 （（（,（11� （11 （（（,1（（� （（（,（（（� （（,（（（� （（（,（（（� （11,111�

明治三十三年⼀⽉廿⼆⽇調

【
六
回
　

（
ａ
】
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表 15　出炭及売約差引⼀覧

炭種 出炭額 売約⾼ 差引未売炭 三十⼆年約定渡残

塊炭 （（1,111� （（（,（11� （（（,（11� （（,（（（.（（�
⼩塊 （1,111� （（,111� （（,111� ──
切込 （,（（（� ── （,（（（� （,（（（.（（�
粉炭 （（（,111� （（（,（11� （（,（11� （（,1（（.（1�
錆塊炭 （1,111� ── （1,111� （,（（（�
錆切込 ── ── ── ──
錆粉 （1,111� （（,（11� （（,（11� 〃
悪炭 （,111� ── （,111� 〃

（（（,（（（� （（（,（11� （（（,（（（� （（,（（（.（（�

〔原表注（縦書き）〕
　表中ノ売約⾼ハ確定分ニテ目下引合中ノ分左ノ通リ
　　塊炭　四万噸
　　⼩塊　弐万四千噸
　　錆粉　壱万〇⼆百噸
　粉炭ハ三池地売及コークス原料ニ悉皆引当
　（但海外⼩口引合口モ含ム）

【
六
回
　

（
ｂ
】

表 1６

炭種 供給⾼ 売約⾼ 可売却分

筑豊 （（（,111� （（（,（（1� （1（,（（1�
杵島 （（（,111� （（,（11� （（（,（11�
三池 （（（,（11� （（（,111� （（（,（11�
唐津 （（,111� （1,（11� （（,（11�

（,111,（11�* （（（,（（1� （,（（（,（（1�

〔翻刻注　＊（,11（,（11�の誤記と思われる。〕

�

【
六
回
　

（
ａ
】

前
表
ニ
基
キ
本
年
度
各
種
石
炭
取
扱
高
ヲ
合
計
ス
ル
ト
キ
ハ
如
左
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右
ノ
如
ク
向
後
売
却
ヲ
要
ス
ル
石
炭
ハ
実
ニ
百
十
一
万
三
千
六
百
三

十
屯
ノ
巨
額
ニ
シ
テ
昨
年
度
ノ
持
越
炭
ヲ
計
上
ス
レ
ハ
尚
一
層
ノ
増

加
ヲ
来
ス
ヘ
ク
且
此
他
ニ
東
京
石
炭
掛
ノ
取
扱
ニ
係
ル
磐
城
炭
モ
十

万
屯
以
上
ニ
達
ス
ベ
シ

◎�

益
田
　
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
我
社
ニ
於
ケ
ル
石
炭
商
売
ハ
大
ニ
拡
張
シ
一

ヶ
年
ニ

�

【
六
回
　

（
ｂ
】

弐
百
万
屯
ノ
石
炭
ヲ
売
捌
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
次
第
ナ
レ
ハ
各
販
売

店
ニ
於
テ
ハ
十
分
ニ
力
ヲ
尽
シ
各
坑
主
ヲ
シ
テ
満
足
ノ
結
果
ヲ
得
セ

シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
努
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
尚
売
方
等
ノ
点
ニ
付
意
見
ア
レ

ハ
述
ヘ
ラ
レ
タ
シ
　

◎�

寺
島
　
名
古
屋
ニ
於
テ
ハ
和
船
ヲ
以
テ
石
炭
ヲ
積
来
ル
ニ
依
リ
時
ト

シ
テ
欠
乏
ヲ
来
シ
値
段
又
大
ニ
騰
貴
ス
ル
コ
ト
ア
リ
故
ニ
不
絶
現
品

ヲ
貯
蔵
シ
置
キ
石
炭
ノ
欠
乏
シ
タ
ル
ト
キ
之
ヲ
売
込
ム
コ
ト
ニ
致
シ

タ
シ
又
名
古
屋
ニ
テ
ハ
運
搬
不
便
ノ
為
メ
自
由
ニ
何
程
ノ
石
炭
ニ
テ

モ
手
ニ
入
ル
ヽ
訳
ニ
ハ
参
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
船
便
ア
リ
次
第
若
松
又
ハ

門
司
等
ヨ
リ
各
種
ノ
石
炭
ヲ
積
取
リ
来
リ
之
ヲ
調
合
シ
一
号
二
号
三

号
等
ニ
区
別
シ
上
等
炭
ノ
注
文
ア
レ
ハ
一
号
ヲ
渡
シ
次
品
ノ
注
文
ア

レ
ハ
弐
号
ヲ
渡
ス
ト
云
フ
カ
如
キ
方
法
ト
為
ス
ト
キ
ハ
大
ニ
便
利
ナ

リ
ト
考
ヘ
先
般
石
炭
掛
主
任
者
ヲ
若
松
ニ
出
張
セ
シ
メ
タ
ル
際
打
合

ヲ
為
サ
シ
メ
置
キ
タ
ル
モ
其
後
船
便
ノ
都
合
悪
シ
ク
未
タ
実
施
ノ
運

ニ
至
ラ
ズ

�

【
六
回
　

（
ａ
】

併
シ
此
方
法
ハ
是
非
之
ヲ
実
行
シ
不
絶
得
意
先
ノ
注
文
ニ
応
シ
得
ル

様
致
シ
置
キ
タ
シ

◎�

益
田
　
此
事
ハ
丁
度
別
問
題
ト
シ
テ
諸
君
ノ
御
意
見
ヲ
聞
キ
タ
シ
ト

思
ヒ
居
リ
タ
ル
処
ナ
ル
カ
恰
モ
横
浜
ニ
テ
各
種
ノ
茶
ヲ
混
合
シ
テ
其

品
位
ヲ
定
ム
ル
カ
如
ク(

茶
ノ
如
ク
細
カ
ニ
区
別
シ
能
ハ
サ
ル
ヘ
キ

モ
）
三
池
ヲ
弐
割
若
シ
三
池
ナ
ケ
レ
ハ
油
気
ノ
強
キ
杵
島
炭
ヲ
二
割

ニ
大
ノ
浦
ヲ
何
割
某
石
炭
ヲ
何
割
ト
云
フ
カ
如
ク
適
宜
ニ
調
合
シ
三

井
ノ
一
等
炭
二
等
炭
三
等
炭
ト
云
フ
カ
如
ク
其
品
種
ヲ
区
別
シ
テ
販

売
シ
而
シ
テ
売
上
済
ノ
上
ハ
各
委
託
坑
主
ニ
対
シ
良
キ
炭
ハ
高
ク
悪

キ
炭
ハ
安
ク
仕
切
ヲ
出
ス
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何
即
チ
従
来
ハ
各
工
場

ニ
於
テ
各
種
ノ
石
炭
ヲ
混
合
シ
テ
焚
キ
タ
ル
モ
向
後
ハ
我
社
ニ
於
テ

焚
キ
加
減
ノ
宜
シ
キ
様
混
合
シ
テ
売
渡
ス
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

寺
島
　
名
古
屋
ニ
於
テ
ハ
是
迄
商
人
ニ
於
テ
良
キ
炭
ニ
悪
キ
炭
ノ
混

合
ヲ

�

【
六
回
　

（
ｂ
】

為
シ
タ
ル
為
メ
混
合
炭
ハ
信
用
ナ
ク
当
社
ノ
炭
ハ
混
合
之
ナ
キ
点
ニ

於
テ
大
ニ
信
用
ヲ
博
シ
居
リ
タ
リ
依
テ
仮
リ
ニ
当
社
カ
混
合
ヲ
為
ス

ト
ス
レ
ハ
世
俗
ト
一
般
ニ
見
做
サ
ル
ル
ノ
恐
ナ
キ
ヤ
ト
考
ヘ
一
応
取
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調
タ
ル
処
当
社
カ
混
合
ス
ル
ト
セ
ハ
毫
モ
信
用
ニ
影
響
ナ
キ
コ
ト
ヲ

確
メ
得
タ
リ
尤
モ
調
合
ハ
若
松
ニ
於
テ
セ
ス
名
古
屋
ニ
於
テ
ス
ル
方

便
宜
ナ
ル
ベ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
名
古
屋
ニ
於
テ
ハ
或
ハ
白
水
炭
ヲ
混
合

シ
或
ハ
三
池
粉
レ
錆
ヲ
混
合
ス
ル
ヲ
可
ナ
リ
ト
ス
ル
場
合
ア
レ
ハ
ナ

リ
而
シ
テ
此
混
合
方
ノ
事
ハ
前
ニ
モ
述
ヘ
タ
ル
如
ク
是
迄
便
船
ナ
カ

リ
シ
為
メ
実
行
ノ
場
合
ニ
立
至
ラ
サ
リ
シ
モ
向
後
便
船
ノ
都
合
付
キ

次
第
実
行
ノ
考
ナ
リ
現
今
ハ
石
炭
ノ
在
荷
殆
ン
ト
皆
無
ニ
テ
只
僅
カ

ニ
三
池
錆
粉
五
十
万
斤
余
之
ア
ル
而
已
ナ
リ

◎�

藤
田
　
東
京
ニ
テ
ハ
専
務
理
事
ノ
御
申
聞
ニ
基
キ
調
合
ノ
事
ヲ
決
行

セ
ン
ト
欲
シ
タ
ル
ニ
杵
島
郡
ノ
石
炭
ヲ
積
取
ル
積
ニ
為
シ
置
キ
タ
ル

船
カ
事

�
【
六
回
　

（
ａ
】

情
ア
リ
テ
予
定
ノ
通
リ
運
ハ
サ
リ
シ
為
メ
彼
此
延
引
シ
居
リ
タ
ル
モ

昨
今
ノ
漸
ク
積
取
リ
ノ
都
合
ト
ナ
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
或
ハ
白
水
又
ハ
唐

津
等
ト
配
合
シ
売
試
ム
ル
ノ
計
画
ナ
リ
唯
東
京
ニ
於
テ
困
難
ヲ
感
ス

ル
ハ
従
来
小
石
炭
商
カ
不
良
石
炭
ヲ
混
合
シ
上
等
石
炭
ノ
名
義
ヲ
以

テ
売
却
ス
ル
ノ
悪
弊
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
可
成
三
池
粉
炭
壱
万
斤
ニ
付
何

程
白
水
石
炭
壱
万
斤
ニ
付
何
程
ト
云
フ
カ
如
ク
各
種
石
炭
ニ
付
、
格

別
ニ
積
リ
書
ヲ
差
出
シ
且
現
品
モ
区
別
シ
テ
持
込
ミ
自
分
ノ
方
ニ
テ

勝
手
ニ
混
ス
ル
コ
ト
ニ
致
シ
タ
シ
ト
云
フ
ノ
点
ニ
ア
リ
併
シ
折
角
勧

誘
シ
テ
我
社
ノ
混
合
シ
タ
ル
石
炭
ヲ
焚
キ
試
ミ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
工
夫

申
也

◎�

益
田
　
石
炭
掛
其
人
ハ
甲
ノ
炭
ハ
火
力
之
足
リ
乙
ノ
炭
ハ
火
力
時
々

ナ
リ
甲
ト
乙
ト
ヲ
混
合
ス
レ
ハ
火
力
斯
々
ナ
リ
ト
云
フ
カ
如
ク
十
分

石
炭
ノ
火
力
ト
其
功
用
ト
ヲ
知
悉
シ
置
キ
之
ヲ
混
合
シ
徳
用
向
ノ
炭

ヲ
送
リ
出
シ
之
ヲ
得
意
ヘ
売
込
ム
コ
ト
ヽ
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

�

【
六
回
　

（
ｂ
】

◎�

福
井
　
東
京
ニ
於
テ
ハ
磐
城
炭
ノ
需
用
益
々
増
加
シ
九
州
炭
ハ
漸
次

減
少
ノ
傾
ア
リ
旁
以
テ
東
京
ノ
如
キ
ニ
ア
リ
テ
ハ
調
合
ノ
必
要
ヲ
減

ス
ル
ニ
依
リ
磐
城
炭
ヲ
土
台
ト
シ
テ
之
ニ
如
何
ナ
ル
石
炭
ヲ
混
淆
ス

ル
コ
ト
カ
最
モ
利
方
ナ
ル
ヘ
キ
ヤ
ヲ
講
究
シ
三
井
何
等
炭
ノ
名
義
ニ

テ
売
出
ス
ヲ
得
策
ナ
リ
ト
考
フ

◎�

長
谷
川
　
鉄
道
ハ
如
何

◎�

福
井
　
鉄
道
ノ
方
モ
試
ミ
タ
シ
尤
モ
鉄
道
ニ
於
テ
ハ
一
等
炭
二
等
炭

等
ノ
名
称
ヲ
用
ヒ
鉄
道
自
ラ
其
炭
ノ
名
前
ヲ
指
定
セ
ル
ヲ
以
テ
当
方

ニ
テ
混
合
シ
タ
ル
石
炭
ノ
試
験
ヲ
乞
フ
ノ
運
ニ
迄
立
至
ラ
サ
リ
シ
モ

試
験
ヲ
願
出
ツ
レ
ハ
勿
論
試
験
シ
呉
ル
ヽ
ナ
ル
ヘ
ク
一
応
試
ム
ル
考

ナ
リ

◎�
水
谷
　
若
松
ニ
テ
ハ
送
荷
ニ
流
用
ス
ヘ
キ
石
炭
ニ
乏
シ
カ
ラ
サ
ル
モ

船
カ
払
底
ナ
ル
為
メ
其
目
的
ヲ
果
タ
ス
能
ハ
ス
現
ニ
名
古
屋
若
ク
ハ

神
戸
ニ
テ
売
約
済
ノ
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�

【
六
回
　

（
ａ
】

モ
ノ
モ
積
出
方
ニ
困
難
セ
ル
位
ナ
リ
従
テ
別
ニ
送
リ
荷
ヲ
為
ス
ニ
付

テ
ハ
先
以
テ
船
ノ
心
配
ヨ
リ
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

◎�

益
田
　
弐
百
万
屯
以
上
ノ
石
炭
ヲ
売
却
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
販
売

地
ニ
備
荷
ノ
ナ
キ
カ
如
キ
事
ニ
為
シ
置
ク
ハ
不
都
合
ナ
リ

◎�

水
谷
　
炭
ノ
余
裕
ハ
ア
ル
モ
船
舶
ナ
キ
為
メ
致
方
ナ
シ

◎�

益
田
　
十
分
船
ノ
工
夫
ヲ
為
サ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ

◎�

水
谷
　
汽
船
ハ
用
ヒ
得
ス
和
船
ヲ
用
ユ
ル
ノ
外
ナ
キ
ニ
名
古
屋
行
ノ

和
船
ハ
殆
ン
ト
之
ナ
シ

◎�

寺
島
　
野
田
商
船
会
社
ハ
六
十
万
斤
積
ノ
和
船
五
六
艘
ヲ
所
有
シ
居

レ
ル
カ
内
三
艘
ヲ
不
絶
当
社
ニ
テ
使
用
ス
ル
コ
ト
ニ
約
束
セ
リ
如
此

種
類
ノ
船
ヲ
多
ク
約
定
シ
置
ク
ト
キ
ハ
運
炭
上
大
ニ
便
宜
ナ
ル
ノ
ミ

ナ
ラ
ス
自
然
備
荷
ノ
欠
乏
ヲ
来
ス
コ
ト
ナ
ク
得
意
先
ノ
需
用
ヲ
充
タ

ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
乍
去
和
船

�

【
六
回
　

（
ｂ
】

ハ
運
搬
ニ
日
子
ヲ
要
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
天
候
険
悪
ノ
場
合
ニ
ハ
全
ク

航
海
ヲ
見
合
ハ
ス
外
ナ
キ
ヲ
以
テ
到
底
引
当
ト
為
ス
ヲ
得
ス
従
テ
紡

績
会
社
ハ
翌
月
入
用
ナ
ル
石
炭
ヲ
今
月
注
文
ス
ル
カ
如
キ
場
合
ニ
ア

リ
テ
ハ
少
々
割
合
ノ
高
キ
モ
和
船
積
ヨ
リ
汽
船
積
ヲ
望
ム
ナ
ル
ヘ
ク

従
テ
今
后
ノ
形
勢
ハ
漸
ク
汽
船
積
ニ
傾
ク
ナ
ル
ヘ
シ
故
ニ
我
社
ニ
於

テ
モ
此
際
千
屯
内
外
ヲ
積
載
ス
ル
吃
水
極
メ
テ
浅
キ
汽
船
ヲ
造
リ
運

炭
用
ニ
供
ス
ル
ト
セ
ハ
大
ニ
便
宜
ヲ
得
ヘ
シ
ト
考
フ

◎�

益
田
　
既
ニ
弐
百
万
屯
以
上
ノ
石
炭
ヲ
引
受
ケ
居
リ
且
明
年
度
ト
モ

ナ
レ
ハ
此
上
五
十
万
屯
位
ニ
増
加
ス
ヘ
キ
ヤ
計
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
運
炭

上
ニ
就
テ
ハ
必
ス
ヤ
非
常
手
段
ヲ
尽
サ
ヽ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
単
ニ
船
舶
ノ

不
足
ニ
困
難
ス
ル
ト
ノ
ミ
異
口
同
音
ニ
主
唱
シ
居
リ
タ
リ
ト
テ
更
ニ

其
効
能
ヲ
見
ス

◎�

水
谷
　
名
古
屋
行
和
船
ノ
事
ヲ
取
調
ヘ
タ
ル
ニ
近
年
逓
信
省
ノ
規
則

厳
格
ト
ナ
リ
船
長
ト
ナ
ル
コ
ト
カ
非
常
ニ
面
倒
ト
ナ
リ
タ
ル
結
果
安

運
賃
ニ
テ
ハ
到
底

�

【
六
回
　

（
ａ
】

引
合
ハ
ス
其
為
メ
和
船
ノ
払
底
ヲ
来
シ
タ
リ
故
ニ
知
多
志
摩
辺
ヘ
資

金
ヲ
貸
シ
テ
帆
前
船
ヲ
新
造
セ
シ
メ
テ
ハ
如
何

◎�

寺
島
　
信
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
少
ク
危
険
ナ
ル
モ
ノ
多
カ
ル
ベ
シ

◎�

益
田
　
右
ハ
内
地
ヲ
航
海
ス
ル
船
ニ
テ
奨
励
金
ヲ
得
ル
コ
ト
出
来
サ

ル
ニ
ヨ
リ
古
船
ニ
テ
モ
十
分
ナ
リ
畢
竟
安
ク
動
カ
シ
得
ル
船
ナ
レ
ハ

可
ナ
リ

◎�

水
谷
　
若
松
ノ
築
港
出
来
上
ラ
サ
レ
ハ
汽
船
積
ハ
望
ナ
シ
三
菱
ノ
如

キ
モ
七
百
屯
ノ
船
ヲ
製
造
シ
タ
ル
モ
若
松
ニ
使
用
シ
得
サ
ル
カ
為
メ

之
ヲ
門
司
長
崎
間
ノ
航
海
ニ
使
用
セ
リ

◎�

益
田
　
当
社
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
他
人
モ
亦
然
リ
自
カ
ラ
若
松
通
ヒ
ノ
和
船

ノ
運
賃
ヲ
高
価
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
ク
又
仮
令
少
シ
高
値
ナ
ル
モ
雇
入
ヲ
為
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サ
ヽ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ベ
シ
従
テ
仮
令
少
シ
ク
大
形
ノ
ボ
ロ
船
ニ
テ
モ

門
司
ト
大
阪
東
京
若
ク
ハ
名
古
屋
間
ニ
使
用
ス
ベ
キ
船
舶
ヲ
所
有
ス

ル
ノ
要
ナ
キ
歟

�

【
六
回
　

（
ｂ
】

◎�

福
井
　
古
船
ハ
値
段
低
廉
ナ
ル
ヘ
キ
モ
若
松
ニ
入
港
シ
難
ク
且
荷
役

ガ
手
間
取
ル
ノ
嫌
ア
リ

◎�

益
田
　
若
松
ヨ
リ
ノ
運
搬
ニ
就
テ
ハ
何
人
ニ
テ
モ
不
便
ヲ
感
シ
ツ
ヽ

ア
ル
所
ナ
レ
ハ
少
々
ノ
コ
ト
ハ
忍
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

◎�

長
谷
川
　
今
日
内
地
船
主
ノ
有
ス
ル
船
ハ
何
レ
モ
運
搬
不
便
ナ
リ
故

ニ
同
シ
購
入
ス
ル
ナ
レ
ハ
英
国
ニ
於
テ
コ
ー
ス
チ
ン
グ
ニ
使
用
ス
ル

カ
如
キ
形
ノ
船
ヲ
買
入
ル
ヽ
カ
得
策
ナ
ラ
ン
現
ニ
カ
ー
ヂ
フ
炭
ヲ
運

搬
ス
ル
船
ノ
如
キ
簡
単
ナ
ル
モ
ノ
ニ
至
リ
テ
ハ
全
ク
デ
ッ
キ
ヲ
備
ヘ

サ
ル
モ
ノ
ア
リ

◎�

浅
野
　
和
船
ノ
少
キ
コ
ト
ハ
事
実
ナ
ル
モ
今
後
之
ヲ
新
造
ス
ル
モ
到

底
勘
定
ニ
当
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
寧
ロ
各
地
方
ニ
於
テ
散
乱
セ
ル
和
船
ヲ

纏
メ
テ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヽ
ス
ル
方
可
ナ
ラ
ム

◎�

寺
島
　
金
ニ
テ
モ
貸
渡
ス
カ

�

【
六
回
　
（1
ａ
】

◎�

浅
野
　
和
船
ノ
維
持
出
来
難
キ
折
柄
ナ
レ
ハ
若
シ
運
賃
ヲ
高
メ
遣
レ

ハ
喜
テ
運
搬
ニ
従
事
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ

◎�

益
田
　
夫
レ
ハ
時
ノ
景
況
次
第
ニ
テ
今
日
ノ
如
ク
運
賃
高
価
ノ
日
ニ

ハ
行
ハ
レ
難
シ

◎�

浅
野
　
尚
一
層
高
運
賃
ヲ
支
払
ヘ
ハ
可
ナ
ル
ベ
シ

◎�

水
谷
　
和
船
ノ
数
非
常
ニ
減
少
シ
居
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
集
ム
ル
コ
ト
面

倒
ナ
ル
ベ
シ

◎�

浅
野
　
余
ノ
口
ノ
津
ニ
ア
リ
タ
ル
ト
キ
和
船
ヲ
集
メ
運
賃
ヲ
普
通
ヨ

リ
聊
カ
割
合
良
ク
シ
一
ノ
団
体
ヲ
組
織
セ
シ
メ
且
各
船
ヨ
リ
保
証
金

ヲ
当
社
ヘ
差
入
レ
シ
メ
若
シ
当
社
ノ
石
炭
ヲ
積
込
マ
サ
ル
ニ
至
ル
ト

キ
ハ
其
保
証
金
ヲ
没
収
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
其
結
果
大
ニ
良
好
ナ
リ
シ
如

此
方
法
ヲ
以
テ
セ
ハ
可
ナ
ラ
ム

◎�

寺
島
　
名
古
屋
ニ
於
テ
ハ
和
船
ノ
運
賃
不
定
ニ
シ
テ
且
和
船
ハ
引
当

ト
ナ
ラ

�

【
六
回
　
（1
ｂ
】

サ
ル
為
メ
各
紡
績
等
ヘ
石
炭
ヲ
売
込
ム
ニ
当
リ
テ
ハ
運
賃
ハ
買
手
持

ト
シ
且
其
到
着
日
限
テ
受
負
ハ
ス
只
正
味
石
炭
ノ
値
段
ノ
ミ
ヲ
取
極

メ
テ
売
買
ヲ
締
結
ス
ル
コ
ト
ヽ
為
シ
居
ル
カ
如
キ
有
様
ナ
リ

◎�

浅
野
　
汽
船
ノ
運
搬
ハ
素
ヨ
リ
必
要
ニ
相
違
ナ
キ
モ
今
日
運
搬
ヲ
汽

船
ニ
ノ
ミ
拠
ル
コ
ト
能
ハ
ス
故
ニ
普
通
一
般
ニ
ハ
可
成
和
船
ヲ
使
用

ス
ル
ノ
外
ナ
シ

◎�

水
谷
　
知
多
志
摩
辺
ノ
船
持
ニ
資
金
ヲ
貸
与
シ
帆
前
ヲ
造
ラ
シ
ム
ル

コ
ト
ハ
如
何
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◎�
寺
島
　
船
ヲ
造
ル
際
資
金
ヲ
貸
渡
シ
漸
次
運
賃
ノ
上
リ
高
ヨ
リ
取
立

ツ
ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
可
ナ
ラ
ム

◎�

益
田
　
名
古
屋
地
方
ニ
対
ス
ル
和
船
ノ
運
搬
ハ
永
キ
寿
命
ナ
シ
故
ニ

資
金
ヲ
貸
与
シ
テ
和
船
ヲ
新
造
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
一
考
ヲ
要
ス

◎�

水
谷
　
鉄
道
ノ
連
絡
出
来
タ
ル
后
ニ
テ
モ
艜
ノ
行
ハ
ル
ヽ
ヲ
見
レ
ハ

縦
令
汽
船
ノ

�

【
六
回
　
（（
ａ
】

便
開
ク
ル
モ
依
然
和
船
ノ
運
搬
モ
両
立
ス
ヘ
キ
ヤ
未
タ
知
ル
ベ
カ
ラ

ズ
◎�

益
田
　
若
松
港
ノ
浚
渫
成
効
ス
ル
モ
両
三
年
ヲ
出
テ
ス
而
シ
テ
成
効

ノ
暁
ニ
ハ
十
五
六
呎
ノ
汽
船
ハ
出
入
シ
得
ヘ
ク
其
他
唐
津
并
住
ノ
江

等
何
レ
モ
汽
船
ノ
入
港
出
来
得
ル
ヲ
以
テ
向
後
運
搬
ハ
多
ク
汽
船
便

ニ
拠
ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ノ
日
ア
ル
ベ
シ
従
テ
和
船
ア
レ
ハ
之
ヲ
使
用
ス

ル
ハ
差
支
ナ
キ
モ
態
々
資
金
迄
モ
貸
渡
シ
テ
之
ヲ
新
造
セ
シ
ム
ル
ノ

要
ナ
シ

◎�

寺
島
　
向
後
追
々
商
売
カ
機
敏
ト
ナ
ル
ニ
従
ヒ
約
定
后
一
ヶ
月
位
ノ

内
ニ
ハ
現
品
ノ
到
着
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ヘ
ク
従
テ
和
船
時
代
去

リ
テ
汽
船
時
代
至
ル
ノ
時
ア
ル
ベ
シ

◎�

福
井
　
吃
水
十
呎
位
ノ
汽
船
ヲ
造
リ
若
松
ト
名
古
屋
等
ノ
間
ニ
使
用

ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

益
田
　
吃
水
浅
キ
船
ヲ
新
造
ス
ル
ト
セ
ハ
弐
三
十
万
円
ヲ
要
ス
ベ
シ

然
ル
ニ
熱
田

�

【
六
回
　
（（
ｂ
】

ノ
築
港
出
来
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
八
呎
ノ
船
ニ
テ
モ
十
二
呎
若
ク
ハ
十

五
呎
ノ
船
ニ
テ
モ
同
一
ニ
テ
均
シ
ク
一
里
モ
二
里
モ
沖
合
ニ
繋
泊
セ

サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

◎�

福
原
　
果
シ
テ
然
ラ
ハ
依
然
和
船
ニ
依
ル
ノ
外
ナ
ク
汽
船
積
ノ
事
ハ

前
途
尚
遠
シ
ト
云
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

◎�

益
田
　
名
古
屋
ニ
テ
ハ
石
炭
何
程
ヲ
売
却
シ
得
ル
カ

◎�

寺
島
　
名
古
屋
全
体
ノ
需
用
額
七
万
屯
中
当
社
ニ
於
テ
四
万
屯
ノ
取

扱
ヲ
為
ス

◎�

益
田
　
僅
ニ
四
万
屯
位
ヲ
運
搬
ス
ヘ
キ
和
船
ノ
都
合
付
カ
サ
ル
ニ
ヤ

◎�

水
谷
　
是
迄
ノ
商
売
ニ
止
レ
ハ
大
抵
調
フ
ヘ
キ
モ
向
后
商
売
発
達
ス

ル
ト
キ
ハ
運
搬
船
ノ
不
足
ヲ
感
ス
ベ
シ

◎�

益
田
　
然
ラ
ハ
名
古
屋
送
リ
ニ
付
テ
ハ
小
運
搬
力
ノ
設
備
方
ニ
付
工

夫
ヲ
施
ラ
ス
コ
ト
ヽ
ス
ベ
シ

次
ニ
神
戸
又
ハ
東
京
送
リ
ニ
充
ツ
ル
為
メ
吃
水
浅
キ
汽
船
ヲ
新
造
ス

ル
ノ

�

【
六
回
　
（（
ａ
】

計
画
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ハ
別
論
ト
シ
差
当
リ
運
炭
船
ニ
供
ス
ル
古
船
ニ

テ
モ
購
入
ス
ヘ
キ
ヤ
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◎�
呉
　
汽
船
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
ニ
ハ
大
賛
成
ナ
ル
モ
未
タ
各
港
ニ
之
ニ

対
ス
ル
設
備
ナ
シ
即
チ
桟
橋
ヲ
造
リ
其
桟
橋
ヘ
汽
船
ヲ
横
付
ケ
ニ
シ

テ
荷
役
シ
得
ル
ノ
設
備
ア
レ
ハ
可
ナ
ル
モ
然
ラ
サ
レ
ハ
矢
張
艀
船
ヲ

以
テ
本
船
ヨ
リ
積
取
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
費
用
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
尠
少
ニ

非
ス

◎�

福
井
　
当
会
社
ニ
於
テ
鉄
道
局
所
用
ノ
一
等
炭
ニ
付
テ
ハ
殆
ン
ト
全

権
ヲ
有
シ
大
抵
何
分
カ
ノ
注
文
ハ
必
ス
引
受
ケ
得
ル
ヲ
以
テ
之
カ
運

搬
方
ニ
付
テ
ハ
平
常
其
設
備
ヲ
為
シ
置
ク
ノ
要
ア
リ
其
時
々
雇
船
ヲ

捜
索
ス
ル
カ
如
キ
有
様
ニ
テ
ハ
太
甚
不
都
合
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
運
賃

モ
亦
存
外
割
高
ニ
当
ル
ベ
シ
故
ニ
古
船
ニ
テ
モ
一
艘
安
値
ニ
テ
買
入

ル
ヽ
コ
ト
ニ
致
シ
タ
シ

◎�

南
　
古
船
ヲ
安
ク
動
カ
ス
ニ
其
寿
命
ヲ
五
ヶ
年
又
ハ
十
年
ト
見
修
繕

モ

�

【
六
回
　
（（
ｂ
】

加
ヘ
ス
又
経
費
モ
十
分
節
約
シ
其
船
ノ
自
滅
ニ
任
ス
カ
如
キ
方
法
ニ

テ
使
用
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
然
ル
ニ
我
社
ニ
テ
古
船
ヲ
使
用
ス
ル
ト
ナ

レ
ハ
修
繕
ヲ
加
ヘ
経
費
モ
他
ノ
船
舶
同
様
ニ
使
用
ス
ヘ
ク
其
極
古
ナ

リ
ト
テ
毫
モ
割
安
ニ
ハ
挙
ラ
サ
ル
ベ
シ
故
ニ
此
際
古
船
ヲ
買
入
レ
ン

ヨ
リ
ハ
寧
ロ
一
二
年
間
古
船
ヲ
雇
入
レ
テ
当
座
ノ
用
ヲ
充
タ
シ
置
キ

其
上
ハ
少
々
高
キ
モ
奮
発
シ
テ
便
利
ナ
ル
船
舶
ヲ
新
造
ス
ル
ヲ
可
ナ

リ
ト
考
フ

◎�

福
井
　
若
松
ノ
築
港
其
他
各
地
港
湾
ノ
設
備
ハ
今
日
ヨ
リ
未
タ
窺
ヒ

知
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
以
テ
差
当
リ
一
時
凌
キ
ニ
古
船
ヲ
買

入
レ
置
キ
設
備
ノ
完
成
ヲ
見
タ
ル
上
ニ
テ
之
ニ
適
当
ナ
ル
船
舶
ヲ
新

造
ス
ル
コ
ト
ヽ
為
ス
方
可
ナ
ラ
ム

◎�

南
　
二
三
年
ノ
寿
命
ト
見
テ
古
船
ヲ
買
フ
ハ
差
支
ナ
カ
ラ
ム

◎�

水
谷
　
門
司
ト
横
浜
間
ニ
何
航
海
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
ヤ

�

【
六
回
　
（（
ａ
】

◎�

藤
田
　
弐
回
ト
六
七
分
ナ
リ

◎�

福
井
　
可
成
大
形
ノ
船
ヲ
買
入
レ
タ
シ

◎�

藤
村
　
弐
千
屯
内
外
ノ
船
ニ
テ
弐
航
海
半
位
ナ
ラ
ン

◎�

浅
野
　
弐
千
屯
ハ
大
ニ
過
ク
ヘ
シ
古
船
ノ
事
故
水
入
ハ
弐
十
呎
以
上

ナ
ラ
ン

◎�

寺
島
　
然
ル
ト
キ
ハ
仮
令
熱
田
ノ
築
港
落
成
ノ
暁
ト
雖
モ
到
底
港
内

ニ
入
ル
コ
ト
能
ハ
ス

◎�

松
尾
　
石
炭
運
搬
ニ
適
当
ナ
ル
船
ハ
東
洋
ニ
ハ
殆
ン
ト
絶
無
ナ
ル
ベ

シ
寧
ロ
新
シ
キ
船
ヲ
買
入
ル
ル
方
可
ナ
ラ
ン

◎�

水
谷
　
鉄
道
ヘ
売
捌
ク
ヘ
キ
一
等
炭
ハ
何
程
ア
リ
ヤ

◎�
藤
田
　
鉄
道
局
横
浜
并
江
尻
納
五
千
屯
、
日
本
鉄
道
四
千
屯
一
ヶ
月

約
壱
万
屯
ナ
リ

◎�

水
谷
　
然
ラ
ハ
弐
千
屯
位
ノ
船
一
艘
ア
リ
テ
差
支
ナ
シ
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【
六
回
　
（（
ｂ
】

◎�
松
尾
　
私
ハ
千
六
百
屯
乃
至
弐
千
屯
位
ノ
石
炭
積
込
適
当
船
ハ
容
易

ニ
之
ナ
カ
ル
ヘ
ク
良
シ
之
ア
リ
ト
雖
モ
割
高
ナ
ル
ヘ
ケ
レ
ハ
寧
ロ
新

造
ヲ
得
策
ト
考
フ

◎�

藤
田
　
弐
千
屯
位
ノ
古
船
ナ
レ
ハ
八
九
万
円
ニ
テ
買
入
レ
得
ベ
シ

◎�

浅
野
　
吃
水
ハ
弐
十
五
呎
位
ノ
モ
ノ
ナ
ラ
ム

◎�

藤
田
　
四
日
市
并
神
戸
通
ハ
小
形
ノ
船
便
ナ
ル
モ
横
浜
通
ハ
大
形
ノ

方
利
益
ニ
テ
少
ク
ト
モ
弐
千
屯
以
上
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ

◎�

福
井
　
三
四
千
屯
位
ノ
モ
ノ
ニ
テ
モ
可
ナ
リ

◎�

大
野
　
運
賃
ノ
安
キ
ト
キ
ヲ
見
テ
一
ヶ
年
間
ノ
雇
船
約
定
ヲ
取
結
ヒ

置
ク
方
古
船
ヲ
買
フ
ヨ
リ
モ
利
益
ナ
ラ
ン
即
チ
一
艘
ハ
弐
千
屯(

京

都
丸
位)

位
ノ
モ
ノ
ヲ
東
京
通
ニ
当
テ
又
一
艘
ハ
千
弐
百
屯
位
ノ
モ

ノ
ヲ
神
戸
通
ニ
当
ツ
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

福
井
　
船
ヲ
大
ニ
シ
東
京
行
ノ
モ
ノ
ニ
神
戸
行
ヲ
積
合
ハ
ス
コ
ト
ヽ

ス
レ
ハ
可
ナ
ラ
ム

�

【
六
回
　
（（
ａ
】

◎�

藤
村
　
船
大
ナ
ル
ト
キ
ハ
神
戸
行
ニ
ハ
不
便
ナ
リ

◎�

益
田
　
大
ナ
ル
船
ニ
テ
モ
通
ヒ
居
ル
ト
キ
ハ
神
戸
并
名
古
屋
共
大
ニ

便
利
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

◎�

水
谷
　
門
司
ト
東
京
ノ
間
ノ
運
搬
カ
重
モ
ナ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
大
形
ノ

船
ニ
テ
可
ナ
リ

◎�

益
田
　
要
ス
ル
ニ
内
地
石
炭
運
搬
ノ
為
メ
ニ
汽
船
ヲ
持
ツ
コ
ト
ハ
一

同
ノ
希
望
ト
認
ム
但
シ
新
造
利
ナ
ル
ヤ
将
タ
古
船
ヲ
買
入
ル
ヽ
方
可

然
哉
ハ
尚
取
調
フ
ヘ
ク
又
屯
数
ハ
三
四
千
屯
位
ニ
テ
差
支
ナ
ク
主
ト

シ
テ
門
司
ト
東
京
間
ニ
使
用
シ
又
場
合
ニ
依
リ
神
戸
、
名
古
屋
、
上

海
等
ヘ
モ
指
廻
ハ
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

◎�

呉
　
此
外
ニ
神
戸
并
四
日
市
通
ニ
用
ユ
ヘ
キ
千
壱
弐
百
屯
ノ
船
ヲ
一

艘
持
ツ
コ
ト
ニ
致
シ
タ
シ

◎�

益
田
　
船
ヲ
持
ツ
コ
ト
ニ
ハ
余
モ
同
意
ナ
リ
早
々
取
調
ヲ
為
シ
且
良

キ
船
ア
レ
ハ
買
入
ル
ヽ
コ
ト
モ
為
ス
ベ
ク
又
月
雇
年
雇
等
ノ
コ
ト
モ

為
ス
ベ
シ
此
他
和
船

�

【
六
回
　
（（
ｂ
】

ノ
持
主
ニ
金
ヲ
貸
渡
シ
若
ク
ハ
汽
船
ヲ
抵
当
ニ
取
リ
金
ヲ
貸
渡
シ
該

船
ニ
保
険
ヲ
付
シ
安
運
賃
ニ
テ
雇
入
ル
ヽ
等
運
搬
力
ヲ
増
加
ス
ル
コ

ト
ニ
付
テ
ハ
各
自
十
分
心
掛
ケ
出
来
得
ル
丈
ノ
働
ヲ
為
ス
コ
ト
ヽ
ス

ベ
シ

◎�

福
井
　
船
ヲ
買
フ
ト
雇
入
ル
ヽ
ト
何
レ
カ
利
益
ナ
ル
ヘ
キ
ヤ

◎�

水
谷
　
船
ヲ
買
入
ル
ヽ
ト
ス
レ
ハ
他
ノ
社
船
ノ
例
モ
ア
リ
テ
前
者
ノ

ミ
船
員
ノ
俸
給
ヲ
安
ク
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
其
他
ノ
経
費
モ
亦
然
ル
ヲ

以
テ
雇
船
ノ
方
夐
カ
ニ
利
益
ナ
ル
ベ
シ

◎�

呉
　
物
産
会
社
ノ
使
用
ス
ル
和
船
ハ
大
凡
全
体
ノ
四
分
ノ
一
位
ナ
リ

ト
ノ
コ
ト
ナ
リ
然
ル
ニ
今
突
然
和
船
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
止
メ
汽
船
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ヲ
用
ユ
ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
和
船
ニ
於
テ
ハ
其
反
動
ト
シ
テ
大
ニ
運
賃
ヲ

引
上
ケ
他
ノ
競
争
者
ヲ
利
セ
シ
ム
ル
カ
如
キ
結
果
ヲ
来
タ
ス
ノ
憂
ナ

キ
ヤ

◎�

水
谷
　
物
産
会
社
カ
和
船
ノ
使
用
ヲ
止
ム
ル
ト
キ
ハ
自
然
和
船
潤
沢

ト
ナ

�

【
六
回
　
（（
ａ
】

ル
ヲ
以
テ
運
賃
下
落
ノ
結
果
ヲ
来
ス
ヘ
キ
モ
当
社
ニ
反
抗
ノ
運
動
ヲ

為
ス
カ
如
キ
コ
ト
ハ
勿
ル
ベ
シ

◎�

福
原
　
今
年
運
搬
力
少
ナ
カ
リ
シ
ハ
逓
信
省
ノ
船
舶
検
査
厳
ニ
シ
テ

屢
々
修
繕
ヲ
命
セ
ラ
レ
之
カ
為
メ
要
シ
タ
ル
日
数
ノ
多
カ
リ
シ
ト
ブ

ラ
オ
ン
ニ
於
テ
長
崎
ヘ
石
炭
ヲ
回
ハ
ス
為
メ
船
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
多

カ
リ
シ
ト
カ
其
重
モ
ナ
ル
原
因
ナ
ル
ベ
シ

◎�

益
田
　
運
搬
船
ノ
コ
ト
ハ
夫
丈
ト
シ
艀
船
ノ
事
ハ
如
何

◎�

福
井
　
先
日
モ
述
ヘ
タ
ル
カ
横
浜
ニ
弐
千
屯
乃
至
三
千
屯
ノ
庫
船
ヲ

備
ヘ
タ
シ

◎�

福
原
　
本
船
デ
ス
パ
ッ
チ
ノ
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
カ

◎�

福
井
　
デ
ス
パ
ッ
チ
并
石
炭
ノ
看
貫
ヲ
為
ス
為
メ
ナ
リ

◎�

益
田
　
是
迄
ノ
庫
船
ニ
付
テ
ノ
経
験
ヲ
承
リ
タ
シ

◎�

上
田
　
長
崎
ニ
於
テ
独
逸
郵
船
ニ
三
池
塊
炭
ヲ
積
込
ム
為
メ
庫
船

�

【
六
回
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ｂ
】

ヲ
備
フ
ル
カ
如
キ
一
種
又
ハ
二
種
ノ
石
炭
ヲ
貯
蔵
ス
ル
ハ
兎�

モ
角

東
京
ノ
如
キ
各
種
ノ
石
炭
ヲ
取
扱
フ
所
ニ
テ
ハ
到
底
庫
船
ヲ
利
用
ス

ル
コ
ト
能
ハ
ス
勿
論
船
中
ニ
区
画
ヲ
立
テ
置
ケ
ハ
可
ナ
ル
カ
如
キ
モ

此
事
ハ
実
行
出
来
難
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
一
ヶ
所
ニ
三
百
屯
ノ
石
炭
ヲ
入

レ
得
ヘ
キ
ニ
五
六
十
屯
ノ
残
炭
ア
ル
カ
為
メ
他
ノ
炭
ヲ
入
ル
ヽ
コ
ト

能
ハ
ス
弐
百
四
五
十
屯
ノ
「
ス
ペ
ー
ス
」
ハ
無
益
ニ
之
ヲ
明
ケ
置
カ

サ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ア
リ
今
若
シ
東
京
ニ
於
テ
庫
船
ヲ
置
ク
ト
ス

レ
ハ
一
艘
ニ
二
種
類
ヲ
入
レ
六
種
類
ノ
石
炭
ヲ
取
扱
フ
モ
ノ
ト
見
テ

三
艘
ノ
倉
庫
ヲ
要
ス
ベ
シ
斯
ル
次
第
ナ
ル
故
庫
船
ヲ
置
ク
コ
ト
ハ
不

得
策
ナ
リ
ト
考
フ

◎�

呉
　
庫
船
ヲ
置
ク
ト
キ
ハ
一
度
本
船
ヨ
リ
石
炭
ヲ
艀
ニ
移
シ
更
ニ
之

ヲ
庫
船
ニ
積
込
ミ
置
キ
更
ニ
又
之
ヲ
艀
ニ
積
込
ミ
焚
料
船
等
ニ
積
渡

ス
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ヲ
以
テ
費
用
モ
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ

�

【
六
回
　
（（
ａ
】

◎�

福
井
　
神
戸
ニ
テ
ハ
本
船
ヨ
リ
受
取
ル
際
看
貫
ヲ
為
ス
カ

◎�

呉
　
積
込
ム
ト
キ
看
貫
ヲ
為
ス

◎�

福
井
　
横
浜
ニ
テ
ハ
本
船
渡
ニ
テ
売
却
ス
ル
場
合
ニ
ハ
看
貫
ヲ
為
サ

ス
◎�
藤
田
　
庫
船
ヲ
置
ク
ト
キ
ハ
沖
渡
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
看
貫
ヲ
為
ス
コ

ト
ヲ
得
ベ
シ
即
チ
一
度
庫
船
ニ
積
取
リ
更
ニ
之
ヲ
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ

ク
看
貫
ノ
為
メ
空
シ
ク
本
船
ヲ
碇
泊
セ
シ
ム
ル
ノ
憂
ナ
シ



455

三井物産「内地支店長会議々事録」（明治 33 年）

455

◎�
益
田
　
看
貫
ハ
遣
リ
方
如
何
ニ
依
リ
左
程
時
間
ヲ
要
セ
サ
ル
ベ
シ

◎�
藤
田
　
弐
千
屯
ノ
石
炭
ヲ
看
貫
ス
ル
ニ
ハ
二
日
間
ヲ
要
ス
然
ル
ニ
雇

船
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
普
通
碇
泊
日
数
ヲ
積
込
并
陸
上
ノ
両
地
ニ
テ
五
日

間
位
ニ
定
メ
置
ク
ニ
依
リ
横
浜
ニ
テ
看
貫
ヲ
為
ス
ノ
遑
ナ
シ

◎�

福
井
　
現
行
ノ
雇
船
契
約
ハ
何
レ
モ
本
船
積
込
ヲ
終
リ
タ
ル
ト
キ
其

艙
口
ニ
封
印
ヲ
為
シ
置
キ
揚
地
ニ
至
リ
封
印
ニ
異
状
ナ
キ
ト
キ
ハ
本

船
ハ

�

【
六
回
　
（（
ｂ
】

欠
斤
ニ
付
無
責
任
ノ
コ
ト
ニ
相
成
リ
居
ル
モ
此
雇
船
方
法
ハ
改
良
ス

ル
コ
ト
ニ
致
シ
タ
シ

◎�

益
田
　
雇
船
ノ
仕
方
并
欠
斤
ノ
コ
ト
ハ
別
ニ
之
ヲ
評
議
ス
ベ
シ

◎�

松
尾
　
庫
船
ノ
コ
ト
ニ
付
一
言
セ
シ
口
ノ
津
ニ
テ
ハ
曩
ニ
日
吉
丸
ト

住
吉
丸
ノ
二
艘
ヲ
買
入
レ
タ
ル
モ
大
ニ
持
テ
余
シ
長
崎
ヘ
持
チ
来
リ

タ
ル
モ
同
地
ニ
テ
モ
持
テ
余
シ
タ
リ
其
後
兵
庫
ト
口
ノ
津
ニ
テ
帆
前

船
ヲ
二
艘
買
入
レ
庫
船
ニ
供
シ
タ
ル
モ
是
亦
差
程
役
立
タ
ス
費
用
ノ

ミ
嵩
ミ
タ
リ
故
ニ
余
ノ
経
験
ヨ
リ
ス
レ

ハ
庫
船
ハ
百
屯
乃
至
弐
百
屯
位
ノ
モ
ノ
ト
シ
石
炭
ヲ
本
船
ヘ
積
込
ム

場
合
ニ
ハ
庫
船
ヲ
自
由
ニ
移
動
シ
テ
本
船
ノ
船
側
ヘ
横
付
ケ
得
ル
様

ニ
シ
又
川
ヘ
モ
這
入
リ
得
ル
様
為
シ
置
ク
ヲ
便
利
ナ
リ
ト
考
フ
夫
ノ

大
ナ
ル
倉
庫
船
ノ
如
キ
ハ
更
ニ
其
便
益
ヲ
見
ス

◎�

福
井
　
艀
ノ
大
ナ
ル
カ
如
キ
モ
ノ
乎

�

【
六
回
　
（（
ａ
】

◎�

松
尾
　
百
屯
カ
百
五
十
屯
位
ノ
モ
ノ
最
モ
可
ナ
リ

◎�

益
田
　
必
竟
石
炭
ノ
阿
房
丸
ヲ
造
ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル

◎�

松
尾
　
艀
船
ナ
レ
ハ
一
屯
十
五
円
替
位
ニ
テ
出
来
ス
ベ
シ

◎�

呉
　
神
戸
ノ
分
ハ
百
五
十
屯
ニ
テ
三
千
円
ナ
リ
綿
糸
用
ニ
使
用
シ

ツ
ヽ
ア
リ

�

【
七
回
　

（
ａ
】

　
　
第
七
回
　
一
月
二
十
四
日

◎�

益
田
　
本
日
ハ
昨
日
ニ
引
続
キ
石
炭
ノ
コ
ト
ヲ
議
ス
ベ
シ
何
ナ
リ
ト

モ
御
気
付
ノ
事
ア
レ
ハ
述
ヘ
ラ
レ
タ
シ

◎�

福
井
　
門
司
ヨ
リ
横
浜
ヘ
石
炭
ヲ
積
来
ル
船
ノ
欠
斤
カ
五
分
又
ハ
六

分
甚
シ
キ
ハ
一
割
ニ
達
セ
シ
コ
ト
ア
リ
依
テ
段
々
其
欠
斤
ヲ
少
ナ
カ

ラ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
研
究
シ
タ
ル
カ
今
日
ノ
雇
船
ノ
仕
組
ニ
テ
ハ
船

ハ
欠
斤
ニ
付
一
切
責
任
ヲ
帯
ヒ
サ
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
〔
一
文
字
判
読
不

能
〕
居
ル
カ
故
ニ
自
ラ
積
込
方
ハ
雑
駁
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
途
中
ニ
於

テ
不
都
合
ノ
所
為
ア
ル
モ
之
ヲ
発
見
ス
ル
ノ
途
ナ
ク
又
陸
揚
地
ニ
於

テ
モ
荷
上
ノ
際
注
意
ノ
足
ラ
サ
ル
コ
ト
モ
ア
ル
ベ
シ
故
ニ
陸
揚
地
ニ

於
テ
荷
上
ノ
際
十
分
ノ
注
意
ヲ
加
フ
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
ル
カ
雇
船
契
約
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ノ
仕
組
ヲ
変
シ
船
ヲ
シ
テ
欠
斤
ニ
付
〔
一
字
も
し
く
は
二
字
判
読
不

能
〕
責
ヲ
帯
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
為
ス
ハ
最
モ
必
要
ノ
事
項
ナ
リ
ト
信

ス
但
船
ヲ
シ
テ
欠
斤
ニ
付
責
任
ヲ
帯
ハ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
勢
運
賃
ヲ
高

ク
ス
ル
ノ
結
果
ヲ
来
ス
ベ
シ
ト
雖
ト
モ
仮
令
運

�

【
七
回
　

（
ｂ
】

賃
割
高
ト
ナ
ル
モ
外
国
船
雇
入
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
カ
如
ク
二
分
以
上

ノ
欠
斤
ハ
船
ニ
於
テ
賠
償
セ
シ
ム
ル
ト
云
フ
カ
如
キ
条
項
ヲ
置
ク
コ

ト
ヲ
得
策
ナ
リ
ト
考
フ

◎�

飯
田
　
大
阪
ニ
テ
ハ
欠
斤
ノ
責
ヲ
船
ニ
負
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
曾
テ
試

ミ
タ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
運
賃
割
高
ニ
当
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
実
際
責
任
ヲ
負

フ
コ
ト
ハ
都
合
克
〔
カ
〕行
カ
サ
リ
シ

◎�

益
田
　
船
ニ
於
テ
欠
斤
ニ
付
無
責
任
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
千
屯
シ
カ
積
マ

サ
ル
ニ
千
百
屯
積
ミ
タ
ル
コ
ト
ニ
シ
百
屯
丈
運
賃
ヲ
貪
ル
コ
ト
ヽ
ナ

リ
結
局
荷
主
ハ
積
込
マ
サ
ル
石
炭
ニ
対
シ
テ
運
賃
ヲ
支
払
ハ
サ
ル
ヘ

カ
ラ
サ
ル
ニ
至
ル
這
ハ
実
ニ
不
都
合
ノ
至
リ
ナ
レ
ハ
此
点
ノ
ミ
ニ
テ

モ
改
ム
ル
ヲ
要
ス

◎�

福
原
　
雇
船
契
約
改
正
ノ
コ
ト
ハ
各
店
ニ
テ
共
同
ス
レ
ハ
必
ス
実
行

シ
得
ヘ
シ
今
日
日
本
ノ
船
主
ハ
毫
モ
約
定
ヲ
重
ン
セ
ス
一
度
貸
船
ノ

約
束
ヲ
為
ス
モ
他
ニ
好
運
賃
ノ
モ
ノ
ア
レ
ハ
直
ニ
破
約
シ
テ
好
運
賃

ノ
方
ヘ
向
フ
ノ
有
様
ナ
リ
即
チ
今
日
ハ
単
ニ
欠
斤
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
信
用

ヲ
重
ン
セ
サ
ル
点
ニ
於
テ
モ
不
都
合
少
ナ

�

【
七
回
　

（
ａ
】

カ
ラ
サ
レ
ハ
此
等
ノ
点
ハ
須
ラ
ク
改
良
ヲ
計
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

◎�

福
井
　
今
日
ハ
実
際
積
込
マ
サ
ル
石
炭
ニ
対
シ
運
賃
ヲ
支
払
ヒ
ツ
ヽ

ア
リ
姿
ナ
リ
若
シ
之
ト
反
対
ニ
千
屯
積
ミ
ナ
カ
ラ
九
百
屯
ナ
リ
ト
云

ヒ
テ
九
百
屯
ノ
運
賃
丈
ニ
テ
済
マ
サ
ン
ト
セ
ハ
運
賃
ヲ
高
ク
ス
ル
ニ

非
サ
レ
ハ
雇
船
ニ
応
ス
ル
モ
ノ
ナ
カ
ル
ベ
シ
畢
竟
東
京
ニ
テ
比
較
的

安
運
賃
ノ
船
ヲ
雇
入
レ
得
ル
ハ
物
産
会
社
ハ
押
石
ヲ
為
サ
ス
目
方
寛

大
ナ
ル
故
ナ
リ
世
間
ニ
テ
ノ
噂
ヲ
聞
ク
ニ
雇
船
方
ニ
付
最
モ
寛
大
ナ

ル
ハ
三
井
ニ
シ
テ
三
菱
ハ
大
ニ
厳
格
ナ
リ
而
シ
テ
小
商
人
ハ
非
常
ニ

押
石
ヲ
為
ス
ト
此
故
ニ
船
主
ハ
先
ツ
以
テ
船
ヲ
三
井
ニ
持
チ
来
リ
三

井
不
用
ナ
ル
ト
キ
三
菱
、
次
ニ
小
商
人
ノ
処
ヘ
持
チ
行
ク
順
序
ナ
リ

ト
如
此
三
井
ハ
雇
入
方
寛
大
ナ
ル
ヲ
以
テ
雇
船
容
易
ニ
手
ニ
入
リ
又

運
賃
モ
割
安
ナ
ル
ヲ
以
テ
結
局
太
甚
シ
キ
損
失
ナ
キ
モ
時
ト
シ
テ
一

割
内
外
ノ
欠
斤
ヲ
生
シ
之
ニ
対
ス
ル
運
賃
ハ
全
ク
損
失
ニ
帰
ス
ル
コ

ト
ア
リ
且
得
意
先
ニ
対
シ
テ
モ
斯
ノ
如
ク
多
ク
ノ
欠
斤
ア
リ

�

【
七
回
　

（
ｂ
】

之
ニ
対
ス
ル
運
賃
ヲ
損
失
セ
シ
メ
テ
ハ
殆
ン
ト
弁
明
ニ
苦
ム
コ
ト
ア

ル
ヲ
以
テ
是
非
改
良
ヲ
要
ス

◎�

浅
野
　
聞
ク
所
ニ
依
レ
ハ
門
司
ニ
於
テ
ハ
外
国
船
ニ
テ
モ
欠
斤
ヲ
引

受
ケ
サ
ル
モ
ノ
多
シ
ト
ノ
コ
ト
ナ
ル
モ
口
ノ
津
ニ
テ
ハ
（
％
以
上
ノ
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欠
斤
ハ
船
ニ
於
テ
引
受
ク
ル
コ
ト
ニ
相
成
リ
居
レ
リ

◎�
南
　
ビ
ル
オ
ブ
レ
ー
デ
ン
グ
ニ
ハ
其
旨
ヲ
記
載
ス
ル
モ
実
際
責
任
ヲ

負
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
六
ケ
シ
キ
カ
如
シ

◎�

浅
野
　
大
抵
責
任
ヲ
負
ハ
シ
メ
得
ヘ
シ
門
司
ニ
テ
外
国
船
カ
（
％
以

上
ノ
欠
斤
ヲ
引
受
ケ
ス
ト
ナ
レ
ハ
宜
布
門
司
ノ
船
積
方
ヲ
改
良
セ
サ

ル
ベ
カ
ラ
ズ

◎�

南
　
船
ニ
欠
斤
ノ
責
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
実
行
太
甚
覚
束
ナ
シ
口

ノ
津
ニ
於
テ
外
国
船
ニ
積
込
ム
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
ビ
ル
オ
ブ
レ
ー
デ
ン

グ
ニ
（
％
以
上
ノ
欠
斤
ハ
船
ニ
於
テ
之
ヲ
引
受
ク
ル
旨
ヲ
記
載
シ
若

シ
ク
ハ
其
事
カ
チ
ヤ
ー
タ
ー
パ
ー
チ
ー

�

【
七
回
　

（
ａ
】

中
ニ
明
記
シ
ア
ル
モ
実
際
欠
斤
ヲ
生
シ
タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
弁
償
セ
シ

メ
得
タ
ル
例
ナ
キ
カ
如
シ
昨
年
新
嘉
坡
送
リ
ノ
モ
ノ
ニ
欠
斤
ア
リ
タ

ル
際
新
嘉
坡
ニ
テ
ハ
結
局
船
ノ
責
任
ト
決
シ
タ
ル
モ
香
港
ノ
代
理
店

ハ
之
ヲ
支
払
ハ
サ
リ
シ
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
欠
斤
ノ
コ
ト
ハ
積
込
店
ノ
責

任
問
題
ナ
リ
若
シ
其
数
量
ヲ
正
確
ニ
引
渡
サ
ン
カ
仮
令
多
少
焚
料
ニ

繰
合
ハ
ス
コ
ト
ア
リ
ト
ス
ル
モ
二
分
以
上
ノ
欠
斤
ヲ
生
ス
ベ
キ
筈
ナ

シ
◎�

福
井
　
外
国
船
モ
目
減
リ
ニ
付
責
任
ヲ
負
ハ
サ
ル
ヤ

◎�

南
　
殆
ン
ト
責
任
ヲ
負
フ
モ
ノ
ナ
シ

◎�

浅
野
　
船
長
ハ
二
分
以
上
ノ
欠
斤
ニ
付
テ
ハ
責
任
ア
ル
旨
ヲ
認
メ
ア

ル
船
積
証
書
ニ
立
派
ニ
サ
イ
ン
ス
ル

◎�

南
　
サ
イ
ン
ハ
為
ス
モ
実
際
欠
斤
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
言
ヲ
左
右
ニ
托

シ
テ
弁
償
セ
ズ

◎�

福
原
　
船
ニ
積
ミ
タ
ル
丈
ヲ
持
来
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
此
上
責
任
ハ

負
担
シ
難
シ
ト
云
フ

�

【
七
回
　

（
ｂ
】

カ
如
キ
口
実
ニ
テ
実
際
ハ
責
任
ヲ
負
ハ
サ
ル
ナ
リ

◎�

福
井
　
積
込
屯
数
ニ
対
シ
運
賃
ヲ
支
払
フ
コ
ト
ヽ
ナ
リ
居
ル
上
ハ
船

ノ
方
ニ
於
テ
ハ
千
屯
積
ミ
タ
ル
ニ
止
ル
モ
之
ヲ
千
百
屯
ト
為
サ
ン
コ

ト
ヲ
欲
ス
ベ
ク
之
ニ
反
シ
テ
荷
受
店
ニ
於
テ
ハ
九
百
屯
ト
為
サ
ン
コ

ト
ヲ
欲
ス
ヘ
ク
又
積
込
店
ニ
於
テ
ハ
千
屯
ハ
千
屯
ト
云
ハ
ン
コ
ト
ヲ

欲
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
然
ル
ニ
船
長
ニ
於
テ
千
百
屯
ト
書
セ
サ
レ
ハ
サ
イ

ン
セ
ス
ト
云
ヒ
張
ル
ト
キ
ハ
積
込
店
ニ
於
テ
モ
面
倒
ヲ
避
ク
ル
為
メ

歩
ミ
合
ヒ
千
五
十
屯
ト
書
ス
ル
ヤ
モ
難
計
然
ル
ト
キ
ハ
五
十
屯
分
丈

ハ
全
ク
運
賃
ヲ
損
失
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
改
良
シ
タ
シ
ト

ノ
考
ナ
レ
ト
モ
然
シ
又
一
方
ヨ
リ
考
フ
レ
ハ
屯
数
ニ
付
寛
大
ナ
レ
ハ

安
運
賃
ノ
船
ヲ
手
ニ
入
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
得
ル
ヲ
以
テ
結
局
運
賃
割
安
ニ

当
ル
ヤ
モ
知
ル
ベ
カ
ラ
ス
尤
モ
委
托
荷
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
一
割
内
外

ノ
欠
斤
ヲ
生
ス
ル�

様
ノ
事
ア
リ
テ
ハ
太
甚
弁
明
ニ
困
ラ
サ
ル
ヲ
得

サ
ル
以
テ
何
ン
ト
カ
良
方
法
ヲ
案
出
シ
タ
シ
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【
七
回
　

（
ａ
】

◎�
長
谷
川
　
唐
津
ノ
五
分
押
ハ
今
日
モ
実
行
サ
レ
ツ
ヽ
ア
ル
ヤ

◎�

藤
田
　
実
行
サ
レ
ツ
ヽ
ア
リ

◎�

長
谷
川
　
ビ
ル
オ
ブ
レ
ー
デ
ン
グ
ニ
五
分
押
ノ
コ
ト
ヲ
現
ハ
ス
ヤ

◎�

藤
田
　
顕
サ
ス

◎�

福
井
　
従
テ
唐
津
行
ハ
運
賃
高
シ

◎�

福
原
　
欠
斤
ノ
コ
ト
ハ
積
込
地
ノ
責
任
ニ
属
ス
ト
云
フ
モ
陸
揚
地
ニ

於
テ
モ
亦
其
責
任
ヲ
分
タ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
蓋
シ
門
司
ニ
於
テ
積
込
ヲ

為
ス
場
合
ニ
ハ
「
ラ
イ
タ
ー
」
ニ
「
マ
ー
ク
」
ア
リ
之
ニ
一
杯
積
込

ム
ト
キ
ハ
百
屯
ト
カ
八
十
屯
ト
カ
夫
々
定
メ
ア
リ
故
ニ
少
々
ノ
欠
斤

ハ
兎
モ
角
モ
太
甚
シ
キ
欠
斤
ア
ル
ヘ
キ
謂
ハ
レ
ナ
シ
故
ニ
陸
揚
地
ニ

於
テ
モ
大
ニ
注
意
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
ラ
ン
又
唐
津
ニ
ハ
入
目
ア
ル
モ

門
司
ニ
ハ
入
目
ナ
キ
コ
ト
モ
斤
量
上
大
ナ
ル
差
異
ア
リ

◎�

浅
野
　
水
入
ノ
マ
ー
ク
ハ
年
ノ
始
メ
ニ
入
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
年
末
ニ
ナ

レ
ハ
大
ニ
狂
ヒ
ヲ
生
ス
ベ
シ

�

【
七
回
　

（
ｂ
】

◎�

福
原
　
日
ヲ
経
ル
ト
キ
ハ
漸
次
石
炭
カ
板
ノ
間
ニ
詰
リ
容
積
ヲ
減
ス

ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
石
炭
組
合
ニ
於
テ
半
季
ニ
一
度
位
ツ
ヽ

検
査
ノ
上
マ
ー
ク
ヲ
打
替
ヘ
ル
制
度
也
口
ノ
津
ニ
テ
三
池
炭
ヲ
積
込

ム
ニ
ハ
リ
ベ
ラ
ル
ニ
行
ク
ヘ
キ
モ
門
司
ニ
於
テ
ハ
委
托
主
ヨ
リ
常
ニ

八〔マ
マ
〕カマ
シ
キ
小
言
ア
リ
余
分
ニ
積
込
ム
事
等
ハ
為
シ
能
ハ
ス
殊
ニ
汽

車
ヨ
リ
積
卸
シ
石
炭
置
場
ニ
置
ク
内
ニ
欠
斤
モ
生
ス
ベ
ケ
レ
ハ
尚
更

ヲ
以
テ
余
分
ノ
積
込
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
困
難
ナ
リ

◎�

益
田
　
談
大
分
岐
路
ニ
入
リ
タ
ル
モ
雇
船
ノ
仕
方
ヲ
変
シ
実
際
積
込

ミ
タ
ル
数
量
ニ
対
シ
テ
運
賃
ヲ
支
払
ヒ
且
欠
斤
ハ
本
船
ヲ
シ
テ
責
任

ヲ
帯
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
付
キ
互
ニ
意
見
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ニ
致
シ
タ
シ

◎�

藤
田
　
欠
斤
ヲ
本
船
ニ
テ
負
担
セ
シ
ム
ル
ノ
約
束
ヲ
為
ス
モ
到
底
実

行
ヲ
期
シ
難
シ

◎�

福
井
　
ラ
ン
デ
ッ
ド
、
コ
ン
チ
チ
ー
ニ
対
シ
テ
運
賃
ヲ
支
払
フ
コ

ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

�

【
七
回
　

（
ａ
】

◎�

益
田
　
先
般
仲
津
原
石
炭
ニ
一
割
内
外
ノ
欠
斤
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
原

六
郎
氏
ヨ
リ
大
ニ
苦
情
ア
リ
実
際
積
込
マ
サ
ル
炭
ニ
対
シ
運
賃
ヲ
支

払
フ
コ
ト
ハ
難
出
来
ト
テ
大
小
言
ア
リ
其
節
ハ
事
情
ヲ
弁
解
シ
置
キ

タ
ル
モ
之
ハ
実
際
無
理
ナ
ラ
ヌ
小
言
ナ
リ
外
国
船
ノ
如
キ
モ
大
抵
デ

リ
バ
ー
ド
、
コ
ン
チ
チ
ー
ニ
依
テ
運
賃
ヲ
支
払
フ
ヲ
常
ト
ス

◎�

南
　
ビ
ル
オ
ブ
レ
ー
デ
ン
グ
ニ
ハ
満
船
積
ト
記
載
シ
置
キ
陸
揚
地
ニ

於
テ
数
量
ヲ
改
メ
其
数
量
ニ
応
シ
テ
船
賃
ヲ
支
払
フ
コ
ト
ヽ
シ
積
込

高
ノ
何
程
ナ
リ
シ
ヤ
ハ
船
長
ニ
知
ラ
シ
メ
サ
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�
益
田
　
夫
レ
ニ
テ
雇
船
ニ
応
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ヘ
キ
ヤ

◎�

福
原
　
右
ノ
如
キ
方
法
ニ
テ
雇
船
ス
ル
場
合
ニ
ハ
横
浜
ニ
於
テ
看
貫

ヲ
為
サ
ヽ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
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◎�
益
田
　
此
点
カ
原
氏
ヨ
リ
大
ニ
小
言
ヲ
云
ハ
レ
タ
ル
点
ニ
テ
東
洋
汽

船
ヘ
仲
津
原

�

【
七
回
　

（
ｂ
】

炭
ヲ
渡
ス
ニ
当
リ
三
井
ノ
人
ハ
一
人
モ
立
会
ヲ
為
サ
ヽ
リ
シ
旨
申
居

ラ
レ
タ
リ
横
浜
ニ
テ
看
貫
セ
サ
ル
コ
ト
ナ
レ
ハ
事
実
一
人
モ
立
会
ハ

サ
リ
シ
ヤ
モ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
如
此
取
扱
振
ニ
テ
ハ
荷
主
ノ
承
知
セ
サ

ル
モ
不
得
已
所
ナ
リ

◎�

藤
田
　
原
氏
ハ
門
司
渡
ニ
テ
約
定
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
セ
ラ
レ
タ
ル
モ

東
洋
汽
船
ニ
テ
ハ
門
司
送
リ
状
面
通
リ
ニ
テ
ハ
受
取
リ
難
シ
ト
ノ
コ

ト
ニ
テ
原
氏
ノ
承
諾
ヲ
得
沖
渡
ノ
約
定
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
原
氏

ハ
承
知
ノ
筈
ナ
リ
シ
ナ
リ

◎�

長
谷
川
　
本
船
着
シ
タ
ル
ト
キ
其
石
炭
ノ
受
渡
方
ハ
如
何
ニ
ス
ル
ヤ

◎�

藤
田
　
艀
ノ
積
量
ト
箱
ノ
容
量
ト
符
号
シ
タ
ル
数
量
ニ
テ
受
取
ル
ナ

リ
即
チ
船
渡
約
定
ノ
場
合
ニ
ハ
箱
ニ
六
十
杯
ニ
テ
六
十
屯
ト
ナ
リ
又

艀
ノ
積
量
モ
六
十
屯
ニ
テ
双
方
符
号
ス
ル
ト
キ
ハ
六
十
屯
ノ
送
リ
状

ヲ
付
ス
又
其
石
炭
ヲ
倉
入
ス
ル
場
合
ニ
ハ
看
貫
ヲ
為
サ
ス
本
船
ヨ
リ

受
取
リ
タ
ル
マ
ヽ
ニ
テ
倉
入
ヲ
為
シ
置
キ
倉
出
ノ
際
之
ヲ
看
貫
シ
テ

引
渡
ス
ナ
リ

�

【
七
回
　

（
ａ
】

◎�

長
谷
川
　
然
ル
ト
キ
ハ
常
ニ
受
取
手
ノ
利
益
ト
ナ
ラ
サ
ル
カ
即
チ
艀

ニ
六
十
屯
入
リ
居
ル
モ
買
手
五
十
八
屯
シ
カ
ナ
シ
ト
云
ヒ
剛
情
ヲ
張

レ
ハ
二
屯
丈
損
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ベ
シ

◎�

藤
田
　
大
抵
艀
ニ
依
リ
五
十
屯
ト
カ
六
十
屯
ト
カ
定
メ
ア
リ
居
ル
故

斯
ル
苦
情
ヲ
惹
起
ス
ル
コ
ト
ナ
シ

◎�

長
谷
川
　
其
時
看
貫
ス
ル
コ
ト
ヽ
ス
ル
方
可
ナ
ラ
ム

◎�

福
井
　
看
貫
ノ
上
ニ
テ
受
取
ル
コ
ト
ハ
是
迄
ノ
碇
泊
日
数
ニ
テ
ハ
不

能
ナ
リ
故
ニ
従
来
ハ
本
船
ヨ
リ
請
取
ル
ト
キ
ニ
ハ
別
ニ
看
貫
ヲ
為
サ

ス
之
ヲ
沖
渡
ニ
テ
直
ニ
買
手
ニ
渡
ス
場
合
ニ
ハ
艀
ノ
サ
イ
ヅ
ニ
依
リ

数
量
ヲ
検
セ
リ

◎�

長
谷
川
　
横
浜
ニ
テ
艀
ニ
積
取
リ
之
ヲ
東
京
ニ
回
ス
ト
キ
ハ
更
ニ
掛

改
メ
ヲ
為
ス
ヤ

◎�

福
井
　
掛
改
メ
ヲ
為
ス

◎�

長
谷
川
　
六
十
屯
ノ
モ
ノ
ハ
六
十
屯
ア
リ
ヤ

�

【
七
回
　

（
ｂ
】

◎�

藤
田
　
減
ス
ル
コ
ト
ア
リ

◎�

長
谷
川
　
減
ス
ル
コ
ト
多
キ
ヤ

◎�

藤
田
　
多
シ

◎�
長
谷
川
　
三
井
ト
三
菱
ト
ハ
積
込
方
ニ
寛
厳
ア
リ
ト
ハ
如
何
ナ
ル
コ

ト
カ

◎�

福
井
　
三
井
ニ
於
テ
ハ
千
屯
積
込
ミ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
船
長
ニ
於
テ
千
五

十
屯
ト
シ
テ
サ
イ
ン
セ
ヨ
ト
云
フ
ト
キ
ハ
門
司
支
店
ハ
之
ヲ
承
諾
ス
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ル
モ
三
菱
ニ
於
テ
ハ
千
屯
ノ
モ
ノ
ハ
千
屯
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
承
諾
セ
ス

此
点
寛
厳
ノ
差
ア
ル
ヲ
云
フ
ハ
リ

◎�

益
田
　
従
来
ノ
弊
ヲ
打
破
シ
千
屯
積
ミ
タ
ル
モ
ノ
ハ
必
ス
千
屯
ト
ス

ル
カ

◎�

藤
田
　
強
硬
ノ
手
段
ヲ
取
ル
コ
ト
ハ
極
メ
テ
結
構
ノ
事
ナ
ル
モ
実
行

方
甚
タ
困
難
ナ
リ
蓋
シ
当
社
ニ
於
テ
今
少
シ
船
舶
ヲ
所
有
シ
雇
船
ノ

相
談
纏
マ
ラ
サ
レ
ハ
ド
シ
〳
〵
社
船
ヲ
回
ハ
ス
コ
ト
ヽ
セ
ハ
大
ニ
強

味
ア
レ
ト
モ
是
非
雇
船
ノ
必
要
ア
ル
今
日
ニ
於
テ
ハ
余
リ
強
硬
手
段

ヲ
取
ル
ト
キ
ハ
雇
船
ニ
応
ス
ル
者
ナ
ク
大
ニ
支
障
ヲ
来
ス
コ
ト

�

【
七
回
　

（
ａ
】

ア
ル
ベ
シ
故
ニ
当
分
ハ
従
前
ノ
通
リ
積
出
地
ニ
於
テ
幾
分
ノ
呼
吸
ヲ

為
シ
置
キ
追
テ
三
菱
其
他
ト
モ
交
渉
ノ
上
改
良
策
ヲ
講
ス
ル
方
可
ナ

ラ
ン

◎�

大
野
　
陸
揚
地
ニ
於
テ
看
貫
ス
ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
碇
泊
日
数
ヲ
長
カ
ラ

シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
従
テ
運
賃
高
値
ト
ナ
ル
ベ
シ

◎�

藤
田
　
唯
々
運
賃
高
価
ト
ナ
ル
ニ
止
マ
ラ
ス
雇
船
ニ
応
ス
ル
モ
ノ
ナ

カ
ル
ベ
シ

◎�

大
野
　
仮
令
看
貫
ヲ
為
ス
モ
欠
斤
ニ
付
責
任
ヲ
負
荷
セ
シ
メ
サ
レ
ハ

雇
船
ニ
応
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ア
ル
ベ
シ

◎�

益
田
　
運
賃
ヲ
高
ク
ス
レ
ハ
応
ス
ル
ナ
ラ
ン
モ
看
貫
ヲ
為
ス
ノ
利
害

ハ
如
何
ア
ル
ヘ
キ
カ
或
ハ
是
迄
ノ
如
ク
本
船
ヨ
リ
ハ
送
リ
状
面
ノ
侭

ニ
テ
受
取
リ
置
キ
東
京
ニ
積
取
リ
買
手
ニ
渡
ス
場
合
ニ
看
貫
シ
又
横

浜
沖
渡
ノ
場
合
ニ
モ
買
手
ヘ
渡
ス
ト
キ
看
貫
ス
ル
ト
為
ス
ヘ
キ
カ

◎�

藤
田
　
是
迄
本
船
ヨ
リ
受
取
ル
場
合
ニ
看
貫
ヲ
為
サ
ヽ
リ
シ
ハ
滞
船

料

�

【
七
回
　

（
ｂ
】

ノ
支
払
ヲ
避
ケ
ン
カ
為
メ
ナ
リ

◎�

益
田
　
本
船
ヨ
リ
受
取
ル
ト
キ
ハ
看
貫
セ
ス
ト
ス
ル
モ
買
手
ヘ
渡
ス

際
看
貫
ヲ
為
サ
ヽ
レ
ハ
欠
斤
ノ
多
キ
場
合
ニ
荷
主
ハ
中
々
承
知
セ
サ

ル
ベ
シ

◎�

長
谷
川
　
東
洋
汽
船
会
社
ヘ
渡
ス
場
合
ニ
単
ニ
艀
船
ノ
サ
イ
ヅ
ニ
依

リ
別
段
看
貫
ヲ
為
サ
ヽ
ル
カ

◎�

藤
田
　
此
事
ハ
原
氏
モ
承
知
ナ
リ
即
チ
最
初
門
司
ノ
送
リ
状
面
通
リ

ニ
テ
受
取
方
ヲ
東
洋
汽
船
ニ
交
渉
シ
タ
ル
モ
之
ヲ
承
諾
セ
ス
依
テ
原

氏
ニ
其
趣
ヲ
申
出
テ
タ
ル
処
従
来
ノ
例
ニ
依
リ
受
渡
ヲ
為
シ
苦
シ
カ

ラ
ズ
ト
ノ
コ
ト
ナ
リ
シ
故
是
迄
ノ
例
ニ
依
リ
取
扱
ヲ
為
シ
タ
ル
次
第

ナ
リ

◎�

益
田
　
原
氏
ノ
例
ハ
別
論
ト
シ
横
浜
ヘ
積
来
リ
タ
ル
石
炭
ヲ
横
浜
ニ

於
テ
船
渡
ス
ル
ニ
看
貫
ヲ
為
サ
ス
シ
テ
引
渡
ス
ニ
ヤ

◎�
藤
田
　
焚
料
ニ
渡
ス
場
合
ニ
ハ
本
船
ニ
於
テ
看
貫
ス
ル
モ
横
浜
ノ
小

商
人
共
ニ
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【
七
回
　

（
ａ
】

十
屯
二
十
屯
宛
売
渡
ス
場
合
ニ
ハ
看
貫
ヲ
為
サ
ス
本
船
ノ
箱
ノ
容
積

ト
艀
ノ
積
量
ト
ヲ
照
合
シ
其
サ
イ
ヅ
ニ
依
リ
テ
屯
数
ヲ
定
ム

◎�

益
田
　
此
事
ハ
荷
主
ノ
利
害
ニ
関
ス
ル
ノ
重
大
問
題
ナ
レ
ハ
荷
主
ノ

代
表
者
ト
シ
テ
十
分
研
究
ヲ
要
ス

◎�

長
谷
川
　
余
ハ
横
浜
ノ
実
況
ハ
知
ラ
サ
ル
モ
何
所
カ
ニ
テ
一
度
ハ
掛

改
メ
ヲ
為
サ
ヽ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
若
シ
枡
ヲ
用
ユ
ル
ト
ス
レ
ハ
其
枡
ノ
風

袋
何
程
ナ
ル
カ
ヲ
見
石
炭
ヲ
入
レ
タ
ル
上
更
ニ
之
ヲ
掛
ケ
テ
風
袋
ヲ

差
引
キ
正
味
何
屯
ナ
ル
ヤ
ヲ
定
ム
ヘ
ク
単
ニ
大
凡
ノ
目
分
量
ニ
テ
ハ

不
可
ナ
リ
又
門
司
ノ
積
込
高
ハ
仮
令
杜
撰
ニ
テ
引
当
ニ
ナ
ラ
ス
ト
仮

定
ス
ル
モ
一
割
内
外
モ
欠
斤
ヲ
生
ス
ベ
キ
謂
ハ
レ
ナ
シ
香
港
等
ニ
テ

ノ
経
験
ニ
依
レ
ハ
時
ト
シ
テ
非
常
ニ
欠
斤
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
積

出
地
ニ
照
会
ス
レ
ハ
積
入
ノ
ト
キ
ニ
粗
漏
ア
リ
シ
コ
ト
ヲ
発
見
ス
ル

ヲ
常
ト
シ
大
抵
普
通
ナ
レ
ハ
多
キ
モ
四
分
平
均
二
分
位
ノ
欠
斤
ニ
止

ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
若
シ
前
文
ノ
如
ク
枡
ノ
目
方
確
カ
ナ
レ
ハ
艀
ノ
方

ニ
テ
ハ

�

【
七
回
　

（
ｂ
】

三
十
五
屯
ナ
リ
ト
云
フ
モ
枡
ハ
四
十
屯
ナ
リ
ト
シ
テ
言
張
ル
コ
ト
ヲ

得
ヘ
キ
モ
今
日
ノ
実
際
ニ
於
テ
ハ
枡
ノ
方
モ
更
ニ
引
当
ニ
ナ
ラ
ス
ト

考
フ
何
ト
ナ
レ
ハ
若
シ
枡
ノ
容
積
ニ
テ
量
リ
タ
ル
数
量
カ
正
確
ノ
モ

ノ
ナ
レ
ハ
東
洋
汽
船
ニ
於
テ
艀
ヨ
リ
陸
上
ス
ル
際
自
ラ
之
ヲ
看
貫
ス

ル
ノ
要
ナ
キ
筈
ナ
ル
ニ
之
ヲ
看
貫
ス
ル
ヲ
見
レ
ハ
当
社
ニ
於
テ
〔
一

文
字
消
失
カ
〕
亦
之
ヲ
渡
ス
際
看
貫
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
ニ
非
サ
ル
カ

船
渡
ト
陸
渡
ト
ハ
当
社
カ
艀
ヲ
持
ツ
ト
否
ト
ノ
差
ナ
リ
故
ニ
艀
ヲ
当

社
ニ
テ
引
受
ケ
陸
渡
ノ
際
看
貫
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
船
渡
ハ
之
ヲ
全
廃
シ

テ
ハ
如
何
艀
ノ
サ
イ
ヅ
ニ
テ
引
渡
シ
看
貫
ヲ
為
サ
ヽ
ル
コ
ト
ハ
荷
主

ニ
対
シ
不
親
切
ナ
リ

◎�

上
田
　
欠
斤
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
数
年
間
心
配
シ
テ
種
々
工
夫
ヲ
為
シ

タ
ル
モ
其
効
果
ナ
ク
殆
ン
ト
当
惑
セ
ル
所
ナ
リ
夫
レ
ハ
本
船
ヨ
リ
艀

船
ニ
移
シ
横
浜
ヘ
陸
上
ス
ル
間
又
ハ
横
浜
ヨ
リ
東
京
ニ
輸
送
ス
ル
間

ニ
石
炭
ヲ
盗
取
セ
ラ
ル
ヽ
ノ
点
ニ
シ
テ
陸
上
シ
ア
ル
石
炭
ヲ
焚
料
船

ニ
積
渡
ス
場
合
ニ
於
テ
モ
亦
然
リ
此
事
ハ
実
ニ
横
浜

�

【
七
回
　

（
ａ
】

ノ
悪
習
慣
ニ
シ
テ
警
察
署
ニ
依
頼
シ
テ
秘
密
探
偵
ヲ
使
用
シ
マ
タ
巡

査
ヲ
モ
使
用
シ
タ
ル
モ
其
効
ナ
カ
リ
シ
去
レ
ハ
之
ヲ
矯
正
ス
ル
コ
ト

ハ
容
易
ノ
業
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
常
ニ
此
事
ニ
注
意
シ
居
リ
其
弊
害
ヲ
除

去
ス
ル
ノ
工
夫
ヲ
旋
ラ
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ス
今
日
門
司
ヨ
リ
積
出
ス
石

炭
ニ
ハ
従
来
ノ
経
験
ニ
徴
ス
ル
ニ
少
ク
ト
モ
一
分
五
厘
カ
二
分
ノ
欠

斤
ア
リ
依
テ
両
三
年
前
ヨ
リ
水
谷
氏
ニ
モ
申
入
レ
特
ニ
改
良
ノ
工
夫

ヲ
為
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
注
意
シ
タ
ル
モ
土
地
ノ
慣
習
上
致
方
ナ
キ
コ
ト

ニ
テ
当
社
ノ
ミ
斤
量
ヲ
十
分
ニ
積
込
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
従
テ
凡
ソ
二
分

ノ
欠
斤
ハ
常
ニ
見
込
置
カ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
然
ル
ニ
之
ニ
反
シ
テ
唐
津
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ヨ
リ
出
ス
石
炭
ニ
ハ
一
〔「
分
」
が
抜
け
落
ち
カ
〕
五
厘
乃
至
二
分
位

ノ
出
目
ア
リ
之
レ
必
竟
荷
主
カ
川
船
ニ
テ
本
船
ニ
積
込
ヲ
為
ス
際
運

賃
ヲ
少
ク
支
払
ハ
ン
ト
ノ
考
ヨ
リ
一
万
斤
ノ
モ
ノ
モ
九
千
斤
一
〇
万

斤
ノ
モ
ノ
モ
九
万
斤
ト
云
フ
カ
如
ク
目
方
ヲ
定
数
ヨ
リ
減
シ
テ
称
フ

ル
ノ
慣
習
ア
ル
カ
為
メ
二
三
分
ノ
出
目
ヲ
生
ス
ル
次
第
ナ
リ
従
テ
唐

津
炭
ヲ
買
約

�

【
七
回
　

（
ｂ
】

ス
ル
ニ
当
リ
値
段
押
合
ノ
結
果
荷
主
ニ
於
テ
値
段
ハ
申
出
ノ
通
リ
ニ

引
下
ク
ヘ
キ
ニ
依
リ
二
分
ノ
入
目
ハ
為
サ
ヽ
ル
ヘ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ア

リ
斯
ル
慣
習
ナ
ル
ニ
依
リ
唐
津
炭
ハ
手
一
杯
ノ
勘
定
ニ
テ
売
約
ス
ル

モ
二
分
ノ
出
目
ア
ル
為
メ
相
当
ノ
口
銭
ト
ナ
ル
ノ
姿
ナ
レ
ト
モ
門
司

炭
ハ
常
ニ
二
分
位
ノ
欠
斤
ヲ
見
込
マ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ

◎�

益
田
　
東
京
ヘ
来
ル
分
ハ
四
五
分
乃
至
八
分
ノ
欠
斤
ヲ
生
ス

◎�

上
田
　
積
込
地
ノ
習
慣
ニ
モ
関
係
ス
レ
ト
モ
横
浜
ニ
於
テ
特
ニ
盗
人

ノ
防
キ
ヲ
為
サ
ヽ
ル
ベ
カ
ラ
ス

◎�

寺
島
　
名
古
屋
ニ
於
テ
モ
一
昨
年
迄
ハ
盗
人
多
ク
大
部
分
ヲ
彼
等
ノ

為
メ
ニ
盗
ミ
取
ラ
レ
従
テ
何
割
儲
ク
ル
モ
結
局
損
勘
定
ト
ナ
リ
タ
リ

而
シ
テ
右
ハ
何
レ
モ
和
船
ヲ
以
テ
運
搬
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
多
分

船
長
カ
途
中
処
々
ニ
テ
売
却
ス
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
ト
考
ヘ
タ
ル
モ
其
実

然
ラ
ス
船
長
カ
陸
ニ
上
リ
タ
ル
後
泥
棒
船
来
リ
水
夫
ニ
金
ヲ
与
ヘ
石

炭
ヲ
盗
ミ
去
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
取
調
ヘ
得

�

【
七
回
　
（1
ａ
】

タ
リ
且
名
古
屋
ノ
習
慣
ト
シ
テ
艀
ノ
底
ニ
敷
キ
ア
ル
簀
ノ
下
ニ
落
チ

タ
ル
石
炭
ハ
船
ノ
役
徳
ト
セ
リ
是
等
ハ
宜
シ
ク
改
良
ヲ
要
ス
ル
点
ナ

ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
山
田
清
三
郎
其
他
ノ
同
業
者
ト
合
同
シ
テ
石
炭
取

扱
事
務
所
ヲ
熱
田
ニ
設
ケ
巡
査
一
名
書
記
一
名
ヲ
雇
入
レ
巡
査
ハ
水

上
ヲ
取
調
ヘ
書
記
ハ
統
計
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
又
警
察
署
ニ
モ
依

頼
シ
石
炭
商
以
外
ヨ
リ
石
炭
ヲ
買
取
ル
コ
ト
ヲ
禁
ス
ル
旨
ノ
通
達
ヲ

出
シ
貰
ヒ
タ
ル
結
果
一
ケ
月
ヲ
経
過
セ
サ
ル
内
ニ
十
人
ノ
盗
人
ハ
捕

縛
セ
ラ
レ
自
余
ノ
モ
ノ
モ
仮
令
石
炭
ヲ
盗
ム
モ
之
ヲ
売
ル
ノ
途
ナ
キ

ヲ
以
テ
盗
取
ヲ
為
サ
ヽ
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
昨
年
ノ
如
キ
ハ
熱
田
ノ
石
炭

泥
棒
ハ
絶
無
ニ
帰
シ
之
カ
為
メ
ニ
従
来
泥
棒
ノ
競
争
ニ
依
リ
商
売
ヲ

妨
ケ
ラ
レ
居
リ
タ
ル
熱
田
ニ
テ
一
二
千
斤
ノ
石
炭
ヲ
買
ヒ
取
リ
来
リ

ク
湯
屋
其
他
ヘ
売
捌
キ
ヲ
為
ス
小
商
人
モ
四
五
分
ノ
口
銭
ヲ
得
テ
商

売
ヲ
為
シ
得
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
タ
リ
而
シ
テ
今
日
熱
田
ヘ
ノ
輸
入
品
中

�

【
七
回
　
（1
ｂ
】

統
計
ノ
最
モ
明
カ
ナ
ル
ハ
石
炭
ノ
ミ
ニ
シ
テ
警
察
署
ニ
於
テ
モ
大
ニ

石
炭
泥
棒
ノ
跡
ヲ
絶
チ
タ
ル
ヲ
喜
ヒ
県
知
事
モ
石
炭
組
合
ノ
効
蹟
ヲ

賞
賛
シ
居
ラ
ル
ヽ
現
況
ナ
リ

◎�

松
尾
　
門
司
ノ
石
炭
ハ
入
目
少
シ
モ
之
ナ
キ
モ
唐
津
炭
ニ
ハ
五
分
ノ

押
ア
リ
且
川
船
ニ
盗
少
ナ
シ
又
杵
島
ノ
炭
ハ
一
割
ノ
押
ア
ル
モ
川
船
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ニ
盗
多
シ
門
司
ヨ
リ
東
京
ニ
石
炭
ヲ
送
ル
船
ノ
雇
入
方
ニ
就
テ
ハ
大

ニ
考
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ア
リ
即
チ
是
迄
ノ
習
慣
ト
シ
テ
日
本
汽
船
ヲ
雇
入

ル
ヽ
ノ
場
合
ニ
ハ
其
数
量
ハ
送
状
面
通
リ
ト
シ
欠
斤
ニ
付
責
任
ヲ
帯

ハ
シ
メ
サ
ル
ニ
依
リ
門
司
ヨ
リ
口
ノ
津
ヘ
二
千
屯
ノ
ス
チ
ー
ル
ヲ
積

来
ル
場
合
ニ
船
長
ハ
二
千
百
屯
ト
船
積
証
書
ニ
記
入
セ
ラ
レ
ン
コ
ト

ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ク
現
ニ
口
ノ
津
ヨ
リ
三
池
炭
ヲ
積
出
ス
ニ

当
リ
之
ト
同
様
ノ
申
出
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
口
ノ
津
支
店
ニ
於
テ

モ
二
千
屯
ノ
モ
ノ
ハ
二
千
百
屯
ト
書
ス
ル
コ
ト
故
更
ニ
不
利
益
ナ
カ

ル
ベ
シ
抔
申
出
テ
此
石
炭
ハ

�

【
七
回
　
（（
ａ
】

矢
張
リ
上
海
ノ
同
社
ヘ
送
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
屯
数
ヲ
増
加
ス
ル
ノ
要
ナ

シ
ト
述
ヘ
タ
ル
処
然
ラ
ハ
別
ニ
百
屯
丈
ノ
運
賃
ヲ
貰
ヒ
タ
シ
ト
懇
願

シ
タ
ル
事
モ
ア
リ
斯
ル
次
第
ナ
レ
ハ
門
司
ニ
於
テ
石
炭
ヲ
積
出
ス
場

合
ニ
モ
必
ス
ヤ
之
ニ
類
似
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
ク
従
テ
門
司
ノ
積
入
高

ハ
必
ス
シ
モ
引
当
テ
ト
ナ
ラ
サ
ル
ベ
シ
然
レ
ト
モ
若
シ
雇
船
ノ
仕
方

ヲ
変
シ
二
分
以
上
ノ
欠
斤
ハ
船
ニ
於
テ
其
責
ニ
任
ス
ヘ
シ
ト
云
フ
カ

如
キ
条
項
ヲ
置
ク
ト
キ
ハ
良
シ
実
際
ニ
欠
斤
ノ
責
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル
コ

ト
能
ハ
サ
ル
迄
モ
大
ニ
正
確
ナ
ル
数
量
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
テ
便
宜
少

ナ
カ
ラ
サ
ル
ベ
シ

◎�

益
田
　
雇
船
契
約
改
良
ノ
事
ハ
大
ニ
望
ム
所
ナ
ル
モ
今
日
当
社
ノ
ミ

改
良
ヲ
断
行
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
雇
船
ニ
応
ス
ル
モ
ノ
ナ
カ
ル
ヘ
ク
従

テ
三
菱
其
他
共
協
議
シ
テ
改
良
ノ
計
画
ス
ル
ハ
兎
モ
角
モ
独
力
ニ
テ

ハ
如
何
ト
モ
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ベ
シ

◎�

松
尾
　
横
浜
ト
東
京
間
ノ
泥
棒
ヲ
防
ク
ニ
ハ
艀
船
ヲ
送
リ
荷
口
ニ
鍵

ヲ
下
シ
得
ル
コ
ト
ヽ
シ
途
中
ニ
テ
盗
取
シ
能
ハ
サ
ル
様
ニ
セ
ハ
可
ナ

ラ
ム

�

【
七
回
　
（（
ｂ
】

◎�

益
田
　
泥
棒
論
ハ
中
止
シ
何
カ
新
工
夫
ア
レ
ハ
承
リ
タ
シ

◎�

長
谷
川
　
泥
棒
防
キ
ハ
別
論
ト
シ
テ
横
浜
ニ
於
ケ
ル
売
捌
方
法
ヲ
変

ス
ル
ト
キ
ハ
数
量
ノ
正
確
ヲ
保
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
蓋
シ
泥
棒
ノ
防
キ

ハ
到
底
不
能
ナ
レ
ハ
盗
マ
ル
ヽ
方
ハ
東
洋
汽
船
ノ
御
勝
手
ト
シ
当
社

ハ
船
側
渡
ト
ス
ル
ト
ノ
説
モ
ア
リ
タ
レ
ト
モ
当
社
ニ
テ
艀
ニ
積
渡
ス

際
看
貫
ヲ
為
サ
ヽ
レ
ハ
東
洋
汽
船
ニ
テ
陸
上
ノ
際
看
貫
ス
ル
ナ
ク
ヘ

ク
其
際
六
十
屯
ノ
艀
ニ
積
来
リ
タ
ル
モ
ノ
カ
五
十
五
屯
シ
カ
ナ
キ
ト

キ
ハ
必
ス
ヤ
苦
情
ヲ
申
立
来
ル
ヘ
ク
今
日
迄
苦
情
勿
リ
シ
処
ヨ
リ
見

レ
ハ
六
十
屯
ノ
モ
ノ
カ
六
十
一
屯
ア
リ
シ
故
ニ
ハ
ア
ラ
サ
ル
カ
若
シ

余
ノ
推
測
ニ
シ
テ
誤
ラ
ス
ト
セ
ハ
船
渡
ニ
テ
売
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
廃
シ

陸
上
ノ
上
看
貫
ヲ
為
シ
テ
引
渡
シ
愈
欠
斤
ヲ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
始
メ
テ

門
司
ノ
積
込
方
不
足
ナ
リ
シ
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
今
日
ハ
箱
ノ
容
積

ト
艀
船
ノ
「
ド
ラ
フ
ト
」
ト
ニ
テ
数
量
ヲ
見
ル
ト
ノ
コ
ト
ナ
ル
モ
是

レ
ハ
単
ニ
大
見
当
ニ
止
リ
正
確
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
得
サ
ル
ナ
リ
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【
七
回
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◎�
藤
田
　
種
々
研
究
ノ
結
果
船
渡
ヲ
止
メ
ル
考
ナ
リ
シ
モ
如
此
セ
ハ
小

口
引
渡
ニ
一
々
看
貫
ヲ
為
シ
立
会
ノ
上
渡
ス
ノ
繁
ア
リ
横
浜
ノ
小
石

炭
商
人
ニ
ハ
売
リ
渡
シ
得
サ
ル
ノ
結
果
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
不
得
已
船
渡

ヲ
承
諾
ス
ル
カ
又
ハ
本
船
ニ
於
テ
看
貫
ノ
上
売
渡
シ
又
東
京
送
リ
ノ

分
ハ
納
先
ニ
於
テ
看
貫
ヲ
為
ス
ニ
依
リ
本
船
ニ
於
テ
ハ
看
貫
セ
サ
ル

コ
ト
ニ
為
サ
ン
ト
決
心
セ
リ

◎�

益
田
　
大
阪
如
何

◎�

飯
田
　
大
和
船
ヲ
使
用
シ
看
貫
ノ
上
受
渡
ヲ
為
ス
今
日
ノ
処
別
ニ
差

支
ナ
シ
汽
船
ヲ
雇
フ
ト
キ
ハ
欠
斤
多
キ
ヲ
以
テ
可
成
大
和
船
ヲ
使
用

ス
ル
コ
ト
ヽ
為
シ
居
レ
リ

◎�

益
田
　
東
京
ノ
遣
リ
方
ハ
杜
撰
ナ
リ
故
ニ
受
渡
上
改
良
ヲ
要
ス

長
崎
ニ
於
ケ
ル
杵
島
炭
ハ
如
何

◎�

松
尾
　
一
割
挿
目
ア
ル
為
メ
欠
斤
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
殆
ン
ト
之
ナ
シ

�

【
七
回
　
（（
ｂ
】

◎�

益
田
　
欠
斤
多
キ
ト
キ
ハ
大
ニ
荷
主
ノ
感
情
ヲ
悪
ク
ス
ル
ヲ
以
テ
従

来
ノ
如
ク
売
上
勘
定
ト
セ
ス
打
切
勘
定
ト
シ
テ
ハ
如
何
即
チ
運
賃
諸

掛
手
数
料
欠
斤
利
息
抔
ヲ
見
積
リ
テ
之
ヲ
売
却
値
段
ヨ
リ
控
除
シ
其

残
リ
ニ
相
当
ス
ル
代
価
ヲ
以
テ
当
社
ニ
買
切
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

尤
モ
荷
主
ニ
於
テ
売
上
勘
定
ヲ
望
ム
向
ハ
従
来
ノ
通
リ
ニ
テ
可
ナ
リ

◎�

飯
田
、
松
尾
、
藤
田
　
大
ニ
宜
シ
カ
ラ
ム

◎�

藤
田
　
乍
併
余
リ
欠
斤
ヲ
多
ク
見
積
ル
ト
キ
ハ
商
売
成
立
タ
サ
ル
結

果
ト
ナ
ル
ベ
シ

◎�

松
尾
　
荷
主
ノ
見
込
ニ
依
リ
物
産
会
社
ノ
算
盤
ノ
取
リ
方
当
ヲ
得
ス

ト
考
フ
レ
ハ
売
上
勘
定
ノ
方
ヲ
請
求
シ
得
ル
ニ
依
リ
差
支
ナ
カ
ラ
ム

◎�

益
田
　
打
切
勘
定
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
門
司
ニ
於
テ
荷
主
ト
立
会
ノ
上
数

量
ヲ
改
メ
之
ヲ
引
取
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
而
シ
テ
門
司
ニ
荷
主
ノ
代
理

人
カ
現
在
ス
ル
場
合
ハ
可
ナ

�

【
七
回
　
（（
ａ
】

ル
モ
代
理
人
ナ
ク
門
司
支
店
カ
即
チ
代
理
人
ナ
ル
場
合
ニ
坑
主
ヨ
リ

積
送
リ
タ
ル
数
量
ヨ
リ
ハ
当
社
ヘ
買
切
リ
タ
ル
数
量
大
ニ
減
少
シ
タ

リ
ト
テ
荷
主
ヨ
リ
門
司
支
店
ノ
看
貫
方
ヲ
批
難
シ
門
司
支
店
ニ
於
テ

大
ニ
困
却
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
出
来
致
サ
ヽ
ル
カ

◎�

松
尾
　
何
万
屯
テ
フ
大
高
ヲ
取
扱
フ
以
上
ハ
欠
斤
ノ
生
ス
ル
ハ
已
ム

ヲ
得
サ
ル
所
也

◎�

益
田
　
東
京
ニ
テ
欠
斤
ヲ
生
ス
ル
カ
如
キ
ハ
弁
明
シ
易
キ
モ
門
司
ニ

テ
仕
切
ル
ト
キ
欠
斤
ヲ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
積
高
テ
多
ク
シ
タ
ル
故
欠
斤

ヲ
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
自
画
自
賛
ト
一
般
ナ
リ
ト
云
フ
苦
情
出
テ
サ

ル
カ

◎�
松
尾
　
買
約
定
ヲ
為
ス
際
欠
斤
ノ
コ
ト
モ
相
談
セ
ハ
可
ナ
ラ
ム

◎�

福
井
　
門
司
ヨ
リ
東
京
ヘ
石
炭
ヲ
送
ル
場
合
ニ
ハ
門
司
ニ
テ
一
度
東

京
ニ
テ
一
度
都
合
二
度
目
方
ヲ
改
ム
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何
尤
モ
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内
々
ノ
炭
ニ
テ
信
用
ヲ
措
キ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
一
度
改
ム
ル
ノ
ミ
ニ
テ

可
ナ
リ

�

【
七
回
　
（（
ｂ
】

◎�

福
原
　
荷
ノ
種
類
多
ク
置
場
一
々
格
別
ナ
ル
ト
キ
ハ
欠
斤
ヲ
知
ル
ニ

稍
容
易
ナ
ル
モ
続
々
跡
荷
ヲ
積
上
ケ
ル
場
合
ニ
ハ
到
底
欠
斤
ヲ
知
ル

コ
ト
能
ハ
ス
即
チ
一
種
類
ノ
炭
ヲ
悉
皆
積
出
シ
切
リ
タ
ル
后
ニ
ア
ラ

サ
レ
ハ
其
欠
斤
如
何
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ

◎�

福
井
　
物
産
会
社
ニ
テ
山
元
ヨ
リ
送
荷
ヲ
受
取
ル
際
ニ
ハ
目
分
量
ニ

依
ル
カ
又
ハ
看
貫
ス
ル
カ

◎�

福
原
　
七
屯
一
車
ト
云
フ
カ
如
ク
目
分
量
ニ
テ
引
取
ル
モ
ノ
ナ
リ

◎�

松
尾
　
汽
車
ニ
テ
送
リ
来
ル
分
ハ
横
浜
五
分
香
港
一
分
出
ノ
上
海
一

分
ト
云
フ
カ
如
ク
欠
斤
ヲ
見
込
ミ
テ
之
ヲ
仕
切
ル
コ
ト
ヽ
シ
而
シ
テ

之
ヲ
門
司
ニ
積
上
ケ
置
ク
ト
キ
ハ
其
間
ニ
欠
斤
ヲ
生
シ
ス
東
京
ヘ
着

ノ
上
砲
兵
工
廠
又
ハ
其
他
ノ
得
意
先
ヘ
納
メ
込
ム
間
ニ
ハ
又
々
欠
斤

ヲ
生
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
是
等
ヲ
見
込
ミ
テ
売
約
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヽ
シ
テ

ハ
如
何

�

【
七
回
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◎�

長
谷
川
　
従
来
ノ
経
検
〔
マ
マ
〕ニ

依
レ
ハ
荷
主
ハ
十
銭
若
ク
ハ
二
十
銭
方
安

値
ニ
テ
モ
売
上
勘
定
ヨ
リ
ハ
打
切
勘
定
ヲ
望
ム
ヘ
キ
ヲ
以
テ
売
約
定

ノ
成
立
ツ
ヘ
キ
場
合
若
ク
ハ
入
札
カ
落
札
シ
タ
ル
カ
如
キ
場
合
ニ
ハ

関
係
店
打
合
ノ
上
運
賃
諸
掛
欠
斤
等
ヲ
見
積
リ
荷
主
ノ
手
取
ヲ
概
算

シ
其
代
価
ニ
テ
買
切
約
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヽ
ス
ル
カ
至
極
良
方
法
ナ
ル

ベ
シ

◎�

益
田
　
是
ヨ
リ
三
池
粉
炭
塩
浜
売
リ
ノ
コ
ト
ニ
付
浅
野
氏
取
調
ノ
結

果
ヲ
述
フ
ベ
シ

◎�

浅
野
　
三
池
粉
炭
ノ
是
迄
ノ
売
方
ハ
御
承
知
ノ
如
ク
三
池
ノ
石
炭
商

社
山
尾
市
太
郎
島
原
石
炭
組
合
ノ
三
問
屋
カ
物
産
会
社
ヨ
リ
一
ケ
年

五
万
乃
至
六
万
屯
ヲ
引
受
ケ
売
却
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
一
昨
年
末
昨

年
度
ノ
約
定
ヲ
取
結
フ
ニ
際
シ
テ
ハ
石
炭
ノ
景
気
非
常
ニ
宜
シ
カ
リ

シ
為
メ
一
屯
五
円
ニ
テ
契
約
シ
タ
ル
ニ
其
后
炭
価
下
落
シ
炭
ノ
売
行

悪
シ
ク
為
メ
ニ
屢
々
値

�
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下
ヲ
申
込
ミ
契
約
セ
ル
数
量
モ
引
取
ヲ
為
サ
ス
当
社
ハ
大
ニ
迷
惑
ヲ

蒙
リ
タ
ル
カ
遂
ニ
先
方
ノ
申
込
ヲ
容
レ
数
量
ヲ
半
額
ニ
又
値
段
ヲ
三

円
四
十
銭
ニ
減
却
セ
リ
昨
年
度
ニ
於
ケ
ル
三
池
粉
炭
売
方
ノ
形
勢
ハ

如
此
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
重
役
ニ
於
テ
モ
大
ニ
心
ヲ
労
セ
ラ
レ
他
ニ
方
法

ヲ
求
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ノ
考
ヲ
有
セ
ラ
レ
余
モ
亦
熟
考
ノ
結
果
是

迄
ノ
方
法
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
値
段
下
落
ス
レ
ハ
約
定
ノ
数
量
ヲ
引
受
ケ

サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
値
段
ノ
引
下
ヲ
請
求
シ
之
ニ
反
シ
テ
炭
価
上
騰
ス

ル
モ
値
段
ノ
引
上
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
ハ
之
ナ
カ
ル
ヘ
ク
何
レ
ニ
ス
ル

モ
当
社
ニ
取
リ
テ
ハ
面
白
味
少
シ
故
ニ
是
非
共
当
社
自
ラ
値
段
ヲ
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「
レ
ギ
ユ
レ
ー
ト
」
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
感
シ
之
ヲ
為
ス
ニ
ハ
約
定
期
限

ヲ
短
ク
シ
三
ケ
月
位
ノ
値
段
ヲ
取
極
メ
置
キ
三
ケ
月
毎
ニ
其
値
段
ヲ

改
ム
ル
コ
ト
ヽ
ス
ル
方
可
ナ
ル
ベ
シ
ト
考
ヘ
其
旨
ヲ
先
方
ヘ
交
渉
シ

タ
ル
ニ
値
段
ヲ
三
ケ
月
毎
ニ
改
ム
ル
コ
ト
ハ
差
支
ナ
キ
モ
一
ケ
年
ノ

供
給
高
ハ
予
シ
メ
約
定
シ
置
ク
コ
ト
ヽ
致
度
ト
ノ
コ
ト
ナ
リ
依
テ
之

ヲ
承
諾
ス

�

【
七
回
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ル
ト
ス
ル
モ
偖
一
歩
退
テ
考
フ
レ
ハ
仮
令
三
ケ
月
ノ
約
定
ニ
テ
モ
其

間
ニ
値
段
ノ
高
下
ア
レ
ハ
矢
張
一
ケ
年
約
定
ノ
場
合
ト
同
一
ノ
結
果

ヲ
呈
ス
ル
ヲ
以
テ
寧
ロ
塩
田
ヘ
ノ
直
接
売
ヲ
開
始
セ
サ
レ
ハ
重
役
ノ

御
趣
意
ヲ
充
タ
ス
能
ハ
ス
ト
考
ヘ
上
申
ノ
上
昨
年
度
ノ
約
定
ハ
昨
年

度
限
リ
ニ
テ
打
切
リ
本
年
度
ハ
当
会
社
自
ラ
塩
田
其
他
ノ
消
費
者
ヲ

相
手
ト
シ
テ
売
込
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
決
定
シ
タ
ル
次
第
ナ
リ
而
シ
テ
是

迄
ノ
売
方
ハ
前
ニ
モ
一
言
シ
タ
ル
如
ク
三
問
屋
ヲ
シ
テ
引
受
ヲ
為
サ

シ
メ
又
其
下
ニ
半
商
半
船
頭
ト
モ
云
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ア
リ
周
防
并
芸
備

地
方
ヨ
リ
塩
ヲ
買
入
レ
テ
九
州
ヘ
持
チ
来
リ
其
戻
荷
ニ
炭
ヲ
買
積
シ

テ
塩
田
地
方
ヘ
売
捌
ク
テ
フ
仕
組
ニ
シ
テ
物
産
会
社
─
問
屋
─
船
頭

─
塩
田
ト
云
フ
カ
如
ク
順
次
二
三
者
ノ
手
ヲ
経
由
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

故
ニ
旧
来
ノ
習
慣
ヲ
打
破
シ
テ
直
接
塩
田
売
ヲ
始
メ
ン
ト
ス
レ
ハ
先

ツ
以
テ
問
屋
ト
ノ
関
係
ヲ
絶
チ
又
船
頭
ノ
買
積
ヲ
止
メ
シ
メ
サ
ル
ベ

カ
ラ
ズ
之
ヲ
止
メ
シ
ム
ル
ニ
ハ
直
接
塩

�
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回
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田
地
方
ヘ
出
張
シ
其
成
行
ヲ
述
ヘ
直
接
約
定
ノ
利
益
ナ
ル
コ
ト
ヲ
勧

誘
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
ヲ
悟
リ
過
般
来
塩
田
地
方
ヲ
巡
回
シ
タ
ル
処
何
レ

モ
小
作
人
カ
個
々
ニ
塩
ノ
製
造
ニ
従
事
ス
ル
ニ
止
マ
リ
大
資
本
ヲ
有

シ
大
仕
掛
ニ
塩
ノ
製
造
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
少
ク
従
テ
現
金
ヲ
以
テ
石

炭
ヲ
買
取
ル
ノ
力
ア
ル
モ
ノ
ナ
ク
又
信
用
シ
テ
先
約
定
ヲ
結
フ
ニ
足

ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
シ
依
テ
第
一
着
ニ
彼
等
ヲ
結
合
セ
シ
ム
ル
ノ
必
要
ヲ

感
シ
小
作
人
ヲ
集
メ
テ
利
害
ヲ
説
得
シ
石
炭
買
入
レ
ノ
為
メ
ニ
一
ノ

組
合
ヲ
起
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヽ
セ
リ
幸
ニ
各
地
方
共
塩
田
ノ
会
所
ア
リ

地
主
ト
小
作
人
ト
ノ
連
絡
ヲ
計
リ
ツ
ヽ
ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
利
用
シ
小

作
人
ヲ
結
合
セ
シ
メ
其
総
代
又
ハ
有
力
者
ト
約
定
ヲ
取
結
ブ
コ
ト
ヽ

為
シ
タ
リ
夫
此
大
ニ
手
数
ト
時
間
ヲ
要
ス
ル
モ
彼
等
ハ
此
方
法
ニ
依

リ
仲
買
口
銭
モ
省
ケ
又
石
炭
ヲ
安
値
ニ
買
取
リ
得
ベ
キ
コ
ト
ヲ
悟
リ

タ
ル
ヲ
以
テ
向
後
引
続
キ
直
接
約
定
ヲ
取
結
ヒ
得
ル
ナ
ラ
ン
ト
信
ス

而
シ
テ
余
ノ
巡
回
シ
タ
ル
場
所
ノ
内
三
池
粉
炭
ノ
売
行
ク
ヘ

�
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キ
望
ア
ル
ハ
周
防
ノ
塩
田
ヘ
一
万
屯
芸
備
ノ
塩
田
ヘ
一
万
屯
四
国
ノ

塩
田
一
万
屯
九
州
ノ
塩
田
ヘ
一
万
二
千
屯
ノ
見
込
ナ
リ
此
内
既
ニ
確

定
ノ
モ
ノ
ア
リ

偖
茲
ニ
最
モ
心
配
ナ
ル
ハ
運
炭
方
ナ
リ
今
日
迄
ハ
買
積
船
頭
カ
自
己
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ノ
勘
定
ヲ
以
テ
塩
ノ
返
リ
荷
ト
シ
テ
之
ヲ
積
取
リ
タ
ル
モ
若
シ
此
船

ヲ
利
用
シ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
運
炭
上
大
ニ
差
支
ヲ
来
ス
ヲ
以
テ
是
非
共

是
迄
ノ
買
積
船
頭
其
他
ノ
船
持
ニ
三
池
炭
ヲ
運
ハ
シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ

ズ
然
ル
ニ
彼
等
ハ
商
売
ヲ
取
ラ
レ
タ
ル
結
果
運
賃
積
ヲ
嫌
フ
ノ
傾
ア

リ
現
ニ
東
京
本
店
ニ
対
シ
船
持
ヨ
リ
三
池
粉
炭
約
定
ヲ
申
込
ミ
タ
ル

者
ア
ル
位
ニ
テ
彼
等
ノ
内
ニ
ハ
金
ヲ
有
シ
又
船
モ
確
カ
ナ
ル
モ
ノ
ヲ

持
チ
其
勢
力
中
々
強
ク
之
ヲ
物
産
会
社
ノ
手
中
ニ
擒
縦
ス
ル
コ
ト
極

メ
テ
困
難
ノ
事
業
ニ
属
ス
就
テ
ハ
差
向
キ
鉱
山
会
社
ニ
於
テ
塩
田
向

ケ
ノ
為
メ
艀
船
五
十
艘
斗
リ
ヲ
備
ヘ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
マ
サ
ル
ヲ
得

ス
勿
論
右
等
ノ
船
手
ニ
運
賃
積
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
モ
十
分
努
ム
ル

積
リ
ナ
リ

�
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右
ノ
外
九
州
セ
メ
ン
ト
其
他
ノ
工
場
ヘ
モ
直
接
約
定
ヲ
為
ス
ノ
方
針

ト
シ
九
州
日
本
セ
メ
ン
ト
ヨ
リ
モ
申
込
ア
リ
既
ニ
六
七
千
屯
ヲ
売
約

セ
リ
尚
細
目
ニ
就
テ
ハ
御
問
ニ
従
ヒ
陳
述
ス
ル
コ
ト
ヽ
ス
ベ
シ

◎�

益
田
　
小
作
人
等
ハ
身
元
小
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
之
ト
約
定
ヲ
結
ヒ
置

ク
モ
集
金
方
ニ
心
配
ナ
キ
ヤ

◎�

浅
野
　
小
作
人
ト
直
接
ニ
約
定
セ
ス
会
所
ヨ
リ
公
債
又
ハ
銀
行
預
券

ヲ
担
保
ニ
取
リ
テ
約
定
シ
荷
物
ト
引
替
ニ
現
金
ノ
支
払
ヲ
得
而
シ
テ

其
石
炭
ハ
一
度
会
所
ノ
所
有
ニ
帰
シ
会
所
ヨ
リ
更
ニ
之
ヲ
小
作
人
ニ

引
渡
シ
其
代
価
ト
シ
テ
塩
又
ハ
現
金
ヲ
会
所
ニ
取
立
ツ
ル
仕
組
ナ
リ

◎�

益
田
　
艀
船
ヲ
造
ル
ト
否
ト
ハ
損
益
次
第
ナ
リ
若
シ
艀
船
ヲ
造
ル
コ

ト
カ
不
利
ナ
ル
カ
為
メ
之
ヲ
造
ラ
ス
ト
ス
レ
ハ
運
搬
方
ハ
如
何
ス
ベ

キ
ヤ

◎�

浅
野
　
艀
船
ハ
従
来
運
砿
丸
ヲ
各
地
ニ
差
回
ハ
シ
タ
ル
計
算
等
ニ
依

リ
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算
当
相
立
ツ
丈
ノ
運
賃
ヲ
収
ム
ル
コ
ト
ヽ
セ
ハ
差
支
ナ
カ
ラ
ム

◎�

益
田
　
艀
船
ヲ
造
ラ
サ
レ
ハ
買
積
船
頭
ニ
降
参
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル

カ
◎�

浅
野
　
買
積
船
頭
ニ
於
テ
運
送
ヲ
拒
ム
カ
如
キ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ル
ヘ
キ

見
込
ナ
リ
現
ニ
大
分
談
ノ
進
ミ
居
ル
モ
ノ
モ
ア
リ
大
抵
纏
マ
ル
ヘ
キ

考
ヘ
ナ
リ

◎�

益
田
　
運
賃
ハ
何
程
位
ナ
ル
ヤ

◎�

浅
野
　
三
池
三
田
尻
間
一
万
斤
ニ
付
八
円
ニ
テ
雇
船
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ

得
◎�

益
田
　
三
田
尻
売
ハ
何
円
位
ナ
ル
ヤ

◎�

浅
野
　
万
斤
二
十
八
円
ノ
建
値
ニ
シ
テ
内
運
賃
八
円
仲
買
口
銭
九
十

銭
（
一
屯
ニ
付
十
五
銭
）
海
上
保
険
料
十
八
歩
（
百
円
ニ
付
一
円
、

一
屯
三
銭
ノ
割
）
三
池
手
取
一
屯
三
円
見
当
ナ
リ

◎�

益
田
　
塩
田
売
四
万
二
千
屯
ハ
運
送
ニ
差
支
ナ
キ
考
ヘ
ナ
リ
ヤ

◎�

浅
野
　
差
支
ナ
キ
様
心
配
ス
ル
考
ヘ
ナ
リ
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◎�

益
田
　
塩
浜
ハ
皆
小
作
ナ
リ
ヤ

◎�

浅
野
　
大
抵
小
作
ナ
リ
自
ラ
塩
田
ヲ
有
シ
テ
塩
ノ
製
造
ヲ
為
ス
者
ハ

極
メ
テ
稀
ナ
リ

◎�

益
田
　
何
レ
ノ
地
方
ニ
モ
会
所
ア
リ
ヤ

◎�

浅
野
　
高
松
ニ
ハ
会
所
ナ
シ
大
ニ
困
却
ス
但
確
カ
ナ
ル
問
屋
ア
リ
シ

故
之
ト
引
合
ヲ
為
シ
タ
リ

◎�

益
田
　
他
ノ
石
炭
ノ
塩
田
ニ
於
ケ
ル
関
係
ト
三
池
粉
炭
ニ
対
ス
ル
比

較
如
何

◎�

浅
野
　
三
池
炭
ト
他
炭
ト
ノ
関
係
ヲ
取
調
ヘ
タ
ル
ニ
当
時
元
山
炭
カ

三
池
ト
共
ニ
行
ハ
ル
蓋
シ
近
年
塩
田
ノ
人
々
モ
段
々
巧
者
ニ
ナ
リ
三

池
炭
ハ
高
キ
為
メ
可
成
其
使
用
量
ヲ
減
セ
ン
コ
ト
ヲ
計
リ
居
ル
モ

ノ
ヽ
如
シ
三
田
尻
地
方
ニ
於
テ
ハ
元
山
炭
ニ
近
キ
故
三
池
ヲ
元
山
ニ

混
シ
テ
使
用
シ
又
段
々
上カミ
ノ
方
ニ
行
ケ
ハ
豊
筑
ノ
粘子バ
リ
物
ヲ
元
山
ニ

混
シ
テ
使
用
シ
進
テ
四
国
ニ
入
レ
ハ
平
戸
ノ
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炭
ノ
ミ
ヲ
使
用
セ
ル
モ
ノ
ア
リ
之
ハ
近
年
遣
リ
始
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
要
ス
ル
ニ
三
池
粉
炭
ハ
値
段
高
キ
為
メ
不
得
已
之
ヲ
用
ユ
ル
ニ
至

リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
我
々
ノ
最
モ
上
得
意
ナ
リ
ト
考
ヘ
又
三
池

ノ
問
屋
連
モ
爾
カ
ク
考
ヘ
居
リ
タ
ル
場
所
ハ
案
外
ニ
モ
大
ナ
ル
会
所

ア
リ
テ
目
ノ
早
キ
者
之
ニ
居
リ
三
池
ト
元
山
ト
ヲ
焚
ク
ハ
不
経
済
ナ

ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
単
独
ニ
平
戸
ノ
ミ
ヲ
焚
キ
ツ
ヽ
ア
ル
ハ
一
驚
ヲ
喫

シ
タ
ル
所
ナ
リ
兎
ニ
角
今
日
三
池
粉
炭
ハ
進
歩
セ
ル
塩
田
ニ
ハ
之
ヲ

使
用
セ
ス
退
歩
セ
ル
塩
田
ニ
於
テ
之
ヲ
使
用
ス
ル
カ
如
キ
傾
向
ニ
シ

テ
塩
田
ニ
於
ケ
ル
三
池
粉
炭
ノ
頸
〔
マ
マ
〕敵

ハ
平
戸
炭
并
豊
筑
ノ
粘
リ
炭
ナ

リ
ト
云
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

◎�

益
田
　
三
池
粉
炭
ヲ
二
十
八
円
ト
見
平
戸
并
豊
筑
ノ
粘
リ
ハ
何
程
ナ

ル
ヤ

◎�

浅
野
　
平
戸
十
六
七
円
豊
筑
ノ
粘
リ
二
十
円
乃
至
二
十
三
円
ナ
リ

◎�

益
田
　
豊
筑
粘
リ
ノ
炭
名
ハ
何
ナ
リ
ヤ

�

【
七
回
　
（（
ｂ
】

◎�

浅
野
　
三
笠
西
川
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

◎�

益
田
　
塩
田
ノ
使
用
ハ
何
程
ナ
リ
ヤ

◎�

浅
野
　
五
十
万
屯
位
ヲ
使
用
ス
ベ
シ

◎�

益
田
　
別
ニ
衰
フ
ル
模
様
ナ
キ
カ

◎�

浅
野
　
ナ
シ

前
ニ
一
言
セ
ル
如
ク
三
池
粉
炭
ハ
元
山
炭
ト
混
合
シ
テ
使
用
セ
ラ

ル
ヽ
ヲ
以
テ
塩
田
ヘ
ノ
石
炭
商
売
カ
好
結
果
ヲ
奏
セ
ハ
元
山
炭
ヲ
当

社
ノ
手
中
ニ
握
ル
コ
ト
ヽ
致
シ
タ
シ
二
十
五
万
屯
位
ノ
出
炭
ハ
売
捌

上
困
難
ヲ
感
セ
サ
ル
ヘ
ク
且
之
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
ハ
三
池
粉
炭
売
込
上

大
ニ
便
宜
ナ
レ
ハ
ナ
リ
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◎�
益
田
　
売
捌
ハ
何
レ
ニ
於
テ
ス
ル
ヲ
便
利
ト
ス
ル
ヤ
各
地
ノ
会
所
ヘ

出
向
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
将
タ
三
池
ニ
テ
可
ナ
ル
カ

◎�

浅
野
　
三
池
ニ
テ
可
ナ
リ
石
炭
商
社
ヲ
ブ
ロ
ー
カ
ー
ト
シ
九
州
一
円

ヲ
受
持
タ

�

【
七
回
　
（（
ａ
】

セ
又
山
尾
ニ
中
国
并
四
国
一
円
（
阿
波
ノ
撫ム
養ヤ
ヲ
除
ク
同
所
ハ
神
戸

支
店
ヲ
シ
テ
取
扱
ハ
シ
ム
ル
ヲ
便
ト
ス
）
ヲ
受
持
タ
セ
石
炭
商
社
ハ

三
池
ニ
ア
リ
山
尾
ハ
尾
ノ
道
糸
崎
ノ
内
ニ
人
ヲ
派
シ
取
扱
ヲ
為
サ
シ

ム
ル
コ
ト
ニ
打
合
セ
タ
リ
島
原
石
炭
組
合
ハ
無
関
係
ナ
リ

◎�

長
谷
川
　
当
社
ニ
於
テ
直
接
売
ヲ
初
メ
タ
ル
結
果
是
迄
塩
ヲ
九
州
ニ

持
チ
来
リ
返
リ
荷
ニ
三
池
粉
炭
ヲ
積
取
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ
三
池
粉
炭
ヲ

買
積
ミ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
為
メ
平
戸
ノ
石
炭
又
ハ
豊
筑
ノ
粉
炭
ヲ

買
積
ミ
シ
中
国
并
四
国
ヘ
売
込
ム
コ
ト
ヽ
ナ
ラ
サ
ル
カ

◎�

浅
野
　
其
点
ハ
大
ニ
心
配
ナ
ル
モ
平
戸
ニ
行
ク
ニ
ハ
空
船
ノ
マ
ヽ
長

崎
ヲ
回
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
危
険
ナ
ル
ニ
依
リ
当
社
カ
相
当
ノ
運

賃
ヲ
オ
ツ
フ
ア
ー
ス
ル
以
上
ハ
三
池
粉
炭
ヲ
運
賃
積
ス
ル
ナ
ラ
ム

◎�

長
谷
川
　
塩
ハ
何
レ
ニ
来
ル
ヤ

�

【
七
回
　
（（
ｂ
】

◎�

浅
野
　
重
ニ
島
原
ニ
来
リ
同
所
ヲ
中
心
ト
シ
テ
肥
后
并
薩
摩
地
方
ヘ

迄
輸
入
セ
ラ
ル

◎�

長
谷
川
　
鉄
道
便
ニ
テ
来
ラ
サ
ル
カ

◎�

浅
野
　
門
司
ヨ
リ
モ
鉄
道
便
ニ
依
リ
ポ
ツ
〳
〵
輸
入
セ
ラ
ル

◎�

松
尾
　
塩
ハ
中
国
并
四
国
ヨ
リ
九
州
地
方
ヘ
来
リ
其
売
上
金
ヲ
利
用

シ
三
池
又
ハ
平
戸
ノ
石
炭
ヲ
買
取
リ
積
返
ル
モ
ノ
ナ
リ

◎�

益
田
　
先
般
話
ア
リ
タ
ル
住
栄
丸
ノ
船
主
ハ
如
何
シ
タ
ル
ヤ

◎�

浅
野
　
未
タ
会
合
セ
ス

◎�

益
田
　
斯
ル
船
持
ニ
ハ
売
ラ
サ
ル
方
得
策
ナ
ル
ヤ

◎�

浅
野
　
然
リ

◎�

益
田
　
船
持
ニ
売
渡
サ
ヽ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
炭
ヲ
買
積
シ
行
キ
延
売
ニ

テ
売
却
シ
会
社
ノ
商
売
ヲ
妨
害
セ
サ
ル
ヤ

�

【
七
回
　
（1
ａ
】

◎�

浅
野
　
彼
等
ハ
今
日
迄
モ
現
ニ
延
売
リ
ヲ
為
シ
ツ
ヽ
ア
リ
タ
ル
モ
ノ

ナ
ル
モ
「
レ
ギ
ユ
ラ
ー
、
サ
ツ
プ
ラ
イ
」
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
且
値

段
モ
荷
物
少
シ
ト
見
レ
ハ
高
売
リ
シ
又
荷
物
余
リ
居
ル
ト
キ
ハ
運
賃

ヲ
安
ク
見
積
リ
安
売
リ
ヲ
為
ス
等
ノ
コ
ト
ア
リ
塩
田
ヲ
有
ス
ル
者
ハ

寧
ロ
彼
等
ノ
勝
手
気
侭
ニ
振
舞
フ
ヲ
心
良
カ
ラ
ス
思
ヒ
居
リ
タ
ル
際

ナ
レ
ハ
此
度
当
社
ト
ノ
直
接
約
定
モ
成
立
チ
タ
ル
ナ
リ
故
ニ
左
程
恐

ル
ヽ
ニ
足
ラ
ズ
且
延
売
ノ
必
要
ア
ル
モ
ノ
ハ
石
炭
商
社
又
ハ
山
尾
ニ

受
持
タ
シ
ム
ル
コ
ト
ヽ
ス
ベ
シ

◎�

益
田
　
九
十
銭
ノ
ブ
ロ
ー
カ
レ
ー
ジ
丈
ニ
テ
ハ
延
売
ニ
対
ス
ル
責
任

ヲ
受
持
タ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
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◎�
浅
野
　
九
十
銭
ハ
着
荷
後
直
ニ
会
所
ヨ
リ
代
金
ノ
支
払
ヲ
受
ケ
得
ヘ

キ
分
ニ
対
ス
ル
ブ
ロ
ー
カ
レ
ー
ジ
ナ
レ
ハ
延
売
ノ
分
ハ
別
ニ
之
ヲ
定

メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
但
延
売
ハ
石
炭
商
社
又
ハ
山
尾
ニ
受
持
タ
シ
ム
ル

ト
云
フ
モ
約
定
ハ
当

�

【
七
回
　
（1
ｂ
】

社
ト
需
用
者
ト
ノ
間
ニ
直
接
ニ
取
結
フ
考
ナ
リ

此
商
売
ヲ
発
達
セ
シ
ム
ル
迄
ハ
三
池
ノ
運
砿
丸
ヲ
塩
田
売
ニ
利
用
シ

得
ル
コ
ト
ニ
致
シ
貰
ヒ
タ
シ

◎�

益
田
　
一
時
ノ
事
ナ
レ
ハ
兎
モ
角
モ
塩
田
売
ノ
為
メ
艀
船
迄
モ
所
有

ス
ル
ハ
策
ノ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
故
ニ
可
成
雇
船
ヲ
以
テ
間
ニ
合
ス

コ
ト
ニ
致
シ
タ
シ

◎�

団
理
事
　
船
頭
ニ
ハ
全
ク
売
ラ
サ
ル
ヤ

◎�

浅
野
　
船
頭
ニ
ハ
売
ラ
ズ
運
賃
積
ヲ
説
得
ス
ル
コ
ト
ヽ
ス

◎�

団
　
運
賃
積
ハ
好
マ
ス
ト
テ
他
ノ
炭
ヲ
買
積
ミ
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
大

ニ
運
搬
力
ヲ
殺
カ
ル
ヽ
ノ
恐
ナ
キ
ヤ

◎�

浅
野
　
当
分
ノ
内
幾
分
歟
不
足
ヲ
感
ス
ヘ
キ
モ
悉
ク
逃
ケ
ラ
ル
ヽ
カ

如
キ
恐
ナ
シ
ト
考
フ

◎�

団
　
進
歩
シ
タ
ル
塩
田
ハ
三
池
ヲ
止
メ
古
キ
塩
田
ノ
ミ
三
池
元
山
ヲ

焚
ク
ト
ノ

�

【
七
回
　
（（
ａ
】

話
ア
リ
タ
ル
カ
如
何
ナ
ル
故
カ

◎�

浅
野
　
重
モ
ナ
ル
原
因
ハ
高
値
ナ
ル
ニ
ア
ル
モ
今
日
迄
船
頭
ノ
供
給

ヲ
仰
キ
居
リ
タ
ル
際
ニ
ハ
規
則
立
チ
タ
ル
供
給
ナ
カ
リ
シ
ト
現
品
ノ

多
少
ニ
依
リ
値
段
ノ
高
下
ヲ
行
ハ
レ
タ
ル
ト
ノ
二
点
モ
亦
其
大
原
因

ナ
ル
ベ
シ

◎�

長
谷
川
　
二
十
八
円
ノ
三
池
粉
炭
ヲ
使
用
ス
ル
ト
二
十
円
乃
至
二
十

三
円
ノ
豊
筑
炭
ヲ
使
用
ス
ル
ト
利
害
如
何
ア
ル
ヘ
キ
ヤ

◎�

浅
野
　
未
タ
試
験
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
シ
依
テ
試
検
方
ヲ
依
頼
シ
置
キ
タ

リ
◎�

団
　
塩
浜
ヘ
ハ
以
前
十
万
屯
位
三
池
出
テ

タ
ル
モ
爾
来
漸
次
減
少
セ
リ
是
レ
蓋
シ
炭
質
ハ
可
ナ
ル
モ
値
段
高
ク

且
船
頭
ノ
為
メ
ニ
値
段
ヲ
左
右
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
依
リ
平
戸
等
ノ
安
物

ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
タ
ル
ナ
ラ
ム

◎�

浅
野
　
松
島
粉
炭
カ
新
三
池
ノ
名
義
ヲ
以
テ
塩
田
ニ
入
リ
込
ミ
居
レ

リ
◎�

福
原
　
元
山
三
池
使
用
ノ
割
合
如
何

�

【
七
回
　
（（
ｂ
】

◎�
浅
野
　
三
池
一
割
乃
至
二
割
位
ナ
リ

◎�
大
野
　
赤
穂
地
方
ハ
何
レ
ヨ
リ
引
合
ヲ
為
ス
ヤ

◎�

浅
野
　
神
戸
ヨ
リ
ス
ル
ヲ
便
ト
ス

◎�

団
　
塩
田
ノ
需
用
高
五
十
万
屯
ノ
内
何
程
三
池
ヲ
売
リ
込
ミ
得
ヘ
キ
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ヤ
◎�
浅
野
　
二
割
位
迄
ハ
売
込
ミ
得
ル
ナ
ラ
ム
使
ヒ
手
ハ
何
レ
モ
小
作
人

ニ
テ
三
池
ヲ
焚
ケ
ハ
燃
ヘ
方
宜
シ
キ
位
ノ
考
シ
カ
有
シ
居
ラ
ス
又
大

地
主
モ
実
際
三
池
炭
ノ
巧
用
ヲ
試
検
シ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
只
値
段
高
シ

ト
テ
他
ノ
炭
ニ
乗
リ
替
ヘ
タ
ル
位
ナ
ル
ベ
シ

◎�

寺
島
　
東
京
ニ
於
テ
石
炭
ノ
一
、
二
、
三
等
等
ニ
付
火
力
ヲ
試
検
シ

其
成
績
表
ヲ
造
リ
貰
ヒ
タ
シ

◎�

益
田
　
吉
田
技
師
ニ
依
頼
シ
テ
取
調
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
参
稽
セ
ラ
ル

ベ
シ

尚
詳
ク
ハ
取
調
フ
ル
コ
ト
ニ
ナ
ス
ベ
シ
（
第
七
回
終
）

�

【
八
回
　

（
ａ
】

第
八
回
　
一
月
二
十
五
日
　
午
前

◎�

上
田
　
石
炭
ノ
事
ニ
付
昨
日
言
漏
ラ
シ
タ
ル
所
ヲ
述
ブ
ベ
シ

偖
三
池
石
炭
約
定
ノ
コ
ト
ハ
専
ラ
海
外
支
店
ニ
関
係
ヲ
有
シ
内
地
支

店
中
関
係
ア
ル
ハ
長
崎
神
戸
横
浜
等
ニ
止
マ
ル
モ
一
応
其
成
行
丈
ヲ

心
得
居
ル
コ
ト
ハ
無
益
ノ
事
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
ケ
レ
ハ
大
要
ヲ
叙
述
ス

ル
コ
ト
ト
ス
ヘ
シ

本
年
度
ニ
於
ケ
ル
三
池
炭
海
外
約
定
ハ
余
リ
好
都
合
ニ
相
運
ハ
ス
粉

炭
ヲ
安
値
ニ
売
却
シ
又
塊
炭
モ
最
初
予
期
セ
シ
通
リ
ノ
値
段
ニ
ハ
売

レ
行
カ
ス
売
高
モ
亦
平
年
ニ
比
シ
少
ク
残
炭
多
シ
即
チ
塊
炭
ニ
就
テ

見
ル
モ
出
炭
高
凡
ソ
三
十
七
万
屯
ノ
内
売
約
済
ノ
モ
ノ
ハ
二
十
二
万

五
千
屯
ニ
シ
テ
差
引
十
四
万
五
千
屯
ノ
残
炭
ア
リ
此
内
凡
ソ
四
万
屯

ハ
目
下
相
談
中
ニ
属
シ
多
分
約
定
成
立
ス
ヘ
キ
見
込
ナ
レ
ハ
差
引
十

万
屯
丈
ハ
向
後
売
却
致
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
今
年
中
三
池
塊
炭
ノ

臨
時
売
ヲ

�

【
八
回
　

（
ｂ
】

努
ム
ヘ
キ
ハ
勿
論
機
会
ア
レ
ハ
桑
港
布
哇
ヘ
モ
送
リ
又
爪
哇
コ
ロ
ン

ボ
等
ヘ
モ
出
来
ル
丈
ケ
沢
山
送
リ
出
シ
テ
残
炭
ヲ
減
シ
其
販
路
ヲ
拡

ム
ル
コ
ト
ヽ
致
シ
タ
シ
元
来
三
池
石
炭
ハ
出
炭
多
キ
ニ
モ
拘
ラ
ス

中
々
能
ク
売
捌
ケ
就
中
塊
炭
ニ
付
テ
ハ
更
ニ
売
方
ニ
苦
労
ヲ
為
サ
ヽ

リ
シ
モ
素
ト
々
三
池
炭
ノ
得
意
ハ
甚
タ
狭
シ
従
来
ノ
最
大
得
意
ハ
上

海
并
ニ
香
港
ニ
於
ル
太
古
、
怡
和
ノ
二
軒
ニ
シ
テ
此
二
軒
ノ
家
ハ
最

初
ヨ
リ
三
池
石
炭
ノ
他
炭
ニ
比
シ
テ
徳
用
向
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
出
炭

ノ
大
部
分
ヲ
買
約
シ
呉
レ
タ
リ
此
他
ニ
倫
敦
ニ
テ
約
定
ス
ル
　
グ
レ

ン
、
ベ
ン
、
シ
ャ
イ
ア
ノ
三
大
汽
船
会
社
并
ニ
其
他
ノ
焚
料
船
ニ
対

シ
毎
年
定
マ
リ
テ
数
万
屯
ヲ
売
約
セ
リ
斯
ル
次
第
ニ
シ
テ
是
迄
塊
炭

ノ
売
方
ニ
ハ
更
ニ
困
難
ヲ
感
セ
サ
リ
シ
処
近
年
豊
筑
ノ
石
炭
採
掘
高

漸
ク
増
加
シ
其
内
ニ
ハ
品
質
上

�

【
八
回
　

（
ａ
】

等
ナ
ル
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
ス
且
売
方
モ
巧
者
ト
ナ
リ
テ
随
分
機
敏
ノ
運
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動
ヲ
ナ
ス
ニ
至
リ
タ
リ
即
チ
以
前
ハ
他
人
カ
香
港
又
ハ
上
海
ニ
出

テ
ヽ
売
炭
ニ
奔
走
セ
ル
ハ
当
社
ノ
目
ヨ
リ
見
テ
恰
モ
児
戯
ノ
如
ク
孺

子
能
ク
何
ヲ
カ
為
シ
得
ン
ト
考
ヘ
候
テ
軽
蔑
シ
タ
ル
位
ナ
リ
シ
モ
今

日
ハ
中
々
侮
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
現
ニ
近
頃
新
聞
紙
上
ニ
於
テ

散
見
ス
ル
カ
如
ク
門
司
ニ
谷
口
、
加
藤
等
ノ
人
々
集
リ
テ
五
万
円
ヲ

出
資
シ
石
炭
販
売
ニ
関
ス
ル
組
合
ヲ
設
ケ
他
ニ
有
力
者
ノ
後
援
ア
リ

香
、
上
、
両
地
ニ
店
舗
ヲ
設
ク
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
仄
ニ
聞
ク
所
ニ
依
レ

ハ
汽
船
一
二
艘
ヲ
買
入
レ
世
間
ノ
高
運
賃
ヲ
支
払
ハ
ズ
手
船
ヲ
以
テ

石
炭
ヲ
輸
送
ス
ル
手
順
ニ
運
ヒ
ツ
ヽ
ア
リ
又
北
海
道
炭
砿
鉄
道
会
社

モ
自
ラ
運
送
船
ヲ
有
シ
石
炭
ノ
輸
送
用
ニ
供
シ
此
他
自
ラ
汽
船
ヲ
所

有
セ
サ
ル
モ
ノ
ニ
テ
モ
輓
近
日
本
ノ
船
舶
増
加
シ
タ
ル
結
果
雇
船
容

易
ト
ナ
リ

�
【
八
回
　

（
ｂ
】

旁
以
テ
当
社
以
外
ニ
石
炭
商
売
ニ
着
目
ス
ル
モ
ノ
多
キ
ヲ
致
シ
タ
ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ス
外
国
人
モ
亦
条
約
改
正
ノ
結
果
ト
シ
テ
門
司
ニ
店
ヲ
出

シ
随
分
内
地
人
ト
結
託
シ
テ
手
広
ク
石
炭
ノ
仕
入
并
ニ
販
売
ヲ
為
シ

得
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
石
炭
商
売
ハ
従
前
ニ
於
ケ
ル
カ
如
ク

我
社
ノ
一
人
舞
台
ニ
ア
ラ
ス
右
是
等
有
力
ナ
ル
競
争
者
ア
ル
ノ
ミ
ナ

ラ
ス
石
炭
モ
亦
侮
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
良
質
ノ
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
サ
ル
ヲ

以
テ
向
後
ハ
余
程
機
敏
ノ
働
ヲ
ナ
シ
三
池
炭
ノ
販
路
ヲ
十
分
ニ
拡
充

ス
ル
コ
ト
ヲ
計
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
此
事
ニ
付
テ
ハ
海
外
各
店
ヘ
モ
詳

細
申
送
リ
タ
ル
カ
要
ス
ル
ニ
三
池
炭
売
方
ニ
就
テ
ハ
従
前
少
シ
モ
困

難
ヲ
感
セ
サ
リ
シ
時
代
ノ
眠
ヲ
醒
マ
シ
一
ケ
年
七
八
十
万
屯
ヲ
採
掘

ス
ル
大
坑
主
ヨ
リ
其
出
炭
一
切
ノ
販
売
方
ヲ
依
託
セ
ラ
レ
新
タ
ニ
其

販
路
ヲ
広
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
且
其
石
炭
ハ
極
メ
テ
徳

用
向
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ヲ
売
拡
ム
ル
ト
キ
ハ
需
用
者
ノ
好
評
ヲ

�

【
八
回
　

（
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】

博
シ
当
社
モ
之
カ
為
メ
莫
大
ナ
ル
手
数
料
ヲ
収
メ
得
ヘ
ク
此
坑
主
ハ

実
ニ
大
切
ノ
得
意
先
ナ
リ
ト
ノ
観
念
ヲ
十
分
脳
裡
ニ
印
シ
テ
此
新
得

意
先
ノ
信
用
ヲ
受
ク
ル
ニ
足
ル
丈
ケ
ノ
働
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
心
掛
ケ
サ

ル
ヘ
カ
ラ
ス
斯
ク
シ
テ
此
石
炭
ノ
販
路
ヲ
拡
張
シ
或
ル
年
ハ
甲
ノ
得

意
ト
ハ
不
幸
約
定
成
立
サ
リ
シ
モ
其
代
リ
ニ
乙
ノ
得
意
ト
約
定
成
立

シ
又
甲
地
方
ニ
ハ
売
約
定
成
立
セ
サ
リ
シ
モ
乙
地
方
ヘ
ハ
売
約
定
成

立
シ
タ
リ
ト
云
フ
カ
如
ク
毎
年
平
均
シ
テ
出
炭
ノ
全
部
ハ
容
易
ニ
売

捌
キ
得
ル
様
ニ
為
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
換
言
ス
レ
ハ
従
来
ハ
三
池
炭
ノ

約
定
先
ハ
極
メ
テ
狭
ク
偶
々
甲
ノ
得
意
甲
ノ
地
方
ト
約
定
成
立
セ
サ

レ
ハ
直
チ
ニ
残
炭
ヲ
生
ス
ル
ト
云
フ
カ
如
キ
有
様
ナ
リ
シ
モ
向
後
ハ

勉
メ
テ
其
得
意
先
ヲ
広
ク
シ
一
方
ニ
テ
売
レ
サ
ル
モ
他
方
ニ
於
テ
容

易
ニ
売
捌
キ
得
ル
丈
ケ
ノ
基
礎
ヲ
堅
メ
置
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
此
事
ハ

三
池
炭
売
捌
上
ノ
方
針
ト
シ
テ
特
ニ
各
支
店
長

�

【
八
回
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諸
氏
ノ
銘
記
ヲ
請
フ
所
ナ
リ

次
ニ
残
リ
居
ル
ハ
三
池
小
塊
ト
称
ス
ル
洗
滌
炭
ニ
シ
テ
今
年
ノ
出
炭

高
八
万
屯
ノ
内
一
万
五
千
屯
ヲ
売
約
シ
残
炭
六
万
五
千
屯
ナ
リ
尤
モ

此
内
二
万
四
千
屯
程
ハ
目
下
相
談
中
ニ
テ
多
分
約
定
成
立
ツ
ヘ
キ
見

込
ナ
レ
ハ
結
局
残
炭
ハ
四
万
屯
ナ
リ
而
シ
テ
此
洗
滌
炭
ハ
従
来
三
池

切
込
ヲ
造
リ
タ
ル
材
料
ノ
一
部
分
ナ
リ
即
チ
切
込
ハ
粉
炭
五
割
小
塊

五
割
ヲ
混
合
シ
テ
造
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
之
ヲ
切
込
ミ
ト
セ
ス
粉
炭
ハ
粉

炭
ト
シ
小
塊
ノ
ミ
ヲ
区
別
シ
且
此
小
塊
ニ
ハ
粉
炭
付
着
シ
居
ル
ノ
ミ

ナ
ラ
ス
小
石
其
他
悪
石
ノ
混
合
少
ナ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
器
機
ヲ
以
テ

其
粉
分
ヲ
洗
ヒ
落
シ
（
洗
ヒ
落
サ
レ
タ
ル
粉
分
ハ
水
ト
共
ニ
流
レ
テ

水
槽
中
ニ
入
リ
沈
殿
シ
之
レ
ヲ
取
出
シ
テ
コ
ー
ク
ス
ノ
原
料
ニ
用

ユ
）
又
三
分
乃
至
三
分
五
厘
程
モ
混
入
セ
ル
悪
石
ヲ
悉
皆
取
除
キ
タ

ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
炭
質
大
ニ
宜
シ
従
テ
買
手
カ
其
成
立
ヲ
詳
悉
シ
洗
滌

炭
ノ
徳
用

�
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向
ナ
ル
コ
ト
ヲ
悟
ラ
ハ
大
ニ
売
行
ヲ
増
加
ス
ヘ
キ
モ
今
日
ハ
未
タ
初

メ
テ
之
ヲ
調
整
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
レ
ハ
世
人
未
タ
其
成
立
ヲ
シ
ラ
ス
為

メ
ニ
四
万
屯
余
ノ
残
炭
ヲ
生
シ
居
ル
次
第
ナ
レ
ハ
内
地
各
店
ニ
於
テ

モ
十
分
売
リ
方
ニ
勉
メ
ラ
レ
タ
シ

次
ニ
粉
炭
ハ
採
掘
高
二
十
五
万
五
千
屯
ノ
内
海
外
ニ
於
テ
安
値
ナ
カ

ラ
モ
十
八
万
屯
内
外
ヲ
売
約
シ
残
炭
六
七
万
屯
ニ
過
キ
ス
且
此
分
ト

テ
モ
昨
日
浅
野
氏
ヨ
リ
述
ヘ
タ
ル
如
ク
大
抵
内
地
塩
田
向
ニ
引
当
ツ

ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
粉
炭
ノ
売
方
ニ
付
テ
ハ
差
シ
当
リ
諸
君
ヲ
煩
ハ
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ナ
シ
乍
去
三
池
炭
山
ハ
有
数
ノ
大
鉱
山
ナ
ル
ニ
モ
拘
ラ
ス

出
炭
ノ
増
加
ニ
伴
フ
テ
粉
炭
ノ
増
加
ヲ
致
シ
塊
炭
ノ
割
合
ハ
四
割
四

五
分
ニ
過
キ
ス
且
炭
鉱
ノ
命
脈
モ
向
後
久
シ
ク
継
続
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ

レ
ハ
粉
炭
売
方
ノ
コ
ト
ハ
常
ニ
脳
裡
ニ
入
レ
置
キ
其
塩
田
向
ナ
ル
コ

ト
ヲ
述
ヘ
テ
十
分
販
路
ノ
拡
張
ヲ
計
リ
置
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
旁
以
テ

今
日
粉
炭
ノ
供
給
ハ
寧
ロ
不
足
ヲ
感
ス
ル
程
ナ
ル
モ
新
販
路
ヲ
開
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始
ス
ル
為
メ
ニ
ハ
如
何
様
ナ
ル
繰
合
ヲ
モ
為
ス
コ
ト
ヽ
ス
ベ
シ

次
ニ
売
捌
ニ
尽
力
ス
ヘ
キ
ハ
錆
塊
ナ
リ
錆
塊
ト
ハ
柱
引
ヲ
ナ
ス
場
合

ニ
其
柱
ノ
外
面
ヲ
削
リ
タ
ル
モ
ノ
及
普
通
ノ
塊
炭
ヲ
久
シ
ク
雨
露
ニ

曝
シ
タ
ル
為
メ
黄
色
ニ
変
シ
見
苦
シ
ク
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
等
ノ
混
淆
ヨ

リ
成
ル
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
昨
年
秋
以
来
香
港
ニ
於
テ
三
池
塊
炭
ノ
品

質
ニ
付
苦
情
ア
リ
其
要
旨
ハ
三
池
塊
炭
中
ニ
粉
炭
ノ
混
入
多
キ
コ
ト

并
ニ
錆
炭
ノ
混
入
多
キ
コ
ト
ノ
二
点
ニ
ア
リ
且
此
当
時
錆
塊
ヲ
他
ヘ

売
出
シ
タ
ル
処
見
場
悪
キ
モ
焚
ク
上
ニ
於
テ
ハ
普
通
炭
ト
殆
ン
ト
相

違
ナ
キ
所
ヨ
リ
通
常
塊
モ
鯖
塊
モ
之
レ
ヲ
同
一
ト
見
做
サ
ン
ト
シ
テ

苦
情
ヲ
惹
起
シ
タ
リ
蓋
シ
右
ハ
表
向
ノ
口
実
ニ
シ
テ
其
原
因
ハ
一
昨

年
高
値
ノ
ト
キ
ニ
約
定
シ
タ
ル
値
段
ト
今
日
ノ
相
場
ト
ハ
非
常
ノ
開

キ
ア
ル
ヲ
以
テ
品
質
ノ
不
良
ヲ
名
ト
シ
値
下
ケ
ヲ
ナ
サ
シ
メ
ン
ト
ス
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ル
ニ
在
リ
此
苦
情
ハ
数
々
交
渉
ノ
結
果
昨
年
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末
ニ
於
テ
無
事
其
局
ヲ
結
ヒ
今
年
度
ノ
約
定
モ
成
立
セ
リ
斯
ル
行
キ

掛
リ
モ
ア
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
錆
塊
ノ
品
質
如
何
ノ
事
ハ
一
応
御
承
知
置

ヲ
願
ヒ
タ
シ
今
昨
年
末
ニ
於
ケ
ル
社
船
試
焚
ノ
成
蹟
ニ
依
ル
ニ
通
常

塊
ト
錆
塊
ト
ノ
差
ハ
凡
ソ
五
分
ナ
リ
ト
即
チ
通
常
塊
ナ
レ
ハ
九
屯
半

ニ
シ
テ
可
ナ
ル
処
ヘ
錆
塊
ナ
レ
ハ
十
屯
ヲ
要
ス
ル
勘
定
ニ
シ
テ
此
断

定
ハ
正
鵠
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ト
考
フ
尤
モ
錆
塊
中
ニ
テ
モ
品
質
不
良
ナ

ル
モ
ノ
ハ
一
割
乃
至
一
割
五
分
ノ
差
ア
リ
又
同
シ
錆
塊
ノ
内
ニ
テ
モ

坑
内
ヨ
リ
掘
出
シ
タ
ル
バ
カ
リ
ノ
モ
ノ
ハ
殆
ン
ト
塊
炭
ト
其
消
費
高

ニ
於
テ
等
差
ナ
シ
ト
云
フ
テ
可
ナ
リ
又
錆
塊
ノ
値
段
ヲ
立
ツ
ル
ニ
ハ

右
ニ
述
ヘ
タ
ル
消
費
高
五
分
ノ
差
ト
使
用
者
ノ
徳
分
ト
ヲ
見
込
ミ
塊

炭
ヨ
リ
一
割
落
ニ
シ
テ
売
捌
方
ヲ
海
外
支
店
ニ
指
図
シ
ア
リ
即
消
費

高
五
分
ノ
差
ト
使
用
者
ノ
徳
分
ヲ
五
分
ト
見
積
リ
タ
リ
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錆
塊
ハ
随
分
人
ニ
依
リ
テ
ハ
通
常
塊
ト
効
力
ニ
於
テ
ハ
差
異
ナ
シ
ト

云
フ
モ
ノ
ア
レ
ト
モ
長
ク
雨
露
ニ
曝
シ
タ
ル
モ
ノ
及
錆
ノ
殊
ニ
太
甚

シ
キ
部
分
ヲ
集
メ
タ
ル
モ
ノ
ハ
一
見
其
見
場
ノ
悪
シ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

消
費
高
ニ
於
テ
モ
大
差
ア
ル
ベ
シ
而
シ
テ
其
等
上
等
錆
塊
ト
下
等
錆

塊
ノ
区
別
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
中
々
困
難
ナ
リ
昨
年
末
三
池
ニ
赴
キ
タ
ル

ト
キ
大
ノ
浦
ノ
柱
引
セ
ル
炭
ヲ
殊
更
ニ
坑
内
ヨ
リ
取
寄
セ
試
験
セ
リ

即
チ
柱
ノ
外
側
ヲ
剥
キ
タ
ル
モ
ノ
尚
ホ
一
坑
内
ノ
剥
キ
タ
ル
モ
ノ
今

一
ツ
内
ヲ
剥
キ
タ
ル
モ
ノ
并
ニ
純
粋
ノ
柱
ノ
心
ト
ヲ
区
別
シ
テ
取
寄

セ
一
々
之
ヲ
割
リ
テ
仔
細
ニ
検
分
シ
タ
ル
モ
一
番
外
側
ニ
ア
ル
分
ハ

随
分
赤
錆
ト
ナ
リ
見
場
甚
タ
悪
ケ
リ
第
二
番
目
ノ
分
ハ
最
初
ノ
分
程

甚
シ
カ
ラ
サ
ル
モ
尚
多
少
石
炭
ノ
表
面
ニ
黄
色
ヲ
帯
ヒ
之
ヲ
打
砕
キ

テ
内
部
ヲ
見
ル
ニ
矢
張
其
錆
ノ
筋
ガ
内
部
迄
通
リ
居
レ
リ
又
第
三
番

目
ハ
第
二
番
目
ヨ
リ
ハ
一
層
錆
少
ク
又
柱
ノ
心
ニ
至
リ
テ
ハ
殆
ン
ト

普
通
ノ
上
等
炭

�
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ト
異
ナ
ラ
ス
従
テ
其
上
等
ノ
部
分
ハ
地
山
ニ
混
淆
シ
テ
出
ス
モ
少
シ

モ
外
見
変
リ
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
効
力
ニ
於
テ
差
異
ア
ル
コ
ト
ナ
シ

乍
併
地
山
ト
柱
引
ノ
心
ト
ノ
差
ハ
少
シ
ニ
テ
モ
永
ク
外
ニ
置
ク
ト
キ

ハ
其
結
果
著
シ
ク
表
顕
ス
即
地
山
ハ
容
易
ニ
錆
ノ
出
ツ
ル
コ
ト
ナ
キ

モ
柱
ノ
ノ
心
ハ
少
シ
ク
永
ク
外
ニ
置
ケ
ハ
黄
色
ヲ
帯
フ
ル
ニ
至
ル
是

故
ニ
口
ノ
津
ヨ
リ
直
ニ
送
リ
出
シ
且
消
費
者
ノ
手
ニ
直
ニ
売
却
ス
ル

モ
ノ
ナ
レ
ハ
柱
ノ
心
ヲ
通
常
塊
ニ
混
合
ス
ル
モ
苦
情
ヲ
受
ク
ル
憂
ナ

シ
ト
雖
モ
若
シ
遠
方
ヘ
送
リ
出
ス
カ
又
ハ
消
費
者
ニ
直
チ
ニ
引
渡
サ

ス
一
ト
先
之
ヲ
貯
蔵
シ
臨
時
売
ニ
引
当
ル
カ
如
キ
場
合
ニ
ハ
柱
引
ヲ

積
出
ス
コ
ト
ハ
避
ケ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
錆
塊
ハ
先
ツ
通

常
塊
ヨ
リ
一
割
引
ニ
テ
売
却
シ
テ
相
当
ナ
リ
尤
モ
錆
塊
中
ニ
随
分
久
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シ
ク
外
ニ
置
キ
タ
ル
モ
ノ
若
ク
ハ
通
常
塊
中
ニ
混
シ
居
リ
タ
ル
石
ヲ

取
除
ケ
タ
ル
カ
如
キ
劣
等
ノ
モ
ノ
ア
リ
此
等
ハ
別
ニ
区
別
ヲ
ナ
シ
置

キ
社
船
又
ハ
山
ノ
焚
料
ト
シ
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販
売
口
ニ
ハ
決
シ
テ
振
リ
向
ケ
サ
ル
ナ
リ

錆
塊
ハ
八
万
屯
ノ
出
炭
ア
ル
モ
其
内
社
船
并
ニ
月
雇
船
ノ
焚
料
ニ
三

万
屯
ヲ
消
費
シ
残
リ
五
万
屯
ノ
内
既
ニ
売
却
シ
タ
ル
モ
ノ
及
確
カ
ニ

売
約
ノ
出
来
ヘ
キ
モ
ノ
二
万
屯
内
外
ハ
之
ア
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
結
局
向

後
売
捌
方
ヲ
努
ム
ヘ
キ
数
量
ハ
三
万
屯
ナ
リ
而
シ
テ
此
錆
塊
ハ
外
見

悪
シ
キ
モ
其
効
能
ニ
至
リ
テ
ハ
僅
カ
ニ
五
分
ノ
差
ア
ル
ノ
ミ
ナ
レ
ハ

得
意
先
ヘ
其
徳
用
向
ナ
ル
コ
ト
ヲ
述
ヘ
買
取
リ
方
ヲ
勧
説
セ
ラ
レ
ン

コ
ト
ヲ
望
ム
尤
モ
海
外
ニ
於
ケ
ル
約
定
口
ニ
ハ
可
成
通
常
塊
炭
ヲ
売

約
シ
錆
塊
ハ
臨
時
売
ニ
引
当
テ
タ
シ
長
崎
門
司
神
戸
横
浜
等
ニ
於
テ

ハ
不
絶
少
シ
宛
ニ
テ
モ
取
寄
セ
置
キ
得
意
ヲ
勧
誘
シ
テ
売
込
方
ヲ
心

配
セ
ラ
レ
タ
シ
一
ケ
年
三
万
屯
即
一
ケ
月
二
千
五
百
屯
宛
ハ
売
却
セ

サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ

粉
炭
ノ
コ
ト
ハ
別
ニ
述
ヘ
タ
ル
カ
尚
此
通
常
粉
炭
ノ
外
ニ
錆
〔
数
文

字
消
失
〕
ル
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粉
炭
ア
リ
之
ハ
出
炭
三
万
屯
ノ
内
既
ニ
一
万
二
三
千
屯
ヲ
売
約
シ
タ

レ
ハ
残
炭
ハ
一
万
七
千
屯
内
外
ニ
過
キ
ス
且
之
ハ
炭
山
ノ
焚
料
ニ
引

当
テ
ア
リ
然
レ
ト
モ
値
段
次
第
ニ
テ
ハ
之
ヲ
売
却
シ
テ
炭
山
ノ
タ
メ

利
益
ヲ
増
進
ス
ル
コ
ト
ハ
素
ヨ
リ
努
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
蓋
シ
粉
炭
ハ

随
分
売
約
ヲ
取
結
ビ
タ
ル
モ
何
分
沢
山
出
ツ
ル
粉
炭
ノ
コ
ト
ユ
ヘ
長

ク
置
キ
品
質
悪
シ
ク
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
モ
生
ス
ヘ
ク
又
最
初
ヨ
リ
錆
粉

ノ
如
ク
見
場
ノ
悪
シ
キ
モ
ノ
モ
ア
ル
ヘ
シ
而
シ
テ
当
時
三
池
粉
ノ
上

物
ハ
三
池
浜
手
取
三
円
見
当
ニ
テ
売
却
シ
ツ
ヽ
ア
レ
ト
モ
若
シ
得
意

先
ニ
ヨ
リ
安
物
ヲ
望
ム
場
合
ニ
ハ
或
ハ
劣
等
粉
ヲ
当
嵌
メ
テ
モ
可
也

即
チ
錆
粉
ナ
レ
ハ
凡
ソ
一
円
八
十
銭
見
当
ニ
シ
テ
通
常
粉
炭
ニ
比
ス

レ
ハ
大
ニ
値
開
キ
ア
リ
斯
ノ
如
ク
同
シ
粉
炭
中
ニ
モ
段
階
ア
リ
永
ク

置
キ
タ
ル
粉
炭
又
ハ
錆
粉
ノ
如
ク
品
質
最
モ
悪
シ
キ
モ
ノ
ハ
一
円
七

八
十
銭
ニ
テ
モ
売
却
ス
ヘ
ク
其
以
上
上
等
粉
炭
ナ
レ
ハ
三
円
位
ニ
売

却
シ
又
次
品
ハ
二
円
五
十
銭
位
ニ
売
却
ス

�

【
八
回
　

（
ｂ
】

故
ニ
豊
筑
ノ
安
物
等
ニ
比
シ
三
池
粉
ノ
三
円
ハ
高
過
キ
ル
ト
云
フ
モ

ノ
ア
レ
ハ
錆
粉
ノ
如
キ
安
物
ヲ
売
込
ム
コ
ト
ニ
尽
力
セ
ラ
レ
タ
シ

三
池
石
炭
売
リ
方
ノ
コ
ト
ハ
大
要
上
ニ
述
ヘ
タ
ル
如
ク
ナ
ル
カ
尚
進

ン
テ
少
シ
ク
山
野
石
炭
ノ
事
ヲ
述
ブ
ベ
シ

昨
年
余
ノ
九
州
ニ
赴
キ
タ
ル
序
ヲ
以
テ
山
野
ヘ
モ
立
寄
リ
採
掘
ノ
有

様
ヲ
一
見
セ
リ
其
時
ニ
既
ニ
手
順
モ
整
ヒ
従
テ
出
炭
モ
増
加
シ
五
尺

炭
ト
八
尺
炭
ト
双
方
ニ
テ
一
日
千
箱
ヲ
出
セ
リ
凡
ソ
四
百
二
十
屯
宛
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ナ
リ
而
シ
テ
五
尺
ノ
方
ハ
大
分
深
ク
堀
リ
進
ミ
タ
ル
故
稍
一
定
ノ
石

炭
出
ツ
ル
モ
八
尺
ノ
方
ハ
未
タ
口
元
ナ
ル
故
石
炭
柔
ク
且
水
分
多
シ

最
初
門
司
ノ
石
炭
買
場
ニ
テ
検
分
シ
タ
ル
処
ニ
テ
ハ
外
見
悪
ク
粉
分

多
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
塊
炭
ニ
モ
泥
付
着
シ
居
リ
余
リ
賞
賛
ノ
出
来
サ
ル

炭
質
ニ
見
受
ケ
タ
ル
モ
社
船
ニ
テ
焚
試
ミ
タ
ル
結
果
ハ
大
ニ
宜
シ
ク

殆
ン
ト
金
田
豊
国
ト
逕
庭
ヲ
見
ス
然
ル
ニ
門
司
又
ハ

�

【
八
回
　

（
ａ
】

大
阪
等
ニ
於
テ
売
試
ム
ル
モ
未
タ
其
名
前
并
ニ
品
質
ノ
世
人
ニ
知
ラ

レ
サ
ル
故
ニ
ヤ
今
日
未
タ
上
値
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
然
レ
ト

モ
社
船
ニ
於
テ
焚
試
ノ
結
果
ハ
右
ニ
述
フ
ル
カ
如
ク
良
好
ナ
レ
ハ
仮

令
豊
前
ノ
一
等
炭
程
ニ
ハ
行
カ
ス
ト
ス
ル
モ
大
ノ
浦
三
尺
乃
至
之
ト

同
等
炭
ヨ
リ
ハ
飛
離
レ
豊
前
ノ
一
等
炭
ニ
近
キ
値
段
ニ
迄
ハ
必
ス
売

却
シ
得
ル
ナ
ル
ヘ
シ
又
粉
炭
モ
今
日
ハ
若
松
受
渡
十
三
円
位
ニ
売
却

シ
ツ
ヽ
ア
レ
ト
モ
之
ト
テ
モ
品
質
ノ
可
ナ
ル
ヲ
知
ル
上
ハ
十
五
円
ニ

モ
十
五
円
五
十
銭
ニ
モ
売
行
ク
ナ
ル
ヘ
シ
今
炭
山
ニ
就
キ
親
シ
ク
取

調
ヘ
タ
ル
所
ニ
依
レ
ハ
山
野
炭
ノ
外
見
悪
シ
キ
ハ
五
尺
ト
八
尺
ト
ヲ

混
ス
ル
ニ
依
レ
リ
即
チ
五
尺
ハ
最
早
品
質
ノ
一
定
シ
タ
ル
石
炭
産
出

ス
ル
ヲ
以
テ
之
ノ
ミ
ヲ
出
荷
ス
ル
ト
キ
ハ
外
見
悪
シ
カ
ラ
サ
ル
ノ
ミ

ナ
ラ
ス
粉
炭
ト
雖
モ
十
五
六
円
位
ニ
ハ
売
行
ク
ヘ
キ
モ
今
日
ハ
八
尺

炭
ヲ
混
淆
ノ
侭
出
荷
ス
ル
ヲ
以
テ
外
見
悪
シ
ク
値
段
モ
低
廉
ナ
ル
ヲ

免
カ
レ
サ
ル
ナ
リ
去
リ
ト
テ
之
ヲ
区
別
ス
ル
ト
キ
ハ
採
炭
費
ヲ
増
加

ス
ル
コ
ト
尠

�

【
八
回
　

（
ｂ
】

少
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
混
淆
ス
ル
コ
ト
ハ
山
ノ
都
合
上
致
方
ナ
キ

事
共
ナ
リ
余
ハ
試
ミ
ニ
五
尺
ト
八
尺
ト
ヲ
区
分
ス
ル
ノ
説
ヲ
主
唱
シ

タ
ル
所
島
田
事
務
長
答
ヘ
テ
曰
ク
八
尺
炭
ハ
当
時
口
元
ヲ
採
掘
ス
ル

ニ
止
ル
ヲ
以
テ
水
分
多
キ
モ
向
来
非
常
ニ
有
望
ナ
リ
其
証
拠
ニ
ハ
奥

ニ
進
ム
ニ
従
ヒ
炭
質
堅
キ
ヲ
致
ス
ヲ
以
テ
今
一
ト
辛
抱
ヲ
為
ス
ト
キ

ハ
必
ス
ヤ
五
尺
ニ
劣
ラ
サ
ル
否
五
尺
ヨ
リ
モ
優
リ
タ
ル
石
炭
ヲ
得
ヘ

キ
ヤ
モ
難
計
云
々
ト
若
シ
八
尺
炭
ノ
品
質
カ
五
尺
炭
ニ
勝
リ
シ
ニ
ハ

山
ニ
取
リ
此
上
ナ
キ
仕
合
ナ
リ
ト
謂
フ
可
シ
而
シ
テ
八
尺
炭
ヲ
山
ニ

テ
焚
キ
タ
ル
模
様
ヲ
聞
キ
又
実
地
之
ヲ
試
験
シ
タ
ル
モ
外
見
ノ
悪
ク

泥
ノ
塗
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
モ
焚
ヘ
方
宜
シ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
灰
分
少
ナ

ク
大
ニ
島
田
事
務
長
ノ
言
ト
思
ヒ
合
ハ
サ
レ
タ
リ
今
日
ハ
未
タ
出
炭

少
キ
ヲ
以
テ
五
尺
ト
八
尺
ト
ヲ
混
合
ス
ル
モ
差
支
ナ
シ
ト
雖
モ
出
炭

漸
ク
多
キ
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
区
別
ス
ヘ
ク
殊
ニ
尚
ホ
堀
リ
進
ム
モ

八
尺
炭
ハ
依
然
見
場
宜
シ
カ
ラ
ス
ト
セ
ハ
尚
更
以
テ
区
別

�

【
八
回
　

（
ａ
】

ヲ
為
ス
コ
ト
肝
要
ナ
ル
ヘ
シ
又
売
リ
方
ニ
大
ノ
関
係
ア
ル
ヲ
以
テ
今

後
不
絶
山
元
ニ
於
テ
八
尺
炭
ト
五
尺
炭
ト
ヲ
区
別
シ
試
焚
ヲ
為
ス
事

ニ
致
度
差
当
リ
望
ム
所
ハ
塊
ハ
塊
、
粉
ハ
粉
ト
シ
テ
五
尺
ト
八
尺
ト
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ヲ
区
別
シ
焚
キ
試
ミ
タ
ル
結
果
ヲ
知
リ
度
又
之
ヲ
混
合
シ
テ
焚
キ
試

ミ
タ
ル
比
較
ノ
報
告
ヲ
モ
得
タ
シ
ト
申
述
ヘ
置
キ
タ
リ

山
野
石
炭
ハ
最
初
ボ
ー
リ
ン
グ
ニ
テ
見
本
ヲ
取
リ
タ
ル
際
ニ
ハ
非
常

ニ
良
質
ノ
石
炭
ト
鑑
定
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
大
ニ
楽
ミ
居
リ
タ
ル
処

昨
年
採
掘
ノ
初
メ
ニ
出
テ
タ
ル
石
炭
ハ
見
掛
ケ
非
常
ニ
悪
ク
炭
質
可

ナ
ラ
ス
聊
失
望
シ
タ
ル
モ
其
後
社
船
ニ
於
テ
焚
キ
試
ミ
又
過
般
余
ノ

検
分
シ
タ
ル
所
ニ
テ
ハ
品
質
大
ニ
良
好
ニ
シ
テ
金
田
豊
国
ニ
モ
劣
ラ

サ
ル
位
ナ
レ
ハ
海
外
ハ
勿
論
内
地
ニ
於
テ
モ
上
等
炭
ト
シ
テ
大
ニ
売

捌
方
ニ
努
メ
ラ
レ
タ
シ
而
シ
テ
値
段
ハ
筑
豊
上
等
炭
同
様
ノ
上
値
ニ

ハ
行
カ
ス
ト
ス
ル
モ
可
成
之
ニ
近
キ

�

【
八
回
　

（
ｂ
】

値
段
ニ
テ
売
捌
キ
タ
シ
尤
モ
未
タ
炭
質
并
其
名
前
サ
ヘ
モ
知
ラ
サ
ル

人
多
キ
ヲ
以
テ
売
拡
メ
ノ
為
メ
ニ
ハ
多
少
安
値
ニ
販
売
ス
ル
モ
差
支

ナ
ク
又
得
意
ニ
依
リ
テ
ハ
十
屯
乃
至
二
十
屯
位
ハ
特
別
安
値
ニ
売
却

ス
ル
モ
差
支
ナ
シ

◎�

小
田
柿
　
三
池
塊
炭
ハ
桑
港
又
ハ
ホ
ノ
ル
ヽ
等
ノ
新
市
場
ニ
対
シ
テ

ハ
口
ノ
津
手
取
何
程
ニ
テ
売
却
シ
可
ナ
ル
ヤ

◎�

上
田
　
桑
港
并
ホ
ノ
ル
ヽ
向
ケ
ハ
別
段
値
段
ニ
制
限
ヲ
設
ケ
ス
二
三

年
前
桑
港
ヘ
三
池
炭
ヲ
送
リ
テ
売
却
セ
シ
コ
ト
ア
リ
其
時
ハ
十
分
ノ

値
段
ト
ハ
行
カ
サ
リ
シ
モ
先
以
テ
一
杯
々
々
ノ
計
算
ナ
リ
シ
其
後
ハ

桑
港
地
方
ノ
石
炭
并
豪
州
英
国
等
ノ
石
炭
ニ
圧
倒
セ
ラ
レ
日
本
炭
ハ

引
合
ハ
サ
ル
結
果
ト
ナ
リ
殆
ン
ト
断
念
シ
タ
リ
シ
モ
近
頃
再
ヒ
生
気

ヲ
生
シ
今
少
シ
ク
桑
港
ノ
相
場
高
ケ
レ
ハ
引
合
フ
ヘ
キ
見
込
ア
リ
故

ニ
今
日
ノ
処
ハ
苟
モ
先
方

�

【
八
回
　
（1
ａ
】

ヨ
リ
注
文
ア
ラ
ハ
値
段
ニ
拘
ラ
ス
跡
ノ
商
売
ヲ
作
リ
得
ル
ノ
楽
ミ
ア

レ
ハ
積
送
ル
ヘ
キ
覚
悟
ナ
リ
従
テ
先
般
桑
港
并
倫
敦
ヨ
リ
問
合
ア
リ

タ
ル
際
ニ
ハ
口
ノ
津
舟
乗
五
円
、
又
或
ル
場
合
ニ
ハ
四
円
ニ
テ
モ
可

ナ
リ
ト
申
送
リ
タ
リ
今
後
桑
港
ニ
於
テ
ハ
折
角
同
地
并
ホ
ノ
ル
ヽ
ヘ

売
込
方
ヲ
努
メ
ラ
レ
タ
シ
〔
数
文
字
消
失
カ
〕

夫
ニ
付
テ
最
モ
困
難
ナ
ル
ハ
雇
船
ノ
容
易
ニ
手
ニ
入
ラ
サ
ル
点
ニ
在

リ〔カ
〕故ニ
第
一
着
ニ
雇
船
ニ
注
意
シ
割
安
ノ
船
ア
レ
ハ
透
カ
サ
ス
之
ヲ

雇
入
ル
ヽ
コ
ト
ニ
致
シ
タ
シ
今
日
ハ
ト
ラ
ン
ス
バ
ー
ル
事
件
ア
リ
テ

英
炭
高
ク
其
結
果
コ
ロ
ン
ボ
ヘ
モ
日
本
炭
輸
入
セ
ラ
レ
又
孟
買
ヨ
リ

モ
中
下
等
炭
ハ
常
ニ
注
文
ア
リ
為
此
是
非
共
レ
ギ
ュ
ラ
ー
シ
ツ
プ
メ

ン
ト
ト
シ
テ
送
リ
度
考
ナ
ル
モ
郵
船
会
社
ノ
船
ハ
殆
ン
ト
三
菱
ト
内

約
済
ニ
テ
相
談
ト
ナ
ラ
ス
又
Ｐ
Ｏ
会
社
船
ヘ
積
込
ノ
事
モ
行
ハ
レ
ス

又
孟
買
倫
敦
両
店
ヘ
数
回
電
信
往
復
シ
タ
ル
モ
雇
船
手
ニ
入
ラ
ス
大

ニ
遺
憾
ニ
感
シ
居
リ
タ
ル
カ
幸
ヒ
コ
ロ
ン
ボ
向
ケ
ハ
過
般
来
二
艘
丈

�

【
八
回
　
（1
ｂ
】

雇
船
ノ
都
合
付
キ
タ
リ
之
ヨ
リ
先
キ
仏
郵
ヨ
リ
今
年
中
二
万
屯
程
コ
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ロ
ン
ボ
売
渡
ノ
約
定
ヲ
取
結
ヒ
度
旨
当
社
并
炭
砿
鉄
道
ヘ
申
込
ア
リ

タ
リ
然
ル
ニ
雇
船
ノ
コ
ト
心
配
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
仏
郵
ノ
横
浜
ノ
エ
ゼ

ン
ト
ニ
申
送
リ
雇
船
ノ
都
合
付
カ
サ
ル
ヲ
以
テ
一
ケ
年
ノ
約
定
ヲ
為

ス
コ
ト
ハ
不
能
ナ
ル
モ
雇
船
ノ
手
ニ
入
リ
タ
ル
際
随
時
に
相
談
ヲ
為

ス
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何
ト
申
入
レ
タ
ル
ニ
幸
ニ
モ
先
方
ノ
同
意
ヲ
得

爾
来
一
月
積
一
艘
ニ
月
三
月
積
一
艘
ヲ
売
約
セ
リ
此
二
艘
ノ
雇
船
ハ

倫
敦
ニ
於
テ
心
配
ノ
結
果
可
也
ノ
値
段
ニ
テ
売
約
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ

リ
尚
年
末
迄
ニ
ハ
三
四
艘
分
ヲ
送
リ
出
シ
度
考
ナ
リ
其
他
西
貢
ヘ
モ

時
々
送
荷
ス
ヘ
ク
又
馬
尼
剌
ヨ
リ
モ
近
頃
注
文
聊
カ
増
加
シ
来
リ
唐

津
炭
ヲ
送
荷
シ
ツ
ヽ
ア
リ
要
之
海
外
送
リ
ハ
勿
論
内
地
送
リ
ノ
モ
ノ

モ
船
舶
ノ
欠
乏
ニ
苦
シ
ミ
ツ
ヽ
ア
ル
際
ナ
レ
ハ
内
外
各
店
共
十
分
注

意
ヲ
加
ヘ
汽
船
ト
和
船
ト
ヲ
問
ハ
ス
雇
船
ヲ
望
ム
者
ア
レ
ハ
逃
カ
サ

ス
之
ヲ
雇
入
レ
然
ル
後
石

�

【
八
回
　
（（
ａ
】

炭
ノ
相
談
ニ
着
手
ス
ル
モ
差
支
ナ
キ
位
ナ
リ
此
点
ハ
十
分
に
注
意
ヲ

望
ム

◎�

浅
野
　
炭
山
ニ
二
万
屯
ノ
小
塊
ア
リ
之
ヲ
粉
炭
ト
混
ス
ル
ノ
談
ア
リ

◎�

上
田
　
今
一
ツ
ハ
先
ニ
述
ヘ
タ
ル
洗
滌
小
塊
ナ
リ
之
ハ
今
年
初
メ
テ

造
リ
出
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
之
ト
同
時
ニ
昨
年
作
リ
タ
ル
切
込
ヲ
廃

セ
リ
然
ル
ニ
近
頃
他
ノ
炭
山
ヨ
リ
採
掘
セ
ラ
ル
ヽ
粉
炭
ヲ
見
ル
ニ
従

来
切
込
ト
称
シ
来
リ
タ
ル
モ
ノ
ヽ
如
ク
又
或
ル
山
ヨ
リ
出
ツ
ル
粉
炭

ハ
切
込
ヨ
リ
モ
尚
一
層
小
塊
ヲ
含
ム
コ
ト
多
シ
一
言
以
蔽
之
三
池
ノ

粉
炭
ハ
純
粋
ノ
細
末
ノ
ミ
ナ
ル
モ
他
炭
坑
ノ
分
ハ
塊
ノ
混
シ
方
多
ク

従
テ
見
場
宜
シ
尤
モ
赤
池
ノ
篩
ヒ
方
ハ
三
池
ト
同
一
ナ
ル
ヲ
以
テ
赤

池
粉
炭
ハ
三
池
粉
炭
ト
同
一
ナ
レ
ト
モ
其
他
ハ
概
シ
テ
三
池
粉
炭
ヨ

リ
モ
塊
ヲ
含
有
ス
ル
コ
ト
多
ク
三
池
粉
炭
ハ
塊
ヲ
含
マ
サ
ル
ヲ
以
テ

上
値
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヤ
ノ
嫌
ア
リ
故
ニ
寧
ロ
小
塊
ヲ
洗
滌
セ

ス
シ
テ
之
ヲ
粉
炭
ニ
混
合
シ
粉
炭
ノ
見
場
ヲ
良
ク
ス
ル
方
可
ナ
ラ
サ

ル
ヤ
ノ
考
ア
リ
元
来
洗
滌
炭
ト
為
ス
ニ
ハ
粉
末
流

�

【
八
回
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ｂ
】

失
シ
又
石
ヲ
取
除
ク
等
数
量
ノ
減
少
僅
少
ナ
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
一

屯
ニ
付
二
十
銭
内
外
ノ
費
用
ヲ
要
ス
左
レ
ハ
若
シ
粉
炭
ノ
外
見
ヲ
宜

ク
シ
今
日
ヨ
リ
モ
上
値
ニ
売
捌
キ
得
ル
ナ
ラ
ン
ニ
ハ
洗
滌
炭
ヲ
中
止

シ
テ
之
ヲ
粉
炭
ニ
混
合
シ
テ
可
ナ
リ
而
シ
テ
洗
滌
炭
ハ
海
外
ニ
於
テ

既
ニ
二
万
屯
余
ノ
約
定
ヲ
為
シ
得
タ
ル
モ
而
モ
尚
残
存
セ
ル
四
万
有

余
屯
ハ
今
後
容
易
ニ
売
リ
捌
キ
得
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
判
明
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以

テ
今
少
シ
ク
形
勢
ヲ
見
タ
ル
上
若
シ
売
方
思
ハ
シ
カ
ラ
サ
レ
ハ
粉
炭

ノ
品
質
ヲ
良
ク
ス
ル
為
メ
之
ヲ
混
入
ス
ル
カ
若
ク
ハ
又
切
込
炭
ヲ
作

リ
以
テ
洗
滌
炭
ヲ
引
当
テ
ア
ル
モ
ノ
ヲ
片
付
ケ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
此
点

モ
亦
諸
君
ノ
御
注
意
ヲ
乞
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス

◎�

松
尾
　
塊
、
切
込
、
中
塊
、
小
塊
、
粉
炭
ト
云
フ
カ
如
ク
幾
多
ノ
階

級
ニ
分
タ
ス
単
ニ
之
ヲ
塊
粉
ノ
二
種
ニ
分
ツ
コ
ト
ニ
シ
テ
ハ
如
何
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◎�
上
田
　
中
々
其
通
リ
ニ
ハ
参
ラ
サ
ル
ヘ
シ
只
今
折
角
に
相
談
ヲ
為
シ

ツ
ヽ
ア
ル
ハ
洗
滌
炭

�

【
八
回
　
（（
ａ
】

ヲ
止
メ
テ
粉
炭
ニ
混
入
ス
ル
ノ
利
害
如
何
ノ
点
ナ
リ

◎�

松
尾
　
小
塊
三
円
五
十
銭
粉
炭
三
円
ノ
モ
ノ
ヲ
合
シ
三
円
二
十
五
銭

ト
シ
テ
売
却
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何
三
池
粉
炭
ハ
パ
ウ
ダ
ー
ト
モ

云
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
テ
外
見
太
甚
宜
シ
カ
ラ
ス

◎�

浅
野
　
現
在
ノ
二
万
屯
ヲ
粉
炭
ニ
混
入
シ
テ
売
却
ス
ル
ト
セ
ハ
試
験

ノ
為
メ
ニ
モ
相
成
ル
ヘ
シ

◎�

福
原
　
此
方
法
ハ
試
ミ
度
モ
ノ
ナ
リ

尚
一
ツ
述
フ
ヘ
キ
ハ
桑
港
并
ホ
ノ
ル
ヽ
ノ
話
ア
リ
タ
ル
カ
桑
港
ニ
ハ

其
近
辺
ニ
「
ブ
ラ
ツ
ク
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
并
「
ナ
ナ
イ
モ
」
等
ノ

炭
山
ア
リ
又
墺
太
剌
利
亜
ノ
炭
モ
輸
送
セ
ラ
ル
ヽ
ヲ
以
テ
一
時
日
本

炭
ノ
引
合
フ
コ
ト
ア
リ
ト
ス
ル
モ
継
続
ノ
見
込
ナ
シ
ト
考
フ
反
之
ホ

ノ
ル
ヽ
ハ
大
ニ
見
込
ア
リ
蓋
シ
同
地
ヘ
ハ
何
レ
ヨ
リ
持
チ
行
ク
モ
運

賃
高
ク
又
陸
揚
困
難
ニ
シ
テ
多
ク
ノ
日
子
ヲ
要
シ
人
足
賃
亦
極
メ
テ

高
シ
故
ニ

�

【
八
回
　
（（
ｂ
】

ホ
ノ
ル
ヽ
ニ
対
ス
ル
石
炭
商
売
ハ
極
メ
テ
面
倒
ナ
リ
消
費
者
ハ
東
洋

汽
船
会
社
、
Ｏ
．
Ｏ
．
会
社
等
ニ
シ
テ
石
炭
荷
役
ノ
為
メ
本
船
ヲ
桟

橋
ヘ
繋
留
ス
ル
モ
郵
船
到
着
ス
ル
ト
キ
ハ
桟
橋
ヲ
離
レ
サ
ル
ヘ
カ
ラ

ス
去
リ
ト
テ
ス
ト
リ
ー
ム
ニ
テ
上
ケ
ル
ト
キ
ハ
多
ク
ノ
日
子
ヲ
要
ス

為
此
雇
船
容
易
ニ
出
来
難
ク
石
炭
ノ
売
約
可
試
モ
中
々
纏
マ
リ
難
シ

然
ル
ニ
近
頃
東
洋
汽
船
カ
田
川
ヲ
門
司
ニ
テ
買
積
ミ
シ
ホ
ノ
ル
ヽ
ヘ

持
チ
行
キ
タ
ル
旨
ヲ
耳
ニ
セ
リ
故
ニ
当
社
ノ
石
炭
買
積
方
ニ
モ
交
渉

セ
リ
蓋
シ
右
ハ
東
洋
丸
又
ハ
南
洋
丸
等
カ
移
住
民
ヲ
布
哇
ヘ
送
ル
ニ

際
シ
「
バ
ー
ト
、
カ
ー
ゴ
ー
」
ト
シ
テ
積
ミ
行
キ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ

如
此
セ
ハ
先
方
ノ
メ
ー
ル
ノ
桟
橋
ニ
横
付
ケ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
ク
荷

役
上
大
ニ
便
利
ナ
リ
斯
ク
テ
東
洋
汽
船
ヘ
交
渉
ノ
結
果
門
司
乗
六
円

替
ニ
テ
豊
国
塊
炭
千
屯
ヲ
売
却
シ
近
日
汽
船
南
洋
丸
ニ
テ
積
出
ヲ
為

ス
ヘ
キ
筈
ナ
リ
其
結
果
如
何
ニ
依
リ
引
続
キ
売
込
ム
ヘ
キ
筈
ニ
テ
此

方
法
ハ
極
メ
テ
好
都
合

�

【
八
回
　
（（
ａ
】

ナ
リ
乍
去
ホ
ノ
ル
ヽ
ニ
於
ケ
ル
石
炭
ノ
需
用
ハ
メ
ー
ル
ノ
ミ
ニ
止
マ

ラ
サ
ル
ヘ
ク
陸
上
ノ
消
費
高
モ
少
ナ
カ
ラ
サ
ル
ヘ
ケ
レ
ハ
船
ノ
工
夫

サ
ヘ
付
ケ
ハ
積
出
ヲ
致
シ
タ
シ
夫
レ
ニ
ハ
材
木
船
ノ
返
リ
荷
ヲ
利
用

ス
ル
コ
ト
最
モ
可
然
歟

　
　
一
月
二
十
五
日
午
後

◎�
益
田
　
曩
ニ
共
通
計
算
規
定
ヲ
改
正
ス
ル
カ
為
メ
特
別
委
員
ヲ
選
定

シ
置
キ
タ
ル
処
此
度
委
員
ニ
於
テ
下
ノ
如
キ
案
ヲ
協
定
シ
タ
リ
就
テ

ハ
此
案
ニ
付
キ
評
議
ス
ヘ
キ
筈
ナ
ル
モ
本
店
ニ
於
テ
モ
更
ニ
一
ノ
修
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正
案
ヲ
起
草
セ
リ
即
如
左

―
―
―
〈
○
〉
―
―
―

（
特
別
委
員
案
）

　
特
設
部
規
程

第
一
条
　
本
規
程
ヲ
設
ク
ル
ノ
趣
旨
ハ
各
店
間
ニ
於
ケ
ル
競
争
ヲ
避

ケ

�

【
八
回
　
（（
ｂ
】

相
互
ノ
気
脈
ヲ
通
シ
商
務
ノ
敏
活
ヲ
計
ル
ニ
在
リ

第
二
条
　
本
規
程
ニ
依
リ
取
扱
フ
ヘ
キ
商
品
ノ
種
目
ハ
社
長
之
ヲ
定

ム第
三
条
　
本
規
程
ニ
依
ル
取
扱
店
ヲ
分
テ
仕
入
店
、
仲
次
店
及
販
売

店
ノ
三
ト
ス

第
四
条
　
前
条
ノ
各
取
扱
店
中
枢
要
ノ
一
店
ヲ
以
テ
首
部
ト
為
シ
支

店
長
又
ハ
次
長
ヲ
以
テ
部
長
ヲ
兼
務
セ
シ
ム

但
シ
場
合
ニ
依
リ
首
部
ヲ
置
カ
ス
シ
テ
本
規
程
ヲ
準
用
ス
ル
コ
ト
ア

ル
ヘ
シ

第
五
条
　
首
部
ハ
第
一
条
ノ
趣
旨
ヲ
貫
徹
ス
ル
為
メ
営
業
上
ニ
関
シ

主
脳
タ
ル
ノ
任
ニ
当
リ
仕
入
并
ニ
販
売
上
ニ
付
諸
般
ノ
指
揮
ヲ
ナ
ス

モ
ノ
ト
ス

第
六
条
　
首
部
ハ
時
々
関
係
地
ニ
視
察
員
ヲ
派
出
シ
又
ハ
必
要
ト
認

ム
ル
場
合
ニ
ハ
各
関
係
店
長
或
ハ
主
任
者
ヲ
召
集
シ
会
議
ヲ

�

【
八
回
　
（（
ａ
】

開
ク
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
七
条
　
仕
入
、
仲
次
、
販
売
ノ
各
店
ハ
首
部
ノ
指
揮
ニ
従
ヒ
各
自

指
定
ノ
業
務
ヲ
取
扱
フ
ヘ
シ

但
仲
次
店
ハ
仕
入
又
ハ
販
売
店
ノ
直
接
依
頼
ニ
依
リ
取
扱
ヲ
モ
ナ
ス

ヘ
シ

第
八
条
　
首
部
ハ
其
取
扱
物
品
ノ
商
勢
ニ
依
リ
委
託
売
買
ノ
外
特
ニ

社
長
ノ
許
可
ヲ
得
テ
売
越
又
ハ
買
持
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
九
条
　
首
部
ハ
取
扱
物
品
ヨ
リ
生
ス
ル
一
切
ノ
損
益
ヲ
負
担
ス

第
十
条
　
仕
入
、
仲
次
、
販
売
ノ
各
店
ハ
其
取
扱
物
品
ニ
付
自
ラ
利

益
ヲ
収
受
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
期
ス
ヘ
シ
即
チ
仕
入
店
ヨ
リ
首
部
ニ
報
告

ス
ル
物
品
ノ
代
価
ハ
原
価
諸
掛
リ
及
ヒ
其
店
経
費
ノ
実
際
額
ヲ
加
算

シ
タ
ル
最
低
値
段
タ
ル
ヘ
シ

�

【
八
回
　
（（
ｂ
】

仲
次
店
ノ
収
受
ス
ル
所
ハ
依
頼
物
品
取
扱
ニ
要
ス
ル
諸
掛
リ
ノ
実
費

并
其
店
経
費
ノ
実
際
額
タ
ル
ヘ
シ

販
売
店
ノ
売
価
ハ
首
部
ノ
指
揮
ス
ル
売
価
及
予
メ
首
部
ト
協
定
シ
タ

ル
諸
掛
及
其
店
ノ
経
費
ノ
見
積
高
ヲ
加
算
シ
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
ヘ
シ
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第
十
一
条
　
首
部
ト
仕
入
店
并
販
売
店
ノ
間
ハ
専
ラ
親
密
ヲ
旨
ト
シ

仕
入
原
価
ノ
実
際
額
、
販
売
ノ
数
量
代
価
ハ
勿
論
市
場
ノ
景
況
競
争

者
ノ
動
静
取
扱
ノ
実
況
、
売
買
各
別
ノ
損
益
其
他
ノ
事
細
大
ト
ナ
ク

互
ニ
相
通
信
往
復
シ
事
情
ノ
疎
通
ヲ
計
リ
商
務
ノ
活
動
ヲ
期
ス
ヘ
シ

第
十
二
条
　
部
内
各
店
ノ
諸
勘
定
ハ
首
部
ニ
於
テ
之
ヲ
一
括
シ
共
通

計
算
ノ
実
ヲ
挙
ケ
毎
季
末
ノ
損
益
及
取
扱
ノ
成
蹟
ヲ
審
査

�

【
八
回
　
（（
ａ
】

シ
社
長
ニ
報
告
ス
ル
ト
同
時
ニ
各
関
係
店
ニ
通
知
ス
ヘ
シ

第
十
三
条
　
部
長
ハ
業
務
ノ
都
合
ニ
依
リ
関
係
各
支
店
長
ト
協
議
ノ

上
部
員
ノ
進
退
更
迭
等
ニ
付
社
長
ニ
上
申
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
四
条
　
本
規
程
ニ
依
リ
売
買
ス
ル
商
品
ハ
別
ニ
取
扱
細
則
ヲ
設

ケ
社
長
ノ
認
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
実
施
ス
ヘ
シ

　
　
以
上

（
本
店
修
正
案
）

　
　
共
通
計
算
規
程

第
一
条
　
或
ル
商
品
ニ
付
二
店
以
上
ノ
競
争
ヲ
避
ケ
商
売
上
ノ
敏
活

ヲ
計
ル
為
メ
必
要
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
計
算
ヲ
共
通
セ
シ
ム

第
二
条
　
本
規
程
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
商
品
ノ
種
目
ハ
社
長
之
ヲ
定
ム

第
三
条
　
商
売
ノ
統
一
上
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
各
取
扱
店
中

�

【
八
回
　
（（
ｂ
】

枢
要
ナ
ル
一
店
ヲ
以
テ
首
部
ト
為
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
四
条
　
本
規
程
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
商
品
ニ
付
テ
モ
毎
季
ノ
損
益
勘
定

書
ハ
直
接
之
ヲ
本
店
ニ
発
送
ス
ヘ
シ

但
首
部
ヲ
シ
テ
別
ニ
其
勘
定
ヲ
一
括
シ
各
店
ノ
損
益
并
取
扱
ノ
成
蹟

ヲ
審
査
シ
テ
本
店
并
各
取
扱
店
ヘ
報
告
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
五
条
　
本
規
程
ヲ
適
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
商
品
ノ
引
合
并
損
益
負
担
方

等
ニ
付
テ
ハ
各
取
扱
店
ニ
於
テ
協
議
ノ
上
取
扱
細
則
ヲ
設
ケ
社
長
ノ

認
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
実
施
ス
ヘ
シ

　
　
以
上

―
―
―
〈
○
〉
―
―
―

◎�

益
田
　
現
行
ノ
共
通
計
算
規
程
ハ
詳
密
ニ
過
キ
各
種
ノ
商
品
ニ
適

�

【
八
回
　
（（
ａ
】

合
セ
ス
不
便
尠
ナ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
共
通
計
算
規
程
ニ
ハ
各
種
商
品

ニ
通
ス
ヘ
キ
原
則
ノ
ミ
ヲ
掲
ケ
其
細
目
ノ
如
キ
ハ
一
々
各
種
商
品
ニ

対
ス
ル
細
則
中
ニ
之
ヲ
規
定
ス
ル
方
可
然
ト
ノ
事
ヨ
リ
委
員
ヲ
設
ケ

改
正
案
ヲ
協
定
ス
ル
コ
ト
ヽ
為
リ
タ
ル
次
第
ナ
リ
然
ル
ニ
委
員
案
ヲ

見
ル
ニ
依
然
細
目
ニ
亘
リ
為
メ
ニ
本
則
ヲ
適
用
シ
得
サ
ル
モ
ノ
ア
リ

依
テ
更
ラ
ニ
修
正
案
ヲ
起
草
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
要
旨
ハ
如
左

第
一
、
委
員
案
ニ
於
テ
ハ
特
設
部
規
程
ト
名
ケ
タ
ル
モ
特
設
部
ト
ハ



482482

漁
業
部
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
指
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
共
通
計
算
ノ
場
合
ヲ

特
設
部
ト
云
フ
ハ
当
ヲ
得
ス
依
テ
修
正
案
ニ
於
テ
ハ
依
然
共
通
計
算

ノ
文
字
ヲ
襲
用
セ
リ

第
二
、
第
一
案
并
第
ニ
案
ニ
就
テ
ハ
別
ニ
論
ス
ヘ
キ
ナ
シ

第
三
、
棉
花
并
大
豆
大
豆
粕
ノ
如
キ
商
品
ニ
付
テ
ハ
首
部
ノ
設
ケ

�

【
八
回
　
（（
ｂ
】

ア
ル
モ
、
輸
出
米
、
ノ
如
キ
ハ
仕
入
販
売
各
其
首
部
ヲ
異
ニ
シ
又
生

糸
ノ
如
キ
ハ
全
ク
首
部
ノ
設
ケ
ナ
シ
故
ニ
商
売
ノ
統
一
上
必
要
ノ
場

合
ニ
ハ
首
部
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
モ
ア
ル
ヘ
シ
ト
定
メ
タ
リ

第
四
、
委
員
案
ニ
於
テ
ハ
勘
定
ハ
一
切
首
部
ニ
集
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ

タ
ル
モ
斯
ク
テ
ハ
海
外
支
店
カ
首
部
ナ
ル
カ
如
キ
場
合
ニ
内
地
ヨ
リ

一
度
勘
定
書
ヲ
海
外
ヘ
送
リ
之
ヲ
一
括
シ
タ
ル
上
ニ
テ
本
店
ヘ
提
出

ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
時
期
ヲ
失
ス
ル
ノ
恐
ア
リ
依
テ
修
正
案
ニ
於
テ
ハ

共
通
計
算
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
商
品
ノ
損
益
勘
定
書
ト
雖
モ
直
接
之
ヲ
本

店
ニ
提
出
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
改
メ
タ
リ

第
五
、
以
上
規
定
以
外
ノ
コ
ト
ハ
総
テ
之
ヲ
細
則
ニ
譲
リ
委
員
案
ノ

如
ク
細
目
ニ
亘
ラ
ス
以
テ
各
商
品
ニ
適
用
上
不
都
合
勿
ラ
シ
メ
ン
コ

ト
ヲ
期
シ
タ
リ

�

【
八
回
　
（（
ａ
】

尚
右
ノ
点
ニ
付
委
員
ノ
意
見
ヲ
腹
蔵
ナ
ク
述
ヘ
ラ
レ
タ
シ

◎�

飯
田
　
委
員
案
第
九
条
ニ
ハ
首
部
ハ
取
扱
物
品
ヨ
リ
生
ス
ル
一
切
ノ

損
益
ヲ
負
担
ス
ト
ア
リ
然
ル
ニ
棉
花
ノ
如
キ
従
来
販
売
店
ニ
口
銭
ヲ

与
ヘ
来
リ
別
ニ
弊
害
ノ
其
間
ニ
萌
ス
ナ
ク
又
別
ニ
苦
情
ノ
生
シ
タ
ル

コ
ト
ナ
シ
然
ル
ニ
今
遽
ニ
之
ヲ
変
更
ス
ル
ハ
其
所
ヲ
見
ス
寧
ロ
本
店

修
正
案
ノ
如
ク
損
益
負
担
方
法
ノ
如
キ
ハ
一
々
各
商
品
ニ
付
其
細
則

ヲ
以
テ
規
定
ス
ル
所
ニ
任
カ
ス
ノ
自
由
ナ
ル
ニ
若
カ
ス
故
ニ
委
員
案

ハ
之
ヲ
撤
回
シ
テ
ハ
如
何

◎�

遠
藤
　
首
部
ニ
損
益
ヲ
負
担
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ノ
如
キ
之
ヲ
細
則
中
ニ

定
メ
テ
可
ナ
リ

◎�

寺
島
　
損
益
ノ
負
担
方
ハ
細
則
中
ニ
定
ム
ヘ
シ
ト
セ
ハ
棉
花
ニ
就
テ

ハ
販
売
店
ニ
口
銭
ヲ
与
ヘ
大
豆
大
豆
粕
ニ
付
テ
ハ
首
部
其
損
失
ヲ
負

担
ス
ル
ト
云
フ
カ
如
ク
規
定
区
々
ニ
亘
リ
取
扱
店
ノ
不
便
尠
ナ
カ
ラ

ス
寧
ロ

�

【
八
回
　
（（
ｂ
】

之
ヲ
一
定
シ
棉
花
ノ
如
キ
モ
口
銭
ト
云
ハ
ス
販
売
店
ノ
経
費
ト
シ
テ

四
十
銭
ナ
リ
五
十
銭
ナ
リ
ヲ
与
ヘ
大
豆
大
豆
粕
ニ
付
テ
モ
亦
斯
ノ
如

ク
シ
期
末
余
裕
ヲ
生
セ
ハ
之
ヲ
首
部
ニ
附
替
ヘ
不
足
ア
レ
ハ
是
亦
首

部
ヘ
附
廻
ハ
ス
コ
ト
ヽ
ス
ル
方
可
ナ
ラ
サ
ル
カ

◎�
益
田
　
商
品
ニ
依
リ
関
係
店
間
協
議
ノ
上
之
ヲ
定
メ
テ
可
ナ
リ
若
シ

協
議
調
ハ
サ
レ
ハ
本
店
之
ヲ
決
定
ス
ヘ
シ
何
モ
之
ヲ
原
則
ト
シ
テ
掲

ク
ル
ノ
要
ナ
ク
否
ナ
之
ヲ
掲
ク
ル
ト
キ
ハ
却
テ
窮
屈
ヲ
来
タ
ス
ヘ
シ
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◎�
福
井
　
共
通
計
算
規
程
ハ
仕
入
店
ニ
於
テ
口
銭
〔
二
文
字
判
読
不

能
〕
メ
若
ク
ハ
販
売
店
ニ
於
テ
利
益
ヲ
貪
リ
為
メ
ニ
商
売
ノ
成
立
ヲ

〔
二
も
し
く
は
三
文
字
判
読
不
能
〕
ル
カ
如
キ
コ
ト
勿
ラ
シ
メ
ン
カ
為

メ
ニ
之
ヲ
設
ク
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
其
趣
旨
ヲ
明
ラ
カ
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
足

ル
ヘ
キ
条
文
ヲ
掲
ク
ル
ヲ
要
ス

◎�

益
田
　
共
通
計
算
ノ
四
字
ハ
其
趣
旨
ヲ
示
ス
モ
ノ
ナ
リ

�

【
八
回
　
（（
ａ
】

◎�

南
　
寧
ロ
共
通
計
算
規
程
ト
云
フ
カ
如
キ
モ
ノ
ヲ
設
ケ
ス
共
通
計
算

ノ
大
原
則
ヲ
営
業
規
則
中
ニ
明
記
シ
其
他
ハ
凡
テ
細
則
ニ
譲
ル
コ

ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

（
因
ニ
曰
ク
一
同
此
説
ニ
同
意
シ
営
業
規
則
中
ニ
共
通
計
算
ニ
関
ス

ル
一
条
項
ヲ
設
ケ
委
員
案
并
本
店
修
正
案
共
全
廃
ニ
決
ス
）

◎�

益
田
　
商
品
ニ
依
リ
テ
主
店
ヲ
取
極
ム
ル
コ
ト
ハ
如
何

◎�

飯
田
　
各
店
間
相
互
ノ
申
合
ニ
テ
可
ナ
ル
ヘ
ク
本
店
ヨ
リ
通
達
ヲ
受

ク
ル
ト
キ
ハ
却
テ
都
合
宜
シ
カ
ラ
サ
ル
ヘ
シ

◎�

福
井
　
共
通
計
算
ト
為
サ
ヽ
ル
以
上
ハ
本
店
ノ
認
可
ヲ
要
セ
ス

◎�

飯
田
　
現
在
ニ
於
テ
モ
略
ホ
主
店
定
ア
リ
居
ル
姿
ナ
リ

◎�

益
田
　
共
通
計
算
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
何
々
ナ
リ
ヤ
試
ミ
ニ
之
ヲ

列
挙
ス
レ
ハ
凡
ソ
左
ノ
如
ク
ナ
ル
ヘ
キ
カ

�

【
八
回
　
（（
ｂ
】

第
一
、
棉
花

（
関
係
店
）　�

大
阪
、
名
古
屋
、
東
京
、
門
司
、
上
海
、
孟
買
、�

�

紐
育
、
倫
敦

（
主
部
）　
　
大
阪

第
二
、
棉
糸

（
関
係
店
）　�

大
阪
、
東
京
、
名
古
屋
、
香
港
、
上
海
、
天
津
、�

�

営
口

（
主
部
）　
　
大
阪

第
三
、
石
炭

（
関
係
店
）　�

門
司
、
三
池
、
長
崎
、
唐
津
、
若
松
、
口
ノ
津
、�

�

名
古
屋
、
神
戸
、
大
阪
、
東
京
、
横
浜
、
上
海
、�

�

香
港
、
新
嘉
坡
、
倫
敦

（
主
部
）　
　
門
司

�

【
八
回
　
（（
ａ
】

第
四
、
肥
料
、�

雑
穀
（
大
豆
、
小
豆
、
大
豆
粕
、
魚
〆
粕
、
菜
種
粕
、

棉
実
、
棉
実
粕
、
人
造
肥
料
）

（
関
係
店
）　�

兵
庫
、
名
古
屋
、
東
京
、
長
崎
、
三
池
、
口
ノ
津
、

漁
業
部
、
営
口
、
芝
罘
、
上
海
、
天
津

（
主
部
）　
　
兵
庫

第
五
、
輸
出
入
米

（
関
係
店
）　�

兵
庫
、
門
司
、
東
京
、
名
古
屋
、
倫
敦
、
紐
育
、�

�
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香
港
、
新
嘉
坡

（
主
部
）　
　
兵
庫

第
六
、
棉
布

（
関
係
店
）　�

東
京
、
名
古
屋
、
大
阪
、
台
北
、
上
海
、
天
津
、

�

【
八
回
　
（（
ｂ
】

　
　
　
　
　
　
香
港
、
営
口

（
主
部
）　
　
東
京

第
七
、
鉄
道
用
具

（
関
係
店
）　�

東
京
、
大
阪
、
神
戸
、
倫
敦
、
紐
育

（
主
部
）　
　
東
京

第
八
、
麦
粉
小
麦

（
関
係
店
）　�

東
京
、
兵
庫
、
名
古
屋
、
門
司
、
長
崎
、
桑
港
、�

�

関
東
省

（
主
部
）　
　
東
京

◎�

益
田
　
以
上
ハ
共
通
計
算
規
程
ヲ
適
用
シ
来
リ
タ
ル
モ
ノ
又
ハ
新
タ

ニ
適
用
ス
ル
モ
可
然
モ
ノ
ナ
ル
カ
尚
此
外
ニ
共
通
計
算
規
程
ハ
適
用

セ
ス
〔
二
文
字
消
失
〕
其
主
部
ヲ
定
メ
之
ト
引
合
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ア
リ
之
ヲ
掲
ク
レ
ハ
凡
ソ
〔
一
文
字
消
失
〕
ノ

�

【
八
回
　
（1
ａ
】

如
ク
ナ
ル
ヘ
キ
カ

第
一
、
油
類
　
　（
主
部
）
兵
庫

第
二
、
器
械
　
　（
主
部
）
大
阪

第
三
、
金
属
類

　（
甲
）
錫
　
　 

（
主
部
）
大
阪

　（
乙
）
鉛
　
　 

（
主
部
）
東
京

　（
丙
）
鉄
　
　 

（
主
部
）
東
京

第
四
、
毛
類
　
　（
主
部
）
東
京

第
五
、
砂
糖
　
　
主
部
ヲ
定
メ
ス

―
―
―
〈
○
〉
―
―
―

◎�

益
田
　
松
尾
氏
ヨ
リ
関
東
省
掛
ヲ
定
メ
貰
ヒ
タ
シ
手
紙
ヲ
出
ス
モ
返

事
ナ
キ
様
ノ
コ
ト
ア
リ
テ
ハ
海
外
ニ
出
張
セ
ル
者
等
ハ
大
ニ
困
迫
ノ

次
第
ニ
付

�

【
八
回
　
（1
ｂ
】

誰
カ
責
任
ヲ
帯
ヒ
テ
通
信
ノ
事
ヲ
取
扱
フ
掛
ヲ
定
メ
貰
ヒ
タ
シ
ト
ノ

事
ナ
リ
シ
カ
是
ハ
尤
千
万
ノ
事
ナ
レ
ハ
各
店
ニ
通
信
掛
ヲ
置
キ
該
掛

ニ
於
テ
来
帖
ニ
対
シ
テ
ハ
必
ス
返
事
ヲ
出
シ
若
シ
支
店
長
始
メ
各
掛

ニ
於
テ
返
事
ヲ
遅
滞
セ
シ
ケ
ル
モ
ノ
ア
レ
ハ
ド
シ
〳
〵
催
促
ス
ル
コ

ト
ヽ
シ
テ
ハ
如
何

◎�

松
尾
　
大
ニ
結
構
ナ
リ
是
非
其
事
ニ
願
ヒ
タ
シ
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◎�
南
　
各
店
ニ
於
テ
通
信
掛
ヲ
置
ク
コ
ト
ハ
至
極
宜
シ
カ
ラ
ム

◎�
上
田
　
書
記
ニ
取
扱
ハ
セ
ル
モ
可
ナ
リ

◎�

益
田
　
営
業
部
書
記
ノ
如
キ
ハ
通
信
掛
ト
改
称
ス
ヘ
シ

◎�

飯
田
　
通
信
掛
ニ
於
テ
各
掛
ノ
手
紙
ヲ
総
テ
返
事
ス
ル
ト
セ
ハ
大
ニ

不
都
合
ヲ
成
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
例
ヘ
ハ
器
械
又
ハ
綿
花
ニ
関
ス
ル

出
状
ノ
如
シ

◎�

益
田
　
支
店
長
役
場
ノ
手
紙
ノ
ミ
ナ
リ

�

【
八
回
　
（（
ａ
】

◎�

飯
田
　
各
掛
ニ
返
事
ヲ
出
ス
責
任
者
ヲ
定
メ
置
キ
通
信
掛
ハ
手
紙

〔
一
あ
る
い
は
二
文
字
判
読
不
能
〕
リ
タ
ル
後
果
シ
テ
返
事
ヲ
出
シ
タ

ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
取
調
フ
ル
コ
ト
ヽ
ス
ル
カ

◎�

遠
藤
　
通
信
掛
ハ
各
掛
ノ
分
ヲ
モ
返
事
出
シ
ア
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
取
調
フ

ル
コ
ト
ヽ
ス
ヘ
シ

◎�

益
田
　
夫
レ
ニ
テ
可
ナ
リ

◎�

福
井
　
此
事
ハ
本
店
ヨ
リ
命
令
ヲ
下
サ
レ
タ
シ

◎�

益
田
　
一
般
ニ
通
達
ス
ル
コ
ト
ヽ
ス
ヘ
シ

以
上
ヲ
以
テ
大
体
ノ
諮
問
ヲ
了
リ
タ
リ
此
他
尚
器
械
ノ
コ
ト
為
替
ノ

コ
ト
等
二
三
ノ
事
項
ア
レ
ト
モ
右
ハ
専
ラ
東
京
大
阪
神
戸
三
店
ノ
関

係
ナ
レ
ハ
之
ヲ
三
店
ノ
協
議
ニ
任
セ
本
会
ハ
是
ニ
テ
閉
会
ト
為
ス
ヘ

シ
時
祁
寒
ノ
候
ニ
モ
拘
ハ
ラ
ス
諸
君
カ
励
精
此
会
ニ
出
席
シ
熱
心
ニ

諮
問
事
項
ニ
付
意
見
ヲ
吐
露
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
深
ク
其
労
ヲ

�

【
八
回
　
（（
ｂ
】

謝
ス
ル
所
ニ
シ
テ
又
此
会
カ
向
後
商
売
ノ
進
捗
発
達
上
資
ス
ル
所
尠

カ
ラ
サ
ル
ヘ
キ
ハ
余
ノ
信
シ
テ
疑
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
若
シ
夫
レ
諮
問
事

項
ニ
対
ス
ル
多
数
ノ
意
見
ハ
大
体
ニ
於
テ
異
存
ナ
キ
ヲ
以
テ
可
成
其

実
行
ヲ
期
ス
ヘ
ク
其
結
果
ハ
向
後
漸
次
通
達
其
他
業
務
上
ニ
現
ハ

ル
ヽ
所
ヲ
以
テ
了
承
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム

（
会
議
録
大
尾
）
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三
井
物
産
「
内
地
支
店
長
会
議
々
事
録
」（
明
治
三
三
年
）
解
題

■
史
料
の
概
要

こ
こ
に
翻
刻
し
た
史
料
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
一
月
に
開

催
さ
れ
た
三
井
物
産
の
内
地
支
店
長
会
議
の
議
事
録
で
あ
る
（
以
下

「
本
議
事
録
」
と
す
る
）。
本
議
事
録
は
、
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
が

所
蔵
し
て
お
り
、
同
文
庫
目
録
で
の
史
料
情
報
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

請
求
記
号
　
六
四
二

資
料
名
　［
三
井
物
産
］
内
地
支
店
長
会
議
議
事
録

出
版
事
項
　
出
版
地
不
明
、
出
版
者
不
明
、
一
九
三
〇
〔
マ
マ
〕

形
態
・
メ
デ
ィ
ア
媒
体
・
数
量
　
六
（
二
）
冊
、
二
七
㎝

備
考
　
蒟
蒻
版

巻
次
　
第
一
、
二
回
、
三
回
の
一
、
四
回
の
一
・
二
、
第
五
─
八
回

装
丁
は
用
紙
を
中
央
で
折
っ
た
袋
綴
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
部
の
表

に
つ
い
て
は
袋
状
に
せ
ず
折
込
で
綴
ら
れ
て
い
る
。

東
洋
文
庫
に
よ
る
と
、
本
議
事
録
は
「
近
代
中
国
研
究
委
員
会
」

（
当
時
）
が
収
集
し
た
も
の
で
、
恐
ら
く
一
九
五
六
年
頃
に
古
書
店
よ

り
入
手
し
て
い
る
。
入
手
時
点
で
は
六
冊
で
あ
っ
た
も
の
を
東
洋
文
庫

で
現
在
の
二
冊
に
合
本
製
本
し
た
と
の
こ
と
で
あ
）
（
（

る
。

請
求
記
号
六
四
二
が
記
さ
れ
た
ラ
ベ
ル
が
、
第
一
回
冒
頭
、
第
二
回

冒
頭
、
第
三
回
冒
頭
、
第
四
回
の
一
冒
頭
、
第
五
回
冒
頭
、
第
七
回
冒

頭
に
貼
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
洋
文
庫
入
手
時
点
（
合
本
製
本
以

前
）
で
の
冊
子
の
構
成
は
、
第
一
回
分
、
第
二
回
分
、
第
三
回
分
、
第

四
回
分
、
第
五
回
分
と
第
六
回
分
、
第
七
回
分
と
第
八
回
分
の
六
冊
で

あ
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

支
店
長
会
議
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
一
月
一
八
日
か
ら
二

五
日
ま
で
の
八
日
に
亘
り
連
日
開
催
さ
れ
、
各
開
催
日
を
一
回
と
数
え

て
議
事
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

各
回
の
丁
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
合
本
第
一
冊
）

　
第
一
回
〔
前
半
〕�

三
二
丁

　
第
一
回
〔
後
半
〕�

二
七
丁

　
第
二
回
〔
前
半
〕�

二
一
丁

　
第
二
回
〔
後
半
〕�

二
二
丁

　
第
三
回
ノ
一
　
　
　
四
二
丁

（
合
本
第
二
冊
）

　
第
四
回
ノ
一
　
　
　
二
五
丁

　
第
四
回
ノ
二
　
　
　
二
三
丁

　
第
五
回
　
　
　
　
　
二
八
丁

　
第
六
回
　
　
　
　
　
一
七
丁

　
第
七
回
　
　
　
　
　
二
一
丁
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第
八
回
　
　
　
　
　
二
一
丁

　
合
計
　
　
　
　
　
　
二
七
九
丁

第
四
回
と
第
五
回
に
つ
い
て
は
午
前
・
午
後
の
区
分
が
明
記
さ
れ
て

い
る
。
第
一
回
と
第
二
回
に
つ
い
て
は
記
載
は
な
い
が
前
半
が
午
前
、

後
半
が
午
後
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
回
に
つ
い
て
は
「
第
三

回
ノ
一
」
の
み
が
あ
り
「
第
三
回
ノ
二
」
は
無
い
が
、
一
九
丁
目
以
降

が
午
後
の
議
事
と
推
測
さ
れ
）
（
（
る
の
で
議
事
録
が
欠
落
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
か
ろ
う
。
第
六
回
・
第
七
回
は
、
丁
数
が
少
な
い
の
で
午
前
も
し

く
は
午
後
の
み
の
開
催
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
第
八
回
に
つ
い
て

は
午
前
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

本
議
事
録
は
、
現
在
ま
で
に
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
三
井
物
産
の

支
店
長
（
支
配
人
）
会
議
の
議
事
録
と
し
て
は
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
種
会
議
の
開
催
自
体
は
さ
ら
に
遡
っ
て
確
認
で
き
る
。

■
議
事
概
略

本
議
事
録
に
は
目
次
は
付
い
て
い
な
い
。
利
用
の
便
を
図
る
た
め
議

事
進
行
の
概
略
を
示
し
て
お
く
。【
　
】
内
は
本
議
事
録
に
記
さ
れ
た

丁
数
で
あ
る
。
た
だ
し
、
原
本
で
は
漢
数
字
で
印
さ
れ
て
い
る
場
合
も

あ
る
。

第
一
回
　
一
月
一
八
日

第
一
回
〔
前
半
〕

＊
序
言
【
（
】

＊
益
田
：
挨
拶
【
（
】

＊
長
谷
川
：
商
売
高
報
告
【
（
】

＊
商
売
別
売
渡
高
表
・
対
全
国
比
【
（
】

＊
輸
出
比
較
表
【
（
】

＊
輸
入
貿
易
比
較
（
表
）【
（
】

＊
福
井
：
東
京
営
業
部
報
告
【
（
】
―
【
（
】

＊
飯
田
：
大
阪
支
店
報
告
【
（
】
―
【
（（
】

＊
遠
藤
：
兵
庫
支
店
報
告
【
（（
】
―
【
（1
】

＊
麦
粉
に
関
す
る
質
疑
【
（1
】

＊
水
谷
：
馬
関
并
門
司
報
告
【
（（
】
―
【
（（
】

＊
石
炭
に
関
す
る
質
疑
【
（（
】

＊
寺
島
：
名
古
屋
支
店
報
告
【
（（
】
―
【
（（
】

＊
呉
：
神
戸
支
店
報
告
【
（（
】
―
【
（（
】

第
一
回
〔
後
半
〕

＊
松
尾
：
長
崎
支
店
報
告
【
（
】
―
【
（
】

＊
南
：
口
ノ
津
支
店
報
告
【
（
】
―
【
（
】

＊
北
村
：
横
浜
支
店
（
生
糸
商
売
）
報
告
【
（
】
―
【
（（
】

＊
平
田
：
漁
業
部
報
告
【
（（
】
―
【
（（
】
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＊
松
尾
：
遼
東
半
島
調
査
報
告
【
（（
】
―
【
（（
】

＊
小
田
柿
：
桑
港
店
報
告
【
（（
】
―
【
（（
】

第
二
回
　
一
月
一
九
日

第
二
回
〔
前
半
〕

＊�

議
案
「
輸
出
商
売
ノ
増
進
ヲ
計
ル
ノ
議
」「
我
社
に
於
テ
従
事
ス
ヘ

キ
輸
出
商
品
ノ
種
類
」【
（
】

＊
羽
二
重
【
（
】
―
【
（
】

＊
紙
【
（
】
―
【
（（
】

＊
材
木
・
鉄
道
枕
木
【
（（
】
―
【
（（
】

第
二
回
〔
後
半
〕

＊
燐
寸
【
（
】
―
【
（
】

＊
昨
年
度
の
営
業
成
績
大
要
【
（
】

＊
綿
布
【
（
】
―
【
（（
】

＊
綿
布
首
部
議
案
【
（（
】

＊
其
他
輸
出
品
（
麦
稈
・
真
田
・
花
筵
）　【
（（
】
―
【
（（
】

＊
輸
出
拡
張
の
た
め
の
組
織
【
（（
】
―
【
（（
】

第
三
回
　
一
月
二
〇
日

＊�

議
案
「
清
国
、
朝
鮮
、
南
洋
各
地
方
ニ
出
張
員
ヲ
常
置
ス
ル
ノ
必
要

得
失
及
其
場
所
」【
（
】
―
【
（（
】

＊
営
業
資
金
並
び
に
金
融
の
現
在
　【
（（
】
―
【
（1
】

＊
議
案
「
営
業
機
関
ノ
設
備
」【
（1
】
―
【
（（
】

第
四
回
　
一
月
二
一
日

第
四
回
ノ
一

＊
議
案
「
運
漕
業
拡
張
ノ
可
否
」【
（
】
―
【
（（
】

＊
議
案
「
石
炭
部
ヲ
門
司
ニ
新
設
ス
ル
ノ
可
否
」【
（（
】
―
【
（（
】

＊
議
案
「
各
支
店
ニ
特
別
掛
リ
員
ヲ
置
ク
ノ
件
」　【
（（
】
―
【
（（
】

第
四
回
ノ
二

＊
庶
務
関
係
議
事
の
要
梗
撮
録
【
（
】
―
【
（
】

＊
営
業
取
扱
手
続
き
【
（
】
―
【
（1
】

＊�

議
案
「
輸
出
入
商
売
拡
張
ノ
目
的
ヲ
以
テ
工
業
家
ニ
資
金
ヲ
貸
与
シ

其
事
業
ヲ
発
達
セ
シ
ム
ル
ノ
可
否
」【
（1
】
―
【
（（
】

第
五
回
　
一
月
二
二
日

＊
議
案
「
共
通
計
算
規
程
ニ
関
ス
ル
件
」【
（
】
―
【
（（
】

＊�「
何
ナ
リ
ト
モ
当
社
ノ
業
務
上
ニ
付
キ
御
心
付
ア
レ
ハ
承
リ
タ
シ
」

【
（（
】
―
【
（（
】
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第
六
回
　
一
月
二
三
日

＊
石
炭
の
こ
と
【
（
】
―
【
（（
】

第
七
回
　
一
月
二
四
日

＊
石
炭
の
こ
と
【
（
】
―
【
（（
】

第
八
回
　
一
月
二
五
日

＊
石
炭
の
こ
と
【
（
】
―
【
（（
】

＊
共
通
計
算
規
程
改
正
案
の
件
【
（（
】
―
【
（（
】

＊
益
田
：
閉
会
の
辞
【
（（
】

■
会
議
の
出
席
者

会
議
出
席
者
を
把
握
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
当
時
の
三
井
物
産
の

店
舗
構
成
と
職
員
数
を
表
Ａ
に
、
会
議
出
席
者
を
表
Ｂ
に
、
当
時
の
社

内
席
次
上
位
職
員
を
表
Ｃ
に
示
し
た
（
末
尾
に
掲
載
）。

本
議
事
録
冒
頭
に
は
「
出
席
者
ハ
内
地
各
支
店
長
并
参
事
、
調
査
課

長
、
漁
業
部
長
心
得
、
桑
港
出
張
員
等
ニ
シ
テ
若
松
出
張
所
長
ハ
店
務

多
繁
ノ
為
出
京
セ
サ
リ
キ
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
通
り
、
国
内
店
の
長

は
若
松
出
張
所
長
以
外
は
全
員
出
席
し
て
お
り
、
海
外
店
は
桑
港
出
張

員
の
小
田
柿
以
外
は
出
席
し
て
い
な
い
。
小
田
柿
が
出
席
し
た
事
情
は

詳
ら
か
で
な
い
。

社
内
席
次
二
〇
位
ま
で
で
見
る
と
、
三
井
家
の
二
名
と
海
外
店
勤
務

者
を
除
く
ほ
ぼ
全
員
が
出
席
し
て
お
り
、
当
時
の
三
井
物
産
幹
部
職
員

を
網
羅
し
た
会
議
と
な
っ
て
い
る
。

会
議
で
は
益
田
孝
が
「
会
長
」
を
務
め
、
議
題
の
趣
旨
説
明
・
論
点

の
提
示
・
参
加
者
へ
の
質
問
な
ど
で
議
事
を
主
導
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
益
田
の
発
言
回
数
が
突
出
し
て
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
出

席
者
の
発
言
は
、
自
店
が
関
わ
る
商
品
あ
る
い
は
担
当
業
務
に
つ
い
て

の
質
疑
に
関
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
福
井
菊
三
郎
（
本
店
営
業

部
長
）
と
長
谷
川
銈
五
郎
（
本
店
参
事
）
に
は
、
担
当
と
直
接
に
は
か

か
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
事
柄
へ
の
発
言
も
散
見
さ
れ
る
。
な
お
、
第

三
回
の
前
半
は
益
田
に
代
わ
っ
て
上
田
安
三
郎
が
会
議
の
「
会
長
」
を

務
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
上
田
の
発
言
回
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

三
井
物
産
の
職
員
以
外
で
は
、
団
琢
磨
（
三
井
鉱
山
専
務
理
事
理
）

が
出
席
し
発
言
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
発
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
第
七

回
以
外
の
回
へ
の
団
の
出
欠
は
不
明
で
あ
る
。

（
（
）　
東
洋
文
庫
図
書
部
・
篠
﨑
陽
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
（
）　
三
日
目
の
午
前
中
は
益
田
孝
が
欠
席
し
上
田
安
三
郎
が
会
議
の
「
会

長
」
を
務
め
て
い
る
が
、
一
九
丁
目
よ
り
益
田
が
「
会
長
」
に
復
帰
し

て
い
る
。

解
題
付
記
　
本
議
事
録
の
存
在
を
翻
刻
者
に
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
鈴
木

邦
夫
氏
が
一
二
月
一
六
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
氏
に
は
第
一
回
か
ら
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第
四
回
の
議
事
録
に
つ
い
て
難
読
箇
所
の
判
読
や
固
有
名
詞
の
確
認
で

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
翻
刻
分
に
つ
い
て
も
ご
協
力
を
申

し
出
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ

に
記
し
て
、
感
謝
と
哀
悼
の
意
を
捧
げ
ま
す
。



491491

表A　三井物産合名会社の本⽀店出張員の構成と職員数（明治
（（ 年 （ ⽉ （（ ⽇現在）

本店・⽀店 出張員 ⽉給者 ⽇給者 合計 構成⽐

東京本店 ＊ （（ （1 （（ （（.（
横須賀 （ （ 1.（
唐津 （ （ （ 1.（
札幌 （ （ 1.（

関東省 （ （ 1.（

横浜⽀店 ＊ （（ （ （1 （.（

⼤阪⽀店 ＊ （（ （ （（ （（.（
呉 （ （ （ 1.（

仁川 （ （ 1.（

名古屋⽀店 ＊ （（ （ （（ （.（

神戸⽀店 ＊ （1 （ （（ （.（

兵庫⽀店 ＊ （（ （ （（ （.（
営口 （ （ 1.（

門司⽀店 ＊ （（ （ （（ （.（

馬関出張所 ＊

若松　注 （ （ （ （ （.（

⻑崎⽀店 ＊ （（ （ （（ （.（
佐世保 （ （ 1.（
杵島 （ （ 1.（

三池⽀店 ＊ （ （ （（ （.（

口ノ津⽀店 ＊ （ （ （（ （.（

北海道漁業部（函館） ＊ （ （ （.（
留萌　注 （ （ （ 1.（
増毛　注 （ （ （ 1.（
択捉　注 （ （ （ （.（
三石　注 （ （ （ （ 1.（

台北⽀店 （ （ （ （.（

天津⽀店 （ （ （ （.（

上海⽀店 （1 （ （（ （.（
芝罘 （ （ 1.（
漢口 （ （ 1.（

香港⽀店 （（ （ （（ （.（
厦門 （ （ 1.（

新嘉坡⽀店 （ （ （.（

孟買⽀店 （ （ （.（

倫敦⽀店 （1 （1 （.（

紐育⽀店 （ （ （.（
桑港 ＊ （ （ 1.（

合計 （（（ （（ （1（ （11.1

出典）　「三井物産合名会社職員録」明治（（年 （ ⽉（（⽇現在（物産（1-11（）。
注 （ ：若松は出張所，留萌・増毛・択捉・三石は⽀部。
注 （ ：＊は明治（（年 （ ⽉の⽀店⻑会議への出席店を示す。
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表Ｂ　内地⽀店⻑会議（（（11 年）出席者と発言回数

整理
番号 氏名 席次 役職

� 発言 回数

第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 合計

（ 益田孝 （ 専務理事 （（ （（ （（ （1 （（ （（ （1 （（ （（（
（ 上田安三郎 （ 理事 （ （ （1 （ （ （ （ （ （（
（ 飯田義⼀ （ ⼤阪・⽀店⻑ （（ （（ （（ （ （ （（
（ 遠藤⼤三郎 （1 兵庫・⽀店⻑ （ （ （ （ （（ （（ （ （（
（ 福井菊三郎 （（ 本店・営業部⻑ （ （（ （ （（ （（ （（ （ （1（
（ 山口俊太郎 （（ 本店・参事，輸出督励掛 （ （ （
（ 呉⼤五郎 （（ 神戸・⽀店⻑ （ （ （（ （1 （（ （ （（
（ ⻑谷川銈五郎 （（ 本店・参事 （ （ （（ （ （（ （ （（ （（
（ 水谷耕平 （（ 門司・⽀店⻑，馬関・出張所⻑ （ （ （1 （ （ （（ （（

（1 福原栄太郎 （（ 本店・石炭課主任 （ （ （ （（
（（ 北村七郎 （1 横浜・⽀店⻑ （ （ （ （（ （（
（（ 寺島昇 （（ 名古屋・⽀店⻑ （ （（ （ （1 （1 （1 （ （ （（
（（ 伊沢良立 （（ 本店・調査課⻑ （ （
（（ ⼤野市太郎 （（ 本店・参事 （ （ （ （ （ （
（（ 松尾⻑太郎 （（ ⻑崎・⽀店⻑ （ （ （ （（ （ （ （ （1
（（ ⼩田柿捨次郎 （（ 桑港・出張員 （ （（ （ （ （ （1
（（ 平田初熊 （（ 函館・漁業部⻑心得 （ （ （ （ （（ （（
（（ 浅野⻑七 （（ 三池・⽀店⻑ （ （ （ （ （（ （ （（
（（ 藤野亀之助 （（ 本店・綿布掛主任 （ （
（1 田中⽂蔵 （（ 本店・庶務課主任 1
（（ 藤田誠⼀郎 （（ 本店・石炭掛主任 （ （（ （（
（（ 南新吾 （（ 口ノ津・⽀店⻑ （ （ （ （ （ （ （ （1
（（ 臼井喜代松 （（ 本店・参事 （ （ （ （ （（
（（ 藤村義朗 （1 本店・船舶課主任 （ （
（（ 団琢磨 ― 三井鉱山・専務理事 （ （

名古屋（寺島カ） （ （

合計 （（� （（（� （（1� （（（� （1（� （1（� （（（� （（� （,1（（�

出典）　三井物産「内地⽀店⻑会議々事録」明治（（年（東洋⽂庫蔵，請求記号（（（），「三井物産合名会社職 員録」明治（（年 （ ⽉（（⽇現在（物産（1−（），「明治三十三年上半期
事業報告」（物産（（（-（）。

注 （ ：原本で （ 字ないし （ 字分を上げて発言者として記載された発言の回数を数えたもの。
注 （ ：田中⽂蔵（整理番号（1）は注 （ の形での発言はないが，「四回ノ⼆」の冒頭で「⼀々議事ノ筆記ヲ 登録スルノ要ナキ」事柄について「単ニ要梗ノミヲ撮録ス」と�
　　　された部分で （ 回発言していることが確認できる。
注 （ ：「内地⽀店⻑会議々事録」で発言が確認できない参加者が他にいた可能性はある。
注 （ ：会議開催中の（（11年 （ ⽉（1⽇付けで，伊沢良立（整理番号（（）は⻑崎⽀店⻑に，松尾⻑太郎（同 （（）は（本店本部）関東省出張員に任命されている。
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表Ｂ　内地⽀店⻑会議（（（11 年）出席者と発言回数

整理
番号 氏名 席次 役職

� 発言 回数

第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 第 （ 回 合計

（ 益田孝 （ 専務理事 （（ （（ （（ （1 （（ （（ （1 （（ （（（
（ 上田安三郎 （ 理事 （ （ （1 （ （ （ （ （ （（
（ 飯田義⼀ （ ⼤阪・⽀店⻑ （（ （（ （（ （ （ （（
（ 遠藤⼤三郎 （1 兵庫・⽀店⻑ （ （ （ （ （（ （（ （ （（
（ 福井菊三郎 （（ 本店・営業部⻑ （ （（ （ （（ （（ （（ （ （1（
（ 山口俊太郎 （（ 本店・参事，輸出督励掛 （ （ （
（ 呉⼤五郎 （（ 神戸・⽀店⻑ （ （ （（ （1 （（ （ （（
（ ⻑谷川銈五郎 （（ 本店・参事 （ （ （（ （ （（ （ （（ （（
（ 水谷耕平 （（ 門司・⽀店⻑，馬関・出張所⻑ （ （ （1 （ （ （（ （（

（1 福原栄太郎 （（ 本店・石炭課主任 （ （ （ （（
（（ 北村七郎 （1 横浜・⽀店⻑ （ （ （ （（ （（
（（ 寺島昇 （（ 名古屋・⽀店⻑ （ （（ （ （1 （1 （1 （ （ （（
（（ 伊沢良立 （（ 本店・調査課⻑ （ （
（（ ⼤野市太郎 （（ 本店・参事 （ （ （ （ （ （
（（ 松尾⻑太郎 （（ ⻑崎・⽀店⻑ （ （ （ （（ （ （ （ （1
（（ ⼩田柿捨次郎 （（ 桑港・出張員 （ （（ （ （ （ （1
（（ 平田初熊 （（ 函館・漁業部⻑心得 （ （ （ （ （（ （（
（（ 浅野⻑七 （（ 三池・⽀店⻑ （ （ （ （ （（ （ （（
（（ 藤野亀之助 （（ 本店・綿布掛主任 （ （
（1 田中⽂蔵 （（ 本店・庶務課主任 1
（（ 藤田誠⼀郎 （（ 本店・石炭掛主任 （ （（ （（
（（ 南新吾 （（ 口ノ津・⽀店⻑ （ （ （ （ （ （ （ （1
（（ 臼井喜代松 （（ 本店・参事 （ （ （ （ （（
（（ 藤村義朗 （1 本店・船舶課主任 （ （
（（ 団琢磨 ― 三井鉱山・専務理事 （ （

名古屋（寺島カ） （ （

合計 （（� （（（� （（1� （（（� （1（� （1（� （（（� （（� （,1（（�

出典）　三井物産「内地⽀店⻑会議々事録」明治（（年（東洋⽂庫蔵，請求記号（（（），「三井物産合名会社職 員録」明治（（年 （ ⽉（（⽇現在（物産（1−（），「明治三十三年上半期
事業報告」（物産（（（-（）。

注 （ ：原本で （ 字ないし （ 字分を上げて発言者として記載された発言の回数を数えたもの。
注 （ ：田中⽂蔵（整理番号（1）は注 （ の形での発言はないが，「四回ノ⼆」の冒頭で「⼀々議事ノ筆記ヲ 登録スルノ要ナキ」事柄について「単ニ要梗ノミヲ撮録ス」と�
　　　された部分で （ 回発言していることが確認できる。
注 （ ：「内地⽀店⻑会議々事録」で発言が確認できない参加者が他にいた可能性はある。
注 （ ：会議開催中の（（11年 （ ⽉（1⽇付けで，伊沢良立（整理番号（（）は⻑崎⽀店⻑に，松尾⻑太郎（同 （（）は（本店本部）関東省出張員に任命されている。
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表Ｃ　三井物産合名会社の社内席次上位職員（明治
（（ 年 （ ⽉現在）

席次 姓名 在勤地名 役名

（ 益田孝 ＊ 本店 専務理事
（ 上田安三郎 ＊ 本店 理事
（ 渡辺専治郎 倫敦 理事，⽀店⻑
（ 三井守之助 本店 （営業部）
（ 三井復太郎 本店 （調査課）
（ 飯田義⼀ ＊ ⼤阪 ⽀店⻑
（ 岩原謙三 紐育 ⽀店⻑
（ 山本條太郎 ⼤阪 ⽀店次⻑，棉花首部⻑
（ ⼩室三吉 上海 ⽀店⻑

（1 遠藤⼤三郎 ＊ 兵庫 ⽀店⻑
（（ 福井菊三郎 ＊ 本店 営業部⻑
（（ 山口俊太郎 ＊ 本店 参事，輸出督励掛
（（ 間島與喜 孟買 ⽀店⻑
（（ 松本為之助 倫敦
（（ 呉⼤五郎 ＊ 神戸 ⽀店⻑
（（ ⻑谷川銈五郎 ＊ 本店 参事
（（ 水谷耕平 門司 ⽀店⻑，馬関出張所⻑
（（ 藤瀬政⼆郎 香港 ⽀店⻑
（（ 福原栄太郎 ＊ 本店 石炭課主任
（1 北村七郎 ＊ 横浜 ⽀店⻑
（（ 竹田貞松 天津 ⽀店⻑
（（ 寺島昇 ＊ 名古屋 ⽀店⻑
（（ 渡辺秀次郎 本店 機械掛主任
（（ 伊沢良立 ＊ 本店 調査課⻑
（（ 安川雄之助 ⼤阪 綿花掛主任

出典）　「三井物産合名会社職員録」明治（（年 （ ⽉（（⽇現在（物産
（1-（），「明治三十三年上半期事業報告」（物産（（（-（）。

注 （ ：席次は上記「職員録」への掲載順による。
注 （ ：＊は（（11年 （ ⽉の⽀店⻑会議出席者を示す。
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三
井
関
係
文
献
目
録　

二
〇
二
二

〈
社
史
な
ど
〉

日
本
医
史
学
会
編
『
医
学
史
事
典
』
丸
善
出
版
　
二
〇
二
二
年
七
月

〈
単
行
本
〉

若
林
幸
男
、
大
島
久
幸
、
山
藤
竜
太
郎
編
著
『
国
際
人
的
資
源
管
理
の

経
営
史
：
戦
前
期
日
本
商
社
の
豪
州
羊
毛
ビ
ジ
ネ
ス
』
日
本
経
済
評

論
社
　
二
〇
二
二
年
一
月

阿
部
武
司
『
日
本
綿
業
史
：
徳
川
期
か
ら
日
中
開
戦
ま
で
』
名
古
屋
大

学
出
版
会
　
二
〇
二
二
年
二
月

末
田
智
樹
『
日
本
百
貨
店
業
発
展
史
：
会
社
史
で
見
る
デ
パ
ー
ト
経

営
』
ゆ
ま
に
書
房
　
二
〇
二
二
年
二
月

巻
島
隆
『
上
州
の
飛
脚
：
輸
送
網
、
金
融
、
情
報
』
み
や
ま
文
庫
　
二

〇
二
二
年
二
月

岡
崎
哲
二
編
『
経
済
史
・
経
営
史
研
究
入
門
：
基
本
文
献
、
理
論
的
枠

組
み
と
史
料
調
査
・
デ
ー
タ
分
析
の
方
法
』
有
斐
閣
　
二
〇
二
二
年

三
月

加
藤
慶
一
郎
『
清
酒
業
の
社
会
経
済
史
：
一
九
／
二
〇
世
紀
の
眺
望
』

大
阪
商
業
大
学
比
較
地
域
研
究
所
研
究
叢
書
　
第
二
一
巻
　
御
茶
の

水
書
房
　
二
〇
二
二
年
三
月

佐
々
木
聡
編
著
『
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
経
営
史
』
新
世
社
　
二
〇
二
二
年
三

月
鈴
木
理
恵
編
『
家
と
子
ど
も
の
社
会
史
：
日
本
に
お
け
る
後
継
者
育
成

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
二
二
年
三
月

福
田
千
鶴
、
藤
實
久
美
子
編
著
『
近
世
日
記
の
世
界
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
　
二
〇
二
二
年
三
月

横
井
勝
彦
『
国
際
武
器
移
転
の
社
会
経
済
史
』
日
本
経
済
評
論
社
　
二

〇
二
二
年
三
月

北
川
勝
彦
、
北
原�

聡
、
西
村
雄
志
、
熊
谷
幸
久
、
柏
原
宏
紀
編
『
概

説
世
界
経
済
史
　
改
訂
版
』
昭
和
堂
　
二
〇
二
二
年
四
月

小
酒
井
大
悟
監
修
『
江
戸
の
町
と
人
々
の
く
ら
し
　
江
戸
時
代
大
百
科���

二
』
ポ
プ
ラ
社
　
二
〇
二
二
年
四
月

小
酒
井
大
悟
監
修
『
江
戸
時
代
の
交
通
　
江
戸
時
代
大
百
科
　
三
』
ポ

プ
ラ
社
　
二
〇
二
二
年
四
月

斎
藤
浩
一
『
日
本
の
「
英
文
法
」
が
で
き
る
ま
で
』
研
究
社
　
二
〇
二

二
年
五
月

武
田
晴
人
『
事
件
か
ら
読
み
と
く
日
本
企
業
史
』
有
斐
閣
　
二
〇
二
二

年
五
月

三
重
宗
久
『
戦
前
日
本
の
自
動
車
レ
ー
ス
史
：
藤
本
軍
次
と
ス
ピ
ー
ド

に
魅
せ
ら
れ
た
男
た
ち
　
一
九
二
二
（
大
正
一
一
年
）
―
一
九
二
五

（
大
正
一
四
年
）』
三
樹
書
房
　
二
〇
二
二
年
五
月

久
保
文
克
『
戦
前
日
本
製
糖
業
の
史
的
研
究
』
文
眞
堂
　
二
〇
二
二
年
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七
月

高
槻
泰
郎
編
著
『
豪
商
の
金
融
史
：
廣
岡
家
文
書
か
ら
解
き
明
か
す
金

融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
　
二
〇
二
二
年
七
月

T
akatsuki�Yasuo,�translated�by�Louisa�R

ubinfien,�T
he D

ojim
a 

rice exchange: from
 rice trading to index futures trading in 

E
do-period Japan,�Japan�Publishing�Industry�Foundation�for�

C
ulture�

（JPIC

）,�（1（（.（

寺
西
重
郎
『
日
本
資
本
主
義
経
済
史
：
文
化
と
制
度
』
勁
草
書
房
　
二

〇
二
二
年
八
月

新
鞍
拓
生
『
九
州
の
企
業
家
麻
生
太
吉
の
産
業
統
治
』
一
粒
書
房
　
二

〇
二
二
年
九
月

市
原
博
『
近
代
日
本
の
技
術
者
と
人
材
形
成
・
人
事
管
理
』
日
本
経
済

評
論
社
　
二
〇
二
二
年
一
〇
月

畑
尚
子
『
大
奥
御
用
商
人
と
そ
の
一
族
：
道
具
商
山
田
屋
の
家
伝
よ

り
』
岩
波
書
店
　
二
〇
二
二
年
一
〇
月

林
采
成
、
武
田
晴
人
編
『
企
業
類
型
と
産
業
育
成
：
東
ア
ジ
ア
の
高
成

長
史
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

猿
島
弘
士
『
総
合
商
社
と
は
な
に
か
：
最
強
の
ビ
ジ
ネ
ス
創
造
企
業
』

平
凡
社
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

〈
論
文�

近
世
〉

村
和
明
「
一
八
世
紀
の
三
井
に
お
け
る
印
判
：
個
人
と
印
判
の
分
離
を

中
心
に
」
日
本
歴
史
学
会
『
日
本
歴
史
』
八
八
四
号
　
二
〇
二
二
年

一
月

畑
尚
子
「
大
奥
女
中
の
上
京
と
三
井
越
後
屋
」
国
史
学
会
『
国
史
学
』

二
三
四
号
　
二
〇
二
二
年
二
月

飯
野
幸
江
「
寛
保
期
か
ら
安
永
持
分
け
直
前
ま
で
の
三
井
両
替
店
一
巻

の
財
務
数
値
」
嘉
悦
大
学
経
営
経
済
学
部
『
嘉
悦
大
学
研
究
論
集
』

六
四
巻
二
号
　
二
〇
二
二
年
三
月

倉
林
重
幸
「
近
世
後
期
大
坂
豪
商
・
廣
岡
九
右
衛
門
家
の
茶
の
湯
」
茶

の
湯
文
化
学
会
『
茶
の
湯
文
化
学
』
三
八
号
　
二
〇
二
二
年
九
月

村
和
明
「
豪
商
と
遊
郭
：
三
井
と
茶
屋
の
関
係
を
中
心
に
」
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
三
五
集
　
二

〇
二
二
年
九
月

平
山
育
男
「
近
世
か
ら
近
代
に
お
け
る
建
築
関
係
の
職
人
の
賃
金
に
つ

い
て
」
日
本
建
築
学
会
『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
八
七
巻

八
〇
一
号
　
二
〇
二
二
年
一
一
月

〈
論
文�

近
代
〉

井
形
浩
治
「
三
井
財
閥
に
お
け
る
専
門
経
営
者
の
役
割
」
大
阪
経
大
学

会
『
大
阪
経
大
論
集
』
七
二
巻
五
号
　
二
〇
二
二
年
一
月

日
向
祥
子
「
財
閥
史
研
究
の
動
向
」
政
治
経
済
学
・
経
済
史
学
会
『
歴

史
と
経
済
』
二
五
四
号
　
二
〇
二
二
年
一
月

大
島
久
幸
、
上
原
克
仁
「
戦
後
三
菱
商
事
・
三
井
物
産
に
お
け
る
戦
前



 

497

期
人
的
資
源
の
継
承
」
三
菱
史
料
館
『
三
菱
史
料
館
論
集
』
二
三
号���

二
〇
二
二
年
三
月

大
豆
生
田
稔
「
戦
時
に
お
け
る
北
米
・
豪
州
小
麦
輸
入
の
展
開
と
終

焉
：
一
九
三
七
年
―
四
一
年
の
三
井
物
産
を
中
心
に
」
東
洋
大
学
文

学
部
『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
　
史
学
科
篇
』
四
七
号
　
二
〇
二
二

年
三
月

岡
崎
哲
二
「
一
九
三
〇
年
代
日
本
の
石
炭
鉱
業
に
お
け
る
企
業
内
資
源

再
配
分
と
労
働
生
産
性
上
昇
：
三
菱
鉱
業
、
三
井
鉱
山
、
北
海
道
炭

砿
汽
船
の
比
較
分
析
」
三
菱
史
料
館
『
三
菱
史
料
館
論
集
』
二
三
号���

二
〇
二
二
年
三
月

北
澤
満
「
明
治
後
期
釧
路
地
方
に
お
け
る
石
炭
販
売
：
大
阪
鉱
業
株
式

会
社
を
事
例
と
し
て
」
九
州
大
学
経
済
学
会
『
経
済
学
研
究
』
八
八

巻
五
・
六
合
併
号
　
二
〇
二
二
年
三
月

金
進
基
「
板
垣
洋
行
問
題
に
関
す
る
三
井
の
関
与
」
国
学
院
大
学
史
学

大
学
院
会
『
史
学
研
究
集
録
』
四
六
号
　
二
〇
二
二
年
三
月

武
居
奈
緖
子
「
三
井
工
業
部
が
果
た
し
た
役
割
と
日
本
の
工
業
化
」
関

西
ベ
ン
チ
ャ
ー
学
会
『
関
西
ベ
ン
チ
ャ
ー
学
会
誌
』
一
四
巻
　
二
〇

二
二
年
三
月

土
井
徹
平
「
北
海
道
石
狩
炭
田
に
お
け
る
労
働
市
場
の
形
成
と
変
容
：

一
九
〇
〇
年
代
か
ら
一
九
一
〇
年
代
を
中
心
と
し
て
」
社
会
経
済
史

学
会
『
社
会
経
済
史
学
』
八
八
巻
一
号
　
二
〇
二
二
年
五
月

岡
田
直
矢
「
茶
人
、
数
寄
者
と
し
て
の
加
納
鉄
哉
と
近
代
数
寄
者
」
茶

の
湯
文
化
学
会
『
茶
の
湯
文
化
学
』
三
八
号
　
二
〇
二
二
年
九
月

平
井
岳
哉
「
三
井
物
産
の
再
合
同
過
程
に
お
け
る
ゼ
ネ
ラ
ル
物
産
と
東

京
食
品
の
不
参
加
に
つ
い
て
」
獨
協
大
学
経
済
学
部
『
獨
協
経
済
』

一
一
三
号
　
二
〇
二
二
年
九
月

海
上
英
治
「
第
一
次
世
界
大
戦
期
か
ら
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
商
社
の

リ
ス
ク
量
と
管
理
：
三
井
物
産
と
古
河
商
事
の
比
較
分
析
」
経
営
史

学
会
『
経
営
史
学
』
五
七
巻
三
号
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

春
日
豊
「
第
一
次
大
戦
後
不
況
期
に
お
け
る
財
閥
傘
下
大
企
業
争
議
の

展
開
と
帰
結
―
「
全
三
池
争
議
」
分
析
―
（
上
）」『
三
井
文
庫
論

叢
』
五
六
号
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

鈴
木
邦
夫
「
三
井
物
産
に
よ
る
海
外
綿
布
市
場
の
開
拓
と
織
機
メ
ー
カ

ー
・
織
布
工
場
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
六
号
　
二
〇
二
二
年
一
二

月
武
田
晴
人
「
総
有
制
的
資
産
保
有
の
制
約
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
六

号
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

吉
田
ま
す
み
「
帝
国
日
本
の
終
戦
と
在
外
財
産
調
査
」『
三
井
文
庫
論

叢
』
五
六
号
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

〈
そ
の
他
〉

茨
城
県
天
心
記
念
五
浦
美
術
館
編
『
再
興
院
展
の
立
役
者
齋
藤
隆
三
　

開
館
二
五
周
年
記
念
展
　
三
』
茨
城
県
天
心
記
念
五
浦
美
術
館
　
二

〇
二
二
年
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十
代
田
朗
監
修
『
近
代
別
荘
建
築
：
歴
史
を
繋
ぐ
建
物
と
そ
の
物
語
』

ト
ゥ
ー
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
ズ
　
二
〇
二
二
年
一
月

山
陽
放
送
学
術
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
編
『
近
代
岡
山
　
殖
産
に

挑
ん
だ
人
々
　
二
』
山
陽
放
送
学
術
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
　

二
〇
二
二
年
二
月

新
建
築
社
編
『
三
井
物
産
ビ
ル
　M

itsui�&
�C

o.�B
uilding�:�O

tem
a-

chi�O
ne

』
三
井
物
産
　
二
〇
二
二
年
二
月

金
坂
清
則
「
高
福
と
高
棟
：
三
井
家
の
偉
人
が
創
っ
た
京
都
の
二
つ
の

別
邸
と
望
楼
を
め
ぐ
る
随
想
」
京
都
地
名
研
究
会
『
地
名
研
究
』
第

二
〇
号
　
二
〇
二
二
年
三
月

田
川
市
石
炭
・
歴
史
博
物
館
、
田
川
市
世
界
記
憶
遺
産
活
用
活
性
化
推

進
委
員
会
編
『
山
本
作
兵
衛
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
：
ユ
ネ
ス
コ
「
世
界
の

記
憶
」　
登
録
一
〇
周
年
記
念
誌
』
田
川
市
石
炭
・
歴
史
博
物
館
、

田
川
市
世
界
記
憶
遺
産
活
用
活
性
化
推
進
委
員
会
　
二
〇
二
二
年
三

月
河
野
元
昭
編
『
江
戸
絵
画
：
京
と
江
戸
の
美
』
思
文
閣
出
版
　
二
〇
二

二
年
七
月

山
陽
放
送
学
術
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
編
『
近
代
岡
山
　
殖
産
に

挑
ん
だ
人
々
　
三
』
山
陽
放
送
学
術
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
　

二
〇
二
二
年
七
月

村
田
政
也
（
一
二
代
目
七
右
衛
門
）
著
、
丸
山
学
執
筆
協
力
『
源
氏
一

〇
〇
〇
年
の
戦
乱
と
算
盤
と
慈
善
』
ブ
イ
ツ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
　

二
〇
二
二
年
七
月

関
口
か
を
り
ほ
か
編
集
・
企
画
『
水
辺
の
風
景
と
日
本
銀
行
：
日
本
橋

川
と
中
央
銀
行
誕
生
ま
で
の
あ
ゆ
み
　
に
ち
ぎ
ん
一
四
〇
周
年
企
画

展
』
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
　
二
〇
二
二
年
九
月

水
沼
淑
子
「
北
三
井
家
大
磯
別
荘
城
山
荘
本
館
の
平
面
構
成
と
建
築
経

緯
」
日
本
建
築
学
会
『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
　

（
北
海
道
）
大
会
』　
二
〇
二
二
年
九
月

シ
ル
ク
博
物
館
編
『
横
浜
か
ら
世
界
へ
：
海
を
渡
っ
た
生
糸
　「
横

浜
・
生
糸
」
も
の
が
た
り
　
三
』
シ
ル
ク
博
物
館
　
二
〇
二
二
年
一

〇
月

笠
間
市
教
育
委
員
会
編
『
没
後
二
〇
〇
年
牧
野
貞
喜
展
：
苦
悩
す
る
名

君
そ
し
て
改
革
の
軌
跡
』
笠
間
市
教
育
委
員
会
　
二
〇
二
二
年
一
一

月
吉
川
容
・
大
島
久
幸
「
三
井
物
産
「
内
地
支
店
長
会
議
々
事
録
」（
明

治
三
三
年
）
第
五
回
・
第
六
回
・
第
七
回
・
第
八
回
並
び
に
解
題
」

『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
六
号
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

近
世
経
済
史
料
研
究
会
「
貞
享
五
年
・
伊
豆
蔵
五
兵
衛
『
店
法
度
・
作

法
幷
異
見
之
事
』
―
伊
勢
商
人
の
江
戸
店
の
店
則
―
」『
三
井
文
庫

論
叢
』
五
六
号
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

下
向
井
紀
彦
「
三
井
文
庫
の
所
蔵
史
料
」
日
本
古
文
書
学
会
『
古
文
書

研
究
』
九
四
号
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

日
本
保
健
医
療
社
会
福
祉
学
会
編
『
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
関
係
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資
料
集
成
　
第
一
巻
：
一
九
二
〇
年
〜
一
九
五
二
年
　
編
集
復
刻

版
』
六
花
出
版
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

萬
代
悠
「『
大
津
代
官
公
事
出
入
取
計
留
』
の
翻
刻
と
解
説
」『
三
井
文

庫
論
叢
』
五
六
号
　
二
〇
二
二
年
一
二
月

〈
補
遺
〉

永
谷
健
『
富
豪
の
時
代
：
実
業
エ
リ
ー
ト
と
近
代
日
本
』
新
曜
社
　
二

〇
〇
七
年
一
〇
月

東
京
倶
楽
部
編
『
東
京
倶
楽
部
物
語
　
補
遺
Ⅱ
』
東
京
倶
楽
部
、
日
本

経
済
新
聞
出
版
社
　
二
〇
〇
八
年
二
月

永
田
博
夫
『
炭
鉱
の
河
：
人
生
は
泥
流
の
如
く
』
文
芸
社
　
二
〇
一
五

年
五
月

堀
雅
昭
著
、
中
村
忠
男
編
『
東
京
倶
楽
部
と
日
本
の
近
代
化
：
井
上
馨

を
軸
と
し
て
　
東
京
倶
楽
部
講
演
午
餐
会
　
講
演
録
』
東
京
倶
楽
部
、

二
〇
一
六
年
二
月

柴
田
善
雅
『
戦
後
復
興
期
貿
易
関
係
特
別
会
計
』
ゆ
ま
に
書
房
　
二
〇

二
〇
年
七
月

富
田
裕
子
、
Ｇ
・
ダ
ニ
エ
ル
ズ
編
『
国
際
的
視
野
か
ら
み
る
近
代
日
本

の
女
性
史
：
政
治
経
済
・
労
働
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
慶
應
義
塾

大
学
法
学
研
究
会
　
二
〇
二
〇
年
一
二
月

武
居
奈
緒
子
、
井
形
浩
治
『
三
越
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
ガ
バ
ナ
ン

ス
：
三
井
財
閥
と
三
越
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
』
五
絃
舎
　
二
〇
二

一
年
一
二
月
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三
井
文
庫
の
刊
行
物
案
内

三
井
文
庫
所
蔵
史
料
目
録
（
既
刊
分
の
み
）

①
『
一
件
書
類
目
録
（
京
本
店
等
原
所
蔵
分
）』�

三
四
〇
〇
円

②
『
主
要
帳
簿
目
録
（
京
本
店
等
作
成
分
）』�

二
四
〇
〇
円

③
『
主
要
帳
簿
目
録
（
江
戸
本
店
、
大
坂
本
店
等
作
成
分
）』

�

三
三
〇
〇
円

④
『
主
要
帳
簿
目
録
（
京
両
替
店
等
作
成
分
）』�

二
〇
〇
〇
円

⑤
『
主
要
帳
簿
目
録
（
江
戸
両
替
店
等
作
成
分
）』�

一
七
〇
〇
円

⑥
『
主
要
帳
簿
目
録
（
大
坂
両
替
店
等
作
成
分
）』�

二
三
〇
〇
円

⑦
『
主
要
帳
簿
目
録
（
河
内
新
田
会
所
等
作
成
分
）』�

八
〇
〇
円

⑧
『
主
要
帳
簿
目
録
（
大
元
方
等
作
成
分
）』�

一
六
〇
〇
円

⑨
『
一
件
書
類
目
録
（
京
・
江
戸
・
大
坂
両
替
店
等
原
所
蔵
分
）』

�
二
一
〇
〇
円

⑩
『
一
件
書
類
目
録
（
大
元
方
原
所
蔵
分
一
）』�
一
四
〇
〇
円

⑪
『
一
件
書
類
目
録
（
大
元
方
原
所
蔵
分
二
）』�

一
三
〇
〇
円

⑫
『
式
目
類
目
録
（
原
所
蔵
者
別
）』�

一
一
〇
〇
円

⑬
『
一
件
書
類
目
録
（
補
遺
）』�

一
四
〇
〇
円

三
井
事
業
史
（
二
〇
〇
一
年
全
巻
完
結
）

『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』　
　
一
二
五
〇
〇
円

『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
二
巻
』　
　
一
二
五
〇
〇
円

『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
三
巻
上
』　
　
九
五
〇
〇
円

『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
三
巻
中
』　
二
一
五
〇
〇
円

『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
三
巻
下
』　
二
五
五
〇
〇
円

『
三
井
事
業
史
　
資
料
篇
一
』　
　
　
一
一
五
〇
〇
円

『
三
井
事
業
史
　
資
料
篇
二
』　
　
　
　
七
五
〇
〇
円

『
三
井
事
業
史
　
資
料
篇
三
』　
　
　
　
七
五
〇
〇
円

『
三
井
事
業
史
　
資
料
篇
四
上
』　
　
　
九
〇
〇
〇
円

『
三
井
事
業
史
　
資
料
篇
四
下
』　
　
　
　
　（
品
切
）

三
井
文
庫
論
叢

一
号
、
二
号
、
三
号
、
四
号
、
六
号
は
品
切
れ
と
な
っ
て
い
る
。
頒

価
に
つ
い
て
は
、
三
井
文
庫
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

以
上
の
三
井
文
庫
刊
行
物
の
購
入
は
、
三
井
文
庫
へ
直
接
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。
価
格
は
、
二
〇
〇
四
年
以
降
の
新
価
格
（
本
体
価
格
）。

『
史
料
が
語
る
三
井
の
あ
ゆ
み
―
越
後
屋
か
ら
三
井
財
閥
―
』

発
売
は
吉
川
弘
文
館
。
定
価
一
六
〇
〇
円
（
税
別
）。

本
書
は
全
国
書
店
に
ご
注
文
く
だ
さ
い
。
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新
規
公
開
資
料
に
つ
い
て

二
〇
二
二
年
一
二
月
一
日
よ
り
左
記
資
料
を
公
開
し
た
。

三
井
物
産
会
社
資
料
　
請
求
記
号
「
物
産
」�

二
〇
八
六
〜
二
一
二
五

�

二
二
八
五
〜
二
三
三
一

�

三
一
三
四
〜
三
一
四
一

こ
れ
ま
で
、
三
井
文
庫
で
は
約
五
、五
〇
〇
点
の
三
井
物
産
会
社
資

料
を
公
開
し
て
き
た
が
、
今
回
、
新
た
に
九
四
点
の
資
料
を
公
開
す
る
。

本
店
か
ら
の
「
達
（
綴
）」、「
現
行
達
令
類
集
」（
大
正
一
三
年
版
・
昭

和
一
三
年
版
）、「
国
内
資
金
調
査
規
則
」、「
営
業
各
部
店
成
績
概
評
」

（
昭
和
一
五
年
〜
昭
和
一
八
年
）、
そ
の
他
一
件
文
書
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

な
お
、
右
記
資
料
番
号
内
の
一
部
資
料
は
重
複
な
ど
の
理
由
で
公
開
対

象
と
し
て
い
な
い
。

本
資
料
の
検
索
は
所
蔵
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（https://jm

apps.

ne.jp/m
itsuibunko/index.htm

l

）
ま
た
は
閲
覧
室
備
付
の
冊
子
目

録
で
行
い
、
一
部
は
デ
ジ
タ
ル
画
像
、
一
部
は
プ
リ
ン
ト
版
に
よ
り
閲

覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。



502

所
蔵
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
公
開
に
つ
い
て

二
〇
二
二
年
一
〇
月
一
日
、
三
井
文
庫
は
ウ
ェ
ブ
上
に
「
三
井
文
庫

所
蔵
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
公
開
し
た
。
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
に
つ

い
て
は
こ
れ
ま
で
、『
三
井
家
記
録
文
書
』
の
一
部
（
約
六
五
、〇
〇
〇

点
）
の
目
録
情
報
を
三
井
文
庫
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
お
い
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形

式
で
公
開
し
て
い
た
が
、
他
史
料
群
に
つ
い
て
は
閲
覧
室
で
の
み
目
録

の
閲
覧
が
可
能
で
あ
っ
た
。

今
回
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
の
う
ち
、
準
備

が
で
き
た
も
の
か
ら
随
時
目
録
情
報
の
公
開
を
行
っ
て
お
り
、
二
〇
二

二
年
一
二
月
現
在
、
九
万
二
二
五
八
点
の
史
料
の
目
録
情
報
が
登
録
、

公
開
さ
れ
て
い
る
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
フ
リ
ー
キ
ー
ワ
ー
ド
で
の

検
索
の
ほ
か
、
史
料
群
ご
と
の
検
索
や
、
表
題
、
資
料
番
号
、
作
成
者
、

原
所
蔵
者
、
資
料
年
代
で
の
検
索
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
従

来
三
井
文
庫
と
し
て
は
公
開
し
て
い
な
か
っ
た
目
録
（
請
求
記
号
：
三

池
、
請
求
記
号
：
書
な
ど
）
も
登
録
さ
れ
、
検
索
、
閲
覧
に
供
さ
れ
て

い
る
。

公
開
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
史
料
群
に
つ
い
て
は
、
所
蔵
史
料
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
概
説
を
確
認
さ
れ
た
い
。
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
はdatabase@

m
itsui-bunko.or.jp

ま
で
。

所
蔵
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

https://jm
apps.ne.jp/m

itsuibunko/index.htm
l

以
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。



役
　
員

理
事
長�

北
　
山
　
禎
　
介

副
理
事
長�

飯
　
島
　
彰
　
己

副
理
事
長�

岩
　
沙
　
弘
　
道

常
務
理
事

文
庫
長

�

武
　
田
　
晴
　
人

理
事
　
　
　
　
　
　
　

三
井
記
念
美
術
館
館
長

�

清
　
水
　
眞
　
澄

理
　
事
　
赤
　
松
　
　
　
憲

理
　
事
　
石
　
井
　
寛
　
治

理
　
事
　
齋
　
藤
　
　
　
修

理
　
事
　
豊
田
章
一
郎

理
　
事
　
三
井
八
郎
右
衞
門

監
　
事
　
井
　
口
　
武
　
雄

監
　
事
　
古
澤
熙
一
郎

顧
　
問

�

由
　
井
　
常
　
彦

評
議
員

�

三
　
井
　
長
　
生

�

赤

沼

宇

子

�

伊

藤

　

隆

�

加

來

正

年

�

角

井

　

博

�

梶

浦

卓

一

�

粕

谷

　

誠

�
木

村

道

夫

�
河

野

元

昭

�

古
　
賀
　
博
　
文

�

近

藤

雅

之
�

鈴

木

良

隆
�

仙

田

貞

雄

�

武
　
田
　
信
　
二

�

田
　
中
　
孝
　
雄

田

中

稔

一

綱
　
川
　
　
　
智

日

覺

昭

廣

則

久

芳

行

古

谷

　

稔

馬

城

文

雄

満

岡

次

郎

宮

内

直

孝

宮

本

又

郎

武

藤

光

一

吉

沢

　

勝

吉

髙

紳

介

公
益
財
団
法
人
三
井
文
庫

�

定
価
　
本
体
五
、〇
〇
〇
円
（
税
別
）

二
〇
二
二
年
一
二
月
二
六
日
発
行

三
井
文
庫
論
叢
第
五
六
号

編
集
兼

発
行
人
　
公
益
財
団
法
人
　
三
井
文
庫

�

代
表
者
　
武
田
晴
人

発
行
所
　
公
益
財
団
法
人
　
三
井
文
庫

東
京
都
中
野
区
上
高
田
五
丁
目
一
六
番
一
号

郵
便
番
号�

一
六
四
―〇
〇
〇
二

電
話
〇
三（
三
三
八
七
）九
四
三
一（
代
表
）

フ
ァ
ッ
ク
ス
〇
三（
三
三
八
七
）九
四
三
二

振
替
口
座
〇
〇
一
一
〇
―
五
―
三
一
一
六
六

�

印
刷
・
株
式
会
社
三
秀
舎
　




